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は
じ
め
に
―
多
久
家
文
書
の
「
読
み
な
お
し
」

こ
の
報
告
書
を
作
成
し
た
多
久
家
文
書
研
究
会
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
開
始

さ
れ
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
小
宮
木
代
良
を
代
表
と
し
て
一
〇
名
で
出
発
し
、
そ

の
後
、
増
減
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
延
べ
十
五
名
が
こ
の
研
究
会
に
参
加

し
、
現
時
点
で
は
十
一
名
で
す
。
佐
賀
県
内
に
お
い
て
歴
史
文
化
財
の
保
存
や
研
究

に
関
わ
っ
て
き
た
メ
ン
バ
ー
と
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
近
世
史
料
部
門
に
お
い

て
『
大
日
本
史
料

第
十
二
編
』
の
編
纂
に
携
わ
っ
て
き
た
メ
ン
バ
ー
の
両
者
か
ら

な
り
ま
す
。
（
メ
ン
バ
ー
全
体
の
構
成
と
変
遷
に
つ
い
て
は
、
解
題
を
御
覧
く
だ
さ

い
）
。
対
象
と
な
っ
た
多
久
家
文
書
は
、
多
久
市
郷
土
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

佐
賀
県
重
要
文
化
財
多
久
家
資
料
の
う
ち
の
、
お
も
に
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て

の
文
書
群
で
あ
り
、
多
久
地
方
を
知
行
し
て
い
た
佐
賀
藩
重
臣
多
久
家
に
伝
来
し

て
き
ま
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
に
、
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
（
以
下
『
史
料
集
成
』
）

に
翻
刻
の
上
、
収
め
ら
れ
ま
し
た
（
多
久
家
文
書
の
成
立
よ
り
現
在
に
い
た
る
詳
細

に
つ
い
て
は
、
解
題
を
御
覧
く
だ
さ
い
）
。

研
究
会
で
は
、
多
久
家
文
書
の
う
ち
、
『
史
料
集
成
』
の
中
心
史
料
と
し
て
収
め

ら
れ
て
い
る
巻
子
一
〇
〇
本
分
（
当
初
は
折
帖
九
冊
）
に
つ
い
て
、
原
本
の
確
認
、

人
名
比
定
、
関
係
者
の
居
所
比
定
、
年
次
比
定
等
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
れ
ら
の
作

業
を
「
読
み
な
お
し
」
と
呼
び
ま
し
た
。
多
久
家
文
書
は
、
『
史
料
集
成
』
の
公
刊

後
、
歴
史
学
研
究
者
を
中
心
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
佐
賀
藩
政
史
研

究
の
み
な
ら
ず
、
日
本
近
世
前
期
史
研
究
の
た
め
の
重
要
な
史
料
と
し
て
た
び
た

び
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
年
次
比
定
や
人
物
比
定
等
の
作
業
に

つ
い
て
は
、
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
し
た
。
そ
の
後
、
佐
賀
県
立
図
書

館
に
よ
る
『
史
料
集
成
』
続
刊
や
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
の
刊
行
が
進
め
ら
れ
、
関

連
す
る
文
書
群
が
広
く
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
古

文
書
画
像
や
人
名
索
引
情
報
等
を
始
め
と
す
る
電
子
媒
体
に
よ
る
デ
ー
タ
の
公
開

が
、
こ
れ
も
佐
賀
県
立
図
書
館
の
事
業
を
中
心
と
し
て
進
展
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

多
久
市
郷
土
資
料
館
の
あ
る
多
久
市
を
中
心
と
し
た
地
元
の
人
々
に
よ
る
研
究
活

動
が
息
長
く
継
続
さ
れ
て
お
り
、
「
多
久
古
文
書
の
村
」
が
そ
の
核
と
な
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
し
た
先
人
の
努
力
の
成
果
の
蓄
積
が
明
確
な
形
を
取
り
だ
し
て
い
る

今
、
多
久
家
文
書
に
つ
い
て
の
年
次
比
定
等
を
中
心
と
し
た
分
析
の
前
進
が
可
能

な
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
日
本
近
世
前
期
史
研
究
を
大
き
く

前
進
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の
思
い
か
ら
、
研
究
会
は
発
足

し
ま
し
た
。
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ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
は
、
土
日
を
挟
む
三
日
間
連
続
の
研
究
会
を
ひ
と
ま
と

ま
り
と
し
て
、
そ
れ
を
年
二
回
（
そ
れ
ぞ
れ
多
久
市
郷
土
資
料
館
と
史
料
編
纂
所
で

一
回
ず
つ
）
開
催
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
二
〇
一
四
年
度
か
ら
二
〇
一
七

年
度
ま
で
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
研
究
拠
点
特
定
共
同
研
究
の
一
環
と

し
て
行
い
、
二
〇
一
七
年
度
以
降
の
分
に
つ
い
て
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

に
よ
る
研
究
支
援
を
得
て
い
ま
す
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、
文
末
の
一
覧
参
照
）
。
途

中
に
お
け
る
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、
多
久
市
に
お
い
て
二
度
に
わ
た
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
五
年
十
一
月
十
五
日
・
二
〇
一
七
年
十
一
月
二
十
六
日
）
を
行
う

と
と
も
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
書
と
し
て
『
近
世
前
期
の
公
儀
軍
役
負
担
と
大

名
家
―
佐
賀
藩
多
久
家
文
書
を
読
み
な
お
す
―
』
（
小
宮
木
代
良
編
、
岩
田
書
院
、

二
〇
一
九
年
）
を
刊
行
し
ま
し
た
。

具
体
的
な
「
読
み
な
お
し
」
の
手
順
と
し
て
は
、
メ
ン
バ
ー
各
人
の
分
担
分
に
つ

い
て
、
原
本
確
認
、
年
次
比
定
以
下
を
ま
と
め
た
レ
ジ
メ
を
作
成
し
て
も
ら
い
、
そ

れ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
共
有
フ
ォ
ル
ダ
（

）
へ
あ
げ
て
お
き
、
研
究

会
当
日
ま
で
に
事
前
に
確
認
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
原
本
史
料
の
高
精

細
画
像
を
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
お
く
こ
と
に
し
、
史
料
編
纂
所
に
お
け

る
研
究
会
の
席
上
で
は
大
画
面
で
の
画
像
の
確
認
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
多
久
に

お
け
る
研
究
会
で
は
、
原
本
の
確
認
を
行
い
ま
し
た
。
年
次
比
定
に
つ
い
て
は
、
特

定
年
次
に
確
定
で
き
な
い
場
合
に
は
、
可
能
な
上
限
と
下
限
、
あ
る
い
は
、
複
数
の

候
補
に
絞
り
込
ん
だ
経
過
も
記
述
す
る
よ
う
に
し
、
文
書
作
成
時
点
で
の
差
出
・
宛

名
人
物
の
居
所
も
、
可
能
な
限
り
記
述
し
ま
し
た
。

当
初
は
、
二
〇
二
〇
年
度
に
終
了
し
、
報
告
書
を
完
成
さ
せ
る
予
定
で
し
た
。
し

か
し
、
二
〇
一
九
年
度
末
か
ら
始
ま
っ
た
コ
ロ
ナ
に
よ
る
全
国
的
な
感
染
症
の
ひ

ろ
が
り
に
よ
り
、
対
面
に
よ
る
研
究
会
の
開
催
が
突
然
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
へ
の
対
応
と
し
て
、
二
〇
二
〇
年
度
か
ら
は
、

に
よ
る
研
究
会
開
催
に
切

り
替
え
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
主
に
土
曜
日
に
一
日
ず
つ
、
年
間
六
～
七
回
の
ペ
ー

ス
で
行
い
ま
し
た
。
対
面
で
の
研
究
会
の
場
合
に
比
べ
て
、
ス
ム
ー
ズ
な
意
思
の
疎

通
、
進
行
等
に
お
い
て
様
々
な
困
難
の
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
が
、
な
ん
と
か
研

究
会
開
催
を
継
続
し
、
ま
た
、
期
限
的
に
も
科
研
費
に
お
い
て
コ
ロ
ナ
を
理
由
と
す

る
二
度
の
延
長
を
認
め
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
今
年
度
、
よ
う
や
く
に
し

て
、
報
告
書
の
完
成
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
、
無
年
号
文
書
の
う
ち
、
三
二
〇
点
余
に
つ
い
て
、
年
次
の
比
定

（
特
定
の
年
次
の
提
示
）
、
あ
る
い
は
推
定
（
～
年
カ
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ

れ
以
外
に
つ
い
て
も
複
数
年
次
の
候
補
に
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の

過
程
で
、
と
く
に
意
識
さ
れ
た
の
は
、
年
次
比
定
等
の
過
程
を
明
確
に
残
し
て
お
く

こ
と
に
よ
る
検
証
可
能
性
の
確
保
で
す
。
将
来
に
わ
た
っ
て
も
、
年
次
の
再
修
正

や
、
今
回
途
中
ま
で
絞
り
込
ま
れ
た
部
分
の
さ
ら
な
る
絞
り
込
み
を
可
能
に
す
る

た
め
、
考
証
過
程
を
文
書
一
点
ご
と
の
解
説
分
に
明
示
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
最
終

段
階
で
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
江
戸
時
代
に
お
け

る
歴
史
資
料
編
纂
に
も
特
徴
的
な
、
按
文
作
成
の
考
え
方
と
酷
似
し
て
い
る
よ
う
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に
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
進
め
て
き
た
「
読
み
な
お
し
」
も
、
少
し
も

目
新
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
以
来
、
何
度
も
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
今
回
の
報
告
書
の
成
果
は
、
こ
れ
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
史
料

画
像
と
リ
ン
ク
し
た
メ
タ
デ
ー
タ
と
し
て
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
考
え
て
い
ま

す
。さ

ら
に
、
こ
れ
ら
の
読
み
な
お
し
の
過
程
で
研
究
成
果
の
一
部
と
し
て
得
ら
れ

た
本
多
美
穂
・
及
川
亘
の
論
説
や
、
分
析
の
た
め
の
道
具
と
し
て
も
整
備
さ
れ
た
人

名
一
覧
、
佐
賀
藩
主
鍋
島
勝
茂
の
花
押
一
覧
等
を
収
載
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
、
史
料

編
と
あ
わ
せ
て
、
今
後
の
佐
賀
藩
政
史
研
究
の
発
展
に
寄
与
で
き
る
も
の
と
思
い

ま
す
。

な
お
、
多
久
家
文
書
の
分
析
が
進
む
と
と
も
に
、
同
じ
く
近
世
初
期
に
佐
賀
藩
重

臣
と
し
て
活
動
し
て
い
た
鍋
島
道
虎
関
連
史
料
を
多
く
含
む
坊
所
鍋
島
家
文
書
の

重
要
性
が
、
メ
ン
バ
ー
間
で
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
佐
賀
県
立
図

書
館
所
蔵
の
坊
所
鍋
島
家
文
書
は
、
慶
長
・
元
和
期
を
ピ
ー
ク
と
し
て
お
り
、
寛
永

期
以
降
を
伝
来
文
書
数
の
ピ
ー
ク
と
す
る
多
久
家
文
書
と
、
互
い
に
補
い
合
う
も

の
で
す
。
こ
ち
ら
も
『
史
料
集
成
』
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
多
久
家
文
書
同

様
に
「
読
み
な
お
し
」
を
進
め
る
こ
と
で
、
当
該
期
の
研
究
に
飛
躍
的
な
進
展
を
も

た
ら
し
う
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
多
久
家
文
書
研
究
会
の
メ
ン
バ

ー
を
中
心
と
し
て
、
あ
ら
た
に
坊
所
鍋
島
家
文
書
研
究
会
を
佐
賀
県
立
図
書
館
と

の
協
力
の
も
と
に
立
ち
上
げ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
多
久
家
文
書
の
成
果
・
経
験

も
踏
ま
え
て
進
め
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
（
な
お
、
す
で
に
道
虎
関
係
の
未

刊
分
文
書
に
つ
い
て
は
、
編
纂
所
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
『
坊
所
鍋
島
家
文
書
未
刊

分
―
鍋
島
道
虎
関
係
―
』
〈
石
津
裕
之
他
三
名
編
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成

果
報
告
二
〇
二
〇
―
五
、
二
〇
二
一
年
〉
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
）

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
活
動
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
以
下
の
諸
機
関
・
皆
様

へ
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

〇
多
久
市
郷
土
資
料
館

〇
佐
賀
県
立
図
書
館

〇
佐
賀
県
立
博
物
館

〇
公
益
財
団
法
人

鍋
島
報
效
会

〇
慶
誾
寺
（
佐
賀
市
本
庄
町
）

〇
宗
龍
寺
（
佐
賀
市
水
ヶ
江
）

〔
付
記
〕
本
報
告
書
は
、
以
下
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
の
一
部
と
し
て

作
成
し
ま
し
た
。

〇
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点

特
定
共
同
研
究
近
世
史

料
領
域
「
佐
賀
藩
家
臣
多
久
家
資
料
の
研
究
」
研
究
代
表
者
小
宮
木
代
良

二
〇
一

四
年
度
～
二
〇
一
五
年
度
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〇
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点

特
定
共
同
研
究
近
世
史

料
領
域
「
近
世
初
期
大
名
家
に
お
け
る
大
身
家
臣
史
料
群
の
研
究
資
源
化
」
研
究
代

表
者
小
宮
木
代
良

二
〇
一
六
年
度
～
二
〇
一
七
年
度

〇
科
学
研
究
費

基
盤
研
究
（
Ｃ
）
「
近
世
大
名
家
臣
家
史
料
の
共
同
分
析
―
多
久

家
史
料
の
読
み
直
し
―
」
（
課
題
番
号
一
七
Ｋ
〇
三
〇
九
五
、
研
究
代
表
者
小
宮
木

代
良

二
〇
一
七
年
度
～
二
〇
二
二
年
度
）

○
科
学
研
究
費

基
盤
研
究
（
Ｂ
）
「
近
世
統
一
政
権
の
成
立
と
天
下
普
請
の
展
開

―
中
近
世
移
行
期
史
料
の
研
究
資
源
化
を
通
じ
て
―
」（
課
題
番
号
一
七
Ｈ
〇
二
三

八
二
、
研
究
代
表
者
及
川
亘
、
二
〇
一
七
～
二
〇
二
一
年
度
）

○
科
学
研
究
費

基
盤
研
究
（
Ｃ
）
「
徳
川
政
権
の
公
儀
の
確
立
と
城
郭
建
設
―
無

年
号
文
書
か
ら
公
儀
普
請
を
読
み
解
く
―
」
（
課
題
番
号
二
二
Ｋ
〇
〇
八
七
二
、
研

究
代
表
者
及
川
亘
、
二
〇
二
二
年
度
～
）

（
小
宮
木
代
良
）
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例

言

一
本
史
料
集
は
、
多
久
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
「
多
久
家
資
料
」
の
う
ち
、
巻
子
一
〇

〇
本
分
に
収
め
ら
れ
て
い
る
七
四
六
通
の
文
書
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
本
文
書
群
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
「
解
題
」
（
小
宮
木
代
良
担
当
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。 

一
七
四
六
通
の
う
ち
、
七
〇
一
通
は
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
に
翻
刻
・
刊
行
さ
れ
て

お
り
、
残
り
四
五
通
は
未
翻
刻
の
状
態
に
あ
っ
た
。
本
史
料
編
、
お
よ
び
後
掲
の

人
名
一
覧
・
収
録
史
料
一
覧
で
は
、
前
記
の
七
〇
一
通
を
を
既
刊
分
、
同
四
五
通

を
追
加
分
と
表
記
す
る
。 

一
漢
数
字
を
用
い
て
通
し
番
号
を
つ
け
た
。
既
刊
分
に
つ
い
て
は
、
『
佐
賀
県
史
料

集
成
』
の
通
し
番
号
と
一
致
し
て
い
る
。
追
加
分
に
つ
い
て
は
、
漢
数
字
の
前
に

「
追
」
を
付
し
た
。 

一
文
書
名
下
の
括
弧
内
に
、
文
書
の
形
態
（
折
紙
・
切
紙
等
）
を
記
し
た
。
追
加
分

に
つ
い
て
は
、
多
久
市
郷
土
資
料
館
の
請
求
記
号
も
記
し
た
。 

一
人
名
は
、
当
該
人
物
が
最
終
的
に
名
乗
っ
て
い
た
も
の
を
原
則
用
い
た
。
各
文
書

の
解
説
中
の
人
名
や
、
史
料
本
文
に
「
（ 

）
」
を
用
い
て
注
記
し
た
人
名
は
、

後
掲
の
人
名
一
覧
と
対
応
し
て
い
る
。 

一
文
書
名
は
、
差
出
人
の
名
前
＋
文
書
形
式
と
し
た
。
文
書
形
式
は
、
原
則
、
書
状

（
書
止
文
言
が
「
恐
々
謹
言
」
等
の
も
の
）
、
消
息
（
書
止
文
言
が
「
か
し
く
」

等
で
仮
名
文
と
な
っ
て
い
る
も
の
）
、
覚
書
（
書
止
文
言
が
「
以
上
」
等
の
も
の
）

の
三
種
類
と
し
、
一
部
は
文
書
の
内
容
に
即
し
て
上
記
以
外
の
文
書
形
式
と
し

た
。
な
お
、
前
項
の
人
名
の
付
け
方
に
よ
り
、
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
と
文
書
名

が
違
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。 

一
字
体
は
常
用
字
体
を
使
用
し
、
一
部
正
字
も
用
い
た
。 

一
「
に
」
「
は
」
の
変
体
仮
名
の
一
部
は
片
仮
名
の
「
ニ
」
「
ハ
」
で
代
用
し
た
。 

一
紙
の
変
り
目
、
折
紙
の
段
の
変
り
目
に
は
「
』
」
を
挿
入
し
た
。 

一
虫
損
・
破
損
の
箇
所
は
「
□
」
、
「[ 

 
]

」
で
示
し
た
。 

一
判
読
不
能
の
箇
所
は
■
で
示
し
た
。 

一
欠
字
・
平
出
は
一
字
空
き
と
し
た
。 

一
文
書
の
整
理
過
程
で
付
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
整
理
記
号
の
よ
う
な
異
筆
（
朱

筆
を
含
む
）
は
、
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
翻
刻
し
な
か
っ
た
。 

一
改
元
が
行
わ
れ
た
年
に
つ
い
て
は
、
改
元
後
の
年
号
を
用
い
た
。 

一
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
刊
行
の
時
点
で
は
判
読
で
き
た
も
の
の
、
現
状
で
は
判
読

で
き
な
い
文
字
に
つ
い
て
は
、
「
□
」
と
し
、
「
〔 

〕
」
を
付
し
て
『
佐
賀
県

史
料
集
成
』
の
翻
刻
を
記
し
た
。 

一
史
料
原
本
に
お
い
て
、
追
而
書
の
位
置
に
本
文
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

の
体
裁
を
表
現
せ
ず
、
本
文
に
続
け
て
翻
刻
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
に
つ
い
て
は
、

史
料
原
本
の
体
裁
を
表
現
し
た
。 

1



 

 

一
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
は
「
佐
古
」
と
し
、
巻
数
、
文
書
群
名
・
文
書
番
号
を
記

し
た
。 

一
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
は
「
佐
近
」
と
し
、
編
・
巻
、
頁
数
を
記
し
た
。 

一
鍋
島
家
文
庫
所
蔵
史
料
は
、
請
求
記
号
を
「
鍋
…
」
と
い
う
書
式
で
付
し
た
。 

一
『
大
日
本
近
世
史
料 
細
川
家
史
料
』
は
「
『
細
』
～
／
忠
利
～
号
」
な
ど
と
冊

次
と
文
書
番
号
を
記
し
た
。 

一
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
は
「
寛
政
譜
」
と
記
し
た
。 

一
参
考
文
献
は
、
各
解
説
で
は
「
（
著
者
・
編
者
＋
刊
行
年
）
」
で
記
し
、
本
史
料

編
の
末
尾
に
詳
細
情
報
を
「
参
考
文
献
一
覧
」
と
し
て
掲
げ
た
。 

一
各
文
書
の
翻
刻
・
校
訂
・
校
正
は
、
多
久
家
文
書
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
（
構
成
員

は
「
解
題
」
を
参
照
）
で
行
っ
た
。
た
だ
し
、
追
加
分
に
つ
い
て
は
、
小
宮
木
代

良
・
及
川
亘
・
石
津
裕
之
の
三
名
で
行
っ
た
。 

一
各
文
書
の
解
説
は
、
担
当
者
ご
と
に
執
筆
し
た
が
、
内
容
は
多
久
家
文
書
研
究
会

の
メ
ン
バ
ー
で
検
討
・
確
認
し
た
。
た
だ
し
、
追
加
分
に
つ
い
て
は
、
小
宮
木
代

良
・
及
川
亘
・
石
津
裕
之
の
三
名
で
検
討
・
確
認
し
た
。
な
お
、
担
当
者
名
は
後

掲
の
収
録
史
料
一
覧
に
記
し
た
。 
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既

刊

分

一

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
）

ゟ

 
 

（
墨
引
） 

 
 

長
州
ま
い

（
多
久
安
順
）

る 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」

 
 

猶
以
、
三
人
之
衆
同
座
候
ハ
ン
、
可
有
御
心
得
候
、 

今
朝
之
様
子
、
加
州
ヘ
申

（
鍋
島
直
茂
）

候
へ
ハ
、
と
か
く
、
親
類
衆
被
罷
上
候
ハ
ゝ
可
然
候
ハ
ん

や
の
由
候
、
様
子
書
中
ニ
ハ
不
得
申
候
間
、
今
晩
三
ノ
丸
ニ
て
猶
談
合
可
申
候
、
先

為
御
心
得
、
令
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

十
七
日 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
も
安
順
も
と
も
に
在
佐
賀
。

鍋
島
直
茂
も
佐
賀
に
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
三
人
之
衆
」
は
未
詳
だ
が
、
三
・
四

号
と
同
時
期
と
す
れ
ば
、
諌
早
直
孝
・
鍋
島
（
武
雄
）
茂
綱
・
須
古
信
明
の
三

人
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
年
次
の
上
限
は
、「
長
州
」
の
表
記
よ
り
慶
長
十
二

年
、
下
限
は
、
直
茂
の
歿
す
る
元
和
四
年
。 

二

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
捻
封
上
書
）

ゟ

 

（
墨
引
） 

 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

明
朝
は
茶
を
可
給
之
由
、
一
段
と
大
慶
申
候
、
天
気
悪
敷
候
共
、
必
々
参
上
可
申
候
、

為
其
、
一
筆
令
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

三
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
佐
賀
。
年
次
は
、「
長

門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
三
年
以
降
、
安
順
の
歿
す
る
寛
永
十
八
年
以
前
。
花

押
は
、
四
二
三
号
（
慶
長
十
四
年
）
に
近
い
。 

三

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
）

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

（
墨
引
） 

 
 
 

右
近
殿

（
諌
早
直
孝
） 

 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 

下
総
殿

（
須
古
信
明
） 

ま
い
る 

」

 
 

猶
以
、
生
三
へ
も
、
右
之
段
、
大
か
た
申
聞
召
置
候
、
以
上
、 

先
日
之
す
き
所
之
儀
吉
五

（
吉
島
）

郎
左
衛
門
へ
く
れ
可
申
と
存
候
、
可
然
候
ハ
ゝ
、
可
被
申

渡
候
、
生
三
存

（
鍋
島
道
虎
）

知
之
儀
候
間
、
可
有
談
合
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

二
月
廿
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（

（
鍋
島
）

花
押
） 

3



【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
宛
先
の
四
人
と
も
在
国
。
年

次
は
、「
長
門
」
の
表
記
よ
り
慶
長
十
三
年
以
降
、
鍋
島
道
虎
の
歿
す
る
寛
永
六

年
以
前
。
花
押
は
、
一
四
号
（
慶
長
十
七
年
）
に
近
い
。 

四

鍋
島
勝
茂
自
筆
覚
書
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
）

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

ゟ

右
近
殿

（
諌
早
直
孝
） 

（
墨
引
） 

 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 
 
 
 
信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

 
 

下
総
殿

（
須
古
信
明
）

ま
い
る

」

 

今
朝
之
儀
、
加
州
た
ゝ

（
鍋
島
直
茂
）

今
申
候
趣
、 

一
長
州
へ
替
進
之
候
在
所
之
儀
、
今
朝
之
絵
図
之
趣
、
一
段
と
可
然
之
由
候
事
、 

一
助
太
郎
知
行
ハ
、
今
の
在
所
ニ
可
然
之
由
候
事
、 

一
宗
佐

（
嬉
野
）

・
玄
賀

（
嬉
野
）

事
も
、
今
ノ
在
所
ニ
め
し
お
き
可
然
之
由
候
事
、 

 
 

右
之
分
ニ
可
被
相
極
候
、 

 
 

三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
（
花

（
鍋
島
勝
茂
）

押
） 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
覚
書
。
居
所
は
、
鍋
島
直
茂
・
勝
茂
・

安
順
・
直
孝
・
茂
綱
・
信
明
、
全
員
在
佐
賀
か
。
年
次
は
、「
長
門
」
の
表
記
か

ら
慶
長
十
二
年
以
降
、
直
茂
が
存
命
中
な
の
で
元
和
四
年
以
前
。
花
押
は
、
一

四
号
（
慶
長
十
七
年
）
に
近
い
。 

五

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」

半
右
衛
門
尉

（
秀
）

打
果
候
儀
、
左
兵
衛
殿

（
長
谷
川
藤
広
）

へ
一
通
之
儀
を
今
度
申
入
、
可
然
候
ハ
ン
哉
、

後
日
之
儀
、
校
量
候
て
、
能
々
加
州
へ
御

（
鍋
島
直
茂
）

談
合
候
て
、
様
子
忠
兵
衛

（
中
野
茂
利
）

に
て
可
承
候
、

申
入
事
、
不
入
事
候
ハ
ゝ
、
相
ひ
か
へ
可
申
候
、
我
等
儀
、
た
ゝ
今
白
石
へ
罷

（
杵
島
郡
）

越
候

間
、
貴
所
へ
右
之
趣
申
置
候
、
委
忠
兵
へ
可
申
達
候
、
か
し
く
、 

 
 

三
日 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
肥
前
白
石
。
安
順
は

鍋
島
直
茂
へ
談
合
す
る
と
あ
る
の
で
在
佐
賀
か
。「
半
右
衛
門
」
は
、
慶
長
十
六

年
十
一
月
二
十
四
日
に
長
崎
で
勝
茂
の
命
を
う
け
た
鍋
島
茂
賢
の
手
勢
に
殺
害

さ
れ
た
白
石
地
域
の
有
力
者
秀
半
右
衛
門（
佐
近
一
―
二
／
三
七
頁
～
三
八
頁
・

二
七
三
頁
～
二
七
四
頁
・
八
二
九
頁
）
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
年
次
は
、
慶
長

十
六
年
十
二
月
以
降
か
ら
、
安
順
が
佐
賀
に
い
る
十
七
年
二
月
ま
で
の
間
の
時

4



 

 

期
と
推
測
さ
れ
る
（
小
宮
木
代
良
二
〇
一
九
年
）。
長
谷
川
藤
広
は
、
慶
長
十
七

年
春
こ
ろ
に
は
在
駿
府
。 

  

六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 
 
 

長
州
ま

（
多
久
安
順
）

い
る 

 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

当
春
、
所
々
之
け
ん
地
ニ
、
出
来
凡
い
か
ほ
と
有
之
儀
候
や
、
先
承
度
候
、
凡
返
事

ニ
可
承
候
、
恐
々
か
し
く
、 

 
 
 

廿
九
日 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
日
付
の
み
で
あ
り
、
内
容
か
ら

見
て
も
、
勝
茂
と
安
順
は
近
接
し
た
位
置
に
お
り
、
お
そ
ら
く
佐
賀
領
内
に
い

る
と
推
測
さ
れ
る
。
年
次
は
、「
長
州
」
の
表
記
及
び
安
順
の
隠
居
前
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
慶
長
十
三
年
以
降
（
二
十
九
日
な
の
で
慶
長
十
二
年
十
二
月
二
十
九

日
の
可
能
性
も
残
る
が
、「
当
春
」と
あ
る
の
で
や
は
り
慶
長
十
三
年
春
以
降
）、

寛
永
十
二
年
以
前
。
検
地
関
連
で
、
慶
長
十
六
年
春
の
領
内
検
地
（
佐
近
一
―

二
／
二
七
一
頁
）
と
の
関
係
が
少
な
か
ら
ず
考
え
ら
れ
る
。 

  

七 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「
（
墨
引
） 

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 

長
州
ま

（
多
久
安
順
）

い
る 

 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

家
中
之
者
共
へ
加
増
申
候
儀
、
談
合
申
候
処
ニ
、
可
然
之
由
被
申
、
得
其
意
候
、
明

朝
面
談
ニ
弥
可
相
極
と
存
候
条
、
石
見
・

（
諌
早
直
孝
）

ゑ
い
庵

（
須
古
信
明
）

・
対
馬
同

（
神
代
常
親
）

心
候
て
待
申
候
、
然
者
、

此
付
の
こ
と
く
可
申
付
と
存
候
、
い
か
ゝ
候
ハ
ん
や
、
先
、
内
証
談
合
申
候
、
被
寄

存
儀
共
候
ハ
ゝ
、
返
事
ニ
可
承
候
、
為
其
、
内
筆
如
此
候
、
此
外
、
加
増
申
候
者
之

儀
、
と
く
と
き
う
り
や
う

（

校

量

）

申
候
て
と
存
候
条
、
切
々
談
合
可
申
候
、
か
し
く
、 

 
 

五
月
七
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
家
士
へ
の
加
増
に
つ
い
て
安

順
を
含
む
龍
造
寺
四
家
と
勝
茂
の
談
合
へ
招
請
す
る
内
容
で
、
と
も
に
在
佐

賀
。
年
次
は
文
中
の
須
古
信
明
が
出
家
し
「
影
庵
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
元

和
九
年
か
ら
、
信
明
が
隠
居
す
る
寛
永
三
年
の
間
と
考
え
ら
れ
る
が
、
元
和
九

年
・
寛
永
元
年
は
五
月
七
日
時
点
で
勝
茂
は
在
江
戸
で
あ
り
（
及
川
亘
二
〇
二

一
年
）
、
可
能
性
が
残
る
の
は
寛
永
二
年
・
同
三
年
と
な
る
。 

  

八 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「
（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
守
」

（
鍋
島
勝
茂
） 
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下
次
左
罷

（
下
村
茂
充
カ
）

帰
、
多
久
様
子
承
、
何
共
笑
止
之
儀
、
可
申
様
無
之
候
、
其
方
家
中
之
者

共
、
何
方
不
申
候
様
ニ
才
覚
此
時
ニ
存
候
、
其
方
相
つ
ゝ
か
れ
候
へ
ハ
、
家
中
も
無

異
儀
候
間
、
当
分
者
可
仕
様
も
無
之
事
候
条
、
何
と
そ
校
量
被
申
候
て
、
仕
様
可
承

候
、
其
方
無
御
出
候
ハ
ゝ
、
生
三
迄

（
鍋
島
道
虎
）

成
共
、
可
承
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

七
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
多
久
に
送
っ
た
使
者
の
帰
着

を
待
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
多
久
家
の
存
続
に
関
わ
る
問
題
が
起
こ
っ
た

と
見
え
る
。
勝
茂
は
佐
賀
、
安
順
は
多
久
に
居
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
時
期

は
安
順
が
「
長
門
」
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
慶
長
十
二
年
冬
か
ら
鍋
島
道
虎
死

歿
の
寛
永
六
年
六
月
一
日
の
間
と
な
る
が
、
使
者
の
「
下
次
左
」
（
下
村
次
左

衛
門
尉
）
が
下
村
左
馬
助
茂
充
の
前
名
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
佐
近
八
―
一
／
五

一
八
頁
）
、
元
和
三
年
に
比
定
で
き
る
正
月
二
十
五
日
付
下
村
茂
充
書
状
（
佐

史
一
八
／
二
一
二
頁
）
で
す
で
に
「
左
馬
助
」
を
称
し
て
い
る
の
で
、
下
限
は

元
和
三
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、「
下
次
左
」
が
下
村
茂
充
で
な
い

と
す
れ
ば
、
寛
永
五
年
二
月
の
安
順
養
子
の
多
久
茂
富
廃
嫡
に
関
連
す
る
可
能

性
も
あ
る
。 

  

九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
於
此
御
地
、
万
仕
合
能
、
殊
我
等
事
、
今
ほ
と
腹
中
大
か
た
よ
く
候
条
、

心
安
可
被
存
候
、
以
上
、 

一
書
申
候
、
其
元
罷
立
候
刻
、
手
頭
を
以
、
中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

へ
被
申
聞
候
趣
、
具

ニ
令
承
知
、
案
中
な
か
ら
の
覚
悟
と
、
別
而
満
足
申
候
、
い
よ

〱
以
、
先
様
心
遣

疎
あ
る
ま
し
き
と
、
目
出
度
存
候
、
次
ニ
其
方
さ
し
料
之
刀
、
兵
右
衛
門
尉
へ
と
ら

せ
被
申
候
よ
し
申
聞
、
念
入
候
儀
、
』
令
祝
着
候
、
く
ハ
し
く
ハ
兵
右
衛
門
ゟ
可
申

達
候
、
恐
々
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

卯
月
十
三
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） ま

い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

で
あ
る
。
茂
辰
は
寛
永
十
四
年
に
勝
茂
よ
り
藩
政
全
般
を
任
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
寛
永
十
四
年
卯
月
二
十
日
付
で
中
野
政
利
宛
で
起
請
文
を
提
出
す
る

が
（
二
六
号
解
説
）、
本
文
中
「
手
頭
を
以
、
中
野
兵
右
衛
門
尉
へ
被
申
聞
候

趣
」
は
そ
の
こ
と
と
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
寛
永
十
四
年
は
、
勝

茂
は
閏
三
月
十
八
日
に
江
戸
に
着
府
す
る
が
（
三
三
〇
号
、
閏
三
月
二
十
一
日
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付
鍋
島
勝
茂
書
状
）
、
閏
三
月
六
日
（
寛
永
十
四
年
）
付
茂
辰
宛
勝
茂
書
状
（
一

一
七
号
）
で
は
、
勝
茂
が
参
勤
に
際
し
て
腹
中
を
煩
っ
た
も
の
の
、
上
方
に
着

い
た
頃
に
は
大
方
平
癒
し
た
こ
と
が
分
か
り
、
本
文
書
の
追
而
書
の
内
容
に

一
致
す
る
。
従
っ
て
本
文
書
の
年
次
は
寛
永
十
四
年
に
比
定
で
き
る
。 

  

一
〇 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
則
爰
元
可
有
御
上
候
、
以
上
、 

其
元
御
着
之
由
、
珍
重
存
候
、
早
々
爰
元
可
有
御
参
候
、
や
か
て
ま
ち
申
候
、
御
返

事
ニ
不
及
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守 

 
 

二
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
）
』 

 
 
 

神
六
兵
殿

（
神
代
家
良
）

 

 
 
 

龍
孫
四
郎
殿

（
多
久
茂
富
）

 

 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
中 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
神
代
家
良
・
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
の
花
押
は
、

一
四
九
号
・
二
四
七
号
等
慶
長
九
年
頃
か
ら
同
十
三
年
頃
ま
で
使
わ
れ
た
も

の
に
近
く
、
慶
長
七
年
頃
か
ら
同
八
年
七
月
頃
ま
で
使
わ
れ
た
花
押
（
二
四
六

号
、
八
月
十
六
日
（
慶
長
七
年
）
付
／
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
一
八
九
号
、
正

月
二
十
日
（
慶
長
七
年
）
付
鍋
島
道
虎
宛
鍋
島
勝
茂
書
状
、
佐
史
一
一
―
一
二

七
頁
／
同
二
一
三
号
、
七
月
二
十
一
日
（
慶
長
八
年
）
付
鍋
島
道
虎
宛
鍋
島
勝

茂
書
状
、
佐
史
一
一
―
一
四
六
頁
）
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
ま
た
、
茂
富
（
龍

造
寺
孫
四
郎
）
は
慶
長
十
三
年
に
は
「
多
久
図
書
頭
」
を
名
乗
る
の
で
（
「
水

江
事
略
」
）
、
本
書
状
の
年
次
の
上
限
は
慶
長
九
年
、
下
限
は
同
十
三
年
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
父
の
安
順
同
様
、
茂
富
も
慶
長
十
二
年
内
に
改
名

し
た
可
能
性
も
排
除
は
で
き
な
い
。 

勝
茂
と
神
代
等
の
位
置
関
係
は
、
追
而
書
の
「
爰
元
可
有
御
上
候
」
と
い
う

表
現
か
ら
す
る
と
、
①
勝
茂
が
上
方
、
神
代
等
は
江
戸
・
駿
府
ま
た
は
国
許
、

②
と
も
に
上
方
で
勝
茂
が
京
都
・
伏
見
、
神
代
等
が
大
坂
等
、
③
勝
茂
が
江
戸
・

駿
府
、
神
代
等
は
国
許
、
④
勝
茂
が
駿
府
、
神
代
等
は
江
戸
、
と
い
っ
た
可
能

性
が
あ
る
が
、
本
文
中
で
早
々
に
「
爰
元
」
に
来
る
よ
う
に
、
ま
た
返
事
は
不

要
と
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
両
者
は
比
較
的
近
い
距
離
に
い
る

こ
と
が
窺
わ
れ
、
②
・
④
の
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
二
月
末
時
点
で
、

②
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
慶
長
九
・
同
十
年
、
④
に
該
当
す
る
可
能

性
が
あ
る
の
は
慶
長
十
三
年
で
あ
る
が
、
茂
富
の
図
書
へ
の
改
名
が
慶
長
十

二
年
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
②
の
可
能
性
の
み
が
残
る
（
及
川
亘
二
〇
二
一
年
）
。 
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一
一 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

今
朝
者
早
々
御
帰
故
、
振
舞
不
申
候
、
仍
天
守
の

（
佐
賀
城
）

石
か
き
手
廻
之
儀
、
今
日
中
に
談

合
御
極
尤
候
、
様
子
明
日
可
承
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 

一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

宛
所
は
欠
く
が
、
鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
か
。
共
に
在

国
。
佐
賀
城
天
守
の
石
垣
の
手
配
を
今
日
中
に
決
め
る
よ
う
に
命
じ
、
そ
の
結

果
を
明
日
聴
く
と
伝
え
た
も
の
。
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
三
乾
（
佐
近
一
―
二
／

二
六
六
・
二
六
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
佐
賀
城
天
守
の
地
形
が
完
成
し
、
河
上
（
佐

賀
平
野
北
郊
）
よ
り
小
石
四
十
万
荷
、
大
石
百
万
が
運
ば
れ
た
の
は
慶
長
十
四

年
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
年
次
は
、
こ
の
年
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
つ
い
て
の

談
合
で
あ
る
の
で
、
そ
の
前
年
の
こ
と
か
と
考
え
ら
れ
る
。
花
押
は
二
四
七
号

（
慶
長
十
三
年
）
・
四
二
三
号
（
慶
長
十
四
年
）
に
近
い
。 

  

一
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

態
申
入
候
、
今
度
上
衆
之
内
よ
り
、
先
以
、
可
被
相
控
候
由
、
申
候
へ
と
も
、
こ
ゝ

も
と
各
御
上
候
而
可
然
存
候
条
、
龍
忠
右
衛
門

（
千
葉
胤
信
）

殿
・
長
大
蔵
・
彦
右
衛
門
尉
・
本
作

左
衛
門
尉
・
大
正
左
殿
・
七
左
衛
門
尉

（
鍋
島
茂
賢
）

・
龍
清
太
郎
殿
被
罷
上
候
様
ニ
、
可
被

□
〔
仰
カ
〕

候
、
其
為
』
一
書
申
入
候
、
以
書
立
、
申
置
候
衆
、
い
つ
れ
も
三
月
初
ゟ
被
罷
上
候

様
ニ
、
可
被
相
触
候
、
加
州
儀

（
鍋
島
直
茂
）

母
事
も
、

（
直
茂
室
石
井
氏
）

急
度
上
国
候
様
ニ
申
遣
候
間
、
早
々
打
立

被
申
候
様
ニ
、
可
被
仰
達
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

二
月

（
慶
長
十

十
六
日

年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 

 
 

龍
□
□
□
殿

〔
与
兵
衛
カ
〕
（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

宛
所
に
欠
損
が
あ
る
が
、
多
久
安
順
に
宛
て
た
と
思
わ
れ
る
鍋
島
勝
茂
の

書
状
。
慶
長
十
年
、
勝
茂
と
徳
川
家
康
の
養
女
菊
（
勝
茂
室
徳
川
氏
）
と
の
婚

礼
が
伏
見
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
佐
賀
か
ら
龍
忠
右
衛
門
（
千

葉
胤
信
）
ほ
か
然
る
べ
き
人
物
の
上
京
を
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
父
母
で
あ
る

鍋
島
直
茂
夫
妻
の
早
々
の
上
京
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
が
、「
勝
茂
公
譜
考

補
」
三
乾
（
佐
近
一
―
二
／
二
四
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、
直
茂
夫
妻
の
上
京
は
二

月
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
勝
茂
は
伏
見
か
。
安
順
は
在
国
。 

  
一
三 
鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 

「
（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 

長
門

（
多
久
安

殿順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
濃

（
鍋
島
勝

守茂
）

」 

方
角
へ
之
儀
、
今
明
日
間
、
可
被
申
渡
之
由
、
一
段
可
然
存
候
、
銀
子
之
儀
ハ
、
や
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か
て
そ
れ
ま
て
可
遣
候
、
将
又
、
今
朝
申
候
福
地
兄
弟

（
家
俊
・
家
定
）

へ
加
増
之
儀
、
別
而
辛
労
申

者
候
間
、
早
々
被
申
渡
尤
候
、
三
左
衛
門

（
福
地
家
俊
）

尉
へ
ハ
、
勘
右
に

（
勝
屋
茂
為
）

て
遣
事
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

七
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
つ

（
鍋
島
）

茂
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
共
に
在
国
。
福
地
兄
弟
の
加
増

に
つ
い
て
、
彼
ら
は
特
に
苦
労
し
た
の
で
、
早
々
申
し
渡
す
よ
う
に
命
じ
て
い

る
。
「
葉
隠
聞
書
校
補
」
（
佐
近
八
―
一
／
六
〇
九
頁
）
に
は
、
福
地
家
俊
と

家
定
兄
弟
は
、
慶
長
十
年
に
共
に
加
増
も
し
く
は
新
知
行
を
受
け
て
い
る
。
年

次
は
長
門
の
宛
所
の
表
記
に
よ
り
、
慶
長
十
三
年
以
降
。
花
押
は
四
二
三
号

（
慶
長
十
四
年
）
・
六
七
号
（
慶
長
十
七
年
）
に
近
い
か
。 

  

一
四 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
急
之
用
所
に
て
ハ
無
之
候
間
、
用
を
も
被
相
叶
候
て
、
可
被
罷
帰
候
、 

二
三
日
、
為
甘
、
砥
川
へ
被

（
小
城
郡
）

相
越
候
由
、
可
然
存
候
、
此
方
へ
ハ
鳥
然
々
見
え
不
申

候
間
、
今
日
罷
帰
候
、
其
元
被
申
付
儀
無
之
候
ハ
ゝ
、
先
以
、
明
日
佐
賀
へ
可
被
罷

帰
候
、
ち
と
用
所
之
儀
共
候
間
、
申
事
に
て
候
、
若
隙
被
入
事
候
ハ
ゝ
、
』
三
日
中

ニ
可
被
罷
帰
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

壬
十
月
五
日

（
慶
長
十
七
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
呼
び
出
し
の
書
状
。
共
に
在
国
。
状
況

と
し
て
は
、
勝
茂
は
狩
場
を
設
け
て
い
た
が
そ
こ
に
鳥
が
い
な
い
の
で
、
佐
賀

へ
帰
る
こ
と
を
伝
え
た
。
こ
の
書
状
中
、
勝
茂
は
江
戸
期
を
通
じ
て
用
い
ら
れ

た
佐
嘉
で
は
な
く
、
佐
賀
の
文
字
を
使
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

時
期
考
え
ら
れ
る
閏
月
は
、
慶
長
十
七
年
・
寛
永
八
年
の
両
年
で
あ
る
。
三
六

四
号
（
八
月
九
日
付
）
の
鍋
島
忠
直
祝
言
の
記
事
よ
り
、
勝
茂
は
、
寛
永
八
年

は
在
江
戸
の
可
能
性
が
高
い
の
で
、
年
次
は
慶
長
十
七
年
か
。 

  

一
五 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
両
条
御
失
念
あ
る
ま
し
く
候
、
〳
〵
、 

我
等
儀
、
来
ル
七
日
八
日
間
ニ
、
必
可
罷
上
ニ
相
極
申
候
、 

一
母
へ
頼
申
候
一
儀

（
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
）

、
今
日
御
澄
可
被
成
事
、
頼
申
候
、 

一
先
日
ゟ
内
談
申
候
様
ニ
、
加
州
へ
条

（
鍋
島
直
茂
）

を
透
〳
〵
ニ
御
書
候
て
、
』
可
被
召
置
之
由
、

か
た
く
我
等
申
お
き
候
と
お
り
、
節
々
能
被
仰
候
て
可
然
候
、
今
度
煩
中
に
も
、
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そ
れ
の
み
気
遣
ニ
存
候
間
、
扨
々
申
事
候
、
く
ハ
し
く
ハ
御
面
ニ
て
可
申
述
候
、

恐
惶
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守 

 
 

三
月

（
慶
長
九

五
日

年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花

（
鍋
島
）

押
） 

 
 
 

与
兵
□

（
多
久
安
順
）
〔
衛
カ
〕 

 
 
 
 
 
 

□
□
御
中 

  

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
共
に
在
国
。
勝
茂
は
二
、
三
日

後
の
上
京
（
も
し
く
は
江
戸
か
駿
府
へ
）
を
伝
え
、
そ
の
た
め
に
母
（
鍋
島
直

茂
室
石
井
氏
）
・
父
直
茂
へ
の
二
箇
条
を
依
頼
す
る
。
勝
茂
、
直
茂
夫
妻
、
安

順
の
四
者
が
と
も
に
佐
賀
城
内
に
居
城
し
て
い
る
と
す
る
と
、
こ
の
話
は
成

り
立
ち
が
た
い
と
も
思
わ
れ
る
の
で
、
勝
茂
の
蓮
池
城
在
城
の
可
能
性
が
考

え
ら
れ
よ
う
か
。
年
次
は
「
与
兵
衛
」
の
表
記
か
ら
、
少
な
く
と
も
慶
長
十
二

年
以
前
で
あ
る
。
花
押
は
一
四
九
号
（
慶
長
九
年
）
に
近
い
か
。
こ
の
前
後
で

三
月
に
在
国
の
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
慶
長
九
年
で
あ
る
（
及
川
亘
二
〇
二
一

年
）
。 

  

一
六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

 
 

取
紛
大
か
た
申
遣
候
、
あ
と
ゟ
追
々
可
申
遣
候
、 

か
い

（
鍋
島
直

の澄
）

か
み
仕
合
能 

御
い
と
ま
被
下
、
罷
下
候 

万
事
其
方
お
や
こ
へ
打
ま
か

せ
可
申
よ
し
、
申
聞
候
条
、
被
得
其
意
、
可
然
候
、
く
ハ
し
く
ハ
か
い
の
か
み
可
申

候
、
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守 

 
 

十
一
月

（
寛
永
十
四
年

吉）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
州

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

み
ま
さ
か

（
多
久
茂
辰
）

 

ま
い
る
』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
・
同
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安

順
ら
は
在
国
。
寛
永
十
四
年
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
鎮
圧
の
た
め
、

同
年
十
一
月
十
四
日
勝
茂
の
息
子
鍋
島
直
澄
は
江
戸
を
発
足
し
た
。
直
澄
に

は
万
事
万
端
に
つ
き
安
順
・
茂
辰
に
委
ね
相
談
す
る
よ
う
に
申
し
聞
か
せ
た

こ
と
を
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。 

  
一
七 
鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 
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（
墨
引
） 

 

長
門
守
殿

（
多
久
安
順
）

 
 
 

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 
平
戸
之
鷹
望
ニ
存
候
間
、
無
相
違
様
ニ
調
法
候
て
可
給
候
、
態
重
々
一
人
被
相
越
、

早
々
参
候
様
ニ
有
度
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

卯
月
十
六
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
が
「
平
戸
之
鷹
」
の
入
手

を
安
順
に
依
頼
し
て
い
る
が
、
平
戸
は
平
戸
藩
領
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
勝
茂
・

安
順
と
も
に
在
国
。「
長
門
守
」
の
表
記
よ
り
年
次
の
上
限
は
慶
長
十
三
年
、
寛

永
十
八
年
十
月
に
歿
す
る
の
で
、
下
限
は
寛
永
十
八
年
と
な
る
。 

  

一
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
）  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

猶
以
、
爰
元
鳥
然
々
見
え
不
申
候
て
、
存
之
外
鷹
と
も
鳥
数
不
申
候
、 

勘
右
衛

（
勝
屋
茂
為
）

門
尉
迄
之
御
書
中
披
見
申
候
、
然
者
、
我
等
爰
元
逗
留
中
、
其
地
之
鷹
場
、

芦
か
り

（
小
城
郡
）

・
蒲
田
・
鹿
江
・

（
佐
賀
郡
）

牟
田
之
前
、
ゆ
る
し
申
候
間
、
御
つ
か
ひ
可
有
候
、
此
中

之
窮
屈
を
御
は
ら
し
尤
ニ
候
、
我
等
儀
、
塚
崎
之
湯
を
汲
せ
候
て
、
入
可
申
と
存
候

条
、
暫
ハ
』
此
方
逗
留
可
申
候
、
替
儀
共
候
ハ
ゝ
、
則
可
承
候
、
恐
々
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

十
一
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
長
門

（
多
久
安
順
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。「
塚
崎
之
湯
」
は
武
雄
付
近
の
温

泉
地
（『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』）。
内
容
か
ら
、
勝
茂
は
そ
の
付
近
に
逗
留
し
て

い
る
。
安
順
は
在
佐
賀
と
思
わ
れ
る
。
年
次
の
上
限
は
「
長
門
守
」
の
表
記
よ

り
慶
長
十
二
年
、
下
限
は
安
順
が
歿
す
る
寛
永
十
二
年
と
な
る
が
、
勝
茂
の
花

押
か
ら
慶
長
十
三
、
十
四
年
頃
（
二
四
七
・
四
二
三
号
等
）
と
推
測
さ
れ
る
。 

  

一
九 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 
 

長

州

（
多
久
安
順
） 

 
 

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
守
」

（
鍋
島
勝
茂
） 

加
州
今
晩
ち

（
鍋
島
直
茂
）

と
ふ
る
い
つ
き
被
申
候
由
ニ
候
、然
者
、薬
用
被
申
候
様
ニ
と
存
候
間
、

さ
様
之
儀
談
合
可
申
候
条
、
三
ノ
丸
へ
今
晩
可
有
御
出
候
、
我
等
も
や
か
て
可
罷
出

候
、
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
鍋
島
直
茂
の
発
病
を
う
け
て
、
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勝
茂
が
安
順
に
対
し
「
三
の
丸
」
へ
の
出
向
く
こ
と
を
求
め
、
自
分
も
直
ぐ
に

出
向
く
と
し
て
い
る
。「
三
の
丸
」
は
直
茂
の
居
所
。
勝
茂
・
安
順
と
も
在
佐
賀
。

年
次
は
、「
長
門
守
」
の
表
記
よ
り
慶
長
十
二
年
以
降
、
直
茂
が
歿
す
る
元
和
四

年
ま
で
で
の
間
と
な
ろ
う
。 

  

二
〇 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
ゝ
今
申
候
者
共
相
極
、
書
分
候
て
見
せ
可
被
申
候
、
又
、
用
所
共
候
間
、
右
之
書

分
相
澄
候
ハ
ゝ
、
其
方
持
参
可
被
申
候
、
面
を
以
談
合
可
申
事
共
候
、』
や
か
て
可
被

参
候
、
か
し
く
、 

 
 
 

三 

 

「（
切
封
上
書
）

（
墨
引
） 

 

 
 
 
 

［ 
 
 
 
 
 

］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［ 
 
 

］」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

差
出
・
宛
所
が
摩
耗
の
た
め
判
読
で
き
な
い
が
、
鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順

に
宛
て
た
書
状
と
思
わ
れ
る
。「
三
」
は
三
日
で
あ
ろ
う
。
年
代
は
不
詳
。 

  

二
一 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

み
ね
郡
・
や
ふ
郡
知
行
在
所
さ
た
め
て
之
儀
、先
何
之
道
ニ
も
う
へ
さ

（

噂

）

無
之
候
様
ニ
、

可
然
存
候
、
又
、
相
替
儀
共
候
ハ
ゝ
と
存
、
申
事
候
、
猶
、
明
日
罷
帰
可
申
述
候
、

か
し
く
、 

 
 
 

廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（

（
鍋
島
勝
茂
）

花
押
）』 

 

「（
切
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

（
墨
引
）
長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。「
明
日
罷
帰
」と
し
て
い
る
の
で
、

勝
茂
は
領
内
の
ど
こ
か
に
逗
留
中
か
。
安
順
は
在
佐
賀
。
年
次
の
上
限
は
「
長

門
守
」
の
表
記
よ
り
慶
長
十
二
年
、
下
限
は
内
容
が
政
務
に
関
わ
る
こ
と
か
ら

安
順
が
隠
居
す
る
寛
永
十
三
年
と
な
る
が
、
勝
茂
の
花
押
か
ら
慶
長
十
三
、
十

四
年
頃
（
二
四
七
・
四
二
三
号
等
）
と
推
測
さ
れ
る
。 

  

二
二 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

猶
以
、
若
五
兵
衛
事
、
先
延
候
て
可
然
之
由
候
ハ
ゝ
、
猶
談
合
可
申
候
間
、
何

方
不
申
候
様
ニ
、
か
た
く
御
申
付
給
へ
く
候
、
我
等
面
ニ
談
合
可
申
候
、 

一
書
申
候
、
此
中
代
官
之
仕
様
、
よ
こ
目
之
者
共
相
改
候
処
へ
、
手
つ
か
五
兵
へ
人

遣
仕
、
竹
木
を
あ
て
、
殊
自
然
之
時
や
く
に
も
立
間
し
き
者
事
候
間
、
加
州
へ
合

（
鍋
島
直
茂
）

候
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て
、
急
度
せ
い
は
い
可
然
存
候
、
於
様
子
ハ
、
忠
兵
衛

（
中
野
茂
利
）

口
上
申
候
、
又
、
白
石
庄

（
杵
島
郡
）

や

も
悪
敷
候
条
、[ 

 
]

』
か
ら
め
め
し
お
き

（

召

置

）

候
、
右
同
前
ニ
加
州
へ
内
談
、
尤
存
候
、

委
御
返
事
ニ
可
承
候
、
用
所
之
儀
共
口
上
ニ
申
候
間
、
不
具
候
、
恐
々
か
し
く
、 

信
守 

 
 

十
一
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 

「（
墨
引
）

（
切
封
上
書
）

 
 

 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守
」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
・
安
順
と
も
に
在
佐
賀
か
。

年
次
の
上
限
は
「
長
門
守
」
の
表
記
よ
り
慶
長
十
二
年
、
下
限
は
直
茂
が
歿
す

る
元
和
四
年
六
月
の
前
年
の
同
三
年
と
な
る
が
、勝
茂
の
花
押
か
ら
慶
長
十
三
、

十
四
年
頃
（
二
四
七
・
四
二
三
号
等
）
と
推
測
さ
れ
る
。 

  

二
三 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「（
端
裏

（結
封

墨
引

上
書
）

） 
 

長
門

（
多
久
安

殿順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

猶
以
、
長
左
へ
其
ゟ
先
返
事
被
申
候
由
、
こ
れ
又
尤
ニ
存
候
、
以
上
、 

我
等
儀
、
た
ゝ
今
罷
帰
候
、
然
者
、
長
左
兵
衛
殿

（
長
谷
川
藤
広
）

ゟ
ノ
状
、
披
見
被
申
、
御 

く
わ

し
之
物
、
則
筑
前
へ
被
相
届
候
由
、
一
段
と
可
然
存
候
、
左
兵
衛
殿
へ
近
日
音
信
可

申
候
間
、
其
刻
、
右
之
返
事
可
申
入
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

九
月
□
三

〔
カ
〕

日 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
と
も
に
居
所
は
不

明
。
年
次
の
上
限
は
「
長
門
」
の
表
記
よ
り
慶
長
十
三
年
。
勝
茂
と
長
谷
川
藤

広
が
書
状
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
限
は
長
谷
川
の
歿
年
で

あ
る
元
和
三
年
で
あ
る
。
長
崎
奉
行
で
あ
っ
た
長
谷
川
は
、
慶
長
十
七
年
の
岡

本
大
八
事
件
、
ま
た
そ
れ
を
原
由
と
す
る
、
慶
長
十
九
年
の
有
馬
氏
の
所
替
に

関
わ
り
、
同
年
四
月
に
来
佐
の
記
事
が
あ
る
が
（
佐
近
一
―
二
／
四
六
・
三
〇

二
頁
）
、
本
書
状
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。 

  

二
四 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状(

竪
紙) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

（
墨
引
） 

 
 

長
門

（
多
久
安

殿順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
濃

（
鍋
島
勝

守茂
）

」 
此
中
、
篭
者
申
付
候
と
か
人
之
儀
、
両
人
な
か
ら
、
せ
い
は
い

（

成

敗

）

申
候
て
可
然
存
候
、

其
方
も
其
分
ニ
被
存
候
ハ
ゝ
、
則
被
申
付
候
て
尤
候
、
為
其
、
一
筆
令
申
候
、
恐
々

謹
言
、 
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九
月
二
日 

  

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
で
、
勝
茂
が
罪
人
に
対
す
る
処

罰
を
安
順
に
命
じ
て
い
る
。
居
所
は
、
勝
茂
・
安
順
共
に
不
明
で
あ
る
。
年
次

の
上
限
は
、
「
長
門
」
の
表
記
よ
り
慶
長
十
三
年
で
あ
る
。
下
限
は
、
安
順
歿

年
の
寛
永
十
八
年
。 

  

二
五 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

猶
以
、
佐
賀
ふ
し
ん

（

普

請

）

の
事
、
勘
右
衛
門

（
勝
屋
茂
為
）

に
て
御
返
事
承
申
候
、
先
々
惣
々
相
止

可
申
と
存
候
、
こ
れ
も
御
面
を
以
、
談
合
可
申
候
、
家
中
相
つ
ゝ
き
候
ね
ハ
、

何
事
も
不
罷
成
候
、 

気
色
い
か
ゝ
御
入
候
や
、
承
度
候
、
此
ほ
と
ハ
、
皆
相
煩
候
時
分
ニ
候
間
、
か
い
ふ

（

涯

分

）

ん
御
や
う
し
や
う

（

養

生

）

あ
る
へ
く
候
、
将
又
、
今
度
の
大
風
に
、
上
下
共
ニ
そ
ん
も
う

（

損

毛

）

の

由
承
、
不
及
是
非
候
、
其
付
而
、
談
合
可
申
様
子
共
候
間
、
来
ル
廿
七
日
ニ
主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
）

・

右
近
殿

（
諫
早
直
孝
）

・
下
総
殿

（
須
古
信
明
）

・
主
水
、

（
鍋
島
茂
里
）

其
外
一
言
も
可
申
』
衆
、
皆
々
被
打
寄
候
様
ニ
、
そ
れ

ゟ
可
有
御
申
候
、
油
断
あ
る
ま
し
く
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守 

 
 

七
月
廿
三

（
慶
長
十
四
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 

ま
い
る 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
、
勝
茂
・
安
順
と
も
に

在
国
で
あ
る
。
勝
茂
は
、
大
風
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
と
、
佐
賀
城
普
請
の
中

断
に
つ
い
て
、
重
臣
達
と
談
合
日
を
設
け
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
年
次
の
上
限

は
「
長
門
」
の
表
記
よ
り
慶
長
十
三
年
で
あ
る
。
下
限
は
鍋
島
主
水
の
歿
年
月

よ
り
、
慶
長
十
五
年
で
あ
る
。
慶
長
十
三
年
は
、
安
順
が
九
月
以
降
に
駿
府
城

普
請
よ
り
帰
国
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
佐
近
一
―
二
／
三
五
・
二
五
四
頁
、
佐

近
八
―
一
／
六
七
七
～
六
七
八
頁
）
の
で
、
除
外
さ
れ
る
。
慶
長
十
五
年
は
、

勝
茂
が
閏
二
月
か
ら
九
月
ま
で
名
古
屋
城
普
請
の
た
め
名
古
屋
に
詰
め
て
お

り
（
及
川
亘
二
〇
二
一
年
）
、
除
外
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
本
書
状
は
慶

長
十
四
年
に
確
定
で
き
る
。
花
押
は
、
慶
長
十
三
・
十
四
年
に
比
定
さ
れ
て
い

る
一
一
・
二
四
七
・
四
二
三
号
に
近
い
。 

  

二
六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猶
以
、
こ
ゝ
も
と
相
替
儀
無
之
候
、
御
前
之
仕
合
、
并
御
年
寄
中
と
れ
〳
〵
も

御
懇
ニ
候
、
万
事
心
安
可
被
存
候
、
以
上
、 
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一
書
申
候
、
其
方
せ
い
し

（

誓

詞

）

之
儀
、
中
野
兵（

政

右
衛
門
尉

利
）

ま
て
被
申
候
を
承
届
、
不
及
夫

ニ
事
ニ
候
へ
共
、
心
次
第
ニ
可
然
之
由
、
先
日
申
遣
候
処
ニ
、
せ
い
し
相
調
、
今
度

中
野
又
右
衛
門

（
正
守
）

尉
ニ
て
被
差
越
、
具
ニ
令
拝
見
、
案
中
な
か
ら
、
真
実
之
覚
悟
、
無

残
所
書
面
ニ
候
、
幾
久
目
出
度
儀
、
大
慶
至
極
存
候
、
来
年
』
帰
国
之
節
、
面
を
以
、

委
可
申
達
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月

（
寛
永
十

五
日

四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
の
下
限
は
、
中
野
政
利
が

兵
右
衛
門
尉
か
ら
数
馬
へ
改
名
す
る
寛
永
十
七
年
で
あ
る
。
ま
た
花
押
は
、
寛

永
初
年
よ
り
十
四
年
頃
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
茂
辰
が
政
利
に
宛

て
た
と
い
う
誓
詞
は
、
年
次
と
、
「
案
中
な
か
ら
、
真
実
之
覚
悟
、
無
残
所
書

面
ニ
候
」
と
い
う
内
容
か
ら
、
寛
永
十
四
年
卯
月
二
十
日
付
け
の
起
請
文
（
佐

古
二
四
／
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
二
／
六
一
号
）
と
推
定
で
き
る
。
な
お
、
七

一
〇
号
は
同
文
で
あ
る
。
本
書
状
に
は
「
来
年
帰
国
」
と
あ
る
の
で
、
勝
茂
は

在
江
戸
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
勝
茂
は
、
寛
永
十
四
年
閏
三
月
十
八
日
江
戸

着
（
三
三
〇
号
）
、
同
年
の
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
勃
発
時
も
在
江

戸
で
あ
る
の
で
（
佐
近
一
―
二
／
四
五
五
～
四
六
二
頁
）
、
居
所
に
矛
盾
は
な

い
。
よ
っ
て
本
書
状
は
、
寛
永
十
四
年
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
茂
辰
は

在
国
で
あ
る
。 

  

二
七 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

 
 

以
上
、 

孫
四
所

（
多
久
茂
富
）

ゟ
一
人
被
差
上
候
間
、
一
書
申
入
候
、
俊
州
様
一
昨
日

〔
駿
〕（
龍
造
寺
高
房
）

佐
賀
御
着
候
、
仍
貴

殿
御
煩
今
ほ
と
い
か
ゝ
御
座
候
哉
無
御
心
元
存
候
、御
養
生
之
儀
御
由
断
有
間
敷
候
、

船
中
風
御
ひ
き
候
ハ
ぬ
や
う
に
尤
存
候
、
食
な
と
打
続
進
申
候
哉
承
度
存
候
、
次
宗

安
事
、
路
次
に
て
相
次
第
被
罷
上
候
様
、
孫
四
談
合
申
候
へ
共
、
今
ほ
と
ち
と

天
理
御
煩

（
多
久
長
信
）

気
に
御
座
候
ニ
付
而
、
い
か
ゝ
候
ハ
ん
と
孫
四
も
被
申
候
間
、
貴
所
御
煩

も
は
や
能
御
入
候
す
る
と
存
候
ま
ゝ
相
扣
申
候
、
天
理
御
』
煩
然
々
の
事
に
て
無
之

候
間
可
御
心
安
候
、
我
等
儀
、
来
月
末
必
御
供
申
候
て
江
戸
可
罷
下
覚
悟
候
、
頓
而

可
為
御
下
候
間
、
悉
皆
以
面
上
可
申
述
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 

壬
八
月
廿

（
慶
長
九
年
）

五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
龍
与
兵
衛

（
多
久
安
順
）

殿 

 
 
 
 
 

□ 
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【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、
龍
造
寺
高
房
が
生
存

中
で
あ
り
（
高
房
生
歿
年
は
天
正
十
四
年
～
慶
長
十
二
年
）、
閏
八
月
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
慶
長
九
年
と
確
定
で
き
る
。
高
房
の
佐
賀
到
着
を
知
ら
せ
て
い
る
の

で
勝
茂
は
在
佐
賀
。
安
順
は
、
佐
賀
か
ら
離
れ
た
場
所
で
病
気
を
養
生
し
て
い

る
様
子
で
あ
り
、
在
洛
中
も
し
く
は
帰
国
途
次
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

  

二
八 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

追
而
申
候
、
今
度
貴
所
被
相
煩
候
へ
共
、
被
入
念
養
生
候
故
、
早
々
本
ふ
く
被
申
、

一
入
〳
〵
目
出
度
存
事
ニ
候
、
病
後
之
儀
候
条
、
鷹
な
と
遣
被
申
、
ゆ
る
〳
〵
と
心

や
う
し
や
う
あ
る
へ
き
事
肝
用
存
候
、
た
ゝ
今
、
出
舟
申
候
間
、
早
々
申
候
、
何
も

大
坂
ゟ
可
申
進
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 

五
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 勝

茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

 
 
 
 

長
州
参

（
多
久
安
順
）

』 
 
 
 
 
 
 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
船
中
に
て
、
佐
賀
か
ら

大
坂
へ
向
か
う
途
中
に
あ
り
、
病
後
の
多
久
安
順
が
養
生
の
た
め
に
鷹
狩
を
す

る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
人
は
佐
賀
に
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
安
順
の
歿
す

る
寛
永
十
八
年
が
下
限
だ
が
、
花
押
は
、
寛
永
十
五
年
以
前
の
寛
永
期
の
も
の

で
あ
る
。 

  

二
九 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 

高
千
石 

 
 

山
城
守

（
鍋
島
直
弘
） 

高
千
石 

 
 

市
左
衛
門

（
小
川
利
清
）

 

 

右
之
分
ニ
可
然
存
候
、
残
の
者
共
の
書
立
ハ
昼
ほ
と
見
可
申
候
、』 

「（
墨
引
）

（
奥
切
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 

信

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
と
茂
辰
は
近
接
し
た
と
こ

ろ
に
い
る
。
勝
茂
の
四
男
鍋
島
直
弘
は
元
和
四
年
に
生
ま
れ
、
同
年
、
重
臣
成

富
茂
安
の
養
子
と
な
り
、
寛
永
十
二
年
、
そ
の
知
行
の
内
か
ら
千
石
を
分
け
ら

れ
別
家
と
な
っ
て
い
た
。
同
十
九
年
八
月
に
、
鍋
島
姓
を
拝
領
し
（「
鍋
島
山
城

家
系
図
」、
藤
野
保
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
で
は
正
保
三
年
と
す
る
）、
知
行

高
も
六
千
石
ま
で
加
増
さ
れ
て
い
る
。
小
川
利
清
家
は
龍
造
寺
隆
信
代
に
重
臣

で
あ
っ
た
家
柄
で
、
寛
永
五
年
の
「
惣
着
到
」
に
関
連
す
る
人
物
の
記
載
は
な

16



 

 

く
、
寛
永
十
九
年
の
「
御
国
惣
万
帳
」
で
は
同
人
が
知
行
高
千
石
で
登
場
す
る

の
で
、
本
覚
書
は
寛
永
五
年
か
ら
同
十
九
年
ま
で
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
茂

辰
に
「
国
元
諸
事
仕
配
」
が
命
じ
ら
れ
た
寛
永
十
二
年
六
月
以
降
の
可
能
性
が

高
い
。 

  

三
〇 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

 
 

 
 

彦
右
衛
門
尉

（
諸
岡
茂
之
）

談
合
候
て
可
承
候
、 

道
仙
子
元
悦
へ
切
米
廿
石
計
と
ら
せ
候
て
は
い
か
ゝ
候
ハ
ん
や
、
道
仙
旅
人
ニ
て
、

こ
ゝ
も
と
へ
さ
い
子
引
相
は
て
候
間
申
事
候
、
元
悦
先
様
外
き
や
う

（

経

）

な
ら
い
候
や
う

ニ
仕
度
候
、
上
手
ニ
成
、
や
く
ニ
立
候
ハ
ゝ
、
其
ニ
し
た
か
い
切
米
を
も
加
増
可
申

付
候
、
い
し
や
ハ
多
ク
有
之
事
候
条
申
事
候
、
外
き
や
う
ハ
す
く
な
く
候
条
、』
右
之

分
ニ
候
、
校
量
申
候
て
来
ル
六
日
ニ
様
子
可
承
候
、 

 
 

以
上
、 

 
 

三
日 

「（
奥
切
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

み
ま
さ
か
殿

（
多
久
茂
辰
）

ま
い
る 

 
 

信

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
と
茂
辰
は
、
と
も
に
在
国

か
。
勝
茂
は
、
医
者
道
仙
子
元
悦
の
取
立
に
つ
い
て
、
諸
岡
茂
之
と
相
談
す
る

よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
年
次
の
上
限
は
茂
辰
が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ

ら
れ
る
寛
永
十
二
年
以
降
と
な
る
か
。
下
限
は
、
そ
の
罷
免
の
正
保
三
年
。 

  

三
一 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
州
ま

（
多
久
安
順
）

い
る 

 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

七
左
衛
門

（
鍋
島
茂
賢
）

・
二
郎
兵
衛

（
野
口
常
俊
）

、
は
や
出
舟
申
候
や
、
承
度
候
、
片
時
も
早
々
参
候
様
ニ
可

然
存
候
、
様
子
返
事
ニ
可
承
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

十
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
の
居
所
は
不
明
。
竪
紙
を

用
い
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
比
較
的
近
接
し
た
と
こ
ろ
か
。
野
口
常
俊
は
寛

永
十
一
年
二
月
一
日
に
歿
し
て
い
る
の
で
、本
書
状
は
寛
永
十
年
以
前
と
な
る
。

花
押
型
は
慶
長
後
半
の
も
の
、
慶
長
十
五
・
十
六
年
頃
が
最
も
近
い
と
思
わ
れ

る
。
慶
長
十
九
年
は
別
の
形
。
ま
た
、「
長
州
」
の
表
記
か
ら
は
慶
長
十
二
年
以

降
。 
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三
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

改
年
之
吉
慶
、
目
出
度
存
候
、 

一
爰
元
御
普
請
、
今
日
八
日
ゟ
之
鍬
初
ニ
而
候
、
昨
日
惣
御
普
請
衆
家
老
下
奉
行
被

召
寄
、
御
年
寄
中
直
ニ
被
仰
渡
候
ハ
、
御
普
請
惣
様
、
急
ニ
不
仕
、
土
台
木
・
根

石
・
な
ら
石
置
候
儀
な
と
も
、
諸
手
同
前
ニ
、
手
後
之
方
候
ハ
ゝ
、
待
合
可
然
由
、

堅
被
仰
渡
候
、
自
身
丁
場
へ
付
居
候
儀
も
御
法
度
之
由
ニ
候
、
旁
以
忝
仕
合
と
、

各
も
被
申
事
ニ
候
、 

一
当
年
、
爰
元
御
普
請
ニ
付
而
、
去
春
已
来
、
過
分
之
銀
子
差
出
候
条
、
蔵
入
外
ゟ

集
り
候
物
、
少
宛
成
共
、
調
候
様
ニ
有
度
通
、
其
方
心
遣
之
程
、
関
千
左
衛
門

（
尚
氏
カ
）

尉
・

石
井
右
衛
門
佐
ゟ
申
越
候
ニ
承
、
尤
之
儀
候
、
然
者
諸
方
よ
り
之
』
諸
引
残
、
并

種
子
未
進
等
之
帳
四
品
、
今
度
其
方
為
心
得
遣
候
、
漸
々
ニ
調
儀
、
可
為
肝
要
候
、

時
分
か
ら
稠
敷
催
促
な
と
ハ
能
有
間
敷
と
存
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、 

一
少
宛
之
用
所
之
儀
共
、
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

・
田
崎
外
記
よ
り
申
遣

候
間
、
被
承
届
、
急
度
返
事
可
被
申
越
候
、
委
ハ
永
日
中
、
切
々
可
申
遣
候
、

恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
七
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。「
御
普
請
」
は
江
戸
城
普
請
と
考

え
ら
れ
、「
今
日
八
日
ゟ
之
鍬
初
」
と
あ
り
、
正
月
八
日
の
鍬
初
め
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
寛
永
十
三
年
の
江
戸
城
普
請
で
あ
る
と
確
定
で
き
る
（
及
川
亘
二
〇
一

九
年
）。
居
所
は
勝
茂
が
江
戸
、
茂
辰
が
国
許
。 

  

三
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
出
雲
か
ゝ
所
よ
り
も

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
、
多
久
茂
矩
母
）

、
今
朝
雪
降
候
付
而
、
気
色
之
儀
承
度
由
申
越
候

条
、
右
之
通
、
無
別
条
由
、
可
被
申
聞
候
、
已
上
、 

今
朝
大
雪
降
候
付
而
、
為
見
廻
、
使
者
被
相
越
、
殊
新
敷
鯛
壱
折
一
給
、
令
祝
着
候
、

料
理
候
て
、
賞
味
可
申
候
、
昨
朝
我
等
見
候
所
よ
り
、
い
か
に
も
近
ク
ニ
而
、
仕
合

能
、
真
靏
を
取
飼
、
満
足
申
事
候
、
右
之
段
被
承
付
、
昨
日
も
早
々
使
者
被
』
相
越
、

被
入
念
た
る
儀
候
、
我
等
気
色
も
無
相
易
儀
、
能
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
期

面
前
之
時
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

正
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 
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【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
と
も
に
国
許
。
年
次
は

花
押
が
承
応
元
年
に
年
次
比
定
さ
れ
る
三
〇
一
号
文
書
に
近
く
、
そ
の
前
後
で

勝
茂
・
茂
辰
と
も
に
在
国
し
て
い
る
慶
安
二
年
・
同
四
年
・
承
応
二
年
あ
た
り

か
。 

  

三
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

正
月
元
日
之
書
状
、
去
十
三
日
到
着
、
令
披
見
候
、
如
被
申
越
候
、
新
春
之
吉
兆
、

目
出
度
申
納
候
、
此
段
、
自
是
も
先
日
申
遣
候
間
、
定
而
参
着
可
申
候
、
其
地
無

相
替
儀
由
、
珍
重
存
候
、
於
爰
元
も
、
弥
無
別
条
、
我
等
夫
婦
其
外
子
共
孫
共
息

災
之
儀
候
、 

若
子
様

（
徳
川
綱
吉
）

御
誕
生
之
為
御
祝
儀
、
一
昨
日
も
令
登 

城
、
昨
日
も 

大
納
言
様

（
徳
川
家
綱
）

江
』
御
年
頭
之
為
御
礼
、 

御
城
罷
出
候
、
万
々
心
安
可
被
存
候
、
何

も
期
後
音
、
不
能
具
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

正
月
十
六
日

（
正
保
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。「
大
納
言
様
」
は
徳
川
家
光
の

長
男
家
綱
で
あ
り
、
正
保
二
年
に
権
大
納
言
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
若

子
様
御
誕
生
」は
徳
川
綱
吉
の
誕
生
で
あ
り
、正
保
三
年
と
年
次
比
定
さ
れ
る
。

居
所
は
勝
茂
が
江
戸
、
茂
辰
ら
が
国
許
。 

  

三
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
咎
人
指
免
候
儀
、
佐
賀
へ
籠
舎
申
付
候
者
計
ニ
不
限
、
諌
早
・
神
代
・

深
堀
・
武
雄
・
多
久
・
藤
津
其
外
諸
郡
相
究
、
若
咎
人
於
有
之
者
、
指
免
可
被

申
候
、
已
上
、 

 

態
申
遣
候
、 

一
台
徳
院
様

（
徳
川
秀
忠
）

御
十
三
年
忌
御
法
事
、
昨
日
迄
ニ
相
澄
、
天
気
も
能
候
而
、
下
以
迄
目

出
度
儀
、
不
過
之
存
事
候
、
昨
日
、 

上
様
増
上
寺

（
徳
川
家
光
）

へ
被
為
成 

御
成
候
条
、
其

以
前
ニ
御
寺
へ
参
上
可
申
旨
、
御
老
中
ゟ
、
以
御
奉
書
、
被
仰
下
候
付
而
、
各
同

前
ニ
衣
冠
之
装
束
ニ
而
令
参
詣
、
首
尾
能 

御
目
見
申
、
大
慶
推
察
可
被
申
候
、 

一
昨
日
、
阿
部
豊
後
守

（
忠
秋
）

殿
よ
り
被
仰
渡
儀
候
条
、
一
人
指
出
候
様
ニ
と
被
仰
聞
候
付

而
、
槙
九
兵
衛
尉
申
付
候
処
、
右
就
御
供
養
、
当
御
地
之
籠
舎
共
、
難
被
指
免
者

迄
も
被
成
御
赦
免
候
条
、
国
々
之
儀
も
、
国
之
仕
置
ニ
相
成
候
大
分
之
咎
ハ
各
別
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候
、
其
外
之
』
籠
舎
ハ
指
免
候
様
ニ
と
被
仰
渡
候
条
、
其
元
之
籠
舎
見
合
、
被
相

計
、
則
指
免
尤
候
、
さ
候
て
、
何
村
之
何
か
し
、
何
之
咎
ニ
而
何
年
籠
舎
候
を
免

候
通
、
銘
々
書
付
、
此
地
可
被
差
越
候
、 

一
き
り
し
た
ん
宗
之
類
、
并
小
柳
ケ
様
成
者

（
小
柳
四
郎
兵
衛
カ
）

ハ
各
別
之
儀
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、

謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

正
月
廿
五
日

（
正
保
元
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花

（
鍋
島
）

押
） 

鍋
嶋
若
狭
殿

（
茂
綱
）

 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 
 

諌
早
豊
前
殿

（
茂
敬
）

 

 
 
 
 

鍋
嶋
安
芸
殿

（
茂
賢
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
ら
は

在
国
。
一
条
目
に
徳
川
秀
忠
の
十
三
年
忌
法
事
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
年
次

は
正
保
元
年
。
二
条
目
以
下
で
、
秀
忠
の
供
養
の
た
め
に
行
わ
れ
た
恩
赦
に
つ

い
て
の
取
扱
い
を
指
示
し
て
い
る
。 

  

三
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
美
作
爰
元

（
多
久
茂
辰
）

逗
留
之
儀
、
三
四
十
日
ニ
而
可
有
之
候
間
、
其
心
得
尤
ニ
候
、

此
書
面
之
趣
、
先
以
、
於
其
地
、
噂
被
申
間
敷
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
当
年
、
我
等
爰
元
相
詰
ニ
落
着
申
候
ハ
ゝ
、
面
々
用
所
共
多
候
条
、

六
月
ニ
美
作
事
、
可
被
罷
上
候
、
し
□
と

 

〔
か
カ
〕

の
儀
ハ
、
五
月
時
分
ニ
可
申
遣
候
間
、
先

以
其
心
得
可
然
候
、
然
ハ
美
作
留
主
中
、
国
元
之
儀
、
彦
右
衛
門
尉

（
諸
岡
茂
之
）

一
人
ニ
而
罷
成

間
敷
候
条
、
誰
そ
へ
申
付
、
可
然
候
ハ
ん
哉
、
両
人
校
量
之
程
、
急
度
、』
可
申
越
候
、

其
上
を
以
、
校
量
候
て
、
可
申
遣
候
、
為
其
、
如
此
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

正
月
廿
五
日

（
寛
永
十
六
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花

（
鍋
島
）

押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
ら
は

在
国
。
年
次
は
寛
永
十
六
年
か
。
こ
の
文
書
で
は
、
勝
茂
が
茂
辰
に
対
し
て
こ

の
年
六
月
に
江
戸
に
参
府
す
る
よ
う
指
示
し
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
五
月
頃

に
申
し
遣
わ
す
と
し
て
い
る
。
寛
永
十
六
年
に
比
定
さ
れ
る
五
月
十
五
日
付
の

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
二
五
一
号
）
で
は
、「
過
分
之
可
為
造
作
」
と
の
理
由
で
、
六

月
に
予
定
し
て
い
た
茂
辰
の
参
府
中
止
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
三
六
号
と
二
五
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一
号
は
、
お
そ
ら
く
同
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

  

三
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
去
年
其
元
過
分
之
損
亡
ニ
付
而
、
家
中
并
百
姓
共
及
迷
惑
候

由
承
、
笑
止
千
万
ニ
存
候
、
此
節
之
儀
候
条
、
何
と
そ
加
勢
を
も
申
付
度
候
へ
共
、

其
方
如
存
、
我
等
手
前
難
続
、
剰
去
年
ハ
過
分
之
臨
時
之
入
具 

、
漸
借
銀
ニ
而
相

調
体
ニ
候
へ
ハ
、
乍
存
、
不
及
了
簡
候
、
乍
然
、
家
中
下
々
之
者
大
損
亡
申
、
及

難
儀
候
者
、
は
こ
く
み

（

撫

育

）

可
申
た
め
、
銀
子
三
百
貫
目
、
利
足
な
し
ニ
借
シ
可
申
と

存
候
、
就
夫
、
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

差
下
候
間
、
家
中
下
々
迄
、
能
被
相
改
、
及
飢
候
者
共

へ
、
少
宛
成
共
借
シ
候
て
、
当
分
相
続
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、』
右
銀
仕
配
之
儀
、

此
方
ゟ
ハ
校
量
難
成
候
条
、
其
方
三
人
、
諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉
・
監
物
談
合
候
而
、

被
申
付
、
可
然
候
、
将
又
、
蔵
入
百
姓
共
へ
ハ
、
銀
子
四
百
貫
目
、
本
捨
ニ
候
て

借
シ
可
申
と
存
、
彦
右
衛
門
尉
へ
申
遣
候
間
、
可
被
得
其
意
候
、
委
ハ
監
物
可
申

達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
廿
五
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
）  

 
 
 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
）  

 
 
 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
）  

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
か
（
佐
賀
以

外
）。
茂
綱
・
茂
辰
・
茂
敬
は
と
も
に
在
国
。
年
次
は
、
茂
辰
の
家
督
の
年
次
か

ら
上
限
が
寛
永
十
三
年
、
下
限
は
、
諸
岡
茂
之
の
罷
免
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
正

保
三
年
。
城
島
正
祥
氏
は
、
寛
永
末
年
の
書
状
と
す
る
（
城
島
正
祥
一
九
八
〇

年
／
二
五
五
頁
）。 

  

三
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
旧
冬
、 

御
前
相
澄
候
為
祝
儀 

、
其
地
よ
り
段
々
使
者
飛
脚
被
相
越
、

参
着
申
儀
候
、
然
上
者
、
今
日
、 

御
目
見
申
候
祝
儀
と
候
て
、
又
々
、
其
元

ゟ
使
者
に
て
も
、
飛
脚
に
て
も
相
越
候
儀
、
無
用
ニ
存
候
間
、
必
相
扣
尤
ニ
候
、

已
上
、 

急
度
申
遣
候
、
今
日
、 

上
様
表

（
徳
川
家
光
）

へ
被
為
成 

御
成
候
条
、
可
致
登 

城
之
由
、
昨

晩
、
阿
部
対
馬

（
重
次
）

守
殿
ゟ
御
内
意
ニ
付
而
、
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

・
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

・
刑
部
太

（
鍋
島
直
朝
）

輔
召
連
、 

御

城
罷
出
、
今
朝 

御
目
見
申 

、
無
残
所
仕
合
、
安
堵
推
察
可
被
申
候
、
右
之
段
被
承
、

大
慶
ニ
可
被
存
と
、
早
飛
脚
を
以
申
遣
候
、
随
而
、
此
程
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右

（
政
利
）

衛

門
尉
ゟ
如
申
遣
候
、
其
元
よ
り
十
日
間
之
飛
脚
之
儀
、
も
は
や
不
入
』
儀
候
条
、
弥
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被
相
扣
可
然
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
廿
八

（
寛
永
十
六
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
）  

 
 
 

成
冨
山
城

（
鍋
島
直
弘
）

殿  

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿  

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

多
久
長
門

（
安
順
）

殿  

 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 

 
 
 

鍋
嶋
中
務

（
茂
周
）

殿  

 
 
 

神
代
伯
耆

（
常
親
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿  

 
 
 

鍋
嶋
式
部

（
貞
村
）

殿  

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
多
久
安
順
・

茂
辰
等
は
在
佐
賀
。
年
次
は
、
勝
茂
が
三
人
の
子
元
茂
・
直
澄
・
直
朝
と
と
も

に
、
将
軍
徳
川
家
光
に
拝
謁
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
れ
が
寛
永
十
五
年
末
に

天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
で
の
逼
塞
の
処
分
が
赦
さ
れ
た
の
ち
の
初
め

て
の
拝
謁
で
あ
る
（
佐
近
二
―
一
／
六
七
一
頁
）（
佐
古
九
／
四
四
七
号
・
五
〇

九
号
）
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
六
年
（
松
田
和
子
二
〇
一
九
年
）。 

  

三
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
我
等
儀
、
一
昨
廿
九
日
晩
、
天
満

（
大
坂
）

令
着
、
今
日
、
江
州
勢
田
迄
罷

（
栗
太
郡
）

越

候
条
、
心
易
可
被
存
候
、
然
者
、
家
中
ゟ
江
戸
へ
差
上
せ
候
女
子
、
其
地
ニ
て
、
誰

そ
存
候
て
、
差
上
せ
候
者
無
之
、
無
臈
次
様
ニ
承
候
条
、
先
様
者
、
家
中
よ
り
差
上

せ
候
女
子
之
儀
も
、
一
軄
、
諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉
点
合
に
て
、
差
上
せ
候
様
ニ
、
可
被

申
渡
候
、
彦
右
衛
門
尉
点
合
無
之
候
ハ
ゝ
、
板
倉
周
防

（
重
宗
）

殿
』
御
切
手
取
候
儀
、
相
扣

候
様
ニ
と
、
嶋
八
郎
右
衛
門
尉

（
下
村
利
充
）

へ
ハ
今
度
申
渡
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、
恐
々
謹

言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
参
勤
途
次
、
多
久
茂
辰

は
在
国
の
可
能
性
が
高
い
が
、
不
明
。
年
次
の
上
限
は
不
明
（
寛
永
期
か
）
、
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茂
辰
と
諸
岡
茂
之
が
国
政
全
般
に
関
わ
る
時
期
で
あ
れ
ば
寛
永
十
二
年
以
降
。

下
限
は
、
諸
岡
茂
之
の
罷
免
前
な
の
で
、
正
保
三
年
以
前
。
下
村
利
充
は
「
寛

永
之
比
大
坂
留
守
居
」
（
佐
近
八
―
一
／
四
八
六
頁
）
、
板
倉
重
宗
は
元
和
六

年
〜
承
応
三
年
京
都
所
司
代
（
『
大
日
本
史
料 

柳
営
補
任 

五
』
二
頁
）
。
花

押
は
寛
永
十
五
年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
三
五
八
・
四
〇
六
・
四
五
一
号
に
近
い

花
押
は
寛
永
十
六
年
以
降
に
は
使
用
さ
れ
な
い
た
め
、
下
限
は
寛
永
十
五
年
。 

  

四
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
国
元
諸
算
用
之
儀
、
諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

相
究
、
都
合
之
儀
、
其
方
被
承
候
様
ニ
と

相
定
召
置
候
、
寛
永
十
二
年
中
、
其
元
万
算
用
相
澄
候
哉
、
究
之
様
子
、
急
度
可

被
申
越
候
、
江
戸
上
方
算
用
究
之
儀
ハ
、
勝
屋
勘
右
衛
門
尉

（
茂
為
）

・
関
将
監

（
清
長
）

・
出
雲
監

（
鍋
島
茂
道
）

物
・
下
村
与
四
右
衛
門
尉

（
頼
宣
）

へ
申
付
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、 

一
寛
永
十
一
年
ゟ
跡
之
色
々
算
用
之
儀
、
此
中
不
澄
切
候
つ
る
、
是
又
す
ま
し
切
候

て
、
跡
を
す
き

〱
と
算
用
有
之
様
ニ
、
早
々
』
調
儀
尤
ニ
候
、 

一
爰
元

（
江
戸
）

御
普
請
、
三
月
中
旬
比
迄
ニ
ハ
皆
々
可
相
澄
体
ニ
候
、
心
安
可
被
存
候
、

恐
々
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

二
月
二
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

で
あ
る
。
一
ヶ
条
目
に
寛
永
十
二
年
の
国
許
で
の
算
用
に
言
及
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
三
ヶ
条
目
の
「
爰
元
御
普
請
」
と
は
寛
永
十
三
年
の
江
戸
城
外
郭
の
公

儀
普
請
の
こ
と
で
あ
る
と
分
か
る
。 

  

四
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
候
、
仍
、
其
方
事
、
道
中
無
事
ニ
、
正
月
五
日
江
戸
参
着
被
申
、
同
九
日

ニ
、
御
老
中
へ
、
大
久
保
右
京

（
教
隆
）

殿
・
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

案
内
者
ニ
而
、
被
罷
出
候
処
、
讃
岐
守

（
酒
井
忠
勝
）

殿
・
伊
豆
守

（
松
平
信
綱
）

殿
・
豊
後
守

（
阿
部
忠
秋
）

殿
へ
、
首
尾
能
、
被
懸
御
目
之
由
、
目
出
度
存
候
、
其
外

之
御
衆
者
、
御
留
主
故
、
申
置
候
由
、
尤
ニ
存
候
、
進
上
物
之
儀
、
御
年
寄
中
御
隙

無
之
付
而
、
御
差
図
延
引
候
由
、
五
郎
兵
衛
・
九
兵
衛

（
槙
貞
清
）

尉
』
よ
り
申
越
候
ニ
承
候
、

定
而
も
は
や
仕
合
能
上
り
可
申
と
存
事
候
、
其
許
仕
廻
次
第
、
早
々
可
被
罷
下
候
、

我
等
上
時
分
之
儀
、
其
元
よ
り
之
一
左
右
次
第
ニ
と
存
儀
候
、
何
も
頓
而
、
以
面
可

申
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 
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二
月
二
日

（
寛
永
十
八
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
国
、
茂
辰
は
江
戸
参

府
中
で
あ
る
。
「
水
江
事
略
」
に
よ
る
と
、
茂
辰
は
、
鍋
島
忠
直
（
寛
永
十
二

年
歿
）
後
室
松
平
氏
の
鍋
島
直
澄
へ
の
再
嫁
が
幕
府
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
へ

の
勝
茂
名
代
の
使
者
と
し
て
、
寛
永
十
七
年
十
二
月
佐
賀
を
発
ち
、
翌
正
月
十

五
日
に
家
光
に
謁
見
す
る
。 

  

四
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

急
度
申
遣
候
、
仍
、
阿
部
対
馬
守

（
重
次
）

殿
よ
り
、
家
来
之
者
一
人
指
出
候
様
ニ
と
被
仰
聞

候
付
而
、
今
四
日
朝
、
槙
九
兵
衛

（
貞
清
）

差
出
候
処
、
当
春
諸
国
廻
之 

御
上
使
之
儀
、
当

年
者
、
先
以
被
相
延
之
由
、
被
仰
渡
候
条
、
万
其
心
得
可
被
申
候
、
今
年
者
、
諸
国

損
毛
ニ
付
之
儀
ニ
而
可
有
之
と
、
忝
仕
合
共
候
、 

御
上
使
御
下
付
而
之
』
用
意
共
、

相
控
可
被
申
事
尤
候
、
此
段
為
可
申
、
如
此
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

二
月
四
日

（
寛
永
十
九
年
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
で
あ
る
。
当
春
に
予
定
さ
れ
て
い
た
幕
府
国
廻
上
使
の
派
遣

が
「
諸
国
損
毛
」
に
よ
り
延
期
さ
れ
た
こ
と
を
報
ず
る
。
阿
部
重
次
老
中
就
任

の
寛
永
十
五
年
十
一
月
以
降
、
茂
辰
等
が
罷
免
さ
れ
る
正
保
三
年
九
月
以
前

で
、
二
月
に
勝
茂
が
江
戸
参
府
中
で
あ
る
の
は
寛
永
十
六
年
・
同
十
七
年
・
同

十
九
年
、
正
保
元
年
・
同
三
年
で
あ
る
が
、
「
諸
国
損
毛
」
が
寛
永
大
飢
饉
を

指
す
と
す
る
と
、
本
文
書
の
年
次
は
寛
永
十
九
年
の
可
能
性
が
高
い
。 

  

四
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
今
程
ハ
増
々
お
か
め

（
諫
早
茂
敬
室

機
嫌

鍋
島
氏
）

能
候
ハ
ん
と
存
候
、
無
申
迄
候
へ
共
、
弥

血
心
な
と
無
之
様
ニ
、
無
油
断
、
養
生
申
候
様
ニ
、
可
被
申
付
事
尤
ニ
候
、

已
上
、 

先
月
廿
日
、
勝
屋
勘（

茂

右為
）

衛
門
尉
・
出
雲

（
鍋
島
茂

監
物

道
）

へ
之
書
状
、
早
飛
脚
に
て
被
相
越
、
参

着
、
令
披
見
候
、
然
者
、
先
月
十
九
日
ニ
、
お
か
め
輙
男
子
誕
生
申
、
殊
血
之
道
少

も
無
之
、
い
つ
よ
り
も
機
嫌
能
候
由
被
申
越
、
一
入
目
出
度
存
候
、
此
中
左
右
遅
候
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て
、
我
等
夫
婦
無
心
元
存
、
待
か
ね
候
処
ニ
、
吉
左
右
承
、
満
足
大
慶
此
上
無
之
候
、

其
許
皆
々
悦
』
之
程
、
令
推
察
候
、
弥
気
色
能
候
ハ
ん
と
存
事
候
、
何
も
期
後
音
、

不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在

国
。
お
か
め
（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）
は
勝
茂
の
女
で
、
茂
辰
の
妻
の
妹
に
あ

た
り
、
母
も
同
じ
く
す
る
。
寛
永
六
年
八
月
諫
早
茂
敬
に
嫁
し
た
。
勝
茂
は
お

か
め
の
出
産
を
心
配
し
て
い
た
が
、
茂
辰
が
江
戸
屋
敷
の
勝
屋
、
出
雲
の
両
名

に
早
飛
脚
で
男
子
誕
生
と
産
後
の
無
事
を
伝
え
た
た
め
、
そ
れ
を
見
た
勝
茂

が
安
心
、
満
足
の
意
を
伝
え
た
も
の
。
こ
の
と
き
誕
生
し
た
男
子
は
お
か
め
が

生
ん
だ
男
子
の
う
ち
、
寛
永
九
年
の
茂
清
か
、
寛
永
十
年
の
茂
孝
か
、
寛
永
十

三
年
の
茂
真
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
（
「
諸
家
家
系
」
鍋
一
一
〇
―
六
）
、
確

定
は
で
き
な
い
。
文
中
の
勝
屋
の
存
命
は
、
寛
永
十
三
年
ま
で
確
認
で
き
る

（
四
〇
号
、
二
二
六
号
）
。 

 

 

四
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
旧
冬
き
り
し
た
ん
宗
諸
国
依 

御
改
、
領
中
も
相
究
候
付
而
、
高
原

市
左
衛
門
尉
儀
、
当
分
領
内
ニ
在
宅
申
候
故
、
筈
を
差
出
候
様
ニ
と
、
究
之
者
よ
り

申
候
処
、
帰
依
寺
ハ
寺
沢
兵
庫

（
堅
高
）

殿
領
分
ニ
有
之
近
松
寺
ニ
而
候
、
其
身
筈
之
儀
ハ
、

於
江
戸
、
我
等
へ
直
ニ
可
相
越
由
候
て
、
不
差
出
通
、
被
申
越
候
、
領
中
き
り
し
た

ん
相
改
候
趣
、
御
年
寄
中
へ
申
上
候
付
而
、
右
之
段
を
も
相
達
候
ハ
て
不
叶
様
子
ニ

候
付
而
』
申
上
候
、
其
後
、
帰
依
寺
近
松
寺
之
手
形
、
市
左
衛
門
尉

（
高
原
）

ゟ
差
出
之
由
候

て
、
写
相
越
候
条
、
則
御
年
寄
中
へ
懸
御
目
候
、
市
左
衛
門
尉
儀
、
如
存
、
此
中
ゟ

至
我
等
懇
志
之
仁
ニ
候
条
、
右
之
様
子
有
体
ニ
申
聞
せ
、
其
身
并
召
使
候
者
迄
、
筈

を
差
出
分
ニ
候
へ
ハ
、
互
ニ
無
滞
事
候
間
、
筈
を
出
候
様
ニ
有
度
通
、
申
越
候
段
、

相
達
可
然
候
、
さ
候
て
、
筈
差
出
候
ハ
ゝ
、
早
速
此
方
へ
相
越
尤
候
、
委
ハ
鍋
嶋
織

（
政
道
）

部
可
申
達
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月

（
寛
永
十

九
日

三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 
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鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在

国
。
寛
永
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
十
五
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
キ
リ

シ
タ
ン
改
め
（
藤
野
保
一
九
八
一
年
／
四
一
一
頁
、
『
細
』
一
九
／
忠
利
三
〇

二
六
号
参
照
）
で
問
題
と
な
っ
た
公
儀
御
細
工
の
仕
事
を
し
て
い
た
高
原
市

左
衛
門
尉
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
も
の
は
「
多
久
家
文
書
」
に

寛
永
十
三
年
二
月
二
日
（
二
二
六
号
）
、
同
二
月
九
日
（
本
文
）
、
同
二
月
二

十
二
日
（
二
二
八
号
）
と
三
通
あ
り
、
続
け
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
一
連
の
流

れ
を
理
解
で
き
る
（
大
園
隆
二
郎
一
九
八
九
年
、
『
伊
万
里
市
史
』
近
世
近
代

編
二
九
八
～
三
〇
〇
頁
参
照
）
。 

  

四
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
九
州
御
廻
之 

御
上
使
御
三
人
之
内
、
小
出
対
馬
守

（
吉
親
）

殿
頭
人
之

由
候
、
昨
八
日
ニ
江
戸
御
立
、
丹
波
知
行
所
へ
被
相
越
候
、
能
勢
小
十
郎

（
頼
隆
）

殿
ハ
対
馬

殿
付
衆
之
由
候
、
城
織
部

（
信
茂
）

殿
ハ
右
御
両
所
之
上
之
御
目
付
之
由
候
、
織
部
殿
ハ
今
月

廿
日
比
、
小
十
殿
ハ
来
ル
十
六
日
ニ
江
戸
被
罷
立
、
九
州
へ
ハ
御
三
人
な
か
ら
同
前

ニ
、
来
月
五
日
比
、
大
坂
可
為
出
船
之
由
候
、 

御
上
使
衆
大
坂
よ
り
御
乗
船
之

儀
、
手
前
よ
り
御
馳
走
可
申
由
、
申
入
候
へ
共
、
御
廻
之
其
国
方
之
船
ニ
御
乗
候

儀
、
無
用
之
由
、
御
年
寄
中
被
仰
渡
候
間
、
手
前
よ
り
の
船
ニ
ハ
御
乗
有
間
敷
之
由

候
条
、
七
十
丁
立
之
儀
相
扣
、
其
外
之
船
ハ
、
先
日
如
申
遣
候
、
何
そ
の
用
之
為
ニ

候
条
、
大
坂
へ
差
上
せ
可
』
然
候
、
七
十
丁
立
之
儀
、
は
や
出
船
申
候
ハ
ゝ
、
途
中

に
て
勘
左
衛
門

（
河
浪
）

尉
逢
次
第
ニ
、
戻
候
様
ニ
申
付
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、
随
而 

御

上
使
御
下
ニ
付
而
、
用
所
之
儀
共
、
其
外
之
用
所
、
別
紙
ニ
手
頭
を
以
、
勘
左
衛
門

尉
口
上
ニ
相
含
候
条
、
可
被
承
届
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月

（
寛
永
十

九
日

年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門

（
多
久
安

殿順
） 

 
 
 

石
見

（
諫
早
直

殿孝
） 

 
 
 

若
狭

（
鍋
島
茂

殿綱
） 

 
 
 

対
馬

（
神
代
常

殿親
） 

 
 
 

石
井
修
理

（
茂
成
） 

 
 
 

大
木
兵
部

（
統
清
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は

在
国
。
寛
永
十
年
小
出
吉
親
等
の
国
廻
上
使
が
来
藩
す
る
こ
と
を
伝
え
、
そ
の

た
め
上
使
用
に
七
十
丁
立
の
船
を
大
坂
に
廻
す
よ
う
に
指
示
し
て
い
た
が
、

老
中
か
ら
断
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
船
を
戻
す
よ
う
に
命
じ
、
そ
の
他
の
船
は
何

か
の
用
が
あ
っ
た
と
き
の
た
め
に
、
大
坂
へ
送
る
よ
う
に
命
じ
た
。
「
勝
茂
公

譜
考
補
」
四
（
佐
近
一
―
二
／
三
九
八
～
四
〇
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
国
廻
上
使
が

26



 

 

佐
賀
に
入
る
の
は
寛
永
十
年
十
月
、
寺
井
か
ら
佐
賀
城
下
に
入
っ
た
。
そ
の
後

伊
万
里
に
は
十
二
月
十
三
日
、
同
十
五
日
多
久
の
別
府
を
通
り
、
唐
津
領
へ
向

か
っ
た
（
「
山
本
神
右
衛
門
重
澄
年
譜
」
佐
近
八
―
一
／
七
一
六
頁
）
。 

  

四
六 

幕
府
老
中
連
署
状
案
（
折
紙
） 

異
国
船
、
領
内
之
浦
江
令
到
来
、
訴
訟
之
儀
於
申
者
、
船
中
之
者
、
気
遣
無
之
様
、

致
挨
拶
、
至
長
崎
、
以
奉
行
人
、
可
遂
訴
訟
旨
、
相
含
之
、
差
添
案
内
者
、
彼
地
江

可
被
越
之
候
、
若
在
其
所
而
、
訴
訟
仕
度
と
申
候
者
、
番
之
者
付
置
之
、
其
趣
、
大

坂
定
番
衆
・
同
町
奉
行

（
曾
我
古
祐
）

・
長
崎
奉
行
人
、

（
山
崎
正
信
・
馬
場
利
重
）

并
高
力
摂
津
守

（
忠
房
）

迄
、
早
々
注
進
尤
候
、
自

然
、
長
崎
江
不
相
越
、
又
者
湊
江
船
を
不
入
、
沖
に
有
之
而
、
は
し
船
を
以
、
於
令

申
者
、
湊
江
本
船
を
』
不
入
、
慥
成
者
を
も
不
差
越
候
間
、
江
戸
江
可
及
注
進
様
な

く
、
其
上
、
当
所
に
ハ
通
事
無
之
候
、
長
崎
江
罷
越
候
義
不
成
候
者
、
可
帰
帆
之
旨

含
之
、
被
相
構
間
敷
候
、
兎
角
日
本
江
可
為
商
船
渡
海
之
訴
訟
候
間
、
彼
輩
不
気
遣

様
、
可
被
心
得
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
対
馬
守

（
重
次
）

 

 
 

二
月
十
二
日

（
正
保
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
豊
後
守

（
忠
秋
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
伊
豆
守

（
信
綱
）

 

 
 
 

鍋
嶋
信
濃
守

（
勝
茂
）

殿 

 
 

【
解
説
】 

 
 
 

江
戸
幕
府
老
中
の
松
平
信
綱
等
よ
り
鍋
島
勝
茂
に
宛
て
た
老
中
連
署
奉
書
。

同
じ
連
署
奉
書
は
、
諸
大
名
に
宛
て
て
出
さ
れ
て
お
り
、「
徳
川
実
紀
」
引
用
「
水

戸
記
」
中
の
正
保
二
年
二
月
十
二
日
付
松
平
頼
重
宛
の
も
の
や
、
萩
毛
利
秀
就

宛
（「
公
儀
所
日
乗
」
同
日
付
記
事
）、
山
内
忠
義
宛
（「
山
内
家
史
料
」）
等
が

あ
る
。
年
次
は
正
保
二
年
。
こ
の
連
署
奉
書
の
宛
名
と
な
っ
た
大
名
は
そ
れ
ぞ

れ
の
国
許
に
お
り
、
勝
茂
も
在
国
中
で
あ
っ
た
（
清
水
雅
代
二
〇
一
九
年
）。 

  

四
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

正
月
十
一
日
中
野
杢
助

（
良
純
）

迄
之
書
状
、
令
披
見
候
、
仍
、
十
月
・
霜
月
・
師
走
・
正
月
、

我
等
為
祈
祷
、
於
多
久
桐
野
山
、
日
護
摩
執
行
之
御
札
被
相
越
、
則
令
頂
戴
候
、
被

入
念
候
儀
、
一
入
令
祝
着
候
、
漸
々
暖
ニ
相
成
候
故
、
気
色
弥
得
験
、
歩
行
不
自
由

ニ
候
つ
る
も
大
形
能
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
随
而
、
先
日
拝
領
申
候 

御
鷹
之
靏

披
と
し
て
、
来
ル
十
九
日
晩
、 

御
上
使
石
川
弥
左
衛
門
殿

（
貴
成
）

・
神
尾
備
州

（
元
勝
）

・
甲
斐
庄

喜
右
衛
門

（
正
述
）

殿
、
其
外
一
門
中
申
請
儀
候
、
其
元
無
相
替
儀
、
徳
寿
院
様
』
其

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

外
子
共

孫
共
何
も
息
災
之
由
、
珍
重
存
候
、
我
等 

御
暇
之
儀
、
い
ま
た
御
沙
汰
無
之
候
、

定
而
当
月
末
、
来
月
初
ニ
而
ハ
可
有
之
か
と
存
事
候
、
何
も
期
後
慶
、
不
具
候
、
謹

言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 
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二
月
十
二

（
承
応
三
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

「
寛
明
日
記
」（『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
』
六
六
・
六
七
）
の
承
応
三
年
一

月
二
九
日
記
事
に
、
石
川
弥
左
衞
門
を
「
御
上
使
」
と
し
て
勝
茂
に
「
御
鷹
ノ

鶴
拝
領
」
と
の
記
事
が
あ
る
。
桐
野
山
は
、
多
久
領
内
の
妙
覚
寺
。 

  

四
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

正
月
十
三
日
之
書
状
参
着
、
令
披
見
候
、
然
者
、
長
門
守

（
多
久
安
順
）

年
被
寄
候
付
而
、
其
方
へ

隠
居
申
度
通
、
若
狭
を
以

（
鍋
島
茂
綱
）

、
旧
冬
被
申
越
候
、
如
何
様
ニ
も
心
次
第
ニ
被
致
可
然
段
、

申
遣
候
、
夫
ニ
付
而
、
家
督
請
取
申
候
儀
、
其
方
遠
慮
ニ
存
候
趣
、
細
砕
被
申
越
、

得
其
意
候
、
乍
然
、
何
様
ニ
も
長
門
被
申
次
第
ニ
仕
、
尤
ニ
候
、
さ
候
て
、
長
門
請

下
知
、
漸
々
毎
事
仕
習
』
候
者
、
已
来
も
可
然
事
候
条
、
不
及
理
候
、
然
上
者
、
他

国
へ
之
取
合
并
連
判
之
儀
、
長
門
此
中
被
仕
候
こ
と
く
ニ
、
無
用
捨
心
遣
肝
要
候
、

委
者
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

よ
り
可
申
遣
候
間
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
十
四
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
多
久
安
順
と

茂
辰
は
、
と
も
に
在
国
。
八
月
十
四
日
（
寛
永
十
二
年
）
付
の
茂
辰
宛
勝
茂
書

状
（
一
九
八
号
）
で
は
、
こ
の
年
の
十
一
月
二
十
日
こ
ろ
ま
で
に
、
鍋
島
茂
綱

が
江
戸
城
公
儀
普
請
の
用
で
江
戸
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
状
で
、
茂

綱
が
勝
茂
に
安
順
の
隠
居
の
意
思
を
伝
え
た
と
さ
れ
る
件
は
、
こ
の
茂
綱
の
在

江
戸
時
に
な
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
よ
っ
て
本
状
の
年
次
は
寛
永
十
三
年
。

な
お
、「
水
江
事
略
」
で
は
、
寛
永
十
二
年
十
月
中
旬
に
江
戸
の
勝
茂
の
も
と
に

赴
く
茂
綱
に
、
安
順
が
、
自
身
の
家
督
を
茂
辰
に
譲
り
た
い
意
向
を
託
し
た
と

さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
翌
年
正
月
十
三
日
に
家
督
を
茂
辰
に
譲
っ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
家
督
委
譲
を
寛
永
十
三
年
正
月
十
三
日
と
す
る
見
解
は
、
本
状
の

内
容
か
ら
解
釈
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
が
、
少
な
く
と
も
正
月
十
三
日
の
茂
辰

の
書
状
は
、
家
督
辞
退
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、「
水
江
事
略
」
の
解
釈
に
は
無

理
が
あ
る
。 
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四
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

正
月
廿
二
日
馬
渡
七
大
夫
へ
之
書
中
、
令
披
見
候
、
仍
而
、
旧
冬
肥
後
へ
差
越
候
鷹
、

靏
ニ
取
付
候
へ
共
、
押
際
ニ
而
放
候
由
、
残
多
存
候
、
然
者
、
右
鷹
師
肥
後
へ
逗
留

申
候
中
、
長
岡
佐

（
松
井
興
長
）

渡
別
而
懇
志
之
儀
、
其
上
連
々
音
信
な
と
被
申
候
由
、
書
立
之
通

見
届
、
得
其
意
候
、
川
井
権
之
允
親
子
も
一
入
情
ニ
入
候
由
承
届
候
、
於
此
地

（
江
戸
）

肥
後
殿

（
細
川
光
尚
）

へ
懇
ニ
御
礼
申
述
候
、
右
被
入
念
忝
存
候
通
、
先
』
其
方
ゟ
佐
渡
方
□
書

〔
へ
カ
〕

状
を
以
可

申
入
由
、
我
等
ゟ
申
遣
候
段
書
載
候
而
、
書
状
相
越
可
被
申
候
、
尤
、
於
此
地
肥
後

殿
へ
懇
ニ
御
礼
申
入
候
段
を
も
書
載
可
被
申
候
、
我
等
帰
国
之
刻
、
佐
渡
方
へ
直
ニ

ハ
可
申
と
存
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

二
月
十
三

（
寛
永
十
九
年
カ
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

  
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
佐

賀
。「
肥
後
殿
」
＝
細
川
光
尚
も
在
江
戸
。
光
尚
は
、
寛
永
十
二
年
七
月
に
肥
後

守
、
同
十
八
年
五
月
に
襲
封
し
、
翌
年
五
月
に
初
入
国
の
暇
を
賜
っ
て
お
り
、

本
書
状
の
年
次
は
、
光
尚
襲
封
後
と
す
れ
ば
同
十
九
年
が
上
限
と
な
る
。
茂
辰

が
正
保
三
年
十
一
月
に
失
脚
す
る
の
で
、
下
限
は
同
年
と
な
る
。
こ
の
間
で
二

月
に
勝
茂
と
光
尚
が
と
も
に
在
江
戸
と
な
る
年
次
と
し
て
は
、
寛
永
十
九
年
・

正
保
元
年
・
同
三
年
が
該
当
す
る
。「
松
井
文
書
」
五
三
（
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
架
蔵
写
真
帳
）
に
寛
永
十
九
年
の
も
の
と
比
定
さ
れ
る
二
月
二
十
一
日
付
松

井
興
長
宛
多
久
茂
辰
書
状
が
あ
り
、
そ
れ
に
国
廻
上
使
の
記
事
が
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
る
と
、
本
書
状
の
年
次
は
寛
永
十
九
年
と
推
測
さ
れ
る
。 

 
 
 

な
お
、
二
月
十
九
日
の
茂
辰
宛
勝
茂
書
状
（
一
六
七
号
）
は
、
本
書
状
と
一

連
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
細
川
光
尚
の
も
と
へ
鷹
師
を
派
遣
す
る
こ
と

に
言
及
し
た
八
月
二
十
二
日
の
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
宛
勝
茂
書
状
（
一
二
一
号
）

が
あ
り
、
本
書
状
と
関
連
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
関
連
す
る
と
す
れ
ば
、

本
書
状
の
前
年
に
当
た
る
と
推
測
さ
れ
る
。 

  

五
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
案
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
内
々
我
等
願
之
御
訴
訟
之
儀
、
神
尾
備
州
を
以

（
元
勝
）

、
御
老
中
へ
申

上
召
置
候
付
而
、
此
ほ
と
被
成 

御
上
聞
候
処
、
如
願
相
澄
、
一
昨
十
九
日
、
西
之

丸
へ
岡
部
内
膳

（
長
盛
）

殿
・
同
丹
波

（
與
賢
）

殿
・
備
前
殿

（
神
尾
元
勝
）

・
和
泉
守

（
鍋
島
直
朝
）

、
右
四
人
被
召
出
、
御
三
人
之

御
老
中
御
同
座
ニ
而
、
御
訴
訟
之
儀
如
申
上
候
ニ
、
家
督
丹
後
守

（
鍋
島
光
茂
）

へ
被 

仰
付
、
我

等
隠
居
之
儀
、
首
尾
能
被 

仰
出
之
由
、
御
懇
之 

上
意
之
旨
、
雅
楽
頭

（
酒
井
忠
勝
）

殿
被
仰
渡

候
通
、 

御
城
よ
り
直
ニ
右
四
人
被
参
被
申
聞
、
今
ほ
と
ハ
御
用
多
時
分
柄
、
ケ
様
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之
儀
存
掛
も
無
之
処
、早
速
之 

仰
出
、寔
以
難
有
仕
合
、忝
次
第
奉
存
事
候
、日
峯
様

（
鍋
島
直
茂
）

已
来
数
十
年
堅
固
ニ
相
続
、
丹
後
守
へ
家
を
相
譲
、
千
秋
万
歳
、
幾
久
と
目
出
度
存

儀
候
、
数
年
之
願
相
叶
、
我
等
安
堵
太
慶
之
程
、
可
申
様
無
之
候
、
弥
丹
後
守
心
持

可
入
由
、
申
聞
事
ニ
候
、
其
元
何
も
』
可
為
悦
と
存
候
、
我
等
并
丹
後
守
御
礼
申
上

候
儀
も
、
追
付
ニ
而
可
有
之
と
存
候
、
我
等 

御
暇
之
儀
者
、
其
節
可
被
仰
出
か
と

存
事
候
、
被
下 

御
暇
候
ハ
ゝ
、
気
色
次
第
令
発
足
、
道
中
も
養
生
候
て
、
緩
々
と

可
罷
下
と
存
儀
候
、
此
間
者
弥
令
不
食
、
気
分
し
か
と
無
之
、
迷
惑
申
候
段
、
神
尾

備
州
、
御
老
中
へ
御
噂
被
申
候
へ
ハ
、
則
被
達 

御
上
聞
、
為 

御
上
使
阿
部
豊
後

（
忠
秋
）

守
殿
去
十
八
日
御
出
、
と
く
と
養
生
可
仕
旨
、
色
々
御
懇
之 

上
意
之
通
被
仰
聞
、

冥
加
之
至
忝
仕
合
存
事
候
、今
程
ハ
内
田
玄
勝
薬
令
服
用
候
処
、、殊
外
相
応
申
、漸
々

能
分
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
右
之
段
、
養
寿
院
さ
ま

（
三
浦
賢
純
室
鍋
島
氏
）

・
徳
寿
院
さ
ま

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

・
長
寿
院
さ
ま
、

（
諫
早
直
孝
継
室
鍋
島
氏
）

其
外
む
す
め
と
も
、
い
つ
れ
も
銘
々
可
申
遣
候
へ
と
も
、
保
養
時
分
候
故
、
無
其
儀

存
、
懇
可
被
申
達
候
、
家
中
頭
々
へ
も
被
申
聞
尤
候
、
何
も
期
後
慶
候
、
恐
々
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

二
月
廿

（
明
暦
三
年
）

一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
） 

  
 
 

甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

殿 

 
 
 

加
賀
守

（
鍋
島
直
能
）

殿 

 
 
 

山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

殿 

 
 
 

大
和
守

（
神
代
直
長
）

殿 

鍋
嶋
能
登

（
茂
和
）

殿 

多
久
長
門

（
茂
矩
）

殿 

諫
早
豊
前

（
茂
真
）

殿 

鍋
嶋
玄
番
殿

（
常
貞
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
鍋
島
直
澄

ら
は
在
佐
賀
。
二
月
十
九
日
に
光
茂
へ
の
家
督
移
譲
と
勝
茂
の
隠
居
が
認
め
ら

れ
た
こ
と
、
ま
た
勝
茂
が
病
を
得
た
こ
と
が
将
軍
の
耳
に
入
り
、
二
月
十
八
日

に
見
舞
い
の
上
使
と
し
て
老
中
阿
部
忠
秋
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
は
明
暦
三
年
で
あ
る
。
薬
が
効
い
た
の
で
「
心

安
可
被
存
候
」
と
述
べ
た
勝
茂
で
あ
っ
た
が
、
同
年
三
月
二
十
四
日
に
江
戸
に

お
い
て
歿
し
た
。 

  

五
一 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「（
端
裏

（結
封

墨
引

上
書
）

） 
 

長
門

（
多
久
安

殿順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信（
鍋
島

守勝
茂
）

」 
虫
気
ニ
御
座
候
由
、
か
い

（

涯

）

分
養
生
あ
る
へ
く
候
、
ち
と
用
所
之
儀
候
間
、
晩
か
明
朝

か
、
本
丸
へ
可
被
罷
出
候
、
将
又
み
ね

（
三
根
）

郡
く
ね
之
儀
、
今
朝
加
州
へ

（
鍋
島
直
茂
）

申
候
、
懸
々
両

人
之
者
へ
被
相
尋
候
て
、
此
方
へ
可
有
御
申
之
由
候
、
恐
々
謹
言
、 
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十
九
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
が
安
順
を
所
要
の
た
め

に
本
丸
（
佐
賀
城
）
へ
呼
び
出
し
て
い
る
の
で
、
居
所
は
、
勝
茂
・
安
順
と
も

に
在
国
で
あ
る
。
「
く
ね
」
は
、
竹
な
ど
を
編
ん
だ
垣
根
、
生
垣
（
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
）
。
ま
た
『
佐
賀
県
林
業
史
』
は
、
「
畔
林
」
を
「
ク
ネ
バ
ヤ
シ
、

田
つ
き
の
山
林
」
と
注
記
し
て
い
る
（
同
書
三
二
頁
）
。
年
次
の
上
限
は
、
長

門
の
表
記
の
初
出
で
あ
る
慶
長
十
二
年
（
佐
古
一
六
／
願
正
寺
文
書
一
七

号
）
。
下
限
は
鍋
島
直
茂
歿
年
の
元
和
四
年
で
あ
る
。 

 
 
 

 

五
二 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 

（
墨
引
） 

龍（
多

与
兵

久
安
順
）

殿
人
々
御
中 

 
 
 
 
 

信
守
」

（
鍋
島
勝
茂
） 

八（
村

介田
安

殿良
）

明
日
御
打
立
之
由
候
、
然
者
、
今
度
本（

本

佐多
正

・信
）

学
校
ゟ

（
閑
室
元
佶
）

の
御
墨
付
、
政
家
様

（
龍
造
寺
）

・

八
介
殿
へ
被
懸
御
目
、
可
然
存
候
、
さ
候
ハ
ゝ
、
今
晩
御
出
、
可
然
存
候
、
此
段
加
州

（
鍋
島
直
茂
）

へ
た
ゝ
今
御
た
つ
ね
尤
候
、
か
し
く
、 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
龍
造
寺
高
房
は
、
江

戸
詰
中
の
慶
長
十
二
年
三
月
、
夫
人
を
刺
殺
し
自
害
し
よ
う
と
し
て
重
傷
を

負
っ
た 

（
同
年
九
月
歿
）
。
兄
に
か
わ
り
弟
八
介
と
彦
松
（
源
四
郎
）
が

江
戸
へ
参
勤
し
た
（
佐
近
一
―
二
／
三
五
、
二
五
五
～
二
六
三
頁
）
。
本
書

状
は
、
八
介
の
出
発
前
日
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
龍
造
寺
政
家
が

歿
す
る
同
年
十
月
以
前
で
あ
る
。 

 
 
 

勝
茂
の
高
房
事
件
発
生
時
の
居
所
は
、
慶
長
十
二
年
と
推
定
さ
れ
る
高
房

の
容
体
に
つ
い
て
記
し
た
勝
茂
覚
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
で
あ
る
（
佐
古

一
一
／
坊
所
二
六
八
号
）
。
八
介
兄
弟
出
立
に
関
し
て
、
「
有
田
家
文
書
」
六

月
十
四
日
付
勝
茂
書
状
に
、
「
八
介
殿
兄
弟
、
今
月
廿
四
五
の
比
ニ
此
地
打
立

被
申
候
」
、
「
道
安
・
与
兵
衛
殿
・
左
衛
門
殿
へ
、
書
状
を
以
可
申
候
へ
共
、

頓
而
此
方
可
為
御
下
候
間
、
無
其
儀
候
」
と
あ
る
（
佐
古
一
四
／
有
田
家
一
二

号
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
八
介
兄
弟
出
立
の
頃
に
は
、
勝
茂
は
在
国
。
高
房
卒

去
を
受
け
て
上
府
し
て
い
た
安
順
は
（
佐
近
一
―
二
／
二
六
二
頁
）
、
帰
国
の

予
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
書
状
に
よ
る
と
、
勝
茂
・
直
茂
・
安
順
は
と

も
に
在
国
で
あ
る
の
で
、
勝
茂
は
高
房
事
件
の
後
帰
国
し
、
安
順
も
八
介
兄
弟

出
立
の
前
に
帰
国
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
本
書
状
の
年
次
は
慶
長
十
二
年

で
あ
る
。 
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五
三 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「（
端
裏

（結
封

墨
引

上
書
）

） 
 

与（
多

兵
衛

久
安
順
）

殿
御
宿
所 

 
 
 
 

信
濃

（
鍋
島
勝

守茂
）

」 

今
日
御
帰
候
や
、
尤
存
候
、
御
用
之
儀
共
候
間
、
明
朝
早
々
御
出
待
入
申
候
、
恐
々

謹
言
、 

 
 

十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
の
居
所
は
佐
賀
。
安
順
は

他
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
勝
茂
は
明
朝
に
与
兵
衛
を
呼
び
出
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
近
辺
の
何
処
か
と
考
え
ら
れ
る
。
年
次
の
下
限
は
、
与
兵
衛
か

ら
長
門
へ
の
改
名
の
前
で
あ
る
の
で
、
慶
長
十
二
年
と
な
る
。
花
押
は
他
に
類

例
が
な
い
。 

  

五
四 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

長
州

（
多
久
安

ま順
）

い
る 

 
 
 
 
 
 

信
濃

（
鍋
島
勝

守茂
）

」 

 
 

猶
々
、
右
之
儀
、
我
等
な
と
ハ
一
入
気
遣
ニ
存
候
間
、
申
事
候
、 

如
此
、
た
ゝ
今
加
州
ゟ

（
鍋
島
直
茂
）

被
申
越
候
間
、
書
中
、
為
御
心
得
、
進
之
候
、
先
刻
も
申
候

様
ニ
、
此
儀
別
而
気
遣
ニ
存
候
間
、
能
々
七（

鍋

左島
茂

衛
門

賢
）

と
談
合
候
て
、
急
度
一
人
可
被

相
越
事
、
専
一
ニ
存
候
、
こ
ゝ
も
と
へ
御
出
候
ハ
ゝ
、
面
を
以
、
猶
談
合
可
申
候
、

恐
々
謹
言
、 

 
 

二
月
七
日 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
は
在
国
で
あ
る
。

鍋
島
直
茂
も
在
国
で
あ
る
。
安
順
が
長
門
を
名
乗
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
慶
長

十
二
年
九
月
の
龍
造
寺
高
房
歿
前
後
の
可
能
性
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
本
書
状
の
日
付
は
二
月
で
あ
る
の
で
、
上
限
は
慶
長
十
三
年
と
す
る
。

下
限
は
、
直
茂
歿
年
の
元
和
四
年
で
あ
る
。 

  

五
五 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守 

 
 
 

（
墨
引
） 

 

龍
与
兵
衛

（
多
久
安
順
）

殿
人
々
御
中 

 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

」 
 
 
 

 
 

返
々
、
右
二
つ
の
内
ハ
、
か
な
ら
す
〳
〵
来
年
進
入
可
申
候
、
い
つ
れ
も
返
事

ニ
可
承
候
、 

龍（
龍

七
郎

造
寺
家
晴

左）

殿
被
相
頼
、
一
書
申
入
候
、
龍
左
衛
門
尉

（
龍
造
寺
）

殿
ゟ
そ
れ
へ
参
候
小
鷹
大
望
候

間
、
我
等
所
ゟ
も
ら
い
候
て
可
遣
之
由
候
、
小
鷹
あ
ま
た
候
ハ
ゝ
、
御
や
り
候
て
可

然
存
候
、
さ
候
ハ
ゝ
、
来
年
す（

は
い

巣

鷂

鷹）

所
持
申
候
ハ
ゝ
、
八
ま
ん
〳
〵
可
進
候
、
加
州

（
鍋
島
直
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ゟ茂
）

の
あ
お
く

（

青

首

ひ）

と
り
成
共
、
来
春
ハ
進
可
申
候
、
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
で

あ
る
。
安
順
が
長
門
を
称
す
る
以
前
で
あ
る
の
で
、
年
次
の
下
限
は
、
慶
長
十

二
年
で
あ
る
。
龍
造
寺
左
衛
門
は
後
の
鍋
島
茂
綱
か
（
「
同
格
系
図
」
（
鍋
一

四
一
―
二
一
）
で
は
左
衛
門
大
夫
）
。
「
巣
鷂
」
は
鷂
の
幼
鳥
、
「
青
首
と
り
」

は
青
首
（
ア
ヒ
ル
の
在
来
種
）
を
取
る
鷹
の
こ
と
か
。
本
書
状
で
は
、
勝
茂
が

龍
造
寺
氏
内
の
鷹
の
や
り
と
り
を
差
配
し
て
い
る
。 

  

五
六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

明
後
朝
者
、
必
々
可
参
申
候
、
然
者
三
平
刀
仕

（
鍋
島
元
茂
）

立
ニ
遣
度
候
へ
共
、
み
し
か
き
左
み

ノ
刀
無
之
候
条
、
貴
所
所
持
候
ハ
ゝ
、
先
か
り
申
度
候
、
無
之
候
ハ
ゝ
、
明
日
中
ニ

尋
候
て
可
然
候
、
さ
候
ハ
ゝ
、
代
を
則
く
れ
可
申
候
間
、
其
分
ニ
御
尋
有
る
へ
く
候
、

か
し
く
、 

 
 

十
五
日 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
は
近
接
し
た
場
所
に
い
る

と
思
わ
れ
る
。
年
次
の
上
限
は
、「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
二
年
。
下
限
は
、

三
平
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
紀
伊
守
を
名
乗
る
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
和
五

年
。 

  

五
七 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

方
角
へ
之
儀
能
被
申
渡
候
や
承
度
候
、
彼
者
へ
の
書
状
之
安
文
見
申
度
候
間
、
書
う

つ
し
候
て
、
た
ゝ
今
可
給
候
、
何
も
面
を
以
可
申
候
、
か
し
く
、 

 
 

十
一
日 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
は
、
近
接
し
た
場
所
に
い

る
。
年
次
の
上
限
は
「
長
門
」
の
表
記
よ
り
慶
長
十
二
年
、
下
限
は
安
順
の
歿

年
か
ら
寛
永
十
八
年
。 

  

五
八 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 
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吉
五
郎

（
吉
島
）

左
衛
門
尉
承
候
て
参
候
三
ヶ
条
、無
相
違
様
ニ
被
申
付
尤
存
候
、此
段
右
近
・

（
諫
早
直
孝
）

主
殿
へ

（
鍋
島
茂
綱
）

も
其
方
と
く
〳
〵
と
可
有
談
合
候
、何
も
失
念
あ
る
ま
し
く
候
、恐
々
謹
言
、 

 
 

十
一
月
十
八
日 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

諫
早
直
孝
が
、
右
近
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
書
状
は
少
な
く
と
も
寛

永
二
年
以
前
と
な
る
。 

  

五
九 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
州
ま

（
多
久
安
順
）

い
る 

 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

か
う
ろ
給
満
足
申
候
処
、
重
々
見
事
之
か
う
は
こ
二
つ
一
入
〳
〵
大
慶
此
御
事
候
、

何
様
、
秘
蔵
可
申
候
、
軈
而
ハ
罷
下
、
面
を
以
、
御
礼
可
申
候
、
又
源
道
宅
へ
の
書

状
相
調
進
之
候
、
能
々
御
心
得
候
て
、
御
申
可
給
候
、
か
し
く
、 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。両
者
の
居
所
は
不
明
で
あ
る
が
、

日
付
が
な
い
の
で
比
較
的
近
接
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
安
順
が
歿
す
る
寛

永
十
八
年
以
前
。
源
道
は
不
明
。 

  

六
〇 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

見
事
之
鯉
一
つ
送
給
、
別
而
祝
着
申
候
、
何
様
し
や
う
く
わ
ん

（

賞

翫

）

可
申
候
、
何
も
期
面

前
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

「（
墨
引
）

（
奥
結
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
州
ま

（
多
久
安
順
）

い
る 

 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 

」 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。両
者
の
居
所
は
不
明
で
あ
る
が
、

比
較
的
近
接
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。「
長
州
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
二
年
以

降
、
安
順
が
歿
す
る
寛
永
十
八
年
以
前
。
花
押
型
は
慶
長
後
半
の
も
の
で
、
分

か
っ
て
い
る
中
で
は
慶
長
十
五
・
十
六
年
頃
が
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
。
慶
長

十
九
年
は
別
の
形
。 

  
六
一 
鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 

（
墨
引
） 

 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る  

 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 
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明
日
談
合
可
申
儀
共
候
間
、
三
人
之
衆
同
心
に
て
、
早
々
ゟ
ま
ち
可
申
候
、
我
等
腹

中
ち
と
ハ
よ
く
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
明
日
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

卯
月
九
日 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
は
共
に
在
佐
賀
。

年
次
は
未
詳
。「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
三
年
以
降
、
寛
永
十
八
年
十
月
二

十
六
日
の
安
順
歿
ま
で
の
間
。 

  

六
二 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
）

（
墨
引
） 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 
 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

 

加
州
気
色

（
鍋
島
直
茂
）

弥
よ
く
候
間
、
た
ゝ
今
罷
帰
候
、 

佐
州
ゟ
之
御
用
者
候
儀
、
い
つ
と
な
く
延
引
申
候
間
、
来
月
十
日
ゟ
内
ニ
被
相
越
、

可
然
存
候
、
先
然
々
之
者
共
に
て
無
之
候
共
、
あ
ま
り
延
申
候
間
、
申
事
に
て
候
、

委
面
ニ
て
可
申
達
候
、
か
し
く
、 

 
 

十
月
廿
三
日 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
は
共
に
在
国
。
鍋

島
直
茂
も
佐
賀
に
い
る
と
思
わ
れ
る
。
年
次
は
未
詳
。「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶

長
十
二
年
以
降
、
直
茂
存
命
（
元
和
四
年
六
月
三
日
歿
）
に
よ
り
元
和
三
年
以

前
。
ま
た
文
中
の
「
佐
州
」
が
本
多
正
信
で
あ
れ
ば
、
正
信
の
歿
年
月
日
か
ら

元
和
元
年
以
前
、
さ
ら
に
八
一
・
八
三
号
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
慶
長
十

八
年
以
前
か
。 

  

六
三 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
）

（
墨
引
） 

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
総
殿

（
須
古
信
明
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

」 

 
 

猶
以
、
小
袖
取
ニ
遣
候
ハ
ゝ
、
来
月
廿
日
比
ハ
下
着
可
申
と
存
候
、
以
上
、 

さ
つ
ま
へ
音
信
物
之
儀
、
く
ら
、
あ
ふ
み
ハ
度
々
遣
申
た
る
由
候
、
其
外
ニ
ハ
小
袖

な
ら
て
ハ
よ
く
あ
る
ま
し
き
よ
し
、
加
州
被
申

（
鍋
島
直
茂
）

候
間
、
上
方
へ
今
日
い
そ
き
候
て
取

ニ
可
遣
と
存
候
、
但
、
時
分
お
そ
く
可
罷
成
候
や
、
其
分
ニ
候
ハ
ゝ
、
唐
物
を
遣
可

申
候
、
何
も
返
事
ニ
承
、
可
得
其
意
候
、
か
し
く
、 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
・
須
古
信
明
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
ら
は

共
に
在
国
。鍋
島
直
茂
も
在
国
中
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。年
次
は
未
詳
。「
長
門
」

の
表
記
か
ら
慶
長
十
二
年
以
降
、
直
茂
存
命
に
よ
り
元
和
四
年
以
前
。 
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六
四 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 
（
墨
引
） 

 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

猶
も
水
出
可
申
と
存
候
間
、
蔵
入
所
之
儀
、
生
三
・

（
鍋
島
道
虎
）

清
五
左
衛
門

（
石
井
茂
清
）

御
よ
ひ
候
て
、
よ

く
〳
〵
被
申
付
候
て
可
給
候
、
大
か
た
の
覚
悟
に
て
、
い
か
ゝ
と
存
事
候
、
恐
々
謹

言
、 

 
 

廿
五
日 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
は
共
に
在
国
。
年

次
は
未
詳
。「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
二
年
以
降
、
石
井
茂
清
が
清
五
左
衛

門
と
称
し
て
い
る
た
め
元
和
四
年
以
前
。
高
野
信
治
氏
は
本
文
書
を
慶
長
検
地

実
施
期
の
「
慶
長
十
年
よ
り
十
五
年
の
間
」
と
す
る
（
高
野
信
治
二
〇
〇
二
年

／
一
五
九
頁
）。 

  

六
五 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
）

（
墨
引
） 

与
兵
衛

（
多
久
安
順
）

殿
ま
い
る 

 
 

信
守 

 

（
鍋
島
勝
茂
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
中 

 
 
 

」 

 
 

猶
以
、
何
と
そ
飼
候
や
う
ニ
御
調
儀
尤
候
、 

今
朝
、
孫
四
を

（
多
久
茂
富
）

以
申
候
大
鷹
調
儀
事
、
何
と
そ
来
月
中
ニ
参
着
候
様
ニ
、
頼
申
候
、

鷹
十
ヲ
ほ
と
望
存
候
、
加
州
も

（
鍋
島
直
茂
）

三
つ
ほ
と
望
之
由
候
間
、
能
々
御
念
を
被
入
、
必
調

候
様
ニ
可
然
存
候
、
松
前
ニ

（
北
海
道
）

人
を
遣
候
へ
ハ
、
過
分
の
造
作
候
間
、
申
事
候
、
か
し

く
、 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
は
共
に
在
国
。
鍋

島
直
茂
も
佐
賀
に
い
る
と
思
わ
れ
る
。
年
次
は
未
詳
。「
与
兵
衛
」
の
表
記
か
ら

慶
長
五
年
以
降
、
慶
長
十
二
年
以
前
。 

  

六
六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 
 

細
権
兵
衛
留
置
候
間
、
主
殿
早
々

（
鍋
島
茂
綱
カ
）

被
参
候
様
ニ
御
申
越
尤
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

九
月
廿
三
日  

 

【
解
説
】 
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鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。

と
も
に
近
く
に
お
り
、
主
殿
に
す
ぐ
に
参
る
よ
う
に
伝
え
て
い
る
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
在
国
の
可
能
性
が
高
い
。
年
次
は
、
「
長
門
」
の
表
記
か
ら
、
慶
長

十
三
年
以
降
、
主
殿
が
鍋
島
茂
綱
（
武
雄
主
殿
介
）
で
あ
れ
ば
、
慶
長
七
年
家

督
、
寛
永
十
一
年
に
は
少
な
く
と
も
若
狭
守
を
称
し
て
い
る
（
「
勝
茂
公
譜
考

補
四
」
佐
近
一
―
二
／
三
八
九
頁
）
の
で
そ
の
間
。 

  

六
七 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「
（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

昨
日
申
候
儀
、
急
度
被
相
改
、
何
之
道
ニ
も
早
々
可
被
申
付
候
、
此
儀
別
而
曲
事
ニ

存
候
間
、
申
事
に
て
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

壬
十
月
八

（
慶
長
十
七
年
）

日  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
）  

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。

と
も
に
近
く
に
い
る
た
め
在
国
の
可
能
性
が
高
い
。
年
次
は
、
「
長
門
」
の
表

記
か
ら
、
慶
長
十
二
年
以
降
。
さ
ら
に
、
壬
十
月
は
慶
長
十
七
年
か
寛
永
八
年

で
あ
る
が
、
花
押
は
慶
長
十
六
年
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
（
坊
所
・
慶
長
十
六

年
花
押
）
に
近
い
た
め
慶
長
十
七
年
。 

  

六
八 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「
（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

気
相
い
か
ゝ
御
座
候
や
、
承
度
候
、
仍
、
江
戸
へ
之
儀
付
而
、
談
合
可
申
様
子
共
候

間
、
気
色
よ
く
御
入
候
ハ
ゝ
、
何
比
、
可
被
罷
出
候
や
、
返
事
ニ
可
承
候
、
我
等
煩
、

何
と
や
ら
ん
気
悪
候
て
、
め
い
わ
く
申
候
、
如
此
相
煩
候
刻
、
い
つ
も
道
三
薬
ニ

（
今
大
路
親
清
）

て

よ
く
候
間
、
明
後
日
、
良
意

（
下
村
）

差
上
、
様
子
申
入
、
薬
可
申
請
と
存
事
候
、 

か
し
く
、 

 
 

五
日  

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
、
江
戸
へ
の
儀
に
つ
い

て
談
合
す
る
予
定
が
両
者
と
も
具
合
が
悪
く
延
引
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
勝

茂
・
安
順
と
も
に
在
国
。
年
次
は
、
長
門
の
「
表
記
」
か
ら
慶
長
十
二
年
以
降
。

ま
た
、
今
大
路
親
清
は
寛
永
三
年
九
月
十
九
日
歿
（
「
寛
政
譜
」
）
の
た
め
寛

永
三
年
以
前
。 

  

六
九 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「
（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 
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平
七

（
平
井
）

太
夫
事
、
先
日
如
申
候
、
早
々
相
替
候
様
ニ
被
申
越
、
可
然
存
候
、
我
等
心
持

共
候
間
、
申
事
に
て
候
、
於
様
子
者
、
い
つ
そ
面
を
以
可
申
候
、
六
月
ニ
罷
下
候
様

ニ
尤
存
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

卯
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
）  

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。 

 
 

年
次
は
、「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
三
年
以
降
。
花
押
は
一
四
号
に
近
い
。 

  

七
〇 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

龍
与
兵
衛

（
多
久
安
順
）

殿 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
中 

 
 

」 

初
之
松
竹

〔
松
茸
〕

八
本
送
被
遣
、
一
入

く
畏
存
候
、
何
様
し
や
う
く
わ
ん

（

賞

翫

）

可
申
候
、
何
も

御
面
ニ
て
御
礼
可
申
述
候
、
恐
惶
か
し
く
、 

 
 

廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。

日
の
み
で
あ
る
こ
と
、
「
御
面
ニ
て
御
礼
可
申
述
候
」
と
の
表
記
か
ら
近
く
に

い
る
。
と
も
に
在
国
。
年
次
は
、
「
勝
茂
」
の
実
名
か
ら
慶
長
四
年
以
降
（
清

茂
→
勝
茂
の
改
名
は
慶
長
四
年
四
〜
五
月
頃
）、「
龍
与
兵
衛
」
の
表
記
か
ら
、

慶
長
十
二
年
以
前
。
花
押
は
比
較
的
古
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

  

七
一 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 
 

龍
与
兵
衛

（
多
久
安
順
）

殿
人
々
御
中 

 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

今
晩
、
龍
左
太
殿

（
鍋
島
茂
綱
）

・
龍
市
兵
殿

（
須
古
信
明
）

、
御
振
舞
可
申
と
存
候
、
さ
も
候
ハ
ゝ
、
そ
れ
よ
り

被
仰
候
て
可
被
下
候
、
又
今
晩
そ
れ
よ
り
可
有
御
振
舞
之
由
承
候
、
い
か
ゝ
、
御
返

事
ニ
可
承
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 

十
月
廿
九

卅  

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
は
と
も
に
在
国
。

「
今
晩
…
御
振
舞
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
近
く
に
い
る
。
年
次
は
、
「
勝
茂
」
の

実
名
か
ら
慶
長
四
年
以
降
（
清
茂
→
勝
茂
の
改
名
は
慶
長
四
年
四
〜
五
月
頃
）、

「
龍
与
兵
衛
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
二
年
以
前
。
花
押
は
慶
長
七
年
に
比
定
さ

れ
て
い
る
二
四
六
号
に
近
い
。
な
お
、
慶
長
八
年
に
比
定
さ
れ
る
八
月
七
日
付
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勝
茂
書
状
（
佐
古
一
一
／
坊
所
鍋
島
家
文
書
二
一
五
号
）
で
は
、
当
該
書
状
と

別
の
花
押
と
な
っ
て
い
る
。 

  

七
二 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

来
ル
廿
七
日
ま
て
ハ
各
隙
入
申
候
や
、
廿
九
日
ニ
被
打
寄
候
様
ニ
可
然
候
、
其
段
可

被
仰
候
、
恐
々
か
し
く
、 

 
 

廿
四
日  

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。 

日
の
み
で
、
数
日
後
に
会
う
約
束
を
し
て
い
る
た
め
近
く
に
い
る
。
と
も
に
在

国
か
。
年
次
は
、
「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
二
年
以
降
。 

  

七
三 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

勘
右
衛
門

（
勝
屋
茂
為
カ
）

尉
必
明
後
日
上
せ
申
候
、
其
付
而
、
談
合
申
度
儀
共
候
間
、
明
朝
、

主
殿
・
下
総
、

（
鍋
島
茂
綱
）
（
須
古
信
明
）

同
心
に
て
ま
ち
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

廿
六
日 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。

日
の
み
で
、
明
朝
談
合
の
連
絡
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
く
に
い
る
。
と
も

に
在
佐
賀
か
。
年
次
は
、
「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
二
年
以
降
。
ま
た
須

古
信
明
が
元
和
九
年
法
体
、
寛
永
三
年
隠
居
で
あ
る
た
め
、
元
和
九
年
（
も
し

く
は
寛
永
三
年
）
以
前
の
可
能
性
が
高
い
。 

  

七
四 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「
（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

今
晩
之
の
や
う
に
な
く
さ
み
申
候
儀
無
之
候
、
然
者
犬
正
兵
衛
殿
儀

（
犬
塚
家
重
カ
）

付
而
、
存
寄
様

子
共
候
間
、
明
朝
内
談
可
申
候
条
、
惣
兵
衛

（
犬
塚
家
続
カ
）

・
助
左
申
渡

（
持
永
茂
成
カ
）

儀
、
相
ひ
か
へ
候
様
ニ
、

可
有
御
申
候
、
先
刻
ゟ
ハ
失
念
申
候
て
、
た
ゝ
今
申
候 

か
し
く
、 

 
 

十
八
日 

 

【
解
説
】 
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鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。

明
朝
内
談
と
あ
る
こ
と
か
ら
近
く
に
い
る
。
と
も
に
在
佐
賀
か
。
年
次
は
、「
長

門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
二
年
以
降
。
犬
塚
家
続
は
元
和
八
年
九
月
十
日
歿

（
「
葉
隠
聞
書
校
補
」
佐
近
八
―
一
／
三
三
〇
頁
）
の
た
め
、
元
和
八
年
以
前
。 

  

七
五 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

信
守 

（
墨
引
） 

 

龍
与
兵
さ
ま

（
多
久
安
順
）

人
々
御
中 

 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

」 

今
晩
之
御
振
舞
の
様
子
、
本
丸
へ
被
仰

（
龍
造
寺
高
房
）

上
候
哉
、
承
度
候
、
や
か
て
参
候
て
可
申
入

候
、
恐
惶
か
し
く
、 

 
 

四
日  

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
と
も
に
在
佐
賀
。

年
次
は
、
龍
造
寺
高
房
が
在
佐
賀
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（
一
四
九
号
・
佐

古
一
一
／
坊
所
二
一
九
号
）
、
慶
長
七
～
九
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
。 

  

七
六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
）

（
墨
引
） 

龍
与
さ
ま

（
多
久
安
順
）

 

人
々
御
中 

  

信
の
ゝ
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

御
や
と
に
御
座
候
由
承
候
間
、一
筆
令
申
候
、
陳
こ

〔
陣
〕

し
ら
へ
な
さ
れ
候
や
、承
度
候
、

御
隙
ニ
い
つ
に
て
も
ち
と
御
出
ま
ち
申
候
、
我
等
煩
い
ま
た
然
々
共
無
之
、
め
い
わ

く
体
候
、
あ
ま
り
〳
〵
無
音
申
候
間
、
如
此
候
、
恐
惶
か
し
く
、 

 
 

十
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花

（
鍋
島
）

押
） 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。

慶
長
四
年
で
あ
れ
ば
大
坂
、
慶
長
五
年
で
あ
れ
ば
柳
川
の
可
能
性
が
あ
る
が
、

確
定
で
き
ず
。
年
次
は
「
勝
茂
」
の
実
名
か
ら
慶
長
四
年
以
降
、
安
順
が
「
与

兵
衛
」
と
い
う
表
記
で
あ
る
た
め
慶
長
十
二
年
以
前
。 

  

七
七 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
）

（
墨
引
） 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る  

 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

安
文

〔
案
〕

則
返
進
申
候
、 

安
文
見
申
候
、
弥
此
分
ニ
可
然
存
候
間
、
晩
ニ
水
ケ
江
ニ
而
、
能
々
御
申
渡
尤
候
、

此
方
ゟ
使
を
以
申
入
候
儀
、
時
分
を
以
、
ゆ
る
〳
〵
と
可
然
存
事
候
、
併
此
儀
一
段

幸
之
事
候
間
、
よ
く
〳
〵
口
上
ニ
被
申
入
之
儀
、
専
用
存
候
、
か
し
く
、 

 
 

十
一
日 
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【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
は
共
に
在
佐
賀
。

年
次
は
「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
二
年
以
降
、
寛
永
十
八
年
十
月
二
十
六

日
の
安
順
歿
ま
で
の
間
。 

  

七
八 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
）

（
墨
引
） 

与
兵
衛
殿

（
多
久
安
順
）

人
々
御
中 

 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

成
十
右
を

（
成
富
茂
安
）

以
承
候
九
郎
介
事
、
打
果
候
ハ
ね
て
不
叶
儀
と
存
候
間
、
主
水
・

（
鍋
島
茂
里
）

七
左
衛

（
鍋
島
茂
賢
）

門
尉
御
談
合
候
て
、
被
仰
付
、
可
然
存
候
、
何
も
御
面
を
以
、
可
申
述
候
、
恐
惶
謹

言
、 

 
 

正
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花

（
鍋
島
）

押
） 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。

年
次
は
「
勝
茂
」
の
実
名
か
ら
慶
長
五
年
以
降
、「
与
兵
衛
」
の
表
記
か
ら
慶
長

十
二
年
以
前
。
花
押
は
、
九
二
号
等
の
慶
長
九
～
十
四
年
頃
に
使
用
さ
れ
た
も

の
と
同
系
統
。 

 

 

七
九 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

  

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

先
日
、
談
合
申
候
せ
い

（

制

）

札
、
二
と
お
り
、
早
々
か
ゝ
せ
ら
れ
候
て
、
被
相
立
、
尤
存

候
、
為
其
、
一
書
申
入
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

三
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花

（
鍋
島
）

押
） 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。

年
次
は
「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
三
年
以
降
、
寛
永
十
八
年
十
月
二
十
六

日
の
安
順
歿
ま
で
の
間
。 

  

八
〇 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る  

 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 
家
中
之
乗
物
之
儀
、
筑
前
・
唐
津
表
之
儀
、
被
聞
合
、
可
然
存
候
、
其
ニ
し
た
か
い
、

手
前
之
事
も
申
付
候
ハ
ゝ
、
よ
く
候
ハ
ん
と
存
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

八
月
七
日 
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【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。

年
次
は
「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
三
年
以
降
、
寛
永
十
八
年
十
月
二
十
六

日
の
安
順
歿
ま
で
の
間
。
武
家
諸
法
度
の
乗
輿
規
定
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る

が
未
詳
。 

  

八
一 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

 
 

清
右
殿
ゟ
、
四
五
年
先
ゟ
被
申
候
へ
共
、
い
ま
た
不
遣
候
間
、
早
々
遣
度
候
、 

米
清
右
殿

（
米
津
親
勝
）

よ
り
被
申
候
女
之
儀
、
切
々
七
太
夫
ゟ
申
越
候
間
、
早
々
遣
度
候
、
い
ま

た
不
尋
出
候
や
、
承
度
候
、
先
日
引
上
者
、
佐
州
へ

（
本
多
正
信
）

可
遣
之
由
候
て
、
こ
れ
へ
被
置

候
由
承
候
、
佐
へ
ハ
わ
か
き
者
可
然
候
ハ
ん
と
存
候
、
先
日
の
ハ
と
し
ま
い
り
候
由

承
候
間
、
こ
れ
を
清
右
殿
へ
遣
候
て
可
然
候
ハ
ん
や
、
返
事
ニ
可
承
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

八
月
九
日 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
「
長
門
」
の
表
記
か
ら

慶
長
十
三
年
以
降
、
米
津
親
勝
が
阿
波
国
へ
配
流
と
な
る
慶
長
十
八
年
以
前
。

本
多
正
信
へ
遣
わ
す
べ
き
人
（
女
）
に
関
す
る
内
容
は
六
十
二
号
、
八
十
三
号

と
も
関
連
す
る
か
。 

  

八
二 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ゟ 

（
墨
引
） 

 
 
 

長
州

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

長
崎
へ
之
儀
、
早
々
御
申
越
候
て
可
然
存
候
、
七
左
衛
門

（
鍋
島
茂
賢
）

お
そ
く
罷
帰
候
ハ
ゝ
、
態

よ
ひ
ニ
人
を
被
差
越
、
急
度
、
一
人
長
崎
へ
被
相
越
、
尤
存
候
、
か
様
な
る
事
ゟ
、

む
つ
か
し
き
儀
、
出
来
有
物
候
間
、
申
事
に
て
候
、
御
油
断
あ
る
ま
し
く
候
、
恐
々

謹
言
、 

 
 

七
日 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
の
居
所
は
不
明
。

内
容
か
ら
見
て
近
く
に
い
る
か
。
年
次
は
「
長
州
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
二
年

以
降
。
七
左
衛
門
と
談
合
の
上
、
一
人
を
（
長
崎
へ
）
遣
わ
す
と
い
う
内
容
は

五
十
四
号
と
関
連
か
。
そ
の
場
合
は
、
年
次
の
下
限
は
直
茂
歿
の
元
和
四
年
以

前
。 
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八
三 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

此
比
そ
れ
に
て
見
申
候
、
右
近
所

（
諫
早
直
孝
）

ゟ
之
女
子
、
本
佐
へ

（
本
多
正
信
）

不
被
相
越
候
ハ
ゝ
、
米
清
右
殿

（
米
津
親
勝
）

へ
遣
度
候
間
、
其
通
、
右
近
へ
談
合
可
被
申
候
、
於
分
別
者
、
重
而
之
便
ニ
可
遣
候
、

何
も
返
事
ニ
可
承
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

三
日 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
「
長
門
」
の
表
記
か
ら

慶
長
十
二
年
以
降
、
米
津
親
勝
が
阿
波
国
へ
配
流
と
な
る
慶
長
十
八
年
以
前
。 

  

八
四 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
返
事 

 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

猶
以
、
主
殿
所

（
鍋
島
茂
綱
）

ゟ
た
ゝ
今
罷
帰
、
披
見
申
候
、
延
引
候
、 

今
朝
あ
ら
ま
し
の
書
立
二
つ
給
、
大
か
た
披
見
、
満
足
申
候
、
う
つ
し
申
度
候
間
、

先
留
置
申
候
、
う
つ
し
者
一
人
ニ
見
せ
可
申
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
や
か
て
返
進

可
申
候
、
将
又
、
明
日
天
気
次
第
、
多
久
へ
御
越
可
然
存
候
、
何
も
面
を
以
、
可
申

達
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

五
月
廿
二
日 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
と
も
に
在
佐
賀
。
年
次

は
「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
三
年
以
降
、
安
順
が
歿
す
る
寛
永
十
八
年
以

前
。 

  

八
五 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
門
殿
ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

今
度
之
そ
ん
毛
所
、
手
前
〳
〵
不
残
、
能
被
相
極
候
て
可
承
候
、
将
又
、
少
之
儀
ハ

承
候
て
も
、
又
其
方
へ
こ
そ
申
遣
事
ニ
候
間
、
我
等
ニ
不
及
被
申
聞
、
各
談
合
候
て

可
被
相
澄
候
、
何
の
か
の
と
承
候
儀
、
む
つ
か
し
く
存
候
間
、
申
事
に
て
候
、
恐
々

謹
言
、 

 
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 
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鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
も
し
く
は
同
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
は
比
較

的
近
接
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
、
国
許
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。
年
次
は
、
安

順
で
あ
れ
ば
歿
す
る
寛
永
十
八
年
以
前
。
茂
矩
で
あ
れ
ば
勝
茂
の
歿
す
る
明
暦

三
年
以
前
。 

  

八
六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

龍
与
兵
衛

（
多
久
安
順
）

殿
人
々
御
中 

 
 

勝
茂
」 

先
刻
ハ
御
出
候
て
忝
候
、
仍
是
式
候
へ
共
、
諸
白
樽
一
・
御
所
柿
廿
進
入
申
候
、
寸
志

ま
て
候
、
煩
少
能
御
座
候
ハ
ゝ
、
参
候
て
可
得
御
意
候
、
御
振
舞
可
被
成
候
、
恐
惶

謹
言
、 

 

十
一
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
（
花

（
鍋
島
勝
茂
）

押
） 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
は
互
い
に
近
接
し
た
場
所

に
い
る
。
安
順
が
ま
だ
龍
造
寺
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
慶
長
十
二
年

ま
で
が
下
限
。
花
押
は
、
現
在
分
か
っ
て
い
る
中
で
は
慶
長
八
年
七
月
以
降
に

使
わ
れ
た
も
の
で
、
慶
長
九
年
四
月
十
三
日
付
の
書
状
（
佐
古
一
一
／
坊
所
二

二
七
号
）
で
は
別
の
花
押
が
使
わ
れ
て
い
る
。 

  

八
七 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

藤
泉
へ

（
藤
堂
高
虎
）

使
者
進
之
儀
、
成
十

（
成
富
）

か
、
馬
弥

（
馬
渡
）

七
左
に
て
も
可
申
付
候
間
、
両
人
な
か
ら
、

先
こ
し
ら
へ
申
候
様
ニ
、
可
有
御
申
付
候
、
持
助
左

（
持
永
茂
成
）

返
事
ニ
よ
り
成
十
ハ
可
遣
と
存

候
、
将
又
、
平
七

（
平
井
）

太
夫
早
々
罷
上
候
様
ニ
可
然
存
候
、
し
か
と
来
月
二
日
ニ
罷
立
候

様
ニ
、
可
被
相
極
候
、
か
し
く
、 

 

廿
七
日 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
の
居
所
は
未
詳
で
あ
る
が
、

日
付
の
み
な
の
で
比
較
的
近
接
し
た
場
所
に
い
る
と
思
わ
れ
る
。
下
限
は
、
藤

堂
高
虎
の
歿
年
月
日
か
ら
寛
永
七
年
九
月
。 

  

八
八 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 

長
州
ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

 
 

猶
以
、
為
御
心
得
申
候
、
以
上
、 
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今
朝
、
内
意
ニ
御
申
候
、
母
所
ゟ
貴
所
被
申
越
候
様
子
、
親
類
中
へ
も
、
先
う
ハ
さ

御
無
用
候
、
相
澄
候
ハ
て
ハ
の
事
に
て
候
、
何
も
重
而
可
申
述
候
、
か
し
く 

 

十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
も
し
く
は
同
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
は
近
接

し
た
位
置
に
い
る
。安
順
宛
で
あ
れ
ば
、「
母
」は
勝
茂
の
実
母
陽
泰
院
な
の
で
、

年
次
の
下
限
は
寛
永
六
年
。
茂
矩
宛
と
す
る
と
「
母
」
は
、
茂
矩
の
実
母
天
性

院
で
あ
り
、
下
限
は
勝
茂
歿
で
か
つ
両
者
が
離
れ
て
い
な
い
明
暦
二
年
。 

   

八
九 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

佐
ゟ
之
御
用
之
者
、
早
々
被
相
越
、
可
然
存
候
、
延
引
ハ
其
方
油
断
ニ
可
罷
成
候
、

初
而
の
御
用
候
処
ニ
、
ち（

遅

ゝ々
）

申
候
て
笑
止
存
候
、
三
人
談
合
あ
る
へ
く
候
、
か
し
く
、 

 
 

九
月
廿
一
日 

「 （
奥
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

長
門

（
多
久
安

殿順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信（
鍋

守島
勝
茂

」）

 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
勝
茂
・
安
順
と
も
に
在

国
で
あ
る
。
年
次
の
上
限
は
、
長
門
の
表
記
に
よ
り
慶
長
十
三
年
で
あ
る
。
下

限
は
安
順
歿
年
の
寛
永
十
八
年
で
あ
る
。「
佐
ゟ
の
御
用
」「
遅
々
」
と
い
う
内

容
か
ら
、
六
二
号
（
十
月
二
十
三
日
付
）
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
年
次

の
下
限
は
、
六
二
号
で
は
鍋
島
直
茂
が
存
命
で
あ
る
の
で
、
直
茂
歿
年
月
よ
り

元
和
三
年
。
ま
た
「
佐
」
が
本
多
正
信
（
六
二
号
で
は
「
佐
州
」）
な
ら
ば
、
正

信
歿
年
月
よ
り
元
和
元
年
と
な
る
。 

  
 
 
 

 

九
〇 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 
 

長
門

（
多
久
安

殿順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
濃

（
鍋
島
勝

守茂
）

」 

書
立
う
つ
し
申
候
間
、
二
ツ
な
か
ら
、
た
ゝ
今
返
進
申
候
、
又
、
上
方
へ
便
候
ハ
ゝ
、

ほ
て
い
目
き
ゝ
の
儀
、
其
ゟ
御
申
の
ほ
せ
候
て
可
給
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

  
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
勝
茂
・
安
順
と
も
に
在

国
で
あ
る
。「
ほ
て
い
」
は
備
前
焼
茶
入
れ
「
布
袋
」
の
こ
と
か
。
年
次
の
上
限

は
、
長
門
の
表
記
の
初
出
に
よ
り
、
慶
長
十
二
年
で
あ
る
。
下
限
は
、
安
順
歿
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年
よ
り
寛
永
十
八
年
で
あ
る
。「
書
立
う
つ
し
」「
た
ゝ
今
返
進
」
と
い
う
内
容

か
ら
、
八
四
号
（
五
月
二
十
二
日
付
）
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
八
四
号
と

連
続
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
年
次
の
上
限
は
慶
長
十
三
年
で
あ
る
。
花
押
は
十
四

号
（
慶
長
十
七
年
カ
）・
九
一
号
に
近
い
。 

  

九
一 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ゟ 

（
墨
引
） 

 
 

長
門

（
多
久
安

殿順
）

ま
い
る 

 
 
 
  

 

信（
鍋

守島
勝
茂

」）

 

我
等
打
申
候
雁
壱
、
進
之
申
候
、
し
や
う
く
わ
ん

（

賞

翫

）

あ
る
へ
き
儀
、
可
目
出
度
候
、
今

日
も
仕
合
能
候
て
、
ま
な

（

真

）

靏
一
つ
打
申
候
て
、
慶
申
事
に
て
候
、
明
日
共
、
可
有
一

見
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

十
一
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

（島
勝

花茂
）

押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
、
勝
茂
・
安
順
と
も
に

在
国
で
あ
る
。
年
次
の
上
限
は
、
長
門
の
表
記
に
よ
り
慶
長
十
二
年
で
あ
る
。

下
限
は
安
順
歿
年
月
よ
り
寛
永
十
七
年
で
あ
る
。
花
押
は
一
四
号
・
九
〇
号
に

近
い
。 

 

 

九
二 

鍋
島
勝
茂
自
筆
覚
書
（
竪
紙
） 

大（
大

金野
カ

右）

衛
門
尉
与
武
□
右

〔
富
カ
〕

衛
門
尉
、
前
々
辛
労
之〔

□之

□由
カ

金〕

右
衛
門
尉
申
候
、
手
前
不

相
続
、
迷
惑
ニ
及
申
候
間
、
為
加
勢
、
八
木
参
斛
申
付
候
条
、
慥
可
被
差
渡
候
、
已

上
、 

 
 

慶
長
十
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

正
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
黒
印
） 

 
 
 

龍（
多

与久
安

兵順
）

衛
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃

（
鍋
島
勝

守茂
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
主
水

（
鍋
島
茂
里
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
・
鍋
島
茂
里
に
宛
て
た
覚
書
。
大
金
右
衛
門
は
、

鷹
や
鶴
な
ど
の
飼
育
に
関
わ
る
人
物
か
（
佐
古
一
二
／
坊
所
四
二
七
・
四
七
三

号
）。
居
所
に
つ
い
て
、
勝
茂
は
慶
長
九
年
十
一
月
十
日
龍
造
寺
高
房
と
も
に
江

戸
着
か
（
佐
古
一
一
／
坊
所
二
四
八
号
）。
ま
た
勝
茂
は
、「
し
な
の
祝
言
ニ
付

而
、
来
春
ハ
夫
婦
と
も
に
可
罷
登
候
」
と
あ
る
鍋
島
直
茂
書
状
に
よ
る
と
、
慶

長
九
年
十
二
月
二
十
三
日
に
佐
賀
着
と
考
え
ら
れ
る
（
佐
古
二
〇
／
犬
塚
家
二

九
号
）。
そ
の
の
ち
勝
茂
は
、
慶
長
十
年
徳
川
家
康
・
秀
忠
の
上
洛
に
供
奉
し
（
四

月
十
七
日
参
内
）、
五
月
十
八
日
伏
見
に
て
、
徳
川
家
康
養
女
岡
部
氏
と
婚
姻
、
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安
順
夫
妻
も
同
席
し
て
い
る
（
佐
近
一
―
二
／
三
三
・
二
四
九
頁
）。
慶
長
十
年

の
正
月
は
、
勝
茂
・
安
順
と
も
に
在
国
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
検
討
を
要
す
。

な
お
、
文
字
欠
損
部
分
の
校
訂
注
は
、「
多
久
家
有
之
候
書
類
」（
鍋
〇
一
五
―

二
）
に
よ
る
。 

  

九
三 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 
 
 

多
長
門

（
多
久
安
順
）

殿
ま
い
る 

 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

」 

 

書
中
披
見
申
候
、 

一
助
右
衛
門
尉

（
鍋
島
茂
治
）

居
屋
敷
之
儀
者
、
小
平
五
左
召
置
可
申

（
小
山
平
五
左
衛
門
茂
成
）

候
、
家
之
儀
者
、
助
右
勝
手

能
様
ニ
可
有
談
合
候
、
先
様
之
儀
者
、
右
之
分
ニ
存
候
、
い
ま
た
申
ハ
不
聞
セ
候
、 

一
和
泉
知

（
鍋
島
忠
茂
）

行
所
之
儀
、
納
千
兵
衛

（
納
富
千
兵
衛
）

参
、
御
仕
分
相
澄
候
由
、
尤
ニ
存
候
、 

一
伝
兵
衛

（
鍋
島
茂
教
）

知
行
所
之
儀
、
談
合
相
究
候
哉
、
片
時
も
急
相
渡
り
候
様
ニ
、
肝
要
ニ
存

候
、 

一
蔵
入
所
、
藤
津
之
内
・
芦
ケ
里

（
小
城
郡
）

之
内
、
い
ま
た
村
付
不
相
澄
、
代
官
之
者
共
へ
早
々

引
渡
シ
申
度
候
条
、
被
相
究
、
晩
本
書
付
可
給
候
、
失
念
有
間
敷
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

霜
月
廿
七
日

（
慶
長
十
四
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
へ
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
は
と
も
に
国
許
。

茂
教
は
慶
長
十
三
年
、
鹿
島
及
び
藤
津
郡
の
領
地
を
相
続
（
佐
近
一
―
二
／
二

六
六
頁
）す
る
。忠
茂
は
慶
長
十
三
年
中
風
を
患
っ
て
江
戸
か
ら
蓮
池
に
戻
り
、

十
四
年
鹿
島
の
領
地
を
下
さ
れ
、
十
五
年
十
一
月
に
鹿
島
に
移
る
（「
鍋
島
和
泉

守
忠
茂
譜
」）。
忠
茂
か
ら
鍋
島
道
虎
宛
、
霜
月
一
日
付
の
坊
所
五
八
一
号
（
佐

古
一
二
）
で
直
茂
・
勝
茂
父
子
か
ら
知
行
を
与
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
同
月
十

日
付
の
同
五
八
二
号
で
知
行
地
が
藤
津
郡
内
に
な
る
こ
と
、
同
月
二
十
八
日
付

の
同
五
八
四
号
で
知
行
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
（
藤
野
保
一
九

八
一
年
／
二
四
七
～
二
四
八
頁
）。よ
っ
て
本
状
は
慶
長
十
四
年
と
推
定
さ
れ
る
。

花
押
は
、
四
二
三
号
（
慶
長
十
四
年
）
に
近
い
。 

  

九
四 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 
 
 

長
州

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

内
々
望
存
候
処
ニ
、
見
事
之
か
う
ろ
給
候
、
一
入
祝
着
申
候
、
何
様
秘
蔵
可
申
候
、

明
日
ハ
天
気
悪
候
共
、
可
罷
立
候
、
さ
候
ハ
ゝ
、
打
お
く
り
衆
一
人
も
不
被
罷
出
候

様
ニ
、
か
た
く
可
有
御
触
候
、
為
其
一
筆
申
候
、
か
し
く
、 

  
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
勝
茂
、
安
順
と
も
に
不

明
な
が
ら
、
互
い
に
ご
く
近
く
に
い
て
や
り
と
り
を
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
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え
る
。
年
次
の
上
限
は
「
長
州
」
の
表
記
よ
り
慶
長
十
二
年
以
降
、
下
限
は
安

順
が
歿
す
る
寛
永
十
八
年
十
月
二
十
六
日
と
な
る
。 

  

九
五 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 

与
兵
衛
殿

（
多
久
安
順
）

人
々
御
中 

 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

孫
四
郎

（
多
久
茂
富
）

、
来
年
我
等
罷
上
候
刻
、
の
ほ
り
申
度
之
由
候
間
、
昨
日
加
州
へ

（
鍋
島
直
茂
）

談
合
申
候

処
ニ
、
貴
所
御
の
ほ
り
之
事
に
て
候
間
、
孫
四
郎
事
ハ
、
こ
ゝ
も
と
相
ひ
か
へ
可
然

之
由
候
、
我
等
も
其
分
ニ
存
候
条
、
孫
四
郎
へ
被
仰
尤
候
、
何
も
面
を
以
可
申
達
候
、

恐
々
謹
言
、 

 
 

十
二
日

（
慶
長
十
二
年
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
と
も
に
在
国
。
安

順
が
長
門
守
に
な
る
の
が
慶
長
十
二
年
で
あ
る
か
ら
、
同
年
が
年
次
の
下
限

と
な
る
。
年
次
の
上
限
は
決
め
が
た
い
も
の
の
、
花
押
は
慶
長
十
三
年
に
比

定
さ
れ
る
二
四
七
号
に
近
い
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
慶
長
十
三
年
ご
ろ
に
勝

茂
と
安
順
が
同
時
に
「
罷
上
」
る
と
い
う
状
況
と
し
て
は
、
慶
長
十
三
年
の

駿
府
城
普
請
へ
の
出
役
が
考
え
ら
れ
る
。こ
れ
に
関
わ
る
と
す
れ
ば
、「
来
年
」

に
「
罷
上
」
る
と
し
て
い
る
の
で
、
本
書
状
は
慶
長
十
二
年
の
も
の
と
な
ろ

う
か
。
慶
長
十
二
年
で
あ
れ
ば
、
勝
茂
は
遅
く
と
も
九
月
十
五
日
に
は
在
国

（
及
川
亘
二
〇
二
一
年
）、安
順
も
在
国
が
確
実
な
時
期
が
あ
り（
五
二
号
）、

居
所
の
面
で
は
矛
盾
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
右
の
年
次
比
定
は
花
押
の
形
に

拠
っ
て
い
る
面
が
多
く
、
今
後
、
勝
茂
の
花
押
の
変
遷
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
く
中
で
、
本
書
状
の
年
次
は
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

  

九
六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

ら
う
人
衆
三
部
出
之
儀
、
先
惣
な
み
に
申
付
、
後
日
心
付
を
も
仕
、
可
然
候
す
る
や
、

又
、
今
度
差
免
可
申
候
や
、
と
か
く
ら
う
人
衆
へ
ハ
心
付
申
、
か
ん
に
ん
つ
ゝ
き
候

様
ニ
と
存
候
、
様
子
此
返
事
ニ
可
承
候
、
山
代
の

（
松
浦
郡
）

平
二
郎
殿

（
田
尻
春
種
カ
）

三
部
出
之
儀
も
、
其
元

ニ
而
被
相
極
可
承
候
、
其
ニ
し
た
か
い
、
蔵
入
所
之
儀
も
可
相
極
候
、
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
と
も
に
在
国
。「
長

門
」
の
表
記
よ
り
年
次
の
上
限
は
慶
長
十
二
年
、
下
限
は
安
順
の
歿
年
の
寛
永

十
八
年
と
な
る
が
、「
三
部
出
」
に
関
す
る
内
容
で
あ
り
、
慶
長
十
六
年
の
三
部

上
知
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
本
書
状
の
年
次
は
同
年
前
後
と
推
定
さ
れ
る
。 
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九
七 
鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 
（
墨
引
）
龍
与
様
人

（
多
久
安
順
）

々
御
中 

 
 
 
 
 
 

鍋
信
守

（
鍋
島
勝
茂
） 

」 

鳥
の
う
り
か
い
法
度
申
付
候
処
ニ
、
町
ニ
て
倉
善
兵
へ
者
、
鳥
を
う
り
候
所
を
見
合

候
由
、
半
兵
衛
ゟ

（
倉
町
師
純
カ
）

申
候
間
、
右
鳥
う
り
候
者
、
何
方
不
申
候
や
う
ニ
可
被
仰
付
候
、

御
油
断
あ
る
ま
し
く
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

廿
六
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
と
も
に
在
国
。
安

順
が
長
門
守
に
な
る
の
が
慶
長
十
二
年
で
あ
る
か
ら
、
同
年
が
年
次
の
下
限
と

な
る
。 

  

九
八 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 

ま
い
る 

 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

我
等
上
方
罷
上
儀
、
重
々
談
合
申
度
候
間
、
明
朝
、
主
殿
同

（
鍋
島
茂
綱
）

心
ニ
て
ま
ち
申
候
、

二
郎
右

（
葉
茂
長
カ
）

・
成
十
・

（
成
富
茂
安
）

清
五
左

（
石
井
茂
清
）

も
罷
出
候
様
ニ
、
そ
れ
ゟ
可
有
御
申
候
、
か
し
く
、 

 
 

二
月
十
四
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
と
も
に
在
国
。「
長

門
」
の
表
記
よ
り
年
次
の
上
限
は
慶
長
十
三
年
で
、
石
井
茂
清
は
元
和
四
年
九

月
に
は
「
縫
殿
助
」
を
名
乗
っ
て
い
る
の
で
、
下
限
は
同
年
と
な
る
。 

  

九
九 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 

信
守
」

（
鍋
島
勝
茂
） 

御
出
家
衆
御
出
之
儀
、
毎
年
八
日
に
て
候
由
候
間
、
明
後
日
、
不
残
早
々
御
来
儀
候

様
ニ
、
可
有
御
触
候
、
将
又
、
越
中
殿
ゟ

（
細
川
忠
興
カ
）

之
使
、
明
朝
振
舞
可
申
候
、
今
晩
者
、
宿

ニ
ゆ
る
〳
〵
と
被
甘
候
様
ニ
、
た
ゝ
今
、
三
四
郎
右
衛
門

（
三
浦
賢
純
）

尉
を
以
申
遣
候
、
恐
々
謹

言
、 

 
 

正
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
も
安
順
も
佐
賀
に
い
る
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
年
次
は
、
安
順
が
長
門
の
表
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
慶
長

十
三
年
以
降
。
細
川
忠
興
か
ら
の
使
者
の
記
事
で
、
忠
興
が
越
中
の
表
記
で
あ
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る
（
元
和
六
年
閏
十
二
月
二
十
五
日
、
剃
髪
、
三
斎
）
こ
と
か
ら
元
和
六
年
以

前
、
あ
る
い
は
剃
髪
直
後
の
使
者
と
す
る
と
元
和
七
年
ま
で
。
花
押
は
、
慶
長

十
四
年
か
ら
同
十
七
年
の
も
の
に
近
い
。 

  

一
〇
〇 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

諸
与
之
知
行
わ
り
、
相
澄
候
ハ
ゝ
、
早
々
見
申
度
候
、
此
中
延
引
申
候
間
、
可
有
急

候
、
何
も
御
返
事
ニ
可
承
候
、
恐
々
か
し
く
、 

 
 

十
二
月
十
八
日 

 
 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
も
安
順
も
と
も
に
国
許
か
。

年
次
は
、
慶
長
十
二
年
か
ら
寛
永
十
二
年
の
間
（
上
限
は
長
門
の
表
記
、
下
限

は
内
容
が
知
行
割
で
あ
る
こ
と
か
ら
安
順
の
引
退
時
期
）。
な
お
、
慶
長
十
六
年

（
佐
近
一
―
二
／
二
七
二
頁
）
や
元
和
七
年
（「
水
江
事
略
」）
の
三
部
上
知
と

の
関
係
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
。 

  

一
〇
一 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
州
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

」 

談
合
申
度
儀
候
間
、
明
朝
、
人
多
不
罷
出
内
ニ
、
二
ノ
丸
へ
待
入
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

十
日 

 
 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
原
本
は
現
在
不
明
。
勝
茂
も
安

順
も
国
許
と
思
わ
れ
る
。
年
次
は
、
安
順
が
「
長
門
」
を
称
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
慶
長
十
二
年
以
降
、
安
順
の
隠
居
前
と
推
測
で
き
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十

三
年
以
前
。
ま
た
、
二
ノ
丸
が
多
久
屋
敷
と
な
る
前
で
あ
れ
ば
、
慶
長
十
六
年

以
前
。 

  

一
〇
二 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

」 

た
ゝ
今
、
新
庄
田

（
佐
賀
郡
）

へ
罷
出
候
間
、
後
刻
、
書
物
共
可
有
持
参
候
、
将
又
、
犬
正
兵

（
犬
塚
家
重
カ
）

へ

と
の
へ
申
渡
候
趣
、
猶
談
合
申
度
儀
候
間
、
其
御
心
得
尤
候
、
か
し
く
、 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
も
安
順
も
在
国
。年
次
は
、

安
順
の
名
乗
り
と
隠
居
前
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
よ
り
、
慶
長
十
二
年
六
月
よ
り

寛
永
十
三
年
以
前
の
間
。 

  

一
〇
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
彦
右
衛
門

（
諸
岡
茂
之
）

へ
も
、
右
之
段
、
可
被
申
聞
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
此
中
伊
万
里

（
松
浦
郡
）

へ
牧
相
誘
、
馬
共
放
置
候
処
ニ
、
母
馬
悪
敷
候
故
、

能
馬
出
来
不
申
候
、
就
夫
、
筑
前
・
唐
津
之
牧
之
様
子
、
此
地

（
江
戸
）

ニ
而
相
尋
候
へ
ハ
、

母
馬
を
上
方
ゟ
差
下
、
牧
ニ
被
放
候
付
而
、
能
馬
出
来
申
之
由
候
、
因
茲
、
今
度
、

奥
ゟ

（
奥
州
）

母
馬
十
五
疋
求
候
て
差
下
候
条
、
参
着
候
ハ
ゝ
、
則
牧
へ
放
可
被
申
事
、 

一
父
馬
も
此
中
之
ハ
悪
敷
候
ハ
ん
と
存
候
付
而
、
我
等
乗
馬
之
内
二
疋
、
今
度
差
下

候
条
、
前
よ
り
之
父
馬
一
疋
も
不
残
払
候
て
可
然
候
、
母
馬
ハ
此
中
之
数
其
侭
ニ

候
て
召
置
尤
候
、』 

一
牧
奉
行
之
儀
、
山
本
甚
右
衛
門

（
神
右
衛
門
重
澄
）

へ
申
付
候
由
候
、
切
々
見
廻
候
て
、
弥
念
を
入
候

様
ニ
可
被
申
付
候
、
委
ハ
監
物
・

（
鍋
島
茂
道
）

兵
右
衛
門

（
中
野
政
利
）

よ
り
可
申
遣
候
間
、
不
具
候
、
恐
々

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

三
月
十
六
日

（
寛
永
十
三
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

許
。
伊
万
里
に
こ
し
ら
え
た
牧
は
、
楠
久
島
（
牧
島
）
の
牧
の
こ
と
。「
山
本
神

右
衛
門
覚
書
」（
佐
近
八
―
二
／
一
〇
八
～
一
一
〇
頁
）
に
は
、「
寛
永
拾
三
年

子
ノ
卯
月
ニ
、
奥
州
母
駄
拾
五
疋
、
江
戸
ゟ
御
陸
山
口
九
郎
兵
衛
宰
領
ニ
而
被

差
下
候
、
内
壱
疋
ハ
船
中
ニ
而
煩
、
上
ノ
関
ニ
而
卯
月
十
九
日
ニ
痛
申
候
由
、

九
郎
兵
衛
筈
御
座
候
、
又
壱
疋
ハ
む
ま
す
め
ニ
而
、
牧
内
ニ
而
終
子
産
不
仕
、

楠
久
牧
ニ
而
痛
申
候
、
此
母
駄
馬
拾
五
疋
之
儀
、
土
山
五
郎
兵
衛
・
田
崎
外
記

存
之
内
ニ
而
御
座
候
ツ
事
」
と
あ
る
。「
奥
州
母
駄
拾
五
疋
」
の
記
事
が
あ
り
、

本
書
状
の
「
奥
ゟ
母
馬
十
五
疋
」
の
記
事
と
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書

状
の
年
次
は
寛
永
十
三
年
と
推
定
さ
れ
る
。
同
年
に
は
、
六
月
二
日
に
江
戸
を

発
っ
て
い
る
（
一
二
四
号
）。 

  

一
〇
四 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
然
者
、
来
年
我
等
為
厄
違
、
鍋
嶋
舎
人

（
茂
利
）

を
以
、
彦
山
へ
銀
子
拝
進
申
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候
付
而
、
其
方
夫
婦
よ
り
銀
子
差
上
被
申
、
御
供
被
相
越
、
則
目
出
度
戴
申
候
、
被

入
念
候
儀
、
別
而
大
慶
ニ
存
候
、』
何
も
将
監

（
関
清
長
）

・
茂
左

（
鹿
江
）

衛
門
尉
ゟ
可
申
遣
候
間
、
不

具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

霜
月
十
五
日

（
寛
永
十
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
茂
辰
は
在
国
。
年
次
の

下
限
は
、
関
清
長
の
歿
年
よ
り
寛
永
十
五
年
。
花
押
は
寛
永
十
年
よ
り
同
十
四

年
頃
に
か
け
て
多
く
見
ら
れ
る
。「
来
年
我
等
為
厄
違
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
年

次
は
天
正
八
年
生
の
勝
茂
の
九
曜
の
本
命
星
が
還
る
八
方
塞
り
の
年
に
当
た
る

寛
永
十
一
年
の
前
年
の
寛
永
十
年
か
。 

  

一
〇
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

先
月
廿
六
日
之
書
状
到
着
、
令
披
見
候
、
然
者
我
等
気
分
見
廻
并
ば
ゝ
煩
本
復
之

（
鍋
島
勝
茂
継
室
岡
部
氏
）

為

祝
儀
、
態
使
者
被
相
越
、
遠
路
被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、
其
元
無
相
替
儀
由
、
珍

重
存
候
、
於
当
地
も
別
条
無
之
、
我
等
気
色
内
田
玄
勝
薬
相
応
申
、
漸
々
能
候
条
、

心
安
可
被
存
候
、
乍
然
、
寒
気
故
、
立
居
弥
難
成
候
付
而
、
令
養
生
有
之
事
候
、
右

之
体
候
故
、
于
今
登 

城
令
延
引
、
迷
惑
申
儀
候
、
ば
ゝ
気
分
も
打
続
能
、
も
は
や

す
き
〳
〵
と
候
間
、
心
遣
被
申
間
敷
候
、
美
作
事

（
多
久
茂
辰
）

、
存
之
外
気
色
能
、
満
足
申
儀
候
、

我
等
事
病
者
ニ
相
成
、』
如
已
前
、
万
心
遣
な
と
申
候
儀
、
難
成
候
処
、
今
度
ハ
美
作

登
候
付
而
、
毎
日
浅
部

（
麻
布
）

へ
参
、 

公
儀
私
之
用
所
等
談
合
申
、
一
方
之
手
助
ニ
罷
成
、

大
慶
此
事
候
、
是
又
心
遣
有
間
敷
候
、
随
而
先
日
如
申
遣
候
、
鍋
嶋
主
水

（
武
興
）

儀
、
年
明

候
ハ
ゝ
早
々
爰
許
召
寄
事
候
条
、
其
元
万
事
之
儀
、
其
方
・
豊
前
両

（
諌
早
茂
真
）

人
弥
立
入
、
無

迦
様
ニ
心
遣
尤
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
条
、
不
能
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
廿

（
明
暦
二
年
）

一
日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

 
 
 
 

多
久
長
門

（
茂
矩
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
と
多
久
茂
辰
は
在
江
戸
、

茂
矩
は
在
国
。
年
次
は
「
長
門
」
の
表
記
と
勝
茂
の
歿
年
よ
り
明
暦
二
年
。
な

お
、
内
田
玄
勝
は
幕
府
医
官
で
あ
り
、
勝
茂
は
明
暦
二
年
の
参
勤
で
江
戸
到
着

後
、
玄
勝
の
薬
を
服
用
し
て
い
る
（
一
一
一
号
・
一
二
九
号
、
佐
古
一
四
／
有

田
三
九
号
、
佐
近
一
―
二
／
七
九
八
頁
）。 
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一
〇
六 
鍋
島
勝
茂
書
状 

（
折
紙
） 

 

用
所
共
候
而
、
福
地
橘
左
衛

（
貞
長
）

門
尉
差
下
候
付
而
、
一
書
申
遣
候
、 

一
白
石

（
杵
島
郡
）

・
山
口

（
杵
島
郡
）

・
佐
留
志

（
杵
島
郡
）

・
芦
ヶ
里

（
小
城
郡
）

之
寄
、
少
々
仕
直
并
修
理
之
儀
、
当
春
久
冨

三
太
夫
を
以
、
式
部
・

（
鍋
島
貞
村
）

玄
番
へ

（
鍋
島
常
貞
）

申
遣
候
、
定
而
手
透
無
之
付
而
、
未
出
来
申
間
敷

と
存
候
、
来
春
中
ニ
必
仕
廻
候
様
ニ
と
式
部
・
玄
番
へ
申
遣
候
条
、
人
手
間
之
儀
、

願
を
寄
候
て
成
共
、
手
つ
か
へ
さ
る
様
ニ
可
被
申
付
候
、
来
年
帰
国
候
て
も
、
別

ニ
慰
無
之
候
条
、
扨
申
事
候
、 

一
当
冬
、
鷹
共
靏
取
候
者
、
此
地
鶴
入
用
候
条
、
鷹
奉
行
共
よ
り
彦
右
衛
門
尉
へ
相

渡
次
第
、
其
時
〳
〵
ニ
早
飛
脚
ニ
而
、
十
四
、
五
日
着
ニ
此
地
』
可
相
越
候
、
当

冬
ハ
切
々
各
申
請
、
御
茶
可
進
之
と
存
候
、
其
付
而
、
爰
元
ニ
而
鶴
求
候
儀
、
高

直
候
故
申
事
ニ
候
、
委
ハ
福
地
橘
左
衛
門
尉
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
は
在
佐
賀
。
茂
辰
と
茂
之
が
連
名
で
宛
名
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年

次
の
上
限
は
寛
永
十
二
年
、
茂
之
の
免
職
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
下
限

は
正
保
三
年
。
こ
の
間
で
勝
茂
が
本
書
状
の
日
付
時
点
で
在
江
戸
な
の
は
、
寛

永
十
四
・
同
十
五
・
同
十
六
・
同
十
八
・
同
二
十
・
正
保
二
年
で
あ
り
、
年
次

は
こ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。 

  

一
〇
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

極
月
廿
八
日
之
書
状
参
着
、
令
披
見
候
、
仍
、
彦
宮
縁
便
之

（
鍋
島
茂
貞
室
諫
早
氏
）

儀
帯
刀

（
鍋
島
茂

へ貞
）

被
申
聞
候
処
、

今
少
令
校
量
、
重
而
其
方
迄
可
申
由
、
被
申
越
候
、
然
処
、（

諫

長
寿
院

早
直
孝
室
鍋
島

・氏
）

豊
前
所

（
諫
早
茂
敬
）

よ
り

書
状
参
候
ニ
ハ
、
帯
刀
へ
相
す
め
候
由
、
其
方
申
渡
、
忝
と
の
由
候
、
如
何
、
無
心

元
存
事
候
、
其
方
ゟ
之
書
中
ニ
、
未
し
か
と
ハ
不
相
澄
様
ニ
被
申
越
候
、
諸
家
共
ニ
、

家
中
縁
便
之
儀
、
申
分
と
有
儀
ハ
無
之
候
、
殊
別
中
校
量
も
無
之
候
間
、
弥
被
申
聞
、

相
澄
め
、
長
寿
院
・
豊
前
へ
も
其
段
可
被
申
候
、
尤
落
着
之
儀
、
此
方
へ
も
』
可
被

申
越
候
、
先
書
ニ
も
如
申
遣
候
、
先
様
之
儀
ハ
、
可
然
様
ニ
、
我
等
可
存
候
条
、
其

心
得
候
て
、
急
度
可
被
相
澄
儀
尤
ニ
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月

（
寛
永
十

廿
日

三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

美
作

（
多
久
茂

殿辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
。

太
田
鍋
島
家
三
代
鍋
島
茂
貞
と
諫
早
直
孝
女
彦
宮
の
縁
組
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
話
は
直
孝
の
正
室
長
寿
院
お
よ
び
直
孝
を
継
い
だ
三
代
茂
敬
と
多

久
茂
辰
の
間
で
進
め
ら
れ
た
。
年
次
は
、
直
孝
歿
年
月
の
寛
永
十
二
年
六
月
以

降
、
茂
貞
が
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
で
寛
永
十
五
年
一
月
一
日
二
十

六
歳
で
戦
死
す
る
以
前
で
あ
る
。
寛
永
十
四
年
勝
茂
は
閏
三
月
十
八
日
江
戸
着

（
三
三
〇
号
）
な
の
で
、
二
月
は
在
国
と
考
え
ら
れ
、
本
書
状
は
寛
永
十
三
年

と
比
定
で
き
る
。 

  

一
〇
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
今
度
御
誕
生
ニ
付
而
、
御
年
寄
衆
申
請
、
能
興
行
申
候
刻
、
躍
を
懸

御
目
、
可
然
様
子
候
へ
共
、
爰
元
へ
師
匠
仕
者
無
之
付
而
、
無
了
簡
候
、
然
者
、
自

然
年
中
ニ
も
躍
な
と
お
と
ら
せ
候
ハ
て
不
叶
儀
も
可
有
之
候
条
、
堤
清
右
衛
門
尉
・

田
嶋
藤
右
衛
門
尉
』
両
人
な
か
ら
、
急
度
指
上
せ
可
申
候
、
藤
右
衛
門
尉
儀
者
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

へ
申
候
而
可
差
越
候
、
か
し
く
、 

 
 

八
月
廿
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
、
茂

辰
等
は
在
国
。
勝
茂
は
将
軍
家
の
子
ど
も
誕
生
の
祝
い
に
幕
府
の
年
寄
衆
を
招

く
際
、
佐
賀
の
躍
り
を
披
露
す
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を

教
え
る
こ
と
が
で
き
る
二
人
の
家
臣
の
上
府
の
手
配
を
命
じ
た
。
こ
の
躍
り
は

須
古
躍
と
考
え
ら
れ
る
。
須
古
踊
に
つ
い
て
は
、
一
四
〇
号
と
「
元
茂
公
御
年

譜
」（
佐
近
二
―
一
／
一
七
九
頁
）
に
、
寛
永
十
四
年
に
江
戸
で
披
露
さ
れ
た
記

事
が
あ
る
。
本
書
状
が
寛
永
十
四
年
で
あ
る
な
ら
、「
御
誕
生
」
は
閏
三
月
五
日

誕
生
の
千
代
姫
か
。
ま
た
書
状
の
日
付
か
ら
、
寛
永
十
八
年
八
月
三
日
誕
生
の

徳
川
家
綱
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
年
次
は
、
寛
永
十
四
年
か
十
八

年
が
考
え
ら
れ
る
。
本
書
状
か
ら
鍋
島
元
茂
は
在
国
と
推
測
さ
れ
る
。
寛
永
十

四
年
の
元
茂
の
参
府
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
草
・
島
原
一
揆
の
鎮
圧
の
た

め
、
十
一
月
十
五
日
江
戸
発
で
あ
る
（
佐
近
二
―
一
／
二
〇
七
頁
）。
寛
永
十
八

年
で
は
、
同
年
か
ら
勝
茂
・
元
茂
の
交
代
参
勤
が
始
ま
り
、
五
月
十
九
日
江
戸

発
で
あ
る
（
佐
近
二
―
一
／
三
五
〇
頁
）。
元
茂
の
居
所
か
ら
は
、
寛
永
十
八
年

の
可
能
性
が
高
い
か
。
な
お
、
須
古
踊
に
つ
い
て
、
寛
永
十
年
八
月
徳
川
家
光

が
新
造
の
安
宅
丸
を
見
る
た
め
品
川
に
臨
ん
だ
際
、
勝
茂
は
須
古
躍
を
催
し
て

い
る
。（「
大
猷
院
殿
御
実
紀
附
録
」
巻
二
）
ま
た
、
年
不
明
で
あ
る
が
、
江
戸

城
西
之
丸
で
須
古
躍
を
上
覧
し
た
際
、
演
者
の
名
書
、
歌
詞
、
衣
装
を
記
録
し
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た
も
の
が
、「（
勝
茂
公
御
年
譜
）
御
年
譜
追
加
」
に
見
え
る
（
佐
近
一
―
二
／

八
三
二
～
八
三
六
頁
）。 

  

一
〇
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
豊
前
内
儀
煩

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

、
于
今
し
か
と
無
之
由
承
、
無
心
元
存
候
、
為
見
廻
、

小
嶋
九
郎
兵
衛
尉
指
下
候
、
切
々
再
発
申
之
由
、
定
而
不
養
生
候
て
之
事
ニ
而
も
候

ハ
ん
と
存
候
、
養
生
之
儀
、
中
野
数
馬

（
政
利
）

・
出
雲

（
鍋
島
茂

監道
）

物
・
朝
倉
久
左
衛
門
尉

（
光
泰
）

よ
り
一
ツ

書
を
以
申
遣
事
候
、
無
油
断
養
生
申
候
様
ニ
、
豊
前
夫
婦
へ
可
被
申
聞
候
、
先
月
廿

七
日
作
安

（
生
島
）

罷
上
候
由
承
候
間
、
弥
気
色
能
候
而
之
儀
』
に
て
候
ハ
ん
と
令
満
足
候
、

随
而
我
等
煩
本
復
申
、
先
月
廿
三
日 

大
納
言

（
徳
川
家
綱
）

様
就 

御
任
官
、
令
登 

城
、
両 

上

様
へ
首
尾
能 

御
目
見
申
候
、
其
後
も
節
々
御
城
罷
出
儀
候
、
気
色
弥
す
き
と
得
快

気
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
九
郎
兵
衛
尉
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
十

（
正
保
二
年
）

二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
徳
川
家
綱
の
大
納
言
任
官
が
正
保
二
年
四
月
二
十
三
日
で
あ
る
（「
徳

川
実
紀
」
正
保
二
年
四
月
二
十
三
日
条
）
こ
と
か
ら
、
同
年
と
確
定
さ
れ
る
。

亀
（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）
の
病
状
に
関
す
る
書
状
に
は
、
一
〇
九
号
（
五
月

十
二
日
付
）、
一
一
八
号
（
閏
五
月
七
日
付
）、
三
六
六
号
（
八
月
十
五
日
付
）、

四
〇
九
号
（
八
月
二
十
一
日
付
）、
三
七
九
号
（
十
月
二
日
付
）、
死
去
に
つ
い

て
は
一
二
〇
号
（
十
一
月
十
七
日
付
）
が
あ
る
。 

  

一
一
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

為
見
廻
、
使
者
相
越
、
新
敷
蚫
一
折
七
給
、
念
入
之
儀
、
令
祝
着
候
、
我
等
気
色
今

程
能
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
其
方
気
分
漸
々
本
復
之
由
、
珍
重
存
候
、
弥
無
油
断
、

養
生
尤
候
、
如
被
申
越
候
、
上
杉
播
磨
殿

（
綱
勝
）

祝
言
、
先
月
十
四
日
ニ
首
尾
能
相
澄
、
』

我
等
大
慶
推
量
可
被
申
候
、
何
も
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
二
日

（
明
暦
元
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
茂
矩
と
も
に
在
国
。
上
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杉
綱
勝
の
保
科
正
之
女
と
の
婚
姻
は
明
暦
元
年
四
月
十
四
日
で
あ
り
（
「
綱
勝

公
御
年
譜
」
巻
八
）
、
本
書
状
は
明
暦
元
年
の
も
の
と
確
定
で
き
る
。
綱
勝
（
母

は
斎
藤
氏
）
の
父
定
勝
の
正
室
市
（
勝
茂
女
）
は
す
で
に
寛
永
十
二
年
に
歿
し

て
い
る
も
の
の
、
慶
安
二
年
四
月
に
鍋
島
家
二
代
光
茂
と
定
勝
女
（
綱
勝
姉
）

が
婚
姻
し
て
お
り
、
鍋
島
家
と
上
杉
家
は
姻
戚
関
係
に
あ
る
。 

  

一
一
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
美
作
儀

（
多
久
茂
辰
）

、
気
分
無
相
替
儀
、
無
事
ニ
天
満
へ
我
等
同
前
ニ
着
船
申
候
通
、

徳
寿
院
へ
相
心
得
、
可
被
申
達
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
我
等
事
、
海
上
日
和
悪
敷
、
気
分
も
于
今
し
か
と
無
之
故
、
波
風

あ
ら
き
時
分
者
乗
船
不
相
成
、
殊
播
州
室
津
ニ
而
風
を
引
、
咳
気
分
ニ
候
つ
れ
共
、

令
服
薬
、
養
生
申
候
付
而
、
漸
々
能
分
候
、
旁
令
延
引
、
漸
昨
十
五
日
晩
、
天
満
着

申
候
、
今
日
ハ
爰
元
令
逗
留
、
明
日
可
罷
立
と
存
候
、
久
々
ニ
路
次
罷
出
候
条
、
船

中
気
分
如
何
と
、
無
心
元
存
候
処
、
奇
特
ニ
無
相
替
儀
、
無
事
ニ
令
着
候
間
、
心
安

可
被
存
候
、
首
尾
能
致 

御
目
見
候
一
左
右
可
申
遣
候
、
右
之
段
養
寿
院

（
三
浦
賢
純
室
鍋
島
氏
）

・

徳
寿
院
・
長
寿
院
を
初
申
、

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）
（
諫
早
直
孝
継
室
鍋
島
氏
）

子
共
孫
共
親
類
頭
々
へ
、
』
以
書
状
可
申
遣
候
へ
共
、

京
都
・
江
戸
へ
之
状
数
多
、
船
上
り
故
、
旁
草
臥
候
付
而
、
無
其
儀
候
、
此
段
懇
ニ

可
被
相
達
候
、
何
も
江
戸
よ
り
可
申
遣
候
間
、
不
能
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
十
六
日

（
明
暦
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
能
登
殿

（
茂
和
）

 

 
 
 
 
 
 

多
久
長
門
殿

（
茂
矩
）

 

 
 
 
 
 
 

諌
早
豊
前
殿

（
茂
真
）

 

 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
主
水
殿

（
武
興
）

 

 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
玄
蕃
殿

（
常
貞
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
参
勤
途
上
で
多
久

茂
辰
と
と
も
に
大
坂
に
居
り
、
茂
矩
等
は
在
国
で
あ
る
。
茂
矩
（
「
長
門
」
）

の
呼
称
は
一
一
〇
号
に
よ
り
明
暦
元
年
の
五
月
時
点
で
は
「
出
雲
」
で
あ
り
、

勝
茂
は
明
暦
三
年
三
月
に
江
戸
で
歿
す
る
の
で
、
本
書
状
の
年
次
は
明
暦
元

年
か
二
年
の
ど
ち
ら
か
に
絞
れ
る
が
、
本
来
予
定
さ
れ
て
い
た
明
暦
元
年
の

参
勤
は
勝
茂
の
病
気
の
た
め
に
延
期
さ
れ
た
の
で
（
佐
近
一
―
二
／
七
九
一

頁
）
、
本
書
状
は
明
暦
二
年
の
勝
茂
の
最
後
の
参
勤
の
際
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
な
お
本
書
状
の
追
伸
と
し
て
一
三
二
号
が
あ
る
。
ま
た
、
文
中
の

養
寿
院
・
徳
寿
院
・
長
寿
院
は
勝
茂
の
姉
に
当
た
る
。 
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一
一
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
内
儀
よ
り
之
口
上

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

之
通
、
承
届
候
、
右
書
中
之
趣
、
相
心
得
、
可
被
申

聞
候
、
已
上
、 

今
日
之
為
祝
儀
、
使
者
被
相
越
、
貝
一
折
五
色
被
入
念
給
、
毎
度
之
儀
、
令
祝
着
候
、

我
等
事
、
弥
気
色
能
、
鷹
野
候
て
休
息
申
事
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
帰
城
』

申
候
刻
、
面
を
以
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
で
あ
る
が
、
勝
茂

は
鷹
狩
に
出
か
け
て
お
り
、
茂
辰
は
佐
賀
に
居
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
勝
茂

の
花
押
は
三
〇
一
号
（
承
応
元
年
）
に
似
て
お
り
、
二
五
六
号
（
正
保
三
年
、

寛
永
十
五
年
以
降
使
わ
れ
た
花
押
）
や
一
一
六
号
（
正
保
三
年
）
と
は
異
な
る

の
で
、
正
保
末
年
以
降
の
勝
茂
晩
年
に
使
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に

正
保
三
年
以
降
と
し
て
、
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
に
よ
り
十
二
月
時
点
で
勝
茂
が

在
国
の
年
を
挙
げ
る
と
、
正
保
三
年
・
慶
安
元
年
・
同
三
年
・
承
応
元
年
・
同

三
年
・
明
暦
元
年
と
な
る
。 

  
 一
一
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
爰
元
少
篇
も
無
相
替
儀
、
子
共
孫
共
何
も
息
災
ニ
候
間
、
心
安
可
被
存

候
、
其
元
ニ
も
無
何
事
、
皆
々
無
事
ニ
候
由
、
満
足
申
候
事
ニ
候
、
已
上
、 

大
膳
・

（
鍋
島
正
之
）

兵
右
衛
門
尉

（
中
野
政
利
）

迄
、
先
月
廿
八
日
之
書
状
、
令
参
着
、
披
見
申
候
、
仍
五
月
廿

八
日
卯
之
刻
、
其
方
内
儀
、
輙
繁
昌

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

申
、
娘
出
生
候
而

（
万
、
岡
部
与
貞
室
）

、
血
心
も
無
之
、
乍
母
子
、

別
而
息
災
之
由
、
被
申
越
、
別
而
目
出
度
存
候
、
娘
事
、
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

養
子
可
申
由
、
此

中
申
遣
候
付
而
、
式
部
談
合

（
鍋
島
貞
村
）

被
申
、
先
以
長
門
所
へ

（
多
久
安
順
）

召
置
被
申
候
由
承
、
尤
之
儀
候
、

今
度
之
子
、
娘
ニ
候
て
、
紀
伊
守
其
方
仕
合
と
存
儀
ニ
候
、
将
又
、
我
等
腹
中
、
弥

能
候
而
、
今
程
切
々
登 

城
申
候
間
、
』
心
安
可
被
存
候
、
乍
然
、
五
六
日
間
ニ
少

宛
差
発
、
于
今
す
き
と
ハ
無
之
付
而
、
無
油
断
養
生
申
事
ニ
候
、
随
而
、 

上
様

（
家
光
）

為

御
養
生
、
未
御
表
へ
不
被
成 

御
成
ニ
付
而
、
各 

御
目
見
ハ
無
之
候
、
倍
御
機
嫌

能
被
成
御
坐
由
候
条
、
頓
而 

御
目
見
可
有
之
と
存
事
候
、
何
も
期
後
音
、
不
能
詳

候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
十
九
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

で
あ
る
。
「
水
江
事
略
」
に
よ
る
と
、
寛
永
十
四
年
に
茂
辰
室
（
勝
茂
女
、
鶴
）

は
女
子
・
万
（
後
に
岡
部
与
貞
室
）
を
出
産
す
る
。
ま
た
同
年
は
将
軍
家
光
が

年
初
よ
り
病
む
が
（
藤
井
讓
治
一
九
九
七
年
）
、
後
半
の
「
上
様
為
御
養
生
、

未
御
表
へ
不
被
成
御
成
」
と
い
う
状
況
と
も
合
う
。 

  

一
一
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
長
門
煩

（
多
久
安
順
）

終
無
本
復
、
先
月
廿
六
日
遠
行
之
由
相
聞
、
不
及
是
非
儀
、

可
申
様
無
之
候
、
兼
而
真
実
之
覚
悟
不
浅
儀
候
処
、
一
入
残
多
存
候
、
母
儀
・
其
方

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

愁
歎
之
程
、
令
察
候
、
右
之
段
為
可
申
、
態
飛
脚
申
付
候
、
随
而
為
香
奠
千
疋
遣
候
、

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

霜
月
廿
九
日

（
寛
永
十
八
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作
守

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

で
あ
る
。
年
次
は
多
久
安
順
死
歿
に
よ
り
寛
永
十
八
年
で
あ
る
（
「
水
江
事

略
」
）
。 

 
 

 

一
一
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
長
崎
為 

御
上
使
、
馬
場
三
郎
左
衛
門

（
利
重
）

殿
・
大
河
内
善
兵
衛

（
正
勝
）

殿
、
近

日
御
下
之
儀
ニ
候
、
然
者
、
其
地
ニ
而
之
御
用
等
、
其
方
へ
被
仰
付
候
様
ニ
と
、
右

御
両
所
へ
申
入
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、
長
崎
へ
御
着
候
ハ
ゝ
、
先
其
方
ゟ
樽
肴

進
入
申
、
可
然
存
候
、
右
之
段
為
可
申
、
以
書
状
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
十
九
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

で
あ
る
。
馬
場
・
大
河
内
の
両
名
が
長
崎
奉
行
に
任
じ
ら
れ
る
の
は
寛
永
十
五

年
十
一
月
十
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
「
寛
政
譜
」
）
、
本
書
状
の
年
次
は
寛
永

十
六
年
と
な
る
。 
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一
一
六 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
候
、
仍
、
日
根
織
部

（
日
根
野
吉
明
）

殿
、
長
崎
為 

御
上
使
、
去
十
一
日
江
戸
可
有
御
立

由
、
昨
日
申
来
候
、
然
者
、
織
部
殿
長
崎
御
着
時
分
、
我
等
儀
罷
越
可
然
首
尾
ニ
候

ハ
ん
哉
、
為
可
承
合
、
昨
晩
、
馬
場
三
郎
左
衛
門

（
利
重
）

殿
へ
、
以
書
状
、
申
入
候
条
、
御

返
事
次
第
ニ
と
存
候
、
織
部
殿
へ
も
右
之
通
、
昨
日
書
状
を
以
、
申
進
之
候
、
さ
候

へ
ハ
、
其
方
』
事
、
織
部
殿
其
地

（
長
崎
）

御
越
必
定
ニ
候
ハ
ゝ
、
其
間
之
儀
者
、
乍
太
儀
、

其
元
被
罷
居
、
可
然
存
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、
次
、
鉄
炮
之
鴨
三
羽
、
令
進
之
候
、

料
理
候
而
賞
味
可
被
申
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
廿
六
日

（
正
保
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
豊
後
府
内
城
主
日
根
野
吉
明

の
長
崎
下
向
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
吉
明
が
幕
府
よ
り
キ
リ
シ

タ
ン
取
り
締
ま
り
を
命
じ
ら
れ
た
正
保
三
年
の
こ
と
と
分
か
る
（
「
大
猷
院
殿

御
実
紀
」
正
保
三
年
十
一
月
十
日
条
）
。
勝
茂
は
在
国
、
茂
辰
は
長
崎
警
備
の

た
め
に
深
堀
に
出
張
中
で
あ
る
（
「
水
江
事
略
」
）
。 

 
 

 

一
一
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

我
等
腹
中
為
見
廻
、
京
都
迄
、
態
一
人
被
相
越
、
被
入
念
候
儀
、
別
而
満
足
申
候
、

昨
日
も
如
申
遣
候
、
腹
中
弥
す
き
と
能
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
明
朝
、
爰
元
罷
立

儀
候
、
何
も
江
戸
よ
り
可
申
遣
候
間
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

壬
三
月
六

（
寛
永
十
四
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
上
方
、
茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
差
し
出
し
月
の
閏
三
月
か
ら
寛
永
十
四
年
に
確
定
。
茂
辰
の
家
老
就
任

以
後
の
閏
三
月
は
こ
の
年
の
み
。
勝
茂
の
参
勤
途
上
の
腹
中
の
病
を
心
配
し
て

茂
辰
が
使
い
を
送
っ
た
こ
と
に
対
し
、
大
分
回
復
し
た
こ
と
、
江
戸
到
着
後
、

ま
た
書
信
す
る
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
江
戸
着
は
三
三
〇
号
よ

り
閏
三
月
十
八
日
で
あ
る
。 
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一
一
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
豊
前
内
儀
煩

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

、
先
日
之
比
ゟ
ハ
能
候
て
、
吐
血
薄
成
、
又
不
出
日
も

有
之
由
、
豊
前

（
諫
早
茂

よ敬
）

り
以
飛
脚
申
越
、
令
満
足
候
、
乍
然
、
病
証
玄（

矢

智島
）

ゟ
委
申
越
、
気

遣
存
事
候
、
然
者
気
色
之
体
、
切
々
承
度
候
条
、
十
日
計
間
ニ
一
度
宛
、
常
之
飛
脚

ニ
候
て
被
申
付
、
可
然
候
、
其
時
分
、
便
宜
於
有
之
者
、
十
日
間
ニ
不
限
、
七
日
・

八
日
・
十
二
三
日
間
ニ
而
も
、
其
者
ニ
而
可
被
申
越
候
、
此
由
豊
前
へ
も
申
遣
事
候
、

気
色
能
候
ハ
ゝ
、
其
段
者
早
々
可
被
申
越
候
、
為
養
生
、
作
安

（
生
島
）

儀
又
々
其
元
罷
下
、

甘
之
間
も
』
無
之
苦
労
ニ
存
候
、
さ
候
へ
ハ
、
諸
白
一
樽
・
糒
五
袋
宛
、
作
安
・
玄

智
へ
遣
候
、
養
生
之
儀
、
両
人
談
合
候
て
、
弥
念
を
入
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
次
ニ

引
上
ケ
女
子
候
ハ
ゝ
、
先
年
も
と
ら
せ
候
へ
共
、
今
度
作
安
へ
可
遣
候
間
、
我
等
申

越
之
由
候
て
、
と
ら
せ
可
被
申
候
、
今
程
無
之
候
ハ
ゝ
、
有
合
次
第
、
無
失
念
、
可

遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

壬
五
月
七

（
正
保
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
、
茂

辰
等
は
在
国
。
年
次
は
、
豊
前
内
儀
亀
（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）
の
生
存
中
閏

五
月
は
正
保
二
年
の
み
で
あ
る
の
で
こ
の
年
に
確
定
。
こ
の
書
状
は
、
一
〇
九

号
五
月
十
二
日
付
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
同
内
容
と
し
て
は
、
こ
の
あ
と
に
三

六
六
号
八
月
十
五
日
付
、
四
〇
九
号
八
月
二
十
一
日
付
、
三
七
九
号
十
月
二
日

付
、
一
二
〇
号
十
一
月
十
七
日
付
が
続
い
て
い
る
。「
ひ
き
あ
げ
ば
あ
（
引
上
婆
）」

「
ひ
き
あ
げ
ば
あ
さ
ん
（
引
上
婆
様
）」
は
産
婆
の
意
味
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

で
あ
る
の
で
、「
引
上
ヶ
女
子
」
も
産
婆
、
助
産
婦
の
意
味
と
解
釈
さ
れ
る
。 

  

一
一
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
翁（

鍋

介
所

島
光
茂
）

上
屋
敷
内
方
、
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

詰
料
之
儀
、
爰
許
物
毎
直
段
高
直
ニ
成

候
付
而
、
入
越
有
之
儀
候
、
就
其
、
先
様
遣
方
、
積
を
以
相
定
、
其
上
ニ
而
、

不
足
有
之
共
、
余
慶
有
之
共
、
相
構
不
申
分
ニ
定
置
儀
候
、
我
等
手
前
不
相
続 

積
ニ
候
条
、
已
来
、
左
近
へ
知
行
差
副
候
儀
も
難
成
儀
ニ
候
、
今
手
ふ
と
く
仕

付
候
者
、
已
来
、
左
近
為
ニ
不
罷
成
事
候
条
、
其
心
得
候
而
、
知
行
不
相
応
之

儀
、
無
之
様
ニ
、
堅
可
被
申
付
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
然
者
、
左
近
台

（
神
代
直
長
）

所
遣
料
并
小
遣
方
、
不
弁
ニ
有
之
ニ
付
而
、
其
方
両

人
相
談
之
上
、
銀
米
な
と
、
去
年
当
春
迄
ニ
度
々
ニ
相
渡
候
へ
共
、
其
分
ニ
而
も
難

続
、
何
と
も
及
迷
惑
之
由
、
三
上
新
介
ゟ
愛
野
五
郎
右
衛
門
尉
迄
申
越
、
委
承
届
候
、

此
中
ゟ
左
近
遣
方
多
ク
、
将（

関

監清
長

子）

ニ
ハ
不
相
応
之
由
承
候
、
将
監
跡
軄
之
内
、
知
行

千
石
と
ら
せ
候
条
、
千
石
相
当
ニ
、
万
事
之
遣
方
、
其
外
、
召
仕
候
人
数
、
女
子
な
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と
の
儀
も
、
よ
し
め
候
て
、
先
様
相
続
候
様
ニ
被
申
付
、
可
然
候
、
我
等
ゟ
ハ
少
も

構
間
敷
候
条
、
其
心
得
』
尤
候
、
此
中
之
世
上
に
て
難
成
由
申
越
候
、
是
以
不
可
然

儀
候
、
将
監
子
彦（

清

松武
）

へ
ハ
知
行
弐
百
石
と
ら
せ
候
条
、
其
分
ニ
而
可
相
澄
候
、
委
者

監
物

（
鍋
島
茂

・道
）

兵
右

（
中
野
政

衛利
）

門
尉
よ
り
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂

殿辰
） 

 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
、
茂

辰
等
は
在
国
。
年
次
は
関
清
長
の
歿
年
月
日
か
ら
寛
永
十
六
年
以
降
、
茂
之
が

非
職
に
な
る
正
保
三
年
以
前
の
八
年
の
間
の
内
と
考
え
ら
れ
る
。
勝
茂
の
末
子

直
長
は
重
臣
の
関
家
を
継
い
だ
が
、
そ
の
台
所
遣
料
や
小
遣
方
の
出
費
が
多
く

関
家
の
家
格
と
し
て
は
不
相
応
な
の
で
、
知
行
千
石
相
当
の
遣
い
方
を
す
る
よ

う
に
戒
め
た
。
清
長
の
実
子
清
武
に
は
知
行
二
百
石
を
と
ら
せ
る
よ
う
に
し
た

と
あ
る
の
で
、
年
次
は
清
長
歿
後
に
近
い
時
期
の
可
能
性
が
高
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
花
押
は
寛
永
十
六
年
以
降
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

  

一
二
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

態
使
者
被
相
越
、
先
月
廿
三
日
出
雲
監

（
鍋
島
茂
道
）

物
迄
之
書
状
、
令
披
見
候
、
如
被
申
越
候
、

お
か
め

（
諫
早
茂
敬
室

煩鍋
島

無氏
）

本
復
、
去
月
十
八
日
死
去
、
無
是
非
儀
、
可
申
様
無
之
候
、
我
等
夫
婦

心
中
之
程
、
推
量
可
被
申
候
、
此
中
、
作
安

（
生
島
）

・
玄（

矢

智島
）

付
置
、
其
上
立
願
祈
祷
、
有
程

之
事
尽
候
へ
共
、』
無
其
詮
、
右
之
仕
合
、
無
了
簡
儀
と
存
事
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

霜
月
十
七

（
正
保
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
。

こ
の
書
状
は
勝
茂
女
亀
（
諫
早
茂
敬
室
）
の
死
去
を
伝
え
ら
れ
、
そ
の
嘆
き

を
書
き
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
年
次
は
亀
歿
年
の
正
保
二
年
。
関
連
の
書
状

に
亀
の
病
を
気
遣
っ
た
一
〇
九
号
五
月
十
二
日
付
、
一
一
八
号
閏
五
月
七
日

付
、
三
六
六
号
八
月
十
五
日
付
、
四
〇
九
号
八
月
二
十
一
日
付
、
三
七
九
号

十
月
二
日
付
が
あ
る
。 

  

一
二
一 
鍋
島
勝
茂
書
状 

（
折
紙
） 
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猶
以
、
肥
後
殿
へ

（
細
川
光
尚
） 

之
書
状
之
案
文
、
為
心
得
遣
候
、
已
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
其
元
へ
鶴
の
す
わ
り
す
く
な
く
候
付
而
、
去
春
、
大
坂
ニ
而
求
候
大
鷹
、
肥
後
へ

遣
候
て
、
鶴
ニ
取
飼
申
度
存
、
今
度
細
川
肥
後
殿
へ
書
状
遣
候
条
、
早
々
以
飛
脚
、

相
届
可
申
候
、 

一
肥
後
殿
よ
り
鷹
相
越
候
様
ニ
と
候
者
、
当
十
月
時
分
、
鷹
師
一
人
ニ
陸
之
者
一
人

相
副
、
可
被
指
越
候
、
定
而
我
等
鷹
師
ニ
肉
当
仕
、
鶴
ニ
合
セ
申
候
様
ニ
と
可
有

之
と
存
候
、
中
〳
〵
無
切
ニ

〔
功
カ
〕

候
て
罷
成
間
敷
候
条
、
肥
後
殿
鷹
師
衆
へ
肉
当
被
仰

付
、
御
取
飼
せ
候
て
給
候
様
ニ
と
、
我
等
申
付
候
段
、
懇
ニ
申
達
可
然
由
、
右
両

人
之
者
共
へ
も
被
申
聞
可
然
候
、』
右
之
段
、
石
尾
又
兵
衛

（
孝
房
）

・
大
野
吉
兵
衛
尉
へ
も

申
遣
候
、 

一
鶴
取
候
隼
二
連
進
上
仕
候
付
而
、
鳥
屋
出
候
者
、
丸
は
し
な
と
取
飼
候
て
、
指
上

せ
候
様
ニ
と
、
隼
鷹
奉
行
共
へ
申
遣
候
条
、
万
調
之
儀
、
鷹
奉
行
共
へ
令
相
談
、

何
と
そ
霜
月
中
ニ
爰
元
着
候
様
ニ
、
可
被
申
付
候
、
委
細
之
儀
、
鷹
奉
行
共
へ
申

遣
候
、
為
心
得
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
廿
二
日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
は
在
国
。
茂
辰
と
茂
之
が
連
名
で
宛
名
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次

の
上
限
は
寛
永
十
二
年
、
茂
之
の
免
職
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
下
限
は

正
保
三
年
。
こ
の
間
で
勝
茂
が
本
書
状
の
日
付
時
点
で
在
江
戸
な
の
は
、
寛
永

十
四
・
同
十
五
・
同
十
六
・
同
十
八
・
同
二
十
・
正
保
二
年
で
あ
り
、
年
次
は

こ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
な
お
、
細
川
家
に
鷹
師
を
派
遣
し
た
こ
と
に

関
す
る
勝
茂
書
状
が
あ
る
（
四
九
号
）。 

  

一
二
二 

鍋
島
勝
茂
書
状 

（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
内
儀
か
た
よ
り

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

之
口
上
も
承
届
候
、
ふ
み
可
遣
候
へ
共
、
夜
更
候
条
、

無
其
儀
候
、
可
被
相
心
得
候
、
已
上
、 

今
日
隼
ニ
靏
取
飼
候
通
相
聞
、
早
々
人
を
被
相
越
、
令
満
足
候
、
一
段
と
手
き
ハ
能

取
、
大
慶
推
察
可
被
申
候
、
廿
九
日
ニ
者
可
被
罷
帰
候
条
、
以
面
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

霜
月
廿
六
日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
国
許
、
茂
辰
は
在
佐

賀
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
辰
が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
任
さ
れ
て
以
降
だ
と
考

え
れ
ば
寛
永
十
二
年
と
な
る
が
、
内
容
を
見
る
と
、
そ
れ
以
前
に
遡
る
可
能
性

も
あ
り
、
決
め
が
た
い
。
年
次
の
下
限
は
、
勝
茂
の
歿
年
か
ら
明
暦
二
年
。
な

お
、
花
押
は
珍
し
い
形
を
し
て
お
り
、
承
応
元
年
の
も
の
に
類
似
し
て
い
る
。 

  

一
二
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
各
も
右
之
通
ニ
被
申
付
儀
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
き
り
し
た
ん
宗
改
之
儀
、
先
日
於
保
作
右
衛
門
尉

（
宗
将
）

に
て
委
申
遣
候
、

定
而
早
々
参
着
可
申
と
存
候
、然
者
此
程
承
候
へ
ハ
、き
り
し
た
ん
宗
相
果
候
所
ニ
、

木
に
て
か
、
紙
ニ
て
か
、
十
文
字
必
有
之
由
候
、
此
外
に
ハ
き
り
し
た
ん
宗
之
祝
日

有
之
之
由
候
、是
ハ
日
限
不
相
知
候
条
、長
崎
に
て
承
合
可
然
候
、』此
両
条
を
心
懸
、

自
今
已
後
、
与
き
り
郡
き
り
ニ
相
改
候
様
ニ
可
申
付
候
、
委
者
勝（

勝

勘屋
茂

右為
）

衛
門
・
関
将

（
清
長
）

監
・
鹿（

鹿

茂江
）

左
衛
門
よ
り
可
申
遣
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

九
月

（
寛
永
十

廿二
年

七）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
。

幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
改
め
が
一
斉
に
行
わ
れ
る
の
が
寛
永
十
二
年
十
一

月
一
日
よ
り
十
二
月
十
五
日
ま
で
で
あ
る(

四
四
号
参
照)

。
ま
た
勝
屋
茂
為
の

存
命
が
確
認
で
き
る
の
は
、
寛
永
十
三
年
二
月
ま
で
で
あ
る
（
四
〇
号
・
二
二

六
号
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
書
状
は
寛
永
十
二
年
と
認
め
ら
れ
る
。
内
容

は
先
に
家
臣
於
保
作
右
衛
門
尉
で
申
し
達
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
改
め
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
細
か
く
留
意
す
る
と
こ
ろ
を
伝
え
た
も
の
。
墓
所
に
は
十
文
字
が
あ
る

こ
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
は
祝
日
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
日
は
不
明
で

あ
る
か
ら
長
崎
で
聞
き
合
わ
す
こ
と
な
ど
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン

に
関
す
る
情
報
は
、
同
年
十
月
十
八
付
の
酒
井
忠
勝
宛
細
川
忠
利
覚
書
（
『
細
』

一
九
／
忠
利
三
〇
二
六
号
）
に
も
記
載
が
あ
る
。 

  

一
二
四 

鍋
島
勝
茂
書
状 

（
折
紙
） 

先
月
廿
一
日
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
） 

・
中
野
兵
右

（
政
利
）

衛
門
尉
へ
之
書
状
、
於
大
磯
参
着

（
相
模
淘
綾
郡
）

、
令
披
見
候
、

然
者
、
其
方
女
共
繁
昌
申
候
一
左
右
之
儀
、
此
中
、
於
江
戸
、
我
等
夫
婦
待
か
ね
候

処
、
先
月
廿
日
丑
之
刻
ニ
、
常
よ
り
も
輙
誕
生
申
、
少
も
血
之
道
無
之
、
一
入
機
嫌

能
候
吉
左
右
、
長
門
所

（
多
久
安
順
）

よ
り
被
申
越
、
我
等
大
慶
之
程
、
推
量
可
被
申
候
、
其
元
何
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も
悦
令
察
候
、
其
地
ゟ
之
』
飛
脚
、
則
江
戸
へ
差
通
申
候
、
右
之
祝
儀
為
可
申
、
先

立
飛
脚
差
遣
候
、
先
書
ニ
も
如
申
遣
候
我
等
事
、
先
月
十
一
日
、
仕
合
能
被
下 

御

暇
、
無
残
所
御
懇
之 

上
意
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
就
其
、
去
二
日
江
戸
打
立
、

道
中
無
事
ニ
、
今
日
四
日
市
迄

（
伊
勢
三
重
郡
）

着
申
候
、
大
坂
出
船
之
儀
、
来
ル
十
六
日
ニ
乗
船
可

申
と
存
候
、
頓
而
其
元
可
罷
着
候
間
、
何
も
其
節
、
面
を
以
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
十
日

（
寛
永
十
三
年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
帰
国
途
中
（
四
日
市
）、

茂
辰
は
在
国
。「
勝
茂
公
御
年
譜
」
で
は
、
勝
茂
が
五
月
に
暇
出
、
六
月
に
帰
国

途
中
で
あ
る
こ
と
を
寛
永
十
七
年
と
し
て
い
る
が
、
中
野
政
利
の
表
記
は
寛
永

十
七
年
二
月
に
は
既
に
「
兵
右
衛
門
尉
」
で
な
く
「
数
馬
」
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
下
限
は
寛
永
十
六
年
。「
先
月
廿
日
」
に
茂
辰
の
子
が
誕
生
し
た
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
年
次
は
寛
永
十
三
年
（
周
虎
）、
同
十
四
年
（
万
）
い
ず
れ
か
。
寛
永

十
三
年
六
月
二
十
五
日
に
は
勝
茂
が
帰
国
し
て
い
る
（『
細
』
二
〇
／
忠
利
三
一

一
七
号
）
の
で
、
年
次
は
寛
永
十
三
年
（
佐
近
一
―
二
／
一
六
一
頁
・
六
七
七

頁
、
佐
近
八
―
一
／
一
八
二
頁
、
佐
古
二
四
／
御
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
二
／
一

〇
一
号
、
四
一
二
号
）。
花
押
は
寛
永
十
年
よ
り
同
十
四
年
頃
に
か
け
て
多
く
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

  

一
二
五 

鍋
島
勝
茂
書
状 

（
折
紙
） 

先
月
十
四
日
、
伊
勢
菊
輙
繁
昌

（
神
代
常
利
室
多
久
氏
）

申
、
血
心
も
無
之
、
殊
男
子
出
生
候
而
、
乍
母
子
息

災
之
由
被
申
越
、
千
喜
万
悦
、
目
出
度
存
候
、
其
許
悦
之
程
、
令
推
察
候
、
此
中
、

右
之
到
来
相
待
候
処
、
吉
左
右
承
、
安
堵
此
事
ニ
候
、』
何
も
期
後
音
、
不
具
候
、
謹

言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
十
一
日

（
寛
永
十
六
年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
佐

賀
。
年
次
は
、
伊
勢
菊
（
勝
茂
女
、
高
源
院
腹
。
多
久
安
順
の
養
女
と
な
り
、

神
代
常
利
に
嫁
す
（
佐
近
一
―
六
／
六
〇
五
頁
））
が
男
子
（
常
宜
）
を
出
産
し

た
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
寛
永
十
六
年（
佐
近
一
―
八
／
六
八
四
～
六
八
七
頁
）。 
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一
二
六 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
用
所
之
儀
共
、
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

ゟ
委
申
遣
候
間
、
可

被
承
届
候
、
委
曲
副
嶋
太
郎
左
衛
門
尉
口
上
ニ
申
含
候
間
、
不
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
国
許
。

年
次
は
、
中
野
政
利
が
兵
右
衛
門
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も

寛
永
十
六
年
以
前
。
茂
辰
が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ
ら
れ
る
寛
永
十
二
年

よ
り
あ
と
で
、
勝
茂
が
九
月
に
在
江
戸
な
の
は
、
寛
永
十
二
年
・
十
四
年
・
十

五
年
・
十
六
年
。 

  

一
二
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
然
者
、
長
崎
へ
為 

御
上
使
、
新
見
七
右
衛
門

（
正
信
）

殿
、
俄
被 

仰
付
、

明
日
爰
元
御
立
之
由
候
、 

御
用
之
様
子
者
不
相
知
候
、
定
而
平
戸
・
大
村
・
長
崎

へ
、
き
り
し
た
ん
多
出
申
由
候
条
、
さ
様
成
儀
付
而
、
可
被 

仰
付
か
と
存
候
、
長

崎
表
之
儀
、
無
油
断
承
合
、
迦
無
之
儀
、
覚
悟
尤
ニ
候
、
相
替
儀
も
候
ハ
ゝ
、
時
々

ニ
以
早
飛
脚
、
可
被
申
越
候
、
七
右
衛
門
殿
、
領
分
可
為
御
通
候
条
、
夫
小
荷
駄
船

等
、
手
つ
か
へ
な
き
様
、
可
被
申
付
候
、
委
細
中
野
数
馬

（
政
利
）

よ
り
』
美
作
へ

（
多
久
茂
辰
）

申
遣
候
、

珍
儀
も
候
ハ
ゝ
此
方
よ
り
も
可
申
遣
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
廿
五

（
正
保
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

紀
伊
守
殿

（
鍋
島
元
茂
）

 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
内
蔵
助

（
正
辰
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
縫
殿
助

（
茂
泰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
多
久
茂
辰

は
国
許
。
年
次
は
、
新
見
正
信
の
長
崎
へ
の
上
使
と
し
て
の
派
遣
記
事
よ
り
正

保
二
年
（
小
宮
木
代
良
二
〇
一
九
年
）。
花
押
は
勝
茂
の
正
保
期
の
も
の
と
ほ
ぼ

同
じ
。 
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一
二
八 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
其
地
に
て
約
束
申
候
条
、
お
市
へ
夜
之
物
二
、
出
雲
へ

（
多
久
茂
矩
）

梨
地
蒔
絵
之
鞍

鎧
一
背
遣
候
、
銘
々
と
ら
せ
可
被
申
候
、
将
亦
、
豊
前
内
儀
輙

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

繁
昌
申
、
殊
む

す
こ
息
災
ニ
候
て
、
則
本
丸
之
様
ニ
参
候
由
被
申
越
、
我
等
夫
婦
満
足
之
程
、

推
量
可
被
申
候
、
む
す
こ
名
之
事
、
左
兵
衛
と

（
成
富
茂
陛
）

付
申
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、

已
上
、 

 

卯
月
十
五
日
之
返
書
到
着
、
令
披
見
候
、
其
地

（
佐
賀
）

無
相
替
儀
由
、
令
満
足
候
、 

一
今
度
参
勤
之
西
国
衆
、
去
五
日
ニ 

御
城
可
罷
出
由
、
従
御
老
中
、
以
御
奉
書
、

被
仰
下
候
付
而
、
各
同
前
ニ
登
城
申
候
、 

上
様
未
御
養

（
徳
川
家
光
）

生
時
分
ニ
被
成
御
座
候

故
、
御
目
見
ハ
無
之
、
御
懇
之 

上
意
之
旨
、
御
年
寄
中
被
仰
渡
、
忝
奉
存
儀
候
、

今
程 

御
機
嫌
弥
能
被
成
御
座
由
候
条
、
頓
而
可
被
渡 

御
目
と
存
候
間
、
於
其

節
者
、
則
可
申
遣
候
、 

一
其
方
内
儀
、

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

今
月
繁
昌
月
』
に
て
候
、
今
時
分
機
嫌
能
候
哉
、
輙
誕
生
申
候
到
来
、

早
々
可
承
候
、 

一
我
等
腹
中
、
此
地

（
江
戸
）

ニ
而
少
差
発
候
付
而
、
玄
琢
申

（
野
間
成
岑
）

請
、
薬
并
所
々
灸
治
候
て
養
生

申
候
故
、
漸
々
得
験
、
今
少
残
た
る
分
ニ
候
、
す
き
と
能
候
様
ニ
と
存
、
于
今
服

薬
申
事
候
、
頓
而
無
残
所
本
腹
可
申
体
ニ
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
期
後
音
、

不
能
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
十
四

（
寛
永
十
四
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

上
限
は
藩
政
関
係
の
文
書
な
の
で
寛
永
十
三
年
、
下
限
は
正
保
三
年
ま
で
。
茂

辰
室
の
出
産
が
五
月
予
定
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
期
間
の
五
月
で
「
同
格
系

図
（
多
久
家
系
図
）」
お
よ
び
「
水
江
事
略
」
中
の
茂
辰
室
出
産
と
、
勝
茂
の
在

江
戸
を
併
せ
て
み
る
と
、
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
周
虎
誕
生
の
寛
永
十
三
年
、

ま
ん
誕
生
の
寛
永
十
四
年
、
安
英
誕
生
の
寛
永
十
六
年
、
光
誕
生
の
寛
永
十
七

年
の
い
ず
れ
か
に
な
る
。
こ
の
う
ち
、
五
月
五
日
に
大
名
た
ち
の
家
光
へ
の
拝

謁
が
な
く
、
老
中
へ
の
拝
謁
の
み
で
あ
っ
た
の
は
、
寛
永
十
四
年
の
み
（「
公
儀

所
日
乗
」（『
山
口
県
史
史
料
編
近
世
２
』
お
よ
び
「
徳
川
実
紀
」）。
お
市
に
つ

い
て
は
未
詳
。 

  
一
二
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

我
等
気
色
為
見
廻
、
内
裏
迄
使
者

（
豊
前
企
救
郡
）

、
殊
梅
干
一
箱
并
糟
漬
之
鮑
一
桶
給
、
被
入
念
候

儀
、
令
祝
着
候
、
路
次
中
気
分
如
何
と
無
心
元
存
候
処
、
差
而
相
替
儀
も
無
之
、
能
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候
て
、
今
日
内
裏
着
、
直
ニ
乗
船
申
候
、
日
和
見
合
出
船
申
、
船
中
道
中
も
令
養
生
、

可
罷
上
候
条
、』心
安
可
被
存
候
、美
作
儀
も
別

（
多
久
茂
辰
）

而
気
色
能
候
条
、気
遣
被
申
間
敷
候
、

此
段
、
徳
寿
院
・

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

其
方
か
ゝ
へ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

も
可
被
申
達
候
、
何
も
従
江
戸
可
申
遣
候
条
、
不

能
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
廿
八

（
明
暦
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
長
門

（
茂
矩
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
参
勤
途
次
（
内
裏
）、
茂

辰
も
勝
茂
に
同
行
、
茂
矩
は
国
許
。
年
次
は
、
勝
茂
と
茂
辰
が
九
月
に
国
許
か

ら
江
戸
へ
向
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、明
暦
二
年（
佐
近
一
―
二
／
七
九
八
頁
）。 

  

一
三
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

卯
月
八
日
鍋
嶋
大
膳

（
正
之
）

・
中
野
兵
右

（
政
利
）

衛
門
尉
へ
之
書
状
、
去
廿
一
日
参
着
、
令
披
見
候
、

然
者
、
今
月
八
日
之
昼
、
お
か
め
輙
産

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

申
、
男
子
ニ
而
、
乍
母
子
一
段
と
息
災
ニ
、

血
心
少
も
無
之
由
被
申
越
、
目
出
度
存
候
、
繁
昌
之
到
来
遅
候
て
、
千
万
気
遣
ニ
存

候
処
、
右
之
左
右
を
承
、
我
等
夫
婦
大
慶
之
程
可
有
推
察
候
、
右
之
』
む
す
こ
如
約

束
、
お
さ
い
・
彦
右
衛

（
諸
岡
茂
之
）

門
尉
、
豊
前
所

（
諫
早
茂
敬
）

へ
参
候
て
、
本
丸
之
様
ニ
則
連
越
候
由
、
満

足
申
候
、
念
を
入
そ
た
て
申
候
様
ニ
、
其
方
と
し
て
も
可
被
申
聞
候
、
何
も
期
後
音

不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

卯
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

  
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

四
月
八
日
に
男
子
を
出
生
し
た
と
あ
る
「
お
か
め
」
は
勝
茂
女
の
亀
で
、
寛
永

九
・
十
・
十
三
・
十
四
・
十
七
年
に
男
子
を
生
ん
で
い
る
が
（「
諸
家
家
系
」〔
鍋

島
家
文
庫
一
一
〇
／
六
〕
所
収
の
諫
早
系
図
に
よ
る
歿
年
か
ら
逆
算
）、
鍋
島
大

膳
が
寛
永
十
五
年
十
二
月
二
十
八
日
に
歿
す
る
の
で
、
年
次
の
下
限
は
同
年
と

な
り
、
同
十
七
年
生
れ
の
男
子
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
本
書
状

の
年
次
は
、
こ
れ
以
前
の
四
人
の
男
子
が
生
れ
た
年
次
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。

な
お
、
本
書
状
と
の
直
接
の
関
係
は
不
明
な
が
ら
、
一
二
八
号
で
も
亀
の
男
子

出
生
に
触
れ
て
い
る
。 
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一
三
一 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
右
拝
進
之
銀
子
之
儀
、
与
賀
・

（
佐
賀
郡
） 

川
副

（
同
郡
）

物
成
之
内
よ
り
、
念
を
入
差
上
候

而
可
然
候
、
已
上
、 

一
書
令
啓
候
、
仍 
御
彦
山
へ
我
等
代
参
之
立
願
為
成
就
、
嶋
七
右
衛
門
尉
申
付
候

条
、
徳
善

（
尊
琳
）

院
案
内
者
ニ
而
、
吉
日
次
第
参
詣
申
候
様
ニ
可
被
仕
候
、
拝
進
之
銀
子
之

儀
、
石
田
安
左

（
実
之
）

衛
門
尉
・
藤
崎
七
郎
右
衛
門
尉
よ
り
申
遣
候
条
、
可
被
得
其
意
候
、

随
而
、
此
中
立
願
申
召
置
候
を
、
今
度
次
而
な
か
ら
成
就
可
申
と
存
、
書
立
右
両
人

ゟ
遣
候
条
、
是
又
銘
々
』
成
就
候
て
可
然
候
、
七
右
衛
門
尉
儀
、 

彦
山
代
参
仕
廻

候
者
、
早
速
此
方
相
越
候
様
ニ
と
申
付
候
条
、
可
被
得
其
意
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

五
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

  
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
ら
は
在
国
。
茂
辰
・
茂
之
が
揃
っ
て
藩
政
に
関
与
す
る
の
は
寛
永
十
二
年

六
月
以
降
で
あ
る
が
、
据
え
ら
れ
た
勝
茂
の
花
押
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
同
十

六
年
と
い
え
る
。
一
方
、
正
保
二
年
七
月
に
石
田
実
之
が
歿
し
て
お
り
、
同
年

を
下
限
と
す
る
と
、
こ
の
間
で
五
月
に
勝
茂
が
江
戸
に
居
る
の
は
、
寛
永
十
六
・

同
十
八
・
同
二
十
・
正
保
二
年
で
あ
る
。 

  

一
三
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

追
而
申
遣
候
、
御
老
中
へ
之
進
物
之
用
ニ
、
於
長
崎
、
ち
い
さ
き
時
計
四
ツ
誂
置
候
、

今
時
分
ハ
出
来
申
日
積
ニ
候
条
、
態
早
飛
脚
を
以
、
江
戸
可
被
差
越
候
、
若
い
ま
た

出
来
不
申
候
ハ
ゝ
、
急
候
而
可
然
候
、
将
又
、
松
平
大
隅
守

（
島
津
光
久
）

殿
よ
り
預
飛
札
、
所
望

申
候
鯨
糞
給
候
を
相
越
、
於
船
中
、
令
拝
見
候
、
御
報
ニ
御
礼
申
述
候
条
、
以
飛
脚
、

薩
摩
へ
可
被
相
越
候
、
あ
な
た
の
家
老
中
へ
、
能
登
・

（
鍋
島
茂
和
）

豊
前
・

（
諫
早
茂
真
）

主
水
・

（
鍋
島
武
興
）

玄
番
四
人

（
鍋
島
常
貞
）

よ

り
書
状
相
副
、
指
越
尤
候
、
委
曲
、
中
野
杢
助

（
良
純
）

よ
り
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

信
濃
守 

 
 

十
月
十
六
日

（
明
暦
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
能
登
殿 

 
 
 
 
 
 

多
久
長
門
殿

（
茂
矩
）

 

 
 
 
 
 
 

諌
早
豊
前
殿 

 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
主
水
殿 

 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
玄
蕃
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
等
に
宛
て
た
書
状
。
本
文
中
に
勝
茂
が
島
津
光
久

か
ら
贈
ら
れ
た
鯨
糞
（
龍
涎
香
）
を
船
中
で
見
た
と
あ
り
、
江
戸
に
は
到
着
し

て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
か
ら
、
勝
茂
は
参
勤
途
上
、
茂
矩
等
は
在
国
で
あ
る
。

茂
矩
が
「
長
門
」
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
暦
元
年
以
降
で
あ
り
、
明
暦

二
年
の
参
勤
途
中
に
大
坂
か
ら
出
さ
れ
た
同
日
付
の
一
一
一
号
と
宛
所
も
一
致

す
る
の
で
、
こ
れ
の
追
而
の
状
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

 

一
三
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
大
鷹
隼
旧
冬
靏
取
せ
不
申
由
、
鷹
奉
行
共
よ
り
申
越
候
付
而
、
来
ㇽ

二
月
ニ
、
大
鷹
隼
靏
之
丸
は
し
飼
候
而
、
鳥
屋
ニ
入
可
申
由
、
鷹
奉
行
共
へ
、
只
今

書
立
を
以
申
遣
候
、
此
書
立
事
長
ク
、
前
後
入
交
り
有
之
儀
候
条
、
鷹
奉
行
計
ニ
而

ハ
、
合
点
ニ
参
間
敷
候
条
、
大
木
兵
部

（
統
清
）

其
外
鷹
奉
行
共
、
其
方
所
へ
召
よ
せ
、
一
ヶ

条
〳
〵
よ
く
鷹
奉
行
共
へ
合
点
申
さ
せ
、
口
上
ニ
申
候
而
、
右
書
立
と
無
相
違
哉
之

儀
、
其
方
』
可
被
承
候
、
鷹
奉
行
共
、
右
書
立
よ
み
候
計
ニ
而
ハ
、
事
長
ク
紛
候
事

可
有
之
と
存
、
申
事
候
、
右
之
通
鷹
奉
行
共
へ
も
申
遣
候
条
、
可
有
其
心
得
候
、
謹

言
、 

信
濃
守 

 
 

正
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

  
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
茂
辰
が
家
督
を
継
ぐ
寛
永
十
三
年
が
上
限
で
、
同
人
が
藩
政
か
ら
退

く
正
保
三
年
が
下
限
と
な
ろ
う
。 

  

一
三
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

 

今
月
二
日
之
書
状
、
同
十
六
日
到
着
、
令
披
見
候
、 

一
爰
元
弥
無
相
替
儀
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、 

御
目
見
之
儀
、
先
日
岩
村
忠
兵
衛

ニ
而
、
細
砕
申
遣
候
条
、
定
而
可
参
着
候
、
松
平
下
総
守

（
忠
明
）

殿
、
五
日
已
前
、
当
御

地
御
着
、
此
方
へ
御
見
廻
、
懸
御
目
、
緩
々
と
得
御
意
、
大
慶
不
過
之
存
事
候
、

委
者
、
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

可
申
遣
候
、 

一
き
り
し
た
ん
改
之
儀
付
而
、
肥
後
・
筑
後
へ
重
而
被
承
合
、
彼
地
へ
相
立
候
制
札

之
写
三
ツ
相
届
、
令
一
覧
候
、
先
日
も
如
申
遣
候
、
領
中
ニ
制
札
相
立
候
』
儀
者
、
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逼
塞
時
分
ニ
候
条
、
先
以
相
扣
可
申
候
、
さ
候
て
、
き
り
し
た
ん
改
様
之
儀
、
先

書
ニ
如
申
遣
候
、
稠
敷
相
究
、
其
様
子
早
々
可
被
申
越
候
、
随
其
、
御
年
寄
中
へ

可
申
上
と
存
候
条
、
油
断
有
間
敷
候
、 

一
其
元
諸
事
、
此
中
ニ
無
相
違
、
弥
念
を
入
、
被
申
付
之
由
、
心
安
存
候
、
其
地
少

篇
も
無
相
替
儀
通
承
、
珍
重
ニ
存
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
廿
日

（
寛
永
十
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 

成
富
山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

殿 

 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭
守

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
守

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 

諌
早
豊
前
守

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
か
ら
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
茂
辰
が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ
ら
れ
る
寛
永
十
二
年
が
上
限
、
直

弘
が
鍋
島
姓
に
復
す
る
寛
永
十
九
年
が
下
限
と
な
る
が
、文
中
に「
逼
塞
時
分
」

と
あ
り
、
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
時
の
軍
連
違
反
の
た
め
逼
塞
中
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
年
次
は
寛
永
十
五
年
と
な
る
。
花
押
は
寛
永
十
五

年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
一
三
一
号
、一
五
三
号
、二
〇
八
号
等
と
同
型
で
あ
る
。 

  

一
三
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
正
左
衛
門
尉
儀
、
去
年
迄
ハ
不
功
、
又
ハ
ち
と
不
念
ニ
も
候
て
、
鷂
共

余
多
け
が
申
候
、
肉
な
と
も
当
り
か
ね
候
つ
る
間
、
先
様
情
を
入
候
様
ニ
、
両

人
と
し
て
可
被
申
付
候
、
以
上
、 

一
書
申
遣
候
、
此
地
無
相
替
儀
、
我
等
事
切
々
致 

御
目
見
、
仕
合
能
候
条
、
心
安

可
被
存
候
、
然
者
、
此
地
ニ
而
鷺
取
之
巣
鷂
求
候
て
、
六
連
指
遣
候
、
其
方
如
存
、

鷂
ハ
一
職
大
木
正
左
衛
門
尉

（
知
清
）

へ
相
渡
召
置
候
、
さ
候
へ
ハ
、
其
元
ニ
有
之
鷂
も
、
今

度
之
鷂
も
、
鷺
を
と
ら
せ
候
て
、
能
取
候
鷂
を
、
鷹
師
も
よ
く
仕
候
者
へ
、
上
中
』

段
々
ニ
く
り
替
候
て
申
付
、
念
を
入
、
餌
飼
仕
り
、
す
へ
つ
な
き
迄
も
不
念
ニ
無
之

様
ニ
と
、
今
度
正
左
衛
門
尉
へ
申
遣
候
、
正
左
衛
門
尉
儀
、
い
ま
た
不
功
ニ
候
間
、

其
方
両
人
と
候
て
、
大
木
兵
部

（
統
清
）

・
大
野
孫
右
衛
門
尉
・
高
木
弥
左
衛
門
尉
・
正
左
衛

門
尉
召
寄
せ
、
談
合
候
て
、
鷹
師
之
く
り
替
を
も
被
仕
、
念
を
入
申
候
様
ニ
、
被
申

付
可
給
候
、正
左
衛
門
尉
手
前
之
鷹
師
十
人
之
内
ニ
、能
仕
候
者
す
く
な
く
候
ハ
ゝ
、

孫
右
衛
門
尉
・
弥
左
衛
門
尉
手
前
之
鶴
取
ニ
懸
り
候
鷹
師
之
』
外
、
又
大
木
弥
右
衛

門
尉
・
山
本
清
五
左
衛
門
尉
手
前
之
鷹
師
ニ
も
よ
く
仕
候
者
候
ハ
ゝ
、
正
左
衛
門
尉

手
前
之
者
と
く
り
か
へ
候
て
、
と
か
く
能
鷹
師
を
鷺
取
之
鷂
ニ
懸
候
様
ニ
可
被
申
付

候
、
右
四
人
之
者
手
前
ニ
も
能
仕
候
者
す
く
な
く
候
ハ
ゝ
、
其
方
両
人
、
其
外
親
類

中
之
手
前
ニ
も
可
有
之
候
条
、
正
左
衛
門
尉
へ
遣
候
て
可
給
候
、
何
も
秘
蔵
之
鷂
と
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も
ニ
候
間
申
事
候
、
其
元
へ
鷂
五
連
有
之
儀
ニ
候
、
今
度
差
下
候
鷂
六
連
、
合
而
十

一
連
に
て
候
、
さ
候
へ
ハ
、
正
左
衛
門
尉
手
前
ニ
鷹
師
十
人
に
て
候
間
、
一
人
不
足

申
候
条
、
孫
右
衛
門
尉
・
弥
左
衛
門
尉
・
清
五
左
衛
門
尉
手
前
ニ
手
明
之
』
鷹
師
候

ハ
ゝ
、
当
分
正
左
衛
門
尉
へ
か
し
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
若
手
明
無
之
候
ハ
ゝ
、
鷂

一
連
ハ
美
作
か

（
多
久
茂
辰
）

采
女
か
ニ

（
神
代
常
利
）

預
候
条
、
念
を
入
、
餌
飼
候
て
可
給
候
、
来
年
之
四
月
ニ

ハ
、
必
御
暇
出
候
て
、
帰
国
申
筈
ニ
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 
 
 

神
代
対
馬

（
常
親
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
に
居
て
、
茂
辰
と

神
代
常
親
は
国
許
。
「
合
而
十
一
連
」
の
内
訳
は
二
八
八
号
に
記
載
さ
れ
て
い

る
。
茂
辰
が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ
ら
れ
る
の
は
寛
永
十
二
年
だ
が
、
内

容
か
ら
そ
れ
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
も
あ
り
、
年
次
の
上
限
は
決
め
が

た
い
。
下
限
は
、
神
代
常
利
が
正
保
二
年
三
月
に
歿
す
る
の
で
正
保
元
年
以
前

で
あ
る
が
、
正
保
元
年
は
十
月
末
段
階
で
勝
茂
が
江
戸
に
い
な
い
た
め
、
寛
永

二
十
年
以
前
と
な
る
。
な
お
、
二
八
八
号
は
、
同
日
付
で
発
給
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。 

  

一
三
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
作
事
成
就
之
為
御
祝
儀
、
近
日
御
老
中
申
請
儀
候
、
就
其
、
取
紛
、
此

段
早
々
不
申
遣
候
、
已
上
、 

先
月
廿
九
日
美
作

（
多
久
茂

・辰
）

内
蔵

（
鍋
島
正

助辰
）

・
縫
殿

（
鍋
島
茂

助泰
）

・
彦
右
衛

（
諸
岡
茂
之
）

門
尉
よ
り
監
物

（
鍋
島
茂

・道
）

数
馬

（
中
野
政

へ利
）

之
書

状
、
何
も
令
披
見
候
、 

 

一
去
月
廿
七
日
之
夜
、
其
元
大
風
吹
候
付
而
之
書
立
相
越
、
一
々
見
届
候
、
城
廻
其

外
町
人
百
姓
家
な
と
、
あ
ら
〳
〵
損
候
由
申
越
、
笑
止
成
儀
候
、
諸
郷
田
畠
も
損

候
ハ
ん
由
、
然
と
之
儀
者
不
相
知
候
条
、
重
而
可
申
越
由
、
得
其
意
候
、
隣
国
も

大
風
吹
候
付
而
、
領
主
〳
〵
よ
り
御
老
中
へ
被
申
上
候
付
而
、
我
等
よ
り
も
御
老

中
へ
申
上
候
、
北
国
奥
州
』
も
大
風
吹
候
由
ニ
候
、 

一
来
年
長
崎
御
番
被 

仰
付
候
者
、
鍋
嶋
七
左

（
茂
里
）

衛
門
尉
儀
者
、
此
地
よ
り
、
一
左
右

次
第
、
深
堀
へ
即
可
被
差
越
候
、
其
上
ニ
若
狭

（
鍋
島
茂

・綱
）

美
作
・
豊
前

（
諫
早
茂

・敬
）

内
蔵
助
、
此
四

人
ニ
而
、
一
月
替
り
か
、
二
月
替
り
か
ニ
、
一
人
宛
、
替
々
深
堀
へ
可
被
相
詰
候
、

先
日
名
付
遣
候
、
鉄
炮
数
并
与
頭
相
付
候
儀
、
当
年
右
衛
門

（
黒
田
忠
之
）

佐
方
鉄
炮
并
物
頭
之

員
数
、
然
と
不
相
知
ニ
付
而
、
能
承
合
せ
、
被
申
越
候
者
、
随
其
、
議
定
可
申
由
、

先
日
申
遣
候
、
然
者
、
志
田
慶（

良

春則
）

・
平
田
助
左
衛
門
尉
よ
り
、
右
衛
門
佐
方
鉄
炮

数
并
人
数
書
立
、
先
月
廿
九
日
之
飛
脚
ニ
而
』
相
越
、
見
届
候
、
右
衛
門
佐
方
、
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長
崎
番
所
両
所
ニ
、
鉄
炮
二
百
五
十
挺
相
越
有
之
由
候
、
七
左
衛
門
尉
深
堀
へ
召

置
候
地
之
者
加
テ
、鉄
炮
百
丁
ハ
可
有
之
候
、佐
賀
よ
り
百
五
十
挺
遣
置
候
得
者
、

合
二
百
五
十
挺
筈
ニ
候
条
、
鉄
炮
百
五
十
挺
ニ
、
物
頭
六
人
宛
、
右
四
人
へ
相
付
、

可
遣
置
と
存
候
、
与
頭
之
儀
、
内
々
名
付
相
究
可
被
置
候
、
先
書
ニ
如
申
遣
候
、

一
番
目
ニ
誰
可
被
罷
越
儀
者
、
来
年
被
下 

御
暇
候
者
、
先
立
可
申
遣
候
、 

一
霽
楼
并
船
之
儀
、
委
細
先
書
申
遣
候
、
左
候
へ
ハ
、
右
霽
楼
仕
立
候
頭
人
無
之
候

て
ハ
と
存
候
条
、
中
野
内（

茂

匠利
）

へ
可
被
申
付
候
、
大
木
兵
部

（
統
清
）

儀
、
此
中
よ
り
領
分
之

絵
図
申
付
置
候
条
、
仕
廻
次
第
、
内
匠
と
相
談
申
候
様
、
兵
部
へ
も
可
被
申
聞
候
、

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
廿
一

（
正
保
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿 

 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 

諌
早
豊
前
殿 

 
 
 

鍋
嶋
内
蔵
助
殿 

 
 
 

鍋
嶋
縫
殿
助
殿 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
、
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
綱
・

茂
辰
ら
は
在
国
で
あ
る
。
本
書
状
は
、
七
月
二
十
七
日
夜
の
大
風
の
記
録
が
、

「
石
田
私
史
」
正
保
二
年
七
月
二
十
七
日
条
（
佐
近
八
―
三
／
二
四
三
頁
）・

「
徳
川
実
紀
」
同
日
条
に
あ
る
こ
と
、
正
保
元
年
十
二
月
に
幕
府
が
命
じ
た
国

絵
図
作
成
（
大
木
統
清
が
関
わ
り
（「
大
木
氏
伝
記
」
鍋
二
一
二
／
五
八
）、
佐

賀
藩
の
幕
府
へ
の
提
出
は
正
保
二
年
（
佐
近
一
―
二
／
七
一
七
頁
））
の
記
述

か
ら
、
正
保
二
年
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
七
一
八
号
（
閏
五
月
二
十
三
日
付
）・
二
三
五
号
（
六
月
二
十
日
付
）・

三
〇
二
号
（
八
月
十
五
日
付
）・
三
六
七
号
（
八
月
十
五
日
付
）・
三
七
八
号
（
九

月
二
日
付
）
を
併
せ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
勝
茂
は
、
長
崎
警
備
体
制
の
構
築

を
企
図
し
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
家
臣
に
命
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
志

田
良
則
・
平
田
助
左
衛
門
に
よ
る
福
岡
藩
警
備
体
制
の
調
査
、
武
雄
鍋
島
・
多

久
・
諫
早
・
須
古
鍋
島
の
重
臣
四
家
に
よ
る
深
堀
番
、
井
（
霽
）
楼
船
・
大
船

の
建
造
で
あ
る
。
な
お
井
（
霽
）
楼
船
と
は
、
甲
板
に
井
楼
を
組
み
そ
の
中
か

ら
攻
撃
す
る
構
造
の
軍
船
で
あ
る
（
清
水
雅
代
二
〇
一
九
年
）。 

  

一
三
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
猶
以
、
山
崎
権
八
殿
へ
以
書
状
、
申
入
候
間
、
則
以
飛
札
進
入
可
被
申
候
、
次

ニ
馬
場
三
郎
左
衛
門
殿
ゟ
権
八
殿
へ
之
文
箱
、
御
事
伝
候
条
、
今
度
遣
候
、
我

等
書
状
同
前
ニ
長
崎
へ
指
越
可
被
申
候
、
若
権
八
殿
ゟ
三
郎
左
殿
へ
御
報
、
其
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元
迄
参
候
ハ
ゝ
、
以
飛
脚
、
可
被
相
越
候
、
又
申
候
、
追
懸
船
之
儀
、
深
堀
わ

き
津
辺
へ
ハ
早
船
少
々
遣
置
、
舸
子
之
儀
ハ
、
至
其
時
、
所
之
者
乗
候
て
、
早

速
懸
合
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
諌
早
・
七
浦
・
神
代
へ
ハ
、
船
遣
置
候
ニ
も
及

間
敷
か
と
存
候
、
手
前
〳
〵
之
船
、
其
覚
悟
候
て
召
置
可
然
候
、
伊
万
里
へ
も

我
等
早
船
不
断
有
之
儀
候
間
、
其
船
之
内
、
追
懸
船
ニ
一
二
艘
も
心
当
候
て
召

置
可
然
候
、
又
海
辺
ニ
不
限
、
陸
ニ
而
も
伴
天
連
・
い
る
ま
ん
、
其
外
き
り
し

た
ん
宗
旨
之
者
、
忍
可
罷
通
候
間
、
其
改
、
弥
無
緩
様
ニ
、
領
主
・
代
官
・
郡

代
へ
稠
敷
可
被
申
付
候
、
已
上
、 

急
度
申
遣
候
、 

一
今
度
、
筑
前
之
内
大
嶋
へ
、
従
異
国
、
伴
天
連
四
人
、
い
る
ま
ん
一
人
、
同
宿
五 

人
乗
渡
候
処
、
松
平
右

（
黒
田
忠
之
）

衛
門
佐
方
番
之
者
相
改
、
捕
之
、
長
崎
へ
遣
之
由
御
注
進

付
而
、
従
御
老
中
、
以
御
奉
書
、
被
仰
聞
候
条
、
則
写
差
遣
候
、
拝
見
可
被
申
候
、

先
年
如
被 

仰
出
、
領
内
海
上
見
渡
し
候
所
ニ
、
不
断
番
之
者
を
召
置
、
弥
無
油

断
、
可
致
穿
鑿
由
、
被
仰
聞
候
間
、
此
中
ゟ
居
置
候
所
々
番
之
者
、
其
所
之
領
主

并
在
所
之
者
迄
も
、
無
油
断
様
、
堅
可
被
申
付
候
、
右
伴
天
連
・
い
る
ま
ん
』
申

分
、
右
衛
門
佐
方
ゟ
御
注
進
之
趣
、
書
付
之
写
、
為
心
得
、
遣
候
、 

一
就
中
、
深
堀
・
わ
き

（

脇

）

津
、
其
外
、
安
芸

（
鍋
島
茂

守賢
）

知
行
第
一
之
儀
と
存
候
、
伊
万
里
・
神 

代
・
諌
早
・
七
浦
、
是
又
無
油
断
様
ニ
、
可
然
候
、
若
又
、
海
上
見
え
か
ね
候
所

ニ
有
之
番
所
ハ
、
能
見
渡
し
候
所
ニ
作
直
し
可
被
申
候
、
深
堀
ハ
嶋
々
多
候
条
、

此
中
之
番
所
之
外
ニ
も
、
立
候
ハ
て
ハ
の
儀
候
ハ
ゝ
、
見
合
、
其
通
ニ
可
被
申
付

候
、 

一
右
御
奉
書
ニ
付
而
、
国
元
へ
則
申
遣
候
段
、
井
上
筑
後

（
政
重
）

殿
・
馬
場
三
郎

（
利
重
）

左
衛
門
殿

へ
も
、
今
朝
槙
九（

貞

兵
衛

清
）

を
以
申
入
、
何
と
そ
申
付
様
可
有
之
哉
之
由
、
御
両
所
へ

得
御
意
候
処
、
此
中
ゟ
之
番
所
、
弥
無
油
断
様
ニ
申
遣
、
可
然
候
、』
若
不
審
成
船

来
着
之
刻
、
下
々
ハ
六
借
か
り
候
て
、
其
在
所
懸
通
し
、
余
之
番
所
ニ
而
留
候
様

ニ
な
と
存
、
余
り
か
せ
き
不
申
事
多
々
有
之
儀
候
、
左
様
ニ
無
之
、
見
当
り
候
番

之
者
、
并
其
所
之
者
、
早
速
ニ
留
置
候
様
ニ
、
堅
可
申
付
由
候
、
右
之
趣
、（

鍋

紀
伊

島
元
茂
）

守
・
甲
斐

（
鍋
島
直

守澄
）

へ
も
申
遣
候
間
、
津
々
浦
々
番
所
申
付
様
之
儀
、
両
人
へ
相
談
候
て
、

無
緩
様
、
心
遣
尤
候
、 

一
大
船
之
儀
者
不
及
申
、
猟
船
其
外
小
船
ニ
而
も
、
不
審
な
る
船
来
着
候
ハ
ゝ
、
則

時
懸
留
可
申
候
、
此
已
後
者
、
多
分
今
度
の
こ
と
く
、
小
船
ニ
而
忍
来
着
可
申
と

存
候
、
縦
日
本
船
た
り
共
、
不
相
知
者
乗
候
ハ
ゝ
、
早
速
捕
候
』
様
ニ
可
然
候
、

自
然
於
緩
者
、
番
之
者
之
儀
ハ
不
及
沙
汰
、
其
在
所
之
者
、
曲
事
ニ
可
申
付
候
間
、

其
段
此
中
も
申
付
候
へ
共
、
今
度
慥
成
者
を
以
、
津
々
浦
々
之
者
并
代
官
領
主
へ 

堅
可
被
申
触
候
、 

一
於
領
中
、
異
国
船
来
着
之
刻
、
其
外
き
り
し
た
ん
事
ニ
付
而
、
相
替
儀
共
候
ハ
ゝ
、

早
速
山
崎
権（

正

八信
）

殿
へ
可
被
申
入
候
、其
段
権
八
殿
へ
も
申
入
候
間
、其
心
得
尤
候
、 

一
今
度
右
衛
門
佐
方
於
領
内
、
異
国
船
被
懸
留
候
儀
、
兼
而
之
申
付
、
無
油
断
故
と
、

事
之
外
御
感
之
旨
候
、
万
一
此
已
後
、
我
等
領
内
ニ
来
着
之
異
国
船
、
手
遅
ク
候

て
、
他
領
に
て
捕
候
ハ
ゝ
、
越
度
此
上
有
』
間
敷
候
条
、
弥
其
覚
悟
可
為
肝
要
候
、 
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今
度
筑
前
大
嶋
へ
参
候
船
も
、追
懸
藍
嶋
ニ
而
と
ら
へ
候
な
と
ゝ
申
候
、然
時
者
、

追
懸
船
を
も
兼
而
用
意
無
之
候
而
ハ
と
存
候
条
、
深
堀
わ
き
津
・
諌
早
・
神
代
・

伊
万
里
・
有
田
間
、
見
合
次
第
、
船
召
置
、
無
迦
様
ニ
尤
候
、
何
も
重
而
可
申
遣

候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
二

（
寛
永
二
十
年

日）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 
 
 
 

鍋
嶋
安
芸
殿 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

 【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。勝
茂
の
居
所
は
江
戸
。

茂
綱
・
茂
辰
ら
は
在
国
で
あ
る
。 

寛
永
二
十
年
五
月
、
長
崎
番
役
中
の
福
岡
藩
が
、
自
領
の
大
島
（
現
福
岡
県

宗
像
市
）
で
異
国
船
を
拿
捕
し
、
乗
船
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
長
崎
奉
行

に
引
き
渡
し
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
五
月
二
十
九
日
付
勝
茂
宛
て
、
老
中

阿
部
重
次
・
阿
部
忠
秋
・
松
平
信
綱
の
連
名
で
、
領
内
海
上
を
油
断
な
く
監
視

す
る
旨
の
達
が
あ
っ
た(

佐
近
一
―
二
／
七
〇
一
頁)

。
本
書
状
は
、
そ
れ
を
受

け
て
勝
茂
が
国
許
の
重
臣
へ
送
っ
た
も
の
で
、「
勝
茂
公
譜
考
補
」
に
同
文
の
引

用
が
あ
る(

佐
近
一
―
二
／
七
〇
一
～
七
〇
三
頁)

。
福
岡
藩
に
よ
る
キ
リ
ス
ト

教
徒
尋
問
の
記
録
は
、『
黒
田
家
文
書
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る(

第
二
巻
一
七
三

～
一
七
五
頁)

。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
江
戸
に
送
ら
れ
、
大
目
付
井
上
政
重
が
尋
問

を
行
っ
た(

同
第
二
巻
一
七
八
～
一
八
〇
頁
、
佐
近
二
―
一
／
三
七
二
・
三
七
三

頁)

。
勝
茂
は
井
上
や
在
府
中
の
長
崎
奉
行
馬
場
利
重
に
意
向
を
尋
ね
、
自
領
の

番
所
警
備
に
油
断
な
く
、
不
審
な
船
は
留
め
置
く
よ
う
指
示
を
受
け
、
鍋
島
（
小

城
）
元
茂
・
鍋
島
（
蓮
池
）
直
澄
を
帰
国
さ
せ
た
。「
元
茂
公
御
年
譜
」
に
よ
る

と
、元
茂
は
寛
永
二
十
年
五
月
二
十
一
日
江
戸
発
で
あ
る(

佐
近
二
―
一
／
三
七

一
・
三
七
二
頁)

。 

  

一
三
八 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

八
月
廿
七
日
中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

へ
之
書
状
、
披
見
申
候
、
然
者
、
我
等
公
儀
私
仕
合

能
候
様
ニ
と
候
て
、
彦
右
衛
門
尉

（
諸
岡
茂
之
）

談
合
被
申
、
東
福
院
僧
正
・
泰
長
院
ニ
而
致
御
祈

祷
、
御
札
・
目
録
被
相
越
、
則
頂
戴
申
候
、
被
入
念
候
儀
、
別
而
満
足
申
候
、
何
も

兵
右
衛
門
尉
』
よ
り
可
申
遣
候
間
、
不
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
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進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

東
福
院
は
佐
賀
郡
川
副
に
あ
る
浄
土
宗
寺
院
。
泰
長
院
は
佐
賀
城
下
に
あ
る
臨

済
宗
寺
院
。
佐
賀
に
て
幕
府
関
係
が
円
滑
に
済
む
よ
う
に
祈
祷
を
行
っ
た
。
年

次
の
上
限
は
茂
辰
の
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ
ら
れ
て
以
降
と
考
え
て
寛
永

十
二
年
と
し
、
下
限
は
、
中
野
政
利
が
兵
右
衛
門
を
称
し
て
い
る
の
で
同
十
六

年
と
す
る
。 

  

一
三
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

急
度
申
遣
候
、 

一
今
朝
、
井
上
筑
後
守

（
政
重
）

殿
ゟ
、
此
制
札
之
案
書
、
被
相
渡
候
条
、
此
飛
脚
ニ
而
遣
候
、

深
堀
并
わ
き
津
・
諌
早
・
神
代
・
竹
崎
・
浜
・
伊
万
里
・
山
代
・
寺
井
、
其
外
領

中
船
付
見
合
次
第
、
板
札
書
せ
候
而
、
早
々
立
可
被
申
候
、
右
之
外
、
例
従 

公

儀
之
制
札
立
候
在
所
ニ
者
、
陸
地
へ
も
立
被
申
可
然
候
、 

一
我
等
打
立
、
今
廿
二
日
ニ
議
定
候
へ
共
、
ち
と
用
所
候
而
、
少
逗
留
申
儀
候
、
一

両
日
中
ニ
可
令
発
足
候
、
於
其
節
者
、
先
立
可
申
遣
候
、 

一
長
崎
御
番
付
而
御
用
之
儀
共
、
御
老
中
へ
一
つ
書
を
以
得
御
意
、
何
も
相
澄
候
、

深
堀
之
か
み
の
嶋
へ
小
屋
懸
候
而
、
番
之
者
召
置
筈
ニ
候
条
、
材
木
深
堀
へ
可
差

廻
候
、
大
形
、
右
衛
門
佐

（
黒
田
忠
之
）

方
長
崎
番
所
之
小
屋
懸
之
通
り
ニ
、
相
立
可
申
候
間
、』

其
心
得
候
而
、
取
置
之
材
木
不
足
之
分
者
、
調
次
指
越
可
被
申
候
、 

一
小
屋
懸
、
手
か
ろ
く
申
付
、
可
然
由
、
馬
場
三
郎
左
衛
門

（
利
重
）

殿
被
申
候
条
、
其
心
得

可
被
申
候
、
乍
然
、
我
等
は
い
り
候
所
立
候
而
、
三
郎
左
殿
・
権
八
殿

（
山
崎
正
信
）

な
と
も
申

入
候
ハ
ん
と
存
候
、
家
老
一
人
宛
遣
置
候
ハ
、
此
小
屋
ニ
可
召
置
と
存
候
、
其
心

得
可
被
申
候
、
家
一
つ
一
つ
程
ハ
こ
け
ら
ふ
き
ニ
可
仕
候
、
其
外
者
か
や
ふ
き
た

る
へ
く
候
、
我
等
其
元
下
着
候
者
、
追
付
普
請
可
申
付
候
、
其
前
□
□

〔
ニ
竹
〕

木
深
堀
へ

よ
せ
候
て
、
召
置
可
被
申
候
、 

一
深
堀
へ
召
置
候
人
数
并
鉄
炮
数
・
船
数
之
儀
、
去
年
、
右
衛
門
佐
方
長
崎
へ
相
越

被
申
候
如
員
数
、
少
も
不
過
様
ニ
、
内
廉
ニ
可
然
之
由
候
、
左
も
候
へ
は
、
右
衛

門
佐
方
去
年
之
人
数
、長
崎
に
て
脇
々
へ
承
合
せ
候
て
も
、実
正
相
知
間
敷
候
間
、

犬
塚
惣
兵
衛

（
宅
長
）

尉
、
権
八
殿
へ
罷
出
、
右
之
通
申
達
、
人
数
并
船
数
』
之
儀
、
能
承

合
召
置
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
何
も
追
々
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
廿
二

（
正
保
三
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門

（
茂
之
）

尉
』 

 

【
解
説
】 
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鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
と
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
。
井
上
政
重
は
家
光
の
側
近
で
大
目
付
。
馬
場
利
重
は
幕
府
旗

本
で
使
番
か
ら
目
付
を
経
て
寛
永
十
五
年
十
一
月
か
ら
承
応
元
年
正
月
ま
で
長

崎
奉
行
を
勤
め
て
い
る
（
長
崎
奉
行
在
任
期
間
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
。
人
名

一
覧
参
照
）。
山
崎
正
信
は
寛
永
十
九
年
十
月
か
ら
慶
安
三
年
十
二
月
ま
で
長

崎
奉
行
。
本
状
三
箇
条
目
に
て
深
堀
神
ノ
島
の
小
屋
普
請
は
軽
く
す
る
よ
う
に

馬
場
利
重
が
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
人
の
長
崎
奉
行
在
任
中
で
あ
る
。

ま
た
深
堀
に
置
く
人
数
に
つ
い
て
は
山
崎
正
信
か
ら
の
指
示
を
受
け
る
よ
う
に

命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
山
崎
正
信
が
長
崎
奉
行
在
任
中
と
考
え
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
本
書
状
は
寛
永
二
十
年
か
ら
慶
安
二
年
ま
で
に
絞
ら
れ
る
。

な
お
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
に
よ
れ
ば
、
勝
茂
は
正
保
二
年
と
同
三
年
四
月
は
江

戸
に
居
る
。
最
後
の
一
つ
書
に
「
去
年
右
衛
門
佐
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
こ

の
書
状
の
出
さ
れ
た
年
は
佐
賀
藩
の
当
番
年
に
あ
た
り
、
正
保
三
年
と
な
る
。

さ
ら
に
正
保
三
年
は
龍
造
寺
主
膳
一
件
が
あ
り
、
通
常
の
長
崎
番
役
年
よ
り
勝

茂
の
帰
国
が
遅
れ
、
勝
茂
は
五
月
三
日
江
戸
発
、
同
二
七
日
帰
国
（
佐
近
一
―

二
／
七
二
四
頁
、
佐
近
八
―
三
／
二
四
五
頁
）
で
あ
る
状
況
も
、
本
状
の
内
容

と
一
致
す
る
。 

  

一
四
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
我
等
儀
、
今
程
一
入
息
災
ニ
切
々
登 

城
申
、
子
共
孫
共
迄
も
無
事
候

間
、
心
安
可
被
存
候
、
隼
人
・

（
鍋
島
茂
貞
）

式
部
・

（
鍋
島
茂
道
）

伝
兵
衛
・

（
鍋
島
茂
教
カ
）

帯
刀
・

（
鍋
島
茂
貞
）

十
右
衛
門
尉

（
成
富
長
利
）

・
玄
番
・

（
鍋
島
常
貞
）

左
馬
助
・
勝
右
衛
門
尉

（
鍋
島
方
教
）

へ
も
可
被
申
聞
候
、
以
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
爰
元
無
相
替
儀
、 

上
様
弥

（
徳
川
家
光
） 

御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
、
一
昨
十
九
日
、 

御
本

丸
へ
被
成 

御
移
徙
、
皆
以
目
出
度
奉
存
儀
共
候
、
右
為
御
祝
儀
、
各
同
前
ニ
我

等
儀
も
昨
日
登 

城
申
候
、
未 

御
目
見
ハ
無
之
候
、 

一
此
中
、
御
年
寄
中
、
於 

西
之
丸
、
切
々 

御
膳
被
成
御
上
、
御
能
お
と
り
な
と

被
成 

御
上
覧
、
倍 

御
快
然
ニ
被
為
成
御
座
之
由
候
、 

一
松
平
下
総
殿

（
忠
明
）

よ
り 

上
様
へ
可
被
懸 

御
目
候
条
、』手
前
之
躍
稽
古
申
付
候
様
ニ

御
頼
候
付
而
、
先
月
中
旬
比
ゟ
な
ら
し
候
て
、
去
十
七
日
ニ
下
総
殿 

御
膳
御
上

候
ニ
、
手
前
躍
子
之
者
共
、
西
之
丸
へ
差
上
候
処
、
一
段
と
お
と
り
令
出
来
、 

上

意
ニ
ハ
、
此
中
被 

聞
召
上
候
ゟ
ハ
珍
敷
お
と
り
に
て
、
拍
子
も
揃
候
て
、
其
上

歴
々
者
之
子
共
差
出
候
と
相
見
え
候
通
、
被
成 

御
諚
、
御
機
嫌
能
候
儀
、
無
残

所
之
由
、
御
年
寄
中
并
下
総
殿
ゟ
被
仰
聞
、
於
我
等
、
忝
仕
合
、
安
堵
之
至
ニ
存

候
儀
、
推
察
可
被
申
候
、
下
総
殿
御
満
足
、
不
大
形
事
候
、
お
と
り
之
儀
付
而
、』

井
伊
掃
部
殿

（
直
孝
）

ゟ
被
下
候
御
状
之
写
二
つ
、
今
度
遣
候
条
、
披
見
可
被
申
候
、
右
之

通
被
承
、
満
足
可
被
申
と
存
、
一
紙
ニ
申
遣
候
、
何
も
期
後
音
、
不
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
廿
一
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 
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山
城
殿

（
鍋
島
直
弘
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 

左
京
殿

（
鍋
島
茂
和
） 

 
 
 

中
務
殿

（
鍋
島
茂
周
） 

 
 
 

伯
耆
殿

（
神
代
常
親
） 

 
 
 

安
芸
殿

（
鍋
島
茂
賢
） 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
鍋
島
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
安
順
等
は

在
国
。
一
箇
条
目
に
家
光
が
九
月
十
九
日
に
本
丸
へ
移
徙
し
た
と
あ
り
、
同
人

が
同
月
日
に
修
築
し
た
本
丸
御
殿
へ
移
徙
し
た
の
は
寛
永
十
四
年
で
あ
る
こ
と

か
ら
（「
江
戸
幕
府
日
記
」）、
本
書
状
も
同
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

一
四
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
此
書
中
、
堅
他
見
無
之
様
ニ
、
可
被
仕
候
、
已
上
、 

 

先
月
十
五
日
之
書
状
、
昨
二
日
到
着
、
具
令
披
見
候
、 

一
高
力
摂
州

（
忠
房
）

よ
り
其
元
へ
之
書
状
被
相
越
、
披
見
申
候
、
使
者
口
上
之
通
、
細
砕
被

申
越
、
是
又
承
届
候
、
就
其
、
美
作
出

（
多
久
茂
辰
）

合
、
口
上
ニ
而
被
申
候
趣
、
并
摂
州
へ
之

返
札
之
写
見
届
、
一
段
可
然
存
候
、
我
等
其
元
下
着
候
て
よ
り
、
摂
津
守
殿
へ
右

之
点
合
可
申
入
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、 

一
右
之
通
、
返
事
被
申
候
付
而
、
追
付
飛
札
之
由
、
其
書
状
被
相
越
、
返
札
之
趣
を

も
見
届
、
可
然
存
候
、
重
々
懇
切
之
儀
共
候
故
、
嶋
原
家
老
迄
、
右
之
為
礼
、
河

波
〔
浪
〕

権
兵
衛
尉
被
申
付
、
書
状
之
写
、
あ
な
た
よ
り
之
返
札
、
是
又
令
一
覧
、
何
も

尤
ニ
存
候
、 

一
先
書
ニ
も
如
申
遣
候
、
我
等
儀
、
内
々
之
用
所
、
い
ま
た
不
相
澄
候
故
、
令
逗
留

候
、
長
崎
御
番
、
就
被 

仰
付
候
、
先
立
、
早
速
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

』
差
下
、
深
堀
所
々
御

番
等
、
念
を
入
申
付
候
通
、
懇
ニ
立 

御
耳
候
間
、
十
日
廿
日
逗
留
候
而
も
、
少

も
不
苦
筈
候
間
、
心
安
罷
有
事
候
、
此
中
ハ
公
家
衆
御
参
上
故
、
御
老
中
御
隙
入
、

其
上 

大
納
言
様
少 

御
不
例
ニ
付
而
、
為 

御
機
嫌
伺
、
各
御
登 

城
候
、
ケ

様
之
儀
ニ
付
而
、
未
相
澄
候
、 

大
納
言
様

（
徳
川
家
綱
）

早
速 

御
快
然
ニ
被
為
成
御
座
候
、

公
家
衆
も
不
残 

御
暇
出
、
御
上
候
間
、
頓
而
埒
明
可
申
と
存
候
、
於
然
者
、
追

付
可
罷
上
候
、
御
老
中
別
而
御
懇
ニ
被
仰
聞
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、 

一
若
狭
儀

（
鍋
島
茂
綱
）

、
定
而
早
速
深
堀
へ
相
越
、
可
被
罷
居
候
、
苦
労
之
儀
と
存
候
、
人
数
并
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鉄
炮
数
船
数
之
儀
、
此
中
切
々
申
遣
候
之
間
、
其
通
ニ
指
越
可
申
と
存
候
、
無
申

迄
候
へ
共
、
昼
夜
無
油
断
、
所
々
御
番
等
、
被
申
付
、
可
然
候
、』 

一
豊
前
儀

（
鍋
島
茂
敬
）

も
、
定
而
早
々
諌
早
へ
相
越
、
可
被
罷
居
と
存
候
、
如
例
、
万
事
被
申
付
、

万
一
之
時
、
懸
合
ニ
可
相
成
覚
悟
、
油
断
被
申
間
敷
候
、
何
も
頓
而
可
罷
下
候
間
、

其
節
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
三

（
正
保
三
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿 

 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 

諌
早
豊
前
殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
ら
は

在
国
。
年
次
は
正
保
三
年
。
西
国
大
名
に
対
し
て
異
国
船
渡
来
時
に
高
力
忠
房

ら
に
注
進
す
べ
き
旨
が
正
保
二
年
に
命
じ
ら
れ
て
お
り
（
四
六
号
）、
そ
れ
を
踏

ま
え
て
の
対
応
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
徳
川
家
綱
の
不
例
に
よ
る
勝
茂
の
江
戸

城
登
城
、
家
綱
快
然
後
の
公
家
衆
の
帰
洛
（「
徳
川
実
紀
」
正
保
三
年
四
月
二
十

九
日
、
晦
日
条
）
と
い
っ
た
内
容
か
ら
比
定
さ
れ
る
。 

  

一
四
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
徳
寿
院
さ
ま

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

よ
り
之
御
伝
言
、
忝
存
候
、
別
条
無
之
故
、
御
文
に
て
不

申
候
、
其
方
内
儀

（
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

よ
り
も
、
口
上
之
通
承
届
候
、
右
之
段
心
得
候
而
、
可
被
申

候
、
已
上
、 

此
地
為
見
廻
、
壱
人
被
相
越
、
殊
見
事
之
名
吉
一
折
二
送
給
、
念
被
入
之
儀
、
別
而

祝
着
申
候
、
何
様
令
料
理
、
賞
翫
可
申
候
、
お
市
気
色

（
多
久
茂
辰
女
）

、
無
心
元
存
候
処
、
漸
々
能

候
由
、
其
方
よ
り
之
使
之
者
申
候
ニ
承
、
令
満
足
候
、
弥
無
油
断
、
養
生
可
被
申
儀
、

尤
ニ
候
、』
爰
許
仕
合
能
候
而
、
今
日
者
雁
あ
ま
た
鉄
炮
ニ
而
打
、
休
息
申
事
候
、
明

後
日
者
可
罷
帰
候
間
、
万
々
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

壬
九
月
十

（
寛
永
十
九
年
）

一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
、
茂
辰
と
も
に
在
国
。
年
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次
は
、勝
茂
が
歿
す
る
明
暦
三
年
以
前
に
お
い
て
閏
九
月
が
あ
る
寛
永
十
九
年
。 

  

一
四
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
早
船
五
十
艘
之
儀
、
蔵
入
よ
り
三
十
艘
、
家
中
よ
り
廿
艘
ニ
弥
相
究

候
条
、
其
通
ニ
可
被
申
付
候
、
為
心
得
、
申
遣
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、
蔵
入
・
家
中
か
ら
の

「
早
船
」
に
言
及
し
た
勝
茂
書
状
等
（
二
二
九
号
、
三
一
三
号
、
三
一
五
号
）
か

ら
、
寛
永
九
～
十
年
頃
か
。 

  

一
四
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
き
り
し
た
ん
宗
御
政
之

〔
改
カ
〕

儀
、
来
年
も
可
被 

仰
出
候
条
、
其
心
得
可
申

由
、
被 

仰
渡
候
、
次
ニ
国
々
ニ
ち
り
候
て
、
于
今
罷
有
之
由
候
付
而
、
様
子

口
上
ニ
申
候
、
可
被
聞
届
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
然
者
、
先
月
廿
八
日
、
於 

御
城
、
大
炊
頭

（
土
井
利
勝
）

殿
・
讃
岐
守

（
酒
井
忠
勝
）

殿
、
為 

上

意
惣
様
各
へ
被
仰
渡
候
ハ
、先
年
よ
り
き
り
し
た
ん
宗
被
成
御
政
道
候
処
、于
今
国
々

へ
散
て
有
之
由
、
被 

聞
召
上
候
、
重
々
念
を
入
相
政
可

 

〔
改
カ
〕

然
之
段
、
別
而
稠
敷
被 

仰

出
候
、
就
夫
、
究
様
之
儀
、
東
国
・
西
国
各
へ
則
於 

殿
中
相
談
候
処
、
き
り
し
た

ん
相
究
候
刻
、
国
々
』
居
所
を
替
、
あ
な
た
こ
な
た
へ
参
由
候
条
、
日
を
定
、
霜
月

朔
日
よ
り
師
走
十
五
日
迄
究
申
候
儀
、如
何
候
ハ
ん
通
、右
御
両
所
へ
得
御
意
候
処
、

其
段
可
然
旨
被
仰
候
、
さ
も
候
へ
ハ
、
領
中
之
儀
、
此
か
た
ゟ
如
申
遣
候
、
請
取

く

ニ
仕
、
は
て
れ
ん
・
ゆ
る
ま
ん
并
き
り
し
た
ん
宗
有
無
之
儀
、
能
々
念
を
入
、
急
度

相
究
尤
候
、
自
然
不
念
之
儀
候
て
、
領
中
ニ
一
人
も
有
之
而
、
後
日
相
知
候
へ
ハ
、

我
等
不
念
ニ
罷
成
、
迷
惑
此
上
不
可
有
儀
候
条
、』
其
心
得
肝
要
候
、
若
伴
天
連
・
ゆ

る
ま
ん
并
き
り
し
た
ん
宗
於
有
之
者
、
家
中
并
百
姓
旅
人
、
其
外
何
者
ニ
よ
ら
す
則

搦
取
、
一
人
に
て
も
其
様
子
、
時
々
ニ
江
戸
へ
注
進
、
不
可
有
油
断
候
、
自
然
此
方

ゟ
請
取

く
に
申
遣
候
人
数
之
内
、
差
合
之
仁
候
ハ
ゝ
、
も
は
や
無
余
日
儀
候
条
、

其
元
ニ
て
校
量
次
第
、
誰
成
共
可
被
申
付
候
、
又
請
取

く
の
在
所
、
く
り
か
へ
候

ハ
て
不
叶
儀
候
ハ
ゝ
、
是
又
相
談
』
次
第
、
く
り
替
可
申
候
、
委
者
、
於
保
作
右
衛

（
宗
将
）

門
尉
可
申
達
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
廿
日

（
寛
永
十
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 
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美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
・
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
多
久

安
順
・
茂
辰
は
共
に
在
国
。
年
次
は
寛
永
十
二
年
。
全
国
一
斉
の
キ
リ
シ
タ
ン

取
締
り
に
つ
い
て
は
、
同
年
八
月
二
十
七
日
に
幕
府
が
大
坂
町
奉
行
宛
に
発
令

し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
（
国
立
公
文
書
館
蔵
「
古
記
録
」
一
（『
新
修
大
阪
市

史
』
史
料
編
第
七
巻
／
一
四
頁
、
二
〇
一
二
））、
細
川
家
史
料
の
九
月
七
日
（
寛

永
十
二
年
）
榊
原
職
直
他
宛
書
状
に
は
「
十
一
月
朔
日
よ
り
、
何
も
申
合
十
二

月
中
比
迄
日
本
国
を
き
り
し
た
ん
改
一
度
ニ
可
仕
と
、
御
宿
老
中
へ
申
談
尤
も

と
の
儀
に
て
…
」
と
あ
っ
て
（『
細
』
一
九
／
忠
利
三
〇
〇
七
、
他
三
〇
二
〇
・

三
〇
二
六
等
も
関
連
）、
本
文
中
の
「
霜
月
朔
日
よ
り
師
走
十
五
日
迄
究
申
」
と

い
う
記
事
と
符
合
す
る
。
佐
賀
藩
に
お
け
る
対
応
の
関
連
史
料
と
し
て
は
一
二

三
号
・
二
八
五
号
・
二
二
八
号
等
が
あ
る
。 

  

一
四
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
候
、
仍
、
此
中
、
長
門
諸

（
多
久
安
順
）

事
被
申
付
候
儀
共
、
其
身
ハ
被
年
寄
候
付
而
、

其
方
年
は
へ
ニ
も
罷
成
候
条
、
今
よ
り
引
渡
、
仕
習
せ
度
由
、
伊
豆
守

（
鍋
島
茂
賢
）

を
以
被
申
候

条
、
如
何
様
ニ
も
長
門
次
第
ニ
と
返
事
申
候
、
然
者
、
家
中
万
仕
配
之
儀
、
先
様
其

方
存
候
而
被
申
付
可
然
候
、
今
日
吉
日
ニ
付
而
、
如
此
ニ
候
、
右
之
様
子
、
為
内
談
、

大
形
以
手
頭
、
対
馬
・

（
神
代
常
親
）

伊
豆
・
市
佑
・

（
鍋
島
長
昭
）

将
監
・

（
関
清
長
）

茂
左
衛

（
鹿
江
）

門
尉
、
口
上
ニ
申
含
候
間
、

可
被
承
届
候
、
委
ハ
頓
而
罷
帰
、
面
を
以
可
申
達
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

霜
月
十
二
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
茂
辰
は
共
に
在
国
で
あ

る
が
、
勝
茂
は
佐
賀
城
下
か
ら
や
や
離
れ
た
場
所
に
い
る
と
思
わ
れ
る
。
年
次

は
寛
永
十
三
年
。
茂
辰
は
二
月
十
四
日
付
（
寛
永
十
三
年
）
鍋
島
勝
茂
書
状
で

多
久
家
の
家
督
と
養
父
多
久
安
順
の
職
務
を
引
き
継
ぐ
よ
う
命
じ
ら
れ
て
お
り

（
四
八
号
）、「
水
江
事
略
」
に
は
寛
永
十
三
年
三
月
中
旬
に
江
戸
へ
「
家
督
の

御
礼
」
の
使
者
を
遣
わ
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
で
、
二
月
下
旬
か
ら
三
月
前

半
頃
に
家
督
相
続
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。本
文
書
は
、勝
茂
が
茂
辰
に
、

安
順
の
隠
居
後
改
め
て
「
家
中
万
仕
配
」
を
一
任
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
藤

野
保
一
九
八
一
年
／
四
九
六
頁
）。 
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一
四
六 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
昨
日
以
早
飛
脚
如
申
遣
候
、
我
等
儀
、
当
年
長
崎
表
御
番
被 

仰
付
候
段
、
早
速

国
元
へ
申
遣
候
通
、
御
老
中
へ
申
上
候
条
、
安
芸
守

（
鍋
島
茂
賢
）

事
、
早
々
深
堀
へ
罷
越
、
若
か

れ
う
た
船
来
着
候
者
、
井
上
筑
後

（
政
重
）

殿
ゟ
安
芸
守
へ
、
去
年
被
仰
渡
候
様
ニ
、
御
訴
訟

船
壱
二
艘
ニ
而
着
候
ハ
ゝ
、
引
船
な
と
出
し
、
長
崎
へ
入
津
候
様
ニ
可
仕
旨
、
御
老

中
・
井
上
筑
後
殿
御
同
座
ニ
而
被
仰
渡
候
、其
外
も
去
年
之
仰
渡
ニ
相
替
儀
無
之
候
、』

其
心
得
候
て
、
早
々
深
堀
へ
安
芸
守
可
罷
越
候
、
我
等
儀
、
弥
来
ル
四
日
ニ
爰
元
罷

立
儀
候
、
一
昨
日
之
飛
脚
、
若
遅
着
之
儀
も
可
有
之
哉
と
存
、
重
而
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 

卯
月
朔
日

（
寛
永
十
九
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸
殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛

（
茂
之
）

門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
（
同
月
四
日

出
立
予
定
）、
茂
辰
ら
は
在
国
。
年
次
は
寛
永
十
九
年
。
こ
の
年
鍋
島
氏
は
前
年

の
黒
田
氏
に
替
り
初
め
て
長
崎
警
備
を
受
命
し
た
。
冒
頭
の
「
一
昨
日
以
早
飛

脚
如
申
遣
候
」
は
、
三
月
二
十
八
日
付
で
勝
茂
が
発
出
し
た
書
状
（
二
三
七
号
）

を
指
す
。 

 

 

一
四
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

当
地
参
着
申
候
而
、
気
色
之
体
為
可
被
承
、
態
飛
脚
被
相
越
、
先
月
十
日
式
部
・

（
鍋
島
茂
道
）

大
膳
・

（
有
田
孝
紀
）

杢
助
へ

（
中
野
良
純
）

之
書
状
令
披
見
、
遠
路
被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、
今
時
分
、
爰
元

一
入
寒
候
へ
共
、
気
分
無
替
儀
候
、
于
今
不
食
痰
積
引
残
候
迄
ニ
而
候 

、
今
程
内
田

玄
勝
薬
令
服
用
、
漸
々
得
験
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
先
日
も
如
申
遣
候
、
讃
岐
守

（
酒
井
忠
勝
）

殿
御
老
中
ゟ
被
仰
聞
候
ハ
、
当
御
地
参
府
仕
た
る
儀
候
条
、 

御
目
見
之
儀
者
、
病

中
之
事
候
間
、
縦
来
春
ニ
罷
成
候
て
も
少
も
不
苦
候
条
、
す
き
と
本
復
申
候
て
ゟ
申

上
候
ハ
、
何
時
に
て
も 

御
目
見
之
儀
、
可
被
成
御
取
成
候
、
其
間
者
、
無
心
遣
、

緩
々
と
可
致
保
養
之
旨
、
各
様
よ
り
切
々
御
懇
ニ
』
被
仰
聞
、
忝
存
事
候
、
今
之
体

ニ
、
打
続
気
色
能
候
者
、
来
ル
十
日
比
、
御
老
中
へ
申
上
、
御
差
図
次
第
、
登 

城

可
申
と
存
候
、
於
爰
元
、
一
門
中
何
も
無
為
ニ
有
之
事
候
、
其
地
ニ
而
も
無
替
儀
由
、

珍
重
存
候
、
次
兵
庫
事

（
多
久
安
胤
）

、
別
而
息
災
罷
有
、
連
々
此
方
へ
参
候
、
替
之
儀 

、
我
等 

御

目
見
申
候
脇
、
時
分
見
合
、 

公
儀
江
可
申
上
と
存
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も

期
後
音
候
、
謹
言
、 
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信
濃
守 

 
 

十
二
月

（
承
応
二
年
）

二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、「
式
部
」「
大
膳
」
の
表
記
か
ら
、
承
応
二
年
。「
替
之
儀
」
は
証
人
交

替
の
こ
と
を
指
す
、「
承
応
三
年
六
月
十
三
日
御
末
子
安
輝
君
御
兄
安
胤
君
ニ
代

テ
證
人
ニ
立
サ
セ
ラ
ル
」（「
水
江
事
略
」）。
証
人
交
替
の
関
連
文
書
と
し
て
三

二
八
号
・
五
七
〇
号
が
あ
る
。
ま
た
、
同
日
付
の
多
久
茂
矩
宛
書
状
（
三
九
九

号
）
も
あ
る
。 

  

一
四
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

八
月
廿
一
日
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

へ
之
書
状
、
令
披
見
候
、
仍
、
此
中
我
等
相
煩
候
通
被
承
、

於
多
久
桐
野
山

（
妙
覚
寺
）

、
御
祈
祷
被
申
、
御
札
目
録
被
相
越
、
念
入
候
儀
、
別
而
令
満
足
候
、

気
色
す
き
と
本
復
申
、
九
月
節
句
ニ
令
登 

城
、
其
後
も
切
々 

御
城
罷
出
候
間
、』

心
安
可
被
存
候
、
作
安

（
生
島
）

薬
服
、
用
心
候
而
、
弥
無
油
断
、
養
生
申
候
条
、
気
遣
被
申

間
敷
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
二
日

（
正
保
四
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

同 

出
雲

（
茂
矩
）

殿  

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
同
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂

辰
・
茂
矩
は
在
国
。
年
次
の
上
限
は
不
明
。
年
次
の
下
限
は
、「
出
雲
監
物
」
の

表
記
か
ら
慶
安
四
年
。
な
お
、
正
保
四
年
に
比
定
さ
れ
る
九
月
十
一
日
付
の
勝

茂
書
状
（
二
九
九
号
）
に
作
安
の
こ
と
が
見
え
、
こ
れ
と
関
連
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
年
次
は
正
保
四
年
か
。 

   

一
四
九 

鍋
島
勝
茂
書
状 

（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

態
申
遣
候
、
藤
八
様
、

（
龍
造
寺
高
房
）

去
月
廿
六
御
打
立
之
由
、
一
段
可
然
存
候
、
い
つ
れ
も
先
書

中
野
忠
兵
衛

（
茂
利
） 

に
て
申
遣
候
間
、
不
及
口
能
候
、
仍
む
ろ

（

室

）

ゟ
兵
庫
ま
て
、
か
ち
御
登
可

然
存
候
、
少
々
順
よ
く
候
共
、』
右
之
分
、
可
被
相
極
候
、
此
段
御
申
尤
ニ
候
、
恐
々

謹
言
、 
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信
濃
守 

 
 

七
月
八
日

（
慶
長
九
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

 
 

龍
与
兵
衛

（
多
久
安
順
）

殿 

 
 

馬
弥
七
左

（
馬
渡
茂
清
カ
）

 

 
 

犬
惣
兵
衛

（
犬
塚
家
続
）

 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い

が
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
勝
茂
は
在
伏
見
、
安
順
ら
は
高
房
と
共
に
移
動
中
か
。

年
次
は
慶
長
九
年
。
こ
の
年
、
龍
造
寺
高
房
は
直
茂
と
上
洛
す
る
予
定
で
あ
っ

た
（
佐
古
一
一
／
坊
所
二
二
九
号
）
が
、
直
茂
が
患
っ
て
い
た
た
め
、
先
に
佐

賀
を
出
立
し
、
八
月
十
一
日
に
伏
見
で
家
康
に
謁
見
し
て
い
る
。（
佐
古
一
一
／

坊
所
二
三
九
号
）。
閏
八
月
十
三
日
、
高
房
は
遅
れ
て
到
着
し
た
直
茂
と
共
に
家

康
に
謁
見
（
佐
古
一
一
／
坊
所
三
七
号
）、
閏
八
月
二
十
三
日
に
は
直
茂
・
勝
茂

と
揃
っ
て
佐
賀
に
到
着
し
て
い
る
。（
二
七
号
・
佐
古
一
〇
／
多
久
家
所
蔵
文
書

全
六
八
号
）。（
大
平
直
子
二
〇
一
五
年
）。 

  

一
五
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

爰
許
為
見
廻
、
使
者
被
相
越
、
蚫
九
、
栄
螺
十
五
、
一
折
給
、
令
祝
着
候
、
料
理
候
て

賞
味
可
申
候
、
我
等
事
、
一
昨
晩
ち
と
腹
中
気
ニ
候
つ
れ
と
も
、
少
之
事
ニ
而
、
最

早
能
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、』
何
も
後
刻
可
令
帰
城
候
条
、
以
面
、
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿  

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
国
（
佐
賀
城
外
）、
茂
矩

は
在
国
。
年
次
の
上
限
は
不
明
。
年
次
の
下
限
は
勝
茂
の
歿
年
か
ら
明
暦
二
年
。 

  

一
五
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

正
月
廿
日
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右

（
政
利
）

衛
門
尉
迄
之
書
状
、
令
披
見
候
、
仍
、
其
方
内
儀
、

先
月
廿
日
辰
之
刻
、
輙
誕
生
申
、
血
心
も
無
之
、
母
子
共
ニ
一
段
と
息
災
ニ
候
由
被

申
越
、
目
出
度
存
候
、
此
中
、
右
之
到
来
折
角
相
待
候
処
ニ
、
吉
左
右
被
申
越
、
大

慶
』
此
事
候
、
何
も
期
後
音
、
不
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
九
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
）  

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿  
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進
之
候 

  

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

勝
茂
の
花
押
形
は
寛
永
十
六
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限

は
寛
永
十
六
年
。
年
次
の
下
限
は
「
中
野
数
馬
佐
」
の
表
記
よ
り
寛
永
十
七
年
。

よ
っ
て
、
寛
永
十
六
年
か
同
十
七
年
と
な
る
。
本
文
に
正
月
二
十
日
に
子
ど
も

が
生
ま
れ
た
と
あ
り
、
寛
永
十
七
年
に
は
正
月
十
日
に
茂
辰
に
女
が
生
ま
れ
て

い
る
（
一
七
五
号
）
の
で
、
消
去
法
で
寛
永
十
六
年
に
確
定
で
き
る
。
な
お
、

こ
の
寛
永
十
六
年
に
生
ま
れ
た
子
が
茂
辰
四
男
安
英
で
あ
る
。 

  

一
五
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
証
人
替
之
儀
、
民
部
事

（
鍋
島
茂
明
）

、
八
兵
衛
尉

（
鍋
島
英
径
）

ニ
差
替
候
様
ニ
と
、 

公
儀

相
澄
、
今
日
証
人
御
奉
行
衆
被
仰
渡
候
、
其
方
三
人
証
人
替
内
く
り
之
儀
、
此
中
申

上
召
置
候
、
此
段
者
何
時
も
相
成
事
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
於
様
子
者
、』
田
中
九（

茂

左俊
）

衛
門
尉
・
諸
岡
作
左
衛
門
尉

（
斎
藤
長
賢
）

よ
り
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
廿
四
日

（
慶
安
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
内
蔵
助

（
正
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
で
あ
る
。
江
戸
証
人
で
あ
っ
た
「
民
部
」
の
「
八
兵
衛
尉
」
と
の
交
替
が

幕
府
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
報
ず
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
鍋
島
家
か
ら
証
人

の
交
替
を
要
望
し
て
幕
府
証
人
奉
行
に
宛
て
た
慶
安
四
年
霜
月
十
五
日
付
鍋
島

勝
茂
覚
書
（
佐
近
一
―
二
／
七
六
六
頁
）
が
あ
り
、
本
書
状
は
翌
慶
安
五
年
の

も
の
と
な
る
。
こ
の
覚
書
に
よ
る
と
、「
民
部
」・「
八
兵
衛
尉
」
は
鍋
島
（
武
雄
）

茂
綱
の
証
人
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
茂
綱
男
子
の
茂
明
と
英
径
（
佐
近
八
―
一
／

一
五
三
・
一
五
四
・
五
五
四
頁
）
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

一
五
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
九
右
衛
門
尉
儀
、
年
中
ニ
早
々
罷
上
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
先
日
も
申
遣
候
様
ニ
、
爰
許
弥
無
相
替
儀
候
間
、
可
心
安
候
、
仍
、

永
山
九
右
衛
門
尉

（
貞
興
）

へ
申
付
用
所
候
条
、
急
度
可
指
上
候
、
然
者
、
彼
者
儀
、
別
而
辛

労
申
儀
候
条
、
加
増
を
も
可
申
付
と
存
候
へ
共
、
時
分
柄
ニ
付
而
、
令
延
引
候
、
先
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今
度
定
之
加
勢
之
外
ニ
、
銀
子
廿
枚
と
ら
せ
、
可
指
』
上
候
、
此
段
為
可
申
、
飛
脚

指
越
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
廿
七
日

（
寛
永
十
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
で
あ
る
。
永
山
貞
興
の
江
戸
派
遣
を
求
め
る
。
貞
興
へ
の
加
増

に
つ
い
て
「
時
分
柄
」
延
引
し
て
い
る
と
す
る
が
、
こ
の
「
時
分
柄
」
と
は
寛

永
十
五
年
に
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
の
際
の
軍
規
違
反
に
よ
り
勝
茂

が
閉
門
処
分
に
な
っ
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
花
押
も
主
に
寛
永

十
五
年
後
半
の
閉
門
処
分
の
時
期
に
使
わ
れ
た
三
五
二
号
等
の
花
押
と
一
致
す

る
。 

  

一
五
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
傍
之
者
、
鷹
師
共
へ
も
、
猪
肢
被
相
越
之
由
、
念
入
た
る
儀
共
候
、
已

上
、 

今
日
之
為
祝
儀
、
使
者
被
相
越
、
被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、
然
者
、
丹
後
守

（
光
茂
）

儀
、

先
月
十
五
日
令
登 

城
、
酒
井
讃
岐
守

（
忠
勝
）

殿
・
松
平
伊
豆
守

（
信
綱
）

殿
以
御
取
成
、
早
速
首
尾

能 

御
目
見
申
、
無
残
所
仕
合
之
由
、
今
日
飛
脚
到
着
、
太
慶
之
程
、
可
有
推
察
候
、

我
等
儀
、
此
中
よ
り
之
』
腹
中
快
、
気
色
も
能
候
而
、
切
々
鷹
野
ニ
罷
出
候
間
、
心

安
可
被
存
候
、
何
も
帰
城
之
節
、
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
出
雲
殿

（
茂
矩
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
茂
矩
と
も
に
在
国
で
あ

る
が
、
勝
茂
は
佐
賀
城
を
離
れ
、
鷹
野
に
出
か
け
て
い
る
。
勝
茂
の
嫡
孫
光
茂

の
将
軍
謁
見
に
つ
い
て
報
ず
る
飛
脚
が
江
戸
か
ら
到
着
し
た
こ
と
を
記
す
。
光

茂
が
従
四
位
下
丹
後
守
に
叙
任
さ
れ
る
の
は
慶
安
元
年
十
二
月
二
十
二
日
で
あ

り
（
佐
近
一
―
三
／
七
頁
）、
茂
矩
は
明
暦
二
年
の
江
戸
参
府
時
に
「
長
門
」
を

名
乗
る
よ
う
に
な
る
の
で
（「
水
江
事
略
」）、
本
書
状
の
年
次
の
上
限
は
慶
安
二

年
、
下
限
は
明
暦
元
年
と
な
る
。 

「
勝
茂
公
譜
考
補
」
に
よ
る
と
、
こ
の
間
で
勝
茂
が
十
二
月
時
点
で
在
国
で

あ
る
の
は
、
慶
安
三
年
・
承
応
元
年
・
同
三
年
・
明
暦
元
年
で
あ
る
。
こ
の
う
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ち
、
承
応
元
年
・
同
三
年
は
「
光
茂
公
譜
考
補
地
取
」
に
よ
り
光
茂
が
十
一
月

に
江
戸
に
着
府
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（
佐
近
一
―
三
／
一
九
九
～
二
〇
二
頁
）。

「
地
取
」
で
は
、
承
応
元
年
は
十
一
月
十
二
日
江
戸
着
、
同
十
五
日
将
軍
謁
見

と
、
二
十
二
日
着
、
二
十
五
日
謁
見
の
両
説
の
う
ち
後
者
を
採
用
し
て
い
る
。

承
応
三
年
は
十
一
月
十
一
日
江
戸
着
と
し
て
、
謁
見
の
日
付
に
つ
い
て
は
示
さ

れ
て
い
な
い
が
、「
勝
茂
公
譜
考
補
」
で
は
十
五
日
謁
見
と
し
て
お
り
、
本
書
状

の
日
付
と
合
う
。 

た
だ
し
、
承
応
三
年
は
十
一
月
十
一
日
に
江
戸
で
勝
茂
長
男
の
元
茂
が
死
去

し
て
い
る
が
、本
書
状
に
は
そ
れ
を
思
わ
せ
る
記
述
は
な
い
の
が
不
審
で
あ
る
。

承
応
元
年
の
光
茂
の
初
入
国
後
、
初
め
て
の
参
勤
の
際
の
将
軍
謁
見
で
あ
る
可

能
性
も
残
る
。 

  

一
五
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

出
船
為
見
立
、
内
裏
迄
使
者
被

（
豊
前
企
救
郡
）

差
越
、
殊
鶉
一
篭
十
、
并
梨
子
一
篭
給
、
被
入
念
候

儀
、
祝
着
存
候
、
我
等
事
、
道
中
も
養
生
候
て
、
緩
々
と
相
越
候
付
而
、
漸
今
廿
六

日
晩
、
内
裏
令
着
候
、
気
色
漸
々
能
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
海
陸
も
保
養
候
て
可

罷
上
と
存
候
、
何
と
そ
十
月
中
ニ
江
戸
着
候
へ
か
し
と
存
事
候
、
船
共
未
廻
合
候
』

条
、
其
間
之
儀
、
下
関
へ
逗
留
可
申
と
存
候
、
就
其
、
出
船
い
つ
と
も
不
相
知
故
、

使
之
者
差
帰
候
、出
船
候
ハ
ゝ
蒲
原
善
左
衛
門
尉

（
孝
以
）

ニ
而
可
申
遣
候
、何
も
期
其
節
候
、

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
廿
六
日

（
承
応
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
出
雲
殿

（
茂
矩
）

 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
参
勤
途
上
で
、
こ
の
日

豊
前
の
内
裏
に
到
着
し
た
。
茂
矩
は
在
国
で
あ
る
。「
勝
茂
公
譜
考
補
」
に
よ
る

と
、
勝
茂
が
参
勤
の
た
め
に
秋
以
降
に
出
国
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
勝
茂
晩

年
の
慶
安
二
年
の
参
勤
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
明
暦
二
年
に
は
茂
矩
は
「
長
門
」

を
称
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
間
で
勝
茂
が
九
月
に
出
国
す
る
の
は
、「
勝
茂
公

譜
考
補
」
に
よ
る
と
慶
安
四
年
・
承
応
二
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
（
佐
近
一

―
二
／
七
六
〇
・
七
七
七
頁
）、「
石
田
私
史
」
に
よ
る
と
勝
茂
は
、
慶
安
四
年

は
十
月
二
日
佐
賀
発
（
佐
近
八
―
三
／
三
一
八
頁
）、
承
応
二
年
は
九
月
二
十
二

日
佐
賀
発
、
同
二
十
六
日
内
裏
着
（
佐
近
八
―
三
／
三
一
九
～
三
二
〇
頁
）
と

な
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
に
従
っ
て
お
く
。 

  

一
五
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 
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為
年
頭
之
祝
儀
、
飛
脚
被
相
越
、
白
麻
十
帖
給
、
幾
久
と
目
出
度
存
候
、
爰
許
無
相

替
儀
、
我
等
事
無
異
ニ
候
て
、
切
々
登
城
申
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
頓
而
御

暇
ニ
而
可
罷
下
候
間
、
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

で
あ
る
。
茂
辰
の
年
頭
の
祝
儀
に
対
す
る
返
札
で
あ
る
が
、
や
が
て
下
国
す
る

で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
茂
辰
宛
の
書
状
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
寛
永
後
半

期
以
降
で
、
勝
茂
が
正
月
に
在
江
戸
で
あ
る
の
は
、
寛
永
十
六
年
・
同
十
七
年
・

同
十
九
年
・
正
保
元
年
・
同
三
年
・
慶
安
元
年
・
同
三
年
・
承
応
元
年
・
同
三

年
・
明
暦
三
年
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
寛
永
十
六
年
は
前
年
末
に
閉
門
処
分
が
解

け
た
ば
か
り
で
状
況
が
合
わ
な
い
。
明
暦
三
年
は
前
年
九
月
に
病
気
を
押
し
て

参
勤
し
、
十
一
月
に
着
府
す
る
が
、
重
病
に
よ
り
「
切
々
登
城
」
で
き
る
状
況

で
は
な
い
。
ま
た
茂
辰
は
正
保
三
年
十
一
月
に
罷
免
さ
れ
る
が
、
そ
の
前
と
す

れ
ば
寛
永
十
七
年
・
同
十
九
年
・
正
保
元
年
・
同
三
年
の
四
つ
に
絞
ら
れ
る
。 

 

 

一
五
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
阿
部
豊
後
守

（
忠
秋
）

殿
よ
り
御
奉
書
被
下
、
家
来
之
者
一
人
可
差
出
由
、

被
仰
聞
候
付
而
、
土
山
五
郎
兵
衛
尉
指
上
候
処
、
御
老
中
御
同
座
ニ
而
、
被
仰
渡
候

趣
、
書
付
遣
候
、
被
得
其
意
、
異
国
船
来
着
時
分
ニ
候
之
条
、
津
々
浦
々
弥
稠
敷
可

被
申
付
候
、
至
在
々
所
々
も
無
油
断
様
、
領
主
・
代
官
・
郡
代
へ
堅
可
被
申
聞
候
、

右
之
段
為
可
申
、
以
飛
脚
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
廿
二
日

（
正
保
元
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
で
あ
る
。
勝
茂
の
花
押
は
寛
永
十
五
年
末
に
閉
門
処
分
が
解
か
れ
て
以
降

に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
（
四
四
七
号
等
）、
宛
所
に
名
前
の
あ
る
鍋
島
茂
賢
は

正
保
二
年
二
月
十
一
日
に
死
去
す
る
。
こ
の
間
で
二
月
に
勝
茂
が
在
江
戸
で
あ
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る
の
は
、
寛
永
十
六
年
・
同
十
七
年
・
同
十
九
年
・
正
保
元
年
で
あ
る
が
、
萩

藩
毛
利
家
の
「
公
儀
所
日
乗
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
）
の
正
保

元
年
（
寛
永
二
十
一
年
）
二
月
二
十
一
日
条
に
「
此
節
異
国
舟
可
来
時
分
ニ
候
、

連
々
被
仰
出
候
如
御
仕
置
之
、
諸
国
津
々
浦
々
ニ
付
置
候
者
共
ニ
、
弥
手
堅
申

付
、
無
緩
様
ニ
仕
置
肝
要
ニ
候
」
と
の
旨
を
老
中
阿
部
忠
秋
等
か
ら
伝
え
ら
れ

た
と
の
記
事
が
あ
り
、
本
書
状
も
こ
の
件
と
関
係
す
る
可
能
性
は
高
い
。 

  

一
五
八 

鍋
島
勝
茂
書
状 

（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
関
千
左
衛
門

（
尚
氏
カ
）

尉
代
人
之
儀
、
石
井
右
衛
門
佐
断
申
候
由
、
尤
ニ

存
候
、
別
ニ
校
量
無
之
候
条
、
土
肥
喜
右
衛
門
尉
能
候
ハ
ん
と
存
候
、
其
方
乍
両
人
、

可
然
被
存
候
者
、
右
衛
門
佐
へ
申
付
候
誓
紙
之
扣
可
有
之
候
間
、
其
こ
と
く
ニ
誓
紙

を
仕
ら
せ
、
右
衛
門
佐
相
役
ニ
可
被
申
付
候
、
若
差
合
之
儀
共
候
ハ
ゝ
、
其
段
重
而
』

可
被
申
越
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

極
月
廿
七
日

（
寛
永
十
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門

（
茂
之
）

尉 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
許
。
茂
辰
・
茂
之
が
連
名
と
な
る
の
は
、
寛
永
十
二
年
六
月
の

「
惣
仕
置
」
以
降
。
御
蔵
方
役
石
井
右
衛
門
佐
の
相
役
が
、
関
尚
氏
か
ら
土
肥

喜
右
衛
門
に
交
代
す
る
の
は
寛
永
十
六
年
五
月
（
二
五
一
号
）
以
前
な
の
で
、

下
限
は
寛
永
十
五
年
。
勝
茂
在
江
戸
は
寛
永
十
四
・
同
十
五
年
だ
が
、
十
四
年

は
茂
辰
が
島
原
在
陣
中
な
の
で
、
年
次
は
寛
永
十
五
年
。
花
押
は
寛
永
十
五
年

に
多
い
も
の
で
あ
る
。 

  

一
五
九 

鍋
島
勝
茂
書
状 

（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
加
賀
守

（
鍋
島
直
澄
）

上
り
料
入
具
一
通
之
銀
子
、
関
千
左
衛
門
尉

（
尚
氏
カ
）

・
石
井
右
衛
門
佐

手
前
ゟ
、
其
方
申
次
第
ニ
相
渡
候
様
ニ
と
、
今
度
切
手
遣
候
、
其
心
得
尤
ニ
候
、

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
爰
元
無
相
替
儀
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
先
月
十
九
日
ニ
お
長
仕
合

（
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
）

能
祝
言
申
、
我
等
大
慶
之
程
、
推
察
可
被
申
候
、
随
而
、
加
賀
守
儀
、
此
地

（
江
戸
）

罷
上
可

然
存
候
間
、
相
誘
、
九
月
十
二
三
日
比
、
吉
日
次
第
ニ
、
爰
元
着
候
様
ニ
、
其
地

（
佐
賀
）

打

立
可
申
通
、
今
度
申
遣
候
、
然
ハ
加
賀
守
上
り
用
意
并
供
之
人
数
誘
等
之
儀
、
勝
屋

勘
右
衛
門

（
茂
為
）

尉
・
関
将
監

（
清
長
）

・
鹿
江
』
茂
左
衛
門
尉
ゟ
申
遣
候
間
、
そ
れ
次
第
ニ
被
申
付
、

可
然
候
、
親
類
中
へ
も
、
以
書
状
、
可
申
遣
候
へ
共
、
無
別
条
候
間
、
其
方
可
被
申

達
候
、
恐
々
謹
言
、 
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信
濃
守 

 
 

八
月
朔
日

（
寛
永
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
勝
茂
女
の
お
長
が
寛
永
十
年
七
月
に
松
平
忠
房
に
嫁
し
て
お
り
、「
先

月
十
九
日
ニ
お
長
仕
合
能
祝
言
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
寛
永
十
年
（
佐
近
一
―
二

／
六
五
頁
・
三
八
五
頁
、
佐
近
二
―
一
／
一
四
九
頁
）。 

  

一
六
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状 

（
折
紙
） 

 
 

尚
以
、
徳
寿
院
さ
ま

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

并
其
方
内
方
ゟ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

之
加
筆
之
趣
、
承
届
候
、
無
別
条
候
故
、

銘
々
文
不
進
候
、
被
相
心
得
、
可
被
申
達
候
、
已
上
、 

為
見
舞
、
使
者
被
相
越
、
勘
解
由

（
有
田
孝
紀
） 

・
杢
助
迄

（
中
野
良
純
）

之
書
状
披
見
、
殊
蜜
柑
一
篭
五
十
給
、

被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、
我
等
儀
、
今
日
長
崎
令
着
、
政
所
へ
参
候
、
与
兵
衛

（
黒
川
正
直
）

殿 

よ
り
矢
上
迄
、
以
使
、
料
理
可
給
由
候
付
而
、
病
後
故
、
長
座
難
成
候
条
、
御
振
廻

之
儀
ハ
被
指
免
候
様
ニ
と
、
使
者
を
以
断
申
候
へ
共
、
煩
本
復
申
、
久
々
に
て
相
越

候
間
、
祝
而
吸
物
同
前
之
軽
キ
料
理
可
給
由
、
重
々
被
申
候
付
而
、
参
候
処
、
念
入

た
る
結
構
之
振
廻
出
、
与
兵
衛
殿
か
よ
ひ
に
て
候
ツ
、
別
而
首
尾
能
候
て
、
満
足
申

事
候
、
さ
候
て
、
御
番
所
并
石
火
矢
台
を
も
見
廻
候
て
、
直
ニ
深
堀
へ
罷
越
候
、』
右

之
通
ニ
候
て
も
、
気
色
無
替
儀
、
能
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
乍
然
、
二
三
日
之
路

次
に
て
、
草
臥
之
儀
、
推
量
可
被
申
候
、
明
後
十
六
日
ニ
爰
元
可
罷
立
と
存
事
候
、

何
も
頓
而
、
以
面
可
申
候
間
、
不
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

三
月
十
四
日

（
明
暦
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
長
崎
、茂
辰
は
在
国
。

長
崎
奉
行
黒
川
正
直
の
長
崎
到
着
は
慶
安
四
年
六
月
（
佐
近
八
―
二
／
四
八
〇

頁
）。
年
次
は
、
石
火
矢
台
場
が
設
置
さ
れ
た
承
応
二
年
以
降
の
長
崎
警
備
の
当

番
年
で
、
か
つ
勝
茂
自
身
が
長
崎
へ
行
っ
た
明
暦
二
年
（
佐
近
一
―
二
／
七
七

七
・
七
九
九
～
八
〇
〇
頁
）。 

  

一
六
一 
鍋
島
勝
茂
書
状 

（
折
紙
） 

此
地
罷
越
候
付
而
、
為
見
廻
、
使
者
被
相
越
、
殊
鰤
一
折
一
給
、
被
入
念
候
儀
、
令
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祝
着
候
、
料
理
候
而
、
賞
味
可
申
候
、
我
等
事
、
一
段
と
気
色
能
、
鷹
野
な
と
候
て
、

慰
申
事
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
出
雲
儀

（
多
久
茂
矩
） 

、
爰
元
召
連
候
、
毎
日
』
我
等
前
ニ
も
罷

出
候
条
、
万
々
気
遣
被
申
間
敷
候
、
何
も
以
面
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

霜
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
多
久
茂
矩
・
茂
辰
は
共

に
在
国
で
、
勝
茂
・
茂
矩
は
領
内
の
狩
場
。
年
次
の
上
限
は
不
明
。
下
限
は
、

茂
矩
が
「
出
雲
」
か
ら
「
長
門
」
の
表
記
に
変
わ
る
明
暦
二
年
。 

  

一
六
二 

鍋
島
勝
茂
書
状 

（
折
紙
） 

先
月
五
日
之
書
状
到
着
、
令
披
見
候
、
然
者
、
霜
月
十
二
日
朝
、 

御
二
之
丸
へ
御

茶
ニ
被
召
出
、
別
而
仕
合
能
候
つ
る
通
、
先
日
申
遣
候
処
、
何
も
大
慶
之
旨
、
尤
ニ

存
候
、
右
為
祝
儀
、
態
飛
脚
被
相
越
、
令
祝
着
候
、
当
御
地

（
江
戸
）

無
相
替
儀
、
我
等
儀
切
々

登 

城
申
、』
弥
仕
合
能
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
二
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

多
久
長
門

（
安
順
）

殿 

 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 
 

鍋
島
中
務
殿

（
茂
周
）

 

 
 
 

神
代
伯
耆
殿

（
常
親
）

 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸
殿

（
茂
賢
）

 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は

在
国
。「
徳
川
実
紀
」
寛
永
十
六
年
十
一
月
十
二
日
条
に
江
戸
城
で
御
茶
を
給
わ

る
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
は
寛
永
十
六
年
。 

  
一
六
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
先
日
監
物
・

（
鍋
島
茂
道
）

数
馬
よ

（
中
野
政
利
）

り
如
申
遣
候
、
我
等
儀
、
海
陸
無
事
ニ
、
先
月

十
三
日
江
戸
令
参
着
、
翌
日
為 

御
上
使
阿
部
豊
後

（
忠
秋
）

守
殿
御
出
、
忝 

上
意
之
段
被
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仰
聞
、
同
十
八
日
ニ
首
尾
能
致 

御
目
見
、
両
度
迄 

御
前
江
被
召
出
、
色
々
』
御

懇
之
被
成 

御
諚
、
無
残
所
仕
合
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、

謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

五
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諫
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
、
中
野
政
利
が
数
馬
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
寛
永
十
七
年
以

降
、
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
が
罷
免
さ
れ
る
正
保
三
年
ま
で
と
な
る
。
文
面
に

勝
茂
は
四
月
十
三
日
に
江
戸
に
到
着
し
た
と
あ
る
が
、
こ
の
間
で
勝
茂
が
参
勤

し
た
の
は
寛
永
十
八
年
・
同
二
十
年
・
正
保
二
年
で
あ
る
。
参
勤
途
上
の
勝
茂

が
、
三
月
二
十
八
日
の
晩
に
は
大
坂
に
到
着
す
る
旨
を
本
書
状
と
同
じ
五
名
宛

に
報
せ
た
書
状
（
三
三
五
号
）
が
寛
永
十
八
年
に
比
定
さ
れ
、
一
方
、
三
月
二

十
四
日
に
室
津
に
到
着
し
、
四
月
二
日
に
は
醒
ヶ
井
に
宿
泊
し
た
旨
を
、
そ
れ

ぞ
れ
報
せ
た
書
状
（
三
三
一
・
三
三
六
号
）
が
同
二
十
年
に
比
定
さ
れ
、
と
も

に
四
月
中
に
江
戸
に
到
着
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
書
状
の
年

次
は
寛
永
十
八
年
ま
た
は
同
二
十
年
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
な
お
、「
勝
茂
公
譜
考

補
」（
佐
近
一
―
二
／
七
一
七
頁
）
で
は
、
正
保
二
年
の
参
勤
も
四
月
半
ば
に
江

戸
に
到
着
し
た
と
し
て
い
る
が
、
同
年
の
江
戸
到
着
は
三
月
二
十
九
日
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
（
一
七
三
号
）、「
勝
茂
公
譜
考
補
」
の
記
述
は
間
違
い
で
あ
り
、

同
年
は
本
書
状
の
年
次
に
該
当
し
な
い
。 

  

一
六
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

為
見
廻
、
一
人
被
相
越
、
殊
生
鮑
一
折
九
給
、
被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、
料
理
候

而
、
賞
味
可
申
候
、
昨
朝
又
々
鶴
取
飼
候
て
、
気
味
能
、
満
足
之
程
、
推
量
可
被
申

候
、
我
等
気
色
、
無
替
事
、
能
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
此
段
、
美
作
夫
婦
へ
も
、

（
多
久
茂
辰
・
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

心
得
候
て
可
被
相
達
候
、』
何
も
帰
城
之
節
、
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 
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鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
領
内
で
鷹
狩
り
中
、
茂

矩
は
佐
賀
か
。
年
次
は
、
正
保
四
年
・
慶
安
二
年
・
同
四
年
・
承
応
二
年
・
明

暦
二
年
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
（
茂
辰
の
罷
免
後
、
勝
茂
の
殁
前
の
う
ち
、
勝
茂

正
月
在
国
の
年
）。
花
押
は
、
承
応
元
年
九
月
の
多
久
茂
辰
宛
勝
茂
書
状
（
三
〇

一
号
）
の
も
の
に
似
て
い
る
。 

  

一
六
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
先
月
廿
五
日
之
書
状
、
去
三
日
、
於
大
津
、
飛

（
近
江
滋
賀
郡
）

脚
相
届
、
銘
々
令
披
見

候
、
其
節
者
取
紛
候
て
、
点
合
不
申
候
、
然
者
、
丹
後
守
其
元
居
所
之
儀
、
美

作
屋
敷
ニ
可
召
置
由
、
先
日
申
遣
候
処
、
満
足
ニ
被
存
之
由
、
令
祝
着
候
、
弥

右
之
通
ニ
可
然
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、
以
上
、 

態
使
者
被
差
越
、
一
昨
十
八
日
左
馬
助

（
有
田
孝
紀
）

・
杢
助
へ
之

（
中
野
良
純
）

書
中
、
令
披
見
候
、
仍
、
丹
後
守

（
鍋
島
光
茂
）

疱
瘡
軽
ク
、弥
一
段
と
気
色
能
候
て
、食
事
な
と
も
常
之
め
し
味
噌
汁
を
も
能
た
へ
、

も
は
や
漸
々
や
ま
を
あ
け
、
少
も
気
遣
之
儀
無
之
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
此
中
よ

り
是
を
の
み
心
遣
ニ
存
候
処
、
輙
疱
瘡
申
、
我
等
安
堵
之
至
、
大
悦
之
程
、
推
量
可

被
申
候
、
丹
後
守
機
嫌
為
可
被
承
、
先
日
も
使
者
被
相
越
、
被
入
念
候
』
儀
、
令
祝

着
候
、
一
昨
朝
、
成
冨
兵
右
衛
門
尉
ニ
而
委
敷
申
遣
候
条
、
其
段
被
承
、
何
も
満
足

可
被
申
と
存
候
、
出
雲
か
ゝ
所
へ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

、
状
を
以
、
可
申
候
へ
共
、
別
条
無
之
付
而
、
不

能
其
儀
候
、
気
遣
申
間
敷
由
、
可
被
申
聞
候
、
近
日
中
、
さ
ゝ
ゆ
を
掛
り
候
ハ
ゝ
、

我
等
事
早
々
可
罷
下
と
存
候
、
何
も
左
馬
助
・
杢
助
よ
り
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

三
月
廿

（
承
応
元
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

同 

出
雲
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
帰
国
途
中
、

茂
辰
・
茂
矩
は
在
国
。
慶
安
五
年
春
、
勝
茂
は
、
初
入
国
と
な
る
光
茂
を
連
れ

て
江
戸
か
ら
佐
賀
へ
帰
国
中
、
三
月
十
二
日
よ
り
光
茂
は
疱
瘡
と
な
り
、
上
関

に
滞
在
中
（
佐
近
一
―
二
／
七
七
一
～
七
七
二
頁
、
本
文
書
も
引
用
）。
し
た
が

っ
て
年
次
は
慶
安
五
年
。 

  

一
六
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
我
等
夫
婦
子
共
孫
共
、
息
災
ニ
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
已
上
、 

先
月
廿
五
日
連
判
之
書
状
、
去
十
七
日
参
着
、
令
披
見
候
、
其
元
相
替
儀
無
之
由
、

被
申
越
、
満
足
申
候
、
於
此
地
も
、
別
条
無
之
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、 

御
目
見

之
儀
、
相
知
候
ハ
ゝ
早
々
可
申
遣
候
、
随
而
、
影
庵
、

（
須
古
信
明
）

須
古
へ

（
杵
島
郡
）

被
罷
居
候
付
而
、
無
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加
判
通
、
得
其
意
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
廿

（
寛
永
十
五
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

成
冨
山
城
殿

（
鍋
島
直
弘
）

 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿

（
茂
綱
）

 

 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 

諌
早
豊
前
殿

（
茂
敬
）

 

 
 
 

多
久
長
門
殿

（
安
順
）

 

 
 
 

影
庵 

 
 
 

鍋
嶋
中
務
殿

（
茂
周
）

 

 
 
 

神
代
伯
耆
殿

（
常
親
）

 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸
殿

（
茂
賢
）

 

 
 
 

鍋
嶋
式
部
殿

（
貞
村
）

 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
、
成
冨
以
下
は

在
国
。「
先
月
廿
五
日
連
判
之
書
状
」
と
は
、
寛
永
十
五
年
後
半
の
勝
茂
謹
慎
（
天

草
・
島
原
一
揆
時
の
軍
令
違
反
に
よ
る
処
分
）
中
に
、
佐
賀
の
重
臣
た
ち
よ
り

江
戸
の
勝
茂
宛
に
十
日
毎
に
飛
脚
に
よ
っ
て
送
ら
れ
て
い
る
書
状
と
関
係
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
八
号
文
書
で
は
「
其
元
ゟ
十
日
間
之
飛
脚
」・
二
〇
八
号

文
書
で
は
「
十
日
ニ
一
度
宛
之
飛
脚
」
と
あ
る
。
寛
永
十
六
年
正
月
二
十
八
日

に
家
光
へ
の
拝
謁
が
行
わ
れ
、
鍋
島
家
の
謹
慎
解
除
が
確
定
す
る
と
、
三
八
号

文
書
に
お
い
て
勝
茂
は
、
こ
の
飛
脚
の
停
止
を
指
示
し
て
い
る
。
本
書
状
中
で

待
ち
望
ん
で
い
る
「
御
目
見
之
儀
」
は
、
こ
の
家
光
へ
の
拝
謁
を
指
す
。
年
明

け
に
家
光
へ
の
拝
謁
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
江
戸
の
鍋
島
藩
邸
に
伝

え
ら
れ
た
の
は
、
十
二
月
三
十
日
で
あ
る
（
五
〇
九
号
文
書
、
松
田
和
子
二
〇

一
九
年
）。
し
た
が
っ
て
、
本
書
状
は
、
拝
謁
の
見
込
み
が
伝
え
ら
れ
る
前
の
状

況
を
反
映
し
て
お
り
、
寛
永
十
五
年
の
も
の
と
比
定
で
き
る
。 

  

一
六
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
細
川
肥
後
殿

（
光
尚
）

へ
大
鷹
取
替
候
様
子
、
旧
冬
申
遣
候
処
、
手
前
ニ

鴨
取
之
大
鷹
無
之
付
而
、
其
段
長
岡
佐
渡

（
松
井
興
長
）

所
へ
被
申
越
之
由
、
彼
方

（
熊
本
）

よ
り
肥
州
へ

（
細
川
光
尚
）

申

来
候
通
、
一
昨
日
肥
後
殿
へ
対
談
之
刻
、
被
申
候
、
然
者
、
右
約
束
申
候
鶴
取
之
鷹
、

事
之
外
逸
物
仕
候
間
、
来
ル
と
や
か
い
よ
り
可
給
由
候
、
我
等
よ
り
之
鴨
取
者
、
い

つ
に
て
も
有
次
第
ニ
可
進
由
候
、右
之
通
ニ
候
之
条
、定
而
頓
而
可
被
相
越
と
存
候
、

於
然
者
、
請
取
候
而
、
大
野
吉
兵
衛
ニ
被
相
渡
、
念
を
』
入
候
様
、
可
被
申
付
候
、

自
然
、
右
鷹
ニ
使
者
相
付
参
候
ハ
ゝ
、
尤
振
舞
な
と
仕
、
馳
走
被
申
、
使
者
へ
小
袖

一
重
、
鷹
師
へ
銀
子
十
枚
遣
可
然
候
、
委
者
馬
渡
七
太
夫
よ
り
可
申
遣
候
、
謹
言
、 
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信
濃
守 

 
 

二
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

細
川
光
尚
は
在
江
戸
。
本
書
状
中
に
「
一
昨
日
肥
後
殿
へ
対
談
」
と
あ
り
、
細

川
光
尚
が
藩
主
と
し
て
二
月
十
七
日
に
江
戸
に
滞
在
し
て
い
る
の
は
、
寛
永
十

九
年
・
正
保
元
年
・
正
保
三
年
な
の
で
（『
綿
考
輯
録
』）、
本
書
状
の
年
次
も
、

こ
の
三
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
年
も
、
勝
茂
も
同
じ
く
在

江
戸
。 

細
川
光
尚
と
鍋
島
勝
茂
の
鷹
に
関
す
る
や
り
と
り
を
示
す
も
の
と
し
て
、
多

久
家
文
書
中
に
は
、
細
川
家
と
の
鷹
に
つ
い
て
の
交
渉
の
記
事
の
あ
る
二
月
十

三
日
付
多
久
茂
辰
宛
勝
茂
書
状
（
四
九
号
）・
八
月
廿
二
日
付
多
久
茂
辰
・
諸
岡

茂
之
宛
勝
茂
書
状
（
一
二
一
号
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
松
井
家
文
書
の
う
ち
、

寛
永
十
九
年
と
推
定
で
き
る
正
月
二
十
一
日
付
の
松
井
興
長
宛
多
久
茂
辰
書
状

（
史
料
編
纂
所
写
真
帳
第
五
三
冊
六
七
頁
）
は
、
四
九
号
文
書
と
共
通
す
る
内

容
で
あ
り
、
同
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
寛
永
十
九
年
正
月
か
ら
二
月

に
か
け
て
の
二
通
の
書
状
に
は
、佐
賀
か
ら
肥
後
に
送
っ
た
鶴
取
の
鷹
の
こ
と
、

肥
後
で
佐
賀
か
ら
の
鷹
の
世
話
を
し
て
い
た
肥
後
の
鷹
匠（
川
井
権
之
丞
父
子
）

の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
松
井
家
文
書
の
も
の
に
は
、
鍋
島
か
ら

肥
後
に
派
遣
し
た
鷹
師
の
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
二
一
号
文
書
の
年

次
は
未
詳
で
あ
る
が
、
肥
後
へ
の
鷹
と
鷹
師
の
派
遣
を
細
川
光
尚
に
依
頼
さ
れ

た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
早
け
れ
ば
寛
永
十
八
年
夏
こ
ろ
か
ら
、
肥
後
の
新
藩

主
光
尚
と
鷹
を
め
ぐ
る
交
際
が
行
わ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

  

一
六
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

出
船
之
儀
、
為
可
被
承
、
内
裏
迄
使
者
被
相

（
豊
前
企
救
郡
）

越
、
念
入
候
儀
、
令
満
足
候
、
天
気
能
、

今
日
内
裏
着
候
而
、
則
乗
船
申
候
、
日
和
見
合
、
出
船
可
申
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、

何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

五
月
二
日

（
正
保
四
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
出
雲
殿

（
茂
矩
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

  
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
豊
前
内
裏
。
茂
矩
は

在
国
。
父
茂
辰
が
藩
政
か
ら
退
い
た
の
は
正
保
三
年
十
一
月
、
茂
矩
が
出
雲
と
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称
し
て
い
る
の
は
明
暦
二
年
二
月
こ
ろ
ま
で
。
そ
の
間
で
あ
る
と
す
る
と
、
四

月
末
に
勝
茂
が
参
勤
に
出
発
し
て
い
る
の
は
、
正
保
四
年
の
み
で
あ
る
（
佐
近

一
―
二
／
七
三
五
頁
）。 

  

一
六
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
其
方
内
儀
よ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

り
も
念
入
候
口
上
、
満
足
申
候
、
頓
而
可
罷
帰
候
間
、
以

面
可
申
由
、
可
被
申
候
、
以
上
、 

長
崎
罷
越
候
付
而
、
為
見
廻
、
一
人
被
相
越
、
殊
き
ん
か
ん
一
籠
到
来
、
被
入
念
候

儀
、
令
祝
着
候
、
我
等
事
、
昨
朔
日
昼
前
長
崎
着
申
、
追
付
、
馬
場
三
郎
左
殿

（
利
重
）

へ
見

廻
申
候
、
色
々
馳
走
、
不
大
形
儀
候
ツ
、
緩
々
と
得
御
意
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、

左
候
而
、
則
昨
晩
深
堀
へ
罷
越
候
、
今
日
者
、
此
辺
浦
々
見
候
て
慰
申
候
、』
委
敷
者

数
馬
ゟ

（
中
野
政
利
）

可
申
遣
候
、
日
和
よ
く
候
ハ
ゝ
、
明
後
日
者
可
令
帰
城
候
間
、
以
面
可
申
達

候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
長
崎
、茂
辰
は
在
国
。

馬
場
利
重
の
長
崎
奉
行
任
期
中
（
寛
永
十
四
年
十
一
月
よ
り
承
応
元
年
正
月
）、

佐
賀
藩
に
よ
る
長
崎
番
役
の
開
始
さ
れ
た
寛
永
十
九
年
四
月
以
降
で
、
勝
茂
の

長
崎
見
廻
の
た
め
の
到
着
が
五
月
朔
日
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
が

あ
る
の
は
、
寛
永
十
九
年
か
正
保
元
年
で
あ
る
（
佐
近
一
―
二
／
一
六
三
頁
・

六
八
九
頁
・
七
〇
五
頁
・
七
二
四
頁
）。
寛
永
十
九
年
で
あ
る
と
す
る
と
、
一
四

六
号
文
書
・
二
三
七
号
文
書
が
関
連
す
る
が
、
決
め
手
と
な
る
情
報
は
見
ら
れ

な
い
。 

  

一
七
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
座
主
坊
よ
り
之
使
僧
真
了
坊
へ
、
八
木
・
薪
な
と
遣
、
其
上
銀
子
二
枚

遣
被
申
候
由
、
尤
存
候
、
已
上
、 

一
書
令
啓
候
、
彦
山
座
主
坊

（
有
清
）

、
被
入
御
念
御
祈
祷
候
御
礼
ニ
、
以
書
状
、
可
申
伸
候

へ
共
、
逼
塞
時
分
候
故
、
無
其
儀
候
、
先
以
、』
徳
善
院
よ
り
、
能
々
被
相
達
候
様
ニ

可
被
申
候
、
為
其
、
書
状
、
別
紙
ニ
書
載
候
て
遣
候
、
□
徳
善
院
へ
見
せ
申
候
て
、

可
被
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
廿
七

（
寛
永
十
五
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（

（
鍋
島
）

花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
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進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

「
逼
塞
時
分
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
五
年
の
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原

の
乱
）
後
の
鍋
島
家
の
処
分
が
解
か
れ
る
前
の
時
期
と
比
定
さ
れ
る
。 

  

一
七
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
当
年
、
爰
元

（
江
戸
）

作
事
可
仕
と
存
候
へ
共
、
今
年
者
、
時
分
お
そ
く
罷
成
、

不
勝
手
之
儀
共
有
之
付
而
、
先
以
相
延
、
来
年
正
月
早
々
ゟ
取
懸
候
様
ニ
と
存
候
、

就
其
、
伝
兵
衛

（
鍋
島
茂
教
）

儀
、
為
甘
、
差
下
、
当
暮
罷
上
候
へ
と
申
聞
せ
候
、
其
心
得
可
被
申

候
、
来
春
作
事
之
儀
、
必
申
付
候
ハ
て
不
叶
様
子
ニ
候
条
、
得
其
意
、
前
を
以
、』
入

具
銀
子
校
量
尤
ニ
候
、
随
而
、
此
地
相
替
儀
無
之
、
首
尾
能
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、

於
様
子
者
、
伝
兵
衛
可
為
演
説
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

多
久
茂
辰
と
諸
岡
茂
之
は
在
国
。
茂
辰
と
茂
之
の
二
人
宛
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

茂
辰
に「
国
元
諸
事
仕
配
」が
命
じ
ら
れ
る
寛
永
十
二
年
六
月
よ
り
も
あ
と
で
、

か
つ
茂
之
の
罷
免
さ
れ
る
正
保
三
年
九
月
十
四
日
よ
り
も
前
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
勝
茂
が
在
江
戸
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
月
十
八
日
時
点
で
江
戸
に
い

な
い
こ
と
が
明
確
な
寛
永
十
四
年
（
三
三
〇
号
文
書
に
よ
る
）、
寛
永
十
五
年
、

寛
永
二
十
年
を
外
し
て
、
残
る
の
は
、
寛
永
十
三
年
・
寛
永
十
六
年
・
寛
永
十

七
年
・
寛
永
十
九
年
・
正
保
元
年
・
正
保
三
年
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。
こ
の
う

ち
で
、
佐
賀
藩
の
江
戸
屋
敷
作
事
の
行
わ
れ
た
年
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

  

一
七
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
伊
勢
菊
一

（
鍋
島
勝
茂
女
）

入
成
人
申
候
由
承
、
満
足
ニ
存
候
、
あ
ね
御
か
た

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

へ
御
ふ
み

し
て
可
申
上
候
へ
共
、
手
前
取
乱
候
間
、
可
然
様
ニ
御
申
候
而
可
給
候
、
已
上
、 

一
書
令
啓
候
、
爰
元
無
手
透
付
而
、
被
罷
下
候
後
、
以
書
状
も
不
申
候
、
此
地

（
江
戸
）

逗
留

中
、
祝
言
付
而
色
々
造
作
苦
労
被
申
候
儀
、
于
今
申
事
ニ
候
、
弾
正
殿

（
上
杉
定
勝
）

御
暇
に
て
、

今
程
在
国
に
て
候
、
お
市
儀
弥
仕
合

（
上
杉
定
勝
室
鍋
島
氏
）

能
、
後
室
之
御
馳
走
御

（
直
江
兼
続
後
室
直
江
氏
）

懇
切
之
儀
共
、
無
残
所

候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
喜
介
事
、

（
多
久
正
俊
）

一
段
と
息
災
ニ
罷
在
』
儀
候
、
気
遣
有
間
敷
候
、
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我
等
御
暇
之
儀
、
今
程
何
と
も
不
相
知
候
、
乍
去
、
諸
大
名
ニ
九
十
月
間
ニ 

御
暇

出
候
由
、
風
聞
ニ
候
、
於
様
子
者
杢
右
衛
門
尉
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

七
月
十

（
寛
永
元
年
）

八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、安
順
は
在
国
。

寛
永
元
年
正
月
に
行
わ
れ
た
勝
茂
女
市
と
上
杉
定
勝
の
「
祝
言
」
の
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
年
次
は
同
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

一
七
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
此
段
あ
ね
た
ち
・
む
す
め
共
へ
も
、
状
を
以
可
申
候
へ
共
、
色
々
取
紛

候
故
、
無
其
儀
候
、
心
得
候
而
可
被
申
候
、
市
佑
・

（
鍋
島
長
昭
）

内
匠
・

（
中
野
茂
利
）

兵
部
・

（
大
木
統
清
）

舎
人
・

（
鍋
島
茂
利
）

彦
右
衛
門
尉

（
諸
岡
茂
之
）

へ
も
可
被
申
聞
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
我
等
儀
、
先
月
十
日
大
坂
令
着
、
翌
朝
罷
立
、
江
戸
参
勤
申
候
処
、

同
十
二
日
、
江
州
水
口
に

（
甲
賀
郡
）

て
熱
気
指
出
、
散
々
相
煩
候
へ
共
、
薬
数
服
、
急
ニ
用
候

故
、
早
々
熱
気
引
、
漸
々
得
験
気
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
就
其
、
道
中
令
延
引
、

先
月
廿
九
日
江
戸
着
申
候
、
然
者
、
昨
三
日
、
為 

御
上
使
、
阿
部
豊
後
守

（
忠
秋
）

殿
御
出
、

御
懇
之 

上
意
之
旨
被
仰
聞
、
冥
加
之
至
、
忝
仕
合
存
事
候
、
途
中
ニ
而
我
等
相
煩

候
通
、
紀
伊
守
・

（
鍋
島
元
茂
）

甲
斐
守
、

（
鍋
島
直
澄
）

御
老
中
へ
』
申
上
候
処
、
其
段
被
成 

御
上
聞
候
へ
ハ
、

緩
々
と
令
養
生
、
参
上
申
候
様
ニ
と 

上
意
之
通
、
路
次
迄
、
被
下
御
奉
書
、
旁
以

忝
次
第
存
儀
候
、
気
色
大
形
能
候
条
、
近
日
御
老
中
迄
申
上
、 

御
目
見
可
申
候
条
、

於
其
節
者
、
早
々
可
申
遣
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
四
日

（
正
保
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

成
冨
山
城

（
鍋
島
直
弘
）

殿 

 
 
 
 
 

関
大
和

（
神
代
直
長
） 

殿 

 
 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
は
在

国
。
鍋
島
直
澄
が
甲
斐
守
に
任
じ
ら
れ
る
の
が
寛
永
十
二
年
十
二
月
晦
日
な
の

で
上
限
は
寛
永
十
三
年
。
多
久
茂
辰
が
罷
免
さ
れ
る
の
が
正
保
三
年
十
一
月
な

の
で
正
保
三
年
が
下
限
。
こ
の
間
の
勝
茂
の
参
勤
（
寛
永
十
四
年
・
同
十
八
年
・
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同
二
十
年
・
正
保
二
年
）
の
日
程
を
確
認
す
る
と
、
寛
永
十
四
年
は
閏
三
月
十

八
日
江
戸
着
（
三
三
〇
号
）、
寛
永
十
八
年
は
三
月
二
十
六
日
室
津
着
、
三
月
二

十
八
日
大
坂
着
予
定
（
三
三
五
号
）、
寛
永
二
十
年
は
三
月
二
十
四
日
室
津
着
、

四
月
二
日
近
江
醒
ヶ
井
宿
（
三
三
一
号
・
三
三
六
号
）
の
み
が
明
確
で
あ
る
。

本
状
で
は
、
三
月
十
日
大
坂
着
、
三
月
十
二
日
近
江
水
口
、
三
月
二
十
九
日
江

戸
着
な
の
で
、
右
の
三
ヶ
年
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
消
去
法
に
よ
り
、
残

る
正
保
二
年
で
あ
る
と
比
定
で
き
る
。 

  

一
七
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
内
方
よ
り
も
な
ま
鮑
一
折
五
給
、
令
満
足
候
、
文
可
遣
候
へ
共
、
無
別

条
候
間
、
此
書
中
之
通
、
可
被
申
聞
候
、
以
上
、 

爰
元
相
越
候
付
而
、
為
見
廻
、
使
者
被
差
越
、
見
事
之
名
吉
一
給
、
被
入
念
候
儀
、

令
祝
着
候
、
料
理
候
て
賞
味
可
申
候
、
我
等
事
、
此
程
よ
り
腹
中
気
ニ
候
処
、
一
昨

日
殊
外
痛
、
迷
惑
申
候
付
而
、
良
庵
・
喜
安
も
此
地
召
寄
候
、
昨
朝
鷹
野
ニ
』
罷
出

候
へ
ハ
、
積
も
和
、
大
便
昨
日
者
朝
一
度
通
候
迄
ニ
而
、
今
朝
も
大
用
ニ
不
参
候
、

腹
痛
一
段
と
快
候
て
、
珍

〔
弥
〕

鷹
野
気
色
ニ
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
右
之
通
候
故
、
薬

を
も
服
用
不
申
候
、
来
ル
十
八
日
ニ
ハ
、
依
躰
、
帰
城
可
申
と
存
候
、
万
々
以
面
可

申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
も
茂
辰
も
と
も
に
在
国
中

で
あ
る
が
、
勝
茂
は
領
内
で
鷹
狩
中
、
茂
辰
は
在
佐
賀
。
花
押
は
、
一
六
四
号

（
正
月
十
五
日
付
年
次
未
詳
、
正
保
四
年
・
慶
安
二
年
・
同
四
年
・
承
応
四
年
・

明
暦
二
年
の
い
ず
れ
か
）・
三
〇
一
号
（
承
応
元
年
九
月
二
十
日
）
の
も
の
と
酷

似
し
て
い
る
。 

  

一
七
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

其
方
内
儀
、
今
月
十
日

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

辰
之
刻
、
輙
娘
誕
生
申
、
血
之
道
少
も
無
之
、
母
子
な
か
ら

息
災
之
由
、
以
飛
脚
、
被
申
越
、
目
出
度
存
候
、
我
等
夫
婦
大
慶

（
鍋
島
勝
茂
・
同
室
徳
川
氏
）

、
推
察
可
被
申
候
、

何
も
』
期
後
音
、
不
克
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
晦
日

（
寛
永
十
七
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

花
押
は
寛
永
十
六
年
以
降
に
用
い
ら
れ
る
も
の
。
茂
辰
室
鍋
島
氏
の
娘
で
寛
永

十
六
年
以
降
出
生
は
、
寛
永
十
七
年
生
ま
れ
の
充
と
同
十
八
年
生
ま
れ
の
乙
千

代
だ
け
で
あ
る
が
、
勝
茂
が
正
月
に
在
江
戸
な
の
は
寛
永
十
七
年
の
み
。 

  

一
七
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

態
申
遣
候
、
仍
、
用
所
之
儀
候
て
、
鍋
大
膳

（
鍋
島
正
之
）

・
中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

ゟ
、
其
方
へ
以
書

状
、
申
越
候
条
、
承
届
、
則
相
究
尤
ニ
候
、
様
子
、
返
事
ニ
可
承
候
、
此
飛
脚
罷
着
、

は
た
と
何
か
と
仕
候
ハ
ゝ
、
却
而
又
々
如
何
敷
存
候
間
、
其
心
得
尤
ニ
候
、
委
曲
、

右
両
人
所
よ
り
』
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
は
在

国
。
下
限
は
、
鍋
島
正
之
が
江
戸
に
詰
め
て
い
る
間
ま
で
な
の
で
、
寛
永
十
四

年
。
上
限
は
未
詳
。
た
だ
し
「
用
所
」
を
政
務
向
き
の
こ
と
と
と
ら
え
れ
ば
、

茂
辰
の
「
国
元
諸
事
仕
配
」
以
降
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
寛
永
十
二
年
。
そ
の

場
合
、
勝
茂
が
七
月
に
在
江
戸
な
の
は
、
寛
永
十
二
年
も
し
く
は
寛
永
十
四

年
。
花
押
は
、
寛
永
十
五
年
後
半
以
降
は
見
ら
れ
な
い
形
の
も
の
。 

  

一
七
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
貴
所
、
従
明
日
、
在
郷
へ
可
被
相
越
之
由
承
候
、
然
者
、
以
面
、

談
合
申
度
儀
共
、
多
々
候
間
、
我
等
事
、
明
日
早
々
罷
帰
儀
ニ
候
条
、
二
三
日
者
可

被
相
控
候
、
何
も
以
面
可
申
候
間
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
）』 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

 
【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
と
も
に
在
国
。
勝
茂
は
佐
賀

か
ら
鷹
狩
り
等
に
出
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
安
順
は
佐
賀
に
い
る
と
推
測
さ
れ
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る
。「
長
門
」
の
表
記
か
ら
、
慶
長
十
二
年
以
降
。
花
押
は
慶
長
十
三
年
頃
か
ら
同

十
七
年
頃
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

  

一
七
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

以
上
、 

先
度
、
以
書
状
如
申
遣
候
、
御
下
剋
令
申
候
様
子
、
返
事
之
趣
、
玄
盛
歟
、
五
か
い

坊
歟
に
て
、
早
々
可
被
仰
上
せ
候
、
次
、
此
面
弥
御
静
謐
之
儀
候
条
、
可
御
心
易
候
、

少
篇
も
珍
儀
候
者
可
申
入
候
、
猶
期
後
便
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
信
守

（
鍋
島
）

 

 
 

六
月
五
日

（
慶
長
四
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花
押
）』 

  

龍
与
兵

（
多
久
安
順
）

衛
殿 

 
 
 

人
々
御
中 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
上
方
、安
順
は
在
国
。

勝
茂
は
、
慶
長
四
年
四
～
五
月
頃
に
清
茂
か
ら
勝
茂
に
改
名
し
て
い
る
の
で
、

年
次
の
上
限
は
は
慶
長
四
年
年
と
な
る
。
花
押
は
、
慶
長
四
年
と
比
定
さ
れ
る

六
月
十
六
日
付
の
有
田
茂
成
宛
勝
茂
書
状
（
佐
古
一
四
／
有
田
家
六
号
）
と
極

め
て
近
い
。
こ
れ
に
加
え
、
慶
長
七
年
に
は
別
の
花
押
と
な
っ
て
い
る
（
二
四

六
号
）
こ
と
、
慶
長
五
年
に
は
安
順
は
勝
茂
と
と
も
に
上
方
に
い
る
こ
と
（
佐

近
一
―
二
／
二
〇
九
頁
）、慶
長
六
年
に
は
勝
茂
が
国
許
に
い
る
こ
と
な
ど
を
踏

ま
え
れ
ば
、
本
書
状
の
年
次
は
慶
長
四
年
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
本
文
中
の

「
此
面
弥
御
静
謐
」
は
、
慶
長
四
年
閏
三
月
四
日
の
石
田
三
成
襲
撃
事
件
の
の

ち
、
同
月
十
三
日
に
徳
川
家
康
が
伏
見
城
に
入
り
、
情
勢
が
落
ち
着
い
た
と
い

う
状
況
を
指
す
の
で
は
な
い
か 

  

一
七
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

以
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
当
夏
、
於
長
崎
調
物
之
儀
ニ
付
而
、
今
度
諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉
・

亀
河
弥
右
衛
門
尉
へ
遣
候
書
立
、
其
方
迄
相
越
候
条
、
差
渡
可
然
候
、
右
用
物
之
儀
、

来
年
方
々
へ
遣
候
用
ニ
候
間
、
相
調
候
ハ
ゝ
、
其
地

（
佐
賀
）

へ
召
置
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、

代
銀
ハ
何
銀
ゟ
成
共
、
其
方
校
量
次
第
被
相
渡
可
然
候
、
随
而
、
此
中
唐
へ
誂
候
物

も
、
来
着
候
ハ
ゝ
是
又
請
取
候
て
、
其
許
へ
召
置
尤
ニ
候
、
此
段
ハ
出
入
能
弥
右
衛

門
尉
存
候
間
、
其
心
得
可
被
申
候
、
然
者
、
弥
右
衛
門
』
長
崎
へ
罷
越
候
付
而
手
伝

之
儀
、
佐
賀
之
町
人
と
も
ハ
能
有
間
敷
候
条
、
誰
そ
見
合
せ
候
て
、
給
人
之
内
よ
り

可
被
申
付
候
、
さ
候
て
、
今
度
之
調
物
、
又
唐
へ
あ
つ
ら
へ
物
来
着
候
ハ
ゝ
、
弥
右

衛
門
尉
両
人
に
て
請
取
候
様
ニ
可
然
候
、
恐
々
謹
言
、 信

濃
守 
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卯
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

  
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

茂
辰
と
諸
岡
茂
之
は
、
と
も
に
寛
永
十
二
年
六
月
に
藩
政
に
関
わ
る
こ
と
を
命

じ
ら
れ
て
お
り
、
年
次
の
上
限
は
同
十
三
年
と
な
る
。
茂
之
は
正
保
三
年
九
月

に
、
茂
辰
は
同
年
十
一
月
に
罷
免
さ
れ
る
の
で
、
下
限
は
同
年
と
な
る
。
こ
の

間
、
勝
茂
が
四
月
に
在
江
戸
で
あ
っ
た
の
は
、
寛
永
十
三
・
同
十
四
・
同
十
六
・

同
十
八
・
同
二
十
・
正
保
二
年
に
な
る
。 

  

一
八
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

以
上
、 

態
申
入
候
、
御
帰
朝
之
由
其
聞
候
、
事
実
候
哉
承
度
候
、
此
中
別
而
御
苦
労
之
至
、

不
得
申
入
候
、
加
州
事

（
鍋
島
直
茂
）

、
近
日
可
罷
上
之
旨
御
諚
候
処
、
重
而
可
相
扣
之
通
、
被 

仰

出
、
迷
惑
無
此
上
候
、
次
、
不
思
召
寄
儀
ニ
候
へ
共
、
与
州
ゟ
、

（
木
下
覚
順
カ
）

御
所
持
之
由
候
巣

は
い
鷹
、
逸
物
之
由
承
候
間
、』
少
々
見
申
度
候
、
向
後
、
被
下
候
儀
ハ
い
か
ゝ
に
候

間
、
先
以
御
上
せ
候
者
可
為
本
望
候
、
定
而
御
秘
蔵
察
申
候
、
何
も
木
四
郎

（
木
下
昌
直
）

兵
相
含

候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
信
濃

（
鍋
島
）

守 

 
 

六
月
十
八

（
慶
長
元
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
茂
（
花

（
勝
茂
）

押
） 

  

龍
六
郎

（
多
久
安
順
）

次
様 

 
 
 
 

人
々
御
中 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
、
慶
長
四
年
四
～
五
月

頃
に
清
茂
か
ら
勝
茂
に
改
名
し
て
お
り
、
年
次
の
下
限
は
同
三
年
と
な
る
。
冒

頭
に
「
御
帰
朝
之
由
」
と
あ
る
の
は
、
安
順
が
朝
鮮
か
ら
日
本
に
帰
り
、
国
許

に
戻
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
安
順
は
両
度
の
朝
鮮
出
兵
に

従
軍
し
て
い
る
が
、
六
月
に
帰
国
し
た
の
は
文
禄
五
年
（
慶
長
元
年
）
で
あ
る

の
で
、
本
書
状
の
年
次
は
同
年
に
比
定
さ
れ
る
。
勝
茂
は
豊
臣
秀
吉
に
近
い
場

所
に
い
る
と
思
わ
れ
、
在
伏
見
か
。
安
順
は
在
国
。 

  
一
八
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

首
尾
能
祝
言
申
候
付
而
、
為
祝
儀
態
一
人
被
相
越
、
令
祝
着
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候
、
如
被
申
越
候
、
我
等
夫
婦
之
大
慶
此
事
候
、
其
元
何
も
悦
被
申
之
由
、
尤
之
儀

候
、
随
而
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

・
甲
斐
守
兄
弟
な
か
ら
、
仕
合
能
被
下 

御
暇
、
罷
下
、
忝
存
候

儀
、』
推
量
可
被
申
候
、
定
而
早
々
下
着
可
申
と
存
候
、
其
方
満
足
之
程
令
察
候
、
何

も
期
来
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
十
一

（
寛
永
十
八
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

  
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

冒
頭
に
あ
る
鍋
島
直
澄
の
「
祝
言
」
と
は
、
寛
永
十
八
年
の
直
澄
と
松
平
忠
明

女
と
の
婚
儀
を
指
す
と
思
わ
れ
、
本
書
状
の
年
次
は
同
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

一
八
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

為
見
廻
、
伊
平
太

（
多
久
安
英
）

被
相
越
、
殊
見
事
之
鯉
一
喉
一
折
并
松
露
一
篭
給
、
念
入
之
儀
、

令
祝
着
候
、
料
理
候
て
賞
味
可
申
候
、
我
等
事
、
昨
日
よ
り
当
地
相
越
、
気
分
軽
、

食
事
な
と
も
進
、
事
之
外
気
色
能
候
条
、
可
心
安
候
、
其
方
儀
、
在
郷
へ
被
罷
越
、

気
色
能
候
由
、
一
段
之
事
候
、
緩
々
と
逗
留
』
候
て
養
生
尤
候
、
何
も
勘
解
由

（
有
田
孝
紀
）

よ
り

可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
二
月
十
日

（
明
暦
元
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

  
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
肥
前
国
内
の
ど
こ
か
で

病
気
療
養
中
で
、
茂
辰
も
多
久
で
休
養
中
と
思
わ
れ
る
。
年
次
は
、
多
久
安
英

が
生
ま
れ
た
寛
永
十
六
年
（「
多
久
家
系
図
」）
が
上
限
と
な
る
。
勝
茂
は
明
暦

三
年
三
月
に
江
戸
で
歿
す
る
が
、
そ
の
前
年
の
九
月
に
参
勤
の
た
め
茂
辰
と
と

も
に
佐
賀
を
出
立
し
て
い
る
。
従
っ
て
同
元
年
が
下
限
と
な
る
が
、
勝
茂
の
病

気
と
、安
英
が
使
者
を
務
め
ら
れ
る
年
齢
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、

勝
茂
が
十
二
月
に
在
国
し
て
い
る
承
応
三
年
か
翌
明
暦
元
年
の
い
ず
れ
か
と
考

え
ら
れ
る
。「
石
田
私
史
」
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
明
暦
元
年
は
十
二
月
九
日
に
白

石
に
赴
い
て
お
り
（
佐
近
八
―
三
／
三
五
五
頁
）、
文
中
の
「
昨
日
よ
り
当
地
相

越
」
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
、
明
暦
元
年
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。 
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一
八
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

於
遠
路
、
田
代
市
左
衛
門
尉
被
相
越
、
殊
見
事
之
棗
一
篭
給
、
令
祝
着
候
、
三
郎
左

（
馬
場
利
重
）

殿
申
請
候
刻
、
座
へ
出
可
申
候
、
我
等
も
好
物
候
条
、
何
様
賞
味
可
申
候
、
昨
日
、

於
長
崎
、
三
郎
左
殿
へ
見
廻
申
候
処
、
料
理
出
、
緩
々
と
得
御
意
、
築
嶋
お
ら
ん
た

船
ニ
も
、
三
郎
左
殿
令
御
同
道
見
物
申
、
及
極
晩
深
堀
へ
着
申
候
、
三
郎
左
殿
御
差

合
共
有
之
付
而
、
来
ル
十
八
日
ニ
此
地
可
有
御
越
由
候
、
さ
候
て
、
十
九
日
ニ
諌
早

迄
罷
』
越
、
日
和
次
第
、
廿
日
ニ
帰
城
可
申
と
存
候
、
随
而
、
其
方
腹
中
漸
々
ニ
能

候
由
、
市
左
衛
門
尉
申
ニ
承
、
目
出
度
存
候
、
弥
無
油
断
、
養
生
肝
要
ニ
存
候
、
何

も
頓
而
面
を
以
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

  
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
長
崎
、茂
辰
は
在
国
。

長
崎
警
備
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
幕
府
は
寛
永
十
八
年
二
月
に
福
岡
藩
に

対
し
、
翌
十
九
年
三
月
に
佐
賀
藩
に
対
し
長
崎
警
備
を
命
じ
、
以
後
両
藩
が
交

替
で
任
務
に
当
た
っ
た
。
従
っ
て
、
年
次
の
上
限
は
寛
永
十
九
年
で
あ
り
、
茂

辰
は
正
保
三
年
十
一
月
に
罷
免
さ
れ
る
の
で
、
下
限
は
正
保
三
年
で
あ
る
。
こ

の
間
、
九
月
に
佐
賀
藩
が
長
崎
警
備
中
で
あ
っ
た
の
は
、
寛
永
十
九
年
・
正
保

元
年
・
正
保
三
年
と
な
る
が
、「
石
田
私
史
」
で
は
、
勝
茂
は
正
保
三
年
に
は
九

月
十
六
日
に
長
崎
に
向
け
て
佐
賀
を
出
発
し
て
お
り
（
佐
近
八
―
三
／
二
四
八

～
二
四
九
頁
）、
同
年
は
除
か
れ
る
。 

  

一
八
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

為
見
廻
、
使
者
被
相
越
、
殊
鮒
一
篭
五
給
、
被
念
入
之
儀
令
祝
着
候
、
頓
而
賞
味
可

申
候
、
我
等
事
、
気
色
無
易
儀
能
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
明
後
日
者
、
可
』

令
帰
城
と
存
候
間
、
其
節
、
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

  
 
 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
茂
矩
は
と
も
に
在
国
で

あ
る
が
、
勝
茂
は
「
明
後
日
者
、
可
令
帰
城
」
と
あ
る
の
で
、
肥
前
国
内
の
ど

こ
か
で
病
気
療
養
中
と
思
わ
れ
る
。
年
次
の
上
限
は
不
明
。
茂
矩
は
、
明
暦
二

年
二
月
に
病
気
の
勝
茂
に
代
わ
り
出
府
し
、
こ
の
時
長
門
守
に
改
め
た
と
さ
れ
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て
い
る
の
で
、
下
限
は
明
暦
二
年
と
な
る
。 

 

  

一
八
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
白
石
之
さ
ゝ
嶋
并
芦
ケ
里

（
芦
刈
）

ニ
、
当
春
寄
築
候
様
ニ
と
、
先
書
ニ

申
遣
候
、
当
暮
旁
可
申
付
候
へ
共
、
寄
新
敷
候
へ
者
、
其
廻
り
土
取
又
ハ
足
か
た
多

候
て
、
鶴
は
み
し
み
不
申
候
条
、
何
と
そ
才
覚
候
て
、
当
春
中
ニ
』
築
せ
可
被
申
候
、

定
而
夫
手
間
有
之
間
敷
候
間
、百
姓
共
へ
飯
米
と
ら
せ
候
て
成
共
、築
せ
可
被
申
候
、

為
其
、
如
此
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
の
居
所
は
不
明
、
茂
辰
は

国
許
か
。
年
次
は
茂
辰
が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ
ら
れ
る
寛
永
十
二
年
六

月
二
十
三
日
（「
多
久
家
書
物
御
什
物
方
指
出
五
」
佐
古
一
〇
／
三
八
一
頁
）
以

降
と
考
え
ら
れ
、
上
限
は
寛
永
十
三
年
、
下
限
は
茂
辰
が
藩
政
か
ら
退
く
正
保

三
年
。
花
押
は
二
六
号
（
寛
永
十
四
年
）
に
近
い
。 

  

一
八
六 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 

翁
介
所

（
鍋
島
光
茂
）

へ
之
祝
儀 

杉
原
十
帖 

 
 
 

影
庵

（
鍋
島
信
明
） 

太
刀
馬
代

金
子
壱
部 

 
 

神
代
対
馬

（
常
親
） 

右
同 

 
 
 
 
 

鍋
嶋
中
務

（
茂
周
） 

右
同 

 
 
 
 
 

鍋
嶋
淡
路

（
茂
宗
） 

右
同 

 
 
 
 
 

鍋
嶋
伊
豆

（
茂
賢
） 

右
同 

 
 
 
 
 

鍋
嶋
式
部

（
貞
村
） 

右
同 

 
 
 
 
 

鍋
嶋
隼
人

（
茂
貞
） 

右
同 

 
 
 
 
 

鍋
嶋
右
近

（
茂
泰
） 

右
同 

 
 
 
 
 

鍋
嶋
帯
刀

（
茂
貞
） 

右
同 

 
 
 
 
 

鍋
嶋
伝
兵
衛
尉

（
茂
教
）

 

右
同 

 
 
 
 
 

佐
野
右
衛
門
助 

杉
原
十
帖 

 
 
 

鍋
嶋
舎
人

（
茂
利
） 

右
同 

 
 
 
 
 

大
木
兵
部

（
統
清
） 

右
同 

 
 
 
 
 

中
野
内
匠

（
茂
利
）

』 

杉
原
十
帖 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

右
之
前
、
銘
々
、
翁
介

（
光
茂
）

所
へ
、
為
祝
儀
、
被
相
越
、
幾
久
と
目
出
度
存
候
、
被
入
念
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候
段
、
祝
着
候
、
已
上
、 

 
 

二
月
十
四
日

（
寛
永
十
三
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
に
よ
る
、
家
中
か
ら
鍋
島
光
茂
へ
贈
ら
れ
た
祝
儀
の
覚
書
。
光
茂

が
将
軍
に
初
め
て
拝
謁
し
た
際
、
家
中
か
ら
の
祝
儀
に
対
す
る
礼
状
（
三
〇
四

号
、
寛
永
十
三
年
カ
）
と
同
日
付
で
あ
り
、
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
〇

四
号
よ
り
勝
茂
・
光
茂
は
在
江
戸
、
影
庵
等
は
在
国
。
年
次
は
寛
永
十
三
年
の

可
能
性
が
高
い
。
花
押
は
二
六
号
（
寛
永
十
四
年
）
に
近
い
。 

  

一
八
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

啓
一
書
候
、
用
所
之
儀
共
候
て
、
一
昨
日
、
鹿
江
茂
左
衛
門
尉
差
下
候
、
其
刻
申

落
儀
候
付
而
、
市
佑
・

（
鍋
島
長
昭
）

勘
右
衛
門
尉

（
勝
屋
茂
為
）

・
将
監
よ

（
関
清
長
）

り
、
以
書
立
、
申
遣
候
条
、
披
見

被
申
、
首
尾
能
候
様
ニ
調
儀
肝
要
ニ
候
、 

一
先
日
茂
左
衛
門
尉
を
以
も
如
申
遣
候
、御
上
使
諸
国
へ
御
下
ニ
付
而
、馳
走
之
儀
、

御
法
度
之
由
、
堅
被
仰
渡
候
、
乍
然
、
領
中
於
御
泊
所
、
御
不
自
由
ニ
候
て
ハ
如

何
ニ
存
候
、
田
舎
之
儀
ニ
候
間
、
前
か
と
ゟ
其
用
意
候
ハ
て
ハ
不
罷
成
事
候
、
然

共
、今
度
』三
人
ゟ
申
遣
候
書
立
之
趣
も
取
り
た
り
候
て
、は
よ
く
被
申
付
候
ハ
ゝ
、

目
ニ
立
御
馳
走
之
様
ニ
可
有
之
候
条
、
左
様
ニ
無
之
体
ニ
心
遣
肝
要
ニ
存
候
、 

一
近
国
之
儀
、
能
被
承
合
、
自
余
並
ニ
可
然
候
、
右
之
通
ニ
無
御
不
自
由
様
ニ
と
存
、

申
付
候
而
も
、
近
国
ニ
無
之
儀
仕
候
ハ
ゝ
、
還
而
御
法
度
を
背
候
ニ
可
罷
成
候
、

又
近
国
ニ
被
仕
候
儀
、
領
中
に
て
不
致
候
て
も
、
不
念
ニ
可
罷
成
候
条
、
能
々
其

心
得
可
被
申
候
、 

一
御
上
使
御
下
ニ
付
而
、
色
々
申
付
候
儀
、
物
ニ
ゟ
、
郡
分
ニ
請
取
〳
〵
、
我
々
手

之
者
に
て
、』
窃
ニ
申
付
候
様
ニ
可
然
存
候
、
い
つ
も
の
こ
と
く
つ
き
合
延
立
候
て

ハ
、
不
可
然
事
候
条
、
申
事
ニ
候
、
於
然
者
、
長
門
・

（
多
久
安
順
）

石
見
・

（
諫
早
直
孝
）

若
狭
三

（
鍋
島
茂
綱
）

人
に
て
、

郡
分
ニ
候
て
、
諸
事
之
儀
、
可
被
相
調
候
、
事
ニ
ゟ
、
郡
分
ニ
不
罷
成
儀
、
調
物

其
外
之
儀
ニ
而
も
可
有
之
候
条
、
其
段
を
ハ
鍋
嶋
伝
兵
衛

（
茂
教
）

尉
・
石
井
修
理
亮

（
茂
成
）

へ
申

付
候
条
、
五
人
談
合
を
以
、
何
事
に
て
も
手
つ
か
へ
不
申
様
ニ
、
可
被
申
付
儀
、

可
為
肝
要
候
、
委
ハ
市
佑
・
』
勘
右
衛
門
尉
・
将
監
ゟ
可
申
遣
候
間
、
不
具
候
、

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
七
日

（
寛
永
九
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

長
門
殿 

 
 
 

石
見
殿 

 
 
 

若
狭
殿 

 
 
 

鍋
伝
兵
衛
殿 

 
 
 

石
修
理

（
石
井
）
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
以
下

は
在
国
。
幕
府
国
廻
上
使
が
来
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
が
、
直
孝
が
寛
永
十

二
年
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
年
の
幕
府
国
廻
上
使
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。寛
永
十
年
の
十
月
に
幕
府
国
廻
上
使
は
佐
賀
に
到
着
し
て
い
る（
佐

近
一
―
二
／
三
九
八
頁
～
四
〇
〇
頁
）
た
め
、
年
次
は
前
年
の
寛
永
九
年
と
な

る
。 

  

一
八
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
爰
元
少
篇
も
無
相
替
儀
、
子
共
孫
共
何
も
息
災
ニ
候
間
、
心
安
可
被
存

候
、
其
元
へ
も
無
何
事
、
其
方
今
程
弥
息
災
ニ
候
由
承
、
満
足
申
候
、
炎
天
時

分
ニ
候
間
、
無
油
断
□
□
養
生
肝
要
ニ
存
候
、
已
上
、 

態
飛
脚
被
差
越
、
五
月
廿
八
日
之
書
状
、
令
参
着
、
披
見
申
候
、
仍
、
美
作
内
儀
、

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

先
月
廿
八
日
卯
之
刻
、
輙
娘
誕
生
申
、

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）

血
心
も
無
之
、
乍
母
子
、
一
段
と
息
災
之
由

被
申
越
、
別
而
目
出
度
存
候
、
此
中
、
吉
左
右
折
角
相
待
候
処
、
□
慶

（
大
）

此
御
事
候
、

娘
事
、
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

養
子
可
申
由
、
申
遣
候
付
而
、
式
部
相

（
鍋
島
貞
村
）

談
被
申
、
先
以
、
其
方
所
へ

召
置
被
申
候
由
承
、
尤
之
儀
候
、
今
度
之
子
、
娘
ニ
候
て
、
紀
伊
守
□
作

（
美
カ
）

仕
合
と
存

儀
候
、
将
又
、
我
等
腹
中
、
弥
能
候
而
、』
今
程
節
々
登 

城
申
候
□
、

（
間
カ
）

心
安
可
被
存

候
、
乍
然
、
五
六
日
間
ニ
少
宛
差
発
、
于
今
す
き
と
ハ
無
之
付
而
、
無
油
断
養
生
申

事
候
、
随
而
、 

上
様
為
御
養

（
徳
川
家
光
）

生
、
未
御
表
へ

□
（
不
カ
）

被
成 

御
成
ニ
付
而
、
各
御
目

見
ハ
無
之
候
、
倍 

御
機
嫌
能
被
成
御
座
由
候
条
、
頓
而 

御
目
見
可
有
之
と
存
事

候
、
何
も
期
後
音
、
不
能
詳
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
十
九

（
寛
永
十
四
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
長
門

（
安
順
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、安
順
は
在
国
。

文
中
の
「
娘
」
は
「
紀
伊
守
養
子
可
申
由
」
か
ら
多
久
茂
辰
女
、
岡
部
与
貞
室

鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ん
の
生
年
よ
り
年
次

は
寛
永
十
四
年
と
な
る
。 

  

一
八
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

於
遠
路
、
一
人
被
相
越
、
伊
平

（
多
久
茂

太辰
）

祝
言
申
候
為
祝
儀
、
太
刀
馬
代
三
百
疋
給
、
五
百

八
十
年
と
別
而
為
悦
之
至
候
、
お
鶴
事

（
多
久
茂
辰
室

、鍋
島

弥氏
）

有
付
候
由
被
申
越
、
大
慶
之
至
候
、
近

日 

御
暇
出
申
之
由
、
取
沙
汰
ニ
候
間
、
来
月
ハ
罷
下
、
嘉
事
』
可
申
達
候
、
何
も

石
井
源
左
衛
門
尉
可
申
候
間
、
不
能
具
候
、
恐
々
謹
言
、 
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信
濃
守 

卯
月

（
寛
永
二

十
一

年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門

（
多
久
安

殿順
） 

 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
多
久
茂
辰
と
勝
茂
女
鶴
と
の

婚
姻
に
係
る
史
料
で
あ
る
。
婚
姻
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
「
水
江
事
略
」
は
寛

永
二
年
正
月
二
十
八
日
と
し
、
「
勝
茂
公
御
年
譜
」
・
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
・

「
元
茂
公
御
年
譜
」
・
「
直
能
公
御
年
譜
」
は
、
寛
永
元
年
正
月
二
十
八
日
と

す
る
（
佐
近
一
―
二
／
五
六
・
三
四
九
頁
、
佐
近
二
―
一
／
九
〇
・
四
九
三

頁
）
。
ま
た
、
及
川
亘
氏
は
、
茂
辰
と
鶴
の
婚
姻
を
寛
永
二
年
と
す
る
（
及
川

亘
二
〇
二
一
年
）
。 

 
 
 

「
定
勝
公
御
年
譜
」
（
巻
二
）
に
よ
る
と
、
寛
永
元
年
正
月
に
上
杉
定
勝
と

勝
茂
女
市
の
祝
言
が
あ
り
、
十
八
日
の
結
納
、
二
十
三
日
の
上
杉
藩
邸
で
の
饗

応
の
記
述
に
、
勝
茂
の
家
臣
と
し
て
安
順
の
名
が
あ
る
。
茂
辰
と
鶴
の
祝
言
が

寛
永
元
年
と
す
る
と
、
安
順
が
不
在
の
間
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

同
史
料
（
巻
三
）
の
寛
永
二
年
五
月
十
二
日
条
に
、
勝
茂
が
翌
十
三
日
に
帰
国

の
た
め
江
戸
発
駕
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
本
書
状
の
「
来
月
ハ
罷

下
」
の
記
述
と
合
う
の
で
、
茂
辰
と
鶴
の
婚
姻
は
寛
永
二
年
で
あ
る
。
勝
茂
の

居
所
は
江
戸
、
安
順
は
在
国
か
。 

  

一
九
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

爰
許
罷
越
候
付
而
、
為
見
廻
、
使
者
被
相
越
、
殊
生
鯛
一
折
二
給
、
令
祝
着
候
、
料

理
候
て
、
賞
味
可
申
候
、
昨
日
、
仕
合
能
候
而
、
雁
鴨
余
多
取
飼
、
満
足
申
事
候
、

我
等
気
色
別
条
無
之
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
』
明
後
日
者
、
可
罷
帰
候
条
、

面
を
以
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
と
も
に
在
国
。
狩

場
に
い
る
勝
茂
に
茂
辰
が
見
舞
い
を
送
っ
た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
で
あ
る
。

花
押
は
一
一
〇
号
（
明
暦
元
年
五
月
二
日
付
）・
一
五
〇
号
（
十
月
二
十
八
日

付
）
と
類
似
し
て
い
る
。
一
五
〇
号
は
、
狩
場
の
勝
茂
よ
り
見
舞
い
を
送
っ
た

多
久
茂
矩
へ
の
礼
状
で
あ
る
。
本
書
状
と
一
五
〇
号
は
、
日
付
と
内
容
か
ら
同

年
の
可
能
性
が
あ
る
。
一
五
〇
号
と
連
続
す
る
書
状
で
あ
れ
ば
、
出
雲
の
表
記
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か
ら
、
年
次
の
下
限
は
明
暦
元
年
で
あ
る
。
ま
た
明
暦
二
年
九
月
勝
茂
・
茂
辰

は
参
勤
の
た
め
佐
賀
発
（
佐
近
一
―
二
／
七
九
八
頁
）、
帰
佐
な
く
明
暦
三
年

三
月
勝
茂
歿
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
同
様
で
あ
る
。 

  

一
九
一 

鍋
島
勝
茂
書
状 
（
折
紙
） 

 

猶
以
、
三
郎
佐
殿
へ
之
書
状
、
我
等
江
戸
不
打
立
前
之
日
付
ニ
候
、
其
心
得
可

被
申
候
、
已
上
、
馬
場
三
郎
左
殿
へ
之
書
状
、
今
月
朔
日
之
日
付
ニ
仕
候
、
為

存
候
、
已
上
、 

急
度
申
遣
候
、
仍
、
今
度 

御
暇
出
候
而
ゟ
、
い
ま
た
馬
場
三
郎

（
利
重
）

左
殿
へ
、
以
書
状
、

不
申
入
候
、
就
其
、
只
今
書
状
相
認
、
早
飛
脚
ニ
而
差
越
候
条
、
無
延
引
、
早
速
長

崎
へ
相
越
可
被
申
候
、
先
書
に
も
如
申
遣
候
、
乗
船
参
合
申
ま
し
き
と
存
、
今
四
日
、

江
戸
打
立
申
候
、
来
ル
十
六
日
ニ
ハ
大
坂
へ
着
可
申
と
存
知
候
、
其
元
ゟ
之
船
不
参

合
候
ハ
ゝ
、
松
平
下
総

（
忠
明
）

殿
へ
船
借
可
申
由
、
申
候
付
而
、
早
船
四
五
艘
御
借
し
可
有

由
候
』
条
、
大
坂
着
候
者
、
追
付
出
船
可
申
と
存
候
、
何
も
頓
而
、
以
面
可
申
候
、

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
四

（
寛
永
十
九
年

日）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門

（
茂
之
）

尉 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
で
あ
る
。
花
押
型
は
寛
永
十
六
年
以
降
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
松
平
忠
明

の
歿
年
月
（
正
保
元
年
三
月
二
十
五
日
）
よ
り
、
年
次
の
下
限
は
寛
永
二
十
年

で
あ
る
。
勝
茂
は
寛
永
十
九
年
、
三
月
二
十
六
日
に
御
暇
、
長
崎
番
役
の
台
命

を
受
け
、
四
月
四
日
に
江
戸
を
発
足
し
て
い
る
（
佐
近
一
―
二
／
六
八
八
～
六

九
〇
頁
）
。
こ
の
こ
と
は
、
二
三
七
号
（
寛
永
十
九
年
三
月
二
十
八
日
付
）
・

一
四
六
号
（
同
年
四
月
一
日
付
）
の
記
述
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
、
年
次

は
寛
永
十
九
年
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
状
は
勝
茂
江
戸
発
駕
当

日
の
書
状
で
あ
る
。 

  

一
九
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
其
元
ゟ
江
戸
へ
仕
上
せ
候
銀
、
此
中
者
中
野
内（

茂

匠利
）

・
諸
岡
彦
右
衛

（
茂
之
）

門

尉
手
前
へ
、
銘
々
之
送
筈
ニ
而
、
銀
子
此
地

（
江
戸
）

差
越
候
、
さ
様
ニ
候
て
も
、
右
両
人
存

之
蔵
入
都
合
算
用
、
無
紛
儀
ニ
ハ
候
へ
共
、
此
先
ハ
此
跡
之
こ
と
く
、
関
千
左
衛

（
尚
氏
カ
）

門
・

石
井
右
衛
門
佐
手
前
ニ
、
右
両
人
よ
り
仕
上
せ
候
銀
子
請
取
り
、
送
筈
ニ
千
左
衛
門
・
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右
衛
門
佐
、
内
匠
手
前
之
銀
上
せ
候
時
ハ
内
匠
相
判
仕
、
彦
右
衛
門
手
前
之
銀
子
な

ら
ハ
彦
右
衛
門
相
判
仕
、
於
江
戸
者
、
関
将
監

（
清
長
）

・
山
崎
勘
解
由
・
百
武
善（

宣

左兼
）

衛
門
・

下
村
与
四

（
頼
宣
）

右
衛
門
・
靍
田
藤
左
衛
門
へ
当
候
て
差
越
候
様
ニ
、
可
被
申
付
候
、
大
坂

へ
』
差
上
せ
候
銀
子
之
送
筈
も
、
右
の
こ
と
く
候
て
、
嶋（

下

八
郎

村
利
充
）

右
衛
門
へ
当
、
可
差

上
候
、
此
中
申
付
候
様
ニ
、
先
様
も
弥
蔵
入
之
銀
、
其
外
何
銀
ニ
而
も
、
銀
子
納
候

分
ハ
、
一
職
、
千
左
衛
門
・
右
衛
門
佐
請
取
、
彼
者
手
前
よ
り
銘
々
差
出
候
様
ニ
、

可
然
存
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂

殿辰
） 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

で
あ
る
。
花
押
型
は
寛
永
初
年
よ
り
十
四
年
頃
に
多
く
見
ら
れ
る
。
年
次
の
下

限
は
、
関
の
歿
年
月
よ
り
、
寛
永
十
五
年
で
あ
る
。
二
二
六
号
（
寛
永
十
三
年

二
月
二
日
付
）
に
よ
る
と
、
寛
永
十
三
年
二
月
の
江
戸
詰
家
臣
の
名
に
、
関
清

長
・
勝
屋
茂
為
・
百
武
善
左
衛
門
が
あ
る
が
、
本
書
状
に
は
勝
屋
の
名
が
な
い
。

ま
た
、
山
崎
勘
解
由
に
つ
い
て
、
四
〇
八
号
（
寛
永
十
二
年
カ
、
十
二
月
二
十

九
日
付
）
に
、
「
山
崎
勘
解
由
急
度
（
江
戸
へ
）
罷
上
候
様
ニ
可
被
申
付
候
」

と
あ
り
、
四
二
一
号
（
寛
永
十
三
年
五
月
十
日
付
）
に
は
、
江
戸
留
守
居
と
し

て
山
崎
の
名
が
あ
る
。
よ
っ
て
山
崎
の
江
戸
詰
め
は
寛
永
十
三
年
頃
か
ら
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
こ
の
頃
の
勝
茂
の
動
向
は
、
寛
永
十
三
年
六
月
二
日
江

戸
発
駕
（
一
二
四
号
）
、
寛
永
十
四
年
閏
三
月
十
八
日
江
戸
着
で
あ
る
（
三
三

〇
号
）
。
寛
永
十
五
年
勝
茂
は
、
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
で
の
先
駆

け
を
咎
め
ら
れ
召
喚
を
受
け
、
六
月
五
日
佐
賀
発
で
あ
る
（
佐
近
一
―
二
／
一

五
七
・
六
五
七
頁
）
。
勝
茂
の
居
所
と
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
と
、
年
次
は
四
月

の
勝
茂
在
江
戸
が
確
認
で
き
る
、
寛
永
十
三
年
か
十
四
年
と
推
定
で
き
る
。 

  

一
九
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

三
月
八
日
出
雲

（
鍋
島
茂

監
物

道
）

・
中
野
数
馬

（
政
利
）

へ
之
書
状
、
令
披
見
候
、
仍
、
宗
龍
寺
・
慶
誾
寺
、

此
中
之
御
煩
、
無
御
本
復
、
御
遷
化
之
由
、
不
及
是
非
儀
、
可
申
様
無
之
候
、
然
者
、

当
住
之
儀
、
御
遺
言
之
趣
、
五
ケ
寺
も
御
同
意
之
通
被
申
越
、
得
其
意
、
尤
ニ
存
候
、

右
両
寺
之
儀
、』
別
而
念
を
入
候
ハ
て
不
叶
御
寺
ニ
候
、
僧
道
之
儀
、
俗
家
よ
り
不
存

事
候
条
、
弥
五
ケ
寺
御
吟
味
之
上
、
被
相
定
、
可
然
由
、
可
被
申
達
候
、
出
家
方
人

柄
も
能
候
ハ
ね
ハ
、
如
何
ニ
存
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、
委
細
、
監
物
・
数
馬
ゟ

可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月

（
寛
永
十

十
日

七
年
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 
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多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
花
押
型
は
寛
永
十
六
年
以
降
多

く
見
ら
れ
る
。
ま
た
中
野
政
利
の
表
記
が
「
数
馬
」
で
あ
る
の
で
、
年
次
の
上
限

は
寛
永
十
七
年
で
あ
る
。
下
限
は
茂
辰
が
罷
免
さ
れ
る
正
保
三
年
で
あ
る
。 

 
 

宗
龍
寺
で
は
、
寛
永
十
七
年
か
ら
正
保
三
年
の
間
に
歿
し
た
住
職
は
、
第
五
世

隆
谷
和
尚
で
寛
永
十
七
年
二
月
十
八
日
歿
で
あ
る
（
宗
龍
寺
御
住
職
の
御
教
示

に
よ
る
）
。
ま
た
、
「
曹
洞
宗
由
緒
」
で
は
、
慶
誾
寺
第
六
世
生
岩
和
尚
は
寛
永

十
七
年
二
月
三
日
歿
で
あ
る
（
佐
近
一
〇
―
二
／
九
一
頁
）
。
慶
誾
寺
に
残
る
記

録
で
は
、
生
岩
和
尚
は
寛
永
七
年
二
月
三
日
歿
と
な
っ
て
い
る
が
、
ほ
か
に
寛
永

十
七
年
か
ら
正
保
三
年
の
間
に
歿
し
た
住
職
は
い
な
い
（
慶
誾
寺
御
住
職
の
御

教
示
に
よ
る
）
。
本
書
状
の
年
次
は
、
寛
永
十
七
年
の
可
能
性
が
高
い
か
。
勝
茂

は
寛
永
十
七
年
五
月
十
一
日
に
暇
で
あ
る
（
佐
近
一
―
二
／
一
六
一
・
六
七
六

頁
）
の
で
、
四
月
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
で
あ
る
。 

  

一
九
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

慶
誾

（
鍋
島
清

様
御
煩

房
後
室
龍
造
寺

、氏
）

終
無
御
本
復
、
三
月
一
日
、
被
成
御
遠
行
候
由
相
聞
、
不
及
是
非
次

第
、
可
申
様
無
之
候
、
御
愁
傷
之
程
、
令
察
候
、
今
一
度
、
不
懸
御
目
候
儀
、
御
残

多
存
ま
い
ら
せ
候
条
、
く
わ
し
く
』
納
次
兵

（
納
富
カ
）

可
申
入
候
間
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
信
濃
守 

 
 

三
月
十
七

（
慶
長
五
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

龍（
多

与久
安

兵
衛

順
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
中 

  

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
慶
誾
尼
（
鍋
島
清
房
後

室
龍
造
寺
氏
）
の
歿
年
月
よ
り
慶
長
五
年
で
あ
る
。
勝
茂
は
慶
長
五
年
正
月
、

鍋
島
直
茂
・
龍
造
寺
高
房
と
と
も
に
大
坂
玉
造
屋
敷
に
い
る
。
七
月
徳
川
家
康

に
よ
る
会
津
出
陣
の
命
に
よ
り
、
高
房
・
安
順
ら
と
と
も
に
出
陣
（
佐
近
一
―

二
／
一
六
・
一
七
、
二
〇
八
・
二
〇
九
頁
）
。
「
水
江
事
略
」
に
よ
る
と
、
安

順
は
慶
長
五
年
在
坂
、
勝
茂
に
供
奉
、
十
月
柳
川
攻
の
た
め
帰
国
。
勝
茂
・
安

順
と
も
に
三
月
は
在
上
方
の
可
能
性
が
高
い
。 

  

一
九
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、 

御
即
位
御
日
取
、
来
月
十
八
日
之
由
候
、
為
心
得
申
遣
候
、
已
上
、 

急
度
申
遣
候
、
仍
、
来
月
就 

御
即
位
、
酒
井
讃
岐

（
忠
勝
）

守
殿
・
松
平
伊
豆

（
信
綱
）

守
殿
、
来
ル

110



 

 

十
二
三
日
之
比
、
御
上
之
由
候
、
さ
候
へ
は
、
禁
中
へ
御
祝
儀
、
家
老
可
指
上
由
、

何
も
申
合
候
、
然
者
、
先
年
者
若
狭
守

（
鍋
島
茂
綱
）

を
以
、
申
上
候
条
、
今
度
者
其
方
可
差
上
候

間
、
誘
候
て
、
一
左
右
可
被
相
待
候
、
右
使
者
之
儀
、
御
老
中
へ
得
御
意
候
条
、
若

家
老
脇
可
然
由
候
ハ
ゝ
、
鍋
嶋
内
蔵
助

（
正
辰
）

可
指
上
候
、
自
然
、
内
蔵
助
当
病
、
又
者
不

叶
差
合
之
儀
候
ハ
ゝ
、
有
田
左
馬
助
可
申
付
候
、』
其
心
得
候
様
ニ
可
被
申
聞
候
、
何

之
道
ニ
も
、
御
老
中
ゟ
御
指
図
之
趣
、
早
速
可
申
遣
候
条
、
そ
れ
次
第
、
翌
日
罷
立

候
様
ニ
相
心
得
、
可
被
申
候
、
何
も
追
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

九
月
六
日

（
寛
永
二
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
へ
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、「
来
月
就 

御
即
位
」
や
大
老
酒
井
忠
勝
・
老
中
松
平
信
綱
が
上
洛
す

る
こ
と
か
ら
後
光
明
天
皇
の
即
位
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
寛
永
二
十
年
に
比

定
さ
れ
る
。 

   
 

一
九
六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 
 

図
書
殿

（
多
久
茂
富
）

ま
い
る 

 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

内
証
之
儀
共
、
夜
前
平
兵
へ
を
以
申
候
処
ニ
、
満
足
之
由
候
て
、
た
ゝ
今
、
一
入
見

事
之
せ
ん
し

（

青

磁

）

の
鉢
給
、
別
而
祝
着
申
候
、
上
方
に
て
も
、
か
様
之
鉢
、
見
不
申
、
何

様
秘
蔵
可
申
候
、
其
方
煩
、
過
半
よ
く
候
由
、
一
段
事
候
、
風
立
時
分
ニ
候
間
、
弥

無
油
断
、
養
生
か
ん
用
存
候
、
何
も
軈
而
面
を
以
可
申
候
、
恐
々
か
し
く
、 

 
 

八
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
、
茂
富
と
も
に
在
所
は
不

明
。
た
だ
し
、
勝
茂
が
夜
前
に
平
兵
衛
を
通
じ
て
出
し
た
便
り
に
対
し
、
茂
富

か
ら
青
磁
鉢
が
届
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
両
者
は
近
所
に
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。「
水
江
事
略
」
巻
七
に
よ
れ
ば
慶
長
十
三
年
三
月
図
書
頭
に
改
め
た
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
慶
長
十
三
年
。
下
限
は
、
勝
茂
の
歿
年
月
か

ら
明
暦
二
年
。 

  

一
九
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

為
見
廻
、
使
者
被
相
越
、
鮑
・
栄
螺
色
々
一
篭
給
、
被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、
料

理
候
て
、
賞
味
可
申
候
、
昨
日
者
雨
天
故
、
鷹
野
不
相
成
、
高
町
迄
罷
帰

（
白
石
・
杵
島
郡
）

候
、
今
日

者
晴
候
て
、
山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

・
大
和
守

（
神
代
直
長
）

山
狩
申
候
付
而
、
我
等
も
罷
出
候
、
気
色
無
替
事
、
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能
候
間
、
心
安
』
可
被
存
候
、
先
以
、
今
度
ハ
志
久
へ
不
相

（
山
口
・
杵
島
郡
）

越
、
近
日
中
、
帰
城
可

申
と
存
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、
何
も
其
節
、
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
国
。茂
辰
は
在
佐
賀
。

直
弘
・
直
長
を
連
れ
て
白
石
付
近
で
狩
り
を
行
い
、
近
日
中
に
佐
賀
に
帰
城
す

る
と
伝
え
て
い
る
。
年
次
は
、
直
弘
の
「
山
城
守
」
の
表
記
か
ら
寛
永
九
年
以

降
（
佐
近
一
―
二
／
三
七
七
頁
）
で
、
勝
茂
歿
年
の
明
暦
三
年
ま
で
の
う
ち
、

二
月
に
在
国
し
て
い
る
の
は
寛
永
二
十
年
、
正
保
二
年
、
同
四
年
、
慶
安
二
年
、

同
四
年
、
承
応
二
年
、
明
暦
元
年
、
同
二
年
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。 

  

一
九
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
無
別
条
候
付
而
、
右
之
通
、
諸
岡
彦
右
衛
門

（
茂
之
）

ヘ
ハ
不
申
遣
候
間
、
此
書

中
見
せ
被
申
、
無
滞
様
ニ
談
合
可
然
候
、
次
ニ
、
来
年
御
普
請
ニ
付
而
、
当
冬

罷
上
候
奉
行
并
弓
鉄
炮
之
者
へ
、
加
勢
之
用
と
し
て
銀
子
六
拾
貫
目
、
若
狭
・

市
佑
へ
、
寛
永
十
二
年
物
成
之
内
ゟ
、
相
渡
候
様
ニ
と
、
中
野
内
匠

（
政
利
）

へ
今
度
切

手
遣
候
条
、
可
然
被
存
候
ハ
ゝ
、
右
之
分
ニ
可
被
申
付
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
若
狭
上

（
鍋
島
茂
綱
）

り
時
分
之
儀
、
自
余
を
承
合
候
ヘ
ハ
、
霜
月
廿
日
比
、
爰
元

着
候
様
ニ
可
然
存
候
付
而
、
其
段
、
今
度
若
狭
へ
申
遣
候
、
惣
御
普
請
者
之
儀
ハ
、

四
与
頭
召
連
、
師
走
十
日
之
内
、
必
江
戸
着
候
様
ニ
と
、
是
又
若
狭
へ
申
遣
候
、
さ

も
候
ヘ
ハ
、
若
狭
』
儀
ハ
先
立
被
罷
上
事
候
間
、
惣
御
普
請
者
差
上
候
ニ
、
万
事
無

滞
様
ニ
被
申
付
可
然
候
、
為
其
如
此
候
、
委
ハ
若
狭
へ
市
佑
よ

（
鍋
島
長
昭
）

り
申
遣
候
間
、
不
具

候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

八
月
十
四

（
寛
永
十
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

鍋
島
茂
綱
を
十
一
月
二
十
日
頃
ま
で
に
江
戸
へ
上
ら
せ
る
よ
う
に
指
示
し
て
い

る
。
ま
た
、
追
而
書
で
、
公
儀
普
請
の
た
め
に
「
当
冬
罷
上
候
奉
行
并
弓
鉄
炮

之
者
へ
、
加
勢
之
用
と
し
て
銀
子
六
拾
貫
目
」
は
寛
永
十
二
年
の
物
成
か
ら
渡

す
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
年
次
に
つ
い
て
は
、
追
而
書
「
寛
永
十
二
年
物
成

之
内
」
か
ら
、
寛
永
十
二
年
以
降
、
か
つ
「
来
年
御
普
請
」
は
寛
永
十
三
年
の

江
戸
城
普
請
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
寛
永
十
二
年
と
な
る
。 
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一
九
九 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

八
月
七
日
中
野
数
馬

（
政
利
）

・
朝
倉
忠
右
衛
門

（
光
泰
）

尉
所
へ
之
書
状
、
令
披
見
候
、
其
方
女
共
、

一
入
輙
産
申
、
血
之
道
も
無
之
由
申
越
、
満
足
申
候
、
此
中
、
右
之
到
来
早
々
承
度

存
候
処
、
吉
左
右
被
申
越
、
我
等
夫
婦
大
慶
之
程
、
推
察
可
被
申
候
、』
何
も
重
而
可

申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

で
あ
る
。
茂
辰
に
関
係
す
る
人
物
が
無
事
出
産
し
た
と
の
知
ら
せ
を
受
け
て
喜

ん
で
い
る
。
年
次
は
、
中
野
政
利
が
「
数
馬
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

寛
永
十
七
年
以
降
で
あ
る
。
勝
茂
が
九
月
六
日
に
江
戸
に
い
た
年
で
あ
れ
ば
、

寛
永
十
八
年
、
同
二
十
年
、
正
保
二
年
、
同
四
年
が
該
当
す
る
。 

  

二
〇
〇
・
二
二
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
千
栗
本
地
堂
棟
木
、
新
敷
を
被
取
替
候
条
、
此
上
ハ
、
実
相
院
よ
り
被

仰
分
、
難
有
存
候
、
此
中
、
川
上
拝
殿
棟
札
一
種
之
儀
ニ
付
而
、
大
僧
正
よ
り

切
々
被
仰
聞
、
迷
惑
申
事
候
条
、
今
度
之
次
而
ニ
、
拝
殿
棟
札
を
必
引
被
申
候

様
ニ
、
才
覚
肝
要
存
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、 

一
河
上
拝
殿
棟
札
被
引
候
儀
、
実
相
院
へ
、
去
年
在
国
中
、
節
々
申
候
へ
共
、
仰
分

共
候
て
、
承
引
無
之
付
而
、
其
段
大
僧
正
へ

（
南
光
坊
天
海
）

、
此
比
申
入
候
処
、
重
而
被
仰
聞
候

ハ
、
さ
候
ハ
ゝ
、
実
相
院
当
地
被
相
越
候
様
ニ
可
申
遣
候
、
於
参
着
者
、
実
相
院

一
宗
之
歴
々
、
爰
元
被
罷
居
事
候
間
、
彼
門
中
と
大
僧
正
と
御
相
談
を
以
、
可
被

相
澄
候
通
、
預
御
返
事
候
、
就
其
、
存
候
ハ
、
実
相
院
此
方
被
相
越
候
ハ
ゝ
、
大

僧
正
彼
門
中
之
さ
は
き
に
』
被
仰
候
而
も
、
此
方
に
て
之
儀
候
条
、
悉
者
御
年
寄

中
可
被
聞
召
儀
候
、
さ
候
へ
ハ
、
公
事
已
来
、
双
方
新
儀
相
止
、
無
事
ニ
申
付
候

様
ニ
と
、
御
年
寄
中
、
先
年
被
仰
聞
候
儀
を
、
公
儀
御
事
多
中
、
御
六
借
儀
、
重

而
被
聞
召
候
儀
、
領
中
之
事
ニ
候
へ
ハ
、
手
前
緩
ニ
相
成
、
迷
惑
無
此
上
存
候
、

就
其
、
校
量
申
候
ハ
、
此
中
千
栗
山
本
地
堂
建
立
ニ
付
而
、
古
棟
木
を
書
直
、
被

打
置
候
儀
、
新
儀
之
様
ニ
、
河
上
よ
り
被
申
候
間
、
右
棟
木
之
儀
、
今
有
之
新
敷

棟
木
を
取
除
、
前
之
古
棟
木
を
打
付
召
置
候
て
ハ
、』
如
何
、
不
苦
儀
ニ

（
コ
レ
ヨ
リ
二
二
三
号
）

も
可
有
之

哉
之
由
、
双
厳
院
へ
遂
内
談
候
処
、
古
新
之
替
ハ
願
主
名
之
違
迄
之
儀
候
間
、
我

等
存
分
次
第
ニ
可
仕
通
、
双
厳
院
ゟ
返
事
被
申
候
、
其
後
、
右
之
趣
大
僧
正
へ
被
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得
御
意
候
ヘ
ハ
、
従
双
厳
院
、
被
申
候
通
ニ
、
大
僧
正
も
被
仰
候
段
、
重
而
双
厳

院
ゟ
被
申
越
候
、
右
之
分
ニ
、
大
僧
正
ゟ
我
等
へ
被
仰
聞
儀
ニ
候
条
、
於
其
地
、

先
玄
純
僧
正
・
樹
上
坊
へ
諸
岡
彦
右
衛
門

（
茂
之
）

・
辻
五
右
衛
門
を
以
、
可
被
申
ハ
、
右

之
趣
ニ
手
前
ゟ
大
僧
正
へ
得
御
意
候
ヘ
ハ
、如
何
様
ニ
も
我
等
次
第
之
由
被
仰
候
』

条
、
於
此
上
ハ
、
千
栗
山
本
地
堂
之
新
棟
木
を
取
除
ら
れ
、
前
々
よ
り
之
古
棟
木

を
被
打
付
候
様
ニ
と
我
等
申
越
候
段
、
内
意
可
被
申
入
候
、
於
然
者
、
河
上
へ
も

理
り
を
申
、
拝
殿
棟
札
被
引
候
様
ニ
可
申
段
、
疾
と
可
被
相
達
候
、
尤
河
上
之
棟

札
被
引
候
通
被
聞
届
、
本
地
堂
之
棟
木
を
被
取
替
候
様
ニ
可
被
申
入
候
、
自
然
玄

純
僧
正
・
樹
上
坊
仰
分
共
候
者
、
其
時
可
被
申
儀
、
口
上
ニ
申
遣
候
、 

一
右
之
分
ニ
玄
純
僧
正

（
千
栗
社
）

・
樹
上
坊
へ
被
申
候
後
、
実
相
院
へ
対
馬
・

（
神
代
常
親
）

鍋
嶋
舎
人

（
茂
利
）

を
以

可
被
申
者
、
河
上
拝
殿
之
棟
札
被
引
』
候
様
ニ
と
、
去
年
も
度
々
申
入
候
へ
共
、

御
承
引
無
之
候
、
然
者
棟
札
之
儀
、
此
中
、
従
大
僧
正
、
節
々
被
仰
聞
候
付
而
、

実
相
院
無
承
引
趣
、此
比
大
僧
正
へ
右
之
御
返
事
申
入
候
処
、重
而
被
仰
聞
候
者
、

於
然
者
、
実
相
院
江
戸
被
相
越
候
様
ニ
可
申
遣
候
、
此
地
於
参
着
者
、
実
相
院
一

宗
之
歴
々
、
爰
元
被
罷
居
事
候
間
、
彼
門
中
と
大
僧
正
御
相
談
を
以
、
可
被
相
澄

候
通
、
預
御
返
事
候
、
就
夫
、
我
等
存
候
ハ
、
実
相
院
此
方
被
相
越
候
ハ
ゝ
、
彼

門
中
さ
は
き
に
と
大
僧
正
』
被
仰
候
て
も
、
江
戸
に
て
之
儀
候
条
、
悉
者
御
年
寄

中
可
被
聞
召
儀
候
、
さ
候
ヘ
ハ
、
彼
公
事
已
来
、
双
方
新
儀
相
止
、
無
事
ニ
申
付

候
様
ニ
と
、
御
年
寄
中
、
先
年
被
入
御
念
、
被
仰
聞
候
儀
を
、 

公
儀
御
繁
多
中
、

御
六
借
事
重
而
被
聞
召
候
儀
、
於
手
前
、
迷
惑
無
此
上
存
候
、
さ
候
ヘ
ハ
、
此
中

千
栗
山
本
地
堂
建
立
ニ
付
而
、
古
棟
木
を
書
直
、
被
打
置
候
儀
、
新
儀
之
様
ニ
被

仰
候
間
、
本
地
堂
建
立
不
申
分
ニ
仕
候
て
、
右
新
敷
棟
木
を
取
除
、
前
々
よ
り
の

古
棟
木
ニ
被
取
替
候
様
ニ
、
樹
上
坊
へ
申
遣
儀
候
、
於
此
上
者
、』
河
上
拝
殿
之
棟

札
を
御
引
候
て
可
然
存
候
、
殊
右
棟
札
被
引
候
と
て
、
一
宮
二
宮
之
出
入
ニ
ハ
各

別
之
儀
候
、
御
年
寄
中
よ
り
御
定
候
ニ
令
相
違
、
口
事
出
来
已
後
、
被
打
置
候
札

ニ
候
故
、
大
僧
正
被
仰
事
候
、
口
事
出
来
前
之
年
号
日
付
之
札
ニ
、
一
宮
と
書
候

札
、
口
事
出
来
前
ゟ
被
打
置
候
ハ
、
無
御
構
儀
候
、
此
段
を
も
申
達
候
様
ニ
可
然

候
、
如
此
申
候
て
も
無
合
点
、
棟
札
を
若
不
被
引
候
ハ
ゝ
、
重
而
舎
人
・
辻
五
右

衛
門
被
申
付
、
実
相
院
へ
可
申
ハ
、
公
事
之
起
り
已
後
之
年
号
之
棟
札
、
不
被
引

間
ハ
、
大
僧
正
よ
り
何
ケ
度
も
』
可
被
仰
由
候
、
然
時
者
、
実
相
院
江
戸
被
相
越
、

右
之
口
事
又
々
事
六
借
相
成
、
跡
ニ
帰
ル
儀
候
、
さ
候
ヘ
ハ
、
公
儀
御
事
多
中
ニ
、

御
年
寄
中
被
聞
召
候
ハ
ゝ
、
領
中
之
儀
、
最
前
被
仰
渡
候
筋
、
手
前
緩
ニ
相
成
、

な
に
と
分
ニ
可
被
仰
聞
も
不
存
儀
候
、
然
時
ハ
何
共
迷
惑
千
万
ニ
候
、
右
之
趣
、

実
相
院
へ
申
届
候
て
も
無
合
点
候
時
、
重
而
可
申
者
、
於
然
者
、
此
出
入
、
又
々

御
年
寄
中
被
聞
召
よ
り
外
、
有
之
間
敷
候
、
其
時
ハ
、
右
如
申
尽
候
、
国
家
之
為

ニ
不
相
成
、
領
主
緩
ニ
罷
成
事
ニ
候
条
、』
実
相
院
よ
り
札
を
被
引
候
儀
、
如
何
ニ

思
召
候
ハ
ゝ
、
舎
人
・
五
右
衛
門
両
人
と
し
て
引
可
申
候
通
相
達
、
其
分
ニ
於
御

合
点
ハ
、
則
両
人
と
し
て
札
を
引
申
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
此
上
に
て
も
無
承
引

候
者
、
其
段
早
速
此
方
へ
可
被
申
越
候
、
尤
千
栗
本
地
堂
棟
木
之
儀
、
大
僧
正
へ

得
御
内
意
候
通
ハ
、
其
方
六
人
、
寺
社
奉
行
両
人
之
外
、
不
存
様
ニ
心
配
肝
要
候
、
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然
上
ハ
、
実
相
院
へ
此
様
子
少
も
不
相
知
様
ニ
可
然
候
、 

一
右
実
相
院
無
御
承
引
、
棟
札
不
被
引
付
而
、
我
等
緩
ニ
相
成
候
故
、
当
春
上
国
候

刻
、
実
相
院
ゟ
被
差
出
候
書
立
、』
此
比
双
厳
院
へ
見
せ
申
候
処
、
双
厳
院
被
申
候

ハ
、
此
書
立
之
趣
ハ
、
最
前
ゟ
如
此
之
儀
ニ
候
、
此
段
者
、
後
陽
成
院
様
・
台
徳
院

（
徳
川
秀
忠
）

様
被 

聞
召
上
、
其
上
を
以
、
双
方
新
儀
無
之
、
無
事
ニ
と
御
年
寄
中
被
仰
渡
た

る
儀
候
由
、
被
申
候
、
右
之
通
、
今
度
申
遣
候
ハ
、
河
上
棟
札
不
被
引
様
子
ニ
付

而
、
当
春
書
立
を
以
申
候
処
、
其
取
合
者
無
之
、
棟
札
を
頻
ニ
被
引
候
様
ニ
申
入

候
と
、
実
相
院
可
被
申
儀
も
可
有
之
と
存
候
、
其
時
者
申
分
の
た
め
ニ
と
存
、
右

之
趣
』
申
遣
事
候
、
委
者
石
井
久
左
衛
門
尉
可
申
達
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
十
七

（
寛
永
十
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 
 

対
馬
殿

（
神
代
常
親
） 

 
 
 

伊
豆
殿

（
鍋
島
茂
賢
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
で
は
、

二
〇
〇
号
と
二
二
三
号
を
別
々
の
文
書
と
し
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
見
て
、
二

〇
〇
号
、
二
二
三
号
の
順
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
安
順
等

は
在
国
。
河
上
社
と
千
栗
社
の
間
で
は
慶
長
末
年
か
ら
断
続
的
に
一
宮
相
論
が

行
わ
れ
て
お
り
、
寛
永
九
年
か
ら
同
十
四
年
に
か
け
て
の
争
点
は
「
一
宮
」
と

書
い
た
棟
札
だ
っ
た
（
川
副
義
敦
一
九
八
四
年
「
）。
本
書
状
は
、
こ
の
相
論
に

係
る
も
の
で
あ
り
、
年
次
の
上
限
は
、
宛
名
が
諫
早
直
孝
（
寛
永
十
二
年
六
月

歿
）
か
ら
諫
早
茂
敬
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
直
孝
が
歿
し
て
以
降
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
寛
永
十
二
年
で
あ
る
。
下
限
は
、
こ
の
期
の
相
論
が
一
段
落
す
る

の
が
寛
永
十
四
年
二
月
十
六
日
（
佐
古
一
六
／
実
相
院
文
書
続
編
七
九
号
鍋
島

勝
茂
覚
書
）
で
あ
る
た
め
、
寛
永
十
四
年
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
十
月
に
勝
茂

が
在
江
戸
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
二
年
に
比
定
で
き
る
。
な
お
、
二
〇
九
・

二
〇
一
号
と
関
連
す
る
。 

  

二
〇
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

※
二
〇
九
号
よ
り
繋
が
る
。
二
〇
九
号
を
参
照
の
こ
と
。 

  

二
〇
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 
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先
月
廿
日
之
書
状
、
其
方
・
五
郎
兵
衛

（
土
山
カ
）

・
九
兵
衛
尉

（
槙
）

連
判
ニ
而
被
相
越
、
昨
六
日

到
着
、
具
令
披
見
候
、 

一
其
方
儀
、
正
月
十
五
日
四
つ
時
分
、 

御
城
へ
可
罷
出
由
、
松
平
伊
豆
守

（
信
綱
）

殿
よ
り

被
仰
聞
候
付
而
、
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

同
前
ニ
登 

城
申
候
処
、
其
方
儀
、 

御
前
へ
被
召
出
、

首
尾
能
被
致
御
目
見
候
由
、
冥
加
之
至
、
於
我
等
も
外
聞
忝
仕
合
存
候
、
進
上
物

之
儀
、
伊
豆
守
殿
御
差
図
付
而
、
繻
子
廿
端
、
御
樽
一
荷
、
御
肴
二
種
差
上
候
処
、 

御
精
進
日
故
、
巻
物
計
被
成 
御
上
覧
、
御
樽
肴
者
、
以
御
次
而
、
可
被
成
御
披

露
由
、
得
其
意
候
、
初
而
、
為
使
、
差
上
せ
候
処
、
仕
合
能 

御
目
見
被
申
、
我

等
大
慶
』
此
事
候
、
其
方
満
足
も
令
推
察
候
、
御
老
中
へ
も
書
状
進
物
銘
々
持
参

被
申
候
由
、
一
段
可
然
存
候
、 

一
右
之
御
礼
ニ
御
老
中
へ
早
々
以
書
状
申
上
度
候
へ
共
、
若 

御
内
書
并
其
方
へ
拝

領
物
、
又
者
御
老
中
よ
り
何
そ
被
下
候
儀
も
可
有
之
哉
と
存
、
下
着
被
申
候
而
よ

り
、
則
書
状
相
認
可
遣
と
、
相
待
事
ニ
候
、
定
而
今
月
廿
四
五
日
比
者
、
爰
元
着

可
被
申
と
存
候
、
一
刻
も
早
々
可
被
罷
下
事
尤
候
、
此
段
為
可
申
、
道
中
ニ
而
此

書
状
相
渡
候
様
ニ
と
申
付
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、 

一
我
等
参
勤
時
分
之
儀
、
御
年
寄
中
へ
被
得
御
内
意
給
候
様
ニ
と
、
大
久
保
右
京
殿

（
教
隆
）

へ
其
方
ニ
而
申
入
候
処
、
其
段
被
仰
候
処
、
九
州
衆
並
ニ
罷
上
可
然
□
、
御
年
寄

中
御
差
図
之
通
、
得
其
意
候
、
細
越
州

（
細
川
忠
利
）

な
と
、』
三
月
廿
日
ニ
可
被
罷
上
由
候
条
、

弥
並
を
承
合
、
可
罷
立
候
、
其
方
下
着
延
引
候
へ
ハ
、
御
老
中
へ
書
状
を
以
申
上

候
儀
、
我
等
参
勤
間
近
ク
相
成
、
如
何
候
条
、
夜
を
日
次
、
可
被
罷
下
候
、
何
も

頓
而
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

二
月
七
日

（
寛
永
十
八
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
へ
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
国
、茂
辰
は
在
江
戸
。

年
次
は
、
正
月
十
五
日
に
茂
辰
が
鍋
島
元
茂
と
と
も
に
将
軍
家
光
へ
拝
謁
し
て

い
る
（「
水
江
事
略
」）
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
八
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

二
〇
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
右
之
段
、
於
此
地
、
若
狭
へ

（
鍋
島
茂
綱
）

も
申
候
条
、
定
而
其
段
、
帯
刀
同
か
ゝ
所

へ
も
可
被
申
越
と
存
候
、
帯
刀
手
前
不
相
成
所
ハ
、
先
様
、
我
等
可
相
計
候
条
、

其
心
得
候
て
、
能
々
帯
刀
へ
可
被
申
事
尤
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
其
方
如
存
、
彦
宮
儀
、
我

（
諫
早
直
孝
女
）

等
請
取
候
て
、
此
中
孫
平
太

（
鍋
島
正
茂
）

ニ
縁
便
相
澄

候
へ
共
、
煩
之
段
、 

公
儀
へ
申
上
、
隠
居
申
た
る
儀
候
条
、
当
分
祝
言
な
と
申
候

儀
如
何
ニ
候
間
、
し
か
と
罷
成
間
敷
通
、
申
切
候
、
我
等
ゟ
達
而
申
度
候
へ
共
、 

公

儀
之
事
ニ
候
間
、
不
及
力
儀
ニ
候
、
然
者
、
彦
宮
儀
、
我
等
請
取
候
て
も
、
別
ニ
可
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遣
所
無
之
、
迷
惑
申
候
処
ニ
、
幸
鍋
島
帯
刀
、

（
茂
貞
）

今
程
一
人
罷
居
候
由
承
候
、
彼
者
へ

相
澄
可
然
、
我
等
夫
婦
な
か
ら
存
候
条
、
其
心
得
候
て
、
帯
刀
へ
申
渡
可
然
候
、
さ

候
て
、
豊
前
袋
へ
も
申
可

（
諫
早
直
孝
室
鍋
島
氏
）

然
候
、
自
然
ハ
手
前
不
罷
成
な
と
ゝ
、
斟
酌
ニ
も
可
有
之

と
存
候
つ
れ
候
、
女
子
五
六
人
之
体
ニ
而
参
候
様
ニ
可
申
付
候
、
帯
刀
つ
か
ひ
』
女

之
こ
と
く
ニ
候
て
も
、
親
子
間
之
儀
候
間
、
不
苦
事
ニ
候
、
若
帯
刀
物
入
候
て
、
不

相
成
様
子
も
候
ハ
ヽ
、
重
而
ハ
我
等
可
承
候
間
、
其
段
ハ
心
安
可
存
通
、

帯
刀
か
ゝ
へ
も
申

（
鍋
島
茂
貞
母
後
藤
氏
）

候
て
可
然
候
、
彦
宮
縁
便
、
于
今
令
延
引
、
我
等
夫
婦
迷
惑
、
無

此
上
候
条
、
無
申
分
、
一
言
ニ
合
点
申
候
様
ニ
、
能
々
其
方
調
儀
尤
ニ
候
、
委
者
関

将
監

（
清
長
）

・
鹿
江
茂
左
衛
門
尉
よ
り
可
申
遣
候
、
恐
々
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

極
月
五
日

（
寛
永
十
二
年
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
へ
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
上
限
が
諫
早
直
孝
の
歿
年
で
あ
る
寛
永
十
二
年
、
下
限
は
鍋
島
茂
貞

が
寛
永
十
五
年
正
月
元
日
に
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
で
戦
死
し
て
い

る
こ
と
か
ら
寛
永
十
四
年
。
江
戸
城
普
請
の
た
め
勝
茂
と
鍋
島
茂
綱
が
と
も
に

在
江
戸
で
あ
る
寛
永
十
二
年
か
。 

  

二
〇
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

先
月
廿
一
日
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
数
馬

（
政
利
）

迄
之
書
状
、
令
披
見
候
、 

一
長
門
守

（
多
久
安
順
）

、
此
中
ゟ
之
煩
、
于
今
聢
無
之
、
日
ニ
倍
重
申
之
由
、
笑
止
千
万
存
候
、

就
其
、
不
慮
之
儀
も
可
有
之
哉
と
、
其
方
母
儀
被
存

（
多
久
茂
辰
母
太
田
氏
）

、
長
門
存
生
之
内
、
図
書
へ

（
多
久
茂
富
）

面
談
被
申
候
様
ニ
有
度
通
、
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

・
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

へ
相
談
候
付
而
、
其
段
両
人
ゟ
申

越
、
尤
ニ
存
、
則
紀
伊
守
・
甲
斐
守
迄
書
状
相
越
候
を
、
長
門
一
覧
之
上
、
合
点

被
申
、
先
月
廿
日
朝
、
図
書
へ
と
く
と
対
談
之
由
、
其
方
母
儀
・
紀
伊
守
・
甲
斐

守
ゟ
も
申
越
、
我
等
一
人
之
様
ニ
満
足
無
此
上
候
、
其
方
安
堵
之
旨
』
尤
ニ
存
候
、 

一
長
門
気
相
之
儀
、
永
々
之
煩
と
云
、
再
発
之
儀
候
条
、
無
申
迄
候
へ
共
、
其
方
付

副
候
而
、
弥
無
油
断
養
生
可
被
申
事
、
不
及
申
候
、 

一
其
元
無
相
替
儀
、
何
も
無
事
之
由
、
珍
重
ニ
存
候
、
於
此
方
も
無
別
条
、
我
等
事
、

当
年
者
一
入
息
災
に
て
、
切
々
登 

城
申
、
弥
仕
合
能
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、

何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

霜
月
六
日

（
寛
永
十
八
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
へ
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
多
久
安
順
が
同
茂
富
の
勘
当
を
許
し
て
対
面
し
て
い
る
こ
と
か
ら
寛

永
十
八
年
に
比
定
さ
れ
る
（「
水
江
事
略
」）。 

  

二
〇
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

 
 

已
上
、 

中
野
又
右
衛

（
正
守
）

門
尉
ニ
而
被
相
越
候
別
手
頭
、
委
見
届
、
口
上
之
趣
も
承
、
何
も
存
其

旨
候
、
右
被
入
念
候
様
子
、
一
段
可
然
存
候
、
就
夫
、
用
所
之
儀
并
別
用
有
之
も
、

能
便
冝
と
存
、
一
紙
ニ
一
ツ
書
を
以
、
今
度
又
右
衛
門
尉
口
上
ニ
申
含
遣
候
条
、
と

く
と
被
承
届
、
可
然
候
、
急
か
ら
さ
る
儀
候
間
、
慥
成
便
冝
之
節
、
可
被
申
越
候
、』

委
曲
又
右
衛
門
尉
口
上
ニ
申
含
候
間
、
不
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在

国
。
年
次
は
未
詳
。
藩
政
に
係
る
内
容
と
考
え
ら
れ
、
茂
辰
が
宛
所
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
二
年
以
降
、
正
保
三
年
ま
で
の
間
。
な
お
、
同

日
付
の
勝
茂
覚
書
（
二
七
三
号
、
蔵
入
郷
内
究
の
こ
と
等
）
が
あ
る
が
、
本

文
書
と
の
関
係
は
不
詳
。 

  

二
〇
六 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 

一
如
去
々
年
、
国
々
へ 

御
上
使
可
為
御
廻
様
ニ
取
沙
汰
申
候
事
、 

一
ケ
様
之
刻
、
御
馳
走
心
持
之
事
、 

一
来
年
御
普
請
ニ
、
御
念
入
候
升
形
二
つ
有
之
内
一
つ
、
我
等
ニ
被 

仰
付
、
外
聞

忝
儀
候
、
先
日
若
狭
所

（
鍋
島
茂
綱
）

へ
細
砕
如
申
遣
候
、
手
前
御
普
請
、
惣
並
ニ
不
相
後
、
手

際
も
能
候
様
ニ
と
、
今
よ
り
其
気
遣
申
事
候
、
各
か
せ
き
非
大
形
儀
候
条
、
市
佑
よ

（
鍋
島
長
昭
）

り
』
申
越
候
儀
共
、
無
遅
々
様
ニ
念
を
入
、
可
被
相
澄
事
尤
ニ
候
、
委
ハ
諸
岡
正

兵
衛
口
上
ニ
申
含
候
、
已
上
、 

 
 

五
月
七
日

（
寛
永
十
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

石
見
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 

 
 
 
 

若
狭
殿 

 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 

対
馬
殿

（
神
代
常
親
） 
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諸
岡
彦
右
衛

（
茂
之
）

門
尉 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
ら
は

在
国
。
年
次
は
、
茂
辰
と
諸
岡
茂
之
が
共
に
宛
名
に
見
え
、
諫
早
直
孝
が
存
命

で
あ
る
た
め
寛
永
十
二
年
。
第
一
条
に
み
え
る
「
去
々
年
」
の
「
御
上
使
」
は

寛
永
十
年
に
幕
府
が
派
遣
し
た
国
廻
上
使
を
指
す
。第
三
条
の「
来
年
御
普
請
」

は
寛
永
十
三
年
の
江
戸
城
普
請
で
、
こ
の
時
鍋
島
氏
は
鍋
島
茂
綱
が
惣
奉
行
で

久
保
町
枡
形
を
分
担
し
た
（
佐
近
一
―
二
／
四
〇
三
頁
）。
な
お
、
多
久
家
文
書

に
は
当
該
普
請
の
関
係
史
料
が
十
数
通
含
ま
れ
る
（
及
川
亘
「
現
場
監
督
す
る

大
名
―
多
久
家
文
書
に
み
る
公
儀
普
請
」
小
宮
木
代
良
編
『
近
世
前
期
の
公
儀

軍
役
負
担
と
大
名
家
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
九
年
）。 

  

二
〇
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

用
所
共
候
而
、
岩
村
忠
兵
衛

（
常
定
）

可
差
下
と
申
付
候
処
ニ
、
先
月
十
五
日
之
飛
脚
、
夜
前

令
参
着
、
連
判
之
書
状
披
見
、
得
其
意
候
、
其
元
少
篇
も
相
替
儀
無
之
由
被
申
越
、

令
満
足
候
、
用
所
之
儀
共
、
以
別
紙
、
申
候
条
、
不
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
二
月
五
日

（
寛
永
十
五
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

成
冨
山
城
殿

（
直
弘
）

 

 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿

（
茂
綱
）

 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 

諌
早
豊
前
殿

（
茂
敬
）

 

 
 
 
 

多
久
長
門
殿

（
安
順
）

 

 
 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 
 
 

鍋
嶋
中
務
殿

（
茂
周
）

 

 
 
 
 

神
代
伯
耆
殿

（
常
親
）

 

 
 
 
 

鍋
嶋
安
芸
殿

（
茂
賢
）

 

 
 
 
 

鍋
嶋
式
部
殿

（
貞
村
）

 

 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛

（
茂
之
）

門
尉
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は

在
国
。
年
次
は
寛
永
十
五
年
か
。
同
日
付
の
勝
茂
書
状
（
四
一
一
号
）
は
使
者

岩
村
常
定
を
は
じ
め
登
場
人
物
が
本
文
書
と
一
致
し
、
こ
の
時
岩
村
が
国
元
に

持
ち
下
っ
た
「
別
紙
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
四
一
一
号
は
逼
塞
中
の
も
の
で
あ

り
、
寛
永
十
五
年
に
比
定
で
き
る
。 
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二
〇
八 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、 
御
目
見
程
有
間
敷
由
、
風
聞
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
頓
而
吉
左
右

可
申
遣
候
、
已
上
、 

 

先
月
廿
七
日
十
一
人
連
判
之
書
状
、
昨
十
二
日
参
着
、
令
披
見
候
、 

一
我
等 

御
目
見
延
引
候
て
、
夫
の
み
被
存
候
由
、
尤
之
儀
候
、
于
今
相
替
儀
無
之

候
、
大
炊
頭
殿

（
土
井
利
勝
）

・
讃
岐
守
殿

（
酒
井
忠
勝
）

へ
、
七
日
八
日
十
日
計
ニ
一
度
宛
、
河
波
勘

〔
浪
〕

左
衛
門

尉
致
進
入
候
度
こ
と
に
、
勘
左
衛
門
尉
へ
被
成
御
逢
、
御
懇
之
儀
候
、 

御
目
見

之
儀
、
被
懸
御
心
候
、
時
分
を
被
成
御
踉
候
由
被
仰
聞
候
、
井
伊
掃
部

（
直
孝
）

殿
・
阿
部

豊
後
守

（
忠
秋
）

殿
・
堀
田
加
賀
守

（
正
盛
）

殿
へ
も
、
切
々
勘
左
衛
門
尉
致
進
入
候
、
御
面
談
候
而
、

是
又
御
懇
之
儀
候
条
、
悉
皆
心
安
可
被
存
候
、
爰
元
之
批
判
、
弥
可
然
首
尾
ニ
候

条
、
気
遣
被
申
間
敷
候
、 

一
其
元
無
珍
儀
、
諸
事
〆
之
儀
、』
無
油
断
被
申
付
候
由
、
令
満
足
候
、
弥
毎
物
、
無

迦
様
ニ
心
遣
、
可
為
肝
要
候
、 

一
先
度
、
嬉
野
与
右
衛

（
通
治
）

門
尉
ニ
而
、
手
頭
を
以
、
申
遣
候
用
所
之
儀
、
被
承
届
候
通

迄
之
点
合
、
今
度
之
書
状
ニ
無
之
、
如
何
た
る
儀
か
と
存
候
、
定
而
此
飛
脚
ゟ
前

か
と
之
便
冝
ニ
可
被
申
越
と
存
候
、
与
右
衛
門
尉
ニ
而
如
申
遣
候
、
右
之
点
合
、

態
飛
脚
に
て
可
承
由
申
候
処
、
無
其
儀
、
不
念
存
候
、
十
日
ニ
一
度
宛
之
飛
脚
、

無
懈
怠
、
可
被
相
越
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
十
三
日

（
寛
永
十
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿

（
茂
綱
）

 

 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 

諌
早
豊
前
殿

（
茂
敬
）

 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
寛
永
十
五
年
。
本
文
書
の
一
条
目
に
は
、
天
草
・
島
原
一
揆
（
島

原
の
乱
）
後
、
勝
茂
が
逼
塞
の
処
分
を
受
け
て
い
る
間
に
、
佐
賀
藩
が
幕
閣
に

対
し
て
行
っ
た
工
作
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
三
条
目
に
見
え
る
「
十
日
ニ
一

度
宛
之
飛
脚
」
は
、
逼
塞
中
に
国
許
か
ら
十
日
に
一
度
送
ら
れ
て
い
た
飛
脚
便

で
あ
り
、
赦
免
後
寛
永
十
六
年
一
月
に
不
要
と
さ
れ
廃
止
さ
れ
た
（
三
八
号
）。 

 

 

二
〇
九
・
二
〇
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 
一
両
社
棟
札
可
被
取
除
儀
ニ
付
而
、旧
冬
石
井
久
左
衛

（
正
純
）

門
尉
を
以
、様
子
申
遣
候
処
、

東
福
院

（
玄
純
）

・
樹
上
坊
此
地
御
越
、
緩
々
参
着
候
故
、
右
御
両
所
へ
之
書
状
ハ
此
方
へ

被
相
越
尤
ニ
候
、
然
者
、
実
相
院
へ
先
以
、
神
代
対
馬

（
常
親
）

・
鍋
嶋
舎
人

（
茂
利
）

に
て
、
此
地
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ゟ
之
書
状
差
越
、
様
子
被
申
達
候
処
、
合
点
難
有
儀
ニ
候
へ
共
、
被
対
我
等
、
千

栗
本
地
堂
棟
木
さ
へ
被
取
替
候
ハ
ゝ
、
川
上
拝
殿
棟
札
を
も
可
被
取
除
由
候
通
、

被
申
越
、
得
其
意
候
、
実
相
院
よ
り
も
、
右
之
通
、
預
返
書
候
、
さ
も
候
へ
ハ
、

此
中
数
年
、
六
借
儀
、
先
様
ハ
可
相
止
と
、
満
足
無
此
上
候
、 

一
東
福
院
・
樹
上
坊
へ
、
爰
元
ニ
而
、』
右
之
通
申
入
候
処
、
色
々
仰
分
候
つ
れ
共
、

万
事
御
堪
忍
候
て
、
本
地
堂
棟
木
被
取
替
候
へ
ハ
、
随
其
、
川
上
拝
殿
棟
札
可
被

取
除
旨
ニ
候
、
然
時
ハ
双
方
六
借
儀
無
之
候
へ
ハ
、
国
家
之
為
ニ
候
条
、
御
分
別

候
様
ニ
と
重
々
申
候
付
而
、
如
何
様
ニ
も
我
等
申
ニ
可
被
相
任
由
候
、
就
其
、
両

社
棟
札
引
せ
可
申
た
め
、
鍋
嶋
織
部

（
政
道
）

差
下
候
事
、 

一
右
之
外
ニ
河
上
拝
殿
・
同
南
大
門
へ
、
亨
禄

〔
享
〕

・
元
亀
之
古
札
、
口
事
出
来
以
後
ニ

打
付
被
置
之
由
候
、
此
両
札
も
今
度
之
次
而
ニ
被
取
除
候
様
ニ
、
実
相
院
へ
今
度

之
書
状
ニ
書
載
申
候
条
、
能
々
可
被
申
達
候
、
若
申
分
於
有
之
ハ
、
又
々
千
栗
ゟ

大
僧
正

（
天
海
）

へ
被
申
、
六
借
儀
共
相
止
間
敷
と
存
候
、
先
日
も
如
申
遣
候
、
大
僧
正
此

中
度
々
被
仰
聞
候
ハ
』
実
相
院
爰
元

（
コ
レ
ヨ
リ
二
〇
一
号
）

へ
被
罷
越
候
様
ニ
申
遣
、
当
地
於
着
ハ
、
実

相
院
一
宗
之
歴
々
、
此
地
御
坐
之
事
候
条
、
門
中
と
大
僧
正

（
天
海
）

以
御
相
談
、
可
被
相

澄
通
、
被
仰
候
へ
共
、
爰
元
ニ
而
之
儀
候
条
、
悉
ハ
御
年
寄
中
可
被
聞
召
と
存
候
、

さ
候
ヘ
ハ
、
口
事
已
来
、
双
方
新
儀
相
止
、
無
事
ニ
申
付
候
様
ニ
と
、
先
年
御
年

寄
中
被
仰
聞
候
儀
を
、
御
事
多
中
ニ
、
重
而
不
入
儀
を
被
聞
召
候
事
、
領
中
之
儀

ニ
候
ヘ
ハ
、
手
前
緩
ニ
可
被
思
召
と
、
迷
惑
至
極
ニ
存
、
双
方
へ
断
申
入
儀
候
間
、

亨
〔
享
〕

禄
・
元
亀
之
古
札
を
も
、
必
被
為
引
候
様
ニ
可
被
申
候
、
依
之
、
妙
覚
院
分
別

（
千
栗
社
別
当
）

難
有
を
重
々
断
申
候
て
、
千
栗
本
地
堂
棟
木
引
せ
申
事
候
間
、
扨
申
儀
候
、
若
実

相
院
無
御
承
引
候
ハ
ゝ
、当
春
夏
中
ニ
も
此
地
被
相
越
候
ハ
て
ハ
罷
成
間
敷
候
条
、

内
々
其
御
心
得
候
様
ニ
可
被
申
達
候
、
実
相
院
へ
遣
候
書
状
之
案
文
、
為
心
得
遣

候
、』 

一
千
栗
川
上
ニ
所
々
有
之
札
并
銘
之
儀
、
口
上
ニ
申
達
候
、 

一
佐
賀
之
城
東
北
之
門
へ
、
川
上
一
宮
と
被
書
候
札
、
有
之
由
候
、
打
付
候
儀
、
我

等
ハ
不
存
事
ニ
候
、
是
も
則
取
除
可
被
申
候
、
委
細
ハ
織
部
口
上

（
鍋
島
政
道
）

ニ
申
達
候
、
恐
々

謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

二
月
九
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 
 
 

影

庵

（
鍋
島
信
明
） 

 
 
 
 
 

対
馬
殿

（
神
代
常
親
） 

 
 
 
 
 

伊
豆
殿

（
鍋
島
茂
賢
） 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は
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在
国
。『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
で
は
、
二
〇
一
号
と
二
〇
九
号
を
別
々
の
文
書
と

し
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
見
て
、
二
〇
九
号
、
二
〇
一
号
の
順
に
繋
が
る
も
の

で
あ
り
、
年
次
は
以
下
の
と
お
り
寛
永
十
三
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

河
上
社
と
千
栗
社
の
間
で
慶
長
末
年
か
ら
行
わ
れ
た
一
宮
相
論
に
お
い
て
、

寛
永
九
～
十
四
年
の
争
点
は
「
一
宮
」
と
書
か
れ
た
棟
札
で
あ
り
、
二
八
〇
号
、

本
号
及
び
二
〇
〇
・
二
二
三
号
等
が
こ
の
期
の
相
論
の
関
連
史
料
で
あ
る
。
本

号
の
名
宛
人
の
一
人
で
あ
る
諫
早
家
の
当
主
は
直
孝
か
ら
茂
敬
に
代
わ
っ
て
お

り
、
直
孝
の
歿
年
月
日
に
よ
っ
て
上
限
は
寛
永
十
三
年
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の

期
の
相
論
が
一
段
落
す
る
の
が
寛
永
十
四
年
二
月
十
六
日
（
佐
古
一
六
／
実
相

院
文
書
続
編
七
九
号
鍋
島
勝
茂
覚
書
）
で
あ
る
か
ら
下
限
は
寛
永
十
四
年
で
、

こ
の
二
年
の
う
ち
二
月
に
勝
茂
が
江
戸
に
い
る
寛
永
十
三
年
が
本
号
の
年
次
と

な
る
（
寛
永
十
四
年
は
在
国
）。
な
お
、
川
副
義
敦
氏
の
論
考
（
同
一
九
八
四
年
）

は
、
本
文
書
の
年
次
比
定
に
つ
い
て
は
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
。 

  

二
一
〇 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 

※
二
二
二
号
よ
り
繋
が
る
。
二
二
二
号
を
参
照
の
こ
と
。 

  

二
一
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
右
書
状
之
日
付
、
今
月
朔
日
ニ
書
載
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、
将
又
、

森
口
や
庄
左
衛
門
尉
へ
諸
白
一
樽
并
鰹
節
一
箱
遣
候
条
、
書
状
ニ
相
副
、
届
可

申
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
榊
原
飛
騨

（
職
直
）

守
殿
・
馬
場
三
郎

（
利
重
）

左
衛
門
尉
殿
長
崎
御
下
向
後
、
未

以
書
状
も
不
申
入
ニ
付
而
、
今
度
書
状
進
入
申
候
、
書
状
之
印
迄
ニ
樽
肴
進
之
候
、

進
物
ハ
い
つ
も
御
返
進
候
故
、
右
御
両
所
へ
之
書
中
ニ
ハ
態
書
載
不
申
、
森
口
や
庄

左
衛
門
尉
迄
遣
候
条
、何
と
そ
庄
左
衛
門
尉
調
達
を
以
、相
納
候
様
ニ
可
被
申
越
候
、

我
等
所
ゟ
も
庄
左
衛
門
尉
へ
』
書
状
遣
候
、
為
心
得
、
右
案
文
三
ツ
遣
候
、
使
者
之

儀
、
誰
そ
申
付
、
差
越
可
被
申
候
、
此
地
ゟ
ノ
使
者
ハ
途
中
ゟ
散
々
相
煩
候
付
而
、

別
人
参
候
由
、
口
達
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
進
物
之
儀
、
土
山
五
郎
兵
衛 

・
福
地
吉

左
衛
門

（
貞
長
）

尉
ゟ
委
可
申
遣
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
十
一
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

 

【
解
説
】 

  
鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、
榊
原
職

直
・
馬
場
利
重
が
と
も
に
長
崎
の
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
暇
を
賜
っ
た
年
月
日
よ

り
、
寛
永
十
三
年
（「
徳
川
実
紀
」
寛
永
十
三
年
五
月
十
九
日
条
）。
寛
永
十
四
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年
カ
と
比
定
さ
れ
て
い
る
八
月
六
日
付
鍋
島
勝
茂
書
状
（
二
九
一
号
）
で
は
、

「
榊
原
飛
騨
守
殿
・
馬
場
三
郎
左
衛
門
殿
長
崎
よ
り
御
上
之
刻
」
と
あ
る
。
居

所
は
、
勝
茂
は
佐
賀
へ
の
帰
国
途
中
（
四
日
市
、
一
二
四
号
）、
茂
辰
は
在
国
。 

  

二
一
二 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
代
対
馬

（
常
親
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
中
務

（
茂
周
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
淡
路

（
茂
宗
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
伊
豆

（
茂
賢
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
式
部

（
貞
村
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
隼
人

（
神
代
・
茂
貞
）

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
帯
刀

（
太
田
・
茂
貞
）

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
伝
兵

（
茂
教
）

衛  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
内
蔵
助

（
正
辰
）

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
七
左
衛

（
茂
里
）

門
尉  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
伊
織  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
舎
人

（
茂
利
）

』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
木
兵
部

（
統
清
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
野
内
匠

（
茂
利
）  

翁
介
仕

（
鍋
島
光
茂
）

合
能 

御
目
見
申
候
為
祝
儀
、
我
等
所
へ
十
帖
、
又
者
書
状
被
相
越
、
幾
久

と
祝
着
ニ
存
候
、
已
上
、 

 
 

二
月
十
四

（
寛
永
十
三
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
の
覚
書
。
年
次
は
、
鍋
島
光
茂
が
初
め
て
将
軍
に
拝
謁
し
た
と
考

え
ら
れ
る
寛
永
十
二
年
冬
の
翌
年
、
寛
永
十
三
年
（
一
八
六
号
・
三
〇
四
号
解

説
参
照
）。
居
所
は
、
勝
茂
・
光
茂
と
も
に
在
江
戸
。 

  

二
一
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

尚
以
、
御
普
請
者
之
儀
、
当
月
下
旬
比
よ
り
、
去
々
年
上
り
之
者
よ
り
、
漸
々

ニ
差
下
可
申
と
存
候
、
御
普
請
御
奉
行
衆
へ
も
、
此
段
得
御
意
候
て
よ
り
之
儀

ニ
可
仕
と
存
候
、
将
又
、
巣
鷂
二
連
、
五
日
中
ニ
差
下
候
条
、
内
々
其
心
得
候

て
、
鷹
師
之
心
当
候
て
相
待
候
様
ニ
、
大
木
正
左
衛
門

（
知
清
）

尉
へ
則
可
被
申
聞
候
、

さ
候
へ
ハ
、
鷂
十
三
連
ニ
罷
成
候
条
、
二
連
計
除
可
申
と
存
候
、
此
段
ハ
追
而

可
申
遣
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、 

一
爰
元
御
普
請
一
番
丁
場
者
、
此
中
諸
手
令
出
来
候
、
二
番
丁
場
、
我
等
請
取
之
御
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門
入
升
形
、
今
日
迄
ニ
な
ら
石
置
仕
廻
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
浦
土
・
が
ん
き

（

雁

木

）

、

来
月
十
日
比
迄
ニ
仕
廻
可
申
と
存
候
、
題
目
之
御
門
入
升
形
、
早
速
令
出
来
、
大

慶
不
過
之
候
、
若
狭
・

（
鍋
島
茂
綱
）

市
佑
、

（
鍋
島
長
昭
）

其
外
四
組
頭
・
下
奉
行
之
者
共
、
何
も
精
を
入
候

故
と
存
事
候
、
蜂
須
加
阿
波

（
忠
英
）

殿
請
取
之
御
門
入
升
形
、
生
駒
壱
岐

（
高
俊
）

殿
く
い

（

喰

）

違
之
御

門
入
、
此
両
所
ハ
二
三
日
已
前
ニ
』
な
ら
石
被
置
候
、
細
川
越
中

（
忠
利
）

殿
・
松
平
新
太
郎

（
池
田
光
政
）

殿
・
松
平
長
州

（
毛
利
秀
就
）

・
森
内
記

（
長
継
）

殿
請
取
之
御
門
入
ハ
、
一
両
日
中
ニ
出
来
可
申
由
候
、

加
賀

（
前
田
利

中
納
言

常
）

殿
・
松
平
伊
予

（
忠
昌
）

殿
御
手
前
者
、
少
延
引
可
申
躰
ニ
候
、
黒
田
右
衛
門

（
忠
之
）

殿
手
前
ハ
廿
日
計
遅
々
可
申
由
候
、 

一
先
日
、 

上
様
御
普

（
徳
川
家
光
）

請
場 

御
成
候
刻
、
我
等
両
於
丁
場
、
別
而 

御
機
嫌
能
、

御
懇
ニ
被
成 

上
意
、
外
聞
忝
仕
合
、
可
有
推
察
候
、
還 

御
後
、
伊
井

（
マ
ヽ
）

掃
部

（
直
孝
）

殿
・

大
炊
頭

（
土
井
利
勝
）

殿
・
讃
岐
守

（
酒
井
忠
勝
）

殿
・
下
総
守

（
松
平
忠
明
）

殿
・
御
普
請
御
奉
行
衆
、
我
等
小
屋
へ
御
立
寄
、

緩
々
と
御
坐
候
ニ
付
而
、』
不
取
敢
ニ
御
食
出
し
、
御
酒
被
聞
召
、
我
等
も
殊
外
給

酔
候
儀
、
可
有
推
量
候
、
一
昨
日
も
、
御
年
寄
中
、
若
御
年
寄
衆
、
御
普
請
御
奉

行
衆
、
我
等
小
屋
へ
不
残
御
立
寄
、
御
茶
御
酒
被
聞
召
候
、
於
様
子
ハ
無
残
所
仕

合
ニ
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
右
之
段
、
長
門
・

（
多
久
安
順
）

豊
前
・

（
鍋
島
茂
敬
）

影
庵
・

（
須
古
信
明
）

左
京
・

（
鍋
島
茂
和
）

中
務
・

（
鍋
島
茂
周
）

式
部
・

（
鍋
島
定
村
）

伊
豆
・

（
鍋
島
茂
賢
）

伝
兵
衛

（
鍋
島
茂
教
）

・
兵
部
・

（
大
木
統
清
）

舎
人
・

（
小
川
利
清
）

内
匠
・

（
中
野
茂
利
）

彦
右
衛
門
尉

（
諸
岡
茂
之
）

へ
も
可
被
申
聞
候
、 

一
今
度
御
普
請
之
各
、
三
月
節
供
過
ニ
御
暇
之
由
、
風
聞
申
候
、
縦
延
引
候
共
、
御

暇
ニ
而
、四
月
中
ニ
ハ
爰
元
為
罷
出
物
ニ
而
候
ハ
ん
と
存
事
候
、可
有
其
心
得
候
、 

一
当
暮
、
七
浦
・
ゆ
の

（

柚

）

木
・
こ
け

（

苔

）

谷
ニ
而
、
山
鷹
つ
か
い
可
申
と
存
候
、
此
両
所
、

数
年
法
度
之
在
所
ニ
候
条
、
き
じ
多
く
候
ハ
ん
と
存
候
、
乍
然
、
右
鷹
場
へ
懸
置

候
者
へ
、
則
被
申
聞
、
今
よ
り
き
じ
之
法
度
稠
敷
申
付
候
様
ニ
可
然
候
、
志
久
山

ニ
ハ
き
じ
不
取
様
ニ
可
被
申
付
候
、 

一
東
目
之
此
中
之
狩
場
、
近
年
売
山
ニ
申
付
候
白
石
山
迄
に
て
ハ
、
百
性
辛
労
申
候

条
、
東
目
之
山
も
、
今
よ
り
留
山
ニ
被
申
付
、
鹿
立
候
様
ニ
調
儀
可
被
申
候
、
犬

も
可
持
者
ハ
持
候
様
ニ
、
内
々
被
申
付
可
然
候
、 

一
大
坂
へ
、
大
木
兵
部
か
八
谷
』
孫
左
衛
門
尉
か
罷
上
、
目
利
候
て
鷹
取
候
様
ニ
と
、

先
日
申
遣
候
、
如
何
、
其
書
状
参
着
候
哉
、
無
心
元
存
候
、
善
悪
を
不
見
切
鷹
者
、

何
程
代
安
ク
候
て
も
、
不
入
事
候
、 

一
此
程
も
細
川
越
中
殿

（
忠
利
）

へ
令
面
談
候
、我
等
ハ
何
共
不
申
出
処
ニ
、鴨
取
之
大
鷹
ニ
、

靏
取
之
逸
物
を
御
替
可
給
由
候
、
大
慶
之
程
、
可
有
推
察
候
、 

一
我
等
所
持
之
靏
取
之
大
鷹
、
鷺
取
之
鷂
、
何
も
念
を
入
飼
置
候
様
ニ
、』
節
々
申
聞

可
給
候
、
委
者
重
而
可
申
遣
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
十
二
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

対
馬
殿

（
神
代
常
親
） 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
神
代
常
親
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
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茂
辰
等
は
在
国
で
あ
る
。
一
条
目
～
三
条
目
は
江
戸
城
の
公
儀
普
請
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
、
普
請
終
了
後
の
暇
の
風
聞
に
つ
い
て
も
述
べ
る
。
一
条
目
に
鍋

島
家
と
他
家
に
割
り
当
て
ら
れ
た
計
十
ヶ
所
の
升
形
の
進
捗
状
況
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
鍋
島
家
が
虎
ノ
門
升
形
を
担
当
し
た
寛
永
十
三
年

の
公
儀
普
請
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

  

二
一
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
右
衛
門
佐
方

（
黒
川
忠
之
）

長
崎
御
番
被
仕
様
、慶
春
・

（
志
田
良
則
）

平
田
助
左
衛
門
尉
弥
無
油
断
承
合
、節
々

申
越
候
様
ニ
、
可
被
申
聞
候
、  

一
右
衛
門
佐
方
家
中
、
知
行
三
千
石
ゟ
上
取
候
人
、
并
与
頭
其
外
当
分
之
出
頭
人
な

と
の
儀
、
委
承
度
候
条
、
聞
合
、
細
ニ
書
付
、
可
被
相
越
候
、 

一
長
崎
御
番
中
、
右
衛
門
佐
方
、』
於
筑
前
、
身
持
之
仕
様
、
承
度
候
、
就
中
、
十 

月
よ
り
先
、
鷹
野
狩
な
と
如
何
被
仕
候
哉
、
是
又
心
得
ニ
相
成
事
候
条
、
と
く
と

承
合
、
可
被
申
越
□
、

（
候
）

何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
四
日

（
正
保
二
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
）  

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
の
上
限
は
、
長
崎
御
番
を

佐
賀
藩
が
命
じ
ら
れ
た
寛
永
十
九
年
、
下
限
は
、
茂
辰
の
罷
免
前
の
た
め
、
正

保
三
年
。
内
容
か
ら
見
て
、
福
岡
藩
の
当
番
年
と
思
わ
れ
、
寛
永
十
九
年
か
ら

正
保
三
年
の
期
間
で
は
、
佐
賀
藩
の
非
番
年
は
寛
永
二
十
年
と
正
保
二
年
で
あ

る
。
七
一
六
号
（
正
保
二
年
二
月
二
十
五
日
付
鍋
島
勝
茂
覚
書
）
で
は
志
田
・

平
田
は
正
保
二
年
三
月
よ
り
長
崎
へ
派
遣
さ
れ
て
お
り
、こ
の
点
を
考
え
れ
ば
、

正
保
二
年
か
。
居
所
は
、
勝
茂
は
不
明
。
正
保
二
年
で
あ
れ
ば
、
勝
茂
は
在
江

戸
（
一
七
三
号
）。
茂
辰
は
在
国
。 

   二
一
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

急
度
申
遣
候
、 

一
来
年
御
普
請 

鍬
初
之
儀
、
正
月
三
ケ
日
後
、
追
付
可
相
始
之
旨
、 

上
意
之
段
、

昨
日
、
御
普
請
御
奉
行
御
四
人
と
し
て
、
六
組
下
奉
行
被
召
寄
、
被
仰
渡
候
、
就

夫
、
若
狭
事

（
鍋
島
茂
綱
）

、
手
前
四
与
頭
并
御
普
請
者
召
連
、
師
走
十
日
ゟ
内
ニ
必
江
戸
着
候

様
ニ
、
其
元
可
被
打
立
通
、
今
度
申
遣
候
条
、
於
其
地
、
万
事
手
つ
か
へ
さ
る
様

ニ
、』
若
狭
へ
談
合
被
申
可
然
候
、 

一
右
御
普
請
奉
行
并
普
請
者
、
罷
上
候
入
具
一
通
之
儀
、
当
物
成
代
ニ
而
相
調
、
可
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然
存
候
、
乍
然
未
銀
子
ニ
不
成
候
ハ
ゝ
、
関
千
左

（
尚
氏
）

衛
門
尉
・
石
井
右
衛
門
佐 

手
前

ニ
有
之
公
儀
料
ゟ
差
出
候
て
も
可
然
存
候
、
乍
去
、
先
日
、
於
保
作
右

（
宗
将
）

衛
門
尉
ニ

而
申
遣
候
手
頭
之
趣
、
能
前
後
を
考
、
俄
之
時
、
礑
不
事
闕
仕
配
、
肝
要
存
候
、

自
然
、
右
両
人
手
前
ゟ
銀
子
可
指
出
時
之
為
ニ
候
条
、
千
左

（
関
）

衛
門
尉
・
右
衛

（
石
井
）

門
佐

へ
手
形
遣
候
、』 

一
諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉
へ
、
無
別
条
候
条
、
書
状
不
遣
候
、
此
書
中
之
通
、
談
合
尤 

ニ
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
七
日

（
寛
永
十
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、「
来
年
御
普
請
」
が
寛

永
十
三
年
の
江
戸
城
普
請
（
三
二
号
、
寛
永
十
三
年
正
月
八
日
の
江
戸
城
普
請

の
鍬
初
の
記
事
あ
り
）
を
指
す
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
二
年
。
居
所
は
、
勝
茂
は

在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
。
関
連
す
る
も
の
に
四
〇
号
・
二
一
三
号
が
あ
る
。 

   二
一
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
太
田
備
中
守
殿
其
元
御
通
ニ
付
而
、
八
月
四
日
若
狭
ゟ

（
鍋
島
茂
綱
）

之
書
状
、
并
長

崎
ゟ
八
月
六
日
美
作
ゟ

（
多
久
茂
辰
）

之
書
状
、
何
も
相
届
披
見
、
得
其
意
候
、
銘
々
点
合
可

申
遣
候
へ
共
、
別
条
無
之
故
、
無
其
儀
候
、
今
度
、
備
中
殿
御
上
下
共
ニ
首
尾

能
候
て
、
満
足
申
事
候
、
已
上
、 

八
月
十
九
日
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

迄
之
書
状
、
令
披
見
候
、 

一
太
田
備
中

（
資
宗
）

殿
、
今
度
大
村
よ
り
平
戸
へ
御
越
、
名
護
屋
へ
御
寄
、
唐
津
よ
り
筑
前

通
御
上
之
由
、
承
届
候
、
就
其
、
伊
万
里
御
通
之
儀
も
候
ハ
ん
と
被
存
、
被
申
付

様
、
扨
又
、
嬉
野
与
右
衛
門
尉
名
護
屋
迄
罷
越
候
処
、 

御
面
談
候
て
、
今
度
領

分
御
通
之
刻
、
万
念
入
候
段
、
懇
ニ
被
仰
、
無
残
所
、
首
尾
能
候
つ
る
由
、
被
申

越
、
満
足
申
候
、
右
之
様
子
、
源
左
衛
門
尉

（
沢
部
）

』
申
候
ニ
も
、
と
く
と
承
届
候
、
備

中
守
殿
此
程
爰
許

（
江
戸
）

御
着
候
付
而
、
追
付
御
見
廻
申
、
懸
御
目
候
処
、
右
之
御
礼
被

仰
、
首
尾
能
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、 

一
今
度
於
長
崎
、 

仰
渡
之
旨
ニ
付
而
、
津
々
番
之
儀
、
隣
国
被
承
合
候
処
、
未
被

申
付
様
不
相
究
、
以
来
迄
之
儀
候
条
、
当
時
右
分
ニ
申
付
候
而
も
、
も
と
を
り
申

聞
敷
由
候
付
而
、
諸
方
被
聞
合
候
由
、
尤
ニ
存
候
、
然
処
ニ
、
細
川
越
中
殿

（
忠
利
）

家
老

ゟ
、
其
方
三
人
へ
之
書
状
、
美
作

（
茂
辰
）

ゟ
相
越
、
披
見
、
得
其
意
候
、
筑
後
表
も
は
や

高
札
立
候
由
、
申
来
候
条
、
如
隣
国
、
我
等
判
な
し
ニ
、
名
計
書
候
て
、
従 

』

公
儀
之
仰
渡
之
趣
、
可
存
其
旨
由
、
奥
書
候
て
、
津
辺
ニ
立
置
可
申
と
相
談
之
通
、

尤
ニ
存
候
、
定
而
も
は
や
、
右
之
分
ニ
可
被
申
付
と
存
候
、
若
又
、
隣
国
之
高
札
、

判
形
ニ
被
立
替
候
者
、
承
合
、
其
趣
早
々
此
方

（
江
戸
）

へ
可
被
申
越
候
、
夫
次
第
ニ
、
我
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等
も
判
形
候
て
可
遣
候
条
、
油
断
有
間
敷
候
、 

一
津
々
番
之
儀
、
肥
後
表
者
、
此
中
ゟ
番
屋
立
置
、
筑
後
ハ
今
度
新
敷
立
候
由
、
得

其
意
候
、
就
其
、
先
日 

申
遣
候
在
所
、
其
外
諌
早
南
目
相
加
、
先
以
番
屋
を
作
、

番
を
も
被
申
付
、
此
外
之
津
々
之
儀
ハ
、
別
当
〳
〵
へ
、
念
を
入
、
申
付
被
置
之

由
、
可
然
存
候
、
弥
並
之
衆
被
聞
合
、』
無
迦
様
ニ
心
遣
、
尤
ニ
候
、 

一
豊
後
御
目
付
駒
木
根
長
次

（
政
次
）

殿
・
津
田
平
左
衛
門

（
正
重
）

殿
へ
、
御
音
信
物
相
調
、
三
人
ゟ
、

以
使
者
、
進
之
被
申
候
御
返
事
、
被
相
越
、
令
披
見
、
可
然
存
候
、
右
之
御
返
書

二
通
、
并
肥
後
家
老
よ
り
之
書
状
一
通
、
差
返
候
、
請
取
可
被
申
候
、
何
も
期
後

音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
九
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
太
田
資
宗
は
、
寛
永
十
六
年
七
月
四
日
か
五
日
、
江
戸
出
立
（「
右
筆
所

日
記
」・『
細
』
二
五
／
忠
利
五
三
九
〇
号
・
二
五
五
号
）。
小
倉
通
過
を
知
ら
せ

る
継
飛
脚
が
八
月
四
日
に
江
戸
城
に
届
い
て
い
る
（「
右
筆
所
日
記
」）。
八
月
三

日
、
長
崎
着
（
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
）。
八
月
十
三
日
、
平
戸
着
（「
平

戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
」）。
九
月
八
日
、
江
戸
帰
参
（「
右
筆
所
日
記
」）
と

な
っ
て
い
る
。
沢
部
源
左
衞
門
尉
は
鍋
島
家
家
臣
で
、
江
戸
よ
り
資
宗
に
「
御

供
」
と
し
て
同
行
（
二
五
五
号
）。
文
中
「
仰
渡
之
旨
」
は
、『
御
触
書
寛
保
集

成
』
一
二
二
八
（
一
）
～
（
四
）
を
指
し
、
こ
れ
ら
は
、
七
月
四
日
に
江
戸
城

に
て
阿
部
重
次
よ
り
諸
大
名
へ
伝
達
さ
れ（「
右
筆
所
日
記
」・
二
五
五
号
・『
細
』

二
五
／
忠
利
五
四
〇
五
号
等
）、
か
つ
、
八
月
八
日
に
長
崎
奉
行
所
に
お
い
て
、

「
西
国
の
領
主
の
奉
行
人
た
ち
全
員
」
を
集
め
て
、
上
使
資
宗
よ
り
「
書
面
の

命
令
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
）。
な
お
、（
一
）

の
奉
書
は
、
八
月
五
日
に
来
港
中
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
へ
、（
三
）
の
「
覚
」
は
八

月
六
日
に
長
崎
の
唐
船
へ
、（
四
）
の
「
覚
」
は
、
八
月
七
日
に
オ
ラ
ン
ダ
人
へ

と
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
）。「
先
日
申
遣

候
在
所
」
は
、
寛
永
十
六
年
七
月
五
日
付
に
比
定
さ
れ
る
二
五
五
号
に
あ
げ
ら

れ
て
い
る
深
堀
・
伊
万
里
・
七
浦
・
神
代
・
竹
崎
・
寺
井
に
あ
た
る
。
ま
た
、

豊
後
目
付
駒
木
根
長
次
等
は
、寛
永
十
六
年
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。以
上
よ
り
、

本
書
状
は
、
寛
永
十
六
年
に
比
定
で
き
る
。 

  

二
一
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 
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尚
以
、
領
中
加
子
并
津
船
改
之
儀
、 

御
上
使
衆
御
仕
廻
候
後
、
追
付
相
究
候

様
ニ
可
然
候
、
将
亦
、
蔵
入
之
早
船
并
役
目
船
、
今
度
之
書
立
ニ
合
せ
被
相
改
、

不
足
い
か
程
と
有
之
儀
、
念
を
入
、
細
々
書
付
、
可
被
相
越
候
、
津
船
改
之
儀
、

大
小
ニ
よ
ら
す
被
相
究
、
可
然
候
、
次
ニ
領
中
加
子
改
之
儀
、
年
十
五
ゟ
上
、

五
十
五
を
切
ニ
候
て
、
人
数
被
相
改
尤
ニ
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
蔵
入
并
家
中
ゟ
之
早
船
之
儀
ニ
付
而
、
其
方
へ
、
此
中
、
渡
置
候
書

立
ニ
、
書
副
候
所
在
之
ニ
付
而
、
今
度
書
直
之
遣
候
条
、
得
其
意
、
念
を
入
、
可
被

申
付
事
尤
候
、
領
中
加
子
之
儀
、
先
年
相
改
候
帳
、
関
千
左
衛
門
尉

（
尚
氏
カ
）

手
前
ニ
可
在
之

候
条
、
是
を
扣
ニ
仕
、
今
度
、
領
中
加
子
、
不
残
様
ニ
、
念
を
入
、
相
改
』
可
被
申

候
、
次
而
ニ
候
条
、
諸
津
之
船
数
も
究
被
置
、
可
然
存
候
、
定
而
、
前
ゟ
ハ
加
子
も

船
数
も
増
シ
候
ハ
ん
か
と
存
候
、
此
書
中
相
届
候
段
、
慥
ニ
可
被
申
越
候
、
恐
々
謹

言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
領
内
で
の
早
船
の
調
査
に
関
す

る
指
示
で
、
勝
茂
は
在
江
戸
・
在
国
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
あ
る
。
茂
辰
は
在
国

で
あ
る
。
勝
茂
の
花
押
は
、
主
に
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
で
の
軍
規

違
反
に
よ
り
閉
門
処
分
と
な
っ
た
寛
永
十
五
年
の
後
半
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
寛
永
十
五
年
の
こ
の
時
期
に
九
州
に
派
遣
さ
れ
た
「
上
使
」
に
つ
い
て

は
未
詳
で
あ
る
。
ま
た
当
該
花
押
は
四
一
四
号
等
寛
永
十
五
年
以
前
の
書
状
に

も
若
干
見
ら
れ
る
が
、
閉
門
処
分
が
解
か
れ
た
寛
永
十
五
年
末
以
降
は
見
ら
れ

な
い
。
そ
こ
で
、
茂
辰
が
勝
茂
よ
り
領
内
の
早
船
の
数
を
毎
年
調
査
す
る
よ
う

命
じ
ら
れ
た
寛
永
九
年（
三
一
五
号
、寛
永
九
年
八
月
四
日
付
鍋
島
勝
茂
覚
書
）

を
上
限
、
寛
永
十
五
年
を
下
限
と
し
て
お
く
。 

  

二
一
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
数
馬

（
政
利
）

ゟ
申
遣
候
儀
、
何
様
之
儀
候
共
、
無
用
捨
、

則
申
付
、
可
然
候
、
於
然
者
、
此
飛
脚
へ
見
せ
候
て
、
可
申
付
候
、
委
敷
者
、
両
人

方
ゟ
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）
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【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
で
あ
る
。
年
次
の
上
限
は
文
中
の
「
中
野
数
馬
」
の
表
記
よ
り

寛
永
十
七
年
、
下
限
は
茂
辰
等
が
罷
免
さ
れ
る
正
保
三
年
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

で
勝
茂
が
二
月
に
在
江
戸
で
あ
る
の
は
、
寛
永
十
七
年
・
同
十
九
年
・
正
保
元

年
・
同
三
年
で
あ
る
が
、
正
保
元
年
は
二
月
に
暇
が
出
、
帰
国
し
た
と
さ
れ
る

の
で
（
佐
近
一
―
二
／
七
〇
五
頁
）、
可
能
性
は
低
い
。 

  二
一
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
鷹
場
誘
并
狩
場
誘
之
儀
ニ
付
而
、
今
度
、
久
留
三
太
夫
差
下
候
条
、
彦
右
衛
門
尉

談
合
被
申
、
人
手
間
其
外
之
儀
、
不
手
閊
様
ニ
可
被
申
付
候
、
何
と
そ
澄
切
候
様

ニ
候
て
可
給
候
、
人
夫
へ
飯
米
な
と
と
ら
せ
可
然
儀
ニ
候
ハ
ゝ
、
其
通
ニ
も
可
被

仕
候
、
其
元
罷
下
、
別
ニ
気
を
述
候
儀
も
無
之
候
条
、
申
事
候
、 

一
去
年
之
若
鷹
共
ニ
、』
青
鷺
迄
を
取
せ
候
様
ニ
と
、
鷹
奉
行
共
へ
申
付
、
召
置
候
へ

共
、
来
年
之
暮
ハ
鷹
数
多
候
て
、
靏
ニ
取
飼
候
儀
、
可
難
成
候
間
、
当
暮
靏
ニ
取

飼
せ
可
申
と
存
、池
内
貞
右
衛
門
尉
弟
子
、田
代
ニ
罷
居
候
次
左
衛
門
尉

（
関
）

と
申
者
、

其
地
罷
越
候
様
ニ
と
、
此
中
申
遣
候
、
定
而
可
参
候
間
、
参
候
者
、
靏
肉
之
儀
談

合
申
、
取
飼
せ
候
様
ニ
と
、
今
度
鷹
奉
行
共
へ
書
立
遣
候
間
、
見
被
申
可
然
候
、 

一
家
中
へ
有
之
大
鷹
、
大
小
不
残
集
候
て
、
鴨
』
雉
子
ニ
仕
、
逸
物
不
逸
物
を
相
究

申
候
様
ニ
と
、
今
度
山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

へ
申
遣
候
条
、
伯
耆
守

（
神
代
常
親
）

へ
も
談
合
被
申
、
相
澄
候
様

ニ
可
被
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿
』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
と
考
え
ら
れ
、

茂
辰
は
在
国
で
あ
る
。
文
中
に
見
え
る
「
次
左
衛
門
尉
」
は
四
〇
五
号
に
よ
る

と
寛
永
十
六
～
十
八
年
頃
に
雇
わ
れ
て
い
た
鷹
師
で
、
こ
の
書
状
も
そ
の
頃
の

も
の
か
。 

 
 

 

二
二
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
山
城
へ
加
増
申
候
儀
、
時
分
柄
候
条
、
其
元
に
て
も
其
沙
汰
無
之
様
ニ
、

窃
相
渡
可
然
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

手
前
不
相
続
之
由
被
申
越
、
得
其
意
候
、
就
其
、
知
行

千
石
、
為
加
増
遣
候
間
、
三
根
郡
神
崎
間
ニ
而
、
山
城
守
勝
手
次
第
、
可
被
相
渡
候
、

其
方
如
存
、
我
等
手
前
過
分
之
借
銀
な
と
在
之
而
、
不
相
成
儀
候
条
、
山
城
儀
、
今
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度
之
知
行
に
て
、
先
様
続
候
様
ニ
仕
配
候
て
、
当
分
余
り
候
様
ニ
』
不
仕
候
ハ
ゝ
、

已
来
相
続
間
敷
と
存
候
条
、
其
方
両
人
と
し
て
、
山
城
守
へ
念
を
入
、
可
被
申
聞
候
、

又
々
知
行
な
と
遣
候
事
、
難
成
ニ
付
而
、
扨
申
事
候
、
委
細
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右

（
政
利
）

衛
門
尉
ゟ
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

霜
月
十
三
日

（
寛
永
十
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

 

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
で
あ
る
。
勝
茂
四
男
で
成
富
家
を
継
い
だ
直
弘
が
困
窮
し
て
い

る
た
め
、
千
石
を
加
増
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。「
時
分
柄
」
で
あ
る
の
で

内
密
に
進
め
る
よ
う
に
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
五
年
に
天
草
・
島
原

一
揆
（
島
原
の
乱
）
の
際
の
軍
規
違
反
に
よ
り
勝
茂
が
閉
門
処
分
と
な
っ
て
い

る
間
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
花
押
も
寛
永
十
五
年
後
半
の
閉
門
処
分
の
時
期

に
使
わ
れ
た
三
五
二
号
等
の
花
押
と
一
致
す
る
。 

  

二
二
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
長
門
今
程
別
而
息
災
ニ
被
罷
有
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
将
又
、
此
書

状
相
届
候
儀
、
点
合
之
為
ニ
、
書
中
大
形
ニ
書
候
て
、
便
宜
之
刻
、
将
監
・

（
関
清
長
）

茂
左
衛
門
尉

（
鹿
江
）

当
所
ニ
候
て
、
返
事
可
被
申
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
爰
元
無
相
替
儀
、
我
等
事
切
々
登 

城
申
、 

公
儀
仕
合
能
候
間
、

心
安
可
被
存
候
、
長
門
儀

（
多
久
安
順
）

、
用
所
ニ
付
而
此
地
被
罷
越
、
于
今
逗
留
被
申
、
別
而
太

儀
ニ
存
事
候
、
彼
用
所
之
儀
、
無
異
儀
様
子
ニ
候
条
、
是
又
気
遣
被
申
間
敷
候
、
就

其
、
近
日
中
ニ
、
長
門
・
伝
兵
衛

（
鍋
島
茂
教
）

も
可
差
下
と
存
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、
随
而
、

於
其
元
、諸
事
無
延
引
様
ニ
と
申
渡
召
置
候
、石
見
・

（
諫
早
直
孝
）

若
狭
・

（
鍋
島
茂
綱
）

豊
前
・

（
諫
早
茂
敬
）

左
京
・

（
鍋
島
茂
和
）

対
馬
へ

（
神
代
常
親
）

、

多
分
談
合
被
申
、
可
被
相
調
心
遣
、
肝
要
ニ
存
候
、
其
方
一
人
候
て
、
俄
ニ
』
押
取
、

気
遣
候
様
ニ
候
ハ
ゝ
、
自
然
ハ
右
五
人
之
内
ニ
、
中
悪
敷
成
候
仁
も
出
来
候
へ
ハ
、

家
之
為
ニ
不
相
成
事
候
条
、
能
々
其
覚
悟
可
入
事
ニ
候
、
漸
々
ニ
目
ニ
不
立
様
ニ
分

別
尤
候
、
今
度
諸
岡
正
兵
衛
罷
下
候
、
口
外
な
と
申
者
に
て
ハ
無
之
候
へ
共
、
口
上

ニ
申
遣
候
儀
、
如
何
と
存
、
其
方
為
心
得
、
此
書
状
ニ
我
等
封
ヲ
つ
き
遣
候
条
、
見

被
申
候
ハ
ゝ
、
則
さ
き
候
て
、
す
て
可
被
申
候
、
何
も
期
後
音
候
、
恐
々
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

五
月
七
日

（
寛
永
十
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
へ
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
諫
早
直
孝
が
存
命
で
あ
り
寛
永
十
二
年
が
下
限
。
多
久
安
順
が
江
戸

に
お
り
、
更
に
「
五
人
」
と
の
談
合
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
二

年
六
月
に
茂
辰
へ
「
諸
事
仕
配
」
が
命
じ
ら
れ
る
直
前
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
、
寛
永
十
二
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

二
二
二
・
二
一
〇 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 

多
久
美
作
守

（
茂
辰
）

家
中 

 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
左
馬
允 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

兵
部
少
輔 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

右
馬
助 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

与
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

又
八
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

十
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

長
六 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

右
京
亮 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

外
記 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

内
蔵
允 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

蔵
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 

吉
岡
式
部
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

南
里
三
郎
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

相
浦
市
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

弾
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

副
嶋
四
郎
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

右
衛
門
佐 

 
 
 
 
 
 
 
 

木
下
雅
楽
助 

 
 
 
 
 
 
 
 

石
井
九
郎
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

瀬
田
八
郎
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

石
井
次
郎
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

広
田
内
記 

 
 
 
 
 
 
 
 

南
里
三
郎
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

田
中
橘
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

今
村
藤
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

福
地
神
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

成
冨
権
右
衛
門
尉
』 

靏
田
三
大
夫

（
コ
レ
ヨ
リ
二
一
〇
号
）  

 
 
 
 
 
 
 
 

福
地
権
之
介 
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田
代
兵
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

徳
永
六
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

相
浦
善
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

中
西
孫
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

野
田
市
之
介 

 
 
 
 
 
 
 
 

堤 

織
部
佑 

 
 
 
 
 
 
 
 

田
代
市
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

犬
塚
九
郎
左
衛
門
尉 

右
何
も
今
日
丹
後
守

（
鍋
島
光
茂
）

へ
祝
儀
申
候
付
而
、
我
等
へ
も
白
麻
十
帖
宛
到
来
、
幾
久
と
令

満
足
候
、』此
段
不
入
事
之
由
申
候
へ
共
、断
之
旨
承
届
候
、銘
々
ニ
懇
可
被
申
聞
候
、

已
上
、 

 
 

六
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
）  

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿  

 

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
で
は
、
二

一
〇
号
と
二
二
二
号
を
別
々
の
文
書
と
し
て
い
る
が
、
内
容
お
よ
び
虫
損
の
跡

か
ら
見
て
、
二
二
二
号
、
二
一
〇
号
の
順
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
年
次
の
上

限
は
、「
丹
後
守
」
の
表
記
か
ら
慶
安
二
年
。
下
限
は
、
勝
茂
の
歿
年
月
よ
り
明

暦
二
年
。
居
所
は
、
多
久
茂
辰
家
臣
の
靍
田
三
大
夫
等
が
「
今
日
丹
後
守
へ
祝

儀
申
候
」
と
あ
る
た
め
、
勝
茂
・
鍋
島
光
茂
・
茂
辰
は
在
国
。
光
茂
初
入
部
の

際
で
あ
れ
ば
、
承
応
元
年
の
可
能
性
が
高
い
。 

  

二
二
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

※
二
〇
〇
号
よ
り
繋
が
る
。
二
〇
〇
号
を
参
照
の
こ
と
。 

  

二
二
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
候
、
図
書
事

（
多
久
茂
富
）

、
此
比
お
こ
り
の
様
ニ
、
毎
日
ふ
る
ひ
付
、
煩
敷
候
間
、
早
々

罷
下
可
致
養
生
之
由
、
申
聞
候
へ
共
、
我
等
も
頓
而
帰
国
可
申
候
間
、
其
節
可
罷
下

由
申
候
て
延
引
申
候
、
頻
ニ
申
聞
せ
、
二
、
三
日
中
下
可
申
候
と
存
候
、
此
比
境
之

（
堺
）

安
了
召
寄
せ
、
薬
な
と
用
さ
せ
申
候
ヘ
ハ
、
過
半
得
験
分
候
、
養
生
之
儀
、
念
を
入

申
付
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
将
又
爰
元
御
普
請
、
来
ル
十
四
五
日
比
成
就
可
申
と

存
候
、 

将
軍
様

（
徳
川
秀
忠
）

来
ル
十
七
日
ニ
可
被
入
御
馬
之
由
、
一
昨
日
被 

仰
出
候
、』
於
然

者
、
我
等
儀
、
御
暇
出
可
申
か
と
存
候
、
此
地
於
様
子
者
、
加
州
へ

（
鍋
島
直
茂
）

委
申
上
候
間
、

不
能
書
載
候
、
何
も
鍋
平

（
鍋
島
）

右
衛
門
尉
可
申
候
間
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
十
一
日

（
慶
長
二
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
長
門
殿

（
多
久
安
順
）
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御
宿
所 

 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
多
久
茂
富
は
同
じ
場
所

に
お
り
、
安
順
は
在
国
か
。
年
次
の
上
限
は
、「
図
書
」「
長
門
」
の
表
記
よ
り

慶
長
十
三
年
、
下
限
は
鍋
島
直
茂
が
存
命
中
な
の
で
元
和
四
年
。「
将
軍
様
来
ル

十
七
日
ニ
可
被
入
御
馬
之
由
」
と
同
内
容
が
二
五
三
号
に
あ
り
、
馬
入
り
が
上

洛
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
年
次
は
、
慶
長
十
三
年
か
ら
元
和
四
年
の
間
で
、

正
月
に
秀
忠
が
江
戸
に
い
な
か
っ
た
慶
長
二
十
年
。「
爰
元
御
普
請
」
は
大
坂
冬

の
陣
に
伴
う
大
坂
城
の
城
割
普
請
を
指
し
（
大
平
直
子
二
〇
一
九
年
）、
勝
茂
・

茂
富
の
居
所
は
大
坂
。 

  

二
二
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

三
月
十
七
日
之
両
通
参
着
、
令
披
見
候
、
仍
、
長
門
年
被

（
多
久
安
順
）

寄
候
付
而
、
其
方
へ
家
督

相
続
候
為
祝
儀
、
遠
路
、
石
井
九
郎
右
衛
門
被
相
越
、
殊
太
刀
馬
代
金
子
一
枚
給
、

幾
久
と
令
祝
着
候
、
弥
々
毎
事
長
門
守
談
合
候
て
、
心
遣
肝
要
ニ
候
、
将
又
、
去
朔

日
、
令
登 

城
候
処
、
各
同
前
ニ 

御
前
へ
被
召
出
、
被
成 

上
意
候
ハ
、
御
暇
之

儀
、
今
度
ハ
御
普
請
被
仰
付
候
条
、
早
々
可
被
下
候
へ
共
、
日
光
御
遷
宮
ニ
付
而
、

定
而
何
も
致
参
詣
度
、
可
存
候
条
、 

還
御
後
、
社
参
可
仕
候
、
其
後
御
暇
可
被
下

之
由
、
御
懇
之 

上
意
ニ
而
、
皆
以
忝
奉
存
儀
候
、
就
夫
、
我
等
も
日
光
へ
参
詣
申

儀
候
、
下
り
も
程
有
間
敷
候
間
、』
其
心
得
可
被
申
候
、
何
も
期
後
音
、
不
具
候
、
恐
々

謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

卯
月
十
六
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
へ
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
多
久
安
順
か
ら
茂
辰
へ
の
家
督
相
続
や
江
戸
城
普
請
（
三
二
号
）、
東

照
社
正
遷
宮
及
び
家
光
の
日
光
社
参
、家
光
還
御
後
の
勝
茂
就
封（「
徳
川
実
紀
」

寛
永
十
三
年
四
月
十
日
、
十
三
日
、
十
七
日
、
二
十
二
日
、
五
月
十
二
日
条
）

と
い
っ
た
内
容
か
ら
、
寛
永
十
三
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

二
二
六 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 
一
去
年
霜
月
朔
日
よ
り
師
走
十
五
日
迄
、
領
中
き
り
し
た
ん
宗
改
之
儀
并
頭
々
ゟ
之

書
物
被
相
越
見
届
候
、
就
其
改
之
様
子
以
書
立
御
年
寄
中
へ
申
上
候
、
其
方
為
心
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得
、
右
書
立
之
写
遣
候
、
正
月
ハ
松
平
伊
豆
守

（
信
綱
）

殿
御
当
番
故
、
右
之
書
立
御
請
取

被
召
置
候
、
未
御
返
事
ハ
無
之
候
、
尤
土
井
大
炊
頭

（
利
勝
）

殿
・
酒
井
讃
岐
守

（
忠
勝
）

殿
へ
も
申

上
召
置
候
、 

一
高
原
市
左
衛
門
尉
帰
依
寺
近
松
寺
筈
之
写
被
相
越
見
届
候
、
旧
冬
改
ニ
市
左
衛
門

尉
筈
不
差
出
ニ
付
而
、
有
田
在
所
之
庄
屋
・
散
使
申
出
候
筈
、
先
日
被
差
越
候
、

万
一
市
左
衛
門
尉
き
り
し
た
ん
』宗
旨
に
て
候
ヘ
ハ
、当
分
領
内
ニ
罷
居
儀
候
条
、

我
等
緩
ニ
可
相
成
と
存
、
其
趣
早
速
御
年
寄
中
へ
申
上
召
置
候
、
就
其
右
近
松
寺

ゟ
之
筈
を
も
御
年
寄
中
へ
懸
御
目
候
ニ
、
近
松
寺
判
形
有
之
直
筈
、
不
差
越
ニ
付

而
、
如
何
候
ハ
ん
哉
と
存
候
へ
共
、
延
引
候
て
ハ
不
相
成
儀
候
故
、
写
差
出
候
、

為
心
得
申
遣
候
、 

一
高
原
市
左
衛
門
尉
召
仕
候
平
戸
・
博
多
之
者
両
人
ハ
、
今
度
之
改
ニ
付
而
、
在
所

之
こ
と
く
罷
帰
、
京
之
者
一
人
、
有
田
地
之
者
一
人
、
当
時
内
々
罷
居
候
由
被
申

越
候
、
最
前
ハ
市
左
衛
門
尉
主
従
七
人
有
之
由
候
ニ
、
内
々
者
右
四
人
之
儀
計
申

越
、
残
二
人
之
儀
、
不
相
知
故
、
如
何
た
る
儀
候
哉
と
』
不
審
ニ
存
候
付
而
、
御

年
寄
中
へ
細
々
ハ
難
申
上
候
つ
る
、
是
又
為
心
得
申
遣
候
、 

一
佐
留
志
鳥
屋
之
宿
ニ
罷
居
候
九
右
衛
門
尉
十
人
組
之
者
共
、
旧
冬
此
地
ゟ
申
遣
候

こ
と
く
相
究
候
処
ニ
、
き
り
し
た
ん
宗
ニ
而
無
之
、
其
上
右
九
右
衛
門
尉
儀
、
不

審
成
者
之
由
、
十
人
与
ゟ
大
庄
屋
へ
申
届
た
る
由
被
申
越
候
間
、
於
此
上
ハ
訴
人

同
前
之
儀
候
条
、
十
人
与
之
者
可
被
相
助
候
、 

一
九
右
衛
門
尉
養
子
之
覚
左
衛
門
尉
儀
、
内
々
不
審
之
儀
共
見
と
か
め
候
ニ
付
而
、

親
子
之
契
約
相
迦
罷
出
、
九
右
衛
門
尉
十
人
与
、
扨
又
大
庄
屋
へ
も
申
届
候
通
、

究
之
者
共
四
人
へ
筈
差
出
候
条
、
少
々
褒
美
を
も
と
ら
す
へ
き
哉
之
由
被
申
越
、

尤
ニ
存
候
、』
為
褒
美
銀
子
十
枚
、
右
覚
左
衛
門
尉
へ
と
ら
せ
可
被
申
候
、 

一
き
り
し
た
ん
宗
訴
人
ニ
罷
出
候
者
ニ
ハ
銀
百
枚
と
ら
す
へ
き
由
、
兼
而
相
定
候
へ

共
、
彼
者
事
ハ
其
身
の
か
れ
之
為
ニ
申
出
た
る
儀
ニ
候
ヘ
ハ
、
同
訴
人
之
内
ニ
も

様
子
相
替
候
条
、
右
之
こ
と
く
ニ
候
、 

一
先
日
、
出
雲
監
物

（
太
田
茂
道
）

ゟ
如
申
遣
候
領
分
之
儀
、
十
人
与
ニ
此
中
相
定
候
へ
共
、
客
人

〔
咎
〕

有
之
刻
、
人
余
多
損
候
儀
、
迷
惑
ニ
候
条
、
於
此
先
ハ
領
分
一
職
五
人
与
ニ
急
度

可
被
申
付
候
、
此
御
地
組
合
之
儀
も
、
右
之
理
ニ
付
而
、
五
人
与
ニ
而
有
之
儀
候
、

上
方
・
長
崎
も
五
人
与
之
由
候
条
、
早
々
可
被
申
付
事
尤
候
、』 

一
き
り
し
た
ん
宗
旧
冬
相
改
候
後
、跡
さ
ら
へ
此
二
、三
月
間
ニ
被
申
付
候
様
ニ
と
、

去
冬
細
々
申
遣
候
処
ニ
、
被
得
其
意
候
返
事
之
趣
承
届
候
、
右
二
、
三
月
間
ニ
と

申
遺
候
へ
共
、
三
月
か
、
さ
な
く
候
ハ
ゝ
、
五
、
六
月
間
ニ
越
中
殿

（
細
川
忠
利
）

如
被
申
付
候
、

領
中
百
姓
町
人
を
一
度
ニ
、
き
り
し
た
ん
宗
之
道
具
并
札
を
家
内
さ
か
さ
せ
可
申

候
、
右
究
之
た
め
、
態
人
を
差
下
候
な
と
ゝ
取
沙
汰
候
て
ハ
と
存
、
前
か
と
ニ
別

用
所
と
候
て
、
成
松
新
右
衛
門
尉
差
下
候
、
委
ハ
口
上
ニ
可
申
達
候
、
自
然
右
之

改
に
て
、
き
り
し
た
ん
宗
一
人
も
究
出
候
ハ
ゝ
、
其
時
々
ニ
、
早
速
以
早
飛
脚
、

可
被
申
越
候
、
新
右
衛
門
尉
儀
ハ
、
右
改
相
澄
候
迄
ハ
其
地
へ
召
置
可
被
申
候
、』 

一
於
保
作
右
衛
門

（
宗
将
）

尉
・
石
井
久
左
衛
門
尉
ニ
而
、
以
手
頭
、
被
申
越
候
趣
、
口
上
之

通
を
も
承
届
、
得
其
意
候
、
然
者
、
当
年
家
中
之
者
、
五
部
差
出
候
儀
、
惣
国
損
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亡
之
儀
、 

公
儀
ニ
も
被 

聞
召
上
、
其
上
当
年
御
普
請
旁
ニ
、
世
間
之
批
判
も

如
何
候
間
、
先
以
、
当
年
ハ
相
止
可
然
哉
と
申
遣
候
へ
共
、
家
中
借
銀
過
分
ニ
成

立
、
手
前
不
相
続
日
ニ
増
、
下
々
零
落
仕
候
ヘ
ハ
、
万
手
つ
か
へ
、
我
等
為
ニ
不

可
然
儀
候
、
就
其
、
去
夏
已
来
、
右
五
部
ニ
相
究
、
何
も
其
居
形
ニ
相
部
候
処
ニ
、

又
々
相
替
候
儀
、
已
来
万
申
付
候
儀
も
、
人
之
心
落
着
不
申
儀
、
家
之
差
合
ニ
候

通
被
申
越
、
尤
ニ
存
候
条
、
弥
最
前
』
之
篇
ニ
被
申
付
、
可
然
候
、
さ
候
ヘ
ハ
、

家
中
借
銀
を
蔵
入
借
銀
ニ
相
加
候
て
召
置
、
家
中
ゟ
差
出
候
五
部
と
、
蔵
入
物
成

一
つ
ニ
候
て
、
漸
々
ニ
返
弁
可
然
由
、
被
申
越
候
、
此
方
に
て
談
合
申
候
ヘ
ハ
、 

此
段
ハ
世
上
之
批
判
如
何
可
有
之
哉
と
、
何
も
申
候
、
当
春
中
ニ
内
者
衆
へ
も
承

合
、
追
而
様
子
、
可
申
遣
候
間
、
そ
れ
次
第
ニ
、
先
様
之
儀
相
究
、
尤
ニ
候
、
右

之
外
被
申
越
候
用
所
之
儀
共
、
勝
屋
勘
右
衛
門

（
茂
為
）

尉
・
関
将
監

（
清
長
）

・
百
武
善
左
衛
門

（
宣
兼
）

尉

ゟ
可
申
遣
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
二
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

許
。「
霜
月
朔
日
よ
り
師
走
十
五
日
迄
」
の
「
領
中
き
り
し
た
ん
宗
改
」
が
前
年

に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
は
寛
永
十
三
年
。
一
四
四
号
・
一
二
三

号
・
二
八
五
号
・
四
四
号
・
二
二
八
号
関
連
。 

  

二
二
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

先
月
廿
七
日
之
勝
屋
勘
右
衛
門
尉

（
茂
為
）

・
関
将
監

（
清
長
）

・
鹿
江
茂
左
衛
門
尉
へ
之
書
状
参
着
、

令
披
見
候
、
然
者
、
七
月
廿
五
日
昼
程
ゟ
夜
之
八
ツ
時
分
迄
、
大
風
吹
、
城
廻
小
路

町
其
外
在
々
家
な
と
こ
ろ
ひ
、
耕
作
等
も
吹
損
、
未
何
程
之
損
亡
と
有
儀
ハ
不
相
知

通
、
被
申
越
、
承
届
候
、
家
中
百
姓
至
下
々
迄
、
可
致
迷
惑
儀
、
令
察
、
笑
止
千
万

ニ
存
候
、
京
極
若
狭
殿

（
忠
高
）

在
所
出
雲
国
へ
も
大
風
大
雨
大
塩
に
て
、
家
』
な
と
一
間
も

不
残
吹
倒
、
耕
作
等
も
廿
万
石
程
之
所
、
十
万
石
計
ハ
、
先
様
も
田
畠
ニ
難
成
様
子

ニ
候
由
、
於
御
城
、
越
中
殿
へ

（
細
川
忠
利
）

若
狭
殿
物
語
ニ
承
候
、
中
国
九
州
之
内
、
大
半
ハ
右

同
前
と
聞
え
候
、
随
而
、
如
被
申
越
候
、
先
月
十
二
日
之
夜
、
嶋
津
殿
よ

（
島
津
家
久
）

り
火
事
出

来
候
て
、
八
九
ケ
所
炎
上
申
候
、
寄
特

〔
奇
〕

ニ
我
等
屋
敷
、
紀
伊
守
・

（
鍋
島
元
茂
）

孫
平
太
屋

（
鍋
島
正
茂
）

敷
、
火

移
候
ハ
て
、
満
足
申
事
候
、
此
段
ハ
翌
日
ニ
勘
右
衛
門
尉
・
将
監
・
茂
左
衛
門
尉
よ

り
其
地
へ
申
越
候
間
、
定
而
此
中
可
相
届
と
存
候
、
将
又
、
給
人
百
姓
』
町
人
、
右

之
こ
と
く
ニ
家
損
、
迷
惑
可
申
と
存
候
条
、
其
所
之
手
寄
之
山
ニ
而
、
竹
木
い
つ
も

よ
り
直
段
安
ク
候
て
、
と
ら
せ
可
被
申
候
、
此
段
、
内
匠
・

（
中
野
茂
利
）

彦
右
衛
門
尉

（
諸
岡
茂
之
）

へ
も
申
遣

候
間
、
談
合
候
て
、
下
々
少
成
共
勝
手
ニ
成
候
様
ニ
被
申
付
、
可
然
候
、
右
竹
木
之

儀
、
代
な
し
ニ
と
ら
せ
申
度
候
へ
と
も
、
大
分
之
儀
と
申
、
結
句
ハ
無
臈
も
候
ハ
ん
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と
存
、
右
之
分
ニ
候
、
尤
此
書
中
、
山
奉
行
之
者
へ
も
見
せ
可
被
申
候
、』
何
も
期
後

音
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
十
九
日

（
寛
永
十
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

京
極
忠
高
は
、
寛
永
十
一
年
閏
七
月
に
出
雲
・
隠
岐
両
国
へ
転
封
と
な
り
、
同

十
四
年
六
月
に
死
去
し
て
お
り
（「
寛
政
譜
」）、
か
つ
七
月
十
二
日
に
江
戸
島
津

邸
か
ら
出
火
し
た
の
は
同
十
二
年
で
あ
る（「
江
戸
幕
府
日
記
」）。し
た
が
っ
て
、

本
書
状
は
寛
永
十
二
年
で
あ
る
。 

  

二
二
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
右
之
段
、
長
門

（
多
久
安

・順
）

豊
前

（
諫
早
茂

・敬
）

影（
須

庵古
信

・明
）

対
馬

（
神
代
常

・親
）

伊
豆

（
鍋
島
茂

へ賢
）

も
可
被
申
達
候
、
已

上
、 

一
書
申
遣
候
、 

一
先
書
ニ
も
如
申
遣
候
、
旧
冬
き
り
し
た
ん
宗
旨
、
領
中
相
改
候
刻
、
高
原
市
左
衛

門
尉
儀
、
墨
付
不
差
出
由
申
越
候
付
而
、
其
趣
、
御
年
寄
中
へ
申
上
召
置
候
処
ニ
、

昨
日
、
御
年
寄
中
ゟ
、
以
御
連
判
、
市
左
衛
門
尉
儀
、 

公
儀
御
細
工
仕
候
共
、

無
用
捨
、
相
改
候
様
ニ
と
被
仰
聞
候
条
、
得
其
意
、
急
度
相
究
可
被
申
候
、
為
心

得
、
御
連
判
之
御
状
書
写
、
遣
候
、 

一
市
左
衛
門
尉
墨
付
差
出
候
様
ニ
有
度
存
、
先
日
其
方
へ
、
以
書
状
、
申
遣
候
条
、

定
而
可
相
達
と
存
候
、
右
之
分
ニ
而
、
は
や
墨
付
差
出
候
ハ
ゝ
、
先
以
、
其
篇
ニ

而
召
置
、
差
出
候
墨
付
、
則
此
地
へ
相
越
、
其
様
子
細
々
可
被
申
越
候
、
墨
付
差

出
候
て
も
、
自
然
き
り
し
た
ん
ニ
而
候
由
、』
歴
然
之
証
人
証
跡
候
ハ
ゝ
、
其
段
、

市
左
衛
門
尉
へ
相
届
候
上
、
此
方
へ
可
被
申
越
候
、 

一
右
の
こ
と
く
、
先
日
此
地
ゟ
申
越
候
刻
も
墨
付
不
差
出
候
ハ
ゝ
、
今
度
、
御
年
寄

中
よ
り
以
御
連
判
、
被
仰
聞
候
趣
申
聞
、
墨
付
差
出
候
ハ
ゝ
、
則
刻
、
可
被
相
越

候
、
自
然
其
上
ニ
而
も
墨
付
出
申
間
敷
由
、
申
候
ハ
ゝ
、
則
家
内
を
相
改
、
証
拠

於
有
之
ハ
、乍
勿
論
、番
を
付
置
、此
方
へ
早
々
可
被
申
越
候
、証
拠
無
之
候
ハ
ゝ
、 

公
儀
御
年
寄
中
、
背
仰
付
、
墨
付
不
差
出
趣
、
是
又
能
承
届
、
其
様
子
懇
ニ
可
被

申
越
候
、 

一
市
左
衛
門
尉
召
仕
候
者
共
、
当
分
有
人
不
残
、
市
左
衛
門
尉
同
前
ニ
』
相
改
、
墨

付
を
取
、
可
被
申
候
、
市
左
衛
門
尉
墨
付
ニ
も
、
召
仕
候
者
共
、
き
り
し
た
ん
宗

に
て
無
之
通
、
書
せ
可
被
申
候
、
此
中
、
在
所
〳
〵
ニ
罷
帰
候
者
ハ
、
不
及
心
遣

候
、 

一
市
左
衛
門
尉
儀
、
他
出
な
と
不
申
様
ニ
可
被
申
付
事
、
尤
ニ
候
、
委
ハ
久
池
井
市
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太
夫
可
申
達
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月

（
寛
永
十

廿三
年

二）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

寛
永
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
十
五
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン

改
め
（
四
四
号
参
照
）
で
問
題
と
な
っ
た
、
公
儀
御
細
工
の
仕
事
を
し
て
い
た

高
原
市
左
衛
門
尉
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。年
次
は「
旧
冬
き
り
し
た
ん
宗
旨
、

領
中
相
改
候
刻
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
寛
永
十
三
年
。
こ
の
一
連
の
も
の
は

「
多
久
家
文
書
」
に
寛
永
十
三
年
二
月
二
日
（
二
二
六
号
）、
同
二
月
九
日
（
四

十
四
号
）、
同
二
月
二
十
二
日
（
本
文
）
と
三
通
あ
り
、
続
け
て
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
一
連
の
流
れ
を
理
解
で
き
る
。
本
文
は
こ
の
最
後
に
位
置
す
る
も
の
で
、

市
左
衛
門
尉
の
扱
い
を
勝
茂
は
逐
一
老
中
に
伺
い
な
が
ら
行
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。 

  

二
二
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
此
地
無
相
替
儀
、
我
等
親
子
節

（
鍋
島
勝
茂
・
忠
直
）

々
登 

城
申
、
弥
仕
合
能
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、

来
春
者
必 

御
上
洛
た
る
へ
き
之
由
候
、
就
其
、
西
国
衆
八
、
九
月
間
ニ 

御
暇

可
被
下
由
、
風
聞
ニ
候
、
委
者
久
布
白
杢
右
衛
門
尉
口
上
ニ
申
候
、 

一
領
中
人
改
之
儀
、
去
年
中
、
無
滞
相
澄
候
帳
面
被
相
越
、
見
届
念
入
候
段
、
満
足

申
候
、
右
之
趣
、
隼
人

（
鍋
島
）

・
勝
右
衛
門

（
鍋
島
）

へ
も
可
被
申
聞
候
、
右
之
大
目
安
中
帳
ハ
爰

許
留
置
候
、
細
付
之
帳
者
今
度
』
差
返
候
、
請
取
可
被
申
候
、
次
ニ
当
年
中
人
改

之
儀
、
豊
前
へ

（
諫
早
茂
敬
）

被
引
渡
之
由
、
尤
ニ
存
候
、 

一
蔵
入
并
家
中
よ
り
之
早
船
之
様
子
被
申
越
承
届
候
、
其
方
よ
り
相
越
候
手
頭
ニ

銘
々
点
合
候
て
遣
候
条
、
如
此
可
被
申
付
候
事
、 

一
早
船
之
儀
、
蔵
入
ゟ
廿
五
艘
、
家
中
よ
り
廿
五
艘
ニ
相
定
候
、
然
者
加
勢
も
や
い

（

舫

）

銀
、家
中
よ
り
当
暮
差
出
候
員
数
多
少
ニ
ゟ
、右
五
十
艘
之
内
蔵
入
よ
り
三
十
艘
、

家
中
よ
り
廿
艘
ニ
可
相
定
と
存
、
今
度
久
布
白
杢
右
衛
門
尉
ニ
而
親
類
中
へ
申
遣

候
間
、
其
元
ニ
而
相
談
之
上
、』
儀
定
之
通
被
申
越
次
第
、
重
而
可
申
遣
候
条
、
其

心
得
可
被
申
事
、 

一
鶴
田
藤
左
衛
門
尉
手
前
之
遣
方
、
定
置
候
ニ
過
分
ニ
入
増
由
候
、
早
船
修
理
方
ニ

付
而
、
大
目
入
越
之
由
候
条
、
先
様
者
急
ニ
す
き
〳
〵
と
仕
切
候
ハ
て
も
、
苦
か

る
ま
し
く
候
、
帆
幕
等
其
外
古
道
具
ニ
而
相
澄
分
ニ
も
候
ハ
ゝ
、
今
年
仕
替
候
ハ

ぬ
物
ハ
、
来
年
も
修
理
申
付
、
段
々
ニ
仕
置
候
手
く
り
可
然
候
、
さ
候
て
、
何
と

そ
勝
手
ニ
相
成
、
修
理
之
儀
者
相
閉
り
候
』
様
ニ
才
覚
肝
要
ニ
候
、
何
も
杢
右
衛
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門
尉
可
申
達
候
間
、
不
能
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
十
九
日

（
寛
永
十
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
忠
直
は
在
江
戸
、
茂
辰

は
在
国
。「
我
等
親
子
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
下
限
は
忠
直
が
存
命
中
の

寛
永
十
二
年
一
月
。「
来
春
者
必
御
上
洛
」
と
あ
る
が
、
寛
永
十
年
四
月
六
日
付

「
有
馬
直
純
宛
書
状
」（『
細
』
一
七
／
忠
利
二
一
一
五
号
）
に
「
春
ハ
御
上
洛

之
由
」
と
来
春
の
徳
川
家
光
の
上
洛
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次

は
寛
永
十
年
と
推
測
さ
れ
る
。
早
船
関
連
の
記
事
は
、
寛
永
九
年
か
ら
同
十
年

に
か
け
て
み
ら
れ
、
三
一
五
号
・
三
一
三
号
・
二
二
九
号
・
一
四
三
号
・
二
一

七
号
と
続
く
可
能
性
が
あ
る
。 

  

二
三
〇 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 

備
横
目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

犬
塚
惣
兵
衛

（
宅
長
）

尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

満
野
三
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
井
六
郎
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丹
羽
喜
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

綾
部
三
左
衛
門

（
幸
久
）

尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

須
古
八
兵
衛
尉

（
正
純
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
中
善
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
田
藤
七
兵
衛

（
泰
貞
）

尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森
河
与
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
中
六
左
衛
門
尉 

 

合
拾
人 

 
 

但
、
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

・
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

罷
出
候
時
ハ
十
人
、
左
近
一
備
罷

（
神
代
直
長
）

出
候
時
ハ
九
人
、』 

一
武
具
奉
行
三
人 

 
 

鉄
炮
存 

 
 
 
 
 
 
 
 

土
山
与
三
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
部
市
兵
衛
尉 

玉
薬
存 

 
 
 
 
 
 
 
 

河
崎
雅
楽 

一
陳
取
奉
行 

 
 

但
、
軍
奉
行
両
人
と
し
て
都
合
存
候
而
、
陳
取
候
在
所
、
早
速
ニ
見
合
、
如
定

置
候
、
先
跡
二
切
ニ
可
陳
取
候
、
尤
右
小
奉
行
弐
人
宛
二
組
之
儀
、
軍
奉
行
以

校
量
可
申
付
事
、 

一
役
人
頭
壱
人 
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神
代
喜
右
衛
門

（
久
長
）

尉
』 

一
普
請
奉
行
弐
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
上
甚
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
山
戸
兵
衛
尉 

 
 

右
の
こ
と
く
被
申
付
、
可
然
候
、
此
外
者
、
紀
伊
守
ニ
而
如
申
遣
候
、
無
相
違
、

可
被
申
付
候
、
已
上
、 

 
 
 

五
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（
黒

（
鍋
島
勝
茂
）

印
） 

 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 

成
冨
十
右
衛
門

（
長
利
）

尉
』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
成
富
長
利
に
宛
て
た
覚
書
。
鍋
島
直
澄
の
甲
斐

守
任
官
（
寛
永
十
二
年
十
二
月
）
以
後
、
綾
部
三
左
衛
門
の
歿
（
慶
安
四
年
八

月
三
日
）
以
前
な
の
で
、
寛
永
十
三
年
か
ら
慶
安
三
年
の
間
。
三
〇
九
号
文
書

（
五
月
十
九
日
付
、
寛
永
十
八
年
の
可
能
性
が
高
い
と
推
定
）
に
あ
る
「
紀
伊

守
・
甲
斐
守
在
国
申
候
時
者
、
今
度
遣
候
如
書
立
ニ
、
人
数
差
出
可
然
候
、
右

両
人
罷
上
候
時
ハ
、
最
前
渡
置
候
如
書
立
、
左
近
一
備
も
被
差
出
可
然
候
」
と

関
連
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
も
寛
永
十
八
年
の
可
能
性
が
高
い
。
勝
茂
は
、

寛
永
十
八
年
五
月
で
あ
れ
ば
在
江
戸
。
茂
辰
・
長
利
は
在
国
。 

 

 

二
三
一 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 

図
書
ま
い

（
多
久
茂
富
）

る 
 
 
 
 
 
 

真
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

明
日
ハ
さ
た
め
て
方
々
ゟ
使
者
可
参
と
存
候
、
面
談
申
候
儀
む
つ
か
し
く
候
間
、
明

朝
ゟ
其
方
小
や
へ
可
参
候
、
今
時
分
禁
物
申
候
間
、
其
心
得
候
て
、
振
舞
い
か
に
も

か
ろ
〳
〵
と
し
か
る
へ
く
候
、
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
冨
に
宛
て
た
書
状
。「
其
方
小
や
」
と
あ
る
の
で
勝
茂

も
茂
富
も
在
国
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。〔
及
川
二
〇
一
九
〕
で
は
慶
長
十
五
年

の
名
古
屋
城
普
請
に
関
わ
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
茂
富
の

蟄
居
以
前
な
の
で
、
寛
永
五
年
よ
り
前
。 

  

二
三
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
其
方
心
持
ニ
も
可
罷
成
条
々
、
別
紙
ニ
申
遣
候
、
為
存
、
如
此
ニ
候
、

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
長
門
此
中

（
多
久
安
順
）

永
々
爰
元
逗
留
被
申
、
造
作
苦
労
之
儀
、
申
様
ニ
候
、
然

者
、
先
日
用
所
之
儀
共
、
長
門
に
て
申
遣
候
、
其
元
ニ
而
談
合
相
究
、
急
度
可
被
申
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越
事
、
相
待
候
、
随
而
此
程
、
従 

公
儀
、
被 

仰
出
候
御
法
度
之
内
、
其
元
ニ
而

心
持
ニ
成
候
分
、
大
形
書
分
候
て
遣
候
条
、
得
其
意
、
少
も
無
相
違
様
ニ
、
稠
敷
可

被
申
付
候
、
さ
候
て
、
右
書
物
之
儀
、
書
写
候
て
、
其
方
判
を
仕
、
大
横
目
両
人
へ

一
つ
、
惣
横
目
之
者
共
へ
』
一
つ
、
被
相
渡
可
然
候
、
何
も
作
右
衛
門
尉
可
申
達
候

間
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月
二
日

（
寛
永
十
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
と
多
久
安
順
は
在
江
戸
。

茂
辰
は
在
国
と
思
わ
れ
る
。
寛
永
十
二
年
の
二
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
安
順

は
伯
庵
事
件
へ
の
対
応
の
た
め
江
戸
に
い
る
。
ま
た
、
寛
永
十
二
年
六
月
二
十

一
日
に
江
戸
城
に
お
い
て
武
家
諸
法
度
が
出
さ
れ
て
い
る
。
書
状
中
の
安
順
の

「
永
々
爰
元
逗
留
」
お
よ
び
直
前
に
公
儀
か
ら
「
御
法
度
」
が
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
本
文
書
は
寛
永
十
二
年
に
比
定
で
き
る
。 

  

二
三
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

態
申
遣
候
、
仍
、
鷹
師
理
兵
衛
代
人
之
儀
、
松
平
伊
豆
守

（
信
綱
）

殿
へ
被
得
御
意
候
処
、

久
介
殿
次

（
川
口
宗
次
カ
）

第
ニ
可
然
通
り
、
豆
州
被
仰
候
付
而
、
若
キ
者
一
人
差
上
可
然
段
、
久
介

殿
よ
り
被
仰
聞
候
、
先
書
ニ
安
芸
守
迄

（
鍋
島
茂
賢
）

如
申
遣
候
、
隼
も
如
形
遣
、
若
キ
者
之
踈
早

ニ
無
之
、
親
子
慥
ニ
有
之
者
を
、
我
等
鷹
師
之
内
ニ
而
も
、
又
安
芸
守
鷹
師
、
其
外

親
類
中
之
鷹
師
ニ
而
も
撰
候
而
、』
一
人
急
度
差
上
せ
可
被
申
候
、
多
分
安
芸
守
手
前

ニ
可
有
之
か
と
存
候
、 

上
様
御
鷹

（
徳
川
家
光
）

野
ニ
御
成
候
刻
者
、 

御
前
ニ
も
罷
出
儀
候
条
、

丈
夫
ニ
候
て
、
か
ん
ち
う

（

頑

丈

）

成
者
を
究
可
被
申
候
、
右
鷹
師
之
外
ニ
手
代
之
者
一
人
無

之
候
て
ハ
と
存
候
条
、
餌
取
な
と
仕
候
者
之
内
ニ
、
隼
之
儀
存
候
者
、
可
有
之
候
条
、

右
鷹
師
ニ
相
付
、
差
上
せ
可
被
申
候
、
是
ハ
鷹
師
通
よ
り
も
卑
キ
身
上
之
者
、
可
然

存
候
、
右
之
鷹
師
、
余
り
急
ニ
召
寄
候
ハ
て
も
不
苦
由
、
久
介
殿
被
仰
候
へ
共
、
今

程
方
々
へ
』 

御
鷹
野
ニ
御
成
之
儀
候
条
、
急
候
而
、
迦
者
有
之
間
敷
と
存
候
条
、

尋
出
候
ハ
ゝ
、
年
中
ニ
着
候
様
ニ
差
上
せ
可
被
申
候
、
又
、
正
月
ニ
懸
り
候
て
も
、

く
る
し
か
る
間
敷
候
、
何
之
道
ニ
も
油
断
有
間
敷
候
、
右
之
段
、
為
可
申
、
態
以
飛

脚
、
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
一
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

安
芸
殿 

 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
鍋
島
茂
賢
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。

茂
辰
と
茂
賢
は
在
国
。
家
光
が
上
様
と
呼
ば
れ
松
平
信
綱
が
指
示
を
出
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
秀
忠
殁
後
の
家
光
将
軍
期
で
あ
り
、
ま
た
鍋
島
茂
賢
の
歿
年
月

日
（
正
保
二
年
二
月
九
日
）
か
ら
、
本
書
状
の
年
次
は
、
寛
永
九
年
か
ら
同
二

十
一
年
ま
で
の
間
で
勝
茂
が
十
一
月
に
在
江
戸
の
年
（
寛
永
九
年
・
同
十
二
年
・

同
十
四
年
・
同
十
五
年
・
同
十
六
年
・
同
十
八
年
・
同
二
十
年
）
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
花
押
は
寛
永
十
五
年
以
前
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
下
限
は
同

年
と
な
る
た
め
、
本
書
状
の
年
次
は
、
寛
永
九
年
・
同
十
二
年
・
同
十
四
年
・

同
十
五
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
な
お
、
寛
永
十
六
年
と
推
定
さ
れ
る
九
月
九

日
付
の
勝
茂
書
状
（
二
四
一
号
）
に
「
公
儀
へ
差
上
候
隼
鷹
師
之
儀
」
と
の
記

述
が
あ
り
、
関
連
す
る
か
。 

  

二
三
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

今
月
九
日
之
書
状
、
令
披
見
候
、 

一
豊
前
内
儀
煩

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

、
土
用
ニ
入
候
而
も
一
段
と
気
色
能
候
由
、
満
足
申
儀
候
、
も
は
や

土
用
も
明
候
条
、
倍
本
復
可
申
と
存
事
候
、
弥
無
油
断
養
生
申
候
様
ニ
可
然
候
、 

一
先
書
ニ
も
如
申
遣
候
、
豊
前
内
儀
気
色
打
続
能
候
而
、
作
安
其

（
生
島
作
庵
）

元
へ
罷
居
候
ハ
て

も
相
成
事
候
ハ
ゝ
、
作
安
当
暮
此
地
可
召
寄
と
存
候
条
、
京
都
ニ
而
少
甘
さ
せ
可

申
と
存
候
間
、
指
上
せ
可
被
申
候
、 

一
其
元
五
月
廿
四
五
之
比
よ
り
今
月
九
日
迄
旱
之
由
、
就
其
、
在
所
ニ
よ
り
損
亡
可

有
之
通
、
彦
右
衛
門
尉

（
諸
岡
茂
之
）

ゟ
数
馬
・

（
中
野
政
利
）

監
物
迄

（
鍋
島
茂
道
）

、
手
頭
を
以
申
越
、
笑
止
ニ
存
候
、』
其

後
雨
次
如
何
候
哉
、
定
而
追
々
可
申
越
と
、
一
左
右
相
待
事
候
、 

一
隣
国
衆
霽
楼
船
用
意
之
由
、
先
日
申
越
候
、
松
平
右
衛
門
佐

（
黒
田
忠
之
）

方
ハ
当
年
長
崎
御
番

之
儀
候
条
、
各
別
之
事
候
、
先
書
ニ
も
如
申
遣
候
、
弥
隣
国
承
合
、
霽
楼
船
其
外

並
ニ
不
迦
様
、
諸
事
覚
悟
尤
候
、
縦
き
り
し
た
ん
船
不
参
候
共
、
各
覚
悟
之
様
子
、

当
御
地
へ
相
知
儀
候
条
、
申
事
候
、 

一
隣
国
も
船
留
付
而
、
領
中
津
々
船
留
申
付
候
由
、
先
書
ニ
被
申
越
、
可
然
存
候
、

弥
其
通
ニ
可
然
候
、 

一
馬
場
三
郎
左
衛
門

（
利
重
）

殿
・
山
崎
権
八

（
正
信
）

殿
・
高
力
摂
津
守

（
忠
房
）

殿
へ
今
度
書
音
申
候
、
進
物

之
儀
、
役
者
共
ゟ
申
遣
候
条
、
相
調
、
か
ろ
き
使
者
申
付
、
進
入
可
被
申
候
、 

一
松
平
隠
岐
守

（
定
行
）

殿
ゟ
長
崎
へ
被
付
置
候
使
者
、
外
地
作
左
衛
門
尉
へ
、
音
信
申
候
、

進
物
二
通
り
ニ
候
て
申
』
遣
候
、
其
元
ニ
而
聞
合
、
能
候
ハ
ん
と
存
候
を
遣
可
被

申
候
、
書
状
ニ
ハ
、
此
目
録
之
前
、
進
之
由
書
載
候
条
、
其
元
ニ
而
目
録
相
認
、

書
状
ニ
副
可
被
申
候
、
作
左
衛
門
尉
方
ゟ
、
若
用
所
之
儀
共
候
ハ
ゝ
、
留
守
居
之

者
迄
、
被
申
候
様
ニ
と
申
遣
候
条
、
其
心
得
候
而
、
使
者
口
上
ニ
も
其
通
申
達
可

然
候
、
作
左
衛
門
尉
へ
美
作
ゟ
と
候
て
、
国
肴
以
下
音
信
可
被
申
事
尤
候
、 

一
此
中
如
申
候
、
三
郎
左
衛
門
殿
・
権
八
殿
へ
、
若
狭
・

（
鍋
島
茂
綱
）

美
作
・

（
多
久
茂
辰
）

豊
前
よ

（
諫
早
茂
敬
）

り
、
国
肴
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折
々
御
音
信
被
申
可
然
候
、 

一
松
平
右
衛
門
佐
方
長
崎
へ
被
参
、
伊
藤
小
左
衛
門
尉
・
於
賀
惣
右
衛
門
尉

（
大
賀
信
貞
）

と
申
者

之
所
ニ
而
、
三
郎
左
殿
・
権
八
殿
振
舞
被
申
候
由
、
先
日
申
越
候
、
右
両
人
ハ
長

崎
町
人
に
て
候
哉
、
右
衛
門
佐
方
扶
持
人
に
て
候
哉
、
様
子
』
便
次
第
可
被
申
越

候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
廿
五

（
正
保
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。 

多
久
茂
辰
と
諸
岡
茂
之
は
在
国
。
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
煩
の
件
に
つ
い
て
の
関

連
文
書
は
、
正
保
二
年
の
一
〇
九
号
・
一
一
八
号
・
二
三
五
号
・
二
三
九
号
・

二
四
五
号
・
三
六
六
号
・
三
七
九
号
・
四
〇
九
号
。「
隣
国
衆
霽
楼
船
用
意
」
の

こ
と
は
、
正
保
二
年
の
も
の
と
比
定
さ
れ
る
六
月
二
十
日
付
茂
辰
・
茂
之
宛
勝

茂
書
状
（
二
三
五
号
文
書
）
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
山
崎
正
信
が
、
正
保
二

年
四
月
二
十
二
日
に
江
戸
を
発
し
長
崎
に
向
か
っ
た
と
の
こ
と
、
ま
た
、
松
平

定
行
が
長
崎
へ
向
か
う
か
も
し
れ
な
い
と
の
情
報
が
流
れ
た
こ
と
は
、
同
年
同

時
期
の
立
花
忠
茂
の
国
許
宛
書
状
（
立
花
文
書
三
六
七
（
三
）〔『
柳
川
市
史
史

料
編Ⅴ

』〕
所
収
）
に
見
え
る
。
以
上
よ
り
、
本
文
書
は
、
正
保
二
年
の
も
の
と

比
定
で
き
る
。 

  

二
三
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

今
月
二
日
美
作
よ

（
多
久
茂
辰
）

り
中
野
数
馬

（
政
利
）

・
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

迄
之
書
状
、
令
披
見
候
、 

一
隣
国
衆
霽
楼
船
用
意
之
由
、
得
其
意
候
、
就
其
、
筑
前
・
肥
後
・
大
村
へ
被
相
誘

之
趣
、
承
届
候
、
高
力
摂
州

（
忠
房
）

手
前
之
儀
ハ
、
此
中
被
申
越
候
付
而
、
先
日
八
戸
左

馬
允
ニ
而
様
子
申
遣
候
、
定
而
可
被
承
届
候
、
弥
隣
国
承
合
、
霽
楼
船
用
意
可
然

候
、 

一
船
二
艘
ニ
霽
楼
一
組
宛
十
組
、
先
以
誘
可
申
と
存
候
、
然
ハ
船
廿
艘
并
霽
楼
十
組

之
造
作
、
爰
元
ニ
而
大
形
積
せ
候
処
、
凡
銀
七
十
貫
目
程
ニ
而
出
来
立
可
申
か
と

申
候
故
、
右
銀
入
用
次
第
、
段
々
ニ
差
出
候
様
ニ
と
、
石
井
右
衛
門
佐
・
土
肥
喜

右
衛
門
尉
へ
、』
今
度
手
形
遣
候
条
、
請
取
可
被
申
候
、 

一
領
中
ニ
霽
楼
船
ニ
成
候
回
船
、
於
有
之
者
、
借
候
而
、
そ
こ
〳
〵
に
召
置
、
俄
之

時
、
早
速
深
堀
へ
差
廻
候
様
ニ
申
付
、
船
主
へ
者
船
賃
を
取
せ
、
霽
楼
計
用
意
候

而
、
回
船
不
足
之
分
何
艘
に
て
も
作
せ
候
ハ
ゝ
、
造
作
も
や
す
ま
り
候
ハ
ん
か
と

存
候
、
何
之
道
に
も
、
其
元
ニ
而
可
然
様
、
可
被
申
付
候
、
十
組
之
外
ニ
も
回
船

可
有
之
哉
、
其
元
相
究
、
急
度
可
被
申
越
候
、 

一
曾
雪
よ
り
美
作
へ
之
書
状
相
越
、
見
届
候
、
此
書
面
、
御
訴
訟
船
者
参
筈
ニ
而
無
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之
由
候
へ
共
、
並
ニ
迦
候
而
ハ
、
公
儀
之
聞
、
不
心
懸
ニ
も
可
相
成
候
、
来
年
ハ

又
々
長
崎
御
番
可
被
仰
付
と
存
候
、
さ
候
ヘ
ハ
、
旁
以
、
霽
楼
船
右
之
通
ニ
誘
置

候
ハ
て
ハ
之
儀
候
条
、
何
之
道
ニ
も
、
十
組
之
』
分
者
早
々
用
意
尤
候
、 

一
松
平
右
衛
門
佐

（
黒
田
忠
之
）

方
、
先
月
長
崎
ニ
罷
越
候
様
子
、
成
冨
正
左
衛
門
尉
長
崎
へ
遣
、

承
合
候
趣
、
書
立
三
つ
被
指
越
、
見
届
候
、 

一
馬
場
三
郎
左
衛
門

（
利
重
）

殿
内
内
藤
儀
太
夫
・
各
務
茂
左
衛
門
尉
、
山
崎
権
八

（
正
信
）

殿
内
吉
井

佐
五
右
衛
門
尉
・
飯
田
源
右
衛
門
尉
へ
、
今
度
音
信
可
申
と
存
、
進
物
之
儀
、
役

者
共
よ
り
申
遣
候
条
、
其
通
ニ
相
調
、
長
崎
へ
遣
可
被
申
候
、
我
等
ゟ
、
以
書
状
、

可
申
候
へ
共
、
さ
候
ハ
ゝ
、
結
句
、
請
被
申
間
敷
と
存
、
無
其
儀
候
、
生
阿
弥
、

九
郎
兵
衛
尉
迄
遣
、
持
参
候
様
ニ
可
然
候
ハ
ん
か
と
存
候
、
其
元
に
て
可
被
相
計

候
、
先
様
、
美
作
よ
り
と
候
て
、
折
々
国
肴
餅
米
な
と
の
類
、
音
信
被
申
可
然
候
、 

一
松
平
隠
岐
守

（
定
行
）

殿
長
崎
御
見
廻
之
儀
、
爰
元
ニ
而
井
上
筑
後

（
政
重
）

殿
へ
承
合
候
処
、
隠
岐

守
殿 

御
暇
ニ
而
御
帰
国
之
刻
も
、
左
様
之
筈
ニ
而
ハ
』
無
之
由
候
、
若
南
蛮
船

長
崎
へ
御
訴
訟
ニ
参
候
ハ
ゝ
、
様
子
ニ
よ
り
御
越
之
儀
も
可
有
之
由
候
、
自
然
御

越
之
儀
も
候
ハ
ゝ
、
前
か
と
長
崎
へ
可
相
知
候
条
、
無
油
断
承
合
、
最
前
如
申
遣

候
、
下
ノ
関
迄
使
者
差
出
、
船
以
下
其
外
御
用
之
儀
共
、
被
仰
付
候
様
ニ
と
、
可

相
達
候
、
大
廻
ニ
而
御
越
候
ハ
ゝ
、
長
崎
へ
若
狭
・

（
鍋
島
茂
綱
）

美
作
・
豊
前
間

（
諫
早
茂
敬
）

ニ
両
人
罷
出
、

御
用
之
儀
共
被
仰
付
候
様
ニ
と
、
我
等
ゟ
申
遣
候
由
、
家
老
迄
可
被
申
達
候
、
我

等
領
分
御
通
ニ
候
ハ
ゝ
、
夫
・
小
荷
駄
・
船
以
下
、
無
迦
様
ニ
御
馳
走
可
被
申
事
、

不
及
申
候
、 

一
小
嶋
九
郎
兵
衛
尉
令
到
着
候
、
豊
前
内
儀
煩
、

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

漸
々
能
候
由
承
、
満
足
申
事
候
、

土
用
之
内
、
気
色
無
相
替
儀
候
哉
と
、
無
心
元
存
候
、
も
は
や
土
用
も
明
候
条
、

弥
本
復
可
申
と
存
候
、
気
色
打
続
能
候
ハ
ゝ
、
作
安
事

（
生
島
作
庵
）

ハ
、
当
暮
此
地
可
召
寄
候
、

か
な
た
こ
な
た
と
』
辛
労
申
候
条
、
先
以
早
々
指
上
せ
被
申
、
京
都
ニ
而
甘
候
様

ニ
可
被
申
付
候
、玄
智

（
矢
島
）

薬
殊
外
相
当
候
由
承
候
、先
様
其
元
へ
召
置
候
ニ
幸
と
存
、

満
足
申
事
候
、 

一
爰
元
無
相
替
儀
、
我
等
事
、
今
程
気
色
す
き
と
能
候
而
、
切
々
登 

城
申
事
候
条
、

心
安
可
被
存
候
、
其
元
無
別
条
通
、
目
出
度
存
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
廿
日

（
正
保
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
は
在

国
。
山
崎
正
信
が
長
崎
奉
行
に
任
命
さ
れ
る
の
は
寛
永
十
九
年
十
月
以
降
で
あ

る
の
で
、
上
限
は
寛
永
二
十
年
。
諫
早
茂
敬
室
の
勝
茂
娘
亀
が
歿
す
る
の
は
正

保
二
年
十
月
な
の
で
、
下
限
は
正
保
二
年
。
こ
の
間
で
、
勝
茂
が
六
月
に
在
江

戸
な
の
は
寛
永
二
十
年
と
正
保
二
年
。
六
月
二
十
五
日
（
正
保
二
年
）
付
の
二

三
四
号
で
は
、「
先
書
ニ
も
如
申
遣
」
と
し
て
、
亀
の
病
状
が
好
転
し
た
場
合
、
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作
庵
を
江
戸
へ
向
か
わ
せ
る
よ
う
に
命
じ
て
お
り
、
先
書
と
は
本
書
状
の
こ
と

を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
霽
楼
船
の
件
も
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
状
は
、
正
保
二
年
に
比
定
で
き
る
。 

  

二
三
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

態
申
遣
候
、 

一
於
東
作
事
之
差
図
候
而
、
好
み
之
様
子
、
其
外
之
儀
も
、
丹
宗
覚
右
衛
門
尉
へ
申

含
差
下
候
、
来
年
我
等
下
着
前
ニ
、
何
と
そ
出
来
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
今
於
東

ニ
有
之
家
な
と
直
し
候
而
作
候
分
ニ
差
図
候
条
、
余
之
造
佐
ハ
入
間
敷

〔
作
、
下
同
ジ
）

と
存
候
、

万
一
過
分
ニ
造
佐
入
事
候
ハ
ゝ
、
相
扣
可
申
候
、
廿
貫
目
計
入
候
ハ
ゝ
、
如
右
之

作
事
、
可
被
申
付
候
、
先
様
ハ
於
東
か
ち
ニ
可
有
之
と
存
申
事
候
、 

一
家
立
候
而
ゟ
ハ
、直
し
之
儀
不
罷
成
候
条
、今
家
と
き
の
け
候
所
之
お
く
の
庭
ニ
、

此
中
ゟ
有
之
大
き
な
る
石
其
外
、
於
東
之
屋
敷
ニ
有
之
大
き
な
る
庭
石
之
分
、』
堪

忍
所
と
居
之
間
と
の
間
ニ
引
入
候
而
、
召
置
可
被
申
候
、
屋
敷
外
ニ
も
相
尋
、
能

石
於
有
之
者
、
同
所
ニ
直
し
置
可
被
申
候
、
我
等
罷
下
候
而
よ
り
庭
を
作
ら
せ
可

申
と
存
、
申
事
候
、 

一
居
之
間
の
や
ね
、
ふ
る
ひ
候
ハ
ん
と
存
候
条
、
深
敷
造
佐
も
入
候
ハ
す
ハ
、
ふ
き

直
さ
せ
可
被
申
候
、
但
過
分
之
造
佐
ニ
候
ハ
ゝ
、
や
ね
修
理
被
申
付
可
然
候
、
何

も
此
覚
右
衛
門
尉
ニ
申
聞
せ
候
条
、
不
能
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

壬
霜
月
廿
七

（
寛
永
十
六
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
、
閏
十
一
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
六
年
（
そ
の
前
後
の

閏
十
一
月
は
、
慶
長
六
年
と
元
文
二
年
）
に
比
定
で
き
る
。
同
年
閏
十
一
月
に

は
、
勝
茂
は
翌
年
に
帰
国
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

  

二
三
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
当
年
長
崎
表
御
番
被
仰
付
候
儀
、
は
や
国
元
へ
申
遣
候
由
、
御
老
中
へ

申
上
候
条
、
万
事
其
元
油
断
被
申
間
敷
候
、
已
上
、 

 

急
度
啓
候
、
昨
日
も
如
申
遣
候
、
我
等
儀
、
阿
部
対
馬
守

（
重
次
）

殿 

御
上
使
ニ
而
、
一

昨
日
首
尾
能
被
下 

御
暇
、
御
呉
服
銀
子
拝
領
申
、
忝
仕
合
ニ
候
、
就
其
、
為
御

礼
、
昨
日
登 

城
申
候
処
、 

御
前
近
ク
被
為
召
、
御
懇
之 

上
意
ニ
而
、
御
召

之
御
馬
被
為
拝
領
、
重
々
忝
儀
、
可
有
推
察
候
、 

一
当
年
長
崎
表
御
番
被 

仰
付
候
故
、
早
々 

御
暇
被
下
之
由
、
被
仰
渡
候
、
就
其
、
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御
老
中
へ
得
御
意
、
可
罷
下
儀
共
候
て
、
今
朝
井
上
筑
後
殿

（
政
重
）

同
道
候
て
、
御
老
中

へ
参
、
と
く
と
御
内
意
承
候
、
筑
後
殿
儀
、
今
年
ハ
長
崎
無
御
下
、
上
方
へ
御
用

ニ
付
而
御
越
ニ
候
、
然
な
か
ら
、』
か
れ
う
た
船
相
見
え
候
ハ
ゝ
、
上
方
ゟ
則
可
有

御
下
之
由
候
、
柘
植
平
右
衛
門

（
正
時
）

殿
も 

御
暇
出
次
第
、
頓
而
長
崎
御
下
之
由
候
、 

一
我
等
儀
早
々
可
罷
下
と
存
候
へ
共
、乗
舟
之
儀
、大
坂
へ
い
ま
た
着
申
間
敷
と
存
、

其
段
も
御
尋
申
候
処
、
筑
後
殿
御
申
候
ハ
、
長
崎
表
異
国
船
来
着
之
刻
之
儀
、
去

年
安
芸
守
へ

（
鍋
島
茂
賢
）

と
く
と
被
仰
聞
候
、
そ
れ
ニ
相
替
儀
無
之
候
条
、
其
段
国
元
へ
申
越

候
ハ
ゝ
、
爰
元
ニ
而
船
待
付
候
而
も
不
苦
由
、
御
老
中
被
仰
候
付
而
、
来
月
四
日

ニ
打
立
可
申
と
存
候
、
当
年
長
崎
表
之
御
番
被
仰
付
候
通
、
昨
日
は
や
国
元
へ
申

遣
候
由
申
候
キ
、 

一
異
国
船
来
着
時
分
と
申
、
深
堀
之
儀
肝
要
ニ
候
間
、
安
芸
守
』
事
、
深
堀
へ
急
度

罷
越
、
去
年
之
仕
組
ニ
候
て
可
然
候
、
何
も
頓
而
、
面
を
以
、
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

三
月
廿
八
日

（
寛
永
十
九
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸
殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
等
は

在
国
。
柘
植
正
時
は
、
寛
永
十
九
年
十
二
月
九
日
歿
な
の
で
、
下
限
は
寛
永
十

九
年
。
正
時
の
長
崎
行
き
は
長
崎
奉
行
と
し
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

任
命
が
寛
永
十
七
年
六
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
上
限
は
寛
永
十
八
年
。
こ

の
う
ち
勝
茂
が
三
月
二
十
八
日
に
在
江
戸
で
、
か
つ
帰
国
の
賜
暇
が
行
わ
れ
て

い
る
の
は
寛
永
十
九
年
の
み
。
帰
国
後
の
長
崎
番
役
に
つ
い
て
の
指
示
を
出
し

て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容
か
ら
も
、
最
初
の
長
崎
番
役
を
命
じ
ら
れ
た
直
後
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

  

二
三
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
山
崎
権
八
殿
へ
書
状
遣
候
条
、

 

（
カ
） 

早
々
進
入
可
被
申
候
、
已
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
我
等
儀
、
内
々
之
用
所
付
而
、
于
今
爰
元
逗
留
申
儀
候
、
長
崎
御
番
被 

仰
付
候

条
、
便
と
滞
留
候
儀
、
如
何
と
存
、
早
々
可
罷
上
之
通
、
御
老
中
へ
得
御
意
候
処
、

不
苦
儀
候
条
、
今
少
見
合
、
罷
上
候
様
ニ
と
有
之
故
、
逗
留
申
儀
候
、
頓
而
埒
明

可
申
躰
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
打
立
日
限
相
究
候
ハ
ゝ
、
先
立
可
申
遣
候
、
五

三
日
中
ニ
可
罷
上
候
間
、
其
心
得
尤
候
、 
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一
先
書
ニ
如
申
遣
候
、
去
年
、
右
衛
門

（
黒
田
忠
之
）

佐
方
長
崎
御
番
人
数
并
鉄
炮
数
・
船
数
之
儀
、

山
崎
権
八

（
正
信
）

殿
へ
承
合
せ
、
如
其
人
数
・
鉄
炮
・
船
数
、
早
々
深
堀
へ
相
越
可
然
候
、

此
程
申
付
候
飛
脚
、
若
遅
着
之
』
儀
も
候
て
ハ
と
存
、
重
而
申
遣
候
、 

一
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

儀
、
直
ニ
長
崎
深
堀
為
見
廻
、
罷
越
候
様
ニ
と
、
於
此
地
申
付
候
間
、
定

而
其
通
ニ
而
候
ハ
ん
と
存
候
、
然
者
、
甲
斐
守
長
崎
よ
り
罷
帰
候
て
ゟ
、
若
我
等

下
着
十
二
三
日
程
も
延
引
候
ハ
ヽ
、
又
々
甲
斐
守
長
崎
深
堀
へ
見
廻
申
、
可
然
存

候
、
さ
候
ヘ
ハ
、
我
等
無
着
前
ニ
、
甲
斐
守
両
度
見
舞
候
筈
ニ
而
候
、
長
崎
ゟ
爰

元
へ
御
注
進
も
可
有
之
儀
候
間
、
申
遺
事
候
、
此
段
甲
斐
守
へ
も
、
今
度
以
書
状

申
聞
せ
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、 

一
我
等
長
崎
へ
見
廻
候
度
こ
と
に
、
諌
早
ニ

（
高
来
郡
） 

泊
り
候
ヘ
ハ
、
番
彼
是
事
六
借
、
豊
前
造

（
諫
早
茂
敬
）

作
ニ
而
も
候
之
条
、
先
様
者
、
依
躰
矢
上
へ

（
彼
杵
郡
） 

も
泊
り
候
様
ニ
と
存
候
、
長
崎
ゟ
帰

候
刻
も
、
日
半
ニ
罷
立
候
ハ
ゝ
、
矢
上
ニ
』
泊
り
候
ハ
ん
と
存
候
条
、
矢
上
居
所

立
直
シ
可
申
候
、 

上
使
衆
御
通
り
之
た
め
に
て
も
候
之
間
、
申
事
候
、
先
様
者
、

切
々
長
崎
へ
見
廻
可
申
と
存
候
故
、
先
立
申
遣
儀
候
、 

一
矢
上
は
い
り
所
座
十
畳
敷
一
間
、
壱
間
と
こ
付
、
次
之
間
十
二
畳
敷
、
壱
間
半
と

こ
并
壱
間
縁
、
見
合
次
第
ニ
付
、
あ
か
り
能
様
ニ
、
天
井
張
付
ニ
可
然
候
、
は
り

付
天
井
ハ
鼠
く
ひ
や
ふ
り
候
間
、
下
地
を
念
を
入
可
被
申
付
候
、 

一
台
所
も
せ
は
く
、
む
さ
く
候
間
、
見
合
ひ
ろ
め
可
被
申
候
、
す
ま
ひ
ハ
好
も
無
之

候
間
、
追
付
普
請
可
被
申
付
候
、
若
当
分
竹
木
無
之
候
ハ
ゝ
、
右
之
用
意
候
て
召

置
可
然
候
、
我
等
下
着
候
而
ゟ
成
共
可
申
付
候
、
願
者
下
り
前
ニ
取
懸
候
様
ニ
有

度
候
、
矢
上
』
今
度
之
作
事
造
作
、
彦
右
衛

（
諸
岡
茂
之
）

門
尉
手
前
よ
り
申
付
可
然
候
、
何
も

重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
廿

（
正
保
三
年
）

八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
・
茂
之
は
在
国
。
長
崎
警
備
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
長
崎
奉
行
山
崎

正
信
の
着
任
は
寛
永
十
九
年
十
月
で
あ
る
の
で
、
年
次
の
上
限
は
同
二
十
年
と

な
る
。
ま
た
、
茂
之
は
正
保
三
年
九
月
に
、
茂
辰
は
同
年
十
一
月
に
罷
免
さ
れ

る
の
で
下
限
は
同
年
に
な
る
。
第
一
条
に
「
五
三
日
中
ニ
可
罷
上
候
間
」
と
あ

り
、
江
戸
に
滞
在
中
の
勝
茂
は
、
五
月
初
め
頃
に
帰
国
の
途
に
就
く
予
定
と
伝

え
て
い
る
が
、
上
述
の
年
次
の
範
囲
内
で
五
月
に
帰
国
し
た
の
は
正
保
三
年
の

み
で
あ
り
、
年
次
は
同
年
に
比
定
さ
れ
る
。
正
保
三
年
に
比
定
さ
れ
る
五
月
五

日
付
茂
辰
・
茂
之
宛
勝
茂
書
状
（
四
二
二
号
）
に
「
一
昨
三
日
之
晩
、
江
戸
打

立
」
と
あ
る
の
は
、
五
月
三
日
に
江
戸
を
出
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
但

し
、
や
は
り
正
保
三
年
に
比
定
さ
れ
る
五
月
三
日
付
の
茂
辰
・
茂
之
宛
お
よ
び
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鍋
島
茂
綱
等
宛
の
勝
茂
書
状
（
三
四
五
号
・
一
四
一
号
）
で
は
江
戸
に
居
り
、

四
二
二
号
と
食
い
違
う
が
、
三
四
五
号
を
出
し
た
あ
と
、
同
日
中
に
急
遽
出
立

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
書
状
第
二
条
に
、「
去
年
」
黒
田
忠
之
方

の
長
崎
警
備
の
人
数
等
に
つ
い
て
長
崎
奉
行
に
問
い
合
わ
せ
た
と
あ
る
が
、
正

保
二
年
に
比
定
さ
れ
る
八
月
二
十
一
日
付
の
多
久
茂
辰
等
宛
勝
茂
書
状
（
一
三

六
号
）
に
こ
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
本
書
状
が
正
保
三
年
で
あ
る
こ
と

を
裏
付
け
る
。
ま
た
、
同
月
日
付
の
茂
辰
・
茂
之
宛
勝
茂
書
状
（
三
四
四
号
）

が
あ
る
が
、本
書
状
第
二
条
に
関
わ
る
内
容
で
あ
り
、一
連
の
も
の
と
い
え
る
。 

  

二
三
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
今
月
十
一
日
、
川
口
茂
右

（
宗
重
）

衛
門
尉
殿 

御
上
使
ニ
而
、 

御
鷹
之
鶴
拝
領
申
、
忝

仕
合
候
、
未
無
拝
領
衆
も
有
之
儀
候
、
然
者
、
今
度
上
屋
敷
作
事
仕
候
付
而
、
祝

儀
之
為
振
舞
、
去
廿
一
日
朝
、
酒
井
河
内

（
忠
清
）

守
殿
・
松
平
伊
豆

（
信
綱
）

守
殿
を
初
申
、
各
申

請
、
御
心
静
ニ
被
成
御
座
、
天
気
迄
能
、
無
残
所
仕
合
ニ
候
て
、
大
慶
之
程
推
量

可
被
申
候
、 

一
領
中
并
隣
端
之
衆
、
絵
図
之
儀
、
清
書
者
、
爰
元
に
て
書
立
候
ハ
て
ハ
相
澄
間
敷

之
由
、
井
上
筑
後

（
政
重
）

殿
御
申
候
条
、
絵
図
下
書
相
澄
次
第
、
池
野
三
郎
右
衛
門
尉
・

西
牟
田
清
兵
衛

（
家
秀
）

尉
、
絵
書
之
者
召
連
、
早
々
差
上
せ
可
被
申
候
、
尤
隣
端
衆
へ
も

此
由
申
候
而
、
急
度
相
調
、
被
差
出
候
様
ニ
相
談
尤
候
、 

一
長
崎
末
次
平
蔵

（
茂
貞
）

御
代
官
所
』
絵
図
之
儀
、
先
日
も
如
申
遣
候
、
馬
場
三
郎

（
利
重
）

左
衛
門

尉
殿
・
山
崎
権
八

（
正
信
）

殿
御
指
図
次
第
書
立
、
領
分
絵
図
同
前
ニ
、
三
郎
右
衛
門
尉
・

清
兵
衛
尉
持
参
申
可
然
候
、 

一
我
等
事
、
今
年
者
切
々
煩
構
敷
候
付
而
、
作
安

（
生
島
）

儀
、
お
か
め
気
色

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

能
分
ニ
候
て
、

其
元
へ
作
安
罷
居
候
ハ
て
も
不
苦
候
ハ
ゝ
、
被
指
上
候
様
に
と
申
遣
候
付
而
、
上

せ
可
申
と
、
其
段
作
安
へ
被
申
聞
候
之
処
、
又
々
お
か
め
気
色
連
々
差
発
、
し
か

と
無
之
故
、
作
安
罷
居
候
ハ
て
ハ
之
由
、
長
寿
院
よ
り
御

（
諫
早
直
孝
継
室
鍋
島
氏
） 

申
候
付
而
、
留
置
被
申

之
由
、
尤
存
候
、
於
然
者
、
作
安
儀
、
乍
苦
労
、
先
以
其
元
へ
召
置
被
申
可
然
候
、

作
安
へ
も
此
由
被
申
聞
、
お
か
め
養
生
之
儀
、
弥
念
を
入
候
様
ニ
可
被
申
候
、 

一
諌
早
左
衛
門

（
茂
真
カ
） 

尉
縁
辺
之
儀
、
山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

娘
ニ
相
澄
度
由
、
此
中
長
寿
院
よ
り
被
仰
越

候
条
、
其
元
に
て
御
談
合
候
て
、
被
相
澄
候
様
ニ
と
申
遣
候
処
、
山
城
守
申
候
趣

承
届
候
、
乍
然
、
豊
前
』

（
諫
早
茂
敬
）

内
儀
、
今
程
相
煩
候
付
而
、
左
衛
門
尉
縁
辺
早
々
相
澄

度
由
申
候
故
、
豊
前
よ
り
飛
脚
を
以
申
越
尤
存
、
我
等
女
共
へ
も
談
合
候
て
、
右

縁
辺
今
度
相
澄
、
山
城
守
へ
も
其
段
申
遣
儀
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、
何
も
重
而

可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
廿

（
正
保
二
年
）

五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

第
一
条
に
、
今
月
（
十
月
）
十
一
日
に
「
御
鷹
之
鶴
」
を
拝
領
し
た
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
正
保
二
年
の
こ
と
で
あ
り（「
徳
川
実
紀
」正
保
二
年
十
月
十
一
日
条
）、

こ
れ
に
よ
っ
て
本
書
状
の
年
次
は
同
年
に
比
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
・
三
条

に
国
絵
図
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
幕
府
は
正
保
元
年
十
二
月
に
国
絵

図
作
成
を
命
じ
て
い
る
の
で
、
本
書
状
の
年
次
は
同
二
年
以
降
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
お
り
、
正
保
二
年
に
比
定
さ
れ
る
八
月
二
十
一
日
付
多
久
茂
辰
等
宛
勝

茂
書
状
（
一
三
六
号
）
に
も
「
領
分
之
絵
図
」
作
成
を
命
じ
た
旨
が
み
え
、
こ

の
点
か
ら
も
本
書
状
の
年
次
は
同
年
と
い
え
る
。
さ
ら
に
第
四
条
に
、
諫
早
茂

敬
室
で
勝
茂
女
お
か
め
の
病
気
療
養
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
お
か
め

は
正
保
二
年
十
月
十
八
日
に
歿
し
た
。
勝
茂
は
、
お
か
め
の
死
去
を
同
月
二
十

三
日
付
の
国
許
か
ら
の
書
状
で
知
っ
た
こ
と
を
、
霜
月
十
七
日
付
茂
辰
宛
書
状

で
述
べ
て
お
り
（
一
二
〇
号
）、
こ
の
こ
と
も
本
書
状
の
年
次
が
正
保
二
年
で
あ

る
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
る
。 

  

二
四
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
惣
而
印
子
百
計
ハ
調
置
度
候
条
、
当
夏
、
長
崎
へ
印
子
参
候
ハ
ゝ
、
当

年
借
銀
返
弁
申
候
外
ニ
、
我
等
罷
上
候
て
ゟ
色
々
取
集
候
銀
子
な
と
、
自
然
於

有
之
ハ
、
印
子
十
に
て
も
十
五
に
て
も
、
調
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
左
様
成
銀

於
無
之
ハ
無
用
ニ
候
、
今
度
上
方
に
て
相
求
候
上
々
ノ
印
子
、
一
つ
ニ
付
而
壱

貫
六
百
五
十
目
宛
に
て
候
、
為
存
候
、
已
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
我
等
儀
、
一
昨
日
天
満
令
着
、
昨
日
五
日
西
七
条
着
申
候
、
腹
中
、
船
中
ニ
而
弥

す
き
と
能
候
付
而
、
薬
な
と
も
用
不
申
躰
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、 

一
右
之
段
、
長
州
あ
ね
御

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

方
・
其
方
内
儀
・

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

若
狭
内

（
鍋
島
茂
綱
）

外
・
豊
前
所

（
諫
早
茂
敬
）

内
外
・
天
林
・
久

室
・
長
寿
院
御
方
・

（
諫
早
直
孝
継
室
鍋
島
氏
） 

伯
耆
・

（
神
代
常
親
）

采
女
内

（
神
代
常
利
）

外
・
影
庵
父

（
須
古
信
明
）

子
・
安
芸
、

（
鍋
島
茂
賢
）

其
外
へ
も
被
申
候

て
可
然
候
、
手
前
取
紛
候
付
而
、
銘
々
以
状
不
申
候
、
我
等
儀
、
今
明
日
間
ニ
爰
元

（
京
都
）

打
立
可
申
と
存
候
、
四
国
・
中
国
衆
、
未
』
多
ハ
江
戸
へ
不
被
罷
通
候
、
細
川
越
中

（
忠
利
）

殿
・
京
極
丹
後

（
高
広
）

殿
・
寺
沢
兵
庫

（
堅
高
）

・
立
花
左
近

（
忠
茂
）

迄
、
参
上
被
申
候
由
候
、 

一
当
夏
長
崎
ニ
而
用
物
代
銀
、
其
方
如
存
、
五
拾
貫
目
ニ
定
置
候
、
内
三
十
五
貫
目

ハ
、
印
子
参
候
ハ
ゝ
相
調
、
其
外
に
て
ハ
色
々
求
候
様
ニ
と
申
置
候
、
然
処
、
京

都
ニ
而
、
上
々
ノ
印
子
、
直
段
も
能
候
を
尋
出
候
付
而
、
三
十
五
貫
目
分
、
先
以

納
戸
銀
子
ゟ
取
替
、
相
調
候
条
、
右
長
崎
買
物
代
五
十
貫
目
之
内
三
十
五
貫
目
之

儀
、
急
度
嶋
八
郎
右
衛
門

（
下
村
利
充
）

尉
迄
可
被
相
越
候
、
相
残
十
五
貫
目
に
て
、』
長
崎
ニ
而

細
物
相
調
候
様
ニ
と
、
亀
川
勝
右
衛
門
尉
へ
可
被
申
付
候
、
何
も
江
戸
よ
り
可
申

遣
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 
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壬
三
月
六

（
寛
永
十
四
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

  
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
、
参
勤
の

途
次
で
京
都
に
滞
在
し
て
い
る
。
茂
辰
・
茂
之
は
在
国
。
茂
辰
・
茂
之
は
、
と

も
に
寛
永
十
二
年
六
月
に
藩
政
に
関
わ
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
年
次
の

上
限
は
同
十
三
年
と
な
る
。
茂
之
は
正
保
三
年
九
月
に
、
茂
辰
は
同
年
十
一
月

に
罷
免
さ
れ
る
の
で
下
限
は
同
年
と
な
る
が
、
こ
の
間
で
閏
三
月
が
あ
る
の
は

寛
永
十
四
年
と
な
る
。 

  

二
四
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 

已
上
、 

 

八
月
廿
日
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右
衛

（
政
利
）

門
尉
迄
之
書
状
、
令
披
見
候
、 

一
北
嶋
外
記

（
智
虎
）

此
地
罷
上
度
内
存
之
趣
、
先
日
其
方
よ
り
被
申
越
候
付
而
、
来
年
我
等

帰
国
迄
者
相
扣
候
様
ニ
と
申
遣
候
、
其
段
、
中
野
又
右
衛
門
尉

（
正
守
）

を
以
、
被
申
聞
候

へ
共
、
其
上
に
て
も
可
罷
上
由
申
候
故
、
重
而
池
野
三
郎
右
衛
門
尉
相
副
、
我
等

よ
り
其
方
へ
之
任
書
面
、相
扣
候
様
ニ
と
色
々
被
申
聞
候
へ
共
、不
致
承
引
付
而
、

何
も
相
談
之
上
、
其
方
ゟ
、
以
手
頭
、
鍋
嶋
舎
人

（
茂
利
）

・
中
野
内
匠

（
茂
利
）

・
大
木
兵
部

（
統
清
）

・
中

野
又
右
衛
門
尉
右
四
人
を
以
、
差
留
候
趣
、
懇
ニ
承
届
候
、
然
者
右
之
上
に
て
も

合
点
不
申
、
と
か
く
』
可
罷
上
内
存
之
由
、
得
其
意
候
、
右
之
通
ニ
段
々
被
申
聞

候
上
者
、
可
仕
様
無
之
候
条
、
外
記
心
次
第
ニ
可
罷
上
と
存
候
、 

一
公
儀
へ
差
上
候
隼
鷹
師
之
儀
、
長
門
へ

（
多
久
安
順
）

申
遣
候
付
而
、
安
芸
・

（
鍋
島
茂
賢
）

兵
部

（
大
木
）

談
合
被
申
候

へ
共
、
別
ニ
能
鷹
師
無
之
付
而
、
八
谷
孫
左
衛
門
尉
二
番
目
之
子
六
右
衛
門
尉
な

ら
て
ハ
無
之
段
、
被
申
越
候
、
一
段
幸
之
儀
候
条
、
右
六
右
衛
門
尉
急
度
可
被
差

上
候
、
長
門
所
へ
も
右
之
段
申
遣
儀
候
、 

一
家
中
も
や
い
之
儀
、
余
国
並
ニ
被
申
付
可
然
通
、
監
物
・
兵
右
衛
門
尉
よ
り
申
遣

候
付
而
、
寛
十
三
暮
ゟ
去
年
迄
、
も
や
い
不
申
付
様
子
被
申
越
、
承
届
候
、
然
者
、

当
暮
之
儀
者
、
も
や
い
か
又
普
請
方
か
、
少
ニ
而
も
便
ニ
相
成
候
様
ニ
、
家
中
へ

も
其
談
合
』
可
仕
と
、
彦
右
衛
門
尉

（
諸
岡
茂
之
）

へ
内
談
被
申
、
其
方
所
へ
頭
々
何
も
相
集
り

相
談
之
上
、
家
中
不
残
、
銀
壱
部
半
之
も
や
い
差
出
候
分
ニ
被
相
定
候
之
由
、
得

其
意
候
、
猶
も
出
銀
な
と
差
出
、
我
等
便
ニ
も
相
成
候
様
ニ
と
被
存
候
へ
共
、
家

中
可
及
迷
惑
儀
も
多
々
可
有
之
候
、
然
時
者
、
結
句
我
等
為
ニ
相
成
間
敷
と
被
存

之
通
、
尤
ニ
存
候
、
右
も
や
い
壱
部
半
さ
へ
如
何
ニ
候
へ
共
、
其
方
如
存
、
我
等

手
前
不
相
続
、
何
と
も
不
及
了
簡
候
付
而
、
其
地
相
談
ニ
相
任
候
、
当
暮
も
や
い

の
仕
分
、
諸
岡
彦
右
衛
門
尉
よ
り
監
物
・
兵
右
衛
門
尉
へ
相
越
候
書
立
、
懇
ニ
見
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届
、
一
段
可
然
存
候
、 

一
筑
後
水
間
六
弥
太
が
甥
か
い
と
こ
か
、
三
根
郡
辺
ニ
罷
有
候
通
聞
付
候
条
、
此
地

へ
召
寄
せ
、』
稽
古
を
も
可
為
仕
と
存
、
申
遣
候
付
而
、
其
地
に
て
相
究
候
処
、
今

程
対
馬
領
ニ
罷
有
候
源
右
衛
門
尉
と
申
者
之
儀
ニ
而
候
通
、
細
砕
被
申
越
、
得
其

意
候
、
も
は
や
無
入
用
候
間
、
不
及
心
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
九
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
か
ら
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

北
島
外
記
智
虎
は
茂
辰
三
男
周
虎
の
養
父
で
、
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）

に
お
け
る
恩
賞
に
不
満
が
あ
り
、
江
戸
に
い
る
勝
茂
に
自
ら
の
言
い
分
を
訴
え

よ
う
と
し
て
い
た
（
四
六
六
号
、
七
月
十
三
日
付
、
寛
永
十
六
年
） 

。
四
六
六

号
文
中
に
「
来
夏
ハ
可
罷
下
候
」
と
あ
り
、
本
文
中
の
「
来
年
我
等
帰
国
迄
者
」

と
共
通
す
る
。
よ
っ
て
、
年
次
は
寛
永
十
六
年
に
比
定
で
き
る
。
な
お
、「
筑
後

水
間
六
弥
太
が
甥
か
い
と
こ
」
に
つ
い
て
は
、
三
五
三
号
に
も
見
え
る
。 

  

二
四
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
公
儀
料
銀
之
儀
、
江
戸
へ
罷
居
候
者
一
人
、
我
等
傍
ニ
罷
有
、
上
下
申

候
者
、
其
方
へ
為
内
談
、
一
人
宛
存
候
ハ
て
ハ
と
存
候
付
而
、
勝
屋
勘
右
衛
門

（
茂
為
）

・

関
将
監

（
清
長
）

・
鹿
江
茂
左
衛
門
へ
、
右
銀
之
員
数
申
聞
せ
候
間
、
可
被
得
其
意
候
、

将
監
・
茂
左
衛
門
間
ニ
一
人
知
ら
せ
可
申
と
存
候
へ
共
、
当
病
な
と
の
時
之
為

ニ
、
両
人
へ
申
聞
せ
召
置
候
、
其
心
得
尤
ニ
候
、
已
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
於
保
作
右
衛
門
尉
に
て
申
遣
候
手
頭
之
点
合
、
并
作
右
衛
門
尉
口
上
之
手
頭
、
と

く
と
承
届
、
何
も
可
然
存
候
条
、
弥
其
方
合
点
之
通
ニ
、
諸
事
相
調
尤
ニ
候
、
別

条
無
之
候
付
而
、
又
々
不
能
書
載
候
、 

一
蔵
役
之
儀
、
先
様
ハ
一
人
ニ
而
も
可
然
候
ハ
ん
哉
之
由
、
先
日
申
遣
候
付
而
、
其

通
ニ
も
可
然
存
候
通
申
越
、
承
届
候
、
此
段
ハ
、
来
年
我
等
罷
下
候
て
ゟ
、
談
合

可
申
候
間
、
其
心
得
尤
候
、 

一
家
中
借
銀
返
弁
ニ
付
而
、
居
形
仕
直
之
儀
、
被
申
付
候
』
様
子
、
無
緩
様
ニ
と
、

対
馬
并

（
神
代
常
親
）

馬
廻
之
大
与
頭
、
其
外
八
与
之
大
与
頭
へ
も
可
申
遣
之
由
、
尤
ニ
存
候
、

就
其
、
今
度
銘
々
状
を
以
申
遣
候
条
、
可
被
得
其
意
候
、 

一
関
千
左
衛

（
尚
氏
カ
）

門
尉
・
石
井
右
衛
門
佐
手
前
ニ
有
之 

公
儀
料
銀
一
職
、
其
方
へ
引
渡

候
様
ニ
、
今
度
右
両
人
へ
申
遣
候
間
、
可
被
得
其
意
候
、
先
日
も
如
申
遣
候
、
右

銀
之
員
数
一
見
之
上
、
其
方
一
人
之
外
、
弥
誰
人
へ
も
無
口
外
、
尤
何
ほ
と
候
と

有
都
合
之
儀
も
、
人
不
存
候
様
ニ
心
遣
肝
要
ニ
候
、
右
役
之
儀
、
先
様
も
千
左
衛
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門
尉
・
右
衛
門
佐
へ
被
申
付
可
然
候
、』 

一
右
之
通
ニ
其
方
へ
引
渡
候
上
ハ
、
先
様
、
右
銀
出
方
之
儀
、
其
方
筈
に
て
差
出
候

様
ニ
と
、
今
度
千
左
衛
門
尉
・
右
衛
門
佐
へ
申
遣
候
、 

一
右 

公
儀
料
銀
、
自
然
之
儀
有
之
刻
、
国
家
之
為
ニ
数
年
心
遣
候
て
、
漸
々
ニ
少

宛
集
召
置
た
る
儀
候
条
、
無
遠
慮
差
出
候
ハ
ゝ
、
俄
之
時
、
可
及
迷
惑
と
存
候
、

当
年
ゟ
其
方
へ
相
任
せ
候
条
、
仕
配
之
様
子
ニ
よ
り
、
二
三
年
之
内
に
て
増
減
可

相
知
と
存
候
、
先
年
大
坂
御
陣
之
刻
、
銀
子
無
之
、
及
迷
惑
候
付
而
、
刀
脇
差
な

と
、
か
な
た
こ
な
た
ニ
質
ニ
置
、
借
銀
可
申
之
由
候
つ
れ
共
、』
ケ
様
之
刻
ハ
、
か

し
手
な
く
、
は
た
と
行
当
、
何
と
も
可
仕
様
無
之
候
儀
、
召
仕
候
者
共
、
存
た
る

事
ニ
候
条
、
能
々
其
心
得
可
申
候
、 

一
自
然
之
時
、
我
等
江
戸
へ
居
合
候
刻
ハ
、
其
元
へ
有
之
銀
子
、
俄
ニ
ハ
遠
路
無
心

元
時
分
ニ
候
条
、
差
上
せ
候
儀
も
難
成
儀
候
、
其
上
、
爰
元
六
ケ
所
之
屋
敷
詰
居

候
男
女
兵
粮
其
外
之
向
ニ
、
江
戸
へ
も
少
々
銀
子
有
之
儀
候
、
此
段
書
付
遣
候
て

も
、
落
ち
る
物
ニ
候
条
、
今
度
ハ
不
遣
候
、
来
年
四
月
ニ
ハ
我
等
罷
下
儀
候
間
、

其
節
、
以
面
可
申
候
、 

一
蔵
入
之
儀
、
我
等
存
候
て
万
事
申
付
、
算
用
迄
も
承
候
ハ
ゝ
、』
家
中
之
者
何
か
と

可
申
儀
も
可
有
之
と
令
察
、
先
年
蔵
入
一
職
、
親
類
中
へ
相
渡
、
公
儀
私
其
外
諸

算
用
を
可
被
相
調
由
申
、
差
渡
候
へ
共
、
無
其
甲
斐
、
算
用
な
と
の
儀
も
人
任
せ

ニ
候
て
被
置
候
故
、
出
入
有
之
候
而
、
于
今
不
相
澄
事
ニ
候
、
其
後
、
石
井
修
理

江
戸
へ
罷
越
候
刻
、
公
儀
料
之
蔵
入
相
渡
候
ハ
ゝ
、
御
普
請
之
刻
、
其
外
諸
事
相

調
、
借
銀
も
漸
々
ニ
払
可
申
候
由
、
親
類
中
ゟ
被
申
越
候
付
而
、
幸
ニ
存
、
又
々

蔵
入
相
渡
候
処
ニ
、
結
句
算
用
方
な
と
ニ
出
入
有
之
而
、
借
銀
少
も
子
分
払
な
と

も
無
之
候
つ
、』
其
ま
ゝ
に
て
召
置
候
ハ
ゝ
諸
事
難
調
、
出
入
な
と
も
可
有
之
躰
ニ

見
及
候
付
而
、
又
修
理
・
兵
部
へ

（
大
木
統
清
）

申
付
候
つ
る
、
跡
々
之
躰
、
右
之
分
ニ
候
条
、

今
度
其
方
へ
引
渡
候
間
、
万
事
仕
配
之
心
持
可
入
候
、 

一
松
平
主
殿

（
忠
房
）

蔵
入
、
漸
三
千
石
有
之
付
而
、
お
長
賄
其
外
万

（
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
）

事
之
入
具
と
し
て
、
主

殿
所
ゟ
凡
四
つ
成
之
知
行
千
石
可
相
渡
由
候
、
此
上
之
儀
ハ
、
家
中
多
候
故
、
不

罷
成
通
、
板
倉
内
膳

（
重
昌
）

殿
・
吉
良
上
野

（
義
弥
）

殿
ゟ
、
朝
比
奈
左
近

（
良
明
）

殿
使
に
て
理
り
被
申
候
、

さ
も
候
ヘ
ハ
、
お
長
傍
之
者
知
行
切
米
同
飯
米
、
并
』
お
長
台
所
賄
一
軄
、
召
仕

候
女
子
共
切
扶
之
類
、
何
と
よ
し
め
候
て
も
、
右
千
石
ニ
而
ハ
中
々
調
難
成
積
ニ

付
而
、
凡
銀
廿
弐
貫
九
百
六
十
六
匁
、
此
方
ゟ
毎
年
差
出
分
ニ
候
条
、
右
之
員
数
、

十
二
ケ
月
之
割
ニ
相
加
、
可
被
申
付
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
廿
日

（
寛
永
十
二
年
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

関
尚
氏
・
石
井
右
衛
門
佐
両
名
は
御
蔵
方
役
者
で
あ
り
、
一
五
八
号
（
寛
永
十
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四
年
ま
た
は
十
五
年
と
比
定
）
に
て
関
が
土
肥
喜
右
衛
門
と
交
代
し
て
い
る
。

文
中
の
「
公
儀
料
銀
一
職
、
其
方
へ
引
渡
候
様
ニ
～
」
よ
り
、
茂
辰
が
国
許
で

の
「
仕
配
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
茂
辰
の
「
国
元
諸
事
仕
配
」

は
寛
永
十
二
年
で
あ
り
（「
鍋
島
勝
茂
惣
仕
置
書
立
」「
多
久
家
書
物
御
什
物
方

指
出
五
」
佐
古
一
〇
／
三
八
一
頁
）、
同
十
二
年
九
月
二
十
日
時
点
で
於
保
作
右

衛
門
尉
が
江
戸
に
い
る
（
一
四
四
号
）
こ
と
か
ら
、
本
状
の
年
次
は
寛
永
十
二

年
と
推
測
さ
れ
る
。 

  

二
四
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
兼
松
弥
五

（
正
直
）

左
衛
門
尉
殿
、
為 

御
上
使
、
今
日
爰
元
御
立
候
、
其
刻
、

美
作
所

（
多
久
茂
辰
）

へ
弥
五
左
衛
門
尉
殿
ニ
而
書
状
遣
候
、
如
何
、
相
届
候
哉
、
領
中
夫
・

小
荷
駄
、
寺
井
ゟ
之
船
、
手
つ
か
へ
無
之
様
ニ
可
被
申
付
候
、
か
れ
う
た
船
、

自
然
深
堀
へ
着
津
候
者
、 

仰
渡
ニ
無
相
違
様
ニ
緩
有
間
敷
候
、
前
を
以
、
其

覚
悟
肝
要
ニ
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
今
昼
、
御
用
候
間
、
登 

城
可
申
由
、
松
平
伊
豆

（
信
綱
）

守
殿
ゟ
被
仰

聞
候
付
而
、
細
越
中

（
細
川
忠
利
）

殿
・
松（

黒

右田
忠

衛之
）

門
佐
殿
・
有（

有

玄馬
豊

・氏
）

立
花

（
宗
茂
・

了立
斎

斎）

同
前
ニ 

御
城
罷
出

候
処
、
御
年
寄
中
被 

仰
渡
候
ハ
、
か
れ
う
た
船
着
岸
之
儀
、
自
今
以
後
御
停
止
之

旨
、
太
田
備
中

（
資
宗
）

殿
ニ
而
被
仰
遣
候
条
、
定
而
可
被
申
渡
候
、
然
者
、
当
年
何
之
浦
ニ

而
も
着
岸
之
か
れ
う
た
船
、
自
然
慮
外
之
働
を
い
た
し
、
鉄
炮
な
と
打
懸
候
者
、
其

領
主
と
』
と
し

（
衍
）

て
、長
崎 

御
上
使
并
高
力
摂
津

（
忠
房
）

守
殿
へ
請
御
意
、隣
旦
之

（
単
カ
）

衆
申
合
、

可
及
其
成
敗
候
、
何
之
浦
ニ
而
も
、
商
売
一
篇
ニ
か
れ
う
た
船
着
津
候
者
、
其
所
ニ

掛
置
、
其
段
長
崎 

御
上
使
へ
申
届
、
尤
此
御
地
へ
も
御
注
進
可
仕
由
候
、
右
之
通

之 

仰
渡
ニ
付
而
、
我
等
存
候
ハ
、
手
前
領
中
ニ
ハ
、
深
堀
な
ら
て
ハ
か
れ
う
た
船

着
津
可
申
在
所
無
之
候
条
、
彼
地
へ
当
九
十
月
時
分
迄
、
弥
慥
成
者
を
付
置
、
若
か

れ
う
た
着
岸
候
者
、
早
速
長
崎 

御
上
使
へ
申
届
、
其
上
ニ
而
御
差
図
次
第
、
船
之

儀
長
崎
へ
可
送
遣
候
、
若
其
所
ニ
而
違
乱
を
申
儀
於
有
之
者
、
其
段
長
崎
へ
』
申
窺
、

御
下
知
次
第
ニ
緩
有
間
敷
候
、
今
度
之 

仰
渡
之
趣
も
、
先
日
申
遣
候 

仰
渡
ニ
大

抵
相
違
無
之
候
、
自
然
難
仕
儀
共
候
者
、
何
時
も
長
崎 

御
上
使
、
高
力
摂
津
守
殿

へ
も
御
尋
申
、
如
何
や
う
ニ
も
御
指
南
次
第
、
可
被
申
付
候
、
右
之
段
、
以
使
者
も

可
申
遣
候
へ
共
、
別
条
無
之
、
其
上
遅
着
可
申
と
存
、
以
早
飛
脚
、
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
九

（
寛
永
十
六
年

日）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
等
は
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在
国
。
花
押
型
は
寛
永
十
六
年
以
降
多
く
見
ら
れ
る
。 

 
 
 

寛
永
十
六
年
七
月
四
日
、
江
戸
城
に
て
老
中
よ
り
諸
大
名
に
ポ
ル
ト
ガ
ル

船
来
航
禁
止
が
伝
達
さ
れ
、
太
田
資
宗
が
長
崎
に
派
遣
さ
れ
た
。（
二
五
五
号
・

「
徳
川
実
紀
」
寛
永
十
六
年
七
月
四
日
条
）
。
「
徳
川
実
紀
」
同
年
八
月
九
日

条
に
よ
る
と
、
細
川
・
黒
田
・
有
馬
・
立
花
・
鍋
島
の
九
州
諸
大
名
に
対
し
て
、

「
蛮
船
の
法
令
」
発
令
に
つ
い
て
、
目
付
兼
松
正
直
を
長
崎
に
派
遣
す
る
旨
が

告
げ
ら
れ
た
。
本
書
状
は
、
こ
の
時
の
老
中
か
ら
の
「
仰
渡
」
を
国
許
の
家
臣

に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
『
細
』
二
五
／
忠
利
五
四
三
一
・
五
四
三
二
・
五
四

三
三
号
は
同
日
付
で
あ
り
、
「
か
れ
う
た
船
」
が
領
内
に
現
れ
た
時
は
、
江
戸

や
長
崎
に
注
進
す
べ
き
旨
を
伝
え
て
い
る
。
な
お
、
二
五
〇
号
（
六
月
晦
日

付
）
・
二
五
五
（
七
月
五
日
付
）
・
二
一
六
号
（
九
月
九
日
付
）
に
は
、
太
田

資
宗
が
佐
賀
藩
領
内
を
通
行
す
る
際
に
留
意
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

  

二
四
四 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 

覚 

一
来
年 

御
上
洛
有
之
由
、
去
方
よ
り
内
意
候
、
多
分
可
為
必
定
様
子
ニ
候
条
、
其

心
得
尤
ニ
候
、
隠
密
ニ
承
た
る
儀
ニ
候
条
、
誰
へ
も
噂
不
仕
、
両
人
迄
心
持
ニ
可

然
候
事
、 

一
馬
廻
之
儀
、
伯
耆
守

（
神
代
常
親
）

断
申
候
ニ
付
而
、
山
城
ニ

（
鍋
島
直
弘
）

可
申
付
通
、
上
り
候
砌
申
渡
候
、

然
者
、
鹿
江
茂
左
衛
門
尉
、
山
城
ニ
相
付
候
へ
共
、
当
分
者
此
地
ニ
而
用
所
共
候

条
、
不
差
下
候
、
就
其
、
馬
廻
之
者
共
用
所
等
承
、
其
外
万
事
馬
廻
之
儀
、
手
つ

か
へ
さ
る
様
ニ
と
存
、』
葉
理
左
衛
門
尉
差
下
候
条
、
中
野
又
右

（
正
守
）

衛
門
尉
、
此
両
人

当
時
山
城
へ
付
、
副
分
を
も
申
付
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
理
左
衛
門
尉
へ
ハ
此
地

ニ
而
申
渡
候
、
我
等
罷
下
候
者
、
茂
左
衛
門
尉
儀
在
国
ニ
可
申
付
候
条
、
可
被
得

其
意
候
、 

一
借
銀
、
去
年
よ
り
無
手
付
候
条
、
当
暮
借
銀
返
弁
之
員
数
、
以
校
量
返
納
可
然
候

事
、 

一
先
日
、
中
野
兵
右

（
政
利
）

衛
門
尉
よ
り
申
遣
候
我
等
小
遣
料
銀
五
拾
貫
目
之
儀
、
爰
許
事

闕
候
条
、
早
々
可
差
上
候
、
右
五
十
貫
目
之
外
ニ
仕
出
銀
な
と
於
有
之
者
、
廿
貫

目
ニ
而
も
卅
貫
目
ニ
而
も
、
右
同
前
ニ
可
差
上
候
、
さ
候
ハ
ゝ
、
五
十
貫
目
ハ
大

坂
ニ
而
小
判
ニ
な
し
、
其
外
』
二
三
十
貫
目
之
儀
者
、
銀
子
ニ
而
可
差
上
候
事
、 

一
爰
許
為
見
廻
、
家
中
之
者
上
下
ニ
よ
ら
ず
罷
上
儀
、
堅
法
度
ニ
可
被
申
付
候
事
、 

一
相
字
書
付
、
封
シ
メ
ニ
我
等
印
判
を
つ
き
遣
候
、
先
様
隠
密
之
儀
有
之
刻
ハ
、
右

相
字
を
書
可
遣
候
、
其
許
よ
り
も
如
其
ニ
可
然
候
、
尤
、
差
立
た
る
隠
密
之
儀
計

ニ
書
載
被
申
、
む
さ
と
書
被
申
間
敷
候
事
、 

一
伯
耆
守
断
申
候
ニ
付
而
、
馬
廻
頭
人
差
免
候
、
就
其
、
用
所
等
承
候
儀
、
遠
慮
申

儀
も
可
有
之
候
条
、
さ
様
ニ
無
之
様
ニ
、
談
合
日
ニ
も
罷
出
、
何
事
も
此
中
ニ
不

相
替
様
ニ
覚
悟
可
然
通
、
念
を
入
伯
耆
守
へ
可
被
申
聞
候
、』 

一
鵜
野
八
兵
衛
を
以
被
申
越
候
趣
之
類
ハ
、此
中
も
如
申
候
、美
作
・

（
多
久
茂
辰
）

若
狭
・

（
鍋
島
茂
綱
）

豊
前
三

（
諫
早
茂
敬
）
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人
之
連
判
ニ
而
、
先
様
可
被
申
越
候
、
為
心
得
申
遣
候
、
今
度
者
判
紙
相
副
被
差

越
候
付
而
、
爰
元
仕
能
、
尤
之
心
遣
と
存
候
事
、 

一
彦
右
衛

（
諸
岡
茂
之
）

門
尉
連
判
仕
候
心
遣
之
儀
、
是
又
尤
ニ
存
候
、
先
様
も
事
ニ
よ
り
彦
右
衛

門
尉
加
判
仕
、
可
然
候
事
、 

一
成
富
蔵
人
・
満
野
三
右
衛
門
尉
、
此
両
人
先
様
横
目
ニ
申
付
候
条
、
其
段
可
被
申

渡
候
、
尤
、
此
中
之
横
目
同
前
ニ
、
誓
紙
可
被
申
付
候
、
誓
紙
之
案
文
ハ
、
在
国

之
横
目
手
前
ニ
』
可
有
之
候
間
、
如
其
ニ
可
然
候
、 

右
十
ヶ
條
之
手
頭
見
届
、
得
其
意
候
迄
を
可
被
申
越
候
、
銘
々
点
合
候
へ
ハ
、
落
散

候
時
不
可
然
事
ニ
候
条
、
申
儀
ニ
候
、
已
上
、 

 
 

七
月
廿
三

（
寛
永
十
五
年
カ
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（

（
鍋
島
勝
茂
）

黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
・
茂
之
は
在
国
。
宛
所
の
両
名
は
、
寛
永
十
二
年
六
月
に
同
時
に
藩
政
に

関
わ
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
年
次
の
上
限
は
同
年
と
な
る
。
一
方
、
四

ヶ
条
目
に
登
場
す
る
中
野
正
利
は
、寛
永
十
七
年
二
月
の
時
点
で
は「
数
馬
佐
」

に
改
名
し
て
い
る
の
で
、
下
限
は
同
十
六
年
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
覚
書
と

同
月
日
付
で
、
寛
永
十
五
年
に
比
定
さ
れ
る
茂
辰
宛
勝
茂
書
状
（
三
五
八
号
）

が
あ
る
。
同
年
、
勝
茂
は
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
で
の
軍
令
違
反
に

よ
り
逼
塞
中
で
あ
り
、
こ
の
書
状
は
逼
塞
中
の
対
処
に
つ
い
て
茂
辰
に
指
示
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
日
付
で
勝
茂
は
、
茂
辰
・
茂
之
に
対
し
覚
書
と
し
て

施
策
上
の
指
示
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
覚
書
の
年

次
は
寛
永
十
五
年
と
推
測
さ
れ
る
。
因
み
に
、
冒
頭
に
「
来
年 

御
上
洛
有
之

由
」
と
あ
る
が
、
同
十
六
年
乃
至
は
同
十
二
～
十
六
年
の
間
に
将
軍
ま
た
は
大

御
所
の
上
洛
は
な
く
、「
御
上
洛
」
情
報
は
誤
報
で
あ
っ
た
（
佐
藤
孝
之
二
〇
一

九
年
）。 

  

二
四
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
作
安
儀

（
生
島
作
庵
）

、
早
々
其
地
相
立
、
海
上
遅
々
無
之
様
ニ
と
船
な
と
も
被
申
付

候
由
、
可
然
存
候
、
豊
前
内
儀
煩

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

、
弥
能
候
哉
、
作
安
儀
罷
上
候
条
、
定
而
本

復
申
候
而
之
事
に
て
候
ハ
ん
と
、
満
足
申
儀
候
、
已
上
、 

卯
月
廿
五
日
中
野
数
馬

（
政
利
）

・
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

迄
之
書
状
、
令
披
見
候
、
我
等
煩
、
無
心
元
被

存
、
態
飛
脚
被
相
越
、
念
入
候
儀
、
別
而
大
慶
存
候
、
先
書
ニ
も
如
申
遣
候
、
気
色

弥
す
き
と
本
復
候
而
、
切
々
登 

城
申
儀
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
随
而
紀
伊
守
・

（
鍋
島
元
茂
）

刑
部
太
輔

（
鍋
島
直
朝
）

、
今
月
十
三
日
首
尾
能
被
下 

御
暇
、』
忝
仕
合
ニ
候
、
仕
廻
次
第
、
頓
而

可
罷
下
候
、
甲
斐
守
儀

（
鍋
島
直
澄
）

、
当
年
者
相
詰
、
来
年
、
我
等
同
前
ニ
被
下 

御
暇
候
様
ニ

有
度
通
、
御
老
中
迄
申
上
、
逗
留
申
儀
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 
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信
濃
守 

 
 

五
月
十
五
日

（
正
保
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

中
野
政
利
が
「
数
馬
」
の
表
記
な
の
で
上
限
は
寛
永
十
七
年
。
豊
前
内
儀
が
歿

す
る
前
な
の
で
下
限
は
正
保
二
年
。
こ
の
間
で
、
鍋
島
元
茂
の
江
戸
か
ら
の
帰

国
の
年
（
寛
永
十
八
年
・
寛
永
二
十
年
・
正
保
二
年
）
を
確
認
す
る
と
、
寛
永

十
八
年
に
つ
い
て
は
、
一
八
一
号
（
六
月
十
一
日
付
）
で
、
甲
斐
守
が
婚
姻
し

て
、
紀
伊
守
・
甲
斐
守
と
も
に
賜
暇
と
あ
る
の
で
、
本
書
状
と
合
わ
な
い
。
寛

永
二
十
年
に
つ
い
て
は
、
こ
の
年
の
他
の
書
状
（
二
九
四
号
・
三
三
一
号
・
三

三
六
号
・
四
七
〇
号
）
に
、
勝
茂
の
病
気
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
。
正
保
二

年
に
つ
い
て
は
、
四
月
四
日
付
の
一
七
三
号
に
勝
茂
の
参
勤
途
上
か
ら
の
病
状

が
記
し
て
あ
る
。
か
つ
医
者
作
庵
に
つ
い
て
も
一
〇
九
号
に
見
え
る
正
保
二
年

の
動
き
と
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
状
は
、
一
七
三
号
と
同
時
期
の
も
の

で
あ
り
、
正
保
二
年
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

二
四
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

先
書
申
入
候
や
う
ニ
、
今
度
御
普
請
過
分
之
儀
ニ
候
処
ニ
、
早
々
相
済
、
満
足
申
事

候
、
此
中
、
田
原
彦
右
衛
門
尉
別
而
辛
労
申
候
、
次
ニ
為
御
音
信
、
鶏
八
つ
送
給
候
、

遠
路
御
懇
志
忝
存
候
、
仍
而
我
等
儀
、
被
下
』
御
暇
候
条
、
早
々
可
罷
下
と
存
候
ニ
、

御
大
方

（
久
松
俊
勝
室

様
御

水
野
氏
）

煩
ニ
付
而
、
各
御
控
候
間
、
先
以
逗
留
申
事
候
、
乍
去
、
や
か
て
可
罷

下
候
間
、
い
つ
れ
も
其
節
、
以
面
談
、
可
申
承
候
条
、
書
中
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
十
六

（
慶
長
七
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 

龍（
多

与
兵

久
安
順
）

殿 
 
 
 
 

 

人
々
御
中 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う

に
伏
見
に
お
り
、
安
順
は
在
国
で
あ
る
。
龍
与
兵
衛
の
表
記
に
よ
り
、
年
次
の

下
限
は
慶
長
十
二
年
で
あ
る
。
慶
長
十
二
年
以
前
に
龍
造
寺
・
鍋
島
政
権
が
参

加
し
た
普
請
で
は
、
慶
長
七
年
の
伏
見
普
請
か
、
慶
長
十
一
年
の
江
戸
普
請
の

ど
ち
ら
か
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。 

 
 
 

「
舜
旧
記
」
（
『
史
料
纂
集
』
）
に
よ
る
と
、
徳
川
家
康
生
母
水
野
氏
は
慶

長
七
年
八
月
二
十
八
日
、
伏
見
城
中
で
歿
し
て
い
る
。
「
中
臣
祐
範
記
」
（
同

155



 

 

上
）
に
よ
る
と
、
慶
長
七
年
七
月
二
十
五
日
、
家
康
母
不
例
に
つ
き
祈
祷
の
回

文
の
記
事
が
あ
る
。
さ
ら
に
「
義
演
准
后
日
記
」
（
同
上
）
に
よ
る
と
、
八
月

四
日
に
も
祈
梼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
書
状
の
「
御
大
方
様
御
煩
」
は
こ
の
こ

と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
普
請
は
慶
長
七
年
の
伏
見
普
請
で
あ
る
。
花

押
型
は
、
伏
見
普
請
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
坊
所
一
七
二
号

（
佐
古
一
一
）
と
同
型
で
あ
る
。 

  

二
四
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
其
元
御
普
請
、
□
外

〔
其
カ
〕

之
様
子
、
被
仰
越
、
得
其
意
候
、 

先
月
廿
二
日
之
細
書
、
昨
十
二
参
着
、
披
見
、
得
其
意
候
、 

一
将
軍

（
徳
川
秀

様忠
）

駿
府
御
成
之
儀
篇
相
替
、
今
月
十
一
日
よ
り
御
出
座
之
由
候
や
、
諸
大
名

御
礼
之
儀
者
、
弥
当
年
相
延
申
之
由
、
得
其
意
候
、
其
ニ
付
て
、
我
等
儀
者
自
余

ニ
相
替
申
候
段
、圓
光
寺

（
閑
室
元
佶
）

ヘ
御
談
合
候
之
処
ニ
、長
老
御
存
分
に
て
御
用
捨
之
由
、

尤
ニ
候
、
頓
而
菊
之
為
御
祝
儀
、
使
者
可
差
上
候
条
、
其
節
、
本
上
州

（
本
多
正
信
・

御
父
子

正
純
）

ヘ 

去
年
以
来
之
御
礼
延
引
之
様
子
、
又
今
度
御
法
度
ニ
付
て
不
致
参
府
之
通
、
可
申

展
候
、 

一
ゑ（

江

し
り

尻
、
駿
河

へ庵
原

蔵
立

郡
）

置
、
此
中
勝
手
ニ
候
や
、
い
よ
〳
〵
今
之
分
ニ
か
く
こ
候
て
、
置 

可
被
申
候
、』
已
来
之
儀
者
、
差
上
可
申
も
、
此
方
か
つ
て
次
第
た
る
へ
き
と
存
候
、 

町
う
ら
ニ
淺（

浅

紀
州

野
幸
長
）

・
羽
三

（
池
田
輝

左政
）

殿
な
と
作
事
候
哉
、
得
其
意
候
、
さ
様
之
儀
者
、
後 

日
を
の
〳
〵
聞
合
候
て
可
申
付
候
、 

一
其
元
御
普
請
、
今
程
は（

か捗
）

可
参
よ
し
承
、
別
而
珍
重
ニ
候
、
此
中
下
々
迄
念
性
を

入
、
殊
貴
所
無
御
由
断
ニ
付
て
、
今
度
之
御
普
請
目
出
度
相
調
、
爰
元
之
大
慶
、

可
有
推
察
候
、
早
々
御
下
向
、
待
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月
十
二

（
慶
長
十
三
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
長
門

（
多
久
安
順
）

殿 
 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
国
、
安
順
は
以
下
に

述
べ
る
よ
う
に
駿
府
に
い
る
。
年
次
の
上
限
は
、
長
門
の
表
記
に
よ
り
慶
長
十

三
年
。
下
限
は
閑
室
元
佶
の
歿
年
月
よ
り
慶
長
十
六
年
で
あ
る
。
本
書
状
の
普

請
は
、
こ
の
間
に
安
順
が
参
加
し
、「
江
尻
」
の
地
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
慶

長
十
三
年
の
駿
府
普
請
で
あ
る
（「
水
江
事
略
」、
佐
近
八
―
一
／
六
七
七
・
六

七
八
頁
）。
安
順
は
、
慶
長
十
三
年
正
月
に
駿
府
に
赴
い
た
（
二
五
七
号
）。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
年
次
は
慶
長
十
三
年
。
安
順
の
居
所
は
駿
府
で
あ
る
。
な
お

「
当
代
記
」
に
よ
る
と
、
徳
川
秀
忠
は
、
慶
長
十
三
年
八
月
十
日
江
戸
発
駕
、

同
十
八
日
駿
府
着
で
あ
る
。
花
押
は
二
五
七
号
（
慶
長
十
三
年
）
と
同
型
で
あ

る
。 
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二
四
八 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
武
具
修
理
之
儀
、
讃
岐
守

（
酒
井
忠
勝
）

殿
・
伊
豆
守

（
松
平
信
綱
）

殿
・
豊
後
守

（
阿
部
忠
秋
）

殿
へ
得
御
意
候
処

ニ
、
早
々
修
理
可
仕
由
、
御
懇
ニ
被
仰
候
、
為
存
候
、
将
又
、
武
具
修
理
之
儀
、

越
中
殿

（
細
川
忠
利
）

・
有
玄
番

（
有
馬
豊
氏
）

へ
も
聞
合
候
処
、
今
度
上
国
之
刻
、
蔵
入
役
并
家
中
之
武
具

漸
々
修
理
仕
候
様
ニ
と
申
付
、
罷
上
り
た
る
由
、
返
事
ニ
候
、
是
又
為
存
候
、

已
上
、 

卯
月
廿
五
日
之
書
状
并
西
村
戸
右
衛
門
尉
に
て
五
月
十
一
日
之
書
状
到
着
、
令
披

見
候
、 

一
似
せ
銀
取
遣
候
者
顕
然
ニ
付
而
、
被
相
究
候
様
子
、
細
々
書
付
口
上
之
趣
、
一
々

承
届
候
、
科
人
共
申
分
之
書
立
、
是
又
銘
々
見
届
候
、
大
勢
之
儀
候
故
、
と
く
と

吟
味
候
而
、
咎
之
依
軽
重
、
成
敗
之
段
々
、
別
紙
ニ
書
分
遣
候
条
、
此
通
り
ニ
可

被
申
付
候
、
過
代
ニ
相
究
候
者
之
儀
、
跡
々
も
緩
ニ
有
之
由
承
候
、
為
見
懲
候
条
、

人
手
間
其
外
何
色
に
て
も
急
度
相
澄
候
様
ニ
、
稠
敷
可
被
申
付
候
、 

一
武
具
修
理
之
儀
、御
年
寄
中
へ
得
御
意
候
処
、為
御
奉
公
候
条
、』尤
之
心
遣
ニ
候
、

漸
々
ニ
可
相
調
由
、
被
仰
聞
候
、
右
之
通
ニ
候
へ
と
も
、
無
調
法
ニ
仕
候
ハ
ゝ
、

批
判
も
如
何
ニ
候
間
、
目
ニ
不
立
様
ニ
、
漸
々
調
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
武
具
好
、

此
中
之
ニ
相
替
候
条
、
此
段
ハ
頓
而
委
細
可
申
遣
候
、
先
以
、
為
心
得
申
遣
候
、

玉
薬
之
儀
、
鹿
江
茂
左
衛
門
尉
よ
り
可
申
越
候
、 

一
先
日
申
遣
候
諸
郡
人
改
之
儀
、
弥
無
緩
様
、
可
被
申
付
候
、
此
返
事
、
無
油
断
可

承
候
、 

一
家
中
馬
究
之
儀
、
先
日
山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

ゟ
申
越
候
、
弥
馬
屋
究
ニ
候
て
可
然
候
、
此
由
山

城
へ
も
可
被
申
聞
候
、
さ
候
て
、
相
究
候
様
子
、
無
失
念
、
申
越
候
様
ニ
可
然
候
、 

一
蔵
入
此
中
之
万
遣
方
算
用
』
之
儀
、
先
日
美
作
・

（
多
久
茂
辰
）

彦
右
衛

（
諸
岡
茂
之
）

門
尉
へ
如
申
遣
候
、
去

年
之
遣
方
并
其
跡
之
算
用
、
早
々
相
究
、
帳
面
可
被
相
越
事
、
遅
々
有
間
敷
候
、 

一
豊
後
為
御
目
付
替
、
駒
杵
根
長
次

（
政
次
）

殿
・
津
田
平
左
衛

（
正
重
）

門
尉
殿
、
近
日
此
地
御
立
御

下
候
間
、
豊
後
御
着
之
儀
被
承
合
、
隣
国
之
儀
候
条
、
相
応
之
御
用
等
、
可
被
仰

付
由
、
其
方
と
し
て
、
以
飛
札
、
被
申
入
、
国
肴
已
下
御
音
信
被
申
、
可
然
候
、

何
も
西
村
戸
右
衛
門
尉
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
十
二
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
島
若
狭
殿

（
茂
綱
）

 
 
 

 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 

諌
早
豊
前
殿

（
茂
敬
）

 

 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
、
駒
木
根
政
次
と
津
田
正
重
が
豊
後
府
内
目
付
に
任
命
さ
れ
て
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い
る
こ
と
か
ら
寛
永
十
六
年
（
六
月
一
日
任
命
、「
徳
川
実
紀
」
同
日
条 

）。
二

五
一
号
の
五
月
十
五
日
（
寛
永
十
六
年
）
鍋
島
勝
茂
覚
書
に
見
え
る
武
具
の
修

理
に
つ
い
て
の
記
事
は
本
号
に
関
連
し
、
同
文
書
に
「
我
等
並
之
衆
承
合
」
と

あ
る
の
が
、
本
号
の
細
川
忠
利
と
有
馬
豊
氏
へ
の
問
合
せ
に
照
応
し
て
い
る
。 

 

 

二
四
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、 

一
去
十
日
、
於 

御
城
、
御
能
被 

仰
付
候
条
、
見
物
可
仕
旨
、 

上
意
之
通
、
御

老
中
ゟ
、
以
御
奉
書
、
被
仰
聞
候
付
而
、 

御
城
罷
出
候
処
、
御
振
舞
被
下
、
忝

仕
合
、
推
察
可
被
申
候
、
然
者
、
御
能
前
ニ
、
各
同
前
ニ
被
仰
渡
候
趣
、
以
書
立
、

申
遣
候
条
、
見
届
被
申
、
領
中
下
々
迄
、
弥
相
守
其
旨
候
様
ニ
、
急
度
可
被
申
付

事
、
尤
候
、
委
細
之
儀
者
、
伊
藤
五
兵
衛
尉
口
上
ニ
可
申
達
候
、 

一
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

祝
言
之
儀
、
麻
部
屋

（
布
）

敷
ニ
作
事
申
付
、
出
来
次
第
ニ
と
存
候
つ
れ
共
、
そ

れ
迄
ハ
延
引
ニ
可
相
成
様
ニ
承
付
、
殊
卯
月
戌
之
日
ニ
我
等
女
共
参
、
繁
昌
申
候

首
途
』
と
存
、
先
月
廿
九
日
、
不
取
敢
、
脊
戸
屋
敷
ニ
而
、
首
尾
能
祝
言
申
候
、

我
等
夫
婦
之
大
慶
、
可
有
推
察
候
、
就
其
、 

上
様

（
徳
川
家

へ光
）

御
礼
申
上
、
可
然
候
ハ
ん

哉
之
儀
、
御
老
中
へ
得
御
意
候
処
、
今
月
三
日
ニ
登 

城
可
申
由
、
御
指
図
ニ
付

而
、
甲
斐
守
同
前
ニ 

御
城
罷
出
、
仕
合
能
致 

御
目
見
、
旁
以
忝
儀
共
ニ
候
、

其
元
何
も
満
足
之
程
、
令
推
量
候
、 

一
今
月
十
一
日
晩
、
御
老
中
よ
り
以
御
手
紙
、
同
十
二
日
ニ
紀
伊

（
鍋
島
元

守茂
）

・
甲
斐
守
可
致

登 

城
由
、
被
仰
聞
候
付
而
、 

御
城
罷
出
候
処
、 

御
前
へ
被
召
出
、
御
懇
之

以 

上
意
、
乍
両
人
、
被
下 

御
暇
、
其
上
御
帷
子
十
御
単
物
十
銘
々
ニ
被
為
拝

領
、
忝
仕
合
ニ
而
、
我
等
大
慶
不
過
之
候
、
紀
伊
守
儀
者
』、
今
月
十
九
日
、
爰
元

罷
立
儀
候
、
甲
斐
守
儀
ハ
、
大
坂
へ
乗
船
無
之
付
而
、
其
元
へ
申
遣
候
条
、
船
上

着
延
引
可
申
と
存
、
此
地
へ
相
控
、
今
月
末
時
分
、
可
差
立
と
存
候
、
あ
ね
達
・

子
共
へ
も
此
段
可
被
申
候
、
爰
元
一
門
中
無
事
之
儀
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
其

元
少
篇
も
相
替
儀
候
ハ
ゝ
、
注
進
油
断
被
申
間
敷
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
十
五

（
寛
永
十
八
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

山
城

（
鍋
島
直

守弘
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦（

茂

右之
）

衛
門
尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
等
は 

 
 

在
国
。
「
徳
川
実
紀
」
寛
永
十
八
年
五
月
十
日
条
に
よ
る
と
、
「
家
門
并
国 
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持
其
余
の
諸
大
名
を
め
し
て
、
猿
楽
を
見
せ
し
め
給
ひ
饗
せ
ら
る
」
と
あ
り
、 

 
 

こ
の
響
応
の
前
に
、
老
中
よ
り
キ
リ
シ
タ
ン
改
め
や
倹
約
等
に
つ
い
て
指
示

が
あ
っ
た
（
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
二
一
宗
旨
之
部
一
二
二
九
・
一
二
三
〇
）
。

ま
た
、
鍋
島
（
蓮
池
）
直
澄
は
、
寛
永
十
八
年
四
月
二
十
九
日
、
松
平
忠
明
女

ム
リ
（
鍋
島
光
茂
の
生
母
）
と
婚
姻
（
佐
近
一
―
二
／
六
八
三
～
六
八
四
頁
）
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
年
次
は
寛
永
十
八
年
で
あ
る
。
な
お
、
寛
永
十
八
年
よ

り
、
勝
茂
と
鍋
島
（
小
城
）
元
茂
は
交
代
参
勤
が
命
じ
ら
れ
、
「
元
茂
公
御
年

譜
」
に
よ
る
と
、
元
茂
は
五
月
十
二
日
暇
、
同
十
九
日
江
戸
発
駕
で
あ
る
（
佐

近
二
―
一
／
三
五
〇
頁
）
。 

  

二
五
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状 

 
 

已
上
、 

 

急
度
申
遣
候
、 

一
為 

御
上
使
、
太
田
備
中

（
資
宗
）

守
殿
長
崎
へ
御
下
ニ
付
而
、
於
領
中
、
御
馳
走
之
次
第
、

此
程
、
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右
衛
門

（
政
利
）

尉
ゟ
申
遣
候
条
、
定
而
可
参
着
候
、
宿
并
人

馬
以
下
、
無
不
足
様
ニ
可
被
申
付
事
、 

一
道
筋
之
儀
、
小
倉
通
寺
井
へ
御
越
、
船
ニ
而
諌
早
へ
御
上
り
可
有
由
、
備
中
殿
ゟ

被
仰
聞
候
、
其
心
得
候
て
、
寺
井
ゟ
御

（
川
副
・
佐
賀
郡
）

渡
海
之
船
、
是
又
手
閊
さ
る
様
ニ
申
付
、

可
被
相
待
候
事
、 

一
備
中
殿
爰
元
御
立
御
日
限
、
未
相
知
候
、
定
而
五
日
中
』
可
為
御
打
立
と
存
候
事
、 

一
長
崎
ゟ
御
上
之
刻
、
大
坂
迄
、
手
前
之
船
御
乗
候
様
ニ
と
申
入
候
へ
共
、
上
下
共

ニ
松
平
新
太
郎

（
池
田
光
政
）

殿
船
ニ
可
有
御
乗
由
、
御
約
束
候
通
、
被
仰
聞
候
、
乍
然
、
若
長

崎
へ
し
は
ら
く
可
為
御
逗
留
様
子
ニ
候
者
、
新
太
郎
殿
船
ハ
遠
所
ニ
候
条
、
被
差

上
、
手
寄
之
儀
候
間
、
御
上
之
刻
、
我
等
船
ニ
被
成
御
乗
船
候
様
ニ
有
度
候
、
長

崎
へ
於
御
逗
留
者
、
我
々
共
ゟ
右
之
通
可
申
上
段
、
信
濃
守
申
越
候
由
、
内
衆
迄

申
入
、
於
御
同
心
者
、
船
差
出
可
被
申
候
、
船
数
之
儀
者
、
あ
な
た
ゟ
之
御
差
図

次
第
、
可
被
申
付
候
、
於
然
者
、
西
五
太
夫

（
道
全
）

・
田
沢
助
左
衛
門

（
長
明
）

尉
両
人
間
ニ
一
人

乗
せ
』
候
て
、
可
被
差
上
候
、
五
太
夫
か
助
左
衛
門
尉
か
ニ
、
誰
そ
今
一
人
相
副
、

両
人
被
申
付
候
而
も
可
然
候
、
右
之
段
ハ
、
其
元
之
様
子
能
承
合
、
於
御
逗
留
ニ

者
、
可
被
得
御
意
候
、
長
崎
御
滞
留
十
日
十
五
日
程
之
儀
ニ
候
者
、
此
段
ハ
被
申

入
間
敷
候
、 

一
今
度
備
中
殿
被 

仰
付
候
御
用
之
儀
、
き
り
し
た
ん
御
改
之
様
ニ
申
候
、
さ
も
候

へ
ハ
、
先
様
ハ
南
蛮
人
来
着 

御
法
度
ニ
可
被 

仰
付
か
な
と
ゝ
、
下
々
取
沙
汰

ニ
候
、
必
定
之
儀
者
不
相
知
候
、
御
用
之
筋
と
く
と
承
付
、
其
元
』
心
持
ニ
相
成

儀
も
候
ハ
ゝ
早
々
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
晦

（
寛
永
十
六
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

159



 

 

 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
等
は

在
国
。
太
田
資
宗
が
長
崎
へ
往
復
す
る
と
き
の
船
の
手
配
を
指
示
し
て
い
る
。

年
次
は
、資
宗
が
長
崎
へ
の
上
使
と
し
て
赴
い
た
寛
永
十
六
年
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

二
五
一 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 

一
美
作
儀

（
多
久
茂
辰
）

、
当
六
月
時
分
、
被
罷
上
候
様
ニ
と
、
此
中
申
遣
候
へ
共
、
過
分
之
可
為

造
作
と
存
候
条
、
先
以
相
扣
尤
ニ
候
、
若
又
談
合
申
候
ハ
て
不
叶
儀
候
ハ
ゝ
、
其

節
可
申
遣
候
事
、 

一
弓
・
鉄
炮
・
手
明
鑓
明
与
之
儀
、
与
頭
無
之
、
諸
役
儀
、
難
調
由
、
山
城
ゟ

（
成
富
直
弘
）

申
越

候
付
而
、
我
等
罷
下
候
迄
之
与
頭
、
以
書
立
、
今
度
申
遣
候
条
、
当
時
之
儀
な
か

ら
、
念
を
入
候
様
ニ
、
銘
々
可
被
申
渡
候
、
已
来
迄
之
与
頭
之
儀
、
切
々
ハ
不
被

相
替
儀
候
条
、
と
く
と
校
量
候
ハ
て
ハ
不
相
成
候
、
さ
候
へ
ハ
、
当
分
役
儀
等
相

調
間
敷
と
存
候
付
而
、』
先
以
右
之
通
申
遣
候
事
、
口
上
有
、 

一
武
具
修
理
之
儀
、
去
方
へ
得
御
内
意
候
処
ニ
、
尤
之
心
遣
之
由
被
仰
候
、
乍
然
、

我
等
並
之
衆
承
合
、
其
上
ニ
而
各
へ
得
御
意
候
様
ニ
と
之
儀
候
、
就
夫
、
承
合
儀

候
条
、
相
澄
次
第
、
重
而
可
申
遣
候
事
、 

一
我
等
帰
国
之
事
、
口
上
、 

一
蔵
入
所
務
方
第
一
之
儀
候
条
、
代
官
其
外
役
者
共
へ
も
、
弥
念
を
入
候
様
ニ
可
被

申
付
事
、 

付
、
爰
元
ニ
而
之
万
遣
方
之
儀
ハ
、 

公
儀
之
儀
ニ
候
へ
ハ
、
よ
し
め
候
事

不
相
成
候
、
於
其
地
、
我
等
不
存
ニ
少
に
て
も
造
作
入
候
儀
、
弥
相
止
、
可

然
之
事
、』 

一
蔵
入
方
此
中
之
諸
算
用
、
如
定
置
候
、
一
年
切
ニ
相
澄
候
哉
、
承
度
候
、
算
用
相

究
候
儀
、
延
引
候
て
、
一
年
切
ニ
不
相
澄
儀
、
役
者
共
遣
方
、
次
年
之
物
成
を
前

之
年
之
遣
方
ニ
取
越
、
紛
可
有
之
と
存
候
、
算
用
究
会
所
迄
も
相
立
、
役
者
申
付

召
置
候
処
ニ
、
如
定
不
仕
切
儀
、
不
審
ニ
存
候
、
先
様
之
儀
、
無
滞
、
一
年
切
ニ

相
澄
候
様
ニ
堅
可
被
申
付
候
、
寛
永
十
四
年
迄
之
算
用
ハ
相
澄
た
る
様
ニ
承
候
、

於
其
儀
ハ
、
能
存
候
者
一
人
相
副
、
急
度
目
安
此
方
へ
可
差
上
候
、
算
用
方
つ
か

へ
候
て
有
之
ニ
付
而
申
事
候
、 

一
此
地
逗
留
申
候
付
而
、
伽
之
者
無
人
ニ
候
て
、
事
闕
候
条
、』
手
明
鑓
・
弓
・
鉄
炮

之
者
之
内
、
か
ろ
き
者
ニ
、
我
等
伽
ニ
も
可
相
成
者
候
ハ
ゝ
、
少
宛
加
勢
候
而
、

両
人
急
度
可
被
差
上
せ
候
事
、 

一
石
井
右
衛
門
佐
よ
り
此
中
相
越
候
書
立
一
包
、
封
シ
メ
ニ
我
等
印
を
つ
き
、
今
度

差
返
候
条
、
右
衛
門

（
石
井
）

佐
・
喜
右
衛

（
土
肥
）

門
尉
へ
可
相
渡
候
、
さ
候
て
、
慥
請
取
候
段
、

此
返
事
ニ
可
申
越
事
、 
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已
上
、 

 
 

五
月
十
五
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（
花

（
鍋
島
勝
茂
）

押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛

（
茂
之
）

門
尉
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
。
年
次
は
寛
永
十
六
年
。
三
条
目
の
武
具
修
理
に
つ
い
て
内
意

を
得
た
「
去
方
」
は
幕
府
の
老
中
で
あ
り
、「
我
等
並
之
衆
承
合
、
其
上
ニ
而
各

へ
得
御
意
候
様
ニ
」
と
の
指
示
を
受
け
て
、
細
川
や
有
馬
等
近
隣
の
大
名
に
問

い
合
わ
せ
た
こ
と
が
六
月
十
二
日
（
寛
永
十
六
年
）
付
鍋
島
勝
茂
書
状
（
二
四

八
号
）
に
見
え
る
。
蔵
入
方
の
算
用
に
つ
い
て
述
べ
る
五
条
目
で
は
、
寛
永
十

四
年
迄
の
算
用
は
済
ん
だ
が
そ
の
後
の
寛
永
十
五
年
分
が
延
引
し
て
い
る
こ
と

を
問
題
に
し
て
い
る
。
な
お
、
一
条
目
で
茂
辰
の
江
戸
参
府
を
止
め
て
い
る
の

は
、
正
月
二
十
五
日
付
勝
茂
書
状
（
三
六
号
）
で
茂
辰
に
対
し
六
月
に
東
上
を

命
じ
た
件
に
関
す
る
修
正
指
示
で
あ
る
。 

  

二
五
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

幸
便
候
条
、
一
書
令
啓
達
候
、
手
前
之
儀
、
は
や
堀
一
重
ニ
仕
寄
申
候
、
爰
元
様
子

之
儀
、
以
細
書
、
加
州
迄

（
鍋
島
直
茂
）

申
遣
候
条
、
可
被
承
候
間
、
不
具
候
、
本
佐
御
父
子

（
本
多
正
信
・
正
純
）

被
仰

候
も
、
国
之
御
番
肝
要
之
由
、
御
内
意
ニ
候
条
、
加
州
ヘ
被
得
御
意
、
弥
堅
可
被
申

付
事
、
此
時
ニ
存
知
候
、
其
方
・
右
近
其

（
諫
早
直
孝
）

元
被
罷
居
事
ニ
候
条
、
不
及
』
気
遣
候
、

手
前
人
数
江
戸
上
り
、
其
元
よ
り
の
人
数
相
加
、
八
千
八
百
余
有
之
事
候
、
万
事
見

合
、
可
申
付
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
主
殿
も

（
鍋
島
茂
綱
）

被
相
扣
候
様
ニ
と
申
遣
候
処
ニ
、
途

中
ニ
而
逢
申
候
故
、
被
罷
上
之
由
候
、
次
ニ
其
元
所
務
方
第
一
ニ
存
候
条
、
是
又
能
々

可
被
申
付
事
、
頼
申
候
、
手
前
急
ケ
敷
候
て
、
早
々
申
遣
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
二
月
十
五
日

（
慶
長
十
九
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
長
門

（
多
久
安
順
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
大
坂
で「
大
坂
冬
の
陣
」

在
陣
中
。
安
順
は
在
国
。「
堀
一
重
ニ
仕
寄
」
と
戦
況
に
触
れ
、
詳
し
く
は
鍋
島

直
茂
か
ら
確
認
し
て
ほ
し
い
と
伝
え
て
い
る
。 

年
次
は
、
徳
川
政
権
下
で
直
茂
存
命
中
に
城
攻
め
を
お
こ
な
っ
た
大
坂
冬
の

陣
在
陣
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
慶
長
十
九
年
で
あ
る
。 
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二
五
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
図
書
事

（
多
久
茂
富
）

、
相
煩
申
ニ
付
而
、
此
中
早
々
可
罷
下
由
、
申
候
へ
共
、

我
等
も
頓
而
下
国
可
申
候
条
、
其
刻
と
申
候
て
、
致
延
引
候
、
煩
も
少
よ
く
候
間
、

頻
ニ
申
候
て
、
今
日
差
下
申
候
、
其
元
に
て
、
無
油
断
、
養
生
申
候
様
ニ
肝
用
候
、

爰
元
御
普
請
四
所
請
取
、
大
か
た
成
就
申
候
処
ニ
、
又
一
所
被
相
渡
、
今
朝
よ
り
取

か
ゝ
り
』
申
候
、
四
五
日
中
ニ
出
来
可
申
と
存
候
、
然
者
、 

将
軍
様

（
徳
川
秀
忠
）

、
来
ル
十
七

日
ニ
必
可
為
御
上
洛
由
候
、
爰
元
に
て
各
御
暇
出
可
申
由
、
申
候
間
、
我
等
も
頓
而

可
罷
下
候
、
於
様
子
者
、
図
書
可
申
候
条
、
不
能
重
筆
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
十
五
日

（
慶
長
二
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
長
門

（
多
久
安
順
）

殿 

 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
大
坂
。安
順
は
在
国
。

多
久
茂
富
が
煩
い
の
た
め
帰
国
す
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
二
五
二
号
文
書
で

伝
え
た
戦
闘
が
終
結
し
、普
請
場
を
四
五
箇
所
受
け
持
ち
ほ
ぼ
完
了
し
た
こ
と
、

将
軍
が
近
日
中
に
上
洛
す
る
こ
と
を
伝
え
、
そ
こ
で
各
々
に
暇
が
出
る
見
込
み

を
伝
え
て
い
る
。
二
二
四
号
文
書
で
は
、
図
書
の
帰
国
、
普
請
場
の
完
了
見
込

み
、
将
軍
上
洛
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
二
二
四
号
文
書
の
数
日
後
に
出
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
年
次
は
、
大
坂
冬
の
陣
の
翌
年
慶
長
二
十
年
と
考
え
ら

れ
る
。 

  

二
五
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

六
月
晦
日
之
書
状
参
着
、
令
披
見
候
、
其
方
事
早
々
下
着
被
申
、
満
足
申
事
ニ
候
、 

一
其
地
無
何
事
、
芳（

鍋

林
様
今
程

島
直
茂
室
石
井
氏
）

別
而
御
息
災
ニ
被
成
御
坐
候
由
、
被
申
越
、
一
入
致

満
足
候
、 

一
我
等
事
、
節
々 

御
城
罷
出
、
致 

御
目
見
、
仕
合
無
残
所
候
間
、
心
安
可
被
存

候
、 

一
祝
言
当
年
中
ニ
可
致
之
由
、
従
大
炊
殿

（
土
井
利
勝
）

、
被
仰
聞
候
、
さ
候
へ
ハ
、
長
崎
に
て
調

之
巻
物
、
并
其
地
に
て
調
候
者
、
不
残
、
急
度
被
差
上
、
可
』
然
候
事
、 

一
お
市

（
上
杉
定

ニ勝
室

付
候

鍋
島
氏
）

而
遣
候
男
女
之
数
之
書
立
、
大
炊
殿
へ
懸
御
目
候
へ
ハ
、
か
ろ
〳
〵

と
可
然
之
由
御
差
図
ニ
候
、
則
寺
与
左
所
に
て
、
弾（

上

正
殿

杉
定
勝
）

お
と
な
ニ
候
千
坂
伊
豆

（
高
信
）

守
と
勘
右
衛
門
尉
談
合
申
、
相
究
候
書
立
差
越
候
、
此
外
ニ
侍
共
可
被
差
上
儀
無

用
ニ
候
、
女
之
儀
者
早
々
上
せ
可
被
申
候
、
為
存
申
遣
候
、 

一
我
等
事
、
其
地
へ
可
罷
下
も
、
又
江
戸
ヘ
参
上
可
申
儀
も
、
聢
不
相
究
候
、
後
之

八
月
之
十
日
比
ハ
、
惣
様 

御
暇
可
出
候
間
、
其
上
に
て
大
炊
殿
へ
懸
御
目
、
得

御
意
候
ハ
て
ハ
相
』究
間
敷
候
、多
分
其
元
ヘ
罷
下
た
る
物
に
て
候
ハ
ん
と
存
候
、

爰
元
之
様
躰
、
并
用
所
之
儀
共
、
石
井
又
左
衛

（
茂
成
カ
）

門
尉
・
嬉
野
織
部
可
相
達
候
間
、
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不
能
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月

（
元
和
九

廿年
）

八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

長
門

（
多
久
安

殿順
） 

 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、
お
市
（
勝
茂
女
）
と

上
杉
定
勝
の
婚
姻
（
祝
言
は
寛
永
元
年
正
月
）
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
文
中
の
「
後
之
八
月
」
か
ら
、
元
和
九
年
に
比
定
で
き
る
。
元
和
九
年
に

比
定
さ
れ
て
い
る
坊
所
五
三
八
号
（
佐
古
一
二
）
・
七
三
一
号
（
五
月
二
十
一

日
付
、
佐
古
一
二
）
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
徳
川
秀
忠
の
上
洛
に
合
わ
せ
て
、
五

月
十
三
日
江
戸
発
で
あ
る
。
文
中
「
其
地
（
佐
賀
）
へ
可
罷
下
も
、
又
江
戸
へ

参
上
可
申
儀
も
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
勝
茂
は
在
上
方
。
安
順
は
在
国
で
あ
る
。 

  

二
五
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、備
中
守
殿
今
日
爰
元
御
打
立
ニ
候
、路
次
中
緩
々
と
可
為
御
越
由
候
間
、

其
心
得
尤
候
、
已
上
、 

 

急
度
申
遣
候
、 

一
昨
日
四
日
、 

御
用
之
儀
候
条
、
可
致
登 

城
由
、
一
昨
晩
、
阿
部
対
馬
守

（
重
次
）

殿
ゟ
、

以
御
奉
書
、
被
仰
聞
候
、
就
其
、
昨
日
、
五
畿
内
・
北
国
・
中
国
・
四
国
・
西
国
、

御
譜
代
衆
迄
、
不
残
、 

御
城
被
召
出
、
仰
渡
之
趣
承
届
候
、
右
御
奉
書
之
写
、

遣
候
条
、
披
見
可
被
申
事
、 

一
右 

仰
渡
之
趣
者
、
今
度
、
太
田
備
中
守

（
資
宗
）

殿
長
崎
へ
被
仰
付
候
ニ
付
而
之
儀
候
、 

仰
渡
之
様
子
、
御
一
つ
書
二
つ
写
遣
候
条
、
拝
見
被
申
、
可
被
得
其
意
候
、
然
者
、

領
内
浦
々
ニ
番
申
付
様
、
頓
而
跡
ゟ
可
申
遣
候
、
乍
然
、
隣
国
ニ
早
々
番
被
相
部

候
者
、
領
内
之
儀
も
』
其
並
ニ
申
付
候
ハ
て
不
叶
儀
候
条
、
隣
国
へ
早
々
承
合
、

並
次
第
、
可
被
申
付
候
、
さ
候
ハ
ゝ
、
蔵
入
所
並
深
堀
ニ
ハ
、
直
之
者
侍
一
人
ニ

弓
鉄
炮
之
者
五
人
ニ
而
も
、
隣
国
並
次
第
ニ
可
被
申
付
候
、
配
分
所
者
、
其
領
主

ゟ
番
申
付
可
然
候
、
多
分
津
口
〳
〵
ニ
番
所
立
置
候
ハ
ん
と
存
候
、
是
又
隣
国
之

並
を
見
合
可
被
申
候
、
差
立
、
番
之
者
召
置
可
相
改
所
、 

 
 

一
深
堀

（
長
崎
）

、
一
伊
万
里

（
松
浦
郡
）

、
一
七
浦

（
藤
津
郡
）

、
一
神
代
、

（
高
来
郡
）

一
竹
崎

（
藤
津
郡
）

、
一
寺
井

（
佐
賀
郡
）

、 

右
之
分
、
可
然
存
候
、
但
此
外
之
浦
々
ニ
も
相
付
可
然
所
者
、
其
元
ニ
而
吟
味
之

上
、
扨
又
隣
国
を
被
承
合
、
可
然
候
、 

一
備
中
守
殿
御
着
之
刻
、
其
元
ゟ
小
倉
迄
、
慥
成
使
者
差
出
、
御
用
等
可
承
由
、
先

日
出
雲
』
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

よ
り
申
遣
候
、
弥
其
通
ニ
可
被
申
付
候
、 

一
備
中
守
殿
御
下
ニ
付
而
、
道
中
に
て
の
御
用
も
候
ハ
ん
哉
と
存
、
沢
部
源
左
衛
門

尉
御
供
ニ
申
付
、
差
下
候
条
、
長
崎
へ
備
中
守
殿
御
逗
留
中
、
右
源
左
衛
門
尉
付

居
候
而
、
御
用
等
承
候
様
ニ
可
然
存
、
其
通
ニ
申
付
候
条
、
可
被
得
其
意
候
、
其
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元
ゟ
一
人
被
付
置
候
様
ニ
と
、
先
日
監
物
・
兵
右
衛
門
尉
ゟ
申
遣
候
へ
と
も
、
右

源
左
衛
門
尉
ニ
而
相
澄
儀
候
条
、
其
心
得
尤
ニ
候
、 

一
備
中
守
殿
領
中
御
通
之
砌
、
夫
小
荷
駄
、
路
橋
之
修
理
掃
除
、
並
宿
々
御
宿
誘
、

は
た
こ
、
く
つ
、
わ
ら
ち
其
外
売
物
等
、
不
手
閊
様
ニ
可
被
申
付
由
、
是
又
、
先

日
監
物
・
兵
右
衛
門
尉
ゟ
申
遣
候
、
弥
万
事
』
念
を
入
、
備
中
殿
御
事
ハ
不
及
申
、

御
家
中
迄
も
、
首
尾
能
、
被
罷
通
候
様
ニ
心
遣
、
油
断
有
間
敷
候
、
右
之
外
、
御

馳
走
之
儀
者
、
可
為
無
用
由
、
被
仰
候
条
、
其
心
得
尤
ニ
候
、
乍
然
、
隣
国
聞
合
、

無
迦
様
ニ
可
然
事
、 

 
 
 

右
之
段
、
為
可
申
、
飛
脚
差
下
候
、
委
細
源
左
衛
門
尉
に
て
可
申
遣
候
、
謹 

言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月
五

（
寛
永
十
六
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在

国
。
老
中
阿
部
重
次
の
呼
出
し
に
よ
り
諸
大
名
が
江
戸
に
集
め
ら
れ
た
。
太
田

資
宗
が
長
崎
に
向
か
う
の
で
対
応
を
命
じ
て
い
る
。
年
次
は
、
資
宗
が
長
崎
へ

の
上
使
と
し
て
赴
い
た
寛
永
十
六
年
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

二
五
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
彼
主
膳
儀

（
龍
造
寺
）

、
近
日
中
、
定
而
埓
明
可
申
と
存
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、

已
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
一
昨
十
四
日
ニ
、
為 

御
上
使
、
阿
部
対
馬
守

（
重
次
）

殿
御
出
候
て
、
異
国
船
渡
海
之
時

分
候
条
、早
々
被
下 

御
暇
候
、銀
子
五
百
枚
、御
袷
五
十
、被
為
拝
領
候
、甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

・

飛
騨
守

（
鍋
島
直
能
）

儀
も
同
前
ニ
被 

下
御
暇
候
、
従 

大
納
言
様

（
徳
川
家
綱
）

、
牧
野
内
匠

（
信
成
）

殿
御
出
、
仕

合
能
、
被
下 

御
暇
、
御
袷
三
十
被
為
拝
領
候
、
右
為
御
礼
、
甲
斐
守
・
飛
騨
守

召
連
、
昨
日
致
登 

城
候
処
、
仕
合
能
、
致 

御
目
見
、
殊 

御
前
近
被 

召
寄
、

黒
田
右
衛
門
佐

（
忠
之
）

』
頓
而
参
勤
之
儀
候
条
、
早
々
被
下 

御
暇
候
、
罷
下
、
仕
置
等

可
申
付
候
、
去
年
以
来
相
詰
、
太
儀
被
思
召
上
候
由
、
被
成 

上
意
、
退
出
候
処
、

重
而
被 

召
出
、
翁
介
元

（
鍋
島
光
茂
）

服
之
儀
、
内
々
申
上
召
置
候
付
而
、
讃
岐
守

（
酒
井
忠
勝
）

殿
被
仰
上

候
者
、
元
服
之
儀
、
罷
下
候
跡
ニ
而
成
共
、
可
被 

仰
付
旨
仰
渡
、
忝
奉
存
候
由
、

被
仰
上
候
処
、
疎
略
ニ
不
被 

思
召
上
之
通
、
御
懇
ニ
被
成 

御
諚
、
罷
立
候
へ

ハ
、
又
々
被
為 

召
、
御
馬
拝
領
申
、
甲
斐
守
・
飛
騨
守
へ
も
御
袷
十
宛
被
為
拝

領
、
段
々
御
懇
之
被
成 

上
意
、
無
残
所
仕
合
、
難
有
存
儀
、
推
量
可
被
申
候
、』 
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一
当
年
長
崎
御
番
被 

仰
付
候
付
而
、
御
老
中
へ
御
用
共
有
之
儀
候
条
相
達
、
来
ル

廿
日
比
、
爰
元
可
罷
立
と
存
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、 

一
深
堀
へ
鍋
嶋
七
左
衛
門
尉

（
茂
里
）

早
々
罷
越
、
如
例
、
所
々
番
等
申
付
可
然
候
、 

一
此
中
如
申
遣
候
、
家
老
一
人
宛
、
深
堀
へ
遣
置
候
ハ
て
の
儀
候
条
、
若
狭
太
儀

（
鍋
島
茂
綱
）

な

か
ら
早
々
被
相
越
、
我
等
其
元
参
着
時
分
迄
、
深
堀
へ
逗
留
尤
候
、
罷
下
候
て
ゟ
、

代
之
儀
者
、
可
相
究
候
、 

一
深
堀
へ
鉄
炮
二
百
五
十
挺
之
積
ニ
遣
置
可
被
申
候
、深
堀
ヘ
罷
居
候
七
左
衛
門
尉
、

自
分
之
鉄
炮
、
凡
百
挺
程
も
可
有
之
か
と
内
々
承
候
、
右
之
員
数
之
内
ニ
候
て
、

二
百
五
十
挺
之
筈
ニ
合
せ
可
』
被
申
候
、
尤
物
頭
五
人
計
召
連
罷
越
、
所
々
番
等

仕
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、 

一
若
狭
手
前
之
役
目
、
鉄
炮
者
其
元
相
談
次
第
、
召
連
可
被
申
候
、
是
も
二
百
五
十

挺
之
内
ニ
加
ル
筈
候
事
、 

一
右
物
頭
共
、
鉄
炮
之
者
召
連
罷
越
候
儀
、
目
ニ
不
立
様
ニ
段
々
ニ
相
越
可
然
事
、 

一
早
船
並
霽
楼
船
之
儀
、
先
以
去
々
年
之
こ
と
く
、
早
々
遣
置
可
被
申
候
、
船
之
員

数
之
儀
、
御
老
中
へ
得
御
意
、
可
申
遣
事
、 

一
豊
前
守

（
諫
早
茂
敬
）

・
隼
人
儀

（
鍋
島
茂
貞
）

、
如
例
、
早
々
諌
早
・
神
代
へ
相
越
可
然
事
、 

一
犬
塚
惣
兵
衛

（
宅
長
）

儀
、
如
例
、
早
々
長
崎
罷
越
可
然
事
、 

一
右
之
外
、
万
事
、
先
以
、
如
例
、』
被
申
付
可
然
事
、 

一
山
崎
権
八

（
正
信
）

殿
・
高
力
摂
津
守

（
忠
房
）

殿
へ
書
状
進
入
申
候
条
、
万
々
相
届
可
被
申
候
、
我

等
発
足
日
限
、
其
外
用
所
之
儀
共
、
追
々
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

卯
月
十
六
日

（
正
保
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

殿 

 
 
 

大
和
守

（
鍋
島
直
堯
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前
殿 

 
 
 

鍋
嶋
内
蔵
助

（
正
辰
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
縫
殿
助

（
茂
泰
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
七
左
衛
門
殿 

 
 
 

鍋
嶋
舎
人

（
茂
利
） 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
、
龍
造
寺
主
膳
に
よ
る
千
俵
米
の
訴
訟
が
正
保
二
年
十
二
月
で

あ
り
（
四
六
四
号
）、
か
つ
、
長
崎
警
備
当
番
の
内
容
か
ら
、
正
保
三
年
に
比
定

さ
れ
る
。 

 

165



 

 

 
二
五
七 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
令
啓
達
候
、
昨
日
之
御
打
立
、
一
入
御
太
儀
と
存
事
候
、
併
貴
所
無
御
由
断

候
へ
ハ
、
下
々
不
可
有
緩
候
間
、
尤
ニ
存
候
、 

一
御
普
請
御
奉
行
衆
へ
音
信
之
儀
、
遣
物
等
貴
所
御
校
量
候
て
、
書
状
被
相
認
、
可

被
申
述
候
、
為
其
、
判
紙
拾
枚
遣
之
候
、 

一
普
請
者
、
最
前
積
之
外
ニ
相
加
候
ニ
付
而
、
銀
子
拾
六
貫
五
百
匁
不
足
之
』
由
候

条
、
今
度
諸
岡
惣
左
衛
門
尉
に
て
差
越
候
事
、 

一
普
請
之
儀
ニ
付
而
、
法
度
書
遣
候
、
可
有
御
請
取
候
、
我
等
も
や
か
て
可
罷
上
候

間
、
い
つ
れ
も
期
其
節
候
、
恐
々
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

正
月
二
日

（
慶
長
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
長
門

（
安
順
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
国
、
安
順
は
佐
賀
を

出
発
し
た
ば
か
り
。「
御
普
請
奉
行
衆
」
へ
の
「
遣
物
」
に
つ
い
て
の
内
容
で
あ

り
、
同
日
付
で
同
じ
く
普
請
奉
行
衆
へ
の
遣
物
に
つ
い
て
言
及
し
た
二
九
七
号

は
関
連
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
本
書
状
の
「
御
普
請
」
は
慶
長
十
三

年
の
駿
府
城
普
請
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
慶
長
十
二
年
に
龍
造
寺
高
房
の
卒
去

を
受
け
て
江
戸
に
い
た
安
順
が
、
帰
国
の
後
（
五
二
号
）、
翌
十
三
年
に
駿
府
へ

出
発
し
た
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

  

二
五
八 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

御
普
請
弥
相
延
候
ハ
ゝ
、
此
中
江
戸
ヘ
遣
置
候
奉
行
並
普
請
之
者
共
召
連
、
早
々
帰

国
候
様
ニ
、
主
馬
所
ヘ
申
遣
候
、
若
江
戸
作
事
ニ
人
入
候
ハ
ゝ
、
四
百
石
夫
少
々
残

置
候
様
、
可
申
遣
と
存
候
、
明
日
便
候
間
、
右
之
分
ニ
可
然
候
ハ
ゝ
、
四
人
ゟ
委
被

申
越
、
尤
存
候
、
次
ニ
去
年
出
来
候
普
請
具
、
並
石
舟
百
そ
う
、
都
合
を
存
仁
両
人

急
度
被
申
付
、
可
然
存
候
、
八
右
・
二
郎
右
・

（
有
田
茂
成
カ
）（
葉
茂
長
カ
）

弥
七
左
へ
可
有
談
合
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

正
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（

（
鍋
島
）

花
押
） 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
へ
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
、
安
順
と
も
に
在
国
。
江

戸
の
普
請
衆
に
関
す
る
内
容
で
は
あ
る
が
公
儀
普
請
と
は
限
定
さ
れ
な
い
。
花

押
は
慶
長
九
年
か
ら
十
六
年
頃
ま
で
使
わ
れ
た
も
の
。
な
お
、
慶
長
十
七
・
八

年
の
花
押
型
は
未
詳
で
あ
り
、
慶
長
十
九
年
二
月
十
二
日
（
坊
三
五
五
号
）
は

別
の
形
で
あ
る
。 
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二
五
九 
鍋
島
勝
茂
覚
書
案
（
竪
紙
） 

我
等
在
国
之
時
者
、
不
及
申
、
就
中
、
留
主
中
、
家
中
之
者
、
不
依
上
下
、
方
々
ヘ

之
使
者
、
並
当
時

〱
之
国
役
等
申
付
候
刻
、
不
由
を
構
、
其
役
儀
を
申
分
、
縦
当

病
差
合
有
之
と
云
共
、
少
分
之
儀
を
大
分
ニ
申
成
シ
、
右
申
付
候
儀
、
不
相
調
人
、

有
之
哉
否
之
儀
、
其
時
々
ニ
相
究
、
若
不
覚
悟
之
者
、
於
有
之
者
、
我
等
ヘ
不
申
聞

候
共
、
大
身
小
身
ニ
よ
ら
す
、
知
行
取
上
候
か
、
其
外
軽
重
次
第
ニ
、
何
之
道
ニ
も

可
被
申
付
候
、
勿
論
、
不
依
何
事
、
申
付
候
儀
、
不
相
背
、
奉
公
方
ニ
情
を
入
候
人

者
、
被
申
聞
次
第
、
褒
美
可
申
付
者
也
、 

 
 

寛
永
十
八
年 

 
 
 
 

三
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
） 

此
本
書
、
成
冨
十
右
衛

（
長
利
）

門
殿
御
取
次
ニ
テ
、 

 
 
 
 
 

山
城
殿

（
鍋
島
直
弘
） 

城
州
様
御
手
前
ニ
有
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

巳
三
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
覚
書
。勝
茂
、茂
辰
等
と
も
に
在
国
。

年
次
は
付
年
号
に
よ
り
寛
永
十
八
年
。 

 

 

二
六
〇 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

領
中
百
姓
・
町
人
、
諸
津
々
改
之
覚 

一
蔵
入
・
配
分
所
ニ
よ
ら
す
、
百
姓
ニ
、
代
官
・
領
主
、
又
者
庄
屋
・
散
使
・
別
当

と
し
て
、
無
理
非
道
仕
懸
候
儀
、
其
外
百
姓
申
出
儀
可
承
事
、 

一
代
官
・
領
主
・
庄
屋
・
散
使
・
別
当
ニ
不
恐
、
何
事
に
て
も
不
残
可
申
出
候
、
於

然
者
、
代
官
・
領
主
・
庄
屋
・
散
使
ニ
よ
ら
す
、
其
所
を
差
替
物
歟
、
さ
な
く
候 

共
、
何
之
道
に
も
勝
手
能
様
ニ
可
申
付
候
事
、 

一
此
中
、
度
々
百
姓
・
町
人
・
津
々
者
ゟ
申
出
候
趣
を
、
我
等
承
届
相
澄
候
儀
、
于

今
、
滞
事
無
之
哉
否
之
事
、 

一
郡
々
点
役
多
少
有
之
哉
、
究
之
事
、』 

 
 

一
海
道
筋
并
津
々
船
役
、
念
を
入
改
之
事
、 

 
 

一
諸
郡
点
役
、
諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

点
合
之
外
ニ
、
夫
之
一
人
も
差
出
候
哉
、
究
之
事
、 

 
 
 
 

但
、
内
匠

（
中
野
茂

存利
） 

公
儀
料
地
之
点
役
者
、
内
匠
点
合
可
然
由
、
申
渡
候
事
、 

此
ケ
条
寺
社
家
山
伏
へ
も
可
申
渡
、 

一
於
郡
々
、
尺
八
吹
、
芸
者
、
如
此
之
無
縁
之
者
、
留
置
候
儀
者
、
不
及
申
、
一
夜

之
宿
を
も
、
か
し
申
間
敷
事
、 

 
 

但
、
海
道
筋
ニ
而
宿
を
か
し
候
儀
者
、
不
苦
候
事
、 

右
之
條
々
、
長
崎 

御
上
使
、
御
上
之
後
、
郡
々
手
分
候
て
、
急
度
相
改
、
様
子
可

承
候
、
已
上
、 
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寛
永
十
三
年 

 
 

九
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃

（
鍋
島
勝

守茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
・
茂
辰
と
も
に
在
国
（
勝

茂
は
寛
永
十
三
年
六
月
二
日
江
戸
発
駕
、
一
二
四
号
）
。
「
公
儀
御
法
度
之

条
々
」
と
す
る
二
七
五
号
は
、
同
年
同
日
付
、
同
印
で
あ
る
。
ま
た
二
八
二
号

（
寛
永
十
九
年
六
月
六
日
付
）
は
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
「
徳
川
実
紀
」
寛
永

十
三
年
五
月
十
九
日
条
に
よ
る
と
、
「
長
崎
御
上
使
」
は
、
榊
原
職
直
・
馬
場

利
重
で
、
海
外
渡
航
・
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
ず
る
老
中
の
下
知
状
を
持
参
し
た
。

榊
原
・
馬
場
は
同
年
十
一
月
十
日
帰
府
参
謁
で
あ
る
（
同
史
料
十
一
月
十
日

条
）
。
同
年
八
月
十
七
日
付
日
根
野
吉
明
宛
書
状
（
『
細
』
二
〇
／
忠
利
三
一

七
四
号
）
に
は
「
長
崎
之
御
奉
行
御
両
人
」
の
記
述
が
あ
る
。 

  

二
六
一 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
来
春
大
坂
御
普
請
、
弥
必
定
之
由
、
取
沙
汰
候
条
、
手
廻
等
、
無
由
断
、
可
被
申

付
事
、
肝
要
ニ
候
事
、 

一
御
普
請
各
ニ
不
相
後
様
ニ
、
可
被
入
念
儀
、
肝
要
候
事
、
口
上
、 

一
年
内
よ
り
市
佑
罷

（
鍋
島
長
昭
）

上
、
手
廻
等
申
付
、
可
然
存
候
、
若
替
儀
候
ハ
ゝ
、
河
浪
勘
左

衛
門
尉
よ
り
重
而
可
申
遣
候
事
、 

一
先
日
、
石
又
左

（
石
井
茂
成
）

衛
門
尉
ニ
而
申
遣
候
用
所
之
点
合
、
早
々
承
度
存
候
事
、
口
上
、 

一
成
冨
兵
庫

（
茂
安
）

、
早
々
罷
上
候
様
ニ
、
可
被
申
付
候
、
若
兵
庫
差
合
候
時
之
事
、
口
上
、 

一
今
度
御
茶
被
下
候
刻
、
当
夏
、
国
元
へ
も
洪
水
候
哉
と
上
意
ニ
候
事
、 

 
 
 

付
、
先
日
も
申
遣
候
様
ニ
、
先
様
、
損
亡
・
大
風
・
大
雨
・
大
地
震
な
と
之

類
、
其
外
珍
儀
候
ハ
ゝ
、
早
速
』
可
被
申
遣
事
尤
ニ
候
、 

一
西
国
衆
ヘ 

御
暇
出
可
申
之
由
、
風
聞
ニ
候
、
必
定
ニ
候
ハ
ゝ
、
早
飛
脚
に
て
可

申
遣
事
、 

 
 
 
 

已
上
、 

 

卯（
寛
永
四
年
） 

 
 

九
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
見
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

  
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
多
久
安
順

は
在
国
。「
東
武
実
録
」
で
は
、
寛
永
四
年
九
月
十
六
日
朝
、
江
戸
城
内
に
て
勝
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茂
・
佐
竹
義
隆
・
藤
堂
高
次
・
伊
達
秀
宗
が
秀
忠
よ
り
「
御
茶
を
賜
る
」
と
あ

る
。
さ
ら
に
、「
徳
川
実
紀
」
に
は
、
寛
永
四
年
八
月
に
「
東
海
道
・
関
東
筋
洪

水
」
と
の
記
事
が
あ
る
。「
来
春
大
坂
御
普
請
」
は
、
寛
永
五
年
の
大
坂
城
普
請

南
外
堀
普
請
に
該
当
す
る
（『
大
坂
城
再
築
関
係
史
料
』
大
阪
市
史
史
料
第
七
一

輯
）。 

  

二
六
二 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 

 
 

「 

（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 
 

（
墨
引
） 

図
書

（
多
久
茂
富
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

 
 

猶
以
、
北
之
丁
場
、
早
々
出
来
候
様
ニ
、
談
合
可
被
申
候
、 

北
之
丁
場
を
、
は
や
築
候
由
申
来
候
、
今
日
ハ
、
我
等
儀
罷
出
ま
し
く
候
間
、
た
ゝ

今
、
其
方
被
罷
出
、
ま
す
か
た
根
切
入
石
、
た
ん
そ
く
談
合
可
被
申
候
、
ゆ
た
ん
あ

る
ま
し
く
候
、
必
十
五
日
ゟ
可
被
申
付
候
、
か
し
く
、 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
茂
富
は
共
に
名
古
屋
で

公
儀
普
請
に
従
事
し
て
い
る
。
年
月
日
を
欠
く
が
、
年
次
は
慶
長
十
五
年
。
本

文
書
は
内
容
か
ら
二
七
二
号
の
勝
茂
書
状
と
同
日
か
数
日
以
内
に
出
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
二
七
二
号
の
検
討
か
ら
慶
長
十
五
年
の
名
古
屋
城
普
請
に
関

す
る
文
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
及
川
亘
二
〇
一
九
年
）。 

 

 

二
六
三 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 

公
儀
御
普
請
割
覚 

一
普
請
奉
行
、
在
国
之
者
、
役
目
高
下
差
引
之
事
、 

一
普
請
割
、
両
馬
廻
、
親
類
中
、
三
与
た
る
へ
き
事
、 

一
四
百
石
夫
、
三
百
人
行
合
ニ
可
被
差
上
事
、 

 
 
 

已
上
、 

 

元
和
二
年 

 
 

六
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 

右
近
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 
 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 
 
 

下
総
殿

（
須
古
信
明
） 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
覚
書
。
文
面
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い

が
、
当
時
勝
茂
は
在
国
（
及
川
亘
二
〇
二
一
年
〔
坊
所
〕
一
四
七
頁
）、
安
順
等

も
在
国
。
年
次
は
元
和
二
年
。「
勝
茂
公
譜
考
補
」（
佐
近
一
―
二
／
三
三
〇
頁
）
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は
本
文
書
及
び
同
日
付
の
勝
茂
覚
書
（
三
二
二
号
）
を
元
和
二
年
の
大
坂
城
普

請
の
時
の
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
大
坂
城
普
請
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず

（
内
田
九
州
男
一
九
八
二
年
／
三
四
一
〜
三
四
五
頁
）、本
号
及
び
三
二
二
号
文

書
は
、
大
坂
城
普
請
の
風
聞
に
よ
り
そ
の
備
え
と
し
て
、
或
い
は
家
臣
団
支
配

の
強
化
等
別
の
要
因
に
よ
っ
て（
二
七
四
号
の
解
説
参
照
）、公
儀
普
請
の「
割
」

の
原
則
を
こ
の
時
点
で
示
し
た
も
の
か
、
不
詳
。 

 

 

二
六
四 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

蔵
入
所
大
検
者
相
定
、
我
等
上
り
前
、
書
立
を
以
申
渡
候
、
就
其
、
先
様
無
相

違
様
ニ
と
存
、
蔵
入
掟
之
内
ニ
書
入
召
置
候
条
、
美
作
ヘ

（
多
久
茂
辰
）

渡
置
候
、
諸
扣
と
外

題
有
之
鳥
子
帳
之
内
ニ
、
蔵
入
掟
二
ケ
条
め
を
、
如
此
直
シ
候
て
可
然
候
、 

鳥
の
子
帳
ニ
書
付
候
条 

一
両
蔵
入
物
成
之
儀
、
其
年
之
有
米
ニ
代
官
并
百
姓
請
な
ひ
候
上
者
、
無
相
違
様
ニ

可
申
付
候
、
若
損
亡
之
年
者
、
代
官
申
次
第
、
佐
賀
郡
ニ
大
検
者
両
人
、
三
根
・

養
父
・
神
崎
郡
ヘ
壱
人
、
諌
早
・
七
浦
へ
壱
人
、
如
定
置
候
、
時
刻
を
不
移
、
請

取
〳
〵
之
在
所
ヘ
罷
越
、有
躰
之
成
定
仕
候
様
ニ
可
申
付
候
、牛
津
川
よ
り
西
者
、

山
本
甚
右
衛

（
重
澄
）

門
尉
成
定
候
』
様
ニ
申
付
候
事
、 

 
 
 

付
、
小
給
之
検
者
ニ
者
、
定
之
主
従
之
分
、
蔵
入
よ
り
飯
米
可
相
渡
事
、 

右
之
通
ニ
書
付
可
被
置
候
、
彦
右
衛

（
諸
岡
茂
之
）

門
尉
ヘ
渡
置
候
蔵
入
掟
之
内
も
、
如
右
直
シ

可
申
候
、
已
上
、 

 
 

八
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（
黒
印

（
鍋
島
勝
茂
）

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
。
年
次
は
、
茂
辰
と
茂
之
宛
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
二
年

か
ら
正
保
三
年
の
間
。
な
お
、『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
で
は
「
○
前
闕
ヵ
」
の
注

記
が
あ
る
が
、
前
欠
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

 

 

二
六
五 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
蔵
入
借
銀
過
分
ニ
成
立
候
付
而
、
返
弁
之
儀
、
於
其
地
、
談
合
、
被
相
究
候
趣
、

以
手
頭
、
被
申
越
、
披
見
之
上
、
影
庵
・

（
須
古
信
明
）

修
理
口

（
石
井
茂
成
）

上
之
通
、
具
承
届
候
事
、 

一
当
暮
之
毛
上
、
押
上
ケ
ニ
候
而
、
借
銀
返
弁
都
合
当
年
一
切
り
、
長
門
守

（
多
久
安
順
）

被
存
候

て
、
不
残
相
澄
候
様
ニ
相
調
可
給
候
、
さ
候
へ
ハ
、
惣
新
知
ニ
相
成
事
候
条
、
先

様
、
借
銀
と
有
儀
、
何
と
そ
無
之
様
ニ
と
存
候
事
、 

一
来
年
暮
之
物
成
ニ
而
、
親
類
家
中
之
借
銀
返
弁
申
、
可
然
存
候
条
、
必
其
分
ニ
可
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被
申
付
事
、 

一
如
右
、
蔵
入
并
親
類
家
中
ゆ
い
ニ
而
借
銀
返
納
申
候
へ
ハ
、
蔵
入
よ
り
差
出
候
銀

子
之
儀
、
子
分
な
し
ニ
、
二
三
年
ニ
返
納
可
被
申
付
由
、
一
段
可
然
存
候
事
、 

一
江
戸
詰
其
外
所
々
詰
之
者
并
供
之
者
も
、
当
務
押
上
ニ
候
て
、
造
作
料
算
用
前
に

て
可
相
渡
通
、
尤
ニ
候
、』 

 
 

右
造
作
料
多
少
之
儀
、
其
元
吟
味
之
上
に
て
被
相
究
可
然
事
、 

一
先
様
、
御
普
請
料
ニ
、
蔵
入
之
内
五
万
石
、
在
所
よ
り
引
分
、
何
様
之
儀
候
共
、

一
切
手
付
な
し
ニ
仕
可
召
置
事
、 

一
親
類
家
中
在
郷
差
免
候
付
而
、
佐
賀
城
廻
之
儀
、
先
日
も
如
申
遣
候
、
他
方
よ
り

之
使
者
飛
脚
有
之
刻
、
余
り
見
苦
敷
、
法
外
ニ
相
見
え
さ
る
様
ニ
可
被
申
付
儀
、

肝
要
ニ
存
候
事
、 

 
 
 
 
 
 

已
上
、 

 
 

五
月
十
日

（
寛
永
六
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
見
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は

在
国
。
年
次
は
寛
永
六
年
か
。
勝
茂
は
寛
永
六
年
に
蔵
入
と
親
類
家
中
の
借
銀

の
皆
済
計
画
を
指
示
し
て
お
り
（
城
島
正
祥
一
九
八
〇
年
／
二
一
七
頁
、
高
野

信
治
二
〇
〇
二
年
／
一
二
八
頁
）、
本
号
と
同
日
付
で
出
さ
れ
た
勝
茂
書
状
（
四

六
二
号
）
の
本
文
に
「
細
砕
手
頭
を
以
」
と
見
え
る
手
頭
が
、
本
号
覚
書
を
指

す
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 

二
六
六 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
領
中
之
者
、
私
之
用
所
候
て
、
江
戸
上
方
ヘ
罷
越
候
儀
、
一
年
を
切
ニ
定
置
之
由
、

其
方
ヘ
渡
置
候
書
物
ニ
書
載
候
て
召
置
候
へ
共
、
葉
山
二
介
か

（
朝
湖
）

こ
と
く
、
手
前
不

罷
成
と
候
て
、
身
す
き
ニ
江
戸
上
方
ニ
罷
越
、
逗
留
候
へ
ハ
、
後
日
悪
事
出
来
必

定
ニ
候
条
、
先
様
申
付
様
之
儀
、
別
紙
ニ
書
立
遣
候
、
無
相
違
様
ニ
、
其
主
・
其

与
頭
〳
〵
ヘ
稠
敷
可
被
申
付
事
、
尤
候
、 

一
其
地
ニ
而
申
渡
如
召
置
候
、
寛
永
十
弐
年
蔵
入
其
外
之
算
用
、
未
相
澄
候
条
、
急

度
相
究
、
様
子
早
々
可
被
申
越
事
、 

一
去
年
江
戸
御
普
請
入
具
一
通
之
算
用
、
此
中
大
塚
内
蔵
允

（
宗
利
カ
）

・
西
牟
田
清
兵
衛

（
家
英
）

・
牟

田
助
左
衛
門
尉
相
究
、
相
澄
之
由
候
へ
共
、
い
ま
た
其
方
見
届
不
被
申
之
由
候
、

右
三
人
之
内
、
助
左
衛
門
尉
ハ
其
元
ヘ
罷
有
儀
候
、
細
帳
な
と
も
右
之
者
存
候
て

罷
有
事
候
』
条
、
急
度
見
届
被
申
、
滞
儀
無
之
哉
否
之
儀
、
早
々
可
被
申
越
候
、

そ
れ
次
第
ニ
、
御
普
請
一
通
之
算
用
相
澄
候
段
、
我
等
切
手
可
差
出
候
、 

171



 

 

付
、
御
普
請
方
古
諸
道
具
仕
払
之
算
用
、
于
今
し
か
と
不
相
究
之
由
承
候
、

若
狭
談

（
鍋
島
茂
綱
）

合
候
て
、
是
又
急
度
相
究
、
様
子
可
被
申
越
事
、 

一
佐
賀
・
蓮
池
廻
并
蔵
入
所
、
在
々
所
々
ニ
罷
居
候
給
人
・
百
姓
・
町
人
ヘ
、
居
屋

敷
物
成
差
免
候
者
之
名
付
、今
度
上
り
前
ニ
書
立
候
て
、彦
右
衛

（
諸
岡
茂
之
）

門
尉
ヘ
渡
置
候
、

右
屋
敷
之
畝
歩
并
物
成
之
員
数
、
銘
々
不
相
知
分
、
早
々
相
究
、
申
越
候
様
ニ
と
、

彦
右
衛
門
尉
ヘ
申
付
召
置
候
、
是
又
急
度
相
究
、
以
書
立
申
越
候
様
ニ
可
被
申
聞

候
、
そ
れ
次
第
ニ
、
銘
々
墨
付
可
差
出
候
事
、 

一
我
等
在
江
戸
之
砌
、
一
年
中
、
石
井
久
左
衛

（
正
純
）

門
尉
存
候
納
戸
遣
方
銀
、
四
百
九
拾

貫
め
余
ニ
、
此
中
、
十
二
ケ
月
惣
仕
廻
之
帳
ニ
定
置
候
、
然
処
ニ
、
当
年
者
諸
色

高
直
ニ
罷
成
候
付
而
、
今
度
国
元
ゟ
江
戸
』
罷
立
候
迄
ニ
、
海
道
之
進
物
・
路
銀
・

駄
賃
、
其
外
ニ
凡
百
貫
目
程
之
遣
方
ニ
候
、
又
今
度
江
戸
参
勤
之
進
物
方
、
凡
直

段
積
候
へ
ハ
、
弐
百
五
拾
貫
目
之
上
ニ
及
候
、
如
此
ニ
候
へ
ハ
、
相
残
銀
、
当
年

中
之
遣
方
ニ
者
過
分
之
不
足
た
る
へ
き
と
存
候
、
為
心
得
、
前
を
以
申
遣
候
条
、

右
不
足
次
之
校
量
、
彦
右
衛
門
尉
ヘ
談
合
候
て
、
急
度
可
被
申
越
候
、
右
之
外
、

江
戸
一
通
之
遣
方
も
可
為
同
前
と
存
候
、
其
心
得
尤
ニ
候
事
、 

一
豊
後
為
御
目
付
、
牧
野
伝
蔵
殿

（
成
純
）

・
林
丹
波
殿

（
勝
正
）

、
此
程
被
罷
下
候
、
爰
元
に
て
書
音

申
候
へ
共
、
遅
ク
承
付
候
故
、
は
や
被
打
立
候
跡
ニ
候
て
、
進
物
返
進
ニ
候
、
就

其
、
今
度
以
書
状
音
信
申
候
条
、
誰
そ
使
者
被
申
付
、
右
書
状
并
進
物
、
豊
後
へ

持
参
申
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
為
口
上
、
右
書
状
之
写
差
越
申
候
、
進
物
之
儀
者

田
崎
外
記
よ
り
可
申
遣
候
、 

一
先
月
廿
二
日
ニ
、
爰
元
へ
用
所
之
儀
、
其
方
書
状
ニ
彦
右
衛
門
尉
加
判
仕
候
趣
、

鍋
嶋
大
膳
・

（
正
之
）

中
野
兵
右
衛

（
政
利
）

門
尉
迄
被
申
越
、
承
届
候
、
先
様
之
儀
、
我
等
ゟ
両
人

同
前
ニ
申
越
候
、
点
合
之
儀
者
、
連
判
可
然
候
、
但
シ
』
同
シ
様
子
に
て
も
、
銘
々

ニ
申
遣
候
儀
、
扨
又
其
元
よ
り
申
越
用
所
之
儀
者
、
連
判
無
用
ニ
候
様
ニ
と
、
今

度
彦
右
衛
門
尉
ヘ
も
申
遣
候
条
、
其
心
得
尤
ニ
候
事
、 

 
 
 

卯
月
十
三
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
六
条
目
に
見
え
る
牧
野
成
純
と
林
勝
正
の
豊
後
府
内
目
付
任
命
の
時

期
か
ら
、
寛
永
十
四
年
。
な
お
同
日
付
で
絵
師
葉
山
朝
湖
の
捕
縛
と
生
害
に
つ

い
て
多
久
安
順
に
報
じ
た
勝
茂
書
状
（
三
三
八
号
）
が
あ
る
。 

  

二
六
七 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

長
州
ま
い

（
多
久
安
順
）

る 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

加
肥
殿

（
加
藤
清
正
）

普
請
之
者
、
も
は
や
此
中
罷
立
候
由
、
今
朝
之
使
者
被
申
候
、
此
方
者
共
、

弥
急
度
罷
立
候
様
ニ
、
御
油
断
有
間
敷
候
、
年
追
ニ
可
罷
成
と
存
候
条
、
正
月
立
之
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者
へ
無
緩
候
様
ニ
、
尤
存
候
、
主
水
所

（
鍋
島
茂
里
）

ヘ
も
、
此
段
可
有
御
申
越
候
、
か
し
く
、  

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、
慶
長
十
四
年
十
一
月

に
名
古
屋
城
普
請
の
助
役
と
し
て
鍋
島
勝
茂
や
加
藤
清
正
が
命
じ
ら
れ
て
い
る

た
め
、
慶
長
十
四
年
の
可
能
性
が
高
い
。
鍋
島
茂
里
は
、
尾
張
名
古
屋
城
普
請

の
総
責
任
者
と
し
て
出
役
し
て
い
る
（『
大
日
本
史
料 

第
十
二
編
之
六
』
慶
長

十
五
年
二
月
是
月
条
）。
居
所
は
、
勝
茂
・
安
順
と
も
に
在
国
か
。 

 

 

二
六
八 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
深
堀
表
之
儀
、
山
崎
権
八

（
正
信
）

殿
ヘ
万
事
得
御
意
、
何
様
ニ
も
彼
御
指
図
次
第
可
然 

事
、 

一
当
年
者
、
松
平
右
衛
門

（
黒
田
忠
之
）

殿
長
崎
御
番
候
条
、
領
中
海
陸
共
ニ
、
切
々
往
来
之
人
、

可
有
之
候
、 

公
儀
御
奉
公
之
儀
候
間
、
於
所
々
、
宿
夫
・
小
荷
駄
・
船
以
下
、

万
事
手
つ
か
ヘ
さ
る
様
、
兼
而
被
申
付
置
、
可
然
事
、 

一
自
然
、
深
堀
表
ヘ
人
数
入
儀
候
者
、
安
芸
守

（
鍋
島
茂
賢
）

与
私
、
淡
路
守
親
子

（
鍋
島
茂
宗
・
武
興
）

、
市
佑
与
私

（
鍋
島
長
昭
）

、 

豊
前
守

（
諫
早
茂
敬
）

・
隼
人
佐

（
鍋
島
茂
貞
）

・
内
匠
助

（
中
野
茂
利
）

与
私
、
兵
部
与
私

（
大
木
統
清
）

、
此
内
其
節
之
様
子
ニ
随
而
、
罷

出
可
然
候
、
此
外
多
勢
罷
越
候
儀
、
可
為
無
用
候
、
已
上
、 

 
 
 

寛
永
廿
年  

 
 
 
 

三
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諌
早
豊
前
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
安
芸
殿 

 

【
解
説
】 

 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
覚
書
。
年
次
は
、
寛
永
二
十
年
。
居

所
は
、
勝
茂
・
茂
辰
等
い
ず
れ
も
在
国
。 

  

二
六
九 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
升
形
之
儀
、
過
分
ニ
造
作
入
由
承
、
何
共
迷
惑
申
候
、
見
合
を
以
、
能
分
ニ
可
被

相
調
事
、
口
上
、 

一
成
兵
庫

（
成
冨
茂
安
）

事
、
其
元
見
廻
ニ
差
上
候
処
、
升
形
之
石
場
ニ
被
相
部
之
由
、
可
然
存
候
、

兵
庫
事
、
此
侭
打
詰
候
儀
ハ
太
儀
ニ
存
候
ヘ
共
、
此
節
之
儀
候
間
、
先
以
今
之
侭

相
扣
、
石
調
候
様
ニ
可
被
申
渡
候
、 

 
 
 

付
、
石
縫
殿
助

（
石
井
茂
清
）

、
兵
庫
替
ニ
可
差
上
由
、
先
日
申
候
処
ニ
、
兵
庫
罷
居
候
上

173



 

 

ニ
も
、
縫
殿
助
上
せ
可
然
由
、
被
申
越
候
ヘ
共
、
兵
庫
打
詰
申
候
間
、
先
以

無
其
儀
候
、 

一
升
形
大
石
か
さ
り
の
事
、
無
申
迄
候
ヘ
共
、
不
入
儀
ニ
候
、
口
上
、 

一
手
前
ニ
過
分
之
借
銀
有
之
由
、
□
被
仰
候
段
、
一
昨
日
、
勝
勘
右
衛
門
尉

（
勝
屋
茂
為
）

・

持
助
左
衛
門
尉

（
持
永
茂
成
）

・
甲
弥
左
衛
門
尉

（
甲
斐
治
重
）

よ
り
申
越
候
、
口
上
、 

一
於
伏
見
、
三
人
篭
舎
之
儀
、
事
済
候
由
、
一
段
之
儀
候
、
就
夫
、
同
類
親
兄
弟
共

差
免
候
て
可
然
由
、
板
伊
州

（
板
倉
勝
重
）

も
被
仰
候
段
、
内
膳
殿

（
岡
部
長
盛
）

被
仰
越
候
間
、
其
分
ニ
申
付

候
、
妻
子
之
儀
者
、
成
敗
可
申
付
ニ
相
究
候
、
於
伏
見
、
当
座
走
失
、
此
地

（
佐
賀
）

ヘ
参

候
者
之
儀
、
成
敗
申
候
て
も
可
然
由
、
被
仰
越
候
、
右
何
も
申
付
様
之
』
儀
、
此

者
口
上
ニ
委
申
候
間
、
内
膳
殿
ヘ
被
申
上
、
其
御
返
事
次
第
ニ
可
仕
候
、 

一
藤
泉
州

（
藤
堂
高
虎
）

生
羊
御
望
ニ
候
ハ
ゝ
進
入
可
申
由
、
先
日
使
者
口
上
ニ
申
候
処
ニ
、
御
所

望
之
由
、
長
門
ヘ
の
御
状
、
又
我
等
ヘ
の
今
度
之
御
報
ニ
も
被
仰
越
、
幸
之
儀
ニ

候
、
此
中
余
暖
気
ニ
候
故
、
途
中
ニ
而
い
た
み
侯
て
ハ
と
存
、
延
引
申
、
今
度
進

入
申
候
事
、 

一
渡
辺
筑
州

（
勝
）

よ
り
鱈
給
候
御
状
ニ
、
二
間
半
之
ね
ち
柄
三
本
御
望
之
由
、
被
仰
越
候

ニ
付
、
先
以
、
二
本
可
致
進
入
由
、
今
度
御
報
申
候
、
若
は
や
判
帋
ニ
而
進
之
被

申
候
者
、
書
中
相
違
可
申
と
存
、
判
紙
に
て
遣
候
鱈
・
ね
ち
柄
之
儀
、
両
条
被
仰

越
候
間
、
右
両
条
な
か
ら
、
判
紙
之
書
状
ニ
書
載
被
申
候
哉
、
又
ね
ち
柄
之
儀
も
、

我
等
所
ヘ
直
ニ
も
被
仰
越
候
、
此
段
も
書
載
被
申
候
者
、
此
条
又
判
帋
を
以
、
御

報
不
及
申
入
候
、 

一
日
下
五
郎
八

（
日
下
部
宗
好
）

殿
よ
り
も
、
ね
ち
柄
二
本
御
望
之
由
、
被
仰
越
候
条
、
今
度
二
本
進

入
申
候
と
、
書
状
を
以 

申
入
候
間
、
其
元
ヘ
有
之
ね
ち
柄
五
本
之
内
、
進
之
可

被
申
候
、
是
も
判
帋
ニ
而
は
や
進
入
被
申
候
者
、
書
状
進
之
候
ニ
不
及
候
、
渡
筑

州
・
日
下
五
郎
八
殿
ヘ
口
上
之
儀
、』ね
ち
柄
余
能
も
無
御
座
候
ヘ
共
、有
合
候
侭
、

先
以
進
入
申
候
、
御
用
次
第
、
重
而
可
被
仰
聞
由
、
可
被
申
展
候
、 

一
其
元

（
大
坂
）

御
目
付
衆
為
替
、
清
水
権
之
介

（
政
吉
）

殿
・
小
栗
又
市

（
政
信
）

殿
御
上
之
由
候
、
判
帋
ニ
而

音
信
物
可
相
調
由
、
被 

申
越
候
間
、
可
為
其
分
と
存
、
今
度
不
申
入
候
、
小
栗

又
市
殿
ハ
我
等
前
よ
り
の
知
人
に
て
候
、
為
存
申
候
、 

一
御
普
請
一
通
之
入
具
帳
面
之
儀
、
重
而
我
等
懇
ニ
可
相
改
候
間
、
其
段
、
石
兵
部

（
石
井
）

・

同
次
右
衛
門
ヘ
能
々
可
被
申
渡
候
、 

 
 

右
之
前
、
成
冨
五
郎
兵
衛

（
安
利
）

口
上
ニ
相
含
候
、
已
上
、 

 
 

七
月
廿

（
元
和
六
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
・
鍋
島
茂
綱
等
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
在
国
、

安
順
及
び
鍋
島
茂
綱
は
在
大
坂
。「
升
形
」
や
「
大
石
か
ざ
り
」
に
つ
い
て
は
、

元
和
六
年
に
比
定
さ
れ
る
一
月
十
五
日
付
松
井
興
長
宛
細
川
忠
興
書
状
に
「
今

度
被
仰
付
候
大
坂
二
之
丸
御
門
口
三
つ
御
座
候
、
加
肥
後
殿
・
鍋
島
・
田
中
望
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に
て
被
仰
付
候
事
」（『
部
分
御
旧
記
』）と
あ
る
こ
と
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
石
井
茂
清
は
、
元
和
七
年
殁
（
佐
近
一
―
二
／
五
二
頁
・
佐
近
八
―
一
／

二
七
二
頁
）。
藤
堂
高
虎
・
渡
辺
勝
・
日
下
部
宗
好
は
、
元
和
六
年
の
大
坂
城
天

下
普
請
時
の
「
御
普
請
奉
行
」（
佐
近
一
―
二
／
三
三
八
頁
、「
元
和
六
年
案
紙
」

中
、
三
月
一
日
付
藤
堂
高
虎
書
状
案
）。
ま
た
、
元
和
六
年
の
大
坂
城
普
請
に
お

い
て
、
安
順
・
茂
綱
は
、「
御
普
請
方
」
と
さ
れ
る
（
佐
近
一
―
二
／
三
三
八
～

三
三
九
頁
）。以
上
よ
り
、元
和
六
年
の
大
坂
城
普
請
時
の
も
の
と
比
定
で
き
る
。 

  

二
七
〇 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

銀
配
之
覚 

一
去
年
伊
豆
御
普
請
以
来
、
今
年
大
坂
御
普
請
奉
行
仕
候
者
ヘ
ハ
、
三
部
宛
可
遣 

候
事
、 

一
当
年
大
坂
御
普
請
奉
行
仕
候
者
ヘ
ハ
、
弐
部
宛
可
遣
候
事
、 

一
切
米
取
ヘ
ハ
可
相
扣
由
、
被
申
越
候
ヘ
共
、
何
も
辛
労
仕
、
其
上
切
米
三
部
引 

侯
間
、
惣
並
弐
部
可
遣
候
事
、  

一
右
近
允

（
諫
早
直
孝
）

柳
川
御
加
番
、
い
つ
迄
と
も
不
相
知
儀
と
申
、
諸
事
失
墜
被
仕
儀
候
間
、 

拾
五
貫
目
可
遣
候
事
、 

一
百
貫
目
右
仕
配
引
残
銀
之
儀
者
、
御
普
請
ニ
万
辛
労
仕
増
候
者
ヘ
、
其
方
両
人 

能
校
量
に
て
、
配
可
被
申
候
、 

 
 
 

已
上
、 

 

元
和
六
年  

 
 

霜
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
黒
印
）

（
鍋
島
勝
茂
）

  

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

  

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
・
鍋
島
茂
綱
に
宛
て
た
覚
書
。年
次
は
元
和
六
年
。

居
所
は
、
鍋
島
勝
茂
は
江
戸
参
勤
途
上
（「
霜
月
二
十
三
日
付
鍋
島
勝
茂
書
状
」

有
田
家
二
三
号
／
佐
古
一
四
）、
多
久
安
順
は
在
国
。
諫
早
直
孝
は
、
元
和
六
年

八
月
、
柳
川
藩
主
田
中
忠
政
死
去
に
よ
り
、
幕
府
の
上
使
衆
が
柳
川
城
受
け
取

り
の
た
め
に
下
向
し
た
際
（
『
柳
川
の
歴
史
３ 

筑
後
国
守
田
中
吉
政
・
忠
政
』

柳
川
市
史
編
集
委
員
会
、
平
成
二
十
三
年
）
、
佐
賀
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る

（
佐
近
一
―
二
／
三
三
七
～
三
三
八
頁
）
。
「
伊
豆
御
普
請
」
と
は
江
戸
城
普

請
の
た
め
の
採
石
の
普
請
の
こ
と
を
指
す
か
。 

   
二
七
一 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚  

一
家
中
ニ 

公
儀
之
使
を
も
仕
、
上
方
並
国
元
之
役
者
等
申
付
候
者
無
之
、
他
家 
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ニ
替
り
、
役
ニ
立
候
者
す
く
な
く
候
ニ
付
而
、
事
を
闕
、
令
迷
惑
候
、
就
其
、
辛

労
仕
候
者
無
人
故
、
召
仕
候
者
共
不
相
続
候
、
然
上
者
、
人
体
奉
公
之
依
浅
深
、

知
行
之
取
遣
を
も
可
申
付
と
存
、
病
者
、
並
奉
公
方
ニ
不
入
情
者
、
又
者
知
行
を

取
、
徒
ニ
罷
有
、
其
外
何
之
用
ニ
も
不
当
者
、
そ
れ
〳
〵
ニ
今
度
相
改
候
ヘ
共
、

先
以
、
仕
配
指
延
侯
事
、
口
上
、 

一
此
中
、
美
作
・

（
多
久
茂
辰
）

彦
右
衛

（
諸
岡
茂
之
）

門
尉
、
用
所
を
も
不
申
付
者
、
諸
与
ニ
有
之
儀
候
、
定
而

役
ニ
不
立
者
た
る
ヘ
き
と
存
候
、
是
又
銘
々
相
改
召
置
候
事
、 

一
先
様
、
末
々
子
共
、
無
足
人
、
其
外
切
米
取
た
り
共
、
人
体
奉
公
之
依
浅
深
、
相

当
之
知
行
を
も
取
せ
、
可
召
仕
候
条
、
可
得
其
意
事
、 

一
縦
無
器
量
之
者
た
り
共
、
奉
公
方
ニ
情
を
入
候
者
ハ
、
役
者
ニ
相
当
り
候
者
と 

可
為
同
前
事
、 

一
直
子
並
存
候
養
子
無
之
者
、
跡
職
之
儀
、
至
其
節
、
養
子
取
聟
其
外
之
儀
、
与
頭 

 

よ
り
好
候
事
、
可
停
止
候
、
我
等
以
校
量
、
其
与
内
之
人
数
知
行
、
無
不
足
様
ニ

可
申
付
候
条
、
先
様
、
可
存
其
旨
事
、
口
上
、 

 
 
 

已
上
、 

 

寛
永
廿
一
年  

 
 

七
月
朔
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
安
藝

（
茂
賢
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
野
数
馬

（
政
利
）

佐 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
覚
書
。
年
次
は
寛
永
二
十
一
年
（
正

保
元
年
）。
同
年
で
あ
れ
ば
、
居
所
は
、
勝
茂
・
茂
辰
等
と
も
に
在
国
。
ま
た
、

「
勝
茂
公
譜
考
補
」寛
永
二
十
一
年
七
月
朔
日
条（
佐
近
一
―
二
／
七
一
三
頁
）

に
も
、
多
久
家
文
書
を
基
に
「
公
ヨ
リ
鍋
島
若
狭
・
多
久
美
作
・
諫
早
豊
前
・

鍋
島
安
藝
・
中
野
数
馬
助
へ
被
下
候
手
頭
云
（
下
略
）」
と
の
記
載
あ
り
。 

   

 

二
七
二 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 

図
書
ま

（
多
久
茂
富
）

い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
」

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 

北
の
丁
場
明
日
ゟ
仕
、
一
両
日
中
ニ
出
来
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
又
ま
す
か
た

の
石
あ
ら
た
め
、
其
方
可
被
存
候
、
十
五
日
ニ
仕
度
候
、 

一
松
筑
前
殿
ふ
け

（
前
田
利
常
）

丁
場
、
此
方
ゟ
築
候
所
、
今
日
出
来
可
申
之
由
候
間
、
明
日
ゟ
北

ノ
築
か
け
丁
場
一
職
ニ
取
懸
リ
、
一
両
日
中
ニ
出
来
候
様
ニ
、
四
与
頭
ヘ
談
合
可

被
申
候
、 

一
ま
す
か
た
十
五
日
ゟ
取
懸
り
候
事
、承
度
候
、と
か
く
ま
す
か
た
の
石
あ
ら
た
め
、

一
職
其
方
存
候
て
、
可
被
申
付
候
、
ゆ
た
ん
あ
る
ま
し
く
候
、 
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一
先
ニ
中
忠
兵
に
て

（
中
野
茂
利
）

如
申
候
、
つ
ほ
数
ニ
あ
わ
せ
、
大
石
と
ら
せ
可
被
申
候
、
さ
候

て
、
石
場
の
人
、
一
人
成
共
、
此
方
ヘ
よ
ひ
申
度
候
事
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
、
茂
富
と
も
に
名
古
屋
に

い
る
。「
松
筑
前
殿
ふ
け
丁
場
」
が
名
古
屋
城
北
西
側
「
深
井

ふ

け

丸
」
を
指
す
と
考

え
ら
れ
、
勝
茂
自
身
が
普
請
の
現
場
に
立
ち
会
い
指
示
を
出
し
て
い
る
様
子
か

ら
慶
長
十
五
年
の
名
古
屋
城
普
請
に
関
す
る
書
状
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
（
及

川
亘
二
〇
一
九
年
）。
年
次
は
慶
長
十
五
年
。 

  

二
七
三 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
今
度
蔵
入
郷
内
究
之
儀
、
五
人
を
以
、
相
改
候
付
而
、
諸
百
姓
共
、
以
書
物
、
申 

出
候
、
就
其
、
右
書
物
共
、
細
砕
相
究
候
上
、
連
判
之
手
頭
之
趣
、
一
々
承
届
候
、

濃
ニ
相
改
候
者
、
結
句
、
百
姓
共
可
及
迷
惑
儀
も
、
可
有
之
由
候
条
、
無
其
儀
候

事
、
一
郷
内
之
究
中
目
安
ニ
、
諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉
点
合
候
様
ニ
可
然
侯
事
、 

一
先
様
、
郷
内
ニ
至
而
申
付
様
、
吟
味
之
上
、
可
承
事
、 

一
給
人
船
、
三
□
一
お
く
れ
ニ
、
先
様
、
可
申
付
事
、 

一
至
郷
内
、
今
度
改
候
趣
、
代
官
共
よ
り
庄
屋
百
姓
共
ヘ
、
と
く
と
合
点
侯
様
ニ
、

銘
々
申
渡
可
然
事
、 

 
 
 

已
上
、 

 
 

七
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
野
数
馬

（
政
利
）

佐  

 

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
覚
書
。
年
次
の
上
限
は
、
中
野
政
利

の
「
数
馬
佐
」
の
表
記
よ
り
寛
永
十
七
年
、
下
限
は
茂
辰
が
正
保
三
年
十
月
に

御
蔵
方
頭
人
を
罷
免
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
。
勝
茂
・
茂
辰
の
居
所
は

不
明
、
武
雄
の
鍋
島
茂
綱
、
お
よ
び
勝
茂
側
近
の
政
利
の
名
が
共
に
あ
る
こ
と

か
ら
在
国
の
可
能
性
が
高
い
。 

 

 

二
七
四 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 
一
家
中
諸
役
目
、
来
ル
九
月
一
日
よ
り
可
為
手
前
切
之
事
、 

 
 

付
、
在
国
之
者
ハ
、
領
中
並
於
隣
国
使
者
、
其
外
用
所
申
付
候
刻
、
造
作
之
儀

も
、
可
為
手
前
切
事
、 
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一
知
行
高
ニ
成
候
間
、
可
被
得
其
意
事
、 

一
上
方
詰
並
供
之
者
、
上
国
之
刻
者
、
一
職
、
諸
役
儀
可
差
免
事
、 

一
拾
石
よ
り
内
之
切
米
取
ハ
、
諸
役
一
職
、
蔵
入
よ
り
可
申
付
事
、 

一
江
戸
詰
切
米
取
並
伏
見
・
天
満
・
下
関
ヘ
』
詰
居
候
者
ハ
、
一
職
、
蔵
入
よ
り
仮

米
可
相
渡
事
、 

一
本
三
百
斛
取
迄
ハ
今
度
之
加
増
差
渡
、
三
百
石
取
よ
り
内
之
者
ヘ
加
増
之
地
ハ
、

与
頭
手
前
ニ
請
取
置
、
与
中
談
合
侯
て
、
役
儀
可
相
閉
目
事
、 

一
上
方
ヘ
召
連
候
役
者
ハ
、
三
百
石
よ
り
内
ニ
も
、
今
度
之
加
増
可
差
渡
事
、 

 
 
 

已
上
、 

 

元
和
弐
年 

 
 

八
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

右
近
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

下
総
殿

（
須
古
信
明
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
と
安
順
等
は
と
も
に
在

国
で
あ
る
。
家
中
の
知
行
を
全
体
と
し
て
加
増
す
る
代
わ
り
に
、
諸
役
の
手
当

は
俸
給
の
内
に
含
め
て
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
元
和
二
年
は
、
六
月
に
家

臣
団
編
成
に
関
し
て「
出
陣
仕
与
」が
さ
だ
め
ら
れ（
高
野
信
治
二
〇
〇
二
年
）、

ま
た
家
臣
の
軍
役
負
担
に
つ
い
て
も
「
公
儀
御
普
請
割
覚
」（
二
六
三
号
）・「
公

儀
御
普
請
之
刻
役
相
除
分
」（
三
二
二
号
）
等
の
規
則
が
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、

本
覚
書
も
一
連
の
家
臣
団
支
配
強
化
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

二
七
五 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 

給
人
并
百
姓
・
町
人
・
津
之
者
、
又
条
数
ニ
よ
り
出
家
・
山
伏
ヘ
、 

 
 
 

公
儀
御
法
度
之
条
々 

一
伴
天
連
ゆ
る
ま
ん
并
き
り
し
た
ん
宗
之
者
、
先
様
弥
隠
置
間
敷
候
、
若
相
背
者
当

分
有
之
哉
究
之
事
、 

一
伴
天
連
ゆ
る
ま
ん
并
き
り
し
た
ん
宗
之
者
ヘ
、
宿
を
か
す
ま
し
き
事
、 

一
領
中
之
者
、
弥
先
様
き
り
し
た
ん
宗
ニ
相
成
間
敷
候
、
自
然
、
当
分
き
り
し
た
ん

宗
有
之
哉
事
、 

一
博
奕
堅
停
止
之
事
、 

一
武
具
異
国
ヘ
売
渡
間
敷
事
、 

一
走
者
曾
而
抱
置
間
敷
事
、 

 
 

付
、
宿
を
借
候
儀
、
可
禁
止
事
、 

一
御
朱
印
な
き
船
ニ
致
乗
船
、
異
国
ヘ
罷
渡
ま
し
き
事
、 

一
異
国
ヘ
人
を
売
渡
候
儀
、
堅
可
禁
制
事
、 
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一
異
国
之
船
来
着
之
刻
、
引
舟
を
出
ス
間
敷
事 

右
之
条
々
、
来
春
、
郡
々
手
分
候
て
相
改
、
我
等
上
国
前
、
二
月
中
ニ
、
様
子

可
承
候
、
已
上
、 

 
 
 

寛
永
十
三
年 

 
 
 
 

九
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃

（
鍋
島
勝

守茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
・
茂
辰
と
も
に
在
国
（
勝

茂
は
寛
永
十
三
年
六
月
二
日
江
戸
発
駕
、
一
二
四
号
）。「
領
中
百
姓
・
町
人
、

諸
津
々
改
之
覚
」
と
す
る
二
六
〇
号
は
、
同
年
同
日
付
、
同
印
で
あ
る
。
本
覚

書
は
、「
勝
茂
公
譜
考
補
」
に
同
文
の
引
用
が
あ
る
（
佐
近
一
―
二
／
四
〇
五
・

四
〇
六
頁
）。
ま
た
、
藤
野
保
氏
は
、
こ
の
覚
書
を
佐
賀
藩
に
お
け
る
「
鎖
国
令
」

の
関
係
条
規
の
初
見
史
料
と
し
て
い
る
（
同
一
九
八
一
年
／
四
一
六
～
四
二
〇

頁
）。
な
お
勝
茂
の
「
来
春
の
上
国
」
は
、
寛
永
十
四
年
閏
三
月
十
八
日
で
あ
る

（
勝
茂
江
戸
着
、
三
三
〇
号
）。 

  

二
七
六 

鍋
島
勝
茂
検
見
割
付
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 
 

検
見
割
付 

検
見
壱
人 

 
 
 
 
 
 

福
地
三
左
衛
門
尉
（
家
俊
） 

同 

六
郎
右
衛
門
尉
（
家
定
） 

 

検
見
壱
人 

 
 
 

鍋
嶋
七
左
衛
門
尉
（
茂
里
） 

 
 
 

 
 
 

鍋
嶋
市
佑
（
長
昭
） 

与
内
よ
り
一
人 

 
 

鍋
嶋
隼
人
（
茂
貞
） 

 

検
見
壱
人 

 
 
 

鍋
嶋
淡
路
守
（
茂
宗
） 

与
内
ゟ
一
人 

 
 

 
 

鍋
嶋
安
芸
守
（
茂
賢
） 

 

検
見
壱
人 

家
中
ゟ
一
人 

 
 

諌
早
豊
前
守
（
茂
敬
） 

 
 
 
 
 

右
同 

 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
守
（
茂
辰
） 

 

右
同 

 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭
守
（
茂
綱
） 

刑
部
太
輔
（
鍋
島
直
朝
）

家
中 

 

検
見
壱
人 

 
 
 

山
城
守
（
鍋
島
直
弘
） 

与
内
ゟ
一
人 

 
 
 

 
 

成
冨
十
右
衛
門
尉
（
長
利
） 

 

検
見
壱
人 

 
 
 

鍋
嶋
式
部
（
貞
村
） 

紀
伊
守
者
ゟ
一
人 

 
 
 

紀
伊
守
（
鍋
島
元
茂
）

家
中 

 

検
見
壱
人 

 
 
 

鍋
嶋
中
務
（
茂
周
） 

中
務
内
ゟ
一
人 

 
 

 
 

鍋
嶋
右
近
（
茂
泰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬
廻 

検
見
両
人 

 
 
 
 
 
 

神
代
伯
耆
守
（
常
親
） 

同 

采
女
（
常
利
） 

 
検
見
壱
人 

与
内
ゟ
一
人 

 
 

関 

将
監
（
清
長
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

已
上
、 

 
 
 

霜
月
十
二
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 
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多
久
美
作
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
代
伯
耆
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
神
代
常
親
に
宛
て
た
覚
書
。「
勝
茂
公
御
年
譜
」・

「
勝
茂
公
譜
考
補
」
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
寛
永
十
四
年
の
天
草
・
島
原
一
揆
（
島

原
の
乱
）
に
際
し
て
、
江
戸
よ
り
国
許
に
鍋
島
長
昭
を
遣
わ
し
て
、
十
一
月
十

二
日
付
の
軍
陣
の
編
成
に
関
す
る
指
示
を
届
け
さ
せ
た
（
佐
近
一
―
二
／
九
五

～
九
八
、
四
八
六
～
四
八
九
頁
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
備
」（
親
類
格
の
一
門
と
そ

の
陪
臣
に
よ
る
軍
団
（
高
野
信
治
二
〇
〇
二
年
）
の
軍
功
に
つ
い
て
は
、
勝
茂

の
指
名
す
る
「
検
者
・
検
見
」（
検
使
）
と
そ
れ
ぞ
れ
の
「
備
」
か
ら
出
す
者
と

で
検
分
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
本
文
書
は
そ
れ
に
関
す
る
覚
書
で
あ
る
。

従
っ
て
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は
在
国
で
あ
る
。
な
お
、
勝
茂
が
指
名
し
た

検
使
は
、
こ
の
後
の
寛
永
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
付
の
覚
書
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
る
（
佐
近
一
―
二
／
四
八
九
頁
）。 

  

二
七
七 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
前
々
ニ
相
替
、家
中
ニ
召
仕
者
出
来
か
ね
候
儀
、如
何
た
る
事
共
ニ
而
候
ハ
ん
哉
、

何
と
そ
仁
出
来
候
様
ニ
有
度
存
候
事
、 

 
 
 

付
、
人
ハ
持
な
し
仕
な
し
ニ
寄
、
並
之
者
も
能
者
ニ
罷
成
と
相
見
侯
事
、 

一
物
毎
延
立
、
其
〆
無
之
と
、
皆
々
申
候
、
縦
能
事
談
合
ニ
出
候
而
も
、
右
之
分
ニ

候
ヘ
ハ
徒
事
ニ
罷
成
、
家
之
作
法
悪
事
之
根
元
、
過
之
間
敷
と
存
候
事
、 

一
為
国
家
、
談
合
日
を
相
定
召
置
候
付
而
、
皆
以
打
寄
、
其
首
尾
と
ハ
相
見
候
ヘ
共
、

国
家
篇
之
沙
汰
ハ
無
之
、
或
ハ
碁
・
将
碁
、

〔
棊
〕

或
ハ
鷹
咄
・
犬
咄
等
、
如
此
之
為
躰

之
由
、風
聞
ニ
承
付
候
、若
必
定
ニ
候
ヘ
ハ
、以
外
成
儀
共
候
、右
之
分
ニ
候
ハ
ゝ
、

諸
事
之
用
所
ハ
不
相
叶
、
其
上
他
所
家
中
之
者
ニ
よ
ら
す
、
是
を
於
致
見
聞
者
、

当
家
物
か
ろ
く
、
思
入
も
無
之
、
諸
事
あ
さ
ま
ニ
可
罷
成
儀
、
不
可
然
存
候
事
、 

 
 

卯
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 

石
見
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
覚
書
。
三
つ
目
の
一
つ
書
か
ら
勝
茂

が
国
許
で
の
様
子
を
聞
き
つ
け
て
、
安
順
等
に
訓
戒
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
、
勝
茂
は
在
江
戸
と
考
え
ら
れ
る
。
安
順
等
は
在
国
で
あ
る
。
安

順
と
と
も
に
宛
所
と
な
っ
て
い
る
鍋
島
茂
綱
は
寛
永
六
年
五
月
十
日
（
二
六
五

号
）
に
は
前
名
の
「
主
殿
」
で
あ
り
、
諫
早
直
孝
は
寛
永
十
二
年
六
月
三
十
日
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に
死
去
す
る
の
で
、
年
次
の
上
限
は
寛
永
七
年
、
下
限
は
同
十
二
年
と
な
る
。

こ
の
う
ち
寛
永
九
年
は
、勝
茂
は
三
月
末
に
帰
国（
佐
近
二
―
一
／
一
三
四
頁
）

す
る
の
で
、
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

二
七
八 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
か
れ
う
た
船
着
津
之
由
到
来
之
刻
、
一
番
組
之
人
数
者
、
早
速
諌
早
迄
罷
越
、
我

等
よ
り
之
一
左
右
次
第
、
可
参
事
、 

 
 
 

一
番
組 

但
三
段
ニ 

 

口
上 

 
 
 

二
番
組 

但
三
段
ニ 

 

口
上 

 
 
 

三
番
組 

但
三
段
ニ 

 

口
上 

一
二
番
組
、
三
番
組
者
誘
居
、
一
左
右
次
第
、
可
参
事
、 

一
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

・
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

・
刑
部
大
夫

（
鍋
島
直
朝
）

、
在
江
戸
之
儀
候
条
、
人
数
指
出
候
儀
、
可
為
無

用
候
、
自
然
入
用
之
刻
者
、
可
申
付
候
条
、
夫
次
第
、
可
召
寄
事
、 

 
 
 

右
之
前
、
無
相
違
様
、
可
被
申
付
者
也
、 

 
 
 
 

申 

 
 
 
 
 

卯
月
十
四
日

（
正
保
元
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
）』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭
守

（
茂
綱
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
守

（
茂
辰
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諌
早
豊
前
守

（
茂
敬
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
安
芸
守

（
茂
賢
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
野
数
馬
佐

（
政
利
）

 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
・
茂
辰
等
は
在
国
、
鍋

島
元
茂
等
は
在
江
戸
。
年
次
は
、
鍋
島
直
澄
の
表
記
が
「
甲
斐
」
と
な
る
寛
永

十
三
年
以
降
で
、元
茂
が
存
命
中
の
承
応
三
年
ま
で
の
申
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

正
保
元
年
。 

  

二
七
九 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
城
下
十
八
町
ニ
駄
賃
馬
六
十
疋
、
不
断
立
飼
候
様
ニ
可
被
申
付
事
、 

 
 

付
、
六
十
疋
之
馬
、
西
東
之
町
ニ
三
十
疋
宛
分
候
て
召
置
可
申
候
、 

一
右
馬
散
使
両
人
相
定
、
町
屋
敷
地
料
并
諸
公
役
、
可
差
免
事
、 

一
佐
賀
よ
り
内
裏
迄
通
馬
駄

（
豊
前
企
救
郡
）

賃
、
銀
十
四
匁
ニ
相
定
候
事
、』 

但
、
領
中
宿
次
之
儀
者
、
如
此
中
、
一
里
三
分
、
山
坂
者
四
分
ニ
相
定
候
事
、 

右
領
中
小
荷
駄
馬
、
無
不
足
、
馬
も
能
成
候
様
ニ
、
服
部
市
郎
兵
衛
申
付
候
条
、

先
様
念
を
入
候
様
ニ
可
被
申
付
者
也
、 
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寛
永
十
四
年 

 
 
 
 

二
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
年
次
は
寛
永
十
四
年
。
同
年
で

あ
れ
ば
、
勝
茂
・
茂
辰
は
在
国
。 

  

二
八
〇 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
今
度
河
浪
勘
左
衛
門
尉
を
以
、
実
相
院
ヘ
申
入
候
口
上
之
手
頭
、
見
可
被
申
事
、 

一
去
年
之
夏
、
鍋
嶋
伝
兵
衛

（
茂
教
）

所
迄
、
実
相
院
為
礼
御
越
候
刻
、
御
申
候
ハ
、
両
社
出

入
無
之
其
以
前
ゟ
之
札
も
有
之
儀
候
条
、
是
も
引
可
申
哉
之
由
候
時
、
其
御
返
事

違
却
故
、
事
六
借
可
罷
成
と
存
候
事
、 

一
先
書
ニ
も
如
申
遣
候
、
河
上
拝
殿
棟
札
之
儀
、
両
社
出
入
無
之
何
年
前
之
札
に
て

候
と
不
被
申
越
故
、
今
度
大
僧
正

（
天
海
）

ヘ
申
入
候
刻
も
、
難
申
存
候
つ
、
実
相
院
ヘ
今

度
申
遣
候
ニ
も
難
計
候
事
、 

一
千
栗
本
地
堂
棟
札
如
何
、
は
や
打
被
申
候
哉
、
自
然
去
年
之
年
号
ニ
而
、
一
宮
と

被
書
付
候
札
ニ
候
ハ
ゝ
、新
儀
ニ
も
可
罷
成
候
哉
、於
然
者
、』 

公
儀
如 

御
定
、

御
引
候
様
ニ
可
被
申
候
、
右
之
札
御
引
な
く
候
ハ
ゝ
、
河
上
之
前
ゟ
之
札
も
引
被

申
間
敷
と
存
候
事
、 

一
先
様
両
社
一
宮
之
札
之
出
入
候
ハ
ゝ
、
先
我
等
ヘ
被
申
届
候
様
ニ
可
然
候
、
さ
候

ハ
ゝ
、 

御
定
ニ
無
相
違
様
ニ
可
申
談
候
、
其
上
に
て
も
不
相
澄
候
ハ
ゝ
、
至
其

時
、
み
な
か
み
ヘ
被
仰
入
候
様
ニ
、
両
社
ヘ
可
被
申
渡
事
、 

 
 

二
月
九
日

（
寛
永
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 

石
見
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 
 
 

鍋
嶋
伝
兵
衛
殿 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は

在
国
。
年
次
は
寛
永
十
年
。
本
号
は
慶
長
末
年
以
降
河
上
宮
（
実
相
院
）
と
千

栗
宮
の
間
で
争
わ
れ
た
肥
前
国
一
宮
相
論
に
関
わ
る
文
書
で
、
四
条
目
に
見
え

る
「
千
栗
本
地
堂
棟
札
」
は
、
寛
永
九
年
十
二
月
十
三
日
実
相
院
尊
純
書
状
（
佐

古
一
／
実
相
院
文
書
九
七
号
）
に
お
い
て
、
尊
純
が
そ
の
草
案
を
見
て
一
宮
と

書
い
て
あ
る
こ
と
を
問
題
と
し
た
も
の
。
寛
永
九
年
末
か
ら
十
年
四
月
頃
の
係

争
の
経
緯
は
以
下
の
史
料
に
よ
り
辿
る
こ
と
が
で
き
、
本
号
も
こ
の
一
連
の
流
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れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 

・
十
一
月
七
日
（
寛
永
九
年
）
付
天
海
書
状
写
（
佐
古
一
／
実
相
院
文
書
一
〇
三
号
） 

同
日
付
双
厳
院
某
書
状
（
同
一
〇
四
号
） 

・
寛
永
九
年
十
二
月
十
三
日
付
尊
純
書
状
控
（
同
九
六
号
・
九
七
号
） 

・
一
月
二
十
二
日
（
寛
永
十
年
）
付
勝
茂
書
状
（
佐
古
一
五
／
実
相
院
文
書
続
編
三
二
号
） 

・
二
月
九
日
（
寛
永
十
年
）
付
勝
茂
書
状
（
佐
古
一
五
／
実
相
院
文
書
続
編
三
四
号
） 

同
日
付
勝
茂
覚
書
（
本
号
） 

・
寛
永
十
年
四
月
十
八
日
付
尊
純
書
状
（
佐
古
一
六
／
実
相
院
文
書
続
編
八
二
号
） 

・
二
月
二
十
七
日
（
寛
永
十
年
）
付
多
久
安
順
等
連
署
書
状
（
佐
古
一
／
実
相
院
文
書
九

八
号
） 

・
寛
永
十
年
四
月
十
八
日
付
尊
純
口
上
覚
書
（
佐
古
一
／
三
五
三
頁
／
実
相
院
文
書
九
九

号
） 

・
四
月
十
九
日
（
寛
永
十
年
）
付
多
久
安
順
等
連
署
書
状
（
佐
古
一
／
実
相
院
文
書
一
〇

〇
号
） 

  

二
八
一 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

我
等
供
之
者
覚 

一
定
米
何
百
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
か
し 

 
 
 

内 

 
 

一
何
十
石 
 
 
 
 

妻
子
飯
米
并
家
内
番
之
者
、
知
行
方
ニ

懸

置

候

被

官

切

米

飯

米

迄

、 
 
 

 

 
 

一
何
十
石 

 
 
 
 

上
方
ヘ
召
置
候
被
官
何
人
切
米
飯
米
迄
、 

 
 

一
残
ル
米
何
十
石 

 

毎
年
借
銀
返
弁
、 

一
如
右
、
一
人
宛
之
手
前
を
相
究
召
置
、
上
方
ヘ
召
連
候
刻
ハ
、
馬
乗
ハ
米
弐
百
八

十
石
、
乗
懸
之
者
ハ
百
八
十
石
ニ
而
、
妻
子
之
覚
悟
并
供
仕
候
時
之
造
作
料
迄
、

相
澄
積
ニ
候
間
、
妻
子
覚
悟
料
并
上
方
ヘ
召
連
候
被
官
切
米
飯
米
迄
、
知
行
之
内

ゟ
相
澄
儀
候
間
、
残
ル
造
作
料
算
用
前
之
分
と
ら
す
ヘ
き
事
、 

一
上
方
ヘ
不
召
連
年
、
米
を
遣
候
ハ
て
不
叶
様
子
於
』
有
之
ハ
、
其
子
細
神
代
対
馬
守

（
常
親
）

ヘ
申
届
、
借
銀
返
弁
当
之
内
ゟ
、
対
馬
守
筈
を
以
可
請
取
事
、 

一
借
銀
返
弁
之
米
、
鍋
嶋
伝
兵
衛

（
茂
教
）

請
取
候
て
蔵
入
借
銀
ニ
相
加
返
弁
可
仕
事
、 

 
 

付
、
一
人
宛
之
返
弁
銀
、
毎
年
別
帳
ニ
書
載
可
召
置
事
、 

一
一
人
宛
之
家
内
改
之
儀
、
対
馬
守
ヘ
申
付
候
事
、 

 
 

付
、
横
目
之
儀
、
対
馬
守
以
校
量
可
申
付
事
、 

 
 
 

已
上
、 

寛
永
八
年 

 
 
 

九
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
長
門

（
安
順
）

殿 

 
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
覚
書
。
年
次
は
寛
永
八
年
。
勝
茂
は
こ
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の
年
七
月
二
十
九
日
の
江
戸
で
の
嫡
子
忠
直
の
婚
礼
前
後
ま
で
は
在
江
戸
（
佐

近
一
―
二
／
三
七
六
～
三
七
九
頁
）
だ
が
、
九
月
二
十
五
日
時
点
で
の
所
在
は

未
詳
。
安
順
は
在
国
か
。 

  

二
八
二 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 

覚 

一
不
依
蔵
入
配
分
所
、
百
姓
ニ
代
官
・
領
主
、
又
者
庄
屋
・
散
使
・
別
当
と
し
て
、

無
理
非
道
仕
懸
候
儀
、
其
外
百
姓
申
出
儀
、
可
承
事
、 

一
代
官
・
領
主
・
庄
屋
・
散
使
・
別
当
ニ
不
恐
、
何
事
ニ
而
も
、
不
残
可
申
出
候
、

於
然
者
、
代
官
・
領
主
・
庄
屋
・
散
使
ニ
よ
ら
す
、
其
所
を
指
替
物
歟
、
さ
な
く

候
と
も
、
何
之
道
に
も
、
勝
手
能
様
ニ
可
申
付
事
、 

 
 
 

付
、
申
出
儀
、
三
年
ニ
一
度
宛
、
相
究
候
処
、
其
節
者
不
申
出
、
三
年
跡
之

儀
申
候
と
も
、
取
次
仕
ま
し
き
事
、 

一
此
中
、
度
々
百
姓
・
町
人
・
津
之
者
よ
り
申
出
候
趣
を
、
我
等
承
届
、
相
済
候
儀
、

于
今
滞
儀
無
之
哉
否
之
事
、 

一
郡
々
点
役
多
少
有
之
哉
、
究
之
事
、 

 
 
 

付
、 

 
 
 

一
海
道
筋
並
津
々
船
役
、
念
を
入
改
之
事
、 

 
 
 

一
諸
郡
点
役
、諸
岡
彦
右
衛
門

（
茂
之
）

尉
点
合
之
外
ニ
、夫
之
壱
人
も
さ
し
出
候
哉
、

究
之
事
、 

此
ケ
条
、
寺
社
家
山
伏
ヘ
も
可
申
渡
、 

一
於
郡
々
、
尺
八
吹
芸
者
、
如
此
之
無
縁
之
者
、
留
置
候
儀
者
不
及
申
、
一
夜
之
宿

を
も
借
申
ま
し
き
事
、 

 
 
 

但
、
海
道
筋
ニ
而
宿
を
借
候
儀
者
、
不
苦
事
、 

 
 

右
之
条
々
、
念
を
入
、
相
改
、
銘
々
墨
付
を
取
、
初
之
九
月
限
ニ
仕
廻
候
而
、

我
等
ヘ
可
申
聞
者
也
、 

 
 

寛
永
十
九
年 

 
 
 
 

六
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（
黒
印

（
鍋
島
勝
茂
）

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
井
弥
七
左

（
正
之
）

衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成
冨
勝
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秀
嶋
四
郎
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

牛
嶋
与
三
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
塚
内
蔵
丞

（
宗
利
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
隈
安
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
上
源
太
夫

（
茂
親
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副
嶋
五
左
衛
門
尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
石
井
正
之
等
に
宛
て
た
書
状
。
寛
永
十
三
年
九
月
九
日
付
多
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久
茂
辰
宛
鍋
島
勝
茂
覚
書
（
二
六
〇
号
）
と
文
面
が
近
い
。
複
数
回
出
さ
れ
た

も
の
か
。
寛
永
十
九
年
は
閏
九
月
が
あ
る
の
で
、
文
末
の
「
初
之
九
月
」
と
い

う
表
現
と
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
年
の
六
月
三
日
に
勝
茂
は
、
鍋
島
直
茂
の
二
十

五
年
忌
に
佐
賀
で
出
席
し
て
い
る
（
佐
近
一
―
二
／
六
九
四
頁
）
の
で
、
六
月

六
日
も
在
佐
賀
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
正
之
外
宛
所
の
家
臣
た
ち
も
在
佐
賀
。 

  

二
八
三 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「
（
墨
引

（
端
裏
結
封
上
書
）

） 
 

図
書
ま
い

（
多
久
茂
富
）

る 
 

信
守
」

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 

雲
州
ヘ
の

（
金
森
可
重
）

石
、
今
日
中
ニ
相
渡
可
被
申
候
、
〳
〵
、 

こ
れ
ま
て
人
を
給
、
令
満
足
候
、
其
元
上
石
さ
う
地
等
、
早
々
出
来
、
可
被
罷
帰
候
、

我
等
罷
居
候
内
之
様
ニ
、き
ひ
し
く
法
度
可
被
申
付
候
、ゆ
う
し
や
之
儀
共
候
ハ
ゝ
、

後
日
可
相
知
候
、
目
出
度
や
か
て
帰
国
待
申
候
、
か
し
く
、 

 
 
 

廿
五
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
も
茂
富
も
普
請
場
に
い
る
。、

本
文
書
は
、
慶
長
十
五
年
九
月
二
十
五
日
付
で
、
名
古
屋
城
の
公
儀
普
請
の
最

終
局
面
で
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
及
川
亘
二
〇
一
九
年
）。 

 

 

二
八
四 

鍋
島
勝
茂
覚
書
並
多
久
茂
辰
等
連
署
請
状
案
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
寛
永
十
五
年
五
月
十
五
日
ニ
、
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

・
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

致
登
城
候
処
、
大
炊
頭
殿

（
土
井
利
勝
）

・

讃
岐
守
殿

（
酒
井
忠
勝
）

・
豊
後
守
殿

（
阿
部
忠
秋
）

被
仰
渡
候
ハ
、
以 

上
意
御
成
敗
之
者
有
之
砌
、
無 

仰

付
衆
、
加
勢
仕
間
敷
由
、
前
々
御
法
度
ニ
被
仰
出
候
、
於
于
今
も
、
右
之
通
ニ
候
、

乍
然
、
隣
国
ニ 

御
法
度
を
相
背
、
至 

上
様
企
逆
心
候
人
、
於
有
之
者
、
無 

上

意
候
共
、
打
ひ
し
き
可
然
旨
、 

御
諚
ニ
候
、
小
身
衆
一
手
に
て
不
罷
成
儀
者
、

近
国
大
身
衆
ヘ
申
合
、
可
然
由
侯
、
縦
者
今
度
之
有
馬
事
之
類
之
由
、
被 

仰
候
、

此
様
子
、
難
合
点
分
儀
ニ
候
条
、
口
上
ニ
而
被 

仰
渡
之
由
候
、
其
御
座
ヘ
松
平

伊
賀
殿

（
忠
晴
）

・
安
藤
右
京
殿

（
重
長
）

も
御
座
候
つ
、
但
、
仰
渡
之
御
人
数
ニ
而
御
座
候
ハ
、
心

得
不
申
候
、 

一
五
百
石
よ
り
上
之
船
、此
中
御
法
度
ニ
候
ヘ
共
、商
人
致
迷
惑
之
由
被 

聞
召
上
、

商
船
ハ
五
百
石
之
上
、
被
成
御
差
免
候
、
乍
然
あ
た
て
作
船
之
儀
ハ
、
此
中
如 

御

定
に
て
候
、
此
両
条
、
貴
公
様
ヘ
懇
ニ
可
申
遣
由
、
被
仰
渡
候
、
然
処
、
今
朝
土

井
大
炊
頭
殿
、
河
浪
勘
左
衛
門
尉
被
召
寄
、
昨
日
殿
中
に
て
、 

上
意
之
趣
、
我

等
江
被
仰
渡
候
ヘ
共
、大
勢
ニ
而
、承
落
シ
之
儀
も
可
有
御
座
と
思
食
候
ニ
付
而
、

勘
左
衛
門
尉
被
召
寄
、
重
々
被 

仰
聞
之
由
ニ
御
座
候
、
於
様
子
者
ハ
、
我

（

マ

マ

）

々
承

侯
ニ
少
も
相
替
儀
、
無
御
座
候
、 

 
 
 

右
之
通
、
江
戸
よ
り
申
来
候
条
、
為
心
得
、
条
数
書
抜
、
見
せ
申
候
、
先
様
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其
心
得
尤
ニ
候
、
已
上
、 

 
 
 
 

六
月
四
日

（
寛
永
十
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
芸
殿

（
鍋
島
茂
賢
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
佑

（
鍋
島
長
昭
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 
 

右
、 

仰
渡
之
趣
、
承
届
、
奉
得
其
意
候
、
已
上
、 

 
 
 
 

六
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
諸
岡
彦
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
市
佑 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
安
芸
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諌
早
豊
前
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
守 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
覚
書
、
な
ら
び
に
多
久
茂
辰
外
四
名

連
署
に
て
の
請
状
の
案
。
勝
茂
は
在
国
。
安
順
等
も
在
国
。
年
次
は
寛
永
十
五

年
。「
右
筆
所
日
記
」
の
寛
永
十
五
年
五
月
二
日
・
同
十
五
日
条
参
照
。
十
五
日

条
末
に
は
、「
右
之
趣
、
今
日
出
仕
之
諸
大
名
ニ
大
炊
頭
・
讃
岐
守
・
豊
後
守
伝

之
、
無
登
城
面
々
者
大
炊
頭
於
宅
可
申
渡
之
旨
、
其
む
よ
り
〳
〵
江
相
達
也
」

と
あ
る
。
寛
永
十
二
年
の
武
家
諸
法
度
の
一
部
と
、
慶
長
十
四
年
の
大
船
禁
止

令
の
改
訂
を
、
寛
永
十
五
年
五
月
十
五
日
、
江
戸
城
で
鍋
島
元
茂
・
同
直
澄
に

伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
国
許
の
勝
茂
へ
伝
達
さ
れ
た
。
勝
茂
は
六
月
四
日
付
で
重

臣
た
ち
へ
伝
え
、
そ
の
日
の
う
ち
に
請
書
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
寛

永
十
五
年
の
こ
の
指
示
が
出
さ
れ
た
あ
と
の
佐
賀
藩
に
お
け
る
大
船
禁
止
令
へ

の
認
識
が
、
正
保
期
の
三
〇
二
号
に
見
え
る
。
な
お
、
同
日
中
に
、
江
戸
よ
り

の
召
喚
（
原
城
攻
め
の
際
の
軍
令
違
反
処
分
に
つ
い
て
）
の
飛
脚
の
老
中
奉
書

（
五
月
二
十
二
日
付
）
が
届
き
、
勝
茂
は
佐
賀
を
出
発
し
て
い
る
（
佐
近
一
―

二
／
六
五
六
頁
）。 

  

二
八
五 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
き
り
し
た
ん
宗
跡
さ
ら
ヘ
之
儀
、
越
中
殿

（
細
川
忠
利
）

改
之
こ
と
く
、
領
中
を
一
時
之
中
ニ
相

究
之
儀
ハ
、
人
余
多
入
候
て
罷
成
間
敷
候
条
、
領
中
を
五
日
之
間
ニ
も
家
内
を
さ

か
し
候
様
ニ
可
申
付
事
、 

一
右
改
之
た
め
、
其
方
差
下
候
条
、
右
究
大
目
付
ニ
可
然
候
事
、 

一
右
之
こ
と
く
、
五
日
之
間
ニ
領
中
改
候
儀
も
、
自
然
不
罷
成
様
子
共
候
ハ
ゝ
、
■

〔
何
カ
〕
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と
分
ニ
申
付
、
何
日
程
ニ
ハ
可
相
究
と
、
美
作
校

（
多
久
茂
辰
）

量
之
程
、
以
早
飛
脚
、
急
度
此

地
ヘ
可
申
越
事
、 

 
 
 

右
之
通
、
美
作
ヘ
可
申
達
候
、
已
上
、 

  

寛
永
十
弐
年 

 
 
 

極
月
廿
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（
黒

（
鍋
島
勝
茂
）

印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成
松
新
右
衛
門
尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
成
松
新
右
衛
門
尉
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
成
松

新
右
衛
門
は
在
江
戸
か
在
国
か
未
詳
。「
越
中
殿
改
之
こ
と
く
」
と
あ
る
の
は
、

肥
後
領
内
で
の
寛
永
十
二
年
十
一
月
よ
り
十
二
月
ま
で
の
キ
リ
シ
タ
ン
取
り
締

ま
り
を
指
す
（『
細
』
一
九
／
忠
利
三
〇
二
六
号
）。
佐
賀
領
内
で
の
取
り
締
ま

り
の
関
連
史
料
と
し
て
同
年
の
一
二
三
号
・
一
四
四
号
・
二
二
六
号
・
二
二
八

号
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

  

二
八
六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 

図
書
殿

（
多
久
茂
富
） 

 
 

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

其
方
儀
、
何
之
道
ニ
も
可
罷
上
候
間
、
其
心
得
尤
候
、
然
者
、
た
ゝ
今
、
面
を
以
申

候
一
儀
、
此
中
早
々
可
申
を
、
何
か
と
延
引
申
候
、
伏
見
ゟ
長
門
殿
ヘ

（
多
久
安
順
）

も
急
度
談
合

可
然
候
、
さ
た
め
て
久
市
、
長
州

（
久
納
茂
俊
）

へ
様
子
申
候
て
、
可
罷
下
と
存
候
、
筑
州
御
念

（
黒
田
長
政
）

を

被
入
事
候
間
、と
か
く
被
仰
次
第
ニ
相
澄
候
ハ
て
不
叶
事
候
間
、其
心
得
可
被
申
候
、

此
段
貴
所
か
ゝ
さ
ま
、

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

又
内
儀
ヘ
も
可

（
多
久
茂
富
室
太
田
氏
）

被
申
候
、
恐
々
か
し
く
、 

 
 

十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
茂
富
の
居
所
は
不
明
な

が
ら
、
国
許
で
は
な
い
。
ま
た
、「
た
ゝ
今
、
面
を
以
申
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

両
者
は
近
い
と
こ
ろ
に
居
る
と
思
わ
れ
る
。「
水
江
事
略
」
に
よ
れ
ば
、
茂
富
は

慶
長
十
三
年
三
月
に
図
書
頭
に
改
め
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
は
こ
れ
以
降

と
な
る
。
一
方
、
久
能
茂
俊
が
慶
長
十
五
年
六
月
十
六
日
に
歿
す
る
の
で
、
同

年
が
下
限
と
な
る
。
花
押
は
二
四
七
号
や
四
二
三
号
と
類
似
し
て
お
り
、
慶
長

十
三
・
十
四
年
頃
の
も
の
か
。 

  

二
八
七 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
土
手
普
請
の
事
ハ
、
仕
候
て
ニ
可
然
に
相
極
候
間
、
と
て
も
の
事
ニ
、

さ
む
く
不
罷
成
間
ニ
出
来
候
様
ニ
と
存
候
、
已
上
、 

一
書
申
候
、
土
手
普
請
之
儀
、
日
限
何
比
ゟ
仕
懸
り
候
ニ
相
極
候
や
、
承
度
候
、
先
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様
ハ
さ
む
く
可
罷
成
候
間
、
早
々
懸
仕
候
様
ニ
可
然
存
候
、
此
比
ハ
左
様
の
取
さ
た

不
承
候
間
、』
申
入
候
、
様
子
返
事
ニ
可
承
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
と
も
在
国
か
。
年

次
の
上
限
は
安
順
の
「
長
門
」
の
表
記
か
ら
慶
長
十
三
年
、
下
限
は
安
順
の
歿

年
で
あ
る
寛
永
十
八
年
と
な
る
が
、
花
押
は
二
四
七
号
や
四
二
三
号
と
類
似
し

て
お
り
、
慶
長
十
三
・
十
四
年
頃
の
も
の
か
。 

  

二
八
八 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

其
地
ヘ
有
之
鷂 

一
鷺
取
五
鳥
也
、

前
拝
領
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上 

 

一
鷺
取
三
鳥
也
、

赤

ふ

、  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上 

 

一
鷺
取
二
鳥
也
、 

去
年
拝
領
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上 

 

一
鷺
取
四
鳥
也
、 

加
賀
守
ゟ
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中 

 

一
青
鷺
取
片
鳥
也
、

南
部
ゟ
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
々 

  
 
 

今
度
差
下
候
鷂 

き
す
な
し
、 

一
ぶ
だ
う
片
鳥
也
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
々 

 

き
す
な
し
、
但
、
此
鷂
き
つ
き
鷹
ニ
候
条
、
念
入
候
鷹
師
ニ
可
申
付
候
、 

一
せ
ん
す
い
片
鳥
也
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
々
』 

 

き
す
な
し
、
但
、
み
よ
り
の
ひ
う
ち
羽
少
持
出
ス
、 

一
目
か
わ
り
片
鳥
也
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
々 

 

き
す
な
し
、
但
、
両
の
ひ
う
ち
羽
持
出
ス
、
来
年
之
鳥
也
、
出
し
直
り
候
様
ニ
可
申
付
候
、 

一
赤
ふ
片
鳥
也
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上 
 

き
す
な
し
、 

一
き
し
ら
ぶ
三
鳥
也
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上 
 

は
し
い
す
か
、
但
、
時
ニ
ゟ
い
き
け
よ
し
、 

一
い
す
か
五
鳥
也
か
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

下 

 
 

但
、
鷹
師
な
く
候
ハ
ゝ
、
此
鷂
美
作
か

（
多
久
茂
辰
）

采
女
か

（
神
代
常
利
）

ニ
預
可
申
候
、
若
無
比
類
鷺
取

候
ハ
ゝ
、
正
左
衛

（
大
木
知
清
）

門
尉
手
前
ニ
召
置
、
可
然
候
、 

右
之
鷂
共
、
鷺
を
と
ら
せ
、
能
取
候
鷂
之
名
を
一
と
付
、
其
次
を
二
と
、
段
々
ニ
十

迄
付
候
て
、
逸
物
申
候
鷂
を
、』
鷹
師
も
能
仕
候
者
可
被
申
付
候
、
此
段
大
木
正
左
衛

門
尉
ヘ
も
申
遣
候
、
当
分
之
上
中
下
、
為
心
得
書
付
遣
候
、
聢
上
中
下
相
究
候
儀
者
、

鷺
を
と
ら
せ
候
上
ニ
相
究
可
申
候
、
已
上
、 
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十
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
黒
印
）

（
鍋
島
勝
茂
）

 

 
 
 
 

美
作
殿 

 
 
 
 

対
馬
殿

（
神
代
常
親
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
神
代
常
親
に
宛
て
た
覚
書
。
同
月
日
付
で
宛
所

も
同
じ
勝
茂
書
状
（
一
三
五
号
）
に
「
其
元
へ
鷂
五
連
有
之
儀
ニ
候
、
今
度
差

下
候
鷂
六
連
、
合
而
十
一
連
に
て
候
」
と
あ
り
、
本
覚
書
の
内
容
と
一
致
す
る

た
め
、
同
時
に
発
給
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
覚
書
の
発
給

時
の
居
所
は
一
三
五
号
と
同
じ
で
あ
り
、
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
・
常
親
は
在

国
で
あ
る
。
ま
た
、
年
次
も
一
三
五
号
と
同
じ
で
あ
り
、
年
次
の
上
限
は
決
め

が
た
い
も
の
の
、
下
限
は
寛
永
二
十
年
で
あ
る
（
一
三
五
号
解
説
参
照
）。 

  

二
八
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

追
而
、
あ
や
小
袖
壱
令
進
入
候
、
誠
御
音
信
迄
候
、
以
上
、 

態
令
啓
上
候
、
仍
、
今
度
被
対
御
家
、
至
某
被
顕
御
心
底
、
御
神
文
被
懸
御
意
、
具

拝
見
仕
候
、
忝
次
第
紙
面
難
尽
之
候
、
誠
若
輩
之
儀
候
条
、
毎
事
可
預
御
指
南
事
、

所
仰
候
、
先
以
此
等
之
儀
為
可
申
述
、
持
助
左

（
持
永
茂
成
）

差
下
候
、
委
細
口
上
相
含
候
、
恐
惶

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
信
濃

（
鍋
島
）

守 

 
 

後
七
月

（
慶
長
元
年
）

十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
茂

（
勝
茂
）

（
花
押
） 

  
 

龍
六
郎

（
多
久
安
順
）

次
様 

 
 
 
 
 
 

人
々
御
中 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
と
も
在
国
か
。
勝

茂
は
、
文
禄
四
年
二
月
に
信
濃
守
と
な
る
の
で
、
同
年
が
年
次
の
上
限
、
ま
た

慶
長
四
年
四
～
五
月
頃
に
清
茂
か
ら
勝
茂
に
改
名
す
る
の
で
、
同
三
年
が
下
限

と
な
る
。
こ
の
間
で
閏
七
月
が
あ
る
の
は
文
禄
五
年
（
慶
長
元
年
）
で
あ
る
。 

  

二
九
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
案
（
折
紙
） 

一
書
致
啓
入
候
、
然
者
、
今
度
於
江
戸
、
従
酒
井
雅
楽
頭

（
忠
世
）

殿
・
土
井
大
炊
頭

（
利
勝
）

殿
、
至

拙
者
、
被
仰
渡
候
者
、
両
社
出
入
之
儀
、
公
儀
御
事
多
中
ニ
被
仰
上
候
儀
、
御
用
捨

ニ
被
思
召
候
条
、
口
事
如
以
前
候
而
、
双
方
之
申
分
被
相
止
、
無
事
在
之
様
ニ
、
至

両
社
、
為
我
等
、
可
申
達
之
由
、
被
入
御
念
、
被
仰
聞
候
、
然
上
者
、
縦
如
何
躰
之

御
』
存
分
之
儀
御
座
候
共
、
被
成
御
堪
忍
、
如
前
々
ニ
、
被
得
其
意
、
御
儀
定
肝
要

ニ
存
候
、
於
委
細
者
、
年
寄
共
可
相
達
之
条
、
不
克
具
候
、
恐
惶
謹
言
、 
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信
濃
守 

 
 

六
月
十
七
日

（
元
和
九
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

御
判 

 
 
 

玄
純
様 

 
 
 
 
 
 

御
同
宿
御
中 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
玄
純
に
宛
て
た
書
状
案
。
玄
純
は
千
栗
八
幡
社
僧
。
千
栗
・

川
上
両
神
社
の
肥
前
一
宮
相
論
に
関
す
る
書
状
案
で
あ
る
。本
状
の
正
文
が「
実

相
院
文
書 

続
編
」（
佐
古
一
五
／
三
一
号
／
二
二
〇
頁
）に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

写
し
が
「
実
相
院
文
書
」（
佐
古
一
／
八
五
号
／
三
三
九
頁
）
に
あ
り
、「
元
和

九
年
也
」
と
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
本
状
は
「
勝
茂
公
譜
考
補 

三
坤
」（
佐

近
一
―
二
／
三
四
五
頁
）
に
引
用
さ
れ
、
玄
純
か
ら
の
返
事
も
収
録
さ
れ
て
い

る
。
よ
っ
て
年
次
は
元
和
九
年
と
判
断
で
き
る
。
元
和
九
年
六
月
の
勝
茂
の
居

所
は
京
都
で
あ
る
。 

  

二
九
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
榊
原
飛
弾
守

（
職
直
）

殿
・
馬
場
三
郎
左
衛
門

（
利
重
）

殿
、
長
崎
よ
り
御
上
之
刻
、

乗
船
之
儀
、
手
寄
ニ
候
条
、
我
等
船
ニ
御
乗
候
様
ニ
と
、
以
書
状
申
入
候
間
、
右
両

通
、
其
地
よ
り
使
者
被
申
付
、
進
之
候
て
可
然
候
、
御
両
所
ヘ
船
御
馳
走
申
候
儀
、

過
分
之
造
作
ニ
候
ヘ
共
、
手
寄
之
儀
候
条
、
申
入
候
ハ
て
不
相
叶
事
候
、
御
一
人
計

ヘ
申
候
儀
も
不
罷
成
候
故
、』
同
前
ニ
申
入
候
、
去
夏
、
此
地
御
立
之
刻
も
、
御
両
所

ヘ
申
入
候
ヘ
ハ
、
飛
弾
殿
計
、
手
前
之
船
ニ
御
乗
候
条
、
今
度
も
御
一
人
可
有
御
請

か
と
存
候
、
若
又
御
両
人
な
か
ら
可
有
御
乗
由
候
ハ
ゝ
、
其
通
ニ
可
被
仕
候
、
御
両

所
ゟ
之
御
報
、
其
元
ニ
而
内
見
候
て
、
船
用
意
等
、
可
被
申
付
事
尤
候
、
船
数
之
儀

者
、
去
夏
飛
弾
殿
ヘ
御
馳
走
申
侯
時
之
こ
と
く
ニ
可
然
候
ハ
ん
哉
、
森
口
屋
庄
左
衛

門
尉
ヘ
使
之
者
相
談
仕
候
様
ニ
可
然
候
、』
左
も
候
ハ
ゝ
、
八
木
其
外
賂
之
色
々
、
去

夏
飛
弾
守
殿
船
ニ
嶋
八
郎
右
衛
門
尉
手
前
よ
り
乗
セ
置
候
こ
と
く
ニ
、
銘
々
乗
せ
可

被
申
候
、
右
御
両
人
ヘ
之
書
状
之
案
文
遣
候
間
、
披
見
可
被
申
候
、
使
者
口
上
ニ
も
、

書
中
之
通
相
達
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
六
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
と
彦
右
衛
門
尉
は
在
国
。
長
崎
奉
行
の
榊
原
職
直
・
馬
場
利
重
が
長
崎
か

ら
江
戸
へ
帰
る
際
、
鍋
島
家
か
ら
船
を
出
す
提
案
を
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
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る
。
榊
原
と
馬
場
が
と
も
に
長
崎
奉
行
で
あ
る
期
間
は
、
ふ
た
り
が
一
緒
に
長

崎
に
赴
任
す
る
寛
永
十
三
年
五
月
以
降
、
榊
原
が
同
十
五
年
に
天
草
・
島
原
一

揆
（
島
原
の
乱
）
で
の
軍
規
違
反
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ
る
寛
永
十
五
年
六
月
二

十
九
日
ま
で
と
な
る
（「
徳
川
実
紀
」
寛
永
十
五
年
五
月
十
九
日
条
）。
文
中
に

「
去
夏
、
此
地
御
立
之
刻
も
」
と
あ
り
、
二
年
続
け
て
揃
っ
て
長
崎
へ
来
て
い

る
状
況
か
ら
、
本
状
の
年
次
は
寛
永
十
四
年
と
な
る
。 

  

二
九
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

改
年
之
吉
兆
目
出
度
申
納
候
、
仍
極
月
十
八
日
連
判
之
書
状
到
着
、
具
令
披
見
候
、

然
者
紀
伊

（
鍋
島
元

守茂
）

・
甲
斐

（
鍋
島
直

守澄
）

・
刑
部
太
輔

（
鍋
島
直
朝
）

、
手
前
不
相
続
付
而
、
以
来
、
物
毎
よ
し
め
、

可
相
続
覚
悟
、
無
緩
様
ニ
と
、
旧
冬
多
々
良
久
兵
衛
を
以
、
申
遣
候
付
而
、
色
々
諸

事
相
改
候
ヘ
共
、
不
足
有
之
故
、
其
方
四
人
、
市
佑
其

（
鍋
島
長
昭
）

外
頭
々
ヘ
相
談
候
処
、
兄
弟

三
人
之
内
、
一
人
宛
、
替
々
江
戸
ヘ
相
詰
、
両
人
ハ
在
国
申
』
候
様
、
相
調
候
ハ
ゝ
、

可
相
続
積
候
由
、
被
申
越
、
得
其
意
候
、
兄
弟
三
人
よ
り
も
、
右
之
通
細
砕
申
越
候
、

一
段
可
然
く
り
に
て
候
、
我
等
存
侯
も
、
如
其
候
ハ
ゝ
可
相
続
と
存
候
、
乍
然
、 

公

儀
ニ
申
上
様
、
一
円
不
及
分
別
、
物
毎
御
老
中
ヘ
申
上
、
被
成
御
合
点
、
可
被
得 

上

意
由
ニ
而
御
請
取
候
、
縁
辺
事
之
様
成
儀
、
又
者
証
人
之
く
り
替
な
と
之
並
有
之
儀

さ
ヘ
、
一
両
年
も
押
移
、
急
度
不
相
澄
儀
候
、
然
所
、
御
奉
公
方
ニ
相
成
儀
者
、
申

上
候
ハ
て
、
数
年
爰
元
詰
来
、
剰
近
年
者
親
子
替
ニ
被 

仰
付
候
時
刻
、
自
余
之
並

も
無
之
御
訴
訟
、
如
何
申
上
候
而
可
然
候
ハ
ん
哉
、
不
及
合
点
候
、
乍
去
、
よ
き
次

而
も
候
ハ
ゝ
、
松
平
下
総

（
忠
明
）

殿
な
と
ヘ
窃
相
談
候
て
見
可
申
か
と
存
候
、
下
総
殿
も
、

申
上
候
様
ニ
と
ハ
被
仰
間
敷
と
存
候
、
さ
候
ヘ
ハ
、
仕
候
ハ
て
不
叶 

公
儀
事
者
、

相
止
候
儀
、
罷
成
間
敷
候
、
何
と
そ
弥
よ
し
め
見
可
申
儀
者
、
供
之
人
数
、
方
々
ヘ

之
音
信
・
振
舞
方
、
家
中
く
り
替
、
其
外
私
之
遣
方
を
堪
忍
、
か
様
之
儀
を
よ
し
め

候
ゟ
外
、
有
之
間
敷
と
存
候
、
此
状
兄
弟
三
人
上
□
着
候
者
、
右
之
趣
、
能
可
被
申

付
候
、
三
人
之
内
、
一
人
宛
相
詰
候
』
様
ニ
と
申
上
候
儀
、 

公
儀
可
難
成
儀
者
、

其
方
推
量
も
可
有
之
事
候
、
相
調
間
敷
儀
を
被
申
越
候
儀
、
無
心
元
存
候
、
何
も
期

後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
十
六

（
寛
永
十
七
年
カ
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 
 

安
芸
殿

（
鍋
島
茂
賢
） 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等

は
在
国
。
勝
茂
の
子
鍋
島
元
茂
・
直
澄
・
直
朝
の
三
人
の
う
ち
一
人
ず
つ
交
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代
で
江
戸
に
滞
在
で
き
な
い
か
と
国
許
か
ら
提
案
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、

勝
茂
は
実
現
は
難
し
い
と
答
え
て
い
る
。
年
次
は
、
直
澄
が
甲
斐
守
を
称
し

て
い
る
こ
と
か
ら
寛
永
十
二
年
以
降
（
佐
近
二
―
一
／
一
六
七
頁
）、
松
平
忠

明
の
歿
年
月
（
寛
永
二
十
一
年
／
正
保
元
年
三
月
歿
）
か
ら
正
保
元
年
以
前
。

こ
の
期
間
で
、
勝
茂
が
一
月
に
江
戸
に
い
る
の
は
、
寛
永
十
三
年
、
十
六
年
、

十
七
年
、
十
九
年
で
あ
る
が
、
直
澄
が
寛
永
十
二
年
か
ら
在
江
戸
と
な
る
た

め
、
十
三
年
は
「
数
年
爰
元
詰
来
」
の
記
述
に
合
わ
な
い
。
寛
永
十
八
年
五

月
か
ら
十
九
年
二
月
の
間
は
元
茂
は
佐
賀
に
帰
国
し
て
い
る
（
佐
近
二
―
一

／
三
五
〇
・
三
六
四
頁
）。
ま
た
、
寛
永
十
五
年
十
二
月
末
に
勝
茂
の
逼
塞
が

赦
免
さ
れ
て
お
り
、
寛
永
十
六
年
正
月
に
元
茂
ら
の
在
江
戸
が
話
題
に
な
る

可
能
性
は
低
く
、
寛
永
十
七
年
の
可
能
性
が
高
い
。 

  

二
九
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

六
月
廿
五
日
之
返
札
、
具
令
披
見
候
、 

一
領
中
津
々
浦
々
番
所
之
書
立
被
相
越
、
見
届
、
其
外
手
賦
、
何
も
可
然
存
候
、 

一
き
り
し
た
ん
改
之
儀
、
先
日
、
以
飛
脚
申
遣
候
刻
、
委
細
者
、
重
而
以
使
者
可
申

越
通
、
書
載
候
ヘ
共
、
無
別
条
候
故
、
無
其
儀
候
、
弥
番
所
以
下
書
付
之
趣
、
無

相
違
被
申
付
、
夜
白
無
油
断
様
、
可
然
候
、 

一
山
崎
権
八

（
正
信
）

殿
ヘ
馬
場
三
郎
左
衛
門

（
利
重
）

殿
よ
り
之
文
箱
相
届
、
権
八
殿
ゟ
我
等
ヘ
之
御

報
給
候
旨
、
被
相
越
、
令
到
着
候
、』 

一
堀
田
加
賀
守

（
正
盛
）

殿
下
屋
敷
ニ
、
此
程 

上
様
被
成

（
徳
川
家
光
）

 

御
成
候
刻
、
南
部
ニ
而
捕
候
伴

天
連
、 

御
直
ニ
様
子
被
聞
召
上
候
処
、
右
船
ハ
お
ら
ん
た
ニ
相
究
之
由
候
、
為

意
得
申
遣
候
、 

一
爰
許
無
相
替
儀
、
我
等
事
、
弥
息
災
ニ
候
て
、
切
々
登 

城
申
候
条
、
心
安
可
被

存
候
、 

一
今
月

（
マ
ヽ
）

十
八
日
ニ
朝
鮮
之
信
使
令
登 

城
、
両 

上
様
ヘ
御
礼
申
上
候
、
七
五
三
之

御
振
舞
、
其
上
御
能
被 

仰
付
、
不
大
形
御
馳
走
に
て
候
、
我
等
儀
も
衣
冠
之
装

束
ニ
而
罷
出
候
、
右
御
礼
之
次
第
、
別
紙
ニ
書
付
、』
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

・
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

・
刑
部
ヘ

（
鍋
島
直
朝
）

遣
候
、
見
可
被
申
侯
、
左
候
て
、
日
光
ヘ
朝
鮮
人
参
詣
申
、
此
程
罷
帰
候
、
然
者
、

去
三
日
、
酒
井
讃
岐
守

（
忠
勝
）

殿
・
牧
野
内
匠

（
信
成
）

殿
、
両 

御
上
使
ニ
而
、
朝
鮮
人
ヘ
被
下 

御
暇
、
今
日
爰
元
罷
立
候
、
朝
鮮
人
ヘ
被
下
候
物
之
書
立
、
是
又
紀
伊
守
・
甲
斐

守
・
刑
部
太
夫
ヘ
遣
候
、
曲
馬
乗
候
を
可
被
成
御
上
覧
由
候
而
、
や
よ
す
か
し

（
八
重
洲
河
岸
）

掃

除
半
ニ
候
、
曲
馬
乗
候
者
ハ
、
跡
立
、
爰
元
罷
立
之
由
候
、
今
度
朝
鮮
人
』
参
上

候
刻
、
海
道
泊
々
に
て
も
、
無
残
所
御
馳
走
之
由
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹

言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
六
日

（
寛
永
二
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
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諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 

鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
鍋
島
茂
辰

等
は
在
国
。
山
崎
正
信
、
馬
場
利
重
が
揃
っ
て
長
崎
奉
行
に
在
任
し
て
い
た
の

は
、
山
崎
が
就
任
す
る
寛
永
十
九
年
十
月
二
十
六
日
（「
徳
川
実
紀
」）
か
ら
山

崎
が
歿
す
る
慶
安
三
年
（
佐
近
八
―
三
／
二
八
八
頁
）
の
間
。「
南
部
ニ
而
捕
候

伴
天
連
」
は
寛
永
二
十
年
五
月
、
盛
岡
藩
領
山
田
浦
に
着
岸
し
た
オ
ラ
ン
ダ
東

イ
ン
ド
会
社
の
船
ブ
レ
ス
ケ
ン
ス
号
の
乗
組
員
を
さ
す
。「
朝
鮮
之
信
使
」
は
家

綱
誕
生
の
祝
賀
の
た
め
訪
れ
た
、
寛
永
二
十
年
の
朝
鮮
通
信
使
で
あ
る
。
以
上

か
ら
、
年
次
は
寛
永
二
十
年
と
な
る
。 

  

二
九
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
昨
日
、
松
平
伊
豆

（
信
綱
）

守
殿
よ
り
、
以
御
奉
書
、
被
仰
聞
候
ハ
、
御
用
之
儀
候
条
、 

御

城
罷
出
候
様
ニ
と
御
触
付
而
、諸
大
名
不
残
登 

城
申
候
処
、御
三
人
之
御
老
中
、

井
伊
掃
部
頭

（
直
孝
）

殿
・
土
井
大
炊
頭

（
利
勝
）

殿
・
酒
井
讃
岐

（
忠
勝
）

守
殿
、
堀
田
加
賀

（
正
盛
）

守
殿
、
其
外
各

御
同
座
ニ
而
被
仰
渡
候
ハ
、
加
藤
式
部

（
明
成
）

儀
、
去
年
時
分
よ
り
御
佗
言
申
上
候
ハ
、

其
身
病
者
之
儀
候
故
、
御
奉
公
難
成
候
条
、
御
知
行
之
儀
差
上
ケ
申
度
由
、
御
老

中
迄
数
度
』
被
申
上
候
付
而
、
被
加
御
異
見
候
ヘ
共
、
無
承
引
、
当
年
東
国
衆 

御

暇
前
之
儀
侯
条
、
当
三
月
ニ
、
右
之
段
、
達
而
御
老
中
ヘ
申
上
、
別
ニ
存
候
子
細

も
無
之
、
病
者
故
、
如
此
申
上
候
通
、
誓
紙
を
以
、
被
申
上
候
付
而
、
其
段
、
被

成 

御
上
聞
候
ヘ
ハ
、
親
ニ
候
左（

加

馬藤
嘉

助明
）

、
関
ケ
原
ニ
而
致
御
奉
公
候
付
而
、 

御

心
安
被 

思
召
上
、
会
津
ヘ
被
遣
置
候
、
就
其
、
式
部
儀
も
御
懇
ニ
被 

思
召
上

候
処
、
未
年
も
寄
不
申
ニ
、
病
者
故
、
御
奉
公
不
罷
成
由
申
上
、
殊
家
中
ニ
も
人

無
之
故
ニ
候
条
、
会
津
之
儀
、
被
召
上
候
、
さ
候
て
、
子
ニ
候
内
蔵

（
加
藤
明

助友
）

ヘ
、
石
見

ニ
而
一
万
石
被
為
拝
領
候
条
、
せ
か
れ
儀
者
、
御
奉
公
申
上
、
名
字
を
残
申
候
ニ

と
被 

仰
出
候
、
此
段
、
何
も
ヘ
御
』
聞
せ
被
成
候
由
、
被
仰
渡
候
、
式
部
儀
も
、

息
内
蔵
助
と
一
所
ニ
石
見
ヘ
可
罷
有
由
候
、
右
之
仕
合
、
式
部
気
替
に
て
も
候
ハ

ん
哉
、
苦
々
敷
儀
と
下
々
批
判
尤
候
、 

一
右
之
様
子
被
仰
渡
候
後
、
於
御
次
之
間
、
諸
大
名
ヘ
松
平
伊
豆
守
殿
被
仰
候
ハ
、

奥
州
之
内
、
岩
木
と

〔
磐
城
カ
〕

申
所
之
沖
を
、
大
船
二
艘
罷
通
之
由
候
、
若
か
れ
う
た
に
て

も
可
有
之
候
哉
、
最
前
も
如
被
仰
渡
候
、
諸
国
津
々
浦
々
、
別
而
無
油
断
様
可
申

付
候
、
奥
州
金〔

金

花
山

華
山
、
牡

な
と

鹿
郡
〕 

ヘ
着
可
申
儀
も
可
有
之
候
条
、
松
平

（
伊
達
忠

陸
奥

宗
）

守
殿
其
外
東

国
之
各
、
無
油
断
、
可
被
入
念
侯
、
中
国
・
四
国
・
九
州
ニ
お
ひ
て
も
、
無
緩
様
、

堅
可
申
付
由
、
被
仰
渡
候
、
右
之
通
候
条
、
我
等
領
分
ニ
而
者
、
深
堀
な
ら
て
』

異
国
船
着
岸
之
所
無
之
候
条
、
弥
念
を
入
、
無
油
断
様
、
可
被
申
付
候
、
自
然
か
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れ
う
た
左
右
成
船
相
見
候
ハ
ゝ
、
早
速
山
崎
権（

正

八信
）

殿
ヘ
可
申
届
由
、
田
代
猪
之
介

ヘ
稠
敷
可
被
申
付
候
、
右
之
通
、
為
可
申
、
令
書
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 
 

五
月
四
日

（
寛
永
二
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
で
あ
る
。 

 
 
 

寛
永
二
十
年
五
月
、
陸
奥
会
津
藩
主
加
藤
明
成
が
、
幕
府
に
領
地
返
上
を
願

い
出
て
隠
居
し
た
（「
寛
政
譜
」））。
五
月
三
日
、
老
中
よ
り
諸
大
名
に
、
こ
の

会
津
藩
領
収
公
と
嫡
男
明
友
に
石
見
吉
永
一
万
石
を
下
賜
す
る
こ
と
が
伝
達
さ

れ
た
（「
徳
川
実
紀
」
寛
永
二
十
年
五
月
三
日
条
・「
寛
政
譜
」）。
ま
た
同
年
四

月
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
カ
ス
ト
リ
ク
ム
号
と
ブ
レ
ス
ケ
ン
ス
号
が
本

州
北
部
東
沿
海
を
航
行
し
て
お
り
、
外
国
船
の
目
撃
情
報
が
幕
府
に
報
告
さ
れ

て
い
た
。
ブ
レ
ス
ケ
ン
ス
号
は
盛
岡
藩
領
山
田
浦
に
寄
港
す
る
（
レ
イ
ニ
ア
ー
・

Ｈ
・
ヘ
ス
リ
ン
ク
一
九
九
八
年
／
八
～
一
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
年
次
は

寛
永
二
十
年
で
あ
る
。 

  

二
九
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

九
月
十
八
日
鍋
嶋
市（

長

佑昭
）

・
勝
屋
勘（

茂

右為
）

衛
門
尉
・
関
将
監

（
清
長
）

・
鹿
江
茂
左
衛
門
尉
ヘ
之
書

状
参
着
、
令
披
見
候
、
然
ハ
家
中
之
者
、
当
年
過
分
之
損
亡
仕
候
上
、
其
身
〳
〵
之

借
銀
為
返
弁
、
知
行
五
部
差
出
候
付
而
、
普
請
奉
行
之
者
共
、
此
地
ヘ
罷
上
候
儀
、

何
と
も
手
つ
か
ヘ
難
成
様
子
被
申
越
、
得
其
意
候
、
右
之
儀
ニ
付
而
、
先
日
石
井
久 

左
衛
門
尉
に
て
、
勘
右
衛
門
尉
・
将
監
・
』
茂
左
衛
門
尉
ゟ
申
遣
候
条
、
定
而
参
着

可
申
と
存
候
、
さ
も
候
ヘ
ハ
、
当
年
五
部
之
儀
、
何
も
以
相
談
、
家
中
之
者
借
銀
過

分
ニ
有
之
儀
候
条
、
当
物
成
ゟ
知
行
半
分
引
分
、
借
銀
致
返
弁
候
様
ニ
可
申
付
通
、

被
申
聞
候
付
而
、
其
身
〳
〵
之
為
候
条
、
其
分
□
可

〔
ニ
カ
〕

然
通
申
候
、
然
処
ニ
、
当
年
ハ

大
風
大
水
ニ
而
、
過
分
之
損
亡
仕
候
上
、
公
儀
御
普
請
役
相
調
、
扨
又
五
部
差
出
候

儀
、
世
上
之
批
判
も
如
何
敷
存
候
条
、
先
以
、
今
年
五
部
之
儀
ハ
』
相
延
候
て
も
可

然
候
ハ
ん
哉
、
此
跡
も
度
々
右
之
類
之
儀
、
何
も
以
談
合
、
被
申
候
条
、
任
其
侯
ヘ

ハ
、
世
間
之
批
判
ハ
、
我
等
申
付
様
悪
敷
ニ
取
沙
汰
申
候
由
、
承
侯
付
而
、
申
遣
儀

候
、
万
事
之
儀
、
其
方
ヘ
相
任
候
間
、
立
入
候
て
気
遣
被
申
、
親
類
中
ヘ
も
談
合
候

て
、
可
然
様
ニ
可
被
申
付
事
尤
候
、
為
其
、
態
一
書
申
遣
候
、
恐
々
謹
言
、 
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信
濃
守 

 
 

十
月
晦
日

（
寛
永
十
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 
 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

本
書
状
は
つ
ぎ
の
こ
と
か
ら
寛
永
十
二
年
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①

勝
屋
茂
為
の
存
命
は
寛
永
十
三
年
二
月
頃
ま
で
確
認
で
き
る
（
四
〇
・
二
二
六

号
）。
②
「
道
徹
様
御
一
代
之
記
并
御
遺
言
写
」
に
よ
る
と
、
鍋
島
長
昭
は
、
寛

永
十
二
年
二
月
初
め
よ
り
普
請
の
た
め
江
戸
に
上
り
、
翌
十
三
年
も
勝
山
大
蔵

事
件
の
処
理
の
た
め
在
江
戸
で
あ
る
（
佐
近
八
―
二
／
四
五
一
頁
）。
③
寛
永
十

二
年
六
月
、
勝
茂
は
茂
辰
に
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ
、
蔵
入
・
小
物
成
・

公
儀
料
を
委
任
し
た
（
藤
野
保
一
九
八
一
年
／
二
三
九
頁
、
佐
古
一
一
／
多
久

家
書
物
御
什
物
方
指
出
五
号
）。
④
多
久
家
書
物
御
什
物
方
指
出
七
号
（（
佐
古

一
一
）
寛
永
十
二
年
六
月
二
十
三
日
付
、
多
久
安
順
よ
り
勝
屋
・
関
・
鹿
江
宛
）

に
、「
御
家
中
知
行
半
分
引
分
」
に
よ
る
借
銀
返
済
の
記
述
あ
り
。
二
二
六
号
（
寛

永
十
三
年
二
月
二
日
付
）
で
は
、
家
中
「
五
部
差
出
」
は
江
戸
城
普
請
に
か
か

る
費
用
の
た
め
困
難
で
あ
り
、
勝
茂
は
判
断
を
保
留
し
て
い
る
。
⑤
本
書
状
「
当

年
ハ
大
風
大
水
ニ
而
」
に
つ
い
て
、
二
二
七
号
（
寛
永
十
二
年
八
月
十
九
日
付
）

は
、
七
月
二
十
五
日
の
大
風
に
よ
る
被
害
を
記
し
て
い
る
。
な
お
文
字
欠
損
部

の
校
訂
注
は
、「
多
久
家
有
之
候
書
類
」（
鍋
〇
一
五
／
二
）
に
よ
る
。 

  

二
九
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
右
就
御
祈
祷
、
女
共
ヘ
之
書
面
披
見
申
候
、
念
を
入
候
儀
、
新
敷
申
も

疎
存
候
、
已
上
、 

一
書
令
啓
候
、
仍
、
先
日
川
上
実
相
院
ニ
而
御
祈
祷
之
儀
、
女
共
ゟ
申
遣

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
）

候
付
而
、

僧
正
別

（
尊
純
カ
）

而
被
入
御
念
、
二
千
座
之
護
摩
御
成
就
候
て
、
御
札
守
被
相
越
、
則
頂
戴
申

候
、
実
相
院
一
入
御
情
入
候
通
承
届
、
忝
存
候
由
、
心
得
候
て
、
可
被
申
達
候
、
将

又
、
我
等
為
祈
祷
、
其
方
、
私
ニ
』
星
之
祭
執
行
候
て
、
御
守
給
、
是
又
令
頂
戴
候
、

重
々
被
入
念
候
儀
、
不
浅
存
候
、
何
も
期
後
音
、
不
能
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
か
。
茂
辰
は
在
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国
。
年
次
未
詳
。
花
押
は
寛
永
初
年
か
ら
同
十
五
年
の
前
半
ま
で
使
わ
れ
て
い

る
も
の
に
似
て
い
る
。 

  

二
九
七 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

御
普
請
御
奉
行
衆 

三 
 

牧
助
右
衛
門
殿

（
長
勝
）

 

三 
 

山
本
新（

重

五成
）

左
殿 

三 
 

瀧
河
豊
前

（
忠
征
）

殿 

二 
 

佐
久
間
河
内

（
政
實
）

殿 

二 
 

佐
藤
駿
河

（
堅
忠
）

殿 

二 
 

山
代（

城

宮
内

）
（
忠
久
）

殿 

右
衆
ヘ
遣
物
、
其
元
以
校
量
、
可
被
申
付
候
、
此
外
穴
太
又
右
六
人
之
下
使
之
者
ヘ
、

見
合
候
て
遣
可
被
申
候
、
銀
子
之
儀
者
、
其
元
有
之
』
つ
き
内
、
先
以
遣
可
被
申
候
、

重
而
可
承
届
候
、
以
上
、 

 
 

正
月
二
日

（
慶
長
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信（
鍋

（島
勝

黒茂
）

印
） 

 
 
 
 

多
久
長
門

（
安
順
）

守
殿 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
覚
書
。
長
門
の
表
記
か
ら
年
次
の
上

限
は
慶
長
十
三
年
で
あ
る
。
下
限
は
佐
藤
堅
忠
の
歿
年
月
よ
り
慶
長
十
七
年

で
あ
る
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
「
山
内
家
御
手
許
文
書
」
二
（
高

知
城
歴
史
博
物
館
所
蔵
「
山
内
家
文
書 

長
帳
〔
甲
一
〕
」)

に
、
「
当
府
御
手

前
御
普
請
之
儀
」
と
記
さ
れ
た
、
普
請
奉
行
衆
よ
り
山
内
対
馬
守
（
忠
義
）
宛

の
書
状
（
十
月
十
七
日
付
）
が
あ
る
。
山
内
忠
義
は
、
慶
長
十
年
七
月
対
馬
守

に
叙
任
、
十
一
月
襲
封
、
十
五
年
閏
二
月
土
佐
守
に
叙
任
で
あ
る
の
で
（
「
寛

政
譜
」
）
、
こ
の
書
状
は
対
馬
守
の
表
記
か
ら
も
、
駿
府
普
請
時
と
確
定
で
き

る
。
本
覚
書
は
、
こ
の
書
状
と
普
請
奉
行
衆
の
名
前
が
一
致
す
る
の
で
、
年
次

は
慶
長
十
三
年
で
あ
る
。
安
順
は
、
慶
長
十
三
年
駿
府
普
請
に
参
加
し
、
同
年

秋
帰
国
で
あ
る
（
「
水
江
事
略
」
、
佐
近
八
―
一
／
六
七
七
・
六
七
八
頁
）
。

二
五
七
号
（
正
月
二
日
付
、
勝
茂
よ
り
安
順
宛
）
は
、
普
請
奉
行
へ
の
「
遣
物
」

に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
書
状
と
同
日
付
で
作
成
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
「
昨
日
の
御
打
立
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
順
は
元
旦
に
佐

賀
を
立
ち
駿
府
へ
向
か
う
途
中
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
勝
茂
は
、
「
我
等
も
や

か
て
可
罷
上
候
」
と
あ
る
の
で
、
在
国
の
可
能
性
が
高
い
。
二
四
七
号
（
慶
長

十
三
年
、
七
月
十
二
日
付
）
も
、
勝
茂
か
ら
駿
府
普
請
場
の
安
順
に
宛
て
た
書

状
で
あ
る
。
な
お
「
穴
太
」
は
近
江
国
滋
賀
郡
穴
太
を
本
貫
と
す
る
石
工
で
あ

る
。 
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二
九
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

今
日
之
為
祝
儀
、
使
者
被
相
越
、
鶉
一
篭
七
給
、
被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、
我
等

事
、
弥
気
色
能
、
無
為
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
来
ル
廿
日
過
ニ
ハ
帰
城
可
申
候
条
、

何
も
其
節
、
以
』
面
前
、
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
国
。茂
矩
は
在
佐
賀
。

年
次
は
、
上
限
が
茂
矩
が
生
ま
れ
た
寛
永
七
年
、
明
暦
二
年
二
月
に
「
長
門
守
」

と
改
め
る
こ
と
か
ら
、
下
限
は
明
暦
元
年
。 

  

二
九
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

先
月
十
九
日
中
野
数
馬

（
政
利
）

・
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

ヘ
之
書
状
、
令
披
見
候
、
仍
我
等
此
中
相
煩
候

由
被
承
、
其
方
父
子
手
前
ゟ
二
夜
三
日
之
行
法
執
行
被
申
之
由
、
念
入
候
之
儀
、
令

満
足
候
、
典
薬
衆
薬
令
服
用
、
其
上
所
々
灸
な
と
申
候
故
、
気
色
す
き
と
能
侯
付
而
、

一
昨
節
句
ニ
令
』
登 

城
、
両 

上
様
ヘ
首
尾
能

（
徳
川
家
光
・
同
家
綱
）

 

御
目
見
申
候
条
、
心
安
可
被
存

候
、
作
安

（
生
島
）

も
此
地
ヘ
召
寄
、
弥
無
油
断
養
生
申
事
候
条
、
気
遣
被
申
間
敷
候
、
此
段

美
作
か
ゝ
ヘ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

も
状
可
遣
候
ヘ
共
、
無
別
条
候
間
、
無
其
儀
候
、
書
中
披
見
候
様
ニ
可

然
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
矩
は
在
国
。

年
次
の
上
限
は
、
家
綱
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
九
年
。
鍋
島
茂

道
の
呼
称
が
「
監
物
」
か
ら
「
式
部
」
に
変
わ
る
の
は
慶
安
四
年
十
一
月
で
あ

る
の
で
、
下
限
は
慶
安
四
年
。
出
雲
監
物
が
鍋
島
式
部
に
改
名
す
る
前
で
あ
る

た
め
、
承
応
元
年
。
こ
の
間
で
勝
茂
が
九
月
に
江
戸
に
い
る
の
は
、
寛
永
二
十

年
・
正
保
二
年
・
同
四
年
。 

  

三
〇
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
其
方
内
儀
ゟ
伝
言

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
・
天
性
院
）

之
通
承
届
、
祝
着
申
候
、
相
心
得
可
被
申
候
、
以
上
、 

為
見
舞
、
使
者
被
相
越
、
大
鮒
一
折
三
給
、
被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、
料
理
候
而

賞
味
可
申
候
、
一
昨
晩
ハ
事
之
外
之
大
雪
降
、
一
入
之
寒
に
て
候
、
我
等
事
、
弥
無
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為
ニ
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
昨
日
、
仕
合
能
鷹
ニ
鶴
を
取
飼
候
而
、
満
足
』
申
事

候
、
明
日
帰
城
申
儀
侯
条
、
何
も
以
面
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

師
走
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
国
。茂
辰
は
在
佐
賀
。

年
次
は
、「
其
方
内
儀
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
上
限
は
美
作
婚
姻
後
の
寛
永
二
年
、

下
限
は
勝
茂
が
明
暦
二
年
九
月
に
江
戸
に
行
き
翌
年
三
月
歿
す
る
こ
と
か
ら
明

暦
元
年
。 

  

三
〇
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
徳
寿
院
様
よ

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

り
、
我
等
気
色
如
何
候
哉
と
被
仰
聞
、
忝
存
候
、
此
書
面

之
通
、
可
被
申
上
候
、
出
雲
ゟ

（
多
久
茂
矩
）

も
使
者
相
越
候
、
右
之
段
、
出
雲
母
・
出
雲
へ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
・
天
性
院
）

ヘ
も
可
被
申
聞
候
、
銘
々
、
以
書
状
、
可
申
候
ヘ
共
、
取
込
候
故
、
無
其
儀
候
、

以
上
、 

為
見
廻
、
田
代
市
左
衛
門
尉
被
指
越
、
殊
見
事
之
美
濃
柿
・
梨
子
一
篭
給
、
被
入
念

候
儀
、
令
祝
着
候
、
我
等
事
、
今
昼
長
崎
令
着
、
丹
後
守

（
鍋
島
光
茂
）

同
前
ニ
御
三
人
之
御
奉
行

衆
ヘ
見
廻
候
て
、
深
堀
ヘ
相
越
候
、
船
中
道
中
ニ
而
も
気
色
無
相
替
儀
、
別
而
気
分

能
候
条
、
心
易
可
被
存
候
、
随
而
御
奉
行
衆
深
堀
ヘ
申
請
候
儀
、
来
ル
廿
二
日
三
日

両
晩
間
ニ
可
申
請
と
存
候
、
振
舞
相
澄
候
迄
、
市
左
衛
門
尉
儀
付
置
可
被
申
之
由
、

念
入
た
る
』
儀
候
、
爰
元
首
尾
能
相
仕
廻
、
頓
而
可
令
帰
城
候
間
、
其
節
以
面
可
申

候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
廿

（
承
応
元
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
長
崎
。
茂
辰
は
在
佐

賀
。
光
茂
と
と
も
に
長
崎
に
着
い
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。
勝
茂
と
光
茂
が

九
月
に
在
国
し
て
い
た
の
は
承
応
元
年
と
三
年
で
あ
り
、
承
応
元
年
九
月
は
勝

茂
が
長
崎
見
廻
を
務
め
、
初
帰
国
し
た
光
茂
が
同
行
し
て
い
る
（
佐
近
一
―
二

／
七
七
三
頁
）。
承
応
三
年
は
光
茂
が
代
理
で
長
崎
見
廻
を
務
め
て
い
る
（
佐
近

一
―
二
／
七
八
五
頁
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
年
次
は
承
応
元
年
と
考
え
ら
れ
る
。 
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三
〇
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
先
月
廿
四
日
之
飛
脚
、
昨
十
四
日
参
着
、
監
物
・

（
鍋
島
正
純
）

数
馬
迄

（
中
野
政
利
）

之
書
状
、
令

披
見
候
、
同
廿
七
日
八
日
、
下
之
関
辺
大
風
吹
之
由
、
飛
脚
之
者
申
候
、
定
而

其
元
も
可
為
同
前
と
存
候
処
、
于
今
左
右
無
之
、
無
心
元
存
候
、
已
上
、 

 

八
戸
左
馬
允
ニ
而
、
手
頭
を
以
申
遣
候
点
合
之
書
立
、
其
後
、
以
飛
脚
申
遣
候
点

合
、
七
月
廿
一
日
美
作
・

（
多
久
茂
辰
）

彦
右
衛
門
尉

（
諸
岡
茂
之
）

ゟ
之
書
状
相
届
、
何
も
令
披
見
候
、 

一
霽
楼
船
之
儀
申
遣
候
付
而
、
其
点
合
被
申
越
、
得
其
意
候
、
然
者
、
当
年
者
御
訴

訟
船
参
間
敷
と
、
今
度
渡
海
之
お
ら
ん
た
申
之
由
、
承
届
候
、
此
中
、
爰
許
ニ
而

も
其
通
取
沙
汰
ニ
候
、
乍
然
、
霽
楼
船
隣
国
並
ニ
誘
置
候
ハ
て
ハ
と
存
、
申
遣
侯
、

霽
楼
之
儀
用
意
無
之
候
て
ハ
、
公
儀
ニ
其
隠
有
之
間
敷
事
候
条
、
不
心
懸
ニ
も
可

相
』
成
と
存
侯
、
其
上
、
来
年
者
又
々
長
崎
御
番
可
被 
仰
付
と
存
候
、
さ
候
ヘ

ハ
、
来
年
誘
候
霽
楼
を
当
年
仕
立
召
置
候
ヘ
ハ
、
少
々
造
作
入
増
候
て
も
、
並
ニ

不
迦
、
自
余
之
聞
も
可
然
存
候
付
而
申
事
候
、
此
中
深
堀
ヘ
誘
置
候
霽
楼
者
、
二

艘
組
ニ
而
、
手
を
も
く
候
付
而
、
木
形
を
作
り
、
其
元
に
て
大
物
頭
共
寄
合
、
吟

味
仕
候
ヘ
ハ
、
二
艘
組
ハ
、
船
之
取
廻
シ
梶
其
外
不
自
由
ニ
候
、
其
上
浪
風
な
と

之
時
も
、
扱
候
儀
可
難
成
由
、
何
も
申
候
付
而
、
壱
艘
立
手
か
ろ
く
小
霽
楼
ニ
仕
、

石
火
矢
一
二
丁
、
大
筒
二
三
丁
宛
も
乗
せ
組
候
分
ニ
可
然
候
ハ
ん
哉
之
由
、
被
申

越
、
我
等
も
内
々
其
通
ニ
存
候
処
、
令
啐
』
啄
、
可
然
存
候
、
右
霽
楼
廻
船
ニ
賃

銀
を
取
せ
、
先
以
四
五
艘
被
申
付
之
由
、
得
其
意
候
、
先
様
霽
楼
数
廿
組
仕
立
可

召
置
と
存
候
、
さ
候
ハ
ゝ
、
一
艘
立
ニ
候
て
、
先
以
十
組
、
当
年
中
ニ
相
調
候
様

ニ
可
被
申
付
候
、
尤
深
堀
ヘ
誘
置
候
霽
棲
二
組
加
テ
十
組
、
誘
可
被
申
候
、
船
之

儀
者
、
是
又
廻
船
ニ
賃
銀
を
取
せ
可
被
申
付
候
、
残
十
組
之
儀
者
、
来
年
我
等
罷

下
候
而
ゟ
可
申
付
候
条
、
其
心
得
候
而
、
材
木
等
寄
せ
置
、
無
手
閊
、
早
々
出
来

候
様
ニ
、
今
よ
り
其
用
意
尤
候
、
若
二
艘
立
ニ
も
仕
候
而
可
然
儀
も
候
ハ
ん
哉
、

是
又
下
着
候
而
ゟ
、
吟
味
之
上
、
可
申
付
候
、
内
々
其
心
得
可
被
申
候
、』 

一
本
船
ニ
相
成
候
大
船
、
新
敷
作
せ
可
申
哉
之
由
、
左
馬
允
に
て
被
申
越
、
尤
存
候
、

乍
然
、
大
船
作
リ
候
儀
者
、
御
法
度
之
儀
候
条
、
馬
場
三
郎
左
衛
門
尉

（
利
重
）

殿
・
山
崎

権
八

（
正
信
）

殿
ヘ
遂
御
内
談
、
其
上
ニ
而
可
申
付
と
存
候
、
余
不
急
儀
候
条
、
後
便
ニ
可

申
遣
候
、 

一
深
堀
之
嶋
ニ
小
屋
懸
候
儀
、
申
遣
候
付
而
、
大
木
兵
部

（
統
清
）

・
山
本
甚
右
衛
門
尉

（
重
澄
）

深
堀

ヘ
指
越
、
見
積
候
て
差
図
仕
候
を
相
越
、
見
届
候
、
松
平
右
衛
門
佐

（
黒
田
忠
之
）

方
小
屋
ハ
何

も
板
ふ
き
の
由
申
越
候
ヘ
共
、
深
堀
嶋
之
小
屋
ハ
板
ふ
き
二
つ
か
三
つ
か
、
余
ハ

皆
か
や
ふ
き
ニ
可
申
付
と
存
候
、
乍
然
、
嶋
ニ
小
屋
懸
之
儀
も
、
三
郎
左
殿
・
権

八
殿
ヘ
可
遂
御
内
談
と
存
候
条
、
是
又
後
便
ニ
可
申
遣
候
、』 

一
領
中
ニ
廻
船
之
大
船
無
之
付
而
、
我
等
手
前
ゟ
三
百
石
程
之
船
作
せ
、
商
人
ニ
預

置
如
何
候
ハ
ん
哉
之
由
、
申
遣
候
処
、
何
も
可
然
之
由
被
申
越
、
得
其
意
候
、
弥

右
之
通
ニ
議
定
申
候
、
さ
侯
ヘ
ハ
、
大
坂
ニ
売
舶
可
有
之
由
承
候
、
余
古
キ
船
に

て
さ
ヘ
無
之
候
ハ
ゝ
、三
百
石
内
外
之
船
承
合
、十
艘
買
申
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、

大
坂
に
て
新
敷
作
リ
候
ハ
ゝ
、
目
ニ
立
、
不
可
然
存
候
付
而
申
事
候
、
右
十
艘
之

内
、
二
三
艘
ハ
国
元
に
て
作
リ
候
儀
、
罷
成
間
敷
候
哉
、
於
然
者
、
何
板
ニ
而
成
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共
作
せ
可
被
申
候
、
売
船
大
形
之
直
段
承
合
、
申
越
候
者
、
随
其
、
代
銀
之
切
手

可
指
出
候
、
さ
候
て
、
大
坂
ニ
而
舶
買
候
者
、
一
度
ニ
差
下
候
儀
者
、
能
も
』
有

之
間
敷
候
条
、
一
二
艘
宛
、
段
々
ニ
可
差
下
候
、 

一
来
年
長
崎
御
番
被 

仰
付
候
者
、
鍋
嶋
七
左
衛
門
尉

（
茂
里
）

儀
、
此
地
よ
り
之
一
左
右
次

第
、
深
堀
ヘ
可
被
指
越
候
、
其
上
ニ
親
類
中
ゟ
一
人
宛
、
替
〳
〵
、
深
堀
ヘ
付
置

可
申
と
存
候
、
就
其
、
名
付
遣
候
条
、
見
届
可
被
申
候
、
一
番
目
ニ
誰
、
可
被
罷

越
由
ハ
、
来
春
被
下 

御
暇
候
ハ
ゝ
、
先
立
可
申
遣
候
条
、
内
々
何
も
其
用
意
尤

候
、
鉄
炮
数
并
与
頭
何
人
遣
置
候
儀
、
当
年
右
衛
門
佐
方
鉄
炮
并
物
頭
之
員
数
、

慶
春
、

（
志
田
良
則
）

平
田
助
左
衛
門
尉
ゟ
、
切
々
書
付
相
越
候
ヘ
共
、
段
々
違
却
申
候
付
而
難

計
候
条
、
能
承
合
、
急
度
可
被
申
越
候
、
随
其
、
鉄
炮
数
并
与
頭
』
何
人
と
有
儀

者
、
相
究
可
申
遣
候
、 

一
委
細
之
儀
者
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

よ
り
申
遣
候
条
、
可
被
得
其
意
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

八
月
十

（
正
保
二
年
）

五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
内
蔵
助

（
正
辰
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
縫
殿
助

（
茂
泰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
、「
霽
楼
船
隣
国
並
ニ
誘
置
」
く
こ
と
（
二
三
四
、
二
三
五
号
）

や
慶
春
・
平
田
助
左
衛
門
尉
が
長
崎
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
七
一
六
号
）、

ま
た
、「
同
廿
七
日
八
日
、
下
之
関
辺
大
風
吹
之
由
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

（
一
三
六
号
）
か
ら
、
正
保
二
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

三
〇
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
道
中
気
色
能
参
着
申
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
右
之
通
、
徳
寿
院
様
ヘ

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

、

可
然
様
、
被
申
候
而
可
給
候
、
已
上
、 

出
船
之
儀
、
為
可
被
承
、
内
裏
迄
使
者

（
豊
前
企
救
郡
）

被
相
越
、
念
入
候
儀
、
令
満
足
候
、
天
気
能
、

今
日
内
裏
着
候
而
、
則
乗
船
申
候
、
日
和
見
合
、
出
船
可
申
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、

何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

五
月
二
日

（
正
保
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
参
勤
途
上
で
在
豊
前
内

裏
、
茂
辰
は
在
国
。
年
次
は
、
多
久
安
順
室
が
「
徳
寿
院
様
」
と
称
さ
れ
る
た

め
、
安
順
歿
後
（
寛
永
十
八
年
十
月
二
十
六
日
以
降
）
で
あ
り
、
寛
永
十
九
年

以
降
で
五
月
二
日
が
勝
茂
の
参
勤
途
上
な
の
は
、
寛
永
二
十
年
か
正
保
四
年
。

寛
永
二
十
年
は
三
月
二
十
四
日
に
室
津
を
通
過
し
て
い
る
（
三
三
一
号
）
こ
と

に
鑑
み
る
と
、
正
保
四
年
に
絞
ら
れ
る
。
本
書
状
と
同
日
付
か
つ
多
久
茂
辰
宛

で
内
容
も
似
て
い
る
一
六
八
号
が
正
保
四
年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
参

考
に
な
る
。 

 

 

三
〇
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

正
月
十
三
日
之
書
状
参
着
、
令
披
見
候
、
仍
、
翁
介
旧

（
鍋
島
光
茂
）

冬
仕
合
能 
御
目
見
申
候
為

祝
儀
、
遠
路
態
使
者
被
差
越
、
令
祝
着
候
、
殊
翁
介
所
ヘ
、
右
為
祝
儀
、
太
刀
馬
代

金
子
一
部
被
相
越
、
念
入
候
段
、
幾
久
と
目
出
度
存
候
、
何
も
期
後
音
、
不
具
候
、

恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
十
四
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
寛
永
十
三
年
。
本
文
に
「
翁
介
旧
冬
仕
合
能
御
目
見
申
候
」
と
あ
る
た

め
か
、『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
は
本
文
書
の
年
次
を
「（
慶
安
二
年
ヵ
）」
と
し
、

光
茂
元
服
時
の
将
軍
拝
謁
（
慶
安
元
年
十
二
月
二
十
二
日
、
佐
近
一─

三
／
四

頁
）
に
係
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
差
出
書
の
勝
茂
花
押
は
寛
永

十
五
年
以
降
使
用
さ
れ
た
所
見
が
な
い
。
ま
た
勝
茂
は
光
茂
元
服
時
の
将
軍
拝

謁
の
様
子
を
慶
安
二
年
一
月
十
八
日
頃
に
国
許
で
聞
い
て
お
り
、
同
年
二
月
も

引
続
き
在
国
中
で
あ
る
（
佐
古
／
有
田
家
三
三
号
・
三
六
号
）
こ
と
か
ら
も
こ

の
推
定
に
は
従
う
べ
き
で
な
い
。
本
文
書
は
、
光
茂
が
、
寛
永
十
二
年
一
月
に

疱
瘡
で
急
逝
し
た
勝
茂
嫡
子
忠
直
に
代
わ
り
次
期
佐
賀
藩
主
と
認
定
し
て
も
ら

う
た
め
に
計
画
さ
れ
、
同
年
冬
に
実
現
し
た
将
軍
拝
謁
に
係
る
も
の
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

「
寛
元
事
記
」
等
の
藩
主
の
年
譜
類
は
、
光
茂
が
初
め
て
家
光
に
拝
謁
し
た

年
を
寛
永
十
四
年
と
す
る
が
（
佐
近
一─

三
／
七
・
一
八
九
頁
、
同
一─

二
／

四
〇
六
頁
）、
翌
寛
永
十
五
年
二
月
は
勝
茂
が
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）

の
た
め
従
軍
中
で
島
原
に
お
り
、
本
文
書
の
状
況
と
は
合
致
し
な
い
。
寛
永
十

四
年
二
月
と
仮
定
し
た
場
合
も
、勝
茂
が
在
国
中
で
や
は
り
状
況
が
合
わ
な
い
。

寛
永
十
三
年
二
月
で
あ
れ
ば
勝
茂
は
江
戸
に
お
り
、「
旧
冬
」
の
光
茂
の
将
軍
拝
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謁
を
寛
永
十
二
年
冬
の
出
来
事
と
す
れ
ば
矛
盾
が
な
い
。従
っ
て
、本
書
状
は
、

そ
の
成
功
が
国
許
に
報
じ
ら
れ
、
家
臣
た
ち
か
ら
祝
儀
の
使
者
が
送
ら
れ
た
こ

と
に
対
し
て
、
翌
十
三
年
二
月
に
一
八
六
・
二
一
二
号
の
覚
書
と
共
に
勝
茂
が

返
信
し
た
礼
状
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 

三
〇
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
爰
元
に
て
何
方
よ
り
鷹
参
候
時
、
又
方
々
ヘ
鷹
も
ら
ひ
ニ
遣
候
刻
、

鷹
師
無
之
候
て
事
闕
候
、
さ
も
候
ヘ
ハ
、
先
様
我
等
上
下
ニ
召
連
、
江
戸
に
て
之
鷹

師
ニ
可
仕
と
存
候
付
而
、
此
中
相
尋
候
ヘ
共
、
無
之
候
間
、
其
方
三
人
談
合
候
て
、

若
キ
鷹
師
九
人
歎
息
候
て
、被
差
上
可
給
候
、然
ハ
、与
付
之
者
か
、さ
な
く
候
ハ
ゝ
、

其
方
家
中
之
者
に
て
も
、
又
無
足
之
者
ニ
而
も
、
切
米
四
五
石
程
に
て
』
可
罷
居
者
、

可
然
候
、
九
人
之
内
三
人
宛
、
其
方
銘
々
請
取
ニ
候
て
相
尋
、
無
油
断
、
此
地
可
被

相
越
事
尤
候
、
為
其
、
一
筆
申
遣
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
廿
六
日

（
寛
永
十
五
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 
 

左
京
殿

（
鍋
島
茂
和
） 

 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
寛
永
十
五
年
か
。
同
形
の
花
押
は
、
寛
永
十
五
年
六
月
八
日
（
三

五
二
号
）
～
同
年
十
二
月
二
十
七
日
（
一
七
〇
・
四
〇
六
号
）
に
所
見
が
あ
り
、

寛
永
十
四
年
十
一
月
日
（
一
六
号
）
以
前
と
寛
永
十
六
年
一
月
十
五
日
（
四
四

七
号
）
以
降
は
別
の
形
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
本
文
書
の
年
次
の
可
能
性
は
寛

永
十
四
年
か
翌
十
五
年
と
な
る
が
、
寛
永
十
四
年
十
二
月
末
だ
と
茂
辰
や
諫
早

茂
敬
は
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
の
た
め
従
軍
中
で
あ
り
（
佐
近
一
―

二
／
九
六
～
一
〇
二
頁
）、
こ
の
書
状
が
示
す
よ
う
な
状
況
は
想
定
し
が
た
い
。 

 

 

三
〇
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
傍
之
者
共
并
鷹
奉
行
共
ヘ
、
猪
肢
二
被
相
越
候
由
、
重
々
念
入
候
儀
と

存
事
候
、
以
上
、 

今
日
之
為
祝
儀
、
使
者
被
相
越
、
大
鮒
一
折
五
給
、
毎
度
被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、

我
等
事
弥
気
色
能
、
無
為
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
来
ル
廿
日
過
ニ
ハ
帰
城
可
申
候

条
、
其
節
以
面
前
可
申
達
候
、
其
方
内
儀
よ
り
之

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

口
上
も
』
承
届
候
、
相
心
得
可
被

申
候
、
何
も
使
者
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 
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十
二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
茂
辰
は
共
に
在
国
、

勝
茂
は
領
内
で
鷹
狩
中
と
思
わ
れ
る
。
年
次
は
不
詳
。
茂
辰
が
婚
姻
後
で
あ
る

た
め
寛
永
二
年
以
降
、
勝
茂
存
命
に
よ
り
明
暦
二
年
以
前
。
類
似
の
内
容
の
書

状
は
一
一
二
・
一
五
四
・
二
九
八
号
等
、
同
形
の
花
押
は
三
三
・
一
六
四
・
一

七
四
・
一
九
七
・
二
九
八
・
三
〇
一
・
三
七
六
号
等
に
見
え
る
が
、
年
次
比
定

の
手
が
か
り
は
な
い
。 

 

 

三
〇
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

尚
以
、
孫
左
衛

（
八
谷
）

門
尉
・
右
馬
允
大
坂
ヘ
罷
上
候
儀
、
遅
々
申
候
ハ
ゝ
、
能
鷹
ハ

皆
々
有
之
間
敷
候
条
、
一
刻
も
急
候
て
罷
上
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
若
孫
左
衛

門
尉
当
病
な
と
に
て
、罷
上
候
儀
不
相
成
候
ハ
ゝ
、乍
太
儀
か
る
〳
〵
と
候
て
、

兵
部
罷

（
大
木
統
清
）

上
候
様
ニ
可
被
申
聞
候
、
宗
対
馬

（
義
成
）

殿
大
坂
之
留
主
居
と
取
合
も
能
候
ハ

ん
と
存
、
申
事
候
、
右
馬
允
若
指
合
候
ハ
ゝ
、
高
木
弥
左
衛
門
尉
罷
上
可
然
候
、

若
又
田
代
ヘ
鷹
参
候

（
肥
前
国
基
肄
郡
・
養
父
郡
）

共
、
そ
れ
ニ
ハ
不
相
構
、
大
坂
ヘ
ハ
鷹
数
可
有
之
候
条
、

可
罷
上
候
、二
連
大
坂
に
て
取
候
様
ニ
と
申
遣
候
ヘ
共
、能
鷹
二
連
な
く
候
ハ
ゝ
、

一
連
に
て
も
取
可
申
候
、
又
よ
く
見
切
候
鷹
な
く
候
ハ
ゝ
、
一
連
も
取
不
申
候

而
も
不
苦
候
、
田
代
ヘ
よ
き
鷹
参
候
ハ
ゝ
、
鷹
師
共
差
越
候
て
、
よ
く
見
切
、

必
靏
を
可
取
鷹
ニ
候
ハ
ゝ
、
一
連
取
可
申
候
、
已
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
河
原
権
左
衛
門
尉
儀
、
一
昨
四
日
当
地
令
着
候
、
何
と
て
遅
ク
罷
上
候
哉
と
申
聞

候
ヘ
ハ
、
其
方
ゟ
此
地
ヘ
之
用
所
共
候
由
に
て
留
候
故
、
延
引
候
由
申
候
、
原

十
左
衛

（
吉
親
）

門
尉
ニ
は
つ
れ
候
て
、鷂
振
下
候
陸
之
者
両
人
、是
又
爰
元
遅
着
申
候
由
、

権
左
衛
門
尉
ヘ
相
尋
候
ヘ
ハ
、
用
所
次
第
、
可
差
上
由
、
其
方
申
候
段
承
候
、
此

地
御
普
請
ニ
付
而
、
陸
之
者
す
く
な
く
候
て
事
闕
候
ニ
、
何
と
て
早
々
不
差
上
候

哉
、
不
念
之
儀
ニ
存
候
、
右
之
段
、
諸
岡
彦
右
衛

（
茂
之
）

門
尉
も
存
候
』
由
、
権
左
衛
門

尉
申
候
条
、
彦
右
衛
門
尉
ヘ
も
右
之
通
可
被
申
聞
候
、
右
陸
之
者
共
、
二
月
末
よ

り
鷂
取
ニ
南
部
ヘ
可
遣
と
存
、
年
内
早
々
罷
上
候
様
ニ
と
申
付
候
、
如
何
、
二
月

之
末
ニ
爰
元
参
着
可
申
候
哉
、待
か
ね
申
事
候
、若
于
今
、其
元
打
立
不
申
候
ハ
ゝ
、

原
十
左
衛
門
尉
も
三
人
な
か
ら
同
前
ニ
、
急
度
罷
上
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、 

一
去
々
年
、
去
年
、
求
候
大
鷹
、
四
連
な
か
ら
旧
冬
仕
く
さ
ら
か
し
候
て
靏
取
せ
不

申
、
役
ニ
不
立
候
、
然
ハ
、
大
坂
ヘ
若
鷹
余
多
参
候
由
承
候
、
八
谷
孫
左
衛
門
尉
・

右
馬
允
儀
、
急
度
大
坂
ヘ
差
上
せ
、
若
鷹
二
連
取
せ
可
被
申
候
、
大
キ
』
成
鷹
、

目
青
色
之
鷹
、
下
お
と
り
の
鷹
、
く
ひ
長
キ
鷹
、
右
之
分
き
ら
い
に
て
候
条
、
其

心
得
候
て
、
能
目
利
仕
、
か
い
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
代
銀
ハ
何
銀
成
共
、
先
以
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取
替
相
渡
候
様
ニ
、
可
被
申
付
候
、
右
馬
允
仕
候
鷹
ハ
、
鳥
や
前
ニ
候
条
、
別
人

ヘ
被
申
付
可
然
候
、
今
一
人
ハ
鷹
師
く
り
か
ヘ
候
て
、
靏
取
之
外
之
鷹
据
候
者
、

差
上
せ
可
被
申
候
、 

一
此
地
に
て
方
々
ヘ
鷹
も
ら
い
ニ
な
と
遣
候
時
、
鷹
師
す
く
な
く
候
て
事
闕
候
条
、

大
木
正
左
衛

（
知
清
）

門
尉
手
前
之
九
右
衛
門
□
、

〔
尉
〕

山
本
清
五
左
衛
門
尉
手
前
之
』
左
馬
允

儀
、
陸
之
者
ニ
な
し
可
申
候
条
、
両
人
な
か
ら
則
此
地
可
差
上
候
、
九
右
衛
門
尉
・

左
馬
允
代
人
之
儀
ハ
、
正
左
衛
門
尉
・
清
五
左
衛
門
尉
手
前
ニ
、
別
人
能
仕
候
者
、

相
抱
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、「
陸
之
者
」
の
派
遣
に
関
す
る
指
示
を
諸
岡
茂
之
に
も
伝
え
て
い
る
こ

と
か
ら
寛
永
十
三
年
以
降
、
大
木
統
清
が
存
命
の
た
め
下
限
は
慶
安
四
年
。
二

月
十
二
日
（
寛
永
十
三
年
）
鍋
島
勝
茂
書
状
（
二
一
三
号
）
に
、
大
木
兵
部
か

八
谷
孫
左
衛
門
尉
を
鷹
の
入
手
の
た
め
上
坂
さ
せ
る
よ
う
先
日
指
示
し
た
と
あ

り
、
そ
の
指
示
が
本
号
で
あ
れ
ば
寛
永
十
三
年
に
比
定
で
き
る
。
た
だ
し
本
号

と
二
一
三
号
の
花
押
の
形
は
異
な
っ
て
お
り
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。 

 

 

三
〇
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

此
飛
脚
ハ
草
臥
可
申
候
間
、
其
元
ゟ
可
被
申
付
候
、
已
上
、 

鹿
之
丸
早
々
取
候
て
給
、
ま
ん
そ
く
申
候
、
然
者
其
元
ヘ
よ
ひ
の
鹿
多
候
由
承
候
、

我
等
事
、
可
参
候
間
、
能
々
在
所
の
者
ヘ
様
子
承
合
、
返
事
ま
ち
申
候
、
白
石
山
ヘ

参
候
ヘ
共
、
散
々
の
仕
合
ニ
て
罷
帰
候
、
我
等
事
ハ
明
後
日
』
十
日
ゟ
可
参
□
□
候

間
、
此
返
事
、
夜
中
ニ
よ
ら
す
急
度
可
承
候
、
其
元
さ
か
い
目
も
、
次
而
な
か
ら
見

廻
申
度
候
、
か
し
く
、 

 
 

九
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守 

 
 

夜
の
四
時  

 
 

八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
）  

 
 
 
 

図
書
ま

（
多
久
茂
富
）

い
る 

 
 
 
 
 
 
 

□
□

（
御
報
カ
） 

  
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
。
年
次
の
上
限

は
、
「
図
書
」
の
表
記
か
ら
、
慶
長
十
三
年
。
勝
茂
の
花
押
は
慶
長
期
中
頃
に

使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
（
一
一
号
）
に
近
く
、
少
な
く
と
も
元
和
期
以
降
の
花
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押
と
は
異
な
る
。 

  

三
〇
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
此
表

（
江
戸
）

無
相
替
儀
、
我
等
儀
切
々
登 

城
中
、
弥
仕
合
能
候
間
、
心

安
可
被
存
候
、 

一
於
西
目
、
自
然
人
数
可
入
刻
之
仕
組
、
以
書
立
、
此
中
其
元
ニ
而
申
渡
候
、
さ
候

ヘ
ハ
、
今
度
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

・
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

被
下 
御
暇
、
罷
下
候
条
、
本
役
之
内
、
三
ケ
二

之
分
、
人
数
召
連
候
様
ニ
と
申
聞
候
、
右
両
人
罷
出
儀
ニ
候
ヘ
は
左
近
罷
出

（
神
代
直
長
）

候
儀
、

惣
人
数
も
多
ク
成
候
付
而
、
一
備
之
分
相
除
、
書
立
候
て
遣
候
条
、
被
得
其
意
、

此
如
書
立
ニ
、
銘
々
被
申
渡
、
可
然
候
、 

一
紀
伊
守
・
甲
斐
守
在
国
申
候
時
者
、
今
度
遣
候
如
書
立
ニ
、
人
数
差
出
、
可
然
候
、

右
両
人
罷
上
候
時
ハ
、
最
前
渡
置
候
如
書
立
、
左
近
一
備
も
』
被
差
出
、
□
□
□

（
可
然
候
）

、 

一
我
等
在
国
申
候
時
ハ
、
右
之
書
立
ニ
不
及
、
至
其
節
、
可
申
付
候
、
為
心
得
、
申

遣
候
、
委
敷
ハ
水
町
舎
人
口
上
ニ
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
十
九
日

（
寛
永
十
八
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
、
勝
茂
は
江
戸
、
茂

辰
は
在
国
。
年
次
の
上
限
は
、
小
城
藩
主
鍋
島
元
茂
が
勝
茂
と
交
替
で
の
参
勤

が
決
ま
っ
た
後
、
初
め
て
下
国
す
る
年
次
よ
り
寛
永
十
八
年
（
佐
近
二
―
一
／

三
五
〇
頁
）
。
下
限
は
、
諫
早
茂
敬
の
歿
年
よ
り
慶
安
四
年
。
ま
た
、
元
茂
ら

の
役
が
三
分
の
二
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
神
代
直
長
の
役
が
除
か
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
今
回
の
「
書
立
」
は
、
寛
永
十
八
年
五
月
十
九
日
付
の
「
於
西
目

人
数
可
入
割
之
定
」
（
「
肥
陽
旧
章
録
」
多
久
家
資
料
一
〇
九
四
）
で
あ
り
、

年
次
は
寛
永
十
八
年
に
比
定
で
き
る
。 

  

三
一
〇 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

図
書
ま
い
る

（
多
久
茂
富
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 
 

先
日
石
積
之
後
、
三
州
・
濃
州
ゟ
大
石
何
ほ
と
参
着
候
や
、
今
日
中
に
相
改
、
数
、

晩
ニ
可
承
候
、
か
し
く
、 

 
 

 

【
解
説
】 
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鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
「
三
州
・
濃
州
ゟ
大
石
何
ほ
と

参
着
候
や
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
慶
長
十
五
年
の
名
古
屋
城
普
請
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
（
及
川
亘
二
〇
一
九
年
）
。
し
た
が
っ
て
、

居
所
は
、
勝
茂
お
よ
び
茂
富
と
も
に
名
古
屋
。
年
次
は
慶
長
十
五
年
。
関
連
す

る
も
の
と
し
て
四
三
三
号
が
あ
る
。 

  

三
一
一 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

一
先
様
、
蔵
入
凡
六
万
石
に
て
、
諸
遣
方
一
年
申
入
具
之
都
合
積
、
成
程
や
す
め

（

安

目

）

候

て
、
以
書
立
、
今
度
可
申
遣
と
存
候
ヘ
共
、
手
間
入
候
付
而
、
無
其
儀
候
、
跡
よ

り
成
兵
庫

（
成
富
茂
安
）

に
て
書
立
可
差
遣
事
、 

一
修
学
院
御
替
ニ
、
玄
純
僧
正
可
有
御
越
由
、
被
仰
候
条
、
万
部
御
経
、
来
年
二
月

ニ
御
成
就
候
て
、
早
々
御
上
リ
候
様
ニ
可
被
申
事
、 

一
七
ケ
寺
ヘ
被
入
御
念
候
段
、
能
可
被
申
述
事
、 

一
市
佑
煩

（
鍋
島
長
昭
）

養
生
之
事
、 

一
三
節
供
呉
服
直
段
為
究
、
諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉
頓
而
差
上
せ
候
通
、
副
嶋
太
郎
左
衛

門
尉
ヘ
可
被
申
渡
事
、 

 
 
 

已
上
、 

 
 

五
月
十

（
寛
永
八
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
修
理

（
石
井
茂
成
）  

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
須
古
信
明
・
石
井
茂
成
に
宛
て
た
覚
書
。
居
所
は
勝
茂
は
在

国
、
信
明
等
は
在
国
。
年
次
は
、
勝
茂
の
万
部
執
行
成
就
が
寛
永
九
年
三
月
（
佐

近
一
―
二
／
三
八
五
頁
、
佐
近
一
〇
―
一
／
三
七
頁
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
前

年
の
寛
永
八
年
。 

  

三
一
二 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 

図
書

（
多
久
茂
富
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
」

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 

我
等
も
や
か
て
可
罷
出
候
、
ま
す
か
た
万
事
其
方
ヘ
相
懸
候
、 

今
朝
ゟ
客
来
候
間
、
不
罷
出
候
、
い
よ
〳
〵
い
そ
か
せ
つ
ま
せ
可
然
候
、
何
事
ニ

も
相
か
ま
ハ
す
、
有
無
ニ
廿
四
日
切
ニ
出
来
候
様
ニ
、
其
方
ヘ
相
懸
候
間
、
其
心

得
尤
候
、
能
々
二
郎
兵
ヘ
談
合
可
然
候
、
か
し
く
、 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
と
茂
富
は
近
い
と
こ
ろ

に
い
る
こ
と
が
書
式
・
文
面
か
ら
窺
え
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
両
者
は
名
古
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屋
に
い
る
。
茂
富
は
慶
長
十
三
年
に
図
書
頭
に
な
り
、
寛
永
五
年
二
月
に
勘

当
さ
れ
る
の
で
、
本
書
状
の
年
次
は
こ
の
間
に
入
る
こ
と
に
な
る
が
、
内
容

は
公
儀
普
請
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
関
連
書
状
（
二
三
一
・
二
六
二
・

二
七
二
・
二
八
三
・
三
一
〇
・
三
一
六
・
四
三
三
・
四
三
四
・
四
四
〇
号
）
と

と
も
に
、
慶
長
十
五
年
の
名
古
屋
城
普
請
の
際
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
（
及
川
亘
二
〇
一
九
年
）。 

  三
一
三 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

早
船
数
并
好
之
注
文 

一
蔵
入
よ
り
早
船
廿
五
艘
之
事
、 

一
家
中
よ
り
早
船
廿
五
艘
之
事
、 

 
 

一
櫓
数
四
十
丁
立
よ
り
上
た
る
ヘ
き
事
、 

 
 

一
帆
幕
い
つ
れ
も
木
綿
た
る
ヘ
き
事
、 

 
 

一
板
ハ
杉
・
楠
・
槙
い
つ
れ
に
て
も
可
然
事
、
但
、
松
ハ
無
用
、 

 
 

一
三
枚
た
な
に
て
も
并
つ
き
は
き
不
苦
事
、 

 
 

一
家
中
役
物
成
三
千
石
ゟ
一
艘
宛
ニ
定
置
候
ヘ
共
、
船
数
廿
五
艘
ニ
割
合
、
縦

三
千
五
百
石
、
四
千
石
、
其
上
に
て
も
、
右
廿
五
艘
ニ
合
候
様
割
合
之
事
、

様
子
茂
左
衛
門
尉

（
鹿
江
）

口
上
ニ
申
候
、
已
上
、 

 
 
 
 

十
二
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（

（
鍋
島
勝
茂
）

黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

早
船
注
文
関
係
史
料
と
し
て
、
二
二
九
号
（
二
五
艘
ず
つ
、
四
月
十
九
日
、
寛

永
十
年
か
）、
三
一
五
号
（
早
船
、
寛
永
九
年
八
月
四
日
）、
一
四
三
号
（
早
船

五
〇
、
蔵
入
三
〇
、
家
中
二
〇
、
七
月
二
十
八
日
、
寛
永
十
年
か
）
が
あ
る
。

年
次
は
こ
の
前
後
か
。 

  

三
一
四 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 
 

ゟ 

 
 
 

（
墨
引
） 

 

長
州

（
多
久
安
順
）

ま
い
る 

 
 
 

信
守
」

（
鍋
島
勝
茂
） 

普
請
料
ヘ
懸
候
仁
三
人
ハ
、
手
分
候
て
申
付
候
時
、
す
く
な
く
存
候
間
、
先
刻
申
候

様
ニ
、
今
吉

（
今
泉
）

左
衛
門
尉
相
加
可
申
と
存
候
、
可
然
候
ハ
ゝ
則
可
申
渡
候
、
か
し
く
、 

  
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
日
付
が
な
い
こ
と
か
ら
両
者
は

近
所
に
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
年
次
は
多
久
安
順
が
「
長
州
」
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
慶
長
十
二
年
以
降
、
安
順
が
隠
居
す
る
寛
永
十
三
年
の
間
と
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な
る
。
今
泉
吉
左
衛
門
尉
は
、「
直
茂
公
譜
考
補
」
の
慶
長
十
五
年
の
鍋
島
直
茂

隠
居
の
項
目
に
勝
茂
長
男
元
茂
へ
譲
る
家
士
と
し
て
名
前
が
見
え
（
佐
近
一
―

一
／
八
二
一
頁
）、元
和
三
年
に
元
茂
へ
小
城
領
が
分
知
さ
れ
た
後
の
小
城
家
中

に
も
名
前
が
見
え
る
（
藤
野
保
一
九
八
一
年
／
二
五
三
頁
）。 

  

三
一
五 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 

一
蔵
入
之
早
船
数
、
年
々
ニ
我
等
ヘ
申
聞
、
其
上
を
以
、
無
不
足
様
ニ
、
対
馬
守

（
神
代
常
親
）

・

修
理
・

（
石
井
茂
成
）

兵
部
ヘ

（
大
木
統
清
）

談
合
可
然
事
、
付
、
諸
道
具
相
改
可
申
事
、 

一
役
目
前
之
船
数
、
并
諸
道
具
、
念
を
入
、
相
改
可
申
事
、 

一
壱
年
ニ
一
度
宛
、
船
数
并
新
古
、
相
究
可
申
事
、 

右
早
船
之
儀
、 

公
儀
御
用
俄
之
刻
、
何
時
ニ
而
も
無
不
足
、
掛
合
ニ
罷
成
侯
様

ニ
、
兼
而
念
を
入
、
申
付
可
召
置
候
、
已
上
、 

 
 

寛
永
九
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

八
月
四
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
領
内
の
早
船
の
数
を
年
毎
に
報

告
す
る
よ
う
指
示
し
た
も
の
で
、
一
連
の
文
書
と
し
て
一
四
三
・
二
一
七
・
二

二
九
・
三
一
三
号
が
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
寛
永
九
年

は
六
月
に
肥
後
の
加
藤
忠
広
の
改
易
が
あ
り
、
鍋
島
家
も
城
地
請
取
に
出
役
す

る
が
、
そ
れ
と
関
連
す
る
も
の
か
。「
考
補
」
に
よ
る
と
、
勝
茂
本
人
も
七
月
十

八
日
に
多
久
安
順
・
諫
早
直
孝
等
を
率
い
て
佐
賀
を
出
馬
し
た
が
、
幕
府
上
使

の
命
に
よ
り
領
内
の
千
栗
よ
り
帰
城
し
、
肥
後
へ
は
安
順
等
を
派
遣
し
た
と
さ

れ
る
（
佐
近
一
―
二
／
三
八
一
・
三
八
四
頁
）。
勝
茂
は
年
末
に
は
江
戸
に
参
府

し
て
い
る
が
（
一
八
七
号
）、
本
覚
書
を
出
し
た
八
月
の
時
点
で
は
在
国
の
可
能

性
が
高
い
。
茂
辰
は
在
国
で
あ
る
。 

  
 三

一
六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 
 

図
書

（
多
久
茂
富
）

ま
い
る 

 
 

信
守
」

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 

ま
す
か
た
も
校
量
候
て
、
日
さ
し
可
然
存
候
、 

ま
す
か
た
の
下
之
分
者
、
日
さ
し
よ
り
も
早
々
出
来
申
候
間
、
ま
す
か
た
之
儀
、
何

と
そ
廿
日
比
出
来
候
様
ニ
、
今
夜
皆
々
め
し
よ
せ
、
談
合
あ
る
ヘ
く
候
、
各
ハ
は
や

不
残
被
上
候
に
、
我
等
一
人
残
候
儀
、
外
聞
家
中
之
者
ま
て
も
不
残
仕
合
共
候
、
か

し
く
、 

  

【
解
説
】 
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鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
本
書
状
は
、
慶
長
十
五
年
の
名

古
屋
城
公
儀
普
請
の
際
の
、
そ
れ
も
終
盤
に
差
し
掛
か
っ
た
九
月
の
も
の
で
あ

り
、
両
者
の
居
所
は
名
古
屋
で
あ
る
（
及
川
亘
二
〇
一
九
年
）。 

  

三
一
七 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

我
等
振
舞
可
申
と
候
て
、
金
小
判
三
拾
両
、
中
野
杢
助

（
良
純
）

ヘ
被
相
渡
、
造
作
之
心
遣
共

候
、
員
数
多
候
間
、
可
差
返
と
存
候
ヘ
と
も
、
志
之
儀
候
条
、
道
中
江
戸
間
ニ
而
、

祝
可
申
と
、
令
満
足
候
、
已
上
、 

 
 

九
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（
黒
印
）

（
鍋
島
勝
茂
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
出
雲

（
茂
矩
）

殿 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
・
茂
辰
・
茂
矩
は

在
国
。
上
限
は
、
茂
矩
の
元
服
（
正
保
三
年
十
二
月
二
十
七
日
）
後
と
考
え
れ

ば
、
正
保
四
年
。
年
次
の
下
限
は
「
出
雲
」
の
表
記
か
ら
明
暦
元
年
。
内
容
か

ら
見
て
、
勝
茂
は
間
も
な
く
参
勤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
上
記
の
期
間
で
こ
の

条
件
に
該
当
す
る
の
は
、
慶
安
二
年
・
同
四
年
・
承
応
二
年
（「
石
田
私
史
」〔
佐

近
八
―
三
〕
の
慶
安
二
年
十
月
十
三
日
条
・
同
四
年
十
月
二
日
条
・
承
応
二
年

九
月
二
十
二
日
条
）
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
と
な
ろ
う
。 

  

三
一
八 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 

 
 
 

覚 

一
肥
前
守

（
鍋
島
忠
直
）

傍
陸
之
者
廿
人
、
寛
永
十
年
之
暮
之
加
勢
銀
弐
貫
め
、 

一
同
道
具
持
十
五
人
、
同
年
之
加
勢
銀
九
百
め
、 

 
 

右
、
合
銀
弐
貫
九
百
め
、
其
方
手
前
ゟ
当
分
取
替
候
て
、
成
冨
蔵
人

（
安
利
）

ヘ
可
相
渡

候
、
さ
候
て
、
当
暮
も
や
い
銀
役
元
ゟ
、
右
之
銀
請
取
可
申
候
、
已
上
、 

 
 
 

寛
永
十
一
年 

 
 
 
 

五
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（
黒
印
）

（
鍋
島
勝
茂
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
村
与
四
右
衛
門
尉

（
頼
宣
）

 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
下
村
頼
宣
に
宛
て
た
覚
書
。
年
次
は
、
付
年
号
よ
り
寛
永
十

一
年
。
同
年
五
月
十
一
日
、
勝
茂
・
忠
直
は
江
戸
を
出
立
し
、
将
軍
徳
川
家
光

の
上
洛
に
供
奉
し
て
い
る
（
佐
近
一
―
二
／
六
五
・
三
八
六
～
三
八
七
頁
）。
下

村
の
居
所
は
不
明
。 
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三
一
九 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

田
中
善
兵
衛
儀
、
其
方
手
伝
申
付
候
、
先
様
、
我
等
ゟ
申
候
用
所
等
、
万
無
滞
、
其

方
失
念
之
刻
者
、
催
促
を
も
可
仕
様
ニ
と
存
、
与
ニ
相
付
候
、
自
然
存
寄
之
儀
共
候

者
、
不
指
置
、
其
方
ヘ
申
達
可
然
之
段
、
被
申
渡
、
尤
ニ
候
、
已
上
、 

 
 

寛
永
十
五
年
六
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守
（
黒
印
）

（
鍋
島
勝
茂
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
守
殿

（
茂
辰
）

 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
・
茂
辰
は
在
国
。
年
次
は

書
下
年
号
よ
り
寛
永
十
五
年
。
同
年
六
月
四
日
、
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の

乱
）
の
軍
令
違
反
に
対
す
る
詮
議
の
た
め
、
至
急
、
参
府
す
る
よ
う
奉
書
が
到

来
し
、
翌
五
日
、
勝
茂
は
佐
賀
を
出
立
し
て
い
る
（
佐
近
一
―
二
／
六
五
六
～

六
五
七
頁
）。 

  

三
二
〇 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

但
加
増 

一
知
行
千
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
城
守

（
鍋
島
直
弘
） 

 

右
同 

一
同 

四
百
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

 

 

右
同 

一
同 

弐
百
九
拾
七
石 

 
 
 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 
 

但
新
地 

一
同 

三
百
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
膳

（
茂
晴
） 

 

右
同 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帯
刀

（
鍋
島
茂
貞
） 

一
同 

百
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
儀

（
鍋
島
茂
貞
室
、
嬉
野
氏
） 

 

右
同 

一
同 

千
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
川
市
左
衛
門
尉

（
利
清
）

 
 

右
同 

一
同 

百
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
内
儀 

 

右
同 

一
同 

四
拾
六
石 

 
 
 
 
 
 
 
 

堤
孫
右
衛
門
尉 

  
 
 

合
知
行
三
千
弐
百
四
拾
三
石 

 

但
加
米 

一
切
米
弐
百
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

 
 

右
同 

一
同 

四
十
石 

 
 

（
継
目
印
） 

 

元
湖
』 

新
切
米 

一
同 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

玄
悦

（
槙
忠
良
） 

  
 
 

合
切
米
弐
百
七
拾
石 

 

但
毎
年
詰
料 

一
金
子
百
両
銀
ニ
シ
テ
六
貫
四
百
め 

 

山
崎
勘
解
由 
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右
同 

一
銀
子
五
貫
目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
武
善
左
衛

（
宣
兼
）

門
尉 

 

右
同 

一
同 

拾
貫
目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
将
監

（
清
長
） 

  
 

合
銀
廿
壱
貫
四
百
目 

  

寛
永
十
三
年 

 
 

七
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
寛
永
十
三
年
六
月
二
十

五
日
佐
賀
着
（
七
月
二
日
付
鍋
島
勝
茂
宛
細
川
忠
利
書
状
、『
細
』
二
〇
／
忠
利

三
一
一
七
号
）。
茂
辰
は
在
国
。
鍋
島
茂
貞
・
鍋
島
茂
道
・
鍋
島
茂
晴
は
兄
弟
（
佐

近
八
―
二
／
一
二
六
～
一
三
一
頁
）。茂
貞
内
儀
は
寛
永
十
四
年
六
月
十
二
日
歿
。 

  

三
二
一 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

諸
算
用
之
内 

 

但
、
寛
永
七
年
よ
り
同
十
一
年
迄
算
用
澄
、 

一
蔵
入 

 
 
 

両
蔵
入
之
口
米
、
諸
与
切
米
地
之
口
米
、
小
物
成
地
開
所
并
見
出
、 

 

一
種
子
并
未
進 

 
 
 

但
、
寛
永
弐
年
ゟ
同
拾
年
迄
相
究
引
残
有
、 

 

一
米
之
引
残 
 
 
 

但
、
寛
永
弐
年
ゟ
同
十
一
年
迄
相
究
引
残
有
、 

 

一
金
銀
引
残 

 
 
 

但
、
跡
方
ゟ
寛
永
十
一
年
迄
相
究
引
残
有
、 

 

一
不
澄
切 

 
 
 

但
、
跡
方
よ
り
寛
永
十
年
迄
相
究
引
残
有
、 

 

一
女
共
銀 

 
 
 

但
、
寛
永
十
三
年
暮
迄
ニ
成
立
借
入
銀
有
、 

 

一
も
や
い 

 
 
 

但
、
寛
永
十
一
年
之
も
や
い
銀
相
究
引
残
有
、』 

 

一
夫
料
反
米 

 
 
 

但
、
寛
永
八
年
ゟ
同
十
弐
年
迄
相
究
未
進
有
、 

 

一
見
出
シ 

 
 
 

但
、
寛
永
十
三
年
之
暮
迄
相
究
物
成
有
、 

 

一
諸
郷
借
シ
銀 

 
 
 

但
、
寛
永
十
年
ゟ
同
十
三
年
迄
相
究
皆
済 

 
一
小
物
成 

 
 
 

但
、
寛
永
十
年
ゟ
同
十
弐
年
迄
相
究
皆
済
、
寛
永
十
三
年
之
物
成
引
残
有
、 

 

右
条
数
一
ケ
条
宛
之
算
用
、
被
相
究
候
大
目
安
、
見
届
候
、
銘
々
役
者
頭
人
ヘ
ハ

算
用
相
澄
候
通
、
其
方
と
し
て
切
手
可
被
指
出
候
、
寛
永
十
弐
年
之
諸
算
用
并
御
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普
請
入
具
之
算
用
、
不
相
澄
候
条
、
急
度
相
究
、
江
戸
ヘ
可
被
指
越
候
、
已
上
、 

 

 

寛
永
十
四
年 

 
 

三
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（
黒
印

（
鍋
島
勝
茂
）

） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
は
、
参
府
の
た
め
の
国
許

出
発
の
直
前
か
。
茂
辰
は
在
国
。
左
の
関
連
史
料
（「
多
久
家
有
之
候
御
書
類
写

十
一
」〈
鍋
〇
一
五
／
一
一
／
六
七
一
番
〉）
は
、
本
覚
書
の
五
日
前
に
、
同
じ

く
勝
茂
か
ら
茂
辰
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。本
覚
書
で
は
、こ
れ
を
受
け
て
、

茂
辰
が
作
成
し
た
「
大
目
安
」
を
、
勝
茂
の
方
で
「
見
届
け
」、
か
つ
、
さ
ら
に

指
示
を
書
き
加
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

算
用
ニ
付
而
相
定
候
条
々
、
如
此
書
付
、
差
越
候
条
、
彦
右
衛
門
・
与
四
右
衛
門
、
其
外

銘
々
役
者
共
へ
堅
可
申
渡
候
、
先
様
も
可
書
加
儀
可
有
之
と
存
、
奥
書
□
ニ
書
載
候
也
、 

寛
永
十
四
年 

 
 
 
 

三
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 

信
守
御
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 
 

毎
年
算
用
之
条
々 

六
ヶ
月
切 

一
蔵
入 

 
 
 
 
 
 

両
蔵
入
之
口
米
諸
与
切
米
地
之
口
米
小
物
成
地
開
所
并
見
出
、 

一
種
子
未
進
帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
品
之
分 

一
米
之
引
残
帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
品
之
分 

一
金
銀
引
残
帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
品
之
分 

一
不
澄
切
帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
品
之
分 

一
諸
郷
借
し
銀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
小
物
成
帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
品
之
分 

一
小
物
成
引
残 

一
竹
木
之
切
手 

一
郷
夫
反
米 

一
借
銀
ニ
而
之
遣
方
究 

一
作
事
方 

一
女
共
銀
出
入 

一
公
儀
御
普
請
一
通 

一
家
中
舫 

一
借
銀
返
弁
之
事 

一
此
中
開
所
見
出
之
外
ニ
出
来
候
哉
之
事
、 

一
毎
年
十
二
ヶ
月
惣
仕
廻
之
大
目
安
見
ル
へ
き
事
、 

 
 
 
 
 

右
拾
七
ヶ
条
壱
年
切
、 
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三
二
二 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

公
儀
御
普
請
之
刻
、
役
相
除
分 

一
三
之
丸
御
蔵
入
者
半
役
之
事
、 

一
蔵
入
三
部
一
役
目
之
事
、 

一
村
田
八
介
殿

（
安
良
）

役
之
事
、 

一
和
泉
守

（
鍋
島
忠
茂
）

手
前
半
役
之
事
、 

一
証
人
前
定
米
千
石
宛
ニ
相
定
候
事
、 

一
上
方
詰
并
供
之
者
役
之
事
、 

一
下
奉
行
ハ
三
人
ニ
相
定
候
事
、 

一
朝
倉
久
左
衛

（
光
定
）

門
存
候
者
一
職
役
之
事
、 

一
内
儀
方
役
之
事
、 

一
寺
社
役
之
事
、 

一
諸
職
人
役
之
事
、』 

一
下
ノ
関
・
浜
崎
・
め
い
の
浜
・
有
馬
、
蔵
番
役
目
之
事
、 

右
之
分
ニ
可
然
候
、
但
、
御
普
請
者
ハ 

公
儀
高
役
ニ
可
被
申
付
候
、
奉
行
名
付

其
外
仕
分
之
儀
者
、
其
時
〳
〵
ニ
可
被
相
究
候
、
已
上
、 

 
 

元
和
二
年 

 
 
 

六
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 

右
近
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 
 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 
 
 

下
総
殿

（
須
古
信
明
） 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
安
順
等
は
在
国
。
年

次
は
元
和
二
年
。
同
日
付
の
勝
茂
覚
書
（
二
六
三
号
）
の
「
公
儀
御
普
請
割
覚
」

と
対
に
な
る
、手
伝
普
請
に
従
事
す
る
際
の
家
中
の
課
役
の
減
免
規
定
で
あ
る
。

居
所
及
び
内
容
に
つ
い
て
は
二
六
三
号
の
解
説
参
照
。 

  

三
二
三 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

申
渡
条
々 

一
蔵
入
方
之
儀
者
不
及
申
、
惣
家
中
仕
配
之
儀
、
万
事
弥
其
方
ヘ
打
任
せ
候
条
、
毎

物
無
滞
様
ニ
可
為
肝
要
之
事
、 

 
 
 

付
、
今
有
之
蔵
入
ニ
而
、 

公
私
相
調
候
様
ニ
、
何
と
そ
気
遣
可
被
申
事
、 

一
家
中
諸
役
儀
を
相
勤
、
抽
奉
公
候
者
、
又
者
其
方
申
付
相
違
之
者
、
於
有
之
者
、

縦
我
等
留
主
之
刻
た
り
共
、
以
校
量
、
其
相
当
ニ
賞
罰
被
申
付
、
可
然
事
、 

一
諸
役
者
共
ヘ
、
兼
而
定
之
外
、
私
不
仕
様
ニ
可
被
申
付
候
、
自
然
、
依
事
、
定
ニ

相
違
候
而
可
然
儀
候
ハ
ゝ
、
我
等
ヘ
不
申
聞
候
共
、
仕
替
可
申
事
、 

一
我
等
可
承
用
所
等
、
差
立
た
る
儀
ハ
、
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

、
依
事
、
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目
付
之
者
に
て
も
可
』
承
事
、 

 
 
 

付
、
様
子
ニ
随
而
、
別
人
を
以
も
、
監
物
・
兵
右
衛
門
尉
よ
り
可
申
儀
も
可

有
之
事
、 

一
口
事
沙
汰
、
其
外
相
談
ニ
及
候
儀
、
又
ハ
其
方
一
存
ニ
而
難
計
儀
候
ハ
ゝ
、
多
久

長
門
守

（
安
順
）

・
影
庵
・

（
須
古
信
明
）

鍋
嶋
若
狭
守

（
茂
綱
）

・
諌
早
豊
前
守

（
茂
敬
）

・
鍋
嶋
中
務

（
須
古
茂
周
）

・
神
代
伯
耆
守

（
常
親
）

・
鍋

嶋
安
芸
守

（
茂
賢
）

・
同
市
佑
ヘ

（
鍋
島
長
昭
）

、
談
合
可
然
候
、
此
外
者
、
其
方
校
量
次
第
ニ
聞
せ
可
申

事
、 

 
 
 

右
之
通
ニ
其
方
ヘ
申
渡
候
条
、
万
端
身
ニ
懸
、
昼
夜
不
可
有
油
断
候
、
已
上
、 

  

寛
永
十
四
年 

 
 
 

二
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。勝
茂
も
茂
辰
も
在
国
。勝
茂
が
、

茂
辰
に
「
惣
家
中
仕
配
」
を
命
じ
た
も
の
。 

 

  

三
二
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉
ま
い
る 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
寛
永
拾
九
年
物
成
之
内
、
給
人
未
進
、
于
今
不
相
調
通
、
彦
右

衛
門
尉
ゟ
申
越
承
届
候
、
扶
持
を
請
候
者
、
無
子
細
未
進
仕
候
儀
、
曲
事
存
候
、
其

侭
召
置
候
者
、
又
々
未
進
も
可
仕
候
条
、
其
所
を
相
払
、
未
進
仕
候
給
人
之
田
ハ
、

先
様
、
百
姓
共
へ
作
せ
可
申
候
、
左
候
而
、
切
米
取
之
儀
者
、
当
暮
之
切
米
不
相
渡
、

未
進
之
員
数
ニ
利
足
を
付
、
算
用
前
彦
右
衛
門
尉
手
前
ニ
而
引
留
、』
請
取
可
申
候
、

知
行
取
之
者
於
有
之
者
、
与
頭
へ
申
付
、
知
行
ヲ
お
さ
へ
、
十
月
限
ニ
、
如
右
請
取

可
申
候
、
又
内
之
儀
者
、
主
人
へ
相
懸
、
其
上
ニ
而
も
不
相
済
候
者
、
其
主
人
之
知

行
・
切
米
お
さ
へ
候
て
、
請
取
可
然
候
、
緩
ニ
候
て
召
置
候
故
、
く
せ
ニ
成
、
右
之

分
ニ
有
之
と
存
候
条
、
稠
敷
申
付
、
本
利
共
当
暮
取
切
可
申
候
、
先
様
、
算
用
方
ニ

給
人
未
進
と
有
儀
、
無
之
様
ニ
可
被
申
付
候
、
若
給
人
未
進
又
々
於
有
之
者
、
今
度

之
申
付
、
大
形
之
儀
顕
然
可
申
候
条
、
其
心
得
尤
候
、
無
未
進
、
上
納
相
調
候
様
候

へ
ハ
、
如
此
中
、
在
々
ニ
而
耕
作
仕
候
て
も
不
苦
候
、
謹
言
、 

 
 

六
月
晦
日 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
か
。

文
中
に
寛
永
十
九
年
の
物
成
に
言
及
が
あ
る
の
で
、
年
次
の
上
限
は
翌
二
十
年

と
な
ろ
う
。
茂
之
は
正
保
三
年
九
月
に
、
茂
辰
は
同
年
十
一
月
に
罷
免
さ
れ
る

の
で
、
同
年
が
下
限
と
な
る
。
こ
の
間
、
六
月
に
勝
茂
が
在
江
戸
で
あ
る
の
は
、
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寛
永
二
十
年
ま
た
は
正
保
二
年
と
な
る
。
な
お
、
城
島
正
祥
氏
は
、
寛
永
二
十

年
に
比
定
し
て
い
る
（
同
一
九
八
〇
年
／
二
六
一
頁
）。 

  

三
二
五 

鍋
島
勝
茂
印
章
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 

 

〇 

此
印
ハ
、
常
之
書
状
、
又
ハ
筈
な
と
ニ
つ
き
可
申
候
、 

 

□ 

此
印
ハ
、
封
〆
、
又
ハ
次
め
な
と
ニ
つ
き
可
申
候
、 

 

 

○ 

此
印
ハ
、
金
銀
米
大
分
之
出
方
、
借
銀
之
筈
、
其
外
封
〆
ニ
も
、
念
入
候
時

つ
き
可
申
候
、 

  
 

右
、
為
心
得
相
渡
召
置
候
、
已
上
、 

  

寛
永
十
八
年 

 
 

三
月
五
日 

  
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿
』 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
・
茂
辰
と
も
在
国
。
勝
茂

は
、
寛
永
十
八
年
三
月
末
に
参
勤
の
た
め
に
佐
賀
を
出
立
す
る
の
で
、
そ
れ
を

前
に
印
章
の
使
用
区
分
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

  

三
二
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

儀
、
今
晩
爰
元
罷
着
候
、
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

・
刑
部
太
夫

（
鍋
島
直
朝
）

儀
ハ
明
日
罷
着

之
由
候
、
将
又
、
山
崎
権
八

（
正
信
）

殿
・
高
力
摂
津
守

（
忠
房
）

殿
へ
書
状
進
入
申
候
間
、
早
々

銘
々
相
届
可
被
申
候
、
已
上
、 

 

急
度
申
遣
候
、 

一
昨
八
日
、
両 

上
様
ゟ
、
為 

御
上
使
、
阿
部
豊
後
守

（
忠
秋
）

殿
・
牧
野
内
匠
頭

（
信
成
）

殿
御
出

ニ
而
、首
尾
能
被
下
御
暇
、公
方
様

（
徳
川
家
光
）

ゟ
銀
子
五
百
枚
、御
呉
服
五
十
、従 

若
君
様

（
徳
川
家
綱
）

、

御
呉
服
三
十
被
為
拝
領
、
外
実
忝
仕
合
候
、
今
日
、
為
御
礼
、
登 

城
申
候
処
、

致 

御
目
見
、
重
々 

御
前
近
ク
被
為
召
、
当
年
長
崎
御
番
之
儀
、 

御
直
ニ
被

仰
出
、
御
懇
之
被
成 

上
意
、
其
上
御
馬
拝
領
申
、
無
残
所
仕
合
候
て
、
我
等
大

慶
之
程
、
推
量
可
被
申
候
、 

一
長
崎
御
番
被
仰
付
候
間
、
如
去
』
去
年
、
安
芸
守

（
鍋
島
茂
賢
）

儀
、
早
々
深
堀
へ
可
罷
越
候
、

此
段
井
上
筑
後

（
政
重
）

殿
・
馬
場
三
郎
左
衛
門

（
利
重
）

殿
へ
も
申
候
、
豊
前
儀

（
鍋
島
茂
敬
）

者
諌
早
へ
、
隼
人
儀

（
鍋
島
茂
貞
）

ハ
神
代
へ
、
早
々
罷
越
可
然
候
、
万
事
之
仕
く
み
、
如
去
々
年
ニ
可
申
付
候
、
我
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等
儀
、
今
月
十
五
日
吉
日
候
間
、
爰
元
可
罷
立
と
存
候
、
道
筋
ハ
木
曽
路
可
参
と

存
候
、
秋
月
通
迎
等
被
相
越
、
尤
候
、 

一
馬
場
三
郎
左
衛
門

（
利
重
）

殿
も
同
日
御
暇
ニ
而
、
来
ル
十
五
日
爰
元
打
立
之
由
候
、
其
心

得
可
被
申
候
、
何
も
頓
而
、
以
面
、
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

三
月
九
日

（
正
保
元
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸
殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
へ
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
文
中
に
「
当
年
長
崎
御
番
」「
如
去
去
年
」
と
あ
り
、
長
崎
警
備
を
複
数

回
経
験
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
二
九
三
号
よ
り
、
山
崎
正
信
・
馬
場
利
重

が
揃
っ
て
長
崎
奉
行
に
在
任
し
て
い
た
の
は
、
寛
永
十
九
年
か
ら
慶
安
三
年
の

間
。
こ
の
間
、
佐
賀
藩
の
長
崎
警
備
は
、
寛
永
十
九
年
を
初
回
と
し
て
隔
年
で

行
わ
れ
て
い
る
。
鍋
島
茂
賢
が
正
保
二
年
に
歿
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
状
の

年
次
は
正
保
元
年
と
な
る
。 

  

三
二
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
候
、
仍
き
り
し
た
ん
宗
改
之
儀
、
領
中
下
々
百
姓
迄
、
不
残
、
稠
敷
相
究
、

頭
々
・
郡
代
・
与
頭
、
其
外
請
取
〳
〵
之
役
者
、
銘
々
墨
付
、
合
四
十
被
相
越
、
何

も
見
届
、
可
然
存
候
、
就
夫
、
其
方
三
人
よ
り
之
書
状
、
大
炊
頭

（
土
井
利
勝
）

殿
・
讃
岐
守

（
酒
井
忠
勝
）

殿
、

其
外
御
年
寄
中
へ
懸
御
目
、
右
之
趣
、
懇
ニ
申
上
候
、
先
日
、
従
是
、
判
形
候
而
、

遣
候
制
札
之
儀
、
右
同
前
ニ
相
達
候
処
、
念
を
入
申
付
候
儀
、
御
尤
ニ
思
召
由
、
何

も
御
返
事
ニ
候
、
弥
』
先
様
、
無
油
断
、
折
々
可
申
付
由
、
被
仰
聞
候
条
、
其
心
得

可
被
申
候
、
何
も
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

・
河
波
勘

〔
浪
〕

左
衛
門
尉
よ
り
可
申
遣

候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

三
月
十
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（

（
鍋
島
）

花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は
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在
国
。
文
中
に
「
大
炊
頭
殿
・
讃
岐
守
殿
、
其
外
御
年
寄
中
」
と
あ
り
、
土
井

利
勝
と
酒
井
忠
勝
が
大
老
に
就
任
す
る
寛
永
十
五
年
十
一
月
七
日
（「
徳
川
実

紀
」）以
降
の
書
状
で
あ
る
。中
野
政
利
が
兵
右
衛
門
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

寛
永
十
七
年
二
月
十
三
日
以
前
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
よ
っ
て
本
状
の
年
次

は
寛
永
十
六
年
と
な
る
。 

  

三
二
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
昨
日
如
申
遣
候
、
今
十
一
日
証
人
御
奉
行
衆
へ
田
中
九（

茂

左俊
）

衛
門
尉

差
出
候
処
、
手
前
証
人
替
之
儀
、
兵
庫

（
多
久
安

代胤
）

ニ
弟
彦
仁

（
多
久
安

王輝
）

、
内
記
代
ニ
成
冨
十
右

（
茂
陛
）

衛
門

尉
、
諌
早
名
字
ニ
な
し
、
可
指
上
候
、
左
候
而
、
豊
前

（
諌
早
茂

へ真
）

子
出
来
次
第
、
差
替
可
然

由
、
相
澄
、
大
慶
存
事
候
、
其
方
夫
婦
悦
之
程
、
令
推
量
候
、
其
許
仕
廻
次
第
、
彦

仁
王
差
上
、
可
然
候
、
爰
許
着
次
第
、
兵
庫
儀
、
可
罷
立
候
、
内
蔵

（
鍋
島
正

助
証

辰
）

人
宮
内

（
須
古
信

儀澄
）

者
、
せ
か
れ
内
匠

（
鍋
島
茂

病俊
）

者
ニ
候
ハ
ゝ
、
如
此
中
、
先
宮
内
其
侭
ニ
而
』
召
置
可
然
候
、

さ
候
而
、
内
蔵
助
子
出
来
次
第
、
可
被
差
替
由
候
、
右
之
段
、
為
可
申
、
如
此
候
、

委
ハ
式
部

（
鍋
島
茂

・道
）

勘（
有

解田
孝

由紀
）

・
杢（

中

助野
良

ゟ純
）

可
申
越
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

三
月
十
一

（
承
応
三
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
、
江
戸
証
人
交
代
に
関
す
る
書
状
で
あ

る
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
。
年
次
は
、
有
田
勘
解
由
の
表
記
か
ら
承

応
二
年
十
二
月
十
九
日
以
降
と
な
る
。 

 

多
久
安
輝
は
、
承
応
三
年
六
月
十
日
元
服
、
左
衛
門
と
号
し
（
佐
近
八
―
三

／
三
三
一
頁
）、
同
年
六
月
十
三
日
佐
賀
を
発
し
た
（「
水
江
事
略
」）。
ま
た
承

応
三
年
十
一
月
四
日
付
「
諫
早
茂
真
家
臣
等
連
署
起
請
文
前
書
案
」（
佐
古
二
四

／
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
二
／
七
一
号
）
に
、「
今
度
、
内
記
被
罷
下
候
ニ
付
而

御
知
行
を
被
下
」
と
あ
り
、
内
記
（
鍋
一
四
一
―
五
「
諫
早
家
系
図
」
に
よ
る

と
、
諫
早
茂
敬
二
男
茂
孝
か
）
は
証
人
交
代
で
江
戸
か
ら
帰
国
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
年
次
は
承
応
三
年
で
あ
る
。
勝
茂
は
承
応
三
年
三

月
二
十
六
日
、
鍋
島
光
茂
と
と
も
に
江
戸
発
、
四
月
二
十
九
日
佐
賀
着
で
あ
る

（
佐
近
八
―
三
／
三
二
九
・
三
三
〇
頁
）。 

  

三
二
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
我
等 

御
暇
も
近
日
出
可
申
由
候
条
、
於
其
節
者
、
先
立
可
申
遣
候
、

今
程
、
酒
井
讃
岐
守

（
忠
勝
）

殿
御
煩
故
、
不
被
成
御
出
仕
候
、
伊
豆
守
殿
も
御
親
父
大

河
内
金
兵
衛

（
久
綱
）

殿
御
煩
ニ
付
而
、
被
成
御
付
、
御
養
生
ニ
候
、
井
伊
掃
部

（
直
孝
）

殿
ハ
日
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光
へ
御
越
候
、
か
様
成
儀
ニ
付
而
、
御
暇
延
引
候
か
と
存
事
候
、
已
上
、 

又
申
候
、
阿
部
豊
後
守

（
忠
秋
）

殿
も
旧
冬
ゟ
御
煩
、
今
程
御
在
所
へ
御
越
候
、
為
存
候
、

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
昨
十
三
日
、
松
平
伊
豆
守

（
信
綱
）

殿
・
阿
部
対
馬
守

（
重
次
）

殿
よ
り
、
以
御
奉
書
、

被
仰
聞
候
、
則
右
御
奉
書
写
遣
候
、
異
国
船
来
着
之
節
候
条
、
領
中
弥
無
油
断
、
堅

申
付
候
様
ニ
と
被
仰
下
候
間
、
津
々
浦
々
、
稠
敷
、
可
被
申
付
候
、
然
者
彼
船
於
到

来
者
、
去
年
二
月
奉
存
御
奉
書
之
趣
、
可
申
付
之
由
、
御
書
面
ニ
候
故
、
去
年
之
御

奉
書
も
』
是
又
写
遣
候
、
右
之
段
為
可
申
、
以
早
飛
脚
、
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 
 

三
月
十
四
日

（
正
保
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
で
あ
る
。
追
而
書
で
酒
井
忠
勝
、
松
平
信
綱
の
父
大
河
内
久
綱
と
阿
部
忠

秋
の
三
名
の
病
気
に
つ
い
て
報
じ
て
い
る
が
、
大
河
内
久
綱
は
病
気
に
よ
り
正

保
三
年
四
月
三
日
に
死
去
（「
寛
政
譜
」）、
ま
た
阿
部
忠
秋
は
正
保
二
年
冬
よ
り

正
保
三
年
に
か
け
て
病
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（「
寛
政
譜
」）。
従
っ
て
、

本
書
状
の
年
次
は
正
保
三
年
と
な
る
。 

  

三
三
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
我
等
儀
道
中
無
事
ニ
、
去
十
八
日
江
戸
令
着
候
、
腹
中
も
弥
す
き
と

好
候
間
、
心
易
可
被
存
候
、
参
着
時
分
遅
ク
候
ハ
ん
か
と
存
候
処
、
能
時
分
ニ
候
由
、

従
御
年
寄
中
も
、
被
仰
聞
候
、
罷
着
候
翌
日
、
大
炊
頭

（
土
井
利
勝
）

殿
・
讃
岐

（
酒
井
忠

守勝
）

殿
・
掃
部

（
井
伊
直

殿孝
）

、

其
外
御
年
寄
中
ゟ
御
使
者
被
下
、
別
而
仕
合
好
候
条
、
心
遣
被
申
間
敷
候
、 

上
様

（
徳
川
家
光
）

御
不
例
時
分
ニ
候
条
、
西
国
衆
惣
様 

御
目
見
之
儀
、
来
月
ニ
而
候
ハ
ん
哉
、
し
か

と
の
儀
、
未
相
知
候
、
越
中

（
細
川
忠

殿利
）

其
外
、
当
地
被
罷
着
候
衆
、
何
も
』
忍
候
而
被
罷
居

候
、
我
等
儀
も 

御
目
見
相
澄
候
迄
ハ
忍
候
て
罷
有
事
候
、
右
之
段
、
あ
ね
達
御
方

子
と
も
親
類
中
其
外
へ
も
、
銘
々
以
状
、
可
申
候
へ
共
、
色
々
取
紛
候
付
而
、
無
其

儀
候
、
其
方
と
し
て
相
心
得
、
銘
々
可
被
申
達
候
、
何
も
期
後
音
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

壬
三
月
廿

（
寛
永
十
四
年
）

一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 
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鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

で
あ
る
。
徳
川
家
光
の
体
調
に
つ
い
て
、「
徳
川
実
紀
」
寛
永
十
四
年
正
月
か
ら

閏
三
月
頃
に
か
け
て
、「
御
不
予
」「
御
不
例
」「
御
な
や
み
」
の
記
事
が
あ
る
（
正

月
二
十
四
日
条
、
二
月
朔
日
条
、
閏
三
月
朔
日
条
な
ど
）。
ま
た
、
寛
永
十
四
年

閏
三
月
十
六
日
付
、
細
川
忠
利
よ
り
勝
茂
宛
書
状
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
三
月
二

十
二
日
佐
賀
発
、
閏
三
月
七
日
西
七
条
（
山
城
国
葛
野
郡
）
発
で
あ
り
（『
細
』

二
一
／
忠
利
三
七
五
九
号
）、
本
書
状
に
「
去
十
八
日
江
戸
令
着
候
」
と
あ
る
こ

と
に
矛
盾
し
な
い
。
同
史
料
に
は
家
光
の
病
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
と
閏
三
月
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
年
次
は
寛
永
十
四
年
で
あ
る
。 

  

三
三
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
我
等
儀
、
海
上
日
和
能
、
今
廿
四
日
室
津
へ
令
着
候

（
播
磨
揖
西
郡
）

、
天
気
見
合
、
明
日
兵
庫
へ

渡
海
可
申
と
存
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、 

一
深
堀
へ
召
置
候 

公
儀
之
石
火
矢
大
筒
之
儀
、
松
平

（
黒
田
忠

右之
）

衛
門
佐
殿
へ
差
渡
候
様
ニ

と
、
従
御
老
中
、
我
等
へ
之
御
奉
書
、
右
衛
門
佐
殿
へ
被
相
渡
候
由
、
土
山
五
郎

兵
衛
・
槙
九
兵
衛
よ
り
申
越
候
、
右
御
奉
書
定
而
其
元
へ
可
被
相
越
候
条
、
罷
立

候
刻
、
如
申
置
候
、
石
火
矢
大
筒
其
外
玉
薬
已
下
、
注
文
ニ
引
合
、
無
相
』
違
様

ニ
相
渡
可
被
申
候
、 

一
右
石
火
矢
大
筒
、
深
堀
へ
召
置
度
由
、
若
被
申
候
共
、
火
用
心
旁
、
如
何
存
候
条
、

其
断
可
被
申
候
、
何
も
用
所
共
、
追
々
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

三
月
廿
四
日

（
寛
永
二
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
三
月
二
十
四
日
播
磨
国
揖
西

郡
室
津
に
到
着
し
、
翌
日
兵
庫
へ
渡
海
す
る
旨
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
勝

茂
は
、
参
勤
途
中
で
播
磨
国
に
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
茂
辰
は
在
国
。
長
崎
で

石
火
矢
・
大
筒
の
引
き
渡
し
に
触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
長
崎
警
備
が
福
岡
藩
と

交
代
に
な
る
寛
永
二
十
年
以
降
の
隔
年
が
考
え
ら
れ
る
。
茂
賢
が
正
保
二
年
二

月
に
歿
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
は
寛
永
二
十
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

三
三
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 
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丹
後
守
疱

（
鍋
島
光
茂
）

瘡
軽
候
通
被
承
、
弥
気
色
能
候
様
ニ
と
、
徳
善
院
ニ
而
精
誠
之
目
録
、
被

相
越
、
有
田
左（

孝

馬紀
）

助
・
中
野
杢
助

（
良
純
）

へ
之
書
中
披
見
、
被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、
丹

後
守
疱
瘡
増
々
輙
候
て
、
去
廿
一
日
よ
り
漸
々
能
か
せ
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
近

日
酒
湯
可
掛
と
、
大
悦
之
程
、
推
量
可
被
申
候
、
出
雲
事
、

（
多
久
茂
矩
）

』
為
見
廻
、
爰
元
相
越
、

令
満
足
候
、
何
も
左
馬
助
・
杢
助
よ
り
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

三
月
廿

（
承
応
元
年
）

四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
帰
国
途
中
。茂
辰
は
在
国
。

同
行
し
た
光
茂
が
疱
瘡
に
罹
っ
た
が
、
快
方
に
向
か
っ
て
お
り
、
国
元
で
の
祈
祷

や
見
舞
の
礼
を
述
べ
て
い
る
。「
光
茂
公
御
年
譜
」（
佐
近
一
―
三
／
二
〇
〇
頁
）

に
よ
れ
ば
、
慶
安
五
年
光
茂
が
帰
国
途
中
疱
瘡
に
罹
り
、
上
関
で
療
養
し
た
記
述

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
状
に
お
け
る
勝
茂
の
居
所
は
上
関
で
、
年
次
は
慶
安
五
年

に
比
定
さ
れ
る
。 

  

三
三
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
長
崎
へ 

御
朱
印
前
之
大
船
、
不
入
候
て
、
余
多
有
之
を
、
今
度
長

崎
ニ
而
見
申
候
、
定
而
売
可
申
と
存
候
条
、
相
尋
、
う
り
候
ハ
ゝ
、
直
段
何
程
、
又

古
船
に
て
何
年
ハ
相
こ
ら
へ
、
修
理
ニ
何
程
可
入
と
、
大
形
積
候
て
、
急
度
江
戸
へ

可
被
申
越
候
、
心
持
有
之
事
候
条
、
早
々
様
子
承
度
候
、
随
而
上
り
前
、
如
申
渡
候
、

深
堀
へ
遣
置
候
物
と
も
、無
延
引
様
ニ
可
被
申
付
候
、』定
而
も
は
や
可
相
澄
と
存
候
、

何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 

三
月
廿
八
日

（
正
保
二
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
古
船
買
い
に
関
す

る
内
容
で
あ
り
、
類
似
の
事
例
と
し
て
正
保
二
年
に
お
け
る
大
坂
で
の
古
船

買
い
（
三
〇
二
号
）
が
あ
る
。
本
文
書
も
正
保
二
年
か
。
同
年
で
あ
れ
ば
勝
茂

は
参
勤
途
上
。
茂
辰
等
は
在
国
。 

  
三
三
四 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 

一
自
然
、
何
之
津
ニ
而
も
、
か
り
う
た
船
相
見
之
由
候
ハ
ゝ
、
早
速
大
坂
町
御
奉
行
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衆
ま
て
注
進
申
、
其
刻
先
有
御
方
へ
可
申
上
事
、 

 
一
領
中
之
儀
ハ
不
及
申
、
隣
端
ニ
替
儀
有
之
而
、
注
進
申
儀
候
ハ
ゝ
、
先
有
御
方
へ

申
上
可
然
事
、 

一
領
中
并
隣
端
ニ
、
か
り
う
た
船
着
候
歟
、
又
替
儀
候
而
、
人
数
入
儀
候
ハ
ゝ
、
先

二
三
百
に
て
も
、
則
可
差
出
来
、 

一
有
方
自
然
御
下
候
ハ
ゝ
、
不
及
申
候
へ
共
、
御
家
中
同
前
ニ
万
相
心
得
、
万
事
御

下
知
次
第
ニ
可
然
事
、 

一
筑
頓
而
御

（
井
上
政
重
）

下
ニ
候
、
弥
御
仕
合
之
由
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、』
か
り
う
た
船
相

見
え
候
刻
ハ
不
及
申
、
其
外
珍
儀
共
候
ハ
ゝ
、
諸
事
筑
へ
得
御
意
、
任
御
差
図
可

被
申
事
、 

 
 
 

右
之
条
々
、
森
川
与
兵
衛
尉
口
上
ニ
委
申
含
候
ニ
付
而
、
書
中
大
形
ニ
令
書

載
候
、
と
く
と
可
被
承
届
候
、
已
上
、 

 
 

三
月
廿
八

（
寛
永
十
八
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
（
黒
印
）

（
鍋
島
勝
茂
）

 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。「
筑
頓
而
御
下
」
と
は
、
井
上

政
重
（
筑
後
守
）
の
長
崎
下
向
を
指
す
。
井
上
は
寛
永
十
八
年
四
月
一
日
、
江

戸
城
に
お
い
て
長
崎
行
き
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
（「
徳
川
実
紀
」
同
日
条
）、
五

月
二
十
三
日
に
生
駒
氏
の
改
易
を
高
松
に
お
い
て
伝
え
、
そ
の
ま
ま
長
崎
に
赴

い
て
い
る
（「
寛
政
譜
」
井
上
政
重
）。
ま
た
、
久
貝
正
俊
の
書
状
（〔
寛
永
十
八

年
〕
五
月
十
四
日
付
、『
黒
田
家
文
書
』
二
、
一
六
二
頁
）
に
も
、
井
上
が
「
長

崎
へ
被
下
候
儀
」
と
あ
る
。
こ
の
頃
、
井
上
は
連
年
長
崎
へ
下
向
し
て
い
る
が
、

「
頓
而
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
（
寛
永
十
七
年
は
七
月
二
十
七
日
江
戸
発
）、
寛

永
十
八
年
の
長
崎
行
き
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
寛
永
十
七
年
に
長
崎
で
乗

組
員
が
処
刑
さ
れ
た
ば
か
り
の
「
か
り
う
た
船
」
を
警
戒
し
て
い
る
内
容
も
、

寛
永
十
八
年
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
言
え
る
。
同
年
だ
と
勝
茂
は
参
勤
途
上
。

茂
辰
等
は
在
国
。 

  

三
三
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、海
上
日
和
能
候
て
、一
昨
廿
六
日
室
津
令
着
、昨
朝
姫
路
へ
参
、下
総
殿

（
松
平
忠
明
）

へ
懸
御
目
、
緩
々
と
得
御
意
、
無
残
所
御
馳
走
共
候
つ
、
今
朝
者
、
明
石
御
城
へ
見

廻
申
候
処
、
大
久
保
加
賀
守

（
忠
職
）

殿
御
振
舞
、
夫
ゟ
直
ニ
大
坂
へ
乗
船
申
事
ニ
候
、
定
而

今
晩
者
天
満
着
可
申
と
存
候
、
心
安
可
被
存
候
、
右
之
段
、
あ
ね
達
子
共
い
つ
れ
へ

も
、
銘
々
文
ニ
而
可
申
遣
候
へ
共
、
取
紛
候
付
、
無
其
儀
候
、
心
得
候
て
可
被
申
候
、
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随
而
用
所
』
之
儀
共
、
別
紙
ニ
以
手
頭
申
遣
候
条
、
可
被
承
届
候
、
委
敷
者
森
川
与

兵
衛
尉
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

三
月
廿
八
日

（
寛
永
十
八
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
参
勤
の
途
次
で
大
坂

に
向
か
う
船
中
、
茂
辰
等
は
在
国
。
年
次
は
寛
永
十
八
年
。
本
文
に
勝
茂
が
松

平
忠
明
と
大
久
保
忠
職
を
姫
路
・
明
石
に
訪
ね
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
両
人

の
同
所
へ
の
転
封
が
寛
永
十
六
年
三
月
、
そ
の
当
時
勝
茂
は
江
戸
に
お
り
、
そ

れ
以
降
の
勝
茂
の
帰
国
が
寛
永
十
七
年
五
月
で
あ
る
た
め
、
本
号
の
上
限
は
寛

永
十
八
年
。
ま
た
、
松
平
忠
明
の
歿
年
月
日
か
ら
、
下
限
は
寛
永
二
十
年
。
こ

の
間
に
勝
茂
は
寛
永
十
八
年
と
二
十
年
の
二
度
参
勤
す
る
が
、
寛
永
二
十
年
の

参
勤
の
行
程
は
、
三
三
一
号
文
書
に
よ
れ
ば
三
月
二
十
四
日
室
津
着
・
同
二
十

五
日
兵
庫
渡
海
予
定
で
あ
る
た
め
、
本
号
が
寛
永
二
十
年
で
あ
る
可
能
性
は
排

除
さ
れ
る
。 

 

 

三
三
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
万
一
か
れ
う
た
於
着
岸
者
、
松
平
総
州

（
忠
明
）

可
為
御
下
候
条
、
万
事
其
心
得

可
被
申
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
我
等
儀
、
今
二
日
江
州
醒
井

（
近
江
坂
田
郡
）

令
一
宿
候
、
道
中
下
々
迄
無
事
之
儀

候
条
、
心
安
可
被
存
候
、 

一
松
平
右

（
黒
田
忠
之
）

衛
門
佐
殿
定
而
長
崎
へ
見
廻
可
被
申
と
存
候
、
於
然
者
、
何
日
ニ
長
崎
着

之
通
、
并
道
筋
迄
も
、
早
々
可
被
申
越
候
、 

一
当
年
長
崎
へ
、
右
衛
門
佐
殿
ゟ
侍
并
弓
鉄
砲
之
者
な
と
被
付
置
候
哉
、
其
段
懇
ニ

承
合
、
可
被
申
越
候
、
早
船
も
何
艘
被
廻
置
候
哉
、
此
外
仕
組
之
様
子
共
候
ハ
ゝ
、

是
又
承
召
置
度
候
、 

一
年
は
へ
の
者
無
之
、
事
闕
候
条
、
鍋
嶋
伝
兵
衛

（
茂
教
）

儀
煩
少
々
能
』
候
者
、
早
々
罷
上

候
様
ニ
可
被
申
聞
候
、
何
も
江
戸
よ
り
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
二
日

（
寛
永
二
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 
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鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
参
勤
の
途
次
で
近
江

醒
井
宿
に
お
り
、
茂
辰
等
は
在
国
。
年
次
は
寛
永
二
十
年
。
本
号
で
勝
茂
は
福

岡
藩
の
長
崎
警
備
の
仕
様
を
調
査
す
る
よ
う
命
じ
て
お
り
、
初
回
の
長
崎
警
備

の
受
命
（
寛
永
十
九
年
三
月
）
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
十
九
年
は
江
戸
で
受
命

後
に
帰
国
し
長
崎
警
備
に
従
事
す
る
た
め
、
本
号
の
上
限
は
寛
永
二
十
年
、
松

平
忠
明
が
存
命
で
あ
る
た
め
下
限
も
寛
永
二
十
年
と
な
る
。 

  

三
三
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
山
崎
権
八

（
正
信
）

殿
此
程
見
廻
ニ
候
つ
、
御
申
候
ハ
、
頓
而
長
崎
へ
可
被 

仰

付
由
候
、
定
而
今
月
末
、
来
月
初
時
分
に
て
も
候
ハ
ん
か
、
と
の
儀
候
、
其
心

得
可
被
申
候
、
已
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
松
平
隠
岐

（
定
行
）

守
殿
、
来
ル
六
月
時
分
、
長
崎
へ
可
有
御
下
由
承
候 

、
今
度
船
中
よ

り
隠
岐
守
殿
へ
、
以
使
者
、
申
入
候
、
彼
地
ニ
而
も
、
其
沙
汰
有
之
由
申
候
、
定

而
長
崎
へ
ハ
、
前
廉
時
分
、
可
相
知
候
条
、
承
合
、
内
裏
か
、
小

（
豊
前
企
救
郡
）

倉
迄
か
、
中
野

又
右

（
正
守
）

衛
門
尉
被
申
付
、
御
用
之
儀
も
候
ハ
ゝ
、
被
仰
聞
候
様
ニ
と
、
可
申
達
候
、 

一
隠
岐
守
殿
、
領
分
御
通
ニ
候
ハ
ゝ
、
轟
木
・
寺
井
へ
、
若
狭
・

（
鍋
島
茂
綱
）

美
作
間

（
多
久
茂
辰
）

ニ
、
両
所

へ
一
人
宛
、
出
合
可
被
申
候
、
諌
早
へ
ハ
其
元
様
子
ニ
よ
り
、
豊
前
罷
越
、
御
馳

走
申
候
て
も
可
然
候
、
』 

一
寺
井
よ
り
諌
早
へ
渡
海
之
早
船
十
四
五
艘
程
誘
置
、
其
内
ハ
御
用
次
第
ニ
差
出
、

馳
走
可
被
申
候
、
夫
・
小
荷
駄
等
、
無
手
閊
様
ニ
、
可
被
申
付
事
尤
候
、 

一
我
等
気
色
、
于
今
す
き
と
無
之
故
、
未
登 

城
不
申
候
、
玄
琳

（
岡
本
）

法
眼
薬
用
候
付
而
、

漸
々
能
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
今
之
分
ニ
候
ハ
ゝ
、
近
日
中
ニ
本
復
可
申
と
存

事
候
、 

一
長
崎
表
之
儀
、
美
作
ゟ
書
状
相
越
、
志
田
慶
春

（
良
則
）

・
平
田
助
左
衛
門
尉
よ
り
も
一
ツ

書
を
以
申
越
、
委
敷
見
届
候
、
相
替
儀
共
候
ハ
ゝ
可
被
申
越
候
、
何
も
重
而
可
申

遣
候
、
謹
言
、 

 
 

卯
月
十
日

（
正
保
二
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿 

 
 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等 
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は
在
国
。
年
次
は
、
松
平
定
行
の
長
崎
下
向
の
情
報
か
ら
、
正
保
二
年
の
可
能

性
が
高
い
。
関
連
資
料
と
し
て
、
二
三
四
号
、
二
三
五
号
お
よ
び
（
正
保
二
年
）

後
五
月
十
日
付
立
花
忠
茂
書
状
写
（
『
柳
川
市
史 

資
料
編Ⅴ

』
立
花
文
書
三

六
七
（
七
）
）
が
あ
る
。
ま
た
、
志
田
・
平
田
の
長
崎
派
遣
も
正
保
二
年
三
月

か
ら
の
予
定
で
あ
る
（
七
一
六
号
）
。 

  

三
三
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
葉
山
二
介

（
朝
湖
）

事 

、
色
々
不
届
儀
有
之
付
而
、
当
町
ニ
借
屋
仕
、
罷
居

候
つ
る
を
、
町
御
奉
行
衆
へ
得
御
意
、
此
程
搦
捕
、
生
害
申
付
候
、
然
者
、
其
元
ニ

男
子
有
之
由
候
条
、
一
人
に
て
も
二
人
に
て
も
篭
舎
申
付
、
可
被
召
置
候
、
此
段
者
、

先
日
中
野
兵
右

（
政
利
）

衛
門
尉
ゟ
美
作
所
へ
申
遣
候
条
、
定
而
参
着
可
申
候
、
先
様
、
家
中

之
者
、
百
姓
町
人
諸
津
之
者
、
私
用
ニ
付
而
出
国
申
候
掟
、
以
書
立
、
申
遣
候
条
、
』

稠
敷
可
被
申
付
候
、
右
之
趣
、
山
城
・

（
鍋
島
直
弘
）

影
庵
・

（
須
古
信
明
）

中
務
・

（
鍋
島
茂
周
）

伯
耆
・

（
神
代
常
親
）

安
芸
へ

（
鍋
島
茂
賢
）

も
可
被
申
候
、

恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
十
三
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
安
順
・
茂

辰
等
は
在
国
。
年
次
は
、
葉
山
朝
湖
の
生
害
が
寛
永
十
四
年
四
月
四
日
（
「
朝

鮮
御
陣
御
屏
風
調
ヘ
ヨ
リ
抜
書
他
」
〔
鍋
市
〇
三
四
／
鍋
島
市
佑
家
資
料
（
佐

賀
県
立
図
書
館
蔵
）
〕
、
『
多
久
家
有
之
候
書
類
（
書
写
）
一
・
二
』
〔
Ｓ
複

鍋
〇
一
五
／
二
―
一
／
一
三
三
頁
〕
）
で
あ
る
た
め
、
寛
永
十
四
年
。 

  

三
三
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、 

一
豊
前
守
内
儀
銀
子

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

、
家
中
之
者
ニ
借
入
候
を
、
去
年
ゟ
催
促
候
へ
共
、
一
切
不
相

調
由
申
越
候
、
当
暮
知
行
・
切
米
お
さ
へ
候
て
、
不
残
返
弁
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、

惣
別
家
中
之
者
、
不
応
身
借
銀
候
而
、
返
納
不
申
、
折
々
扶
助
を
請
な
と
候
故
、

そ
れ
ニ
曲
ニ
成
候
と
相
見
え
候
条
、
稠
敷
申
付
、
当
暮
皆
済
候
様
ニ
可
被
仕
候
、 

一
先
様
家
中
ニ
銀
子
借
し
候
儀
、
停
止
可
然
候
、
致
佗
言
候
付
而
、
借
し
候
て
も
、
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不
納
仕
候
、
返
弁
申
候
ハ
て
不
叶
儀
候
故
、』
催
促
候
へ
ハ
、
最
前
之
忝
さ
ハ
徒
ニ

相
成
、
却
而
恨
を
受
候
間
、
自
今
已
後
、
必
無
用
ニ
可
被
仕
候
、
借
シ
候
ハ
て
不

叶
儀
ニ
候
ハ
ゝ
、
取
せ
候
共
、
借
銀
者
不
入
事
と
存
候
、 

一
豊
前
内
儀
銀
子
、
当
暮
知
行
切
米
お
さ
へ
、
返
弁
稠
敷
申
付
候
ハ
ゝ
、
少
者
懲
候

而
、
先
様
借
銀
な
と
不
致
様
ニ
世
帯
を
も
可
仕
か
と
存
候
、
然
者
却
而
下
々
た
め

ニ
候
、
且
ハ
見
懲
之
為
ニ
候
間
、
堅
可
被
申
付
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

卯
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（

（
鍋
島
）

花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門

（
茂
之
）

尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
・
茂
之
は
在

国
。
勝
茂
は
在
江
戸
か
。
花
押
は
、
寛
永
十
六
年
以
降
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
（
勝
茂
女
）
は
正
保
二
年
十
月
十
八
日
に
歿

す
る
。
以
上
か
ら
、
年
次
は
寛
永
十
六
年
～
正
保
二
年
と
な
る
。
勝
茂
の
居
所

が
江
戸
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
寛
永
十
六
年
、
同
十
八
年
、
同
二
十
年
、
正
保
二

年
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。
な
お
、
城
島
正
祥
は
家
中
に
対
す
る
借
銀
の
禁
止
を

論
じ
る
際
、
年
未
詳
と
し
て
本
書
状
に
言
及
し
て
い
る
（
城
島
正
祥
一
九
八
〇

年
／
二
六
一
頁
）。 

  

三
四
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
、
三
法
方
之
者

（
杵
島
郡
）

出
入
之
儀
、
被
相
究
候
様
子
、
葉
理
左
衛
門
尉
・ 

綾
部
三
左
衛

（
幸
久
）

門
尉
ニ
而
細
砕
被
申
越
、
承
届
候
、
然
者
、
茂
吉
親
兄
弟
き
り
し
た
ん

宗
ニ
而
ハ
無
之
、
茂
吉
女
房
密
懐
必
定
之
通
、
得
其
意
候
、
さ
候
へ
ハ
、
已
来
見
懲

之
た
め
と
申
、
且
ハ
き
り
し
た
ん
宗
ニ
而
無
之
男
ニ
虚
言
を
申
付
、
其
上
密
懐
顕
然

之
儀
旁
候
条
、
茂
吉
女
房
・
安
兵
衛
・
理
右
衛
門
尉
女
房
、
右
三
人
領
中
引
廻
、
其

上
ニ
而
は
つ
付
ニ
』
被
申
付
可
然
候
、
委
敷
ハ
西
牟
田
清
兵
衛

（
家
続
）

可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

  
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
等
は
在
国
。
勝
茂
は
在

江
戸
か
。
花
押
が
寛
永
十
六
年
以
降
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
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次
の
上
限
は
寛
永
十
六
年
。
葉
理
（
利
）
左
衛
門
尉
は
正
保
四
年
二
月
に
牢
人

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
限
は
正
保
三
年
。
勝
茂
の
居
所
が
江
戸
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
寛
永
十
六
年
～
十
八
年
、
同
二
十
年
、
正
保
二
～
三
年
の
い
ず
れ

か
と
な
る
。 

  

三
四
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
去
廿
二
日
ニ
、
於 

御
城
、
御
能
被 

仰
付
、
東
国
・
西
国
之
各
、

不
残
被
召
出
候
、
就
其
、
我
等
儀
も
罷
出
、
見
物
申
候
様
ニ
と
、
御
年
寄
中
ゟ
、
以

御
奉
書
、
被
仰
聞
候
故
、
登 

城
申
候
処
、
御
振
舞
、
其
後
御
能
半
ニ
、 

上
意
ニ

而
、
両
大
納
言
様
・

（
徳
川
義
直
・
同
頼
宣
）

水
戸
様

（
同
頼
房
）

御
出
候
而
、
御
酒
被
下
候
、
其
節
我
等
儀
も
被
召
出
、

紀
伊
国
様

（
徳
川
頼
宣
）

御
盃
を
被
下
候
条
、
八
分
め
程
う
け
候
処
、
一
つ
給
候
様
ニ
と
井
伊
掃
部

（
直
孝
）

殿
被
仰
、
一
つ
う
け
給
候
時
、
紀
伊
国
様
御
肴
を
被
下
候
、
今
一
つ
と
又
々
掃
部
殿

被
仰
、
か
わ
ら
け
に
て
二
つ
迄
被
下
候
、
掃
部
殿
被
入
御
念
候
儀
、
不
大
形
儀
ニ
候
、

さ
候
て
、
御
能
相
澄
候
時
分
、
太
田
備
中
殿

（
資
宗
）

御
出
候
而
、 

仰
渡
之
儀
御
坐
条
、』
何

も
無
退
出
、
相
扣
候
様
ニ
と
被
仰
候
付
而
、
相
扣
有
之
処
、
大
身
小
身
衆
迄
奥
へ
被

為
召
、 

御
直
ニ
色
々
御
法
度
職
之
儀
被 

仰
出
、
其
上
、
き
り
し
た
ん
于
今
相
残

有
之
と
相
見
え
候
、
国
主
念
を
入
候
者
有
之
間
敷
と
、
被 

思
召
上
候
条
、
何
も
可

得
其
意
旨
、
被
成 

上
意
候
、
右
之
仕
合
被
承
、
大
慶
ニ
可
被
存
と
存
、
申
遣
候
、

一
門
之
女
中
方
、
親
類
頭
々
へ
、
此
由
可
被
申
達
候
、
右
御
奉
書
之
写
、
為
一
覧
遣

候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
廿
五
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。「
徳
川
実
紀
」
寛
永
十
六
年
四
月
二
十
二
日
条
に
江
戸
城
に
お
け
る
能
の

張
行
、
大
名
戒
諭
の
こ
と
が
あ
り
、
本
書
状
は
寛
永
十
六
年
に
決
ま
る
。 

   

 

三
四
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
於 

彦
山
、
令
建
立
候
鳥
居
、
当
月
中
ニ
大
形
出
来
可
申
由
、

舎
人
よ
り

（
鍋
島
茂
利
）

申
越
候
通
承
、
満
足
ニ
存
事
候
、
左
候
へ
ハ
、
右
鳥
居
銘
之
儀
、
我
等
好

之
趣
、
下
書
候
て
遣
候
条
、
座
主
御
坊
へ
徳
善
院
御
談
合
候
様
ニ
、
舎
人
へ
被
申
聞

可
然
候
、
無
申
迄
候
へ
共
、
末
代
迄
之
儀
候
条
、
弥
以
、
鳥
居
念
を
入
候
様
尤
候
、
』

委
者
大
膳
・

（
鍋
島
正
之
カ
）

兵
右
衛
門

（
中
野
政
利
カ
）

尉
ゟ
可
申
遣
候
、
謹
言
、 
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信
濃
守 

 
 

卯
月
廿
五

（
寛
永
十
四
年
カ
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在

国
。 

 
 
 

年
次
の
上
限
は
、
多
久
茂
辰
が
寛
永
十
二
年
六
月
に
藩
政
に
関
わ
る
こ
と

を
命
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
寛
永
十
三
年
、
年
次
の
下
限
は
、
勝
茂
の
花
押
形
よ

り
寛
永
十
四
年
。
ま
た
、
英
彦
山
銅
鳥
居
銘
に
「
寛
永
第
十
四
丁
丑
年
八
月
吉

日
」
と
あ
る
（
佐
近
一
―
二
／
六
七
四
頁
、
佐
近
一
―
四
／
三
八
四
頁
）
こ
と

か
ら
、
寛
永
十
四
年
の
可
能
性
が
高
い
。 

  

三
四
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
松
平
大
隅

（
島
津
家
久
）

殿
、
従
旧
冬
煩
之
由
、
其
元
ニ
而
終
ニ
不
承
付
候
而
、
無

音
申
候
、
爰
許

（
江
戸
）

へ
罷
越
、
此
地
ニ
而
承
候
条
、
御
見
廻
之
た
め
、
又
者
其
後
御
物
遠

ニ
候
故
、
旁
為
可
申
述
、
今
度
以
使
札
申
入
候
、
書
状
之
儀
調
遣
候
、
使
者
之
儀
、

此
地
ゟ
申
付
候
者
ハ
、
途
中
ゟ
相
煩
罷
有
由
申
候
而
、

〔
マ
ヽ
〕

吉
嶋
五
郎
左
衛
門
尉
申
付
、

可
然
候
ハ
ん
哉
、
但
、
五
郎
左
衛
門
尉
儀
者
、
前
よ
り
之
知
人
共
多
候
て
、
造
作
な

と
可
仕
と
被
存
候
者
、
別
人
ニ
而
も
、
其
方
校
量
次
第
ニ
可
仕
候
、
次
ニ
大
隅
殿
家

老
三
人
へ
音
信
可
申
と
存
候
、
嶋
津
下
野

（
久
元
）

・
同
弾
正

（
久
慶
）

ハ
聞
及
候
得
共
、
書
状
之
や
り

取
之
儀
、
爰
元
ニ
而
ハ
無
之
と
覚
え
申
候
、
山
田
民
部

（
有
栄
）

ハ
』
此
中
名
を
も
不
承
か
と

存
候
、
右
三
人
へ
、
其
地
ニ
而
我
等
ゟ
状
な
と
遣
候
儀
有
之
哉
、
是
又
覚
無
之
候
、

長
門
・

（
多
久
安
順
）

吉
嶋
五
郎
左
衛
門
尉
へ
相
尋
可
被
申
候
、
知
人
ニ
而
候
者
、
其
後
ハ
何
角
候

て
無
音
ニ
罷
過
候
、
と
書
載
候
状
、
又
知
人
ニ
而
無
之
候
ハ
ゝ
、
雖
未
申
通
候
、
と

書
載
候
状
を
可
遣
候
、
為
其
、
書
状
六
通
相
認
遣
候
、
山
田
民
部
ハ
不
遣
候
て
も
能

候
ハ
ん
哉
、
長
門
へ
談
合
可
被
申
候
、
薩
摩
ニ
而
之
様
子
、
五
郎
左
衛
門
尉
可
存
候

条
、
相
尋
見
可
被
申
候
、
右
進
物
一
通
り
之
儀
、
土
山
五
郎
兵
衛
・
田
崎
外
記
ゟ
可

申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
廿
五
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

病
中
の
島
津
家
久
（
忠
恒
）
を
見
舞
う
使
者
に
関
す
る
指
示
で
あ
る
。
家
久
は

寛
永
十
三
年
よ
り
国
許
で
病
み
、
同
十
五
年
二
月
二
十
三
日
に
歿
す
る
（「
寛
政
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譜
」）。
ま
た
文
中
に
現
れ
る
島
津
家
家
老
の
う
ち
、
山
田
有
栄
（
あ
り
な
が
）

は
寛
永
十
三
年
三
月
よ
り
家
老
職
な
の
で
（「
本
藩
人
物
史
」、『
鹿
児
島
県
史
料

集
』一
三
所
収
）、本
書
状
の
年
次
は
寛
永
十
三
年
、ま
た
は
同
十
四
年
と
な
る
。

寛
永
十
三
年
は
五
月
十
一
日
に
賜
暇
、
六
月
二
日
に
江
戸
を
発
つ
の
で
（
一
二

四
号
、
六
月
十
日
に
伊
勢
四
日
市
）、
本
書
状
冒
頭
の
江
戸
着
府
後
間
も
な
い
と

い
う
状
況
と
合
わ
な
い
。
寛
永
十
四
年
の
参
勤
で
は
、
勝
茂
は
閏
三
月
十
八
日

に
江
戸
に
着
く
の
で
（
三
三
〇
号
）、
本
書
状
の
状
況
と
合
致
す
る
。
従
っ
て
本

書
状
の
年
次
は
寛
永
十
四
年
で
あ
る
。
な
お
、
文
中
に
使
者
の
候
補
と
し
て
挙

が
っ
て
い
る
吉
嶋
が
実
際
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
三
六
〇
号
よ
り
分
か
る
。 

  

三
四
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
当
年
長
崎
御
番
付
而
、
石
火
矢
・
大
筒
・
玉
薬
、
如
例
御
借
被
下
候

条
、
被
相
渡
候
様
ニ
と
の
御
奉
書
、
松
平
右

（
黒
田
忠
之
）

衛
門
佐
方
へ
直
ニ
御
渡
候
之
由
、
井
上

筑
後

（
政
重
）

殿
ゟ
如
此
之
御
状
給
候
条
、
此
墨
付
を
以
、
早
々
請
取
候
而
、
如
此
中
深
堀
へ

召
置
可
被
申
事
尤
候
、
為
其
如
此
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
廿

（
正
保
三
年
）

八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

  
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉
』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
・
茂
之
は
在
国
。
長
崎
警
備
に
関
す
る
内
容
で
あ
り
、「
勝
茂
公
譜
考
補
」

に
収
載
さ
れ
た
正
保
三
年
卯
月
十
八
日
付
の
覚
書
に
、
石
火
矢
・
大
筒
・
玉
薬

の
貸
与
に
つ
き
黒
田
忠
之
に
奉
書
が
遣
わ
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
（
佐
近
一
―
二

／
七
二
五
頁
）、
本
書
状
の
内
容
に
合
致
す
る
。
ま
た
、
本
書
状
と
同
じ
卯
月
二

十
八
日
付
の
茂
辰
・
茂
之
宛
勝
茂
書
状
（
二
三
八
号
）
に
長
崎
警
備
に
言
及
が

あ
り
、
正
保
三
年
に
比
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
本
書
状
の
年
次
も
正
保

三
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

三
四
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
此
書
中
、
因
幡
・

（
須
古
茂
周
）

伯
耆
・

（
神
代
常
親
）

内
蔵
助

（
須
古
正
辰
）

・
市
佑
・

（
鍋
島
長
昭
）

縫
殿
助

（
鍋
島
茂
泰
）

・
舎
人
・

（
鍋
島
茂
利
）

内
匠
・

（
中
野
茂
利
）

兵
部
へ

（
大
木
統
清
）

見
せ
可
被
申
候
、
右
書
面
、
先
以
口
外
不
仕
様
ニ
可
被
申
聞
候
、
以
上
、 

 
一
書
申
遣
候
、 

一
先
書
ニ
も
如
申
遣
候
、
我
等
儀
、
内
々
之
用
所
、
未
相
澄
候
故
、
令
逗
留
候
、
長

崎
御
番
就
被 

仰
付
候
、
先
立
早
速
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

差
下
、
深
堀
所
々
御
番
等
、
念
を
入

申
付
候
通
、
懇
ニ
立 

御
耳
候
間
、
十
日
廿
日
滞
留
候
而
も
少
も
不
苦
由
、
去
御
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方
よ
り
御
内
意
共
有
之
儀
候
間
、
心
安
罷
有
事
ニ
候
、
此
中
者
、
公
家
衆
御
参
上

付
而
、
御
老
中
御
隙
入
、
其
上
、 

大
納
言
様

（
徳
川
家
綱
）

少
就 

御
不
例
、
為 

御
機
嫌
伺
、

各
御
登 
城
候
、
ケ
様
之
儀
付
而
、
未
相
澄
候
、
大
納
言
様
早
速 

御
快
然
ニ
被

為
成
御
座
候
、
公
家
衆
も
不
残
御
暇
出
、
御
上
候
間
、
頓
而
埒
明
可
申
と
存
候
、

於
然
者
、
追
付
可
罷
』
上
候
、
讃
岐
守

（
酒
井
忠
勝
）

殿
・
伊
豆
守

（
松
平
信
綱
）

殿
・
対
馬
守

（
阿
部
重
次
）

殿
、
別
而
御
懇

ニ
被
仰
聞
候
間
、
少
も
気
遣
被
申
間
敷
候
、 

一
飛
騨
守

（
鍋
島
直
能
）

祝
言
之
儀
、
六
月
ニ
必
お
靏
可
遣

（
多
久
茂
辰
女
）

と
存
候
、
其
付
而
、
上
方
ニ
而
調
候
物

な
と
、
今
度
不
残
相
調
、
持
下
候
様
ニ
と
、
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

へ
申
付
候
、
其
元
も
其
心

得
可
被
申
候
、
鍋
嶋
市
正

（
直
広
）

へ
も
此
段
内
々
得
其
意
候
様
、
可
被
申
聞
候
、
何
も
頓

而
可
罷
下
候
間
、
其
節
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
三
日

（
正
保
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
。「
長
崎
御
番
」
は
寛
永
十
九
年
に
初
め
て
佐
賀
藩
が
命
ぜ
ら
れ

て
以
降
、
隔
年
で
当
番
年
と
な
る
。
そ
の
う
ち
勝
茂
の
帰
国
（
江
戸
発
足
）
が

五
月
に
延
引
し
た
の
は
正
保
三
年
の
み
で
あ
る
。
こ
の
年
は
龍
造
寺
主
膳
の
家

中
追
放
に
関
す
る
一
件
が
あ
り
、
本
文
中
に
「
内
々
之
用
所
、
未
相
澄
候
故
」

と
す
る
の
は
こ
の
こ
と
と
関
わ
る
か
。
な
お
正
保
三
年
四
月
に
は
十
六
日
の
日

光
東
照
社
で
の
祭
礼
に
対
し
て
朝
廷
よ
り
奉
幣
使
が
派
遣
さ
れ
、併
せ
て
親
王
・

門
跡
等
も
江
戸
に
下
向
し
て
い
た
（「
忠
利
宿
祢
日
次
記
」
等
）。
ま
た
徳
川
家

綱
の
微
恙
も
あ
り
（「
徳
川
実
紀
」
正
保
三
年
四
月
二
十
五
日
条
）、
こ
れ
ら
は

本
書
状
に
述
べ
ら
れ
る
状
況
と
合
う
。
な
お
本
書
状
を
読
む
限
り
、
五
月
三
日

の
時
点
で
は
あ
と
数
日
は
江
戸
に
滞
在
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
同
日

の
晩
に
急
遽
江
戸
を
出
発
し
た
こ
と
が
四
二
二
号
か
ら
分
か
る
。「
勝
茂
公
御
年

譜
」・「
勝
茂
公
譜
考
補
」で
も
正
保
三
年
五
月
三
日
に
江
戸
発
足
と
し
て
い
る
。 

  

三
四
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

追
而
令
啓
達
候
、
今
度
於
江
戸
、
円
光
寺

（
閑
室
元
佶
）

へ
致
御
談
合
、
本
佐
へ

（
本
多
正
信
）

長
老
御
自
分

（
閑
室
元
佶
）

之
様
、

役
目
少
被
差
免
候
様
ニ
、
御
噂
も
有
之
様
ニ
と
存
候
間
、
其
方
四
人
、
八
介
殿

（
村
田
安
良
）

、
和（

鍋

泉
知
行

島
忠
茂
）

、
大
閤
様
御
朱
印
前
之
高
積
、
又
同
定
米
之
積
り
、
二
様
被
書
分
候
て
、
我

等
江
戸
逗
留
中
、
参
候
様
、
夜
を
日
ニ
次
、
は
や
飛
脚
に
て
可
被
差
越
候
、
由
断
有

間
敷
候
、
此
段
加
州
へ

（
鍋
島
直
茂
）

可
有
御
申
候
、
様
子
返
事
ニ
可
承
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
七
日

（
慶
長
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 
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主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

下
総
殿

（
須
古
信
明
） 

 
 
 

右
近
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 
 
 

御
宿
所 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は

在
国
。
本
書
状
を
出
す
前
に
江
戸
で
閑
室
元
佶
と
面
会
し
、
元
佶
の
公
儀
で
の

役
目
に
つ
い
て
相
談
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
年
次
の
上
限
は
、
安
順
の
「
長

門
」
の
呼
称
よ
り
慶
長
十
三
年
、
下
限
は
元
佶
の
歿
年
月
日
（
慶
長
十
七
年
五

月
二
十
日
）
に
よ
り
慶
長
十
七
年
と
な
る
。 

 
 
 

こ
の
う
ち
慶
長
十
三
年
は
、
安
順
は
駿
府
城
普
請
に
出
役
し
て
、
元
日
に
佐

賀
を
出
発
し
（
二
五
七
号
）、
七
月
の
時
点
で
も
ま
だ
駿
府
に
詰
め
て
い
る
（
二

四
七
号
）
の
で
除
か
れ
る
。
慶
長
十
四
年
は
、
元
佶
は
四
月
十
三
日
頃
に
京
都

を
発
足
し
て
駿
府
へ
向
か
い（「
義
演
准
后
日
記
」慶
長
十
四
年
四
月
十
三
日
条
）、

七
月
に
は
京
都
に
戻
っ
て
い
る
（「
清
涼
寺
文
書
」
慶
長
十
四
年
七
月
七
日
付
板

倉
勝
重
・
閑
室
元
佶
連
署
状
）
の
で
、
勝
茂
の
居
所
は
不
詳
で
あ
る
も
の
の
、

五
月
時
点
で
勝
茂
と
元
佶
が
江
戸
で
面
会
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
慶
長
十
五
年

は
、
勝
茂
が
閏
二
月
に
は
名
古
屋
城
普
請
の
た
め
に
名
古
屋
に
向
か
い
、
そ
の

ま
ま
九
月
下
旬
ま
で
詰
め
る
の
で
五
月
頃
に
江
戸
で
元
佶
と
面
会
す
る
可
能
性

は
な
い
。
慶
長
十
六
年
は
、
三
月
に
家
康
が
後
陽
成
天
皇
の
譲
位
、
後
水
尾
天

皇
の
即
位
に
合
わ
せ
て
上
洛
す
る
が
、
勝
茂
・
元
佶
も
家
康
に
供
奉
し
て
上
洛

し
、
五
月
十
一
日
の
時
点
で
と
も
に
ま
だ
在
京
中
で
あ
る
（
及
川
亘
二
〇
二
一

年
）
の
で
除
か
れ
る
。
慶
長
十
七
年
は
、
元
佶
は
五
月
二
十
日
に
駿
府
で
歿
す

る
。
勝
茂
は
卯
月
四
日
（
慶
長
十
七
年
）
付
鍋
島
直
茂
・
同
勝
茂
宛
藤
堂
高
虎

書
状
・
卯
月
八
日
（
慶
長
十
七
年
）
付
鍋
島
勝
茂
宛
本
多
正
信
書
状
等
（
佐
近

一
―
二
／
二
八
七
～
二
八
九
頁
）
に
よ
り
、
四
月
上
旬
に
は
在
国
で
あ
り
、
そ

の
直
後
の
参
勤
も
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
、
慶
長
十
七
年
も
除
か
れ
る
。
従

っ
て
、
消
去
法
に
よ
り
本
書
状
の
年
次
は
慶
長
十
四
年
と
な
る
。 

  

三
四
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
達
候
、
我
等
儀
昨
日
下
之
関
罷
着
、
只
今
出
船
申
候
、
海
上
日
和
見
合
、

乗
船
可
申
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
上
方
着
候
ハ
ゝ
、
仕
合
之
様
子
、
早
々
可
申
遣

候
、
随
而
如
定
置
候
、
談
合
日
之
儀
、
弥
無
相
違
様
ニ
、
諸
事
用
所
之
儀
、
相
談
可

被
申
事
、
肝
要
ニ
存
候
、
此
段
我
等
罷
上
候
刻
、』
申
落
候
付
而
、
如
此
ニ
候
、
悉
皆
、

従
上
方
、
可
申
遣
候
間
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 
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主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

伊
豆
殿

（
鍋
島
茂
賢
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
参
勤
途
上
、
下
関
を

出
船
し
た
ば
か
り
で
、
安
順
等
は
在
国
で
あ
る
。
花
押
は
元
和
七
年
頃
（
元
和

六
年
七
月
の
二
六
九
号
は
明
ら
か
に
形
が
異
な
る
）
か
ら
寛
永
十
五
年
の
前
半

ま
で
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
書
状
で
「
主
殿
」
と
な
っ
て
い
る
鍋
島

茂
綱
は
寛
永
九
年
に
比
定
さ
れ
る
極
月
七
日
付
勝
茂
書
状
（
一
八
七
号
）
で
は

「
若
狭
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
元
和
七
年
を
上
限
、
寛
永
九
年
を
下
限
と
し
て
考

え
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

ま
ず
元
和
七
年
は
江
戸
で
越
年
し
て
二
月
十
九
日
に
賜
暇
で
あ
る
の
で
除
か

れ
る
。
元
和
八
年
の
参
勤
は
妻
子
を
伴
っ
た
も
の
で
、
三
月
末
以
降
に
出
国
す

る
が
、
五
月
三
日
に
は
大
坂
に
着
い
て
い
る
（
及
川
亘
二
〇
二
一
年
）
の
で
除

か
れ
る
。
元
和
九
年
は
勝
茂
は
江
戸
で
越
年
し
、
五
月
に
将
軍
秀
忠
の
上
洛
に

供
奉
す
る
の
で
除
か
れ
る
。
寛
永
元
年
（
元
和
十
年
）
の
参
勤
は
、
前
年
末
に

出
国
し
、
正
月
十
五
日
に
江
戸
に
着
く
（
及
川
亘
二
〇
二
一
年
）
の
で
除
か
れ

る
。
寛
永
二
年
は
、
六
月
一
日
に
嫡
男
忠
直
の
鎧
初
を
行
う
が
（
佐
近
一
―
二

／
三
五
七
～
三
五
八
頁
）、勝
茂
本
人
も
そ
の
時
点
で
在
江
戸
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
除
か
れ
る
。
寛
永
三
年
は
大
御
所
秀
忠
・
将
軍
家
光
の
上
洛
に
供
奉

す
る
た
め
に
勝
茂
も
先
立
っ
て
上
洛
す
る
。
豊
前
小
倉
の
細
川
忠
利
は
五
月
十

九
日
に
国
許
か
ら
海
路
大
坂
に
着
い
て
い
る
（『
細
』
九
／
忠
利
二
〇
八
号
）
の

で
、勝
茂
も
こ
の
時
期
に
国
許
か
ら
上
洛
し
た
可
能
性
は
あ
る
。寛
永
四
年
は
、

「
勝
茂
公
譜
考
補
」
で
は
勝
茂
は
二
月
二
十
一
日
に
江
戸
を
発
足
し
た
と
さ
れ

る
（
佐
近
一
―
二
／
三
六
三
頁
）
の
で
、
三
月
下
旬
に
は
在
国
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
八
月
に
は
ま
た
在
江
戸
で
あ
り
（
三
六
八
号
）、
五
月
参
勤
の
可

能
性
は
残
る
。
寛
永
五
年
は
、
大
坂
城
の
公
儀
普
請
に
出
役
す
る
が
、
勝
茂
本

人
は
現
地
に
赴
か
ず
、
七
月
二
十
七
日
付
で
鍋
島
長
昭
に
宛
て
た
書
状
か
ら
は

七
月
時
点
で
在
国
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
勝
茂
公
譜
考
補
」
は
江
戸
参
勤
と

す
る
が
（
佐
近
一
―
二
／
三
六
五
頁
）、
五
月
時
点
で
の
参
勤
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
こ
の
年
は
除
か
れ
る
。
寛
永
六
年
は
、
勝
茂
は
五
月
十
日
に
は
在

江
戸
で
あ
る
（
二
六
五
号
）
の
で
除
か
れ
る
。
寛
永
七
年
は
五
月
前
後
の
勝
茂

の
居
所
は
未
詳
で
あ
る
が
、「
元
茂
公
御
年
譜
」
に
よ
る
と
、
七
月
一
日
に
勝
茂

と
元
茂
が
連
れ
立
っ
て
江
戸
城
に
登
城
し
、
家
光
に
謁
見
し
た
と
さ
れ
る
の
で

（
佐
近
二
―
一
／
一
二
六
頁
）、
五
月
参
勤
の
可
能
性
は
残
る
。
寛
永
八
年
は
、

同
年
に
比
定
さ
れ
る
五
月
十
日
付
の
勝
茂
覚
書
（
三
一
一
号
）
が
江
戸
で
出
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
除
か
れ
る
。
寛
永
九
年
は
六
月
に
肥
後
の
加
藤
忠
明

が
改
易
さ
れ
る
が
、
勝
茂
自
身
が
熊
本
城
請
取
の
た
め
に
七
月
十
八
日
に
佐
賀

を
出
馬
し
た
と
さ
れ
る
の
で
（
佐
近
一
―
二
／
三
八
一
・
三
八
四
頁
）、
こ
の
年
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は
除
か
れ
る
。 

従
っ
て
本
書
状
の
年
次
と
し
て
は
、
寛
永
三
年
、
同
四
年
、
同
七
年
の
可
能

性
が
あ
る
。 

  

三
四
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
長
崎
為 

御
上
使
、
馬
場
三
郎
左
衛
門

（
利
重
）

尉
殿
去
十
三
日
、
榊
原
飛
騨

（
職
直
）

守
殿
去
十
五
日
ニ
、
爰
許
御
立
ニ
候
、
就
其
、
途
中
迄
、
以
書
状
、
申
入
候
、
此
書

中
、
其
方
為
心
得
、
書
写
遣
候
条
、
得
其
意
、
其
地
御
通
之
刻
、
御
馳
走
之
様
子
、

又
ハ
長
崎
御
座
候
内
も
、
右
書
中
之
心
得
尤
ニ
候
、
随
而
森
口
屋
庄
左
衛
門
尉
へ
も

右
之
趣
申
遣
候
ハ
て
ハ
と
存
、
今
度
書
状
遣
候
間
、
早
々
相
届
可
被
申
候
、
さ
候
て
、

三
郎
左
衛
門
尉
殿
・
飛
騨
守
殿
御
用
之
儀
共
、
自
然
庄
左
衛
門
尉
よ
り
申
来
候
者
、

不
依
何
事
、
相
調
可
被
申
事
尤
ニ
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
十
九
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
で
あ
る
。 

本
文
中
に
現
れ
る
馬
場
利
重
は
、「
徳
川
実
紀
」
に
よ
る
と
寛
永
十
三
年
五
月

十
九
日
に
長
崎
の
「
制
法
沙
汰
」
を
、
翌
年
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）

の
際
に
は
長
崎
の
「
仕
置
」
を
命
じ
ら
れ
る
。
そ
の
後
細
川
家
の
軍
監
を
務
め

た
後
、
同
十
五
年
十
一
月
に
大
河
内
正
勝
と
と
も
に
長
崎
奉
行
と
な
る
が
、
こ

の
時
に
長
崎
奉
行
は
長
崎
常
駐
の
職
と
な
る
。
一
方
榊
原
職
直
は
寛
永
十
一
年

五
月
に
長
崎
奉
行
と
な
り
、天
草
・
島
原
一
揆
で
は
鍋
島
家
の
軍
監
と
な
る
が
、

同
十
五
年
六
月
に
勝
茂
と
と
も
に
軍
規
違
反
に
よ
り
閉
門
処
分
と
な
る
。
同
十

七
年
五
月
に
赦
免
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
長
崎
奉
行
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た

森
口
屋
庄
左
衛
門
尉
は
長
崎
の
鍋
島
家
用
達
商
人
で
あ
る
。 

本
文
中
で
馬
場
は
五
月
十
三
日
に
江
戸
を
発
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
、
本
書

状
の
年
次
は
寛
永
十
四
年
か
同
十
五
年
の
ど
ち
ら
か
と
な
る
が
、
十
四
年
は
、

勝
茂
は
閏
三
月
十
八
日
に
江
戸
着
（
三
三
〇
号
）、
榊
原
・
馬
場
の
両
名
は
六
月

十
九
日
に
長
崎
に
着
任
す
る
（『
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
日
記
』
一
六
三
七
年
八
月
九

日
条
）
の
で
、
本
書
状
と
状
況
が
合
う
。
一
方
十
五
年
は
、
四
月
に
榊
原
が
江

戸
に
召
喚
さ
れ
、
勝
茂
も
六
月
五
日
に
国
許
を
出
発
す
る
の
で
、
本
書
状
と
は

状
況
が
合
わ
な
い
。
従
っ
て
本
書
状
の
年
次
は
寛
永
十
四
年
と
な
る
。 

  

三
四
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
案
（
折
紙
） 

232



 

 

 
一
書
申
遣
候
、 

一
此
地
少
篇
も
無
相
替
儀
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、 

上
様
御

（
徳
川
家
光
）

不
例
、
弥
被
為
成
御

快
然
、
御
機
嫌
能
被
成
御
座
候
へ
共
、
為
御
養
生
、 

御
表
へ
未
被
成
御
成
付
而
、

惣
様 

御
目
見
令
延
引
候
、 

一
此
中
ゟ
之
江
戸
・
上
方
借
銀
之
内
、
我
等
罷
上
候
而
ゟ
已
来
、
利
足
払
に
て
も
不

仕
候
哉
、
承
度
候
、
借
銀
方
存
候
付
而
、
鍋
大
膳

（
鍋
島
正
之
）

・
福
地
』
橘
左
衛
門

（
貞
長
）

尉
へ
、
此

地
に
て
相
尋
候
へ
ハ
、
返
弁
無
之
候
哉
、
未
何
と
も
不
申
来
由
申
候
、
如
何
、
様

子
承
度
候
、 

一
当
年
耕
作
、
在
々
仕
付
候
而
可
然
躰
ニ
候
哉
、
当
春
者
麦
之
毛
上
能
候
つ
る
由
承

候
、
諸
郷
百
姓
共
有
付
候
哉
、
是
又
承
度
存
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

 
 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。

茂
辰
・
茂
之
は
在
国
。
年
次
の
下
限
は
、
寛
永
十
五
年
十
二
月
二
十
八
日
歿
の

鍋
島
正
之
が
存
命
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
寛
永
十
五
年
。
本
書
状
案
が
茂
辰
・
茂

之
宛
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
と
も
に
藩
政
に
関
わ
る
寛
永
十
二
年
以
降
で
、
勝
茂

が
五
月
に
在
江
戸
で
あ
る
の
は
寛
永
十
二
年
と
同
十
四
年
で
あ
り
、
い
ず
れ
か

と
な
る
。
な
お
、「
上
様
御
不
例
」
に
つ
い
て
、
寛
永
十
二
年
・
同
十
四
年
と
も

に
体
調
を
崩
し
て
お
り（「
徳
川
実
紀
」等
、佐
近
一
―
二
／
七
〇
・
四
一
三
頁
）、

年
次
は
い
ず
れ
と
も
決
め
が
た
い
。 

  

三
五
〇 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

一
江
戸
・
上
方
よ
り
長
門
守

（
多
久
安
順
）

・
石
見
守

（
諫
早
直
孝
）

・
若
狭
守

（
鍋
島
茂
綱
）

へ
申
越
候
用
所
、
自
然
延
引
之
儀

も
可
有
之
刻
ハ
、
早
々
相
澄
候
様
ニ
心
懸
之
事
、 

一
談
合
日
之
時
可
然
儀
賛
談
ニ
出
候
ハ
ゝ
、
前
後
も
と
を
り
候
様
ニ
可
有
之
事
、 

一
口
事
沙
汰
無
延
引
様
ニ
可
然
事
、 

一
領
中
諸
百
姓
へ
触
又
ハ
法
度
以
下
〆
之
事
、 

一
前
々
よ
り
当
家
之
作
法
ニ
諸
事
申
付
候
儀
、
最
前
ハ
甚
敷
有
之
と
い
へ
と
も
、
後

か
れ
ニ
罷
成
候
条
、
さ
な
き
様
ニ
心
遣
肝
要
ニ
』
存
候
事
、 

 
 
 

右
之
条
々
、
為
稽
古
申
渡
候
間
、
自
然
も
と
を
ら
さ
る
儀
共
候
ハ
ゝ
、
長
門

守
・
石
見
守
・
若
狭
守
へ
無
油
断
申
候
て
、
早
速
相
澄
候
様
ニ
心
懸
可
為
肝

要
候
、
已
上
、 

 
 
 

五
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
衛
門
殿

（
諫
早
茂
敬
）
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左
京
殿

（
鍋
島
茂
和
） 

 
 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
の
居
所
は
不
明
。
茂
辰
・

多
久
安
順
等
は
在
国
。
年
次
の
下
限
は
、
諫
早
直
孝
が
存
命
中
な
の
で
寛
永
十

二
年
。
年
次
の
上
限
は
決
め
が
た
い
が
、
本
書
状
で
は
「
若
狭
」
で
あ
る
鍋
島

茂
綱
の
表
記
が
、
寛
永
六
年
と
推
測
さ
れ
る
五
月
十
日
付
勝
茂
覚
書
（
二
六
五

号
）
で
は
「
主
殿
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
寛
永
六
年
と
な
ろ
う
。 

  

三
五
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
上
屋
敷
表
方
・
内
方
之
使
な
と
申
候
小
々
性
事
闕
申
候
条
、
年
十
一

よ
り
十
三
迄
之
者
三
人
、
主
従
三
人
宛
に
て
、
急
度
可
差
上
候
、
強
器
量
な
と
能
候

者
ハ
不
入
候
、嫡
子
計
ニ
ハ
有
之
間
敷
候
条
、二
番
め
三
番
め
之
子
に
て
も
不
苦
候
、

為
加
勢
、
一
人
ニ
銀
子
十
枚
宛
、
美
作
手

（
多
久
茂
辰
）

前
』
よ
り
相
渡
可
然
候
、
此
程
、
将
監
・

（
関
清
長
）

茂
左

（
鹿
江
）

衛
門
尉
手
前
よ
り
、
十
一
、
二
之
小
々
性
一
人
指
上
候
様
ニ
と
申
遣
候
、
是
も

右
三
人
之
内
に
て
候
、
其
心
得
可
有
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

六
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
黒
印
）

（
鍋
島
勝
茂
）

 

 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 
 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。

茂
辰
・
茂
之
は
在
国
。
関
清
長
の
歿
年
よ
り
年
次
の
下
限
は
寛
永
十
五
年
。
本

書
状
が
茂
辰
・
茂
之
宛
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
と
も
に
藩
政
に
関
わ
る
寛
永
十
二

年
六
月
以
降
と
な
り
、
年
次
の
上
限
は
同
十
二
年
。
よ
っ
て
年
次
は
、
勝
茂
が

在
江
戸
で
あ
る
の
は
寛
永
十
二
・
同
十
三
・
同
十
四
年
の
う
ち
い
ず
れ
か
で
あ

る
が
、
寛
永
十
三
年
は
六
月
二
日
江
戸
発
で
あ
り
、
出
発
直
前
に
本
書
状
の
よ

う
な
用
件
を
依
頼
す
る
と
は
考
え
づ
ら
い
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
同
年
は
排
除

さ
れ
よ
う
か
。 

  

三
五
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

我
等
儀
、
昨
日
内
裏
ゟ
下

（
豊
前
企
救
郡
）

之
関
へ
渡
海
申
候
、
伊
万
里
ゟ
差
廻
候
船
、
昨
晩
・
今
日

間
ニ
着
申
候
、
早
々
出
船
可
申
と
存
候
へ
共
、
此
五
日
、
向
風
つ
よ
く
、
于
今
日
和

無
之
付
而
、
無
其
儀
、
下
関
へ
令
逗
留
、
迷
惑
申
事
候
、
出
船
見
立
為
可
申
、
一
人

被
相
越
、
祝
着
申
候
、
江
戸
ゟ
追
々
到
来
有
之
儀
候
、
乍
然
、
相
替
儀
不
申
来
候
条
、
』

心
安
可
被
存
候
、
江
戸
着
候
ハ
ゝ
、
早
々
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
八
日

（
寛
永
十
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花
押
）

（
鍋
島
勝
茂
）
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多
久
美
作
殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
参
勤
途
上
で
在
下
関
。

茂
辰
は
在
国
。「
昨
日
内
裏
ゟ
下
之
関
へ
渡
海
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
勝
茂
公

御
年
譜
』（
佐
近
一
―
二
／
一
五
七
頁
）
寛
永
十
五
年
の
項
に
「
六
月
四
日
勝
茂

公
被
為
召
の
由
、
飛
脚
参
着
、
同
五
日
朝
五
ツ
時
御
発
駕
」
に
続
く
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
は
寛
永
十
五
年
。 

  

三
五
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
焼
物
師
両
人
指
免
候
様
ニ
と
、
紀
伊

（
鍋
島
元

守茂
）

ゟ
申
候
付
而
、
今
度
我
等
手
形
遣
候
、
此

中
如
申
渡
候
、
焼
物
師
多
候
へ
ハ
山
あ
れ
候
条
、
弥
堅
可
被
申
付
候
、
先
様
、
我

等
以
墨
付
、
可
指
免
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、 

一
諸
郡
人
改
之
儀
、
当
年
ハ
何
か
し
仕
候
哉
、
弥
稠
敷
相
究
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、

さ
候
て
、
帳
面
見
可
申
候
間
、
急
度
可
被
指
越
候
、
爰
元
に
て
走
者
な
と
有
之
ニ
、

多
分
国
元
之
者
之
由
申
候
、
然
者
、
諸
郡
之
改
、
緩
ニ
有
之
か
と
存
候
、
跡
之
儀

も
未
見
不
申
候
分
、
帳
面
究
候
而
、
可
有
之
候
条
、
是
又
可
被
相
越
候
、 

一
爰
元
に
て
方
々
へ
参
候
ニ
、
多
分
小
性
共
ニ
う
た
ハ
せ
被
申
候
、
あ
い
さ
つ
ニ
罷

成
候
条
、
我
等
小
性
共
ニ
器
用
な
る
者
候
者
、
稽
古
可
申
付
と
存
候
、
さ
』
も
候

へ
ハ
、
若
狭

（
鍋
島
茂

守綱
）

所
へ
罷
居
候
か（

ふ
ろ

禿

）

、
う
た
ひ
器
用
ニ
候
由
承
候
間
、
若
狭
へ
所

望
候
而
、
此
方
可
被
相
越
候
、
稽
古
さ
せ
候
て
、
御
年
寄
中
御
出
候
時
も
、
う
た

ハ
せ
可
申
と
存
、
申
事
候
、 

一
家
中
ニ
も
う
た
ひ
器
用
之
者
候
而
、
年
は
へ
若
キ
者
に
て
候
者
、
是
又
稽
古
仕
ら

せ
候
ハ
ん
と
存
候
間
、
相
尋
候
て
、
可
被
申
越
候
、 

一
水
間
之
六

（
筑
後
国
三
潴
）

弥
太
お
い

（

甥

）

か
、
い
と
こ
か
ニ
、
大
つ
ゝ
み
打
候
者
、
三
根
郡
ニ
罷
居
由

候
、
此
つ
ゝ
み
前
我
等
聞
候
、
器
用
ニ
有
之
か
と
存
候
、
抱
候
て
、
稽
古
可
申
付

と
存
候
条
、
是
又
承
合
、
様
子
可
被
申
越
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月

（
寛
永
十

九
日

六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門

（
茂
之
）

尉 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
で
あ
る
。
一
条
目
の
焼
物
師
の
人
数
統
制
に
つ
い
て
、
伊
万
里
の
代
官
で

あ
っ
た
山
本
重
澄
が
、
皿
屋
乱
立
に
よ
り
山
が
荒
廃
し
て
い
る
と
勝
茂
に
進
言

し
（
佐
近
八
―
一
／
七
三
五
頁
、
同
八
―
二
／
一
一
一
・
一
一
二
頁
）、
寛
永
十
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四
年
、
勝
茂
は
茂
辰
に
焼
物
師
の
人
数
制
限
を
指
示
し
た
経
緯
が
あ
る
（
佐
近

一
―
二
／
六
九
・
四
〇
六
・
四
〇
七
頁
、
同
二
―
一
／
一
七
九
頁
）。『
有
田
町

史
』
に
は
、
同
条
文
の
引
用
が
あ
り
、
寛
永
十
四
・
五
年
と
比
定
さ
れ
て
い
る

（
陶
業
編Ⅰ
、
三
二
・
三
三
頁
）。 

 
 
 

本
書
状
の
年
次
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
わ
か
る
。
①
本
書
状
の
花
押
は

寛
永
十
六
年
以
降
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
②
二
条
目
「
諸
郡
人
改
」
は
、
寛

永
十
六
年
六
月
十
二
日
付
二
四
八
号
に
、「
先
日
申
遣
候
諸
郡
人
改
之
儀
」
と
あ

る
の
で
、
寛
永
十
六
年
に
行
わ
れ
た
。
③
五
条
目
、
勝
茂
は
、
水
間
（
三
潴
）

の
六
弥
太
の
縁
者
で
大
鼓
を
打
つ
者
を
召
し
抱
え
た
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
寛

永
十
六
年
九
月
九
日
付
二
四
一
号
で
は
「
も
は
や
無
入
用
」
と
あ
る
の
で
、
年

次
の
下
限
は
、
寛
永
十
六
年
で
あ
る
。
①
②
③
よ
り
、
本
書
状
は
寛
永
十
六
年

に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

三
五
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
候
、
先
日
も
如
申
遣
候
、
武
具
修
理
之
儀
、
御
年
寄
中
へ
得
御
意
候
条
、

漸
々
ニ
目
ニ
不
立
様
ニ
申
付
可
然
候
、
然
者
、
家
中
役
目
武
具
一
通
之
儀
相
定
、
別

紙
ニ
書
立
遣
候
条
、
被
得
其
意
、
無
相
違
様
ニ
、
親
類
・
家
中
頭
々
へ
可
被
申
渡
候
、

さ
候
而
、
承
届
候
通
、
右
之
書
立
ニ
判
形
候
て
可
被
差
越
候
、
軍
役
其
外
之
定
、
此

中
渡
置
候
鳥
子
帳
、
書
直
候
而
、』
重
而
可
相
渡
候
条
、
先
以
、
其
心
得
尤
候
、
委
曲

馬
渡
甚
兵
衛
可
申
達
候
条
、
不
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
十
九
日

（
寛
永
十
六
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花
押
）

（
鍋
島
勝
茂
）

 

 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
等
は

在
国
。「
武
具
修
理
之
儀
、
御
年
寄
中
へ
得
御
意
候
条
、
漸
々
ニ
目
ニ
不
立
様
ニ

申
付
可
然
候
」
と
あ
る
が
、
寛
永
十
六
年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
二
五
一
号
（
五

月
十
五
日
付
勝
茂
覚
書
）・
二
四
八
号
（
六
月
十
二
日
付
勝
茂
書
状
）
に
同
内
容

が
あ
り
、
本
書
状
と
関
連
す
る
と
す
れ
ば
年
次
は
寛
永
十
六
年
か
。 

  

三
五
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
蔵
入
よ
り
可
誘
置
武
具
一
通
之
儀
、
今
度
相
定
、
以
書
立
申
遣
候
、

仕
次
物
并
修
理
物
、
好
之
様
子
、
細
ニ
以
帳
面
、
鹿
江
茂
左
衛
門
尉
ゟ
申
遣
候
条
、

無
相
違
、
念
を
入
漸
々
ニ
目
ニ
不
立
様
ニ
可
調
置
通
、
土
山
与
三
兵
衛
・
草
場
内
記
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へ
可
被
申
付
候
、
就
其
、
先
以
、
銀
子
五
十
貫
目
之
筈
遣
候
条
、
右
両
人
へ
』
可
被

相
渡
候
、
委
細
者
茂
左
衛
門
尉
ゟ
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
十
九
日

（
寛
永
十
六
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

 
 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。

茂
辰
・
茂
之
は
在
国
。
三
五
四
号
と
同
日
付
で
あ
り
、
関
連
が
あ
る
と
す
れ
ば

年
次
は
寛
永
十
六
年
か
。 

  

三
五
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
爰
元
無
隙
候
て
、
何
と
も
不
罷
成
体
ニ
候
条
、
先
様
、
印
判
を
以
、
可

申
遣
候
間
、
其
心
得
可
被
申
候
、
已
上
、 

今
度
、
紀
伊
守
仕

（
鍋
島
元
茂
）

合
能
、
御
供
ニ
相
澄
候
為
祝
儀
、
遠
路
態
飛
脚
被
相
越
、
六
月

六
日
之
書
状
到
着
、
披
見
、
別
而
満
足
申
候
、 

一
大
御
所
様

（
徳
川
秀
忠
）

去
ル
廿
日
被
成 

御
入
洛
候
、
我
等
儀
い
つ
も
の
こ
と
く
、
各
同
前
ニ
、

追
分
迄
、

（
近
江
栗
太
郡
）

為 

御
迎
罷
出
、
仕
合
能
致 

御
目
見
、
其
後
登 

城
申
、

（
二
条
城
）

仕
合
無
残

所
候
条
、
万
事
心
安
可
被
存
候
、 

一
紀
伊
守
・
孫
平
太

（
鍋
島
正
茂
） 

御
先
ニ
罷
上
、
今
月
上
旬
罷
着
候
、
紀
伊
守
今
度
御
供
ニ
被 

仰
出
、
陽
泰
院
様
御

（
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
）

満
足
ニ
被
思
召
之
由
、
尤
ニ
存
候
、 

一
当
夏
別
而
暖
気
ニ
候
へ
共
、
陽
泰
院
様
一
入
御
息
災
ニ
御
座
候
由
、
被
申
越
、』
大

慶
ニ
存
候
、
柏
庵
も
連
々
罷
出
、
影
庵
儀
も

（
須
古
信
明
）

今
程
気
色
能
候
ニ
付
而
、
折
々
見
廻

被
申
、
林
理
兵
衛

（
貞
正
）

事
ハ
不
断
打
詰
申
候
由
、
一
段
可
然
存
候
、
弥
無
御
油
断
、
御

養
生
候
様
ニ
、
折
々
可
被
申
事
、
不
及
申
候
、 

一
絵
図
之
儀
ニ
付
而
、
嶋
原
・
大
村
へ
伝
兵
衛
相

（
鍋
島
茂
教
）

越
、
無
残
所
、
談
合
相
澄
候
由
、

可
然
存
候
、 

一
我
等
留
主
中
、
諸
事
無
油
断
被
申
付
之
由
、
一
段
之
儀
ニ
候
、
弥
談
合
日
無
懈
怠

様
ニ
尤
ニ
候
、
何
も
期
後
喜
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

六
月
廿
八
日

（
寛
永
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（
黒

（
鍋
島
勝
茂
）

印
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
京
都
。安
順
は
在
国
。

須
古
信
明
が
影
庵
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
元
和
九
年
以
降
で
あ
り
、
一
ケ
条

目
の
「
大
御
所
」
は
秀
忠
で
あ
る
。
大
御
所
と
し
て
の
徳
川
秀
忠
が
六
月
二
十

日
に
入
洛
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
三
年
と
比
定
で
き
る
。 
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三
五
七 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

態
一
書
申
遣
候
、
然
者
松
平
安
芸
殿

（
浅
野
光
晟
）

家
中
長
谷
川
久
太
郎
、
安
芸
殿
家
中
を
立
退
、

剰
当
地
へ
指
上
召
置
候
証
人
を
も
、
安
芸
殿
家
来
之
衆
へ
も
断
な
く
、
夜
中
ニ
忍
ひ

立
退
候
事
、
重
々
不
届
之
由
被
仰
出
、
久
太
郎
親
子
安
芸
殿
へ
被
下
候
、
右
之
通
、

今
月
廿
一
日
、
御
評
定
場
へ
諸
』
家
中
証
人
不
残
被
召
出
、
牧
野
内
匠

（
信
成
）

殿
・
酒
井

和
泉
殿

（
忠
吉
）

・
杉
浦
内
蔵
允

（
正
友
）

殿
、
右
御
三
人
ニ
而
被
仰
渡
候
書
立
、
為
拝
見
、
今
度
指
遣

候
、
爰
元
之
証
人
并
親
々
へ
も
堅
可
申
聞
由
候
之
条
、
可
被
得
其
意
候
、
何
も
池
野

三
郎
右
衛
門
尉
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
晦
日

（
寛
永
二
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿

（
茂
綱
）

 

 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 

諌
早
豊
前
殿

（
茂
敬
）

 

 
 
 

鍋
嶋
因
幡
殿

（
茂
周
）

 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
等
は

在
国
。
安
芸
広
島
藩
家
臣
長
谷
川
久
太
郎
は
長
谷
川
宗
久
。
長
谷
川
宗
久
は
寛

永
十
九
年
十
一
月
に
浅
野
家
中
を
立
ち
退
き
、
同
二
十
年
に
捕
縛
さ
れ
七
月
二

十
一
日
に
処
罰
さ
れ
て
い
る
。
萩
藩
の
「
公
儀
所
日
乗
」（
山
口
県
文
書
館
蔵
）

の
寛
永
二
十
年
六
月
二
十
一
日
条
に
は
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
佐
賀
藩
に
伝
達

さ
れ
た
の
と
同
じ
内
容
が
萩
藩
に
も
伝
達
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
本
書
状
は
寛
永
二
十
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

三
五
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
寺
社
并
家
中
ゟ
祈
祷
立
願
之
書
立
、
彦
右
衛
門
尉
ゟ
相
越
見
届
、
被
入

念
候
段
、
祝
着
申
候
、
銘
々
、
今
度
、
可
申
遣
候
へ
共
、
時
分
柄
之
儀
候
条
、

無
其
儀
候
、
御
目
見
相
澄
候
刻
、
可
申
遣
候
、
此
段
、
彦
右
衛
門
尉
談
合
候
て
、

銘
々
先
以
、
可
被
申
渡
候
、
此
書
中
彦
右
衛
門
尉
へ
見
せ
可
被
申
候
、
已
上
、 

 

六
月
廿
七
日
之
書
状
参
着
、
令
披
見
候
、 

一
今
度
、
弥
仕
合
能
様
ニ
と
候
て
、
舎
人
・

（
鍋
島
茂
利
）

彦
右
衛
門
尉

（
諸
岡
茂
之
）

相
談
を
以
、
祈
祷
立
願
被

申
、
成
就
之
御
目
録
、
銘
々
被
相
越
、
則
令
頂
戴
候
、
尤
之
心
遣
と
存
事
候
、
其

方
私
ニ
も
、
杉
岳
ニ
而
、

（
大
聖
寺
、
杵
島
郡
）

我
等
罷
上
候
脇
ゟ
、
毎
日
帰
国
迄
、
無
懈
怠
、
千
座
之

祈
祷
被
仕
、
御
目
録
給
、
是
又
被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、 

一
家
中
并
諸
寺
家
よ
り
御
祈
祷
立
願
之
書
立
、彦
右
衛
門
尉
よ
り
相
越
、銘
々
見
届
、

祝
着
申
候
、 
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一
豊
後
為
御
目
付
、
大
久
保
権
右
衛
門
尉

（
正
信
）

殿
・
能
勢
次
左
衛
門
尉

（
頼
重
）

殿
、
御
下
之
刻
、

権
右
衛
門
尉
殿
者
、
大
坂
ゟ
我
等
早
船
壱
艘
荷
船
二
艘
ニ
乗
船
之
由
、
被
申
越
、

得
其
意
候
、
然
者
、
右
御
両
所
へ
』
書
音
申
候
儀
、
逼
塞
時
分
ニ
候
条
、
先
以
、

延
引
可
申
候
、
其
方
ゟ
音
信
な
と
被
申
可
然
候
ハ
ん
哉
之
由
、
尤
之
儀
候
、
右
之

仕
合
故
、
我
等
よ
り
者
無
音
申
候
、
隣
国
之
儀
候
条
、
至
其
元
、
相
応
之
御
用
共

候
ハ
ゝ
、
可
被
仰
聞
由
申
述
、
其
方
ゟ
何
そ
音
信
可
然
候
、
将
亦
、
鵜
野
八
兵
衛

ニ
而
被
申
越
候
隣
国
批
判
之
米
塩
之
儀
、
豊
後
御
目
付
衆
へ
、
其
方
私
ニ
、
か
ろ

く
有
体
可
被
申
分
候
、
乍
然
、
其
元
今
程
之
時
分
次
第
ニ
可
然
候
、
何
も
葉
利
左

衛
門
尉
口
上
ニ
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月
廿
三

（
寛
永
十
五
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 

 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

豊
後
目
付
の
大
久
保
と
能
勢
は
、寛
永
十
五
年
五
月
八
日
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
逼
塞
時
分
」
と
あ
る
の
は
、
島
原
・
天
草
一
揆
（
島
原
の
乱
）
後
に
、

鍋
島
家
が
軍
令
違
反
の
処
分
を
受
け
て
い
る
最
中
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
鵜
野
八
兵
衛
ニ
而
被
申
越
候
隣
国
批
判
之
米
塩
之
儀
」
は
、
七
月
二
十
三
日

（
寛
永
十
五
年
）
付
茂
辰
等
宛
勝
茂
書
付
（
二
四
四
号
）
に
あ
る
「
鵜
野
八
兵

衛
を
以
被
申
越
候
趣
」
と
対
応
す
る
。
以
上
よ
り
、
本
書
状
は
寛
永
十
五
年
に

比
定
で
き
る
。 

  

三
五
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
精
敷
者
監
物
・

（
鍋
島
茂
道
）

兵
右
衛
門
尉

（
中
野
政
利
）

ゟ
可
申
遣
候
条
、
可
被
得
其
意
候
、
已
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
諸
算
用
之
儀
、
此
中
我
等
ハ
目
安
計
見
届
、
算
用
究
之
儀
者
、
美
作
守

（
多
久
茂
辰
）

へ
相
任
罷

有
儀
候
、
我
等
為
ニ
ハ
心
安
儀
ニ
候
へ
共
、
右
之
分
ニ
候
て
、
諸
事
之
遣
方
我
等

見
不
申
候
ヘ
ハ
、
遣
方
之
内
よ
し
め
候
儀
不
罷
成
、
役
者
共
も
大
形
ニ
候
て
、
過

分
之
損
ニ
相
成
事
多
々
有
之
儀
ニ
候
条
、
六
借
儀
ニ
而
ハ
候
へ
共
、
此
先
ハ
、
跡
々

の
こ
と
く
、
算
用
細
付
迄
も
我
等
見
届
候
て
、
諸
算
用
相
究
さ
せ
可
申
候
、
其
心

得
可
被
申
候
、 

一
山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

万
事
之
遣
方
、
其
外
之
儀
、
今
よ
り
手
ふ
と
く
仕
候
者
、
先
様
相
続
間
敷

と
存
候
、
我
等
手
前
何
共
不
罷
成
、
難
続
体
ニ
候
条
、
少
分
ニ
而
も
知
行
な
と
相

加
と
ら
せ
候
儀
、
不
罷
成
事
候
、
其
心
得
候
て
、
毎
物
よ
し
め
候
て
、
造
作
不
入

様
ニ
、
今
之
知
行
相
当
之
覚
悟
、
可
然
存
候
、
右
之
趣
、
能
々
山
城
へ
可
被
申
聞

候
、
謹
言
、 

 
 

七
月
廿
七
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作
殿 
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諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
で
あ
る
。
勝
茂
の
花
押
は
寛
永
十
五
年
末
に
閉
門
処
分
が
解
か

れ
て
以
降
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
（
四
四
七
号
等
）、
ま
た
追
而
書
に
現
れ
る

中
野
政
利
は
寛
永
十
七
年
二
月
に
は
「
数
馬
」
を
称
し
て
い
る
の
で
、
年
次
は

寛
永
十
六
年
と
な
る
。
勝
茂
四
男
直
弘
に
対
し
て
は
、
寛
永
十
三
年
に
知
行
千

石
を
加
え
（
三
二
〇
号
）、
寛
永
十
五
年
に
も
困
窮
を
理
由
に
千
石
を
加
増
し
た

が
（
二
二
〇
号
）、
こ
の
書
状
で
は
、
直
弘
に
対
し
て
節
約
し
て
現
在
の
知
行
で

遣
り
繰
り
す
る
よ
う
、改
め
て
茂
辰
等
か
ら
忠
告
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。 

  

三
六
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

六
月
十
九
日
之
追
而
状
印
、
無
相
違
披
見
、
得
其
意
候
、 

一
松
平
大
隅

（
島
津
家
久
）

殿
煩
、
為
見
廻
、
吉
嶋
五
郎
左
衛
門
尉
薩
州
へ
差
越
候
付
而
、
五
郎
左

衛
門
尉
存
寄
、
其
方
へ
相
尋
申
候
故
、
長
門

（
安
順
）

へ
相
談
を
以
、
様
子
申
含
、
被
相
越

候
趣
、
書
面
之
通
、
一
段
可
然
存
候
事
、 

一
薩
摩
ニ
而
馳
走
之
次
第
、
其
外
之
儀
、
一
つ
書
を
以
、
被
申
越
、
承
届
候
、
大
隅

殿
ゟ
五
郎
左
衛
門
尉
へ
帷
子
十
之
内
』
単
物
五
馬
一
疋
給
、
家
老
よ
り
も
銘
々
遣

物
之
様
子
、
是
又
細
々
承
届
候
、
次
而
を
以
、
右
之
御
礼
可
申
述
候
、
五
郎
左
衛

門
尉
薩
摩
へ
罷
越
候
付
而
、
少
々
造
作
な
と
仕
候
を
、
其
方
へ
も
不
申
聞
、
私
ニ

相
調
候
由
、
祝
着
申
候
通
、
可
被
申
聞
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
朔
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

島
津
家
久
は
、
寛
永
十
三
年
よ
り
病
気
。
同
十
五
年
二
月
二
十
三
日
歿
。
島
津

家
久
の
病
中
で
、
か
つ
勝
茂
が
在
江
戸
。
寛
永
十
四
年
に
比
定
さ
れ
る
四
月
二

十
五
日
付
勝
茂
書
状
（
三
四
三
号
）
は
、
本
号
に
見
え
る
吉
嶋
の
薩
摩
派
遣
前

の
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
状
は
寛
永
十
四
年
に
比
定
さ

れ
る
。 

  
三
六
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
其
地

（
佐
賀
）

当
年
之
耕
作
能
候
由
承
、
満
足
申
候
、
弥
百
姓
共
有
付
、
耕

作
ニ
念
を
入
候
様
ニ
可
被
申
付
事
尤
候
、
然
者
、
先
様
為
心
持
、
蔵
入
所
并
配
分
所
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可
相
改
条
々
、
別
紙
ニ
書
立
遣
候
条
、
被
得
其
意
、
五
人
之
者
共
へ
と
く
と
被
申
渡

可
然
候
、
委
敷
者
千
布
』
六
兵
衛
尉
口
上
ニ
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿

（
茂
綱
）

 

 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 

諌
早
豊
前
殿

（
茂
敬
）

 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸
殿

（
茂
賢
）

 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
等
は

在
国
。
二
月
二
日
（
寛
永
十
三
年
）
付
茂
辰
宛
勝
茂
書
状
（
二
二
六
号
）
に
よ

る
と
、
こ
の
時
よ
り
領
内
の
十
人
組
が
五
人
組
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
状

中
の
「
蔵
入
所
并
配
分
所
可
相
改
条
々
」
を
「
五
人
之
者
共
」
へ
と
い
う
記
述

よ
り
、
こ
れ
を
五
人
組
へ
の
切
り
替
え
以
後
の
も
の
と
比
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
鍋
島
茂
綱
は
、
寛
永
十
一
年
六
月
に
武
雄
か
ら
鍋
島
に
名
字
を
変

え
て
い
る
。
鍋
島
茂
賢
は
、
正
保
二
年
二
月
に
歿
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
寛
永

十
三
年
以
降
正
保
元
年
ま
で
の
八
月
の
勝
茂
の
在
江
戸
の
年
（
寛
永
十
四
年
・

同
十
五
年
・
同
十
六
年
・
同
十
八
年
・
同
二
十
年
）
と
な
る
。 

  

三
六
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
案
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
自
今
以
後
、
家
中
之
者
、
我
等
子
共
孫
共
之
儀
を
、
口
上
又
書
面
に

も
、
何
か
し
殿
と
可
然
候
、
翁
介

（
光
茂
）

一
人
計
を
様
と
申
候
ハ
ゝ
、
本
意
之
儀
と
云
、
以

来
之
〆
、旁
可
然
事
候
間
、其
心
得
被
申
、家
中
之
者
ニ
申
渡
候
様
、若
狭
守

（
鍋
島
茂
綱
）

・
美
作
守

（
多
久
茂
辰
）

・

豊
前
守

（
諫
早
茂
敬
）

・
安
芸
守

（
鍋
島
茂
賢
）

へ
懇
ニ
可
被
申
聞
候
、
其
身

〱
之
』
内
之
者
ハ
各
別
之
儀
ニ
候

之
条
、
不
及
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 

八
月
六
日 

 
 
 

紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

殿 

 
 
 

甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

殿 

 
 
 

山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

殿 

 
 
 

刑
部
太
夫

（
鍋
島
直
朝
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
鍋
島
元
茂
等
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、
鍋
島
直
澄
が
寛
永

十
二
年
十
二
月
に
甲
斐
守
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
限
は
寛
永
十
三
年
。

ま
た
、
光
茂
が
翁
介
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
慶
安
元
年
が
下
限
。
内
容
か
ら
、
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翁
介
が
徳
川
家
光
へ
初
め
て
拝
謁
を
遂
げ
た
頃（
寛
永
十
二
年
冬
、三
〇
四
号
）

と
考
え
ら
れ
る
。
寛
永
十
三
年
か
。
同
年
だ
と
勝
茂
は
在
国
。
鍋
島
元
茂
等
は

在
江
戸
。 

  

三
六
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

長
崎
表
之
儀
、
筑
前
よ
り
被
申
付
様
之
様
子
、
森
口
屋
庄
左
衛
門
尉
ゟ
、
五
月
九
日
、

同
廿
日
、
六
月
七
日
、
同
十
八
日
、
以
書
立
、
相
越
、
見
届
候
、
庄
左
衛
門
尉
念
入

候
儀
、
令
祝
着
候
、
此
段
其
方
よ
り
相
心
得
、
庄
左
衛
門
尉
へ
可
被
申
達
候
、
弥
彼

表
被
申
付
様
体
、
切
々
』
申
越
候
様
、
可
被
申
事
尤
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

「
長
崎
表
之
儀
、
筑
前
よ
り
被
申
付
様
之
様
子
」
に
つ
い
て
、
長
崎
の
森
口
屋

庄
左
衛
門
か
ら
、
五
月
九
日
・
同
二
十
日
・
六
月
七
日
・
同
十
八
日
の
四
回
に

わ
た
り
佐
賀
藩
へ
書
立
が
送
ら
れ
、
そ
れ
が
茂
辰
か
ら
江
戸
の
勝
茂
に
送
ら
れ

て
い
る
。
茂
辰
が
藩
政
中
枢
に
あ
っ
た
時
期
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
寛
永
十
二

年
か
ら
正
保
三
年
ま
で
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
に
、「
長
崎
表
之
儀
」
と
し

て
は
、
寛
永
十
八
年
か
ら
始
ま
る
長
崎
警
備
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寛
永
十

八
年
か
ら
正
保
三
年
ま
で
の
間
で
、
勝
茂
が
江
戸
に
い
る
寛
永
十
八
年
・
同
二

十
年
・
正
保
二
年
の
い
ず
れ
か
の
年
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
寛
永
二
十
年
五
月

の
筑
前
大
島
へ
の
伴
天
連
上
陸
一
件
に
つ
い
て
、「
勝
茂
公
譜
考
補
」（
佐
近
一

―
二
／
七
〇
〇
頁
）
で
は
、「
右
ノ
異
人
共
、
同
月

（
五
月
）

十
九
日
、
福
岡
ヨ
リ
長
崎
へ

到
着
セ
シ
趣
、
翌
廿
日
、
長
崎
ノ
森
口
屋
庄
左
衛
門
ヨ
リ
、
多
久
美
作
守
へ
状

ヲ
以
注
進
ス
、多
久
家
書
」
と
あ
る
。
本
書
状
を
根
拠
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

五
月
十
二
日
に
大
島
で
起
き
た
事
件
を
五
月
九
日
に
第
一
報
で
伝
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。 

  

三
六
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
候
、
然
者
、
肥
前
守

（
鍋
島
忠
直
）

祝
言
ニ
付
而 

、
為
祝
儀
、
肥
前
守
へ
太
刀
馬
代
銀

一
枚
、
よ
め
方
へ
単
物
三

（
鍋
島
忠
直
室
松
平
氏
）

つ
給
、
五
百
八
十
年
と
目
出
度
存
候
、
随
而
祝
言
ニ
付
而
、

よ
き
刀
脇
差
、
方
々
相
尋
候
へ
共
、
無
之
ニ
付
而
、
其
段
勝
屋
勘
右

（
茂
為
）

衛
門
尉
よ
り
申

遣
候
処
、
刀
脇
差
二
腰
被
相
越
候
内
脇
差
ハ
当
用
ニ
罷
成
、
一
入
令
』
満
足
候
、
本

阿
弥
へ
見
せ
候
へ
ハ
、
一
廉
之
脇
差
之
由
申
候
、
刀
ハ
差
戻
候
条
、
其
心
得
可
被
申

候
、
何
も
期
後
音
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 
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信
濃
守 

 
 

八
月
九

（
寛
永
八
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
）  

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

御
宿
所 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
茂
辰
は
在

国
。
年
次
は
、
「
肥
前
守
祝
言
」
が
寛
永
八
年
の
鍋
島
忠
直
と
松
平
忠
明
女
と

の
婚
儀
（
佐
近
一
―
二
／
三
七
六
頁
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永

八
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

三
六
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
候
、
仍
用
所
之
儀
共
仕
廻
候
ニ
付
而
、
伊
豆
又
左
衛
門
尉
指
返
候
、
於
様

子
者
、
一
つ
書
を
以
、
細
砕
口
上
ニ
申
遣
候
間
、
被
承
届
、
能
々
於
其
許
、
談
合
可

被
申
事
肝
要
候
、
左
候
て
、
返
事
之
趣
、
急
度
可
被
申
越
事
□
相
待
候
、
然
者
、
爰

許
無
相
替
儀
、
我
等
親
子
節
々
両 

御
城
へ
罷
出
、 

御
目
見
申
、
仕
合
無
残
所
候

条
、
心
安
可
被
存
候
、
将
亦
、
西
国
衆
頓
而
』
御
暇
出
申
之
由
、
風
聞
候
、
於
実
儀

者
、
早
々
可
申
遣
候
、
船
な
と
の
儀
、
内
々
申
付
可
被
置
候
、
此
地
様
子
、
伊
豆
又

左
衛
門
尉
可
申
候
間
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花

（
鍋
島
）

押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

石
見
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。「
両
御
城
」
は
江
戸
城
本
丸
と

同
西
丸
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は
在
国
。
年
次
と
し

て
は
、
八
月
十
四
日
に
、
西
丸
と
本
丸
に
そ
れ
ぞ
れ
秀
忠
と
家
光
の
い
た
時
期

と
す
る
と
、
寛
永
二
年
か
ら
同
八
年
ま
で
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
勝
茂
の

上
洛
中
で
あ
る
こ
と
が
明
確
な
寛
永
三
年
八
月
は
除
く
こ
と
が
出
来
る
。
さ
ら

に
年
次
を
絞
り
込
む
こ
と
は
難
し
い
が
、こ
の
中
で
、寛
永
四
年
に
つ
い
て
は
、

九
月
十
九
日
の
勝
茂
覚
（
二
六
一
号
）
で
は
、
こ
の
書
状
に
あ
る
の
と
同
様
に
、

西
国
大
名
へ
の
賜
暇
の
風
聞
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
関
係
が
考
え
ら
れ
る
と

と
も
に
、
本
書
状
の
花
押
も
、
や
や
寛
永
四
年
こ
ろ
の
も
の
に
近
い
。 
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三
六
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

 

先
月
廿
一
日
之
書
状
、
令
披
見
候
、 

一
豊
前
内
儀
煩
、
土
用

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

あ
き
、少
再
発
候
へ
共
、追
付
気
色
よ
く
候
由
被
申
越
、作
安

（
生
島
）

・

玄
智

（
矢
島
）

よ
り
も
申
越
、
令
満
足
候
、
風
立
、
涼
敷
時
分
候
条
、
漸
々
能
候
ハ
ん
と
存

事
候
、 

一
豊
前
内
儀
煩
、
打
続
能
候
者
、
作
安
儀
指
上
せ
候
様
ニ
と
、
此
中
申
遣
候
、
さ
候

へ
ハ
、
気
色
ニ
差
立
相
替
儀
者
無
之
候
へ
共
、
節
々
再
発
申
、
大
病
之
儀
ニ
候
条
、

作
安
当
分
召
置
候
ハ
て
ハ
と
、
何
も
吟
味
之
上
、
其
元
へ
先
以
留
置
候
由
、
得
其

意
候
、
気
色
打
返
左
右
ニ
も
無
之
、
漸
々
能
候
者
、
時
分
見
合
、
作
安
』
儀
差
上

せ
可
被
申
候
、 

一
伊
藤
小
左
衛
門
尉
・
於
賀
惣
右
衛
門

（
大
賀
信
貞
）

尉
儀
、
先
日
申
遣
候
付
而
、
承
合
候
へ
ハ
、

松
平
右
衛
門
佐

（
黒
田
忠
之
）

方
扶
持
人
に
て
ハ
無
之
、
博
多
之
町
人
に
て
、
長
崎
へ
も
屋
敷
持

候
而
、
右
衛
門
佐
方
か
い
物
相
調
候
者
之
由
、
被
申
越
、
得
其
意
候
、
何
も
期
後

音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
十
五
日

（
正
保
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛

（
茂
之
）

門
尉 

 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
。

茂
辰
等
は
在
国
。
正
保
二
年
の
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
の
病
気
に
関
わ
る
書
状
で

あ
り
、
歿
す
る
ま
で
の
経
緯
は
、
同
年
中
の
一
〇
九
号
・
一
一
八
号
・
二
三
四

号
・
二
三
五
号
・
二
三
九
号
・
二
四
五
号
・
三
七
九
号
・
四
〇
九
号
で
確
認
で

き
る
。
ま
た
、
伊
藤
小
左
衛
門
・
大
賀
惣
右
衛
門
の
身
元
を
確
認
し
て
い
る
部

分
は
、
二
三
四
号
と
対
応
す
る
。 

  

三
六
七 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

深
堀
番 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭
守

（
茂
綱
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
守

（
茂
辰
）

 

其
方
事
、
深
堀
ヘ
番
被
仕
候
へ
ハ
、
如
此
中
、

諌
早
へ
し
か
と
被
罷
有
候
儀
ハ
不
入
事
候
、 

 
 
 

諌
早
豊
前
守

（
茂
敬
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
内
蔵
助

（
正
辰
）

 

来
年
、
長
崎
御
番
被 

仰
付
候
ハ
ゝ
、
右
四
人
ニ
而
、
二
月
よ
り
九
月
迄
、
一
ケ
月

替
り
か
二
ケ
月
替
り
か
ニ
、
深
堀
へ
付
置
可
申
と
存
候
、
一
番
目
ニ
誰
可
被
罷
越
由

ハ
、
来
』
年
被
下 

御
暇
次
第
、
先
立
可
申
遣
候
条
、
内
々
何
も
其
用
意
尤
ニ
候
、

已
上
、 

 
 

八
月
十
五
日

（
正
保
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
に
よ
る
覚
書
。
三
〇
二
号
に
お
け
る
「
親
類
中
ゟ
一
人
宛
替

〱

深
堀
へ
付
置
」
く
べ
き
「
名
付
」
と
考
え
ら
れ
、
年
次
は
正
保
二
年
に
比
定
さ

れ
る
。
勝
茂
は
在
江
戸
。
名
付
に
あ
る
多
久
茂
辰
は
在
国
。 

  

三
六
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

於
遠
路
、
新
郷
伊
兵
衛
被
相
越
、
六
月
廿
二
日
之
書
状
令
披
見
候
、
其
許
無
何
事
、

陽（
鍋

泰
院

島
直
茂
室

様石
井

弥氏
）

御
息
災
ニ
被
成
御
坐
之
由
、
目
出
度
存
候
、
子
共
皆
々
達
者
ニ
罷
有

之
由
、
令
満
足
候
、 

一
お
つ
る

（
多
久
茂
辰
室

五
月

鍋
島
氏
）

よ
り
懐
胎
之
由
、
泰
長
院
医
師
共
申
之
由
被
申
越
、
千
秋
万
歳
目
出

度
存
候
、
悦
之
程
察
入
申
候
、 

一
伊
勢
菊

（
多
久
安
順
養

疱
瘡
申

女
鍋
島
氏
）

候
後
、
美
作

（
多
久
茂

も辰
）

疱
瘡
仕
、
殊
外
瘡
多
ク
出
来
候
へ
共
、
養
生
被
入

念
候
ニ
付
而
、
乍
両
人
無
何
事
、
今
程
す
き
と
』
本
復
仕
之
由
、
別
而
満
足
申
事

候
、 

一
豊
後
御
目
付
衆
東
条
紀
伊

（
長
頼
）

守
殿
ゟ
忠
広
・
伊
与
掾
へ
、
脇
差
一
つ
宛
、
其
外
半
弓
望

之
由
候
付
而
、
近
日
豊
後
へ
為
持
、
可
被
越
通
、
一
段
可
然
存
知
候
、
将
又
、
喜
介
替

（
多
久
正
俊
）

之
儀
、
勘
右
衛
門

（
勝
屋
茂
為
）

尉
・
将
監

（
関
清
長

迄）

被
申
越
、
細
砕
承
届
候
、
委
者
従
両
人
申
遣
候
、

何
も
伊
兵
衛
可
申
候
間
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月

（
寛
永
四

十
九

年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門

（
多
久
安

殿順
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
細
川
小
倉
藩
「
日
帳
」
寛
永
三

年
十
一
月
十
三
日
条
（『
福
岡
県
史
』
近
世
資
料
編
細
川
小
倉
藩
（
一
）
所
収
）

に
、
東
条
長
頼
・
竹
中
重
信
の
豊
後
目
付
着
任
の
記
事
が
あ
る
。
同
寛
永
五
年

六
月
二
十
八
日
条
（
同
書
（
二
））
に
、
豊
後
目
付
と
し
て
能
勢
頼
重
・
酒
井
忠

知
の
名
が
あ
る
の
で
、
年
次
は
寛
永
四
年
と
な
る
。 

 
 
 

一
条
目
、「
お
つ
る
五
月
よ
り
懐
胎
之
由
」
に
つ
い
て
、
四
七
三
号
（
寛
永
五

年
カ
、
三
月
十
日
付
鍋
島
忠
直
書
状
）
は
、
多
久
茂
辰
の
子
の
誕
生
を
祝
う
も

の
で
、
出
生
の
子
は
千
（
寛
永
五
年
生
、
後
の
鍋
島
武
興
室
）
の
可
能
性
が
高

い
。
三
条
目
の
多
久
正
俊
の
証
人
交
代
に
つ
い
て
、「
水
江
事
略
」
に
よ
る
と
、

寛
永
五
年
多
久
茂
順
嫡
子
慶
松
丸
が
安
順
の
養
子
分
と
な
り
、
寛
永
七
年
慶
松

丸
が
江
戸
に
上
が
り
、
正
俊
が
帰
国
し
た
。 

 
 
 

三
七
四
号
（
寛
永
四
年
九
月
十
九
日
付
）
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
九
月
十
六
日

に
徳
川
家
光
が
催
し
た
茶
会
に
招
か
れ
て
い
る
の
で
、在
江
戸
と
考
え
ら
れ
る
。

安
順
は
在
国
で
あ
る
。 
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三
六
九 
鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 

一
国
中
仕
置
并
家
中
作
法
之
事
、 

一
家
中
并
百
姓
迷
惑
ニ
可
存
事
、 

一
口
事
澄
様
之
事
、 

一
不
入
所
ニ
物
入
事
、 

一
何
事
に
て
も
す
き
の
道
過
る
事
、 

一
よ
く
か
ま
し
き
事
、 

一
條
数
ニ
可
立
儀
、
第
一
之
事
、 

 

右
者
、
我
等
存
出
候
分
、
手
頭
を
以
申
候
、
此
外
ニ
も
、
其
方
存
寄
候
ハ
ゝ
、
不

被
差
置
、
異
見
を
可
承
候
、
已
上
、 

寛
永
二
年 

 
 

八
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
花
押
） 

  
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 
 
 

参
』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
・
安
順
と
も
に
在
国
許
。

年
次
は
寛
永
二
年
。
本
覚
書
の
写
が
「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
」
に
収
載
さ
れ

て
お
り
（
佐
古
二
四
／
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
二
、
六
三
号
）、
そ
れ
に
よ
れ
ば

本
覚
書
は
安
順
と
鍋
島
道
虎
の
両
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
宛
て
ら
れ
た
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
す
る
安
順
・
道
虎
連
名
の
起
請
文
写
も
あ
り
（
同
上
、

六
四
号
）、
勝
茂
・
安
順
・
通
虎
は
同
所
に
居
る
と
思
わ
れ
、
と
も
に
国
許
で
の

や
り
取
り
と
い
え
よ
う
。「
勝
茂
公
譜
考
補
」
に
よ
れ
ば
、
安
順
は
家
中
の
衰
微
・

困
窮
を
憂
い
、
寛
永
二
年
八
月
二
十
日
に
参
府
し
て
勝
茂
に
諌
言
し
、
こ
れ
を

受
け
て
勝
茂
は
、
翌
日
七
か
条
の
「
政
務
ノ
要
法
」
を
手
ず
か
ら
書
き
立
て
、

安
順
に「
異
見
」を
求
め
た
と
あ
る
が（
佐
近
一
―
二
／
三
五
九
～
三
六
〇
頁
）、

安
順
の
参
府
に
つ
い
て
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
安
順
の
「
異
見
」
に
つ
い
て
は
、

「
異
見
」
が
添
え
ら
れ
た
本
覚
書
が
存
す
る
（
佐
古
一
〇
、
七
〇
四
号
及
び
佐

近
一
―
二
／
三
五
九
～
三
六
〇
頁
）。 

  

三
七
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

七
月
十
八
日
連
判
ニ
而
之
書
状
并
一
つ
書
、
令
披
見
候
、 

一
先
書
ニ
も
如
申
遣
候
、
此
地
無
相
替
儀
、 

公
方
様

（
徳
川
家
光
）

弥 

御
機
嫌
能
、 

若
君
様

（
徳
川
家
綱
）

も
倍
被
為
成
御
成
人
之
由
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、 

一
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

下
之
刻
申
遣
候
趣
、
何
も
被
承
届
候
由
、
尤
存
候
、
安
芸
守

（
鍋
島
茂
賢
）

儀
、
深
堀
へ

居
申
候
付
而
、
呼
被
申
候
へ
共
、
盆
之
前
後
者
、
別
而
嶋
々
之
番
等
稠
敷
申
付
候
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様
ニ
と
、
井
上
筑
後

（
政
重
）

殿
御
申
候
故
、
難
成
之
由
候
付
而
、
中
野
又
右

（
正
守
）

衛
門
尉
申
付
、

様
子
と
く
と
申
聞
候
由
、
尤
存
候
、
就
其
、
安
芸
守
ゟ
申
遣
候
条
々
、
一
々
見
届

得
其
意
候
、
弥
無
迦
様
、
諸
事
心
遣
肝
要
之
由
、
安
芸
守
へ
可
被
申
聞
候
、 

一
寄
々
修
理
様
子
之
儀
、
美
作
・

（
多
久
茂
辰
）

彦
右
衛

（
諸
岡
茂
之
）

門
ゟ
委
敷
申
越
、
是
又
尤
存
候
、
此
段
者
、

監
物
・

（
鍋
島
茂
道
）

数
馬
ゟ

（
中
野
政
利
）

』
右
両
人
へ
申
遣
候
儀
候
条
、
可
然
様
ニ
申
付
可
給
候
、 

一
先
日
も
如
申
遣
候
、 

若
君
様
御
誕
生
之
為
御
祝
、
御
年
寄
衆
申
請
候
儀
、
は
や

御
案
内
申
入
候
処
、
何
も
可
被
成
御
出
由
候
、
能
興
行
申
候
儀
、
其
節
之
事
ニ
仕

儀
候
、
御
日
限
ハ
未
相
究
候
、
定
而
来
月
十
之
内
た
る
へ
き
と
存
候
、
然
者
、
飛

彈
〔
驒
〕

守
儀
も

（
鍋
島
直
能
）

、
右
能
之
内
二
番
程
仕
候
様
ニ
と
、
観
世
左
近

（
重
成
）

へ
申
談
儀
候
、
心
安
可

被
存
候
、 

一
其
元
無
何
事
、
何
も
無
事
之
由
、
令
満
足
候
、
於
此
地
も
、
屋
敷
中
少
篇
も
無
相

替
儀
、
其
外
一
門
中
無
為
候
条
、
悉
皆
心
安
可
被
存
候
、
委
敷
者
猶
重
而
可
申
遣

候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
廿
二

（
寛
永
十
八
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

殿 

 
 
 

甲
斐
守
殿 

 
 
 

山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

殿 

 
 
 

美 

作 

殿 

 
 
 
 
 
 
 

御
返
報 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
許
。
四
か
条
目
の
「
若
君
様
御
誕
生
」、
す
な
わ
ち
徳
川
家
綱
誕
生
は
寛
永

十
八
年
八
月
三
日
の
こ
と
で
あ
り
、
九
月
七
日
・
九
日
に
は
誕
生
祝
の
猿
楽
が

催
さ
れ
て
い
る
が
（「
徳
川
実
紀
」
寛
永
十
八
年
九
月
七
日
・
九
日
条
）、
本
書

状
で
「
定
而
来
月
十
之
内
た
る
へ
き
と
存
候
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
催
し
を
指

し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
書
状
の
年
次
は
寛
永
十
八
年
に
比
定
さ
れ
る
。

本
書
状
が
寛
永
十
八
年
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
八
月
二
十
二
日
付
茂
辰
・
茂
之
宛

勝
茂
書
状
（
一
〇
八
号
）
に
「
今
度
御
誕
生
ニ
付
而
、
御
年
寄
衆
申
請
、
能
興

行
申
候
」
と
あ
る
の
も
同
じ
こ
と
を
指
し
、
同
書
状
も
同
年
と
推
定
さ
れ
よ
う

か
。
ま
た
、
本
書
状
二
か
条
目
に
、「
嶋
々
之
番
等
」
に
つ
い
て
大
目
付
井
上
政

重
の
指
示
が
あ
っ
た
旨
の
文
言
が
あ
る
が
、こ
れ
は
卯
月
朔
日（
寛
永
十
九
年
）

の
茂
辰
等
宛
勝
茂
書
状
（
一
四
六
号
）
に
「
井
上
筑
後
殿
ゟ
安
芸
守
へ
、
去
年

被
仰
渡
候
様
ニ
」
と
あ
る
こ
と
に
符
合
し
、
本
書
状
が
寛
永
十
八
年
で
あ
る
こ

と
を
裏
付
け
て
い
る
。 

  

三
七
一 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
安
芸
守

（
鍋
島
茂
賢
）

へ
遣
候
書
状
、
早
々
相
届
可
被
申
候
、
已
上
、 
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今
月
九
日
之
書
状
、
昨
廿
二
日
令
披
見
候
、 

一
安
芸
守
よ
り
之
書
状
、
以
飛
脚
被
相
越
、
見
届
得
其
意
候
、
深
堀
・
脇
津
制
札
之

儀
、
井
上
筑
後

（
政
重
）

殿
よ
り
之
案
書
之
こ
と
く
、
其
方
手
前
に
て
相
調
差
越
候
由
、
尤

ニ
存
候
、
安
芸
守
ゟ
其
方
へ
之
書
状
も
被
相
越
、
令
一
覧
候
、 

一
座
頭
金
剛
院
事
、
先
日
監
物
・

（
鍋
島
茂
道
）

数
馬
ゟ

（
中
野
政
利
）

申
遣
候
ニ
』
付
而
、
様
子
相
究
、
追
付
可

被
申
越
之
由
、
承
届
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
廿
三

（
寛
永
十
八
年
カ
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

  
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

許
。
一
か
条
目
に
、「
深
堀
・
脇
津
制
札
」
に
つ
い
て
大
目
付
井
上
政
重
か
ら
「
案

書
」
が
示
さ
れ
た
と
あ
り
、
こ
の
点
は
三
七
〇
号
の
二
か
条
目
に
「
別
而
嶋
々

之
番
等
稠
敷
申
付
候
様
ニ
と
、
井
上
筑
後
殿
御
申
候
」
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
卯

月
朔
日
（
寛
永
十
九
年
）
の
茂
辰
等
宛
勝
茂
書
状
（
一
四
六
号
）
に
「
井
上
筑

後
殿
ゟ
安
芸
守
へ
、
去
年
被
仰
渡
候
様
ニ
」
と
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
本
書

状
の
年
次
は
寛
永
十
八
年
と
推
定
さ
れ
る
。 

  

三
七
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

副
嶋
太
郎
左
衛
門
尉
、
従
此
中
相
煩
候
付
而
指
下
候
条
、
一
書
申
遣
候
、
仍
此
御
地

無
相
替
儀
、 

上
様
御

（
徳
川
家
光
）

不
例
弥
被
成
御
快
然
、
今
程
御
能
・
跳
な
と
被
為
成
御
上
覧
、

別
而 

御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
、
上
下
目
出
度
御
事
、
不
過
之
存
儀
ニ
候
、
此
節
句

ニ
ハ
、
各 

御
目
見
も
可
有
之
か
と
の
御
沙
汰
共
ニ
候
、
然
者
、 

上
様
へ
、
松
平

下
総

（
忠
明
）

殿
ゟ
、
於 

御
城
近
日 

御
膳
被
成
御
上
候
付
而
、
御
年
寄
中
以
御
相
談
、
手

前
之
小
々
性
踊
、
可
有
御
』
雇
由
御
頼
候
故
、
今
時
分
稽
古
申
付
半
ニ
候
、
い
つ
時

分 

御
城
へ
指
出
候
儀
者
、
不
相
究
候
、
何
も
太
郎
左
衛
門
尉
可
申
候
間
、
不
具
候
、

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
六
日 

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
）」 

 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 

中
務
殿

（
須
古
茂
周
） 

 
 
 

伯
耆
殿

（
神
代
常
親
） 
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安
芸
殿

（
鍋
島
茂
賢
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は

在
国
許
。
本
書
状
で
勝
茂
は
、
近
日
松
平
忠
明
が
将
軍
に
御
膳
を
献
上
す
る
こ

と
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
寛
永
十
四
年
九
月
十
七
日
の
忠
明
に
よ
る
御

膳
献
上
を
指
す
と
思
わ
れ
（「
徳
川
実
紀
」
同
日
条
）、
本
書
状
の
年
次
は
同
年

に
比
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
献
上
に
際
し
勝
茂
は
「
手
前
之
小
々
性
踊
」
を

頼
ま
れ
た
と
あ
る
が
、
同
年
と
比
定
さ
れ
る
九
月
二
十
一
日
付
書
状
（
一
四
〇

号
）
で
勝
茂
は
、
去
十
七
日
に
踊
り
を
披
露
し
た
旨
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
踊

り
と
は
須
古
踊
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
（
須
古
踊
に
つ
い
て
は
、
一
〇
八
号
の

解
説
参
照
）。 

  

三
七
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

 

九
月
二
日
三
人
連
判
之
返
書
、
并
其
方
ゟ
之
書
状
、
何
も
参
着
、
令
披
見
候
、 

一
兼
松
弥
五

（
正
直
）

左
衛
門
尉
殿
、
長
崎
御
下
之
刻
、
書
状
遣
候
ヲ
、
大
坂
に
て
嶋
八
郎
右

（
下
村
利
充
）

衛
門
尉
へ
被
相
渡
、
追
付
差
下
候
付
而
、
則
夫
小
荷
駄
御
船
等
、
被
申
付
候
由
、

得
其
意
候
、
弥
五
左
衛
門
尉
殿
去
十
四
日
晩
、
爰
元
御
立
ニ
候
、
領
中
御
通
之
刻
、

人
を
付
置
、
扨
又
大
坂
よ
り
下
関
迄
、
上
下
共
ニ
手
前
之
船
ニ
御
乗
、
別
而
念
入

候
通
、
深
々
御
礼
被
仰
候
、
今
度
之
儀
、
弥
首
尾
能
候
而
、
満
足
申
事
候
、
心
安

可
被
存
候
、 

一
領
分
宿
々
津
町
、
此
中
宮
部
六
右
衛
門
尉
へ
申
付
候
、
然
者
、』
従 

公
儀
宿
送
彼

是
候
者
、
郡
代
存
候
ハ
ね
ハ
、
俄
之
時
も
と
を
り
か
ね
候
条
、
轟
木
・
神
崎
・
寺

井
・
加
世
・
牛
津
・
小
田
・
高
町
・
塩
田
・
浜
、
右
通
り
宿
々
儀
、
其
在
所
〳
〵

之
郡
代
ニ
、
町
代
官
申
付
候
者
、
万
可
相
調
と
、
何
も
相
談
之
通
被
申
越
、
尤
ニ

存
候
、
右
之
分
ニ
堅
可
被
申
付
候
、
さ
候
て
、
右
宿
々
ノ
物
成
之
儀
、
郡
代
手
前

ゟ
取
集
候
て
、
六
右
衛
門
尉
へ
相
納
、
一
口
ニ
算
用
仕
候
様
ニ
可
然
候
、
宿
々
津

町
之
物
成
、
一
所
ニ
相
集
候
儀
、
能
候
ハ
ん
と
存
候
付
而
、
如
此
ニ
候
、
何
も
期

後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
十
七

（
寛
永
十
六
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

  
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
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許
。
一
か
条
目
に
、
目
付
兼
松
正
直
の
長
崎
下
向
の
こ
と
が
み
え
る
が
、
同
人

は
寛
永
十
六
年
八
月
十
日
に
、
外
国
船
来
航
に
対
処
す
る
た
め
、
長
崎
へ
の
使

者
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
（「
徳
川
実
紀
」
同
日
条
、「
寛
政
譜
」
第
十
四
、
三
九

四
頁
）、
こ
の
こ
と
か
ら
本
書
状
の
年
次
は
寛
永
十
六
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

三
七
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
候
、
爰
元
無
相
替
儀
、
何
も
息
災
ニ
有
之
事
ニ
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、

仍
今
月
十
三
日
よ
り
、
於 

御
西
之
丸
、
被
為
成 

御
数
寄
候
、
就
其
、
同
十
六
日

之
朝
、
佐
竹
修
理

（
義
隆
）

殿
・
伊
達
遠
江

（
秀
宗
）

殿
・
京
極
丹
後

（
高
広
）

殿
・
藤
堂
大
学

（
高
次
）

殿
・
我
等
儀
も 

御

茶
ニ
可
被
召
出
之
由
、
御
年
寄
中
よ
り
以
御
奉
書
、
被
仰
聞
候
付
而
、
登 

城
申
、

外
聞
冥
加
之
段
、
忝
奉
存
候
儀
、
可
有
推
察
候
、
永
井
信
濃

（
尚
政
）

守
殿
よ
り
、
右
之
名
付

ニ
、
我
等
を
口
上
御
書
付
被
遣
、
坐
上
ニ
可
□
有
由
、
大
炊
頭

（
土
井
利
勝
）

殿
も
被
仰
候
』
付
而
、

尤
御
差
図
之
外
無
之
、
右
之
分
ニ
候
、 

御
数
寄
屋
に
て
も
、
色
々
御
懇
之
被
成 

上

意
、
冥
加
忝
仕
合
、
申
も
疎
之
儀
候
、
於
其
地
も
大
慶
ニ
可
被
存
候
、
然
者
、
西
国

衆
へ 

御
暇
出
候
儀
、
当
年
ハ
相
延
候
様
ニ
取
沙
汰
候
処
、
此
比
ハ
又
、
近
日 

御

暇
可
出
様
ニ
風
聞
ニ
候
、
必
定
ニ
候
ハ
ゝ
、
早
々
可
申
遣
候
、
次
ニ
用
所
之
儀
共
候

而
、
鹿
江
茂
左
衛
門
尉
差
下
候
、
何
も
一
つ
書
を
以
、
口
上
ニ
申
含
候
間
、
可
被
得

其
意
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
十

（
寛
永
四
年
）

九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

石
見
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は

在
国
。
年
次
は
、
永
井
尚
政
・
土
井
利
勝
の
幕
府
年
寄
在
職
期
間
か
ら
、
元
和

九
年
よ
り
寛
永
十
年
ま
で
と
な
る
が
、
こ
の
間
の
寛
永
四
年
九
月
十
三
日
よ
り

十
六
日
ま
で
、
西
の
丸
に
お
い
て
茶
会
が
開
か
れ
て
お
り
（「
徳
川
実
紀
」
寛
永

四
年
九
月
十
三
日
～
十
六
日
条
）、
本
書
状
に
み
え
る
「
今
月
十
三
日
よ
り
、
於 

御
西
之
丸
、
被
為
成 

御
数
寄
候
」
に
当
た
る
も
の
と
い
え
る
。
十
六
日
条
に

は
、
同
日
勝
茂
ら
が
茶
会
に
招
か
れ
た
と
あ
り
、
本
書
状
の
「
同
十
六
日
之
朝

…
我
等
儀
も 

御
茶
ニ
可
被
召
出
之
由
」
に
合
致
す
る
。
従
っ
て
、
本
書
状
の

年
次
は
寛
永
四
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  
三
七
五 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

八
月
廿
日
之
書
状
并
手
頭
、
二
つ
内
一
印
判
在
之
を
、
封
之
侭
、
石
田
藤
七
兵
衛

（
泰
貞
）

持
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参
申
、
具
披
見
、
可
然
存
、
請
取
置
候
、
委
者
追
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 

進
之
候
』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
の
居
所
は
在
江
戸
、
茂
辰

は
在
国
。
年
次
は
茂
辰
が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ
ら
れ
る
寛
永
十
二
年
よ

り
、
勝
茂
が
歿
す
る
明
暦
二
年
ま
で
の
う
ち
、
勝
茂
が
江
戸
に
居
て
茂
辰
が
国

許
に
居
る
寛
永
十
四
、
十
五
、
十
六
、
十
八
、
二
十
、
正
保
二
年
。 

  

三
七
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

鍋
嶋
式
部

（
茂
道
）

へ
之
書
状
、
令
披
見
候
、
然
者
、
我
等
・
丹
後
守

（
鍋
島
光
茂
）

、
其
方
所
へ
振
舞
之
用

ニ
、
此
中
上
方
へ
被
申
越
、
一
昨
晩
到
来
之
由
候
て
、
当
年
初
之
鮭
一
尺
給
、
別
而

令
祝
着
候
、
何
そ
珍
敷
肴
も
無
之
、
迷
惑
申
候
処
、
能
時
分
、
被
相
越
、
此
一
種
ニ

而
、
振
舞
出
来
可
申
と
、
満
足
存
候
、
式
部
迄
被
申
越
候
口
能
之
通
も
、
具
承
届
、

念
入
候
儀
と
存
候
、
我
等
事
、
弥
気
色
能
、
丹
後
守
も
』
無
事
候
条
、
心
安
可
被
存

候
、
来
ル
廿
六
日
七
日
時
分
、
帰
城
可
申
候
間
、
其
節
、
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
廿
三

（
承
応
元
年
カ
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。「
来
ル
廿
六
日
七
日
時
分
、
帰
城
可

申
候
間
」
よ
り
、
勝
茂
は
長
崎
ま
た
は
佐
賀
近
郊
に
居
り
、
茂
辰
は
在
国
。
年
次

の
上
限
は
光
茂
が
初
入
部
す
る
承
応
元
年
、
下
限
は
勝
茂
の
歿
年
月
日
か
ら
明
暦

二
年
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
勝
茂
と
光
茂
が
揃
っ
て
在
国
し
て
い
る
の
は
承
応
元

年
と
承
応
三
年
。
承
応
三
年
の
両
名
の
動
向
は
史
料
上
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
承

応
元
年
に
は
、
九
月
に
勝
茂
と
光
茂
が
そ
ろ
っ
て
長
崎
警
備
に
赴
い
て
い
る
（
佐

近
一
―
二
／
七
七
三
頁
）
こ
と
を
踏
ま
え
、
承
応
元
年
と
推
測
し
て
お
く
。 

  

三
七
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

出
船
為
見
立
、
内
裏
迄
、
使
者
被

（
豊
前
企
救
郡
）

相
越
、
被
入
念
候
儀
祝
着
存
候
、
我
等
事
、
道
中

も
養
生
申
、
緩
々
と
罷
越
候
付
而
、
漸
今
廿
六
日
晩
、
内
裏
令
着
候
、
気
色
漸
々
能

候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
海
陸
も
保
養
候
て
、
可
罷
上
と
存
候
、
何
と
そ
、
十
月
中

ニ
、
江
戸
着
候
へ
か
し
と
存
事
候
、
船
共
い
ま
た
不
廻
合
候
条
、
其
間
之
儀
、
下
関
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へ
』
逗
留
可
申
と
存
候
、
就
其
、
出
船
い
つ
共
不
相
知
候
故
、
使
之
者
差
帰
候
、
出

船
申
候
ハ
ゝ
、
蒲
原
善
左
衛
門
尉

（
孝
以
）

ニ
而
可
申
遣
候
、
随
而
、
其
元
万
事
之
儀
、
山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

其
外
皆
へ
も
相
談
被
申
、
毎
物
身
ニ
か
け
、
無
迦
様
ニ
、
弥
気
遣
可
被
申
候
、
何
も

期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
廿
六

（
承
応
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
参
勤
の
途
上
で
豊
前
の

内
裏
に
居
り
、
茂
辰
は
在
国
。
一
五
五
号
（
多
久
茂
矩
宛
、
承
応
二
年
）
と
同

日
付
で
、
ほ
ぼ
同
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
年
次
は
、
一
五
五
号
に
従
い
、
承
応

二
年
。 

  

三
七
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

已
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
七
月
廿
七
日
之
夜
之
大
風
ニ
而
、
諸
郷
田
畠
過
分
ニ
損
候
由
、
諸
岡
彦（

茂

右之
）

衛
門
尉

よ
り
申
越
、
笑
止
千
万
存
候
、
長
崎
表
、
破
損
船
其
外
、
石
垣
・
家
な
と
損
候
通
、

慶（
志

春田
良

・則
）

平
田
助
左
衛
門
尉
ゟ
一
つ
書
を
以
申
越
、
見
届
候
、
深
堀
へ
も
船
家
な
と

余
多
損
候
由
、
笑
止
ニ
存
事
候
、
然
者
馬
場
三
郎

（
利
重
）

左
衛
門
尉
殿
・
山
崎
権（

正

八信
）

殿
・

高
力
摂（

忠

津房
）

守
殿
へ
、
右
大
風
之
儀
、
早
々
以
書
状
、
可
申
入
候
処
、
先
月
廿
日
ニ
、

御
老
中
申
請
候
ニ
相
究
候
つ
れ
共
、
阿
部
豊（

忠

後秋
）

守
殿
当
分
御
煩
ニ
候
故
、
先
以
相

延
候
、
就
其
、
手
前
色
々
取
紛
候
而
、
右
之
御
衆
へ
申
後
候
、
于
今
遅
々
候
へ
共
、

今
度
、
以
書
状
申
入
候
、
日
付
之
儀
、
先
月
廿
三
日
書
載
候
、
此
飛
脚
、
海
上
ニ

而
風
ニ
逢
、
彼
方
此
方
と
候
て
、
存
之
外
遅
着
之
通
、
以
使
者
申
達
、
相
届
可
被

申
候
、
使
者
ハ
誰
そ
か
ろ
き
者
見
合
、
可
被
申
付
候
、 

一
来
年
、
長
崎
御
番
被 

仰
付
儀
候
ハ
ゝ
、
深
堀
へ
一
人
宛
番
々
ニ
被
相
詰
候
様
ニ

と
、』
名
書
候
而
、
先
日
申
遣
候
内
ニ
、
鍋
嶋
内
蔵

（
正
辰
）

助
と
書
付
候
へ
共
、
因
幡

（
鍋
島
茂

煩周
）

よ

く
候
ハ
ゝ
、
深
堀
へ
相
越
、
可
然
存
候
、
此
段
可
被
申
渡
候
、 

一
来
年
、
深
堀
へ
小
屋
懸
候
而
、
鉄
炮
之
者
、
其
外
召
置
候
儀
、
并
領
中
ニ
大
船
無

之
候
条
、
自
然
之
時
之
用
ニ
、
三
百
四
五
十
石
、
四
百
石
程
之
船
、
作
せ
候
之
儀
、

三
郎
左
衛
門
尉
殿
・
権
八
殿
へ
、
可
得
御
内
意
と
存
候
へ
共
、
頓
而
三
郎
左
衛
門

尉
殿
、
当
御
地
可
有
御
参
府
候
条
、
其
節
、
御
面
ニ
と
く
と
御
内
談
申
、
其
上
ニ

而
、
井
上
筑
州

（
政
重
）

へ
も
御
相
談
可
申
と
存
候
故
、
先
以
令
延
引
候
、
為
心
得
、
申
遣

候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月

（
正
保
二

二
日

年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 
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鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諫
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
で
あ
る
。
本
書
状
は
、
七
月
二
十
七
日
の
大
風
（
佐
近
八
―
三
／
二
四
三

頁
）、
阿
部
忠
秋
の
病
（「
寛
政
譜
」
に
よ
る
と
、
正
保
二
年
八
月
二
十
五
日
病

に
よ
り
封
地
に
て
療
養
の
恩
命
あ
り
）
か
ら
、
正
保
二
年
に
比
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 
 
 

本
書
状
は
、
在
府
中
の
勝
茂
が
、
翌
正
保
三
年
の
長
崎
番
役
を
勤
め
る
た
め

に
、
国
許
の
家
臣
へ
警
備
体
制
構
築
を
指
示
し
た
、
七
一
八
号
（
閏
五
月
二
十

三
日
付
）・
二
三
五
号
（
六
月
二
十
日
付
）・
三
〇
二
号
（
八
月
十
五
日
付
）・

三
六
七
号
（
八
月
十
五
日
付
）・
一
三
六
号
（
八
月
二
十
一
日
付
）
に
続
く
も

の
で
あ
る
。
二
条
目
は
、
武
雄
・
多
久
・
諫
早
・
須
古
の
四
家
に
よ
る
深
堀
番

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
深
堀
番
の
具
体
的
な
指
令
書
で
あ
る
三
六
七
号
（
八

月
十
五
日
付
）
で
、
須
古
鍋
島
家
の
当
事
者
が
家
督
前
の
「
鍋
島
内
蔵
助
（
正

辰
）」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
茂
周
が
病
で
あ
っ
た
た
め
と
わ
か
る
（
清
水
二
〇

一
九
）。 

  

三
七
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

先
月
十
五
日
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

へ
之
書
状
、
令
披
見
候
、 

一
深
堀
へ
年
は
へ
之
者
一
人
宛
、
替
々
遣
置
候
儀
、
も
は
や
異
国
船
帰
帆
之
時
分
ニ

候
条
、
い
か
ゝ
可
仕
哉
之
由
、
被
申
越
、
承
届
候
、
然
者
、
松
平
右
衛
門
佐

（
黒
田
忠
之
）

方
よ

り
、
長
崎
へ
被
付
置
候
番
之
者
、
上
ケ
被
申
候
ハ
ゝ
、
右
深
堀
へ
遣
置
候
番
之
者

も
、
そ
れ
次
第
ニ
、
佐
賀
之
様
ニ
召
寄
、
可
被
申
候
、
於
然
者
、
七
左
衛

（
鍋
島
茂
里
）

門
尉
儀

も
佐
賀
へ
罷
帰
候
様
ニ
、
可
被
申
聞
候
、 

一
右
衛
門
佐
方
番
之
者
、
何
月
何
日
ニ
引
被
申
候
哉
、
早
々
承
度
候
条
、
承
合
、
急

度
可
被
申
越
候
、
此
中
も
如
申
遣
候
、
右
衛
門
佐
方
、
筑
前
に
て
冬
中
鷹
野
其
外

作
法
之
儀
、
能
立
聞
候
て
、
此
地
可
被
申
越
候
、 

一
作
安

（
生
島
）

儀
、
豊
前
内
儀
煩

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

ち
と
よ
く
候
て
、
作
安
其
元
へ
付
居
候
ハ
て
も
の
儀
ニ
候

ハ
ゝ
、
差
上
せ
申
候
様
ニ
と
、
先
日
申
遣
候
処
、
豊
前
』
内
儀
煩
、
于
今
相
替
儀

も
無
之
、
気
遣
之
体
ニ
候
由
被
申
越
、
無
心
元
存
候
、
於
然
者
、
作
安
儀
先
以
其

元
へ
召
置
、
養
生
之
儀
、
弥
無
油
断
様
ニ
可
被
申
付
候
、
我
等
儀
大
形
息
災
ニ
罷

成
候
条
、
爰
元
之
儀
者
い
か
様
ニ
も
可
仕
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、
委
細
之
儀
者
、

後
便
ニ
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
二
日

（
正
保
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 
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多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
か
ら
多
久
茂
辰
へ
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

文
中
よ
り
長
崎
警
備
が
黒
田
忠
之
の
当
番
年
で
あ
る
こ
と
、
諫
早
茂
敬
室
鍋
島

氏
（
勝
茂
女
亀
、
宝
乗
院
）
が
患
い
な
が
ら
も
存
命
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年

次
は
正
保
二
年
。 

  

三
八
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
我
等
淋
病
、
于
今
す
き
と
無
之
、
迷
惑
申
事
候
、
作
安

（
生
島
）

罷
下
候
条
、
令

服
薬
、
折
角
養
生
申
候
間
、
定
而
頓
而
本
復
可
申
と
存
事
候
、
已
上
、 

一
書
令
啓
候
、
其
許
久
々
被
相
詰
、
太
儀
存
候
、
其
方
此
地
被
罷
帰
候
儀
、
今
月
廿

日
過
ニ
、
馬
場
三
郎
左
衛
門

（
利
重
）

殿
へ
得
御
意
可
申
と
存
候
、
今
少
之
儀
候
間
、
弥
念
を

可
被
入
事
肝
要
存
候
、
山
崎
権
八

（
正
信
）

殿
今
明
日
中
御
上
之
由
候
条
、
寺
井
へ
罷
出
、
可

（
寺
井
津
、
佐
賀
郡
）

申
承
候
、
残
居
候
お
ら
ん
た
船
、
近
日
帰
帆
可
申
由
申
来
候
、
如
何
、
出
船
』
申
候

哉
、
承
度
候
、
随
而
今
朝
我
等
鷹
ニ
取
飼
候
条
、
真
鴨
一
羽
・
足
黒
一
羽
并
鮒
一
篭

進
之
候
、
料
理
候
而
可
有
賞
味
候
、
此
地
宿
元
何
も
息
災
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、

猶
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
五
日

（
正
保
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
国
し
て
お
り
、
佐
賀

ま
た
は
近
郊
の
狩
場
、
茂
辰
は
在
長
崎
。「
水
江
事
略
」
に
よ
る
と
、
茂
辰
の
長

崎
出
張
は
寛
永
十
九
年
と
正
保
三
年
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
二
回
で
あ
る
。

「
石
田
私
史
」
正
保
三
年
十
月
五
日
の
項
に
「
公
古
賀
堀
、
得
鴨
三
」（
佐
近
／

八
―
三
／
二
五
〇
頁
）
と
あ
り
、
本
文
の
内
容
と
一
致
す
る
。
よ
っ
て
年
次
は

正
保
三
年
。 

  

三
八
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
公
儀
料
銀
其
方
へ
一
職
相
渡
候
付
而
、
仕
配
之
様
子
ニ
ゟ
、
二
三
年
之
内
ニ
増
減

可
相
知
通
、
先
書
ニ
申
遣
候
条
、
右
之
内
よ
り
銀
子
差
出
候
ハ
ゝ
、
減
可
申
と
存
、

其
心
遣
候
て
ハ
、
仕
配
之
障
ニ
も
可
相
成
か
と
存
候
、
右
ハ
、
其
方
為
心
得
、
申

遣
た
る
儀
候
条
、
其
元
談
合
之
上
、
蔵
入
家
中
ろ
く
ニ
罷
成
、
先
様
二
道
相
続
候
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様
ニ
、
無
用
捨
、
右
之
銀
之
内
、
差
出
し
可
然
儀
候
ハ
ゝ
、
其
通
ニ
仕
配
尤
ニ
候
、

為
其
、
態
申
遣
候
、 

一
小
川
市（

利

左
衛
門

清
）

尉
へ
、
此
中
切
米
百
石
宛
、
其
上
ニ
衣
装
料
共
と
ら
せ
候
、
さ
も

候
へ
ハ
、
当
年
も
爰
元
』
相
詰
、
造
作
申
儀
ニ
候
、
今
之
分
に
て
借
銀
共
仕
候
へ

ハ
、
先
様
之
為
ニ
も
不
相
成
事
候
条
、
中
野
内（

茂

匠利
）

手
前
ニ
、
此
中
引
分
候
而
召
置

候
知
行
之
内
ゟ
米
百
五
十
石
相
加
、
合
米
弐
百
五
十
石
、
当
年
ハ
先
以
、
内
匠
手

前
ゟ
市
左
衛
門
尉
へ
相
渡
候
様
ニ
、諸
岡
彦（

茂

右之
）

衛
門
尉
談
合
候
て
、可
被
申
付
候
、

自
然
、
当
物
成
之
米
、
不
有
合
候
ハ
ゝ
、
右
弐
百
五
十
石
之
算
用
前
、
銀
子
に
て

も
可
相
渡
候
、
此
書
中
、
彦
右
衛
門
尉
へ
も
見
せ
可
被
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月

（
寛
永
十

五
日

二
年
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
一
条
目
に
「
公
儀
料
銀

其
方
へ
一
職
相
渡
候
付
而
、
仕
配
之
様
子
ニ
ゟ
、
二
三
年
之
内
ニ
増
減
可
相
知

通
」、「
先
書
」
で
申
し
遣
わ
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
二
四
二
号
（
寛
永
十
二
年

カ
、
九
月
二
十
日
付
、
勝
茂
よ
り
茂
辰
宛
）
の
六
条
目
の
内
容
に
合
致
す
る
の

で
、「
先
書
」
と
は
二
四
二
号
と
考
え
ら
れ
る
。
茂
辰
へ
の
蔵
入
・
小
物
成
・

公
儀
料
銀
の
移
譲
（
佐
古
一
〇
／
多
久
家
書
物
御
什
物
方
指
出
五
号
）
ま
た
小

川
氏
の
名
跡
を
利
清
が
継
承
す
る
の
が
寛
永
十
二
年
で
あ
る
（
佐
近
八
―
一
／

四
五
〇
頁
）
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
本
書
状
の
年
次
は
寛
永
十
二
年
と
推

定
で
き
る
。
二
四
二
号
で
は
在
府
中
の
勝
茂
が
「
来
年
四
月
ニ
ハ
我
等
罷
下
儀

候
間
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
江
戸
で
越
年
の
予
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

茂
辰
は
在
国
で
あ
る
。 

  

三
八
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
三
斎
老
被
相
煩
候
付
而
、
盛
方
院

（
吉
田
淨
元
）

肥
後
へ
被
罷
下
候
、
今
度
書
状
遣
候

条
、
三
斎
老
へ
之
状
同
前
ニ
可
相
届
候
、
已
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
豊
後
御
目
付
為
替
、
石
川
弥（

貴

左成
）

衛
門
尉
殿
・
徳
山
五（

重

兵
衛

政
）

殿
、
今
月
廿
日
時
分
当

地
被
罷
立
候
、
就
其
、
爰
元
ニ
而
銀
子
十
枚
小
袖
三
音
信
申
候
、
乍
両
所
、
進
物

被
相
留
候
、
豊
後
へ
参
着
之
儀
承
合
、
如
例
、
若
狭

（
鍋
島
茂

・綱
）

美
作

（
多
久
茂

・辰
）

豊
前

（
諫
早
茂

連敬
）

署
ニ
而
、

御
用
等
も
候
ハ
ゝ
、
可
被
仰
聞
由
書
載
候
而
、
何
そ
国
肴
之
類
二
色
宛
見
合
音
信

可
被
申
候
、 

一
於
本
丸
、
先
様
一
年
ニ
四
度
宛
、
毎
年
四
季
ニ
荒
神
祭
り
可
仕
候
条
、
末
次
持
光

寺
能
候
ハ
ん
と
存
候
、
当
冬
よ
り
持
光
寺
本
丸
へ
申
入
、
執
行
尤
ニ
候
、
爰
元
有

之
毎
年
之
嘉
例
帳
ニ
書
載
候
条
、
彦
右
衛

（
諸
岡
茂
之
）

門
尉
へ
渡
置
候
帳
ニ
も
、
其
元
ニ
而
書
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付
可
申
候
、 

一
細
川
三（

忠

斎興
）

へ
煩
為
見
廻
、
書
状
』
を
以
申
入
候
条
、
飛
脚
ニ
而
進
入
可
被
申
候
、 

一
西
之
門
出
口
ニ
此
中
立
置
候
鷹
屋
之
儀
、
大
風
ニ
吹
倒
候
ニ
付
而
、
東
之
鷹
屋
近

所
ニ
見
合
、
可
相
立
由
、
申
遣
候
へ
ハ
、
当
分
可
然
在
所
無
之
付
而
、
大
木
庄（

知

左清
）

衛
門
尉
鷹
屋
近
所
ニ
見
合
、
相
立
可
申
由
被
申
越
、
可
然
存
候
、
其
通
ニ
急
度
可

被
相
立
事
尤
ニ
候
、 

一
西
之
門
出
口
之
鷹
や
屋
敷
、
西
む
き
ニ
付
而
、
誰
そ
移
し
可
申
由
、
先
日
申
遣
候
、

其
段
葉
利
左
衛
門
尉
承
付
、
塀
并
作
事
等
を
も
相
当
仕
、
可
罷
移
通
、
美
作
迄
申

候
趣
、
承
届
、
念
入
之
儀
、
令
満
足
候
、
早
々
移
り
候
様
、
可
被
申
付
候
、
就
其
、

利
左
衛
門
尉
へ
も
、
今
度
状
遣
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月

（
正
保
二

六年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
の
下
限
は
、 

 
 

細
川
忠
興
の
歿
年
月
（
正
保
二
年
十
二
月
）
よ
り
、
正
保
二
年
で
あ
る
。
石
川 

 
 

貴
成
と
徳
山
重
政
は
、
正
保
二
年
十
月
朔
日
に
豊
後
目
付
に
任
じ
ら
れ
て
い
る

（「
寛
政
譜
」）。
ま
た
四
・
五
条
目
、
西
の
門
出
口
の
鷹
屋
が
大
風
で
倒
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
四
〇
九
号
（
正
保
二
年
八
月
二
十
一
日
付
）
に
記
載
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
本
書
状
の
年
次
は
、
正
保
二
年
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
な
お
葉
利
左
衛
門
に
つ
い
て
、「
葉
隠
聞
書
校
補
」
は
正
保
二
年
二
月
九
日

「
牢
人
」（
佐
近
八
―
一
／
六
〇
一
）、「
石
田
私
史
」
は
正
保
四
年
二
月
九
日
「
牢

人
」
と
す
る
（
佐
近
八
―
三
／
二
五
四
頁
）。 

本
書
状
の
内
容
か
ら
は
、「
石
田

私
史
」の
記
載
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。正
保
二
年
は
長
崎
番
役
非
番
年
で
、

勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
で
あ
る
。 

  

三
八
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

先
月
廿
七
日
出
雲

（
鍋
島
茂

監
物

道
）

・
中
野
兵（

政

右
衛
門

利
）

尉
迄
之
書
状
、
令
披
見
候
、
関
将
監

（
清
長
）

儀
煩

本
復
不
申
、
去
月
廿
日
相
果
候
由
、
不
及
是
非
儀
候
、
別
而
不
便
存
候
儀
、
推
量
可

被
申
候
、
随
而
、
左（

神

近
傍

代
直
長
）

、
諸
事
気
遣
仕
候
者
無
之
付
而
、
当
分
諸
岡
彦（

茂

右
衛
門

之
）

尉
・

関
千
左
衛
門

（
尚
氏
カ
）

尉
両
人
に
て
、
用
所
等
相
叶
候
様
ニ
被
申
付
候
由
、
得
其
意
候
、
然
者
、

我
等
罷
下
候
迄
、
左
近
傍
之
儀
、
三
上
新
介
気
遣
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
将
監
与
』

一
通
之
儀
者
、
犬
塚
惣（

宅

兵
衛

長
）

・
光
野

（
満
野
）

三
右
衛
門
尉
両
人
ニ
而
承
候
様
ニ
可
然
候
、
我

等
帰
国
之
節
、
推
量
候
て
可
申
付
候
、
何
も
当
分
之
儀
候
条
、
其
段
可
被
申
聞
候
、

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 
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十
月
十
三
日

（
寛
永
十
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
在
国
の
茂
辰
よ
り
在
府
中
の
勝 

 
 

茂
に
、
関
清
長
の
病
歿
を
知
ら
せ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
返
信
で
あ
る
。「
葉
隠

聞
書
校
補
」
収
載
の
関
の
歿
年
月
日
（
寛
永
十
五
年
九
月
二
十
日
、
佐
近
八
―

一
／
三
四
六
頁
）
に
従
え
ば
本
書
状
は
寛
永
十
五
年
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
花
押
型
も
同
年
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
天
草
・
島
原
一
揆

（
島
原
の
乱
）
後
、
家
臣
団
の
編
成
替
え
が
あ
り
、
清
長
歿
後
の
関
与
（
組
）

は
、
神
代
家
相
続
前
に
関
の
養
子
で
あ
っ
た
直
長
が
継
承
し
た
（
藤
野
保
一
九

八
一
年
／
五
五
八
～
五
六
〇
頁
）。 

 
 

 

 

三
八
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

昨
十
四
日
監
物

（
鍋
島
茂

へ道
）

之
書
状
、
令
披
見
候
、
其
元
無
相
替
儀
由
、
令
満
足
候
、
仍
去
十

一
日
曽
■
深
堀
へ
見
廻
候
刻
、
三
郎
左
衛
門
尉

（
馬
場
利
重
）

殿
よ
り
、
其
方
両
人
内
々
御
振
舞
有

度
由
、
然
者
十
四
日
朝
、
御
隙
候
条
、
可
被
召
寄
由
候
付
而
、
三
郎
左
衛
門
尉
殿
へ
、

乍
両
人
参
候
処
種
々
馳
走
之
御
振
舞
ニ
而
、
我
等
よ
り
進
之
候
白
鳥
御
料
理
、
引
物

な
と
自
身
御
引
、
殊
三
郎
左
衛
門
尉
殿
手
前
ニ
而
、
御
茶
給
候
由
、
一
段
之
仕
合
、

於
我
等
も
忝
存
儀
候
、
就
者
、
只
今
、
以
書
状
御
礼
申
入
候
条
、
其
心
得
可
被
申
候
、

美
作
』
其
元
へ
詰
居
候
儀
を
も
、
被
入
御
念
、
御
申
候
由
、
又
兵
衛

（
石
尾
孝
房
）

尉
よ
り
申
越
、

承
届
候
、
帰
宅
時
分
之
儀
、
昨
日
数
馬

（
中
野
政

を利
）

以
申
遣
候
、
其
心
得
尤
候
、
何
も
期
後
音
、

不
能
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月

（
正
保
三

十
五
日

年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
七（

茂

左里
）

衛
門
尉
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
鍋
島
（
深
堀
）
茂
里
へ
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
・

茂
里
が
馬
場
利
重
か
ら
饗
応
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
中
野

数
馬
の
表
記
よ
り
年
次
の
上
限
は
寛
永
十
七
年
で
あ
る
。 

本
文
「
美
作
其
元
へ
詰
居
候
」
は
、
正
保
二
年
に
勝
茂
が
武
雄
・
多
久
・
諫

早
・
須
古
の
四
家
に
命
じ
た
、
正
保
三
年
の
深
堀
番
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
（
一

三
六
・
三
六
七
号
な
ど
）。「
水
江
事
略
」
に
よ
る
と
、
茂
辰
の
深
堀
番
は
、
正

保
三
年
九
月
よ
り
十
一
月
で
あ
る
。
茂
辰
の
帰
国
に
つ
い
て
、
本
文
に
「
昨
日

数
馬
を
以
申
遣
候
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
石
田
私
史
」
正
保
三
年
十
月
十
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四
日
条
（「
中
野
数
馬
使
于
長
崎
」、
佐
近
八
―
三
／
二
五
〇
頁
）
に
よ
り
裏
付

け
ら
れ
る
。
ま
た
三
九
一
号
（
正
保
三
年
霜
月
八
日
付
）
に
は
、
茂
辰
の
帰
国

に
つ
い
て
、
馬
場
利
重
の
意
向
を
石
尾
孝
房
が
勝
茂
に
伝
え
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
書
状
の
年
次
は
正
保
三
年
に
比
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
同
年
は
長
崎
番
役
当
番
年
で
、
勝
茂
は
在
国
、
茂
辰
は
在
長
崎
、

深
堀
勤
番
中
で
あ
る
。
な
お
本
文
「
曽
■
」
は
、
長
崎
で
勤
役
中
の
人
物
と
推

察
す
る
。
二
三
五
号
（
正
保
二
年
六
月
二
十
日
付
）
四
条
目
「
曽
雪
」
と
関
連

す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 

  

三
八
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
鷹
場
之
儀
、
此
書
面
得
其
意
、
其
元
見
合
を
以
、
相
渡
可
被
申
候
、
已

上
、 

高
力
摂
津

（
忠
房
）

守
殿
ゟ
、
鷹
場
之
儀
付
而
、
御
状
給
候
、
其
方
へ
も
申
来
候
由
、
得
其
意

候
、
然
者
、
船
よ
り
鷹
師
被
相
越
候
勝
手
能
候
条
、
寺
井

（
佐
賀
郡

ゟ）

相
つ
ゝ
き
、
神
崎
郡
・

三
根
郡
、
此
両
所
被
相
渡
、
可
然
候
、
自
然
、
此
外
ニ
望
敷
由
候
ハ
ゝ
、
佐
賀
郡
ニ

而
つ
か
ひ
被
申
候
様
ニ
可
然
候
、白
石

（
杵
島
郡
）

・
佐
留

（
杵
島
郡

志）

・
山
口

（
杵
島
郡

・）

小
田

（
杵
島
郡

・）

芦
ケ
里

（
小
城
郡
）

之
儀
者
、

今
年
我
等
鷹
共
ニ
靏
取
飼
せ
候
条
、
右
之
在
所
之
内
者
、
あ
な
た
ゟ
被
申
候
共
、
其

方
と
し
て
断
可
被
申
候
、此
中
鷹
共
靏
取
ニ
仕
立
候
ハ
ん
と
候
へ
共
、一
両
年
何
角
』

差
合
候
而
相
延
候
、
当
冬
取
飼
候
ハ
ね
ハ
鷹
共
す
た
り
候
間
、
其
心
得
尤
候
、
摂
津

守
殿
へ
之
御
報
之
案
文
遣
候
条
、
披
見
、
可
被
得
其
意
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月

（
寛
永
十

十
八
日

六
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
花
押
型
は
寛
永
十
六
年
以
降
多

く
見
ら
れ
る
。
三
八
九
号
（
霜
月
二
日
付
、
勝
茂
よ
り
茂
辰
宛
）
に
は
、「
鷹
場

之
儀
ニ
付
而
、
先
日
高
力
摂
津
守
殿
ゟ
預
御
状
候
、
御
報
、
此
程
遣
候
条
、
定

而
可
参
着
候
」
と
あ
り
、
三
根
・
神
埼
両
郡
の
鷹
場
の
記
載
が
あ
る
。
三
八
九

号
に
は
細
川
忠
利
に
も
高
力
か
ら
鷹
場
の
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
と
関
連
す
る
な
ら
ば
、
忠
利
の
歿
年
月
（
寛
永
十
八
年
三
月
）
か
ら
、

年
次
の
下
限
は
寛
永
十
七
年
と
な
る
。
勝
茂
は
寛
永
十
六
年
在
江
戸
、
十
七
年

五
月
に
暇
、
帰
国
で
あ
る
（
佐
近
一
―
二
／
六
七
六
頁
）。
本
書
状
は
、
在
府
中

の
勝
茂
が
在
国
の
茂
辰
に
、
鷹
場
に
つ
い
て
の
指
示
を
伝
え
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
寛
永
十
六
年
の
可
能
性
が
高
い
。 

  

三
八
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 
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此
地
相
越
候
付
而
、
為
見
廻
、
一
人
被
申
付
、
殊
鮑
一
折
十
五
送
預
、
令
祝
着
候
、
我

等
事
、
今
程
別
而
息
災
慰
申
儀
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
頓
而
罷
帰
儀
候
間
、
此
脇
、

飛
脚
に
て
も
被
申
付
間
敷
候
、
何
も
面
を
以
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
廿
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
も
茂
辰
も
と
も
に
在
国
。

鮑
の
礼
を
述
べ
、
近
日
中
に
帰
る
と
伝
え
て
い
る
。
年
次
は
、
上
限
が
、
茂
辰

が
美
作
を
称
す
る
寛
永
二
年
、下
限
は
勝
茂
の
歿
年
月
、居
所
か
ら
明
暦
元
年
。 

  

三
八
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

追
而
申
遣
候
、
此
地
少
篇
も
無
相
替
儀
、
我
等
節
々
登 

城
申
、
仕
合
能
候
間
、
心

安
可
被
存
候
、
然
者
、
お
亀
来
月
ハ
繁

（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

昌
月
に
て
、
気
遣
申
事
候
、
柏
庵
儀
も
、
加
賀
守

（
鍋
島
直
澄
）

供
候
て
罷
上
、
其
元
へ
医
者
な
と
も
無
之
事
候
間
、
影
庵
立
入

（
須
古
信
明
）

候
て
気
遣
被
申
候
様

ニ
と
、
今
度
、
以
状
』
申
遣
候
条
、
其
心
得
候
て
、
影
庵
へ
其
方
と
し
て
も
能
申
達

可
然
候
、
勿
論
、
其
方
儀
も
心
懸
可
被
申
事
尤
候
、
柏
庵
爰
元
着
候
ハ
ゝ
、
追
付
可

差
下
候
間
、
其
心
得
可
被
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

霜
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

勝
茂
の
娘
で
諫
早
茂
敬
の
妻
で
あ
る
亀
が
来
月
出
産
予
定
で
あ
る
が
、
佐
賀
に

医
者
が
い
な
い
こ
と
を
案
じ
、
医
術
の
心
得
が
あ
る
影
庵
に
様
子
を
見
て
欲
し

い
と
頼
ん
で
い
る
。
年
次
は
、
鍋
島
直
澄
が
寛
永
十
二
年
十
二
月
に
甲
斐
守
に

任
官
す
る
（
佐
近
二
―
一
／
一
六
七
頁
）
こ
と
か
ら
寛
永
十
二
年
以
前
が
考
え

ら
れ
る
。
亀
の
出
産
は
、
四
三
号
で
一
月
十
九
日
に
男
子
誕
生
が
記
さ
れ
て
い

る
。
寛
永
九
年
茂
清
、
寛
永
十
年
茂
孝
、
寛
永
十
三
年
茂
真
が
該
当
し
、
寛
永

八
年
、
九
年
、
十
二
年
の
い
ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

  
三
八
八 

幕
府
老
中
連
署
奉
書
案
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

当
年
、
異
国
船
、
奥
州
之
浦
々
、
就
乗
廻
之
、
於
南
部
、
捕
之
、
相
尋
候
之
処
、
阿
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蘭
陀
船
、
遭
風
波
之
難
、
漂
海
上
由
、
依
申
之
、
則
召
寄
、
雖
遂
穿
鑿
、
弥
申
分
無

紛
候
、
因
茲
、
従
長
崎
、
か
ひ
た
ん
を
呼
寄
、
僉
議
之
処
、
彼
船
し
や
か
た
ら
と
申

所
よ
り
出
之
、
伴
天
連
并
き
り
し
た
ん
宗
門
之
族
、
不
乗
来
之
段
、
慥
ニ
申
付
而
、

被 

聞
召
分
、
以
来
、
自
然
遇
難
風
、
日
本
之
中
、
何
之
所
へ
相
着
候
共
、
無
気
遣
、

揚
陸
地
、
其
所
之
守
護
人
へ
申
断
、
船
中
之
人
数
を
も
改
さ
せ
可
申
由
、
含
之
、
返

し
つ
か
ハ
し
候
、
然
者
、
向
後
、
若
領
内
之
浦
へ
阿
蘭
陀
船
於
着
岸
者
、
改
之
、
其

船
を
留
、
番
之
者
を
付
置
、
様
子
具
可
注
進
旨 

上
意
候
、
不
及
申
候
へ
共
、
阿
蘭

陀
儀
者 

御
代
々
日
本
へ
之
渡
海
商
買
仕
事
候
、
守
右
之
趣
、
其
断
申
候
者
、
搦
捕

事
又
ハ
打
擲
等
、
不
致
之
様
ニ
、
可
被
入
念
候
、
已
上
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
対
馬

（
重
次
）

守 

 
 

寛
永
廿
年
十
二
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
豊
後

（
忠
秋
）

守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
伊
豆

（
信
綱
）

守 

 

【
解
説
】 

阿
部
重
次
等
三
名
に
よ
る
老
中
連
署
奉
書
案
。
寛
永
二
十
年
十
二
月
は
勝
茂

は
在
江
戸
で
あ
る
。 

  

三
八
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
細
川
越
中

（
忠
利
）

殿
へ
も
、
摂
津
守
殿
ゟ
鷹
場
之
儀
申
来
之
由
候
へ
共
、
被
相

渡
さ
る
由
候
、
為
心
得
候
、
摂
津
守
殿
へ
之
鷹
場
之
儀
、
小
城
郡
・
杵
嶋
郡
に

て
ハ
不
罷
成
候
条
、
内
々
其
心
得
候
て
、
其
方
校
量
を
以
、
能
様
ニ
可
被
申
分

候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
鷹
場
之
儀
ニ
付
而
、
先
日
高
力
摂
津

（
忠
房
）

守
殿
ゟ
預
御
状
候
、
御
報
、

此
程
遣
候
条
、
定
而
可
参
着
候
、
然
者
三
根
郡
・
神
崎
郡
、
此
両
所
へ
鷹
師
被
相
越
、

御
遣
せ
候
様
ニ
と
申
進
候
、
さ
候
へ
ハ
、
久
々
遣
被
申
候
儀
、
迷
惑
ニ
存
候
条
、
廿

日
か
三
十
日
か
之
間
、
遣
被
申
候
様
ニ
、
其
方
と
し
て
、
あ
な
た
の
鷹
師
へ
断
可
被

申
候
、
右
之
段
、
先
日
』
摂
津
守
殿
へ
之
御
報
ニ
申
略
候
付
而
、
重
而
申
遣
事
候
、

何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

霜
月
二
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

島
原
藩
主
高
力
忠
房
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
、
領
内
鷹
場
の
案
内
に
つ
い
て
指
示

し
て
い
る
。
三
八
五
号
で
は
、
三
根
郡
・
神
埼
郡
に
案
内
す
る
よ
う
に
伝
え
て

い
る
が
更
に
日
数
を
二
、三
十
日
以
内
に
す
る
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。年
次
は
、

高
力
忠
房
が
島
原
藩
主
と
な
る
寛
永
十
五
年
四
月
以
降
で
、
細
川
忠
利
歿
年
月
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（
寛
永
十
八
年
三
月
歿
）
に
よ
り
、
寛
永
十
五
年
か
ら
十
七
年
の
間
と
な
る
。

寛
永
十
七
年
十
一
月
は
勝
茂
は
在
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
五
年
、
十
六

年
が
考
え
ら
れ
る
。
花
押
型
が
寛
永
十
六
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

寛
永
十
六
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

三
九
〇 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 

 
 
 
 
 
 
 
 

藤
瀬
半
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

平
尾
伝
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

石
井
長
悦 

 
 
 
 
 
 
 
 

藤
原
右
京 

 
 
 
 
 
 
 
 

江
口
蔵
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

岡
村
市
郎
兵
衛
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

江
里
口
四
郎
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

西
村
長
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

志
波
内
蔵
助 

 
 
 
 
 
 
 

山
城
守
内

（
鍋
島
直
弘
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 

松
村
長
計
』 

 
 
 
 
 
 
 

山
城
守
内 

 
 
 
 
 
 
 
 

松
村
副
右
衛
門
尉 

右
之
者
共
、
御
供
養
ニ
付
而
、
牢
人
差
免
候
条
、
道
広
ク
可
被
申
付
者
也
、 

 
 

霜
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守
（
花
押
）

（
鍋
島
勝
茂
）

 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
勝
茂
の
居
所
は
不
明
で
あ
り
、

茂
辰
は
在
国
か
。「
御
供
養
」
に
伴
っ
て
赦
免
す
る
人
物
を
知
ら
せ
て
い
る
。
花

押
は
寛
永
十
六
年
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
年
次
の
上
限
は
同
年
と
な
る
。
下
限

は
茂
辰
の
罷
免
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
正
保
三
年
。
文
中
の
「
御
供
養
」
が
徳
川

秀
忠
の
十
三
回
忌
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
正
保
元
年
か
。
正
月
二
十
五
日
付
の
三

五
号
で
は
、
徳
川
秀
忠
の
十
三
回
忌
に
伴
う
赦
免
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。 

  

三
九
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

以
上
、 

 
一
昨
六
日
、
福
地
吉
左
衛

（
貞
長
）

門
尉
へ
連
判
之
書
状
、
令
披
見
候
、 

一
異
国
就
兵
乱
、
は
て
れ
ん
其
外
き
り
し
た
ん
之
類
、
唐
船
ニ
乗
来
候
儀
も
可
有
之

候
之
間
、
長
崎
表
、
船
之
改
、
弥
念
入
候
様
ニ
と
、 

上
意
之
段
、
去
月
廿
日
、

朽
木
民
部
少

（
稙
綱
）

殿
御
奉
ニ
而
、
馬
場
三
郎

（
利
重
）

左
衛
門
殿
へ
申
来
之
由
、
御
内
意
之
通
、
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石
尾
又
兵
衛

（
孝
房
）

よ
り
も
申
越
、
承
届
候
、
然
者
、
長
崎
猟
船
・
往
来
之
船
共
ニ
、
沖

ニ
而
不
審
な
る
船
見
合
候
ハ
ゝ
、
長
崎
迄
ハ
手
遠
候
間
、
深
堀
番
所
迄
申
届
候
様

ニ
と
、
三
郎
左
殿
被
仰
付
之
由
、
是
又
又
兵
衛
ゟ
申
越
候
、
弥
念
を
入
候
様
ニ
と
、

所
々
番
之
者
共
へ
申
聞
、
其
元
猟
船
共
ニ
も
、
七
左
衛
門
尉

（
鍋
島
茂
里
）

と
し
て
申
付
候
由
、

可
然
存
候 

一
美
作
儀

（
多
久
茂
辰
）

、
も
は
や
時
分
も
よ
く
、
唐
船
も
今
六
七
艘
残
候
へ
共
、
一
両
日
中
皆
々

帰
唐
候
様
ニ
と
』
御
申
付
候
条
、
罷
帰
可
然
之
旨
、
三
郎
左
殿
御
申
候
通
、
又
兵

衛
ゟ
申
越
候
条
、
美
作
事
、
早
々
被
罷
帰
尤
候
、 

一
嶋
々
番
之
者
共
、
漸
々
人
数
減
候
之
様
ニ
と
、
此
程
申
遣
候
、
然
処
、
右
之
御
到

来
付
而
、
物
頭
共
差
返
候
儀
、
如
何
ニ
被
存
之
由
、
得
其
意
候
、
乍
然
、
右
之
御

奉
書
参
候
而
ゟ
、
美
作
さ
へ
罷
帰
可
然
由
候
へ
ハ
、
不
及
其
ニ
儀
と
存
候
、
さ
候

処
、
又
々
三
郎
左
殿
へ
尋
候
儀
、
用
捨
ニ
存
候
条
、
此
程
内
蔵
助

（
鍋
島
正
辰
）

・
縫
殿
助

（
鍋
島
茂
泰
）

ゟ
如

申
遣
候
ニ
、
人
数
減
候
て
可
然
候
、
但
嶋
々
番
之
者
、
如
此
中
、
先
召
置
其
許
、

可
然
様
子
候
ハ
ゝ
、
美
作
所
ゟ
、
又
兵
衛
を
以
、
三
郎
左
殿
へ
相
尋
、
御
指
図
次

第
ニ
可
仕
候
、
我
等
よ
り
申
入
候
儀
ハ
、
右
ニ
如
申
候
、
如
何
ニ
存
申
事
候
、
何

も
返
事
ニ
可
被
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

霜
月
八
日

（
正
保
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 

鍋
嶋
七
左
衛
門
尉
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
佐
賀
、
茂
辰
は
在
長

崎
。
佐
賀
か
ら
異
国
船
対
応
に
つ
い
て
、
長
崎
に
い
る
茂
辰
に
指
示
を
出
し
て

い
る
。
年
次
に
つ
い
て
は
、
佐
賀
藩
が
長
崎
警
備
を
つ
と
め
る
寛
永
十
九
年
以

降
、
茂
辰
が
罷
免
さ
れ
る
正
保
三
年
以
前
。「
異
国
兵
乱
」
は
明
清
交
替
期
の
戦

乱
を
さ
し
、「
去
月
二
十
日
」
の
朽
木
稙
綱
か
ら
長
崎
奉
行
馬
場
利
重
へ
の
「
御

奉
」
は
、
正
保
三
年
十
月
二
十
日
に
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（「
徳
川
実

紀
」
同
日
条
）
の
で
、
本
書
状
は
正
保
三
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

三
九
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

 

先
月
十
六
日
之
書
状
両
通
到
着
、
令
披
見
候
、 

一
領
中
少
篇
も
珍
儀
無
之
由
被
申
越
、
令
満
足
候
、 

一
我
等 

御
目
見
之
儀
、
于
今
相
替
御
沙
汰
も
無
之
候
、
定
而
節
季
ニ
可
相
澄
と
存

候
、
珍
儀
も
候
ハ
ゝ
早
々
可
申
遣
候
、 

一
き
り
し
た
ん
御
法
度
之
儀
、
先
日
申
遣
候
趣
、
一
々
被
承
届
候
由
、
得
其
意
候
、

夫
ニ
付
而
、
制
札
之
儀
、
筑
前
へ
被
承
合
、
彼
表
へ
被
立
置
候
制
札
之
写
被
相
越
、
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見
届
候
、
筑
後
へ
被
聞
合
候
処
、
其
時
分
迄
ハ
、
制
札
立
不
申
由
、
存
其
旨
候
、

肥
後
表
へ
も
被
承
合
、
急
度
可
被
申
越
と
相
待
事
候
、
此
様
子
承
候
て
よ
り
、
細

砕
可
申
遣
と
存
候
条
』、
油
断
有
間
敷
候
、 

一
其
元
逼
塞
之
体
、
何
方
ゟ
此
御
地
へ
申
来
候
哉
、
一
段
可
然
様
子
ニ
爰
元
取
沙
汰

ニ
候
、
此
段
慥
成
方
ゟ
承
付
候
而
、
満
足
申
事
候
、
弥
万
事
此
中
ニ
無
相
違
様
ニ
、

被
入
念
可
然
候
、 

一
此
御
地
、
当
分
之
様
子
、
鍋
嶋
市
佑

（
長
昭
）

・
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

ゟ
申
遣
候

間
、
不
能
書
載
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 信

濃
守 

 
 

霜
月
九
日 

（
寛
永
十
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

成
冨
山
城

（
鍋
島
直
弘
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、
勝
茂
の
「
逼
塞
」

期
間
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
寛
永
十
五
年
に
比
定
さ
れ
る
。「
き
り
し
た
ん
御
法
度
」

の
「
制
札
」
に
関
す
る
隣
藩
へ
の
照
会
に
つ
い
て
の
内
容
に
よ
っ
て
も
、
幕
府

か
ら
九
州
に
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
制
札
を
立
て
る
べ
き
命
令
が
下
さ
れ
た
寛
永

十
五
年
（『
細
』
二
四
／
忠
利
五
〇
一
四
号
・
五
〇
二
一
号
）
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
（
四
一
〇
号
は
一
連
）。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は
在
国
。 

  

三
九
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

此
地
罷
越
候
付
而
、
為
見
廻
、
使
者
被
相
越
、
殊
鮒
一
折
給
、
被
入
念
候
□
、

〔
儀
〕 

令
満

足
候
、
何
様
賞
味
可
申
候
、
我
等
事
、
無
事
ニ
毎
日
鷹
野
申
事
候
、
汲
湯
候
て
湯
治

申
儀
候
条
、五
日
者
爰
許
へ
逗
留
可
申
と
存
候
、［ 

 

］必
人
を
も
越
被
申
間
敷
候
』、

何
も
頓
而
罷
帰
、
面
を
□
可

（
以
）

申
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

十
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。居
所
は
と
も
に
在
国
。年
次
は
、

美
作
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
寛
永
二
年
が
上
限
で
あ
り
（
一
八
九
号
）、
勝
茂

の
歿
年
月
日
か
ら
明
暦
二
年
が
下
限
で
あ
る
。
こ
の
間
に
お
い
て
十
一
月
が
と

も
に
在
国
で
あ
る
寛
永
四
、
五
、
七
、
十
、
十
一
、
十
三
、
十
七
、
十
九
、
正
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保
元
、
慶
安
元
、
三
、
承
応
元
、
三
、
明
暦
元
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。 

  

三
九
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

去
月
廿
五
日
勘
右
衛
門
尉

（
勝
屋
茂
為
）

・
将
監

（
関
清
長
）

・
茂
左
衛
門
尉

（
鹿
江
）

へ
之
書
状
、
披
見
申
候
、
然
者
、

於
大
村
、
伴
天
連
逃
失
候
付
而
、
長
崎 

御
上
使
衆
ゟ
、
山
捜
之
儀
、
被
仰
越
候
故
、

豊
前
守

（
茂
敬
）

早
速
諌
早
へ
罷
越
、
山
捜
申
付
之
由
、
尤
之
事
候
、
式
部
儀

（
鍋
島
貞
村
）

も
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

傍
之

者
召
連
、
諌
早
へ
罷
越
之
由
被
申
越
、
苦
労
ニ
存
候
、
中
務
・

（
須
古
茂
周
）

隼
人
よ

（
神
代
茂
貞
）

り
家
中
之
者

差
出
、
伊
豆
ゟ

（
鍋
島
茂
賢
）

も
船
を
差
出
、
念
を
入
候
通
、
承
届
候
』、
右
銘
々
、
今
度
以
書
状
申

遣
事
候
条
、
相
心
得
候
て
可
被
申
達
候
、
委
ハ
勘
右
衛
門
尉
・
将
監
・
茂
左
衛
門
尉

ゟ
可
申
遣
候
間
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

霜
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
勝
茂
が
在
江
戸
、
茂
辰

が
在
国
。
年
次
は
、
諫
早
茂
敬
が
当
主
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
上
限
が
寛
永
十

二
年
。
関
清
長
が
寛
永
十
五
年
九
月
二
十
日
に
歿
す
る
（
佐
近
八
―
一
／
一
三

二
・
三
四
六
頁
）
こ
と
に
拠
れ
ば
、
寛
永
十
四
年
が
下
限
。
こ
の
間
の
居
所
か

ら
、
寛
永
十
二
、
十
四
年
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。 

  

三
九
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
山
成
之
内
并
川
成
之
内
、
請
ニ
な
と
申
付
候
儀
、
此
中
ゟ
法
度
ニ
申
付

候
、
未
断
之
様
ニ
是
又
承
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
小
物
成
方
算
用
も
、
近
年
我
等
不
承
ニ
付
而
、
年
々
銀
子
蔵
納
申

候
儀
も
令
延
引
、
又
ハ
此
中
定
置
候
儀
共
、
多
分
相
違
之
事
候
て
、
物
毎
緩
ニ
有
之

様
ニ
承
候
、
就
夫
、
石
井
右
衛
門
佐
・
土
肥
喜
右
衛
門
尉
へ
、
一
つ
書
を
以
、
小
物

成
方
申
付
様
之
儀
、
今
度
申
遣
候
条
、
見
届
被
申
、
深
江
橘
右
衛
門
尉
・
村
山
戸
兵

衛
尉
其
外
』
役
者
共
へ
も
、
無
緩
様
ニ
可
被
申
付
事
尤
候
、
謹
言
、 

信
濃
守 

 
 

壬
霜
月
十

（
寛
永
十
六
年
）

九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
勝
茂
が
在
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江
戸
、
茂
辰
・
茂
之
が
在
国
。
年
次
は
、「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ
ら
れ
て
か

ら
諸
岡
茂
之
が
罷
免
さ
れ
る
ま
で
の
間
で
、
閏
十
一
月
が
あ
る
寛
永
十
六
年
に

比
定
さ
れ
る
。
御
蔵
方
役
者
石
井
右
衛
門
佐
の
相
役
が
関
尚
氏
か
ら
土
肥
喜
右

衛
門
に
交
代
す
る
の
が
寛
永
十
六
年
五
月
以
前
（
二
五
一
号
）
で
あ
る
こ
と
か

ら
も
矛
盾
し
な
い
。 

  

三
九
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 

已
上
、 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
急
用
之
儀
者
不
及
申
、我
等
は
や
く
承
候
ハ
て
不
叶
用
所
之
儀
、又
何
色
ニ
不
寄
、

先
様
急
敷
用
物
共
、金
銀
之
宰
領
、女
子
さ
い
領
之
者
な
と
に
て
被
申
越
間
敷
候
、

此
両
便
ハ
遅
着
候
ハ
て
不
叶
儀
候
条
、
申
事
候
、
今
度
銀
子
さ
い
領
候
て
罷
上
候

中
野
七
郎
左
衛
門
尉
に
て
、
関
次
左
衛
門
尉
ゟ
若
鷹
共
肉
当
之
儀
申
越
候
書
状
を

被
相
越
候
故
途
中
に
て
延
引
候
て
、先
月
六
日
之
書
状
、漸
昨
廿
日
ニ
爰
元
着
候
、

定
而
右
之
鷹
共
肉
も
仕
か
け
す
、
当
年
ハ
鶴
取
出
来
申
間
敷
と
迷
惑
申
儀
候
』、
後

日
為
心
得
申
遣
候
、 

一
所
々
鷹
場
ニ
、
為
横
目
、
諸
与
之
者
此
中
付
置
候
、
右
之
者
共
、
此
冬
中
、
し
か

と
如
此
中
、
鷹
場
へ
被
付
置
可
然
候
、 

一
田
崎
外
記
ゟ
鍋
嶋
式
部

（
貞
村
）

・
鍋
嶋
玄
番

（
常
貞
）

・
有
田
左
馬
助

（
孝
純
）

・
水
町
舎
人

（
貞
広
）

・
成
冨
清
兵
衛

所
ニ
遣
候
書
状
、
則
念
を
入
可
被
相
届
候
、
謹
言
、 信

濃
守 

 
 

十
一
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
勝
茂
が
在

江
戸
、
茂
辰
・
茂
之
が
在
国
。
茂
辰
・
茂
之
が
連
名
と
な
る
の
は
、
寛
永
十
二

年
六
月
に
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ
ら
れ
て
以
降
。
ま
た
、
田
崎
外
記
は
「
寛

永
之
末
切
腹
被
仰
付
」（「
葉
隠
聞
書
校
補
」
七
）
た
め
、
年
次
は
こ
の
間
の
十

一
月
に
勝
茂
が
在
江
戸
、
茂
辰
・
茂
之
が
在
国
で
あ
る
寛
永
十
二
、
十
五
、
十

六
、
十
八
、
二
十
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

三
九
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 

尚
以
、
一
昨
日 

上
意
之
旨
、
豊
後
守

（
阿
部
忠
秋
）

殿
被
仰
聞
候
已
後
、
我
等
儀
、
路
次
中

も
何
角
煩
敷
候
て
、
致
遅
着
、
迷
惑
申
候
段
、
神
尾
備
州

（
元
勝
）

被
参
居
候
付
而
、
両

人
に
て
豊
後
守
殿
へ
申
上
候
へ
ハ
、
爰
元
致
参
府
た
る
儀
候
条
、 

御
目
見
仕

候
同
前
之
事
候
、
緩
々
と
養
生
可
仕
由
、
色
々
御
懇
被
仰
聞
、
忝
存
事
候
、
将

265



 

 

又
、
主
水
へ

（
鍋
島
武
興
）

申
候
、
二
之
丸
内
庭
ニ
植
木
一
本
も
無
之
候
而
ハ
、
ふ
し
ほ

（

無

潮

）

ニ
可

有
之
と
存
候
条
、何
木
ニ
而
も
見
合
、二
三
本
又
ハ
四
五
本
宛
植
さ
せ
可
申
候
、

玄
関
之
前
な
と
の
儀
ニ
而
ハ
無
之
候
、
或
者
居
之
間
前
書
院
、
其
外
内
庭
家
之

間
〳
〵
ニ
而
も
、
能
見
え
候
ハ
ゝ
、
右
之
通
ニ
何
木
成
共
見
計
、
植
さ
せ
可
被

申
候
、
以
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
而
我
等
致
参
勤
候
通
、
達 

御
耳
、
一
昨
廿
一
日
、
為 

御
上
使
、

阿
部
豊
後
守
殿
御
出
被
成
、
寒
天
時
分
致
参
府
、
太
儀
被 

思
召
上
候
、
病
気
之
段

も
被 

聞
召
上
候
、
緩
々
と
養
生
可
仕
由
、
御
懇
之 

上
意
之
旨
被
仰
聞
、
難
有
仕

合
、
冥
加
忝
存
儀
候
、
我
等
事
、
于
今
何
角
煩
敷
候
故
、
内
田
玄
勝

（
千
里
）

薬
令
服
用
、
保

養
申
候
付
而
、
漸
々
能
分
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、』
乍
然
、
歩
行
弥
難
成
体
候
故
、

登 

城
申
候
儀
、
可
令
遅
々
と
、
迷
惑
申
事
候
、
将
又
、
女
共
今
度
之
煩
、
無
残
所

令
本
復
、
今
程
者
筋
気
之
痛
無
之
付
而
、
夜
も
快
ふ
せ
り
、
結
句
此
跡
ゟ
ハ
能
、
食

事
な
と
も
如
常
給
、
弥
気
色
能
候
条
、
是
又
心
安
可
被
存
候
、
万
々
期
後
喜
、
不
具

候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
一
月
廿
三
日

（
明
暦
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
能
登

（
茂
和
）

殿 

 
 
 

多
久
長
門

（
茂
矩
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
真
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
主
水
殿 

 
 
 

鍋
嶋
玄
番

（
常
貞
）

殿 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
矩
等
は

在
国
。
年
次
は
明
暦
二
年
。「
水
江
事
略
」
に
よ
れ
ば
、
茂
矩
が
「
長
門
」
と
な

る
の
は
明
暦
二
年
で
あ
る
。
勝
茂
は
、
同
年
秋
に
参
府
し
翌
明
暦
三
年
三
月
に

江
戸
で
歿
す
る
た
め
、
本
文
書
の
年
次
は
明
暦
二
年
に
決
ま
る
。
な
お
原
文
書

の
巻
子
で
は
本
号
の
次
に
同
文
の
写
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。 

  

三
九
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
然
者
、
来
年 

大
猷
院

（
徳
川
家
光
）

様
御
七
年
忌
付
而
、
並
之
衆
御
供
養
之
儀
、

如
何
被
仕
候
哉
之
儀
、
一
両
所
へ
田
中
九
左
衛

（
英
俊
）

門
よ
り
承
合
候
処
、
在
所
ニ
而
千
部

御
経
執
行
被
仕
之
由
候
、
左
候
へ
ハ
、
我
等
も
千
部
御
経
執
行
可
申
と
存
候
条
、
修

学
院
僧
正

（
尚
快
）

へ
早
々
致
相
談
、
不
手
閊
様
ニ
仕
配
尤
候
、
来
四
月
廿
日
御
忌
月
ニ
て
候

条
、
四
月
ニ
致
供
養
、
結
願
申
首
尾
候
哉
、
西
国
之
並
之
衆
者
、
何
も
四
月
ニ
者
参

府
被
仕
儀
候
条
、
前
廉
ニ
相
調
、
四
月
ニ
者
、
当
御
地
ニ
て
、
其
段
御
老
中
へ
可
被

申
上
哉
之
儀
、
い
ま
た
不
相
知
候
、
自
然
、
四
月
ニ
者
、
此
御
地
ニ
て
右
之
段
申
上

首
尾
ニ
候
へ
ハ
、』
其
前
ニ
相
済
候
ハ
て
ハ
不
叶
事
候
、
此
段
者
と
く
と
承
合
、
重
而

可
申
遣
候
、
将
又
、
御
祈
祷
な
と
仕
候
刻
者
、
巻
数
等
差
上
ル
事
候
、
御
供
養
申
候

266



 

 

時
者
、
何
を
差
上
ル
物
候
哉
之
儀
不
存
、
聞
合
候
而
も
、
未
相
知
候
、
是
又
相
知
次

第
、
追
而
可
申
遣
候
、
定
而
僧
正
可
為
御
存
候
条
、
相
尋
可
申
候
、
千
部
御
経
ハ
前

廉
ニ
致
執
行
、
召
置
候
へ
ハ
、
結
願
者
何
時
可
仕
も
相
成
事
候
条
、
何
之
道
迦
無
之

様
ニ
、
僧
正
へ
早
速
相
談
可
被
申
候
、
委
細
田
中
九
左
衛

（
茂
俊
）

門
・
斉
藤
作
左
衛

（
長
賢
）

門
・
福

地
吉
左

（
貞
長
）

衛
門
ゟ
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
一
月

（
明
暦
二
年
）

廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
能
登

（
茂
和
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
真
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
主
水

（
武
興
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
玄
番

（
常
貞
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
鍋
島
茂
和
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
和
等
は

在
国
。
年
次
は
冒
頭
の
「
来
年 

大
猷
院
様
御
七
年
忌
」
か
ら
、
徳
川
家
光
の

七
年
忌
の
前
年
で
明
暦
二
年
。
本
号
の
発
給
時
は
多
久
茂
辰
も
勝
茂
に
随
行
し

て
江
戸
に
お
り
、
茂
辰
の
子
茂
矩
は
在
国
。
前
号
文
書
と
同
年
の
同
日
付
で
あ

る
が
、
宛
名
に
茂
矩
の
み
を
欠
く
。
前
号
が
私
的
な
連
絡
で
あ
る
の
に
対
し
、

本
件
は
家
光
の
七
回
忌
の
準
備
と
い
う
公
的
な
案
件
で
あ
る
た
め
各
家
の
当
主

に
対
し
て
指
示
が
出
さ
れ
た
が
、
多
久
家
の
当
主
茂
辰
が
勝
茂
と
共
に
江
戸
に

い
た
の
で
名
宛
人
と
な
ら
な
か
っ
た
も
の
か
。 

 

 

三
九
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

 
 

猶
以
、
委
敷
者
美
作
所

（
多
久
茂
辰
）

へ
申
遣
候
間
、
可
被
承
候
、
已
上
、 

当
地
参
着
申
候
而
、
気
色
之
体
、
為
可
承
、
美
作
ゟ
飛
脚
相
越
候
付
而
、
先
月
十
日

式
部
・

（
鍋
島
茂
道
）

大
膳
・

（
有
田
孝
紀
）

杢
助
へ

（
中
野
良
純
）

之
書
状
、
令
披
見
、
被
入
念
候
儀
、
令
祝
着
候
、
今
時
分
、

爰
元
一
入
寒
候
へ
共
、
気
分
無
易
儀
候
、
于
今
不
食
・
痰
積
引
残
候
迄
ニ
而
候
、
今

程
内
田
玄
勝

（
千
里
）

薬
相
応
申
、
漸
々
得
験
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
今
之
体
ニ
打
続
、
気

色
能
候
者
、
来
ル
十
日
比
、
御
老
中
へ
申
上
、
御
差
図
次
第
、
登 

城
』
可
申
と
存

候
、
於
爰
元
、
一
門
中
何
も
無
為
ニ
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
其
地
ニ
而
も
易
儀
無

之
由
、
珍
重
存
候
、
何
も
期
後
音
、
不
能
具
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
二
月
二

（
承
応
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
矩
は
在
国
。
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年
次
は
、
同
日
付
の
多
久
茂
辰
宛
勝
茂
書
状
（
一
四
七
号
）
が
、
本
文
書
と
ほ

ぼ
同
じ
文
面
に
加
え
て
多
久
安
胤
の
証
人
交
替
の
こ
と
を
書
き
載
せ
て
い
る
た

め
、
承
応
二
年
で
確
定
で
き
る
。 

  

四
〇
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
我
等
私
小
遣
料
無
之
、
事
闕
候
条
、
此
中
如
定
置
候
、
来
年
中
之
小

遣
料
、
銀
五
十
貫
目
、
急
度
此
地
可
差
越
候
、
さ
候
ハ
ゝ
、
右
銀
ハ
石
井
長
悦
・
江

嶋
喜
右
衛
門
尉
ニ
送
筈
仕
候
て
、
我
等
小
遣
料
と
書
印
、
可
被
相
越
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
勝
茂
が
小
遣
料
銀
を
江
戸
に
送
る
よ
う
茂
辰
に
指
示
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
茂
辰
が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
に
携
わ
っ
て
い
た
寛
永
十
二
年
以
降
正
保

二
年
の
間
。
花
押
は
四
〇
号
等
と
類
似
の
形
で
あ
る
が
年
代
を
確
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
な
お
、
小
遣
料
銀
五
十
貫
目
に
つ
い
て
は
、
二
四
四
号
（
七
月

二
十
三
日
付
（
寛
永
十
五
年
カ
）
鍋
島
勝
茂
覚
書
）
に
関
連
の
記
事
が
あ
る
。 

 

 

四
〇
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

追
而
申
候
、
今
度
き
り
し
た
ん
改
候
後
、
跡
さ
ら
へ
可
申
と
存
候
、
然
者
来
年
二
三

月
間
ニ
、
越
中
殿

（
細
川
忠
利
）

如
被
申
付
候
、
領
中
百
姓
町
人
を
一
度
ニ
、
き
り
し
た
ん
の
道
具

并
札
を
家
内
さ
か
さ
せ
可
申
候
、
給
人
に
て
も
、
大
村
四
兵
衛
な
と
の
こ
と
く
、
西

目
ニ
在
郷
仕
罷
有
候
小
侍
ハ
、
家
内
さ
か
さ
せ
可
申
候
、
前
か
と

（
廉
）

ニ
少
も
人
之
不
存

様
ニ
、
村
々
在
々
を
手
分
候
て
』
書
立
置
、
一
度
ニ
申
渡
可
然
候
、
前
か
と
知
候
へ

ハ
、
道
具
・
札
を
隠
し
候
故
、
申
事
ニ
候
、
此
返
事
急
度
可
承
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
六
日

（
寛
永
十
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
寛
永
十
二
年
。「
今
度
き
り
し
た
ん
改
」
は
、
寛
永
十
二
年
幕
命
に
よ
り

全
国
一
斉
に
行
わ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
改
め
を
指
す
。
佐
賀
藩
領
で
は
十
一
月
一

日
か
ら
十
二
月
十
五
日
に
実
施
さ
れ
、
翌
年
「
跡
さ
ら
へ
」
も
行
わ
れ
た
（
二
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二
六
号
。
他
一
四
四
・
二
二
八
・
二
八
五
号
等
も
関
連
）。
な
お
「
追
而
申
候
」

と
あ
る
が
、
本
文
書
に
先
ん
じ
て
出
さ
れ
た
書
状
等
は
不
詳
。
多
久
家
文
書
に

残
存
す
る
同
日
・
同
人
宛
の
鍋
島
勝
茂
発
給
文
書
は
四
〇
〇
号
文
書
の
み
で
あ

る
が
、本
文
書
と
の
内
容
的
な
関
連
は
認
め
ら
れ
ず
、花
押
の
形
状
も
異
な
る
。 

  

四
〇
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
西
目
百
姓
共
へ
銀
子
七
拾
貫
目
、
並
白
石
百
姓

（
肥
前
杵
島
郡
）

共
馬
買
候
用
と
し
て

拾
五
貫
目
、
合
八
拾
五
貫
目
借
し
候
様
ニ
有
度
通
、
山
本
甚
右
衛
門
尉

（
重
澄
）

ゟ
申
越
候
、

さ
候
へ
ハ
、
此
中
彦
右
衛
門

（
諸
岡
茂
之
）

尉
存
候
而
、
諸
郷
へ
過
分
之
借
銀
借
し
入
、
年
々
其
返

弁
色
々
相
懸
候
故
、
蔵
入
百
姓
共
迷
惑
申
、
就
中
、
白
石
十
ケ
村
之
百
姓
共
、
相
つ

ふ
れ
、
あ
く
み
候
て
有
之
通
、
当
春
承
候
、
然
所
ニ
、
跡
方
之
未
進
、
延
米
、
京
借

銀
、
蔵
入
ゟ
之
借
し
銀
、
脇
借
銀
な
と
、
過
分
ニ
有
之
上
、
又
々
右
之
こ
と
く
、
銀

子
借
し
候
様
ニ
と
申
越
候
儀
、
と
く
と
落
着
無
之
候
、
西
目
』
百
姓
共
へ
銀
子
借
候

共
、
東
目
百
姓
共
へ
ハ
銀
子
借
し
候
ハ
て
可
相
澄
候
哉
、
旁
此
方
よ

（
江
戸
カ
）

り
之
校
量
無
之

候
条
、
其
方
四
人
吟
味
候
而
、
急
度
可
申
越
候
、
右
白
石
百
姓
共
、
馬
買
候
用
と
し

て
、
借
し
候
様
ニ
と
申
越
候
銀
之
儀
ハ
、
縦
七
拾
貫
目
銀
借
し
不
申
候
共
、
彼
地
へ

ハ
我
等
切
々
罷
越
、
百
姓
共
何
か
に
辛
労
申
在
所
ニ
候
条
、
利
足
安
ク
候
て
借
し
可

申
と
存
候
、
此
段
も
右
同
前
ニ
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
二
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
勝
右
衛
門
尉

（
方
教
）

 

 
 
 

鍋
嶋
舎
人

（
茂
利
） 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
か
。
茂
辰
以
下

四
名
は
在
国
。
年
次
は
、
山
本
重
澄
の
「
白
石
悪
所
代
官
」
任
命
（
寛
永
二
十

年
二
月
〔
佐
近
八
―
二
／
一
一
七
頁
〕）
後
、
諸
岡
茂
之
の
罷
免
（
正
保
三
年
九

月
）
以
前
で
、
か
つ
十
二
月
に
勝
茂
が
在
江
戸
で
あ
る
と
す
る
と
寛
永
二
十
年

か
正
保
二
年
と
な
る
。 

  

四
〇
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
舫
之
儀
、
談
合
相
究
、
書
立
被
置
候
由
、
可
然
存
候
、
是
も
罷
帰
、
可

承
候
、
已
上
、 

田
崎
外
記
迄
之
書
状
披
見
、
尤
之
心
遣
候
、
然
者
、
大
俣
百
姓
出
入
之
儀
ニ
付
而
、

被
申
越
候
通
、
得
其
意
候
、
対
決
之
上
な
ら
て
ハ
相
済
間
敷
、
於
様
子
者
、
長
門
守
・

（
多
久
安
順
）

若
狭
守
・

（
鍋
島
茂
綱
）

対
馬
守
・

（
神
代
常
親
）

伊
豆
守
・

（
鍋
島
茂
賢
）

関
将
監

（
清
長
）

・
鹿
江
茂
左
衛
門
尉
・
諸
岡
彦
右
衛

（
茂
之
）

門
尉
、
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尤
其
方
、
嬉
野
与
右
衛

（
通
治
）

門
尉
・
犬
塚
惣
兵
衛

（
宅
長
）

一
所
ニ
而
被
承
、
実
否
究
可
被
』
置
候
、

我
等
事
、
明
後
日
ハ
可
罷
帰
候
間
、
趣
其
節
可
承
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
十
三

（
寛
永
十
三
年
カ
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
茂
辰
は
共
に
在
国
で
、

勝
茂
は
佐
賀
城
か
ら
最
大
二
日
の
圏
内
に
い
る
。
茂
辰
宛
で
あ
る
こ
と
、
本
文

に
重
臣
ら
と
共
に
諸
岡
茂
之
が
列
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
年
次
の
上
限
は
寛

永
十
二
年
、
関
清
長
（
寛
永
十
五
年
九
月
二
十
日
歿
）
が
存
命
な
の
で
下
限
は

寛
永
十
四
年
だ
が
、
寛
永
十
二
年
十
二
月
と
十
四
年
十
二
月
は
勝
茂
が
江
戸
に

滞
在
中
で
状
況
に
合
致
し
な
い
た
め
、
十
三
年
と
す
る
の
が
妥
当
。
た
だ
し
花

押
は
三
五
二
号
等
寛
永
十
五
年
頃
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
類
似
の
形
で
あ
り
若

干
の
疑
点
が
残
る
。ま
た
寛
永
十
三
年
十
二
月
五
日
付
の
連
署
覚
書
案
に
は「
鍋

嶋
安
芸
守 

判
」と
あ
り（
佐
古
二
四
／
五
番
御
懸
硯
誓
詞
書
写
二
―
一
一
一
号
）、

こ
れ
が
茂
賢
で
あ
れ
ば
「
伊
豆
守
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
十
二
月
十
三
日
付
の
本

号
を
寛
永
十
三
年
と
す
る
と
矛
盾
が
生
じ
る
。
本
号
及
び
前
記
覚
書
案
の
い
ず

れ
か
に
誤
記
ま
た
は
誤
写
の
可
能
性
が
あ
る
か
。 

  

四
〇
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
阿
部
豊
後

（
忠
秋
）

守
殿
よ
り
、
昨
朝
、
仰
渡
之
儀
候
条
、
留
守
居
之
者
指

出
候
様
ニ
と
被
仰
聞
候
付
而
、
土
山
五
郎
兵
衛
尉
差
出
候
処
、
御
老
中
御
同
座
ニ

而
、
被
仰
渡
候
御
書
物
写
、
差
遣
候
、
領
中
津
々
浦
々
へ
、
若
阿
蘭
陀
船
着
岸
之
刻 

、

右
御
書
面
之
旨
、
無
相
違
様
、
領
主
・
代
官
・
郡
代
へ
、
銘
々
稠
敷
、
可
被
申
付
候
、

さ
候
て
、
お
ら
ん
た
於
着
岸
者
、
此
方
へ
注
進
』
可
被
申
儀
、
少
も
無
延
引
様
、
可

被
入
念
候
、
為
其
、
態
以
飛
脚
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
十
五
日

（
寛
永
二
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
、
本
書
状
が
、
寛
永
二
十
年
十
二
月
二
日
に
出
さ
れ
た
オ
ラ
ン
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ダ
船
着
岸
時
の
指
示
（
三
八
八
号
）
を
受
け
て
、
国
許
へ
出
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
た
め
、
寛
永
二
十
年
。 

 
 
 

 

四
〇
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
今
度
肉
当
申
候
鷹
ハ
、
何
も
ゑ
り
鷹
ニ
而
候
、
此
九
連
之
内
、
次
左
衛

門
尉
肉
当
仕
一
連
二
連
、
靏
を
取
候
共
不
珍
候
、
我
等
鷹
師
共
ニ
申
付
候
而
も
、

別
ニ
相
替
事
無
之
候
間
、
本
書
ニ
書
載
候
ニ
相
違
之
儀
無
之
候
、
来
正
月
ゟ
扶

持
方
な
と
差
渡
候
儀
、
尤
有
之
間
敷
候
、
右
鷹
之
内
、
兵
部
・
弥
右
衛
門
尉
・

橘
兵
衛
・
又
兵
衛
肉
当
ニ
而
取
候
ハ
、
勿
論
な
か
ら
無
申
事
候
、
此
書
面
、

安
芸
守

（
鍋
島
茂
賢
）

・
兵
部
へ
見
せ
可
被
申
候
、
已
上
、 

 

態
申
遣
候
、 

一
鷹
師
橘
右
衛
門
尉
懸
り
候
隼
、
先
月
廿
六
日
、
於
佐
留
志
、

（
杵
島
郡
）

手
き
ハ
能
、
靏
を
取

候
而
、
満
足
無
此
上
候
、
右
之
靏
、
今
十
七
日
参
着
、
見
申
候
而
、
悦
不
大
形
候
、 

一
若
物
之
大
鷹
、
大
木
兵
部

（
統
清
）

・
弥
右

（
知
照
）

衛
門
尉
・
大
野
橘
兵

（
吉
）

衛 

・
石
尾
又
兵

（
孝
房
）

衛
四
人

談
合
申
、
肉
当
仕
、
靏
ニ
取
飼
見
可
申
由
、
兵
部
所
ゟ
申
越
、
令
満
足
候
、
此
中
、

右
四
人
へ
我
等
如
申
聞
候
、
肉
当
飼
積
其
外
之
儀
も
、
無
相
違
仕
候
ハ
ゝ
、
靏
取

可
申
と
存
事
候
、
靏
取
候
一
左
右
、
此
中
待
か
ね
候
儀
、
可
為
推
察
候
、 

一
関
次
左
衛
門
尉
儀
、
当
暮
迄
雇
候
、
』
来
年
者
我
等
罷
下
、
鷹
共
ニ
肉
当
可
申
候

条
、
次
左
衛
門
尉
儀
、
無
入
用
候
、
次
左
衛
門
尉
私
之
用
所
も
可
有
之
候
条
、
年

明
候
ハ
ゝ
、
追
付
差
返
し
可
然
候
、
二
三
ケ
年
雇
召
置
た
る
儀
候
条
、
懇
ニ
申
候

て
、
差
立
可
被
申
候
、
右
三
ケ
条
、
為
可
申
、
取
紛
候
中
ニ
候
へ
と
も
申
遣
候
、

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
二
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
の
上
限
は
、
花
押
形
よ
り
寛
永
十
六
年
。
年
次
の
下
限
は
、
大
木

知
照
の
歿
年
よ
り
、
寛
永
十
八
年
。
ま
た
、
勝
茂
が
十
二
月
に
在
江
戸
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
年
次
は
寛
永
十
六
年
か
寛
永
十
八
年
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

四
〇
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

今
月
七
日
之
書
状
到
着
、
令
披
見
候
、
仍
我
等
儀
、
未 

御
目
見
之
儀
延
引
申
候
付

而
、
彦
山
座
主
御
坊

（
有
清
）

被
成
御
祈
祷
、
御
山
中
山
伏
衆
被
相
催
、
仁
王
妙
典
一
千
二
百

部
御
講
読
候
て
、
其
地
迄
、
真
了
坊
を
以
、
其
方
へ
之
御
状
、
殊
御
札
目
録
、
被
掛

271



 

 

御
意
候
由
承
届
、
被
入
御
念
之
儀
、
別
而
忝
奉
存
儀
候
、
今
度
直
以
書
状
、
可
申
述

候
へ
共
、
』
逼
塞
時
分
ニ
候
故
、
無
其
儀
候
、 

御
前
相
済
候
て
ゟ
、
御
礼
可
申
入

候
、
右
之
段
、
徳
善
院
ゟ
能
々
被
相
達
候
様
ニ
可
然
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
廿
七

（
寛
永
十
五
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
、
「
逼
塞
時
分
」
の
表
記
よ
り
寛
永
十
五
年
。
逼
塞
が
許
さ
れ

る
の
は
、
寛
永
十
五
年
十
二
月
三
十
日
（
「
徳
川
実
紀
」
寛
永
十
五
年
十
二
月

晦
日
条
）
。
な
お
、
「
彦
山
座
主
御
坊
」
の
御
祈
禱
の
御
礼
に
つ
い
て
は
、
同

日
付
の
多
久
茂
辰
宛
の
書
状
（
一
七
〇
号
）
が
あ
る
。 

 
 
 

 

四
〇
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

急
度
申
遣
候
、
仍
如
存
、
子
共
孫
共
縁
辺
之
儀
、
内
々
御
老
中
迄
申
上
召
置
候
付
而
、

松
平
伊
豆

（
信
綱
）

守
殿
被
成 

御
上
聞
候
処
、
刑
部
太
夫

（
鍋
島
直
朝
）

・
飛
騨
守

（
鍋
島
直
能
）

儀
者
、
当
御
地
へ
罷
有

儀
候
条
、
縁
辺
之
儀
申
上
ニ
而
も
可
有
之
候
、
国
元
ニ
罷
有
候
子
共
之
儀
迄
、
申
上

候
事
、
念
入
之
段
、
御
懇
ニ
被
成 

上
意
、
手
前
ゟ
如
申
上
候
、
何
も
縁
辺
申
付
候

様
ニ
と
被 

仰
出
候
通
、
今
日
、
従
伊
豆
守
殿
、
神
尾
備
州

（
元
勝
）

を
以
被
仰
聞
、
忝
仕
合

共
ニ
候
、
さ
も
候
へ
ハ
、
山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

祝
言
之
儀 

、
正
月
中
ニ
か
ろ

く
と
相
澄
し
候

様
ニ
と
申
遣
儀
候
、
少
々
手
つ
か
へ
候
儀
共
』
候
ハ
ゝ
、
我
等
ゟ
可
申
付
候
条
、
承

候
て
相
調
可
被
申
候
、
山
城
内
方
入
具
積
之
儀
者
、
罷
下
候
而
よ
り
相
究
、
可
申
付

候
間
、
其
心
得
可
被
申
候
、
何
も
来
春
諸
慶
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
二
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
。
年
次
は
、
鍋
島
直
弘
の
婚
儀
が
寛
永
十
六
、
十
七
、
十
九
、

正
保
元
年
の
い
ず
れ
か
の
正
月
二
十
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
（
四
六
七

号
）
、
内
容
か
ら
そ
の
前
年
に
出
さ
れ
た
書
状
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
寛
永
十

五
、
十
六
、
十
八
、
二
十
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
寛
永
十
五
年

に
つ
い
て
は
逼
塞
中
で
あ
る
の
で
、
外
れ
る
。 
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四
〇
八 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
我
等
身
辺
ニ
召
仕
候
者
、
何
も
若
キ
者
計
に
て
事
闕
申
候
条
、
山
崎

勘
解
由
急
度
罷
上
候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
勘
解
由
儀
、
手
前
不
相
成
儀
存
候
条
、
諸

岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉
へ
談
合
被
申
、
相
当
之
加
勢
仕
可
然
候
、
委
者
勝
屋
勘
右

（
茂
為
）

衛
門

尉 

』
・
出
雲
監

（
鍋
島
茂
道
）

物
所
よ
り
可
申
遣
候
間
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
廿
九
日

（
寛
永
十
二
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿  

 
 
 

神
代
対
馬

（
常
親
）

殿  

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
神
代
常
親
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
。
年
次
は
、
山
崎
勘
解
由
が
寛
永
十
三
年
五
月
に
は
江
戸
留
守

居
と
し
て
活
動
し
て
い
る
（
四
二
一
号
）
た
め
、
寛
永
十
二
年
よ
り
前
、
多
久

茂
辰
が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
が
寛
永
十
二
年
六
月
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
寛
永
十
二
年
の
可
能
性
が
高
い
。 

 

 

四
〇
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
作
安

（
生
島
）

儀
差
上
せ
候
様
ニ
と
申
遣
候
付
而
、
其
元
へ
召
置
候
ハ
て
不
叶
様

子
ニ
候
処
、
上
せ
被
申
候
儀
者
無
用
ニ
候
、
豊
前
内
儀
気
色

（
諌
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
）

、
玄
智

（
矢
島
）

薬
迄
ニ
而
、

も
は
や
能
候
ハ
ん
と
何
も
見
及
候
体
ニ
候
ハ
ゝ
、
差
上
せ
可
被
申
候
、
已
上
、 

 

先
月
廿
九
日
監
物
・

（
鍋
島
茂
道
）

数
馬
へ

（
中
野
政
利
）

之
書
、
令
披
見
候
、 

一
豊
前
内
儀
煩
、
先
月
廿
一
日
之
飛
脚
ニ
而
申
越
候
ニ
、
差
立
無
相
替
儀
、
其
後
気

持
軽
々
と
候
て
、
食
事
な
と
も
能
候
之
由
、
豊
前
よ

（
諫
早
茂
敬
）

り
申
越
、
令
満
足
候
、
作
安
・

玄
智
ゟ
も
、
病
証
書
立
相
越
、
見
届
候
、
も
は
や
風
立
候
条
、
定
而
打
続
能
候
ハ

ん
と
存
事
候
、
弥
養
生
之
儀
、
油
断
有
間
敷
候
、 

一
我
等
事
、
何
角
切
々
煩
敷
候
て
迷
惑
申
事
候
、
典
薬
衆
へ
申
候
て
も
、
隙
無
之
衆

ニ
候
へ
ハ
、
薬
之
談
合
も
不
勝
手
ニ
候
て
、
不
相
成
事
候
条
、
豊
前
内
儀
煩
、
風

立
大
形
能
候
て
、
作
安
罷
居
候
ハ
て
も
不
苦
体
ニ
候
ハ
ゝ
、
作
安
儀
差
上
せ
可
被

申
候
、
玄
智
薬
も
相
当
申
之
由
候
故
、
申
事
候
、
乍
然
、
作
安
其
元
へ
召
置
候
ハ

て
不
叶
様
子
ニ
候
ハ
ゝ
、
留
置
可
申
候
、 

一
其
元
西
之
門
出
口
ニ
有
之
鷹
屋
之
家
吹
倒
、漸
家
一
つ
残
、二
方
之
囲
も
倒
候
由
、

就
其
、
先
様
鷹
屋
ニ
可
仕
哉
、
於
然
者
、
家
作
り
塀
か
け
可
申
由
、
彦
右
衛
門
尉

（
諸
岡
茂
之
）

よ
り
申
越
、
得
其
意
候
、
鷹
屋
之
儀
者
、
東
之
鷹
屋
近
所
ニ
、
と
こ
そ
見
合
せ
候

て
相
立
、
右
屋
敷
者
誰
そ
高
知
行
之
者
、
美
作
校

（
多
久
茂
辰
）

量
候
て
、
人
指
を
以
、
急
度
移

候
様
ニ
可
被
申
付
候
、
明
ケ
置
候
在
所
ニ
而
無
之
故
、
申
事
候
、
何
も
期
後
音
候
、
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謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
廿
一
日

（
正
保
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

 
 
 

多
久
美
作
殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
・
茂
之
は
在
国
。
年
次
は
、「
豊
前
内
儀
（
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
亀
）
煩
」

に
つ
い
て
書
か
れ
た
一
〇
九
号
・
一
一
八
号
・
二
三
四
号
・
二
三
五
号
・
二
三

九
号
・
二
四
五
号
・
三
七
九
号
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
正
保
二
年
。

ま
た
、「
其
元
西
之
門
出
口
ニ
有
之
鷹
屋
之
家
吹
倒
」
の
話
は
三
八
二
号
と
関
連

す
る
。 

  

四
一
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
今
度
指
下
候
制
札
之
儀
、
其
方
ゟ
肥
後
・
筑
後
之
制
札
之
写
被
指
越
候

付
而
、
其
畢
竟
を
以
、
書
載
候
て
遣
候
条
、
今
一
篇
、
肥
後
・
筑
後
ニ
人
を
遣
、

制
札
于
今
被
立
置
候
や
見
進
候
て
、
其
上
を
以
、
今
度
遣
候
制
札
、
立
置
可
被

申
候
、
若
憐
国

（
隣
）

之
制
札
、
于
今
ハ
無
之
候
ハ
ゝ
、
尤
相
扣
可
被
申
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
き
り
し
た
ん
宗
御
改
ニ
付
而
、
従 

公
儀
被 

仰
出
候
趣 

、
制
札

ニ
我
等
判
形
候
て
、
今
度
遣
候
条
、
轟
木
・
神
崎
・
佐
賀
・
寺
井
・
多
久
・
武
雄
・

諌
早
・
浜
・
神
代
・
深
堀
・
伊
万
里
、
右
十
一
所
ニ
相
立
可
』
被
申
候
、
尤
制
札
之

雨
覆
、
其
元
に
て
う
た
せ
可
然
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
九
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
寛
永
十
六
年
二
月
八
日
付
で
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
改
に
関
す
る
老
中
奉

書
が
発
給
さ
れ
て
お
り
（
『
細
』
二
五
／
忠
利
五
三
〇
二
）
、
本
文
中
の
「
今

度
指
下
候
制
札
」
は
こ
れ
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
書
状
の
年
次
は
寛

永
十
六
年
に
比
定
さ
れ
る
。
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
改
の
制
札
に
つ
い
て
は
、

寛
永
十
五
年
十
一
月
～
十
二
月
の
鍋
島
勝
茂
書
状
（
三
九
二
号
・
四
一
一
号
・

一
三
四
号
）
で
、
肥
後
や
筑
後
の
制
札
の
様
子
を
確
認
し
て
、
佐
賀
藩
領
内
に
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制
札
を
立
て
る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
る
。
四
一
〇
号
も
こ
の
一
連
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
寛
永
十
六
年
三
月
十
日
に
は
、
宗
門
改
の
こ
と
に
つ
い
て
、
領
内
百

姓
下
々
ま
で
周
知
す
る
よ
う
に
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
三
二
七
号
）
。 

  

四
一
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
山
城
守
・

（
鍋
島
直
弘
）

長
門
・

（
多
久
安
順
）

影
庵
・

（
須
古
信
明
）

中
務
・

（
須
古
茂
周
）

伯
耆
・

（
神
代
常
親
）

安
芸
・

（
深
堀
茂
賢
）

式
部
・

（
鍋
島
貞
村
）

諸
岡
彦
右
衛

（
茂
之
）

門
尉
へ
も
、
右
之
段
、
可
被
申
達
候
、
又
申
候
、
舎
人
・

（
鍋
島
茂
利
）

勘
解
由

（
山
崎
カ
）

・
右
京
へ
も

被
申
聞
尤
ニ
候
、
已
上
、 

一
書
令
啓
候
、 

一
先
日
、
副
嶋
五
左
衛
門
尉
ニ
而
申
遣
候
後
、
飛
脚
迄
に
て
口
上
な
と
申
候
者
、
不

指
下
候
条
、
無
心
元
可
被
存
と
、
岩
村
忠
兵
衛

（
常
定
）

申
付
候
、
我
等 
御
目
見
之
儀
者
、

相
替
儀
も
無
之
候
、
節
季
に
て
有
之
由
申
候
、
必
定
之
儀
者
不
相
知
候
、
毎
度
如

申
遣
候
、
爰
許
批
判
、
弥
相
違
之
儀
無
之
、
皆
以
能
取
沙
汰
ニ
候
条
、
心
安
可
被

存
候
、 

御
前
相
澄
候
迄
之
儀
、
其
元
此
中
ニ
不
相
替
、
逼
塞
可
然
候
、
用
所
之

儀
共
、
手
頭
を
以
申
遣
候
条
、
可
被
承
届
候
、 

一
去
朔
日
、
於 

御
城
、
国
持
衆
へ
仰
渡
ニ
、
き
り
し
た
ん
改
之
儀
、
弥
稠
敷
申
付
、

は
て
れ
ん
・
い
る
ま
ん
な
と
の
儀
者
、
訴
人
ゟ
不
申
出
前
ニ
、
為
領
主
、
可
改
出

候
、
訴
人
申
』
出
候
者
、
領
主
不
念
た
る
へ
き
旨
、
仰
渡
之
由
候
、
領
中
ゟ
若
訴

人
在
之
而
、
於
顕
然
者
、
其
所
之
代
官
・
領
主
・
郡
代
、
可
為
越
度
候
、
此
中
も

念
を
入
、
申
付
候
へ
共
、
右
之
分
ニ
候
条
、
ば
て
れ
ん
・
い
る
ま
ん
の
儀
ハ
不
及

申
、
き
り
し
た
ん
宗
旨
之
者
、
有
之
哉
否
之
儀
、
弥
相
改
、
堅
可
被
申
付
候
、
此

方
詰
之
者
へ
も
、
逼
塞
時
分
ニ
候
へ
共
、
窃
ニ
稠
敷
相
改
事
ニ
候
、 

一
き
り
し
た
ん
御
改
之
様
子
、
先
日
申
遣
候
、
其
地
被
相
触
候
趣
、
并
究
相
澄
候
通
、

懇
ニ
急
度
可
被
申
越
候
、
随
其
、
御
年
寄
中
へ
可
申
上
と
存
候
条
、
油
断
有
間
敷

候
、
何
も
此
者
口
上
ニ
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
五
日

（
寛
永
十
五
年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿

（
茂
綱
）

 

 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 

諌
早
豊
前
殿

（
茂
敬
）

 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
二
条
目
に
見
え
る
キ
リ
シ
タ
ン
改
に
関
す
る
江
戸
城
で
の
申
し
渡
し
が

「
徳
川
実
紀
」
寛
永
十
五
年
十
二
月
一
日
条
の
記
述
と
対
応
す
る
こ
と
や
、
文

中
に
勝
茂
が
「
逼
塞
」
と
し
て
い
る
と
あ
り
、
島
原
・
天
草
一
揆
（
島
原
の
乱
）

で
の
軍
令
違
反
に
よ
り
寛
永
十
五
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
九

日
ま
で
逼
塞
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
は
寛
永
十
五
年
に
確
定
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で
き
る
。 

  

四
一
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

我
等
儀
、
仕
合
能 
御
暇
出
候
由
被
承
、
其
元
何
も
大
慶
之
旨
、
尤
存
候
、
為
迎
、

大
坂
迄
一
人
被
相
越
、
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
数
馬
へ

（
政
利
）

之
書
状
披
見
、
念
入
候
儀
、
令
祝

着
候
、
此
中
者
公
家
衆
・
西
国
衆
同
前
ニ 

御
暇
出
、
路
次
こ
み
合
候
通
承
、
其
上

少
々
用
所
共
有
之
付
而
、
令
延
引
、
去
朔
日
江
戸
打
立
、
今
十
一
日
無
事
ニ
大
坂
着

候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
日
和
次
第
、
追
付
』
出
船
可
申
と
存
候
、
次
お
東
作
事
出

来
候
由
被
申
越
、
令
満
足
候
、
方
能
候
条
、
直
ニ
お
東
へ
可
着
候
、
さ
候
て
、
盃
取
、

本
丸
之
様
ニ
参
、
あ
ね
達
其
外
子
共
へ
面

（
鍋
島
直
茂
女
千
鶴
・
同
彦
菊
）

談
可
申
候
、
晩
之
め
し
ハ
お
東
ニ
而
た
へ

候
ハ
ん
と
存
候
、
其
心
得
可
被
申
候
、
何
も
頓
而
、
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
十
一
日

（
寛
永
十
七
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
帰
国
途
中
で
在
大
坂
、

茂
辰
は
在
国
。
花
押
は
寛
永
十
六
年
正
月
か
ら
正
保
四
年
十
一
月
ま
で
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
期
間
の
う
ち
、
文
中
に
あ
る
よ
う
に
六
月
に
江
戸
を
出

発
し
て
い
る
の
は
寛
永
十
七
年
の
み
で
あ
り
、
本
書
状
の
年
次
は
同
年
に
確
定

で
き
る
。
な
お
、
文
中
に
「
お
東
作
事
出
来
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
寛
永
十

六
年
に
確
定
で
き
る
閏
十
一
月
二
十
七
日
付
勝
茂
書
状
（
二
三
六
号
）
で
勝
茂

が
命
じ
た
も
の
が
完
了
し
た
こ
と
を
示
す
。 

  

四
一
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
此
程
於 

御
城
、
細
川
肥
後

（
光
尚
）

殿
・
立
花
左
近

（
忠
茂
）

殿
物
語
ニ
、
其
許
隣
国

洪
水
・
大
風
之
由
候
、
我
等
領
分
者
如
何
候
哉
と
噂
候
へ
共
、
其
元
ゟ
兎
角
之
儀
不

被
申
越
候
故
、
い
ま
た
在
所
よ
り
到
来
無
之
由
申
候
、
何
と
て
早
々
不
被
申
越
候

哉
、
洪
水
之
儀
者
、
諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉
所
よ
り
銀
子
指
上
せ
候
宰
領
之
者
ニ
而
、
有

増
申
越
候
故
、
遅
ク
承
候
、
惣
別
ケ
様
之
儀
、
以
飛
脚
、
被
申
越
候
様
ニ
と
、
美
作
へ

（
多
久
茂
辰
）

兼
而
』
申
渡
召
置
候
処
、
油
断
之
儀
と
存
候
、
先
様
、
領
中
之
儀
者
不
及
申
、
隣
国

ニ
も
大
風
・
洪
水
・
大
地
震
、
其
外
、
差
立
相
替
儀
共
候
者
、
早
速
以
飛
脚
、
可
被

申
越
候
、
依
体
、
御
老
中
迄
申
上
首
尾
も
有
之
儀
候
、
殊 

御
城
な
と
ニ
而
御
沙
汰

之
刻
、
不
存
と
申
候
て
ハ
不
可
然
候
之
条
、
申
事
候
、
心
得
可
被
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

壬
五
月

（
正
保
二
年
）

二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作
殿 
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鍋
嶋
内
蔵

（
正
辰
）

助
殿  

 
 
 

鍋
嶋
縫
殿

（
茂
泰
）

助
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
、
閏
五
月
よ
り
正
保
二
年
。 

  

四
一
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
候
、
仍
舫
之
書
立
、
鍋
七
左
衛
門

（
鍋
島
茂
里
）

・
関
将
監
・

（
清
長
）

鹿
茂
左

（
鹿
江
）

衛
門
・
諸
彦
右
衛

（
諸
岡
茂
之
）

門
・
大
兵
部
、

（
大
木
統
清
）

其
外
諸
与
よ
り
二
三
人
宛
、
召
寄
談
合
、
今
度
留
守
中
相
究
、
書
立

候
て
可
被
置
候
、
我
等
も
五
日
中
可
罷
帰
候
間
、
其
節
可
承
候
、
油
断
被
申
間
敷
候
、

恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

極
月
十
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
・
茂
辰
は
と
も
に
在
国
で
あ

り
、
勝
茂
は
五
日
以
内
に
佐
賀
城
に
戻
れ
る
範
囲
に
い
る
。
内
容
か
ら
見
て
茂
辰

が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ
ら
れ
て
以
降
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
書
状
の
上

限
は
寛
永
十
二
年
、
寛
永
十
五
年
九
月
二
十
日
に
歿
す
る
関
清
長
が
存
命
で
あ
る

こ
と
か
ら
下
限
は
十
四
年
。
寛
永
十
二
年
十
二
月
お
よ
び
同
十
四
年
十
二
月
に
勝

茂
は
在
江
戸
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
状
の
年
次
は
、
寛
永
十
三
年
に
比
定
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
花
押
は
寛
永
十
三
年
の
書
状
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
な
お
、「
舫
」
の
「
書
立
」
に
つ
い
て
は
、
寛
永
十
三
年
の
も
の
と
推
測

さ
れ
る
十
二
月
十
三
日
付
茂
辰
宛
勝
茂
書
状
（
四
〇
三
号
）
に
も
見
え
て
お
り
、

一
連
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。 

  

四
一
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

啓
一
書
候
、
此
地
少
篇
も
無
相
替
儀
候
、
我
等
親
子
切
々
登 

城
申
、
弥
仕
合
能
候
、

就
中
、
御
年
寄
中
、
至
手
前
、
弥
増
御
懇
之
儀
共
候
条
、
悉
皆
心
安
可
被
存
候
、
仍

用
所
有
之
ニ
付
而
、
鹿
江
茂
左
衛
門
尉
差
下
候
、
趣
之
儀
、
以
一
つ
書
、』
口
上
ニ
相

含
候
条
、
可
被
承
届
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
二
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（

（
鍋
島
）

花
押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 
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石
見
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 
 

神
代
対
馬
殿

（
常
親
）

 

 
 
 

鍋
嶋
伊
豆
殿

（
茂
賢
）

 

 
 
 

成
冨
兵
庫

（
茂
安
） 

 
 
 

石
井
修
理

（
茂
成
） 

 
 
 

大
木
兵
部

（
統
清
） 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は

在
国
。
花
押
は
寛
永
元
年
か
ら
同
十
四
年
に
か
け
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

寛
永
十
一
年
九
月
十
八
日
に
歿
す
る
成
富
茂
安
が
存
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本

書
状
の
年
次
は
、
寛
永
元
年
か
ら
同
十
年
の
間
に
絞
ら
れ
る
。
こ
の
期
間
で
十

二
月
に
勝
茂
が
在
江
戸
な
の
は
、
寛
永
元
・
同
二
・
同
三
・
同
六
・
同
八
・
九

年
で
あ
る
。さ
ら
に
鍋
島
茂
綱
は
少
な
く
と
も
寛
永
六
年
五
月
段
階
で「
主
殿
」

と
表
記
さ
れ
て
お
り
（
二
六
五
号
）、
本
書
状
で
は
「
若
狭
」
と
あ
る
た
め
、
寛

永
元
・
同
二
・
同
三
年
は
外
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
書
状
の
年
次
は
、
寛
永
六
・

同
八
・
九
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。 

  

四
一
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
御
祈
祷
立
願
一
通
り
之
儀
、
此
中
、
如
定
置
候
、
女
共
よ
り
申
越
候
共
、

先
様
之
儀
、
我
等
切
手
な
ら
て
ハ
不
差
出
様
ニ
可
然
候
、
已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
去
々
年
ゟ
旧
冬
迄
之
祈
祷
立
願
入
具
之
書
立
、
諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

ゟ

相
越
、
見
届
候
、
右
之
銀
凡
五
拾
貫
目
ニ
及
候
、
如
此
之
儀
、
諸
大
名
ニ
ハ
中
〳
〵

三
部
一
も
有
之
間
敷
と
存
候
、
其
地
ニ
而
、
右
之
通
之
儀
、
我
等
不
存
ニ
付
而
、
爰

元
ニ
而
も
御
立
願
申
候
、
此
入
具
合
候
者
、
七
拾
貫
目
程
ニ
而
可
有
之
と
存
候
、
家

中
之
者
、
百
姓
以
下
承
候
而
も
、
其
お
も
ハ
く
不
可
然
儀
ニ
候
、
万
事
人
ハ
身
ニ
応

た
る
儀
能
候
、
此
已
前
、
薗
田
因
幡
と
申
家
中
之
者
、
知
行
三
百
石
取
罷
有
候
、
其

物
成
を
一
職
立
願
祈
祷
ニ
入
す
り
き
り
、
奉
公
成
か
た
き
ニ
付
而
、
日
峯
被
聞

（
鍋
島
直
茂
）

召
、

知
行
を
被
取
上
候
、
此
段
長
門
・

（
多
久
安
順
）

影
庵
可

（
須
古
信
明
）

被
』
存
候
、
不
断
日
峯
被
仰
候
ハ
、
百
姓

共
よ
り
ハ
稠
敷
取
納
候
て
、
無
御
乞
仏
神
ニ
分
過
ニ
拝
進
仕
候
儀
、
却
而
仏
神
之
心

ニ
違
可
申
由
候
、
有
馬
事
ニ
付
而
祈
祷
申
候
ハ
ゝ
、
何
そ
大
分
之
儀
、
一
祈
祷
仕
候

者
可
然
事
候
、
信
心
も
能
ほ
と
ニ
可
有
之
儀
、
本
意
た
る
へ
き
と
存
候
、
此
中
、
金

銀
之
出
入
、
其
方
両
人
ニ
相
任
候
処
、
如
此
ニ
候
て
ハ
、
万
事
無
心
元
存
候
、
于
今

者
不
入
儀
ニ
候
へ
共
、
別
之
事
ニ
付
候
て
も
、
心
持
ニ
可
罷
成
と
存
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
十
九

（
寛
永
十
七
年
カ
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 
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多
久
美
作
殿

（
茂
辰
）

 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉 

 

【
解
説
】 

 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
等
は
在
国
。
年
次
は
以
下
の
理
由
か
ら
寛
永
十
七
年
と
推
測
さ
れ
る
。 

ま
ず
、
花
押
が
正
月
十
五
日
（
寛
永
十
六
年
）
付
勝
茂
書
状
（
四
四
七
号
）

に
初
め
て
見
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
寛
永
十
六
年
と
な

る
。
ま
た
、
下
限
は
、
多
久
安
順
が
存
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
寛
永
十
八
年
で
あ

り
、
こ
の
期
間
の
う
ち
、
勝
茂
が
正
月
に
在
江
戸
な
の
は
寛
永
十
六
年
と
同
十

七
年
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
の
年
と
な
る
。 

続
い
て
、
本
文
中
に
「
去
々
年
ゟ
旧
冬
迄
之
祈
祷
立
願
入
具
之
書
立
」
と
あ

る
こ
と
に
関
わ
っ
て
、
七
月
二
十
三
日
（
寛
永
十
五
年
）
付
勝
茂
書
状
（
三
五

八
号
）
に
よ
れ
ば
、
島
原
・
天
草
一
揆
（
島
原
の
乱
）
戦
勝
祈
願
と
思
わ
れ
る

立
願
の
成
就
の
目
録
が
勝
茂
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
勝
茂
は
、
同
一
揆

に
お
け
る
軍
令
違
反
に
対
し
て
命
じ
ら
れ
た
逼
塞
が
解
除
さ
れ
る
よ
う
国
許
の

宝
地
院
に
祈
祷
を
命
じ
て
お
り
、
そ
の
後
、
祈
祷
が
成
就
し
て
逼
塞
解
除
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
、
寛
永
十
六
年
に
同
院
に
寄
進
を
行
っ
て
い
る
（
佐
近
一
―
二

／
六
七
三
頁
）。こ
の
よ
う
に
寛
永
十
五
年
か
ら
同
十
六
年
に
は
勝
茂
に
関
す
る

祈
祷
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
前
引
の
「
去
々
年
ゟ
旧
冬
迄
之
祈
祷
立
願
」

に
当
た
る
と
す
れ
ば
、
本
書
状
は
寛
永
十
七
年
の
も
の
と
な
ろ
う
。 

  

四
一
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
河
上
拝
殿
棟
札
之
儀
、
旧
冬
申
遣
候
付
而
、
実
相
院
へ
被
申
入
候
処

ニ
、
両
社
出
入
無

（
河
上
社
・
千
栗
社
）

之
其
已
前
よ
り
之
札
之
由
、
被
仰
候
段
、
先
日
被
申
越
、
得
其
意

候
、
我
等
へ
も
其
通
ニ
預
返
書
候
付
而
、
其
趣
大
僧
正

（
天
海
）

へ
申
入
候
処
、
被
仰
候
ハ
、

一
宮
と
書
付
候
札
ニ
付
而
、両
社
口
事
も
有
之
儀
候
条
、被
為
引
候
様
ニ
と
の
儀
候
、

此
段
、
実
相
院
へ
今
度
、
以
書
状
、
申
入
儀
ニ
候
条
、』
鍋
伝
兵
衛

（
鍋
島
茂
教
）

・
河
波
勘

〔
浪
〕

左
衛
門

尉
致
持
参
、
書
中
之
通
、
并
口
上
ニ
可
申
入
趣
、
内
覚
を
以
、
勘
左
衛
門
尉
へ
申
聞

候
条
、
伝
兵
衛
尉
同
前
ニ
申
達
候
様
ニ
可
然
候
、
右
両
社
之
儀
ニ
付
而
、
一
つ
書
を

以
、
勘
左
衛
門
尉
口
上
ニ
相
含
遣
候
条
、
可
被
承
届
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
九
日

（
寛
永
十
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

石
見
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 
 

鍋
伝
兵
衛
殿 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は

在
国
。
河
上
社
と
千
栗
社
の
肥
前
一
宮
相
論
に
関
連
す
る
書
状
で
あ
る
。
花
押

は
寛
永
元
年
か
ら
同
十
四
年
に
か
け
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
寛
永
十
二
年

六
月
に
歿
す
る
諫
早
直
孝
が
存
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
状
の
年
次
は
、
寛

永
元
年
か
ら
同
十
二
年
の
間
に
絞
ら
れ
る
。
本
文
末
に
「
両
社
之
儀
ニ
付
而
、

一
つ
書
を
以
、
勘
左
衛
門
尉
口
上
ニ
相
含
遣
候
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
一
つ
書
」

は
内
容
か
ら
見
て
、
寛
永
十
年
に
比
定
で
き
る
二
月
九
日
付
勝
茂
書
状
（
二
八

〇
号
）
に
当
た
る
た
め
、
本
書
状
の
年
次
も
寛
永
十
年
と
な
る
。 

  

四
一
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
藤
津
郡
代
朝
日
源
兵
衛
差
迦
、
原
弥
太
右
衛
門
尉
へ
申
付
候
様
ニ
と
、
刑
部
太
輔

（
鍋
島
直
朝
）

ゟ
理
申
候
、
彼
弥
太
右
衛
門
尉
事
、
ケ
様
成
儀
仕
切
候
者
之
由
、
申
候
条
、
其
元

に
て
も
承
合
、
郡
代
可
相
閇
目
儀
ニ
候
者
、
源
兵
衛
者
差
迦
、
弥
太
右
衛
門
尉
へ

可
被
申
付
候
、 

一
銀
細
工
此
方
へ
一
人
相
詰
候
へ
共
、
事
闕
候
条
、
向
相
右
衛
門
尉
子
ニ
候
者
、
細

工
よ
く
仕
由
候
間
、
如
例
、
加
勢
と
ら
せ
候
て
、
急
度
』
可
被
差
上
候
、
自
然
相

右
衛
門
尉
子
下
手
に
て
候
ハ
ゝ
、
佐
賀
町
中
ニ
銀
細
工
余
多
有
之
由
承
候
間
、
其

内
よ
り
撰
候
而
、
上
手
を
一
人
、
当
分
雇
ニ
候
て
、
可
被
差
上
候
、
細
工
見
候
而
、

よ
く
仕
候
ハ
ゝ
、
先
様
者
扶
持
人
ニ
可
申
付
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

卯
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
、
二
条
目
で
銀
細
工
を

上
す
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
で
あ
る
。
年
次

の
上
限
は
寛
永
十
六
年
以
降
に
使
用
さ
れ
る
花
押
型
か
ら
寛
永
十
六
年
、
下
限

は
茂
辰
が
罷
免
さ
れ
て
政
務
か
ら
退
く
前
で
あ
る
の
で
正
保
三
年
と
な
る
が
、

こ
の
期
間
に
四
月
下
旬
時
点
で
勝
茂
が
在
江
戸
で
あ
る
の
は
寛
永
十
六
～
十
八

年
、
同
二
十
年
、
正
保
二
・
三
年
で
あ
る
。
一
条
目
で
は
寛
永
十
三
年
に
鹿
島

の
鍋
島
正
茂
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
勝
茂
五
男
直
朝
か
ら
鹿
島
領
の
あ
る
藤
津

郡
の
郡
代
の
交
替
に
関
す
る
要
請
を
受
け
て
い
る
が
、
直
朝
の
藤
津
の
知
行
地

に
つ
い
て
は
、
寛
永
十
六
年
に
比
定
さ
れ
る
九
月
二
十
八
日
付
鍋
島
勝
茂
覚
書

（
佐
古
一
〇
、「
多
久
家
書
物 

御
什
物
方
差
出
」
一
〇
号
）
で
は
、
佐
賀
か
ら

離
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
支
配
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
郡
代
の
交
替

は
こ
れ
と
関
係
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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四
一
九 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

正
月
九
日
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野
数
馬

（
政
利
）

へ
之
書
状
、
令
披
見
候
、 

一
領
中
百
姓
余
多
嶋
原
へ
走

（
肥
前
高
来
郡
）

候
様
子
申
越
、
得
其
意
候
、
就
夫
、
其
方
・
若
狭
・

（
鍋
島
茂
綱
）

豊（
鍋

前
三
人

島
茂
敬
）

よ
り
、
土
山
与
三
兵
衛
使
者
と
し
て
、
右
走
者
乞
候
処
、
摂
州
家
老

（
高
力
忠
房
）

三
浦

土
左
衛
門
尉
ゟ
之
返
事
、
并
口
上
之
書
立
相
越
、
是
又
令
披
見
候
、
然
者
、
向
後

〆
之
儀
申
越
、
得
其
意
、
尤
之
心
遣
候
、
乍
然
、
嶋
原
へ
走
候
者
之
儀
者
、
摂
州

よ
り
御
年
寄
中
へ
被
得
御
意
候
様
子
と
相
見
え
候
間
、迚
も
被
差
返
間
敷
と
存
候
、

後
日
之
た
め
ニ
候
条
、
右
土
左
衛
門
尉
よ
り
之
返
書
并
書
立
、
今
度
差
返
候
間
、

其
方
手
前
ニ
召
置
可
然
候
、
先
書
ニ
も
如
申
遣
候
、
百
姓
共
へ
借
銀
等
申
付
候
其

上
ニ
も
及
迷
惑
候
者
ニ
ハ
、
飯
米
な
と
取
せ
、
先
様
走
候
ハ
ぬ
様
ニ
心
遣
可
被
申

儀
尤
候
、 

一
筑
後
・
肥
後
其
外
隣
国
よ
り
も
嶋
原
へ
走
参
候
者
有
□
様

〔
之
〕

□
、

〔
ニ
〕

』
右
土
左
衛
門
尉

ゟ
之
返
事
ニ
相
見
え
候
、
必
其
分
ニ
候
て
、
是
も
不
被
差
返
候
哉
、
又
隣
国
よ
り

被
差
返
候
様
ニ
と
被
申
入
候
哉
、
能
承
合
、
其
様
子
重
而
可
被
申
越
候
、 

一
旧
冬
、
川
副
大
田
村

（
佐
賀
郡
）

百
姓
男
女
三
拾
人
程
、
嶋
原
へ
内
通
候
而
、
走
候
ハ
ん
と
仕

候
処
、
其
段
庄
や
よ
り
申
出
候
付
而
、
頭
人
両
人
ニ
縄
を
か
け
候
へ
ハ
、
相
残
百

姓
共
、
一
家
ニ
集
り
篭
居
候
条
、
則
相
宥
、
頭
人
親
子
両
人
又
被
官
両
人
成
敗
申

付
、
余
之
者
ニ
ハ
無
構
召
置
候
由
、
得
其
意
、
尤
存
候
、
就
夫
、
諸
郡
少
々
走
可

申
と
相
見
え
候
在
所
も
、
無
事
ニ
成
候
由
、
可
然
儀
候
、
右
之
外
、
用
所
之
儀
共
、

数
馬
よ
り
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
佐
賀
藩
領
か
ら
島
原
藩
領
へ
の

走
り
者
へ
の
対
応
に
関
す
る
書
状
で
、勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
で
あ
る
。

中
野
政
利
の
呼
称
が
「
数
馬
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
寛
永
十
七

年
、
下
限
は
茂
辰
罷
免
前
の
正
保
三
年
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
正
月
・
二
月
に
勝

茂
が
在
江
戸
で
あ
る
の
は
、
寛
永
十
七
・
同
十
九
・
正
保
元
年
・
同
三
年
で
あ

る
。
な
お
、
校
訂
は
『
小
城
鍋
島
家
肥
陽
旧
章
録 

第
一
集
』
九
一
～
九
二
頁

に
よ
っ
た
。 

  
四
二
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

内
方
造
作
料
、
并
傍
之
者
知
行
切
米
、
其
外
入
具
一
職
、
米
ニ
シ
テ
三
千
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弐
百
三
十
七
石
五
斗
三
升
八
合
之
積
り
ニ
候
、
当
毛
上
ゟ
知
行
ニ
而
相
渡
、
先
様

此
員
数
ニ
而
相
調
候
様
ニ
と
甲
斐
守
へ
今
度
申
遣
候
条
、
其
心
得
可
申
候
、 

一
右
知
行
ニ
シ
テ
六
千
四
百
七
拾
五
石
余
之
儀
、
蓮
池
ゟ

（
佐
賀
郡
）

北
城
近
所
ニ
而
、
神
崎
郡

之
内
、
相
渡
可
然
候
、 

一
去
年
、
甲
斐
守
へ
と
ら
せ
候
知
行
之
内
、
物
成
弐
千
石
、
佐
賀
郡
之
内
、
上
佐
賀

に
て
相
渡
候
へ
と
も
、
是
も
蓮
ノ
池
近
所
に
て
相
渡
候
ハ
ゝ
、
先
様
可
然
候
ハ
ん

と
存
候
条
、
一
所
ニ
相
渡
』
可
申
候
、
此
段
甲
斐
守
へ
も
申
遣
候
、
委
敷
ハ
野
副

藤
左
衛
門
尉
可
申
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
廿
二
日

（
寛
永
十
七
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
等
は
在
国
で

あ
る
が
、
勝
茂
の
居
所
は
文
面
か
ら
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
勝
茂
は
寛
永
十
六

年
に
三
男
直
澄
に
蓮
池
領
を
分
知
す
る
が
、
そ
の
う
ち
散
在
す
る
所
領
を
蓮
池

近
辺
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
内
容
で
あ
る
。
従
っ
て
年
次
の
上
限
は
寛
永
十
六

年
、
下
限
は
茂
辰
等
罷
免
前
の
正
保
三
年
と
な
る
が
、
三
条
目
の
「
去
年
、
甲

斐
守
へ
と
ら
せ
候
知
行
」が
寛
永
十
六
年
の
直
澄
へ
の
分
知
を
指
す
と
す
る
と
、

年
次
は
寛
永
十
七
年
と
な
る
。
寛
永
十
七
年
で
あ
れ
ば
、
勝
茂
は
五
月
に
帰
国

賜
暇
、
八
月
に
は
在
国
で
あ
る
。 

小
川
家
の
遺
領
を
も
と
に
成
立
し
た
鹿
島
藩
、
鍋
島
直
茂
の
遺
領
を
も
と
に

成
立
し
た
小
城
藩
と
は
異
な
り
、
蓮
池
藩
は
本
藩
の
蔵
入
地
を
分
散
的
に
割
譲

し
て
成
立
し
た
た
め
所
領
が
分
散
す
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
た
（
藤
野
保

一
九
八
一
年
／
二
六
四
・
六
三
八
頁
）。 

  

四
二
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
去
六
日
、
酒
井
讃
岐
守

（
忠
勝
）

殿
よ
り
各
留
主
居
被
召
出
、
御
用
之
由
候

付
而
、
手
前
ゟ
山
崎
勘
解
由
差
出
候
処
、
大
炊
頭

（
土
井
利
勝
）

殿
・
讃
岐
守
殿
・
豊
後
守

（
阿
部
忠
秋
）

殿
・
加
賀
守

（
堀
田
正
盛
）

殿
、
御
同
座
ニ
而
被
仰
聞
候
ハ
、
諸
国
へ
此
中
よ
り
有
之
候
銭
、
当
六
月
朔
日
よ
り

先
様
、
取
遣
候
儀
、
致
無
用
、
今
度
従 

公
儀
御
い
さ
せ
被
成
候
新
銭
、
六
月
朔
日

よ
り
可
取
遣
由
、
被
仰
渡
候
、
則
御
書
物
之
写
遣
候
、
是
ニ
而
合
点
参
兼
候
所
之
儀
、

大
形
今
度
』
若
狭
・

（
鍋
島
茂
綱
）

市
佑
よ
り

（
鍋
島
長
昭
）

可
申
越
候
、
跡
ゟ
も
承
合
、
可
申
遣
候
、
さ
も
候
へ

ハ
、
右
新
銭
之
儀
、
其
国
々
手
前
〳
〵
よ
り
買
取
候
て
、
諸
国
へ
可
差
遣
由
候
、
是

ハ
仰
渡
ニ
而
ハ
無
之
候
、
聞
合
候
通
ニ
而
候
、
然
間
、
新
銭
頓
而
相
調
、
少
成
共
漸
々

ニ
差
下
可
申
候
、
此
中
よ
り
之
銭
、
六
月
朔
日
よ
り
不
取
遣
様
ニ
、
給
人
・
町
人
・

百
姓
・
下
々
迄
、
稠
敷
可
被
申
付
候
、
為
其
早
飛
脚
を
以
申
遣
候
、
委
ハ
追
而
可
申

遣
候
、
恐
々
謹
言
、 
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信
濃
守 

 
 

五
月
十
日

（
寛
永
十
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

文
中
の
「
公
儀
御
い
さ
せ
被
成
候
新
銭
」
は
寛
永
通
宝
を
さ
す
。
寛
永
通
宝
は

寛
永
十
三
年
六
月
一
日
よ
り
、
金
一
両
に
つ
き
四
貫
文
で
売
買
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
た
（「
徳
川
実
紀
」
同
日
条
）。
よ
っ
て
本
状
の
年
次
は
寛
永
十
三
年
。 

  

四
二
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
我
等
儀
、
一
昨
三
日
之
晩
、
江
戸
打
立
、
今
朝
鴻
巣
迄
罷

（
武
蔵
北
足
立
郡
）

越
候
、
来

ル
十
八
日
比
、
日
和
次
第
、
大
坂
出
船
可
申
候
条
、
其
考
候
て
、
内
裏
迄
之
迎

（
豊
前
企
救
郡
）

、
如

例
、
可
被
申
付
候
、
今
度
御
暇
後
、
江
戸
逗
留
申
候
儀
、
達 

御
耳
、
異
国
船
着
岸

時
分
候
条
、
早
々
可
罷
下
由
、
重
々
御
懇
之
以
上
意
、
罷
立
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、

飛
騨
守

（
鍋
島
直
能
）

儀
も
、
木
曽
路
同
前
ニ
罷
越
儀
候
、
何
も
頓
而
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
五
日

（
正
保
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
勝
茂
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
帰
国
途
中

で
、
武
蔵
鴻
巣
に
到
達
し
て
い
る
。
茂
辰
等
は
在
国
で
あ
る
。
花
押
は
寛
永
十

六
年
以
降
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
年
次
の
上
限
は
寛
永
十
六
年
、
下
限
は

茂
辰
等
罷
免
前
の
正
保
三
年
と
な
る
が
、
そ
の
間
で
五
月
に
帰
国
途
中
で
あ
る

の
は
、
長
崎
警
備
の
た
め
の
下
国
が
遅
れ
る
正
保
三
年
の
み
で
あ
る
。
な
お
、

同
じ
く
正
保
三
年
に
比
定
さ
れ
る
五
月
三
日
付
の
茂
辰
・
茂
之
宛
勝
茂
書
状（
三

四
五
号
）
で
は
、
五
月
三
日
に
書
状
を
書
い
た
時
点
で
は
、
勝
茂
は
あ
と
数
日

は
江
戸
に
滞
在
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
た
が
、
本
書
状
か
ら
は
、
将
軍
の
上
意

に
よ
り
そ
の
日
の
晩
に
慌
て
て
江
戸
を
出
立
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

四
二
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

従 
将
軍
様

（
徳
川
秀
忠
）

、
西
国
衆
大
船
可
被
召
上
之
旨
、
只
今
本
上
州

（
本
多
正
純
）

・
円
光
寺

（
閑
室
元
佶
）

ゟ
被
仰
聞
候
、

左
候
ハ
ゝ
、
我
等
伊
勢
船
、
何
之
衆
ゟ
も
手
初
ニ
、
早
々
致
進
上
、
可
然
之
旨
、
御

内
意
候
条
、
船
頭
ハ
織
部
へ

（
田
雑
頼
広
）

被
申
付
、
き
と
可
被
差
登
せ
候
、
船
・
諸
道
具
何
も
念
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を
可
入
由
、
御
内
意
候
間
、
従
此
中
、
如
調
置
候
、
め
い
〳
〵
書
立
を
以
、
可
被
差

上
候
、
上
州
・
円
光
寺
ゟ
之
御
状
、
進
之
候
間
、
可
有
披
見
候
、
我
等
事
、
明
日
ハ

可
罷
帰
候
間
、
何
も
以
面
、
可
申
達
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
月
九
日

（
慶
長
十
四
年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
長
門

（
多
久
安
順
）

殿 

 
 
 

鍋
主
水

（
鍋
島
茂
里
）

殿 

 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
・
鍋
島
茂
里
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、
徳
川
秀

忠
が
西
国
諸
大
名
に
大
船
所
有
を
禁
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
慶
長
十
四
年
（「
徳
川
実
紀
」
慶
長
十
四
年
九
月
是
月
条
）。
安
順
・
茂
里

の
居
所
は
不
明
。
勝
茂
は
在
駿
府
か
。 

  

四
二
四 

武
田
晴
信
判
物
（
竪
紙
） 

 
 
 

定 

武
具
已
下
之
嗜
、
同
心
被
官
仁
、
如
軍
法
、
可
被
申
付
候
、
若
於
無
沙
汰
之
輩
者
、

不
及
披
露
、
可
被
加
成
敗
者
也
、
仍
如
件
、 

元
亀
三
年
壬申 

 
 

五
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
玄

（
武
田
）

（
花
押
） 

 
 
 

三
浦
右
馬
助

（
員
久
）

殿 

  

【
解
説
】 

 
 
 

武
田
晴
信
（
信
玄
）
よ
り
三
浦
員
久
に
宛
て
た
判
物
。
員
久
配
下
の
者
に
武

具
以
下
の
修
練
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。「
甲
州
武
田
法
性
院
信
玄
公
御
代
惣
人

数
事
」（『
甲
陽
軍
鑑
大
成
』
第
一
巻
、
一
七
四
～
二
〇
四
頁
）
に
よ
る
と
、
三

浦
員
久
は
武
田
家
の
「
駿
河
先
方
衆
」、
ま
た
は
山
県
昌
景
組
下
の
「
西
面
遠
州

三
河
へ
の
御
先
」
と
し
て
四
十
騎
を
率
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
天
正
三

年
の
長
篠
の
戦
い
で
も
山
県
に
従
っ
て
参
戦
し
た
と
み
ら
れ
、
武
田
勝
頼
よ
り

は
設
楽
原
で
の
決
戦
の
前
日
の
五
月
二
十
日
付
（『
戦
国
遺
文 

武
田
氏
編
』
二

四
八
九
号
）
と
、
戦
後
間
も
な
い
六
月
一
日
付
（
同
二
四
九
四
号
）
の
書
状
が

員
久
等
に
宛
て
て
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
駿
遠
豆
で
の
活
動
が
知
ら
れ
る

（
同
二
五
六
九
・
二
六
六
七
・
二
八
三
九
・
三
一
九
六
・
三
五
八
九
号
）。
本
文

書
が
「
多
久
家
文
書
」
に
含
ま
れ
る
理
由
は
未
詳
で
あ
る
。 

  

四
二
五 
ゆ
き
消
息
（
竪
紙
） 

 
 

猶
々
、
め
て
た
く
か
し
く
、 
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此
ち
や
う
さ
の
内
、
我
身
て
う
し

（

銚

子

）

の
さ
け
に
て
候
ま
ゝ
、
さ
か
な
も
御
さ
候
ハ
ね
と

も
、
ま
い
ら
せ
候
、
ゆ
め

〱
し
く
候
へ
と
も
、
う
つ
ら
五
つ
と
り
そ
へ
ま
い
ら
せ

候
、
か
し
く
、 

「（
墨
引
）

（
奥
結
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

み
ま
さ
か

（
多
久
茂
辰
）

殿 
 
 

ゆ
き

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
付
侍
女
） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ま
い
る 

申
給
へ
」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
付
き
の
侍
女
ゆ
き
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て

た
消
息
。
高
源
院
の
意
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
茂
辰
が
「
美
作
」
と
表
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
寛
永
二
年
と
な
る
。
一
方
下
限
は
高
源

院
死
歿
の
寛
文
元
年
と
な
る
。
高
源
院
は
元
和
八
年
の
江
戸
参
府
以
降
、
一
貫

し
て
在
江
戸
で
あ
る
。
本
消
息
は
日
付
を
欠
き
、
内
容
も
両
者
が
近
所
に
い
る

こ
と
を
窺
わ
せ
る
こ
と
か
ら
、
茂
辰
も
在
江
戸
と
考
え
ら
れ
る
。「
水
江
事
略
」

に
よ
る
と
、
寛
永
二
年
～
寛
文
元
年
の
茂
辰
の
江
戸
出
張
は
、
寛
永
十
七
年
十

二
月
か
ら
翌
十
八
年
に
か
け
て
と
明
暦
二
年
九
月
か
ら
翌
三
年
三
月
頃
ま
で
が

知
ら
れ
る
。 

  

四
二
六 

多
久
茂
辰
懐
紙
（
折
紙
） 

庚
申
待
之
夜 

 
 
 

詠
猿
七
首
之
和
歌 

 
 
 
 

愚
渓

（
多
久
茂
辰
） 

 

養
生
は
厚
味
や
酒
に
め
し
ひ
か
へ 

 
 

よ
ろ
つ
太
過
を
せ
さ
る
こ
そ
よ
き 

 

奉
公
は
忠
義
を
常
に
心
か
け 

 
 

よ
る
ひ
る
ゆ
た
ん
せ
さ
る
こ
そ
よ
き 

 

世
中
ハ
よ
ろ
つ
常
な
く
変
お
ほ
し 

 
 

ひ
と
つ
に
議
定
せ
さ
る
こ
そ
よ
き 

 

大
道
を
こ
ゝ
ろ
に
か
け
て
何
事
も 

 
 

邪
道
に
し
た
か
ハ
さ
る
こ
そ
ハ
よ
き 

 

物
こ
と
に
奢
り
を
や
め
て
つ
ほ
か
ゝ
す 

 
 

そ
の
ふ
ん
さ
い
の
す
き
さ
る
そ
よ
き 

 

理
を
き
ハ
め
道
を
つ
と
め
て
六
道
に 

 
 

ま
よ
は
さ
る
こ
そ
仏
な
り
け
れ 

 

智
恵
あ
れ
は
偽
お
ほ
く
は
か
ゆ
か
す 

 
 

小
智
恵
を
も
ち
い
さ
る
そ
大
智
恵 

 
 
 

結
句 

 
七
難
即
滅 

七
福
即
生 

 

金
剛
や
身
心
堅
固
長
命
に 

 
 

わ
つ
ら
ハ
さ
る
を
い
の
る
庚
申 

伏
乞 
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洞
鑑 

 
 

寛
文
六
年
二
月
九
日 

 
 
 
 

敬
白 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
辰
が
庚
申
待
ち
の
夜
に
詠
ん
だ
和
歌
七
首
。
茂
辰
は
在
国
。
年
次
は

寛
文
六
年
。 

  

四
二
七 

鍋
島
光
茂
等
和
歌
懐
紙
（
折
紙
） 

 
 
 

八
月
十
五
夜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

光
茂

（
鍋
島
） 

い
つ
く
に
も
を
の
れ
の
み
と
や
詠
む
ら
ん 

 

今
よ
ひ
の
月
の
影
を
待
え
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

直
能

（
鍋
島
） 

う
き
雲
も
今
よ
ひ
の
月
の
名
に
消
て 

 

お
と
ろ
く
ま
て
の
秋
の
空
か
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
辰

（
多
久
） 

吹
か
せ
も
な
く
て
晴
ぬ
る
今
よ
ひ
こ
そ 

 

名
高
き
月
の
し
る
し
な
ら
ま
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

常
宣

（
神
代
） 

月
の
船
さ
す
か
今
よ
ひ
の
名
に
め
て
ゝ 

 

す
め
る
み
い
け
の
そ
こ
も
に
こ
ら
す 

 
 
 【

解
説
】 

鍋
島
光
茂
・
多
久
茂
辰
等
が
八
月
十
五
夜
を
歌
題
と
し
て
詠
ん
だ
和
歌
。
光

茂
・
茂
辰
・
鍋
島
直
能
・
神
代
常
宣
が
共
に
存
命
で
、
同
時
に
詠
ん
だ
と
す
れ

ば
、
年
次
の
上
限
は
「
直
能
」
の
表
記
か
ら
慶
安
四
年
、
下
限
は
常
宣
の
歿
年

か
ら
承
応
三
年
。
光
茂
・
茂
辰
の
居
所
は
不
明
。
な
お
、
光
茂
の
初
入
部
は
承

応
元
年
四
月
。
八
月
に
四
人
が
在
佐
賀
で
あ
る
の
は
、
承
応
元
年
・
同
三
年
。 

  

四
二
八 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 

北
方
町
宿
次
料
、
地
米
三
百
石
之
公
役
除
、
美
作
守

（
多
久
茂
辰
）

知
行
内
ゟ
可
被
申
付
候
、
蔵
入

所
近
所
ニ
無
之
ニ
付
而
、蔵
入
よ
り
宿
次
之
人
馬
相
加
候
事
難
成
故
、如
斯
ニ
候
也
、 

 

慶
安
元
年 

 
 

十
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿

（
茂
綱
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
美
作
殿 
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【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
鍋
島
茂
綱
・
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。年
次
は
慶
安
元
年
。

「
勝
茂
公
譜
考
補
」（
佐
近
一
―
二
／
七
五
〇
頁
）
に
「
慶
安
元
年
（
中
略
）
二

月
御
暇
出
、
長
崎
御
番
被
仰
渡
、
三
月
五
日
ニ
御
着
国
、
同
七
日
ヨ
リ
長
崎
御

見
舞
、
今
年
ハ
御
当
番
ニ
付
テ
、
十
月
迄
ニ
四
ヶ
度
御
越
也
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
慶
安
元
年
で
あ
れ
ば
勝
茂
・
茂
綱
・
茂
辰
は
在
国
か 

  

四
二
九 

鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
（
陽
泰
院
）
判
物
案
（
竪
紙
） 

わ
か
身
へ
日
峯
よ

（
鍋
島
直
茂
）

り
得
ま
い
ら
せ
候
与
賀
郷
飯
盛
村

（
佐
賀
郡
）

之
内
、
米
三
百
石
之
所
、
先
様

そ
も
し
へ
遣
候
様
ニ
と
、
信
濃
殿

（
鍋
島
勝
茂
）

へ
申
候
へ
ハ
、
分
別
に
て
お
ハ
し
ま
し
候
、
今
度

御
判
と
り
候
て
ま
い
ら
せ
候
す
る
を
、明
後
日
十
六
日
、江
戸
へ
打
立
に
て
候
へ
ハ
、

万
と
り
み
た
し
に
て
候
間
、
此
度
ハ
御
判
取
候
て
ま
い
ら
せ
候
ハ
す
候
、
平
右
衛
門
・

又
左
衛
門
両
人
使
に
て
候
間
、
信
濃
殿
す
み
付
同
前
に
て
候
、
し
な
の
殿
わ
か
身
へ

仰
わ
た
さ
れ
候
儀
ハ
、
す
こ
し
も
〳
〵
御
ち
か
ひ
候
ま
し
く
候
、
そ
の
御
意
得
あ
る

へ
く
候
、
以
上
、 

寛
永
四
年 

 
 

正
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

や
う
泰
院
判

（
陽
泰
院
、
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
） 

 
 
 

き
い
の
守

（
鍋
島
元
茂
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

 

【
解
説
】 

鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
（
陽
泰
院
）
よ
り
鍋
島
元
茂
に
宛
て
た
判
物
案
。
陽
泰

院
は
在
佐
賀
、
鍋
島
元
茂
は
在
江
戸
。
陽
泰
院
が
所
有
す
る
飯
盛
村
の
知
行
三

百
石
を
孫
で
あ
る
元
茂
に
譲
る
と
伝
え
た
も
の
。
勝
茂
が
江
戸
へ
出
発
す
る
前

で
取
り
紛
れ
て
い
た
た
め
判
形
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
が
、
勝
茂
の
証
言
は
得

て
い
る
と
伝
え
て
い
る
。
原
本
は
小
城
鍋
島
家
文
書
（
佐
古
三
〇
／
六
号
）
に

所
収
さ
れ
て
お
り
、
黒
印
状
で
あ
る
。
年
次
に
つ
い
て
は
、「
寛
永
四
年
」
と
の

記
載
が
あ
る
が
（
小
城
鍋
島
家
文
書
の
原
本
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
）、「
勝
茂

公
御
年
譜
」（
佐
近
一
―
二
）
に
は
、
寛
永
四
年
正
月
参
勤
の
記
述
は
な
く
、「
元

茂
公
御
年
譜
」（
佐
近
二
―
一
）で
は
、寛
永
三
年
一
月
十
六
日
に
参
勤
と
あ
り
、

検
討
を
要
す
。 

  

四
三
〇 

多
久
安
順
室
鍋
島
氏
（
徳
寿
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
お
つ
る
殿
一

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

し
ほ
〳
〵
き
け
ん
よ
く
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
か
る
へ

く
候
、
は
ん
し
や
う

（

繁

昌

）

も
す
る
〳
〵
と
た
や
す
く
候
ハ
ん
と
、
め
て
た
く
そ
ん
し

候
、
な
を
か
さ
ね
て
申
へ
く
候
、
か
し
く
、 

か
の
へ
も
さ
ゑ
も
ん

（
鹿
江
茂
左
衛
門
）

た
よ
り
に
、
そ
こ
も
と
何
事
な
く
、
御
お
や
こ
な
か
ら

（
鍋
島
勝
茂
・
同
忠
直
）

、
い
つ

れ
も
〳
〵
御
そ
く
さ
い
の
よ
し
う
け
給
候
、
め
て
た
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
こ
ゝ
も
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と
へ
も
何
事
な
く
、
や
う
た
い
ゐ
ん
さ
ま

（
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
）

、
い
ま
ほ
と
へ
つ
し
て
御
そ
く
さ
い
に
て

候
、
お
つ
る
殿
御
事
も
一
た
ん
そ
く
さ
い
ニ
候
て
、
め
し
な
と
も
す
ゝ
み
ま
い
ら
せ

候
、
つ
ね
よ
り
も
き
け
ん
よ
く
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
か
る
へ
く
候
、
一
日
ハ

い
し
井
又
さ
へ
も
ん

（
石
井
又
左
衛
門
）

た
よ
り
ニ
、
お
つ
る
殿
へ
つ
か
い
り
う

（

遣

料

）

と
候
て
、
御
ち
き
や
う

三
百
こ
く
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
、
一
し
ほ
め
て
た
く
、
五
百
八
十
ね
ん
と
ゆ
わ
い
入
ま

い
ら
せ
候
、と
し
内
御
い
と
ま
出
さ
う
ニ
う
け
給
候
、め
て
た
く
ま
ち
ま
い
ら
せ
候
、

御
め
に
か
ゝ
り
万
々
申
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

十
月
十
二
日

（
寛
永
四
年
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

徳
寿
院
様

（
押
紙
）
（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
之
丸 

 
 
 

し
な
の
ゝ
守
殿

（
鍋
島
勝
茂
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
ね 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
□
□ 

 

【
解
説
】 

多
久
安
順
室
鍋
島
氏
（
徳
寿
院
）
よ
り
弟
鍋
島
勝
茂
に
宛
て
た
消
息
。
徳
寿

院
と
母
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
（
陽
泰
院
）
は
在
国
、
勝
茂
・
鍋
島
忠
直
父
子
は

在
江
戸
。
陽
泰
院
の
歿
年
よ
り
年
次
の
下
限
は
寛
永
五
年
。
多
久
茂
辰
室
鍋
島

氏
鶴
の
出
産
よ
り
、
年
次
は
寛
永
四
年
。
な
お
、
関
連
す
る
内
容
が
三
六
八
号

に
あ
る
。 

 

 

四
三
一 

丹
後
書
状
（
切
紙
） 

 
 

「（
端
裏
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

山
口
又
兵
衛
殿
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丹
後 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
申
給
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

返
々
、
源
二
郎
御
奉
公
念
候
様
、
朝
暮
御
意
見
頼
存
計
候
、
猶
万
か
さ
ね
て
可

申
遣
候
、 

藤
右
衛
門
就
遠
行
、
御
懇
之
御
札
忝
候
、
従
是
秋
、
源
二
郎
其
元
江
堪
忍
申
、
別
而

其
方
頼
存
之
由
、
申
度
折
節
、
御
文
体
御
頼
敷
候
、
於
向
後
、
無
相
違
可
被
仰
合
候

事
、
頼
存
計
候
、
備
州
御
方
、
無
何
事
候
、
可
安
御
心
候
、
万
期
来
便
候
条
、
閣
筆

候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

六
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丹
後
（
花
押
） 

 
 
 

山
口
又
兵
衛
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
報 

 

【
解
説
】 

丹
後
よ
り
山
口
又
兵
衛
に
宛
て
た
書
状
。「
丹
後
」
の
表
記
よ
り
、
鍋
島
光
茂
・

同
吉
茂
・
同
宗
教
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
花
押
か
ら
は
藩
主
の
書
状
だ
と
考
え

に
く
く
、
年
次
も
不
明
で
あ
る
。 
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四
三
二 
鍋
島
直
能
消
息
案
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
う
ね
め

（
多
久
安
輝
）

事
一
し
ほ
そ
く
さ
い
ニ
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
か
る
へ
く
候
、
せ

つ
〳
〵
そ
れ
か
し
所
へ
見
ま
い
に
て
候
、
め
て
た
く
〳
〵
、 

一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ
〳
〵
そ
こ
も
と
か
わ
る
御
事
御
さ
な
く
、
そ
も
し
さ

ま
御
そ
く
さ
い
ニ
御
さ
な
さ
る
へ
き
と
、め
て
た
く
そ
ん
し
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、こ
ゝ

も
と
別
条
御
さ
な
く
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
く
思
し
め
し
上
ら
る
へ
く
候
、
そ
れ
か
し

事
、』道
中
つ
ゝ
か
な
く
、去
月
十
九
日
さ
ん
ふ
い
た
し
、同
廿
八
日
し
ゆ
ひ
よ
く 

御

目
見
え
相
と
け
、
よ
ろ
こ
ひ
申
御
事
ニ
御
さ
候
、
な
を
か
さ
ね
て
、
め
て
た
く
か
し

く
、 

 
 

五
月
五
日

（
寛
文
三
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ
の
守

（
鍋
島
直
能
）

 

水
か
へ 

 
 

お
は
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 

人
々
申
給
へ 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
直
能
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
案
。
鍋
島

直
能
は
、
参
勤
の
た
め
の
江
戸
着
直
後
。
天
性
院
は
、
佐
賀
の
多
久
家
水
ヶ
江

屋
敷
に
い
る
。
年
次
の
上
限
は
、
多
久
安
輝
が
采
女
と
称
し
て
い
る
こ
と
よ
り

寛
文
二
年
、
下
限
は
、
安
輝
が
在
江
戸
で
あ
る
こ
と
よ
り
寛
文
五
年
。
こ
の
間

に
、
直
能
が
四
月
十
九
日
に
江
戸
着
、
四
月
二
十
八
日
に
将
軍
拝
謁
が
行
わ
れ

て
い
る
の
が
明
確
な
の
は
、
寛
文
三
年
（
五
五
〇
号
、
佐
近
二
―
一
／
六
一
〇

頁
）
で
あ
る
。 

  

四
三
三 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 

図
書 

ま
い

（
多
久
茂
富
）

る 
 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

今
朝
申
渡
候
石
改
之
儀
、
急
度
相
極
、
可
承
候
、
其
方
へ
相
懸
候
間
、
油
断
あ
る
ま

し
く
候
、
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。本
書
状
に
は
、日
付
が
な
い
が
、

慶
長
十
五
年
の
名
古
屋
城
公
儀
普
請
に
関
わ
る
文
書
群
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
根

切
り
の
作
業
を
指
示
し
た
同
年
四
月
二
十
四
日
付
茂
富
宛
勝
茂
書
状
（
四
四
〇

号
）
と
、
根
石
置
き
の
作
業
が
完
了
す
る
六
月
三
日
ま
で
の
間
に
位
置
す
る
と

推
定
さ
れ
る
。
茂
富
・
勝
茂
と
も
に
在
名
古
屋
（
及
川
亘
二
〇
一
九
年
）。 

  

四
三
四 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 
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石
垣
殊
外
急
敷
候
間
、
弥
早
々
出
来
候
様
ニ
、
い
そ
き
可
然
候
、
石
垣
之
分
、
い
つ

比
出
来
可
申
と
、
大
積
可
承
候
、
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「（
奥
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 
つ
書

（
多
久
茂
富
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 

信
守

（
勝
茂
）

」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
慶
長
十
五
年
の
名
古
屋
城
公
儀

普
請
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
勝
茂

も
茂
富
も
と
も
に
在
名
古
屋
と
な
る
（
及
川
亘
二
〇
一
九
年
）。 

  

四
三
五 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 

図
書
殿

（
多
久
茂
富
） 

ま
い
る 

 
 
 
 

信
守

（
勝
茂
）

」 

先
日
申
渡
候
武
く
調

（
具
）

、
皆
々
今
年
中
ニ
出
来
候
様
ニ
、
か
た
く
可
被
申
付
候
、
成
か

ね
候
儀
共
候
ハ
ゝ
、
切
々
ニ
可
承
候
、
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
茂
富
と
勝
茂
は
近
接
し
た
同
所

に
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
茂
富
の
「
図
書
」
へ
の
改
名
は
、「
水
江
事
略
」
で
は

「
慶
長
十
三
年
な
ら
ん
か
」
と
あ
る
。
ま
た
茂
富
の
勘
当
は
寛
永
五
年
二
月
。

年
次
は
未
詳
だ
が
、
可
能
性
と
し
て
は
慶
長
十
三
年
以
降
、
寛
永
五
年
以
前
。 

  

四
三
六 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 

孫
四
殿

（
多
久
茂
富
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

信
守

（
鍋
島
勝
茂
）

」 

宗
龍
寺
、
隙
明
候
ハ
ゝ
、
昨
日
之
儀
付
而
、
用
所
之
儀
共
候
間
、
可
被
参
候
、
御
返

事
ニ
不
及
候
、
か
し
く
、 

 
 

四
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。茂
富
も
勝
茂
も
と
も
に
佐
賀
か
。

宗
龍
寺
は
、
天
正
十
六
年
ま
で
に
完
成
。
慶
長
五
年
の
隆
信
十
七
回
忌
に
、
直

茂
、
宗
龍
寺
で
の
法
事
を
指
示
（
佐
古
一
一
／
一
三
頁
）。
年
次
は
、
多
久
茂
富

の
図
書
改
名
以
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
慶
長
十
三
年
以
前
、
勝
茂
の
信
濃
守
受

領
の
文
禄
四
年
二
月
十
四
日
以
後
。 

  

四
三
七 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 
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「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 

孫
四
・

（
多
久
茂
富
）

七
左

（
鍋
島
茂
賢
） 

ま
い
る 

 

信
守

（
勝
茂
）

」 

い
や
し
き
わ
り

（

居

屋

敷

割

）

、
天
気
不
晴
候
共
、
間
数
相
知
候
所
ハ
、
早
々
被
相
極
尤
候
、
と
か

く
は
や
く
出
来
候
様
ニ
可
被
仕
候
、
又
中
嶋
取
相
延
ら
れ
、
可
然
存
候
、
恐
々
か
し

く
、 

 
 

四
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
冨
・
鍋
島
茂
賢
宛
書
状
。
勝
茂
・
茂
富
・
茂
賢
と
も

に
在
佐
賀
か
。
茂
富
と
茂
賢
は
、
慶
長
十
一
年
に
、
今
後
も
佐
賀
の
堀
・
石
垣

等
の
普
請
奉
行
を
勤
め
る
べ
き
こ
と
を
、
直
茂
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
佐
近
八

―
二
／
三
〇
〇
頁
）
が
、
こ
れ
が
居
屋
敷
割
と
関
係
す
る
か
ど
う
か
は
未
詳
。

年
次
は
、
茂
富
が
孫
四
郎
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
慶
長
十
三
年
以
前
。
右

の
直
茂
の
命
令
の
件
か
ら
、
慶
長
十
一
年
以
降
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
の

可
能
性
も
あ
る
。 

  

四
三
八 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 

図
書
殿

（
多
久
茂
富
） 

 
 
 
 
 
 
 

信
守

（
勝
茂
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

 
 
 
 
 
 
 

」 

昨
日
者
終
日
な
く
さ
み
申
、此
中
之
気
を
は
ら
し
申
候
、酒
ニ
さ
ん
〳
〵
よ
い
候
て
、

無
正
体
候
つ
る
、
何
も
面
に
て
可
申
達
候
、
か
し
く
、 

 
 

廿
八
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
と
茂
辰
は
同
所
に
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
年
次
は
、
上
限
は
、
茂
富
が
「
図
書
」
の
表
記
で
あ
る
こ
と
か

ら
、「
水
江
事
略
」
の
記
述
に
し
た
が
う
と
、
慶
長
十
三
年
以
降
、
下
限
は
、
勝

茂
が
最
後
に
佐
賀
に
い
た
明
暦
二
年
ま
で
。 

  

四
三
九 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 

図
書
殿

（
多
久
茂
富
） 

ま
い
る 

 
 
 
 

信
守

（
勝
茂
）

」 

有
田
・
山
代
、
猪
鹿
取
候
儀
、
か
た
く
法
度
可
被
申
付
候
、
先
様
狩
場
ニ
可
仕
候
間
、

其
心
得
可
然
候
、
西
目
法
度
、
其
方
被
存
候
て
、
能
々
可
被
申
付
候
、
か
し
く
、 

 
「
慶
長

（
異
筆
）

十
四
年
九
月
十
五
日
ニ
被
下
候
状
」 

  

【
解
説
】 
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鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
茂
富
も
勝
茂
も
在
国
か
。
追
筆

よ
り
、
慶
長
十
四
年
九
月
こ
ろ
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

四
四
〇 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

其
方
へ
申
付
候
て
ゟ
、
四
尺
ゟ
上
ノ
石
、
去
廿
日
ま
て
ニ
い
か
ほ
と
参
候
や
、
承
度

候
、
相
極
可
承
候
、
根
切
も
可
為
近
日
之
由
候
間
、
大
石
手
廻
、
由
断
あ
る
ま
し
く

候
、 

 
 

「
四

（
異
筆
）

月
廿
四
日
ニ
被
下
候
、」 

「（
奥
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 

図
書
殿

（
多
久
茂
富
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 

信
守
」

（
鍋
島
勝
茂
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
日
付
は
異
筆
で
あ
り
、
本
書
状

を
受
け
取
っ
た
茂
富
側
で
記
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
も
と
も
と
日
付
は
な
か

っ
た
。年
次
は
、茂
富
が
図
書
頭
を
名
乗
る
慶
長
十
三
年
三
月
以
降
に
な
る
が
、

普
請
に
関
す
る
内
容
で
あ
り
、
同
十
五
年
の
名
古
屋
城
普
請
の
際
の
も
の
と
推

測
さ
れ
て
い
る
（
及
川
亘
二
〇
一
九
年
）。
慶
長
十
五
年
と
す
れ
ば
、
勝
茂
・
茂

富
と
も
に
在
名
古
屋
と
な
る 

 

  

四
四
一 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 

図
書
殿

（
多
久
茂
富
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 

信
濃
」

（
鍋
島
勝
茂
） 

其
方
作
事
被
申
付
候
ハ
ゝ
、
過
分
ニ
造
作
入
可
申
と
存
候
、
少
分
候
へ
共
、
為
加
勢
、

白
米
二
百
石
進
之
候
、
心
さ
し
ま
て
候
、
猶
三
四
郎
右

（
三
浦
賢
純
カ
）

、
可
被
申
候
、
か
し
く
、 

 
 

廿
七
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、
茂
富
が
図
書
頭
を
称

す
る
慶
長
十
三
年
三
月
以
降
、
勘
当
さ
れ
る
寛
永
五
年
二
月
ま
で
に
な
る
が
、

「
三
四
郎
右
」
が
三
浦
賢
純
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
人
は
慶
長
十
五
年
に
鍋
島

元
茂
附
属
と
な
る
の
で
、
下
限
は
同
年
と
な
る
。
勝
茂
・
茂
富
と
も
在
所
は
不

明
で
あ
る
が
、
両
者
は
近
い
場
所
に
居
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

  
四
四
二 

鍋
島
勝
茂
自
筆
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 
 

孫
四
殿 

（
多
久
茂
富
）

人
々
御
中 

 
 
 
 

信
守
」

（
鍋
島
勝
茂
） 

我
等
事
、
来
ル
十
六
日
ゟ
狩
ニ
参
候
、
さ
候
ハ
ゝ
、
加
州
も

（
鍋
島
直
茂
）

留
主
に
て
候
間
、
与
兵
衛

（
多
久
安
順
）
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殿
、
明
後
日
此
方
へ
御
越
候
様
ニ
、
其
方
所
ゟ
可
被
申
越
候
、
又
か
い
気
心
に
候
由

承
、
無
心
元
存
候
、
か
い
分
や
う
し
や
う
返専

用
候
、
か
し
く
、 

 
 

十
三
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
富
に
宛
て
た
書
状
。
茂
富
は
慶
長
二
年
に
元
服
し
、

同
十
三
年
三
月
に
図
書
頭
を
称
す
る
の
で
、年
次
は
こ
の
間
と
い
え
る
。但
し
、

多
久
安
順
は
慶
長
十
二
年
十
二
月
に
は
長
門
守
を
称
し
て
い
る
の
で
、
同
年
が

下
限
と
な
る
。
勝
茂
と
茂
富
は
近
い
場
所
に
居
る
も
の
と
推
測
さ
れ
、
文
面
か

ら
勝
茂
は
在
佐
賀
と
思
わ
れ
、
と
す
れ
ば
茂
富
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。 

  

四
四
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

年
甫
之
為
祝
儀
、
白
麻
十
帖
給
、
幾
久
と
令
祝
着
候
、
爰
許
無
相
易
儀
、
我
等
事
気

色
能
、
足
之
痛
も
和
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
委
曲
、
式
部
・

（
鍋
島
茂
道
）

杢
助
』

（
中
野
良
純
）

よ
り
可
申
遣

候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
矩
は
在
国
。

鍋
島
茂
道
が
慶
安
四
年
十
一
月
に
監
物
か
ら
式
部
に
改
め
て
い
る
の
で
、
年
次

の
上
限
は
翌
承
応
元
年
、
茂
矩
が
出
雲
守
か
ら
長
門
守
に
改
め
た
の
が
明
暦
二

年
二
月
で
あ
る
か
ら
、
年
次
の
下
限
は
同
年
と
な
る
。
こ
の
間
で
、
正
月
に
勝

茂
が
在
江
戸
で
あ
る
の
は
、
承
応
元
年
と
同
三
年
に
な
る
。 

  

四
四
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
美
作
よ

（
多
久
茂
辰
）

り
監
物
・

（
鍋
島
茂
道
）

数
馬
へ

（
中
野
政
利
）

之
書
状
、
并
久
室
か
た
ゟ
美
作

（
三
浦
賢
純
室
鍋
島
氏
）

へ
之
御

文
、
見
届
候
、
然
者
、
久
室
御
手
前
何
共
難
成
様
子
候
之
通
、
得
其
意
候
、
就
其
、

当
年
よ
り
先
様
御
一
生
之
間
、
此
中
之
御
知
行
之
上
ニ
、
切
米
廿
石
宛
可
進
之
候
、

是
ニ
而
何
と
そ
御
仕
廻
候
様
ニ
、
と
く
と
可
申
渡
候
、
今
年
者
蔵
入
之
米
』
少
分
も

無
之
候
条
、
白
石
口
米
方
之
内
ゟ
廿
石
可
相
渡
候
、
為
其
切
手
遣
候
、
右
之
通
ニ
進

之
候
而
も
、
御
事
闕
之
儀
、
可
有
之
と
存
候
、
三
浦
杢
之
助
祖
母
之
儀
候
条
、
毎
年

加
勢
申
候
様
ニ
、
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

よ
り
杢
之
助
へ
申
付
可
然
段
、
為
両
人
、
紀
伊
守
へ
申
達

可
然
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 
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多
久
美
作
守
殿 

 
 
 

諸
岡
彦
右

（
茂
之
）

衛
門
尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
・
茂
之
は
在
国
。
茂
辰
・
茂
之
は
寛
永
十
二
年
六
月
二
十
三
日
に
共
に
藩

政
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
り
、
茂
之
は
正
保
三
年
九
月
、
茂
辰
は
同
年
十
一
月

に
罷
免
さ
れ
た
。
ま
た
、
中
野
政
利
は
寛
永
十
六
年
九
月
に
は
兵
右
衛
門
で
あ

る
が
、
翌
年
二
月
に
は
数
馬
を
称
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
年
次
の
上
限
は

寛
永
十
七
年
、
下
限
は
正
保
三
年
と
な
る
。
こ
の
間
で
、
六
月
に
勝
茂
が
在
江

戸
で
あ
る
の
は
、
寛
永
十
八
年
・
同
二
十
年
・
正
保
二
年
に
な
る
。 

  

四
四
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
細
川
越
中

（
忠
利
）

守
殿
よ
り
巣
隼
被
懸
御
意
候
を
、
其
地
へ
据
さ
せ
可
被

遣
由
候
条
、
参
次
第
、
則
請
取
せ
可
然
候
、
一
連
参
候
ハ
ゝ
、
山
本
清
五
左
衛
門
尉

手
前
ニ
可
相
渡
候
、
二
連
ニ
候
ハ
ゝ
、
一
連
ハ
伊
豆
手

（
鍋
島
茂
賢
）

前
ニ
而
仕
立
可
然
候
、
三
連

に
て
候
ハ
ゝ
、
伊
豆
へ
二
連
相
渡
尤
候
、』
出
雲
巣
ハ
逸
物
申
事
候
条
、
能
々
念
を
入

候
様
ニ
可
然
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

三
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

と
の
へ 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

鍋
島
茂
賢
は
寛
永
十
四
年
二
月
一
日
に
は
「
安
芸
守
」
を
称
し
て
い
る
（
三
二

三
号
）
の
で
、
年
次
の
下
限
は
寛
永
十
三
年
と
な
る
が
、
上
限
に
つ
い
て
は
確

定
し
が
た
い
。
勝
茂
の
花
押
は
寛
永
元
年
か
ら
同
十
四
年
に
か
け
て
使
わ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。 

  

四
四
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

為
改
年
之
祝
儀
、
書
状
殊
白
麻
十
帖
給
、
幾
久
と
祝
着
申
候
、
於
此
地
、
無
相
替
儀
、

我
等
事
無
事
ニ
候
て
、
切
々
登 

城
申
候
間
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
頓
而 

御
暇

ニ
而
罷
下
、
以
面
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
に
つ
い
て
、
茂
辰
は
寛
永
二
年
か
ら
同
四
年
の
間
に
「
伊
平
太
」
か
ら
「
美

作
」
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
上
限
は
寛
永
二
年
。
勝
茂
の
最
後
の
江
戸
参

府
（
明
暦
二
年
九
月
～
勝
茂
歿
）
に
は
茂
辰
が
同
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下

限
は
承
応
三
年
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
二
月
に
勝
茂
が
江
戸
に
い
な
い
寛
永
十

四
、
十
五
、
十
八
、
二
十
、
正
保
二
、
四
～
承
応
二
年
を
除
く
。 

  

四
四
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
于
今
者
、
逼
塞
と
有
儀
、
無
之
候
条
、
万
其
心
得
尤
候
、
乍
然
、
兼
日

ニ
も
差
合
可
有
之
と
被
存
候
儀
者
、
被
相
扣
可
然
候
、
已
上
、 

改
年
之
吉
兆
目
出
度
存
候
、
仍
我
等
儀
、
今
十
五
日
ニ
紀
伊
守

（
鍋
島
元
茂
）

・
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

・
刑
部
太
輔

（
鍋
島
直
朝
）

召
連
、
登 

城
申
候
様
ニ
と
、
阿
部
対
馬
守

（
重
次
）

殿
よ
り
被
仰
聞
候
付
而
、
罷
出
候
処
、 

上
様
少
御

（
徳
川
家
光
）

眼
気
心
ニ
被
為
成
御
座
候
故
、
今
日
者
惣
様 

御
目
見
無
之
候
、
二
三
日

中
ニ 

御
目
見
可
有
之
と
の
儀
ニ
候
、
爰
元
之
儀
、
悉
皆
心
安
可
被
存
候
、』
右
之
段

被
承
、
大
慶
ニ
可
被
存
と
存
、
以
早
飛
脚
、
申
遣
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
十
五

（
寛
永
十
六
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 
 

山
城
殿

（
鍋
島
直
弘
） 

 
 
 
 

若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 
 

美
作
殿

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 

豊
前
殿

（
諫
早
茂
敬
） 

 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 
 
 

中
務
殿

（
鍋
島
茂
周
） 

 
 
 
 

伯
耆
殿

（
神
代
常
親
） 

 
 
 
 

安
芸
殿

（
鍋
島
茂
賢
） 

 
 
 
 

式
部
殿

（
鍋
島
貞
村
） 

 
 
 
 

諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
充
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
安
順
等
は

在
国
。
文
中
の
「
逼
塞
」
は
島
原
の
乱
後
（
寛
永
十
五
年
）
の
、
軍
令
違
反
に

よ
る
逼
塞
を
さ
す
。
逼
塞
が
明
け
、
徳
川
家
光
に
拝
謁
し
よ
う
と
し
て
お
り
、

三
八
号
（
正
月
二
十
八
日
付
、
寛
永
十
六
年
に
比
定
）
で
は
無
事
に
拝
謁
で
き

た
こ
と
を
国
許
に
報
告
し
て
い
る
。
年
次
は
寛
永
十
六
年
と
な
る
。  

  

四
四
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 
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一
書
申
遣
候
、 

一
此
中
も
如
申
遣
候
、
此
地
無
相
替
儀
、
我
等
儀
息
災
候
て
、
切
々
登 

城
申
候
条
、

心
安
可
被
存
候
、 

一
於
其
地
、
他
方
よ
り
之
使
者
・
飛
脚
之
時
之
取
合
、
第
一
之
儀
候
処
、
他
家
ニ
而

之
馳
走
程
ニ
ハ
無
之
、迦
可
有
之
か
と
存
候
、何
も
つ
き
合
候
て
の
儀
与
存
候
条
、

自
今
以
後
者
、
若
狭
守

（
鍋
島
茂
綱
）

請
役
ニ
候
て
、
使
者
飛
脚
之
時
、
万
事
心
遣
可
被
申
候
、

諸
事
調
之
儀
者
、
如
此
中
、
諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

へ
談
合
候
而
、
無
迦
様
、
可
被
申

付
候
、 

一
左
京
儀

（
鍋
島
茂
和
）

、
若
役
ニ
何
そ
気
遣
候
様
ニ
と
存
候
、
就
其
、
領
中
人
改
都
合
之
儀
申
付

候
、
於
然
者
、
町
人
百
姓
ニ
よ
ら
す
、
他
国
へ
』
商
売
其
外
之
用
所
罷
出
候
儀
、

左
京
一
人
之
以
切
手
、
指
出
可
然
候
、
銘
々
人
改
之
儀
者
、
如
此
中
、
神
代
岡
之
介

（
常
利
）

・

鍋
嶋
内
蔵
助

（
正
辰
）

、
夫
ニ
鍋
嶋
主
膳

（
茂
晴
）

今
度
相
加
、
三
人
年
行
司
ニ
申
付
候
間
、
其
段
可

被
申
渡
候
、
此
段
右
四
人
へ
も
申
遣
事
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

六
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
鍋
島
茂
賢
が
安
芸
を
称
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
寛
永
十
四

年
（
三
二
二
号
）
以
降
、
鍋
島
茂
賢
が
歿
す
る
正
保
二
年
二
月
十
一
日
ま
で
の

う
ち
、
六
月
に
勝
茂
が
江
戸
に
い
る
寛
永
十
四
、
十
六
、
十
八
、
二
十
年
。 

  

四
四
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
申
遣
候
、
仍
長
崎
町
中
并
郷
中
絵
図
之
儀
、
末
次
平
蔵

（
茂
房
）

仕
立
候
者
、
思
敷
も
有

之
間
敷
候
条
、
我
等
者
申
付
仕
候
様
ニ
と
、
井
上
筑
州

（
政
重
）

よ
り
被
仰
聞
候
、
其
段
、
先

日
直
ニ
可
申
遣
候
へ
共
、
上
杉
弾
正

（
定
勝
）

殿
仕
合
ニ
付
而
、
無
其
儀
、
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

よ
り
申

遣
候
条
、
定
而
可
被
承
届
候
、
右
之
通
、
筑
後
殿
ゟ
馬
場
三
郎
左

（
利
重
）

殿
・
山
崎
権
八

（
正
信
）

殿
・

末
次
平
蔵
へ
も
仰
越
之
由
候
、
就
其
、
今
度
御
両
所
并
』
平
蔵
へ
、
以
書
状
、
申
候

条
、
犬
塚
惣
兵
衛

（
宅
長
）

尉
・
西
牟
田
清
兵
衛
尉

（
家
英
）

ニ
絵
書
一
人
相
副
申
付
、
右
書
状
進
入
可

被
申
候
、
絵
図
之
儀
、
三
郎
左
衛
門
尉
殿
・
権
八
殿
へ
得
御
意
、
平
蔵
よ
り
案
内
者

を
取
、
念
を
入
仕
立
候
之
様
ニ
可
被
申
付
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

九
月
廿
六

（
正
保
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 
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多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
正
保
の
国
絵
図
制
作
に
つ
い
て
の
指
示
を
伝
え
て
お
り
、
一
三
六
号
、

二
三
九
号
と
関
連
す
る
。
文
中
の
「
上
杉
弾
正
殿
仕
合
」
は
、
上
杉
定
勝
が
正

保
二
年
九
月
十
日
に
歿
し
た
こ
と
を
示
す
。
年
次
は
正
保
二
年
。  

  

四
五
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

先
度
嬉
野
与
右
衛
門
尉

（
通
治
）

ニ
而
申
遣
候
手
頭
之
返
事
、
中
野
又
右
衛
門
尉

（
正
守
）

ニ
而
、
手
頭

を
以
被
申
越
、
并
其
方
よ
り
用
所
之
内
覚
一
つ
、
其
外
返
事
之
書
状
、
大
膳
・

（
鍋
島
正
之
）

兵
右
衛
門
尉

（
中
野
政
利
）

迄
被
申
越
候
書
状
共
、
何
も
承
届
、
得
其
意
候
、
右
手
頭
之
内
、
又
此

方
よ
り
申
遣
候
用
所
之
儀
も
書
加
、別
紙
ニ
申
遣
候
条
、可
被
得
其
意
候
、余
条
者
、』

大
膳
・
兵
右
衛
門
尉
よ
り
可
申
遣
候
、
何
も
又
右
衛
門
尉
可
相
達
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
佐
賀
以
外
に
居
り
、
茂

辰
は
在
国
。
内
容
か
ら
見
て
茂
辰
が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ
ら
れ
た
寛
永

十
二
年
六
月
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、年
次
の
上
限
は
寛
永
十
二
年
、

下
限
は
鍋
島
大
膳
が
牢
人
と
な
る
寛
永
十
五
年
ま
で
の
う
ち
、
七
月
十
日
に
勝

茂
が
佐
賀
以
外
に
居
て
、
茂
辰
が
在
国
し
て
い
る
寛
永
十
二
年
、
も
し
く
は
同

十
四
年
と
な
る
。 

  

四
五
一 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
今
度
、
被
為
召
候
て
罷
上
候
儀
、
江
戸
ゟ
追
々
申
来
、
弥
無
気
遣
様

子
ニ
候
へ
共
、 

公
儀
事
ニ
候
条
、
三
人
談
合
を
以
、
い
か
に
も
か
ろ
く
御
祈
祷
御

立
願
被
申
上
、
可
然
候
、
お
伊
勢

（
伊
勢
神
宮
）

・
お
愛
宕

（
愛
宕
神
社
）

・
御
多
賀

（
多
賀
神
社
）

な
と
、
上
方
へ
之
御
立
願
ハ

可
被
相
扣
候
、
国
中
ニ
而
之
御
祈
祷
立
願
尤
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
） 

 
 

六
月
八
日 

（
寛
永
十
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
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諸
岡
彦
右
衛
門
尉

（
茂
之
）

 

 
 
 

鍋
嶋
舎
人

（
茂
利
）

』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
へ
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
等
は
在
国
。
同
日
付
で
あ

る
三
五
二
号
（
寛
永
十
五
年
に
比
定
）
に
よ
り
勝
茂
は
下
関
に
居
る
こ
と
が
分

か
る
。
年
次
は
寛
永
十
五
年
。
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
の
軍
令
違
反

に
対
す
る
詮
議
で
、
処
罰
が
軽
く
な
る
よ
う
祈
祷
を
命
じ
て
い
る
が
、
上
方
で

の
祈
祷
は
控
え
、
国
許
で
祈
祷
を
す
る
よ
う
に
と
念
を
押
し
て
い
る
。 

  

四
五
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、
仍
虎
之

（
多
久
安

助胤
）

事
、
霜
月
廿
三
日
、
前
髪
取
候
而
、
兵
庫
助
ニ
相
成
候
段

被
承
、
満
足
ニ
被
存
之
由
、
尤
之
儀
候
、
右
為
礼
、
白
麻
廿
帖
給
、
幾
久
と
令
祝
着

候
、
一
段
と
能
名
ニ
而
候
、
今
程
』
一
入
息
災
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
期
後

喜
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国

で
あ
る
。
茂
辰
嫡
男
茂
矩
（
寛
永
七
年
生
）
の
前
髪
取
は
寛
永
十
三
年
で
あ
る

（「
水
江
事
略
」）。
二
男
の
安
胤
（
寛
永
十
年
生
）
の
前
髪
取
は
寛
永
十
四
年
以

降
で
、
安
胤
が
江
戸
証
人
と
な
る
正
保
元
年
十
月
（「
水
江
事
略
」、
佐
近
八
―

一
／
五
〇
五
頁
）ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
間
に
勝
茂
が
、

前
年
の
十
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
国
許
不
在
で
あ
る
の
は
、
寛
永
十
六
・
十

七
・
十
九
・
正
保
元
年
で
あ
る
。
安
胤
の
前
髪
取
が
兄
茂
矩
と
同
程
度
の
年
齢

時
に
行
わ
れ
た
と
す
る
と
、
本
書
状
の
年
次
は
、
寛
永
十
六
年
か
十
七
年
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
が
、
十
六
年
で
は
前
年
の
十
一
月
は
島
原
先
駆
け
に
よ
る
逼

塞
中
と
な
る
。 

  

四
五
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
右
之
出
入
、
諸
岡
彦（

茂

右
衛
門

之
）

尉
能
存
候
条
、
談
合
候
て
、
申
付
可
然
候
、

以
上
、 

一
書
申
遣
候
、
女
共
并
子
共
銀
子
、
此
中
請
取
、
か
し
入
候
役
者
共
、
最
前
ぎ
ん
み

な
し
ニ
申
付
候
と
相
見
え
候
条
、
当
暮
、
来
春
迄
ニ
算
用
前
、
役
者
手
前
相
澄
、
別

人
ニ
銘
々
申
付
、
可
然
存
候
、
此
中
之
分
ニ
申
付
召
置
候
ハ
ゝ
、
後
日
算
用
出
入
可
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有
之
と
令
校
量
』
候
条
、
扨
申
遣
儀
候
、
遠
慮
申
ニ
不
及
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
守 

 
 

九
月

（
寛
永
十

八
日

三
年
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
花
押
型
は
寛
永
十
四
年
頃
ま
で

多
く
見
ら
れ
る
。
茂
辰
の
「
国
元
諸
事
仕
配
」
就
任
は
、
寛
永
十
二
年
六
月
で

あ
る
の
で
（
佐
古
一
〇
／
多
久
家
書
物
御
什
物
方
指
出
五
号
）、
本
書
状
の
年
次

は
寛
永
十
二
年
か
ら
十
四
年
頃
と
推
察
で
き
る
。
三
二
一
号
（
寛
永
十
四
年
三

月
二
十
日
付
）
の
「
諸
算
用
」
費
目
に
は
、「
女
共
銀
」
が
あ
り
、「
但
、
寛
永

十
三
年
暮
迄
ニ
成
立
借
入
銀
有
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
勝
茂
は
そ
れ

ら
の
大
目
安
を
見
届
け
た
と
も
記
さ
れ
る
。
本
文
「
当
暮
、
来
春
迄
ニ
算
用
前
、

役
者
手
前
相
澄
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
状
の
年
次
は
寛
永
十
三
年
と
推
定

で
き
る
。
同
年
で
あ
れ
ば
勝
茂
・
茂
辰
は
在
国
で
あ
る
（
勝
茂
は
寛
永
十
三
年

六
月
二
日
江
戸
発
、
一
二
四
号
）。 

  

四
五
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

年
甫
之
為
祝
儀
、
飛
脚
被
相
越
、
殊
白
麻
十
帖
給
、
幾
久
と
令
祝
着
候
、
爰
許
無
相

易
儀
、
我
等
事
気
色
能
、
足
之
痛
も
和
候
之
条
、
心
安
可
被
存
候
、
委
曲
式
部

（
鍋
島
茂

・道
）

杢（
中
野

助
よ

良
純
）

り
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
廿
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 
 
 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
鍋
島
式
部
の
表
記
に
よ
り
年
次

の
上
限
は
承
応
元
年
と
な
る
。
本
書
状
の
内
容
か
ら
、
勝
茂
が
在
江
戸
、
茂
辰

が
在
国
と
考
え
ら
れ
る
。承
応
元
年
以
降
勝
茂
歿
年
の
明
暦
三
年
ま
で
の
間
で
、

勝
茂
が
正
月
に
在
江
戸
で
あ
る
の
ば
、
承
応
元
年
・
同
三
年
で
あ
る
（
明
暦
三

年
正
月
は
勝
茂
・
茂
辰
と
も
に
在
江
戸
）。
な
お
、「
足
の
痛
も
和
候
之
条
」
に

つ
い
て
、
承
応
三
年
に
比
定
さ
れ
る
四
七
号
（
二
月
十
二
日
付
）
に
、「
歩
行
不

自
由
ニ
候
つ
る
も
大
形
能
候
条
」
と
の
記
載
が
あ
る
。 

  

四
五
五 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

為
用
所
、
嬉
野
与
三
兵
衛
召
寄
候
、
於
趣
者
、
以
手
頭
、
申
遣
候
間
、
被
承
届
、
如
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書
立
、
被
申
付
、
尤
ニ
候
、
さ
候
て
、
懇
ニ
可
被
改
置
候
、
我
等
儀
、
九
月
時
分
者
、

定
而
可
被
下 

御
暇
候
之
条
、
罷
下
候
節
、
見
聞
之
上
、
談
合
候
て
、
可
相
究
候
、

然
者
、
右
用
所
に
て
、
与
三
兵
衛
召
寄
候
処
、
各
存
寄
之
儀
共
被
申
候
段
、
彼
者
申

候
ニ
令
承
知
、
兼
日
之
覚
悟
、
案
中
ニ
存
候
、
随
而
』
万
用
所
共
候
、
今
度
此
地
ニ

而
、
面
ニ
談
合
候
ハ
て
不
叶
用
所
ニ
候
間
、
長
門

（
多
久
安

事順
）

別
而
太
儀
ニ
存
候
へ
共
、
か
ろ

〳
〵
と
被
相
誘
、
六
月
末
其
元
被
打
立
、
可
被
罷
上
候
、
必
待
申
候
、
悉
皆
与
三
兵

衛
口
上
ニ
申
候
条
、
不
具
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
十
九
日

（
元
和
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門
殿 

 
 
 

右
近

（
諫
早
直

殿孝
） 

 
 
 

主（
鍋

殿島
茂

殿綱
） 

 
 
 

下
総

（
須
古
信

殿明
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
・
諫
早
直
孝
等
に
宛
て
た
書
状
。
須
古
信
明
の
表

記
（
元
和
九
年
法
体
、
影
庵
）
に
よ
り
、
元
和
九
年
以
前
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。
花
押
型
は
、
二
六
三
号
（
元
和
二
年
六
月
十
三
日
付
）、
二
六
九
号
（
元
和

六
年
七
月
二
十
日
付
）
に
類
似
し
て
い
る
。 

 
 
 

坊
所
鍋
島
家
文
書
四
三
八
号
（
佐
古
一
二
、
二
月
二
十
五
日
付
勝
茂
よ
り
鍋

島
道
虎
宛
）
は
、
鍋
島
直
茂
一
周
忌
や
徳
川
秀
忠
の
上
洛
の
記
事
が
あ
り
、
元

和
五
年
に
比
定
さ
れ
る
。
同
史
料
に
、
秀
忠
上
洛
の
先
立
と
し
て
京
都
に
入
っ

て
い
た
勝
茂
は
、
嬉
野
与
三
兵
衛
を
京
都
に
上
ら
せ
る
指
示
を
し
て
い
る
。
同

様
に
元
和
五
年
に
比
定
さ
れ
る
坊
所
鍋
島
家
文
書
四
四
一
号
（
佐
古
一
二
、
五

月
十
二
日
付
勝
茂
よ
り
鍋
島
道
虎
宛
）
に
、
嬉
野
与
三
兵
衛
が
勝
茂
の
元
に
道

虎
か
ら
の
言
伝
を
届
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
我
等
罷
下
儀
、

九
月
中
ニ
ハ
下
着
可
申
候
」
と
あ
り
、
本
書
状
の
内
容
と
合
致
す
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
本
書
状
の
年
次
は
、元
和
五
年
に
比
定
さ
れ
る
。勝
茂
は
京
都
か
。

安
順
等
は
在
国
で
あ
る
。 

 
 
 
 

 

四
五
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

爰
許
為
見
廻
、
一
人
被
相
越
、
殊
獺
一
給
、
被
入
念
候
儀
、
満
足
申
候
、
何
様
料
理

可
申
候
、
我
等
事
別
而
息
災
候
て
、
毎
日
鷹
野
ニ
罷
出
、
休
息
申
候
条
、
心
安
可
被

存
候
、
何
も
期
面
前
之
時
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
一
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
花
押
） 

 
 
 

美
作

（
多
久
茂

殿辰
） 

 
 
 
 
 

進
之
候
』 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
の
狩
場
見
舞
い
に
対
す
る

礼
状
で
あ
る
の
で
、
勝
茂
・
茂
辰
と
も
に
在
国
と
考
え
ら
れ
る
。
多
久
家
文
書

に
お
け
る
美
作
の
表
記
の
初
出
は
寛
永
四
年
（
三
六
八
号
）
で
あ
り
、
伊
平
太

の
表
記
は
寛
永
二
年
に
比
定
さ
れ
る
一
八
九
号
に
確
認
で
き
る
の
で
、
年
次
の

上
限
は
、
寛
永
二
年
で
あ
る
。
下
限
は
勝
茂
の
最
後
の
参
府
年
か
ら
明
暦
元
年

で
あ
る
。
花
押
型
は
四
〇
号
（
寛
永
十
三
年
）、
一
四
二
号
（
寛
永
十
九
年
）、

一
一
六
号
（
正
保
三
年
）
等
と
類
似
し
て
い
る
。 

  

四
五
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

七
月
十
八
日
之
返
札
相
届
、
令
披
見
候
、 

一
此
中
、
江
戸
上
方
借
銀
返
弁
之
儀
、
利
足
払
ニ
而
も
不
仕
候
哉
、
承
度
存
候
通
、

先
日
申
遣
候
処
、
借
銀
返
弁
之
様
子
、
以
書
立
、
被
申
越
、
披
見
、
得
其
意
候
、 

一
当
年
耕
作
之
儀
、
是
又
先
書
ニ
申
遣
候
処
、
蔵
入
并
諸
郡
共
ニ
満
作
ニ
候
て
、
此

中
者
所
々
よ
り
少
虫
な
と
見
候
由
候
へ
共
、
于
今
者
、
左
様
成
儀
も
無
之
由
、
被

申
越
、
大
慶
ニ
存
候
、
当
夏
麦
之
毛
上
能
候
つ
る
故
、
百
姓
有
付
候
て
、
』

［ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

］
由
、
得
其
意
候
、 

一
爰
元
少
篇
も
無
相
替
儀
候
、
我
等
腹
中
今
程
す
き
と
能
候
て
、
切
々 

御
城
へ
罷

出
候
間
、
少
も
気
遣
有
間
敷
候
、
委
可
申
遣
候
へ
共
、
今
時
分
別
而
取
紛
候
付
而
、

大
形
申
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 

八
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝（
鍋

茂島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諸
岡
彦（

茂

右之
）

衛
門
尉 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
諸
岡
茂
之
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、

茂
辰
・
茂
之
は
在
国
で
あ
る
。
一
条
目
に
つ
い
て
、
寛
永
十
二
年
ま
た
は
寛
永

十
四
年
と
推
定
さ
れ
る
三
四
九
号
（
五
月
二
十
五
日
付
、
勝
茂
よ
り
茂
辰
・
茂

之
宛
）
に
「
此
中
ゟ
之
江
戸
上
方
借
銀
之
内
、
我
等
罷
上
候
而
ゟ
已
来
、
利
息

払
に
て
も
不
仕
候
哉
、
承
度
候
」
と
あ
る
。
ま
た
二
条
目
に
つ
い
て
も
、
同
史

料
に
、「
当
年
耕
作
、
在
々
仕
付
候
而
可
然
体
ニ
候
哉
、
当
春
者
麦
之
毛
上
能
候

つ
る
由
承
候
、
諸
郷
百
姓
共
有
付
候
哉
、
是
又
承
度
存
候
」
と
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
本
書
状
は
三
四
九
号
に
対
す
る
国
許
か
ら
の
返
信
を
受
け
て
書
か
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。年
次
は
、寛
永
十
二
年
ま
た
は
寛
永
十
四
年
と
な
る
。［ 

］

の
部
分
は
不
鮮
明
で
解
読
不
可
。「
御
書
物
写
」（
鍋
一
五
一
―
一
〇
）
収
載
の

同
史
料
該
当
箇
所
は
、「
耕
作
念
入
候
付
而
一
入
能
候
」
と
記
す
。 
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四
五
八 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、
仍
其
元
へ
靏
の
す
ハ
り
然
々
無
之
故
、
若
物
ニ
靏
を
取
飼
候
儀
、
難

成
付
而
、
備
前
へ
鷹
を
遣
、
靏
ニ
取
飼
申
度
由
、
於
爰
元
、
新
太
郎
殿

（
池
田
光
政
）

へ
御
面
ニ
申

候
へ
ハ
、
御
心
能
、
師
走
廿
日
比
、
備
前
へ
鷹
遣
候
様
ニ
可
相
越
由
御
申
、
満
足
申

事
候
、
就
其
、
時
分
老
鷹
二
連
差
越
候
様
ニ
と
、
鷹
奉
行
共
へ
』
申
遣
候
条
、
其
方

三
人
よ
り
、
備
前
之
家
老
両
人
所
へ
書
状
相
副
、
可
被
差
越
候
、
為
其
、
案
文
遣
候
、

我
等
鷹
師
ハ
無
功
ニ
候
条
、
あ
な
た
の
鷹
師
ニ
肉
当
相
頼
候
由
、
口
上
ニ
も
申
達
候

様
ニ
可
被
申
付
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
。
茂
辰
等
は
在

国
。
江
戸
に
お
い
て
池
田
光
政
と
面
談
し
、
備
前
へ
鷹
を
遣
わ
し
訓
練
さ
せ
る

こ
と
を
申
し
入
れ
、
了
承
を
得
た
と
伝
え
て
い
る
。
池
田
光
政
は
、
国
替
え
に

よ
り
寛
永
九
年
八
月
に
鳥
取
よ
り
岡
山
に
移
っ
て
い
る（『
池
田
光
政
公
傳
』「
芳

烈
公
年
表
」
二
一
頁
）。
勝
茂
が
寛
永
九
年
以
降
、
八
月
に
江
戸
に
い
る
年
は
寛

永
十
一
年
、
十
四
年
、
十
五
年
、
十
六
年
、
十
八
年
、
二
十
年
、
正
保
二
年
、

四
年
で
、
池
田
光
政
は
寛
永
十
一
年
、
十
五
年
は
国
元
に
い
る
。
両
者
が
八
月

に
江
戸
に
い
る
年
か
ら
、
年
次
は
寛
永
十
四
年
、
十
六
年
、
十
八
年
、
二
十
年
、

正
保
二
年
、
四
年
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。 

  

四
五
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

改
年
之
吉
兆
、
目
出
度
申
納
候
、
仍
為
祝
儀
、
白
麻
十
帖
給
、
幾
久
と
令
祝
着
候
、

爰
許
無
相
替
儀
、
我
等
事
無
異
ニ
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
矩
は
在
国
。

年
次
は
、
茂
矩
が
生
ま
れ
た
寛
永
七
年
以
降
で
、
長
門
に
改
め
る
明
暦
二
年
二

月
以
前
と
な
る
。 
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四
六
〇 
鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

牟
田
六
郎
兵
衛
・
大
塚
内
蔵
允

（
宗
利
）

、
昨
十
七
日
当
地
罷
着
候
、 

一
此
方
よ
り
申
遣
候
一
つ
書
ニ
銘
々
点
合
之
趣
、
具
見
届
、
并
両
人
口
上
之
段
々
、

令
承
知
候
、
当
末
之
儀
、
可
然
様
ニ
其
元
談
合
之
様
子
承
、
尤
ニ
存
候
、 

一
爰
元
よ
り
如
申
遣
候
、
惣
上
ケ
之
儀
者
相
止
、
当
年
七
部
之
出
米
ニ
被
相
究
之
由

承
届
、
尤
ニ
存
候
、
如
被
申
越
候
、
七
部
之
儀
者
、
前
々
も
有
之
た
る
儀
候
間
、

是
ニ
ハ
世
上
之
批
判
悪
敷
有
之
間
敷
候
条
、
聢
七
部
ニ
儀
定
、
可
然
存
候
、 

一
親
類
家
中
借
銀
之
儀
、
来
年
惣
四
部
二
合
之
出
米
ニ
而
返
弁
申
、
引
残
借
銀
於
有

之
者
、
今
度
可
差
出
由
申
遣
候
銀
之
』
内
ニ
而
す
へ
替
、
本
銀
計
、
年
々
□
返

（
ニ
）

納

申
候
様
ニ
、
可
然
候
ハ
ん
哉
之
由
被
申
越
、
是
又
尤
ニ
存
候
間
、
其
分
ニ
可
被
申

付
候
、
次
ニ
其
元
よ
り
被
申
越
候
一
つ
書
ニ
、
銘
々
点
合
候
て
遣
候
条
、
可
被
得

其
意
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守
（
黒
印
） 

 
 

八
月
十
八

（
寛
永
六
年
カ
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

石
見
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 

影
庵

（
須
古
信
明
） 

 
 
 

対
馬
殿

（
神
代
常
親
） 

 
 
 

伊
豆
殿

（
鍋
島
茂
賢
） 

 
 
 

市
佑
殿

（
鍋
島
長
昭
） 

 
 
 

成
兵
庫

（
成
冨
茂
安
） 

 
 
 

石
修
理

（
石
井
茂
成
） 

 
 
 

大
兵
部

（
大
木
統
清
） 

 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
。
安
順
等
は
国

元
。
寛
永
六
年
と
推
定
さ
れ
る
五
月
十
日
付
の
書
状
（
四
六
二
号
）・
覚
書
（
二

六
五
号
）
で
、
蔵
入
と
親
類
家
中
の
借
銀
返
済
の
た
め
、
家
臣
の
知
行
を
全
て

召
し
上
げ
る
「
惣
上
げ
」
を
提
案
し
て
い
た
が
、
多
久
安
順
等
の
意
見
を
受
け

て
七
割
の
出
米
に
変
更
す
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。（
城
島
正
祥
一
九
八
〇
年
／
二

一
七
頁
、
高
野
信
治
二
〇
〇
二
年
／
一
二
八
頁
）。
年
次
は
、
城
島
説
・
高
野
説

に
従
え
ば
二
六
五
号
、
四
六
二
号
の
関
連
か
ら
寛
永
六
年
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

四
六
一 
鍋
島
勝
茂
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
め
て
た
く
か
し
く
、 
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ふ
み
く
ハ
し
く
見
ま
い
ら
せ
候
、
さ
候
ヘ
ハ
、
鍋
嶋
主
税

（
清
良
）

む
す
こ
に
名
付
申
度
よ
し

候
て
、
犬
塚
九
郎
さ
へ
も
ん
相
こ
さ
れ
、
そ
の
意
を
得
ま
い
ら
せ
候
、
名
の
儀
、
彦
仁

（
清
長
）

王
と
付
し
か
る
へ
く
そ
ん
し
候
間
、
そ
の
た
ん
申
き
か
さ
る
へ
く
候
、
誠
に

く
幾

久
し
く
と
め
て
た
く
存
ま
い
ら
せ
候
、
そ
も
し
ふ
う
婦
よ
ろ
こ
ひ
申
さ
る
へ
き
と
、

す
い
り
や
う
申
候
、
我
等
事
』
一
両
日
中
に
其
元
ま
か
り
か
へ
る
事
候
間
、
い
つ
れ

も
そ
の
節
、
め
ん
を
以
、
よ
ろ
つ
申
ま
い
ら
せ
候
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
な
の
ゝ
守 

 
 

十
二
月
十

（
明
暦
元
年
）

四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
つ
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 

多
久
美
作
所

（
茂
辰
）

に
て 

 
 
 

つ
ほ
ね 

 
 
 
 
 

申
給
へ 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
局
に
宛
て
た
書
状
。
勝

茂
は
、
一
両
日
中
に
其
元
に
罷
り
帰
る
と
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
領
内
。
天
性

院
の
局
は
在
佐
賀
。
鍋
島
清
良
の
子
が
誕
生
し
た
こ
と
を
祝
い
、
彦
仁
王
（
図

書
・
清
長
）
と
名
付
け
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
彦
仁
王
の
生
年
か
ら
年
次
は

明
暦
元
年
。「
石
田
私
史
」
に
よ
る
と
、
明
暦
元
年
十
二
月
九
日
か
ら
十
六
日
に

か
け
て
勝
茂
は
白
石
に
赴
い
て
お
り
（
佐
近
八
―
三
／
三
五
五
頁
）、
前
述
の
領

内
と
は
白
石
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  

四
六
二 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

啓
一
書
候
、
仍
蔵
入
之
借
銀
過
分
ニ
成
立
、
漸
々
打
重
候
ハ
ゝ
、
返
弁
之
了
簡
、
可

難
成
儀
、
眼
前
ニ
付
而
、
何
と
分
ニ
候
而
可
然
候
ハ
ん
哉
、
片
時
も
鬧
敷
存
、
影
庵
・

（
須
古
信
明
）

伊
豆
・

（
鍋
島
茂
賢
）

修
理
へ

（
石
井
茂
成
）

、
於
此
地
、
大
形
令
談
合
、
其
上
を
以
、
其
元
惣
談
次
第
ニ
可
被
相

究
之
由
、
可
申
遣
と
存
候
処
、
何
も
被
立
入
、
相
談
ニ
而
、
親
類
家
中
当
毛
押
上
ニ

候
て
、
返
納
可
申
ニ
被
相
究
候
趣
、
書
立
并
影
庵
・
修
理
口
上
之
趣
具
承
届
、
令
安

堵
候
、
弥
右
之
通
ニ
儀
定
尤
ニ
存
候
、
此
中
よ
り
、』
親
類
家
中
共
ニ
手
前
不
相
成
儀

を
能
存
候
処
、
如
此
之
段
、
誠
以
、
無
残
所
覚
悟
、
不
浅
存
候
、
さ
も
候
ヘ
ハ
、
来

年
暮
蔵
入
物
成
並
并
惣
出
米
ニ
而
、
親
類
家
中
之
借
銀
返
弁
之
儀
被
申
越
、
一
段
尤

ニ
存
、
可
然
儀
候
、
是
又
其
分
ニ
必
可
被
申
付
候
、
細
砕
手
頭
を
以
影
庵
・
修
理
口

上
ニ
申
遣
候
間
、
可
被
承
届
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
十
日

（
寛
永
六
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
安
順
） 

 
 
 

石
見
殿

（
諫
早
直
孝
） 

 
 
 

主
殿
殿

（
鍋
島
茂
綱
） 

 
 
 
 
 

進
之
候 
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【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
安
順
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
江
戸
。
安
順
等
は
国

元
。
勝
茂
は
寛
永
六
年
に
蔵
入
と
親
類
家
中
の
借
銀
の
皆
済
計
画
を
指
示
し
て

お
り
、
本
号
と
同
日
付
の
勝
茂
覚
書
（
二
六
五
号
）
が
「
細
砕
手
頭
」
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
。
二
六
五
号
、
四
六
〇
号
と
の
関
連
か
ら
年
次
は
寛
永
六
年
と

考
え
ら
れ
る
。 

  

四
六
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

為
年
頭
之
祝
儀
、
白
麻
十
帖
給
、
幾
久
と
令
祝
着
候
、
其
許
何
も
無
事
之
由
、
珍
重

存
候
、
爰
許
無
相
替
儀
、
我
等
事
、
無
為
ニ
候
て
、
切
々
登 
城
申
、
仕
合
能
候
間
、

心
易
可
被
存
候
、』
猶
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

壬
正
月

（
慶
安
元
年
）

廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
。茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
閏
正
月
よ
り
慶
安
元
年
。 

  

四
六
四 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

急
度
申
遣
候
、
手
前
証
人
村
田
伊
平
太

（
氏
久
）

伯
父
主
膳
儀
、
今
度
爰
許
へ
罷
越
、
伊
平
太

屋
敷
へ
、
不
遂
案
内
、
は
い
り
罷
有
、
剰
伊
平
太
へ
被
為
拝
領
候
御
扶
持
方
、
千
俵

米
之
為
御
訴
訟
、
身
ニ
不
懸
儀
を
、
差
出
、
御
老
中
幷
証
人
御
奉
行
衆
へ
罷
出
、
申

上
之
由
候
、
我
等
抱
之
屋
敷
ニ
参
居
、
理
不
尽
な
る
様
躰
付
而
、
其
段
御
老
中
、
証

人
御
奉
行
衆
へ
申
上
、
と
く
と
被
聞
召
届
候
、
右
之
通
候
条
、
若
伊
平
太
家
来
之
者
、

此
御
地
へ
召
寄
候
』
儀
も
可
有
之
候
、
自
然
罷
上
者
候
ハ
ゝ
、
堅
可
差
留
候
、
其
上

ニ
而
も
、
頻
人
数
余
多
於
罷
上
者
、
我
等
申
付
緩
ニ
も
可
罷
成
か
と
存
候
へ
共
、
討

果
候
儀
も
遠
慮
共
候
条
、
不
相
構
、
指
上
せ
可
申
候
、
さ
候
ハ
ゝ
、
右
有
体
、
山
崎

権
八

（
正
信
）

殿
へ
早
々
以
使
者
、
申
入
、
可
然
候
、
為
其
、
飛
札
を
以
、
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

十
二
月

（
正
保
二
年
）

五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
若
狭

（
茂
綱
）

殿 

 
【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、
龍
造
寺
主
膳
に
よ
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る
公
儀
へ
の
千
俵
米
訴
訟
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
た
め
、
正
保
二
年
に
比
定
さ

れ
る（
佐
近
一
―
二
／
七
一
八
～
二
〇
頁
）。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
等
は
在
国
。 

  

四
六
五 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

已
上
、 

一
書
申
遣
候
、仍
其
地
松
尾
山

（
光
勝
寺
）

為
住
持
、日
億
弟
子
尊
重
院
、可
被
差
越
之
由
、中
山
従

（
法
華
経
寺
）

御
住
持
、
我
等
へ
御
届
ニ
候
条
、
何
様
ニ
も
、
本
寺
よ
り
之
御
差
図
之
外
、
有
之
間

敷
由
、
返
答
申
入
候
、
就
其
、
尊
重
院
其
元
被
罷
下
候
間
、
三
院
家
よ
り
事
六
借
不

被
申
、
熟
談
有
之
様
ニ
、
』
其
方
よ
り
申
達
可
然
候
、
何
も
出
雲
監
物

（
鍋
島
茂
道
）

・
中
野

兵
右
衛
門
尉

（
政
利
）

ゟ
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

八
月
五
日

（
寛
永
十
四
年
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
茂
辰
が
家
督
を
相
続
し
た
寛
永
十
三
年
以
降
で
、
中
野
政
利
が
寛
永

十
七
年
二
月
に
は
数
馬
と
改
称
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
。
寛
永
十
三
年
だ

と
八
月
は
勝
茂
在
国
ゆ
え
候
補
か
ら
外
れ
る
。
勝
茂
の
花
押
は
寛
永
年
中
、
十

四
年
ま
で
使
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
寛
永
十
四
年
の

可
能
性
が
あ
る
。 

  

四
六
六 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

一
書
啓
候
、
去
年
、
於
其
地
も
如
申
候
、
北
嶋
外
記
事

（
智
虎
）

、
今
度
有
馬
陣
中
稼
之
段
、

具
ニ
承
届
有
之
儀
候
、
就
其
、
其
方
迄
断
之
趣
申
越
、
得
其
意
候
、
我
等
儀
、
来
夏

ハ
可
罷
下
候
条
、
其
節
迄
、
相
扣
候
様
ニ
、
可
被
申
候
、
為
其
、
一
筆
申
遣
候
、
謹

言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

七
月
十
三
日

（
寛
永
十
六
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。勝
茂
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
、
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
の
戦
功
に
よ
り
北
島
智
虎
が
加
増

さ
れ
た
の
が
寛
永
十
六
年
（
佐
近
八
―
一
／
四
三
四
頁
）。
勝
茂
も
「
来
夏
ハ
可

罷
下
」
と
記
し
て
お
り
、
同
じ
く
北
島
の
恩
賞
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

二
四
一
号
で
も
「
来
年
我
等
帰
国
迄
者
相
扣
候
様
ニ
と
申
遣
候
」
と
確
認
さ
れ

306



 

 

て
い
る
。
ま
た
、
勝
茂
の
花
押
も
寛
永
十
六
年
～
正
保
三
年
に
お
い
て
使
用
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
寛
永
十
六
年
に
比
定
さ
れ
る
。 

  

四
六
七 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

今
月
朔
日
之
飛
脚
参
着
、
書
状
令
披
見
候
、
仍
山
城
守

（
鍋
島
直
弘
）

祝
言
之
儀
、
如
申
遣
候
、
万

手
軽
候
而
、
正
月
廿
九
日
首
尾
能
相
澄
候
由
被
申
越
、
千
秋
万
歳
目
出
度
存
候
、
我

等
夫
婦
之
太
慶
、
推
量
可
被
申
候
、
其
元
何
も
可
為
悦
と
存
候
、』
万
々
期
面
前
之
時

候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

諌
早
豊
前

（
茂
敬
）

殿 

 
 
 

鍋
嶋
安
芸

（
茂
賢
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は

在
国
。
年
次
は
、
鍋
島
茂
賢
が
正
保
二
年
二
月
十
一
日
に
歿
す
る
の
で
、
下
限

は
正
保
元
年
。
勝
茂
の
花
押
は
、
寛
永
十
六
年
～
正
保
三
年
の
間
で
使
用
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
上
限
は
寛
永
十
六
年
か
。
よ
っ
て
、

寛
永
十
六
年
～
正
保
元
年
の
間
で
、勝
茂
が
在
江
戸
で
あ
る
寛
永
十
六
、十
七
、

十
九
、
正
保
元
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。 

  

四
六
八 

鍋
島
勝
茂
覚
書
（
折
紙
） 

 
 

検
見
之
者
名
付 

 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
又
兵
衛

（
貞
恒
）

 

 
 
 
 
 
 
 

深
江
吉
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 

大
隈
主
馬 

 
 
 
 
 
 
 

堤
源
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 

石
井
伝
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 

満
野
三
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 

浅
井
権
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 

葉
利
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 

犬
塚
惣
兵
衛

（
宅
長
）

 

 
 
 
 
 
 
 

辻
五
右
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 

嬉
野
与
右
衛
門
尉
』 

 
 
 
 
 
 
 

成
冨
蔵
人

（
安
利
） 

 
 
 
 
 
 
 

吉
嶋
五
郎
左
衛
門
尉 
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右
之
内
、
無
差
合
者
を
、
検
見
割
付
之
書
立
の
こ
と
く
、
一
備
ニ
一
人
宛
、
校
量
を

以
、
為
後
日
、
検
見
可
被
申
付
候
、
今
度
新
敷
検
見
申
付
候
者
ニ
ハ
、
堅
誓
紙
被
申

付
可
然
候
、
右
人
数
之
外
ニ
も
可
然
と
被
存
候
人
、
於
有
之
ハ
、
其
通
ニ
可
然
候
、

已
上
、 

 
 

霜
月
十
二
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守

（
鍋
島
勝
茂
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

神
代
伯
耆

（
常
親
）

殿 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
・
神
代
常
親
に
宛
て
た
覚
書
。
天
草
・
島
原
一
揆

（
島
原
の
乱
）
に
際
し
て
寛
永
十
四
年
十
一
月
に
鍋
島
市
佑
が
使
者
と
な
り
、

江
戸
の
勝
茂
か
ら
国
元
の
茂
辰
等
に
検
者
割
付
等
が
届
け
ら
れ
て
い
る
（
佐
近

一
―
二
／
四
八
六
～
四
八
九
頁
）。 

  

四
六
九 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

為
改
年
之
祝
儀
、
白
麻
十
帖
給
、
幾
久
と
令
祝
着
候
、
爰
許
無
相
替
儀
、
我
等
事
無

為
ニ
候
之
条
、
心
安
可
被
』
存
候
、
何
も
期
後
音
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

正
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 

 
 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
出
雲
の
呼
称
か
ら
、
年
次
は
寛

永
八
年
か
ら
明
暦
二
年
の
間
で
あ
る
。 

  

四
七
〇 

鍋
島
勝
茂
書
状
（
折
紙
） 

 

一
書
申
遣
候
、 

一
爰
元
無
相
替
儀
、
我
等
事
無
為
ニ
候
て
、
節
々
登 

城
申
儀
候
間
、
万
心
安
可
被

存
候
、 

一
一
昨
八
日
、
於 

御
城
、
御
能
被
仰
付
、
子
共
同
前
ニ
致
登 

城
、
見
物
可
仕
之

旨
、 

上
意
之
段
、
御
奉
書
被
下
、
罷
出
、
終
日
見
物
申
、
忝
仕
合
共
候
事
、 

一
作
之
面
、
慰
ニ
見
申
事
候
、
若
其
元
へ
古
キ
面
於
』
有
之
者
、
相
尋
、
可
被
差
越

候
、
豊
前
・

（
諫
早
茂
敬
）

淡
路
所

（
鍋
島
茂
宗
）

へ
有
之
儀
も
候
ハ
ん
と
存
候
条
、
尋
候
而
見
可
被
申
候
、
作

不
相
知
候
共
、ふ
る
き
面
に
て
可
然
さ
う
な
る
ハ
可
被
差
上
候
、悪
候
ハ
無
用
候
、

家
中
ニ
も
自
然
者
可
有
之
と
存
候
、
為
心
得
候
、
何
も
重
而
可
申
遣
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

五
月
十
日

（
寛
永
二
十
年
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂

（
鍋
島
）

（
黒
印
） 
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多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
勝
茂
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在

国
。
年
次
は
寛
永
二
十
年
か
。「
美
作
」（
寛
永
二
年
四
月
十
一
日
以
降
）
の
表

記
か
ら
上
限
は
寛
永
二
年
、
鍋
島
茂
宗
の
歿
年
月
日
（
正
保
二
年
四
月
五
日
）

か
ら
下
限
は
正
保
元
年
だ
が
、
こ
の
間
の
五
月
八
日
に
江
戸
城
で
の
能
張
行
が

確
認
で
き
る
の
は
寛
永
十
七
年
と
寛
永
二
十
年
で
あ
る
（「
徳
川
実
紀
」
寛
永

十
七
年
及
び
二
十
年
五
月
八
日
条
）。
寛
永
十
七
年
は
公
卿
門
跡
の
饗
宴
で
、

二
十
年
は
諸
大
名
に
見
物
が
許
さ
れ
て
い
る
。
勝
茂
は
、
寛
永
十
七
年
は
五
月

十
一
日
に
賜
暇
帰
国
し
て
お
り
（
六
月
二
十
六
日
着
、
佐
近
一
―
二
／
一
六
一

頁
）、
本
号
三
条
目
の
古
面
を
送
れ
と
指
示
す
る
内
容
は
、
帰
国
直
前
に
出
さ

れ
た
書
状
と
し
て
は
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
寛
永
二
十
年
は
四
月
に
参
勤
し
翌

二
月
ま
で
江
戸
に
い
る
た
め
、
こ
ち
ら
の
方
が
蓋
然
性
が
高
い
。 

  

四
七
一 

鍋
島
忠
直
書
状
（
折
紙
） 

卯
月
八
日
之
書
状
、
令
披
見
候
、
如
被
申
越
候
、
我
等
母
輙
産

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
）

被
申
、
満
足
申
事
候
、

当
地
無
相
替
儀
、
何
も
息
災
ニ
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
猶
期
来
喜
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

肥
前
守 

 
 

五
月
廿
五
日

（
寛
永
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠
直

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
興
国
院
様
」

（
押
紙
）

 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
忠
直
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。忠
直
は
在
江
戸
、茂
辰
は
在
国
。

年
次
は
寛
永
五
年
。
本
書
状
は
、
忠
直
の
母
（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
、
高
源
院
）

の
出
産
に
つ
い
て
、
茂
辰
が
「
卯
月
八
日
之
書
状
」
で
祝
意
を
表
し
た
こ
と
に

対
す
る
忠
直
の
礼
状
で
、
茂
辰
が
「
美
作
」（
寛
永
二
年
四
月
十
一
日
以
降
）
と

な
っ
て
い
る
た
め
上
限
は
寛
永
二
年
、
忠
直
の
歿
年
月
日
（
寛
永
十
二
年
一
月

二
十
八
日
）
よ
り
下
限
は
寛
永
十
一
年
で
あ
る
。
こ
の
間
高
源
院
は
、
寛
永
二

年
十
月
十
一
日
と
同
五
年
三
月
二
十
二
日
に
出
産
し
て
い
る
が（
乙
成
と
直
長
、

佐
近
一
―
二
／
六
〇
頁
・
佐
近
二
―
一
／
九
九
頁
）、
寛
永
二
年
の
乙
成
で
は
生

ま
れ
月
が
合
わ
な
い
。
寛
永
五
年
の
直
長
の
出
産
に
つ
い
て
は
、「
勝
茂
公
譜
考

補
」
に
「
御
上
様
御
産
以
後
御
血
心
モ
ア
ラ
セ
ラ
レ
ス
、
就
中
御
子
様
ニ
モ
御

息
災
ニ
テ
…
」（
佐
近
一
―
二
／
三
六
五
頁
）
と
あ
り
、
安
産
で
あ
っ
た
と
す
る

本
文
の
内
容
と
も
合
致
す
る
。 
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四
七
二 

鍋
島
光
茂
覚
書
（
折
紙
） 

今
廿
八
日
、
為 

上
使
、
稲
葉
美
濃
守

（
正
則
）

殿
御
出
、
被
下
御
暇
、
種
々
拝
領
、
為
御
礼
、

登 

城
候
処
、
首
尾
好 

御
目
見
、
且
又
、
長
崎
御
番
、
如
例
年
、
可
相
勤
旨
、
被

成 

上
意
、
重
畳
難
有
仕
合
候
、
此
段
親
類
家
老
共
へ
可
相
達
候
、』
将
又
、
長
崎
御

番
人
数
等
、
諸
事
如
例
年
、
無
迦
様
心
遣
尤
候
也
、 

 
 

二
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

光
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
長
門

（
茂
矩
）

殿 

 

【
解
説
】 

鍋
島
光
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。光
茂
は
在
江
戸
、茂
矩
は
在
国
。

年
次
は
、
稲
葉
正
則
の
老
中
在
任
期
間
（
明
暦
三
年
九
月
二
十
八
日
～
延
宝
八

年
一
月
十
二
日
）
か
ら
、
上
限
が
明
暦
四
年
、
下
限
が
延
宝
七
年
。 

  

四
七
三 

鍋
島
忠
直
書
状
（
折
紙
） 

一
書
令
啓
達
候
、
其
方
内
儀
、
輙

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

産
被
申
候
由
承
、
目
出
度
存
候
、
然
者
、
為
祝
儀
、

青
銅
三
百
疋
、
令
進
之
候
、
祝
意
迄
ニ
候
、
何
も
秀
嶋
彦
兵
衛
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

肥
前
守 

 
 

三
月
十
日

（
寛
永
五
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠
直
（

（
鍋
島
）

花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作
守

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
興
国
院
様
」

（
押
紙
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
忠
直
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
寛
永
五
年
か
。
本
書
状

は
、
忠
直
が
茂
辰
に
嫁
し
た
姉
（
天
性
院
）
の
出
産
を
祝
っ
た
も
の
で
、
年
次

の
上
限
は
、
茂
辰
が
「
美
作
守
」（
寛
永
二
年
四
月
十
一
日
以
降
）
と
な
っ
て
い

る
か
ら
寛
永
三
年
、下
限
は
忠
直
の
歿
年
月
日（
寛
永
十
二
年
一
月
二
十
八
日
）

か
ら
寛
永
十
一
年
と
な
る
。「
水
江
事
略
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
間
茂
辰
の
子
は
寛

永
五
年
（
千
）・
寛
永
七
年
（
茂
矩
、
十
月
十
五
日
）・
寛
永
八
年
（
鶴
、
十
月

八
日
）・
寛
永
十
年
（
安
胤
、
六
月
十
二
日
）
に
生
ま
れ
て
い
る
が
、
本
文
書
の

子
の
誕
生
月
は
二
～
三
月
頃
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
生
ま
れ
月
か
ら
茂
矩
以
降

の
子
は
除
外
さ
れ
、
寛
永
五
年
の
千
の
誕
生
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
で
き

る
。
こ
の
時
忠
直
は
在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
。 

   

 

四
七
四 

鍋
島
忠
直
書
状
（
折
紙
） 

為
年
頭
之
祝
儀
、
杉
原
十
帖
給
、
幾
久
と
令
祝
着
候
、
此
地
無
相
替
儀
候
条
、
心
安

可
被
存
候
、
猶
期
後
喜
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

肥
前
守 

 
 

三
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠
直

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

310



 

 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
興
国
院
様
」

（
押
紙
）

 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
忠
直
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
辰
が
「
美

作
」（
寛
永
二
年
四
月
十
一
日
以
降
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
寛
永
三
年
、
下
限
は
忠

直
の
歿
年
月
日
（
寛
永
十
二
年
一
月
二
十
八
日
）
か
ら
寛
永
十
一
年
。
忠
直
は

在
江
戸
、
茂
辰
は
在
国
。 

  

四
七
五 

鍋
島
光
茂
書
状
（
折
紙
） 

今
月
朔
日
有
田
左
馬
助

（
孝
紀
）

所
へ
之
書
状
、
令
披
見
候
、
仍
我
等
疱
瘡
、
輙
様
ニ
と
被
存

候
而
、 

御
伊
勢
・
彦
山
権
現
・
白
山
八
幡
へ
、
毎
年
代
参
之
立
願
被
申
、
当
年
之

成
就
御
祓
御
供
被
相
越
、
令
頂
戴
候
、』
心
入
之
段
別
而
満
足
申
候
、
尚
期
後
音
候
、

謹
言
、 

翁
介

（
鍋
島
光
茂
） 

 
 

極
月
廿
九
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 

【
解
説
】 

鍋
島
光
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
は
文
書
名

を
「
鍋
島
翁
介
忠直

書
状
」
と
し
て
い
る
が
、
有
田
孝
紀
が
「
左
馬
助
」
と
称
し
て

い
る
の
で
寛
永
五
年
以
降
の
文
書
で
あ
り
、
差
出
書
の
翁
介
は
、
元
和
八
年
十

二
月
二
十
六
日
に
元
服
し
官
職
・
偏
諱
を
得
た
忠
直
で
は
な
く
、
そ
の
子
光
茂

と
な
る
。
本
文
書
は
、
父
忠
直
が
疱
瘡
で
早
世
（
寛
永
十
二
年
一
月
）
し
た
後

の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
年
次
の
上
限
は
寛
永
十
二
年
頃
、
下
限
は
光
茂
の

元
服
（
慶
安
元
年
十
二
月
）
前
の
正
保
四
年
。
な
お
、「
勝
茂
公
譜
考
補
」
に
は
、

正
保
三
年
十
一
月
二
十
二
日
に
、
光
茂
の
疱
瘡
回
避
ま
た
は
軽
症
を
祈
願
し
、

伊
勢
大
神
宮
に
神
領
と
し
て
現
米
二
〇
石
地
を
寄
進
し
た
と
の
記
事
が
あ
る

（
佐
近
一
―
二
／
七
三
二
頁
）。 

 

 

四
七
六 

鍋
島
光
茂
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
大
炊
殿

（
土
井
利
重
）

屋
敷
へ
も
使
者
差
出
、
祝
儀
相
達
、
首
尾
能
候
而
令
満
足
候
、

已
上
、 

今
度
お
せ
ん

（
仙
）

祝
言
付
而
使
者
被
相
越
、
為
祝
儀
、
樽
代
銀
子
弐
枚
到
来
、
幾
久
と
令

祝
着
候
、
今
月
七
日
首
尾
好
相
調
、
我
等
太
慶
此
事
候
、
委
曲
使
者
可
相
達
候
、
謹

言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丹
後
守 
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二
月
十
四

（
寛
文
四
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

光
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
長
門

（
茂
矩
）

と
の
へ
』 

 

【
解
説
】 

鍋
島
光
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
光
茂
は
在
江
戸
、
茂
矩
は
在

国
。
年
次
は
寛
文
四
年
。
光
茂
女
せ
ん
の
祝
言
に
つ
い
て
は
、「
寛
元
事
記
」

の
寛
文
四
年
の
部
分
に
「
一
、
於
仙
様
、
土
井
大
炊
頭
利
重
ニ
御
祝
言
御
屋
敷

柳
原

」

（
佐
近
一
―
三
／
二
五
頁
）
と
あ
り
、「
綱
茂
公
御
年
譜
」
に
は
「
同
月
（
寛

文
三
年
正
月
）、
公
御
姉
於
仙
様
、
土
井
大
炊
頭
利
重
殿
へ
御
縁
組
、
翌
年
御

婚
礼
」（
佐
近
一
―
三
／
五
三
八
頁
）
と
あ
っ
て
、
寛
文
三
年
に
土
井
利
重
と

縁
組
、
翌
四
年
に
祝
言
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

  

四
七
七 

鍋
島
光
茂
書
状
（
折
紙
） 

 
 

尚
々
、
遠
路
に
て
も
手
跡
計
ハ
逢
心
ち
す
と
な
か
め
可
申
候
、
以
上
、 

 
 

終
書
状
ヲヲ

以
も
不
申
、
無
音音

心
外
之
至
候

イ
タ
リ

、
何
も
ふ
事
ニ
候
ハ
ん
と
珍
重
ニ
存
候
、

如
何
、
な
に
事
被
仕
候
や
、
我
等
儀
そ
く
才
ニ
、
切
々
登 

』
城
、
其
外
公
儀
○
無

は
つ
れ

つ
と
め
候
間
、
可
心
安
候
、
隙
ノ

し
セ
ん
ひ
ま

刻刻

、
酒
宴
の
折
〳
〵
、
弥
其
方
と
も
の
事
存
出
シ

○
事
候

う
ハ
さ
申

、
を
か
し
き
事
と
も
ち
と
聞
度
存
候
、
こ
こ
も
と
に
て
も
少
々
有
之
事
候
、

万
々
当
暮
罷
下
、
面
ニ
可
申
候
、
謹
言
、 

 
 

三
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

光
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
）  

 
 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿  

 
 
 

諌
早
豊
前
殿  

 
 
 

鍋
嶋
伊
織
殿  

 
 
 

北
嶋
大
力

（
北
島
周
虎
）

殿  

 
 
 

鍋
嶌
伊
平
太

（
多
久
安
英
）

殿  

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
光
茂
よ
り
多
久
茂
矩
等
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
、
「
当
暮
罷
下
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
光
茂
は
在
江
戸
、
茂
矩
ら
は
在
国
。
年
次
の
上
限
は
、
「
光

茂
」
の
表
記
よ
り
慶
安
二
年
。
下
限
は
、
茂
矩
が
多
久
出
雲
と
称
し
て
い
る
こ

と
か
ら
明
暦
元
年
。 

  

四
七
八 

鍋
島
光
茂
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 
 

 
 
 
 

（
墨
引
） 

 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 
 
 
 
 
 
 

丹
後
守

（
鍋
島
光
茂
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

尚
々
、
先
日
出
雲
守

（
多
久
茂
矩
）

へ
言
伝
申
候
様
ニ
、
歌
道
執
心
之
上
、
作
意
寄
用
ニ
候
処

ニ
、
点
を
取
可
被
申
候
儀
、
残
念
ニ
存
候
、
必
追
付
、
誰
そ
公
家
衆
へ
点
取
可 
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被
申
候
、
其
段
者
、
面
ニ
徳
と
相
談
可
申
候
、
又
申
候
、
先
日
之
歌
を
、
万
一

我
等
読
候
と
か
可
被
存
、
去
書
物
之
内
ノ
誹
諧
哥
な
か
ら
、
見
出
ま
ゝ
、
不
図

書
付
遣
候
、
か
ゝ
る
名
人
之
歌
を
、
愚
拙
詠
な
と
被
存
儀
、
迷
惑
ニ
存
候
、
菟

角
々
々
近
日
中
待
申
候
、
已
上
、 

一
書
令
啓
候
、
隼
人
佐
へ

（
鍋
島
茂
貞
カ
）

題
遣
候
処
ニ
、
早
々
出
来
再
現
、
不
馴
事
な
か
ら
面
白
存

候
、
然
者
我
等
歌
道
初
心
之
通
、
見
せ
為
可
申
、
隼
人
哥
ニ
も
疎
之
筆
を
加
申
候
、

尤
彼
方
へ
被
相
越
可
給
候
、
将
又
内
々
者
来
ル
廿
四
日
、
順
長
老

（
瑞
岩
慶
順
）

同
道
可
被
申
由
、

約
束
申
候
へ
共
、
炎
天
時
分
、
遠
路
被
相
越
候
儀
、
太
儀
ニ
存
候
条
、
来
月
緩
々
と

可
申
入
と
存
候
、
此
段
彼
方
へ
も
可
被
申
越
候
、
其
方
者
程
近
、
其
上
少
々
用
所
候

条
、
順
長
老
詩
出
来
候
者
、
内
田
弥
右
衛
門
尉
へ
被
相
尋
、
指
図
次
第
、
持
参
待
申

候
、
次
ニ
愚
詠
見
申
度
由
、
弥
右
衛
門
尉
へ
度
々
被
申
聞
、
承
届
候
、
安
事
候
へ
共
、

先
書
ニ
申
遣
候
如
哥
ニ
而
、
中
〳
〵
見
可
被
申
歌
共
無
之
候
、
乍
然
、
直
能

（
鍋
島
）

帰
国
候

者
、
一
会
之
刻
、
見
せ
可
申
候
、
ケ
様
ニ
ハ
乍
申
、
願
者
只
今
題
を
被
相
越
候
者
、

何
と
そ
読
候
而
見
可
申
候
、
必
々
此
返
事
同
前
ニ
、
題
も
待
申
候
、
委
敷
者
期
面
前

之
時
候
、
謹
言
、 

 
 

六
月
十
九
日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

光
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
）  

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
光
茂
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
、
光
茂
は
在
国
、
茂
辰

は
在
国
（
佐
賀
以
外
）
。
年
次
の
上
限
は
、
鍋
島
直
能
の
名
乗
り
よ
り
承
応
元

年
、
下
限
は
、
瑞
岩
慶
順
の
歿
年
よ
り
明
暦
三
年
。
そ
の
う
ち
、
光
茂
が
在
国

な
の
は
、
承
応
元
年
お
よ
び
承
応
三
年
。 

  

四
七
九 

多
久
茂
辰
ヵ
詠
草
（
竪
紙
）  

 
 
 
 
 
 
 

初
雪 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
も

（
異
筆
）

か
」 

な
か
む
れ
は
遠
乃
峯
よ
り
我
庭
の 

 
 
 
 
 
 
 
 

ひ
と
つ
に
う
つ
む
今
朝
の
初
雪 

 
 
 
 
 
 

へ
た
て
つ
る
梢
を
け
さ
ハ
ふ
り
し
き
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

目
な
れ
ぬ
山
や
初
雪
の
庭 

 
 
 

〔
註
１
〕 

 
 
 
 
 
 

冬
枯
の
木
す
ゑ

（
梢
）

も
今
朝
ハ
春
め
き
て 

 
 
 
 
 
 
 

花
を
そ
お
も
ふ
庭
の
初
雪 

 
 
 
 
 
 

今
朝
見
れ
は
い
つ
く
も
同
し
け
し
き
哉 

 
 

〔
註
２
〕 

草
木
も
わ
か
す
つ
も
る
し
ら
雪 

 
 
 
 
 
 

板
屋
も
る
時
雨
も
夜
半
に
音
た
へ
て 

 

 
 
 
 
 
 
 

衣
手
さ
む
き
今
朝
の
初
雪 

 
 
 

〔
註
３
〕 

 
 
 
 
 
 

時
な
ら
ぬ
梢
も
花
に
み
よ
し
の
ゝ 

 
 
 
 
 
 
 

よ
し
の
ゝ
春
や
つ
も
る
し
ら
雪 

 
 
 
 
 
 
 
 

山
家
雪 
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ふ
る
雪
に
麓
の
み
ち
も
埋
れ
て 

 
 
 
 
 
 
 

け
ふ
り

（
煙
）

そ
し
る
き
谷
の
か
く
れ
家 

 
 
 
 
 
 

さ
な
き
た
に
と
ふ
人
も
な
き
柴
の
戸
にも 

 
 
 
 
 
 
 

な
を
世
に
う
と
きく

雪
の
ふ
る
道 

 
 
 
 
 
 
 
 

寄
雪
恋 

 
 
 
 
 
 

お
も
ふ
こ
と
人
は
か
く
と
も
し
ら
雪
の 

 
 
 
 
 
 
 

き
ゆ
る
は
か
り
の
わ
か
こ
ゝ
ろ
哉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
御

（
異
筆
）

」 

 
 

「
雪

（
異
筆
）

か
そ
れ
か
な
に
と
水
仙
銀
臺
花  

 
 
 

見
や
れ
は
庭
に
冬
の
夜
の
月
」 

 
 
 
 

「
如

（
異
筆
）

自
」

（
石
井
忠
俊
）  

 
 
 
 
 

「
い

（
異
筆
）

つ
れ
も
〳
〵
珍
重
ニ
奉
存
候
」 

 

〔
註
１
〕
「
唯

（
異
筆
）

々
幾
度
も
庭
の
は
つ
雪
よ
ろ
し
く
奉
存
候
初
雪
の
庭
同
前
な
か
ら

詞
読
よ
か
ら
す
候
」 

〔
註
２
〕
「
只

（
異
筆
）

雪
と
計
ノ
題
ニ
可
然
哉
雪
朝
望
な
と
ゝ
申
題
に
て
可
有
御
座
哉
」 

〔
註
３
〕
「
風

（
異
筆
）

景
取
分
面
白
御
事
ニ
奉
存
候
」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
筆
と
思
わ
れ
る
詠
草
。
年
代
お
よ
び
居
所
と
も
に
不
明
。
異
筆
の

「
如
自
」
は
佐
賀
藩
御
歌
書
役
を
勤
め
た
石
井
忠
俊
と
思
わ
れ
る
。 

 

   四
八
〇 

多
久
安
輝
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
此
中
脇
差
之
儀
申
上
候
処
ニ
、
貴
様
御
秘
蔵
之
脇
差
并
十
文
字
、
今
度

御
越
被
下
、
忝
次
第
、
申
上
も
大
形
ニ
御
座
候
、
右
脇
差
之
儀
者
、
此
中
承
及

候
切
物
に
て
、
拙
者
本
望
、
不
過
之
奉
存
候
、
随
分
秘
蔵
可
仕
候
、
次
ニ
柄
さ

め
之
儀
、
当
分
其
元
無
御
座
ニ
付
而
、
長
崎
へ
被
仰
越
、
此
脇
、
爰
元
御
越
可 

被
下
由
、
是
又
忝
奉
存
候
、
以
上
、 

岡
部
対
馬

（
与
貞
）

様
奥
方
様
御
平
産

（
多
久
茂
辰
女
ま
ん
）

ニ
付
而
、
御
祝
儀
為
可
被
仰
入
、
今
度
野
田
孫
左
衛
門 

被
仰
付
、
先
月
廿
七
日
、
当
地
参
着
仕
、
貴
札
之
趣
、
具
ニ
致
拝
見
、
則
御
進
物
等

之
儀
、
斎
藤
作
左
衛
門

（
長
賢
）

へ
与
左
衛
門
申
付
、
相
談
為
仕
候
、
追
付
、
作
左
衛
門
方
ゟ

被
申
付
、
万
結
構
ニ
相
調
、
先
月
晦
日
ニ
、
御
状
并
御
祝
儀
物
、
某
致
持
参
候
而
、

御
銘
々
様
へ
首
尾
能
差
上
申
候
、
丹
波
様

（
岡
部
与
賢
）

・
対
馬
様
御
夫
婦
様
、
御
太
慶
不
浅
儀
ニ

御
座
候
、
左
候
て
、
右
之
御
』
点
合
、
可
被
差
出
候
条
、
使
罷
出
候
様
ニ
と
被
仰
聞
、

一
篇
者
辞
退
為
仕
候
得
共
、
重
畳
之
儀
ニ
付
而
、
今
月
四
日
ニ
、
孫
左
衛
門
罷
出
、

御
点
合
御
状
請
取
申
候
、
尤
与
左
衛
門
も
孫
左
衛
門
へ
相
副
遣
候
、
別
而
首
尾
能
御

座
候
而
、
対
馬
様
御
夫
婦
ゟ
金
子
な
と
致
拝
領
、
右
衛
門
殿

（
岡
部
与
貞
男
某
）

へ
も
御
目
見
仕
、
万
仕

合
能
御
座
候
而
、
我
々
迄
も
太
慶
ニ
奉
存
候
、
委
細
孫
左
衛
門
口
上
ニ
可
被
聞
召
上

候
条
、
不
能
詳
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
権
之
佐 
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三
月
八
日

（
寛
文
元
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
宗

（
安
輝
）

（
花
押
） 

 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）  

 
 
 
 
 

貴
報 

 

【
解
説
】 

 
 

多
久
安
輝
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
、
多
久
茂
矩
は
在
国
、

多
久
安
輝
は
在
江
戸
。
年
次
は
、
「
岡
部
対
馬
」
の
表
記
か
ら
、
上
限
は
万
治

三
年
。
下
限
は
、
「
多
久
権
之
助
」
の
表
記
か
ら
寛
文
三
年
。
右
衛
門
は
万
治

三
年
十
二
月
九
日
に
出
生
（
五
四
七
号
・
五
五
五
号
・
五
五
九
号
・
五
〇
二
号
）

し
て
お
り
、
「
御
祝
儀
」
が
「
岡
部
対
馬
守
様
御
奥
方
様
御
平
産
」
の
た
め
の

も
の
で
あ
り
、
「
右
衛
門
殿
へ
も
御
目
見
仕
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
衛
門
出

生
の
祝
儀
と
考
え
ら
れ
る
た
め
寛
文
元
年
。 

 
 

  

四
八
一 

多
久
安
輝
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
某
も
向
後
者
、
若
殿
様
へ

（
鍋
島
綱
茂
）

似
合
之
御
奉
公
を
も
申
上
度
奉
存
候
、
其

段
ハ
、
先
書
ニ
申
上
候
間
、
定
而
可
被
聞
召
上
候
、
此
方
銀
子
、
殊
外
手
閊

申
候
儀
、
多
久
十
左
衛
門
・
田
代
兵
右
衛
門
尉 

、
委
細
心
得
申
候
間
、
彼
者

共
申
上
候
儀
も
可
有
御
坐
と
致
存
候
、
以
上
、 

追
而
致
啓
上
候
、
仍
、
某
儀
、
弥
軍
法
弓
法
等
之
稽
古
、
相
懃
申
儀
ニ
御
座
候
、
夫

ニ
付
而
、
弥
内
証
不
弁
ニ
迷
惑
仕
候
、
如
御
存
、
某
私
銀
な
と
少
々
御
座
候
を
、
某

傍
之
者
共
、
又
ハ
作
州
様

（
多
久
茂
辰
）

・
貴
公
様
、
御
当
地
御
越
之
時
分
、
御
供
仕
候
者
共
、
当

分
手
閊
申
之
由
、
断
り
申
ニ
付
而
、
無
拠
借
用
仕
ら
せ
候
、
段
々
ケ
様
之
類
ニ
而
、

于
今
ハ
、
私
銀
少
も
無
御
座
、
何
共
、
拙
者
難
義
、
』
此
時
ニ
御
坐
候
、
去
年
以
来
、

其
許
も
以
外
き
ゝ
ん
の
由
承
及
候
、
於
然
者
、
弥
右
銀
子
返
弁
難
成
、
可
有
御
座
と
、

推
量
仕
候
、
乍
然
、
此
方
不
弁
ニ
候
へ
ば
、
何
事
も
か
へ
り
み
不
申
候
、
早
々
右
銀

返
弁
仕
候
様
ニ
有
度
、
致
存
候
、
此
間
も
、
連
々
申
上
候
へ
共
、
余
り
之
御
事
ニ
、

又
々
如
此
ニ
御
坐
候
、
近
来
御
六
ケ
敷
可
有
御
坐
候
へ
共
、
催
促
之
儀
、
弥
無
御
失

念
、
被
仰
付
可
被
下
候
、
奉
願
候
、
猶
期
後
音
、
不
能
詳
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
采
女  

 
 

五
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
宗

（
安
輝
）

（
花
押
）  

 
 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 

参
人
々
御
中 

 

【
解
説
】 

 
 

多
久
安
輝
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
、
安
輝
は
在
江
戸
、
茂

辰
・
茂
矩
は
在
国
。
年
次
の
上
限
は
、「
多
久
采
女
」
の
表
記
か
ら
寛
文
元
年
、

下
限
は
、
安
輝
が
証
人
の
役
目
を
終
え
帰
国
す
る
寛
文
五
年
。 
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四
八
二 

多
久
安
輝
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
） 

長
州
様

 
（
端
裏
結
封
上
書
） 

 

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 
 
 
 
 

多
久
采
女 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
宗

（
安
輝
）

」 

猶
々
、
此
段
罷
出
可
申
上
儀
ニ
御
座
候
へ
共
、
色
々
仕
廻
か
ね
申
候
段
、
乍
略

儀
如
此
ニ
御
座
候
、
次
ニ
須
古
・
武
雄
・
し
ほ
田
あ
た
り
、
今
度
之
逗
留
中
ニ
、

可
参
と
存
候
、
不
苦
儀
、
可
有
御
座
哉
、
是
又
御
報
ニ
可
被
仰
下
候
、
先
申
上

候
ハ
ん
を
、
昨
晩
之
御
草
臥
な
と
ハ
不
被
成
御
座
候
哉
、
お
つ
き
さ
ま

（
多
久
茂
矩
女
）

も
御
機

嫌
能
、
被
成
御
座
候
哉
、
承
度
奉
存
候
、
以
上
、 

昨
晩
者
、
珍
布
慰
仕
、
本
望
此
御
事
ニ
御
座
候
、
然
者
、
昨
日
御
噂
如
申
上
候
、
明

日
ゟ
多
久
へ
可
罷
越
と
存
候
、
左
様
ニ
御
座
候
へ
は
、
逗
留
中
、
鳥
な
と
を
打
、
又

ハ
猪
狩
共
仕
度
御
座
候
、
左
様
成
在
所
を
少
々
被
指
免
被
下
度
、
奉
存
候
、
於
然
者
、

ど
こ
〳
〵
を
御
赦
免
可
被
遊
哉
、
御
返
事
ニ
可
被
仰
下
候
、
恐
惶
謹
言
、 

正
月
廿
五

（
寛
文
六
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
宗
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
輝
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
輝
・
茂
矩
と
も
に
在
国
。
人

質
で
あ
っ
た
安
輝
が
江
戸
よ
り
帰
国
し
て
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

年
次
の
上
限
は
寛
文
六
年
で
あ
る
。「
お
つ
き
さ
ま
」
は
茂
矩
女
の
「
次
」
で
あ

り
、
寛
文
六
年
十
二
月
に
歿
し
て
い
る
た
め
、
年
次
の
下
限
は
寛
文
六
年
。
よ

っ
て
、
年
次
は
寛
文
六
年
に
比
定
で
き
る
。 

  

四
八
三 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

 

「（
墨
引
） 

長
州
様
進

 

（
端
裏
結
封
上
書
） 

 

（
多
久
茂
矩
）

上 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
」 

昨
晩
者
、
拙
宿
被
成
御
光
儀
、
緩
々
と
被
成
御
座
、
別
而
忝
奉
存
候
、
随
而
、
祈
祷

も
貴
公
様
御
帰
被
成
候
て
ゟ
、
弥
弊
帛

〔
幣
〕

を
振
、
殊
外
よ
り
申
候
、
乍
然
、
為
何
は
く

し
や
う
も
不
仕
候
、
唯
胸
か
い
た
み
申
候
由
、
切
々
申
候
、
左
候
而
、
谷
口
坊
き
う

り
や
う
可
被
成
御
座
由
申
候
得
共
、
無
校
量
候
ニ
付
而
、
種
々
散
化
被
仕
候
へ
共
、

今
朝
迄
相
易
儀
も
無
御
座
候
、
今
晩
も
相
易
儀
御
座
候
ハ
ゝ
、
段
々
可
申
上
候
、

か
ゝ
様
御
機
嫌

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

も
、
昨
晩
ハ
と
く
御
休
被
成
候
之
由
候

（

カ

）

、
某
も
夕
部
之
草
臥
故
、
未

東
へ
も
不
罷
出
候
、
御
食
な
と
も
、
先
程
迄
ハ
御
上
り
不
被
成
由
候
、
兎
角
相
易
儀

御
座
候
ハ
ゝ
、
従
是
可
申
上
候
、
次
ニ
御
預
被
召
置
候
遠
目
か
ね
、
只
今
持
せ
致
進

上
候
、
鮫
弥
此
脇
致
伺
公
、
拝
領
可
仕
候
、
猶
期
貴
面
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

卯
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

安
胤
（
花
押
） 

  
【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
胤
・
茂
矩
と
も
に
在
国
。
茂

矩
が
「
長
門
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
明
暦
二
年
。「
か
ゝ
様
」（
多

久
茂
辰
室
鍋
島
氏
、
天
性
院
）
が
存
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
下
限
は
寛
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文
七
年
。 

  

四
八
四 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

「

 

（
端
裏
捻
封
上
書
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
庫 

（
墨
引
） 

長
州
公
進

（
多
久
茂
矩
）

上 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
」

（
多
久
）

 

先
刻
者
、
化
痰
丸
之
儀
、
被
仰
下
候
へ
共
、
留
主
故
、
御
使
ニ
不
差
上
候
、
唯
今
罷

帰
候
而
、
承
候
故
、
一
包
致
進
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

正
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
胤
と
茂
矩
は
近
い
場
所
に
お

り
、
と
も
に
在
国
か
。
茂
矩
が
「
長
門
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は

明
暦
二
年
。
安
胤
の
歿
年
月
日
か
ら
、
年
次
の
下
限
は
元
禄
元
年
。 

  

四
八
五 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
縫
殿 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

安
英 

 

」 

猶
々
、
此
書
中
ニ
ハ
付
不
申
儀
ニ
候
へ
共
、
申
上
候
、
先
日
志
摩
殿
へ
面
談
候

節
も
、
貴
公
様
先
年
ゟ
御
願
故
、
御
透
之
鷂
な
と
御
仕
不
被
成
候
、
今
時
分
ハ

御
請
役
共
ニ
候
ヘ
ハ
、
多
久
へ
御
越
被
成
候
事
も
成
か
ね
候
、
願
成
就
養
生
遊

〆
ニ
、
大
だ
く
ま
御
越
候

（
大
詫
間
、
佐
賀
郡
）

様
ニ
仕
度
候
、
志
摩
殿
於
分
別
者
、
長
門
を
進
メ
可

申
候
由
、
申
候
ヘ
ハ
、
如
何
様
共
、
安
キ
御
事
候
、
殊
ニ
鶉
も
三
十
五
十
ハ
居

申
由
候
、
二
月
時
分
ゟ
先
キ
ハ
、
い
つ
も
居
不
申
候
、
於
被
成
御
越
ハ
、
如
何

様
共
仕
可
然
由
、
被
申
候
、
先
日
ゟ
ハ
、
ケ
様
ノ
次
而
共
無
御
座
、
不
申
上
候
、

只
今
存
出
候
故
、
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上
、 

新
暦
之
御
吉
慶
、
幾
久
目
出
度
御
儀
不
可
有
尽
期
と
、
珍
重
ニ
奉
存
候
、
随
而
、
一

昨
夜
・
昨
朝
、
喜
左
衛
門
を
以
、
両
度
之
御
内
意
承
届
、
思
召
入
之
処
、
御
尤
奉
存

候
、
昨
日
ハ
新
左
衛
門
へ
被
遊
御
面
談
候
由
承
候
、
定
而
閊
所
之
儀
共
、
貴
公
様
思

召
寄
之
首
尾
ニ
而
、
可
被
相
達
と
奉
存
候
、
弥
其
上
ニ
も
某
へ
可
被
仰
付
様
子
ニ
御

座
候
哉
、
承
度
意
得
申
候
、
弥
於
被
仰
付
者
、
先
以
、
御
請
令
延
引
、
閊
所
之
段
、

手
頭
ニ
而
各
迄
内
談
仕
、其
上
ニ
而
も
被
仰
付
候
ハ
ゝ
、念
入
可
申
覚
悟
ニ
御
座
候
、

手
頭
も
地
取
仕
召
置
候
、
可
被
仰
付
様
子
候
ハ
ゝ
、
先
内
証
ニ
懸
御
目
、
其
上
ニ
而

差
出
可
申
候
、
兵
庫
殿
へ
も

（
多
久
安
胤
）

、
私
気
色
故
、
使
を
以
、
荒
増
承
合
候
処
ニ
、
指
而
六

ケ
敷
所
も
無
御
座
、太
抵
付
候
品
ニ
ま
か
せ
仕
候
ハ
ゝ
能
可
有
御
座
候
、任
せ
候
而
、

不
成
所
御
座
候
、
其
段
面
ニ
可
申
聞
候
、
夫
迄
之
儀
之
由
候
、
某
存
候
ハ
、
其
上
猶

心
遣
ニ
意
得
申
候
処
、
有
御
座
儀
共
、
御
座
候
条
、
何
之
道
、
一
篇
ハ
為
内
談
、
手

頭
差
出
可
申
と
意
得
罷
在
候
、
尤
弥
御
下
知
次
第
ニ
可
仕
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

正
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
英
（

（
多
久
）

花
押
） 
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【
解
説
】 

 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
英
と
茂
矩
は
近
い
場
所
に
お

り
、
と
も
に
在
国
か
。
安
英
の
表
記
が
「
修
理
」
か
ら
「
縫
殿
」
に
変
化
す
る

の
は
、
同
じ
く
「
縫
殿
」
と
表
記
さ
れ
る
鍋
島
茂
泰
が
歿
す
る
寛
文
八
年
八
月

九
日
以
降
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
安
英
が
「
縫
殿
」
と
表
記
さ
れ
る
本

書
状
の
年
次
の
上
限
は
、
寛
文
九
年
と
な
ろ
う
。
年
次
の
下
限
は
、
安
英
の
歿

年
月
日
か
ら
貞
享
元
年
で
あ
る
。 

 
  四

八
六 

多
久
安
英
覚
書
（
切
紙
） 

「
長
州
様
進
上

（
端
裏
上
書
）
（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

縫
殿
」

（
多
久
安
英
） 

寒
気
時
分
ニ
候
処
ニ
、
別
而
御
機
嫌
好
、
方
々
被
遊
候
由
承
、
目
出
度
奉
存
候
、
私

も
そ
ろ
〳
〵
得
験
気
申
儀
ニ
御
座
候
、
今
ノ
通
リ
ニ
御
座
候
ハ
ゝ
、
最
早
別
条
無
御

座
か
と
致
存
儀
候
、
次
ニ
某
為
養
生
、
江
戸
罷
越
、
可
然
被
思
召
、
御
暇
之
儀
も
、

求
馬
殿
な

（
相
良
及
真
）

と
へ
被
相
達
可
被
下
候
旨
、幸
至
極
ニ
奉
存
候
、弥
便
宜
ニ
急
度
申
参
り
、

御
暇
之
儀
、
相
済
候
ハ
ゝ
、
気
分
次
第
、
春
ハ
罷
立
候
儀
、
一
刻
も
急
敷
意
得
申
候

条
、
近
々
被
仰
登
被
下
候
様
ニ
有
度
、
奉
存
候
、
於
然
ハ
、 

殿
様
御

（
鍋
島
光
茂
）

発
足
前
、
小

川
舎
人
方

（
俊
清
）

へ
内
証
申
含
召
置
候
間
、
某
ゟ
も
、
舎
人
計
ニ
、
早
々
御
暇
首
尾
能
相
澄

候
様
ニ
頼
入
候
段
、
右
被
仰
越
候
便
ニ
、
書
状
遣
申
度
候
、
近
日
中
ニ
も
被
仰
越
候

ハ
ゝ
、
前
を
以
、
被
仰
知
被
下
度
候
、
此
段
為
可
申
上
、
如
此
御
坐
候
、
以
上
、 

 
 

十
二
月
十
一
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
安
英
は
在
国
か
。
茂
矩
は
在
江

戸
か
。
安
英
の
表
記
が
「
修
理
」
か
ら
「
縫
殿
」
に
変
化
す
る
の
は
、
同
じ
く

「
縫
殿
」
と
表
記
さ
れ
る
鍋
島
茂
泰
が
歿
す
る
寛
文
八
年
八
月
九
日
以
降
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
安
英
が
「
縫
殿
」
と
表
記
さ
れ
る
本
覚
書
の
年
次
の

上
限
は
、
寛
文
九
年
と
な
ろ
う
。
年
次
の
下
限
は
、
相
良
及
真
の
歿
年
月
日
か

ら
延
宝
六
年
も
し
く
は
同
七
年
で
あ
る
。 

  

四
八
七 

北
島
周
虎
書
状
（
竪
紙
） 

「

 

（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

喜
多
嶋
外
記 

（
墨
引
）
長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
□

〔
周
虎
〕

」 

一
両
日
者
、
少
御
咳
気
心
ニ
被
成
御
座
由
候
、
今
晩
渡
、
御
気
嫌
如
何
被
成
御
座
候

哉
と
、
申
上
御
事
ニ
候
、
随
而
、
銀
子
余
り
手
つ
か
へ
、
及
難
儀
候
故
、
勘
兵
衛
手

前
と
談
合
仕
候
処
ニ
、
被
聞
召
付
、
銀
子
百
目
被
下
、
別
而
忝
奉
存
候
、
誠
ニ
常
之

時
分
之
壱
貫
目
程
之
様
ニ
被
存
候
、
旁
罷
出
候
て
、
可
申
上
ヲ
、
二
三
日
腫
物
少
痛

心
ニ
御
座
候
故
、
以
参
上
も
不
申
上
候
、
先
以
、
右
御
礼
為
可
申
上
、
如
此
ニ
御
座
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候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

霜
月
廿
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

周
虎
（

（
北
島
）

花
押
） 

 

【
解
説
】 

 
 

北
島
周
虎
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
周
虎
と
茂
矩
は
近
い
場
所
に
お

り
、
と
も
に
在
国
か
。
周
虎
は
、
少
な
く
と
も
万
治
三
年
正
月
二
十
三
日
に
は

「
大
力
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
（
五
九
九
号
）、
そ
の
後
、「
外
記
」
と
表
記
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
状
の
年
次
の
上
限
は
万

治
三
年
。
年
次
の
下
限
は
、
周
虎
の
歿
年
月
日
か
ら
延
宝
元
年
。 

  四
八
八 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修
理 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
英

（
多
久
） 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 

」 

万
之
人
之
御
跡
を
し
ま
い
被
申
た
る
所
を
承
居
申
候
つ
ほ
ね
使
成
け
り
ニ
而
、
我
身

ノ
名
聞
利
欲
之
た
め
、
さ
い
は
い
仕
候
事
、
何
ゟ
以
御
い
や
被
思
召
候
、
此
段
貴
公

様
へ
仰
置
ニ
、
荒
増
御
書
物
之
内
と
哉
覧
ニ
、
被
仰
置
候
、
我
々
ゟ
も
折
々
申
上
、

御
失
念
無
御
座
様
ニ
仕
候
へ
、深
々
御
頼
被
成
候
由
、御
涙
御
な
か
し
被
仰
聞
置
候
、

尤
此
謂
、
可
為
御
合
点
之
前
候
処
ニ
、
此
分
も
不
入
申
上
事
ニ
候
へ
□
、

〔
共
〕

光
陰
如
箭

に
し
て
日
数
を
送
り
申
候
程
、
か
ゝ
様
御
事
の
み

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

存
□
し

〔
出
〕

、
御
床
敷
罷
成
、
色
々
事

共
案
廻
り
申
候
ヘ
ハ
、
不
入
事
迄
申
上
御
事
□
□
□
、

〔
候
〕

将
亦
、
か
ゝ
様
被
召
仕
候
女

子
共
、
御
葬
礼
相
澄
申
候
ハ
ゝ
、
定
而
宿
々
ニ
可
被
差
帰
と
奉
存
候
、
然
ハ
お
に
し

事
、納
所
ノ
宿
ハ
子
供
皆
々
百
姓
共
之
由
ニ
候
、つ
ほ
ね
脇
ニ
被
召
仕
候
者
之
所
ニ
、

永
々
も
さ
様
之
在
所
ニ
引
入
居
申
候
所
、
世
上
之
聞
え
、
彼
是
如
何
ニ
致
存
候
、
又

中
嶋
二
兵
衛
所
ハ
他
所
之
儀
候
ヘ
ハ
、
如
何
被
成
物
ニ
而
御
座
候
哉
と
奉
存
候
、
其

外
之
女
子
共
、
若
キ
者
共
ノ
縁
ニ
付
候
ハ
て
、
か
様
之
節
、
宿
ニ
久
々
居
申
候
ヘ
ハ
、

さ
せ
候
さ
る
事
共
仕
出
物
之
由
、
作
州
前

（
多
久
茂
辰
）

々
ゟ
御
咄
ニ
折
々
承
事
候
へ
は
、
定
而
御

傍
近
ク
被
召
仕
候
女
子
共
、
縁
ニ
御
付
被
成
候
迄
ハ
、
其
許
被
召
置
ニ
而
も
御
座
候

と
、
誠
以
御
堅
慮
可
被
遊
儀
を
、
推
参
至
極
成
申
事
ニ
而
候
へ
共
、
不
楽
敷
さ
之
侭

□
出

〔
存
〕

シ
、
存
寄
候
事
ヲ
又
申
上
候
ハ
ね
は
、
結
句
物
ニ
似
申
候
故
、
不
入
推
参
而
己

申
上
儀
ニ
候
、
只
々
か
ゝ
様
か
様
ニ
御
成
被
成
、
御
跡
之
事
ヲ
色
々
案
廻
リ
見
申
候

ニ
、
今
ゟ
ハ
大
男
ニ
不
似
合
、
あ
ま
へ
事
な
と
も
誰
ニ
相
候
て
可
申
哉
、
今
ゟ
ハ
内

証
ノ
利
欲
細
々
事
共
迄
、
誰
ニ
ぜ
ん
し
や
う
可
申
哉
と
、
物
々
ニ
閊
廻
リ
、
何
ニ
付
、

ケ
ニ
付
、
痛
入
、
世
間
肩
せ
は
き
事
の
ミ
ニ
候
、
于
今
、
弥
無
他
事
物
、
一
腹
一
生

之
兄
弟
ニ
而
御
座
候
、
□
ゟ

〔
今
〕

先
キ
ハ
細
々
事
迄
も
、
弥
新
敷
乍
申
事
、
貴
公
様
を
可

奉
頼
候
、
内
々
さ
様
ニ
御
意
得
被
成
可
被
下
候
、
此
先
キ
ハ
、
ぬ
い
・
せ
ん
た
く
・

い
と
は
り
之
事
迄
、
其
許
お
つ
ほ
ね
を
い
び
り
可
申
儀
、
乍
迷
惑
、
打
頼
申
斗
候
、

扨
々
何
か
ニ
付
、
歎
敷
事
の
み
御
座
候
、
猶
奉
期
拝
顔
之
時
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

六
月
八
日

（
寛
文
七
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
英
（
花
押
） 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
で
あ
る
。
茂
矩
・

安
英
等
の
母
天
性
院
（
寛
文
七
年
六
月
二
日
歿
）
の
死
去
後
の
自
ら
の
心
情
を

述
べ
る
。
天
性
院
が
死
去
し
て
間
も
な
い
様
子
か
ら
、
年
次
は
寛
文
七
年
か
。 

  

四
八
九 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

修
理 

         
(

墨
引) 

 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 

安
英

（
多
久
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

猶
々
、
機
色
次
第
、
明
晩
明
後
日
渡
、
砥
川
へ
罷
越
、
夫
ゟ
そ
ろ

〱
と
別
府

へ
も
可
罷
越
か
と
意
得
申
候
、
但
今
朝
ハ
、
昨
日
殊
外
機
色
悪
敷
候
故
か
、
鷹

な
と
見
ニ
小
や
ニ
参
候
も
、
よ
ろ

〱
と
仕
躰
ニ
候
、
右
之
通
ニ
御
坐
候
ハ
ゝ
、

一
両
日
中
ニ
ハ
罷
成
間
敷
候
、今
日
只
今
迄
之
躰
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、何
と
そ
仕
、

明
日
ハ
ち
よ
つ
と
致
参
上
、
可
奉
得
尊
意
候
、
将
亦
此
間
煩
罷
在
、
夜
白
物
案

罷
居
候
ニ
、
誠
推
参
至
極
、
無
用
成
儀
ニ
候
へ
共
、
某
し
ゝ
め
貝
ノ
か
ら
一
は

い
も
無
御
座
候
、
当
介
迄
ニ
、
御
子
様
達
之
儀
ニ
付
而
、
目
出
度
意
得
申
候
儀
、

乍
恐
申
上
度
儀
御
座
候
、
如
何
様
ひ
そ
か
に
被
聞
召
上
可
被
下
候
、
以
上
、 

此
間
者
御
見
舞
を
も
不
申
上
、
御
無
音
申
上
候
、
近
日
者
御
振
付
な
と
、
自
然

〱

被
指
出
候
由
、
五
三
日
ハ
春
風
な
か
ら
は
け
し
く
御
座
候
而
、
何
と
哉
覧
、
誰
も
機

色
ニ
復
リ
申
躰
候
ヘ
ハ
、
一
入
無
御
心
元
奉
存
候
、
拙
者
機
分
も
痰
症
と
相
見
え
、

一
両
日
ハ
然
々
も
無
御
坐
候
、
乍
去
、
昨
日
ゟ
者
、
今
日
之
機
色
、
少
能
御
さ
候
、

殿
様
御

（
鍋
島
光
茂
）

下
国
、
程
無
御
坐
候
処
、
か
様
ニ
相
煩
申
候
而
ハ
一
入
迷
惑
ニ
致
存
、
節
角

養
生
仕
儀
ニ
御
座
候
、
昨
日
な
と
之
様
ニ
御
坐
候
ハ
ゝ
、
万
一
江
戸
御
使
者
被
仰
付

候
而
も
、
罷
成
間
敷
様
子
ニ
而
、
別
而
迷
惑
ニ
意
得
申
候
、
乍
去
、
若
於
被
仰
付
者
、

た
と
い
船
中
道
中
ニ
而
相
果
候
共
、
申
分
間
敷
覚
悟
ニ
御
座
候
条
、
其
段
ハ
内
々
さ

様
ニ
被
思
召
可
被
下
候
、
然
ハ
、
此
方
ニ
而
引
入
養
生
仕
候
而
も
、
は
き

〱
と
仕

た
る
事
も
可
有
御
座
様
子
ニ
而
も
無
御
坐
候
間
、
砥
川
・

（
小
城
郡
）

別
府

（
同
郡
）

間
ニ
参
、
緩
々
と
気

を
も
延
申
、
養
生
仕
度
候
、
若
機
色
能
御
さ
候
時
分
ハ
、
御
鷹
隼
鷂
共
見
物
仕
、
五

位
、又
ハ
御
法
度
は
つ
れ
ニ
而
、鶉
な
と
仕
見
申
度
候
、只
今
之
様
子
ニ
御
座
候
ハ
ゝ
、

五
七
日
之
間
ニ
程
遠
ク
な
と
参
候
儀
、
成
左
右
ニ
も
無
御
座
候
条
、
中
村
近
所
ヲ
、

小
筒
ニ
而
、
雀
な
と
仕
候
儀
、
か
様
之
類
、
被
差
免
被
下
度
候
、
尤
当
春
秋
中
御
越

被
成
候
節
、
御
法
度
之
さ
ハ
り
ニ
罷
成
候
様
ニ
ハ
、
被
差
免
候
共
、
無
心
仕
間
敷
候
、

か
様
ニ
申
上
候
而
も
、
罷
越
候
儀
も
不
定
ニ
御
坐
候
、
又
彼
地
ニ
而
鉄
炮
鷹
な
と
仕

候
儀
も
、
不
相
知
事
候
へ
共
、
被
差
免
候
と
御
座
候
ヘ
ハ
、
心
広
ク
罷
越
度
候
、
万

一
江
戸
へ
罷
登
儀
ニ
而
も
か
可
有
御
座
候
ヘ
ハ
、
其
前
御
下
り
前
と
申
、
旁
養
生
仕

見
申
度
候
故
、
申
上
事
ニ
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

三
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
英
（
花
押
） 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
で
あ
る
。
安
英
は

病
気
が
ち
で
あ
る
が
、藩
主
鍋
島
光
茂
の
帰
国
に
当
た
っ
て
の
自
身
の
覚
悟
と
、

光
茂
の
帰
国
ま
で
は
養
生
に
努
め
る
こ
と
を
述
べ
る
。
光
茂
は
明
暦
三
年
の
家

督
継
承
後
、
万
治
元
年
四
月
に
初
入
国
、
そ
れ
以
後
は
概
ね
隔
年
で
二
月
末
か

ら
三
月
初
に
賜
暇
が
あ
り
、
四
月
帰
国
で
あ
る
。
本
書
状
の
年
次
は
安
英
の
「
修

理
」
表
記
か
ら
寛
文
五
年
～
同
八
年
と
な
る
が
、
そ
の
間
で
光
茂
の
帰
国
の
年

は
寛
文
六
年
・
同
八
年
で
あ
る
。 

  

四
九
〇 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

修
理 

 

（
墨
引
）  

 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 
 

 

安
英

（
多
久
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

猶
々
、
昨
日
ハ 

殿
様
千

（
鍋
島
光
茂
）

栗
被
遊
御
参
詣
、
御
機
嫌
能
御
帰
城
被
遊
、
以
下
迄

目
出
度
奉
存
候
、
御
往
来
御
供
仕
、
扨
々
遙
々
ニ
永
々
走
り
、
く
ろ
ふ
を
仕
候
、

乍
去
、
何
も
太
儀
な
と
仕
候
な
と
ゝ
、
御
馬
ノ
上
ニ
而
連
々
千
左
衛
門
へ
被
成

御
意
、
千
栗
ニ
而
も
勘
解
由
へ
被
遊
御
噂
候
段
承
、
此
ほ
と
の
脇
ニ
御
座
候
□〔

而

□心
〕

遺
仕
候
処
ニ
、
無
別
条
相
調
、
能
仕
合
と
致
存
候
、
御
供
番
衆
何
も
精
を
出

し
被
申
、
気
味
能
有
御
座
御
事
候
、
此
段
昨
晩
今
日
も
罷
出
、
可
申
上
之
処
ニ
、

此
ほ
と
ゟ
か
つ
け
気
ニ
御
座
候
上
ニ
、片
道
御
供
仕
、御
帰
ニ
高
尾
ゟ

（
佐
賀
郡
）

御
供
仕
、

何
も
早
道
ニ
而
御
座
候
之
故
、
五
躰
散
々
す
く
み
、
于
今
平
臥
ニ
罷
有
候
故
、

不
能
其
儀
候
、
此
段
旁
為
可
申
上
、
先
以
、
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上
、 

一
昨
晩
、
勘
兵
衛
ニ
て
被
仰
聞
候
儀
、
早
々
罷
帰
、
か
ゝ
様
へ
も
可
申

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

上
ヲ
、
御
休

被
成
候
時
分
ニ
罷
成
、
殊
ニ
壱
人
番
ニ
而
御
座
候
故
、
不
能
其
儀
候
、
然
ハ
右
精
紙

〔
誓
〕

之
儀
ニ
付
而
、
御
心
入
も
御
坐
候
通
、
御
尤
御
同
意
奉
存
候
、
其
故
、
先
夜
、
勘
兵

衛
私
宅
へ
被
仰
付
候
時
分
、
右
之
我
々
へ
申
聞
せ
候
処
、
定
而
貴
公
様
へ
被
思
召
入

御
座
候
而
、
被
遊
た
る
儀
と
見
え
申
候
、
か
ゝ
様
ヘ
ハ
御
好
み
ニ
相
申
間
敷
と
、
前

角
も
噂
仕
候
、
乍
案
中
、
か
ゝ
様
ヘ
ハ
御
好
不
被
成
、
御
け
し
被
成
候
、
さ
候
ヘ
ハ
、

貴
公
様
へ
被
思
召
入
処
も
有
御
座
左
右
ニ
、
乍
憚
、
奉
存
儀
候
、
殊
ニ
、
頓
而
其
許

へ
御
移
リ
被
成
事
候
へ
は
、
見
聞
之
儀
、
か
ゝ
様
并
貴
公
様
江
御
同
前
ニ
可
申
上
候

と
御
座
候
ハ
ゝ
、
可
然
左
右
ニ
奉
存
候
、
其
段
を
御
合
点
被
成
様
ニ
、
可
申
上
□
ハ

〔
様
〕

有
御
座
左
右
ニ
奉
存
候
、
右
精
紙
之
儀
、
い
つ
成
共
と
被
仰
候
へ
共
、
内
々
ハ
、
早
々

も
被
仰
付
候
ヘ
か
し
と
の
御
内
存
左
右
ニ
見
え
申
候
、次
ニ
昨
日
ハ
な
し
も
被
差
上
、

一
入
御
満
足
被
遊
之
由
、
昨
今
も
被
仰
下
儀
共
候
、
慶
法
師
兄
弟
も
、
昨
日
外
記
殿

（
北
島
周
虎
）

之
所
之
様
ニ
被
遣
、
御
案
堵
之
由
ニ
候
、
脇
々
ゟ
も
一
段
御
事
ニ
致
存
事
ニ
候
、
実
々

昨
日
か
ゝ
様
御
家
む
ね
上
ケ
御
座
候
由
、
是
以
目
出
度
奉
存
候
、
旁
吉
事
計
ニ
而
、

か
ゝ
様
御
気
も
晴
、
御
養
生
ニ
御
成
可
被
成
と
、
太
慶
御
同
意
之
御
事
ニ
御
座
候
、

恐
惶
謹
言
、 

 
 

卯
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
英
（
花
押
） 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
で
あ
る
。
年
次
は

安
英
の
「
修
理
」
の
表
記
か
ら
寛
文
五
年
～
同
八
年
で
あ
る
が
、
本
文
中
よ
り

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
、
寛
文
七
年
六
月
歿
）
が
存
命
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
の
で
、
寛
文
五
年
～
同
七
年
に
絞
ら
れ
る
。
さ
ら
に
追
而
書
か
ら
は
鍋

島
光
茂
が
在
国
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
の
で
、
年
次
は
寛
文
六
年
ま
た
は
同
七

年
と
な
る
（
佐
近
一
―
三
／
二
七
頁
）。 

  

四
九
一
・
追
三
七 

多
久
安
英
書
状
（
折
紙
） 

猶
以
、
明
朝
ハ
夜
内
ゟ
つ
い
切
へ
参
、
夜
明
不
申
前
ニ
、
古
鷹
ハ
夜
内
能
御
さ

候
条
、
の
ほ
せ
申
召
置
、
夜
明
申
候
而
ゟ
段
々
御
鷹
共
ニ
取
飼
可
申
候
と
何
も

吟
味
仕
儀
候
、
多
分
三
四
つ
ハ
取
飼
申
儀
も
可
有
之
与
意
得
申
候
、
次
ニ
、
弥

六
左
衛
門
鷹
殊
外
気
前
能
、
其
段
ハ
九
郎
兵
衛
鷹
ニ
も
お
と
り
申
間
敷
物
ニ
御

さ
候
、
乍
去
最
前
ゟ
目
利
之
こ
と
く
上
り
申
間
敷
物
ニ
而
気
毒
ニ
意
得
申
候
、

乍
然
節
角
太
衛
門
続
量
仕
上
ケ
可
申
と
仕
儀
候
条
、
い
か
様
上
り
申
儀
も
可
有

御
坐
と
申
候
、
大
形
ハ
今
之
様
子
ニ
候
ハ
ゝ
上
り
か
ね
可
申
と
我
々
ハ
見
及
申

儀
ニ
候
、
兎
角
御
鷹
之
様
子
共
段
々
可
申
上
候
、
私
も
十
四
日
ニ
ハ
可
罷
帰
と

致
存
候
、
御
鷹
共
ハ
爰
許
只
今
之
様
子
ニ
御
座
候
ハ
ゝ
、
一
両
日
中
ハ
跡
ニ
召

置
、
段
々
取
飼
申
様
ニ
も
可
仕
か
と
奉
存
候
、
最
早
月
の
真
中
ニ
な
り
申
候
ヘ

ハ
、
佐
賀
邊
ヘ
ハ
小
鴨
ニ
而
も
無
取
掛
候
ヘ
ハ
、
少
々
間
成
共
、
爰
元
へ
被
召

置
候
ヲ
、
増
可
申
か
と
奉
存
候
、
此
段
ハ
重
而
可
請
御
意
候
、
若
一
両
日
中
ニ

鳥
も
尽
不
申
候
ハ
ゝ
、
何
も
召
連
可
罷
下
候
、
已
上
、 

一
両
日
爰
許
者
一
際
寒
申
候
、
其
元
ニ
而
御
機
嫌
如
何
被
成
御
坐
候
哉
、
此
程
者

医
者
衆
抔
被
召
集
、御
薬
之
御
相
談
共
御
座
候
由
承
候
、相
替
吟
味
も
御
坐
候
而
、

御
薬
倍
御
相
応
之
御
心
も
御
坐
被
成
候
哉
承
度
奉
存
候
、
作
州
御
事

（
多
久
茂
辰
）

も
益
御
機
嫌

御
別
条
不
被
成
御
坐
候
哉
、
是
又
承
度
奉
存
御
事
御
坐
候
、
其
外
其
表
相
替
儀
共

無
御
坐
候
哉
と
奉
存
候
、
私
儀
も
弥
達
者
ニ
罷
在
、
御
か
げ
ニ
御
鷹
共
ニ
而
養
生

仕
計
ニ
御
坐
候
、 

一
一
昨
九
日
朝
、
舞
靏
・
柳
靏
邊

（
小
城
郡
）

鳥
を
見
せ
申
候
へ
共
、
殊
外
之
大
霜
ニ
而
、
田
堀

か
ら
め
申
候
故
、
仕
合
無
御
坐
、
取
飼
不
申
候
、 

一
昨
朝
、
柳
靏
・
つ
い
切
へ

（
築
切
、
杵
島
郡
）

参
り
申
候
処
ニ
、
小
鴨
一
二
百
計
・
真
鳥
ハ
二
つ
居

申
候
ヲ
、
古
鷹
巣
鷹
ニ
而
』
の
ほ
せ
申
、
段
々
ニ
御
鷹
共
放
し
申
候
所
ニ
、
太
兵

衛
黒
符
小
鴨
壱
つ
、
九
郎
兵
衛
鷹
一
つ
、
松
左
衛
門
鷹
一
つ
、
弥
七
左
衛
門
兄
三

つ
当
り
落
し
す
み
鳥
ニ
迄
な
し
申
候
へ
共
、
人
多
ク
取
掛
り
少
々
無
調
法
之
儀
も

御
座
候
而
一
つ
取
飼
申
候
、
手
前
ニ
居
申
候
桑
の
中
山
巣
鷹
一
つ
つ
ゝ
古
鷹
ニ
真

鳥
雉
壱
つ
、
小
鴨
壱
つ
、
都
合
一
羽
ニ
九
つ
取
飼
申
候
、
右
古
鷹
取
申
候
真
鳥
・

小
鴨
ハ
生
も
き
仕
召
置
候
近
来
之
鳥
数
ニ
而
私
遊
山
ハ
無
此
上
奉
存
儀
候
、
太
衛

門
鷹
も
間
ニ
放
し
申
候
所
ニ
、
小
鴨
浮
候
而
居
申
候
ヲ
、
せ
め
か
ふ
せ
つ
か
み
申
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候
ヘ
ハ
、
新
小
鴨
ニ
而
候
ヘ
ハ
、
本
ゟ
取
留
申
儀
ハ
不
罷
成
、
小
堀
ニ
浮
居
申
候

ヲ
、
据
上
ケ
申
候
、
扨
々
手
は
し
か
き
仕
様
無
類
之
儀
と
何
も
申
御
事
ニ
候
、
九

郎
兵
衛
鷹
も
殊
外
能
御
さ
候
、
餘
り
ま
て
か
り
申
候
而
、
上
り
不
申
候
故
、
追
羽

無
御
坐
、
漸
一
つ
取
飼
申
候
、
志
久
鷹
も
最
早
付
申
気
味
ハ
止
申
左
右
ニ
』
相
見

え
申
候
黒
符
も
、
弥
能
上
り
、
小
鴨
ニ
ハ
如
何
ニ
も
し
み

〱
と
御
座
候
、
最
早

真
鳥
仕
見
申
度
時
節
と
、
何
も
申
事
候
、
先
羽
振
、
扨
も

〱
懸
御
目
申
度
社
、

奉
存
候
、
ち
ら
り

〱
ほ
た
か
の
こ
と
く
上
り
居
申
候
か
、
幾
羽
も
落
し
、
す
早

ク
鳥
ニ
中
り
、
見
物
物
ニ
而
御
座
候
、
古
鷹
ハ
夫
程
之
小
鴨
多
ク
御
座
候
ニ
、
何

も
ノ
鷹
落
シ
申
候
所
ニ
、
古
鷹
計
真
鳥
に
落
し
中
り
、
上
迄
の
ほ
せ
申
候
、
今
壱

つ
之
鴨
も
取
へ
可
申
物
ニ
候
へ
共
、
是
も
ち
と
多
人
数
取
掛
候
故
、
如
右
ニ
候
、 

一
今
朝
も
随
分
取
飼
可
申
と
存
、
罷
出
候
所
ニ
、
上
み
ゟ
下
へ
参
候
故
、
つ
い
切
之

小
鳥
は
ら
い
申
く
り
悪
敷
御
座
候
而
、
一
羽
も
不
仕
、
残
念
ニ
意
得
申
儀
候
、
因

茲
、
太
兵
衛
鷹
、
九
郎
兵
衛
鷹
ニ
、
昨
朝
之
真
鳥
・
小
鴨
、
丸
は
し
飼
申
召
置
候
、 

一
御
鷹
共
ニ
鈴
無
御
坐
候
而
、
大
事
之
鷹
共
ニ
候
所
ニ
、
笑
止
ニ
意
得
申
候
、
太
衛

門
鷹
・
弥
六
左
衛
門
鷹
ニ
ハ
付
不
申
、
九
郎
兵
衛
鷹
ニ
ハ
、
か
な
す
ゝ
ノ
様
成
鈴

付
居
申
、
お
か
し
き
音
色
共
ニ
而
、
先
鈴
ゟ
も
な
り
不
申
、
何
も
物
わ
ら
い
仕
事

候
、
大
鷹
鈴
御
座
候
ハ
ゝ
、
二
つ
三
つ
被
指
越
被
下
度
、
奉
存
候
、
鷹
匠
共
も
同

前
ニ
意
得
申
候
之
由
候
へ
共
、
此
程
申
上
候
ヘ
ハ
、
無
御
坐
由
ニ
候
故
、
不
及
力

罷
有
と
見
え
申
候
、 

一
昨
朝
取
せ
申
候
小
鴨
五
つ
、
指
上
申
候
、
二
つ
ハ
く
づ
し
、
昨
朝
何
も
之
鷹
ノ
下

餌
ニ
仕
候
、
今
朝
丸
は
し
ニ
飼
申
候
、
鴨
・
小
鴨
も
、
小
鴨
ハ
く
づ
し
候
て
、
真

鳥
ハ
両
胸
両
足
共
ニ
十
連
之
鷹
下
餌
ニ
仕
候
故
、
四
つ
ハ
差
上
不
申
、
残
ル
五
つ

只
今
持
せ
差
上
申
候
、 

一
此
程
被
仰
付
候
鴈
、
仕
合
無
御
坐
候
故
、
い
ま
た
仕
候
而
も
差
上
不
申
候
、
寄
せ

不
申
候
条
、
近
日
中
ニ
ハ
、
多
分
打
テ
申
間
敷
か
と
奉
存
候
、
何
も
段
々
付
合
之

様
子
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修
理 

 
 
 

霜
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
英

（
多
久
）

（
花
押
） 

 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 

進
上 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
安
英
の
「
修
理
」
の
表

記
か
ら
寛
文
五
年
～
同
八
年
と
な
る
が
、最
後
の
箇
条
に「
此
程
被
仰
付
候
鴈
」

と
あ
り
、
こ
れ
が
藩
主
鍋
島
光
茂
の
命
令
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
光
茂
在
国
の

寛
文
六
年
・
同
八
年
の
ど
ち
ら
か
と
な
る
。
な
お
、『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
で
は

「
相
見
え
申
候
黒
符
も
」
の
直
前
で
前
欠
と
し
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
見
て
追

三
七
号
と
接
続
す
る
た
め
、こ
こ
で
は
、接
続
し
た
状
態
で
翻
刻
を
掲
載
し
た
。 
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四
九
二 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

「
 

（
端
裏
結
封
上
書
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修
理 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

安
英

（
多
久
）

」 

 
 

猶
々
、
御
鷹
罷
越
候
様
ニ
御
申
候
様
ニ
と
被
思
召
上
候
へ
は
、
別
而
忝
仕
合
と

奉
存
候
、
何
も
明
後
日
罷
出
、
万
可
申
上
候
、
以
上
、 

明
日
、
於
小
城
、
加
州
ゟ
我

（
鍋
島
直
能
）

々
へ
御
茶
可
被
下
之
由
、
被
仰
下
候
故
、
何
も
申
合
罷

越
候
、
御
在
国
中
、
連
々
在
郷
な
と
へ
参
候
儀
、
如
何
と
致
存
候
故
、
明
朝
橋
野
権

兵
衛
ニ
見
舞
申
、
彼
地
ゟ
岡
へ
可
罷
出
と
致
存
候
、
然
ハ
納
所
・
戸
川

（
砥
）

近
辺
ニ
て
、

御
隼
共
羽
振
一
覧
仕
度
候
、
於
御
分
別
者
、
山
之
井
先
二
連
罷
越
候
様
ニ
申
付
度
、

奉
存
候
、
若
さ
様
ニ
も
御
さ
候
へ
者
、
次
而
ニ
遊
山
仕
度
候
、
今
晩
罷
出
、
此
段
可

申
上
と
致
存
、
兎
角
不
申
上
候
得
共
、
お
ま
つ
罷
下
候
ニ
付
而
、
今
夕
作
州
御

（
多
久
茂
辰
）

面
談

被
成
候
、
夫
ニ
此
方
罷
有
様
ニ
と
御
座
候
、
何
時
御
用
可
相
澄
哉
、
相
知
不
申
候
故
、

不
能
其
儀
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

霜
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
英
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
英
・
茂
矩
・
多
久
茂
辰
は
在

国
。
安
英
・
茂
辰
は
下
屋
敷
、
茂
矩
は
城
内
の
上
屋
敷
に
い
る
か
。
下
限
は
茂

辰
の
歿
年
よ
り
寛
文
八
年
。
上
限
は
「
修
理
」
の
表
記
よ
り
寛
文
五
年
。 

 

 

四
九
三 

多
久
安
英
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
以
、
昨
晩
夜
更
候
而
ゟ
拝
見
仕
、
今
朝
ハ
い
ま
た
作
州
御
目
覚
不
申
候
故
、

申
上
候
通
リ
之
御
点
合
不
申
上
候
、
御
目
明
候
ハ
ゝ
、
様
子
見
つ
く
ろ
い
、
細
々

可
申
上
候
、
今
日
之
御
仕
合
、
さ
そ
と
奉
察
御
事
候
、
昨
夜
加
州
ゟ

（
鍋
島
直
能
）

犬
之
儀
被

仰
候
故
、
申
上
候
、
定
而
今
朝
被
聞
召
上
候
ハ
ん
と
奉
存
候
、
有
躰
常
々
ニ
而

御
座
候
ハ
ゝ
、
御
供
仕
罷
越
、
さ
や
う
の
御
事
共
も
見
物
可
仕
物
を
と
、
御
浦

山
布
さ
、
可
被
成
御
察
候
、
明
日
ハ
加
州
ゟ
被
召
寄
候
、
作
州
へ
申
上
被
遣
候

ハ
ゝ
、
あ
な
た
へ
罷
出
、
明
晩
ハ
早
め
ニ
参
上
可
申
上
候
、
何
も
貴
面
ニ
而
、

御
仕
合
之
様
子
可
承
候
、
若
又
小
城
ヘ
ハ
参
候
ハ
す
候
共
、
其
元
ヘ
ハ
罷
越
候

様
ニ
と
被
仰
候
、
相
澄
罷
有
候
条
、
其
地
ヘ
ハ
し
か
と
可
罷
越
候
、
以
上
、 

 
 

将
亦
、
拙
者
一
匁
す
、

（
巣
）

中
り
能
御
座
候
而
、
御
望
深
ク
被
思
召
上
候
由
、
殊
外

笑
止
ニ
奉
存
候
、
あ
わ
れ
御
前
様
御
誂
之
一
匁
す
、
よ
く
あ
た
り
申
候
へ
か
し

と
、
奉
存
斗
ニ
候
、
次
ニ
兵
庫
殿

（
多
久
安
胤
）

へ
御
伝
筆
之
段
、
是
又
随
分
御
書
中
を
見
せ

申
、
な
く
さ
ま
せ
可
申
候
、 

昨
日
者
預
貴
札
、
辱
奉
存
候
、
某
も
昨
日
者
加
州
ゟ
被
召
寄
、
罷
出
、
さ
候
而
、
蔵

人
所
へ
夕
部
夜
更
候
迄
罷
有
、御
書
ハ
罷
帰
候
而
ゟ
社
、奉
拝
見
候
、於
此
方
、作
州
弥

（
多
久
茂
辰
）

御
機
嫌
無
御
別
条
、
昨
日
ハ
当
地
も
殊
外
寒
申
候
へ
共
、
少
も
御
痛
不
被
成
、
御
機

色
能
被
成
御
座
候
、
御
食
事
な
と
も
百
二
十
め
迄
程
上
り
申
候
、
昼
ハ
縫
殿
殿

（
鍋
島
茂
泰
・

父
子

清
良
）

御
出
候
ニ
御
出
合
、
御
亭
主
振
由
ニ
而
御
座
候
、
か
ゝ
様
も
弥

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

御
機
嫌
能
、
御
別
条
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無
御
座
、
旁
当
地
御
心
安
可
被
思
召
上
候
、
先
以
貴
公
様
御
眼
気
、
御
機
色
無
御
別

条
、
昨
朝
ハ
早
々
砥
河
迄
被
相
越
、
海
上
鉄
炮
之
御
仕
合
之
段
被
仰
聞
、
扨
〳
〵
と

驚
申
候
、
四
放
御
は
つ
し
被
成
候
由
、
夫
ハ
余
り
ニ
而
御
座
候
、
返
々
結
構
之
御
仕

合
、
御
浦
山
敷
、
又
ハ
さ
や
う
ニ
も
、
御
中
絶
な
か
ら
、
あ
た
り
申
事
ニ
而
候
哉
と
、

申
上
御
事
候
、
扨
又
大
鷹
共
御
仕
合
之
段
被
仰
聞
、
是
又
承
届
、
二
郎
左
衛
門
鷹
手

き
わ
之
通
り
、
無
類
た
る
へ
き
と
奉
存
候
、
細
々
御
書
中
之
趣
、
随
分
作
州
へ
御
咄

可
申
上
候
、
猶
明
晩
罷
出
、
万
々
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将
監 

 
 

極
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
明
（

（
多
久
安
英
）

花
押
） 

 
 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 

尊
報 

 

【
解
説
】 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
英
・
茂
矩
・
茂
辰
は
在
国
。

安
英
・
茂
辰
は
下
屋
敷
、
茂
矩
は
城
内
の
上
屋
敷
に
い
る
か
。
上
限
は
「
長
州
」

の
表
記
よ
り
明
暦
二
年
。
下
限
は
「
将
監
」
の
表
記
よ
り
寛
文
五
年
。 

  

四
九
四 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

「

 

（
端
裏
結
封
上
書
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将
監 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

安
英

（
多
久
）

」 

今
晩
三
平
縁
辺
、
扨
又
明
晩
之
御
礼
御
点
合
旁
、
西
之
丸
ニ
可
被
仰
付
候
条
、
晩
気

ニ
罷
出
候
様
ニ
と
、
先
刻
被
仰
下
候
、
拙
者
儀
、
今
朝
ゟ
腹
中
気
罷
有
、
晩
元
西
之

丸
ニ
な
と
参
、
万
一
久
敷
な
と
居
申
候
儀
、
難
成
奉
存
候
、
尤
其
御
方
ヘ
ハ
、
後
刻

何
と
そ
可
罷
出
候
、
西
之
丸
ニ
被
仰
付
候
儀
、
右
之
様
子
ニ
候
ヘ
ハ
、
難
成
奉
存
、

別
人
被
仰
付
に
て
も
御
座
候
ハ
ん
と
、
先
以
、
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

三
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
英
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
英
・
茂
矩
は
在
国
。
上
限
は

「
長
州
」
の
表
記
よ
り
明
暦
二
年
。
下
限
は
「
将
監
」
の
表
記
よ
り
寛
文
五
年
。

三
平
は
不
明
。 

  

四
九
五 

多
久
安
英
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
此
脇
ハ
、
為
御
養
生
、
戸
川
ニ
も
御

（
砥
川
、
小
城
郡
）

越
可
被
成
旨
、
御
尤
ニ
奉
存
候
、

作
州
御

（
多
久
茂
辰
）

事
も
、
七
日
八
日
比
迄
ハ
、
此
方
御
逗
留
可
被
成
物
と
見
え
申
候
、
其

時
分
、
戸
川
御
越
被
成
候
ハ
ゝ
、
何
様
某
も
可
相
越
候
、
何
も
奉
期
拝
面
之
時

候
、
以
上
、 

覚
左
衛
門
を
以
之
御
口
上
之
段
、
承
届
候
、
先
以
、
御
湯
治
御
相
応
被
遊
候
由
、
何
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ゟ
目
出
度
奉
存
候
、
徳
寿
院
さ
ま
、

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

か
ゝ
様
、
其

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

外
何
も
御
堅
固
ニ
被
成
御
座
旨
、

是
又
一
段
之
御
事
ニ
奉
存
候
、
爰
許
、
作
州
御
事
も
別
而
御
機
色
も
能
、
毎
朝
御
鷹

野
被
遊
儀
ニ
候
、
今
朝
も
只
今
迄
ハ
三
つ
取
申
候
、
御
跡
ニ
而
仕
申
候
様
ニ
と
被
仰

候
而
、
二
連
ハ
未
仕
申
事
候
、
定
而
今
二
つ
三
つ
ハ
、
夕
解
迄
ニ
取
可
申
と
致
存
儀

ニ
候
、
次
ニ
、
今
一
両
日
、
大
鷹
御
仕
被
成
候
ハ
ゝ
、
一
朝
か
二
朝
か
、
隼
御
仕
被

成
度
被
思
召
候
、
さ
候
ヘ
ハ
、
三
日
之
白
ハ
、
定
而
其
元
ニ
而
も
仕
申
間
敷
と
被
思

召
候
、
於
然
者
、
四
日
朝
ゟ
御
仕
可
被
成
候
条
、
三
日
之
白
、
此
方
隼
共
、
被
指
越
、

可
然
由
、
被
仰
候
、
鷹
共
差
合
な
と
無
御
坐
候
ハ
ゝ
、
皆
共
ニ
被
指
越
、
可
然
奉
存

候
、
此
段
、
某
手
前
ゟ
可
申
上
由
、
被
仰
聞
候
刻
、
覚
左
衛
門
被
仰
付
候
故
、
如
斯

ニ
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
将
監 

 
 

十
一
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
明

（
安
英
）

（
花
押
） 

 
 
 

長
州
公

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 

進
上 

 

【
解
説
】 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
英
・
多
久
茂
辰
は
領
内
の
狩

場
、
茂
矩
は
在
佐
賀
。
年
次
の
上
限
は
「
長
州
」
の
表
記
よ
り
明
暦
二
年
だ
が
、

茂
辰
は
明
暦
二
年
九
月
に
勝
茂
の
参
勤
に
伴
い
江
戸
へ
行
っ
て
い
る
の
で
、
勝

茂
歿
後
で
帰
国
後
の
明
暦
三
年
。
下
限
は
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
（
徳
寿
院
）
の

歿
年
月
が
万
治
三
年
十
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
万
治
二
年
。 

  

四
九
六 

多
久
茂
辰
覚
書
（
折
紙
） 

追
□
申

〔
而
〕

候
、
一
昨
日
ハ
兵
庫
茶
屋

（
多
久
安
胤
）

ニ
主
水
、

（
鍋
島
武
興
）

市
正
兄
弟
、
其
外
六
七
輩
被
参
、

連
歌
な
と
御
坐
候
而
、
あ
か
き
内
ニ
料
理
も
出
、
及
深
更
候
迄
、
し
み
た
る
大

酒
ニ
而
御
座
候
を
、
物
音
計
承
候
、
又
昨
晩
ハ
元
祐
祝
儀
申
、
殊
外
機
嫌
能
候
、

今
朝
も
屋
敷
ニ
被
罷
出
候
処
、
く
ひ
を
ふ
り
、
機
嫌
能
、
ち
と
美
僧
ニ
も
成
被

申
候
、
為
御
慰
、
申
入
候
、
以
上
、 

御
念
入
細
々
之
書
状
、
其
元
へ
参
候
様
ニ
披
見
候
而
慰
申
候
、
先
以
、
天
気
も
晴
あ

か
り
候
条
、
打
続
遊
山
も
可
有
之
と
目
出
度
存
候
、
仍
鷹
之
雉
子
・
鶉
被
遣
、
か
け

置
慰
申
事
候
、
定
而
雉
子
・
鶉
も
は
や
う
す
く
成
候
ハ
ん
と
存
候
、
新
右
衛
門
鷂
、

羽
ふ
り
も
能
候
由
承
、
太
慶
申
候
、
今
日
渡
ハ
、
此
方
ゟ
見
廻
之
衆
も
可
有
御
座
候

条
、
何
様
可
有
御
馳
走
候
、
塩
田
へ
も
九
左
衛
門
被
仰
付
之
由
、
一
段
可
然
存
候
、

次
ニ
我
等
気
色
も
大
抵
弥
別
条
無
御
座
候
、
宵
ノ
間
、
自
然
ニ
積
ノ
心
御
坐
候
計
に

て
候
、
さ
し
て
重
キ
儀
ニ
而
ハ
無
之
候
、
御
心
遣
有
間
敷
候
、
為
見
廻
、
連
々
人
を

給
、
夜
前
も
市
介
被
仰
付
、
御
念
入
之
儀
と
申
事
候
、
将
又
詠
歌
共
到
来
、
何
も
面

白
存
候
、
乍
去
、
哥
道
上
り
候
ニ
付
、
猶
以
吟
味
も
有
へ
き
事
候
条
、
些
存
寄
之
通

書
付
、
自
是
持
せ
進
入
可
申
候
、
以
上
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無
別
条
候
故
不
及
判
形
候
、 
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三
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 

御
返
事 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
は
在
国
、
茂
矩
は
領
内
の

狩
場
か
。
年
次
の
上
限
は
「
長
門
」
の
表
記
よ
り
明
暦
二
年
。
下
限
は
「
市
正
」

が
倉
町
鍋
島
家
の
鍋
島
直
廣
（
万
治
三
年
二
月
歿
）
で
あ
れ
ば
万
治
二
年
、
直

廣
嫡
男
の
鍋
島
茂
村
（
寛
文
七
年
十
二
月
歿
）
で
あ
れ
ば
寛
文
七
年
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
。 

  

四
九
七 

多
久
茂
辰
書
状
（
竪
紙
） 

「

 

（
端
裏
捻
封
上
書
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
ヶ
江 

（
墨
引
） 

多
久
長
門

（
茂
矩
）

殿
御
宿
所 

 
 
 
 
 

茂
辰

（
多
久
） 

」 

 

猶
々
、
先
刻
弥
平
兵
衛
へ
被
仰
付
候
、
折
節
、
積
心
ニ
候
つ
れ
共
、
内
々
存
候

分
ハ
申
達
候
、
如
何
、
御
聞
届
、
御
納
得
候
哉
と
存
事
候
、
万
珍
重
〳
〵
、
以

上
、 

新
春
之
御
慶
、
就
中
、
当
年
ハ
太
慶
之
事
の
み
ニ
而
、
千
喜
万
悦
、
幾
久
と
目
出
度

存
候
、
仍
佳
例
之
振
舞
、
吉
日
ヲ
撰
、
来
ル
十
二
日
ニ
可
仕
候
、
目
出
度
御
出
、
尤

ニ
候
、
当
出
生
殿
ハ
日
も
不
晴
候
条
、
先
以
無
用
か
、
お
長
事
も
今
時
分
疱
瘡
之
気

も
有
之
時
分
ニ
候
、
風
な
と
ニ
当
り
候
て
ハ
と
用
捨
ニ
候
、
其
段
ハ
其
方
校
量
次
第

ニ
候
、
右
為
可
申
入
、
用
自
筆
候
、
謹
言
、 

 
 

正
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
辰
（
花
押
）  

 

【
解
説
】 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
・
茂
矩
は
在
国
。
年
次
の

上
限
は
「
長
門
」
の
表
記
よ
り
明
暦
二
年
。「
当
出
生
殿
ハ
日
も
不
晴
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
は
「
ひ
は
れ
」（（「
火
晴
れ
」
の
意
か
）
産
の
忌
み
が
あ
け
る
こ
と
。

男
児
は
三
十
日
目
、
女
児
は
三
十
三
日
目
に
宮
参
り
を
す
る
。
九
州
各
地
で
い

う
。『
広
辞
苑
』）
が
明
け
て
い
な
い
こ
と
を
指
し
、
具
体
的
に
は
、「
お
長
」
の

弟
で
あ
る
彦
仁
王
の
出
生
後
ま
も
な
く
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。よ
っ
て
、

年
次
の
下
限
は
彦
仁
王
の
歿
年
月
日
（
寛
文
八
年
七
月
二
十
日
）
か
ら
寛
文
八

年
。
こ
の
う
ち
、
明
暦
三
年
正
月
は
茂
辰
が
在
江
戸
な
の
で
除
外
さ
れ
る
。
な

お
、「
お
長
」
は
茂
矩
の
女
で
あ
り
、
勝
茂
女
で
は
な
い
。 

  
四
九
八 

多
久
茂
辰
覚
書
（
折
紙
） 

※
六
四
一
号
よ
り
繋
が
る
。
六
四
一
号
を
参
照
の
こ
と
。 
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四
九
九 
多
久
茂
辰
書
状
（
折
紙
） 

猶
々
、
次
而
ニ
申
入
候
、
此
五
六
月
ノ
比
、
鹿
ノ
子
定
而
余
多
可
有
之
候
、
何

と
そ
被
仰
付
、二
つ
三
つ 

御
取
せ
可
給
候
、若
キ
時
ゟ
か
ひ
申
度
存
候
へ
共
、

面
白
キ
差
合
ニ
而
、
終
ニ
本
を
り
不
申
、
于
今
ハ
不
苦
由
ニ
候
条
、
手
近
ク
か

ひ
な
つ
け
、
東
之
屋
敷
鶴
鳥
や
廻
ゆ
る
し
候
而
、
見
申
度
候
、
此
段
頼
申
候
、

可
及
判
形
候
へ
共
、
臥
り
申
時
分
ニ
候
故
、
不
及
其
儀
候
、
以
上
、 

御
心
ニ
入
、
人
を
給
、
殊
其
元
之
様
躰
、
見
申
様
成
細
書
、
只
今
四
つ
ノ
末
到
来
、

披
見
、
再
三
慰
申
候
つ
、
仍
我
等
気
色
、
昨
日
な
と
ハ
、
此
已
前
ニ
も
無
之
様
成
気

色
ニ
而
御
座
候
、
今
日
者
少
痰
ノ
心
共
候
つ
れ
と
も
、
食
も
沢
山
ニ
た
へ
、
其
外
気

色
別
条
無
御
座
候
、
今
朝
者
吉
日
ニ
付
而
、
先
日
噂
申
候
書
物
之
取
付
祝
ニ
、
兵
庫
・

（
多
久
安
胤
）

外
記
・

（
北
島
周
虎
）

蔵
人
な

（
小
田
長
昌
）

と
寄
合
、
祝
申
候
、
彼
者
共
も
頓
而
其
地
罷
越
之
由
ニ
候
、
然
者
鹿

沢
山
ニ
有
之
由
、
数
年
彼
山
ニ
鹿
を
立
度
存
候
ニ
、
安
堵
之
至
、
此
上
無
御
座
候
、

何
と
そ
気
色
養
生
申
、
一
目
見
申
度
と
の
念
願
ニ
候
、
猟
之
仕
合
悪
敷
、
手
な
と
負
、

小
城
之
様
ニ
余
多
参
候
由
、
返
々
も
残
多
事
ニ
存
候
、
随
而
昨
日
ハ
家
中
之
者
共
不

残
御
振
舞
之
由
、
別
而
目
出
度
、
珍
重
ニ
存
候
、
明
日
小
給
之
者
迄
も
食
被
下
之
由
、

一
段
之
儀
ニ
存
候
、』
犬
塚
三
郎
右
其
地
被
罷
越
、
常
光
坊
両
人
ニ
而
、
口
を
た
ゝ
か

れ
候
段
、
見
申
様
ニ
候
而
、
お
か
し
く
存
事
候
、
先
以
其
方
気
色
も
一
段
能
候
由
、

さ
様
ニ
可
有
之
と
存
候
、
我
等
目
計
を
遣
、
山
ノ
し
け
り
、
つ
ゝ
し
な
と
之
躰
、
扨

又
鹿
の
青
草
ニ
食
候
様
躰
共
、
見
申
度
事
迄
ニ
候
、
只
今
臥
り
申
時
分
ニ
候
故
、
返

事
早
々
申
入
候
、折
々
其
元
之
様
子
承
度
存
候
条
、其
方
ゟ
ハ
六
借
も
可
有
之
候
か
、

修
理
手

（
多
久
安
英
）

前
ゟ
成
共
、
手
頭
な
と
ニ
而
折
々
様
子
可
承
候
、
三
郎
右
、
常
光
坊
へ
も
一

伝
申
候
由
、
可
有
御
心
得
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

三
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 

御
返
事 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
は
在
佐
賀
（
水
ヶ
江
か
）。

茂
矩
は
在
多
久
領
（
領
内
の
山
中
で
狩
猟
中
）。
茂
辰
の
歿
年
月
日
（
寛
文
九
年

一
月
六
日
）
よ
り
、
寛
文
八
年
以
前
。
多
久
安
英
が
修
理
を
称
し
て
い
る
の
で
、

寛
文
五
年
以
降
。
な
お
、
四
月
五
日
（
年
次
未
詳
）
付
の
茂
矩
宛
茂
辰
（
愚
渓
）

書
状
（
六
六
五
号
）
で
は
、
領
内
の
天
山
山
麓
に
お
け
る
狩
り
の
様
子
が
、
本

状
同
様
に
茂
矩
か
ら
茂
辰
へ
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

  

五
〇
〇 

多
久
茂
辰
覚
書
（
折
紙
） 

柳
川
ゟ
之
書
状
、
得
と
可
為
披
見
と
存
候
、
然
者
ち
と
抜
か
ね
候
心
持
之
は
り
合
を

書
載
被
申
候
へ
共
、
い
か
に
も
無
別
条
、
同
意
と
、
珍
重
ニ
候
、
返
事
ハ
指
而
無
別

条
事
候
条
、
追
付
相
当
之
返
事
い
た
し
、
今
晩
も
飛
脚
を
帰
し
申
度
候
、
各
へ
も
此
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状
御
廻
し
之
上
ニ
候
ハ
ゝ
、
夜
も
更
可
申
か
、
如
何
候
て
可
然
哉
、
付
衆
な
と
見
届
、

吟
味
之
上
、
先
以
返
事
申
、
明
日
右
書
状
并
返
事
之
躰
も
、
各
御
覧
候
様
ニ
も
可
然

哉
、』
於
同
意
ハ
、
右
之
書
状
、
此
方
へ
被
遣
候
ハ
ゝ
、
案
文
仕
候
而
、
相
談
可
申
候
、

先
大
抵
為
相
談
、
以
指
紙
申
候
、
以
上
、 

 
 

八
月
七
日 

 

「（
墨
引
）

（
奥
切
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
ケ
江

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
同
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
本
状
は
、
柳
川
藩
よ
り
佐
賀
藩
に

あ
て
て
飛
脚
に
よ
っ
て
届
け
ら
れ
た
書
状
へ
の
対
応
方
を
、
茂
辰
と
茂
矩
の
間

で
相
談
し
て
い
る
過
程
で
の
一
通
（
指
紙
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
柳
川
か

ら
の
書
状
の
中
味
は
、
両
者
間
の
何
ら
か
の
懸
案
に
つ
い
て
の
回
答
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
、「
ち
と
抜
か
ね
候
心
持
ち
之
は
り
合
」
を
含
む
、
若
干
微
妙
な
表

現
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、結
論
と
し
て
は
佐
賀
か
ら
の
提
案
に
対
し
て「
同

意
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
、
最
初
に
茂
辰
が
確
認
し
、
次
に
茂
矩

へ
回
し
た
上
で
、
今
後
の
鍋
島
家
内
で
の
確
認
の
段
取
り
や
柳
川
へ
の
回
答
文

案
に
つ
い
て
は
、茂
辰
が
茂
矩
に
提
案
す
る
こ
と
と
し
、同
意
を
求
め
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
茂
辰
は
水
ヶ
江
の
多
久
家
別
邸
。
茂
矩
は
佐
賀
城
内
の
多
久
家

上
屋
敷
に
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
茂
矩
の
「
長
門
」
改
名
（
明
暦
二
年
二
月
こ

ろ
）
後
、
茂
辰
歿
以
前
な
の
で
寛
文
八
年
以
前
。
ま
た
寛
文
四
年
八
月
に
は
茂

矩
は
在
江
戸
な
の
で
除
く
。 

  

五
〇
一 

多
久
茂
辰
書
状
（
折
紙
） 

只
今
市
左
衛
門
ニ
申
残
候
、
明
日
之
儀
、
自
然
雨
な
と
ふ
り
申
候
ハ
ゝ
、
時
ハ
朝
ゟ

一
日
何
時
も
能
御
座
候
条
、
雨
之
は
れ
間
ニ
御
出
可
然
候
、
若
又
食
時
分
迄
大
雨
な

と
ニ
候
ハ
ゝ
、
先
御
飯
な
と
少
御
上
り
、
は
れ
間
を
御
待
候
様
ニ
可
然
候
、
い
つ
れ

天
気
能
候
て
も
、
常
之
食
時
分
ニ
料
理
可
申
候
条
、
朝
を
き
な
と
被
成
候
儀
ハ
御
無

用
ニ
候
、 

 

右
之
通
可
被
申
候
、
以
上
、 

 
 

三
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
ヶ
江

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

福
地
神
右
衛
門 

ま
い
る
』 

  

【
解
説
】 

 

多
久
茂
辰
よ
り
茂
矩
の
傍
に
い
る
福
地
神
右
衛
門
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
は

在
水
ヶ
江
。
福
地
神
右
衛
門
は
近
い
と
こ
ろ
に
居
る
と
思
わ
れ
る
。
市
左
衛
門

や
福
地
が
多
久
茂
矩
の
使
と
し
て
、
翌
日
の
茂
矩
の
水
ヶ
江
屋
敷
訪
問
の
相
談

の
た
め
に
水
ヶ
江
の
茂
辰
の
も
と
へ
訪
れ
た
と
す
れ
ば
、
佐
賀
城
内
の
多
久
屋
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敷
に
茂
矩
が
い
る
可
能
性
が
高
い
。
市
左
衛
門
も
茂
矩
の
家
臣
と
思
わ
れ
る
。

茂
辰
の
隠
居
後
で
、
茂
矩
も
茂
辰
も
佐
賀
に
い
る
と
す
れ
ば
、
万
治
元
年
以
降

寛
文
八
年
以
前
（
寛
文
二
年
を
除
く
）。 

  

五
〇
二 

多
久
茂
辰
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

覚 

一
江
戸
進
物
、 

 
 
 

右
衛
門
殿

（
岡
部
某
）

へ 

三
部
、 

 
 
 

対
州
御

（
岡
部
与
貞
）

夫
婦
へ
壱
部
宛
、 

 
 

右
、
右
衛
門
殿
ヘ
ハ
二
部
も
可
然
候
へ
共
、
合
テ
ノ
数
悪
敷
候
間
、
右
之
通
ニ

相
し
め
申
候
、
其
方
も
可
為
同
前
候
、 

一
先
刻
も
如
申
候
、
対
馬
殿
へ
之
御
点
合
ハ
、
其
方
御
報
ニ
御
心
得
可
被
仰
越
候
、

我
等
ゟ
ハ
奥
方
へ
之
書
状
ニ
右
之
御
点
合
可
申
候
、 

一
進
物
之
誘
や
う
ニ
、
折
紙
ニ
壱
部
ヲ
を
し
つ
け
、
其
下
ニ
誰
様
へ
と
、
め
い
〳
〵

書
候
て
、
書
状
と
一
つ
ニ
包
可
申
と
存
候
、
さ
候
て
、
其
元
迄
可
□
□
、 

一
文
箱
ニ
ハ
入
、
伝
右
衛
門
尉
迄
可
被
遣
候
、
為
御
心
得
候
、』 

一
奥
方
〓
〔
肉
月
偏
に
懐
の
右
側
〕
妊
之
祝
儀
ハ
、
先
便
ニ
、
我
等
ヨ
り
ハ
先
祝
而

と
申
候
て
、
小
判
十
両
遣
之
候
、 

一
此
脇
、
祈
祷
な
と
仕
、
札
ヲ
上
せ
可
申
と
存
候
、
其
方
ゟ
ノ
音
信
ハ
何
に
て
も
可

然
候
、
可
為
御
心
次
第
候
、 

 
 

右
書
状
ノ
日
付
ハ
、
吉
日
ニ
候
間
、
十
一
日
ノ
日
付
ニ
可
仕
と
存
候
、
為
御
心

得
候
、
以
上
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
ケ
江

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

長
州

（
多
久
茂
矩
） 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。「
江
戸
進
物
」「
先
刻
」
と
あ
る

こ
と
よ
り
も
、
両
者
と
も
に
在
国
で
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
。
茂
辰
は
水
ヶ
江
、

茂
矩
は
佐
賀
城
内
多
久
屋
敷
か
。
年
次
は
、
右
衛
門
の
存
命
期
間
か
ら
万
治
三

年
か
ら
寛
文
七
年
と
な
る
。 

  

五
〇
三 

多
久
茂
辰
詠
草
（
折
紙
） 

一
首
読
吟
、
感
情
不
浅
候
、
爰
元
万
首
尾
好
、
我
等
も
無
事
ニ
相
勤
候
条
、
可
心
安

候
、
為
返
哥
、
一〃

両
首
、 

鴈
か
ね
と
つ
れ
て
帰
ら
ん
我
も
ま
た
や
か
て
越
路
の
春
を
わ
す
れ
で 

い
つ
こ
に
も
へ
た
て
ぬ
空
の
月
な
れ
は
千
里
も
お
な
し
な
か
め
成
ら
ん 

 
 

又
狂
ニ 

へ
た
ゝ
る
と
思
ふ
心
そ
隔
也
無
二
亦
無
三
千
里
同
風
』 
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正
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
ケ
江
之
住

（
多
久
茂
辰
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

犬
塚
之
哥
人
へ 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
某
へ
宛
て
た
詠
草
。「
犬
塚
之
哥
人
」に
つ
い
て
は
未
詳
だ
が
、

文
面
よ
り
、
多
久
茂
矩
の
こ
と
を
指
す
か
。
多
久
茂
辰
の
居
所
は
佐
賀
か
ら
離

れ
た
地
点
。
あ
る
い
は
長
崎
か
江
戸
等
か
。「
千
里
同
風
」
と
あ
る
の
で
、
江
戸

ほ
ど
の
遠
隔
地
か
。「
爰
元
万
事
首
尾
好
、
我
等
も
無
事
ニ
相
勤
候
」
と
の
記
述

か
ら
、
茂
辰
の
隠
居
前
の
遠
隔
地
で
の
作
歌
と
す
れ
ば
、
明
暦
三
年
以
前
。
と

く
に
、「
や
か
て
越
路
」
が
、
茂
辰
の
還
暦
到
達
を
指
す
と
す
れ
ば
、
明
暦
三
年

の
茂
辰
の
最
後
の
江
戸
参
勤
中
の
感
懐
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。 

  

五
〇
四 

多
久
茂
辰
覚
書
（
折
紙
） 

些
気
色
も
能
候
由
、
目
出
度
存
候
、
先
日
之
占
ニ
も
、
今
日
未
ノ
日
、
善
し
悪
し
た

る
へ
き
之
由
申
候
、
今
朝
占
申
候
ヘ
ハ
、
申
酉
ノ
時
分
、
ち
と
如
何
敷
儀
見
え
申
候

へ
共
、
定
而
能
候
ハ
ん
と
存
候
処
、
今
晩
又
々
考
見
申
候
ヘ
ハ
、
以
外
占
悪
敷
御
座

候
、
乍
案
中
候
、
乍
去
、
百
里
ノ
も
の
を
驚
し
、
大
難
を
通
つ
テ
後
吉
、
と
申
辞
御

座
候
条
、
頼
母
敷
存
候
、
兎
角
、
薬
廻
り
か
ね
可
申
様
子
ニ
候
、
自
然
又
、
何
と
そ

少
も
御
座
候
ハ
ゝ
、
神
妙
丹
を
か
み
く
た
き
、
御
の
ま
せ
有
へ
く
候
、』
た
と
ヘ
ハ
人

参
膏
又
ハ
し
ん
ふ
湯
ニ
も
、
様
子
ニ
よ
つ
て
、
を
と
り
不
申
覚
御
座
候
、
独
参
湯
な

と
之
参
り
か
ね
候
所
ニ
も
相
達
薬
に
て
候
、
さ
様
之
儀
、
林
庵
な
と
ハ
存
申
間
敷
候

条
、
自
然
之
時
ハ
、
其
方
御
か
み
候
而
御
の
ま
せ
御
覧
有
へ
く
候
、
名
誉
ノ
薬
ニ
而

候
、
さ
候
而
、
〆
り
ハ
、
事
つ
ま
り
候
時
ハ
、
猶
も
灸
た
る
へ
く
候
、
余
り
之
事
ニ

存
寄
候
条
、
申
遣
候
、
以
上
、 

 
 

八
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 

又
申
候
、 

 

日
も
時
も
、
ひ
つ
じ
申
酉
い
ぬ
ま
て
悪
布
候
、
夫
過
候
ハ
ゝ
漸
々
ニ
よ
く
可
有
御

座
候
、
薬
も
ま
い
り
可
申
候
、
占
ニ
も
風
前
ノ
灯
ノ
こ
と
し
と
御
座
候
、
い
つ
れ

八
月
九
月
き
ら
い
月
ニ
候
、い
か
様
今
度
ハ
快
気
可
申
か
と
存
事
候
、目
出
度
候
、 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
同
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。茂
辰
も
茂
矩
も
と
も
に
居
所
未
詳
。

両
者
近
接
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
と
も
に
佐
賀
か
。
年
次
は
、

茂
矩
の
表
記
と
茂
辰
の
歿
年
か
ら
、
明
暦
二
年
か
ら
寛
文
八
年
の
間
。「
今
日
未

之
日
」
と
あ
る
が
、
明
暦
二
年
か
ら
寛
文
八
年
ま
で
の
間
で
、
八
月
二
十
三
日

が
未
の
日
で
あ
る
の
は
、
寛
文
六
年
と
同
七
年
。
ま
た
、「
御
か
ミ
候
而
御
の
ま

せ
」
と
あ
る
の
で
、
小
児
の
病
気
へ
の
対
応
を
述
べ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
茂
矩
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の
子
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
寛
文
四
年
こ
ろ
に
頻
出
す
る
「
徳
龍
」（
五
〇
五

号
・
五
〇
六
号
・
五
〇
八
号
・
五
一
九
号
・
五
三
五
号
・
六
一
二
号
・
六
六
五

号
・
多
久
家
所
蔵
文
書
全
八
七
号
）
で
あ
る
か
ど
う
か
は
確
認
を
要
す
る
。
七

月
一
九
日
（
寛
文
四
年
）
付
茂
矩
宛
茂
辰
書
状
（
多
久
家
所
蔵
文
書
全
八
七
号
）

で
は
、「
徳
龍
機
嫌
之
儀
、
林
庵
よ
り
委
申
上
候
様
ニ
申
付
」
と
あ
る
。 

  

五
〇
五 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息 (

折
紙) 

 
 

猶
々
、
こ
ま
〳
〵
申
候
ハ
ん
、
今
日
た
よ
り
候
よ
し
う
け
給
候
、
大
か
た
申
候

〳
〵
、
ま
つ
〳
〵
め
て
た
く
、
か
し
く 

七
月
十
五
日
の
日
付
に
て
文
み
ま
さ
か

（
多
久
茂
辰
）

殿
へ
遣
候
ニ
御
事
つ
て
、
く
わ
し
く
う
け
給

候
、
し
か
れ
は
、
そ
も
し
事
き
け
ん
よ
く
、
七
月
十
五
日
ニ
か
み
の
せ
き

（
上
関
、
長
門
熊
毛
郡
）

へ
つ
き
申

さ
れ
候
よ
し
、
め
て
た
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
此
ほ
と
ハ
、
う
ち
つ
ゝ
き
、
い
ま
に

も
天
き
あ
し
く
候
て
、
こ
ゝ
も
と
よ
り
ハ
そ
れ
の
み
あ
ん
し
申
候
、
此
わ
き
ハ
、
さ

た
め
て
天
き
も
な
を
り
候
ハ
ん
と
、
大
さ
か
へ
は
や
〳
〵
』
御
つ
き
の
さ
う
、
ま
ち

ま
い
ら
せ
候
、
そ
も
し
き
し
よ
く
よ
く
候
よ
し
、
何
々
〳
〵
う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら

せ
候
、
こ
ゝ
も
と
に
て
も
、
い
つ
れ
も
き
け
ん
よ
く
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
か
る
へ
く

候
、
と
く
り
う

（
徳
龍
）

ひ
と
し
ほ
き
け
ん
よ
く
候
、
こ
れ
又
御
心
つ
か
い
あ
る
ま
し
く
候
、

今
日
ハ
、
吉
日
に
て
、
上
や
し
き
へ
大
は
ん
に
や
の
御
き
た
う
申
候
よ
し
に
て
候
、

こ
ゝ
も
と
の
御
事
ハ
い
つ
れ
も
御
心
や
す
か
る
へ
く
候
、
〳
〵
、
万
め
て
た
く
、
か

し
く
、 

 
 

七
月
十
九
日

（
寛
文
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

多
久 

 
 
 

な
か

（
茂
矩
）

と
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
消
息
。
天
性
院

は
佐
賀
、
お
そ
ら
く
水
ヶ
江
か
。
茂
矩
は
参
勤
出
府
途
次
。
宛
名
に
多
久
と
あ

る
が
、
こ
の
場
合
は
苗
字
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
文
中
「
御
事
つ
て
」
と

あ
る
が
、
寛
文
四
年
七
月
十
九
日
付
茂
矩
宛
茂
辰
書
状
（
多
久
家
所
蔵
史
料
全

八
七
）
に
、
先
に
茂
矩
か
ら
茂
辰
に
届
い
た
書
状
を
「
か
ゝ
に
も
見
せ
申
候
」

と
あ
る
。
本
書
状
は
、
同
日
付
け
な
の
で
、
こ
の
と
き
参
勤
途
次
の
茂
矩
か
ら

茂
辰
に
届
い
た
書
状
の
文
面
を
天
性
院
も
読
ん
だ
こ
と
を
示
す
か
。「
水
江
事
略
」

で
、
茂
矩
は
、「
将
軍
家
の
御
判
物
を
賜
ハ
る
御
礼
」
と
し
て
、
寛
文
四
年
七
月

七
日
に
佐
賀
を
出
発
し
、
八
月
上
旬
に
江
戸
着
府
、
八
月
十
五
日
に
江
戸
城
登

城
将
軍
拝
謁
、
翌
十
六
日
も
登
城
と
あ
る
。
七
月
九
日
付
茂
矩
宛
天
性
院
書
状

（
五
〇
八
号
）
お
よ
び
日
付
不
明
茂
矩
宛
茂
辰
書
状
（
五
三
五
号
）
で
は
、
参

府
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
と
と
も
に
、
七
月
八
日
の
轟
木
通
行
時
の
大
風
に
つ
い
て

の
記
事
が
あ
り
、
ま
た
八
月
二
日
付
茂
矩
宛
茂
辰
書
状
（
六
一
二
号
）
で
も
、
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江
戸
へ
の
無
事
到
着
の
報
や
「
公
儀
首
尾
能
御
礼
」
の
報
告
を
心
待
ち
に
し
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
連
の
寛
文
四
年
の
茂
矩
江
戸
出
府
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
（「
江
戸
幕
府
右
筆
所
日
記
」
の
寛
文
四
年
七
月
十
五
日
に
も

対
応
す
る
御
目
見
記
事
あ
り
）。し
た
が
っ
て
年
次
は
寛
文
四
年
に
比
定
で
き
る
。 

  

五
〇
六 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
折
紙
） 

ひ
か
ん
中
日
と
申
、
う
の
日
と
申
、
か
た
〳
〵
吉
日
に
て
、
と
く
り
う

（
徳
龍
）

め
し
つ
れ
、

八
ま
ん
へ

（
白
山
）

参
申
候
、
ま
い
り
げ
か
う
と
も
ニ
一
入
き
け
ん
よ
く
、
の
り
も
の
ゝ
う
ち

ニ
た
ち
候
て
う
れ
し
か
り
申
、
つ
い
に
な
き
候
ハ
て
、
も
と
り
候
て
も
い
よ
〳
〵
き

け
ん
よ
く
候
、
わ
か
身
も
ま
つ
あ
さ
あ
な
た
へ
ま
い
り
、
つ
れ
候
て
御
み
や
へ
ま
い

り
、
又
上
や
し
き
へ
同
せ
ん
ニ
か
へ
り
候
て
、
い
わ
い
候
て
、
晩
ま
て
い
申
、
め
し

な
と
た
へ
、
日
く
れ
も
と
に
か
へ
り
申
候
、
天
き
ま
て
も
よ
く
、
何
事
も
し
あ
わ
せ

よ
く
候
て
、
御
う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
い
つ
れ
も
や
か
て
御
く
た
り
に
て
』

候
ハ
ん
ま
ゝ
、
御
け
ん
も
し
に
て
よ
ろ
つ
申
へ
く
候
、
こ
ゝ
も
と
の
事
ハ
す
こ
し
も

か
わ
る
事
な
く
候
ま
ゝ
、
心
遣
あ
る
ま
し
く
候
、
〳
〵
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

八
月
九
日

（
寛
文
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

多
久 

 
 
 

な
か
と
殿

（
多
久
茂
矩
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 

ま
い
る
人
々
申
給
へ 

  

【
解
説
】 

 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
消
息
。
天
性
院

は
在
佐
賀
、
お
そ
ら
く
水
ヶ
江
。
茂
矩
は
佐
賀
以
外
の
場
所
（
寛
文
四
年
と
す

れ
ば
江
戸
）。
宛
名
に
「
多
久
」
と
あ
る
の
は
、
茂
矩
の
苗
字
を
意
味
す
る
。「
ひ

か
ん
中
日
と
申
、
う
の
日
と
申
」
と
あ
る
が
、
明
暦
二
年
か
ら
寛
文
六
年
ま
で

の
間
で
、
八
月
上
旬
に
彼
岸
の
中
日
と
卯
の
日
が
一
致
す
る
の
は
、
寛
文
四
年

の
八
月
八
日
（
彼
岸
の
中
日
が
こ
の
日
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
『
松
平
大
和

守
日
記
』
の
記
事
に
、
八
月
五
日
が
「
彼
岸
入
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

ま
た
、『
日
本
暦
日
便
覧
』
で
は
、
こ
の
年
は
八
月
三
日
が
秋
分
で
あ
り
、
当
時

は
、
秋
分
か
ら
数
え
て
三
日
後
が
彼
岸
の
入
り
で
あ
り
、
こ
の
間
、「
没
日
」
も

な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
の
彼
岸
入
り
は
八
月
五
日
と
な
り
、
こ
れ
と
も
一
致

す
る
（
内
田
正
男
一
九
八
一
年
）。「
か
た
か
た
」
は
ど
ち
ら
に
し
て
も
の
意
味

か
。
於
鶴
と
茂
辰
が
孫
の
徳
龍
の
面
倒
を
見
て
い
る
状
況
は
、
寛
文
四
年
七
月

か
ら
八
月
に
か
け
て
確
認
さ
れ
る
（
五
〇
八
号
・
五
三
五
号
・
五
〇
五
号
・
多

久
家
所
蔵
文
書
全
八
七
号
・
六
一
二
号
）。
年
次
は
、
天
性
院
と
茂
辰
が
、
彼
岸

中
日
と
卯
の
日
の
一
致
す
る
八
月
八
日
に
、
水
ヶ
江
の
屋
敷
を
出
て
、
佐
賀
城

内
の
多
久
家
上
屋
敷
に
立
ち
寄
り
、
そ
こ
で
徳
龍
を
預
か
り
、
八
幡
宮
に
参
詣

し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
か
つ
茂
矩
が
江
戸
に
い
て
帰
国
が
近
い
状
況

か
ら
、
寛
文
四
年
で
あ
る
。 
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五
〇
七 
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
（
永
春
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

御
相
た
ん
申
候
処
ニ
、い
か
に
も
も
つ
と
も
ニ
覚
し
め
し
候
と
の
御
事
に
て
候
、

せ
う
〳
〵
ハ
成
か
ね
申
候
首
尾
に
て
も
、
わ
か
身
か
や
う
の
た
の
み
な
き
身
に

て
候
へ
は
、
何
と
そ
〳
〵
御
そ
も
し
な
と
身
ニ
引
か
け
御
た
ん
か
う
候
て
、
首

尾
よ
く
相
す
み
申
候
や
う
ニ
、
ふ
か
〳
〵
た
の
み
入
申
候
、
此
よ
し
申
候
ハ
ん

た
め
、
わ
さ
と
一
筆
申
遣
候
、
か
し
く
、 

い
つ
み

（
鍋
島
直
朝
）

の
守
様
御
立
に
て
候
ま
ゝ
一
筆
申
入
候
、
ま
つ
〳
〵
今
度
ハ
久
々
に
て
御

と
も
め
さ
れ
御
上
り
候
へ
と
も
、
し
み
〳
〵
し
き
御
事
も
候
ハ
て
、
さ
い
〳
〵
め

ん
た
ん
を
も
申
さ
す
、
い
と
ま
こ
い
の
時
分
も
別
而
そ
う
〳
〵
に
て
、
か
す
〳
〵

御
残
多
さ
、
今
に
そ
れ
の
み
申
暮
し
ま
い
ら
せ
候
、
か
い
り
く
御
無
事
ニ
、
御
国

も
と
へ
御
つ
き
候
御
さ
う
、頓
而
〳
〵
承
候
ハ
ん
と
、め
て
た
く
待
申
事
に
て
候
、

御
名
代
と
し
て
さ
ん
宮
な
さ
れ
候
よ
し
、
い
と
ま
こ
い
の
時
分
す
く
に
う
け
給
、

一
し
ほ
め
て
た
さ
、
万
首
尾
能
御
つ
と
め
候
ハ
ん
と
、
悦
申
事
に
て
候
、 

一
い
と
ま
こ
い
の
時
分
、
あ
ら
ま
し
申
候
鍋
嶋
市
正
妹
之
義
、
其
後
も
と
め

（
相
良
及
真
）

い
と
ま

こ
い
ニ
ま
い
ら
れ
候
ゆ
へ
、
く
わ
し
く
た
つ
ね
申
候
処
ニ
、
小
川
と
ね
り

（
俊
方
）

そ
う
り

や
う
へ
の
ゑ
ん
ぐ
み
ハ
、し
か
と
相
き
れ
申
候
よ
し
申
さ
れ
候
ニ
付
、も
と
め
へ
』

な
ひ
〳
〵
わ
か
身
心
中
の
と
を
り
、と
く
と
も
の
か
た
り
い
た
し
候
、そ
れ
ニ
付
、

右
の
妹
之
義
、
何
と
そ
わ
か
身
も
ら
い
申
度
そ
ん
し
、
し
さ
い
之
義
ハ
、
い
つ
み

様
へ
と
く
と
御
物
か
た
り
申
上
候
ま
ゝ
、
其
許
に
て
よ
ろ
し
き
様
ニ
御
た
ん
か
う

候
て
、
丹
後
守

（
鍋
島
光
茂
）

殿
へ
も
御
申
上
、
さ
し
の
ほ
せ
ら
れ
被
下
候
や
う
ニ
、
ふ
か
〳
〵

た
の
み
入
申
候
、
我
身
事
、
た
よ
り
な
き
身
に
て
候
へ
は
、
せ
め
て
か
や
う
の
ち

か
き
お
や
こ
を
も
手
も
と
に
よ
び
候
て
、
首
尾
よ
き
ゑ
ん
ニ
も
付
候
て
、
わ
か
身

行
末
迄
の
た
よ
り
ニ
い
た
し
度
そ
ん
し
候
、
も
つ
と
も
い
つ
み
様
能
御
そ
ん
し
の

こ
と
く
ニ
、上
脇
衆
な
と
に
有
付
可
申
と
の
心
入
に
て
ハ
夢
〳
〵
御
さ
候
ハ
す
候
、

ち
と
す
ぢ
め
是
有
も
の
、
主
殿
と

（
松
平
忠
房
）

の
家
老
ニ
御
入
候
へ
は
、
き
や
う
の
物
ニ
し
つ

け
置
候
ハ
ゝ
、わ
か
身
た
よ
り
ニ
成
候
事
ハ
此
う
へ
有
間
敷
と
■
そ
ん
し
候
ニ
付
、

い
つ
み
様
へ
も
、
か
し
く

（

マ

ヽ

）

、 

二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
ば

（
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
） 

  
 
 

多
久 

 
 
 
 

な
か

（
茂
矩
）

と
殿
ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 

申
給
へ 

  

【
解
説
】 

 
 
 

松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
（
永
春
院
、
長
）
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
消
息
。
永

春
院
は
在
江
戸
、
茂
矩
は
在
国
。
年
次
の
上
限
は
茂
矩
が
長
門
守
と
な
る
明
暦

二
年
、下
限
は
相
良
及
真
が
歿
す
る
延
宝
七
年
も
し
く
は
同
八
年
が
考
え
ら
れ
、

文
面
か
ら
鍋
島
直
朝
が
江
戸
を
発
ち
帰
国
の
途
中
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
未
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詳
。 

  

五
〇
八 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 

 
 

猶
々
、
も
は
や
天
き
も
な
を
り
候
ま
ゝ
、
ひ
よ
り
よ
く
、
や
か
て
大
さ
か
へ
御

つ
き
候
ハ
ん
と
、
め
て
た
き
吉
さ
う
、
ま
ち
ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ
〳
〵
、
と
ゝ

ろ
き
よ
り
ハ
、
一
た
ん
の
し
ろ
ね
り
、
た
か
、
な
よ
し
の
す
し
一
た
る
給
候
、

御
う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
い
つ
れ
も
し
や
う
く
わ
ん
申
へ
く
候
、
も
は

い
ま
よ
り
く
た
り
の
時
分
、
は
や
〳
〵
と
な
し
ま
い
ら
せ
た
く
こ
そ
存
候
へ
、

〳
〵
、
い
つ
れ
も
此
わ
き
、
こ
ま
〳
〵
申
へ
く
候
、
き
う
ひ
ん
ゆ
へ
、
大
か
た

申
候
、
〳
〵
、
万
め
て
た
く
、
か
し
く
、 

ひ
き
や
く
た
よ
り
候
よ
し
う
け
給
候
、
一
筆
申
ま
い
ら
せ
候
、
来
ル

（
マ
ヽ
）

七
日
ニ
ハ
、
天

き
よ
く
候
て
、
き
け
ん
よ
く
御
う
ち
た
ち
、
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
い
よ
〳
〵
そ

も
し
き
し
よ
く
よ
く
候
や
、
御
心
も
と
な
く
、
う
け
給
た
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
わ

か
み
も
七
日
に
ハ
あ
と
い
わ
い
申
候
と
て
、ゆ
る
〳
〵
と
上
や
し
き
へ
ゐ
ま
い
ら
せ
、

い
わ
い
申
候
、
と
く
り
う

（

徳

龍

）

も
一
し
ほ
き
け
ん
よ
く
候
、
き
の
ふ
ゟ
ハ
い
や
ま
し
い
さ

ま
し
く
、
き
け
ん
よ
く
候
よ
し
に
て
』
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
か
る
へ
く
候
、
今
は
ん

ハ
つ
ほ
ね
と
ま
り
ニ
上
や
し
き
へ
遣
候
、
わ
か
身
ふ
う
婦
、
そ
も
し
つ
ほ
ね
も
、
そ

の
外
い
つ
れ
も
何
事
候
ハ
す
候
、
こ
れ
又
御
心
や
す
か
る
へ
く
候
、
ま
つ
〳
〵
、
八

日
の
日
ハ
大
風
ふ
き
候
て
、
い
か
ゝ
そ
も
し
き
し
よ
く
に
も
あ
た
り
候
ハ
て
、
き
け

ん
よ
く
と
ゝ
ろ
き
御

（
轟
木
、
松
浦
郡
）

た
ち
候
や
と
、
心
も
と
な
く
存
候
と
こ
ろ
に
、
将
け
ん

（
多
久
安
英
）

よ
に
入

候
て
よ
り
、
や
う
〳
〵
か
へ
り
候
に
、
き
け
ん
よ
く
御
た
ち
候
よ
し
承
、
よ
ろ
こ
ひ

ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

殿
ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

七
月
九

（
寛
文
四
年
）

日 
 

人
々 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
消
息
。
天
性
院

は
在
国
。
茂
矩
は
、
文
面
か
ら
江
戸
へ
向
か
う
途
中
。
年
次
の
上
限
は
茂
矩
が

長
門
守
と
な
る
明
暦
二
年
、
下
限
は
天
性
院
の
歿
年
（
寛
文
七
年
六
月
二
日
）

の
前
年
で
あ
る
寛
文
六
年
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
間
の
寛
文
四
年
七
月
七
日

に
、
茂
矩
は
佐
賀
を
発
っ
て
江
戸
に
赴
い
て
お
り
（「
水
江
事
略
」
茂
矩
譜
）、

本
消
息
の
文
面
に
も
七
日
に
出
立
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
消
息
の
年
次
は
寛
文
四
年
に
比
定
さ
れ
る
。
な
お
、
五
三
五
号
参
照
。 

  
五
〇
九 

ゆ
き
消
息
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
御
め
み
え
の
仰
い
た
し
候
へ
は
、
し
な
の
殿
む
ね
つ
ま
て
と
仰
候
て
、

十
二
月
ニ
ハ
七
八
度
も
、
廿
七
日
ま
て
、
き
う
し
御
す
へ
候
つ
れ
と
も
、
御
め
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み
え
の
事
仰
い
た
し
候
て
ゟ
、
き
し
よ
く
も
す
き
〳
〵
と
よ
く
候
て
、
け
ふ
ニ

ハ
さ
た
も
仰
候
ハ
す
候
、
此
よ
し
ふ
う
ち
ゐ
ん
へ
も
御
申
と
ゝ
け
候
へ
く
候
、

い
ろ
〳
〵
申
た
き
事
候
へ
と
も
、
に
わ
か

（

俄

）

の
ひ
き
や
く

（

飛

脚

）

に
て
、
御
め
み
え
の
事

計
ニ
下
申
候
ゆ
へ
、
大
か
た
ニ
申
入
候
、
い
つ
よ
り
も
、
こ
ゝ
も
と
ハ
』
め
て

た
き
春
に
て
御
入
候
、
そ
こ
も
と
に
て
も
御
い
わ
い
な
さ
れ
候
へ
く
候
、
め
て

た
く
か
し
く
、 

お
も
て
よ
り
飛
き
や
く
下
候
間
、
一
筆
申
候
、
卅
日
の
仰
出
た
し
に
て
、
此
十
五
日
、

お
や
こ
四
人
な
か
ら
御
め
み
え
な
さ
れ
、
め
て
た
き
と
も
何
と
も
、
さ
ら
に

く
申

つ
く
し
か
た
く
そ
ん
し
候
、
そ
こ
も
と
の
御
よ
ろ
こ
ひ
、
上
下
と
も
ニ
の
ゝ
め
き
候

ハ
ん
事
、
お
し
は
か
り
ま
い
ら
せ
候
、
古
年
み
そ
か
七
ツ
時
分
ま
て
ハ
、
も
は
や
年

内
に
て
も
候
ハ
ぬ
と
、
め
い
わ
く
せ
ん
は
ん
ニ
申
く
ら
し
候
処
へ
、
御
と
う
は
ん

（

当

番

）

あ
へ
ひ
つ
中

（
阿
部
重
次
）

殿
よ
り
御
つ
か
ひ
に
て
、
さ
ぬ
き
殿

（
酒
井
忠
勝
）

へ
、
』
し
な
の

（
鍋
島
勝
茂
）

殿
御
出
候
へ
と
の

御
事
に
て
、
何
事
に
て
候
哉
ら
ん
と
、
又
き
つ
か
い
ニ
き
つ
か
い
か
さ
ね
あ
ん
し
申

候
へ
は
御
定
に
も
御
く
ん
は
う

（

軍

法

）

そ
む
き
申
、
一
は
ん
の
り

（

番

乗

）

い
た
し
候
ゆ
へ
、

し
ゆ
つ
し

（

出

仕

）

を
と
ゝ
め
さ
せ
ら
れ
候
へ
と
も
、
つ
ね

く
し
な
の
り
ち
き
し
や

（

律

義

者

）

に
て

候
ゆ
へ
、
さ
う
〳
〵
め
し
い
た
さ
れ
、
御
し
や
め
ん

（

赦

免

）

な
さ
れ
候
と
を
り
、
い
つ
れ
も

御
と
し
よ
り
中
御
そ
ろ
い
に
て
の
仰
わ
た
し
に
て
、
こ
ゝ
も
と
の
よ
ろ
こ
ひ
、
つ
ね

の
正
月
に
て
あ
ら
す
候
、
め
て
た
さ
、
十
五
日
の
御
め
み
え
の
し
や
わ
せ

（

仕

合

）

よ
く
候
事
、

一
か
た
な
ら
ぬ
い
わ
い
、
御
す
も
し
候
へ
く
候
、
か
し
く
、 

 
 

正
月
十
五

（
寛
永
十
六
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゆ
き

（
高
源
院
侍
女
） 

 

多
久 

 
 
 

み
ま
さ
か

（
茂
辰
）

殿  

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 

申
給
へ 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
侍
女
ゆ
き
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書

状
。
居
所
は
、
鍋
島
勝
茂
は
在
江
戸
、
多
久
茂
辰
は
在
国
。
年
次
は
、
本
文
の

「
御
し
や
め
ん
」
が
寛
永
十
五
年
末
の
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
の
逼

塞
の
赦
免
を
指
す
（
佐
近
二
―
一
／
六
七
一
頁
）
（
三
八
号
・
四
四
七
号
）
こ

と
か
ら
、
寛
永
十
六
年
（
松
田
和
子
二
〇
一
九
年
）
。 

  

五
一
〇 

鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
消
息
（
折
紙
） 

（
前
欠
）
御
さ
候
ハ
す
、
せ
め
て
わ
か
み
か
や
う
ニ
候
て
い
申
候
内
ニ
、
さ
し
ゆ
る

し
候
ハ
す
ハ
、
の
ち
ハ
ゆ
る
し
候
ハ
ん
人
も
あ
る
ま
し
き
と
そ
ん
し
候
、
わ
か
身
な

か
ら
へ
候
内
ニ
と
、
か
や
う
ニ
申
候
事
に
て
候
、
何
の
道
に
も
、
た
ん
こ

（
鍋
島
光
茂
）

殿
よ
き
や

う
ニ
と
の
事
に
て
こ
そ
、
た
い
せ
い
院
殿

（
鍋
島
勝
茂
）

も
お
ほ
せ
候
事
に
て
候
ま
ゝ
、
よ
く
〳
〵

御
き
う
り
や
う
候
て
、
し
か
る
へ
き
や
う
ニ
御
た
ん
か
う
候
へ
く
候
、
な
を
こ
ま
〳

〵
申
た
く
候
へ
と
も
、
此
ふ
み
さ
へ
、
こ
の
四
五
日
、
き
し
よ
く
せ
う
〳
〵
よ
く
候
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ゆ
へ
、
や
う
〳
〵
お
も
い
た
ち
か
ゝ
せ
申
候
、
何
事
を
そ
ん
し
候
て
も
、
き
殿
あ
し

く
候
ヘ
ハ
、
や
く
ニ
た
ち
申
さ
す
候
、
万
め
て
た
く
、
か
し
く
、』 

 
 

三
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
う
け
ん
院

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
） 

 

多
久 

 
 
 

み
ま

（
茂
辰
）

さ
か
の
守
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る
、
人
々 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
消
息
。
高
源
院

は
在
江
戸
か
。
茂
辰
は
在
国
。
年
次
の
上
限
は
、
勝
茂
継
室
が
高
源
院
を
称
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
勝
茂
歿
（
明
暦
三
年
三
月
二
十
四
日
）
の
翌
年
万
治
元
年
、

下
限
は
高
源
院
が
歿
し
た
寛
文
元
年
に
な
る
。 

  

五
一
一 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
さ
た
め
て
右
之
や
う
す
と
も
申
遣
ニ
、
き
ゑ
も
ん
ハ
そ
こ
も
と
へ

遣
候
や
と
、
き
う
り
や
う
申
ま
い
ら
せ
候
、
く
わ
し
き
事
ハ
、
き
ゑ
も
ん
そ
ん

し
申
さ
れ
候
へ
く
候
、こ
ま
〳
〵
ハ
い
そ
き
候
ま
ゝ
、ま
つ
〳
〵
大
か
た
申
候
、

〳
〵
、 

く
ま
し

（
神
代
久
長
）

ろ
き
ゑ
も
ん
、
ま
い
り
候
よ
し
う
け
給
候
ま
ゝ
、
一
筆
申
ま
い
ら
せ
候
、

此
ほ
と
ハ
ゑ
ん
そ
う
ゐ
ん

（
円
蔵
院
）

与
兵
へ
か
へ
り
ニ
、
こ
ま
〳
〵
の
御
ふ
み
下
さ
れ
候
、

は
い
け
ん
申
ま
い
ら
せ
候
、
こ
と
に
そ
こ
も
と
に
て
御
な
ら
い
、
御
う
ち
被
成
候

の
し
一
ゆ
い
は
ん
、
わ
け
物
一
つ
下
さ
れ
候
、
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ

候
、
何
と
も
〳
〵
見
事
ニ
て
こ
そ
候
へ
、
〳
〵
、 

一
そ
も
し
さ
ま
と
ゝ
さ

（
鍋
島
勝
茂
）

ま
へ
御
申
上
ら
れ
候
御
わ
び
事
の
と
を
り
、
此
廿
七
日
の
あ

さ
、
か
い
の

（
鍋
島
直
澄
）

守
殿
・
山
し
ろ

（
鍋
島
直
弘
）

殿
両
人
申
候
て
、
申
上
ら
れ
候
よ
し
、
う
け
給
候
、

い
ま
た
と
か
く
の
御
事
も
仰
ら
れ
す
候
よ
し
、
う
け
給
候
、
し
か
〳
〵
の
御
き
け

ん
に
て
も
御
さ
候
ハ
す
候
よ
し
、
う
け
給
候
、
め
い
わ
く
と
も
申
へ
き
や
う
候
ハ

す
候
、
あ
わ
れ
〳
〵
御
わ
ひ
事
の
と
を
り
、
御
ふ
ん
へ
つ
被
成
、
よ
き
や
う
あ
い

す
み
候
へ
か
し
［ 

 
 
 
 

］』
申
候
へ
、
か
い
の
守
殿
・
山
し
ろ
殿
へ
も
、
□

の
と
を
り
ニ
こ
そ
申
ま
い
ら
せ
候
へ
く
候
、
と
か
く
そ
も
し
さ
ま
、
こ
ゝ
も
と
へ

御
か
へ
り
候
ハ
て
ハ
、
し
か
と
の
御
事
ハ
あ
い
す
み
申
ま
し
き
物
を
と
に
て
御
さ

候
、
か
い
の
守
殿
・
山
し
ろ
殿
も
、
何
と
そ
そ
も
し
さ
ま
御
た
め
ニ
も
よ
き
や
う

ニ
あ
い
す
み
申
候
や
う
に
と
の
、
こ
と
の
外
の
心
か
け
□
候

 

〔
申
カ
〕

、
〳
〵
、 

一
と
く
し

（
徳
寿
院
）

ゆ
ゐ
ん
さ
ま
も
、ひ
と
し
ほ
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
候
、よ
か

（
與
賀
）

く
に
ち

（

供

日

）

に
ハ
、

い
わ
い
申
候
て
、こ
ゝ
も
と
へ
い
れ
申
上
候
、お
せ
ん
も

（
多
久
茂
辰
女
）

こ
ゝ
も
と
へ
よ
ひ
申
候
、

お
つ
る
ニ

（
多
久
茂
辰
女
）

ハ
、
み
ま
さ

（
多
久
茂
辰
）

か
殿
う
ち
に
て
御
さ
候
ハ
ゝ
、
い
わ
い
候
て
、
ふ
う
婦
な

か
ら
よ
ひ
申
候
ハ
ん
ニ
、
る
す
に
て
候
ヘ
ハ
よ
ひ
申
候
ハ
す
候
、
い
わ
い
ま
て
に

と
申
候
て
、
せ
い
ろ
う
ち
う
の
物
な
と
申
候
て
、
に
こ
り
さ
け
そ
へ
遣
候
、
ひ
た
殿

（
鍋
島
直
能
）
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ふ
う
婦
な
か
ら
、
よ
か
の
し
も
い
や
し
き
へ
そ
の
日
ハ
ま
い
り
、
な
く
さ
み
申
さ

れ
候
よ
し
、
う
け
給
候
、
よ
か
い
や
し
き
こ
と
の
外
き
に
入
候
と
て
、
よ
ろ
こ
ひ

申
さ
れ
候
よ
し
に
て
候
、
〳
〵
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

九
月
卅
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
つ
も

（
多
久
茂
矩
） 

み
ま
さ
か
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 

ま
い
る
、
申
給
へ 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
消
息
。
天
性
院

は
在
佐
賀
。
茂
辰
の
居
所
は
不
明
な
が
ら
、
勝
茂
に
近
い
と
こ
ろ
に
居
る
と
思

わ
れ
る
。
鍋
島
直
澄
が
寛
永
十
二
年
十
二
月
に
甲
斐
守
と
な
る
の
で
、
翌
十
三

年
が
年
次
の
上
限
に
な
る
。
多
久
茂
矩
は
明
暦
二
年
二
月
に
長
門
守
を
称
す
る

の
で
、
そ
の
前
年
の
同
元
年
が
年
次
の
下
限
と
い
え
る
が
、
茂
辰
が
正
保
三
年

十
一
月
に
罷
免
さ
れ
る
の
で
、
同
年
以
前
に
な
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
内
容
か

ら
推
し
て
茂
辰
の
罷
免
直
前
の
も
の
か
。
な
お
、
五
一
二
号
も
関
連
す
る
と
思

わ
れ
る
。 

  

五
一
二 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
い
つ
れ
も
や
か
て
御
か
へ
り
候
ハ
ん
ま
ゝ
、
御
め
ん
に
て
こ
ま
〳
〵
申

候
へ
く
候
、
右
の
し
ら
か
と
り
う
つ
め
、
御
し
ち
ね
ん
な
く
御
も
と
め
遣
さ
る

へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 

此
ほ
と
の
御
ふ
み
、
た
し
か
に
う
け
と
り
、
は
い
け
ん
申
ま
い
ら
せ
候
、
と
ゝ
さ

（
鍋
島
勝
茂
）

ま
ゟ
御
ね
ん
比
の
御
ふ
み
、
こ
と
に
御
た
か
の
か
も
二
つ
・
ふ
な
十
遣
さ
れ
候
よ

し
、
か
た
し
け
な
き
御
れ
い
の
と
を
り
、
く
わ
し
く
こ
少
将
へ
申
ま
い
ら
せ
候
、

と
ゝ
さ
ま
も
こ
と
の
外
御
き
け
ん
よ
く
、
わ
れ
〳
〵
へ
も
さ
い
〳
〵
御
い
ん
し
ん

な
と
下
さ
れ
候
、
御
心
や
す
か
る
へ
く
候
、 

一
そ
も
し
さ
ま
御
事
、
此
廿
日
比
ハ
こ
ゝ
も
と
の
や
う
に
御
さ
候
ハ
ん
よ
し
、
と
ゝ

さ
ま
御
申
候
て
こ
そ
、
め
て
た
く
ま
ち
申
御
事
に
て
候
、 

一
さ
き
に
、
か
た
そ
よ
り
の
し
ら
か
の
事
申
遣
候
ヘ
ハ
、
五
し
き
い
と
の
事
に
て
候

や
、
又
し
ら
い
と
の
事
に
て
候
哉
と
御
た
つ
ね
候
、
い
と
の
□
事

〔
御
〕

』
に
て
ハ
候
ハ

す
候
、
ね
り
候
ハ
ん
か
た
そ
よ
り
の
し
ら
か
の
事
に
て
候
、
た
ゝ
、
か
た
そ
よ
り

の
白
し
ら
か
と
仰
候
ハ
ゝ
、
し
れ
申
へ
く
候
、 

一
お
つ
る
事

（
多
久
茂
辰
女
） 

、
り
う
つ
め
く
ろ
く
御
座
候
を
、
か
い
申
候
ハ
ん
よ
し
申
候
ま
ゝ
、
御

と
ゝ
の
へ
遺
さ
る
へ
く
候
、
代
銀
す
な
わ
ち
遣
へ
く
候
へ
と
も
、
ね
た
ん
そ
ん
し

候
ハ
ん
ま
ゝ
、
ま
つ
〳
〵
御
か
い
候
て
遣
候
ハ
ゝ
、
代
銀
ハ
の
ち
ニ
遣
へ
く
候
よ

し
申
候
ま
ゝ
、
御
し
ち
ね
ん
な
く
、
上
々
の
り
う
つ
め
一
ま
き
、
御
も
と
め
候
て

遣
さ
る
へ
く
候
、 

一
こ
ゝ
も
と
ね
こ
あ
ま
り
お
ゝ
く
御
さ
候
て
、
さ
し
き
ニ
い
ろ
〳
〵
き
た
な
き
事
し
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ち
ら
か
し
、
ま
い
日
ま
い
夜
、
あ
ら
い
は
り
候
て
ゐ
申
、
何
と
も
た
い
事
申
候
、

も
は
や
人
の
と
り
て
候
ハ
ゝ
、
と
な
た
へ
も
遣
へ
く
候
哉
、
此
御
返
事
ニ
仰
遺
へ

く
候
、
〳
〵
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

十
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
つ
も

（
多
久
茂
矩
） 

 

み
ま
さ

（
多
久
茂
辰
）

か
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 

ま
い
る
、
人
々 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
消
息
。
天
性
院

は
在
佐
賀
。
茂
辰
の
居
所
は
不
明
。
年
次
は
、
茂
辰
女
つ
る
が
生
ま
れ
た
寛
永

八
年
を
上
限
と
し
、
多
久
茂
矩
は
明
暦
二
年
二
月
に
長
門
守
を
称
す
る
の
で
、

そ
の
前
年
の
同
元
年
が
下
限
と
い
え
る
が
、
茂
辰
が
正
保
三
年
十
一
月
に
罷
免

さ
れ
る
の
で
、同
年
以
前
に
な
ろ
う
か
。五
一
一
号
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。 

  

五
一
三 

多
久
安
順
室
鍋
島
氏
（
徳
寿
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
い
つ
も
へ
も

（
多
久
茂
矩
）

、
と
う
せ
ん
ニ
申
候
よ
し
、
御
心
へ
あ
る
へ
く
候
、

水
か
ヘ
ニ
も
、
お
や
こ
な
か
ら
そ
く
才
ニ
、
我
み
も
き
け
ん
よ
く
候
ま
ゝ
、
御

こ
ゝ
ろ
や
す
か
る
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

御
さ
う
う
け
た
ま
ハ
り
た
き
お
り
、
う
た
の
介
に

（
木
下
雅
楽
助
カ
）

て
、
そ
こ
も
と
か
わ
る
事
な
く
、

お
や
こ
な
か
ら
き
け
ん
よ
く
候
よ
し
、
ひ
と
し
ほ
め
て
た
く
申
候
、
く
う
し
や
う

（

口

上

）

の

と
を
り
も
、
く
わ
し
く
う
け
た
ま
ハ
り
、
も
つ
と
も
ニ
そ
ん
し
候
、
な
に
さ
ま
た
ん

か
う
申
へ
く
候
ま
ゝ
、
御
こ
ゝ
ろ
や
す
か
』
る
へ
く
候
、
こ
ま
〳
〵
申
た
く
候
へ
と

も
、
い
そ
き
の
た
ゟ
に
て
、
大
か
た
申
候
、
〳
〵
、
よ
ろ
つ
め
て
た
く
、
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

七
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
く
し
ゆ
ゐ
ん

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

 

 
 
 

み
ま
さ
か

（
多
久
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
順
室
鍋
島
氏
（
徳
寿
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
消
息
。
徳
寿
院

は
在
国
し
て
お
り
、
茂
辰
の
居
所
は
不
明
。
年
次
の
上
限
は
茂
矩
の
生
年
よ
り

寛
永
七
年
。
下
限
は
茂
辰
の
隠
居
に
よ
り
明
暦
元
年
。
茂
辰
と
茂
矩
が
一
緒
に

出
掛
け
て
い
る
状
況
か
ら
長
崎
警
備
時
か
。 

  
五
一
四 

多
久
安
順
室
鍋
島
氏
（
徳
寿
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

か
へ
す
〳
〵
も
、
そ
も
し
き
け
ん
よ
く
お
ハ
し
候
よ
し
め
て
た
く
申
ま
い
ら
せ

候
、
こ
ゝ
も
と
も
か
わ
る
事
候
ハ
す
候
、
我
み
も
き
け
ん
よ
く
候
ま
ゝ
、
御
心
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や
す
か
る
へ
く
候
、
よ
ろ
つ
め
て
た
く
か
し
く
、 

せ
ん
中
き
け
ん
よ
く
、
そ
こ
も
と
と
ゝ
き
候
や
と
、
御
さ
う
う
け
た
ま
ハ
り
た
く
そ

ん
し
候
お
り
、
い
つ
も
か
ゝ
へ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

遣
さ
れ
候
ふ
み
に
、
何
事
な
く
、
二
日
の
あ
さ
、

い
さ
は
や

（

諫

早

）

へ
つ
き
候
よ
し
う
け
た
ま
わ
り
、
め
て
た
く
申
候
、
そ
の
ゝ
ち
、
へ
つ
し

て
ほ
め
き
候
ゆ
へ
、
く
わ
く
ら

（

霍

乱

）

ん
こ
ゝ
ろ
に
候
つ
れ
と
も
、
や
か
て
よ
く
候
よ
し
ハ

う
け
た
ま
ハ
り
候
へ
と
も
、
ひ
と
し
ほ
ほ
め
き
候
ヘ
ハ
、
き
し
よ
く
い
か
ゝ
と
、
そ

れ
の
み
こ
ゝ
ろ
』
も
と
な
く
そ
ん
し
候
、
そ
も
し
も
ふ
か
ほ
り

（

深

堀

）

よ
り
、
御
さ
う
し
た

い
ニ
、
こ
し
候
や
う
に
と
、
し
な
の
殿

（
鍋
島
勝
茂
）

お
ほ
せ
お
か
れ
候
よ
し
に
て
、
い
ま
た
そ
こ

も
と
へ
と
う
り
や

（
マ
マ
）

う
候
や
、
な
か
さ
き

（

長

崎

）

に
て
も
し
あ
わ
せ
よ
く
候
ハ
ん
と
、
お
も
い

ま
い
ら
せ
候
、か
さ
ね
て
御
さ
う
う
け
た
ま
ハ
る
へ
く
候
、な
を
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
く
し
ゆ
ゐ
ん

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

 

 
 
 

み
ま
さ
か

（
多
久
茂
辰
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
順
室
鍋
島
氏
（
徳
寿
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
消
息
。
徳
寿
院

は
在
国
し
て
お
り
、
茂
辰
は
長
崎
へ
の
道
中
。
年
次
は
長
崎
警
備
の
年
で
あ
る

寛
永
十
九
年
、
正
保
元
年
、
正
保
三
年
と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
来
航
し
た
正
保

四
年
。 

  

五
一
五 

豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
（
北
政
所
）
侍
女
ひ
が
し
消
息
（
竪
紙
） 

つ
き
し
ぬ
御
悦
と
り
寿
け
ま
い
ら
せ
候
、
さ
し
た
る
御
事
ニ
も
御
入
候
ハ
ね
と
も
、

と
う
八
郎
殿

（
龍
造
寺
高
房
）

、
い
つ
も
〳
〵
ま
ん
所
さ
ま

（
豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
）

御
ほ
め
候
御
事
に
て
候
、
そ
れ
さ
ま
よ
く

御
そ
た
て
候
ゆ
へ
に
、
ゆ
く
〳
〵
と
よ
き
わ
も
し
に
て
候
と
お
ほ
せ
ら
れ
候
、
そ
れ

さ
ま
の
御
い
せ
い
ま
て
、
あ
か
り
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
御
事
に
て
候
、
こ
の
一
お
り
、

と
う
八
郎
殿
く
る
し
か
ら
す
候
ハ
ゝ
、
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
て
給
へ
く
候
、
め
て
た
く

か
し
く
、 

 
 

「（
墨
引

（
切
封
上
書
）

） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
り 

 
 
 

御
か
も
し
へ

（
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
）

ま
い
る 

 
 
 
 
 

ひ
か
し 

申
給
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
（
北
政
所
）
侍
女
ひ
が
し
よ
り
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
（
陽

泰
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
北
政
所
は
在
大
坂
ま
た
は
京
都
、
陽
泰
院
と
龍
造
寺

高
房
は
在
上
方
。
内
容
か
ら
六
四
四
号
・
六
四
六
号
と
一
連
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
年
次
の
上
限
は
文
禄
の
役
が
始
ま
る
天
正
二
十
（
文
禄
元
）
年
、
下
限

は
秀
吉
存
命
中
の
慶
長
三
年
。 
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五
一
六 
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

殿 

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ
」

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

さ
き
よ
り
ハ
お
ハ
し
ま
し
、
は
る
〳
〵
に
て
御
け
ん
も
し
申
、
御
う
れ
し
く
思
ひ
ま

い
ら
せ
候
、
し
か
れ
は
、
ゑ
と

（
江
戸
）

へ
の
ほ
り
候
ち
や
こ
へ
こ
つ
か
い
銀
の
御
事
、

み
ま
さ
か

（
多
久
茂
辰
）

殿
へ
た
ん
こ
う
申
候
へ
は
、
そ
も
し
ゟ
ハ
銀
子
三
ま
い
く
れ
候
へ
の
よ
し

仰
候
、
み
ま
さ
か
殿
ゟ
も
銀
子
二
ま
い
御
く
れ
候
、
わ
か
身
ゟ
も
壱
枚
く
れ
候
や
う

に
と
の
御
事
に
て
候
、
さ
や
う
ニ
御
心
へ
あ
る
へ
く
候
、
〳
〵
、
又
い
か
の
守
、

（
鍋
島
直
孝
カ
）

い
つ
み

（
鍋
島
直
朝
）

よ
つ
き
ニ
な
り
候
し
う
き
ニ
、
そ
こ
も
と
ヘ
ハ
何
そ
ま
い
り
候
ハ
す
候
や
、

わ
か
み
ヘ
ハ
金
子
壱
部
ゑ
申
候
か
、
い
か
ヽ
申
た
る
も
の
に
て
候
す
る
や
、
そ
こ
も

と
ゟ
も
、
か
し
ま
へ
よ
ろ
こ
ひ
ニ
人
は
し
も
つ
か
ハ
し
候
や
、
わ
か
み
も
い
と
ま
こ

い
し
う
き
か
た
〳
〵
ニ
、ま
ち
と
さ
き
に
な
り
候
て
よ
り
、遣
候
へ
き
と
そ
ん
し
候
、

た
ん
か
う
申
ま
い
ら
せ
候
〳
〵
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
消
息
。
天
性
院

は
在
国
、
茂
矩
は
不
明
。
文
中
鍋
島
直
朝
の
継
嗣
が
「
い
か
の
守
」
と
な
っ
た

祝
儀
の
相
談
と
、
直
朝
の
参
勤
に
祝
儀
送
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
直
朝
に
は

長
子
直
孝
と
第
二
子
直
條
の
男
子
が
あ
り
、
両
者
と
も
幼
名
は
伊
賀
と
さ
れ
る

が
、
直
條
の
自
伝
「
感
往
録
」（『
楓
園
家
塵
』
第
一
二
二
冊
）
に
は
「
小
名
は

右
京
」
と
あ
る
。
明
暦
二
年
、
五
歳
の
直
孝
が
佐
賀
藩
主
鍋
島
勝
茂
に
拝
謁
し

て
い
る
（
井
上
敏
幸
・
伊
香
賀
隆
・
高
橋
研
一
編
『
肥
前
鹿
島
円
福
山
普
明
禅

寺
誌
』
七
七
頁
）
こ
と
か
ら
、
当
初
は
直
孝
が
継
嗣
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
い
か
の
守
」
が
直
孝
で
あ
れ
ば
、
直
孝
は
寛
文
元
年
以
前
に
高
源
院
に
よ
り

常
陸
と
改
名
し
、
寛
文
九
年
に
出
家
し
た
（
前
掲
書
六
一
・
七
九
頁
）。
直
條
が

継
嗣
と
な
っ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、
寛
文
三
年
、
九
歳
で
鍋
島
光
茂
と
叔
父
で

あ
る
鍋
島
直
澄
に
拝
謁
し
て
い
る
。
寛
文
十
二
年
、
直
朝
の
跡
を
継
ぎ
直
條
が

四
代
鹿
島
藩
主
と
な
っ
た
（
前
掲
書
一
四
〇
頁
）。
一
連
の
経
緯
に
つ
い
て
、
直

孝
の
年
譜
で
あ
る
「
断
橋
和
尚
年
譜
」（
前
掲
書
八
〇
頁
）
は
、
病
弱
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
弟
に
世
子
の
位
を
弟
に
譲
っ
て
出
家
し
た
、
と
伝
え
て
い
る
。
年
次

の
上
限
は
茂
矩
が
長
門
を
称
す
る
明
暦
二
年
、
下
限
は
天
性
院
の
歿
年
か
ら
寛

文
七
年
と
な
る
。
こ
の
う
ち
直
朝
が
参
勤
す
る
の
は
明
暦
二
年
、
万
治
元
年
、

万
治
三
年
、
寛
文
二
年
、
寛
文
四
年
、
寛
文
七
年
（「
御
年
譜
直
朝
公
」
峰
松
正

輝
編
『
鹿
島
史
料
集
』
上
巻
二
二
頁
）
で
、
直
條
が
光
茂
と
直
澄
に
拝
謁
し
て

い
る
寛
文
三
年
に
は
直
朝
は
参
勤
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
本
状
に
お
け
る

「
い
か
の
守
」
は
直
孝
と
推
測
さ
れ
、
明
暦
二
年
の
可
能
性
が
高
い
。 

  

五
一
七 
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
山
と
殿

（
神
代
直
長
）

ゟ
ハ
、
わ
か
身
へ
ハ
か
も
二
つ
や
り
申
さ
れ
候
、
そ
も
し
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さ
ま
へ
が
ん
御
や
ら
れ
候
間
、
そ
こ
も
と
へ
遣
候
〳
〵
、
ま
つ
〳
〵
め
て
た
く

か
し
く
、 

御
ふ
み
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
候
、
こ
と
に
一
た
ん
の
ま
つ
ら
い
わ
し
、
く
し
ら
二

色
、
と
く
し
ゆ
ゐ
ん
さ

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

ま
、
こ
ゝ
も
と
へ
つ
か
ハ
し
候
、
か
た
し
け
な
く
存
候
、
し

や
う
く
わ
ん
申
へ
く
候
、
こ
れ
よ
り
こ
そ
、
御
き
し
よ
く
な
と
う
け
給
候
ニ
、
人
遣

候
ハ
ん
を
、
い
ま
た
何
か
と
ひ
ま
な
し
い
た
し
、
人
を
も
遣
さ
す
候
、
そ
こ
も
と
へ

御
上
し
』御
さ
候
事
も
、二
三
日
の
う
ち
に
て
ハ
御
さ
あ
る
ま
し
き
よ
し
に
て
候
哉
、

そ
こ
も
と
ハ
ほ
う
な
と
あ
し
く
御
さ
候
か
、
い
か
ゝ
、
こ
ゝ
も
と
へ
御
か
へ
り
、
御

と
し
御
と
り
候
も
の
に
て
候
す
る
哉
、
さ
や
う
の
御
事
も
う
け
給
た
く
そ
ん
し
候
、

ま
つ
〳
〵
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
つ
も

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 

み
ま
さ
か

（
多
久
茂
辰
）

さ
ま 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
返
事
ま
い
る 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
消
息
。
天
性
院

は
在
国
し
て
お
り
、
茂
辰
の
居
所
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
日
付
の
み
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、天
性
院
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
は
い
な
い
。

年
次
の
上
限
は
茂
矩
の
生
年
か
ら
寛
永
七
年
、
下
限
は
神
代
直
長
が
左
京
に
改

称
す
る
寛
文
四
年
十
月
（
六
八
四
号
、
佐
古
一
四
／
蓮
池
鍋
島
家
四
二
号
）
以

前
。 

  

五
一
八 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
竪
紙
） 

 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 

な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る
人
々 

 
 
 
 
 
 
 
 

」 

夕
部
、
も
と
め
申

（
相
良
及
真
）

さ
れ
候
や
う
す
、
つ
ほ
ね
に
て
仰
候
、
と
く
と
う
け
た
ま
ハ
り
と
ゝ

け
候
、
ま
つ
〳
〵
と
く
と
き
う
り
や
う
な
と
申
へ
く
候
間
、
も
し
、
も
と
め
今
日
わ

た
り
も
、
そ
こ
も
と
へ
ま
い
ら
れ
候
ハ
ゝ
、
そ
の
と
を
り
仰
ら
る
へ
く
候
、
こ
ゝ
ハ

大
事
の
と
こ
ろ
に
て
候
ま
ゝ
、
そ
も
し
も
一
両
日
中
に
、
さ
た
め
て
こ
ゝ
も
と
へ
お

ハ
し
ま
し
候
す
る
、
又
み
ま
さ
か

（
多
久
茂
辰
）

殿
・
ひ
や
う

（
多
久
安
胤
）

こ
な
と
へ
も
、
た
ん
か
う
な
と
申
へ

く
候
間
、
さ
や
う
に
御
心
へ
あ
る
へ
く
候
、
も
し
又
、
さ
京
今
日
わ
た
り
も
こ
ゝ
も

と
へ
ま
い
ら
れ
候
ハ
ゝ
、
た
ん
か
う
な
と
申
、
ま
つ
〳
〵
き
う
り
や
う
な
と
申
候
て

よ
り
の
事
ニ
、
さ
や
う
ニ
御
心
へ
あ
る
へ
く
候
、
明
日
わ
た
り
ハ
、
さ
た
め
て
こ
ゝ

も
と
へ
お
ハ
し
ま
し
候
す
る
間
、
御
け
ん
も
し
に
て
、
た
ん
か
う
申
へ
く
候
、
〳
〵
、

め
て
た
く
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 
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多
久
茂
辰
室
（
天
性
院
）
よ
り
、
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
消
息
。
天
性
院
は
在

佐
賀
、茂
矩
は
佐
賀
近
郊
。年
次
の
上
限
は
茂
矩
が
長
門
を
称
す
る
明
暦
二
年
、

下
限
は
「
さ
京
」
が
鍋
島
茂
和
で
あ
れ
ば
茂
和
の
歿
年
か
ら
寛
文
二
年
、
神
代

直
長
で
あ
れ
ば
天
性
院
の
歿
年
か
ら
寛
文
七
年
。 

  

五
一
九 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
竪
紙
） 

 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 

な
か
と

（
多
久
茂
矩
） 

殿
ま
い
る 

 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
申
給
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 

」 

け
さ
よ
り
ハ
た
ひ
〳
〵
人
を
た
ま
ハ
り
候
、
御
う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
わ
か

身
き
し
よ
く
も
よ
く
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
か
る
へ
く
候
、
そ
も
し
も
と
く
り
う

（
多
久
茂
矩
女
）

も
き

け
ん
よ
く
候
よ
し
う
け
給
、
御
う
れ
し
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
さ
候
へ
は
、
き
つ

ね
つ
か
れ
の
や
う
な
る
も
の
候
ま
ゝ
、も
し
、ま
事
の
き
つ
ね
つ
き
に
て
か
候
す
る
、

う
け
た
ま
ハ
り
候
ヘ
ハ
、
そ
も
し
と
い
く
す
り

（

問

い

薬

）

ニ
、
か
き
く
す
り

（

嗅

ぎ

薬

）

御
そ
ん
し
候
や
う

ニ
い
つ
そ
や
つ
る
た
て
ん
え
も
ん
女
は
う
は
ま
申
候
ニ
う
け
給
候
ま
ヽ
、
お
い
り
候

ハ
ゝ
、
た
ゝ
い
ま
遣
へ
く
候
、
も
し
た
れ
に
て
候
哉
と
、
ふ
し
ん
ニ
も
か
お
も
い
候

ハ
ん
、
た
く
の
し
た
の
女
に
て
候
、
さ
や
う
ニ
御
心
へ
あ
る
へ
く
候
、
め
て
た
く
か

し
く
、 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
消
息
。
天
性
院

は
在
佐
賀
、
茂
矩
は
不
明
。「
つ
る
た
て
ん
え
も
ん
」
は
多
久
家
中
か
。
年
次
の

上
限
は
茂
矩
が
長
門
を
称
す
る
明
暦
二
年
、
下
限
は
天
性
院
の
歿
年
か
ら
寛
文

七
年
で
あ
る
。 

  

五
二
〇 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 

な
を
〳
〵
、
ま
つ
申
上
候
ハ
ん
を
、
今
ほ
と
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
被
成
候
や
、

と（
多

く
し

久
安
順
室

ゆ
ゐ
ん
さ
ま

鍋
島
氏
）

御
き
け
ん
よ
く
御
入
候
よ
し
に
て
、
よ
ろ
こ
ひ
申
候
、
い

そ
き
〳
〵
め
て
た
く
か
し
く
、
御
む
つ
か
し
な
か
ら
、
あ
ね
さ
ま
へ
も
御
同
せ

ん
ニ
申
上
候
、
〳
〵
、 

一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
し
か
れ
は
、
こ
ん
日
、
た
ん

（
鍋
島
光

こ茂
）

さ
ま
こ
ゝ
も
と
御
こ
し
な

さ
る
へ
き
に
て
候
へ
と
も
、
何
の
よ
う
ひ
を
も
い
た
し
不
申
候
ゆ
へ
、
御
用
な
と
を

も
申
上
候
ハ
す
候
、
さ
り
な
か
ら
、
ま
つ
た
け
何
と
た
ん
そ

（

短

息

く）

申
候
て
も
御
さ
候
ハ

す
候
、
な
か
さ
き
ま
て
申
こ
し
候
へ
共
、
御
さ
な
き
よ
し
申
候
、
も
し
多
久
よ
り
』

ま
い
り
あ
ひ
候
て
御
さ
候
ハ
ゝ
、
少
く
た
さ
る
へ
く
候
、
そ
の
た
め
ふ
み
し
て
申
上

ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

八
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
か

（
多
久
茂

と矩
）

の
守 

 
 
 

さ
く

（
多
久
茂

し辰
）

う
さ
ま 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か（
多

ゝ久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 
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人
々
御
申 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
へ
宛
て
た
消
息
。
長
門
の

表
記
に
よ
り
、
年
次
の
上
限
は
明
暦
二
年
で
あ
る
。
徳
寿
院
（
多
久
安
順
室
鍋

島
氏
）
の
歿
年
月
（
万
治
三
年
十
月
）
よ
り
年
次
の
下
限
は
、
万
治
三
年
と
な

る
。
鍋
島
光
茂
の
動
向
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
光
茂
は
、
万
治
元
年
三
月
家

督
以
後
初
め
て
暇
、
四
月
五
日
佐
賀
着
で
あ
る
（
佐
近
一
―
三
／
一
三
・
二
一

〇
頁
）。
万
治
二
年
「
徳
川
実
紀
」
五
月
二
十
六
日
条
に
、
参
勤
・
拝
謁
の
記
事

が
あ
り
、
在
江
戸
が
確
認
で
き
る
。
万
治
三
年
、
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
長

崎
当
番
年
で
あ
る
た
め
帰
国
し
た
と
思
わ
れ
る
。
本
消
息
で
は
光
茂
・
茂
辰
と

も
に
在
国
で
あ
る
の
で
、万
治
元
年
・
同
三
年
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
が
高
い
。 

 

 

五
二
一 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
竪
紙
） 

「（
端
裏

（結
封

墨
引

上
書
）

） 

な
か

（
多
久
茂

と矩
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る
御
返
事 

 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室

」鍋
島
氏
） 

 
 
 

 

か
へ
す
〳
〵
、
ひ（

諫

こ
い

早
茂
敬
女

ち
ゑ
ん

）

へ
ん
き
れ
、
へ
ち

（

別

）

か
た
ゟ
、
ゑ
と
・
上
か
た
よ

り
は
し
も
す
み
候
事
ニ
て
候
や
、
又
い
か
や
う
の
や
う
す
と
も
に
て
候
や
、
は

や
〳
〵
う
け
た
ま
ハ
り
た
く
そ
ん
し
候
、
又
か
ゝ
の

（
鍋
島
直
能
）

守
殿
へ
も
た
ん
か
う
な
と

申
候
事
に
て
候
や
、
と
か
く
〳
〵
そ
も
し
へ
あ
ひ
ま
い
ら
せ
候
ハ
て
ハ
、
し
れ

申
ま
し
き
と
存
候
間
、
な
り
候
ハ
ゝ
、
御
出
ま
ち
入
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く

か
し
く
、 

た
ゝ
い
ま
、
ふ
み
く
わ
し
く
見
申
候
、
つ
の

（
鍋
島
直

守之
）

殿
ゑ
ん
へ
ん

（

縁

辺

）

の
儀
、
御
て
ん
あ
ひ

（

点

合

）

な

さ
る
ゝ
よ
し
御
申
候
、
と
の
す
ち
ニ
、
ゑ
と
へ
御
返
事
ハ
な
さ
れ
候
や
、
お
ち
つ
き

申
さ
す
候
間
、
た
ん
か
う

（

談

合

）

の
申
や
う
も
、
き
う
り
や
う

（

校

量

）

も
候
ハ
す
候
、
そ
も
し
す
き

候
ハ
ゝ
、
御
し
ろ
も
と
り
か
、
又
ハ
は
ん
も
と
か
、
こ
ゝ
も
と
へ
、
ち
と
お
ハ
し
ま

し
候
へ
、
そ
れ
か
な
り
候
ハ
す
ハ
、
ひ（

多

や久
安

う
こ

胤
）

か
、
し
や

（
多
久
安

う
け
ん

英
）

か
に
て
、
と
く
〳

〵
と
、
や
う
す
を
仰
つ
か
ハ
し
、
た
ん
か
う
の
て
す
ち
な
と
も
、
あ
ら
ま
し
な
り
と

も
仰
つ
か
ハ
し
候
へ
く
候
、
一
ゑ
ん
お
ち
つ
き
申
さ
す
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
消
息
。
多
久
茂

矩
・
茂
辰
室
鍋
島
氏
と
も
に
在
国
で
あ
る
。『
蓮
池
藩
日
誌
』
寛
文
四
年
（
直
之

公
）
に
、「
家
老
諫
早
豊
前
ノ
女
ヲ
納
メ
テ
夫
人
ト
ス
ル
ノ
約
ア
リ
、
故
有
テ
果

サ
ス
」
と
あ
る
。
ま
た
五
七
六
号
は
、
茂
矩
が
鍋
島
光
茂
の
使
者
と
し
て
参
府

す
る
こ
と
記
さ
れ
て
お
り
、
寛
文
四
年
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
（「
水
江

事
略
」
に
よ
る
と
、
茂
矩
は
寛
文
四
年
七
月
佐
賀
発
、
九
月
下
旬
帰
国
）、
同
史

料
に「
ひ
こ
い
ち
事
わ
つ
ら
い
」に
よ
り
諫
早
茂
敬
の
も
と
に
戻
っ
た
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
鍋
島
（
蓮
池
）
直
之
と
彦
市
の
破
談
は
寛
文
四
年
頃
と
考
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え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
五
七
六
号
に
は
、
直
之
の
次
の
婚
姻
相
手
と
し
て
、
鍋
島

（
小
城
）
直
能
の
女
千
鶴
が
候
補
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
五
七
四
号
に
は
、
直
之
と
千
鶴
の
婚
姻
話
が
で
た
の
は
「
き

ょ
ね
ん
（
去
年
）」
で
、
直
之
が
断
っ
た
と
あ
る
。
五
七
四
号
で
は
多
久
安
英
の

表
記
は
「
し
ゅ
り
（
修
理
）」
で
あ
る
が
、
本
消
息
で
は
「
し
ゃ
う
け
ん
（
将
監
）」

で
あ
る
。
さ
ら
に
寛
文
五
年
に
比
定
さ
れ
る
五
四
五
号
（
二
月
三
日
付
）
で
は

「
将
監
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
将
監
」
か
ら
「
修
理
」
と
表
記
が
変
わ
る
の
は
、

寛
文
五
年
以
降
と
推
測
さ
れ
る
。
本
消
息
の
年
次
は
、
五
七
四
号
・
五
七
六
号

の
内
容
を
考
慮
す
る
と
、
寛
文
四
年
の
可
能
性
が
高
い
。 

  

五
二
二 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
わ
か
身
き
し
よ
く
ハ
今
ほ
と
い
よ
〳
〵
よ
く
候
ま
ゝ
、
御
心
安
か

る
へ
く
候
、
そ
も
し
事
、
二
三
日
か
い
気
心
ニ
候
よ
し
う
け
給
候
、
一
し
ほ
心

も
と
な
く
そ
ん
し
、か
い

（

涯

ふ
ん

分

）

や
う

（

養

し
や

生

う）

申
さ
れ
へ
く
候
、つ
き
に
来
朔
日
、

そ
こ
も
と
ま
い
り
候
ハ
ん
よ
し
、
此
ほ
と
申
遣
候
へ
と
も
、
朔
日
ニ
は
水
ケ
江

御
し
ま
ひ
か
ね
候
ハ
ん
よ
し
ニ
候
ま
ゝ
、
い
よ
〳
〵
九
日
ニ
く
た
り
候
ハ
ん
と

思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
さ
り
な
か
ら
、
そ
れ
も
そ
の
と
き
の
』
き
け
ん
し
た
ひ
に

申
へ
き
と
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
〳
〵
、 

御
ふ
み
た
ま
ハ
り
、
御
う
れ
し
く
見
ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ
〳
〵
き
の
ふ
ハ
、
た
ん

（
鍋
島
光
茂
）

こ
さ
ま
よ
り
、
徳（

多

寿
院

久
安
順
室

さ
ま

鍋
島
氏
）

御
ゆ
つ
り
乃
御
ち（

き
や

知

行

う）

、
あ
い
か
わ
ら
す
わ
か
身
へ

下
さ
れ
候
よ
し
、
仰
出
し
候
と
を
り
、
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
上
ま
い
ら
せ
候
、
右

御
礼
之
儀
、
な
か
つ
か

（
鍋
島
嵩
就
カ
）

さ
・
も
と
め

（
相
良
及
真
）

さ
う
た
ん
ニ
而
、
市
の
す
け
さ
し
上
、
二
百
疋

し
ん
上
申
さ
れ
、
し
ゆ
ひ
よ
く
御
す
ま
し
候
や
、
一
た
ん
御
う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら

せ
候
、
さ
て
又
、
あ
い
の
こ
る
御
地
き
や
う
、
そ
も
し
へ
御
か（

そ
う

加

増

）

仰
つ
け
ら
れ
』

候
よ
し
、
こ
れ
又
か
た
し
け
な
き
事
と
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
右
か
た
〳
〵
え
、
そ

も
し
今
朝
御
出
、
御
れ
い
御
す
ま
し
候
や
、
こ
れ
又
一
た
ん
め
て
た
く
思
ひ
ま
い
ら

せ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 
 
 

な
か
と
殿

（
多
久
茂
矩
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

御
返
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）  

 
 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
消
息
。
多
久
安

順
室
鍋
島
氏
（
徳
寿
院
）
は
、
多
久
大
配
分
領
一
万
石
九
斗
（
内
検
高
）
の
内

五
〇
〇
石
の
化
粧
田
を
所
持
し
て
い
た
。
ま
た
知
行
高
に
含
ま
れ
な
い
、
鍋
島

直
茂
や
陽
泰
院
（
直
茂
室
石
井
氏
）
か
ら
譲
ら
れ
た
化
粧
田
八
〇
石
余
を
所
持

し
て
い
た
。
明
暦
二
年
、
こ
の
八
〇
石
余
の
内
、
詫
田
と
瓦
河
内
を
天
性
院

へ
、
残
り
を
茂
辰
・
茂
矩
へ
譲
る
と
決
め
ら
れ
た
。
徳
寿
院
の
歿
後
、
万
治
三

年
十
月
二
十
八
日
、
茂
矩
が
詫
田
と
瓦
河
内
を
含
む
天
性
院
の
化
粧
田
を
確
認

し
て
い
る
（
城
島
正
祥
一
九
八
〇
年
／
一
一
四
～
一
一
七
頁
）。
さ
ら
に
万
治
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三
年
十
月
二
十
八
日
付
の
、
多
久
茂
矩
が
た
か
お
（
天
性
院
侍
女
）
に
宛
て
た

「
徳
寿
院
様
御
譲
之
地
之
事
」
が
あ
り
、
詫
田
と
瓦
河
内
の
知
行
を
記
し
て
い

る
（「
御
書
物
写
」
鍋
〇
一
五
―
一
〇
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
本
消
息
の
年
次

は
万
治
三
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
多
久
茂
矩
・
天
性
院
は
在
国
許
、
鍋
島
光
茂

は
長
崎
当
番
年
に
あ
た
る
た
め
、
番
役
を
勤
め
る
た
め
帰
国
し
た
も
の
と
推
測

す
る
。 

  

五
二
三 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

 

な
か

（
多
久
茂

と矩
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
返
事
ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

た
ゝ
い
ま
か
ん
ひ
や
う
へ
に
て
、
ね
ん
比
の
口
上
、
こ
ま
〳
〵
の
文
、
御
う
れ
し
く

見
ま
い
ら
せ
候
、
し
か
れ
は
、
わ
か
み
て
つ
か
へ
に
候
す
る
間
、
何
事
な
り
と
も
心

ま
か
せ
ニ
つ
か
い
申
、
な
く
さ
み
候
や
う
ニ
と
候
て
、
銀
子
二
貫
め
給
候
、
誠
に
〳

〵
そ
こ
も
と
色
々
い
り
め
か
ち
ニ
候
て
、
そ
れ
を
こ
そ
せ（

う
し

笑

止

）

ニ
存
候
ニ
、
わ
か
身

へ
ま
て
せ
い
〳
〵
と
銀
給
候
て
、
誠
に
い
た
み
入
ま
い
ら
せ
候
、
わ
か
身
ハ
と
う
ふ

ん
ハ
こ
と
も
か
け
候
ハ
す
候
ま
ゝ
、
そ
こ
も
と
の
や
う
ニ
も
遣
候
す
る
を
、
心
さ
し

ニ
て
給
候
を
、
か
へ
し
候
ヘ
ハ
、
何
と
や
ら
ん
候
ま
ゝ
、
と
ゝ
め
お
き
ま
い
ら
せ
候
、

こ
れ
に
て
、
何
事
な
り
と
も
申
た
き
事
と
も
申
候
て
、
な
く
さ
み
候
す
る
と
、
か
す

〳
〵
御
う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
い
つ
れ
も
此
■
■
■
御
け
ん
も
し
に
て
、
万

申
承
へ
く
候
、
〳
〵
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
消
息
。
天
性
院
・

茂
矩
は
在
国
許
。
年
次
の
上
限
は
長
門
の
表
記
か
ら
明
暦
二
年
。
下
限
は
天
性

院
歿
年
の
寛
文
七
年
。
明
暦
二
年
二
月
か
ら
四
月
、
寛
文
元
年
九
月
か
ら
同
二

年
四
月
、
寛
文
四
年
七
月
か
ら
九
月
は
、
茂
矩
が
上
府
の
た
め
除
く
（「
水
江
事

略
」）。 

  

五
二
四 

多
久
茂
矩
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
〳
〵
、
定
而
最
早
今
時
分
ハ
可
被
成
御
帰
館
と
、
御
左
右
承
度
、
御
待
遠
ニ

奉
存
儀
ニ
御
座
候
、
已
上
、 

一
書
致
啓
上
候
、
仍
去
二
日
、
城
州

（
鍋
島
直

御弘
）

方
ニ
而
被
仰
渡
候
者
、
御
家
中
不
入
造
作
、

無
之
様
ニ
、
先
様
〆
リ
之
儀
、
城
州
へ
被
為
仰
付
、
御
法
度
之
条
数
、
貴
公
様
御
留

主
之
儀
ニ
候
条
、
成
冨
十
右
衛
門
尉
、
神
代
喜
右
衛
門
尉
へ
、
為
拙
者
、
相
触
可
申

由
、
城
州
御
意
ニ
付
而
、
右
両
人
へ
申
触
候
、
右
御
法
度
之
』
御
書
立
、
為
御
披
見
、

写
候
て
進
入
仕
候
、
猶
奉
期
貴
面
、
不
能
詳
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
出
雲
守 
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霜
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂（
茂

明矩
）

（
花
押
） 

 
 
 

作
州

（
多
久
茂

様辰
） 

 
 
 
 
 

参
人
々
御
中 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
矩
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
は
在
国
、
茂
辰
は
不
在
で

あ
る
が
近
辺
に
い
る
。
本
書
状
の
年
次
は
、
茂
明
と
出
雲
の
表
記
よ
り
寛
永
十

三
年
以
降
、
明
暦
元
年
ま
で
と
な
る
（「
水
江
事
略
」）。
成
富
十
右
衛
門
が
長
利

（
茂
安
男
）
で
あ
れ
ば
、
慶
安
三
年
五
月
歿
で
あ
る
の
で
（「
系
図
ナ
の
部
」
鍋

二
一
一
―
一
〇
）、
年
次
の
下
限
は
慶
安
二
年
と
な
る
。
十
右
衛
門
が
茂
陛
（
長

利
養
子
、
諫
早
茂
敬
男
）
で
あ
れ
ば
、
承
応
三
年
諫
早
家
よ
り
の
江
戸
証
人
と

な
り
旧
姓
復
帰
（
三
二
八
号
、
三
月
十
一
日
付
）、
寛
文
の
中
頃
帰
国
、
再
び
成

富
姓
と
な
る
の
で
（
佐
近
八
―
一
／
二
七
三
頁
）、
年
次
の
下
限
は
、
茂
陛
が
江

戸
証
人
と
な
る
承
応
三
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 
 

 

 

五
二
五 

多
久
茂
矩
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
出
雲
守 

（
墨
引
） 

 
 

作
州

（
多
久
茂

様辰
）

貴
答 

 
 
 
 

茂（
茂

明矩
）

」 

猶
々
、
詩
作
之
法
、
御
座
候
ハ
ゝ
、
早
々
御
持
せ
可
被
成
候
、
定
而
、
先
刻
ハ

間
ニ
而
、
申
違
へ
き
と
奉
存
候
、
以
上
、 

貴
翰
之
趣
、
具
ニ
致
拝
見
候
、
然
者
、
先
刻
申
上
候
ハ
、
し
さ
つ
之
は
う
ニ
而
ハ
無

之
候
、
順
長
老

（
瑞
巌
慶
順
）

之
御
作
候
詩
作
之
法
之
儀
ニ
而
御
座
候
、
其
御
方
へ
御
座
候
ハ
ゝ
、

早
々
御
持
せ
可
被
遣
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

七
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
矩
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。「
茂
明
」
の
表
記
か
ら
年
次
の
上

限
は
寛
永
十
三
年
、「
出
雲
」
の
表
記
か
ら
下
限
は
明
暦
元
年
で
あ
る
。
書
状
の

内
容
か
ら
茂
辰
・
茂
矩
は
在
国
と
考
え
ら
れ
る
。「
水
江
事
略
」
寛
永
十
四
年
、

寛
永
十
八
年
に
、
瑞
巌
慶
順
が
茂
矩
の
読
書
之
師
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。 

  

五
二
六 

多
久
茂
矩
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
〳
〵
、
上
使
抜
さ

〔
指
カ
〕

わ
り
罷
成
候
ニ
付
而
、
不
罷
越
様
ニ
と
被
仰
候
通
、
別
申

聞
候
、
以
上
、 

御
状
之
趣
、
具
奉
得
其
意
候
、
然
ハ
、
隣
端
哀
成
躰
共
ニ
御
座
候
故
、
鷹
な
と
も
御

仕
不
被
成
之
由
、
御
尤
ニ
候
、
自
然
、
上
使
御
通
ニ
候
ハ
ゝ
、
其
時
分
、
道
橋
被
仰

付
候
ニ
付
而
、
方
々
御
か
け
行
被
成
候
儀
、
御
気
色
悪
敷
御
座
候
条
、
難
成
被
思
召
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上
之
由
候
、
夫
ニ
付
而
、
某
罷
越
候
様
ニ
と
被
仰
候
、
則
も
可
罷
越
候
へ
共
、』
今
晩

ハ
万
仕
廻
か
た
く
御
座
候
条
、
明
朝
早
々
罷
越
、
悉
皆
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
雲
守 

 
 

十
二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂（
多

（久
茂

花
押

矩
）

） 

 
 
 

作
州

（
多
久
茂

様辰
） 

 
 
 
 
 

参
人
々
御
中 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
矩
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
・
茂
矩
と
も
に
在
国
か
。

年
次
に
つ
い
て
、「
茂
」
の
表
記
よ
り
寛
永
十
三
年
を
上
限
と
仮
定
す
る
。
下
限

は
出
雲
の
表
記
に
よ
り
明
暦
元
年
で
あ
る
。
寛
永
十
四
年
は
天
草
・
島
原
一
揆

（
島
原
の
乱
）
に
よ
り
除
く
。
ま
た
寛
永
十
七
年
は
、
十
二
月
に
茂
辰
が
上
府

し
て
い
る
の
で
除
く
。
鍋
島
勝
茂
に
よ
る
上
使
通
行
時
の
指
示
が
記
さ
れ
た
書

状
に
、
寛
永
十
六
年
の
馬
場
利
重
・
大
河
内
正
勝
（
一
一
五
号
、
二
月
十
九
日

付
）、同
年
の
兼
松
正
直（
二
四
三
号
八
月
九
日
付
、三
七
三
号
九
月
十
七
日
付
）、

同
年
の
太
田
資
宗
（
二
五
〇
号
六
月
晦
日
付
、
二
五
五
号
七
月
五
日
付
、
二
一

六
号
九
月
九
日
付
）、正
保
二
年
の
新
見
正
信（
一
二
七
号
六
月
二
十
五
日
付
）、

正
保
三
年
の
日
根
野
吉
明
（
一
一
六
号
十
月
二
十
六
日
付
）
な
ど
が
あ
る
。 

  

五
二
七 

多
久
茂
矩
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、 

殿
様
御
事
、
今
日
桑
名
よ
り

（
伊
勢
桑
名
郡
）

宮
へ
も

（
尾
張
愛
知
郡
）

御
船
ゟ
鍋
田
通

（
尾
張
海
部
郡
）

御
渡
海
、
御

着
已
後
も
益
御
機
嫌
能
被
成
御
座
候
条
、
可
御
心
易
候
、
於
其
元
、
其
方
儀
弥

無
事
、
其
外
一
門
中
、
無
相
替
儀
候
半
と
存
候
、
弥
皆
々
無
異
ニ
共
候
哉
、
便

ニ
承
度
存
候
、
此
書
中
之
趣
、
図
書
・

（
鍋
島
清
長
）

主
膳
・
外
記
、

（
北
島
則
虎
）

其
外
勘
解
由
親
子
な
と

へ
も
、
序
之
折
、
伝
言
申
候
段
、
兵
庫
殿
・
民
部
殿
間
よ
り
御
達
可
然
候
、
七

之
介
父
子
へ
も
一
伝
申
候
段
、
御
心
得
可
然
候
、
以
上
、 

一
筆
申
遺
候
、
先
以
、 

殿
様
御

（
鍋
島
光
茂
）

事
、
今
度
ハ
別
而
御
機
嫌
好
、
中
国
路
も
如
御
日

積
、
御
越
被
成
、
大
坂
御
発
駕
已
後
も
御
勇
健
、
被
遊
御
旅
行
、
恐
悦
可
為
御
同
意

と
存
候
、
我
等
事
も
船
中
已
来
、
気
色
勝
不
申
候
へ
共
、
面
白
つ
く
ニ
只
今
迄
ハ
御

供
申
罷
越
事
候
、
乍
然
明
日
渡
よ
り
ハ
、
御
旅
行
之
道
度
遠
御
越
被
遊
儀
候
故
、
江

戸
迄
御
供
立
ニ
罷
越
候
儀
、
気
色
任
所
存
間
敷
様
子
ニ
而
、
令
迷
惑
事
候
、
併
太
抵

者
、
只
今
迄
之
気
分
、
無
別
条
候
条
、
心
遣
被
申
儀
ニ
て
ハ
無
之
候
、
実
々
伏
見
・

大
津
へ
御
借
銀
主
共
大
勢
罷
出
、事
六
借
、何
角
申
候
へ
共
、面
白
つ
く
ニ
漸
申
宥
、』

差
戻
申
候
、
其
後
大
津
御
通
之
時
分
、
石
部
源
蔵
出
入
之
町
人
罷
出
、
御
直
ニ
訴
訟

可
仕
と
い
た
し
候
得
共
、
御
陸
目
付
之
者
能
致
心
遺
、
無
別
条
、
相
澄
申
、
悦
申
事

候
、
ケ
様
之
儀
も
、
我
等
へ
事
六
ケ
敷
申
掛
候
ヘ
ハ
、
色
々
取
合
も
難
仕
儀
共
、
可

有
之
候
へ
共
、
ケ
様
之
儀
も
何
角
迦
、
我
等
取
合
不
申
候
而
相
澄
候
首
尾
ニ
成
、
只

今
迄
ハ
災
難
を
も
遁
、
仕
合
ニ
存
事
候
、
其
外
御
供
立
太
抵
無
別
条
候
間
、
可
御
心

易
候
、
細
々
之
儀
ハ
、
被
下
候
衆
抔
、
咄
御
聞
候
半
と
存
候
、
何
事
も
江
戸
よ
り
委
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細
可
申
遺
候
条
、
不
能
詳
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門 

 
 

十
月
廿
七
日

（
貞
享
二
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩

（
多
久
）

（
花
押
） 

 
 
 

伊
豆
殿

（
多
久
茂
文
） 

 
 
 

兵
庫
殿

（
多
久
安
胤
） 

 
 
 

民
部
殿

（
多
久
安
輝
） 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
矩
よ
り
多
久
茂
文
等
に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
は
、
参
勤
で
愛
知
県
鍋

田
付
近
に
逗
留
中
。
多
久
茂
文
等
は
、
国
元
で
あ
る
。「
水
江
事
略
」
に
よ
れ
ば
、

光
茂
の
参
勤
に
茂
矩
が
同
行
す
る
の
は
、
寛
文
元
年
、
同
十
一
年
、
天
和
元
年
、

貞
享
二
年
で
あ
る
。
年
次
は
、
茂
文
が
伊
豆
を
称
す
る
延
宝
六
年
以
後
の
天
和

元
年
、
貞
享
二
年
の
い
ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
。
宛
名
に
、
茂
辰
四
男
安
英
（
貞

享
元
年
歿
）が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、安
英
歿
後
の
貞
享
二
年
が
有
力
。

「
御
屋
形
日
記
」
に
よ
る
と
鍋
島
光
茂
・
多
久
茂
矩
は
貞
享
二
年
十
月
一
日
江

戸
を
発
ち
（「
御
屋
形
日
記
」
一
、
六
三
頁
）、
十
月
二
十
二
日
大
坂
を
発
し
て

い
る
（
同
七
十
九
頁
）。 

  

五
二
八 

多
久
茂
矩
書
状
（
折
紙
） 

 
 

追
而
、
書
状
相
認
候
而
ゟ
、
ほ
し
ゑ
ひ
相
見
え
候
付
而
、
御
内
方
之
者
へ
相
副

申
候
、
以
上
、 

昨
晩
者
、
預
貴
札
、
致
拝
見
候
、
先
以
御
機
嫌
御
別
条
無
御
座
由
、
珍
重
ニ
奉
存
候
、

私
儀
も
昨
今
ハ
気
色
無
別
条
罷
有
事
候
、
寒
ニ
痛
み
、
何
方
へ
も
不
罷
出
、
致
養
生

罷
在
候
、
明
日
者
日
和
な
と
能
候
ハ
ゝ
、
そ
ろ
そ
ろ
鷂
な
と
仕
見
可
申
か
と
存
事
ニ

候
、
仕
合
之
儀
共
、
重
而
此
方
よ
り
可
申
上
候
、
然
者
、
昨
晩
采
女
へ

（
多
久
安
輝
）

被
仰
聞
候
御

書
面
、
今
朝
致
拝
見
、
一
々
御
尤
之
儀
ニ
奉
存
候
、
夫
ニ
付
而
、
采
女
へ
も
、
先
キ

以
、
心
持
之
儀
共
申
聞
儀
候
、
今
日
其
元
罷
越
候
条
、
弥
御
直
ニ
も
可
被
仰
聞
と
奉

存
候
、
随
而
今
日
爰
元
市
ニ
候
条
、
何
そ
御
料
理
ニ
も
相
成
候
物
、
差
上
』
度
存
、

色
々
見
合
申
候
へ
共
、
能
物
無
御
座
、
何
を
か
な
と
存
候
志
迄
、
為
御
慰
、
し
き
・

ゆ
す
・
大
根
、
指
上
申
候
、
次
ニ
御
内
方
被
召
仕
候
者
共
へ
、
御
く
ハ
せ
被
成
候
而
、

被
成
御
覧
御
慰
ニ
も
哉
と
、
さ
わ
ら
二
つ
、
是
又
差
越
申
候
、
御
慰
ニ
も
相
成
候
へ

ハ
、
幸
ニ
存
候
、
今
日
渡
之
御
機
嫌
之
躰
、
御
返
事
ニ
可
被
仰
聞
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門 

 
 

十
月
廿
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩

（
多
久
）

（
花
押
） 

 
 
 

作
州
様

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

進
上 

 
【
解
説
】 

多
久
茂
矩
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
在
所
は
両
者
と
も
国
元
と
考
え
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ら
れ
る
。
多
久
安
輝
は
、
承
応
三
年
か
ら
証
人
と
し
て
江
戸
に
赴
き
、
寛
文
五

年
帰
国
し
、
の
ち
に
民
部
と
改
め
る
。
年
次
は
、
安
輝
が
佐
賀
に
戻
っ
た
寛
文

五
年
以
降
で
、
茂
辰
歿
年
よ
り
寛
文
八
年
以
前
。
関
連
と
し
て
多
久
家
所
蔵
文

書
五
四
号
（
佐
古
一
〇
）
は
、
同
日
付
け
の
茂
辰
か
ら
茂
矩
宛
書
状
で
本
状
の

返
書
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

五
二
九 

多
久
茂
矩
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 

（
墨
引
） 

兵
庫
殿

（
多
久
安
胤
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

「
玄
山
様
」

（
付
箋
）
（
多
久
茂
矩
） 

 
 

猶
々
、
其
方
気
色
如
何
、
能
候
而
、
御
用
共
被
相
達
儀
ニ
候
哉
、
弥
無
迦
御
心

遣
、
不
能
申
入
候
、
只
今
取
込
候
て
、
少
隙
之
時
分
、
御
報
待
入
申
候
、
以
上
、 

上
使
、
段
々
首
尾
能
御
通
之
旨
、
令
承
知
、
別
而
目
出
度
存
候
、
当
地
定
而
無
別
条
、

追
付
御
発
駕
可
被
成
と
存
候
、
弥
無
迦
様
ニ
御
心
遣
、
尤
ニ
候
、
小
田
ニ
而
も
、
一

入
首
尾
好
様
子
共
、定
而
縫
殿
ゟ

（
多
久
安
英
）

注
進
可
申
と
存
候
、此
方
之
者
共
ゟ
申
来
候
様
子
、

貴
殿
迄
申
遣
候
様
ニ
と
、
昨
日
申
付
候
、
定
而
御
聞
候
半
と
存
候
、
昨
晩
今
朝
ゟ
之

当
地
う
つ
ら
之
様
子
、
相
替
儀
共
無
之
候
哉
、
若
様
子
有
之
儀
共
御
聞
付
候
ハ
ゝ
、

其
元
隙
次
第
、
可
承
候
、
旁
為
可
申
承
、
如
此
ニ
候
、
以
上
、 

 

【
解
説
】 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
安
胤
、
茂
矩
と
も
に
在
国
。
上

使
の
通
行
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
年
次
の
上
限
は
、
多
久
安
英
が
寛
文
八
年

八
月
以
降
に
縫
殿
を
称
す
る
こ
と
か
ら
寛
文
八
年
、
下
限
は
安
英
が
歿
す
る
貞

享
元
年
。 

  

五
三
〇 

多
久
茂
矩
書
状
案
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
右
貴
様
如
御
心
遣
、
豊
後
之
儀
、
惣
様
無
心
元
在
所
ニ
候
、
殊
き
り
し

た
ん
出
候
儀
、
同
国
之
儀
候
条
、
彼
表
為
聞
合
、
扨
又
天
然
欠
落
者
、
其
外
不

慮
之
儀
共
有
之
時
、
此
方
よ
り
心
遣
之
便
ニ
相
成
候
様
ニ
と
致
吟
味
、
豊
後
此

方
御
領
分
へ
も
、
別
用
所
之
儀
共
も
幸
有
之
ニ
付
而
、
代
官
差
越
、
承
合
儀
ニ

候
、
右
ハ
如
何
ニ
も
小
人
数
ニ
而
、
手
軽
ク
差
越
召
置
た
る
儀
ニ
候
、
万
一
不

審
成
儀
な
と
可
有
之
時
分
、
申
送
之
た
め
、
心
遣
迄
ニ
如
右
ニ
候
、
内
々
左
様

ニ
可
有
御
心
得
候
、
其
元
ゟ
も
若
思
召
寄
之
儀
共
候
ハ
ゝ
、
長
崎
表
御
聞
合
候

上
、
可
被
仰
越
候
、
已
上
、 

態
宿
次
ニ
而
之
御
状
、
具
ニ
拝
見
、
別
而
御
心
ニ
入
、
御
心
遣
之
段
、
乍
案
中
存
候
、

如
御
紙
面
、
豊
後
境
、
細
川
越
中
殿

（
綱
利
）

御
領
内
、
き
り
し
た
ん
出
申
候
由
、
於
其
地
も

取
沙
汰
有
之
由
候
、
其
段
、
此
間
深
江
吉
右
衛
門
ゟ
此
方
申
越
候
付
而
、
彼
地
之
様
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子
を
も
今
程
承
合
半
ニ
候
、
惣
而
豊
後
方
角
、
前
代
屋
形

（
大
友
義
鎮
）

よ
り
始
、
一
国
き
り
し
た

ん
宗
門
ニ
付
而
、大
村
有
馬
な
と
の
類
ニ
、宗
門
再
発
之
者
有
之
而
ハ
と
思
召
之
由
、

御
尤
ニ
存
候
、大
抵
彼
地
之
様
子
も
相
替
儀
無
之
、肥
後
領
分
之
儀
ハ
何
も
被
搦
捕
、

被
相
仕
廻
た
る
と
相
見
え
申
候
、
彼
所
近
所
脇
々
之
領
ニ
も
、
少
々
有
之
左
右
成
様

子
共
ニ
而
、
今
時
分
穿
鑿
有
之
と
見
え
申
候
、
今
迄
ハ
百
姓
等
迄
ニ
而
、
差
而
心
遣

な
と
可
有
之
様
子
ニ
ハ
相
見
え
不
申
候
、
乍
然
、
此
先
如
何
様
之
儀
共
可
有
之
哉
、

無
心
元
存
事
候
、
爰
元
よ
り
も
町
人
』
遣
置
承
合
候
、
若
替
儀
共
候
ハ
ゝ
、
其
元
へ

も
可
申
越
候
、
尤
長
崎
御
政
所
へ
、
実
正
之
儀
共
、
肥
後
表
ゟ
注
進
可
有
之
候
条
、

心
得
ニ
可
相
成
儀
共
ハ
御
聞
繕
、
可
被
仰
聞
候
、
先
申
候
ハ
ん
を
、 

殿
様

（
光
茂
）

御
事
、

少
御
咳
気
心
ニ
御
坐
候
へ
共
、
右
肥
後
之
様
子
な
と
被
聞
召
付
、
防
州
室
積
ゟ
陸
御

上
り
被
成
、
去
ル
二
日
、
内
裏
被
成
御

（
豊
前
企
救
郡
）

着
、
今
晩
ハ
轟
木
御
一
宿
被
遊
、
明
五
日
ニ

可
被
成 

御
入
城
之
由
申
来
候
、
追
付
其
地
へ
も
可
被
成
御
見
廻
候
条
、
可
被
得
其

意
候
、
御
見
廻
之
御
時
分
ハ
、
先
立
而
、
下
村
七
右
衛

（
利
由
）

門
被
仰
付
、
与
兵
衛
殿
へ
御

尋
被
成
儀
ニ
候
、
為
御
心
得
候
、
猶
期
後
音
、
不
能
詳
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
長
門

（
茂
矩
） 

 
 

六
月
四
日 

 
 
 

鍋
嶋
志
摩
様 

 
 
 
 
 
 
 

御
報 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
矩
よ
り
鍋
島
志
摩
（
茂
里
〈
寛
文
元
年
歿
〉、
或
い
は
そ
の
子
茂
春
）

に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
は
佐
賀
。
志
摩
は
長
崎
。
細
川
綱
利
領
肥
後
国
の
豊
後

境
で
、
切
支
丹
が
捕
縛
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
の
情
報
と
、
光
茂
が
江
戸
か
ら

帰
国
し
轟
木
に
到
着
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。
光
茂
の
家
督
相
続
か
ら
明

暦
三
年
以
降
。「
徳
川
実
紀
」
に
は
、
万
治
三
年
八
月
十
四
日
条
で
「
豊
後
・
肥

後
で
の
切
支
丹
捕
縛
し
、
投
獄
し
た
者
を
放
去
せ
し
む
べ
し
」
の
記
事
あ
り
。

ま
た
、
万
治
三
年
に
比
定
さ
れ
る
七
月
二
十
一
日
付
の
五
五
九
号
文
書
で
は
、

「
た
ん
こ

（
鍋
島
光
茂
）

も
せ
ん
月
七
日
ニ
何
事
な
く
つ
き
申
さ
れ
候
よ
し
」
と
、
六
月
七
日

に
光
茂
が
佐
賀
に
到
着
し
た
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。 

  

五
三
一 

多
久
茂
矩
書
状
（
竪
紙
） 

 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門 

 
 
 

（
墨
引
） 

作
州
様

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩

（
多
久
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

猶
々
系
図
見
え
不
申
候
儀
、
我
等
迄
も
迷
惑
ニ
内
々
存
候
処
、
出
申
、
別
而
目

出
度
奉
存
候
、
何
も
一
両
日
中
罷
出
、
可
申
上
候
、
以
上
、 

従
是
、
可
申
上
と
奉
存
候
処
、
御
懇
之
貴
札
、
忝
致
拝
見
候
、
先
以
、
夜
前
ハ
結
構

な
る
取
持
共
ニ
而
、殊
外
之
地
走

〔
馳
〕

に
候
、而
次
第
之
首
尾
ハ
可
被
聞
召
上
と
奉
存
候
、

今
朝
者
、 

御
東
江
被
召
出
、
色
々
被
入
御
心
候
儀
共
ニ
而
、
何
も
忝
見
物
な
と
仕
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候
、
別
而 

殿
様
も
御
機
嫌
も
能
被
成
御
座
、
下
以
も
太
悦
此
事
候
、
随
而
、
先
日

よ
り
見
え
不
申
候
系
図
、
被
御
覧
出
之
由
、
扨
々
珍
重
ニ
奉
存
候
、
右
之
故
、
御
気

か
ゝ
り
ニ
被
思
召
之
由
候
処
ニ
、
一
段
之
儀
、
太
慶
無
此
上
奉
存
候
、
何
も
罷
出
、

御
面
ニ
而
、
万
々
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

九
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
矩
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
、
茂
辰
と
も
に
在
佐
賀
。

勝
茂
、
光
茂
の
別
邸
御
東
を
訪
ね
た
こ
と
。
系
図
が
見
つ
か
ら
な
い
と
案
じ
て

い
た
が
、
見
つ
か
り
安
堵
し
た
と
知
ら
せ
て
い
る
。
年
次
は
、
上
限
が
茂
矩
が

長
門
を
称
す
る
明
暦
二
年
、
下
限
が
茂
辰
の
歿
年
月
か
ら
寛
文
八
年
。 

   

五
三
二 

某
覚
書
（
折
紙
） 

 
 

羨
敷
候
覚 

「
玄
山
様
」

（
付
箋
）
（
多
久
茂
矩
） 

一
朝
寝
起
に
青
々
と
し
た
る
山
見
や
り
、
雉
之
方
々
ニ
羽
打
候
な
と
聞
、
目
を
醒
し

候
事
、 

 
 

付
、
近
所
ニ
立
出
候
へ
ハ
、
い
そ
ろ
ノ
花
な
と
咲
こ
ほ
れ
、
卯
花
も
茂
り
た
る

薮
ノ
、
露
な
と
持
候
而
居
申
ニ
、
も
り
た
る
木
ノ
上
ニ
ハ
、
鴬
の
法
花
経
と
啼

候
体
、
見
申
度
事
、 

一
野
山
な
と
に
つ
ゝ
し
ノ
咲
こ
ほ
れ
、
真
赤
ニ
真
青
ニ
、
面
白
キ
に
ほ
ひ
な
と
ノ
い

た
し
候
体
、
扨
又
、
雲
雀
ノ
方
々
囀
、
わ
き
ノ
山
ニ
ハ
松
蝉
な
と
ノ
大
夫
と
の
を

と
な
へ
候
を
聞
様
ニ
候
而
、
見
申
度
事
、 

一
朝
晩
、郭
公 

 

な
と
か
す
か
な
る
も
有
、耳
も
ひ
し
け
候
様
な
る
も
可
有
之
と
、

是
又
承
度
事
、 

 
 

付
、
蚊
ノ
一
つ
も
ぶ
め
か
さ
る
事
、 

此
外
ニ
者
、
些
気
色
入
候
条
、
右
程
ハ
不
存
候
、
乍
去
、 

一
天
山
ノ
狩
、』 

一
片
せ
き
、 

一
帰
り
ニ
早
船
之
事
、 

 
 

右
之
外
者
、
色
々
様
々
、
筆
ニ
も
難
及
候
、
以
上
、 

 
 

卯
月
十
日 

 

【
解
説
】 

あ
る
人
物
（
多
久
茂
矩
の
付
箋
有
）
の
好
む
所
を
書
き
上
げ
た
も
の
。
年
次

不
詳
。 

  

五
三
三 
某
覚
書
（
折
紙
） 

「
玄
山
様
」

（
付
箋
）（
多
久
茂
矩
） 
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追
而
、
只
今
、
近
年
珍
敷
な
ゑ
震
申
候
、
其
元
如
何
と
申
事
候
、
徳
寿
院
其
外
、

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

気
色
ニ
も
あ
た
り
不
申
候
条
、
可
御
心
安
候
、
以
上
、 

御
念
入
御
使
、
殊
鷹
之
鴨
二
羽
・
市
之
鰯
、
送
給
、
御
志
と
存
候
、
何
様
、
明
朝
天

神
祭
振
舞
ニ
出
し
可
申
候
、
随
而
、
夜
前
手
頭
ニ
而
申
遣
候
、
如
何
、
相
届
申
候
哉
、

右
手
頭
ニ
ハ
、
鷂
所
々
御
仕
有
間
敷
由
、
申
越
候
へ
共
、
其
元
隼
し
ろ
御
仕
候
儀
、

難
成
由
候
、
於
然
者
、
鶉
之
儀
、
屋
形
近
所
、
川
の
ほ
り
・
く
つ
崎
迄
ハ
、
可
有
御

仕
候
、
雁
ハ
縦
我
等
罷
登
候
共
、
鉄
炮
ニ
而
打
可
申
用
所
、
無
御
座
候
条
、
随
分
鉄

炮
ニ
而
御
打
可
然
候
、』
我
等
西
目
へ
可
相
越
儀
も
、
聢
不
相
分
候
、
爰
元
相
易
儀
も

無
之
候
条
、
緩
々
と
可
有
御
休
息
候
、
以
上
、 

 
 

霜
月
廿
四
日 

 

【
解
説
】 

受
発
給
者
不
詳
の
覚
書
。『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
で
は
付
箋
「
玄
山
様
」
に
よ

り
多
久
茂
矩
書
状
と
し
て
い
る
が
、
発
給
者
は
藩
主
の
鍋
島
勝
茂
・
光
茂
ま
た

は
多
久
茂
辰
で
、
茂
矩
は
名
宛
人
の
可
能
性
も
あ
る
。
年
次
も
不
詳
だ
が
、「
徳

寿
院
」
が
み
え
る
の
で
、
多
久
安
順
歿
後
・
安
順
室
徳
寿
院
存
命
中
の
寛
永
十

九
年
か
ら
万
治
元
年
の
間
。
文
中
で
翌
朝
の
天
神
祭
や
起
き
た
ば
か
り
の
地
震

の
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、
受
発
給
者
は
い
ず
れ
も
在
国
で
、
比
較
的
近
く
に

い
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

 

五
三
四 

多
久
茂
矩
書
状
（
竪
紙
） 

 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門 

 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

作
州
様

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩

（
多
久
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

貴
札
拝
見
仕
候
、
先
刻
申
上
候
儀
共
ニ
付
而
、
明
後
日
吉
日
候
条
、
大
抵
ヲ
御
相
談

可
被
成
候
条
、
可
罷
出
之
旨
、
奉
得
其
意
候
、
従
御
前
之
御
用
副
、
無
御
座
候
ハ
ゝ
、

別
ニ
差
合
無
御
座
候
、
何
様
罷
出
、
御
相
談
可
申
上
候
、
次
ニ
長
崎
仕
組
之
書
立
、

名
書
迄
、
書
分
候
を
、
可
差
上
之
由
被
仰
候
、
則
、
神
右
衛
門
手
前
ニ
御
座
候
を
、

御
使
ニ
相
渡
申
候
、
被
聞
召
上
処
も
御
座
候
ハ
ゝ
、
神
右
衛
門
可
差
上
候
、
恐
惶
謹

言
、 

 
 

卯
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
矩
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
と
茂
辰
は
共
に
在
国
、
当

時
藩
主
も
在
国
か
。
年
次
の
上
限
は
長
門
茂
矩
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
茂
辰

存
生
に
よ
り
寛
文
八
年
。
な
お
、
日
付
と
差
出
書
は
文
書
の
袖
に
書
か
れ
て
い

る
。 
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五
三
五 

多
久
茂
辰
書
状
（
折
紙
） 

「
玄
山
様
」

（
付
箋
）
（
多
久
茂
矩
） 

猶
々
、
山
階
弥
右
衛
門
道
中
も
首
尾
能
咄
被
申
、
京
都
へ
被
相
送
候
哉
、
冷
水

ニ
而
難
儀
申
候
様
子
承
、
わ
ら
ひ
申
事
候
、
城
須
賀
事
も
定
而
道
中
無
別
条
、

京
都
へ
被
送
候
ハ
ん
と
存
候
、
さ
様
之
儀
も
、
便
ニ
可
承
候
、
靏
田
事
、
其
元

よ
り
之
到
来
次
第
、
迎
ニ
罷
上
度
と
申
事
候
、
以
上
、 

得
便
宜
、
令
啓
達
候
、
仍
、
何
時
大
坂
着
ニ
而
、
海
道
弥
機
嫌
能
、
何
比
江
戸
御
着

候
哉
、
扨
又
、
公
儀
御
首
尾
能
、
被
相
達
候
哉
、
左
様
之
儀
、
日
々
夫
而
已
案
申
事

候
、
於
此
地
、
無
別
条
、
我
等
夫
婦
弥
堅
固
ニ
候
、
徳
龍
事
も
、
其
方
発
足
之
日
ハ

何
と
哉
覧
、
機
嫌
不
然
々
候
つ
れ
共
、
翌
日
よ
り
別
而
機
嫌
能
、
息
災
ニ
御
座
候
、

其
外
、
家
内
、
無
替
儀
由
候
、
扨
又
、
兄
弟
共
何
も
無
事
ニ
御
座
候
条
、
可
御
心
安

候
、
将
又
、
内
裏
ゟ
之
書

（
豊
前
企
救
郡
）

状
、
具
ニ
披
見
、
大
慶
申
候
、
然
者
、
轟
木
打
立
之
日
ハ

曲
天
気
ニ
而
、
爰
元
も
如
形
之
大
風
ニ
而
、
其
方
機
嫌
な
と
無
心
元
存
候
処
、
無
別

条
、』
翌
晩
内
裏
着
、
追
付
乗
船
ニ
而
、
十
日
之
朝
、
殊
日
和
能
、
順
風
ニ
而
、
下
関

出
船
之
由
承
、
爰
元
何
も
別
而
令
満
悦
候
、
定
而
其
日
ハ
上
関
着
か
、
猶
夫
ゟ
も
先

迄
か
、
可
為
御
越
と
存
候
、
翌
十
一
日
も
爰
元
ハ
能
日
和
ニ
而
御
座
候
条
、
右
両
日

ニ
、
如
形
行
船
ニ
而
、
室
近
ク
迄
も
可
為
御
越
と
存
候
、
乍
去
、
晩
方
ニ
ハ
爰
元
ハ

順
風
少
あ
ら
く
御
座
候
条
、
如
何
候
つ
る
哉
と
、
何
も
申
合
候
、
扨
又
、
十
三
日
晩

よ
り
ハ
爰
元
雨
天
、
十
四
日
五
日
迄
、
水
出
候
程
之
大
雨
ニ
而
、
其
元
之
儀
而
已
案

申
候
、
右
両
日
ハ
何
方
ニ
御
滞
留
候
哉
、
定
而
』（
後
欠
） 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
本
文
書
は
後
欠
で
、『
佐
賀
県
史

料
集
成
』は
文
書
名
を
多
久
茂
矩
書
状
と
す
る
が
、多
久
茂
辰
書
状
が
正
し
い
。

年
次
は
寛
文
四
年
。 

本
文
書
の
受
給
者
は
、
幕
府
が
ら
み
の
用
件
で
江
戸
に
向
か
っ
て
お
り
、
某

月
上
旬
に
出
立
、
同
十
日
に
内
裏
（
大
里
）
を
出
船
し
て
い
る
。
書
か
れ
て
い

る
内
容
は
、
十
三
〜
十
五
日
の
荒
天
や
徳
龍
の
話
題
等
、
多
久
家
所
蔵
文
書
全

八
七
号
七
月
十
九
日
多
久
茂
辰
書
状
（
茂
矩
宛
）
の
示
す
状
況
と
符
合
し
て
お

り
、
本
文
書
は
、
同
年
同
月
、
右
八
七
号
と
同
様
に
、
茂
辰
が
江
戸
に
向
か
う

茂
矩
に
宛
て
て
国
許
か
ら
発
し
た
書
状
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
水
江
事
略
」
に
よ
れ
ば
、
多
久
茂
辰
の
存
生
中
茂
矩
の
江
戸
参
府
は
三
度

あ
る
が
（
明
暦
二
年
二
〜
四
月
・
寛
文
元
年
九
月
〜
翌
四
月
・
寛
文
四
年
七
〜

九
月
）、
七
月
出
立
を
示
す
本
文
書
と
時
期
が
合
う
の
は
寛
文
四
年
で
あ
る
。
こ

の
と
き
茂
矩
は
寛
文
印
知
の
御
礼
の
使
者
と
し
て
参
府
し
て
い
る
。
茂
矩
の
行

程
は
、
関
連
史
料
の
五
〇
五
・
五
〇
八
・
六
一
二
号
も
合
わ
せ
て
整
理
す
る
と
、

七
月
七
日
佐
賀
発
、
八
日
轟
木
発
、
九
日
晩
大
里
着
、
十
日
大
里
発
・
上
関
着
、

十
五
日
上
関
発
で
あ
り
、
本
文
書
は
前
掲
の
関
係
史
料
等
か
ら
寛
文
四
年
七
月

十
五
〜
十
九
日
の
間
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。な
お
、「
水
江
事
略
」

に
よ
る
と
、
茂
矩
は
八
月
上
旬
着
府
、
十
五
日
登
城
、
同
月
下
旬
江
戸
発
、
九
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月
中
旬
に
帰
国
し
て
い
る
。 

  

五
三
六 

多
久
茂
矩
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門 

 
 
 
 
 

（
墨
引
） 

作
州
様

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

御
作
事
御
気
被
入
、
御
気
色
御
快
被
成
御
座
候
段
、
被
仰
聞
、
太
慶
不
過
之
奉
存
候
、

石
之
上
之
儀
被
仰
聞
候
、
今
少
之
儀
候
条
、
何
ゟ
安
キ
御
事
た
る
へ
く
候
、
其
元
ゟ

被
仰
聞
候
ハ
ゝ
、
随
分
相
調
候
様
、
役
者
共
へ
可
申
付
候
、
将
又
、
今
時
ま
れ
ニ
候

兼
好

（
卜
部
）

法
師
之
掛
物
、
御
持
せ
被
下
、
何
様
秘
蔵
可
仕
候
、
明
後
日
も
則
御
掛
物
か
さ

り
可
申
と
存
事
候
、
何
も
以
貴
面
、
可
申
上
候
、
委
細
ハ
巴
行
へ
申
含
候
条
、
彼
者

可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

十
一
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩

（
多
久
）

（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
矩
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
と
茂
辰
は
共
に
在
国
、
当

時
藩
主
も
在
国
か
。
年
次
は
、
茂
矩
が
長
門
と
な
っ
て
お
り
茂
辰
が
存
生
の
た

め
明
暦
二
年
か
ら
寛
文
八
年
の
間
。 

な
お
、
本
文
末
尾
の
「
委
細
ハ
」
以
下
、

日
付
と
差
出
書
ま
で
は
追
而
書
の
位
置
に
書
か
れ
て
い
る
。 

  

五
三
七 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

猶
々
、も
ん
ど
さ
ま
も
、今
月
廿
日
時
分
ニ
も
御
□
□
候

（
た
ち
カ
）

ハ
ん
か
と
そ
ん
し
候
、

あ
な
た
へ
た
の
み
申
候
文
と
も
ニ
は
、
日
つ
け
十
五
日
と
い
た
し
候
へ
ハ
、
そ

ん
し
の
外
、
御
た
ち
も
の
ひ

（

延

）

ま
い
ら
せ
候
事
ニ
て
御
さ
候
、
日
つ
け
い
か

（

厳

）

う
ち

か
ひ
申
候
事
、
右
の
や
う
す
ニ
て
御
さ
候
、
何
れ
も
さ
ま
、
さ
や
う
ニ
覚
し
め

し
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
さ
く
し
う
さ
ま
へ
申
上
候
御
詠
歌
、
御
か
き
な
さ
れ
下

さ
れ
候
ハ
ん
よ
し
仰
ら
れ
候
、
せ
つ
か
く
ま
ち
ま
い
ら
せ
候
ま
ゝ
、
や
か
て
あ

そ
は
し
下
さ
れ
候
へ
く
候
よ
し
、
御
つ
た
へ
た
の
み
上
申
候
、
め
て
た
く
か
し

く
、 

一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
御
あ
つ
ら
へ
の
源
氏
の
も
し
、
く
さ
り
か
き
申
候
ま
ゝ
、

進
し
ま
い
ら
せ
候
、
も
は
や
か
や
う
の
事
も
、
今
程
は
う
ち
た
へ
、
か
き
ま
い
ら
せ

候
ハ
す
候
ま
ゝ
、
こ
と
の
外
ふ
い
て
き

（

不

出

来

）

に
御
さ
候
、
い
か
ゝ
、
御
気
に
い
ら
せ
ら
れ

候
ハ
ん
や
と
、
御
心
も
と
な
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
地
か
み
も
せ
つ
か
く
ね
ん
を

入
申
候
か
、こ
れ
も
さ
し
て
け
つ
か
う
ニ
は
御
さ
な
く
候
、御
き
に
入
候
ハ
す
候
ハ
ゝ
、

又
々
仰
ら
れ
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
さ
く
し
う

（
多
久
茂
辰
）

さ
ま
へ
、
り
よ
く
わ
い

（

慮

外

）

な
か
ら
御
ひ
』

と
つ
ニ
申
ま
い
ら
せ
候
、
私
詠
ニ
て
御
さ
候
を
一
し
ゆ

（

首

）

か
き
上
ま
い
ら
せ
候
、
わ
た

く
し
御
ら
ん
被
成
候
と
お
□
□

〔
ほ
し
〕

め
し
候
へ
と
、
仰
ら
れ
候
へ
く
候
、
お
み
つ
殿
へ
も

（
鍋
島
清
良
室
多
久
氏
）

一
つ
ゝ
み
進
し
申
候
、
こ
れ
も
私
詠
と
も
ニ
て
御
さ
候
ま
ゝ
、
さ
や
う
ニ
御
心
え
、
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御
ら
ん
候
へ
と
申
度
御
さ
候
、
御
め
い
〳
〵
文
ニ
て
申
入
候
ハ
ん
か
、
も
ん
ど

（
鍋
島
武
興
）

さ
ま

御
ひ
ん
ぎ

（

便

宜

）

に
文
進
し
申
候
に
、こ
ま
〳
〵
申
候
ま
ゝ
、か
は
る
事
御
さ
な
く
候
ゆ
へ
、

御
ひ
と
つ
ニ
申
ま
い
ら
せ
候
、
御
ゆ
る
し
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

後
五
月
廿

（
寛
文
四
年
）

七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

ま
い
る 

お
ば
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
ん

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
申
上 

 

【
解
説
】 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
母
の
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏

（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
（
茂
辰
の
娘
ま
ん
は
小
城
藩
主
鍋
島
元
茂
の
養
女

と
な
っ
た
た
め
、
実
母
を
「
お
ば
さ
ま
」
と
呼
ぶ
）。
ま
ん
は
在
江
戸
、
天
性
院

は
在
国
。
年
次
は
寛
文
四
年
。 

ま
ん
が
江
戸
に
上
っ
た
寛
永
十
六
年
以
降
で
多
久
茂
辰
存
生
中
（
寛
文
九
年

一
月
六
日
歿
）
に
閏
五
月
が
あ
る
年
は
正
保
二
年
と
寛
文
四
年
だ
が
、
正
保
二

年
だ
と
ま
ん
は
ま
だ
九
歳
で
、
本
号
の
よ
う
な
内
容
の
消
息
の
書
き
手
と
し
て

は
そ
ぐ
わ
な
い
。
ま
た
、
本
文
末
尾
や
追
而
書
で
ま
ん
が
十
五
日
付
の
書
状
を

託
し
た
と
す
る
鍋
島
武
興
は
、
寛
文
印
知
に
伴
う
判
物
改
の
た
め
大
木
知
昌
・

石
田
惟
之
と
共
に
参
府
し
て
お
り
（
佐
近
八
―
一
／
四
三
二
頁
）、
本
書
状
が
寛

文
四
年
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
。 

 

 

五
三
八 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 

な
を
〳
〵
、
さ
く
し
う

（
多
久
茂
辰
）

さ
ま
へ
申
上
候
、
せ
ん
ど
ハ
御
た
ん
さ
く
あ
そ
は
し
候

て
下
さ
れ
、
折
〳
〵
な
か
め
入
、
か
た
し
け
な
く
御
ゆ
か
し
く
そ
ん
し
く
ら
し

ま
い
ら
せ
候
、
ゑ
も
ん
事
せ

（
岡
部
与
貞
男
某
）

い
人
申
候
事
、
一
度
御
め
に
か
け
申
た
く
ね
か
ひ

ま
い
ら
せ
候
、
か
し
く
、 

又
ひ
や
う
こ

（
安
胤
）

さ
ま
御
事
、
い
つ
そ
や
比
ハ
御
ち
ひ
や
う
お
こ
り
ま
い
ら
せ
候
由

承
候
か
、い
ま
ほ
と
い
か
ゝ
御
さ
候
や
、御
心
も
と
な
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、

御
し
ん
も
し
さ
ま
も
御
そ
く
さ
い
ニ
御
さ
候
や
、
御
事
つ
て
と
申
た
く
御
さ
候

〳
〵
、 

西
三
郎
兵
へ
く
た
り
ニ
て
御
さ
候
ま
ゝ
、
文
ニ
て
申
上
候
、
こ
ゝ
ほ
と
へ
の
ほ
り
申

候
時
分
ハ
、
そ
こ
御
ほ
と
へ
御
い
と
ま
こ
ひ
ニ
ま
い
り
申
候
ニ
、
わ
さ
と
御
よ
ひ
な

さ
れ
候
て
、
御
め
ん
ニ
て
、
わ
た
く
し
へ
の
御
事
つ
て
、
口
上
ニ
て
こ
ま
〳
〵
承
、

か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
上
候
、
お
は
さ
ま
ゟ
の

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

御
事
つ
て
も
、
く
わ
し
く
承
申
候
、

今
時
分
み
な
さ
ま
御
き
け
ん
能
御
さ
候
事
、
め
て
た
く
存
ま
い
ら
せ
候
、
な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

さ

ま
五
も
し

（
徳
龍
カ
）

さ
ま
も
、
う
つ
く
し
く
成
人
の
よ
し
、
め
て
た
さ
、
御
ま
へ
さ
ま
か
た
御

ま
ん
そ
く
と
、
お
し
は
か
り
ま
い
ら
せ
候
、
此
た
よ
り
ニ
、
御
め
い
〳
〵
さ
ま
へ
、

へ
ち
ニ
文
進
し
度
御
さ
候
へ
共
、
ち
と
と
り
こ
み
ま
い
ら
せ
候
事
御
さ
候
て
、
り
よ

く
わ
い
な
か
ら
御
ふ
さ
た
申
候
、
御
ひ
と
つ
ニ
い
た
し
候
事
、
御
ゆ
る
し
く
た
さ
れ
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候
へ
く
候
、
ま
つ
〳
〵
あ
も
し
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

御
事
、
道
中
舟
中
御
き
け
ん
よ
く
、
先
月
十
三

日
ニ
そ
こ
も
と
へ
御
つ
き
の
よ
し
、
め
て
た
さ
、
御
そ
も
し
さ
ま
か
た
さ
も
久
々
ニ

て
御
け
さ
ん
あ
そ
は
し
、御
ま
ん
そ
く
の
御
事
と
そ
ん
し
上
候
、お
ば
さ
ま
へ
申
候
、

い
つ
も
口
く
セ
の
や
う
ニ
御
さ
候
へ
と
も
、
い
ま
ほ
と
何
と
も
人
す
く
な
に
て
、
こ

と
か
き
ま
い
ら
せ
候
ま
ゝ
、
何
と
そ
御
た
ん
か
う
な
さ
れ
、
あ
た
か
も
と
し
の
よ
り

た
る
』
女
子
一
人
御
の
ほ
せ
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
は
や
〳
〵
ま
い
り
候
や
う
ニ
か
な

と
ね
ん
し
申
候
、
こ
か
う

（
小
督
）

一
人
ニ
て
、
何
と
も
こ
と
か
け
、
こ
か
う
も
ひ
や
う
し
や

（

病

者

）

ニ
て
御
さ
候
へ
ハ
、
わ
つ
ら
い
か
ち
ニ
の
み
御
さ
候
て
、
万
事
お
さ
へ
た
る
や
う
ニ

御
さ
候
、
こ
ゝ
も
と
ニ
て
も
、
一
人
と
し
は
へ
の
も
の
、
を
き
申
た
く
ハ
御
さ
候
へ

共
、
あ
に
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

ゟ
、
両
人
も
し
下
さ
れ
候
ハ
ゝ
、
に
わ
か
ニ
い
だ
し
候
事
も
成
か
た

く
御
さ
候
ゆ
へ
、
そ
れ
ニ
さ
し
あ
い
、
今
た
ゑ
と

（
江
戸
）

よ
り
も
お
き
申
さ
す
、
つ
か
へ
た

る
や
う
に
て
こ
と
か
き
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、
そ
こ
も
と
よ
り
さ
へ
、
は
や
く
下
さ
れ
候

へ
は
、
ま
つ
〳
〵
す
こ
し
ハ
心
や
す
く
成
申
候
事
に
て
御
さ
候
、
此
よ
し
、
よ
く
〳

〵
な
か
と
さ
ま
へ
、
御
ふ
う
婦
さ
ま

（
多
久
茂
辰
・
鶴
）

に
て
御
た
ん
か
う
被
成
、
は
や
〳
〵
御
の
ほ
せ

被
成
下
さ
れ
候
へ
か
し
と
、
ね
ん
し
入
ま
い
ら
せ
候
、
こ
ゝ
も
と
に
て
、
う
ね
め

（
多
久
安
輝
）

殿

一
た
ん
と
御
そ
く
さ
い
ニ
御
さ
候
、
わ
た
く
し
と
も
ゝ
そ
く
さ
い
ニ
御
さ
候
、
ゑ
も

ん
事
も
こ
と
の
外
物
〳
〵
し
く
セ
い
人
い
た
し
ま
い
ら
せ
候
、
御
心
や
す
く
お
ほ
し

め
し
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

ま
い
る 

さ
く
し
う

（
多
久
茂
辰
）

さ
ま 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
ん

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 

お
は
さ
ま 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
申 

 

【
解
説
】 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
父
母
の
多
久
茂
辰
夫
妻
に

宛
て
た
消
息
。
ま
ん
は
在
江
戸
、
茂
辰
等
は
在
国
。
年
次
は
寛
文
四
年
。 

本
文
冒
頭
に
見
え
る
西
三
郎
兵
衛
は
小
城
藩
の
家
臣
で
、「
直
能
公
年
譜
」
に

よ
れ
ば
、
寛
文
四
年
に
直
能
の
御
暇
帰
国
の
在
着
使
者
と
し
て
参
府
、
六
月
二

十
五
日
付
の
老
中
奉
書
を
受
領
し
て
い
る
（
佐
近
二
―
一
／
六
一
三
頁
）。
西
は

参
府
前
に
茂
辰
夫
婦
に
面
会
し
て
ま
ん
へ
の
言
伝
を
預
か
っ
て
き
た
と
み
ら
れ
、

本
文
書
は
幕
府
へ
の
御
礼
を
終
え
て
帰
国
す
る
西
に
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
「
直
能
公
年
譜
」
は
直
能
の
西
ノ
丸
着
を
五
月
二
十
三
日
と
す
る
が
、
所

引
の
老
中
奉
書
に
は
「
先
月
廿
三
日
在
所
到
着
」
と
あ
り
、
直
能
の
帰
国
日
は

閏
五
月
二
十
三
日
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
中
に
「
あ
も
し
さ
ま
御
事
、
道
中
舟

中
御
き
け
ん
よ
く
、
先
月
十
三
日
ニ
そ
こ
も
と
へ
御
つ
き
」
と
あ
り
、
日
付
の

齟
齬
が
あ
る
も
の
の
閏
五
月
を
先
月
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
本
号
は
寛
文
四
年

六
月
の
発
出
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
本
文
中
に
見
え
る
「
こ
か
う
」（
小
督
）
は
、
ま
ん
が
小
城
鍋
島
家
の

養
女
に
な
っ
た
寛
永
十
六
年
当
時
か
ら
付
い
て
い
た
古
参
の
女
房
で
、
岡
部
与

貞
に
入
輿
し
た
際
も
つ
ぼ
ね
（
局
、
寛
文
四
年
三
月
歿
）
と
共
に
ま
ん
に
随
い
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岡
部
家
に
入
っ
て
い
る
（
佐
近
二
―
一
／
四
四
五
頁
）。
つ
ぼ
ね
歿
後
の
ま
ん
付

の
女
房
の
手
配
の
こ
と
は
、
五
四
四
・
五
四
八
・
五
四
九
・
五
四
三
・
五
五
一

号
の
真
常
院
消
息
や
五
五
三
・
五
五
八
・
五
六
五
号
の
天
性
院
消
息
草
案
等
で

経
緯
が
知
ら
れ
、
翌
寛
文
五
年
二
月
三
日
付
真
常
院
消
息
（
五
四
五
号
）
で
は

小
城
鍋
島
家
か
ら
後
家
が
一
人
派
遣
さ
れ
て
い
て（
ま
さ
き
と
名
付
け
ら
れ
る
）、

一
応
の
決
着
を
み
て
い
る
。
な
お
詳
細
は
五
五
一
号
の
解
説
を
参
照
。 

 

 

五
三
九 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 

な
を
〳
〵
、
か
い
の
守

（
鍋
島
直
澄
）

さ
ま
も
、
御
し
ゆ
ひ

（

首

尾

）

よ
く
、
御
い
と
ま
出
ま
い
ら
せ
候
、

や
か
て
そ
こ
御
ほ
と
へ
御
く
た

（

下

）

り
ニ
て
御
さ
候
ハ
ん
と
存
ま
い
ら
せ
候
、

ば
ゝ
さ
ま
も
一
た

（
高
源
院
、
鍋
島
勝
茂
継
室
菊
）

ん
と
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
な
さ
れ
候
、
こ
と
し
ハ
ひ
と
し

ほ
御
た
つ
し
や

（

達

者

）

ニ
御
さ
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
く
お
ほ
し
め
し
な
さ
れ
候
へ
く

候
、
こ
ん
の
介
殿

（
多
久
安
輝
）

も
御
そ
く
さ
い

（

息

災

）

に
御
さ
候
、
わ
た
く
し
と
も
ゝ
一
た
ん

（

段

）

と

き
け
ん

（

機

嫌

）

よ
く
ゐ
申
候
、
さ
く
州

（
多
久
茂
辰
）

さ
ま
へ
も
へ
ち

（

別

）

ニ
文
進
し
候
ハ
ん
か
、
御
返
事

も
御
む
つ
か
し
く
と
御
事
つ
て
申
候
、
御
ゆ
か
し
さ
』
と
仰
ら
れ
下
さ
れ
候
へ

く
候
、
な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

さ
ま
・
ひ
や
う
こ
さ
ま

（
多
久
安
胤
）

・
お
み
つ
殿

（
多
久
茂
辰
女
）

、
其
外
み
な
〳
〵
へ
、
御

事
つ
て
ニ
、
よ
き
や
う
仰
ら
れ
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
こ
ま
〳
〵
申
上
候
ハ
ん
か
、

ち
と
と
り
こ
み
申
候
ま
ゝ
、
大
か
た
申
上
候
、
く
れ
〳
〵
、
今
ほ
と
、
御
ま
へ

さ
ま
か
た
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
候
や
、
う
け
給
た
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、 

 
 

め
て
た
く
か
し
く
、 

あ
も
し
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

よ
り
御
の
ほ
せ
候
し
し
や

（

使

者

）

、
帰
り
ま
い
ら
せ
候
ま
ゝ
た
よ
り
御
う
れ

し
く
、
文
に
て
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
そ
こ
御
ほ
と
、
と
く
し
ゆ
院
さ
ま

（
徳
寿
院
、
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

は
し
め
、

御
ふ
う
ふ
さ
ま
其
外
、
み
な
〳
〵
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
な
さ
れ
候
よ
し
、
め
て
た
く

そ
ん
し
上
ま
い
ら
せ
候
、
』
ひ
さ
し
く
文
の
御
た
よ
り
も
う
け
給
候
ハ
す
、
御
物
遠

に
存
ま
い
ら
せ
候
、
あ
に
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

御
事
も
、
道
中
御
何
事
な
く
、
そ
こ
も
と
へ
御
つ
き

に
て
、
御
け
も
し

（
見
文
字
）

あ
そ
ハ
し
、
御
ま
ん
そ
く

（

満

足

）

の
御
事
と
、
を
し
計
ま
い
ら
せ
候
、
め

て
た
く
か
し
く
、 

 
 

七
月
卅

（
万
治
三
年
）

日  

 
 

水
か
え
ニ
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

ま
い
る 

お
は
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

満（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
申
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
母
で
あ
る
多
久
茂
辰
室
鍋

島
氏
（
天
性
院
）
へ
宛
て
た
消
息
。
居
所
は
、
真
常
院
は
在
江
戸
、
天
性
院
は

在
国
。
年
次
の
上
限
は
、
多
久
安
輝
が
証
人
と
し
て
在
江
戸
と
な
る
承
応
三
年
、

下
限
は
徳
寿
院
（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）
の
歿
年
よ
り
万
治
三
年
、
そ
の
う
ち
、

鍋
島
直
澄
が
七
月
に
就
封
の
暇
を
賜
る
年
が
万
治
三
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

年
次
は
万
治
三
年
。 
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五
四
〇 
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
御
ま
へ
さ
ま
御
ふ
た
り
さ
ま
、
そ
の
外
み
な
〳
〵
さ
ま
、
御
そ
く

さ
い
ニ
御
さ
候
や
、
御
返
事
ニ
う
け
給
申
候
へ
く
候
、
そ
こ
も
と
に
し
の
丸
ニ

て
、
せ
ん
つ
る
殿

（
鍋
島
直
能
女
）

い
よ
〳
〵
御
無
事
ニ
御
せ
い
人
の
よ
し
承
、
御
う
れ
し
く
そ

ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
さ
た
め
て
そ
こ
御
ほ
と
へ
ハ
さ
ヰ
〳
〵
お
ハ
し
ま
し
候

ハ
ん
と
、
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

あ
ま
り
こ
の
中
は
、
う
ち
た
え
御
ひ
ん
き

（

便

宜

）

も
承
候
ハ
す
候
ま
ゝ
、
よ
き
た
ゟ
御
う
れ

し
く
一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
御
ま
へ
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

、
さ
く
州
さ
ま

（
多
久
茂
辰
）

、
い
よ
〳
〵
御
機
け
ん

よ
く
、
な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

さ
ま
其
外
何
れ
も
御
無
事
ニ
御
さ
候
ハ
ん
と
、
め
て
た
く
そ
ん
し
ま

い
ら
せ
候
、
時
分
な
か
ら
、
け
し
か
ら
ぬ
あ
つ
さ
に
て
御
さ
候
か
、
そ
こ
御
ほ
と
に

は
、
い
か
ゝ
御
さ
候
や
と
そ
ん
し
や
り
ま
い
ら
せ
候
、
御
そ
も
し
さ
ま
御
き
し
よ
く

（

気

色

）

も
い
や
ま
し
よ
く
な
ら
せ
ら
れ
候
や
、
御
き
ゝ
ま
ほ
し
さ
、
そ
れ
の
み
御
う
わ
さ
申

上
ま
い
ら
せ
候
、
さ
く
し
う
さ
ま
も
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
候
や
、
へ
ち
ニ
文
進
し
申

度
御
さ
候
へ
と
も
、
に
わ
か
の
事
に
て
、
文
か
す
』
し
た
ゝ
め
候
事
、
心
あ
わ
た
ゝ

し
く
御
さ
候
ま
ゝ
、
り
よ
く
わ
い

（

慮

外

）

な
か
ら
御
ひ
と
つ
ニ
申
上
候
よ
し
、
よ
く
〳
〵
仰

ら
れ
候
て
下
さ
れ
へ
く
候
、
な
か
と
さ
ま
・
ひ
や
う
こ
さ
ま

（
多
久
安
胤
）

・
大
り
き
さ
ま

（
北
島
周
虎
）

・

将
監
殿
・

（
多
久
安
英
）

お
み
つ
殿

（
多
久
茂
辰
女
）

に
も
、
御
心
え
な
さ
れ
候
て
、
こ
ま
〳
〵
と
仰
ら
れ
下
さ
れ
候

へ
く
候
、
い
つ
れ
も
さ
ま
、
い
つ
も
〳
〵
御
な
つ
か
し
さ
、
御
う
わ
さ
ま
て
申
く
ら

し
ま
い
ら
せ
候
、
こ
ゝ
も
と
ニ
て
、
う
ね
め
殿

（
多
久
安
輝
）

も
一
た
ん
と
無
事
ニ
お
ハ
し
ま
し
候
、

わ
た
く
し
も
お
や
こ
な
か
ら
そ
く
さ
い
ニ
い
ま
い
ら
せ
候 

、
御
心
や
す
く
お
ほ
し

め
し
上
ら
れ
候
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

七
月
三
日  

 
 

水
か
江 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

ま
い
る 

お
ば
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
ん

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
申 

  

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
母
で
あ
る
多
久
茂
辰
室
鍋

島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
年
次
の
上
限
は
、
右
衛
門
の
出
生
後
で
あ

る
こ
と
か
ら
寛
文
元
年
、
下
限
は
、
安
輝
が
証
人
と
し
て
在
江
戸
で
あ
る
た
め

寛
文
五
年
。
居
所
は
多
久
茂
辰
、
茂
矩
は
在
国
。 

 
 
 

   

 

五
四
一 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
今
の
ま
ゝ
に
て
そ
た
ち
ま
い
ら
せ
候
ハ
ゝ
、
末
は
ん
し
や
う

（

繁

昌

）

い
た

し
候
ハ
ん
と
、
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
い
ま
ほ
と
ハ
、
や
う
し
や
う

（

養

生

）

く
す
り

な
と
も
、
一
あ
ん

（
嶋
村
一
庵
カ
）

た
の
み
ま
い
ら
せ
候
て
、
た
へ
さ
せ
申
候
、
さ
て
〳
〵
、

お
は
さ
ま
の

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

御
事 

、
ゑ
も
ん
事
、

（
岡
部
与
貞
男
某
）

そ
こ
も
と
ニ
て
も
い
か
ほ
と
覚
し
め
し
候
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ハ
ん
と
申
候
ニ
、
ゑ
も
ん
事
、
一
し
ほ
御
残
多
、
覚
し
め
し
下
さ
れ
候
よ
し
、

文
の
う
ち
み
ま
い
ら
せ
候
て
、
さ
こ
そ
と
、
い
と
ゝ
涙
を
な
か
し
ま
い
ら
せ
候
、

御
ま
へ
さ
ま
へ
御
な
け
き
か
け
申
候
事
、
わ
た
く
し
の
御
ふ
か
う
申
候
に
て

御
さ
候
と
、
一
入
く
ち
を
し
さ
な
か
ら
、
さ
ら
に
せ
い
な
き
事
、
申
も
か
い
な

き
事
に
て
御
さ
候
、
さ
き
の
た
よ
り
に
、
な
か
と
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

ゟ
、
て
ん
せ
う
院
さ
ま

（
天
性
院
、
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

御
か
た
み

（

形

見

）

の
も
の
共
一
箱
、
御
の
ほ
せ
下
さ
れ
候
、
ま
事
ニ
』
わ
た
く
し
ハ
と

を
〳
〵
ニ
い
申
候
に
、
よ
く
そ
お
ほ
し
め
し
つ
け
候
事
と
、
□

（
か
）

た
し
け
な
く

そ
ん
し
候
、
御
か
た
み
の
物
と
も
見
申
候
て
も
、
い
と
ゝ
涙
の
み
に
て
、
御
す

か
た
を
見
申
候
心
地
い
た
し
候
、
く
れ
〳
〵
太
郎
ゑ
も
ん
物
か
た
り
ニ
も
、
御

そ
も
し
さ
ま
こ
と
の
外
御
つ
よ
り
被
成
、
御
き
け
ん
よ
く
み
へ
さ
せ
ら
れ
候

よ
し
申
さ
れ
候
事
承
、
か
す
〳
〵
よ
ろ
こ
ひ
入
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
か
し

く
、 

丹
後
さ
ま

（
鍋
島
光
茂
）

御
し
し
や

（

使

者

）

ニ
て
の
ほ
り
申
候
ゑ
そ
い

（

江

副

）

太
郎
ゑ
も
ん
と
う
人
、
御
そ
も
し

さ
ま
よ
り
御
事
つ
て
御
た
の
み
被
成
候
よ
し
ニ
て
、
私
か
た
へ
わ
さ
と
ま
い
り
、
文

と
も
と
ゝ
け
申
さ
れ
候
、
御
事
つ
て
の
と
を
り
も
、
く
ハ
し
く
承
ま
い
ら
せ
候
、
今

程
そ
こ
も
と
み
な
さ
ま
な
か
ら
御
き
け
ん
よ
く
、
こ
と
に
御
そ
も
し
さ
ま
御
事
、
け

つ
く
此
中
ゟ
御
つ
よ
り
な
さ
れ
候
由
、
御
ふ
み
に
仰
下
さ
れ
、
数
々
御
め
て
た
さ
、
』

う
ち
つ
ゝ
き
あ
し
き
し
あ
わ
せ
と
も
御
さ
候
へ
は
、
御
そ
も
し
さ
ま
を
こ
そ
、
一
入

御
た
の
も
し
く
、
千
と
せ
の
ほ
と
も
か
き
り
な
く
、
朝
夕
ね
ん
し
く
ら
し
申
候
に
、

御
き
し
よ
く

（

気

色

）

よ
く
御
さ
候
事
承
、
む
ね
あ
き
た
る
心
ち
い
た
し
、
よ
ろ
こ
ひ
上
申
候
、

い
よ
〳
〵
御
ゆ
た
ん

（

油

断

）

な
く
御
用
し
や
う

（

養

生

）

あ
そ
は
し
、
御
つ
よ
り
な
さ
れ
候
や
う
ニ

な
さ
れ
へ
く
候
、
こ
ゝ
ほ
と
、
わ
た
く
し
と
も
三
人
な
か
ら
そ
く
さ
い

（

息

災

）

ニ
、
お
つ
ち 

事
む
ま
れ
つ
き
こ
と
の
外
物
つ
よ
く
御
さ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

九
月
十
五

（
寛
文
七
年
カ
）

日  

 
 

多
久 

 

ま
い
る 

さ
く
州

（
多
久
茂
辰
）

さ
ま 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
ん

（
岡
部
与
貞
室
真
常
院
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
返
事 

 

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
父
で
あ
る
多
久
茂
辰
に
宛

て
た
書
状
。
年
次
は
、
天
性
院
の
歿
年
月
日
が
寛
文
七
年
六
月
二
日
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
寛
文
七
年
の
可
能
性
が
高
い
。
居
所
は
、
多
久
茂
辰
は
在
国
。 

  

五
四
二 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 

な
を
〳
〵
、
こ
ゝ
も
と
に
て
も
、
高
源
院
さ
ま

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
）

一
た
ん
と
御
き
け
ん
よ
く
、

こ
ん
の
介
殿

（
多
久
安
輝
）

も
御
そ
く
さ
い
に
御
さ
候
、
わ
た
く
し
も
、
は
ん
し
や
う
の
後
、

い
よ
〳
〵
き
け
ん
よ
く
ゐ
申
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
く
覚
し
め
し
上
ら
れ
候
へ
く

候
、
又
春
の
御
し
う
儀
と
仰
ら
れ
、
文
下
さ
れ
、
い
く
久
し
く
と
、
め
て
た
く

な
か
め
入
ま
い
ら
せ
候
、 
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一
さ
く
州
さ
ま
よ
り
、
こ
か
う
・
つ
ほ
ね
へ
、
銀
子
一
ま
い
つ
ゝ
、
御
し
う
儀
下

さ
れ
候
、
又
、
三
さ
へ
も
ん
・
久
ゑ
も
ん
・
さ
く
ひ
や
う
へ
ニ
、
百
疋
つ
ゝ
は

い
り
や
う
い
た
し
候
、
御
ま
へ
さ
ま
よ
り
、
右
何
れ
の
物
と
も
へ
百
疋
つ
ゝ
下

さ
れ
候
、
誠
に
御
ふ
う
ふ
さ
ま
に
て
、』
と
し
よ
り
と
も
へ
、
め
い
〳
〵
御
い
わ

ヰ
下
さ
れ
、
ま
こ
と
に
か
た
し
け
な
さ
、
一
か
た
な
ら
ぬ
御
心
つ
か
い
、
申
上

候
ハ
ん
や
う
も
御
さ
な
く
候
、
そ
れ
〳
〵
も
、
か
た
し
け
な
か
り
、
わ
た
く
し

よ
り
よ
く
〳
〵
御
礼
申
上
候
へ
と
申
ま
い
ら
せ
候
、
こ
と
さ
ら
こ
か
う
・
つ
ほ

ね
・
久
ゑ
も
ん
事
、
ひ
と
し
ほ
か
た
し
け
な
か
り
ま
い
ら
せ
候
事
、
大
か
た
な

ら
ぬ
御
事
に
て
御
さ
候
誠
に
三
人
な
か
ら
、
わ
た
く
し
へ
の
ほ
う
か
う
、
こ
と

の
外
ね
ん
比
に
御
さ
候
に
、
そ
こ
御
ほ
と
御
ふ
た
り
さ
ま
よ
り
御
懇
に
御
ゐ
な

さ
れ
、
一
色
つ
ゝ
は
い
り
や
う
申
、
数
々
か
た
し
け
な
か
り
申
候
へ
は
、
か
さ

ね
〳
〵
わ
た
く
し
へ
の
御
お
ん
の
ほ
と
、
申
つ
く
し
か
た
く
、
か
た
し
け
な
く

そ
ん
し
上
候
、
か
や
う
の
御
事
も
、
御
め
に
か
ゝ
り
候
て
か
な
、』
御
礼
も
申
上

た
さ
、
朝
夕
〳
〵
そ
ん
し
候
た
る
ま
て
に
て
御
さ
候
、
申
上
た
き
御
事
山
々
な

か
ら
、
御
ら
ん
被
成
候
事
御
む
つ
か
し
く
と
、
ひ
か
へ
ま
い
ら
せ
候
、
く
れ
〳

〵
お
ひ
た
ゝ
し
く
御
い
わ
ヰ
下
さ
れ
、
し
た
〳
〵
ま
て
へ
御
し
う
儀
下
さ
れ
、

い
く
久
し
く
と
い
た
ゝ
き
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
さ
か
さ
ね
〳
〵
、
か
し
く
、 

御
と
を
〳
〵
の
と
こ
ろ
、
さ
く
州

（
多
久
茂
辰
）

さ
ま
、
な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

さ
ま
ゟ
、
態
御
し
し
や
御
の
ほ
せ

な
さ
れ
、
御
ま
へ
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

ゟ
も
、
文
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
上
候
、
こ
と
に
御
三
人
さ

ま
よ
り
、
御
も
く
ろ
く
の
こ
と
く
、
め
い
〳
〵
御
し
う
儀
下
さ
れ
、
か
す
〳
〵
か
た

し
け
な
さ
、
い
く
久
し
く
ま
ん
〳
〵
ね
ん
も
相
か
わ
ら
す
と
、
い
わ
ヰ
入
ま
い
ら
せ

候
、
さ
り
な
か
ら
、
あ
ま
り
お
ひ
た
ゝ
し
き
御
事
に
て
、
い
た
み
入
ま
い
ら
せ
候
、

御
ま
へ
さ
ま
よ
り
は
、
ゑ
も
ん
か

（
岡
部
与
貞
男
某
）

た
へ
、
う
つ
く
し
き
』
う
ふ
き
三
つ
三
百
疋
下
さ

れ
候
、
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
上
候
、
さ
く
し
う
さ
ま
ゟ
ハ
、
ゑ
も
ん
か
た
へ
大
せ

つ
の
大
判
一
ま
い
、
の
も
し
一
箱
下
さ
れ
候
、
い
く
久
し
く
、
と
し
た
け
申
候
ま
て

の
た
か
ら
と
、
一
入
か
た
し
け
な
さ
、
い
た
ゝ
か
せ
ま
い
ら
せ
候
、
わ
た
く
し
へ
も

銀
子
五
ま
い
、
御
た
る
さ
か
な
、
御
ま
へ
さ
ま
ゟ
も
三
百
疋
下
さ
れ
候
、
か
た
し
け

な
く
そ
ん
し
上
ま
い
ら
せ
候
、
な
か
と
さ
ま
よ
り
も
、
わ
た
く
し
へ
ち
り
め
ん
二
ま

き
、
ゑ
も
ん
か
た
へ
ハ
銀
子
一
ま
い
、
ち
り
め
ん
三
ま
き
下
さ
れ
候
、
誠
に
御
め
い

〳
〵
さ
ま
よ
り
色
々
さ
ま
〳
〵
の
御
心
つ
か
い
、か
た
し
け
な
さ
、ふ
て
ニ
つ
く
し
』

か
た
く
、
御
心
さ
し
の
ほ
と
、
あ
さ
か
ら
す
存
上
ま
い
ら
せ
候
、
わ
た
く
し
事
も
、

は
ん
し
や
う
ま
へ
、
こ
と
の
外
わ
つ
ら
い
ま
い
ら
せ
候
て
、
あ
や
う
き
命
も
う
け
、

た
や
す
く
は
ん
し
や
う
い
た
し
、
御
ま
へ
さ
ま
か
た
へ
も
御
よ
ろ
こ
ひ
あ
そ
は
し
候

事
、
う
す
〳
〵
御
う
れ
し
さ
に
て
御
さ
候
、
ゑ
も
ん
も
こ
と
の
外
せ
い
人
い
た
し
、

物
々
し
く
、
も
は
や
物
か
た
り
な
と
い
た
し
ま
い
ら
せ
候
を
、
御
ま
へ
さ
ま
御
ふ
た

り
さ
ま
へ
、
ち
と
御
め
ニ
か
け
申
た
さ
、
朝
夕
こ
か
う
・
つ
ほ
ね
と
申
く
ら
し
ま
い

ら
せ
候
、
ほ
と
遠
く
御
さ
候
へ
は
、
そ
ん
し
て
も
か
な
わ
ぬ
御
事
や
と
、
申
ま
い
ら

せ
候
御
事
に
て
御
さ
候
、』
ま
つ
申
上
候
ハ
ん
と
、
丹
波
さ
ま

（
岡
部
与
賢
）

・
つ
し
ま
殿

（
岡
部
与
貞
）

へ
の
御
事

つ
て
、
く
ハ
し
く
文
の
と
を
り
申
つ
た
へ
ま
い
ら
せ
候
、
御
お
や
子
な
か
ら
、
こ
ま

〳
〵
と
御
事
つ
て
、
か
た
し
け
な
き
由
、
我
身
よ
り
よ
く
〳
〵
御
礼
申
進
し
候
へ
と
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の
御
事
に
て
御
さ
候
、
丹
波
さ
ま
・
対
馬
殿
よ
り
も
、
御
そ
も
し
さ
ま
へ
文
ま
い
ら

せ
候
、
ま
つ
〳
〵
そ
こ
御
ほ
と
御
ふ
た
所
さ
ま
は
し
め
、
い
つ
れ
も
〳
〵
御
き
け
ん

よ
く
御
さ
な
さ
れ
候
よ
し
、う
れ
し
く
そ
ん
し
上
ま
い
ら
せ
候
、め
て
た
く
か
し
く
、 

水
か
え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

ま
い
る 

お
ば
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

満（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 

御
返
事
御
申
候 

 

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
母
で
あ
る
多
久
茂
辰
室
鍋

島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
年
次
は
、
岡
部
与
貞
男
（
右
衛
門
）
の
出

生
が
万
治
三
年
十
二
月
九
日
で
、
高
源
院
在
世
中
（
寛
文
元
年
九
月
歿
）
か
つ

「
春
の
御
し
う
儀
」
と
本
文
中
に
あ
る
の
で
、
寛
文
元
年
で
あ
る
。
多
久
茂
辰
・

茂
矩
、
天
性
院
は
在
国
。
ま
ん
、
高
源
院
、
岡
部
与
賢
・
与
貞
は
在
江
戸
。 

  

五
四
三 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
さ
く
州
さ
ま
一
た
ん
と
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
候
よ
し
、
御
う
れ
し
く
そ

ん
し
上
候
、
御
事
つ
て
の
と
を
り
、
く
わ
し
く
承
と
ゝ
け
申
候
、
へ
ち
ニ
文
進

上
候
ハ
ん
か
、
右
申
候
こ
と
く
、
い
そ
き
ゆ
へ
、
こ
れ
も
や
う
〳
〵
ニ
か
き
申

候
、
わ
け
い
か
ゝ
と
そ
ん
し
候
、
こ
ゝ
も
と
に
て
も
、
ゑ
も
ん
・

（
岡
部
与
貞
男
某
）

わ
た
く
し
、

そ
く
さ
い
ニ
ゐ
申
候
、
〳
〵
、
う
ね
め
殿
も
御
そ
く
さ
い
ニ
御
さ
候
、
〳
〵
、 

菊
月
廿
四
日
の
御
日
付
ニ
て
、
御
こ
ま
〳
〵
と
の
文
、
か
た
し
け
な
く
は
い
け
ん
い

た
し
候
、
御
そ
も
し
さ
ま
御
事
、
道
中
舟
中
御
無
事
ニ
、
は
や
〳
〵
御
国
も
と
へ
御

つ
き
の
よ
し
仰
ら
れ
、
ひ
と
し
ほ
め
て
た
く
そ
ん
し
上
候
、
そ
こ
も
と
へ
御
く
た
り

つ
き
候
て
も
、
い
よ
〳
〵
御
機
け
ん
よ
く
御
さ
候
事
、
御
め
て
た
く
存
候
、
さ
く
州

（
多
久
茂
辰
）

さ
ま
・
お
は
さ
ま
、

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

み
な
〳
〵
さ
ま
も
、
御
そ
く
さ
い
に
て
、
御
そ
も
し
さ
ま
ま
ち

う
け
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
よ
し
、
こ
と
に
ひ
も
し
さ
ま

（
多
久
茂
矩
女
）

御
成
人
に
て
、
御
そ
も
し
さ
ま

何
よ
り
御
ま
ん
そ
く
あ
そ
は
し
候
ハ
ん
と
、こ
な
た
よ
り
お
し
は
か
り
ま
い
ら
せ
候
、

仰
の
こ
と
く
、
此
中
ハ
お
も
は
す
ふ
と
御
の
ほ
り
な
さ
れ
、
跡
さ
き
な
き
事
ニ
ゆ
る

〳
〵
と
御
物
か
た
り
と
も
申
上
、
御
う
れ
し
さ
に
て
御
さ
候
、
さ
り
な
か
ら
、
ふ
か

〳
〵
な
ら
い
わ
ろ
く
成
候
て
、
い
と
ゝ
御
な
つ
か
し
さ
い
や
ま
し
申
候
、
お
ば
さ
ま

へ
の
御
事
つ
て
の
と
を
り
、
く
わ
し
く
仰
ら
れ
候
よ
し
、
さ
や
う
に
て
御
さ
候
ハ
ん

と
そ
ん
し
候
、
い
ん
て
い

（
因
貞
尼
）

事
ハ
も
は
や
こ
り
は
て
申
候
、
い
や
に
て
御
さ
候
、
さ
て
』

か
ゝ
の
守

（
鍋
島
直
能
）

さ
ま
へ
ハ
、
今
た
御
け
さ
ん
な
さ
れ
候
ハ
す
候
よ
し
、
さ
や
う
ニ
て
御
さ

候
ハ
ん
と
そ
ん
し
候
、
さ
て
又
、
お
は
さ
ま
よ
り
く
た
さ
れ
候
女
子
の
事
、
さ
し
あ

い
御
さ
候
て
、
ま
つ
下
さ
れ
侯
ま
し
き
と
の
御
事
、
い
か
や
う
の
さ
し
あ
い
に
て
御

さ
候
や
、
本
丸
か
た
の
さ
し
あ
い
に
て
も
御
さ
候
や
、
又
西
丸
へ
御
ゑ
ん
り
よ
の
さ

し
あ
い
に
て
御
さ
候
や
、
御
心
も
と
な
さ
、
承
度
御
さ
候
、
と
か
く
そ
こ
も
と
ゟ
く

た
さ
れ
候
人
ハ
、
さ
し
て
い
そ
か
ぬ
事
に
て
御
さ
候
ま
ゝ
、
い
つ
に
て
も
、
う
ね
め
殿

（
多
久
安
輝
）

へ
ま
い
ら
せ
ら
れ
へ
く
候
、
も
は
や
我
身
よ
り
も
ら
い
上
申
候
事
ハ
、
そ
こ
も
と
に
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て
も
御
さ
た
御
む
よ
う
に
て
御
さ
候
、
ち
と
お
も
ハ
し
き
物
も
御
さ
候
時
分
、
う
ね

め
殿
か
た
へ
御
の
ほ
せ
や
ら
せ
ら
れ
候
へ
く
候
、
今
ほ
と
う
ね
め
殿
か
た
へ
ゐ
申
候

下
女
の
事
、
も
し
人
ニ
見
せ
候
て
か
、
わ
た
く
し
の
見
申
に
て
か
、
き
ニ
入
候
ハ
ゝ
、

も
ら
い
申
候
へ
の
よ
し
、
か
た
し
け
な
く
御
さ
候
、
さ
り
な
か
ら
、
と
て
も
も
ら
い

上
候
ハ
ん
ニ
、こ
ゝ
も
と
へ
も
、も
は
や
久
し
く
の
ほ
り
ゐ
申
候
も
の
ニ
て
御
さ
候
、

こ
と
に
、
私
ハ
も
ら
い
候
て
も
、
そ
の
ま
ゝ
、
そ
は
へ
つ
か
い
、
心
や
す
く
万
事
な

い
せ
う
事
も
申
つ
け
候
も
の
、
ほ
し
く
御
さ
候
ま
ゝ
、
い
か
に
し
て
も
、
あ
の
と
を

り
の
女
子
ニ
て
は
成
申
ま
し
く
候
ま
ゝ
、
い
か
ゝ
と
そ
ん
し
候
、
さ
り
な
か
ら
、
う

ね
め
殿
お
ち
へ
、
と
く
と
た
ん
か
う
い
た
し
、』
か
ね
〳
〵
か
た
き
万
事
よ
き
も
の
ニ

て
も
御
さ
候
ハ
ゝ
、
も
ら
い
申
へ
く
候
ま
ゝ
、
そ
の
や
う
す
ハ
、
か
さ
ね
て
の
御
た

よ
り
ニ
申
上
へ
く
候
、
お
は
さ
ま
へ
も
文
進
し
候
ハ
ん
か
、
き
う
び
ん
に
て
御
さ
候

ま
ゝ
、
ま
つ
〳
〵
御
そ
も
し
さ
ま
は
か
り
ニ
申
上
候
、
か
ゝ
の
守
さ
ま
よ
り
も
、
い

か
ゝ
、
よ
き
と
し
よ
り
両
人
御
さ
候
て
、
御
の
ほ
せ
候
や
も
そ
ん
し
候
ハ
す
候
、
と

か
く
、せ
つ
か
く
た
ん
そ
く
な
さ
れ
候
へ
と
も
、あ
に
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

き
ニ
入
申
候
と
し
よ
り
、

一
円
御
さ
候
ハ
す
侯
よ
し
御
申
候
、
御
そ
も
し
さ
ま
御
し
つ
ね
ん
被
成
候
と
仰
ら
れ

候
事
ハ
、
お
は
さ
ま
い
つ
そ
や
比
、
わ
た
く
し
へ
つ
か
わ
さ
れ
候
ハ
ん
と
お
ほ
し
め

し
、
た
れ
や
ら
ん
の
後
家
よ
は
せ
ら
れ
、
か
み
な
と
も
た
て
さ
せ
被
成
候
へ
と
も
、

ひ
や
う
し
や
に
て
御
さ
候
ま
ゝ
、
と
て
も
こ
れ
ハ
御
の
ほ
せ
被
成
候
事
な
る
ま
し
き

よ
し
、
御
そ
も
し
さ
ま
も
仰
ら
れ
候
へ
と
も
、
何
と
そ
な
さ
れ
、
そ
の
と
し
よ
り
を
、

あ
ニ
さ
ま
ゟ
御
の
ほ
せ
候
と
し
ゟ
両
人
ま
い
り
候
ひ
と
り
ハ
こ
れ
と
も
か
、
よ
き
し

あ
わ
せ
に
て
御
さ
候
ま
ゝ
、
御
の
ほ
せ
被
成
候
ハ
ゝ
、
よ
く
御
さ
侯
ハ
ん
か
と
、
お

ば
さ
ま
ゟ
か
ゝ
の
守
さ
ま
へ
お
ほ
せ
ら
れ
、
御
か
つ
て
ん
な
ら
は
、
こ
ん
ど
そ
の
人

御
の
ほ
せ
く
た
さ
れ
候
や
う
ニ
か
な
と
、
御
物
か
た
り
候
事
に
て
御
さ
候
、
さ
き
の

た
よ
り
に
も
、
お
ば
さ
ま
へ
』
此
と
を
り
申
進
し
候
ま
ゝ
、
お
は
さ
ま
へ
仰
ら
れ
候

ハ
ゝ
、
御
か
て
ん
に
て
御
さ
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
候
、
た
ゝ
し
あ
に
さ
ま
へ
仰
ら
れ
に

く
き
事
に
て
御
さ
候
ハ
ゝ
、
そ
れ
ハ
せ
ひ
な
き
事
ニ
御
さ
候
、
と
か
く
〳
〵
御
そ
も

し
さ
ま
の
御
か
中
う
ち
の
人
を
一
人
も
ち
候
へ
は
、
す
な
は
ち
つ
ほ
ね
よ
み
か
へ
り

申
候
と
そ
ん
し
候
ハ
ん
ニ
と
、
こ
れ
の
み
ね
か
い
ま
い
ら
せ
候
、
も
つ
と
も
西
丸
か

た
の
し
ゆ
も
、
を
ろ
か
ハ
御
さ
候
ハ
ね
と
も
、
い
つ
か
た
や
ら
ん
又
ち
か
い
た
る
や

う
ニ
御
さ
候
、
此
文
御
ら
ん
候
ハ
ゝ
、
そ
の
ま
ゝ
火
中
た
の
み
入
申
候
〳
〵
、
く
れ

〳
〵
そ
こ
も
と
ゟ
下
さ
れ
候
女
子
、
さ
し
あ
い
申
候
よ
し
、
か
す
〳
〵
残
多
さ
、
山
々

に
て
御
さ
候
、う
ね
め
殿
か
た
の
女
子
の
事
、と
て
も
な
り
申
ま
し
き
と
そ
ん
し
候
、

さ
り
な
か
ら
、
又
う
ね
め
殿
お
ち
ニ
も
申
候
て
見
候
へ
く
候
、
と
か
く
私
ニ
と
、
を

し
い
た
し
候
て
下
さ
れ
候
事
ハ
、
も
は
や
〳
〵
御
む
よ
う
ニ
な
さ
れ
候
へ
く
候
、
御

そ
も
し
さ
ま
か
た
へ
も
、
御
む
つ
か
し
き
事
か
け
候
て
ハ
、
わ
た
く
し
の
か
へ
り
て

御
ふ
か
う
、
め
い
わ
く
ニ
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
ま
ゝ
、
し
せ
ん
な
り
申
候
事
な
ら
は

と
申
候
、
た
ゝ
し
し
た
心
ハ
、
う
ね
め
殿
ニ
さ
へ
、
よ
き
女
ほ
う
し
ゆ
御
の
ほ
せ
な

さ
れ
候
ハ
ゝ
、
こ
ゝ
も
と
ニ
て
も
ら
い
申
候
ハ
ん
と
、
ね
か
い
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、
め

て
た
く
か
し
く
、 
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々
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【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
消
息
。

年
次
は
、
茂
矩
が
鍋
島
光
茂
の
使
者
と
し
て
の
務
め
を
終
え
て
江
戸
か
ら
帰
国

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、寛
文
四
年
に
比
定
さ
れ
る（「
水
江
事
略
」）。

多
久
茂
辰
・
茂
矩
、
天
性
院
、
鍋
島
直
能
は
在
国
。
ま
ん
、
多
久
安
輝
は
在
江

戸
。 

  

五
四
四 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

な
を
〳
〵
、
さ
く
し
う
さ
ま
・
な
か
と
さ
ま
・
ひ
や
う
こ
さ
ま
・
外
記
さ
ま
・

（
北
島
周
虎
）

将
監
殿
・

（
多
久
安
英
）

お
み
つ
殿
そ

（
多
久
茂
辰
女
）

の
外
御
よ
も
し
さ
ま
か
た
へ
も
、
御
事
つ
て
と
仰
ら
れ

下
さ
れ
候
へ
く
候
、此
文
た
よ
り
に
わ
か
ニ
承
候
ま
ゝ
、い
そ
き
か
き
申
候
ま
ゝ
、

わ
け
い
か
ゝ
と
そ
ん
し
候
、
く
れ
〳
〵
右
の
や
う
す
、
と
く
と
御
か
て
ん
あ
そ

は
し
、
あ
に
さ
ま
よ
り
の
仰
事
、
お
さ
き
よ
く
か
て
ん
申
さ
れ
候
や
う
ニ
あ
そ

は
し
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
こ
ゝ
も
と
の
や
う
す
、
な
か
〳
〵
今
ほ
と
の
な
ん
ぎ

さ
、ふ
て
か
み
に
も
申
つ
く
し
か
た
く
御
さ
候
、ゑ
と
よ
り
か
き
申
候
も
の
ハ
、

す
こ
し
ふ
そ
く
御
さ
候
へ
は
、
い
と
ま
も
ら
い
い
て
申
候
ま
ゝ
、
た
の
み
な
く

御
さ
候
、
そ
こ
も
と
よ
り
も
、
か
な
ら
す
〳
〵
一
人
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
お
さ

き
の
事
ハ
か
く
へ
つ
に
て
御
さ
候
、
〳
〵
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

か
い
の
守
さ
ま

（
鍋
島
直
澄
）

御
の
ほ
り
に
ハ
、
三
月
十
三
日
の
御
日
付
に
て
、
御
筆
に
て
の
文
、

御
こ
ま
〳
〵
と
な
か
め
入
ま
い
ら
せ
候
、
其
許
に
て
、
御
ふ
う
ふ
さ
ま
は
し
め
み
な

〳
〵
、
御
き
け
ん
よ
く
、
こ
と
に
長
門
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

へ
よ
き
御
五
も
し
も
ち
ま
い
ら
せ
ら
れ

候
よ
し
、
御
ま
へ
さ
ま
か
た
、
い
か
ほ
と
御
ま
ん
そ
く
あ
そ
は
し
候
ハ
ん
と
、
お
し

は
か
り
ま
い
ら
せ
候
、又
や
か
て
め
て
た
き
御
事
御
さ
候
ハ
ん
と
の
御
事
、う
ち
つ
ゝ

き
よ
き
御
事
候
や
と
、
私
一
人
の
や
う
に
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
今
度
は
御
す
る

〳
〵
と
よ
き
御
わ
も
し
御
た
ん
し
や
う
の
御
さ
う
を
、
せ
つ
か
く
ま
ち
入
ま
い
ら
せ

候
、
ひ
や
う
こ
さ
ま

（
多
久
安
胤
）

の
御
新
も
し
さ
ま
は
、
御
く
わ
い
人
に
て
御
さ
候
つ
れ
と
も
、

御
な
か
れ
候
よ
し
、
御
残
多
さ
、
さ
そ
と
、
御
ま
へ
さ
ま
の
御
心
中
、
を
し
は
か
り

ま
い
ら
せ
候
、
さ
り
な
か
ら
、
又
や
か
て
め
て
た
き
御
事
と
も
御
さ
候
ハ
ん
と
、
い

は
ヰ
入
ま
い
ら
せ
候
、
ひ
や
う
こ
さ
ま
御
事
も
、
作
州
さ
ま

（
多
久
茂
辰
）

』
此
中
御
さ
被
成
候
御

や
し
き
に
御
う
つ
り
候
よ
し
、
こ
れ
又
一
た
ん
ニ
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
御
そ
も
し

さ
ま
御
事
も
、
い
よ
〳
〵
御
き
し
よ
く
御
ほ
ん
ふ
く
な
さ
れ
候
、
あ
な
た
こ
な
た
と

あ
そ
は
し
、
か
い
の
守
さ
ま
こ
ゝ
も
と
御
の
ほ
り
被
成
候
御
い
と
ま
こ
ひ
ふ
る
ま
い

な
と
、
そ
こ
も
と
へ
も
あ
そ
は
し
、
は
す
の
い
け
ニ
も
御
さ
被
成
候
よ
し
、
よ
く
〳

〵
の
御
機
け
ん
と
、
わ
た
く
し
一
人
の
や
う
に
、
う
れ
し
く
存
上
ま
い
ら
せ
候
、
万

御
め
て
た
き
事
ニ
御
ひ
ま
な
し
の
由
、
何
よ
り
の
御
事
と
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
か
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い
の
守
さ
ま
も
御
無
事
ニ
こ
ゝ
も
と
へ
御
つ
き
被
成
、
め
て
た
さ
、
さ
り
な
か
ら
、

今
た
わ
た
く
し
ハ
御
目
に
も
か
ゝ
り
申
さ
す
候
ゆ
へ
、
そ
こ
も
と
の
御
物
か
た
り
も

く
ハ
し
く
承
申
さ
す
候
、
い
か
さ
ま
や
か
て
御
め
ニ
か
ゝ
り
候
ハ
ん
ま
ゝ
、
万
御
物

語
申
承
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
候
、ま
つ
そ
〳
〵
丹
後
さ
ま
御
ひ
も
し
さ
ま

（
鍋
島
光
茂
女
、
仙
）

御
し
う
け
ん
、

し
ゆ
ひ
よ
く
す
ま
せ
ら
れ
、こ
ゝ
も
と
に
て
も
御
め
て
た
く
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
、

今
度
の
御
し
う
け
ん
ハ
、
丹
波
さ
ま

（
岡
部
与
賢
）

色
々
御
き
も
入
に
て
御
さ
候
つ
る
ゆ
へ
、
一
し

ほ
私
め
て
た
さ
、
御
す
も
し
被
下
候
へ
く
候
、
こ
ゝ
も
と
み
な
〳
〵
そ
く
さ
い
ニ
、

右
衛
門
事

（
岡
部
与
貞
男
）

、
日
に
ま
し
ち
ゑ
〳
〵
し
く
成
人
申
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
く
お
ほ
し
め
し

上
ら
れ
へ
く
候
、』
う
ね
め
殿

（
多
久
安
輝
）

事
も
そ
く
さ
い
に
て
お
ハ
し
ま
し
候
ま
ゝ
、
御
き
つ
か

い
な
さ
れ
ま
し
く
候
、一
左
様
ニ
御
さ
候
へ
は
、此
中
よ
り
申
候
女
子
の
事
、い
か
ゝ
、

御
心
あ
て
も
御
さ
候
や
、
う
け
給
た
く
御
さ
候
、
私
つ
ほ
ね
事
、
な
か
〳
〵
の
わ
つ

ら
い
、
能
も
御
さ
候
ハ
て
、
三
月
廿
一
日
ニ
め
て
た
く
成
申
候
、
わ
た
く
し
も
い
か

ほ
と
こ
の
四
五
ね
ん
心
つ
か
い
い
た
し
、
い
か
ゝ
と
あ
ん
し
申
候
ニ
、
心
よ
く
わ
う

し
や
う
い
た
し
、
な
け
き
の
中
の
よ
ろ
こ
ひ
に
て
御
さ
候
、
さ
り
な
か
ら
、
誠
ニ
私

を
た
い
せ
つ
か
り
申
候
物
に
て
、
な
ら
ふ
物
な
く
た
の
み
申
候
ニ
、
こ
の
も
の
ニ
は

な
れ
申
候
て
、
手
も
ち
か
ら
も
な
く
、
あ
ま
の
子
な
か
し
た
る
て
い
に
て
、
万
事
心

つ
か
い
の
み
い
た
し
ま
い
ら
せ
候
、
よ
の
つ
ね
の
も
の
さ
へ
、
な
く
て
そ
人
は
こ
ひ

し
き
と
や
ら
ん
申
候
ニ
、
い
や
ま
し
、
か
の
も
の
申
を
き
候
事
、
し
を
き
の
事
、
お

ろ
か
な
ら
ぬ
心
に
て
御
さ
候
つ
る
ニ
と
、
一
し
ほ
そ
ん
し
い
た
し
、
か
な
し
さ
も
、

を
し
さ
も
、
い
や
ま
さ
り
ま
い
ら
せ
候
、
ち
か
〳
〵
の
道
に
て
御
さ
候
ハ
ゝ
、
申
上

た
き
事
数
か
き
り
な
く
御
さ
候
へ
共
、
文
な
と
に
ハ
か
ゝ
れ
申
さ
す
候
、
う
ね
め
殿

折
〳
〵
御
出
候
て
、
や
う
す
御
ら
ん
し
候
事
に
て
候
、
あ
い
ら
し
く
、
さ
ヰ
〳
〵
う

ね
め
殿
御
み
ま
い
候
事
、
う
れ
し
く
御
さ
候
、
そ
れ
ニ
つ
け
、
こ
か
う
も
年
よ
り
申
、

も
と
よ
り
ひ
や
う
し
や
に
て
御
さ
候
、
此
中
よ
り
、
あ
に
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

』
へ
も
、
か
は
り
の

事
な
と
申
を
き
候
、
い
ま
に
ハ
、
か
ゝ
の
守
さ

（
鍋
島
直
能
）

ま
よ
り
、
こ
か
う
と
つ
ほ
ね
と
両
人

の
だ
い
、
何
と
そ
二
人
下
さ
れ
候
や
う
ニ
と
、
わ
ひ
事
申
ま
い
ら
せ
候
事
に
て
御
さ

候
、今
た
し
か
と
の
御
返
事
ハ
御
申
候
ハ
ね
と
も
、ま
つ
御
か
つ
て
ん
と
み
へ
申
候
、

と
か
く
ぬ
し
の
御
く
た
り
候
て
、
そ
の
人
か
ら
も
御
ら
ん
し
候
て
よ
り
、
御
の
ほ
せ

候
ハ
ん
と
の
事
に
て
御
さ
候
、
さ
も
御
さ
候
へ
ハ
、
そ
の
両
人
御
の
ほ
せ
候
う
ち
、

一
人
は
高
源
院
さ
ま
御
つ
か

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
）

い
な
さ
れ
候
お
さ
き
さ
た
め
て
御
ま
へ
さ
ま
よ
く
御
そ

ん
し
に
て
御
さ
候
ハ
ん
ま
ゝ
、此
人
ほ
し
く
御
さ
候
と
、あ
ニ
さ
ま
へ
も
申
候
へ
は
、

一
た
ん
と
よ
く
御
さ
候
へ
く
候
、
さ
り
な
か
ら
、
そ
の
身
の
ほ
り
候
ハ
ん
と
申
へ
き

事
も
し
れ
申
さ
す
候
と
、
あ
ニ
さ
ま
御
申
候
ゆ
へ
、
私
申
候
ハ
、
た
と
い
い
や
と
申

さ
れ
候
と
も
、
何
と
そ
む
り
ニ
御
こ
と
わ
り
仰
ら
れ
、
一
人
ハ
こ
れ
を
御
の
ほ
せ
下

さ
れ
候
や
う
ニ
と
申
候
ま
ゝ
、
そ
こ
も
と
へ
御
く
た
り
候
ハ
ゝ
、
お
さ
き
へ
も
さ
や

う
ニ
御
申
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
候
、
し
ぜ
ん
、
か
ゝ
の
守
さ
ま
ゟ
仰
ら
れ
候
に
、
御
わ

ひ
事
な
と
お
さ
き
申
さ
れ
候
ハ
ぬ
や
う
ニ
、
た
い

〔
な
〕

〳
〵
御
ま
へ
さ
ま
仰
き
か
せ
ら
れ

を
か
せ
ら
れ
、
あ
ニ
さ
ま
よ
り
右
の
通
御
申
候
ニ
、
か
し
こ
ま
り
か
て
ん
い
た
し
候

や
う
ニ
、
御
さ
い
か
く
た
の
み
上
申
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 
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ま
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（
岡
部
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鍋
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氏
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御
返
事 

人
々
御
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【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
母
の
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏

（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
真
常
院
は
在
江
戸
、
茂
辰
室
は
在
国
で
あ
る
。

江
戸
藩
邸
に
い
た
与
貞
室
付
の
女
中
の
死
去
を
受
け
、
後
任
女
中
の
江
戸
派
遣

を
依
頼
す
る
内
容
で
あ
り
、
関
連
文
書
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
五
五
一
号
の
解

説
を
参
照
。
本
文
中
に
「
三
月
廿
一
日
ニ
め
て
た
く
成
申
候
」
と
あ
り
、
こ
れ

は
、
与
貞
室
付
の
女
中
が
こ
の
年
の
三
月
二
十
一
日
に
歿
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
が
、
寛
文
四
年
に
比
定
さ
れ
る
閏
五
月
十
五
日
付
の
多
久
安
英
宛
岡
部
与

貞
室
鍋
島
氏
消
息
（
五
四
八
号
）
に
「
つ
ほ
ね
」
が
こ
の
年
の
「
三
月
廿
一
日

ニ
は
て

（

果

）

申
候
」
と
あ
っ
て
対
応
す
る
こ
と
か
ら
、
本
消
息
の
年
次
は
五
四
八
号

と
同
じ
寛
文
四
年
に
比
定
で
き
る
。
な
お
、
「
丹
後
さ
ま
御
ひ
も
し
さ
ま

（
鍋
島
光
茂
女
仙
）

御

し
う
け
ん

（

祝

言

）

」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
寛
文
四
年
二
月
七
日
に
行
わ
れ
た
鍋
島
光

茂
女
仙
と
土
井
利
重
の
婚
姻
（
佐
近
二
―
一
／
六
一
二
頁
）
を
指
し
て
い
る
。 

  

五
四
五 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

猶
々
、
こ
ゝ
も
と
に
て
も
、
う
ね
め
殿
御
そ
く
さ
い
ニ
御
さ
候
、
わ
た
く
し
も

お
や
子
な
か
ら
ふ
し
に
て
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、
今
度
の
ほ
り
申
候
と
し
よ
り
、
心

中
ハ
今
た
し
か
と
そ
ん
し
候
ハ
ね
と
も
、
ま
つ
見
か
け
に
あ
わ
し
く
御
さ
候
、

こ
と
の
外
か
る
か
る
と
な
け
き
そ
う
な
る
人
ニ
て
、
わ
た
く
し
う
れ
し
さ
に
て

御
さ
候
、
い
か
さ
ま
、
あ
に
さ
ま
の
御
ゑ
り
候
て
、
御
の
ほ
せ
候
ほ
と
に
て
御

さ
候
ま
ゝ
、さ
の
み
を
ろ
か
ハ
御
さ
候
ま
し
き
か
と
、う
れ
し
さ
に
て
御
さ
候
、

の
ほ
り
申
候
に
も
、
中
や
し
き
へ
の
ほ
り
候
女
子
に
下
さ
れ
候
金
子
な
と
に
も

ま
し
て
、
た
く
さ
ん
に
御
心
つ
け
、
万
事
わ
た
く
し
へ
下
さ
れ
候
と
て
、
こ
と

の
外
な
る
御
心
入
、
ふ
て
に
も
申
つ
く
し
か
た
く
、
あ
れ
ほ
と
も
け
つ
か
う
ニ

な
さ
れ
候
事
や
と
、
中
〳
〵
わ
た
く
し
ハ
い
た
み
入
、
せ
う
し
さ
、
お
手
ま
へ

も
こ
と
し
な
と
ハ
』
な
り
候
ハ
す
候
ニ
、
わ
た
く
し
ニ
御
か
ゝ
り
、
過
分
の
銀

子
御
つ
か
い
候
事
、
め
い
わ
く
ニ
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
事
ニ
て
御
さ
候
、
折
も

よ
く
御
さ
候
ハ
ゝ
、
御
ま
へ
さ
ま
よ
く
御
礼
仰
ら
れ
候
て
下
さ
れ
候
へ
く
候
、

こ
か
う
事
も
、
い
ま
た
く
た
し
候
て
ハ
成
か
た
く
御
さ
候
ニ
つ
き
、
ま
つ
こ
の

た
ひ
ハ
と
め
ま
い
ら
せ
候
、
い
く
〳
〵
ハ
く
た
し
申
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
候
か
、

い
か
ゝ
あ
に
さ
ま
御
申
候
ハ
ん
や
と
そ
ん
し
候
、
い
ろ
〳
〵
申
ニ
申
さ
れ
ぬ
あ

ち
御
さ
候
、
わ
た
く
し
ハ
と
め
申
た
く
も
御
さ
候
、
又
ハ
く
た
し
申
た
く
も
御

さ
候
、
一
円
心
中
は
か
り
に
て
、
人
ニ
い
わ
れ
ぬ
事
の
御
さ
候
に
て
、
さ
つ
と

く
た
ひ
れ
申
候
、
か
や
う
の
御
た
ん
か
う
、
御
ち
か
〳
〵
に
て
御
さ
候
ハ
ゝ
、

物
之
す
ち
よ
き
や
う
ニ
い
た
し
候
ハ
ん
物
を
と
、口
を
し
さ
山
々
に
て
御
さ
候
、

あ
に
さ
ま
こ
ゝ
も
と
へ
御
さ
候
へ
は
、
ら
ち
あ
き
申
候
へ
と
も
、
こ
れ
さ
へ
御
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る
す
に
て
御
さ
候
へ
ハ
、
申
』
へ
き
か
た
な
く
、
め
い
わ
く
い
た
し
ま
い
ら
せ

候
、
か
さ
ね
て
又
一
人
も
御
の
ほ
せ
候
ハ
ん
と
ハ
仰
候
へ
と
も
、
い
か
ゝ
と
そ

ん
し
候
、
こ
ゝ
も
と
に
て
、
つ
し
ま
殿

（
岡
部
与
貞
）

も
、
手
前
さ
ん
〳
〵
な
り
か
た
く
候
と

申
さ
れ
候
ゆ
へ
、
此
中
よ
り
又
々
人
も
お
ほ
か
た
へ
ら
し
、
八
九
人
ほ
と
に
成

ま
い
ら
せ
候
て
、
き
の
と
く
さ
に
て
御
さ
候
、
さ
り
な
か
ら
、
わ
か
み
ニ
つ
き

た
る
ひ
ん
ぼ
う
ハ
、
い
つ
く
の
は
て
に
て
も
お
な
し
事
と
、
お
も
ひ
す
て
い
ま

い
ら
せ
候
事
に
て
御
座
候
、
さ
や
う
の
事
ニ
つ
き
、
又
こ
か
う
も
も
ち
候
ハ
ね

は
な
ら
ぬ
事
も
御
さ
候
て
、
ふ
ん
へ
つ
わ
け
か
た
く
い
申
候
事
に
て
御
さ
候
、

何
を
申
、
何
を
そ
ん
し
候
て
も
、
ほ
と
と
を
く
御
さ
候
へ
は
、
か
い
も
な
き
事

ニ
て
御
さ
候
、
申
上
た
き
事
山
々
な
か
ら
、
を
し
き
ふ
て
と
め
ま
い
ら
せ
候
、

め
て
た
く
か
し
く
、 

今
度
、
西
丸
よ
り
女
子

（
佐
賀
城
内
小
城
屋
敷
）

し
ゆ
御
の
ほ
せ
候
う
ち
、
私
へ
も
と
し
よ
り
一
人
御
の
ほ
せ

給
候
、
そ
の
さ
い
り
や
う
い
た
し
候
も
の
と
も
、
く
た
り
申
候
ま
ゝ
、
一
筆
申
上
ま

い
ら
せ
候
、
私
そ
は
へ
の
ほ
り
申
候
と
し
よ
り
も
、
一
円
有
か
ね
申
、
今
ま
て
を
そ

な
わ
り
申
候
へ
と
も
、
あ
ニ
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

六
十
人
ほ
と
後
家
と
も
御
あ
つ
め
、
や
う
〳
〵
一

人
御
ゑ
ら
み
、
御
の
ほ
せ
候
事
に
て
御
さ
候
、
此
人
こ
ゝ
も
と
へ
の
ほ
り
申
候
み
き

り
、
御
ま
へ
さ
ま
ニ
も
ま
い
り
、
御
め
み
へ
い
た
し
、
御
懇
に
御
ち
か
〳
〵
と
』
仰

下
さ
れ
、
こ
と
に
金
子
壱
部
は
い
り
や
う
さ
せ
ら
れ
候
よ
し
申
候
て
、
か
た
し
け
な

か
り
ま
い
ら
せ
候
、
ま
事
ニ
御
こ
と
お
ほ
く
御
さ
候
事
そ
ん
し
候
ニ
、
よ
く
そ
あ
そ

は
し
候
事
と
、
私
も
数
〳
〵
か
た
し
け
な
く
存
上
申
候
、
御
ま
へ
さ
ま
も
い
よ
〳
〵

御
き
け
ん
よ
く
御
さ
被
成
候
よ
し
承
、
数
〳
〵
御
め
て
た
く
う
れ
し
く
そ
ん
し
候
、

の
ほ
り
申
候
と
し
よ
り
、
名
も
ま
さ
き
と
つ
け
申
候
、
此
ま
さ
き
ニ
た
つ
ね
申
候
へ

ハ
、
御
ま
へ
さ
ま
御
事
、
御
年
よ
り
ハ
い
か
う
御
わ
か
〳
〵
し
く
見
え
さ
せ
ら
れ
候

よ
し
申
候
て
、
何
よ
り
う
れ
し
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、』
御
機
け
ん
よ
く
御
さ
候
へ

は
こ
そ
、
さ
や
う
ニ
御
わ
か
や
き
な
さ
れ
候
事
と
存
ま
い
ら
せ
候
、
さ
く
し
う
さ
ま

（
多
久
茂
辰
）

も
い
や
ま
し
御
き
し
よ
く
よ
く
な
ら
せ
ら
れ
候
や
、
文
へ
ち
ニ
上
申
候
ハ
ん
か
、
今

度
ハ
あ
に
さ
ま
へ
色
々
用
と
も
御
さ
候
て
、
と
り
こ
み
申
候
ま
ゝ
、
御
ひ
と
つ
ニ
申

上
候
、
な
か
と
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

・
ひ
や
う
こ
さ

（
多
久
安
胤
）

ま
・
外
記
さ
ま

（
北
島
周
虎
）

・
将
監
殿
・

（
多
久
安
英
）

お
み
つ
殿
に
も

（
多
久
茂
辰
女
）

、

御
そ
く
さ
い
ニ
御
さ
候
や
、
右
申
候
こ
と
く
と
り
こ
み
、
御
め
い
〳
〵
文
進
し
申
さ

す
候
、
私
へ
今
度
と
し
よ
り
御
の
ほ
せ
給
候
て
、
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
そ
こ
も

と
に
て
き
か
せ
ら
れ
、
い
つ
れ
さ
ま
よ
き
事
や
と
、
仰
ら
れ
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
ま
い

ら
せ
候
、』
こ
ゝ
も
と
へ
女
子
の
ほ
り
申
候
事
、
そ
こ
も
と
へ
は
や
〳
〵
き
か
せ
ら
れ

候
い
て
、
う
ね
め
殿
へ

（
多
久
安
輝
）

女
子
も
御
の
ほ
せ
進
せ
ら
れ
候
ハ
ぬ
と
の
御
事
、
誠
に
よ
き

つ
ゐ
て
に
て
御
さ
候
ニ
と
、
わ
た
く
し
も
ひ
と
し
ほ
の
こ
り
お
ほ
く
そ
ん
し
ま
い
ら

せ
候
、
こ
の
と
し
ゟ
と
も
の
ほ
り
申
候
事
、
私
さ
え
そ
ん
し
申
さ
す
、
中
〳
〵
ニ
お

も
ひ
た
え
候
て
ゐ
申
候
に
、
ふ
と
の
ほ
り
申
候
て
う
れ
し
さ
、
き
も
つ
ふ
し
ま
い
ら

せ
候
や
う
ニ
御
さ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

二
月
三
日

（
寛
文
五
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

ま
い
る 
お
ば
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
ん

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
申
上 
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【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
母
の
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏

（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
真
常
院
は
在
江
戸
、
茂
辰
室
は
在
国
で
あ
る
。

小
城
鍋
島
家
よ
り
江
戸
へ
派
遣
さ
れ
た
女
中
で
あ
る
「
ま
さ
き
」
に
つ
い
て
報

じ
て
い
る
。
寛
文
四
年
三
月
に
亡
く
な
っ
た
与
貞
室
付
の
女
中
の
後
任
人
事
に

関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
関
連
文
書
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
五
五
一
号
の
解
説

を
参
照
。
年
次
に
つ
い
て
は
、
北
島
周
虎
が
「
外
記
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
万
治
三
年
以
降
、
多
久
安
輝
が
在
江
戸
で
あ
る
こ
と
か
ら
寛
文
五
年
以

前
と
な
る
。
本
文
中
に
「
あ
に
さ
ま
こ
ゝ
も
と
へ
御
さ
候
へ
は
、
ら
ち
あ
き
申

候
へ
と
も
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鍋
島
直
能
は
江
戸
に
お
ら
ず
、
在
国
と
考
え

ら
れ
る
。
上
記
の
期
間
の
う
ち
、
直
能
が
二
月
三
日
時
点
で
在
国
な
の
は
、
寛

文
元
・
三
・
五
年
（
佐
近
二
―
一
／
五
九
五
～
六
二
一
頁
）。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

上
述
し
た
通
り
、
内
容
か
ら
見
て
与
貞
室
付
の
女
中
が
亡
く
な
っ
た
寛
文
四
年

三
月
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
消
息
の
年
次
は
寛
文
五
年

に
比
定
で
き
る
。 

  

五
四
六 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を

〱
、
に
し
の
丸
に
て
も
、
せ
ん
つ
る
殿

（
鍋
島
直
能
女
、
千
鶴
）

一
入
御
そ
く
さ
い
に
御
せ
い
人

の
よ
し
承
、
か
す

〱
め
て
た
く
、
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
こ
と
し
ハ
五
つ

ニ
御
成
候
よ
し
に
て
、
御
ひ
も
と
き
に
て
御
さ
候
と
て
、
あ
も
し
さ
ま
つ
ほ
ね

よ
り
、
お
せ
ん
殿
御
か
も
し
、
わ
た
く
し
か
た
へ
も
給
候
、
か
す

〱
い
わ
い

入
、
ま
ん

〱
ね
ん
と
、
む
す
ひ
ま
い
ら
せ
候
御
事
に
て
御
さ
候
、
御
ち
か

〱

に
て
御
さ
候
ハ
ゝ
、
何
か
の
御
事
も
申
承
候
ハ
ん
物
を
と
、
い
つ
も

〱
』
御

う
わ
さ
ま
て
申
く
ら
し
ま
い
ら
せ
候
、
く
れ

〱
御
ま
へ
さ
ま
か
た
御
き
け
ん

よ
く
御
さ
候
や
、
す
い
分
と
御
く
す
り
な
と
あ
か
り
、
御
身
の
つ
よ
く
御
さ
候

や
う
ニ
あ
そ
は
し
候
へ
く
候
、又
卯
月
廿
三
日
に
は
、こ
ん
の
介
殿
よ
り
つ
し
ま

（
岡
部
与
貞
）

殿
御
ふ
る
ま
い
な
さ
れ
、
し
ゆ

〱
さ
ま

〱
の
御
ち
さ
う
の
事
、
対
馬
殿
も

こ
と
の
外
の
ま
ん
そ
く
か
り
に
て
御
さ
候
、
わ
た
く
し
ま
て
も
御
う
れ
し
さ
、

数

〱
か
た
し
け
な
く
、
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
御
事
に
て
御
さ
候
、
め
て
た

く
か
し
く
、 

あ
に
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

御
の
ほ
り
に
は
、
そ
こ
御
ほ
と
よ
り
ハ
文
も
く
た
さ
れ
候
ハ
す
候
、
今
度

御
る
す
い
の
物
と
も
、
く
た
り
申
候
ま
ゝ
、
一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
御
ふ
た
り
さ

ま
な
か
ら
、
い
よ

〱
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
候
や
、
う
け
給
た
く
そ
ん
し
上
ま
い
ら

せ
候
、
あ
に
さ
ま
御
事
も
御
き
け
ん
よ
く
、
こ
ゝ
ほ
と
へ
御
つ
き
な
さ
れ
、
久
々
に

て
御
け
も
し
い
た
し
、
御
う
れ
し
さ
、
御
す
も
し
な
さ
れ
へ
く
候
、』
あ
に
さ
ま
御
物

か
た
り
ニ
う
け
給
候
へ
は
、
御
そ
も
し
さ
ま
御
ふ
た
り
さ
ま
な
か
ら
、
こ
と
の
外
御

と
し
よ
ら
せ
ら
れ
候
よ
し
、
数

〱
御
せ
う
し
に
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
も
は
や
跡

の
事
ハ
、
何
事
も
御
わ
す
れ
な
さ
れ
、
こ
の
さ
き
ハ
御
心
を
御
の
へ
な
さ
れ
、
御
ふ

368



 

 

た
り
さ
ま
な
か
ら
御
そ
く
さ
い
に
御
さ
候
や
う
ニ
あ
そ
は
し
候
へ
く
候
、
御
ふ
た
り

さ
ま
へ
御
め
い

〱
文
上
申
た
く
御
さ
候
へ
と
も
、
に
わ
か
に
文
か
き
申
候
ま
ゝ
、

ま
つ

〱
御
ひ
と
つ
ニ
申
ま
い
ら
せ
候
、
な
か
と
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

も
、
ち
と
御
わ
つ
ら
』
ハ
し

く
御
さ
候
由
承
、
か
す

〱
御
心
も
と
な
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
な
か
と
さ
ま
・

ひ（
多

や
う
こ

久
安
胤
）

さ
ま
・
お
み
つ
殿
、

（
多
久
茂
辰
女
）

其
外
み
な

〱
さ
ま
へ
も
、
御
事
つ
て
申
候
よ
し
、

仰
ら
れ
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
た
の
み
上
申
候
、
こ
ゝ
ほ
と
に
て
も
、
高
源
院
さ
ま
一

（
鍋
島
勝
茂
後
室
徳
川
氏
）

た
ん
と
御
た
つ
し
や
ニ
御
さ
候
、
こ
ん
の
介

（
多
久
安
輝
）

殿
も
御
そ
く
さ
い
に
御
さ
候
、
折

〱

御
あ
い
ら
し
く
御
み
ま
い
、
右
衛
門
か
た

（
岡
部
与
貞
男
某
）

へ
も
、
正
月
に
は
や
た
て
、
今
月
せ
つ
く

に
も
、
か
ふ
と
な
と
く
た
さ
れ
、
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
ゑ
も
ん
』

事
も
、
一
た
ん
と
そ
く
さ
い
に
て
、
せ
い
人
申
ま
い
ら
せ
候
、
此
せ
つ
く
に
ハ
、
ひ

と
し
ほ
に
き

〱
し
く
、
い
わ
い
ま
い
ら
せ
候
御
事
に
て
御
さ
候
、
御
ま
へ
さ
ま
か

た
へ
御
め
に
か
け
申
た
く
、
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
わ
た
く
し
も
そ
く
さ
い
に
ゐ
ま

い
ら
せ
候
、
御
心
や
す
く
お
ほ
し
め
し
上
給
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

五
月
六
日

（
寛
文
元
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 

さ
く
州

（
多
久
茂
辰
）

さ
ま 

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

満（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 

お
は
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 

人
々
御
申 

  

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
父
母
で
あ
る
多
久
茂
辰
夫

妻
に
宛
て
た
消
息
。
与
貞
室
は
在
江
戸
、
茂
辰
夫
妻
は
在
国
で
あ
る
。
参
勤
し

た
鍋
島
直
能
と
対
面
し
た
こ
と
に
つ
い
て
報
ず
る
。
与
貞
室
は
鍋
島
元
茂
の
養

女
で
あ
り
、
直
能
は
兄
に
あ
た
る
。
岡
部
与
貞
の
男
子
右
衛
門
（
万
治
三
年
十

二
月
九
日
生
、
五
四
七
号
解
説
）
が
本
文
中
に
見
え
る
こ
と
、
高
源
院
（
寛
文

元
年
九
月
六
日
歿
）
が
存
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
元
年
に
年
次
比
定
で
き

る
。「
直
能
公
御
年
譜
」
に
よ
る
と
、
追
而
書
で
五
歳
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
直
能

女
・
千
鶴
は
明
暦
三
年
生
と
さ
れ
る
（
佐
近
二
―
一
／
五
八
二
頁
）
こ
と
と
も

一
致
す
る
。
一
方
で
同
じ
く
「
直
能
公
御
年
譜
」
に
よ
る
と
、
直
能
は
寛
文
元

年
は
四
月
二
十
七
日
佐
賀
発
、
五
月
下
旬
江
戸
着
と
な
っ
て
い
る
が
（
佐
近
二

―
一
、
六
〇
二
頁
）、
本
消
息
か
ら
五
月
六
日
の
時
点
で
既
に
直
能
が
在
江
戸
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
、参
勤
の
記
事
に
誤
り
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

 

五
四
七 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

返
々
、
こ
か
う

（
小
督
）

も
つ
ほ
ね
も
、
今
度
の
ほ
ね
を
り
、
い
つ
も
な
か
ら
申
候
ハ
ん

や
う
も
御
さ
な
く
候
、
つ
ほ
ね
事
ハ
、
ゑ
も
ん
ヲ
だ
き

（
岡
部
与
貞
男
某
）

か
ゝ
へ
、
夜
白
い
ね
申

候
ハ
て
、
た
い
き
い
た
し
ま
い
ら
せ
候
、
何
と
も
む
こ
ら
し
く
御
さ
候
、
又
あ

に
さ
ま
ゟ
、
し
う
げ
ん
の
時
分
よ
り
、
せ
う

（
庄
）

久
ゑ
も
ん
と
申
候
物
、
御
つ
け
被

成
候
、
こ
れ
ハ
い
し
や
心
も
御
さ
候
、
其
外
万
事
よ
き
物
に
て
、
こ
ん
ど
ハ
ひ
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と
し
ほ
き
や
く
も
お
ほ
く
、
と
り
こ
み
申
候
に
、
女
に
成
、
お
と
こ
に
成
、
夜

白
ほ
ね
お
り
ま
い
ら
せ
候
、
か
や
う
の
事
も
、
あ
に
さ
ま
ハ
、
お
と
こ
の
御
事

に
て
御
さ
候
、
た
れ
そ
ほ
ね
を
り
と
も
申
物
御
さ
な
く
候
て
、
わ
た
く
し
一
人

に
て
、
れ
い
も
申
つ
く
し
か
た
く
御
さ
候
、
万
事
の
事
、
わ
た
く
し
ハ
し
や
く

は
い
に
御
さ
候
、
こ
か
う
・
つ
ほ
ね
・
久
ゑ
も
ん
三
人
に
て
、
よ
き
や
う
ニ
た

ん
か
う
い
た
し
、
こ
う
ぎ
ヲ
と
ち
め
く
れ
ま
い
ら
せ
候
、
御
ま
へ
さ
ま
ゟ
、
ち

と
御
こ
と
は
仰
ら
れ
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
た
の
み
上
申
候
、

〱
、
又
、
い
つ

（
鍋
島
直

み朝
）

さ
ま
も
御
あ
い
ら
し
く
』
仰
ら
れ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、
又
々
、
ゑ
も
ん

事
あ
い
ら
し
く
御
さ
候
、
御
ま
へ
さ
ま
御
ふ
た
り
さ
ま
へ
、
御
め
に
か
け
た
く

そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、

〱
、 

あ
に
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

よ
り
し
し
や
御
の
ほ
せ
な
さ
れ
候
に
、
御
こ
ま

〱
の
文
、
御
め
つ
ら

し
さ
、
詠
入
ま
い
ら
せ
候
、
そ
こ
御
ほ
と
に
て
御
ふ
た
り
さ
ま
は
し
め
、
み
な
さ

ま
御
き
け
ん
の
よ
し
、
か
す

〱
御
め
て
度
そ
ん
し
上
ま
い
ら
せ
候
、
こ
ゝ
ほ
と

に
て
も
、
高（

鍋

源
院
さ
ま
こ

島
勝
茂
後
室
徳
川
氏
）

と
し
ハ
一
た
ん
と
御
き
け
ん
よ
く
、
こ
ん
の
介

（
多
久
安
輝
）

殿
も
御

そ
く
才
ニ
御
さ
候
、御
心
や
す
く
覚
し
め
し
な
さ
る
へ
く
候
、仰
ら
れ
候
こ
と
く
、

わ
た
く
し
事
も
、
十
二
月
九
日
に
、
た
や
す
く
む
す
こ
は
ん
生
い
た
し
、
う
ち
つ
ゝ

き
、
お
や
子
な
か
ら
き
け
ん
よ
く
、
ち
の
道
心
も
す
こ
し
も
御
座
候
ハ
す
、
は
や

〱
』
ひ
た
ち
ま
い
ら
せ
候
、
は
ん
し
や
う
ま
へ
に
ハ
ふ
と
た
ん
ニ
せ
か
れ
、
こ

と
の
外
あ
や
う
く
わ
つ
ら
い
ま
い
ら
せ
候
へ
と
も
、
一
あ
ん

（
嶋
村
一
庵
）

の
か
け
に
て
、
は
や

〱
き
し
よ
く
と
り
な
を
し
、
は
ん
し
や
う
の
時
も
何
事
な
く
、
お
や
子
と
も
ニ

な
か
ら
へ
ま
い
ら
せ
候
、
一
あ
ん
事
、
ひ
と
し
ほ
心
か
け
申
さ
れ
、
く
す
り
給
候

て
、
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
御
事
に
て
御
さ
候
、
誠
に
此
中
ゟ
、
そ
こ
も
と
御
ふ

た
り
さ
ま
な
か
ら
、
い
か
ほ
と
御
あ
ん
し
な
さ
れ
、
御
く
ろ
う
に
な
り
申
候
に
、

お
や
子
な
か
ら
そ
く
さ
い
に
成
申
候
て
、
わ
た
く
し
も
御
う
れ
し
く
そ
ん
し
ま
い

ら
せ
候
、
そ
こ
も
と
に
て
、
御
き
と
う
御
り
う
く
わ
ん
な
と
、
御
た
て
下
さ
れ
候

御
か
け
ゆ
へ
と
、
ひ
と
し
ほ
か
た
し
け
な
さ
、
有
か
た
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、 

一
今
度
は
ん
し
や
う
い
た
し
候
に
、
ま
へ
か
と
、
そ
こ
も
と
ゟ
、
と
く
し
ゆ
院
さ
ま
・

（
徳
寿
院
、
多
久
安
順
後
室
）

御
ま
へ
さ
ま
御
ふ
た
り
さ
ま
・
な
か
と
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

ゟ
、
色
々
下
さ
れ
候
ゆ
へ
、
御
か
け

に
て
手
つ
か
へ
な
く
、
ゆ
る

〱
と
こ
う
き
を
と
ち
め
、
一
入
』
御
か
け
の
ほ
と
、

か
た
し
け
な
さ
、
申
つ
く
し
か
た
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
こ
ゝ
ほ
と
に
て
は
、

は
ゝ
さ
ま
ひ
と

（
鍋
島
勝
茂
後
室
徳
川
氏
）

し
ほ
御
よ
ろ
こ
ひ
被
成
、
つ
ね

〱
さ
へ
御
さ
候
、
は
ん
し
や
う

ま
へ
か
た
ゟ
、
女
御
つ
け
な
さ
れ
、
そ
の
ゝ
ち
ハ
こ
と
さ
ら
一
入
御
心
に
か
け
さ

せ
ら
れ
、
七
夜
に
も
、
お
や
子
か
た
へ
、
こ
そ
て
そ
の
外
色
々
下
さ
れ
、
に
き

〱

し
く
御
さ
候
て
、
御
う
れ
し
さ
、
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
は
ゝ
さ
ま
の
御
ま
ん

そ
く
か
り
、
大
か
た
な
ら
す
に
て
御
さ
候
、
こ
ん
の
介
殿
も
御
あ
い
ら
し
く
、
御

し
う
儀
な
と
給
候
、
七
夜
の
う
ち
も
、
さ
い

〱
御
み
ま
い
、
ゐ
ん
し
ん
な
と
給

候
、
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
と
き
は
ば
し
お
は
さ
ま

（
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
、
長
）

ゟ
も
、
こ
と

の
外
の
御
懇
、
ば
ゝ
さ
ま
に
も
お
と
ら
す
な
さ
れ
候
ま
ゝ
、
い
つ
そ
、
文
し
ん
せ

ら
れ
候
ハ
ゝ
、
ち
と
御
礼
仰
ら
れ
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
あ
に
さ
ま
ゟ
ハ
、
御
る
す

に
て
も
御
さ
候
に
、
う
ふ
き
そ
の
外
、
し
ゆ

〱
さ
ま

〱
、
こ
ゝ
ほ
と
に
て
、
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に
き

〱
し
き
や
う
に
と
、
そ
こ
も
と
よ
り
御
る
す
ゐ
の
人
に
御
申
候
て
、
お
ひ

た
ゝ
し
く
』
御
い
わ
い
候
て
、
御
う
れ
し
さ
、
い
つ
も
な
か
ら
、
こ
ん
ど
は
ひ
と

し
ほ
人
め
も
お
ほ
く
御
さ
候
に
、
御
心
入
の
ほ
と
、
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
御
事

に
て
御
さ
候
、
か
や
う
の
御
礼
も
、
ち
き
に
申
た
く
御
さ
候
へ
と
も
、
何
と
や
ら

ん
け
い
は
く
ら
し
く
、
口
か
ら
の
や
う
に
御
さ
候
ま
ゝ
、
御
む
つ
か
し
な
か
ら
、

御
け
も
し
の
折
ふ
し
、
御
は
な
し
の
や
う
に
仰
ら
れ
候
て
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
た

の
み
上
申
候
、 

一
丹
波
さ
ま

（
岡
部
与
賢
）

・
対
馬
殿

（
同
与
貞
）

へ
の
御
事
つ
て
の
と
を
り
、
く
わ
し
く
申
ま
い
ら
せ
候
、
御

お
や
子
な
か
ら
、
わ
た
く
し
よ
り
よ
く
申
進
し
候
へ
と
仰
ら
れ
候
、
丹
波
さ
ま
こ

と
の
外
御
よ
ろ
こ
ひ
、
御
と
り
も
ち
な
さ
れ
候
ゆ
へ
、
家
中
し
ゆ
ま
て
も
こ
と
の

外
と
り
も
ち
ま
い
ら
せ
候
て
、
に
き

〱
し
さ
に
て
御
さ
候
、

〱
、
め
て
た
く

か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

水
か
え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

満（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 

ま
い
る 

お
ば
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
申 

御
返
事 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
母
の
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏

（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
与
貞
室
は
在
江
戸
、
茂
辰
室
は
在
国
で
あ
る
。

十
二
月
九
日
に
与
貞
男
子
の
右
衛
門
某
（
夭
逝
）
を
出
産
し
た
こ
と
に
つ
い
て

報
ず
る
。
文
中
「
対
馬
守
」
は
岡
部
与
貞
で
あ
り
、
与
貞
は
万
治
二
年
十
月
二

十
七
日
、
従
五
位
下
対
馬
守
に
叙
任
。
ま
た
出
産
に
際
し
て
徳
寿
院
（
多
久
安

順
後
室
、
ま
ん
の
実
の
祖
母
、
万
治
三
年
十
月
十
四
日
歿
）
か
ら
祝
儀
が
送
ら

れ
た
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
万
治
二
年
十
月
か
ら
同
三
年
の
間
に
絞
ら
れ
る

が
、
鍋
島
直
能
が
在
国
で
あ
る
こ
と
（
直
能
は
万
治
三
年
五
月
六
日
江
戸
発
、

六
月
十
二
日
佐
賀
着
、
佐
近
二
―
一
、
五
九
六
～
五
九
七
頁
）、
七
夜
の
祝
い
の

こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
万
治
三
年
の
十
二
月
十
五
日
過
ぎ
に
書
か
れ

た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、「
と
き
は
は
し

（

常

盤

橋

）

お
ば
さ
ま
」
は
松
平
忠
房
室
（
鍋
島

勝
茂
女
・
長
）
で
あ
る
が
、
深
溝
松
平
家
の
上
屋
敷
が
常
盤
橋
に
あ
る
の
は
明

暦
三
年
～
寛
文
七
年
で
あ
り
（
木
村
充
伸
他
二
〇
〇
八
年
）、
矛
盾
は
な
い
。 

  

五
四
八 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

猶

〱
、
こ
か
う

（
小
督
）

へ
御
懇
の
御
事
つ
て
、
申
き
け
候
へ
ハ
、
過
分
か
り
ま
い
ら

せ
候
、
い
つ
も

〱
御
わ
す
れ
な
く
、
御
事
つ
て
候
御
事
、
御
し
ほ
ら
し
さ
と

申
ま
い
ら
せ
候
、
く
れ

〱
女
子
の
事
、
よ
く

〱
御
か
て
ん
候
て
、
御
申
上

候
へ
く
候
、
御
そ
も
し
・
お
み
つ
殿

（
多
久
茂
辰
女
）

、
よ
く
そ

〱
御
き
も
入
、
御
た
ん
か
う

め
さ
れ
給
、
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
候
、
い
か
さ
ま
、
二
三
ね
ん
の
う
ち
ニ
御

の
ほ
り
候
ハ
ん
ま
ゝ
、
御
め
に
か
ゝ
り
、
つ
も
る
御
事
申
へ
く
候
、
此
文
火
中
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〱
、
か
な
ら
す
人
め
い
や
に
て
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、
又
大
か
た
お
ば
さ

ま
の
御
心
あ
て
御
さ
候
よ
し
御
申
候
か
、
た
れ
人
の
事
に
て
候
や
、
き
ゝ
ま
ほ

し
く
候
、
か
し
く
、 

な
へ
嶋
も
ん
と

（
鍋
島
武
興
）

殿
御
つ
か
い
と
し
て
御
の
ほ
り
候
に
つ
け
、
こ
ま

〱
と
の
文
給
、

御
う
れ
し
さ
、
御
け
さ
ん
の
や
う
に
詠
入
ま
い
ら
せ
候
、
そ
こ
も
と
、
さ
く
し
う

（
多
久
茂
辰
）

さ
ま
・
お
は
さ
ま
・

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

長
門
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

は
し
め
、
何
れ
も
御
機
け
ん
よ
く
、
御
そ
も
し
た

ち
も
一
た
ん
と
御
無
事
の
由
、
め
て
た
く
申
候
、
な
か
と
さ
ま
御
ひ
も
し
も
、
い

よ

〱
あ
い
ら
し
く
御
成
人
の
事
、
さ
や
う
ニ
候
ハ
ん
と
、
み
ま
い
ら
せ
候
た
さ
、

い
か
ほ
と
御
う
わ
さ
の
み
申
く
ら
し
ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ

〱
、
何
に
て
も
御
一

人
御
も
ち
な
さ
れ
候
へ
は
、
よ
き
御
事
に
て
、
な
い

〱
ニ
も
申
候
に
、
又
々
や

か
て
は
ん
』
し
や
う
申
人
□
□
□
□
□

〔

御

入

候

よ

し

〕

、
う
ち
つ
ゝ
き
、
よ
き
御
し
あ
わ
せ
と
、

め
て
た
く
そ
ん
し
候
、
爰
許
に
て
も
対
馬
殿

（
岡
部
与
貞
）

・
右
衛
門
・

（
同
男
某
）

わ
か
み
、
一
入

〱
そ

く
さ
い
ニ
さ
ふ
ら
い
申
候
、
丹
波
さ
ま

（
岡
部
与
賢
）

御
事
も
御
そ
く
さ
い
に
て
、
や
か
て
大
さ

か
御
は
ん
ニ
御
の
ほ
り
候
御
事
に
て
候
、
御
る
す
中
い
か
ゝ
と
、
心
も
と
な
く
あ

ん
し
候
う
へ
、
あ（

鍋

に
さ
ま

島
直
能
）

も
御
い
と
ま
に
て
、
も
は
や
御
く
た
り
被
成
、
わ
か
身

た
よ
り
な
さ
、
御
す
も
し
候
へ
く
候
、 

一
な
い

〱
の
女
子
の
事
、
お
は
さ
ま
よ
り
の
文
ニ
も
く
ハ
し
く
仰
下
さ
れ
候
、
承

と
ゝ
け
申
候
、
こ
と
の
外
御
心
か
け
御
た
ん
そ
く
あ
そ
は
し
候
よ
し
、
さ
や
う
に

て
候
ハ
ん
と
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
お
は
さ
ま
御
一
人
御
か
て
ん
被
成
候
て
も
、
な

か
と
さ
ま
・
さ
く
し
う
さ
ま
御
ふ
ん
へ
つ
候
ハ
ね
は
な
ら
ぬ
事
の
よ
し
、
こ
れ
又

御
心
入
の
ほ
と
さ
つ
し
入
、
ふ
か
き
御
事
か
ん
し
入
申
候
、
た
ゝ
し
、
さ
や
う
ニ

は
か
り
仰
ら
れ
候
て
は
な
ら
ぬ
事
に
て
候
、
も
は
や
そ
こ
も
と
へ
も
し
れ
申
候
ハ

ん
と
そ
ん
し
候
、
わ
か
身
つ
ほ
ね
事
も
、
三
月
廿
一
日
ニ
は
て
申
候
、
我
身
こ
と

か
き
、
か
な
し
さ
と
も
、
残
多
さ
と
も
、
さ
ら
に
申
つ
く
し
か
た
く
、
あ
ま
り
の

事
ニ
ぼ
う
せ
ん
と
い
た
し
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、
こ
の
ま
へ
、
こ
こ
も
と
』
に
御
の
ほ

り
候
時
も
、
大
か
た
や
う
す
と
も
御
見
と
り
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
候
、
我
身
事
、
な

け
キ
申
候
ハ
申
に
お
よ
は
す
、
万
事
さ
は
き
た
る
物
候
、
ち
と
ふ
ん
へ
つ
も
有
物

に
て
、
こ
ゝ
も
と
た
ん
ば
さ
ま
の
御
ふ
う
ふ
も
、
い
ゑ
の
た
か
ら
ハ
つ
ほ
ね
に
て

候
と
て
、
こ
と
の
外
御
よ
ろ
こ
ひ
候
ほ
と
、
何
事
も
よ
き
物
に
て
候
つ
る
ニ
、
あ

た
ら
事
と
も
、
何
と
も
く
れ
ま
と
い
ゐ
申
候
、
今
ほ
と
ハ
御
そ
ん
し
候
こ
と
く
、

や
う

〱
一
人
御
入
候
候
へ

（
衍
）

と
も
、
こ
れ
ハ
か
く
へ
つ
か
わ
り
た
る
心
に
て
、
万

事
我
身
く
ろ
ふ
大
か
た
な
き
事
に
て
候
、
今
さ
ら
か
や
う
の
事
申
ハ
を
ろ
か
成
事

な
か
ら
、
こ
と
の
外
ね
ぢ
け
た
る
人
に
て
、
我
身
た
め
ニ
成
物
に
て
も
、
ぬ
し
の

気
に
入
候
ハ
ね
は
、
を
り
た
ゝ
へ
ら
れ
ぬ
ほ
と
に
く
み
、
い
か
や
う
の
い
き
す
て

物
に
て
も
、
ぬ
し
さ
へ
き
に
入
候
へ
は
、
人
に
な
ん
を
も
い
は
せ
ぬ
て
い
に
て
、

こ
と
の
外
い
ゑ
う
ち
も
さ
う

〱
し
く
、
い
な
物
に
て
候
、
か
や
う
の
事
、
御
ふ

た
り
の
御
人
さ
ま
た
ち
へ
申
事
ハ
、
け
つ
く
、
く
を
か
け
申
候
事
に
て
候
ま
ゝ
、

御
そ
も
し
心
は
か
り
に
て
お
ほ
し
め
し
、
い
か
さ
ま
や
う
す
御
さ
候
と
み
へ
候

ま
ゝ
、
は
や

〱
何
に
て
も
、
と
し
は
へ
の
も
の
、
こ
と
し
う
ち
ニ
一
人
御
の
ほ

せ
や
ら
せ
ら
れ
候
や
う
ニ
と
、
折

〱
御
申
上
給
候
へ
く
候
、
な
か
と
さ
ま
へ
ハ
、
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御
な
い
せ
う
に
て
、
そ
と
御
申
候
て
も
よ
く
候
へ
く
候
、
い
と
ゝ
人
す
く
な
に
御

入
候
、又
右
の
と
を
り
に
て
候
ゆ
へ
、わ
か
身
ニ
し
て
つ
か
い
申
候
物
も
候
ハ
す
、

気
の
と
く
、
万
事
の
事
、
ほ
そ
か
く
し
た
る
て
い
ニ
い
た
し
候
、』
つ
ほ
ね
わ
つ
ら

い
候
て
、
は
や

〱
し
に
申
候
事
も
、
た
れ
ゆ
へ
と
覚
し
め
し
候
や
、
廿
六
ね
ん

か
間
、
に
ら
ま
れ
候
て
、
あ
け
く
に
は
、
に
ら
み
こ
ろ
し
申
候
、
わ
つ
ら
い
の
う

ち
、
色
々
の
事
と
も
御
入
候
事
、
中

〱
お
そ
ろ
し
さ
、
か
や
う
の
事
、
や
く
た

い
も
な
き
事
な
か
ら
、
一
た
ひ
か
た
り
申
度
御
入
候
、
そ
の
ゆ
へ
、
中

〱
は
ら

の
た
ち
申
候
て
、
つ
ほ
ね
事
心
に
ハ
そ
ん
し
候
へ
と
も
、
口
に
は
申
も
い
て
候
ハ

す
候
、
此
ふ
み
火
中

〱
、
い
か
や
う
の
人
の
見
候
て
か
、
我
身
心
を
は
か
り
候

ハ
ん
と
、
は
つ
か
し
く
御
入
候
、
あ
ま
り
む
ね
の
く
る
し
さ
、
御
そ
も
し
へ
は
か

り
申
候
、
と
か
く
う
ね
め
殿
御
そ
ん
し
に
て
候
、
と
か
く
わ
か
身
ハ
今
に
人
の
よ

し
あ
し
に
も
か
ま
い
申
さ
す
候
、
は
や

〱
そ
こ
も
と
か
た
の
も
の
、
ほ
し
く
御

入
候
ま
ゝ
、何
と
そ
こ
と
し
明
ね
ん
の
う
ち
ニ
、御
の
ほ
せ
下
さ
れ
候
へ
か
し
と
、

ね
か
い
申
候
、け
き
さ
ま

（
北
島
周
虎
）

御
事
も
道
中
御
無
事
ニ
、そ
こ
も
と
へ
御
つ
き
の
よ
し
、

め
て
た
く
存
申
候
、
ゑ
も
ん
事
、
御
め
に
か
け
、
我
身
も
一
度
な
か
ら
、
ゆ
る

〱

と
御
物
語
申
、
御
う
れ
し
く
そ
ん
し
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

此
ふ
み
、
ち
と
い
か
し
き
時
か
き
申
候
ま
ゝ
、
わ
け
い
か
ゝ
と
そ
ん
し
候
、 

 

後
五
月
十
五
日

（
寛
文
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ゟ 

多
久 

 
 

将
監
殿

（
安
英
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
ん

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 

ま
い
る 

御
返
事 

人
々
御
申 

  

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
弟
の
多
久
安
英
に
宛
て
た
消

息
。
与
貞
室
は
在
江
戸
、
安
英
は
在
国
で
あ
る
。
安
英
の
名
が
「
将
監
」
の
頃

（
寛
文
四
・
五
年
頃
ま
で
）
で
閏
五
月
が
あ
る
の
は
寛
文
四
年
の
み
で
あ
る
の

で
、
年
次
は
寛
文
四
年
に
決
ま
る
。
長
年
召
し
使
っ
て
き
た
女
中
「
つ
ほ
ね
」

の
死
去
を
報
じ
、
同
じ
く
長
年
召
し
使
っ
て
き
た
女
中
某
に
対
す
る
強
い
不
快

を
弟
に
打
ち
明
け
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
消
息
を
託
し
た
鍋
島
武
興
は
与
貞
室

か
ら
見
て
従
兄
弟
に
あ
た
り
、
実
姉
自
性
院
（
承
応
三
年
歿
）
の
夫
で
も
あ
る
。

校
訂
は
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
に
よ
る
。 

  

五
四
九 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
か
い
の
守

（
鍋
島
直
澄
）

さ
ま
ハ
、
お
さ
き
事
ハ
す
こ
し
も
〳
〵
御
か
ま
い
な
き

事
に
て
御
さ
候
〳
〵
、
あ
に
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

よ
り
も
、
此
比
文
ま
い
り
申
候
か
、
せ
つ
か

く
御
か
中
う
ち
御
た
ん
そ
く
候
へ
と
も
、
一
円
お
も
ハ
し
き
の
か
有
か
ね
申
候

由
ニ
御
申
候
ま
ゝ
、
御
ま
へ
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

さ
へ
御
た
ん
か
う
な
さ
れ
候
ハ
ゝ
、
右
の
人

ハ
成
申
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
候
、
た
と
い
そ
の
人
わ
つ
ら
い
申
人
に
て
御
さ
候
と

も
、
こ
ゝ
も
と
に
て
、
い
か
や
う
に
も
〳
〵
や
う
し
や
う
申
さ
せ
候
ハ
ん
と
そ
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ん
し
候
、
し
ぬ
る
命
ハ
い
つ
く
の
は
て
に
て
も
お
な
し
事
に
て
御
さ
候
、
こ
か

う
ほ
と
ひ
や
う
し
や
ハ
御
さ
候
ハ
ね
と
も
、
と
や
か
く
と
今
ま
て
な
か
ら
へ
ゐ

申
候
、
つ
ほ
ね
ハ
そ
く
さ
い
な
る
も
の
に
て
御
さ
候
つ
れ
と
も
、
か
や
う
ニ
相

は
て
申
候
事
ハ
、
し
や
う
と
く
の
や
く
そ
く
と
そ
ん
し
候
、
し
に
さ
へ
い
た
し

候
ハ
す
は
、
せ
う
〳
〵
の
わ
つ
ら
い
ハ
、
わ
た
く
し
は
す
こ
し
も
め
い
わ
く
ニ

ハ
そ
ん
し
申
ま
し
く
候
、
ふ
せ
り
候
て
成
と
も
ゐ
申
さ
れ
、
万
事
わ
た
く
し
身

の
う
へ
の
お
さ
へ
さ
し
引
、い
ゑ
の
お
も
し
ニ
』成
候
て
く
れ
申
さ
れ
候
へ
は
、

へ
ち
ニ
い
ご
き
は
た
ら
き
申
さ
て
も
、
と
し
よ
り
ハ
く
る
し
か
ら
ぬ
事
に
て
御

さ
候
、
そ
の
う
へ
今
一
人
、
あ
に
さ
ま
よ
り
も
の
ほ
り
申
候
ハ
ん
ま
ゝ
、
両
人

に
て
万
事
と
ち
め
く
れ
候
へ
は
、
わ
た
く
し
心
や
す
く
御
さ
候
事
、
覚
し
め
し

や
ら
せ
ら
れ
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
そ
こ
も
と
に
て
さ
へ
御
さ
候
、
こ
ゝ
ハ
ゑ
と

の
う
き
地
に
て
御
さ
候
ニ
、
わ
た
く
し
一
人
か
や
う
ニ
い
た
し
ゐ
申
候
へ
は
、

あ
ま
の
こ
な
と
の
や
う
に
て
、
よ
る
か
た
な
く
、
ち
か
ら
な
き
事
、
つ
ほ
ね
い

申
候
ハ
ね
は
、
一
し
ほ
か
な
し
く
、
う
ち
〳
〵
の
事
す
み
か
ね
申
候
ま
ゝ
、

な
か
と
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

に
て
仰
ら
れ
候
と
し
よ
り
、
せ
ひ
〳
〵
今
度
下
さ
れ
へ
く
候
、
御

ふ
う
ふ
さ
ま
た
の
み
上
申
候
、
〳
〵
、
さ
く
し
う
さ
ま

（
多
久
茂
辰
）

へ
へ
ち
ニ
申
上
候
ハ
ん

か
、
や
し
き
う
つ
り
わ
き
に
て
、
と
り
こ
み
い
も
し
□
、
御
ひ
と
つ
ニ
申
候
、

う
ね
め
殿

（
多
久
安
輝
）

一
た
ん
と
御
そ
く
さ
い
ニ
、
わ
た
く
し
へ
ね
ん
こ
ろ
の
事
に
て
御
さ

候
、
か
い
せ
ん
坊
も
こ
ゝ
も
と
へ
ゐ
申
候
う
ち
、
ね
ん
比
申
さ
れ
候
ま
ゝ
、
よ

く
御
ゐ
な
さ
れ
、
た
』
の
み
申
上
候
〳
〵
、
め
て
た
く
、
返
々
か
し
く
、
お
み
つ
殿

（
多
久
茂
辰
女
）

こ
ま
〳
〵
御
事
つ
て
申
候
、
御
ゆ
か
し
さ
〳
〵
と
申
度
御
さ
候
、
か
し
く
、 

か
い
せ
ん
ほ
う
く
た
り
申
さ
れ
候
ま
ゝ
、
よ
き
御
た
よ
り
と
、
一
筆
申
上
候
、
御

ま
へ
さ
ま
御
ふ
う
ふ
さ
ま
は
し
め
、
み
な
〳
〵
御
そ
く
さ
い
ニ
御
さ
候
ハ
ん
と
、

め
て
た
く
存
上
ま
い
ら
せ
候
、
長
門
さ
ま
も
、
爰
許
御
た
ち
な
さ
れ
候
ま
ゝ
、
さ

た
め
て
御
か
い
道
も
御
無
事
ニ
、
そ
こ
も
と
へ
御
つ
き
に
て
御
さ
候
ハ
ん
と
、
お

し
は
か
り
、
め
て
度
存
ま
い
ら
せ
候
、
今
度
ハ
、
そ
ん
し
の
外
、
と
く
と
御
目
に

か
ゝ
り
候
事
、
何
よ
り
う
れ
し
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
こ
ゝ
も
と
に
て
も
、
う

ね
め
殿
御
そ
く
さ
い
ニ
、
わ
た
く
し
』
と
も
三
人
な
か
ら
そ
く
さ
い
ニ
ゐ
申
候
、

右
衛
門
事
、
日
に
ま
し
わ
ろ
さ
ま
さ
り
、
せ
い
人
申
候
、
御
心
や
す
く
お
ほ
し
め

し
被
下
へ
く
候
、
さ
や
う
ニ
御
さ
候
へ
ハ
、
丹
波
さ
ま

（
岡
部
長
賢
）

、
今
ま
て
御
さ
候
や
し
き

御
か
へ
候
て
、
桜
田
さ
い
わ
い
は
し
の
ち
か
く
ニ
成
、
わ
た
く
し
と
も
、
今
月
六

日
ニ
う
つ
り
ま
い
ら
せ
候
、
け
つ
く
此
中
う
ち
の
や
し
き
よ
り
、
た
い
て
い
ハ
せ

ま
く
御
さ
候
へ
と
も
、私
ゐ
申
候
所
ハ
、い
ゑ
つ
く
り
な
と
よ
ろ
し
く
御
さ
候
て
、

ま
つ
う
れ
し
く
御
さ
候
、
何
よ
り
中
や
し
き
の
ち
か
く
に
て
、
こ
れ
ひ
と
つ
の
よ

ろ
こ
ひ
に
て
御
さ
候
、
明
ね
ん
ハ
、
又
し
ふ
や
と
申
候
所
ニ
下
や
し
き
御
さ
候
、

そ
れ
ニ
わ
れ
〳
〵
は
う
つ
り
申
候
か
、
も
は
や
さ
く
し
御
さ
し
か
ゝ
り
ま
い
ら
せ

候
、
あ
な
た
こ
な
た
と
身
を
あ
つ
か
い
申
候
事
、
や
か
ま
し
き
人
す
く
な
に
ハ
御

座
候
、
つ
ほ
ね
ハ
を
り
申
さ
す
、
万
事
私
一
人
の
心
く
ろ
ふ
せ
わ
の
事
、
覚
し
め

し
や
ら
せ
ら
れ
下
さ
る
へ
く
候
、
そ
れ
ニ
付
候
て
も
、
そ
こ
も
と
ゟ
の
女
、
は
や

〳
〵
ほ
し
さ
に
て
御
さ
候
、』 
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一
な
い
〳
〵
申
候
お
さ
き
事
、
今
度
か
い
の
守
さ
ま
御
そ
は
七
郎
ゑ
も
ん
か
た
へ
ふ

み
や
り
申
候
、
七
郎
ゑ
も
ん
よ
り
も
、
か
い
の
守
さ
ま
も
御
ゐ
に
て
候
ま
ゝ
、
私

か
た
へ
何
と
そ
の
ほ
り
申
候
や
う
ニ
と
申
や
り
候
へ
共
、
も
は
や
高
源
院
さ
ま

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
）

御

た
め
と
て
、
か
み
を
ま
る
め
申
候
も
の
ゝ
、
一
度
御
ほ
と
け
と
申
か
わ
し
候
事
、

又
か
へ
候
て
を
ち
申
候
事
、
今
生
一
た
ん
の
事
ニ
ハ
か
へ
ら
れ
申
さ
す
候
ま
ゝ
、

い
か
ほ
と
申
候
て
も
、
の
ほ
り
候
事
ハ
成
申
ま
し
き
と
の
、
か
た
き
ふ
み
の
か
き

や
う
に
て
御
さ
候
ま
ゝ
、さ
や
う
の
ふ
ん
へ
つ
な
ら
は
、た
と
い
の
ほ
り
候
て
も
、

お
も
し
ろ
く
も
御
さ
な
く
候
ま
ゝ
、
も
は
や
い
ら
さ
る
事
に
て
候
、
こ
こ
も
と
よ

り
も
よ
ひ
申
ま
し
き
よ
し
、
七
郎
ゑ
も
ん
ニ
も
、
私
よ
り
申
や
り
候
ま
ゝ
、
御
ま

へ
さ
ま
も
さ
や
う
ニ
御
心
え
な
さ
れ
、
も
は
や
お
さ
き
事
御
と
め
被
成
へ
く
候
、 

一
な
か
と
さ
ま
御
の
ほ
り
ニ
仰
下
さ
れ
候
と
し
よ
り
、
ひ
や
う
し
や
に
て
御
さ
候

ま
ゝ
、こ
ゝ
も
と
へ
下
さ
れ
候
事
、と
う
ふ
ん
ハ
成
か
ね
申
へ
き
よ
し
仰
ら
れ
候
、

何
と
そ
御
ま
へ
さ
ま
御
そ
は
ニ
よ
は
せ
ら
れ
、』き
あ
い
の
や
う
す
も
と
く
と
御
ら

ん 

被
成
、
す
こ
し
に
て
も
か
る
み
た
る
や
う
ニ
御
さ
候
ハ
ゝ
、
す
き
〳
〵
と
能

成
候
ハ
す
候
と
も
、
何
と
そ
そ
の
人
御
の
ほ
せ
下
さ
れ
候
へ
か
し
と
そ
ん
し
候
、

し
さ
い
ハ
お
さ
き
の
ほ
り
申
さ
す
候
ま
ゝ
、
あ
に
さ
ま
も
又
さ
ら
た
め
て
御
た
ん

そ
く
候
ハ
ゝ
、
又
々
て
ま
入
、
と
て
も
こ
と
し
中
ニ
は
、
こ
ゝ
も
と
へ
の
ほ
り
申

候
事
も
成
申
ま
し
く
候
ま
ゝ
、
あ
に
さ
ま
へ
御
た
ん
か
う
な
さ
れ
、
そ
こ
も
と
ゟ

ハ
な
い
〳
〵
仰
ら
れ
候
わ
か
き
女
一
人
下
さ
れ
候
、
あ
に
さ
ま
よ
り
御
の
ほ
せ
候

や
う
ニ
、
御
た
ん
か
う
被
成
へ
く
候
、
御
ま
へ
さ
ま
よ
り
あ
に
さ
ま
へ
ハ
、
お
さ

き
事
、
も
は
や
の
ほ
り
候
事
成
申
ま
し
き
よ
し
き
か
せ
ら
れ
、
か
う
〳
〵
の
物
御

さ
候
ま
ゝ
、
こ
れ
と
も
お
さ
き
か
わ
り
ニ
よ
く
御
さ
候
ハ
ん
や
、
も
し
か
ゞ
殿

（
鍋
島
直
能
）

か

中
ニ
両
人
ま
て
有
か
ね
候
ハ
ゝ
、
一
人
は
こ
れ
に
も
め
さ
れ
候
ハ
ん
や
と
、
あ
に

さ
ま
へ
御
た
ん
か
う
な
さ
れ
下
さ
れ
候
へ
か
し
と
そ
ん
し
候
、
さ
や
う
ニ
と
も
御

さ
候
ハ
ゝ
、私
ハ
い
か
ほ
と
〳
〵
う
れ
し
く
御
さ
候
へ
く
候
、め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

九
月
八
日

（
寛
文
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

ま
い
る 

さ
く
し
う
さ
ま 

 
 
 
 
 
 
 
 

ま
ん

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 

お
は
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
申
上 

 

【
解
説
】 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
父
多
久
茂
辰
と
実
母
多
久

茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
真
常
院
は
在
江
戸
、
茂
辰
・
天

性
院
は
在
国
。「
つ
ほ
ね
」（
寛
文
四
年
三
月
二
十
一
日
歿
）
の
死
去
と
、
代
わ

り
の
侍
女
を
所
望
す
る
内
容
等
か
ら
、
年
次
は
寛
文
四
年
。
一
連
の
関
連
文
書

と
し
て
、
五
四
八
号
・
五
三
八
号
・
五
四
四
号
・
五
五
三
号
・
五
五
八
号
・
五

六
五
号
・
五
八
七
号
等
が
あ
る
。 

  

五
五
〇 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 
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な
を
〳
〵
、
な
か
と
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

へ
も
、
そ
う
し
ん
殿

（
藤
本
良
昭
）

御
む
す
め
子
、
女
ほ
う
し
ゆ
の

や
う
に
て
め
し
を
か
れ
候
よ
し
、
や
か
て
御
わ
も
し
も
う
け
ま
い
ら
せ
ら
れ
候

や
う
に
と
、
い
わ
い
入
ま
い
ら
せ
候
、
御
そ
も
し
さ
ま
御
事
も
、
此
中
な
か
く

の
御
わ
つ
ら
い
に
て
、
御
り
う
く
わ
ん
御
き
と
う
ニ
御
入
め
か
ち
に
御
さ
候
よ

し
、
さ
や
う
ニ
御
さ
候
ハ
ん
と
、
御
も
つ
と
も
ニ
そ
ん
し
上
候
、
わ
た
く
し
へ

何
そ
つ
か
ハ
さ
れ
下
さ
れ
た
く
覚
し
め
し
候
へ
共
、
御
心
は
か
り
の
よ
し
、
か

な
ら
す
〳
〵
さ
や
う
の
御
心
つ
か
い
あ
そ
は
し
候
ま
し
く
候
、
し
せ
ん
こ
ゝ
も

と
手
つ
か
へ
の
と
き
ハ
、い
つ
に
て
も
こ
な
た
よ
り
も
ら
ひ
上
申
へ
く
候
ま
ゝ
、

さ
や
う
の
御
心
つ
か
い
御
む
よ
う
に
て
御
さ
候
、
対
馬
殿

（
岡
部
与
貞
）

へ
の
御
事
つ
て
、
く

ハ
し
く
文
』
の
と
を
り
申
候
へ
く
候
、
わ
た
く
し
ゟ
又
よ
く
申
上
候
へ
と
の
御

事
に
て
御
さ
候
、
ま
つ
申
候
ハ
ん
と
、
こ
ん
ど
あ
に
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

御
く
た
り
御
み
や
け

と
御
さ
候
て
、
わ
た
く
し
へ
金
子
百
両
下
さ
れ
候
、
誠
に
つ
ね
〳
〵
大
や
う
な

る
御
人
に
て
御
さ
候
に
、
御
心
さ
し
い
か
ほ
と
〳
〵
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
ま

い
ら
せ
候
、
そ
の
う
へ
丹
波
さ
ま

（
岡
部
長
賢
）

御
手
ま
へ
つ
か
へ
申
候
に
つ
き
、
対
馬
殿
よ

り
あ
に
さ
ま
へ
御
用
御
申
候
へ
ハ
、
今
た
御
つ
き
候
て
二
三
日
の
事
に
て
御
さ

候
ニ
、
す
な
は
ち
二
百
両
又
対
馬
殿
へ
ま
い
ら
せ
ら
れ
、
か
さ
ね
〳
〵
の
事
、

あ
ま
り
御
お
ん
ふ
か
く
御
さ
候
事
、
わ
た
く
し
も
せ
う
し
に
そ
ん
し
候
、
さ
り

な
か
ら
、
こ
ゝ
も
と
の
く
わ
い
ふ
ん
、
ふ
て
に
も
つ
く
し
か
た
く
御
さ
候
、
御

そ
も
し
さ
ま
も
』き
か
せ
ら
れ
、さ
そ
よ
き
事
や
と
覚
し
め
し
候
ハ
ん
と
存
候
、

明
ね
ん
そ
こ
も
と
へ
御
く
た
り
の
し
ふ
ん
ハ
、
よ
く
〳
〵
う
れ
し
か
り
申
候
と

を
り
、
御
ま
へ
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

ゟ
御
礼
仰
ら
れ
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
た
の
み
上
申
候
、
お

と
ゝ
し
よ
り
き
よ
ね
ん
ま
て
ハ
、
さ
く
し
う
さ
ま

（
多
久
茂
辰
）

、
な
か
と
さ
ま
ゟ
の
御
か
け

に
て
、
手
ま
へ
こ
つ
か
い
ゆ
ふ
〳
〵
と
い
た
し
候
に
、
こ
と
し
ハ
又
あ
に
さ
ま

ゟ
か
や
う
ニ
下
さ
れ
候
ま
ゝ
、
手
ま
へ
も
ゆ
ふ
〳
〵
と
御
さ
候
ハ
ん
と
、
う
れ

し
く
御
さ
候
、
御
ま
へ
さ
ま
も
御
心
や
す
く
お
ほ
し
め
し
上
ら
れ
候
へ
く
候
、

ま
つ
〳
〵
こ
ゝ
も
と
に
て
も
、
う
ね
め
殿

（
多
久
安
輝
）

御
そ
く
才
ニ
御
さ
候
、
わ
た
く
し
も

お
や
こ
な
か
ら
ふ
し
に
ゐ
申
候
、
ゑ
も
ん
せ
い

（
岡
部
与
貞
男
某
）

人
の
事
、
御
め
に
か
け
申
た
く

御
さ
候
〳
〵
、』こ
の
一
つ
ゝ
み
、ま
こ
と
に
〳
〵
お
そ
れ
か
ま
し
き
事
な
か
ら
、

わ
た
く
し
あ
つ
ら
へ
の
か
た
ひ
ら
に
て
御
さ
候
か
、
こ
と
の
外
か
う
と
う
ニ
御

さ
候
、
御
ま
へ
さ
ま
め
し
候
ハ
ゝ
、
よ
く
御
に
あ
い
な
さ
れ
候
ハ
ん
か
と
、
進

上
申
候
、わ
た
く
し
も
二
度
き
ま
い
ら
せ
候
て
、ち
と
ふ
る
く
御
さ
候
へ
と
も
、

あ
ま
り
や
わ
ら
か
に
て
、
き
ま
い
ら
せ
候
て
心
よ
く
御
さ
候
ま
ゝ
、
夏
あ
つ
き

時
分
、
ひ
と
つ
め
さ
せ
ら
れ
候
に
よ
く
御
さ
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
候
、
御
き
に
入

候
ハ
す
ハ
、
お
み
つ
殿

（
多
久
茂
辰
女
充
）

へ
つ
か
わ
さ
れ
候
へ
く
候
、
あ
ま
り
何
を
か
な
と
の
御

事
計
に
て
御
さ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

返
々
こ
か
う
・
つ
ほ
ね
へ
、
い
つ
も
〳
〵
御
懇
に
御
ゐ
下
さ
れ
候
御
書
は
い
り

や
う
申
候
と
て
、
過
分
か
り
ま
い
ら
せ
候
、
つ
ほ
ね
も
ち
と
き
あ
い
き
よ
ね
ん

よ
り
よ
く
成
、
う
れ
し
く
御
さ
候
、
御
ま
へ
さ
ま
も
御
心
や
す
く
覚
し
め
し
上

ら
れ
候
ハ
ん
と
、
お
そ
れ
な
か
ら
申
上
候
、
〳
〵
、
め
て
た
く
、 

あ
に
さ
ま
御
の
ほ
り
に
は
、
御
こ
ま
〳
〵
の
文
下
さ
れ
、
か
た
し
け
な
さ
、
な
か
め
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入
ま
い
ら
せ
候
、
そ
こ
御
ほ
と
、
御
ま
へ
さ
ま
御
ふ
う
ふ
さ
ま
・
な
か
と
さ
ま
は
し

め
、
何
れ
も
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
被
成
候
よ
し
、
数
々
御
め
て
た
く
そ
ん
し
上
候
、

こ
と
に
御
そ
も
し
さ
ま
御
き
し
よ
く
、
御
す
き
〳
〵
と
御
ほ
ん
ふ
く
あ
そ
は
し
候
よ

し
、
な
に
よ
り
う
れ
し
さ
、』
わ
た
く
し
一
人
の
や
う
に
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
誠

に
御
ち
か
〳
〵
に
て
御
さ
候
ハ
ゝ
、
御
け
も
し
申
上
、
あ
な
た
こ
な
た
と
い
た
し
候

ハ
ん
物
を
と
、
く
ち
を
し
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
ほ
と
と
を
く
御
さ
候
へ
ハ
、
心

計
に
て
、
御
ち
や
に
て
も
あ
け
候
事
成
か
ね
申
候
や
と
、
い
つ
も
〳
〵
申
ま
い
ら
せ

候
事
に
て
御
さ
候
、
さ
り
な
か
ら
、
御
ふ
た
り
さ
ま
な
か
ら
、
御
き
け
ん
よ
く
御
さ

候
と
の
事
承
候
へ
ハ
、
う
れ
し
さ
に
て
御
さ
候
、
そ
こ
も
と
へ
も
、』
御
ま
子
さ
ま
た

ち
へ
色
々
御
い
わ
い
事
の
み
御
さ
候
て
、
御
ま
ん
そ
く
あ
そ
は
し
候
よ
し
、
さ
や
う

に
て
御
さ
候
ハ
ん
と
存
候
、
こ
な
た
よ
り
も
い
か
ほ
と
よ
ろ
こ
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
西

丸
お
せ
ん
殿
事

（
鍋
島
直
能
女
、
千
鶴
）

も
、
は
も
し
な
と
さ
せ
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
よ
し
、
め
て
た
さ
、
そ
こ

御
ほ
と
へ
も
さ
い
〳
〵
御
出
候
て
、
こ
と
の
外
心
よ
く
御
さ
候
よ
し
、
一
た
ん
の
御

事
候
や
と
、
う
れ
し
さ
に
て
御
さ
候
、
せ
ん
〳
〵
と
か
ゝ
さ
ま
へ
に

（
鍋
島
直
能
室
多
久
氏
）

ま
い
ら
せ
ら
れ

候
よ
し
、
さ
そ
』
御
ま
へ
さ
ま
、
折
に
つ
け
候
て
、
む
か
し
の
事
覚
し
め
し
御
い
た

し
被
成
候
ハ
ん
と
存
候
、
あ
に
さ
ま
御
事
も
道
中
舟
中
御
き
け
ん
よ
く
、
こ
ゝ
も
と

へ
今
月
十
九
日
ニ
御
つ
き
に
て
、
わ
た
く
し
ま
ん
そ
く
覚
し
め
し
や
ら
せ
ら
れ
下
さ

れ
候
へ
く
候
、
そ
こ
も
と
の
御
は
な
し
と
も
承
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

水
か
江
に
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

ま
い
る 

お
ば
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
ん

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
返
事 

人
々
御
申 

 

【
解
説
】 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
母
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天

性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
ま
ん
は
在
江
戸
、
天
性
院
は
在
国
。
年
次
の
上
限
は
、

鍋
島
直
能
女
千
鶴
（
明
暦
三
年
生
）
の
成
長
を
喜
ん
で
い
る
内
容
か
ら
明
暦
三

年
。
年
次
の
下
限
は
「
つ
ほ
ね
」（
寛
文
四
年
三
月
二
十
一
日
歿
）
が
存
命
な
の

で
寛
文
四
年
。
直
能
の
参
勤
の
江
戸
到
着
日
を
「
今
月
十
九
日
」
と
記
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
年
次
は
寛
文
三
年
四
月
に
比
定
さ
れ
る
（
佐
近
二
―
一
、
六
一

〇
頁
）。 

  

五
五
一 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

あ
ま
り
久
し
く
御
た
ゟ
う
け
給
候
ハ
す
候
ま
ゝ
、
御
ゆ
か
し
く
、
一
筆
申
上
ま
い
ら

せ
候
、
今
ほ
と
御
そ
も
し
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

・
さ
く
し
う
さ
ま

（
多
久
茂
辰
）

・
長
門
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

は
し
め
、
み
な
さ
ま
、

御
き
け
ん
よ
く
御
さ
被
成
候
や
、
御
聞
ま
ほ
し
さ
に
て
候
、
な
か
と
さ
ま
御
ひ
も
し

（
德
龍
）

も
、
い
よ
〳
〵
御
成
人
の
事
と
そ
ん
し
候
、
西
丸
千
つ
る
殿

（
鍋
島
直
能
女
）

御
そ
く
さ
い
ニ
成
人
に

て
御
さ
候
や
と
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
こ
ゝ
も
と
に
て
も
、
う
ね
め
殿

（
多
久
安
輝
）

御
無
事
ニ
御

さ
候
、
私
お
や
こ
な
か
ら
、
一
た
ん
と
無
事
に
て
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、
御
心
や
す
く
覚
』

し
め
し
下
さ
れ
へ
く
候
、
さ
く
し
う
さ
ま
・
長
門
さ
ま
・
ひ
や
う
こ
さ
ま

（
多
久
安
胤
）

・
外
記
さ
ま

（
北
島
周
虎
）

・
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将
監
殿

（
多
久
安
英
）

・
お
み
つ
殿
に

（
多
久
茂
辰
女
）

も
、
へ
ち
ニ
文
し
て
申
度
候
へ
と
も
、
き
う
ひ
ん
に
て
御
さ

候
ま
ゝ
、
御
事
つ
て
申
候
よ
し
、
よ
き
や
う
ニ
御
つ
た
へ
下
さ
れ
候
へ
く
候
、

西
丸
よ
り

（
佐
賀
城
内
小
城
屋
敷
）

御
の
ほ
せ
被
下
候
ハ
ん
と
仰
候
女
と
し
よ
り
共
も
、
何
方
へ
つ
か
へ
申

候
や
、
一
円
今
た
の
ほ
り
申
さ
す
、
わ
た
く
し
万
事
心
つ
か
い
こ
と
か
け
の
事
、
御

す
も
し

（

推

量

）

被
下
候
へ
く
候
、
せ
ん
度
の
た
よ
り
ニ
申
上
候
、
そ
こ
も
と
へ
を
か
せ
ら
れ

候
と
し
よ
り
の
事
、
め
て
た
く
か
し
く
、

（

マ

ヽ

）

』
く
わ
し
く
申
上
候
か
、
く
わ
し
く
き
か

せ
ら
れ
、
御
か
て
ん
に
て
御
さ
候
や
、
も
し
御
た
ん
か
う
も
な
さ
れ
、
よ
き
し
ゆ
ひ

に
て
、
あ
に
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

も
御
心
よ
く
御
か
て
ん
に
て
、
そ
の
後
家
の
ほ
り
申
さ
れ
候
や
う

ニ
か
な
と
、
ね
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
た
ゝ
し
、
あ
に
さ
ま
と
さ
や
う
の
御
た
ん
か
う

も
、
御
心
を
き
な
ら
ぬ
事
に
て
も
御
さ
候
ハ
ゝ
、
か
な
ら
す
〳
〵
御
さ
た
な
さ
れ
ま

し
く
候
、
あ
り
や
う
ニ
、
ち
と
文
に
て
仰
ら
れ
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
そ
こ
も
と
の
し

ゆ
ひ
、
こ
ゝ
も
と
よ
り
ハ
一
円
は
か
り
か
た
く
、
そ
ん
し
申
さ
す
候
ま
ゝ
、
ち
か
い

た
る
事
も
御
さ
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
候
、
そ
こ
も
と
ゟ
す
く
に
女
子
下
さ
れ
候
事
、
さ

し
あ
い
候
よ
し
仰
ら
れ
候
ま
ゝ
、
か
す
〳
〵
ふ
し
ん
さ
、
あ
に
さ
ま
へ
の
御
ゑ
ん
り

よ
に
候
や
、
又
本
丸
へ
仰
い
ら
れ
候
事
、
む
つ
か
し
く
御
さ
候
て
の
事
に
て
御
さ
候

や
と
、
数
〳
〵
あ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
し
せ
ん
あ
に
さ
ま
と
の
い
き
候
に
て
、
さ
し

あ
い
御
さ
候
よ
し
、
仰
下
さ
れ
候
ハ
ゝ
、
あ
り
や
う
ニ
、
此
御
返
事
ニ
御
申
や
り
、

た
の
み
上
申
候
、
又
さ
や
う
ニ
と
も
御
さ
候
へ
は
、
こ
ゝ
も
と
に
て
、
わ
た
く
し
の

心
も
ち
も
入
申
候
事
に
て
御
さ
候
ま
ゝ
、少
も
〳
〵
く
る
し
か
ら
ぬ
事
に
て
御
さ
候
、

お
み
つ
と
の
へ
』
こ
ま
〳
〵
と
文
御
か
ゝ
せ
つ
か
わ
さ
れ
へ
く
候
、
ま
ち
入
ま
い
ら

せ
候
、
と
か
く
、
わ
た
く
し
ほ
と
、
ち
い
さ
き
と
き
ゟ
、
あ
な
た
こ
な
た
と
つ
か
へ

た
る
心
つ
か
い
い
た
し
候
物
も
御
さ
候
や
と
、
か
な
し
く
御
さ
候
、
さ
り
な
か
ら
、

御
ま
へ
さ
ま
御
ふ
た
り
さ
ま
、

（
茂
辰
・
天
性
院
）

御
そ
く
さ
い
ニ
さ
へ
御
さ
候
へ
は
、
わ
た
く
し
ハ
何

事
も
そ
ん
し
候
事
御
さ
候
ハ
す
候
、ゑ
も
ん
事
、
日
に
ま
し
そ
く
さ

（
岡
部
与
貞
男
某
）

い
ニ
成
人
申
候
、

御
き
つ
か
い
な
さ
れ
ま
し
く
候
、
返
々
、
今
ほ
と
こ
ゝ
も
と
に
て
ほ
う
き
ぼ
し
出
申

候
、そ
の
外
色
々
せ
つ
の
み
申
候
て
、な
に
と
や
ら
ん
心
を
そ
ろ
し
さ
に
て
御
さ
候
、

こ
ま
〳
〵
申
候
ハ
ん
か
、
き
う
ひ
ん
ゆ
へ
、
そ
う
〳
〵
申
上
候
、
〳
〵
、
め
て
た
く

か
し
く
、 

  
 

霜
月
七
日

（
寛
文
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

水
か
江
に
て 

 

ま
い
る 

お
ば
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
ん

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
申
上 

  

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
母
で
あ
る
多
久
茂
辰
室
鍋

島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
ま
ん
は
在
江
戸
。
多
久
安
輝
も
在
江
戸
。

多
久
茂
辰
、
天
性
院
、
多
久
茂
矩
、
北
島
周
虎
、
多
久
安
英
、
み
つ
は
、
在
国
。

徳
龍
、
千
鶴
も
在
国
。
鍋
島
直
能
も
在
国
。
多
久
茂
辰
と
天
性
院
の
間
の
三
女

ま
ん
は
、
承
応
三
年
六
月
に
岡
部
与
貞
と
婚
姻
。
両
名
男
で
あ
る
「
ゑ
も
ん
」
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出
産
は
、
万
治
三
年
十
二
月
（
五
五
五
号
参
照
）。
多
久
茂
辰
と
天
性
院
の
間
の

次
女
鶴
は
、
小
城
の
鍋
島
直
能
室
と
な
り
、
明
暦
三
年
に
千
鶴
を
出
産
後
死
去

（
佐
近
二
―
一
／
五
八
二
頁
）。
多
久
安
輝
の
在
江
戸
は
、
承
応
三
年
六
月
か
ら

寛
文
五
年
十
月
。
年
次
は
、
右
衛
門
出
産
後
と
い
う
こ
と
と
、
安
輝
が
在
江
戸

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
元
年
以
降
寛
文
四
年
以
前
。
こ
の
期
間
で
、
十
一
月

に
鍋
島
直
能
が
在
国
中
な
の
は
、
寛
文
二
年
と
同
四
年
（
佐
近
二
―
一
）。
同
じ

く
多
久
茂
矩
が
在
国
中
な
の
は
、
寛
文
二
年
・
三
年
・
四
年
（「
水
江
事
略
」）。

し
た
が
っ
て
寛
文
二
年
も
し
く
は
同
四
年
と
な
る
。
さ
ら
に
、「
わ
た
く
し
万
事

心
つ
か
い
こ
と
か
け
の
事
」
は
、
ま
ん
の
文
面
よ
り
、
寛
文
四
年
三
月
二
十
一

日
に
、
ま
ん
付
の
「
つ
ぼ
ね
」
が
死
去
し
た
こ
と
（
五
四
八
号
）
と
関
連
す
る

可
能
性
が
高
い
（
本
項
末
の
関
連
文
書
一
覧
参
照
）。
ま
た
、「
殿
中
日
記
（
内

閣
文
庫
）」
で
は
、
寛
文
四
年
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
ほ
う
き
星
の
出
現
し

た
記
事
が
あ
る
。
以
上
よ
り
、
本
消
息
は
寛
文
四
年
に
比
定
で
き
る
。 

 

※
寛
文
四
年
ま
ん
付
女
房
「
つ
ぼ
ね
」
死
去
後
の
女
房
補
充
の
件
に
つ
い
て
関
連
文
書
整
理 

・
五
四
八 

（
寛
文
四
年
）
閏
五
月
十
五
日 

ま
ん
よ
り
多
久
安
英
へ 

 
 
 
 

「
つ
ほ
ね
」
が
三
月
二
十
一
日
に
歿
し
た
こ
と
を
記
す
。 

・
五
三
八 

（
寛
文
四
年 

六
月
末
カ
）
ま
ん
よ
り
多
久
茂
辰
・
天
性
院
へ 

天
性
院
か
ら
「
と
し
の
よ
り
た
る
女
子
一
人
」
の
派
遣
を
と
り
は
か
ら
っ
て
も
ら
え
る

よ
う
に
依
頼
し
て
い
る
。 

・
五
四
四 

（
寛
文
四
年
）
月
日
未
詳 

ま
ん
よ
り
天
性
院
へ 

 
 
 
 
 

こ
の
年
三
月
二
十
一
日
に
、
江
戸
の
岡
部
藩
邸
に
い
た
ま
ん
付
の
「
つ
ぼ
ね
」
の
死
去

の
後
、
ま
ん
は
、
も
う
一
人
の
「
こ
ゝ
う
」
の
老
齢
化
も
あ
り
、
二
人
の
か
わ
り
を
江
戸

に
送
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
養
家
の
小
城
鍋
島
家
と
母
天
性
院
に
求
め
る
。
と
く
に
、

ひ
と
り
に
つ
い
て
は
高
源
院
（
寛
文
元
年
九
月
五
日
卒
）に
江
戸
屋
敷
で
仕
え
て
い
た「
お

さ
き
」（
印
貞
尼
）
を
指
名
。
義
兄
の
鍋
島
直
能
お
よ
び
天
性
院
か
ら
、
お
さ
き
を
説
得

し
て
も
ら
う
よ
う
に
依
頼
し
て
い
る
。 

・
五
五
三 

（
寛
文
四
年
）
月
日
不
詳 

天
性
院
よ
り
鍋
島
直
澄
へ
の
案
文 

 
 
 
 
 

お
さ
き
が
、
蓮
池
に
仕
え
る
予
定
を
理
由
に
し
て
、
ま
ん
の
申
し
出
を
断
っ
て
き
た
の

で
、
天
性
院
は
、
弟
の
蓮
池
藩
主
直
澄
に
対
し
、
ま
ん
か
ら
の
依
頼
を
説
明
し
、
お
さ
き

を
蓮
池
へ
置
く
こ
と
を
断
念
す
る
よ
う
に
求
め
た
書
状
。
こ
の
時
、
お
さ
き
は
、
佐
賀
領

内
の
西
郷
に
い
た
。 

・
五
五
八
・
五
六
五 

（
寛
文
四
年
か
）
天
性
院
よ
り
鍋
島
直
能
へ
の
案
文 

 
 
 
 
 

お
さ
き
を
ま
ん
が
召
し
使
う
に
あ
た
り
、
関
係
す
る
藩
主
鍋
島
光
茂
お
よ
び
蓮
池
藩
主

鍋
島
直
澄
か
ら
の
了
承
等
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
、
天
性
院
と
直
能
と
の
間
で
談
合
が
な

さ
れ
て
い
る
。
直
能
は
、
こ
の
年
、
閏
五
月
二
十
三
日
に
江
戸
よ
り
佐
賀
城
西
丸
に
帰
着

し
て
い
る
（
佐
近
二
―
一
／
八
九
七
頁
）。
五
五
三
は
、
こ
の
時
、
直
能
に
託
さ
れ
る
予

定
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

・
五
八
七 

（
年
月
日
未
詳
、
寛
文
四
年
か
） 

天
性
院
よ
り
鍋
島
直
能
へ
の
案
文 

 
 
 
 
 

お
さ
き
の
一
件
に
関
し
て
の
ま
ん
や
鍋
島
直
澄
か
ら
の
連
絡
を
待
っ
て
い
る
。
こ
の
と

379



 

 

き
、
ま
だ
直
澄
は
帰
国
し
て
い
な
い
。 

・
五
四
九 

（
寛
文
四
年
）
九
月
八
日 

ま
ん
よ
り
天
性
院
へ 

 
 
 
 
 

ま
ん
自
身
が
、
お
さ
き
の
身
の
振
り
方
に
つ
い
て
に
つ
い
て
直
澄
か
ら
の
構
い
は
な
い

こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
を
お
さ
き
に
伝
え
、
あ
ら
た
め
て
江
戸
に
来
て
仕
え
る
よ
う
に
頼

ん
だ
が
、
や
は
り
固
辞
さ
れ
た
。
そ
れ
を
う
け
て
、
ま
ん
と
し
て
は
、
も
は
や
お
さ
き
に

つ
い
て
は
断
念
す
る
こ
と
を
伝
え
る
。
そ
の
上
で
、
小
城
か
ら
の
新
た
な
女
房
に
つ
い
て
、

た
と
え
わ
ず
ら
っ
て
い
た
と
し
て
も
構
わ
な
い
の
で
、
そ
ち
ら
の
話
を
進
め
て
ほ
し
い
旨

を
伝
え
た
。 

・
五
四
三 

（
寛
文
四
年
）
十
月
九
日 

ま
ん
よ
り
多
久
茂
矩
へ 

 
 
 
 
 

天
性
院
よ
り
女
子
が
下
さ
れ
る
予
定
が
急
遽
と
り
や
め
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
尋

ね
る
。
ま
た
、
小
城
か
ら
の
「
よ
き
と
し
よ
り
両
人
」
の
件
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
尋
ね

る
。 

 
 
 

・
追
三
四 

（
寛
文
四
年
）
十
月
十
一
日 

ま
ん
よ
り
天
性
院
へ 

 
 
 
 
 

安
輝
宅
の
下
女
が
候
補
に
の
ぼ
る
。 

・
五
五
一 

（
寛
文
四
年
）
十
一
月
七
日 

ま
ん
よ
り
天
性
院
へ 

 

 
 
 
 
 

「（
佐
賀
城
）
西
丸
（
小
城
屋
敷
）
よ
り
御
の
ほ
せ
被
下
候
ハ
ん
と
仰
候
女
と
し
よ
り
」

の
そ
の
後
の
状
況
を
尋
ね
る
。
天
性
院
と
鍋
島
直
能
と
の
「
た
ん
か
う
」
が
支
障
な
く
行

わ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
尋
ね
る
。 

・
五
四
五 

（
寛
文
五
年
）
二
月
三
日 

ま
ん
よ
り
天
性
院
へ 

 
 

小
城
鍋
島
家
よ
り
後
家
壱
人
派
遣
。「
ま
さ
き
」
と
名
付
け
ら
れ
る
。 

  

五
五
二 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、う
ね
め
殿

（
多
久
安
輝
）

事
も
一
た
ん
と
御
そ
く
才
ニ
御
さ
候
、御
た
ゟ
の
折
ふ
し
ハ
、

御
む
つ
か
し
な
か
ら
、
う
ね
め
殿
と
こ
ろ
ま
て
文
ま
ち
ま
い
ら
せ
候
、
せ
め
て

〳
〵
文
見
ま
い
ら
せ
候
て
成
と
も
、
御
ゆ
か
し
さ
を
は
ら
し
申
候
ハ
ん
と
そ
ん

し
候
、
も
は
や
な
ら
ぬ
事
と
は
お
も
ひ
き
り
、
文
と
も
何
か
と
申
候
へ
は
、
御

め
に
か
ゝ
り
た
き
ね
ん
く
わ
ん
の
み
に
て
御
さ
候
、
く
れ
〳
〵
御
そ
も
し
さ
ま

き
け
ん
よ
く
御
さ
候
や
、
う
け
給
度
候
、
こ
ま
〳
〵
申
候
ハ
ん
か
、
ち
と
と
り

こ
み
申
候
事
御
さ
候
て
、
大
か
た
申
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

又
、
し
や
う
け
ん
殿

（
多
久
安
英
）

・
お
み
つ
と
の
へ
も
、
文
ま
い
ら
せ
候
た
く
御
さ
候
へ
と

も
、
こ
ん
度
ハ
文
か
す
御
さ
候
ゆ
へ
、
お
そ
れ
な
か
ら
御
ひ
と
つ
ニ
申
候
、
久

し
く
御
ふ
み
も
給
候
ハ
ぬ
か
、
い
か
ゝ
、
御
そ
く
さ
い
ニ
と
も
候
や
、』
御
な
つ

か
し
く
御
さ
候
よ
し
、
よ
く
〳
〵
申
度
御
さ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

た
よ
り
御
う
れ
し
く
、
一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
こ
の
中
ハ
、
久
し
く
文
も
く
た
さ

れ
候
ハ
す
、
御
ゆ
か
し
さ
、
さ
た
め
て
御
と
り
こ
み
被
成
候
事
か
、
又
ハ
御
き
し
よ

く
に
て
も
あ
し
く
御
さ
候
て
の
事
か
と
、
数
々
あ
ん
し
、
御
心
も
と
な
さ
の
ま
ゝ
、

さ
し
た
る
御
事
ハ
御
さ
候
ハ
ね
共
、
申
入
ま
い
ら
せ
候
、
今
ほ
と
、
御
ふ
う
ふ
さ
ま

（
多
久
茂
辰
・
同
室
鍋
島
氏
）

・

な
か
と
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

は
し
め
皆
々
さ
ま
、
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
候
や
、
御
ま
へ
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

御
き
し

よ
く
い
か
ゝ
、
う
ち
つ
ゝ
き
よ
く
な
ら
せ
ら
れ
候
や
、
そ
れ
の
み
そ
ん
し
く
ら
し
申
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候
、
そ
こ
も
と
に
し
の
丸
せ
ん
つ
る
殿

（
鍋
島
直
能
女
）

も
、
御
そ
く
才
に
』
御
せ
い
人
に
て
、

む
か
し
の
御
人
に

（
鍋
島
直
能
室
多
久
氏
）

よ
く
に
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
よ
し
承
、
み
ま
い
ら
せ
候
た
さ
、
御
ゆ

か
し
さ
に
て
候
、
御
ま
へ
さ
ま
、
さ
そ
、
い
に
し
へ
の
事
覚
し
め
し
い
た
し
候
ハ
ん

と
存
上
候
、
な
か
と
さ
ま
へ
も
今
た
御
子
さ
ま
御
い
て
き
候
ハ
す
候
や
、
御
き
か
ま

ほ
し
く
御
さ
候
、
ひ
や
う
こ
さ
ま

（
多
久
安
胤
）

・
お
み
つ
殿

（
多
久
茂
辰
女
）

へ
も
い
か
ゝ
、
め
て
た
き
事
な
と
も

御
さ
な
く
候
や
そ
の
御
そ
う
の
み
ま
ち
ま
い
ら
せ
候
、
大
り
き
さ
ま

（
北
島
周
虎
）

御
わ
も
し
、
御

ま
へ
さ
ま
御
手
前
に
て
そ
た
て
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
よ
し
、
さ
そ
御
成
人
に
て
候
ハ
ん

と
そ
ん
し
候
、
こ
ゝ
も
と
に
て
も
、
わ
た
く
し
ゑ
も
ん
そ

（
岡
部
与
貞
男
某
）

く
さ
い
ニ
い
申
候
、
右
衛

門
せ
い
人
申
候
事
、
一
度
御
め
に
か
け
申
度
御
さ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

菊
月
晦
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

ま
い
る 

お
ば
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ん

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
申 

  

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
母
で
あ
る
多
久
茂
辰
室
鍋

島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
ま
ん
は
、
在
江
戸
。
天
性
院
、
茂
辰
、
茂

矩
、
安
胤
、
充
、
北
島
周
虎
は
、
在
国
。
千
鶴
は
、
佐
賀
城
西
丸
小
城
屋
敷
。

安
輝
は
在
江
戸
。
年
次
は
、
ま
ん
に
「
ゑ
も
ん
」（
右
衛
門
）
が
生
ま
れ
て
い
る

（
万
治
三
年
十
二
月
七
日
生
）
こ
と
か
ら
寛
文
元
年
以
降
。
多
久
茂
矩
に
子
が

生
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
寛
文
三
年
以
前
（
五
五
一
号
等
参

照
）。
し
た
が
っ
て
、
寛
文
元
年
か
ら
寛
文
三
年
の
間
。
な
お
、
文
中
の
「
む
か

し
の
御
人
」
と
は
、
す
で
に
故
人
と
な
っ
て
い
る
鍋
島
直
能
室
多
久
氏
（
千
鶴

母
）
の
こ
と
を
指
す
。 

  

五
五
三 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
草
案
（
折
紙
） 

わ
さ
と
一
筆
申
ま
い
ら
せ
候
、
は
る
〳
〵
御
ふ
み
し
て
も
申
候
ハ
す
候
、
今
ほ
と
き

け
ん
よ
く
御
入
候
や
、う
け
給
り
た
く
そ
ん
し
候
、こ
ゝ
も
と
に
て
か
わ
る
事
な
く
、

わ
か
身
も
そ
く
才
ニ
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、
つ
の
守

（
鍋
島
直
之
）

事
も
、
さ
か
し
く
、
今
ほ
と
ハ

し
ほ
た
へ
ま

（
塩
田
、
藤
津
郡
）

い
り
、
ゆ
さ
ん
申
さ
れ
候
よ
し
ニ
而
候
、
ほ
と
と
を
く
候
へ
ハ
如
何
候

音
つ
れ
を
も
う
け

ふ

さ

た

の

み

ニ

候

と

こ

ろ

ニ

給
候
ハ
す
候
さ
か
し
く
ゐ
申
さ
れ
候
よ
し
ハ
、
あ
な
た
ゟ
お
り
〳

〵
文
給
候
ニ
う
け
給
、
御
う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
事
に
て
候
、
次
ニ
高
源
院
御

（
勝
茂
室
岡
部
氏
）

そ
は
へ
い
申
候
か
ゝ
の
守
家

（
鍋
島
直
能
）

中
、
あ
ん
ち
う
清
右
衛
門
む
す
め
、
さ
い
こ
う

（
西
郷
、
神
埼
郡
）

ニ
い
申

候
お
さ
き
、
今
ほ
と
ハ
丹
後
さ
ま

（
鍋
島
光
茂
）

ゟ
す
こ
し
御
ふ
ち
被
下
い
申
候
、
を
か
ゝ
の
守
家

中
の
も
の
に
て
候
へ
は
、
し
か
れ
ハ
、
お
ま
ん
方
へ
つ

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）

ほ
ね
は
て
申
候
ニ
、
つ
け
人

す
く
な
く
、な
に
か
ニ
付
な
ん
き
な
る
や
う
す
に
、』か
の
も
の
を
の
ほ
せ

め

し

を

き

た
き
よ
し
、

お
ま
ん
ゟ
も
申
候
ゆ
へ
、
か
ゝ
の
守
ゟ
丹
後
さ
ま
へ
も
申
上
ら
れ
候
へ
は
、
す
こ
し

も
御
か
も
ひ
被
成
さ
る
よ
し
ニ
而
候
、
さ
も
候
へ
ハ
、
そ
も
し

（
鍋
島
直
澄
）

蓮
池
へ
お
き
候
ハ
ん

よ
し
御
申
候
ニ
付
、
お
さ
き
ゟ
こ
と
わ
り
申
た
る
よ
し
候
、
そ
れ
に
付
て
、
か
ゝ
の

守
も
、
い
か
ゝ
候
ハ
ん
や
と
存
ら
れ
候
と
み
へ
候
へ
共
、
わ
か
身
ゟ
そ
も
し
へ
ハ
申
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わ
け
候
ハ
ん
ま
ゝ
、こ
と
に
つ
ほ
ね
は
て
候
後
ハ
、お
ま
ん
事
か
き
候
事
ニ
て
候
間
、

も
の
こ
と
な
ん
き
ニ
候
よ
し
を
う
け
給
、わ
か
身
も
一
入
な
け
か
し
く
そ
ん
し
候
間
、

の
ほ
せ
申
さ
れ
し
か
る
へ
き
と
申
候
、
か
ゝ
の
守
ニ
さ
や
う
ニ
御
こ
ゝ
ろ
へ
被
成
有

へ
く
候
、
此
た
ん
、
か
ゝ
の
守
・
お
ま
ん
ゟ
も
こ
と
わ
り
申
さ
れ
へ
き
と
そ
ん
し
ま

い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、
そ
も
し
も
わ
か
身
ニ
御
た
い
し
、
御
ふ
ん
へ
つ
候

へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
鍋
島
直
澄
に
宛
て
た
消
息
の
草
案
。

宛
名
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
面
よ
り
天
性
院
の
弟
に
あ
た
る
蓮
池
藩
主

直
澄
と
推
定
で
き
る
（
五
五
八
号
・
五
六
五
号
文
書
で
は
、
天
性
院
か
ら
小
城

藩
主
鍋
島
直
能
に
対
し
て
、
こ
の
書
状
を
託
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
）。

居
所
は
、
天
性
院
は
在
国
。
鍋
島
直
澄
は
在
江
戸
。「
お
さ
き
」
に
つ
い
て
は
、

寛
文
四
年
の
一
連
の
関
連
文
書
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
五
五
一

号
解
説
末
整
理
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
本
消
息
案
は
、
寛
文
四
年
の
も
の
と
比

定
で
き
る
。直
澄
世
子
の
鍋
島
直
之
が
、寛
文
四
年
に
初
入
国（『
蓮
池
藩
日
誌
』）

し
て
い
る
こ
と
と
も
一
致
す
る
。
ま
た
、
直
能
は
、
寛
文
四
年
で
あ
る
な
ら
、

前
半
は
在
江
戸
。
閏
五
月
二
三
日
に
佐
賀
城
西
丸
着
（
佐
近
二
―
一
／
八
九
七

頁
）。 

 

 

五
五
四 

多
久
安
輝
消
息
（
折
紙
） 

猶
〳
〵
、
お
ま
ん
さ
ま
も

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）

一
し
ほ
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
候
ま
ゝ
、
こ
れ
ま
た
御

心
や
す
く
お
ほ
し
め
し
上
ら
る
へ
く
候
、
め
て
た
く
〳
〵
、 

た
よ
り
御
さ
候
ま
ゝ
、
一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ
〳
〵
そ
こ
も
と
い
つ
れ
も
御

け
ん
こ
に
御
さ
な
さ
れ
候
よ
し
、
め
て
た
く
そ
ん
し
上
候
、
こ
ゝ
も
と
、 

か
う
源
院
さ
ま
一

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
）

し
ほ
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
な
さ
れ
、
そ
れ
か
し
も
そ
く
才
に
ま
か

り
居
候
あ
い
た
、
御
こ
ゝ
ろ
や
す
く
お
ほ
し
め
し
上
ら
る
へ
く
候
、
ま
つ
〳
〵

御
ま
へ
さ
ま
御
事

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

、
春
し
ふ
ん
、
き
ふ
〳
〵
と
御
わ
つ
ら
い
な
さ
れ
候
へ
と
も
、
御

く
す
り
さ
う
わ
う
い
た
し
、
御
く
わ
い
き
な
さ
れ
、
そ
の
ゝ
ち
、
ま
た
〳
〵
』
御
ふ

し
よ
く
に
御
さ
な
さ
れ
候
よ
し
、
ひ
や
う
こ
さ
ま

（
多
久
安
胤
）

ゟ
お
ほ
せ
き
か
せ
ら
れ
、
千
は
ん

御
こ
ゝ
ろ
も
と
な
く
そ
ん
し
上
候
、
さ
り
な
か
ら
、
今
程
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
候
よ

し
う
け
給
、
め
て
た
く
そ
ん
し
上
候
、
な
を
か
さ
ね
て
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

か
ゝ
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 

ま
い
る 

人
々
御
申
給
へ 

  
【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
輝
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
差
出
は

明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、在
江
戸
の
人
物
で
、天
性
院
の
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
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安
輝
と
考
え
ら
れ
る
。
安
輝
と
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
は
在
江
戸
。
天
性
院
は
在

国
。
多
久
安
胤
は
在
国
。
安
輝
の
在
江
戸
は
承
応
三
年
六
月
か
ら
。
高
源
院
歿

は
寛
文
元
年
九
月
。
し
た
が
っ
て
承
応
三
年
か
ら
寛
文
元
年
の
間
と
比
定
で
き

る
。 

  

五
五
五 

岡
部
与
賢
消
息
（
折
紙
） 

一
筆
申
ま
い
ら
せ
候
、
そ
こ
も
と
い
つ
れ
も
い
よ
〳
〵
御
そ
く
才
ニ
御
さ
候
よ
し
、

め
て
た
く
そ
ん
し
候
、こ
ゝ
も
と
、か
う
け
ん
ゐ
ん

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
）

さ
ま
い
よ
〳
〵
御
た
つ
し
や
に
、

こ
ん
の
介
と
の

（
多
久
安
輝
）

御
け
ん
こ
ニ
、
と
う
名
つ
し
ま
の

（
岡
部
与
貞
）

守
所
に
も
、
お
や
子
な
か
ら
ふ
い

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
・
同
男
某
）

ニ
候
ま
ゝ
、
御
心
安
か
る
へ
く
候
、
ゑ
も
ん
、

（
岡
部
与
貞
男
某
）

こ
と
の
ほ
か
せ
い
し
ん
い
た
し
、
御

と
う
せ
ん
に
ま
ん
そ
く
』
申
事
ニ
候
、
し
か
れ
は
、
せ
ん
と
ハ
ゑ
も
ん
し
ゆ
つ
さ
ん

い
た
し
候
ニ
つ
き
、
ゑ
ん
路
御
し
し
や
、
こ
と
に
色
々
御
ゐ
ん
し
ん
に
あ
つ
か
り
、

か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
こ
れ
よ
り
金
三
百
疋
し
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、

ま
こ
と
に
御
し
う
ぎ
ま
て
に
候
、
な
を
め
て
た
く
、
か
さ
ね
て
申
入
候
へ
く
候
、
め

て
た
く
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
か
へ 

 
 

三
月
廿
八
日

（
寛
文
元
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
ん
は
の
守

（
岡
部
与
賢
）

 

 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

殿 

 
 
 

御
内
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
賢
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
岡
部
与

賢
は
在
江
戸
。
天
性
院
は
在
国
。
高
源
院
・
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
・
同
男
「
ゑ

も
ん
」（
右
衛
門
）・
岡
部
与
貞
は
在
江
戸
。
右
衛
門
の
出
生
は
、
万
治
三
年
十

二
月
九
日
（
五
四
七
号
・
五
五
九
号
・
四
八
〇
号
・
五
〇
二
号
）。
右
衛
門
出
生

直
後
の
記
事
な
の
で
、
寛
文
元
年
。 

  

五
五
六 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
草
案
（
竪
紙
） 

（
前
欠
カ
） 

一
本
丸
こ
少
将
、
御
ま
へ
さ
ま
ニ
う
か
ゝ
い
候
て
く
れ
候
へ
の
よ
し
申
さ
れ
候
、
こ

少
将
子
と
も
、
此
中
ハ
三
人
も
ち
申
候
て
い
申
候
、
両
人
ハ
お
ん
な
こ
に
て
御
さ

候
、
一
人
ハ
む
す
こ
に
て
御
さ
候
、
か
し
ら
の
む

（
小
少
将
女
）

す
め
ハ
、
少
将
本
丸
へ
め
し
い

た
さ
れ
候
時
分
ゟ
、
わ
か
身
と
り
候
て
、
め
し
つ
か
い
候
、
の
こ
り
両
人
の
子
と

も
へ
ハ
、
と
ゝ
さ
ま

（
鍋
敷
勝
茂
）

ゟ
御
ふ
ち
く
た
さ
れ
候
か
、
や
と
も
と
へ
此
中
め
し
お
き
候

む
す
こ
へ
ハ
、
さ
も
御
さ
候
へ
ハ
、
こ
の
む
す
こ
、
ふ
る
と
し
、
わ
つ
ら
い
申
、

あ
い
は
て
申
候
ニ
付
、
む
す
め
一
人
、
や
と
も
と
へ
め
し
お
き
候
、
さ
や
う
に
も

御
さ
候
へ
ハ
、
か
の
む
す
め
、
今
ね
ん
十
二
ニ
な
り
申
候
、
こ
と
の
外
み
め
あ
し
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く
、
ぶ
き
り
や
う
ニ
む
ま
れ
つ
き
申
候
へ
と
も
、
も
は
や
十
二
三
ニ
も
な
り
申
候

物
を
、
や
と
も
と
へ
一
人
め
し
お
き
候
か
、
何
と
も
め
い
わ
く
ニ
そ
ん
し
候
、
人

よ
り
な
き
な
な
と
を
申
た
て
ら
れ
候
て
よ
り
ハ
、
人
の
よ
め
こ
に
も
と
り
か
ね
申

候
間
、
く
る
し
か
ら
す
候
ハ
ゝ
、
こ
少
将
本
丸
へ
や
ニ
よ
ひ
候
て
、
め
し
お
き
た

く
御
さ
候
か
、
い
か
ゝ
、
く
る
し
か
る
ま
し
く
候
哉
、
ち
と
う
か
ゝ
い
候
て
く
れ

候
へ
の
よ
し
、
申
上
ら
れ
候
、
そ
こ
も
と
へ
申
上
す
ニ
、
へ
や
ニ
よ
ひ
候
て
め
し

お
き
候
て
、し
せ
ん
人
く
ち
ゟ
、と
ゝ
さ
ま
め
し
つ
か
ハ
れ
候
や
う
ニ
申
候
な
と
ゝ
、

き
こ
し
め
し
上
ら
れ
候
へ
は
、
何
と
も
あ
て
か
い
も
ち
か
い
、
め
い
わ
く
ニ
そ
ん

し
上
候
間
、
申
あ
く
る
御
事
に
て
候
、
わ
か
身
も
、
こ
の
む
す
め
、
き
り
や
う
な

と
よ
く
候
ハ
ゝ
、
よ
く
ハ
候
ま
し
き
と
申
へ
く
候
へ
と
も
、
こ
と
の
外
ふ
き
り
や

う
ニ
御
さ
候
間
、
と
ゝ
さ
ま
御
め
の
つ
き
さ
う
な
る
も
の
に
て
も
御
さ
候
ハ
す
候

間
、
申
上
候
、
い
か
ゝ
、
く
る
し
か
る
ま
し
く
候
哉
、
た
ゟ
の
時
分
、
御
し
つ
ね

ん
な
く
、
仰
く
た
さ
れ
候
へ
く
候
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
某
へ
宛
て
た
消
息
の
草
案
。
宛
名
は

明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
佐
賀
城
奥
向
き
責
任
者
の
小
少
将
の
依
頼
で
、
佐
賀

城
奥
向
の
立
ち
入
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
を
江
戸
へ
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。

「
御
ま
へ
さ
ま
」
と
呼
び
か
け
て
お
り
、
天
性
院
母
の
高
源
院
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。
天
性
院
は
在
佐
賀
。
高
源
院
は
在
江
戸
。
小
少
将
は
在
佐
賀
城
本
丸
。

年
次
は
、
上
限
が
高
源
院
が
江
戸
に
移
っ
た
元
和
八
年
、
下
限
が
勝
茂
歿
の
明

暦
三
年
。 

  

五
五
七 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
案
（
竪
紙
） 

一
筆
申
入
ま
い
ら
せ
候
、
し
か
れ
は
、
お
く
の
事
、
ち
か
ら
と
の

（
主
税
、
鍋
島
清
良
） 

き
け
ん
あ
し
く
候

よ
し
承
候
、
ち
た
い
、
お
く
の
ふ
て
う
ほ
う
成
も
の
ニ
候
間
、
さ
や
う
ニ
あ
る
へ
き

と
す
い
り
や
う
申
候
、
そ
も
し
そ
ん
し
の
こ
と
く
、
そ
こ
も
と
へ
遣
候
時
分
、
お
く

の
を
と
し
よ
り
ふ
ん
ニ
相
付
遣
候
よ
し
、
み
ま
さ
か

（
多
久
茂
辰
）

殿
御
き
ゝ
つ
け
、
ふ
べ
ん
ふ
て

う
ほ
う
の
も
の
と
み
へ
申
候
ま
ゝ
、
と
し
よ
り
や
く
な
と
申
候
儀
、
な
り
か
た
く
候

ハ
ん
ま
ゝ
、
へ
ち
人
を
あ
い
つ
け
候
や
う
に
と
御
申
候
へ
と
も
、
お
り
ふ
し
、
に
わ

か
に
さ
や
う
の
人
も
こ
れ
な
く
、
つ
き
に
ハ
、
そ
も
し
ち
い
さ
き
と
き
よ
り
、
つ
き

ゐ
申
た
る
も
の
に
候
ま
ゝ
、
ま
つ
此
も
の
ニ
被
成
へ
き
よ
し
、
と
く
し
ゆ
ゐ
ん
さ
ま

（
徳
寿
院
、
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
） 

御
申
候
ゆ
へ
、
そ
の
と
を
り
ニ
き
ち
や
う
申
候
、
し
ま
り
、
ち
か
ら
殿
き
に
な
と
入

申
さ
ゝ
る
も
の
を
、
一
日
も
め
し
お
き
候
儀
、
か
へ
つ
て
ふ
う
ふ
た
め
に
も
ま
か
り

な
ら
す
候
、
又
お
く
の
も
な
か
〳
〵
ほ
う
こ
う
申
た
る
も
の
に
て
候
間
（
後
欠
） 

  
【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
消
息
案
。
後
欠
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分

と
全
く
同
じ
文
面
を
含
む
消
息
案
が
五
八
一
号
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
八
一
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号
は
折
紙
二
枚
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
一
枚
目
の
下
段
途
中
ま
で
を

写
し
た
も
の
が
本
消
息
案
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
消
息
案
に
つ
い
て
は
、

五
八
一
号
の
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

  

五
五
八 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
案
（
竪
紙
） 

此
ほ
と
、
ふ
み
進
し
候
御
返
事
の
と
を
り
、
つ
ふ
さ
に
見
ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ
そ
も

し
御
お
や
こ
な
か
ら
、
い
よ
〳
〵
そ
く
さ
い
に
御
入
候
よ
し
、
め
て
た
く
思
ひ
ま
い

ら
せ
候
、
つ
き
に
、
お
さ
き
事
、
た
ん
こ

（
鍋
島
光
茂
）

さ
ま
よ
り
ハ
な
に
の
御
か
ま
い
も
な
き
よ

し
に
て
候
や
、
一
た
ん
の
事
ニ
候
、
し
か
れ
は
、
か
い
の

（
鍋
島
直
澄
）

守
殿
ゟ
は
す
の
い
け
へ
お

き
候
ハ
ん
よ
し
申
さ
れ
候
、
お
さ
き
よ
り
申
わ
け
候
と
ハ
申
な
か
ら
、
か
い
の
守
殿

へ
お
ま
ん
ゟ
と
ゝ
け

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

候
ハ
て
ハ
、
い
か
ゝ
候
ハ
ん
や
の
よ
し
、
も
つ
と
も
の
御
事
、

そ
の
と
を
り
ニ
し
か
る
へ
く
候
、
わ
か
み
よ
り
も
又
、』
右
の
や
う
す
に
て
、
お
ま
ん

な
ん
ぎ
申
候
ま
ゝ
、
さ
し
つ
め
そ
も
し
ゟ
御
の
ほ
せ
候
や
う
ニ
と
、
わ
か
み
ゟ
申
た

る
よ
し
、
申
遣
へ
き
と
そ
ん
し
候
、
そ
の
う
へ
に
て
ハ
、
か
い
の
守
殿
も
へ
ち
て
う

あ
る
ま
し
き
と
そ
ん
し
候
、
さ
や
う
ニ
御
心
へ
、
そ
も
し
ゟ
も
そ
の
と
を
り
、
か
い

の
守
へ
も
仰
遣
さ
る
へ
く
候
、
か
い
の
守
へ
遣
候
ふ
み
、
か
き
候
て
、
そ
こ
も
と
へ

遣
候
、
そ
な
た
ゟ
の
ふ
み
同
せ
ん
ニ
、
ゑ
と
へ
遣
へ
く
候
、
い
つ
れ
も
此
わ
き
、
こ
ゝ

も
と
へ
御
こ
し
候
ハ
ゝ
、
御
め
ん
に
て
申
う
け
給
る
へ
く
候
、
ま
つ
〳
〵
め
て
た
く

か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
消
息
案
。
文
中
の
「
そ
も
し
」
は
鍋
島

直
能
で
、
同
人
に
宛
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
年
次
は
、
光
茂
が
丹
後
守
と
な

る
慶
安
元
年
が
上
限
で
、
天
性
院
が
歿
す
る
寛
文
七
年
が
下
限
か
。
こ
の
間
、

寛
文
四
年
三
月
に
万
に
付
属
の
つ
ぼ
ね
が
死
去
し
、
そ
の
後
任
に
上
げ
ら
れ
た

の
が
「
お
さ
き
」
で
あ
る
。
こ
の
件
に
関
連
す
る
の
が
寛
文
四
年
と
推
定
さ
れ

る
五
五
三
号
で
、
本
消
息
も
寛
文
四
年
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
五
五
一
号
の

解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
「
右
の
や
う
す
に
て
」
以
下
の
文
章
は
猶
々
書

の
位
置
に
あ
る
。 

  

五
五
九 

鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

猶
〳
〵
、
こ
ゝ
ほ
と
こ
ん
の

（
多
久
安
輝
）

助
一
た
ん
と
ふ
し
ニ
成
人
申
ま
い
ら
せ
候
ま
ゝ
、

御
心
や
す
く
候
へ
く
候
、ふ
ち
事
も
お
り
〳
〵
そ
こ
も
と
へ
ま
い
り
申
候
よ
し
、

そ
も
し
へ
つ
し
て
念
比
の
よ
し
、
申
つ
か
わ
し
ま
い
ら
せ
候
、
過
分
か
り
候
、

我
身
ひ
と
し
ほ
う
れ
し
く
候
、
む
す
め
事
も
そ
く
さ
い
の
よ
し
、
一
た
ん
の
事

と
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
又
か
ゝ
の

（
鍋
島
直
能
）

守
事
も
ふ
し
ニ
そ
こ
も
と
へ
つ
き
申
さ
れ
候

よ
し
、
一
た
ん
の
事
』
に
て
候
、
か
い
の

（
鍋
島
直
澄
）

守
事
も
お
も
ひ
か
け
な
く
は
や
く
御

い
と
ま
出
、
誰
も
こ
ゝ
も
と
ニ
候
ハ
て
、
ち
か
ら
な
く
め
い
わ
く
申
候
、
さ
り
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な
か
ら
、
さ
た
め
て
、
や
か
て
、
い
つ
み

（
鍋
島
直
朝
）

ま
い
り
候
ハ
ん
と
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、

か
し
く
、 

又
申
候
、
お
ま
ん
事
、
二
月

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

ゟ
く
わ
い
人
に
て
御
申
候
、
か
ゝ
の
守
く
た
り
時

分
ハ
、き
し
よ
く
あ
し
く
御
申
候
つ
る
か
、い
ま
ほ
と
ハ
か
る
〳
〵
と
御
申
候
、

し
ん
し
や
く
ニ
そ
ん
し
候
つ
れ
と
も
、
廿
一
日
ニ
我
身
お
ひ
を
つ
か
わ
し
ま
い

ら
せ
候
、
さ
ま
を
も
人
申
候
ま
ゝ
、
ゑ
ん
り
よ
ニ
そ
ん
し
、
色
々
し
ん
し
や
く

申
候
へ
と
も
、
た
ん
ば
せ

（
岡
部
与
賢
）

ひ
と
申
さ
れ
候
ゆ
へ
、
か
な
ひ
候
ハ
て
つ
か
わ
し
申

候
、
か
や
う
の
め
て
た
き
御
事
、
う
れ
し
き
と
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
み
ま
さ
か

殿
へ
ハ
御
物
か
た
り
候
へ
く
候
、
か
し
く
、 

 
 
 
 

七
月
廿
一
日

（

マ

ヽ

） 

さ
い
〳
〵
文
う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、ま
つ
〳
〵
そ
こ
も
と
相
か
は
る
事
な
く
、

と
か
く
ふ
し
の
よ
し
、
め
て
度
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
た
ん
こ

（
鍋
島
光
茂
）

も
せ
ん
月
七
日
ニ
何
事

な
く
つ
き
申
さ
れ
候
よ
し
、
め
て
度
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
我
身
も
か
わ
る
事
な
く
、

い
よ
〳
〵
き
け
ん
能
候
、
ま
つ
〳
〵
申
ま
い
ら
せ
候
ハ
ん
を
、
な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

事
し
や
う
そ

う
け
ニ
御
申
候
よ
し
、
か
す
〳
〵
御
心
も
と
な
く
思
ひ
ま
ら
せ
候
、』
さ
り
な
か
ら
、

も
は
や
大
か
た
よ
く
御
申
候
よ
し
、
め
て
度
思
い
ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ
申
ま
い
ら
せ

候
ハ
ん
を
、
い
つ
も
給
候
、
つ
き
候
と
て
、
み
事
成
ぬ
の
一
た
ん
給
候
、
御
う
れ
し

く
思
い
ま
い
ら
せ
候
、
あ
か
く
花
ニ
そ
め
ま
い
ら
せ
候
御
事
に
て
候
、
ま
た
大
力
む

（
北
島
周
虎
）

す
こ
ふ
し
ニ
成
人
申
候
ハ
ん
と
、
め
て
度
そ
ん
し
候
、
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

七
月
廿
一

（
万
治
三
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
） 

 

み
ま
さ

（
多
久
茂
辰
）

か
殿 

 

御
う
も
し
へ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 

御
返
事 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る
申
給
へ 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に

宛
て
た
消
息
。
高
源
院
は
在
江
戸
、
天
性
院
は
在
国
。
年
次
は
、
光
茂
が
丹
後

守
と
な
る
慶
安
元
年
が
上
限
で
、
高
源
院
が
歿
す
る
寛
文
元
年
（
同
年
九
月
六

日
没
）
が
下
限
と
な
る
。
文
中
に
「
お
ま
ん
」
懐
妊
の
こ
と
が
み
え
る
が
、
同

人
は
万
治
三
年
十
二
月
九
日
に
男
子
を
出
産
し
て
い
る
の
で（
五
四
七
号
参
照
）、

本
消
息
は
同
年
に
比
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
姫
路
本
「
右
筆
所
日
記
」
に
よ
れ
ば
、

鍋
島
直
能
の
下
国
に
触
れ
て
い
る
が
、同
人
は
万
治
三
年
五
月
に
江
戸
を
発
ち
、

六
月
に
佐
賀
に
着
い
て
お
り
、
さ
ら
に
「
せ
ん
月
」
＝
六
月
七
日
に
光
茂
も
佐

賀
に
着
い
た
旨
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
両
人
の
動
向
と
も
矛
盾
し
な
い
。 

  
五
六
〇 

し
や
う
よ
消
息
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 
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（
墨
引
） 

た
か
を
さ
ま 

 
 
 
 
 
 

し
や
う
よ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
申
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

返
々
、
御
し
ひ
つ
に
て
ま
て
く
た
さ
れ
候
、
あ
さ
か
ら
す
、
く
わ
ふ
ん
ニ
心
へ

申
あ
け
候
、又
々
て
ま
へ
ニ
め
つ
ら
し
き
御
さ
か
な
、は
い
り
や
う
申
あ
け
候
、

ま
こ
と
も
よ
ろ
こ
ひ
申
事
、
大
か
た
な
ら
す
ニ
て
御
さ
候
、
御
せ
ん
し
か
る
へ

き
や
う
ニ
御
ひ
ろ
う
、
た
の
み
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
か
や
う
ニ
あ
た
な
る
よ
に

て
御
さ
候
へ
ハ
、
御
か
け
す
ゝ
り
の
事
の
み
、
わ
つ
ら
い
の
や
う
ニ
心
へ
申
候

ニ
、
御
か
け
と
お
か
み
あ
け
申
候
、 

御
し
よ
、
か
た
し
け
な
く
は
い
け
ん
申
上
候
、
御
も
ふ
き

（

朦

気

）

な
か
は
、
御
こ
ゝ
ろ
ニ
か

け
さ
せ
ら
れ
、
御
か
け
す
ゝ
り

（

掛

硯

）

の
御
事
、
も
ん
と

（
鍋
島
武
興
）

さ
ま
へ
御
持
な
さ
れ
候
て
く
た
さ

れ
候
、
さ
う
〳
〵
う
ち
や
ふ
り
申
候
へ
と
の
御
事
、
御
き
か
せ
な
さ
れ
候
、
い
ま
に

わ
た
く
し
そ
ん
し
申
事
ハ
、
御
か
け
す
ゝ
り
の
御
事
は
か
り
に
て
御
さ
候
に
、
ま
事

ニ
御
こ
ゝ
ろ
ニ
か
け
ら
れ
、
御
お
や
さ
ま
の
御
事
と
ハ
申
な
か
ら
、
わ
た
く
し
た
め

ニ
、
か
た
し
け
な
き
御
事
、
申
あ
け
へ
き
や
う
御
さ
な
く
候
、
こ
と
に
、
も
ん
と
さ

ま
へ
御
て
か
た
の
御
事
ま
て
も
御
申
く
た
さ
れ
候
、
こ
れ
又
ふ
か
〳
〵
と
そ
ん
し
あ

け
申
候
、
か
さ
ね
て
そ
な
た
よ
り
御
さ
う
し
た
い
ニ
、
て
ま
へ
ニ
御
さ
候
か
き
も
の

も
、
御
め
ニ
か
け
候
へ
く
候
、
わ
た
く
し
事
、
こ
れ
を
し
ま
い
申
候
へ
ハ
、
も
は
や

そ
ん
し
申
事
御
さ
な
く
候
、
御
か
け
と
ふ
く
を
な
か
し
、
御
し
よ
を
い
く
た
ひ
も
〳

〵
い
た
ゝ
き
申
上
候
、
御
め
て
た
く
、
か
し
く
、 

 

 

【
解
説
】 

 
 
 

「
し
や
う
よ
」
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
付
の
侍
女
た
か
を
に

宛
て
た
消
息
。「
し
や
う
よ
」
の
居
所
は
不
明
、
た
か
を
は
在
国
。
鍋
島
武
興
に

は
多
久
茂
辰
女
の
千
が
嫁
し
て
お
り
、「
し
や
う
よ
」
は
そ
の
侍
女
か
。
と
す
れ

ば
、
本
消
息
は
、
実
母
天
性
院
に
対
す
る
女
千
の
意
を
侍
女
が
奉
じ
て
い
る
も

の
と
な
ろ
う
。
年
次
の
上
限
は
決
め
が
た
い
。
千
の
存
命
中
と
考
え
れ
ば
、
千

は
承
応
二
年
七
月
二
十
六
日
に
歿
し
て
い
る
た
め
（「
多
久
家
系
図
」）、
年
次
の

下
限
は
承
応
二
年
と
な
る
。 

  

五
六
一 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
侍
女
小
督
・
局
消
息
（
折
紙
） 

加
州
様

（
鍋
島
直
能
）

御
の
ほ
り
の
お
り
ふ
し
は
、
御
前
さ

（
多
久
茂
辰
）

ま
よ
り
御
ね
ん
比
に
御
ゐ
被
成
御
書
、

こ
と
に
み
事
の
御
た
は
こ
・
御
て
ぬ
く
い
は
い
り
や
う
い
た
し
、
あ
り
か
た
く
そ
ん

し
上
候
、
先
々
其
許
さ
ま
御
ふ
た
方
さ
ま

（
多
久
茂
辰
・
同
室
鍋
島
氏
）

・
御
子
さ
ま
か
た
、
御
機
け
ん
能
御
さ
被

成
候
よ
し
、お
そ
れ
な
か
ら
御
め
て
た
く
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、こ
と
に
御
う
へ
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

御
わ
つ
ら
い
も
、
は
や
〳
〵
御
す
き
と
』
な
ら
せ
ら
れ
候
よ
し
、
是
又
一
し
を
御
め

て
た
さ
、
申
も
大
か
た
に
て
御
さ
候
、
加
州
さ
ま
御
事
、
御
き
け
ん
よ
く
こ
ゝ
も
と

（

江

戸

）

へ
つ
か
せ
ら
れ
、
こ
な
た
御
う
へ
さ
ま

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）

御
壱
人
さ
ま
の
御
ま
ん
そ
く
に
て
御
さ
候
、

ま
事
に
こ
の
中
は
、
御
ち
か
ら
の
御
一
も
ん
さ
ま
か
た
は
御
さ
被
成
候
ハ
す
、
よ
ろ

つ
〳
〵
御
た
ゟ
な
く
、
ま
事
ニ
あ
ま
の
子
な
か
し
た
る
ふ
せ
い
に
て
御
さ
候
、
こ
と
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さ
ら
御
手
ま
へ
ま
て
も
御
手
つ
か
い
御
さ
被
成
候
て
、
わ
た
く
し
共
も
、
い
か
ほ
と

〳
〵
め
い
わ
く
か
り
ま
い
ら
せ
候
所
に
、、今
度 

か
ゝ
の
守
さ
ま
つ
か
せ
ら
れ
候
み

や
け
と
御
さ
候
て
、対
馬
さ

（
岡
部
与
貞
）

ま
ゑ
金
弐
百
両
、御
う
へ
さ
ま
へ
同
百
両
進
せ
ら
れ
候
、

ま
事
ニ
〳
〵
こ
の
間
は
御
ふ
へ
ん
に
の
み
御
さ
被
成
、
御
め
い
わ
く
ニ
而
御
さ
候
つ

る
に
、
か
や
う
に
御
か
せ
い
あ
そ
は
し
進
せ
ら
れ
、
め
て
た
く
〳
〵
、
御
ま
へ
に
て

の
御
ま
ん
そ
く
、
私
共
ま
て
も
う
き
あ
か
り
ま
い
ら
せ
候
、
其
許
さ
ま
へ
も
き
こ
し

め
し
上
ら
れ
候
て
、
御
ふ
た
か
た
さ
ま
御
ま
ん
そ
く
の
御
事
ニ
覚
し
め
し
上
ら
れ
候

ハ
ん
と
存
上
申
候
、
こ
ゝ
も
と
ニ
て
も
う
ね
め

（
多
久
安
輝
）

さ
ま
一
し
ほ
御
き
け
ん
さ
ま
よ
く
、

こ
な
た
に
て
も
大
州

 

〔
対
〕 

さ
ま
』
御
ふ
た
方
さ
ま

（
岡
部
与
貞
・
同
室
鍋
島
氏
）

・
ゑ
も
ん
さ

（
岡
部
与
貞
男
某
）

ま
、
一
た
ん
〳
〵
御
き
け

ん
の
御
事
ニ
御
さ
被
成
候
、
ゑ
も
ん
さ
ま
い
や
ま
し
御
う
つ
く
し
く
、
万
御
り
は
つ

に
御
さ
被
成
候
を
、
御
ち
か
〳
〵
に
て
御
さ
候
ハ
ゝ
、
御
め
に
か
け
あ
け
申
へ
き
物

を
と
、
申
上
く
ら
し
ま
い
ら
せ
候
、
此
よ
し
御
つ
ゐ
て
の
折
ふ
し
は
、
い
か
ほ
と
も

〳
〵
よ
ろ
し
き
や
う
ニ
仰
上
ら
れ
被
下
へ
く
候
、
わ
た
く
し
と
も
も
ふ
し
ニ
ゐ
申
候

や
、
大
き
申
候
と
て
、
御
こ
ま
〳
〵
と
の 

御
ゐ
ニ
て
御
さ
候
、
ま
事
ニ
あ
り
か
た

く
そ
ん
し
上
申
候
、
か
や
う
の
御
事
も
お
り
〳
〵
く
わ
ふ
ん
か
り
申
候
由
、
仰
上
さ

せ
ら
れ
候
て
可
被
下
候
、
そ
も
し
さ
ま
一
と
ゑ
に
た
の
み
〳
〵
ま
い
ら
せ
候
、
め
て

た
く
か
し
く
、
め
て
た
く
か
し
く

（

マ

ヽ

）

、 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

御
返
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
か

（
小
督
）

う 

 

ま
い
る 

御
つ
ほ
ね
さ
ま 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ほ
ね 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
ひ
ろ
う 

  

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
、
多
久
茂
辰
女
、
鍋
島
元
茂
養
女
、
ま
ん
）

侍
女
小
督
・
局
よ
り
御
局
に
宛
て
た
消
息
。
宛
所
の
御
局
は
茂
辰
室
天
性
院
の

侍
女
か
。
文
面
か
ら
、
多
久
安
輝
が
在
江
戸
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
、
同
人
が
証

人
と
し
て
江
戸
に
い
た
承
応
三
年
六
月
か
ら
寛
文
五
年
十
月
ま
で
が
、
年
次
の

範
囲
と
考
え
ら
れ
る
。
安
輝
は
、
寛
文
元
年
に
比
定
さ
れ
る
五
月
六
日
付
真
常

院
消
息
（
五
四
六
号
）
で
は
「
こ
ん
の
介
」
で
あ
る
が
、
寛
文
三
年
四
月
に
は

采
女
を
称
し
て
い
る
の
で
、
寛
文
元
年
五
月
か
ら
同
三
年
四
月
ま
で
の
間
に
年

次
の
上
限
が
求
め
ら
れ
る
。
一
方
、
真
常
院
の
局
が
寛
文
四
年
三
月
二
十
一
日

に
歿
し
て
お
り
（
五
四
八
号
）、
こ
れ
が
下
限
と
な
る
。
文
面
に
鍋
島
直
能
が
江

戸
に
到
着
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
が
、
右
の
上
限
～
下
限
の
内
で
は
、
直
能

は
寛
文
元
年
四
月
二
十
七
日
に
佐
賀
出
立
、
五
月
下
旬
に
江
戸
着
、
同
三
年
三

月
二
十
五
日
に
佐
賀
出
立
、
四
月
十
九
日
江
戸
着
の
二
度
の
参
府
が
あ
っ
た

（「
直
能
公
御
年
譜
」）。
そ
し
て
、
本
書
状
と
内
容
に
重
な
る
部
分
が
あ
り
、
寛

文
三
年
に
比
定
さ
れ
る
五
五
〇
号
に
、「
今
月
十
九
日
」
に
直
能
が
江
戸
に
着
い

た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
寛
文
三
年
の
参
府
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
本
消

息
の
年
次
は
寛
文
三
年
に
比
定
さ
れ
る
。小
督
・
局
お
よ
び
真
常
院
は
在
江
戸
、
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御
局
お
よ
び
天
性
院
は
在
国
許
。
ま
た
、
多
久
茂
辰
は
在
国
許
、
岡
部
与
貞
・

鍋
島
直
能
・
多
久
安
輝
は
在
江
戸
。 

 

 

五
六
二 

鍋
島
清
良
室
多
久
氏
（
円
融
院
）
消
息
（
竪
紙
） 

 

「（
墨
引
）
ま
い
る 

（
端
裏
結
封
上
書
）

さ
く
州
さ
ま

（
多
久
茂
辰
）

ニ
て 

 
 
 
 

ゟ 

 
 

人
々
御
ひ
ろ
う 

 
 
 
 

み
つ 

 

」

（
鍋
島
清
良
室
多
久
氏
） 

 
 

返
々
、
ち
か
ら
と
の
へ
、
と
か
つ
き
た
る
や
う
ニ
お
ほ
せ
ら
れ
候
て
ハ
、
よ
く

も
御
さ
あ
る
ま
し
く
候
、
こ
れ
ま
た
た
の
み
上
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
か
し

く
、 

ち
か
ら
と
の
も
申
さ
れ
候
ま
ゝ
、
わ
た
く
し
申
候
ハ
、
さ
や
う
な
る
事
ハ
、
こ
と

お
も
て
か
た

成
て
も
候
、

ひ
と
し
ほ

こ
と
に
わ
た
く
し
か
、
を
く
の
し
ん
し
や
う
の
所
ハ
う
け
と
り
申
へ

く
候
ま
ゝ
、
さ
や
う
の
心
つ
か
い
ハ
い
ら
さ
る
事
に
候
ま
ゝ
、
さ
や
う
ニ
心
へ
申

さ
れ
候
や
う
ニ
申
候
、
さ
も
候
へ
は
、
こ
ゝ
も
と
ハ
と
り
な
か
め
候
て
、
け
つ
か

う
□
し
く

〔
ら
カ
〕

出
は
も
御
さ
候
や
う
ニ
と
あ
る
事
ニ
て
候
、
と
り
な
か
め
候
て
、
の
ち

ニ
な
り
、
あ
ち
の
こ
ち
の
と
じ
き
た
ち
候
て
ハ
、
ひ
と
し
ほ
く
ち
お
し
く
御
さ
侯

か
、
こ
ゝ
ハ
い
か
や
う
ニ
か
よ
く
候
ハ
ん
と
お
ほ
し
め
し
候
や
、
ひ
そ
か
に
御
た

つ
ね
申
上
候
、
せ
う
〳
〵
ハ
何
と
あ
る
わ
け
も
お
ほ
せ
ら
れ
す
、
を
く
の
儀
を
き

つ
と
そ
こ
も
と
の
や
う
ニ
も
つ
か
ハ
し
候
や
う
ニ
、
か
わ
り
の
事
ハ
ち
か
ら
殿
き

う
り
や
う
し
た
い
と
お
ほ
せ
ら
れ
、
わ
た
く
し
ま
て
御
ふ
み
は
し
も
く
た
さ
れ
候

や
う
ニ
、
あ
り
た
く
御
さ
候
か
、
こ
ゝ
ハ
い
か
や
う
ニ
御
さ
候
ハ
ん
や
、
御
た
つ

ね
申
上
候
、
を
く
の
ち
か
ら
殿
へ
り
よ
く
ハ
い
な
る
事
と
も
申
た
る
を
、
ま
た
ふ

う
ふ
の
た
ん
か
う
ニ
て
、
し
ゆ
ひ
よ
く
い
と
ま
も
く
れ
候
ハ
ん
や
う
に
と
の
た
ん

か
う
ニ
て
、
ま
た
〳
〵
こ
ゝ
も
と
へ
い
申
の
よ
し
、
き
こ
し
め
さ
れ
候
、
い
よ
〳

〵
し
ゆ
ひ
よ
く

き
と
く
な
る
事

さ
い
わ
い
ニ
お
ほ
し
め
し
候
、
さ
り
な
か
ら
、
と
り
な
か
め
い
申

候
て
ハ
、
よ
く
も
あ
る
ま
し
き
と
お
ほ
し
め
し
候
ま
ゝ
、
ま
つ
水
か
へ
の
や
う
ニ

も
ま
い
り
候
や
う
ニ
と
お
ほ
せ
ら
れ
候
て
、
わ
た
く
し
へ
御
ふ
み
ば
し
も
下
さ
れ

候
て
か
、
よ
く
候
ハ
ん
と
存
申
候
、
と
か
く
〳
〵
御
た
つ
ね
申
上
候
、 

一
筆
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
し
か
れ
は
、
奥
野
事
、
昨
日
も
御
ね
ん
比
ニ
お
ほ
せ
ら

れ
、
お
り
所
の
事
ま
て
も
お
ほ
せ
付
ら
る
へ
き
よ
し
御
申
、
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し

上
候
、
さ
も
候
へ
は
、
を
く
の
し
ゆ
う
申
事
、
昨
日
も
た
つ
ね
上
申
た
る
や
う
ニ
、

此
さ
き
ゆ
る
〳
〵
と
の
事
ニ
て
も
候
ハ
ん
、
と
か
く
そ
れ
も
、
ち
か
ら
殿

（
鍋
島
清
良
）

し
た
い
ニ

申
候
や
う
ニ
と
お
ほ
せ
ら
れ
候
ま
ゝ
、
さ
や
う
ニ
お
ち
つ
き
い
申
候
、
さ
り
な
か
ら

物
の
や
う
す
を
見
申
候
へ
は
、
こ
と
の
外
ね
ん
比
に
、
け
つ
か
う
つ
く
ニ
て
、
お
り

所
な
と
の
事
と
も
あ
い
す
め
候
ハ
ん
そ
の
内
ハ
、
と
り
な
か
め
遊
し
お
き
候
や
う
ニ

と
の
物
を
、
と
に
て
御
さ
候
ゆ
へ
、
け
さ
よ
り
わ
た
く
し
申
候
ハ
、
を
く
の
ひ
き
と

り
申
候
事
、
此
五
、
六
日
の
内
ニ
人
な
と
い
た
し
候
て
、
よ
き
日
を
ち
か
ら
と
の
も

見
申
さ
れ
候
て
、し
ゆ
ひ
よ
く
御
出
の
や
う
ニ
、ま
つ
い
た
し
候
ハ
ん
と
申
候
へ
は
、

ま
つ
御
ま
い
□
や

〔
は
カ
〕

く
御
さ
候
ハ
ん
、
い
つ
ニ
て
も
い
そ
か
わ
し
か
ら
ぬ
事
ニ
て
候

ま
ゝ
、
ま
つ
ひ
か
へ
申
候
へ
、
と
し
ゟ
な
と
も
た
ん
そ
く
申
、
又
を
く
の
い
候
所
も

き
と
く
な
る
事 
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き
う
り
や
う
な
と
申
候
ハ
ん
よ
し
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 

【
解
説
】 

鍋
島
清
良
室
多
久
氏
（
円
融
院
、
多
久
茂
辰
女
充
）
よ
り
茂
辰
に
宛
て
た
消

息
。
円
融
院
は
在
佐
賀
、
茂
辰
も
在
佐
賀
か
。
円
融
院
侍
女
「
を
く
の
」（
奥
野
・

お
く
の
）
の
処
遇
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お
り
、
五
五
七
号
、
五
八
一
号
の
多
久

茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
案
と
関
連
し
、
同
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
五
八
一
号
の
解
説
よ
り
、
年
次
の
上
限
は
明
暦
元
年
十
月
晦
日
、

下
限
は
寛
文
七
年
六
月
。 

  

五
六
三 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

返
々
、
丹
波
さ
ま
御
事
も
御
き
け
ん
よ
く
、
咋
日
こ
ゝ
ほ
と
御
う
ち
た
ち
に
て

御
さ
候
、
あ
に
さ
ま

（
鍋
島
直
能
）

も
そ
こ
も
と
御
き
け
ん
よ
く
御
た
ち
被
成
候
之
よ
し
、
や

か
て
こ
ゝ
ほ
と
へ
御
つ
き
』
に
て
御
さ
候
ハ
ん
と
、
御
う
れ
し
さ
、
せ
つ
か
く

ま
ち
ま
い
ら
せ
候
御
事
に
て
御
さ
候
、
こ
ま
〳
〵
ハ
、
な
を
か
さ
ね
〳
〵
め
て

た
く
か
し
く
、 

丹
波
さ
ま

（
岡
部
与
賢
）

よ
り
、
そ
こ
も
と
御
三
人
さ
ま
へ
、
御
し
う
儀
に
文
進
せ
ら
れ
候
ま
ゝ
、

一
筆
申
入
ま
い
ら
せ
候
、
わ
た
く
し
よ
り
も
、』
わ
さ
と
右
衛
門
い
わ
い
ま
て
に
、
百

疋
代
金
子
壱
部
進
し
ま
い
ら
せ
候
、
ま
こ
と
に
い
く
久
し
く
、
ま
ん
〳
〵
ね
ん
も
』

あ
い
か
わ
ら
す
と
の
御
し
る
し
に
て
御
さ
候
、
ま
つ
申
上
候
ハ
ん
と
、
そ
こ
御
ほ
と

み
な
さ
ま
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
候
由
、
か
す
〳
〵
め
て
た
く
、
う
れ
し
く
そ
ん
し
上

ま
い
ら
せ
候
、
こ
ゝ
ほ
と
に
て
も
、
は
ゝ
さ
ま
御
め

（
鍋
島
勝
茂
後
室
徳
川
氏
）

て
た
く
一
た
ん
と
御
き
け
ん
よ

く
、
其
外
か
は
る
御
事
な
く
、
わ
た
く
し
』
と
か
く
一
た
ん
と
そ
く
さ
い
ニ
、
ゑ
も

ん
も
こ
と
の
外
せ
い
人
い
た
し
、
物
〳
〵
し
く
御
さ
候
ヲ
、
御
そ
も
し
さ
ま
御
ふ
た

り
さ
ま
へ
御
め
に
か
け
申
た
さ
、
い
つ
も
〳
〵
申
く
ら
し
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く

か
し
く
、』 

 
 

卯
月
四
日

（
寛
文
元
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
か
へ 

 

ま
い
る 

お
は
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
し
ま
の
守

（
岡
部
与
貞
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
申
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内 

 

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性

院
）
へ
宛
て
た
消
息
。
真
常
院
は
在
江
戸
。
天
性
院
は
在
佐
賀
。
右
衛
門
の
生

年
月
日
と
鍋
島
勝
茂
後
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
の
歿
年
月
日
よ
り
年
次
は
寛
文

元
年
と
な
る
。 

 
 
 

「
直
能
公
御
年
譜
」（
近
二
―
一
／
六
〇
二
頁
）
で
は
寛
文
元
年
、
直
能
は
四

月
二
十
七
日
に
西
の
丸
を
出
発
、
五
月
下
旬
に
江
戸
に
到
着
し
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
本
状
で
は
四
月
四
日
時
点
で
既
に
佐
賀
を
出
発
し
も
う
す
ぐ
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江
戸
に
到
着
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
直
能
公
御
年
譜
」
の
記
述
が
誤
り

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
消
息
は
散
ら
し
書
き
で
書
か
れ
て
い
る
。 

  

五
六
四 

岡
部
与
貞
消
息
（
折
紙
） 

猶
々
、
御
事
お
ほ
き
中
ニ
、
内
々
も
の
ま
て
め
い
〳
〵
御
し
う
き
下
さ
れ
、
く

わ
ふ
ん
、
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
以
上
、 

終
に
文
ニ
て
も
申
う
け
た
ま
ハ
ら
す
候
へ
と
も
、
一
筆
申
入
ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ
〳

〵
そ
こ
も
と
い
つ
れ
も
御
そ
く
才
の
よ
し
、め
て
た
く
そ
ん
し
候
、さ
や
う
候
へ
ハ
、

こ
ゝ
も
と
女
と
も
、
き
う
と
う
よ
ろ
こ
ひ
い
た
し
、
こ
と
に
な
ん
し

（
右
衛
門
）

た
ん
し
や
う
仕

候
儀
き
こ
し
め
さ
れ
、
御
し
う
き
と
候
て
、
わ
た
く
し
か
た
へ
金
子
三
部
を
く
り
下

さ
れ
、
な
ら
ひ
ニ
せ
か
れ
方
へ
も
、
う
ふ
き
三
つ
・
金
三
部
、』
め
い
〳
〵
に
下
さ
れ
、

ま
こ
と
に
遠
路
お
ほ
し
め
し
の
ほ
と
、
一
し
ほ
か
た
し
け
な
く
、
幾
久
し
く
と
い
わ

い
入
申
事
候
、
み
ま
さ
か

（
多
久
茂
辰
）

殿
・
な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

殿
よ
り
も
、
い
ろ
〳
〵
御
し
う
き
と
も
下
さ

れ
候
間
、
よ
き
や
う
ニ
御
申
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
猶
か
さ
ね
て
〳
〵
御
礼
申
上
へ
く

候
〳
〵
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
か
へ 

 
 

三
月
二
日

（
寛
文
元
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
し
ま
の
守

（
岡
部
与
貞
）

 

 
 
 

多
久
美
作

（
茂
辰
）

様 

御
内
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 

御
申
給
え 

【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
岡
部
与

貞
は
在
江
戸
、
天
性
院
は
在
佐
賀
。
年
次
は
男
子
（
右
衛
門
）
誕
生
を
「
旧
冬
」

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
翌
年
の
寛
文
元
年
と
な
る
。 

  

五
六
五 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
草
案
（
竪
紙
） 

 
 

猶
々
、
お
ま
ん
へ
御
の
ほ
せ
候
と
し
よ
り
女
子
、
又
々
へ
ち
ニ
も
御
た
ん
そ
く

候
ハ
ん
よ
し
、
こ
れ
又
一
た
ん
の
事
に
て
候
、
お
さ
き
一
人
に
て
ハ
す
み
候
ま

し
く
候
間
、い
よ
〳
〵
御
た
ん
そ
く
候
て
、御
の
ほ
せ
し
か
る
へ
く
そ
ん
し
候
、

か
し
く
、 

お
と
ゝ
ひ

此
ほ
と

ふ
み
進
候
御
返
事
の
と
を
り
、
つ
ふ
さ
に
見
ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ
〳
〵
そ

も
し
お
や
こ
な
か
ら
、
い
よ
〳
〵
そ
く
才
ニ
御
入
候
よ
し
、
め
て
た
く
思
ひ
ま
い
ら

せ
候
、次
ニ
お
さ
き

（
印
貞
尼
）

事
、丹
後
さ
ま

（
鍋
島
光
茂
）

ゟ
ハ
な
に
の
御
か
ま
い
も
な
き
よ
し
に
て
候
や
、

一
た
ん
の
事
ニ
候
、
し
か
れ
は
、
甲
斐
守

（
鍋
島
直
澄
）

ゟ
蓮
池
へ
お
き
候
ハ
ん
よ
し
申
さ
れ
、
お

さ
き
ゟ
申
わ
け
候
と
ハ

わ
か
み
ゟ

申
な
か
ら
、甲
斐
守
へ
お
ま
ん
ゟ
と
ゝ

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）

け
候
ハ
て
ハ
、い
か
ゝ

候
ハ
ん
や
の
よ
し
、
尤
の
御
事
、
そ
の
と
を
り
に
し
る
へ

〔
か
脱
カ
〕

く
候
、
わ
か
み
よ
り
も
又

右
之
た
う
す
ニ
而
、
お
ま
ん
な
ん
き
申
候
ま
ゝ
、
さ
し
つ
め
、
そ
も
し
ゟ
御
の
ほ
せ

候
や
う
ニ
と
、
申
た
る

わ
か
み
ゟ

よ
し
、
申
遣
へ
き
と
そ
ん
し
候
、
そ
の
う
へ
に
て
ハ
、
か
い
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の
守
も
へ
ち
て
う

（

別

条

）

あ
る
ま
し
き
と
そ
ん
し
候
、
さ
や
う
ニ
御
こ
ゝ
ろ
へ
、
そ
も
し
ゟ

も
そ
の
と
を
り
、
か
い
の
守
へ
仰
遣
わ
さ
る
へ
く
候
、
か
い
の
守
へ
遣
候
ふ
み
、
か

き
候
て
遣
候
ま
ゝ
、
そ
こ
も
と
ゟ
御
こ
し
候
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
消
息
草
案
。
宛
所
は
鍋
島
直
能
か
。
天

性
院
は
在
佐
賀
、
宛
所
の
人
物
も
在
佐
賀
。
五
五
八
号
と
ほ
ぼ
同
文
で
、
本
状

が
草
案
と
考
え
ら
れ
る
。
文
中
の
「
か
い
の
守
遣
候
ふ
み
」
は
五
五
三
号
を
さ

す
。
年
次
は
五
五
三
号
と
同
じ
寛
文
四
年
。 

  

五
六
六 

ゑ
ん
し
や
う
院
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
御
あ
い
き
や
う
の
御
き
た
う
ハ
、
ふ
と
う
の
ほ
う
七
日
、
や
く
し

の
ほ
う
七
日
、あ
い
せ
ん
の
ほ
う
七
日
に
て
、三
七
日
に
あ
い
さ
た
ま
り
申
候
、

は
た
ま
た
、仁
百
疋
代
く
た
さ
れ
、か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、 

御
ふ
み
く
わ
し
く
見
上
ま
い
ら
せ
候
、
今
ほ
と
一
し
ほ
御
そ
く
さ
い
に
御
さ
な
さ

れ
候
よ
し
、
め
て
た
く
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
こ
と
に
御
た
ん
し
や
う
の

御
り
う
に
ん

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）

さ
ま
、
き
し
う

（
鍋
島
元
茂
）

さ
ま
ゟ
御
や
う
し
の
よ
し
、
か
す
〳
〵
め
て
た
く
そ

ん
し
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、 

一
御
こ
ゝ
ろ
も
ち
の
御
き
た
う
の
よ
し
、
こ
ま
〳
〵
あ
そ
ハ
し
遣
さ
れ
、
く
わ
し
く

は
い
け
ん
申
上
、
か
つ
て
ん
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
間
、
御
き
た
う
の
儀
せ
い
〳
〵

申
、
御
ふ
・
御
ま
ほ
り
、』
来
月
十
二
日
に
し
ん
上
申
へ
く
候
、
又
月
ま
ち
も
十
二

日
に
、
く
し
し
た
い
に
り
う
く
わ
ん
申
、
ま
い
月
お
か
み
申
上
へ
く
候
、
又
御
あ

い
き
や
う
の
御
き
た
う
ハ
三
七
日
に
あ
い
さ
た
ま
り
申
候
、
入
く
ハ
い
つ
も
の
御

き
た
う
の
こ
と
く
に
て
御
さ
候
、
そ
の
上
に
入
申
候
物
ハ
、
別
に
か
き
た
て
、
し

ん
上
申
候
、
た
ゝ
い
ま
の
御
ふ
み
、
ひ
き
ち
ら
し
、
た
れ
に
て
も
し
ら
せ
申
ま
し

く
候
間
、
御
こ
ゝ
ろ
や
す
か
る
へ
く
候
、
万
め
て
た
く
〳
〵
か
し
く
、 

 
 

七
月
晦
日

（
寛
永
十
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

御
返
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゑ
ん
し
や
う
ゐ
ん 

 

【
解
説
】 

 
 
 

ゑ
ん
し
や
う
院
（
圓
正
院
か
。「
寺
社
差
出
」
當
山
派
山
伏
由
緒
下
／
九
十
九

頁
）
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
宛
て
の
消
息
。
天
性
院
は
在
佐
賀
。

年
次
は
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
の
生
年
よ
り
寛
永
十
四
年
。 

  

五
六
七 

て
い
雪
消
息
（
折
紙
） 

わ
た
く
し
こ
そ
、
と
し
明
候
て
よ
り
も
、
そ
も
し
さ
ま
ま
て
も
、
ふ
み
し
て
さ
へ
、

御
め
て
た
さ
を
も
申
上
ま
い
ら
せ
候
ハ
す
、
御
ふ
さ
た
に
う
ち
す
き
ま
い
ら
せ
候

処
ニ

御

ま
へ
ゟ
御
書
下
さ
れ
、
こ
と
ニ
』
う
つ
く
し
き
も
め
ん
下
さ
れ
候
、
か
た
し
け
な
く
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い
た
ゝ
き
ま
い
ら
せ
候
、
そ
こ
御
ほ
と
さ
ま
ニ
て
、
御
と
も
〳
〵
御
き
け
ん
よ
く
御

さ
な
さ
れ
候
よ
し
う
け
給
、』
ま
こ
と
ニ
〳
〵
何
よ
り
め
て
度
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
此

御
か
た
に
て
も
、
か
う
け
ん
ゐ
ん
様
一
し

（
高
源
院
、
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
）

ほ
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
な
さ
れ
候
、
此
は

る
は
山
し
ろ
さ
ま

（
鍋
島
直
弘
）

御
こ
し
な
さ
れ
、
ひ
さ
〳
〵
に
て
御
け
も
し
あ
そ
は
し
、
御
ま
ん

そ
く
の
御
事
に
て
、
ひ
と
し
ほ
御
き
け
ん
も
よ
く
御
さ
な
さ
れ
候
ま
ゝ
、』
御
心
や
す

く
お
ほ
し
め
し
上
ら
れ
候
や
う
ニ
、
御
申
上
な
さ
れ
候
へ
く
候
、
つ
し
ま
さ
ま

（
岡
部
与
貞
）

に
て

も
、
と
し
内
御
た
ん
し
や
う
あ
そ
は
し
、
よ
き
わ
か
こ
さ
ま
に
て
、
御
め
て
た
さ
〳

〵
、
そ
こ
御
ほ
と
さ
ま
に
て
も
、
さ
こ
そ
御
ま
ん
そ
く
ニ
お
ほ
し
め
し
上
ら
れ
候
ハ

ん
と
、
か
す
〳
〵
』
を
し
は
か
り
上
ま
い
ら
せ
候
、
わ
さ
と
御
し
し
や
し
ん
せ
ら
れ
、

大
か
た
な
ら
す
か
た
し
け
な
か
り
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
、
御
う
ふ
き
も
一
た
ん
と
よ
く

候
ハ
ん
と
の
御
事
に
て
、
こ
ゝ
も
と
御
ふ
く
屋
に
て
と
ゝ
の
へ
さ
せ
、

よ
さ
へ
も
ん
へ
わ
た
し

（
南
里
与
左
衛
門
尉
カ
）

ま
い
ら
せ
候
、
い
ま
し
ふ
ん
御
お
や
こ
さ
ま
な
か
ら
、』
一
入

御
き
け
ん
よ
く
、御
し
ん
も
し
さ
ま
も
、あ
と
の
月
ニ
こ
な
た
へ
も
御
出
な
さ
れ
候
、

ま
こ
と
ニ
〳
〵
御
め
て
た
さ
、
申
上
つ
く
し
か
た
く
そ
ん
し
上
ま
い
ら
せ
候
、
か
れ

こ
れ
よ
く
〳
〵
御
と
り
な
し
た
の
み
入
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

三
月
五
日

（
寛
文
元
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

水
か
へ
に
て 

 
 
 

御
つ
ほ
ね
さ
ま 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
い
雪 

 
 
 
 
 
 
 

御
ひ
ろ
う 

 

【
解
説
】 

 
 
 

て
い
雪
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏（
天
性
院
）の
侍
女
御
局
へ
宛
て
た
消
息
。

て
い
雪
は
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
侍
女
。
て
い
雪
は
在
江
戸
、
御
局

は
在
佐
賀
。
岡
部
与
貞
・
真
常
院
の
子
右
衛
門
が
生
ま
れ
、
高
源
院
と
鍋
島
直

弘
が
存
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
年
次
は
寛
文
元
年
。 

  

五
六
八 

岡
部
与
貞
消
息
（
折
紙
） 

一
ふ
て
申
入
候
、
そ
こ
も
と
相
か
わ
る
御
事
御
さ
な
く
、
い
つ
れ
も
御
そ
く
才
ニ
御

さ
な
さ
れ
候
や
、
承
た
く
そ
ん
し
候
、
せ
ん
と
は
せ
か
れ
た
ん

（

誕

し
や

生

う）

に
つ
き
、
い

ろ
〳
〵
御
し（

う
き

祝

儀

）

と
も
下
さ
れ
、
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
候
、
此
方
よ
り
も
し
し

（

使

者

や）

に
て
御
し
う
き
申
た
く
候
へ
と
も
、』
と
を
〳
〵
の
事
ニ
候
へ
ハ
、
そ
ん
し
な
か
ら
延

引
申
事
候
、
わ
さ
と
は
か
り
ニ
三
百
疋
し
ん
し
申
候
、
ま
こ
と
に
〳
〵
御
し
う
き
の

し
る
し
は
か
り
ニ
御
さ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
か
へ

（
岡
部
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
し
ま
の
守 

 
 
 

卯
月

（
寛
文
元

三
日

年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
も
さ
た

（
与
貞
）

 

 
み
ま
さ

（
多
久
茂
辰
）

く
さ
ま 

 
 
 

御
内
儀

（
多
久
茂
辰
室

さ
ま

鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

申
給
へ 
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【
解
説
】 

 
 
 

岡
部
与
貞
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
男
子
誕

生
の
祝
儀
に
対
し
て
返
礼
を
送
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
五
五
九
号
（
万
治
三

年
七
月
二
十
一
日
付
）、
五
四
七
号
（
万
治
三
年
）、
五
六
七
号
（
寛
文
元
年
三

月
五
日
付
）
に
よ
っ
て
、
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
が
万
治
三

年
十
二
月
九
日
に
右
衛
門
を
出
産
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
五
六
四
号
（
寛
文
元

年
三
月
二
日
付
）
は
、
多
久
家
か
ら
の
祝
儀
に
対
す
る
岡
部
与
貞
の
礼
状
で
、

本
消
息
は
こ
れ
に
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、年
次
は
寛
文
元
年
と
な
る
。

多
久
茂
辰
・
天
性
院
は
在
国
。
岡
部
与
貞
の
居
所
に
つ
い
て
は
、
寛
文
元
年
と

推
定
さ
れ
る
四
八
〇
号
（
三
月
八
日
付
）
で
、
佐
賀
か
ら
の
祝
儀
の
使
者
が
二

月
二
十
七
日
に
江
戸
に
着
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
礼
状
で
あ
る
五
六
四
号

が
三
月
二
日
付
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
在
江
戸
の
可
能
性
が
高
い
。 

 
 

  

五
六
九 

松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
（
永
春
院
）
消
息
（
折
紙
） 

な
を
〳
〵
、御
そ
も
し
様
御
そ
く
才
の
御
事
、か
す
〳
〵
め
て
た
く
そ
ん
し
候
、

御
し
う
き

（

祝

儀

）

と
御
仰
ら
れ
候
て
、十
て
う
下
さ
れ
候
、か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
候
、

さ
り
な
か
ら
、
ま
つ
一
両
ね
ん
ハ
、
い
つ
か
た
よ
り
も
御
し
う
き
な
と
う
け
不

申
候
は
す
に
て
候
ゆ
へ
、
御
ゐ
ん
し
ん
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、』
か
さ
ね
て
ハ
こ

な
た
よ
り
申
あ
け
へ
く
候
ま
ゝ
、そ
の
を
り
ハ
そ
な
た
よ
り
も
下
さ
る
へ
く
候
、

ま
つ
そ
の
内
ハ
、
た
ゝ
御
ふ
み
は
か
り
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
な
を
は
る
長
に
申

あ
け
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

あ
ら
た
ま
り
ま
い
ら
せ
候
は
る
の
め
て
た
さ
と
御
仰
ら
れ
候
て
、
文
下
さ
れ
候
、
か

た
し
け
な
く
、
め
て
た
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
そ
こ
も
と
、
と
ゝ

（
鍋
島
勝

様茂
）

は
し
め
、
御

そ
も
し
様
、
御
子
か
た
、
そ
の
外
』
い
つ
れ
も
御
そ
く
才
の
御
事
、
数
〳
〵
め
て
た

く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、こ
ゝ
も
と
、か
ゝ

（
鍋
島
勝

様茂
室

は徳
川

し
め

氏
）

み
な
〳
〵
無
事
に
御
さ
候
ま
ゝ
、

御
心
や
す
く
お
ほ
し
め
し
被
成
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
つ
平 

 

多
久 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
殿
頭

（
忠
房
）

 

 
 

あ
ね

（
多
久
茂

様辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内（
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 

御
返
事 

  

【
解
説
】 

 
 
 

松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
（
長
、
永
春
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）

に
宛
て
た
消
息
。
年
次
の
上
限
は
、
松
平
忠
房
・
永
春
院
の
婚
姻
時
期
（
寛
永

十
年
七
月
）
よ
り
寛
永
十
一
年
で
あ
る
。
本
文
よ
り
、
勝
茂
が
在
国
と
わ
か
る

の
で
、
年
次
の
下
限
は
明
暦
二
年
と
な
る
。
天
性
院
は
在
国
、
永
春
院
・
鍋
島

勝
茂
室
高
源
院
（
徳
川
氏
）
は
在
江
戸
で
あ
る
。 
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永
春
院
は
追
而
書
で
、
天
性
院
か
ら
の
祝
儀
に
対
し
て
、「
一
両
ね
ん
ハ
、
い

つ
か
た
よ
り
も
御
し
う
き
な
と
う
け
不
申
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
年
次
の
可
能

性
と
し
て
、
慶
安
二
年
二
月
忠
房
の
丹
波
国
福
知
山
へ
の
加
増
転
封
が
あ
る

（「
寛
政
譜
」、『
断
家
譜
』に
よ
る
と
福
知
山
前
藩
主
稲
葉
紀
通
は
乱
心
自
殺
）。

同
年
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
鍋
島
勝
茂
は
十
月
十
三
日
参
勤
の
た
め
佐
賀
発
で

あ
り
（
佐
近
八
―
三
／
二
七
七
頁
）、
春
は
在
国
で
あ
る
。 

  

五
七
〇 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
案
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
わ
か
さ

（
鍋
島
茂
綱
）

殿
・
ふ（

諫

せ早
）

ん
殿
、
せ
う
人
の
か
わ
り
ハ
、
此
中
ゟ
こ
し
ら

へ
ゐ
申
さ
れ
候
、
ひ
こ
に
お
ふ
事
ハ
、
た
ゝ
い
ま
ゟ
こ
し
ら
へ
申
儀
ニ
御
さ
候

間
、
す
こ
し
ハ
あ
と
た
ち
申
に
て
御
さ
あ
る
へ
く
候
間
、
そ
の
た
ん
ハ
さ
や
う

ニ
御
心
へ
な
さ
れ
候
て
下
さ
る
へ
く
候
、 

一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
し
か
れ
は
、
ひ（

多

や久
安

う胤
）

こ
の
介
事
、
か
ね
〳
〵
ひ（

や病

う者

し
や

）

に
て
御
さ
候
、
こ
と
に
す
ね
ん

（

数

年

）

つ
め

（

詰

）

申
候
間
、
こ
う
ぎ

（

公

儀

）

御
し
あ
わ
せ
し
た
い
ニ
、
御

か
へ
被
成
候
て
も
下
さ
れ
候
や
う
に
と
、
な
い
〳
〵
存
上
候
所
に
、
と
し
内
、
せ
う

（

証

）

人
し
ゆ
、
か
わ
り
の
き
と
も
御
さ
候
時
分
、
ひ
や
う
こ
の
介
儀
も
仰
上
ら
れ
候
や
う

ニ
う
け
給
候
、
誠
に
〳
〵
わ
か
み
ほ
ん
ま
う

（

本

望

）

、
一
入
か
た
し
け
な
く
申
上
ま
い
ら
せ

候
、
と（

多

く
し

久
安
順
室

ゆ
ゐ

鍋
島
氏
）

ん
さ
ま
も
一
入
の
御
ま
ん
そ
く
、
大
か
た
な
ら
す
ニ
御
さ
候
、』
さ

や
う
ニ
も
御
さ
候
へ
ハ
、
か
わ
り
の
儀
ハ
、
今
ね
ん
八
つ
ニ
な
り
申
候
こ
む
す
こ
、

ひ
こ
に
お
ふ

（
多
久
安
輝
）

、
さ
し
の
ほ
せ
申
へ
く
候
、
こ
し
ら
へ
さ
う
さ

（

造

作

）

の
ぎ
ハ
、
み（

多

ま
さ
か

久
茂
辰
）

殿

て
ま
へ
ゟ
ハ
な
り
か
た
く
御
さ
候
間
、
わ
か
身
何
と
な
り
と
も
申
候
て
、
さ
し
の
ほ

せ
申
へ
く
候
間
、
御
心
や
す
く
お
ほ
し
め
し
上
ら
れ
、
ひ
や
う
こ
の
介
さ
し
か
へ
ら

れ
、
御
く
た
し
候
て
下
さ
れ
候
へ
、
た
の
み
上
ま
い
ら
せ
候
、
ひ
こ
に
お
ふ
さ
し
の

ほ
せ
申
候
事
、
い
つ
に
て
も
、
そ
こ
も
と
ゟ
の
き
よ
い

（

御

意

）

し
た
い
に
、
の
ほ
せ
申
へ
く

候
間
、
さ
や
う
ニ
御
心
へ
な
さ
れ
下
さ
る
へ
く
候
、 

 

【
解
説
】 

 
 
 

差
出
・
宛
所
を
欠
く
が
、
江
戸
証
人
の
交
代
に
つ
い
て
の
内
容
に
よ
り
、
多

久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
よ
る
消
息
の
案
文
と
推
定
さ
れ
る
。
一
四
七

号
（
承
応
二
年
十
二
月
二
日
付
）、
三
二
八
号
（
承
応
三
年
三
月
十
一
日
付
）
に

よ
る
と
、多
久
安
胤
か
ら
多
久
安
輝
へ
の
江
戸
証
人
交
代
は
承
応
三
年
で
あ
る
。

本
文
に
安
輝
（
彦
仁
王
）
に
つ
い
て
、「
今
ね
ん
八
つ
に
な
り
申
候
こ
む
す
こ
」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
輝
の
生
年
（
正
保
二
年
）
よ
り
年
次
は
承
応

元
年
と
推
定
さ
れ
る
。
同
年
、
鍋
島
勝
茂
・
光
茂
は
二
月
に
暇
、
勝
茂
は
四
月

五
日
、
光
茂
は
四
月
二
十
一
日
帰
国
で
あ
る
（
佐
近
一
―
二
／
七
七
一
頁
）。
多

久
茂
辰
・
天
性
院
は
在
国
で
あ
る
。「
ふ
せ
ん
（
豊
前
）」
に
つ
い
て
、
諫
早
茂

敬
は
承
応
元
年
五
月
十
五
日
歿
。
嫡
男
茂
真
も
豊
前
を
称
す
る
（「
同
格
系
図
」

鍋
一
四
一
―
二
一
）。 
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五
七
一 
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
覚
書
（
折
紙
） 

一
か
ゝ
さ
ま

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川

御
本

氏
）

け
、
う
け
と
り
申
候
事
、 

一
か
ゝ
さ
ま
御
す
ゝ
け
ニ
つ
い
て
、
御
き
た
う
の
事
、
御
れ
い
に
、
き
ん
三
両
遣
候

事
、
御
わ
つ
ら
い
つ
き
、
ね
の
と
し

（
慶
安
元
年
）

正
月
廿
一
日
ゟ
、 

一
ち
く
う
よ
ひ

（

呼

）

、
か
ゝ
さ
ま
御
す
ゝ
け
の
う
ら

（

占

か
た

方

）

さ
せ
、
御
あ
し
ハ
た
ち
候
ハ
て

も
、
御
命
の
所
何
事
あ
る
ま
し
き
や
の
事
、 

 

又
、
此
く
れ
に
、
と
う
ぢ

（

湯

治

）

被
成
へ
き
や
、
い
か
ゝ
の
事
、 

わ
か
身 

一
本
け
、
ほ
そ
の
を

（

臍

）

遣
候
事
、 

一
大
し
や
う
ゐ
ん
へ
、
ま
き
物
御
れ
い
ニ
遣
候
事
、』 

一
お
つ
ち
く
や
う

（

供

養

）

の
た
め
、
銀
子
遣
候
事
、 

 

又
、
二
郎

（
松
崎
）

ゑ
も
ん
・
け
き

（
大
塚
）

へ
、
こ
ろ
し
候
日
た
つ
ね
候
て
、
ゑ
と
へ
申
上
へ
き
事
、

同
■
と
し
も
た
つ
ね
申
へ
き
事
、 

一
大
し
や
う
へ
、
お
ち
や
う
く
わ
い
人

（
長
、
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
）

ニ
、
三
月
四
月
五
月
み
月
間
に
も
、
く
わ
い

人
ニ
な
り
申
さ
れ
候
御
ふ
遣

（
符
）

へ
き
や
、そ
れ
か
な
り
申
ま
し
き
と
申
さ
れ
候
ハ
ゝ
、

そ
こ
に
て
、
か
ゝ
さ
ま
御
き
た
う
御
た
の
み
被
成
候
す
る
と
の
御
事
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

本
覚
書
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
五
七
三
号
（
慶
安
二
年
）
と
共
通
す
る
事
項
に

つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
①
一
条
目
と
五
七
三
号
三
条
、
②
二
条
目
と
五
七
三

号
二
条
、
③
三
条
目
と
五
七
三
号
二
・
四
・
五
・
六
条
、
④
四
条
目
と
五
七
三

号
七
条
、
⑤
五
条
目
と
五
七
三
号
八
条
、
⑥
六
条
目
と
五
七
三
号
九
条
、
⑦
七

条
目
と
五
七
三
号
一
条
。
す
な
わ
ち
①
②
③
④
⑤
は
、
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高

源
院
）
の
足
治
癒
の
祈
祷
に
つ
い
て
、
⑥
は
高
源
院
の
侍
女
「
お
つ
ち
」
の
供

養
に
つ
い
て
、
ま
た
⑦
は
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
（
長
、
永
春
院
）
の
懐
妊
の
祈

祷
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
覚
書
は
多
久
茂
辰
室
鍋
島

氏
（
天
性
院
）
が
、
五
七
三
号
で
高
源
院
か
ら
伝
え
ら
れ
た
内
容
を
書
き
留
め

た
も
の
と
わ
か
る
の
で
、
年
次
は
慶
安
二
年
で
あ
る
。
同
年
、
勝
茂
は
十
月
十

三
日
佐
賀
発
、
十
一
月
十
一
日
江
戸
着
で
あ
る
（
佐
近
八
―
三
／
二
七
七
頁
）。

五
七
三
号
九
条
に
よ
り
時
期
は
二
月
頃
と
推
測
で
き
る
の
で
、
勝
茂
は
在
国
で

あ
る
。
天
性
院
は
在
国
、
高
源
院
・
永
春
院
は
在
江
戸
で
あ
る
。 

  

五
七
二 

鍋
島
清
良
室
多
久
氏
（
円
融
院
）
消
息
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

（
墨
引
） 

 

又
申
上
候 

人
々
御
ひ
ろ
う 

 

み
つ

（
鍋
島
清
良
室
多
久
氏
）

」 
昨
日
そ
こ
も
と
に
て
御
う
ハ
さ
申
候
御
事
ハ
、
け
さ
よ
り
も
、
う
ハ
さ
も
不
申
候
、

こ
と
に
此
ふ
み
の
御
返
事
ハ
、ま
つ
ひ
そ
か
に
く
た
さ
る
へ
く
候
、そ
の
う
へ
ニ
て
、

そ
れ
を
お
ち
つ
き
候
て
ゐ
申
へ
く
候
ま
ゝ
、
さ
や
う
ニ
御
心
へ
被
成
給
へ
く
候
、
め
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て
た
く
か
し
く
、 

 
 

【
解
説
】 

 
 
 
 

鍋
島
清
良
室
多
久
氏
（
み
つ
、
円
融
院
）
の
消
息
。
宛
所
を
欠
く
。
円
融

院
は
在
国
で
あ
る
。
年
次
の
下
限
は
、
円
融
院
の
歿
年
月
よ
り
寛
文
九
年
閏

十
月
と
な
る
。 

  

五
七
三 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
覚
書
案
（
竪
紙
） 

か
ゝ
さ
ま

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川

ゟ氏
）

、御
手
前
さ
ま
へ
仰
つ
か
わ
さ
れ
候
条
々
書
付
さ
し
上
申
候
、か
ゝ

さ
ま
へ
仰
上
ら
れ
候
御
こ
ゝ
ろ
え
の
た
め
候
、 

我
等
へ
か
ゝ
さ
ま
書
付
被
下
候
通
ニ
而
候
、
此
段
も
信
州
へ
御

（
鍋
島
勝
茂
）

面
談
の
み
き
り
ハ
、
御
は
な
し
被
成

候
ハ
ゝ
、
可
然
存
候
、 

一
大
し
や
う
院
と
申
山
ふ
し
に
て
、
お
ち
や
う
御
き
と
う

（
長
、
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
）

、
信
濃
さ
ま
御
た
の
み
、

子
ノ
年
九
月
ゟ
、
い
ま
に
御
ふ
う

（

符

）

給
候
、
月
の
さ
わ
り
、
そ
れ
ゟ
月
〳
〵
に
成
申

候
、
信
濃
さ
ま
お
ほ
し
め
し
候
ハ
、
子
ノ
出
き
候
ま
て
、
御
ふ
う
給
候
、
き
た
う

申
候
様
ニ
と
、
お
ほ
し
め
し
候
と
見
え
候
て
、
こ
ゝ
も
と
へ
も
、
い
ま
た
き
た
う

の
し
る
し
な
き
よ
し
仰
こ
し
候
、
そ
も
し
存
候
こ
と
く
、
き
よ
年
五
月
ニ
、

と
の
も
ん
殿

（
松
平
忠
房
）

御
下
、い
ま
ゝ
て
子
な
と
出
き
候
事
、思
ひ
か
け
も
こ
れ
な
く
候
間
、

三
月
ま
てて

御
ふ
う
給
候
て
、
や
う
す
御
ら
ん
被
成
候
て
の
う
へ
ニ
、
又
此
秋
ゟ
に

て
も
、
暮
ゟ
も
、
御
も
ち
い
さ
せ
候
ハ
ゝ
、
よ
く
御
さ
有
へ
く
候
、 

一
わ
か
身
あ
し

（

足

）

、
子
ノ
年
正
月
廿
一
日
ゟ
お
れ

（

折

）

申
候
、
年
の
上
の
事
に
て
、
大
し
や

う
院
も
う
け
取
申
候
と
ハ
申
ま
し
く
候
へ
共
、
水
か
へ

（

水

ヶ

江

）

と
き
や
う
弟
候
て
、
卯
月

ニ
ハ
大
し
や
う
院
へ
た
つ
ね
み
申
、
ま
か
り
成
ま
し
き
よ
し
申
候
ハ
ゝ
、
せ
ひ
に

お
よ
は
す
候
、
も
し
年
ニ
も
来
年
ニ
も
、
き
た
う
申
、
あ
し

（

足

た
ち

立

）

申
候
様
ニ
と
、

う
け
取
候
ハ
ゝ
、
ひ
そ
か
に
生
月
日
な
と
か
き
付
、
よ
く
の
り
付
ニ
候
て
、
わ
た

し
申
さ
れ
へ
く
候
、
入
具
ハ
、
ま
つ
、
と
う
ふ
ん
三
両
遣
候
、 

一
水
か
へ
へ
、
わ
か
身
本
け
一
本
遣
候
、
こ
ゝ
も
と
へ
返
し
候
ハ
て
、
其
ち
ニ
め
し

お
き
候
へ
と
、
御
わ
た
し
有
へ
く
候
、 

一
水
か
へ
あ
ね
へ
申

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

候
ち
く
う
を
、
あ
ね
所
へ
め
し
よ
せ
、
わ
か
身
あ
し
、
此
分
に

て
一
代
た
ち
申
ま
し
き
や
、
又
ら
い
年
、
ら
い
〳
〵
年
ニ
も
立
申
へ
き
や
、
よ
く

か
き
物
御
ら
ん
候
て
給
候
へ
と
申
度
候
、 

一
あ
し
た
ち
申
さ
ぬ
事
、
か
く
し
候
て
も
、
い
ら
さ
る
こ
と
に
て
候
、
命
さ
へ
よ
く

候
へ
は
、
あ
し
ハ
た
ち
候
ハ
す
共
、
何
と
申
へ
き
や
、
あ
り
て
い
を
申
こ
さ
れ
候

へ
と
申
度
候
、 

一
水
か
へ
あ
ね
へ
申
候
、
今
年
暮
に
も
、
と
う
じ

（

湯

治

）

申
へ
き
か
、
又
ひ
か
へ
［ 

 

］ 

も
よ
く
う
ら
な
い
遣
へ
く
候
、 

一
水
か
へ
あ
ね

そ 
も 

し
へ
、
本
け
又
ほ
そ

（

臍

）

の
を
遣
候
、
わ
か
身
此
な
り
ニ
成
候
間
、
よ
き
便
ニ

て
遣
候
也
、 

一
水
か
へ
う
も
し
ま
て
、大
し
や
う
院
へ
ま
き
物
遣
、お
ち
や
う
御
き
た
う
御
ふ
う
、
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き
よ
年
ゟ
給
候
、
月
の
さ
わ
り
人
な
み
ニ
候
て
、
き
と
く
成
御
き
た
う
と
、
ま
ん

そ
く
申
候
、
き
よ
年
暮
に
、
文
し
て
れ
い
申
候
ハ
ん
を
、
す
ゝ
け
ゆ
へ
、
い
ま
ゝ

て
ふ
さ
た
申
候
事
、
水
か
へ
ニ
別
に
文
遣
候
事
、 

一
水
か
へ
へ
、
銀
子
百
目
遣
候
、
此
中
は
わ
す
れ
候
て
、
お
も
ひ
出
候
ぬ
に
、
十
四

年
は
か
り
に
も
成
候
、
わ
か
み
め
し
つ
か
い
候
つ
じ
と
申
候
女
、
此
二
月
十
三
日

夜
明
十
四
日
ニ
、
ゆ
め
ニ
見
申
候
、
我
身
申
候
ハ
、
此
中
し
つ
ね
ん

（

失

念

）

申
候
て
、
い

と
ま
と
ら
せ
候
ハ
す
候
、
い
つ
か
た
へ
も
、
ほ
う
か
う
申
候
へ
、
御
城
又
大
な
こ

ん
さ
ま
か
た
へ
ハ
、
む
よ
う
に
て
候
よ
し
申
候
へ
ハ
、
ま
ゆ

（

眉

）

つ
く
り
、
き
わ

（

際

す
み

墨

）

を
き
候
て
、
か
の

（

鹿

子

こ）

ニ
き
わ

（

際

は
く

箔

）

入
候
小
袖
を
き
候
て
、
ゆ
め
ニ
見
申
候
、
ま
つ

さ
き
次
郎
右
衛
門
尉
と
、
大
つ
か
外
記
両
人
候
て
、
こ
ろ
し
申
候
間
、
お
さ
ま
り

所
有
へ
く
候
、
両
の
あ
し
の
う
ら
を
わ
り
申
候
と
、
次
郎
右
衛
門
申
つ
る
間
、
よ

く
た
つ
ね
候
て
、
次
郎
右
衛
門
尉
ぢ
ふ
ん
の
様
ニ
い
た
し
、
お
さ
ま
り
候
寺
に
て

心
さ
し
候
や
う
ニ
而
、
と
か
く
仏
く
わ
ゑ

（

果

）

候
や
う
ニ
、
こ
ろ
し
候
日
、
い
つ
に
て

候
や
も
、
た
つ
ね
候
て
、
こ
ゝ
も
と
へ
申
こ
さ
る
へ
く
候
、
か
の
つ
ち
ハ
、
と
り

の
と
し
に
て
五
十
三
に
て
候
、
こ
ろ
し
候
時
分
、
た
し
か
に
子
ノ
年
の
秋
に
て
候

つ
る
か
、
そ
も
し
こ
と
お
ほ
く
候
間
、
あ
ね
へ
此
か
き
物
見
せ
申
さ
る
へ
く
候
、

と
ふ
ら
い
入
候
ハ
ん
と
、
右
之
銀
遣
候
、 

と
の
も
殿 
 
 
 
 
 
 

あ
［ 

 

］ 

一
ひ
つ
し
の
年

（
元
和
五
年
）

、
卅
一
、
生
月
二
月
十
三
日
五
つ
時
、 

い
の
年

（
元
和
九
年
） 

一
お
ち
や
う
生
二
月
二
日
、
み
つ
の
へ
い
ぬ
の
日
、
さ
る
の
時
、 

 

此
あ
い
し
や
う
、水
か
へ
あ
ね
へ
た
の
み
申
候
、二
所
三
所
に
て
う
ら
な
い
候
て
、

子
出
き
候
ハ
ぬ
あ
い
し
や
う
と
み
え
申
候
、
ゆ
る
〳
〵
と
れ
ん
〳
〵
ニ
か
き
付
給

へ
く
候
、 

 
 

 【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
覚
書
案
。
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源

院
）
か
ら
伝
え
ら
れ
た
内
容
を
記
し
た
も
の
。
一
つ
書
き
の
主
体
は
高
源
院
で

あ
る
。
宛
所
を
欠
く
が
、
本
文
一
行
目
の
「
御
手
前
さ
ま
」
は
、
多
久
茂
辰
を

指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
年
次
は
、
松
平
忠
房
の
生
年
（
元
和
五
年
）
よ
り
、
三

十
一
歳
と
な
る
の
は
慶
安
二
年
で
あ
る
。同
年
、勝
茂
は
十
月
十
三
日
佐
賀
発
、

十
一
月
十
一
日
江
戸
着
で
あ
る
（
佐
近
八
―
三
／
二
七
七
頁
）。
本
文
九
条
目
よ

り
、
本
消
息
案
は
二
月
頃
と
推
測
で
き
る
の
で
勝
茂
は
在
国
で
あ
る
。
天
性
院

も
在
国
で
あ
る
。 

 
 
 

高
源
院
は
自
身
の
足
の
治
癒
、
女
で
あ
る
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
（
長
、
永
春

院
）
の
懐
妊
を
、
祈
祷
に
よ
り
成
就
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
九
条
目
で
は
、
高

源
院
が
、
十
四
年
程
以
前
に
「
つ
じ
（
つ
ち
）」
と
い
う
侍
女
を
、
松
崎
次
郎
右

衛
門
・
大
塚
外
記
に
殺
害
さ
せ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
本
覚
書
案
に
よ
り
、
五

七
一
号
を
解
釈
し
年
次
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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五
七
四 
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
侍
女
局
消
息
案
（
竪
紙
） 

わ
さ
と
一
筆
申
ま
い
ら
せ
候
、
し
か
れ
は
、
か
ゝ
の

（
鍋
島
直
能
）

守
む
す
め
千
靏

（
三
浦
直
次
室
鍋
島
氏
）

ゑ
ん
へ
ん

（

縁

辺

）

の
事

を
、
き
よ
ね
ん

（

去

年

）

申
あ
け
候
、
そ
の
た
ん
御
し
つ
ね
ん

（

失

念

）

も
な
く
、
こ
と
に
御
や
う
し

（

養

子

）

に

ま
て
な
さ
る
へ
き
と
候
て
、
か
い
の

（
鍋
島
直
澄
）

守
へ
お
ほ
せ
か
け
ら
れ
候
と
こ
ろ
に
、
つ
の
守

（
鍋
島
直
之
）

よ
り
ち
う
〳
〵

（

重

々

）

御
こ
と
ハ
り
申
上
ら
れ
候
ニ
つ
ゐ
て
、
あ
い
す
み

（

相

済

）

候
ハ
す
、
御
ま
へ

に
も
御
の
こ
り
お
ほ
く
思
し
め
し
上
ら
れ
候
よ
し
、此
ほ
と
、ひ
や
う
こ

（
多
久
安
胤
）

を
も
つ
て
、

御
ね
ん
比

（

懇

）

に
仰
下
さ
れ
、
誠
ニ
〳
〵
御
事
お
ほ
く
も
御
さ
あ
る
へ
き
に
、
御
心
に
か

け
ら
れ
候
た
ん
、
ふ
か
〳
〵

（

深

々

）

か
た
し
け
な

（

忝

）

く
存
上
ま
い
ら
せ
候
、
此
ゑ
ん
へ
ん
あ
い

す
み
候
ハ
さ
る
事
、
の
こ
り
お
ほ
く
は
候
へ
と
も
、
御
心
に
か
け
ら
れ
候
う
へ
ニ
て

の
事
に
候
へ
は
、
ち
か
ら
に
お
よ
ハ
す
存
ま
い
ら
せ
候
、
さ
も
候
へ
は
、
此
中
よ
り
、

千
靏
事
に
つ
ゐ
て
、
色
〳
〵
御
こ
ゝ
ろ
に
か
け
ら
れ
候
御
事
、
か
ゝ
の
守
一
入
か
た

し
け
な
く
そ
ん
せ
ら
れ
候
に
つ
き
、右
御
れ
い
申
あ
け
へ
き
た
め
、む
ら
川
傳
ゑ
も
ん

（
村
川
貞
政
）

、

そ
も
し
ま
て
、つ
か
い
に
申
つ
け
ら
れ
候
、し
か
れ
は
、せ
ん
年
む
す
め
事
、と
の
さ
ま

（
鍋
島
光
茂
）

打
た
の

（

頼

）

み
上
ゐ
ま
い
ら
せ
候
間
、
し
か
る
へ
き
を
御
ら
ん

（
覧
）

し
あ
わ
さ
れ
下
さ
れ
候
や

う
ニ
と
、
申
上
め
し
お
き
申
さ
れ
候
へ
は
、
か
さ
ね
〳
〵
申
上
は
す
ニ
て
も
候
ハ
す

候
ゆ
へ
、
こ
ん
と
も
、
た
い
て
い
の
御
れ
い
ま
て
を
申
上
、
千
靏
ゆ
く
す
ゑ
の
事
、

こ
ま
〳
〵
ハ
申
上
ら
れ
さ
る
と
見
え
ま
い
ら
せ
候
、
さ
も
候
へ
ハ
、
ゑ
ん
へ
ん
の
あ

い
て
の
事
ハ
、
御
ら
ん
し
あ
わ
せ
ら
れ
し
た
い
、
い
つ
ニ
て
も
の
事
ニ
て
候
、
ま
つ

〳
〵
千
靏
を
御
子
ふ
ん
に
御
と
り
被
成
、
さ
候
て
、
さ
き
さ
ま
ハ
い
よ
〳
〵
と
の
さ

ま
御
ら
ん
し
あ
ハ
さ
れ
、
し
か
る
へ
き
や
う
に
あ
そ
は
さ
れ
下
さ
れ
候
や
う
ニ
、
ふ

か
〳
〵
た
の
み
上
ま
い
ら
せ
候
、
加
賀
の
守
ゟ
ハ
、
わ
さ
と
こ
ん
と
ハ
、
た
い
て
い

ま
て
を
申
上
ら
れ
候
、わ
か
み
ゟ
そ
も
し
ま
て
、よ
く
〳
〵
申
候
て
く
れ
候
へ
と
の
、

そ
ん
し
入
ニ
て
候
、
わ
か
み
も
右
ね
か
い
の
と
を
り
に
候
へ
は
、
ほ
ん
も
う
此
う
へ

な
く
そ
ん
し
上
ま
い
ら
せ
候
、
此
お
も
む
き
、
御
ま
へ
御
つ
ゐ
で
の
折
、
何
と
そ
御

ふ
ん
へ
つ
被
成
候
や
う
ニ
申
上
ら
れ
給
へ
く
候
事
、
ふ
か
〳
〵
た
の
み
入
ま
い
ら
せ

候
、
く
わ
し
き
事
ハ
ひ
や
う
こ
・
し
ゆ
り

（
多
久
安
英
）

申
候
へ
く
候
、 

 

【
解
説
】 

差
出
人
、
宛
名
を
欠
く
が
、
五
八
二
号
と
内
容
が
酷
似
し
て
お
り
、
そ
れ
に

従
え
ば
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
侍
女
局
よ
り
相
良
求
馬
に
宛
て
た
消

息
の
案
。
居
所
は
、
局
は
、
佐
賀
水
ケ
江
屋
敷
、
求
馬
は
不
詳
だ
が
鍋
島
光
茂

の
側
近
く
と
考
え
ら
れ
る
。
天
性
院
の
意
を
奉
じ
た
も
の
で
あ
り
、
五
二
一
・

五
七
六
号
と
関
連
し
、
鍋
島
直
能
女
で
天
性
院
の
孫
に
当
た
る
三
浦
直
次
室
鍋

島
氏
（
千
靏
）
の
縁
組
を
気
遣
っ
て
い
る
。
五
二
一
号
で
は
、
蓮
池
の
鍋
島
直

之
と
諫
早
の
彦
市
の
縁
談
が
不
調
に
な
っ
た
こ
と
、
五
七
六
号
で
は
、
直
之
と

千
靏
の
縁
談
に
触
れ
て
い
る
。
年
次
は
、
上
限
は
多
久
安
英
が
修
理
を
称
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
五
年
。
下
限
は
天
性
院
の
歿
年
か
ら
寛
文
七
年
。 
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五
七
五 

千
栗
山
僧
正
某
消
息
（
折
紙
） 

 
 

返
々
、
出
雲
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

 

御
ち
ゝ
子
さ
ま
御
き
た
う

（

祈

祷

）

、
御
心
や
す
か
る
へ
く
候
、
先

ニ
ハ
き
ん
す

（

金

子

）

お
く
り
下
さ
れ
候
、
御
き
た
う
の
事
と
御
さ
候
ま
ゝ
、
お
ほ
せ
ニ

ま
か
せ
、
め
て
た
ふ
う
け
と
り
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
、 

 
 

又
申
上
候
、
御
ち
ゝ
子
さ
ま
御
く
わ
ん

（

願

）

書
の
事
、
八
ま
ん
宮
へ
御
く
う
し
と
り

申
候
へ
ハ
、
ゆ
み
の
く
し
お
り
さ
せ
ら
れ
候
間
、
御
く
わ
ん
じ
よ

（

願

書

）

い
た
し
上
ま

い
ら
せ
候
、 

 
 

御
ち
や
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
〳
〵
、 

一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、此
ほ
と
御
う
へ
さ
ま
ゟ
御
つ
か
い
下
さ
れ
候
、こ
ん
と
、

い
づ
も
の
守

（
多
久
茂
矩
）

さ
ま
長
さ
き
へ
御
こ
し
、
御
き
つ
か
い

（

気

遣

）

に
お
ほ
し
め
し
上
ら
れ
候
、

御
つ
ゝ
か
な
く
、
御
し
あ
ハ
せ
よ
く
御
さ
な
さ
れ
候
や
う
ニ
と
の
御
事
、
御
尤
の

御
事
ニ
候
、
お
ほ
せ
ま
て
も
な
く
候
、
わ
か
み
身
ニ
か
け
、
せ
い
〳
〵

（

誠

精

）

申
上
候
へ

く
候
、 

一
や
ち
か
へ

（

矢

違

）

御
ま
ほ
り

（

護

）

の
事
、
御
申
な
さ
れ
候
、
先
日
御
使
ニ
申
上
候
や
う
ニ
、
先

年
大
僧
正
さ
ま
に
て
、 

く
ば
う

（

公

方

）

さ
ま
や
ち
か
へ
の
御
』
ま
ほ
り
御
し
た
ゝ
め
の

時
、
御
こ
と
ハ
り
申
上
、
い
づ
も
さ
ま
や
ち
か
へ
の
御
ま
ほ
り
と
ゝ
の
へ
申
、
し

じ
や
う
く
わ
う
と
申
御
き
と
う
に
て
、
大
そ
う
正
さ
ま
た
の
み
、
か
い
げ
ん

（

開

眼

）

申
上

候
て
、
そ
の
御
ま
ほ
り
上
候
へ
く
候
、
さ
た
め
て
御
も
ち
な
さ
る
へ
く
候
、
此
上

う
へ
の
や
ち
が
へ
と
申
事
御
さ
な
く
候
へ
と
も
、
又
こ
ん
ど
も
御
』
ま
ほ
り
と
ゝ

の
へ
上
候
へ
く
候
、
長
さ
き
ニ
つ
か
ハ
さ
る
へ
く
候
、
ふ
う
の
ま
ゝ
、
乃
田
市
の

助
ま
て
御
と
ゝ
け
な
さ
れ
下
さ
る
へ
く
候
、
又
御
き
た
う
の
御
事
う
け
た
ま
ハ
り

候
、
お
ほ
せ
ま
て
も
な
く
候
、
今
月
五
日
、
吉
日
に
て
御
一
も
ん
そ
う
の
御
き
と

う
を
、
わ
か
さ
の
守

（
鍋
島
茂
綱
）

殿
ゟ
お
ほ
せ
』
つ
け
ら
れ
候
て
、
五
だ
ん
の
ご
ま
、
い
ま
ニ

せ
い
〳
〵
申
上
候
、
此
五
日
、
吉
日
ゆ
へ
、
い
づ
も
さ
ま
御
き
た
う
を
も
、
五
大

そ
ん
が
う
ぎ
や
う
は
う

（

尊

合

行

法

）

を
は
し
め
を
き
申
候
間
、
今
ほ
と
御
一
も
ん
そ
う
の
御
き

た
う
せ
い
〳
〵
申
上
候
間
、
此
御
き
と
う
け
つ
く
わ
ん

（

結

願

）

い
た
し
候
て
よ
り
、
せ
い

〳
〵
申
上
候
へ
く
候
、
此
御
き
た
う
に
も
、
一
し
ほ
御
ち
ゝ
子
さ
ま
御
事
、
せ
い

〳
〵
申
上
候
間
、
御
心
や
す
く
お
ほ
し
め
し
上
ら
る
へ
く
候
、 

一
ま
つ
申
上
候
ハ
ん
を
、
出
雲
守
さ
ま
御
り
ん
ひ
や
う

（

淋

病

）

け
ニ
御
さ
候
よ
し
、
さ
き
ニ

う
け
た
ま
わ
り
候
間
、
六
月
廿
六
日
ゟ
や
く
し

（

薬

師

）

の
ほ
う
お
こ
な
い
申
候
、
御
も
く

ろ
く
、』
又
出
雲
さ
ま
今
月
の
御
き
た
う
申
上
候
御
守
も
く
ろ
く
、
此
五
日
ニ
上
申

へ
き
と
そ
ん
し
候
へ
と
も
、
こ
ゝ
も
と
と
り
こ
み
申
候
ま
ゝ
、
先
日
の
御
使
ニ
此

よ
し
申
上
候
、
今
日
吉
日
ニ
御
さ
候
ま
ゝ
、
何
も
同
前
ニ
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
け

に
〳
〵
や
く
し
ニ
御
り
ん
ひ
や
う
の
御
く
わ
ん
書
申
候
を
も
、
く
わ
ん
じ
よ
上
申

候
、
是
ハ
江
上
の
や
く
し
、
又
ち
り
く
の
や
く
し
に
、
り
う
く
わ
ん
申
上
候
、
此

よ
し
御
申
上
た
の
み
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
〳
〵
か
し
く
、 

 
 

七
月
九
日

（
正
保
四
年
）

天
し
や

（

赦

）

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ち
り
く
山 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
う
正 

二
の
丸
御
う
へ
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）
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御
つ
ほ
ね 

 
 
 
 
 
 
 

人
ゝ
申
給
へ 

 

【
解
説
】 

千
栗
山
僧
正
某
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
侍
女
局
に
宛
て
た
消

息
。
千
栗
山
僧
正
某
は
千
栗
八
幡
宮
、
天
性
院
は
在
佐
賀
。
正
保
四
年
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
船
二
艘
が
長
崎
に
来
航
し
通
商
再
開
を
求
め
る
。
九
州
の
大
名
に
は

長
崎
警
護
が
要
請
さ
れ
、
茂
辰
・
茂
矩
父
子
の
長
崎
行
き
が
命
じ
ら
れ
た
（
「
水

江
事
略
」
）
。
矢
違
え
の
御
護
は
こ
の
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一

年
の
中
で
吉
日
と
す
る
天
赦

て
ん
し
ゃ

日に
ち

、
秋
は
戊
申
の
日
と
さ
れ
、
正
保
四
年
の
七
月

九
日
が
戊
申
の
日
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
年
次
は
正
保
四
年
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

五
七
六 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
案
（
折
紙
） 

今
度
な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

御
し
し
や
ニ
仰
つ
け
、
の
ほ
り
申
候
ま
ゝ
、
よ
き
た
よ
り
と
、
一
筆
申

ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ
〳
〵
そ
こ
も
と
何
事
な
く
、
そ
も
し
御
そ
く
さ
い
ニ
、
そ
の
外

一
門
中
ふ
し
の
よ
し
、
め
て
た
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
こ
ゝ
も
と
に
て
も
か
わ
る
御

事
な
く
、
殊
に
つ
の
守

（
鍋
島
直
之
）

と
の
も
一
入
さ
か
し
く
御
入
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
か
る
へ
く

候
、
わ
か
身
も
一
た
ん
と
き
し
よ
く
よ
く
、
あ
つ
さ
に
も
い
た
み
候
ハ
す
候
ま
ゝ
、

御
心
遣
あ
る
ま
し
く
候
、
し
か
れ
は
、
ひ
こ
い
ち

（
諫
早
茂
敬
女
）

事
、
わ
つ
ら
い
の
よ
し
ニ
て
、
つ

の
守
ち
や
く
ま
へ
、
ふ
と
、
ふ
せ
ん

（
諫
早
茂
敬
）

と
こ
ろ
の
や
う
ニ
ま
い
り
候
よ
し
、
わ
か
身
も

は
る
〳
〵
を
し
う
つ
り
候
て
よ
り
う
け
た
ま
ハ
り
、
お
と
ろ
き
ま
い
ら
せ
候
、
い
か

や
う
の
』
事
ニ
て
と
も
候
や
、
に
か
〳
〵
し
き
事
と
こ
そ
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
へ
、
も

し
今
度
の
ひ
こ
い
ち
わ
つ
ら
い
、
ほ
ん
ふ
く
申
さ
す
候
ハ
ゝ
、
し
う
け
ん
も
も
と
お

り
申
ま
し
き
と
、
せ
う
し
千
は
ん
ニ
そ
ん
し
候
、
さ
そ
そ
も
し
き
び
あ
し
く
御
入
候

ハ
ん
と
、
御
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
を
し
は
か
り
、
そ
れ
の
ミ
申
く
ら
し
ま
い
ら
せ
候
、
此

わ
き
ハ
、
き
し
よ
く
も
よ
く
候
て
、
し
う
け
ん
も
し
ゆ
ひ
よ
く
候
ハ
ん
と
申
ま
い
ら

せ
候
、
も
し
右
の
ゑ
ん
べ
ん
、
わ
つ
ら
い
ゆ
へ
、
あ
い
は
つ
れ
候
へ
は
、
一
し
ほ
の

こ
り
お
ゝ
き
事
ニ
候
、
さ
り
な
か
ら
、
万
い
ち
は
つ
れ
候
ハ
ゝ
、
此
わ
き
ハ
、
と
か

く
お
つ
つ
け
、
ゑ
ん
へ
ん
も
相
す
み
候
や
う
に
、
御
心
遣
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
候
、
さ

候
へ
ハ
、
い
つ
か
た
な
と
ゟ
よ
め
を
御
と
り
候
事
も
、
む
つ
か
し
き
こ
と
と
申
、
一

門
間
い
よ
〳
〵
ち
か
〳
〵
に
成
、
御
心
や
す
き
事
ニ
御
さ
候
間
、
か
ゝ
の
守

（
鍋
島
直
能
）

ひ
め
せ
ん
つ

（
三
浦
直
次
室
鍋
島
氏
）

る
□
』

〔
を
〕

よ
め
に
御
と
り
候
や
う
に
あ
り
た
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
も

し
か
や
う
ニ
な
と
候
へ
ハ
、
わ
か
身
ほ
ん
も
う
此
う
へ
候
ハ
す
候
、
い
ま
よ
り
さ
き

の
し
れ
ぬ
事
を
、
か
や
う
ニ
申
候
事
、
あ
ま
り
さ
き
ま
わ
り
た
る
事
の
や
う
に
候

て
、
い
な
物
ニ
候
へ
と
も
、
へ
ち
か
た
ゟ
申
入
る
ゝ
か
た
も
候
へ
ハ
、
あ
と
う
ち
ニ

成
ま
い
ら
せ
候
ま
ゝ
、
ま
つ
内
せ
う
申
め
し
お
き
候
、
此
た
ん
ハ
、
か
ゝ
の
守
も
ふ

か
〳
〵
こ
の
し
ゆ
ひ
に
あ
り
た
く
存
ら
る
ゝ
事
ニ
候
、
わ
か
身
ゟ
つ
い
て
も
候

ハ
ゝ
、
御
う
ハ
さ
申
め
し
お
き
候
へ
の
よ
し
申
さ
れ
候
、
わ
か
身
も
か
や
う
ニ
も
か

な
と
、
ね
か
い
ま
い
ら
せ
候
、
此
や
う
す
、
な
か
と
も
御
物
か
た
り
申
へ
く
候
、
〳
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〵
、
万
め
て
た
く
か
し
く
、 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
消
息
案
。
内
容
か
ら
鍋
島
直
澄
宛
と
推

定
さ
れ
る
。
天
性
院
の
居
所
は
在
佐
賀
。
直
澄
は
在
江
戸
。
年
次
は
、
寛
文
四

年
に
多
久
茂
矩
が
鍋
島
光
茂
の
使
者
と
し
て
上
府
し
て
い
る
こ
と
（
「
水
江
事

略
」
）
、
ま
た
彦
市
（
諫
早
茂
敬
女
）
と
鍋
島
直
之
の
婚
姻
が
破
談
と
な
り
、

千
鶴
（
鍋
島
直
能
女
、
三
浦
直
次
室
鍋
島
氏
）
が
次
の
候
補
と
し
て
名
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
（
五
二
一
号
・
五
七
四
号
）
か
ら
、
寛
文
四
年
。
な
お
、
校

訂
は
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
に
よ
る
。 

  

五
七
七 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
案
（
切
紙
） 

（
前
欠
）
申
お
と
し
申
候
ま
ゝ
、
ま
た
〳
〵
申
上
候
、
を
く
の

（
奥
野
）

事
、
ゆ
る
〳
〵
と

候
て
ゟ
、
い
と
ま
も
く
れ
候
て
、
そ
の
内
ニ
ま
た
、
お
ち
よ
所
も
、
い
つ
れ
ゟ
み

た
て
ら
れ
候
事
か
、
ま
た
き
ひ
わ
ろ
く
御
さ
候
、
こ
と
に
ふ
か
〳
〵
御
ね
ん
比
の

御
事
ニ
御
さ
候
ま
ゝ
、
は
や
〳
〵
そ
こ
も
と
の
や
う
ニ
も
つ
か
ハ
し
た
く
御
さ
候

〳
〵
、
ち
か
ら

（
鍋
島
清
良
）

殿
も
し
ん
よ
り
お
り
申
さ
て
ハ
と
存
ら
れ
候
へ
は
、
い
ま
出
し
申

は
す
ニ
て
も
候
ハ
す
候
、
さ
や
う
ニ
て
候
ハ
ん
ゆ
へ
か
ら
こ
そ
、
き
け
ん
も
そ
こ

な
い
申
候
ま
ゝ
、
じ
き
た
ち
候
て
、
く
ら
し
申
候
事
、
ま
た
き
つ
か
い
申
候
、
と

か
く
〳
〵
此
よ
し
も
、
昨
日
の
御
た
つ
ね
申
上
候
時
ニ
、
わ
た
く
し
き
う
り
や
う

か
わ
り
申
候
ま
ゝ
、
ま
た
た
つ
ね
上
候
、 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
消
息
案
。
内
容
か
ら
鍋
島
清
良
室
多
久

氏
（
円
融
院
）
宛
と
推
定
さ
れ
る
。
天
性
院
の
居
所
は
在
佐
賀
。
円
融
院
は
姉

川
鍋
島
家
の
屋
敷
か
。
年
次
の
下
限
は
、
天
性
院
の
歿
年
月
よ
り
寛
文
七
年
六

月
。
上
限
は
、
「
を
く
の
」
の
記
事
が
五
五
七
号
・
五
六
二
号
・
五
八
一
号
と

関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
暦
元
年
十
月
晦
日
以
降
の
可
能
性

が
高
い
。 

 
 

 

五
七
八 

て
い
雪
消
息
（
折
紙
） 

 
 

返
々
、
た
き
事
御
い
と
ま
下
さ
れ
、
御
ほ
ん
丸
ま
て
遣
さ
れ
候
か
、
も
は
や

ひ
ま
あ
き
、
そ
こ
御
ほ
と
な
と
に
も
ま
い
り
候
て
、
こ
ゝ
も
と
の
御
事
、
御

物
か
た
り
申
上
候
や
、
い
か
ゝ
と
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、

お
ま
ん
さ
ま

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）

、
こ
ん
の
介

（
多
久
安
輝
）

さ
ま
、
一
た
ん
と
御
そ
く
さ
い
ニ
御
さ
な
さ
れ
候
、

お
り
へ
し
あ
わ
せ
ゆ
へ
、
こ
ん
の
介
さ
ま
御
心
つ
か
い
、
御
こ
と
か
き
、
せ

う
し
ニ
そ
ん
し
上
申
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

た
よ
り
御
さ
候
ま
ゝ
、
一
ふ
て
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
い
つ
そ
や
は
、
御
ね
ん
比
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ニ
、
御
こ
ま
〳
〵
と
の
御
書
下
さ
れ
、
か
た
し
け
な
く
い
た
ゝ
き
あ
け
ま
い
ら
せ

候
、
そ
こ
御
ほ
と
さ
ま
、
御
と
り
〳
〵
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
な
さ
れ
候
よ
し
、
何

ゟ
〳
〵
め
て
度
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
ひ
や
う
こ

（
多
久
安
胤
）

さ
ま
も
、
こ
と
し
ハ
御
ち
ひ
や

う
か
る
〳
〵
と
お
こ
ら
せ
ら
れ
候
よ
し
、
一
た
ん
の
御
事
に
そ
ん
し
あ
け
ま
い
ら

せ
候
、
こ
な
た
に
て
も
、
と
れ
さ
ま
も
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
な
さ
れ
候
、

か
う
け
ん
ゐ
ん
さ
ま

（
高
源
院
、
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
）

御
事
も
、
此
秋
の
比
ゟ
、
せ
ん
〳
〵
と
御
す
し
の
』
い
た
み

も
う
す
ら
き
、
此
二
三
ね
ん
、
さ
し
つ
め
候
て
い
申
候
御
ね
つ
、
さ
め
申
候
て
、

此
ふ
ゆ
ハ
こ
と
の
ほ
か
御
き
け
ん
よ
く
、
夢
の
や
う
に
御
さ
な
さ
れ
候
つ
る
御
心

し
か
と
御
な
り
な
さ
れ
、
い
ま
ほ
と
ハ
、
よ
み
物
な
と
御
さ
せ
候
て
、
き
か
せ
ら

れ
候
ほ
と
の
御
き
し
よ
く
ニ
て
御
さ
候
ま
ゝ
、
御
心
や
す
く
お
ほ
し
め
し
上
ら
れ

候
へ
く
候
、
御
し
よ
く
な
と
も
、
む
ら
な
く
、
あ
さ
は
ん
と
も
ニ
、
大
か
た
五
十

め
ほ
と
つ
ゝ
あ
か
り
申
候
、
い
つ
も
ふ
ゆ
ハ
つ
よ
く
お
こ
り
申
候
ゆ
へ
、
一
し
ほ

き
つ
か
い
ニ
そ
ん
し
上
候
へ
と
も
、
』
御
ね
つ
よ
く
さ
め
さ
せ
ら
れ
候
ま
ゝ
、
こ

と
し
は
大
お
こ
り
ハ
御
さ
候
ま
し
き
と
、
よ
ろ
こ
ひ
申
候
御
事
に
て
御
さ
候
、
さ

り
な
か
ら
、
す
ね
ん
の
御
事
に
て
御
さ
候
、
御
と
し
の
う
へ
と
申
、
よ
ろ
つ
〳
〵

御
心
ハ
す
み
候
ハ
す
、
こ
と
の
ほ
か
の
御
よ
わ
り
に
て
、
か
た
時
も
ゆ
た
ん
な
き

き
つ
か
い
の
み
に
て
、
日
を
お
く
り
申
候
、
く
わ
し
く
か
い
の
守

（
鍋
島
直
澄
）

さ
ま
御
物
か
た

り
あ
そ
は
し
候
へ
く
候
、
や
ま
と
さ
ま

（
神
代
直
長
カ
）

御
こ
し
の
し
ふ
ん
ゟ
ハ
、
は
か
〳
〵
よ
く

御
さ
な
さ
れ
候
ま
ゝ
、
ま
つ
〳
〵
御
心
や
す
く
お
ほ
し
め
し
な
さ
れ
候
へ
く
候
、

い
か
や
う
に
あ
そ
は
し
候
て
成
共
、
一
ね
ん
な
り
と
も
御
命
も
の
ひ
さ
せ
ら
れ
候

や
う
に
か
な
と
の
、
ね
か
い
ま
て
』
御
さ
候
、
ま
つ
申
上
候
ハ
ん
、
た
い
せ
つ
な

る
う
ち
ま
き
し
ん
せ
ら
れ
、
さ
む
く
御
さ
候
よ
ハ
、
い
か
に
も
少
つ
ゝ
御
か
ゆ
ニ

い
た
し
あ
け
申
候
、御
心
さ
し
と
お
ほ
せ
ら
れ
、
御
し
や
う
く
わ
ん
あ
そ
は
し
候
、

御
ち
き
に
御
れ
い
お
ほ
せ
ら
れ
候
ま
ゝ
大
か
た
ニ
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、

と
の
も
様
の
御
う
へ
さ
ま

（
長
、
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
）

も
、
こ
と
し
ハ
ほ
と
ゝ
を
く
、
と
の
も

（
松
平
忠
房
）

様
御
る
す
ゆ
へ
、

あ
さ
く
さ

（
浅
草
）

と
申
所
ニ
、
御
下
や
し
き
御
さ
候
に
、
御
う
つ
り
な
さ
れ
候
、
こ
ゝ
も

と
ゟ
ハ
二
里
半
ほ
と
御
さ
候
と
こ
ろ
に
て
御
さ
候
、
か
い
の
守
様
も
そ
こ
も
と
へ

御
く
た
り
な
さ
れ
候
、
い
つ
み

（
鍋
島
直
朝
）

さ
ま
御
一
人
御
さ
候
へ
と
も
、
こ
れ
も
御
や
し
き

へ
た
ゝ
り
申
候
、
何
共
』
か
と
も
た
ゟ
す
く
な
き
事
、
御
す
い
り
や
う
あ
そ
は
し

な
さ
れ
へ
く
候
、
な
か
ゝ
れ
と
、
何
お
も
い
け
ん
、
よ
の
中
の
、
う
き
を
見
す
る

ハ
、
命
也
け
り
、
と
申
候
事
、
い
ま
に
ゆ
き
あ
た
り
申
候
、
さ
り
な
か
ら
、
何
の

御
や
く
ニ
ハ
た
ち
候
ハ
ね
と
も
、
何
と
そ
な
か
ら
へ
て
、
御
そ
は
の
し
ゆ
の
、
は

や
し
を
そ
し
の
事
な
り
と
も
申
候
て
、
御
ほ
う
こ
う
に
い
た
し
候
ハ
ん
と
の
ね
ん

く
わ
ん
に
て
御
さ
候
、け
つ
く
ま
た
、わ
た
く
し
の
や
う
な
る
も
の
、い
申
候
て
、

か
う
け
ん
ゐ
ん
さ
ま
の
御
な
の
た
ち
申
候
事
ニ
て
候
ハ
ん
か
と
、
そ
ん
し
候
事
も

御
さ
候
、
と
か
く
心
の
ほ
と
ハ
申
上
ゑ
す
候
、
わ
た
く
し
ハ
、
か
ら
か
う
ら
い
ゟ

ま
い
り
申
候
も
の
も
』
を
な
し
事
に
て
、
た
ゝ
一
人
も
の
に
て
御
さ
候
へ
は
、
と

し
ハ
よ
り
つ
ま
り
申
候
、
い
よ
〳
〵
我
身
の
た
め
と
そ
ん
し
候
事
ハ
、
何
事
ニ
つ

け
候
て
も
、
露
ほ
と
も
御
さ
候
ハ
す
候
、
た
ゝ
一
す
し
ニ
、
か
う
け
ん
ゐ
ん
さ
ま

を
、
わ
た
く
し
命
か
き
り
見
と
ゝ
け
上
申
へ
き
心
さ
し
ゟ
外
、
御
さ
候
ハ
す
候
、
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人
ハ
何
と
も
お
ほ
し
め
し
た
き
や
う
ニ
お
ほ
し
め
し
候
へ
と
、
う
ち
は
た
し
候
て
、

い
申
候
へ
は
、
何
の
心
つ
か
い
も
御
さ
候
ハ
す
候
、
お
か
し
く
候
、 

此
文
御
ら
ん
な
さ
れ
候
ハ
ゝ
、
す
な
わ
ち
火
に
御
く
へ
さ
せ
な
さ
れ
下
さ
れ
へ
く

候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

霜
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

し
ん
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
い
雪 

 
 
 

た
か
を
殿 

 
 
 
 
 
 
 

御
ひ
ろ
う 

 

【
解
説
】 

鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
侍
女
の
て
い
雪
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏

（
天
性
院
）
侍
女
の
た
か
を
に
宛
て
た
消
息
。
居
所
は
、
て
い
雪
・
高
源
院
・

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
・
多
久
安
輝
・
鍋
島
直
朝
・
松
平
忠
房
室
鍋

島
氏
は
在
江
戸
、
た
か
を
・
天
性
院
は
在
佐
賀
、
鍋
島
直
澄
は
在
国
も
し
く
は

帰
国
途
中
。
年
次
の
上
限
は
、
深
溝
松
平
家
の
中
屋
敷
が
浅
草
へ
屋
敷
替
え
す

る
年
（
五
四
七
号
、
木
村
充
伸
他
二
〇
〇
八
年
）
よ
り
明
暦
三
年
。
下
限
は
、

高
源
院
の
歿
年
よ
り
万
治
三
年
。 

 
 

 五
七
九 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
案
（
竪
紙
） 

一
筆
申
入
ま
い
ら
せ
候
、
ま
つ
〳
〵
、
此
間
ハ
は
る
〳
〵
御
ふ
さ
た
申
、
も
の
と
を

に
う
ち
す
き
ま
い
ら
せ
候
、
し
か
れ
は
、
こ
ん
と
、
り
う
た
い
し

（
龍
泰
寺
）

と
ゑ
ん
さ
う
ゐ
ん

（
円
蔵
院
）

出
入
ニ
付
、
色
々
こ
と
む
つ
か
し
き
よ
し
う
け
給
候
、
お
ん
な
こ
の
、
や
う
す
ハ
か

つ
て
そ
ん
し
候
ハ
す
候
、
こ
と
に
御
し
を
き
の
事
な
と
に
、
少
も
何
か
と
申
は
す
ニ

て
ハ
候
ハ
ね
と
も
、
ゑ
ん
さ
う
ゐ
ん
事
ハ
、
ま
へ
〳
〵
よ
り
そ
ん
し
た
る
人
に
て
、

せ
ん
そ
の
月
き
な
と
に
、
御
ち
や
た
う

（

茶

湯

）

を
も
さ
せ
申
候
し
ゆ
つ
け
ニ
て
候
、
さ
候
ヘ

ハ
、
右
出
入
、
つ
か
う
の
取
さ
た
、
ゑ
ん
さ
う
ゐ
ん
の
こ
る
所
な
き
ひ
か
事
は
か
り

申
候
ニ
成
ま
い
ら
せ
候
よ
し
う
け
給
候
、
か
や
う
の
事
ハ
、
い
ろ
〳
〵
ま
き
れ
候
事

も
御
入
候
、
も
し
ハ
し
さ
い
も
御
さ
候
所
に
、
を
し
つ
け
候
て
、
め
い
わ
く
ニ
な
と

成
候
へ
ハ
、
何
と
も
の
こ
り
お
ほ
き
事
ニ
候
て
う
、
つ
か
う
の
成
ゆ
き
、
ゑ
ん
さ
う

ゐ
ん
も
す
こ
し
ハ
く
わ
い
ふ
ん
の
こ
り
候
や
う
ニ
、
御
き
も
い
り
』
た
の
み
ま
い
ら

せ
候
、
さ
う
し
て
ハ
、
御
し
を
き
の
御
さ
し
あ
ひ
と
も
ニ
さ
へ
成
申
候
ハ
す
ハ
、
さ

う
は
う
の
口
を
も
こ
ま
か
に
御
き
わ
め
、
し
さ
い
と
も
あ
る
へ
き
事
ハ
、
御
ね
ん
を

入
ら
れ
、あ
り
て
い
ニ
、い
つ
れ
も
よ
く
御
き
ん
み
候
や
う
ニ
あ
り
た
く
そ
ん
し
候
、

か
や
う
ニ
御
さ
候
う
へ
ニ
て
ハ
、
あ
り
て
い
よ
り
ほ
か
御
さ
な
く
候
間
、
ゑ
ん
さ
う

ゐ
ん
ひ
か
事
を
お
し
候
て
、
よ
き
や
う
ニ
と
た
の
み
申
に
て
ハ
、
か
つ
て
御
入
候
ハ

す
候
、
も
つ
と
も
、
少
も
お
ろ
か
ハ
候
ま
し
く
候
へ
と
も
、
ま
ん
い
ち
、
下
に
て
物

ま
き
れ
、
を
の
〳
〵
や
う
す
よ
く
御
き
ゝ
候
ハ
す
候
て
、
ゑ
ん
さ
う
ゐ
ん
ひ
か
事
は

か
り
ニ
な
と
成
候
へ
ハ
、
ふ
ひ
ん
の
事
ニ
候
ま
ゝ
、
い
つ
れ
も
御
ね
ん
を
入
ら
れ
候

や
う
ニ
、
そ
も
し
た
の
み
入
ま
い
ら
せ
候
、 
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【
解
説
】 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
某
に
宛
て
た
消
息
の
案
。
宛
先
は
佐

賀
藩
中
枢
の
人
物
か
。
天
性
院
弟
の
鍋
島
直
澄
等
が
考
え
ら
れ
る
。
天
性
院
は

在
国
。
宛
先
の
人
物
は
居
所
不
明
。
天
性
院
が
歿
す
る
寛
文
七
年
が
下
限
。
寛

文
四
年
十
月
に
「
龍
泰
寺
円
蔵
院
出
入
」
に
つ
い
て
高
伝
寺
以
下
の
「
五
箇
寺
」

か
ら「
円
蔵
院
被
申
分
」が
非
分
で
あ
る
書
物
が
出
さ
れ
て
い
る（
六
八
九
号
）。

こ
れ
を
上
限
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
円
蔵
院
村
良
が
龍
泰
寺
と
争
論
を
起
こ

し
、
そ
の
咎
で
刑
死
す
る
の
は
寛
文
九
年
二
月
と
さ
れ
て
い
る
（
佐
近
一
〇
―

二
／
一
六
一
頁
）
が
、
こ
れ
は
天
性
院
お
よ
び
多
久
茂
辰
の
死
去
後
で
あ
る
。

寛
文
六
年
に
は
村
良
の
藩
主
へ
の
直
訴
事
件
が
起
き
て
い
る
（
佐
近
一
―
三
／

二
三
六
頁
）。
ま
た
、「
五
箇
寺
」
と
多
久
茂
辰
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
六
〇
九

号
に
見
え
、「
円
蔵
院
へ
異
見
之
事
」
に
つ
い
て
は
六
八
五
号
に
見
え
る
。 

  

五
八
〇 

松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
（
永
春
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
此
文
よ
く
御
ら
ん
わ
け
候
て
、
み
ま
さ
か
殿

（
多
久
茂
辰
）

、
な
か
と
殿

（
多
久
茂
矩
）

へ
仰
ら
れ
く

た
さ
る
へ
く
候
、
め
て
た
く
〳
〵
、 

別
紙
ニ
申
入
候
、
み
ま
さ
か
殿
よ
く
御
そ
ん
し
の
儀
に
て
候
ま
ゝ
、
そ
も
し
さ
ま
も

さ
た
め
て
た
ひ
〳
〵
き
か
せ
ら
れ
候
ハ
ん
と
、
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
た
い
せ
い
院

（
泰
盛
院
、
鍋
島
勝
茂
）

さ
ま
御
か
く
れ
候
ハ
ぬ
ま
へ
か
た
、
御
ゆ
い
ご
ん
の
御
か
き
物
、
丹
後
守
殿

（
鍋
島
光
茂
）

へ
御
わ

た
し
被
成
候
き
さ
み
、
御
ゆ
い
も
つ
の
御
か
き
付
御
さ
候
ニ
、
わ
た
く
し
事
、
江
戸

ニ
ひ
と
り
も
の
ニ
な
り
候
て
、
ゐ
候
へ
は
、
行
末
か
わ
ゆ
く
お
ほ
し
め
し
候
よ
し
、

つ
ね
〳
〵
も
仰
ら
れ
候
、
其
御
こ
ゝ
ろ
入
に
て
、
わ
た
く
し
一
人
ニ
は
、
御
ゆ
い
も

つ
金
三
千
両
被
下
候
ハ
ん
よ
し
、
御
か
き
物
ニ
あ
そ
ハ
さ
れ
候
、
此
や
う
す
ハ
、

い
つ
み

（
鍋
島
直
朝
）

ノ
守
様
、み
ま
さ
か
殿
な
と
、い
か
に
も
よ
く
御
そ
ん
し
の
事
に
て
御
さ
候
、

わ
き
ゟ
ハ
、
三
千
両
ま
て
ハ
い
ら
さ
る
物
と
、
そ
ん
し
ら
れ
候
し
ゆ
も
』
御
さ
候
つ

る
よ
し
、
後
々
う
け
給
候
、
右
の
御
か
た
み
金
三
千
両
く
た
さ
れ
候
様
ニ
と
有
事
、

か
ゝ
さ
ま
た
つ

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
）

て
た
い
せ
い
院
さ
ま
へ
も
仰
上
ら
れ
、し
か
と
其
通
ニ
相
す
み
候
て
、

一
度
ニ
ハ
、
と
う
ぶ
ん
金
子
も
御
さ
候
ハ
ぬ
間
、
三
千
両
之
内
、
千
両
ハ
さ
つ
そ
く

く
た
さ
る
へ
く
候
、
残
弐
千
両
ハ
、
五
百
両
つ
ゝ
四
年
ニ
く
た
さ
れ
候
ハ
ん
よ
し
ま

て
も
、
こ
ま
か
に
仰
お
か
れ
、
扨
御
か
く
れ
被
成
候
時
、
五
十
日
た
ち
候
へ
は
、
や

か
て
丹
後
守
殿
ゟ
、
岡
部
宮
内
御
つ
か
ひ
候
て
、
千
両
被
下
、
宮
内
に
て
仰
く
た
さ

れ
候
も
、
た
い
せ
い
院
さ
ま
仰
お
か
れ
候
こ
と
く
、
残
二
千
両
は
、
五
百
両
つ
ゝ
、

四
年
に
く
た
さ
る
へ
く
候
ま
ゝ
、
さ
や
う
ニ
心
え
候
へ
と
御
仰
給
、
其
意
ヲ
ゑ
候
て

ゐ
候
処
ニ
、
酉
の
年
ハ
千
両
く
た
さ
れ
候
て
す
み
申
候
、
あ
く
る
と
し
戌
ノ
年
ゟ
、

来
年
ま
て
、』
四
年
ニ
成
候
事
に
て
候
ま
ゝ
、
御
ゆ
い
ご
ん
の
と
を
り
な
ら
ば
、
さ
う

い
な
く
、
と
し
〳
〵
五
百
両
つ
ゝ
被
下
、
来
丑
の
と
し
ま
て
ニ
、
弐
千
両
相
す
む
は

ず
に
て
候
へ
と
も
、
右
の
事
、
宮
内
ニ
て
仰
く
た
さ
れ
候
後
、
こ
ん
日
ま
て
ハ
、
と

か
く
の
義
つ
ゐ
ニ
承
候
ハ
す
候
、
た
と
ひ
御
か
ね
ハ
く
た
さ
れ
候
ハ
ず
と
も
、
何
の

405



 

 

し
さ
い
に
て
、
く
た
さ
れ
候
ハ
ぬ
と
有
事
ハ
、
い
か
に
し
て
も
仰
き
け
ら
れ
さ
う
な

る
儀
に
て
御
さ
候
処
に
、
其
後
う
む
の
御
さ
た
御
さ
な
く
候
、
わ
た
く
し
そ
ん
し
候

は
、
も
は
や
久
し
き
事
に
て
、
た
ん
こ
殿
ハ
御
し
つ
ね
ん
被
成
、
し
た
ゟ
ハ
た
れ
そ

申
上
候
人
御
さ
候
ハ
て
、
か
様
ニ
成
行
申
候
と
見
え
申
候
、
誠
に
御
ゆ
い
も
つ
ニ
く

た
さ
れ
候
金
ヲ
、
わ
た
く
し
手
前
ゟ
、
か
や
う
ニ
申
候
事
、
さ
た
の
か
ぎ
り
と
は
そ

ん
し
候
へ
と
も
、』
そ
も
し
さ
ま
も
お
ほ
し
め
し
候
て
御
ら
ん
し
く
た
さ
る
へ
く
候
、

お
や
ゟ
も
ら
い
申
候
か
た
み
ヲ
、
よ
み
き
や
し

（

読

消

や

し

）

ニ
な
し
、
う
ち
す
て
候
事
、
あ
ま
り

き
よ
く

（

曲

）

も
な
く
、
む
念
ニ
御
さ
候
ゆ
へ
、
は
ぢ
を
か
へ
り
み
ず
、
そ
も
し
さ
ま
に
て

御
さ
候
ゆ
へ
、
心
の
ほ
と
ヲ
申
進
し
ま
い
ら
せ
候
、
此
御
ゆ
い
も
つ
金
の
事
、
其
わ

き
ニ
、
と
の
も
殿
御

（
松
平
忠
房
）

た
つ
ね
ゆ
へ
、
有
て
い
ヲ
申
ま
い
ら
せ
候
ゆ
へ
、
さ
き
〳
〵
、

も
は
や
い
か
ほ
と
ま
い
り
候
や
と
た
つ
ね
申
さ
れ
候
ニ
、
何
と
も
返
事
も
い
た
し
に

く
き
事
ニ
て
御
さ
候
、惣
し
て
に
て
候
へ
は
、此
金
子
ハ
か
く
べ
つ
の
事
に
て
候
ま
ゝ
、

さ
う
い
な
く
く
た
さ
れ
さ
う
な
る
事
に
て
候
へ
と
も
、
も
は
や
さ
た
も
な
く
成
行
ま

い
ら
せ
候
ま
ゝ
、
ち
と
〳
〵
み
ま
さ
か
殿
ヘ
此
よ
し
仰
ら
れ
、
山
城
守
様
な

（
鍋
島
直
弘
）

と
ゝ
も

御
た
ん
か
う
候
て
、
丹
後
守
殿
ヘ
』
仰
上
候
て
、
其
う
へ
に
て
、
丹
後
守
殿
御
口
ふ

り
ヲ
う
け
給
度
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
ま
ゝ
、
い
ま
ほ
と
、
み
ま
さ
か
殿
な
と
ハ
、
か

や
う
の
事
ハ
、
か
つ
て
御
そ
ん
し
候
ハ
ぬ
よ
し
ハ
、
う
け
給
候
へ
と
も
、
ま
へ
ゟ
御

そ
ん
し
被
成
候
御
ふ
し
や
う

（

不

精

）

ニ
、
ち
と
〳
〵
御
き
も
入
候
て
、
い
か
や
う
ニ
も
よ
き

や
う
ニ
御
た
ん
か
う
な
さ
れ
く
た
さ
れ
候
様
ニ
と
、
そ
も
し
さ
ま
ひ
と
へ
ニ
た
の
み

入
候
ま
ゝ
、
み
ま
さ
か
殿
ヘ
よ
く
〳
〵
仰
ら
れ
く
た
さ
る
へ
く
候
、
な
か
と
ノ
守
殿

へ
も
、
右
の
や
う
す
ヲ
、
い
か
に
も
〳
〵
、
と
く
〳
〵
と
御
物
語
候
て
く
た
さ
る
へ

く
候
、
御
む
つ
か
し
な
か
ら
、
た
の
み
〳
〵
入
ま
い
ら
せ
候
、
此
年
月
は
、
さ
た
め

て
御
ゆ
い
げ
ん
を
ば
御
ち
か
へ
候
ま
し
き
と
そ
ん
し
ゐ
候
へ
と
も
、』も
は
や
来
年
ま

て
四
年
ニ
す
み
き
り
申
候
金
子
ニ
て
御
さ
候
へ
と
も
、
と
か
く
の
御
さ
た
も
う
け
給

候
ハ
ね
は
、
あ
ま
り
〳
〵
む
げ
な
る
事
ニ
そ
ん
し
、
中
〳
〵
ニ
と
そ
ん
し
、
心
の
ほ

と
を
申
進
し
ま
い
ら
せ
候
、
み
ま
さ
か
殿
ヘ
よ
く
〳
〵
仰
ら
れ
く
た
さ
る
へ
く
候
、

こ
ん
度
、
か
い
の
守
様

（
鍋
島
直
澄
）

へ
も
あ
ら
ま
し
申
候
へ
と
も
、
か
い
の
守
さ
ま
な
と
ハ
、
御

き
も
入
候
て
も
、
け
つ
く
も
と
ほ
り
申
ま
し
き
よ
し
に
て
候
、
山
城
さ
ま
へ
ハ
よ
く

仰
ら
れ
候
ハ
ん
よ
し
ニ
て
御
さ
候
、
か
い
の
守
様
・
み
ま
さ
か
殿
・
山
城
守
様
な
と
、

御
う
ち
よ
り
、
よ
き
や
う
ニ
御
た
ん
□
□
候
て
給
候
や
う
ニ
と
、
仰
ら
れ
く
た
さ
る

へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

七
月
十
六
日

（
万
治
三
年
）

 

 
 

又
ま
い
る 

 
 
 
 

あ
も
し
様

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ち
や
う
ゟ

（
長
、
松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 

□
□ 

  
【
解
説
】 

 
 
 

松
平
忠
房
室
鍋
島
氏
（
長
、
永
春
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院

に
宛
て
た
消
息
。
長
は
、
在
江
戸
。
天
性
院
は
在
国
。
年
次
は
、
鍋
島
勝
茂
死

去
の
明
暦
三
年
の
「
あ
く
る
と
し
戌
ノ
年
ゟ
来
年
ま
て
四
年
」
と
あ
る
こ
と
よ
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り
、
今
年
は
万
治
三
年
と
な
る
。 

  

五
八
一 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
案
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
お
く
の

（
奥
野
）

事
、
水
か
江
の
や
う
ニ
さ
う
〳
〵
つ
か
ハ
さ
る
へ
く
候
、
〳
〵
、 

一
筆
申
入
ま
い
ら
せ
候
、
し
か
れ
は
、
お
く
の
事
、
ち
か
ら
殿
き

（
鍋
島
清
良
）

け
ん
あ
し
く
候
よ

し
う
け
給
候
、
地
た
い
ふ
て
う
ほ
う
な
る
も
の
ニ
候
間
、
さ
や
う
ニ
こ
れ
有
へ
き
と

す
い
り
や
う
申
候
、
そ
も
し
そ
こ
も
と
へ
遣
候
時
分
、
お
く
の
を
と
し
よ
り
ふ
ん
ニ

相
付
遣
候
よ
し
、
み
ま
さ
か
殿

（
多
久
茂
辰
）

御
き
ゝ
つ
け
、
ふ
へ
ん
ふ
て
う
ほ
う
の
も
の
と
み
へ

申
候
間
、
年
よ
り
や
く
な
と
つ
か
ま
つ
り
候
事
、
な
り
か
た
く
候
ハ
ん
ま
ゝ
、
へ
ち

人
を
相
付
候
や
う
ニ
と
御
申
候
へ
と
も
、
お
り
ふ
し
、
に
わ
か
に
さ
や
う
の
人
も
こ

れ
な
く
、
つ
き
に
ハ
』
そ
も
し
ち
い
さ
き
と
き
ゟ
つ
き
ゐ
申
た
る
も
の
ニ
候
ま
ゝ
、

ま
つ
此
も
の
ニ
被
成
へ
き
よ
し
、
と
く
し
ゆ
ゐ
ん
さ
ま
御
申

（
徳
寿
院
、
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

候
ゆ
へ
、
そ
の
と
を
り

ニ
き
ち
や
う

（

議

定

）

申
候
、
し
ま
り
、
ち
か
ら
と
の
き
に
な
と
入
申
さ
ゝ
る
も
の
を
、
一
日

も
め
し
お
き
候
儀
、
か
へ
つ
て
ふ
う
ふ
た
め
に
も
ま
か
り
な
ら
す
候
、
又
お
く
の
も

な
か
〳
〵
ほ
う
こ
う
申
た
る
も
の
に
て
候
間
、
も
は
や
く
つ
ろ
け
申
候
や
う
ニ
し
か

る
へ
く
候
、
さ
も
候
へ
は
、
水
か
へ
ニ
よ
き
い
ゑ
や
し
き
あ
き
候
て
ゐ
申
候
間
、
こ

れ
に
め
し
お
き
、
ゆ
る
り
と
ま
か
り
ゐ
候
や
う
に
申
つ
け
へ
く
候
、
み
ま
さ
か
殿
も

右
と
う
せ
ん
ニ
御
申
候
、
さ
候
て
、
そ
こ
も
と
ヘ
ハ
、
た
れ
ニ
て
も
、
に
や
わ
し
き

人
を
た
ん
か
う
候
て
、
め
し
お
か
る
へ
く
候
、』
そ
も
し
事
、
さ
き
さ
ま
、
い
よ
〳
〵

何
事
も
ち
か
ら
申
さ
れ
候
こ
と
く
に
し
か
る
へ
く
候
、
ぬ
い
と
の
ふ
う
ふ
、
御
ね

（
鍋
島
茂
泰
・
同
室
松
千
代
）

ん

比
の
事
と
申
、
そ
も
し
も
子
の
お
や
ニ
候
間
、
ち
か
ら
も
あ
し
き
や
う
ニ
ハ
つ
か
ま

つ
ら
れ
ま
し
き
と
、
わ
れ
ら
ふ
う
ふ
な
か
ら
、
心
や
す
く
存
ま
い
ら
せ
候
、
も
し
又

よ
ろ
つ
め
い
わ
く
な
る
儀
と
も
に
候
折
ハ
、
少
も
よ
う
し
や
な
く
、
ふ
う
ふ
か
た
ま

て
、
あ
り
や
う
う
け
給
る
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
鍋
島
清
良
室
多
久
氏
（
円
融
院
、
み

つ
）
に
宛
て
た
消
息
の
案
。
天
性
院
は
在
水
ヶ
江
か
。
み
つ
は
、
姉
川
鍋
島
家

の
屋
敷
か
。
年
月
日
未
詳
茂
辰
宛
み
つ
消
息
（
五
六
二
号
）
は
、
こ
の
直
前
に

天
性
院
に
宛
て
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
五
五
七
号
は
、
本
案
文
の
前
半

と
同
じ
も
の
。
年
次
は
、
み
つ
が
「
子
の
お
や
」
と
な
っ
た
と
き
を
上
限
と
す

る
と
、
少
な
く
と
も
明
暦
元
年
十
月
晦
日
（「
御
家
老
系
図
」
鍋
島
文
庫
）
以
降
、

下
限
は
、天
性
院
の
歿
す
る
寛
文
七
年
六
月
二
日
以
前
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

五
八
二 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
侍
女
局
消
息
案
（
竪
紙
） 

 
 

此
よ
し
、
御
つ
ゐ
て
し
た
い
、
し
ゆ
ひ
よ
き
や
う
に
御
申
上
給
る
へ
く
候
、
く

わ
し
く
ハ
ひ
や
う
こ
・

（
多
久
安
胤
）

し
ゆ
り
申
へ

（
多
久
安
英
）

く
候
ま
ゝ
、
大
か
た
申
候
、
〳
〵
、
万
め

て
た
く
か
し
く
、 
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わ
さ
と
一
筆
申
ま
い
ら
せ
候
、
し
か
れ
ハ
、
か
ゝ
の
守

（
鍋
島
直
能
）

ひ
め
せ
ん
つ
る

（
千
鶴
）

ゑ
ん
へ
ん
の

事
、
つ
の
守
に

（
鍋
島
直
之
）

御
す
め
被
成
下
さ
れ
候
や
う
に
と
、
き
よ
ね
ん
申
上
候
、
そ
の
た
ん

御
し
つ
ね
ん
も
な
く
、
御
や
う
し
ニ
ま
て
な
さ
る
へ
き
と
候
て
、
か
い
の
守

（
鍋
島
直
澄
）

へ
お
ほ

せ
ら
れ
候
所
ニ
、
つ
の
守
よ
り
、
ち
う
〳
〵
御
こ
と
わ
り
申
上
ら
れ
候
に
つ
ゐ
て
、

相
す
ま
す
、
御
ま
へ
に

（
鍋
島
光
茂
）

も
御
残
多
お
ほ
し
め
さ
れ
候
よ
し
、
此
ほ
と
、
ひ
や
う
こ
に

（
多
久
安
胤
）

て
御
ね
ん
比
に
お
ほ
せ
下
さ
れ
、
ま
こ
と
に
〳
〵
御
こ
と
お
ゝ
く
も
御
さ
あ
る
へ
き

に
、
御
心
に
か
け
ら
れ
候
御
事
、
か
た
し
け
な
く
存
上
ま
い
ら
せ
候
、
此
ゑ
ん
へ
ん

相
す
ま
さ
る
事
ハ
、
わ
か
身
も
一
し
ほ
』
の
こ
り
お
ほ
く
候
へ
と
も
、
御
心
に
か
け

ら
れ
候
う
へ
に
て
の
事
ニ
候
へ
ハ
、
ち
か
ら
お
よ
は
す
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、
さ
も
候
へ

は
、
せ
ん
靏
事
、
と
の
さ
ま
を
う
ち
た
の
み
上
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、
か
ゝ
の
守
よ
り
ハ
、

先
年
む
ら
か
わ
て
ん
ゑ
も
ん

（
村
川
貞
政
）

を
も
つ
て
、
さ
き
さ
ま
の
儀
、
御
ら
ん
し
あ
わ
さ
れ
し

た
い
、
ゑ
ん
へ
ん
を
も
相
く
ま
れ
下
さ
れ
候
や
う
に
、
と
か
く
、
か
の
む
す
め
事
、

ひ
と
へ
に
う
ち
た
の
み
上
候
よ
し
、
そ
も
し
ま
て
申
上
め
し
お
き
候
、
し
か
る
う
へ

に
、
何
か
と
御
む
つ
か
し
き
事
を
申
上
は
す
ニ
て
候
ハ
す
候
ゆ
ヘ
、
今
度
御
心
に
入

ら
れ
た
る
御
れ
い
を
申
さ
れ
候
つ
ゐ
て
に
も
、
先
年
申
上
候
や
う
に
、
い
よ
〳
〵
せ

ん
つ
る
事
、
御
ま
へ
ニ
さ
し
上
申
候
ま
ゝ
、
い
か
や
う
と
な
り
と
も
御
ら
ん
し
あ
わ

さ
れ
、
ゑ
ん
へ
ん
相
く
ま
れ
下
さ
れ
候
や
う
に
と
』
ま
て
を
申
上
た
る
よ
し
ニ
候
、

し
か
れ
は
、
か
ゝ
の
守
心
入
も
、
ゑ
ん
へ
ん
の
事
ハ
さ
き
さ
ま
の
し
あ
わ
せ
し
た
い

の
御
事
ニ
候
、
ま
つ
〳
〵
御
や
う
し
ニ
な
さ
れ
く
た
さ
れ
候
へ
ハ
、
ほ
ん
も
う
に
存

上
候
よ
し
、
わ
か
身
よ
り

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

、
そ
も
し
ま
て
、
た
の
み
入
候
て
く
れ
候
や
う
に
と
の
内

存
ニ
候
、
わ
か
身
も
同
せ
ん
ニ
、
か
や
う
ニ
か
な
と
ね
か
い
ま
い
ら
せ
候
、
ち
か
比

存
候
ま
ゝ
の
御
事
ニ
候
へ
と
も
、
ま
つ
〳
〵
御
子
ぶ
ん
ニ
な
さ
れ
下
さ
れ
候
へ
は
、

か
ゝ
の
守
事
ハ
申
に
お
よ
は
す
、
わ
か
身
ら
う
ご
の
ほ
ん
も
う
此
う
へ
な
く
存
候
、

さ
候
て
、
行
す
ゑ
の
ぎ
ハ
、
御
み
あ
わ
せ
し
た
い
に
、
し
か
る
へ
き
や
う
に
ふ
か
〳

〵
た
の
み
上
ま
い
ら
せ
候
〳
〵
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 

さ
か
ら

（
相
良
及
真
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
か
へ 

 
 
 

も
と
め
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ほ
ね 

 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
侍
女
局
よ
り
相
良
及
真
に
宛
て
た
消
息
の

案
。
天
性
院
は
水
ヶ
江
、
相
良
及
真
は
、
光
茂
の
側
近
で
あ
る
の
で
光
茂
と
同

行
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。五
七
四
号
と
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
の
で
、

五
七
四
号
の
年
次
比
定
か
ら
、
寛
文
五
年
よ
り
同
七
年
の
間
。 

  

五
八
三 

其
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

入
物
之
事 

一
あ
い
そ
め
の
き
ん
十
二
尺 

一
た
ん
ひ
き 
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一
御
ふ
う
婦
さ
ま
の
御

（
鍋
島
勝
茂
・
同
室
徳
川
氏
）

き
る
物
の
う
わ
ま
へ
の
い
と
、
み
す
ち
つ
ゝ
入
申
候
、 

一
御
か
み
け
、
御
ふ
う
婦
さ
ま
の
す
こ
し
入
申
候
へ
共
、
さ
や
う
に
ハ
な
り
か
た
く

そ
ん
し
あ
け
候
間
、
御
さ
候
ハ
て
も
く
る
し
か
ら
す
候
、 

一
お
し
と
り
の
は
二 

一
ち
ん
か
う
、
す
こ
し
、 

一
お
ひ
、
二
す
し
、』 

た
ゝ
し
、
そ
う
し
て
ハ
、
御
ふ
う
婦
さ
ま
の
な
さ
れ
候
お
ひ
入
申
候
へ
共
、
何
に
て

も
く
る
し
か
ら
す
候
、 

そ
の
ほ
か
ハ
、
い
つ
も
の
御
き
た
う
の
入
く
に
て
御
さ
候
、
め
て
た
く
〳
〵
、 

来
月
十
二
日
に
御
申
な
さ
れ
候
御
ふ
、

（
符
）

し
ん
上
申
へ
く
候
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

某
よ
り
某
宛
の
書
付
。
詳
細
未
詳
。
五
七
一
号
・
五
七
三
号
と
一
連
の
祈
祷

に
関
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
よ
る
慶
安
二

年
こ
ろ
の
も
の
と
も
推
測
で
き
る
。 

  

五
八
四 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
覚
書
案
（
竪
紙
） 

 
 
 

口
上
お
ほ
へ 

一
な
か
と
事

（
多
久
茂
矩
）

、
こ
ん
と
、
ゑ
と
へ
と
も
ニ
め
し
つ
れ
ら
る
へ
き
よ
し
、
わ
か
身
も
さ

い
わ
い
ニ
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、な
か
と
事
、か
ね
〳
〵
ち
や
う
き
に
御
さ
候
ま
ゝ
、

お
り
〳
〵
ま
に
あ
い
か
ね
申
へ
く
候
と
、
一
し
ほ
あ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
こ
と
に

地
た
い
ふ
て
う
は
う
も
の
ニ
候
へ
は
、
ゑ
と
御
か
ら
う
や
く

（

家

老

役

）

、
し
ゆ
ひ
よ
く
つ
と

め
申
候
事
、
せ
ん
は
ん
心
も
と
な
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
お
ほ
そ
れ
な
か
ら
御

こ
ゝ
ろ
を
そ
へ
ら
れ
、
か
の
も
の
身
上
の
儀
、
は
ん
た
ん
た
の
み
あ
け
候
よ
し
、

申
あ
け
た
く
候
事
、 

一
し
や
う
け
ん

（
多
久
安
英
）

事
、
し
や
く
は
い
の
時
分
は
、
た
ん
こ
さ
ま

（
鍋
島
光
茂
）

へ
つ
し
て
御
ね
ん
比
に

き
よ
い
な
さ
れ
、
誠
に
あ
り
か
た
く
そ
ん
し
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、
い
ま
に
は
、
し
き

ふ
て
ま
へ
ゟ
さ
し
か
へ
し
申
さ
れ
候
に
付
て
、い
た
つ
ら
ニ
内
に
ゐ
ま
い
ら
せ
候
、

何
の
御
は
う
か
う
申
上
事
も
候
ハ
す
候
、
そ
れ
ニ
つ
け
、
し
や
う
け
ん
し
ん
し
や

う
を
、』
あ
け
く
れ
あ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
ゆ
へ
、
き
り
よ
く
も
つ
き
は
て
、
わ
つ
ら

い
も
出
申
候
と
お
ほ
へ
申
候
、
誠
に
存
の
ま
ゝ
の
御
事
ニ
御
さ
候
へ
と
も
、
我
身

な
か
ら
へ
ゐ
申
候
内
に
め
し
い
た
さ
れ
、
何
に
な
り
と
も
め
し
つ
か
ハ
れ
下
さ
れ

候
へ
は
、
生
々
世
々
あ
ん
と
此
う
へ
御
さ
あ
る
ま
し
く
候
事
、 

 
 

右
の
を
も
む
き
、
せ
ひ
を
か
へ
り
み
す
申
上
る
事
に
候
間
、
た
ん
こ
さ
ま
御
ま

へ
、
そ
も
し
し
ゆ
ひ
よ
き
や
う
ニ
、
御
ひ
ろ
う
候
て
給
る
へ
く
候
、
我
身
あ
い

わ
つ
ら
い
ゐ
申
、
そ
も
し
へ
の
御
用
申
お
さ
め
と
存
ま
い
ら
せ
候
間
、
御
ひ
ろ

う
な
り
か
た
く
候
と
も
、
此
事
何
と
そ
か
な
い
候
や
う
ニ
、
ふ
か
〳
〵
た
の
み

入
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
、 

 
 
 

閏
八
月
朔
日

（
寛
文
元
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
か
と 
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か
い
の
守
殿

（
鍋
島
直
澄
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
鍋
島
直
澄
に
宛
て
た
覚
書
案
。
天
性

院
は
在
国
。
年
次
は
、
茂
矩
の
鍋
島
光
茂
へ
の
参
勤
供
奉
（「
水
江
事
略
」）
と
、

閏
八
月
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
寛
文
元
年
。
寛
文
元
年
九
月
二
十
八
日
に
光
茂
は

参
勤
に
出
発
し
て
い
る
（
佐
近
一
―
三
／
二
三
〇
頁
）。
直
澄
は
、
寛
文
二
年
に

は
在
国
し
て
い
る
（『
蓮
池
藩
日
誌
』）
の
で
、
前
年
の
寛
文
元
年
の
光
茂
参
勤

に
は
同
行
し
た
可
能
性
が
あ
る
。 

  

五
八
五 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
草
案
（
竪
紙
） 

お
ほ
せ
の
こ
と
く
、
と
ゝ
さ
ま

（
鍋
島
勝
茂
）

御
わ
つ
ら
い
、
つ
ゐ
に
御
ほ
ん
ふ
く
被
成

と
り
な
を
し

候
ハ
て
、

御
し
き
よ
被
成
、
わ
れ

〱
ち
か
ら
お
と
し
の
ほ
と
、
御
す
い
り
や
う
あ
る
へ
く
候
、

と
ほ
う
も
な
き
て
い
に
て
御
い
り
候
、

ゐ
ま
い
ら
せ
候

そ
も
し
も
さ
そ
御
の
こ
り
多
お
も
ひ
候
ハ
ん

と
、
お
し
は
か
り
ま
い
ら
せ
候
、
み
ま
さ
か

（
多
久
茂
辰
）

殿
御
事
も
、
め
て
た
く
と
ゝ
さ
ま
御
と

も
に
て
御
く
た
り
を
こ
そ
、
ま
ち
ま
い
ら
せ
候
ニ
、
す
け
な
く
御
こ
つ
の
御
と
も
申

く
た
り
ニ
て
、
せ
ひ
な
き
御
事
、
御
の
こ
り
多
さ
、
か
す
か
き
り
も
な
く
そ
ん
し
ま

い
ら
せ
候
、
さ
り
な
か
ら
、
み
ま
さ
か
殿
か
ね

〱
の
あ
て
か
い
、
も
と
お
り
よ
き

と
き
御
と
も
申
の
ほ
り
に
て
、
御
わ
つ
ら
い
内
、
ひ
た
と
御
そ
は
へ
う
ち
そ
ひ
、
御

や
う
し
や
う
被
成
、
わ
か
身
ほ
ん
も
う
も
う
に
て
候

ゐ
ま
い
ら
せ
候
て
も
、

お
も
て
か
た
ニ
て
候
へ
ハ
、
何

や
う
ニ
存
候
て
も
、
な
ら
さ
る
事
ニ
て
候
に
、
せ
め
て
ほ
ん
も
う
ニ
そ
ん
し
ま
い
ら

せ
候
、
か
ゝ
さ
ま
御
事
も
、

（
高
源
院
、
鍋
島
勝
茂
後
室
徳
川
氏
）

御
く
し
お
ろ
さ
せ
ら
れ
候
よ
し
う
け
た
ま
ハ
り
、
一
し

ほ
か
な
し
さ
、
か
れ
こ
れ
な
み
た
は
か
り
ニ
て
く
ら
し
ま
い
ら
せ
候
、
申
ま
て
な
く

候
へ
と
も
、
か
い
ふ
ん
か
ゝ
さ
ま
へ
か
う

〱
申
さ
る
へ
く
候
、
こ
ゝ
も
と
よ
り
ハ
、

何
や
う
ニ
お
も
ひ
ま
い
ら
せ
候
て
も
、
な
り

や
く

に
た
ち
候
ハ
す
候
、
わ
か
身
み
や
う
だ

い
と
存
候
間
、
か
い
ふ
ん
心
か
け
申
さ
る
へ
く
候
、
み
ま
さ
か
殿
く
た
り
申
て
、

こ
ゝ
も
と
の
や
う
ニ

さ

そ
御
の
こ
り
多
候
ハ
ん
と
申
御
事
ニ
候
、
も

そ
も
し

の
か
た
り
と
も
、く
わ
し
く
う
け
給
候
、

一
し
ほ
御
け
ん
さ
ん

（

見

参

）

申
た
さ
、
か
す

〱
ニ
て
御
い
り
候
、
し
か
れ
は
、
た
ん
は

（
岡
部
与
賢
）

さ

ま
よ
り
、
と
ゝ
さ
ま
御
し
き
よ
被
成
候
御
と
ふ
ら
い
ニ
、
御
ね
ん
こ
ろ
の
御
ふ
み
被

下
候
ま
ゝ
、
御
返
事
ハ
わ
さ
と
申
上
す
候
、
そ
も
し
よ
り
し
か
る
へ
き
や
う
ニ
仰
候

て
給
候
へ
く
候
、
た
の
み
入
ま
い
ら
せ
候
、 

 
 

な
を

〱
、
と
く
し
ゆ
ゐ
ん
さ
ま

（
徳
寿
院
、
多
久
安
順
後
室
鍋
島
氏
）

御
き
け
ん
よ
く
御
さ
候
、
み
ま
さ
か
殿
御
ま

ち
う
け
被
成
候
て
一
し
ほ

候
て
こ
そ
、

御
よ
ろ
こ
ひ
被
成
候
へ
く
候
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
か
へ 

 
 
 

お
ま
ん
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
は 

 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

「（
裏
） 

 
 
 

か
ゝ
様 

 
 

 

多
久
こ
ん
の
介

（
安
輝
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
に

宛
て
た
消
息
草
案
。
与
貞
室
は
茂
辰
室
の
実
子
で
あ
る
。
茂
辰
室
は
在
国
、
与

貞
室
は
在
江
戸
で
あ
る
。
茂
辰
室
の
父
鍋
島
勝
茂
の
死
去
直
後
、
明
暦
三
年
四

月
頃
の
も
の
で
あ
る
。
紙
背
か
ら
元
は
茂
辰
五
男
安
輝
書
状
の
包
紙
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。 

  

五
八
六 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
草
案
（
竪
紙
） 

一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
し
か
れ
は
、
六
月
十
一
日
、
川
そ
い
八
た

（
川
副
八
田
）

き
お
ん

（

祇

園

）

に
て
、

こ
な
た
様

（
鍋
島
元
茂
）

御
か
ち
う
、み
や
ち

（
宮
地
）

五
さ
へ
も
ん
く
み
の
物
二
人
と
、お
川
い
ち
さ
へ
も
ん

（
小
川
助
清
）

く
み
、
ひ
て
し
ま

（
秀
島
）

け
ん
ゑ
も
ん
と
、
け
ん
く
わ
い
た
し
、
た
か
い
に
き
り
や
い
、
あ

い
て
一
人
ハ
す
な
わ
ち
あ
い
は
て
申
候
、
ひ
て
し
ま
け
ん
ゑ
も
ん
と
申
も
の
ハ
、
う

は
ひ
と
り
子
に
て
、
わ
か
身
ち
き
や
う
た
い

（

乳

兄

弟

）

に
て
御
さ
候
へ
ハ
、
へ
つ
し
て
か
わ
ゆ

く
そ
ん
し
候
、
ま
げ
て
と
ゝ
様

（
鍋
島
勝
茂
）

へ
、
い
の
ち
の
儀
、
御
わ
ひ
事
申
上
候
へ
ハ
、
わ
か

み
へ
御
た
い
し
、
け
ん
ゑ
も
ん
ぎ
御
た
す
け
候
よ
し
、
か
ろ
う
中
へ
も
仰
わ
た
しさ

れ

候
、

さ
り
な
か
ら
、
い
ま
一
人
の
あ
い
て
、
て
お
い
ま
か
り
い
候
か
、
こ
れ
も
右
の
て
に

て
あ
い
は
て
候
ハ
ゝ
、
け
ん
ゑ
も
ん
儀
も
、
せ
つ
ふ
く
し
か
る
へ
き
よ
し
ニ
て
御
さ

候
、
ま
つ
も
つ
て
御
ふ
ん
へ
つ
被
成
、
あ
ん
く
わ
い
に
い
の
ち
をさ

し

ゆ
る
さ
れ
、
よ
ろ

こ
ひ
申
候
所
ニ
、
此
も
一
人
の
あ
い
て
、
ほ
と
へ
候
て
、
此
ほ
と
あ
い
は
て
申
候
よ

し
ニ
候
、
い
ま
ニ
ハ
、
と
ゝ
様
ヘ
も
申
あ
け
ら
れ
す
、』
又
わ
か
さ

（
鍋
島
茂
綱
）

殿
な
と
へ
も
申
候

へ
ハ
、
し
た
に
て
ハ
、
た
す
け
申
候
よ
し
、
な
り
か
た
き
よ
し
に
て
候
、
い
ま
ニ
な

り
候
て
、
か
の
け
ん
ゑ
も
ん
せ
つ
ふ
く
申
候
儀
、
は
し
め
よ
り
も
い
よ

〱
せ
う
し

ふ
び
ん
の
て
い
に
御
さ
候
ま
ゝ
、
こ
な
た
様
御
ふ
ん
へ
つ
被
成
、
あ
い
た
す
け
ら
れ

候
や
う
に
、
か
ろ
う
中
ま
て
も
仰
こ
さ
れ
候
ハ
ゝ
、
わ
か
身
い
の
ち
を
御
た
す
け
被

成
候
と
そ
ん
し
、
一
入
か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
上
へ
く
候
間
、
せ
ひ
と
も

〱
御
た

す
け
被
成
候
て
下
さ
る
へ
く
候
、

〱
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

か
へ
す

〱
、
み
や
右
け
ん
く
わ
の
時
、
け
ん
ゑ
も
ん
と
同
心
申
ま
い
ら
せ
候

み
や
さ
き

（
宮
崎
政
安
）

り
兵
へ
ひ
く
わ
ん
も
、
て
お
い
申
候
て
い
申
候
、
こ
れ
も
さ
んい

ぜ
ん

仰
い
た
し
の
時
、
け
ん
ゑ
も
ん
同
せ
ん
ニ
と
仰
い
た
さ
れ
候
、
く
わ
し
き
や
う

す
ハ
、
わ
か
さ
殿
ゟ
仰
ら
る
へ
く
候
間
、
こ
ま

〱
申
にあ

く
る
に
お
よ
は
す
候
、

か
へ
す

〱
も
け
ん
ゑ
も
ん
い
の
ち
の
儀
、
ふ
か

〱
た
の
み
上
ま
い
ら
せ
候
、

〱
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
消
息
草
案
。
宛
所
を
欠
く
。
茂
辰
室
は

在
国
。
川
副
八
田
祇
園
社
の
祇
園
会
に
際
し
て
、
茂
辰
室
の
乳
兄
弟
「
ひ
て
し

ま
け
ん
ゑ
も
ん
」
と
小
城
家
中
宮
地
五
左
衛
門
組
の
者
が
起
こ
し
た
喧
嘩
に
つ

い
て
、「
け
ん
ゑ
も
ん
」
の
助
命
を
嘆
願
す
る
内
容
で
あ
る
。
宮
地
五
左
衛
門
は
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寛
永
五
年
時
点
で
小
城
家
中
の
組
親
と
し
て
確
認
で
き
る
の
で（
佐
近
二
―
一
、

一
一
九
頁
）、
本
文
中
「
こ
な
た
様
」
は
鍋
島
元
茂
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
従

っ
て
、本
消
息
は
宛
所
を
欠
く
が
、実
兄
で
あ
る
元
茂
本
人
に
宛
て
た
も
の
か
。 

宮
地
五
左
衛
門
組
下
の
者
の
八
田
祇
園
会
に
お
け
る
喧
嘩
に
つ
い
て
は
、「
元

茂
公
御
代
御
政
事
之
部
」（『
成
立
期
の
小
城
藩
と
藩
主
た
ち
』
所
収
）
に
次
の

よ
う
に
あ
る
。 

 
 

一
宮
地
五
左
衛
門
与
衆
之
内
、
八
田
ノ
祇
園
絵
に
て
正
保
仁
年
か
ニ
、
二

之
丸
つ
ほ
ね
の
子
ト
喧
嘩
仕
候
、
両
方
ニ
方
人
壱
人
宛
御
座
候
、
五
左

衛
門
組
之
衆
ハ
二
人
な
か
ら
相
果
申
候
、
相
手
之
者
両
人
ハ
果
不
申
候

而
罷
有
候
由
、
風
聞
御
座
候
、
子
細
ハ
心
得
不
申
候
、 

こ
れ
に
よ
る
と
、
喧
嘩
は
正
保
二
年
の
こ
と
と
な
る
。「
二
之
丸
」
は
多
久
家

を
指
す
の
で
、「
つ
ほ
ね
の
子
」
が
茂
辰
室
の
乳
兄
弟
「
け
ん
ゑ
も
ん
」
と
し
て

矛
盾
は
な
い
。
ま
た
本
消
息
の
追
而
書
に
よ
る
と
、「
け
ん
ゑ
も
ん
」
に
加
勢
を

し
た
宮
崎
利
兵
衛
政
安
の
被
官
は
負
傷
し
た
も
の
の
存
命
で
あ
る
の
で
、
相
手

方
の
二
名
の
死
と
併
せ
て
状
況
が
合
う
。
政
安
は
勝
茂
室
が
岡
部
家
よ
り
入
輿

の
際
に
肥
前
を
訪
れ
、
の
ち
寛
永
十
二
年
に
新
知
二
五
〇
石
、
正
保
五
年
閏
正

月
歿
と
さ
れ
る
の
で
（
佐
近
八
―
一
／
五
二
八
頁
）、
こ
の
喧
嘩
を
正
保
二
年
の

こ
と
と
し
て
や
は
り
矛
盾
は
な
い
。 

本
消
息
で
は
、「
け
ん
ゑ
も
ん
」
は
茂
辰
室
の
父
鍋
島
勝
茂
の
命
令
に
よ
り
一

度
は
助
命
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
も
う
一
人
の
相
手
方
が
喧

嘩
の
負
傷
が
も
と
で
死
ん
だ
た
め
に
、
再
び
「
け
ん
ゑ
も
ん
」
の
処
分
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
、
本
消
息
は
、
夏
の
祇
園
絵
で
の
喧
嘩
の

後
、
少
な
く
と
も
数
か
月
は
経
過
し
た
正
保
二
年
の
冬
頃
か
ら
正
保
三
年
に
か

け
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
て
お
く
。
な
お
正
保
二
年
は
、
勝
茂
は
二
月
末
も

し
く
は
三
月
初
に
参
勤
の
た
め
に
佐
賀
を
発
ち
、
三
月
二
十
九
日
に
江
戸
に
着

い
た
（
一
七
三
号
）。
そ
の
後
は
在
江
戸
で
翌
年
五
月
に
帰
国
の
た
め
に
江
戸
を

発
つ
（
四
二
二
号
）。
一
方
元
茂
は
そ
の
間
は
一
貫
し
て
在
江
戸
と
考
え
ら
れ
る

（
佐
近
二
―
一
）。 

  

五
八
七 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
草
案
（
竪
紙
） 

一
筆
申
入
ま
い
ら
せ
候
、
そ
の
ゝ
ち
ハ
人
遣
も
申
候
ハ
す
候
所
ニ
お
り

〱
御
さ
う

う
け
給
り
御
う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
今
ほ
と
、
い
よ

〱
き
し
よ
く
よ
く
候
や
、

う
け
給
た
く
そ
ん
し
候
、
し
か
れ
は
、
お
さ
き
事

（
印
貞
尼
）

ニ
つ
ゐ
て
、
か
い
の
守

（
鍋
島
直
澄
）

、
さ
て
又

お
ま
ん
ゟ
、
返

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）

事
な
と
も
ま
い
り
候
ハ
す
候
や
、
お
さ
き
ゟ
ハ
い
ろ

〱
わ
ひ
事
と

も
ニ
而
■
■
候
へ
く
、
さ
候
へ
ハ
、
へ
ち
ニ
御
た
ん
そ
く
御
申
候
ハ
て
ハ
、
事
す
み

候
ま
し
く
と
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
間
、
又
候
や

々

御
ゆ
た
ん
な
く
、
御
た
ん
そ
く
あ
る

へ
く
候
、
ゑ
ん
へ
ん
の
事
、
か
い
の
守
ゟ
之
返
事
の
と
を
り
、
九
郎
右
衛
門
ニ
て
、

申
遣

あ
ら
ま
し 

申
遣
し
候
、
と
か
く
か
い
の
守
く
た
り
申
さ
れ
候
て
な
ら
て
ハ
、
事
す
み
候
ま

し
く
と
そ
ん
し
候
、
く
わ
し
く
ハ
御
け
ん
さ
ん
ニ
て
申
へ
く
候
、 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
消
息
草
案
。
宛
所
を
欠
く
。
茂
辰
室
は

在
国
。「
お
さ
き
」
と
い
う
女
房
の
処
遇
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。
寛
文
四

年
の
五
四
九
号
・
五
五
三
号
で
は
死
去
し
た
岡
部
与
貞
室
（
万
）
附
女
中
の
替

わ
り
に
、
与
貞
室
が
江
戸
で
お
さ
き
を
召
し
使
う
こ
と
を
望
ん
だ
が
実
現
し
な

か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
本
消
息
も
そ
の
一
連
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

  

五
八
八 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
消
息
（
竪
紙
） 

今
日
よ
り
、
き
や
う
た
ら
に
、
し
ん
こ
ん
仏
み
や
う
、
十
日
の
あ
い
た
、
と
な
た
へ

よ
み
申
ま
し
く
候
、
も
し
そ
の
内
ニ
、
子
と
も
の
う
へ
に
、
一
め
い
を
う
し
な
い
、

又
ふ
り
よ
の
あ
く
じ
さ
い
な
ん
候
ハ
ゝ
、
そ
の
う
へ
に
て
ハ
と
な
た

へ
申
へ

く
候
、
そ
の
間

ハ
、
心
を
な
く
さ
め
、
そ
も
し
た
ち
へ
何
と
な
り
と
も
う
ち
ま
か
せ
、
や
う
し
や
う

申
へ
く
候
、
の
ち

〱
の
た
め
、
か
く
の
こ
と
く
ニ
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

六
月
十
九
日 

 
 
 

な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ゝ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 

 
 
 

ひ
や
う
こ

（
多
久
安
胤
）

と
の 

 
 
 

将
け
ん

（
多
久
安
英
）

と
の 

 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
多
久
茂
矩
等
男
子
た
ち
に
宛
て
た
消

息
。
全
員
在
国
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宛
所
の
長
男
茂
矩
の
表
記
が
「
長
門
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
上
限
は
明
暦
二
年
、
四
男
安
英
の
表
記
が
「
将
監
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
限
は
寛
文
五
年
と
な
る
。
な
お
三
男
周
虎
と
五

男
安
輝
が
宛
所
に
現
れ
な
い
が
、
周
虎
は
北
島
家
を
継
い
で
お
り
、
五
男
安
輝

は
寛
文
五
年
十
月
ま
で
証
人
と
し
て
在
江
戸
で
あ
る
。 

  

五
八
九 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
口
上
書
案
（
竪
紙
） 

 
 
 

口
上
が
き 

一
と
う
な
つ
は
し
め
、
将
け
ん

（
多
久
安
英
）

身
上
の
儀
ニ
つ
ゐ
て
、
ひ
や
う
こ

（
多
久
安
胤
）

を
も
つ
て
申
入
、

そ
の
う
へ
、
ひ
や
う
こ
よ
り
手
か
し
ら
を
あ
い
わ
た
し
候
や
う
す
、
い
ま
た
御
せ

（
鍋
島
光

ん茂
）

へ
は
申
上
ら
れ
す
候
や
、
其
後
と
か
く
の
事
も
う
け
給
候
す
候

〔
ハ
脱
カ
〕

、
さ
た
め
て
、

御
せ
ん
の
し
あ
わ
せ
御
見
合
候
か
と
存
ま
い
ら
せ
候
、 

一
将
け
ん
身
上
の
事
、
せ
ん
ね
ん
、
や
ま
さ
き
か
ん
さ
へ
も
ん

（
山
崎
政
良
）

を
も
つ
て
、
御
懇
の

御
ゐ
お
ほ
せ
き
か
さ
れ
、
か
た
し
け
な
く
存
ゐ
ま
い
ら
せ
候
に
つ
ゐ
て
、
さ
き
に

も
、
も
と
め

（
相
良
及
真
）

へ
、
ひ
や
う
こ
に
て
も
申
候
こ
と
く
、
か
つ
て
ち
き
や
う
な
と
被
下

候
事
、
い
そ
き
申
に
て
ハ
候
ハ
す
候
、
さ
き
さ
ま
ハ
、
さ
た
め
て
め
し
つ
か
ハ
る
ゝ
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に
て
も
あ
る
へ
く
候
へ
と
も
、
わ
か
み
事
も
、
き
ん
ね
ん
ハ
別
而
び
や
う
し
や
に

な
り
候
へ
は
、
ふ
と
わ
つ
ら
い
な
と
さ
し
出
候
ハ
ゝ
、
あ
と
ニ
よ
き
し
あ
わ
セ
に

仰
付
ら
れ
候
て
も
、
わ
か
身
存
せ
さ
る
事
ニ
候
ま
ゝ
、
な
り
申
事
ニ
て
候
ハ
ゝ
、

ち
き
や
う
ハ
と
う
ふ
ん
お
ほ
せ
付
ら
れ
す
候
と
も
、
将
け
ん
身
上
の
儀
、
此
』
中

申
候
こ
と
く
ニ
相
す
み
、
め
し
出
さ
れ
候
し
ゆ
ひ

（

首

尾

）

ニ
候
へ
ハ
、
そ
れ
を
う
け
た
ま

ハ
り
、
も
は
や
お
ち
つ
き
申
事
ニ
候
、
此
た
ん
、
も
と
め
へ
う
ち
た
の
み
申
候
間
、

い
か
や
う
ニ
な
り
と
も
、
右
ね
か
い
の
こ
と
く
、
も
と
お
り
候
や
う
ニ
あ
り
た
く

存
候
、
申
上
や
う
の
儀
も
、
と
か
く
し
ゆ
ひ
よ
き
や
う
ニ
あ
り
た
く
存
候
ま
ゝ
、

も
と
め
け
う
り
や
う

（

校

量

）

の
と
を
り
、
ゆ
う
し
や

（

容

赦

）

な
く
う
け
給
た
く
そ
ん
し
候
、 

一
と
う
な
つ
、
も
と
め
へ
申
入
候
、
た
い
せ
い
院
様

（
泰
盛
院
、
鍋
島
勝
茂
）

ゟ
、
わ
か
身
ニ
被
下
候
ち
き
や

う
、
物
な
り
ハ
、
百
五
十
石
に
て
候
、
こ
れ
を
し
た
ぢ
ニ
候
て
、
将
け
ん
御
ほ
う

こ
う
申
つ
き
候
や
う
ニ
あ
り
た
く
存
候
ぎ
、
こ
れ
又
此
中
申
入
た
る
事
ニ
候
、
し

か
れ
は
、
右
を
下
地
ニ
い
た
し
、
御
ほ
う
こ
う
申
つ
き
候
て
よ
り
ハ
、
そ
の
み
ふ

り
た
ち
し
た
い
、
さ
き
さ
ま
ハ
御
ら
ん
し
か
け
し
た
い
、
身
上
さ
う
た
う
に
仰
付

下
さ
れ
候
や
う
ニ
あ
り
た
く
そ
ん
し
候
、
こ
れ
又
、
そ
の
心
得
ニ
て
ゐ
申
さ
る
へ

く
候
、
と
か
く
、
将
け
ん
た
め
、
よ
き
や
う
ニ
、
ば
ん
た
ん
た
の
み
申
候
間
、
心

に
か
け
ら
れ
給
候
や
う
ニ
、
お
り

〱
も
と
め
へ
申
さ
る
へ
く
候
、
已
上
、 

 
 

霜
月
廿
三
日 

 
 
 

さ
か
ら

（
相
良
）

 

 
 
 
 
 

市
ゑ
も
ん

（
定
玄
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
よ
り
相
良
定
玄
に
宛
て
た
口
上
書
案
。
茂

辰
室
は
在
国
、
定
玄
の
居
所
は
不
明
で
あ
る
。
四
男
安
英
の
仕
官
に
つ
い
て
の

希
望
を
伝
え
る
。
茂
辰
室
の
父
鍋
島
勝
茂
の
死
後
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

年
次
の
上
限
は
明
暦
三
年
、
安
英
の
表
記
が
「
将
監
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
下
限
は
寛
文
五
年
と
な
る
。 

  

五
九
〇 

多
久
茂
辰
消
息
（
竪
紙
） 

一
十
八
の
年
よ
り
今
年
ま
て
四
十
年
、
な
に
事
な
く
よ
り
あ
い
申
、
こ
と
に
長
門
か

（
多
久
茂
矩
）

と
く
、
め
て
た
く
あ
い
つ
ぎ
、
い
く
わ
う

（

威

光

）

も
よ
く
、
し
よ
人
も
う
や
ま
ひ
、
さ
て

又
、
兵
庫
・

（
多
久
安
胤
）

外
記
・

（
北
島
周
虎
）

将
監
、

（
多
久
安
英
）

何
も
し
ゆ
ひ

（

首

尾

）

よ
く
御
ほ
う
こ
う
ニ
仕
付
、
そ
の
外
む

す
め
と
も
、
そ
れ

〱
し
つ
き
、
さ
き
様
ハ
ま
こ

（

孫

）

と
も
あ
ま
た
い
て
き
、
し
そ
ん

は
ん
し
や
う

（

繁

盛

）

れ
き
せ
ん

（

歴

然

）

に
て
、
め
て
た
き
儀
、
此
上
御
さ
な
く
候
、
さ
て
又
、
一

し
や
う
か
い
、
ふ
そ
く
の
儀
な
く
、
い
し
よ
く

（

衣

食

）

万
心
に
ま
か
せ
、
の
こ
る
所
な
き

く
わ
ほ
う

（

果

報

）

の
も
の
に
て
候
、
な
か
ん
づ
く
、
近
年
ハ
長
門
か
う

〱
ゆ
へ
、
い
ゑ

ゐ
其
外
、
万
事
心
の
ま
ゝ
に
、
ら
く

〱
と
あ
い
す
ぎ
、
世
ニ
ま
れ
な
る
く
わ
ほ

う
も
の
に
て
、
一
つ
も
ふ
そ
く
御
さ
な
く
、
め
て
た
き
わ
か
身
ニ
候
、 
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付
り
、
そ
の
方
も
右
同
前
の
事
ニ
候
、
し
ぜ
ん
、
ぐ
ち
に
て
、
な
を
の
そ
み
た

ら
さ
る
や
う
ニ
お
ほ
し
め
す
事
も
あ
る
へ
く
候
へ
共
、
に
ん
け
ん
の
な
ら
ひ
、

の
そ
み
ハ
あ
と
ゟ
又
し
て
ハ
を
こ
り
、
つ
い
に
み
た
さ
る
物
ニ
候
、
よ
く

〱

そ
の
御
か
つ
て
ん
候
て
、
も
し
あ
く
ね
ん

（

悪

念

）

を
こ
り
候
時
ハ
、
う
ち
す
て

〱
、

い
か
に
も
ら
く

〱
と
、
一
し
や
う
か
い
、
め
て
た
く
御
く
ら
し
あ
る
へ
く
候
、 

一
わ
れ
ら
身
ま
か
り
候
て
、
ほ
ん
ぶ
ん
の
で
ん
ぢ
、
い
か
に
も
め
て
た
き
所
ニ
い
た

り
申
へ
く
候
間
、
其
方
事
も
、
百
年
の
ゝ
ち
、
り
ん
じ
う
の
時
ハ
、
あ
み
た
仏
を

一
ね
ん
し
ん
じ
つ
に
御
ね
ん
し
、
御
た
の
み
候
ハ
ゝ
、
そ
の
ゐ
ん
』
だ
う
に
よ
つ

て
、
我
ら
い
た
り
所
ニ
御
い
た
り
候
ハ
ん
事
、
れ
き
ぜ
ん
ふ
ん
み
や
う
た
る
へ
く

候
、
少
も
御
う
た
か
ひ
の
心
あ
る
へ
か
ら
す
候
、 

 
 

付
り
、
り
ん
じ
う
の
時
ハ
、
し
や
か
も
、
く
ハ
ん
お
ん
も
、
あ
み
た
も
、
其
と

く
同
し
事
ニ
候
間
、
御
心
し
た
い
ニ
候
、
た
ゝ
し
、
あ
れ
こ
れ
御
ね
ん
し
候
儀

ハ
、
ね
ん
り
き

（

念

力

）

う
す
く
御
さ
あ
る
へ
き
事
、 

一
我
ら
し
ご
、
い
よ

〱
何
事
も
長
門
へ
打
か
け
ら
れ
、
そ
の
外
子
共
へ
た
ん
か
う

（

談

合

）

候
て
、
此
中
の
こ
と
く
ニ
し
か
る
へ
く
候
、
さ
候
て
、
子
共
や
く
か
い

（

厄

介

）

に
な
ら
さ

る
御
き
う
り
や
う

（

校

量

）

、
か
ん
よ
う
ニ
候
、
さ
て
又
、
め
し
つ
か
ハ
る
ゝ
女
子
以
下
、

そ
の
外
し
よ
に
ん
ニ
い
た
り
て
、
じ
ひ
を
ほ
ん
に
、
あ
ハ
れ
み
ふ
か
く
な
さ
る
へ

き
事
、
し
そ
ん
の
き
た
う

（

祈

祷

）

た
る
へ
く
候
、
め
て
た
く
以
上
、 

 

寛
文
四
年 

 
 

霜
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愚
渓
（
花

（
多
久
茂
辰
）

押
） 

 
 
 

天
性
院

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 

久
円
妙
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
内
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
と
も
に
在
国
。

内
容
は
長
年
連
れ
添
っ
た
妻
に
宛
て
た
遺
言
と
な
っ
て
い
る
。
宛
所
は
「
天
性

院
久
円
妙
長
」
と
法
名
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
逆
修
を
行
っ
た
か
。 

  

五
九
一 

多
久
茂
辰
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 

お
ほ
え 

一
其
方
御
わ
つ
ら
ひ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

お
こ
り
申
候
も
と
ハ
、
す
ね
ん
、
な
に
事
ニ
つ
け
て
も
、
其
方

被
仰
候
儀
ニ
、
わ
れ
ら
さ
ハ
り
申
、
は
ら
た
て
候
け
い
き
に
よ
り
、
そ
の
す
ゑ
〳

〵
ハ
、
い
ろ
〳
〵
御
う
た
か
ひ
出
申
候
よ
し
承
、
お
と
ろ
き
入
申
候
、
そ
う
し
て
、

ふ
う
ふ
ハ
七
世
の
ゑ
ん
と
申
候
、
本
よ
り
あ
し
く
不
存
候
、
殊
泰
盛
院
様

（
鍋
島
勝
茂
）

御
子
と

申
、
三
十
年
あ
ま
り
打
そ
ひ
申
、
子
共
あ
ま
た
れ
き
〳
〵
御
座
候
上
ハ
、
少
も
お

ろ
か
に
心
得
不
申
候
、
い
ま
に
ハ
と
し
も
よ
り
候
ま
ゝ
、
な
し
み
も
い
よ
〳
〵
ふ

か
く
成
、
一
入
た
い
せ
つ
に
存
候
事
候
、
此
儀
、
日
本
国
中
大
小
の
』
神
ほ
と
け

を
か
け
奉
り
、
少
も
い
つ
ハ
り
な
く
候
、
夫
に
付
、
ほ
か
の
つ
く
ろ
ひ
ハ
日
に
ま
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し
う
す
く
な
り
、
し
ん
し
つ
ハ
い
よ
〳
〵
ふ
か
く
候
ゆ
へ
、
何
事
も
心
や
す
く
申

事
も
、
ゆ
う
し
や
御
さ
な
く
候
、
わ
れ
ら
地
た
い
い
ち
あ
し
く
候
上
ニ
、
病
者
ゆ

へ
、
つ
ね
〳
〵
き
み
し
か
く
、
こ
ら
へ
申
へ
き
事
も
こ
ら
へ
申
さ
す
、
さ
た
め
て

無
理
な
る
事
の
み
に
て
候
ハ
ん
と
存
候
、
そ
の
う
ち
に
、
し
セ
ん
其
方
か
つ
て
ん

あ
し
き
事
共
ハ
、
よ
ろ
つ
心
得
の
た
め
に
申
た
る
儀
も
御
さ
あ
る
へ
く
候
、
又
世

間
の
き
こ
え
、
お
も
ハ
く
に
つ
け
て
も
、
其
方
た
め
、
あ
し
か
る
へ
き
事
ハ
、
た

い
せ
つ
に
御
さ
候
ほ
と
、』
な
を
以
、
申
は
す
に
候
、
泰
盛
院
様
御
ゆ
か
り
と
申
、

長
門
母

（
多
久
茂
矩
）

の
事
ニ
候
へ
は
、
万
よ
き
や
う
ニ
存
候
て
、
申
た
る
事
共
も
御
座
あ
る
へ

く
候
、
さ
や
う
の
事
も
、
い
ま
に
は
不
入
事
候
、
わ
れ
ら
あ
し
き
所
ハ
御
ゆ
る
し

あ
る
へ
く
候
、
尤
心
中
へ
ち

（
別
）

条
な
き
か
く
ご
ニ
候
間
、
此
さ
き
、
少
も
御
心
つ
か

い
あ
る
ま
し
く
候
、 

一
徳
寿
院
様
ニ

（
多
久
安
順
室
鍋
島
氏
）

い
た
つ
て
、
数
年
お
ろ
か
な
く
か
う
〳
〵
ニ
御
座
候
、
就
中
、
水
ケ

江
の
や
う
ニ
御
座
候
て
よ
り
ハ
、
よ
る
ひ
る
其
方
御
心
つ
か
ひ
、
御
か
う
〳
〵
、

ま
こ
と
に
の
こ
る
所
な
く
、廿
四
か
う
に
も
お
と
り
申
ま
し
き
心
か
け
に
候
ゆ
へ
、

世
間
に
も
、
我
等
夫
婦
、
か
う
〳
〵
に
御
さ
候
』
よ
し
申
た
る
由
ニ
候
、
そ
れ
と

て
も
、
我
等
何
そ
申
上
る
か
う
〳
〵
も
御
さ
な
く
候
、
た
ゝ
其
方
一
人
の
御
心
つ

か
い
ゆ
へ
、
と
く
し
ゆ
ゐ
ん
さ
ま
も
御
き
け
ん
よ
く
、
わ
れ
ら
も
心
中
ニ
か
ん
し

入
、
へ
つ
し
て
ま
ん
そ
く
申
候
、
し
か
る
所
ニ
、
此
二
三
年
ハ
、
ま
へ
〳
〵
の
こ

と
く
に
も
御
さ
な
く
見
え
申
候
ま
ヽ
、
い
ま
す
こ
し
の
間
た
る
へ
く
候
間
、
何
や

う
の
事
候
と
も
御
く
た
ひ
れ
な
く
、
御
か
う
〳
〵
候
て
給
候
や
う
に
と
、
れ
ん
〳

〵
申
候
、
そ
う
し
て
、
と
し
よ
り
と
わ
ら
ん
へ
ハ
、
お
な
し
も
の
に
て
、
す
こ
し

の
事
も
き
に
か
け
、
は
ち
申
物
ニ
候
、
し
か
れ
は
、
と
き
〳
〵
ハ
御
み
ゝ
に
も
入
、

何
と
お
ほ
し
め
す
へ
き
か
と
存
候
事
と
も
、
少
々
ハ
め
に
か
ヽ
り
申
候
、
き
よ
ね

ん
の
』
は
る
時
分
よ
り
ハ
、
い
ら
さ
る
な
か
い
き
な
さ
れ
、
一
入
御
め
い
わ
く
、

御
は
つ
か
し
く
候
き
、
な
と
ゝ
、
れ
ん
〳
〵
御
申
候
間
、
も
つ
た
い
な
き
事
を
御

意
な
さ
れ
候
、
百
ま
て
ハ
な
に
の
御
心
つ
か
ひ
な
く
、
御
心
御
や
う
し
や
う
候
様

ニ
と
申
上
候
、
此
た
ん
、
子
と
も
へ
も
被
仰
た
る
よ
し
候
、
夫
に
つ
き
、
い
か
や

う
ニ
お
ほ
し
め
し
い
ら
れ
候
て
の
御
事
に
や
と
、
ま
こ
と
に
身
に
し
み
入
存
候
、

わ
れ
ら
事
、
ゆ
う
ち

（

幼

稚

）

の
時
ゟ
、
天
そ
う

（
多
久
安
順
）

御
ふ
う
婦
の
色
々
御
心
つ
か
ひ
、
申
つ
く

し
か
た
く
、
御
か
う
お
ん
、
う
み
山
ニ
候
ゆ
へ
、
日
々
御
重
お
ん
わ
す
れ
申
さ
す

候
、
あ
ま
り
の
事
ニ
、
御
か
う
〳
〵
も
不
足
の
や
う
に
存
候
、
今
ニ
ハ
、』
や
く
ニ

た
つ
事
に
て
も
候
ハ
す
候
、
も
は
や
心
に
も
か
ゝ
り
申
さ
す
候
う
へ
ハ
、
其
方
御

は
れ
候
と
あ
る
儀
ニ
お
よ
ひ
申
さ
す
、
わ
れ
ら
さ
へ
心
は
れ
候
へ
ハ
、
な
に
事
も

な
き
事
候
、
い
よ
〳
〵
御
心
に
御
か
け
あ
る
ま
し
く
候
、 

一
十
左
衛
門
む
す
め
事
、
正
月
廿
四
日
か
、
御
い
は
い
所
ニ
御
参
候
、
其
方
声
、
外

へ
き
こ
え
申
候
間
、
御
ま
い
り
候
や
と
申
、
内
へ
参
候
時
、
大
戸
ノ
口
に
て
あ
い

申
候
、
其
方
被
仰
候
ハ
、
多
久
の
む
す
め
、
こ
ゝ
も
と
へ
御
よ
ひ
候
て
め
し
お
か

れ
候
へ
と
被
仰
候
ま
ゝ
、
か
れ
ハ
も
と
よ
り
わ
れ
ら
か
ま
い
申
事
に
て
御
さ
な
く

候
、
い
け
置
候
事
ハ
、
長
門
な
と
存
候
て
、
十
左
衛
門
ヘ
く
れ
申
と
こ
ろ
に
、
な

に
と
て
さ
や
う
ニ
』
被
仰
候
や
と
申
候
へ
は
、
な
く
さ
み
ニ
し
か
る
へ
く
候
よ
し
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候
お
ほ
せ
ら
れ
、
さ
候
て
、
わ
れ
ら
も
な
に
の
か
の
と
申
候
へ
と
も
、
は
ら
た
ち

候
て
ハ
申
さ
す
候
、
い
な
事
を
御
申
候
、
お
と
ろ
き
申
た
る
斗
ニ
候
、
此
段
、
外

ノ
座
ゑ
ん
ニ
居
申
候
も
の
、
く
ハ
し
く
う
け
た
ま
ハ
り
候
、
あ
ま
り
お
ち
つ
き
申

さ
す
候
ゆ
へ
、
其
後
つ
ほ
ね
を
よ
ひ
、
さ
き
よ
り
右
の
と
を
り
被
仰
候
、
爰
元
へ

め
し
よ
せ
候
事
、
な
に
の
ゆ
う
も
な
き
事
候
、
し
せ
ん
ひ
と
へ
心
に
、
又
々
さ
や

う
ニ
申
さ
れ
候
ハ
ゝ
、
子
共
へ
申
、
さ
し
と
ゝ
め
、
し
か
る
へ
く
候
、
か
ゝ
の
な

く
さ
み
に
成
候
て
も
、
い
ら
さ
る
も
の
に
候
、
け
い
ほ
し
ニ
』
さ
へ
、
時
に
よ
り
、

け
た
う
な
と
ゝ
申
さ
れ
候
、
其
上
ニ
か
れ
ら
ま
て
ゐ
申
候
ハ
ゝ
、
か
ゝ
の
大
け
た

う
ニ
成
、
さ
ん
〳
〵
の
事
た
る
へ
く
候
と
申
候
事
ハ
、
其
方
た
め
を
存
候
て
、
か

た
〳
〵
に
申
候
、
是
又
其
ふ
ん
に
て
事
す
み
た
る
事
候
、
い
ま
に
何
た
る
存
分
も

無
御
座
候
、
尤
め
し
よ
せ
見
申
た
く
も
御
さ
な
く
候
、
い
き
て
ゐ
候
へ
ハ
其
こ
と

く
、
し
に
候
へ
ハ
そ
の
こ
と
く
、
少
も
わ
れ
ら
か
ま
い
御
さ
な
く
候
、 

 
 

右
ハ
子
共
申
ニ
承
、
点
合
ノ
た
め
申
入
候
、 

 
 

か
ゝ
や
う
生
ニ
さ
へ
成
候
ハ
ゝ
、
何
や
う
の
事
も
可
仕
候
、 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
と
思
わ
れ
る
覚

書
。
年
次
は
、
多
久
茂
矩
の
こ
と
を
「
長
門
」
と
称
し
て
お
り
、
か
つ
、
徳
寿

院
（
多
久
茂
辰
養
母
）
存
命
中
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
明
暦
二
年
～
万
治
三
年

と
考
え
ら
れ
る
。
茂
辰
の
居
所
は
、
覚
書
の
内
容
か
ら
勝
茂
に
同
道
し
て
江
戸

へ
上
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
勝
茂
臨
終
の
と
き
と
は
考
え
に
く
い
た
め
、
在
国

で
あ
ろ
う
。 

  

五
九
二 

多
久
茂
辰
書
状
（
折
紙
） 

先
日
、
面
ニ
も
如
申
候
、
ま
し
な
い
に
も
成
、
し
か
る
へ
く
候
ハ
ゝ
、
め
し
つ
か
い

候
女
子
と
も
、
の
こ
ら
す
の
け
申
へ
く
候
、
殊
其
内
二
人
三
人
な
と
ハ
、
弥
以
や
す

き
事
候
、
わ
れ
ら
つ
ら
御
覧
候
事
、
き
に
あ
た
り
申
候
者
、
見
ま
い
に
も
不
参
、

か
ゝ
み
候
て
も

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

、
居
可
申
候
、
内
々
い
か
ほ
と
心
遣
仕
、
御
煩
能
候
や
ニ
と
存
事
候
、

願
書
な
と
こ
そ
見
せ
申
さ
す
候
、
か
ゝ
煩
平
愈
の
た
め
、
大
崎
ノ
観
音
堂
を
、
銀
子

五
十
枚
ほ
と
に
て
立
入
候
、
修
造
仕
へ
き
と
、
は
や
山
取
申
付
置
候
、
か
様
』
之
事

も
、
気
色
可
然
や
う
ニ
と
の
事
迄
ニ
候
、
此
外
ハ
、
子
共
色
々
立
願
祈
禱
申
候
条
、

別
ニ
不
仕
候
、
少
も
お
ろ
か
に
不
存
候
、
此
よ
し
、
気
け
ん
次
第
ニ
申
た
つ
す
へ
く

候
、
以
上
、 

 
 

五
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 

将
監
と
の

（
多
久
安
英
）

 

 
 
 
 
 

め
う
ち 

 
 
 
 

な
か
と

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 

つ
ほ
ね 

 
 
 
 
 
 
 

ま
い
る 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
安
英
・
多
久
茂
矩
の
女
性
奉
公
人
に
宛
て
た
書
状
。
年

次
は
、
茂
矩
の
こ
と
を
「
長
門
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
暦
二
年
が
上
限
。

ま
た
、
安
英
は
寛
文
四
年
霜
月
朔
日
時
点
で
は
「
将
監
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
（
五
九
〇
号
）
が
、
寛
文
五
年
頃
に
「
修
理
」
と
改
称
す
る
よ
う
な
の

で
（
五
二
一
号
）、
下
限
と
し
て
は
寛
文
五
年
と
な
る
。
茂
辰
が
天
性
院
を
気
遣

い
茂
矩
、
安
英
の
女
性
奉
公
人
に
書
状
を
遣
わ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茂
辰
、

茂
矩
、
安
英
い
ず
れ
も
在
国
で
あ
ろ
う
。 

  

五
九
三 

多
久
茂
辰
覚
書
案
（
折
紙
） 

 
 
 

お
ほ
え 

一
左
平
次
屋
敷
は
い
り
や
う
御
礼
の
儀
、
来
ル
十
五
日
ニ
、
中
野
と
う
へ
も
ん
を
も

つ
て
申
入
候
事
、 

一
お
久
ゟ
屋
し
き
御
礼
の
儀
、
左
平
次
わ
た
ま
し
前
ニ
、
源
兵
衛
な
と
を
も
つ
て
申

上
ら
れ
、
し
か
る
へ
き
事
、
付
り
、
摂
州
御

（
鍋
島
直
之
）

屋
し
き
へ
、
お
久
ま
か
り
出
ら
れ
候

儀
ハ
、
ぢ
や
う
気
ニ
候
へ
ハ
、
ま
か
り
出
ら
る
ゝ
ニ
お
よ
は
す
候
事
、 

一
お
久
ち
や
う
き
や
う
し
や
う
の
た
め
、
此
方
ま
い
ら
れ
候
儀
ハ
、
気
色
も
少
々
よ

く
候
ハ
ゝ
、
ち
よ
つ
と
蓮
池
左
平
次
屋
し
き
へ
見
ま
ひ
、
そ
れ
よ
り
す
く
ニ
此
方

ま
い
ら
れ
し
か
る
へ
き
事
、
付
り
左
平
次
所
へ
ま
い
ら
れ
候
と
も
、
摂
州
へ
ま
か

り
出
ら
れ
候
儀
ハ
無
用
』
い
た
さ
る
へ
く
候
事
、 

一
ち
や
う
気
や
う
し
や
う
の
た
め
、
此
方
へ
ま
い
ら
れ
候
儀
、
摂
州
へ
わ
れ
ら
ゟ
申

上
候
儀
ハ
、
お
久
此
方
参
ら
れ
候
上
に
て
、
申
上
へ
き
と
存
候
事
、 

一
此
せ
つ
、
つ
か
ひ
の
儀
、
石
井
二
ゑ
も
ん
・
中
野
と
う
ゑ
も
ん
に
て
申
上
へ
く
候

事
、 

□
こ
ゝ
も
と
へ
、
や
う
し
や
う
の
た
め
□
こ
さ
れ
候
へ
ハ
、
我
等
や
し
き
の
儀
ハ
、

つ
か
へ
所
こ
れ
あ
る
ニ
付
て
、
居
所
の
儀
、
い
つ
れ
も
相
談
の
上
、
ゆ
き
ゑ
屋
し

き
と
り
す
ま
ひ
、
し
ま
り
の
ら
ち
』
あ
き
申
さ
ゝ
る
間
、
居
ら
れ
候
て
、
そ
の
身

並
め
し
つ
か
ひ
の
女
両
三
人
の
ふ
ん
ハ
、
わ
れ
ら
ゟ
、
は
ん
ま
い
等
、
心
つ
か
ひ

い
た
し
候
し
ゆ
ひ
ニ
、我
等
き
や
う
た
い
と
も
、ゆ
き
ゑ
一
も
ん
し
ゆ
相
談
の
上
、

相
し
め
を
き
候
間
、
さ
や
う
ニ
御
心
へ
あ
る
へ
く
候
、
も
つ
と
も
、
お
り
〳
〵
ハ

我
等
屋
し
き
へ
見
ま
ひ
ニ
参
ら
れ
候
儀
ハ
、
こ
ゝ
ろ
し
た
い
の
儀
候
事
、 

一
右
衛
門

（
鍋
島
之
治
）

殿
な
わ
と
り

（
直
鳥
、
神
崎
郡
）

へ
う
つ
ら
れ
候
時
、
そ
も
し
ゟ
摂
州
へ
御
こ
と
わ
り
申
、
一

所
へ
ま
い
リ
候
時
分
、
さ
い
せ
ん
ハ
、
と
な
た
へ
居
申
候
や
う
ニ
と
の
し
ゆ
ひ
ニ

候
や
、
久
し
き
事
ニ
て
不
覚
之
ニ
候
ゆ
へ
、
た
つ
ね
申
候
事
、 

 
【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
覚
書
。
年
次
は
、
鍋
島
直
之
が
摂
津
守
と

な
る
万
治
三
年
十
二
月
二
十
八
日
以
降
で
、
蓮
池
の
屋
敷
に
つ
い
て
言
及
し
て
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い
る
内
容
等
か
ら
直
之
は
在
国
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
寛
文
四
年
ま
た
は
七
年

で
あ
ろ
う
（『
蓮
池
藩
日
誌
』
二
二
～
三
頁
）。 

  

五
九
四 

多
久
茂
矩
・
多
久
安
胤
連
署
覚
書
（
折
紙
） 

念
仏
之
儀
ニ
付
而
、
被
仰
聞
候
御
書
付
、
致
拝
見
、
奉
得
其
意
候
、
段
々
御
書
面
之

御
理
屈
ハ
御
尤
ニ
奉
存
候
、
然
者
、
か
ゝ
様
御
事

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

、
従
此
中
之
御
念
願
ニ
而
、
両
人

へ
も
深
々
御
頼
被
召
置
候
、
今
ニ
成
、
か
ゝ
様
御
志
を
破
候
儀
、
迷
惑
ニ
奉
存
候
、

其
上
、
念
仏
を
御
申
さ
せ
、
被
聞
召
候
へ
ハ
、
御
詭
言
妄
語
な
と
も
止
、
御
正
念
ニ

被
為
成
、
御
養
生
ニ
も
相
成
儀
ニ
候
、
夫
も
都
合
之
指
合
ニ
も
罷
成
儀
ニ
候
ハ
ゝ
、

如
何
様
ニ
被
仰
候
而
も
、
被
相
止
候
様
ニ
と
、
可
申
上
候
へ
共
、
御
養
生
ニ
も
罷
成
、

指
而
指
相
』
処
も
有
御
座
間
敷
か
と
奉
存
候
、
尤
今
ニ
行
あ
た
り
た
る
儀
ニ
而
も
無

御
座
、
此
中
よ
り
、
不
断
院
隠
居
も
折
々
被
成
御
面
談
、
其
身
も
無
御
懈
怠
、
念
仏

御
申
被
成
た
る
儀
ニ
候
へ
ハ
、
是
以
、
行
あ
た
り
後
生
御
ね
か
い
被
成
候
ハ
、
相
成

間
敷
か
と
、
吟
味
仕
事
候
、
尤
さ
ハ
か
し
く
大
か
ね
を
な
ら
し
、
御
き
り
よ
く
な
と

御
つ
か
れ
候
や
う
ニ
仕
事
ニ
而
ハ
、
曾
而
無
御
座
候
、
殊
不
断
院
も
、
今
朝
昼
、
両

度
、
念
仏
修
行
被
申
、
今
昼
被
罷
帰
候
、
今
晩
も
、
貞
雪
正
円
ハ
か
り
ニ
念
仏
御
申

さ
せ
、
如
何
ニ
も
物
し
つ
か
な
る
事
ニ
而
候
、
若
至
御
臨
終
ハ
成
次
第
之
儀
ニ
候
、

已
上
、 

 
 

五
月
廿

（
寛
文
七
年
）

九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
庫
（

（
多
久
安
胤
）

花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門
（

（
多
久
茂
矩
）

花
押
） 

 
 
 

作
州
様

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

尊
答 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
矩
・
多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
覚
書
。
年
次
は
、
天
性
院

の
臨
終
を
気
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、そ
の
歿
年
の
寛
文
七
年
に
比
定
さ
れ
る
。

居
所
は
い
ず
れ
も
在
国
。 

  

五
九
五 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
覚
書
（
折
紙
） 

一
日
ほ
う
さ
ま
ゟ

（
日
峯
、
鍋
島
直
茂
）

の
御
か
た
み
の
い
ん
す
、
二
つ
、 

一
た
い
せ
い
ゐ
ん
さ
ま
ゟ

（
泰
盛
院
、
鍋
島
勝
茂
）

、
す
く
ろ
く
か
け
ニ
く
た
さ
れ
候
ゐ
ん
す
、
二
つ
、 

一
た
い
せ
い
ゐ
ん
さ
ま
ゟ
下
さ
れ
候
ゐ
ん
す
の
大
く
さ
り
、
一
つ
、 

一
た
い
せ
い
ゐ
ん
さ
ま
ゟ
、
御
か
た
み
ニ
く
た
さ
れ
候
大
は
ん
、
十
ま
い
、 

 
 

右
、
な
か
と

（
多
久
茂
矩
）

殿
へ
遣
候
て
め
し
お
き
候
、
め
て
た
ふ
〳
〵
、 

 

と
り
の

（
明
暦
三
年
）

と
し 

 
 

九
月
八
日
ニ
わ
た
し
候
、 

 
 

「

（
押
紙
）

天
性
院
様
ゟ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

御
譲
之
金
子
、
御
書
付
天
性
院
様
御
自
筆
也
、」 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
覚
書
。
鍋
島
勝
茂
の
歿
後
に
、
娘
で
あ

る
天
性
院
が
譲
り
受
け
た
も
の
を
、
そ
の
息
子
で
あ
る
多
久
茂
矩
に
遣
わ
す
内

容
で
あ
り
、
年
次
は
勝
茂
の
歿
年
で
あ
る
明
暦
三
年
（
酉
年
）
に
比
定
さ
れ
る
。

居
所
は
天
性
院
、
茂
矩
と
も
に
在
国
。 

  

五
九
六 

成
富
権
右
衛
門
・
野
田
市
佐
連
署
覚
書
（
切
紙
） 

 
 
 

覚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

判
銀
弐
貫
目
御
用
ニ

（
黒
印
）

付
而
、
当
時
借
用
申
上
候
、
当
暮
、
直
段
次
第
、
米
ニ
而
も
、

銀
ニ
て
も
、
御
返
上
可
申
上
候
、
為
後
日
筈
如
件
、 

 
 

明
暦
弐
年 

 
 
 

八
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
田
市
佐

（
順
盛
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 

た
か
を
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成
富
権
右
衛
門
尉

（
俊
貞
）

（
黒
印
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

参 

  

【
解
説
】 

 
 
 

野
田
順
盛
・
成
富
俊
貞
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
侍
女
た
か

を
に
宛
て
た
覚
書
。
野
田
と
成
富
は
多
久
ま
た
は
佐
賀
に
居
り
、
た
か
を
は
在

佐
賀
。
天
性
院
の
化
粧
田
に
つ
い
て
、
承
応
元
年
の
時
点
で
多
久
大
配
分
領
の

内
検
地
高
一
万
石
九
斗
、
徳
寿
院
の
化
粧
田
は
約
五
〇
〇
石
、
天
性
院
は
五
〇

余
石
で
あ
っ
た
。
万
治
三
年
に
徳
寿
院
が
死
去
し
た
後
、
約
三
〇
〇
石
を
天
性

院
が
相
続
し
、
残
り
は
多
久
領
へ
編
入
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
多
久
安
胤
に
与
え

ら
れ
た
。
寛
文
七
年
に
天
性
院
が
死
去
し
た
後
、
三
〇
〇
石
を
多
久
安
英
が
相

続
し
た（
城
島
正
祥
一
九
八
〇
年
／
一
一
四
～
一
一
八
頁
）。年
次
は
明
暦
二
年
。 

  

五
九
七 

多
久
安
英
覚
書
（
切
紙
） 

 
 
 

覚 

金
子
壱
部
、
数
百
、
慥

（
黒
印
）

ニ
請
取
申
候
、
此
代
と
し
て
、
銀
子
三
貫
匁
之
内
ゟ
、
壱
貫

七
百
目
御
取
可
被
成
候
、
為
後
日
、
筈
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上
、 

 

承
応
三
年 

 
 

十
二
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
伊
平

（
多
久
安
英
）

［ 
 
 
 

］ 

 
 
 

か
ゝ
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
へ
宛
て
た
覚
書
。
安
英
、

天
性
院
と
も
に
在
佐
賀
か
。
年
次
は
承
応
三
年
。
署
名
部
分
に
つ
い
て
、
現
状

で
は
欠
損
が
あ
る
が
、『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
で
は
「
伊
平
太
（
黒
印
）」
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
の
「
数
百
」
の
横
に
捺
さ
れ
て
い
る
黒
印
の
印
文
は
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「
真
」
で
あ
り
、
六
〇
〇
号
の
安
英
の
黒
印
の
印
文
も
「
真
」
で
あ
る
（
た
だ

し
、
両
者
の
寸
法
は
異
な
る
）。 

  

五
九
八 

北
島
周
虎
覚
書
（
切
紙
） 

 
 
 

覚 

か
ゝ
様
ゟ
被

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

下
候
銀
子
壱
貫
目
、
慥
ニ
請
取
申
上
候
、
為
後
日
、
筈
如
此
ニ
候
、
已

上
、 

 

明
暦
元
年 

 
 

十
二
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
力
（
黒
印
）

（
北
島
周
虎
）

 

 
 
 

た
か
お 

 
 
 
 
 

ま
い
る 

  

【
解
説
】 

 
 
 

北
島
周
虎
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
侍
女
た
か
お
に
宛
て
た
覚

書
。
周
虎
、
天
性
院
と
も
に
在
佐
賀
。
年
次
は
明
暦
元
年
。 

  

五
九
九 

北
島
周
虎
覚
書
（
切
紙
） 

 
 
 

覚 

銀
子
弐
貫
目
、

（
黒
印
）（
黒
印
）

か
ゝ
さ
ま
へ

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

借
用
申
上
候
、
右
返
弁
之
儀
、
来
万
治
四
年
ゟ
、
同
、

七
年
迄
、
一
ケ
年
ニ
、
銀
五
百
目
宛
、
四
ケ
年
ニ
、
右
弐
貫
目
之
銀
子

（
黒
印
）

、
無
相
違
、

返
弁
可
仕
候
、
已
上
、 

 

万
治
三
年 

 
 

正
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
力
（
黒
印
）

（
北
島
周
虎
）

 

 
 
 

兵
庫
様

（
多
久
安
胤
） 

 
 
 

将
監
殿

（
多
久
安
英
） 

 
 
 
 

（
黒
印
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

北
島
周
虎
よ
り
多
久
安
胤
・
多
久
安
英
に
宛
て
た
覚
書
。
三
者
と
も
に
在
佐

賀
。
年
次
は
万
治
三
年
。
六
〇
〇
号
と
同
年
同
日
付
で
、
本
来
は
一
連
の
文
書

で
あ
り
、
本
状
が
前
書
、
六
〇
〇
号
が
奥
書
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

六
〇
〇 

多
久
安
胤
・
多
久
安
英
連
署
証
文
（
切
紙
） 

右
如
前
書
、
銀
子
弐
貫
目
、
大
力
借

（
北
島
周
虎
）

用
申
上
候
儀
、
我
々
存
候
、
若
滞
儀
御
座
候
砌

者
、
為
两
人
、
無
不
納
様
ニ
、
心
遣
可
仕
候
、
為
後
日
、
奥
点
合
如
件
、 

 

万
治
三
年 

 
 

正
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将
監
（
黒
印
）

（
多
久
安
英
）
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兵
庫
（
黒
印
）

（
多
久
安
胤
）

 

 
 
 

た
か
を
殿 

 
 
 
 
 
 
 

参 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
・
多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
侍
女
た
か
を

に
宛
て
た
証
文
。
年
次
は
万
治
三
年
。
五
九
九
号
と
同
年
同
日
付
で
、
本
来
は

一
連
の
文
書
で
あ
り
、
五
九
九
号
が
前
書
、
本
状
が
奥
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。 

  

六
〇
一 

多
久
茂
辰
詠
草
（
折
紙
） 

 
 

寄
月
述
懐 

独
の
み
、
物
思
ふ
身
の
な
か
ら
へ
て
、
月
に
見
え
ぬ
る
、
影
も
恥
か
し
、 

 
 

古
郷
月 

草
枕
、
夢
も
む
す
は
ぬ
袖
の
露
に
あ
わ
れ
を
と
ふ
や
、
ふ
る
里
の
月
、 

 
 

花
恨 

あ
ふ
事
も
、
と
し
に
稀
成
春
た
に
も
、
散
て
別
し
、
花
や
う
ら
み
ん
、 

 
 

枕
嵐 

古
里
の
夢
ハ
嵐
に
覚
は
て
ゝ
、
枕
に
残
る
人
の
面
か
け
、 

い
つ
く
と
も
、
枕
に
ち
か
き
鐘
音
ハ
、
あ
ら
し
や
つ
れ
て
、
わ
れ
を
と
ふ
ら
ん
、 

 
 

晴
間
月 

さ
た
め
な
く
、
晴
く
も
り
ぬ
る
雲
間
よ
り
、
出
入
月
や
、
あ
わ
れ
よ
の
中
、 

う
か
り
け
る
旅
ね
の
床
の
草
枕
、
あ
わ
れ
と
と
ふ
や
、
久
か
た
の
月
、』 

 
 

九
月
十
三
夜 

な
か
ら
へ
は
、
こ
よ
ひ
の
月
に
め
く
り
逢
、
こ
れ
や
か
き
り
と
、
詠
あ
か
し
つ
、 

昔
み
し
、
わ
か
身
や
あ
ら
ぬ
、
月
や
あ
ら
ぬ
、
こ
よ
ひ
の
空
ハ
同
し
空
に
て
、 

 
 

と
わ
す
語 

よ
り
ゐ
け
ん
、
ま
き
の
柱
に
打
む
か
ひ
、
と
ハ
す
語
を
慰
に
し
て
、 

 
 

千
笑
々
々 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
の
和
歌
。
居
所
は
不
明
。
年
次
の
下
限
は
茂
辰
の
歿
年
か
ら
寛
文

九
年
。 

  

六
〇
二 

多
久
茂
辰
詠
草
（
竪
紙
） 

茂
辰

（
多
久
） 

 
 
 

朝
鴬 

 

心
た
く
ミ
ニ
而
詞
た
ら
す
、 

 
 
 
 
 
 

朝
日
か
け
か
す
み
も
ふ
か
き
山
里
の 
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か
き
ね
を
ち
か
み
う
く
ひ
す
そ
な
く 

 
 
 

夕
蛙 

 

同
、 

わ
れ
な
ら
て
惜
む
物
か
ら
夕
暮
に 

 

春
も
ふ
け
ぬ
と
鳴
か
ハ
つ
か
な 

 
 
 

郭
公 

 

珍
重
々
々
、 

〽
一
こ
ゑ
の
お
ほ
し
か
な
さ
に
ま
よ
ひ
入 

 

み
ち
を
は
つ
け
よ
山
時
鳥 

 
 
 

萩
風 

 

野
守
な
ら
て
ハ
萩
あ
る
ま
し
き
様
ニ
き
こ
ゆ
、

其
う
へ
、
初
ト
先
同
ゐ
ん
ノ
か
ま
い
に
や
、 

野
も
り
に
ハ
誰
か
つ
く
へ
き
初
秋
を 

 

ま
つ
を
と
つ
る
ゝ
萩
の
う
ハ
風 

 
 
 

萩
露 

 

ロ
ノ
ほ
と
に
や
、 

伊
ろ
あ
る
ハ
を
の
か
こ
ゝ
ろ
か
め
に
は
見
て 

 

折
手
に
も
ろ
き
萩
の
上
の
露
』 

 
 
 

時
雨 

 

め
つ
ら
し
き
作
意
、 

〽
い
つ
ハ
り
の
な
き
い
に
し
へ
そ
し
ら
ま
ほ
し 

 

な
に
ゆ
へ
か
く
は
時
雨
そ
め
け
ん 

 
 
 

逢
恋 

い
つ
の
よ
に
む

り
か

す
ひ
し
種
かを

お
も
ハ
す
も 

 

こ今

よ
ひ
と
け
に
し
花

そ
む
る

の
下
紐 

 
 

 
 
 

別
恋 

お
き

う
き

わ
か
れ
又
と
契
し
こ
と
の
葉
□

〔
も
〕 

 

な
か
ら
へ
と
こ
そ
け
に
と
か
た
ら
め 

 
 
 

山
家 

 

あ
し
か
ら
す
き
こ
ゆ
、 

ひ
と
り
す
む
深
山
の
い
ほ
の
あ
け
暮
ハ 

 

み
ね
の
あ
ら
し
や
友
と
な
る
ら
ん 

 
 
 

祝
言 

 

よ
み
お
ほ
せ
す
、 

す
く
な
り
し
御
代
の
さ
か
へ
は
呉
竹
を 

 

千
よ
万
よ
に
た
く
へ
て
そ
見
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
点
光
茂

（
鍋
島
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
長
一 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
の
和
歌
詠
草
。
鍋
島
光
茂
が
批
評
を
加
え
て
い
る
。
茂
辰
、
光
茂

と
も
に
居
所
不
明
。
年
次
の
下
限
は
茂
辰
の
歿
年
か
ら
寛
文
九
年
。
な
お
、
校

訂
は
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
に
よ
る
。 

  
六
〇
三 

納
冨
賢
忠
書
状
（
折
紙
） 

 
 

追
而
申
上
候
、
彼
者
無
緩
者
ニ
候
之
条
、
進
上
申
候
、
御
番
之
定
共
、
可
被
仰

聞
候
、
口
能
不
及
申
上
候
、
万
々
致
伺
候
可
得
尊
意
候
、
〳
〵
、 
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態
用
疎
札
候
、
仍
旧
冬
被
仰
聞
候
題
目
之
儀
、
雖
侘
言
申
候
、
無
御
分
別
候
、
年
始

之
御
祝
儀
、
荒
増
総
州
迄
ハ
申
上
候
へ
と
も
、
又
々
可
被
仰
聞
之
由
、
承
候
之
間
、

于
今
延
引
、
且
者
長
陳
、
且
者
若
輩
、
心
外
至
極
候
、
尤
御
上
意
相
背
間
敷
之
由
候

之
条
、
可
為
御
意
侭
候
、
自
今
以
後
、
為
御
愁
訴
』
申
上
候
、
彼
江
里
山
ハ
筆
之
立

跡
も
無
御
座
候
之
間
、
御
分
別
を
以
、
御
城
御
番
歟
、
御
陳
之
御
供
歟
、
両
条
ニ
一

ケ
条
、
折
々
御
分
別
を
以
奉
頼
候
、
今
程
其
表
境
目
ニ
て
候
間
、
御
上
意
背
間
敷
候
、

相
治
候
ハ
ゝ
、
御
分
別
を
以
、
可
得
貴
意
候
、
恐
惶
謹
言
、 

  
 

三
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

賢
忠
（
花
押
） 

「（
奥
切
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納
富
三
郎
左
衛
門
尉 

 
 

（
墨
引
）
長
信

（
多
久
）

様
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

賢
忠 

 
 
 
 
 
 
 

進
覧
人
々
御
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

納
冨
賢
忠
よ
り
多
久
長
信
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
、
年
次
と
も
に
不
明
。
な

お
、
年
次
の
上
限
は
「
長
信
」
の
表
記
か
ら
天
文
二
十
三
年
（「
水
江
事
略
」）。

年
次
の
下
限
は
、
長
信
の
歿
年
よ
り
慶
長
十
八
年
。 

  
 
 
 
 
 
 

 

六
〇
四 

龍
造
寺
隆
信
書
状
（
折
紙
） 

従
其
元
［ 

 

］
嶋
寄
之
領
内
、
人
馬
之
道
、
可
被
作
候
、
又
志
久
・

（
杵
島
郡
）

八
戸
米
地

（
焼
米
、
同
郡
）

下

人
、
早
々
□
被
召
直
候
て
、
可
［ 

 

］
彼
村
続
路
次
、
是
又
人
馬
輙
往
返
候
様
、』

道
之
儀
可
被
仰
付
候
、
不
可
有
油
断
候
、
随
而
貴
［ 

 

］
へ
書
状
遣
候
、
従
［ 

 

］

飛
脚
可
被
差
遣
候
、
返
事
到
来
候
者
、
可
持
せ
給
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

八
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
信
（
花

（
龍
造
寺
隆
信
）

押
） 

「 

（
奥
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
城
守 

 
 
 
 

和
泉
守

（
多
久
長
信
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

隆
信 

 
 
 
 
 
 

申
給
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

龍
造
寺
隆
信
よ
り
多
久
長
信
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
、
年
次
と
も
に
不
明
。

な
お
、
年
次
の
上
限
は
「
山
城
守
隆
信
」
と
の
表
記
か
ら
天
文
十
九
年
（
佐
古

三
／
龍
造
寺
一
一
四
・
一
一
五
号
）。
年
次
の
下
限
は
隆
信
の
歿
年
よ
り
天
正
十

一
年
。
な
お
本
書
状
は
、
長
信
が
関
わ
る
土
木
工
事
の
一
つ
と
し
て
、
鈴
木
敦

子
が
紹
介
し
て
い
る
（
鈴
木
敦
子
二
〇
一
一
年
）。 

  
六
〇
五 

龍
造
寺
隆
信
書
状
（
竪
紙
） 

先
日
塚
崎
之
［ 

 

］
其
故
年
少
［ 

 

］
今
少
望
ニ
候
［ 

 

］
一
荷
得
御
意
［ 

 

］

か
し
く
、 
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「（
墨
引
）

（
奥
捻
封
上
書
）

長
信
ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

［ 
 

］」

（
申
給
へ
カ
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

龍
造
寺
隆
信
よ
り
多
久
長
信
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
、
年
次
と
も
に
不
明
。

な
お
、
年
次
の
上
限
は
、「
長
信
」
の
表
記
か
ら
、
天
文
二
十
三
年
（「
水
江
事

略
」）。
年
次
の
下
限
は
、
隆
信
の
歿
年
よ
り
天
正
十
二
年
。 

 
 

 

六
〇
六 

多
久
茂
辰
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端

（裏
結

墨
引

封
上
書
）

） 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

水
ヶ
江 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 

愚
渓

（
多
久
茂

」辰
） 

 
 

猶
〳
〵
、
我
等
も
今
日
は
東
之
屋
敷
ニ
参
候
而
、
遊
山
可
申
と
存
事
候
、
気
色

弥
無
別
条
候
条
、
可
御
心
安
候
、 

為
気
伸
、
其
元
被
相
越
之
由
、
尤
之
事
候
、
別
而
羨
布
候
、
定
而
景
な
と
能
、
気
も

晴
候
ハ
ん
と
存
候
、
一
両
日
者
逗
留
も
可
然
候
ハ
ん
か
、
心
次
第
遊
興
尤
候
、
次
ニ

使
之
験
ニ
、
菓
子
并
一
種
南
都
酒
小
徳
利
一
進
之
候
、
可
有
賞
翫
候
、
か
し
く
、 

 
 

七
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愚
渓 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
・
茂
矩
は
と
も
に
在
国
で

あ
る
。
茂
辰
は
水
ケ
江
屋
敷
（
東
屋
敷
以
外
）
に
居
り
、
茂
矩
は
近
郷
に
他
出

中
と
考
え
ら
れ
る
。
年
次
の
上
限
は
、
愚
渓
の
表
記
に
よ
り
明
暦
三
年
。
下
限

は
茂
辰
の
歿
年
月
よ
り
寛
文
八
年
で
あ
る
。 

  

六
〇
七 

多
久
茂
辰
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 

茂
矩

（
多
久
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 

愚
渓
」

（
多
久
茂
辰
） 

 
 

猶
〳
〵
、
廿
七
日
之
振
舞
、
其
方
指
合
ニ
候
へ
ハ
、
指
而
不
急
事
候
間
、
の
へ

可
申
候
、
若
主
水
被

（
鍋
島
武
興
）

参
候
者
、
弥
如
約
束
、
ふ
る
ま
ハ
せ
可
申
候
、
若
何
と
も

不
定
事
候
ハ
ゝ
、
是
又
後
日
ニ
し
か
と
の
べ
可
申
候
、
将
又
、
先
夜
之
詠
哥
、

少
な
を
し
、
又
右
ニ
見
せ
申
候
処
、
殊
外
保
美
無
残
所
候
、
就
夫
、
書
付
進
候
、

以
上
、 

川
上
へ
御
越
、
如
何
儀
定
ニ
候
哉
、
依
首
尾
、
廿
七
日
晩
之
ふ
る
舞
ニ
ハ
指
合
た
る

へ
く
候
か
、
然
者
、
其
方
も
兵
庫

（
多
久
安

も胤
）

留
主
之
儀
ニ
候
ハ
ゝ
、
采
女
所

（
多
久
安
輝
）

之
振
舞
ハ
後
日

ニ
可
仕
と
存
候
、
内
々
左
様
ニ
御
心
得
尤
ニ
候
、
勿
論
、
兵
庫
一
人
不
有
合
迄
ハ
弥

振
舞
申
候
へ
と
申
事
候
、
随
而
お
つ
き
気
嫌

（
多
久
茂
矩
女
、
次
）

い
か
ゝ
候
哉
、
承
度
候
、
我
等
気
色
ハ

天
気
ニ
も
痛
不
申
候
、
可
御
心
安
候
、
其
方
気
色
ハ
よ
く
候
哉
、
委
細
返
事
ニ
可
承

候
、
か
し
く
、 
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二
月

（
寛
文
六

廿年
）

五
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
・
茂
矩
は
在
国
で
あ
る
。

多
久
安
輝
も
在
国
し
て
い
る
の
で
、
本
書
状
は
、
安
輝
が
帰
国
し
た
寛
文
五
年

十
月
以
降
で
あ
る
（「
水
江
事
略
」）。「
お
つ
き
」
に
つ
い
て
、「
多
久
家
所
蔵
文

書
全
」
九
五
号
（
佐
古
一
〇
、
茂
辰
よ
り
茂
矩
宛
、
九
月
十
四
日
付
）
は
、「
お

つ
き
」
の
様
子
を
尋
ね
る
書
状
で
あ
り
、「
小
児
ニ
而
御
座
候
」
と
あ
る
の
で
、

茂
矩
娘
の
次
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
状
の
年
次
は
、
次
の
歿
年
月
（
寛

文
六
年
十
二
月
歿
）
よ
り
寛
文
六
年
と
な
る
。 

  

六
〇
八 

多
久
茂
辰
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
） 

 
 
 
 

長
門

（
多
久
茂

殿矩
） 
 
 
 
 

水
か
江 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

返
事 

 
 
 
 
 
 

愚
渓

（
多
久
茂
辰
） 

」 

先
刻
之
書
状
披
見
申
、
別
而
案
申
候
、
此
中
も
度
々
不
思
儀
成
ゆ
め
共
見
申
、
占
な

と
仕
見
申
候
処
、
必
〳
〵
御
煩
之
事
共
差
出
可
申
哉
と
、
内
々
存
た
る
事
候
、
只
今

も
大
抵
ヲ
考
見
申
候
処
、
中
ほ
と
の
大
事
ニ
見
え
申
候
、
も
は
や
能
御
座
候
者
、
有

御
別
条
間
敷
候
、
よ
し
あ
し
一
き
り
ハ
事
過
た
る
や
う
ニ
候
、
い
つ
れ
今
日
よ
り
秋

迄
ハ
、
ち
と
御
煩
有
之
筈
候
、
御
腫
物
な
と
ニ
候
ヘ
ハ
苦
か
る
ま
し
く
候
、
ゑ（

き
れ

疫

癘

）

い
の
た
く
ひ
ニ
而
候
者
、
ち
と
む
つ
か
し
き
御
病
体
と
見
申
候
、
御
祈
祷
之
事
ハ
、

其
方
ハ
此
中
も
毎
月
御
札
被
差
上
之
由
候
、
世
間
ニ
し
れ
候
て
も
不
苦
候
者
、
我
等

其
外
子
共
同
前
ニ
、
銘
々
御
祈
祷
申
、
打
む
か
へ
候
て
も
人
を
上
せ
可
申
哉
、
と
く

と
案
し
申
事
候
、
定
而
御
煩
ハ
た
ハ
こ
と
な
と
被
仰
、
う
つ
か
り
と
し
た
る
お
れ
も

の
ゝ
や
う
成
御
様
体
に
て
候
ヲ
、
求（

相

馬良
及

な真
）

と
も
か
く
し
被
申
ニ
而
候
ハ
ん
か
と
察
申

候
、
い
つ
れ
其
方
も
御
校
量
候
て
、
明
日
市
佐
な
と
を
も
被
遣
候
ハ
ゝ
、
弥
相
談
可

申
候
、
為
御
心
得
候
、
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
・
茂
矩
と
も
に
在
国
。
茂

辰
は
水
ヶ
江
屋
敷
に
居
る
。年
次
の
上
限
は
、愚
溪
の
表
記
に
よ
り
明
暦
三
年
。

下
限
は
茂
辰
の
歿
年
月
よ
り
寛
文
九
年
で
あ
る
。
寛
文
元
年
九
月
か
ら
翌
二
年

四
月
、寛
文
四
年
七
月
か
ら
九
月
は
茂
矩
が
上
府
の
た
め
除
く（「
水
江
事
略
」）。 

  

六
〇
九 

多
久
茂
辰
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏

（結
封

墨
引

上
書
）

） 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

参 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
）

」 

 
 

追
而
、
江
湖
頭
な
と
ノ
儀
、
先
刻
内
記

（
鍋
島
種

ニ世
）

而
如
申
候
、
其
段
者
、
内
々
美
作
各 

 
 

へ
も
得
と
御
相
談
可
申
由
、
被
申
候
、
彼
段
之
儀
者
、
各
さ
し
て
無
御
構
儀
ニ
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候
由
、
さ
つ
と
被
仰
候
て
も
可
然
候
、
是
又
為
御
心
得
候
、 

今
晩
和
州

（
神
代
直

へ長
）

各
御
参
会
ニ
付
而
、
我
等
も
可
罷
出
由
、
御
内
意
之
段
承
候
へ
共
、
先

刻
も
如
申
候
、
今
日
者
終
日
な
や
み
、
中
〳
〵
出
仕
難
成
候
、
若
冷
敷
成
、
雨
な
と

ふ
り
撫
候
者
、
機
分
な
を
り
候
事
も
可
有
御
座
候
、
万
一
罷
出
候
ハ
て
不
叶
首
尾
ニ

候
者
、
重
而
御
内
意
次
第
、
可
罷
出
候
、
弥
先
御
究
之
段
々
、
別
座
ニ
而
五
ケ
寺
之

衆
へ
と
く
〳
〵
と
落
つ
か
せ
御
申
、
其
後
御
参
会
尤
存
候
、
さ
候
て
、
自
然
江
湖
頭

な
と
の
儀
、
被
申
衆
御
座
候
者
、
其
段
ハ
後
日
御
相
談
可
申
候
、
先
如
沙
汰
、
一
通

り
并
悪
僧
共
ノ
仕
置
等
御
相
談
ノ
た
め
候
之
由
ニ
而
、
取
切
御
相
談
尤
ニ
候
、
此
段

者
、
主（

鍋

水島
武

殿興
）

へ
も
と
く
と
被
仰
合
、
和
州
へ
も
被
示
合
可
然
致
存
候
、
為
御
心
得
候
、

以
上
、 

 

六
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
か
ら
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
・
茂
矩
と
も
に
在
国
で
あ

る
。
六
八
四
号
（
二
十
三
日
付
）
は
同
日
の
書
状
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
状
で

は
、
神
代
直
長
が
大
和
と
称
し
、
鍋
島
種
世
が
内
記
と
称
し
て
い
る
。
神
代
直

長
は
、
寛
文
四
年
に
比
定
さ
れ
る
「
蓮
池
鍋
島
家
文
書
」
四
二
号
（
佐
古
一
四
、

十
月
十
八
日
付
）
で
は
左
京
と
表
記
さ
れ
る
の
で
、
本
書
状
の
年
次
の
下
限
は

寛
文
四
年
と
な
る
。
鍋
島
種
世
が
内
記
を
称
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
寛
文
三

年
六
月
十
二
日
（
佐
古
二
四
／
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
一
／
二
〇
号
）
以
降
、

本
書
状
作
成
年
月
日
ま
で
の
間
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
書
状
の
年
次
は
、
寛

文
三
年
ま
た
は
四
年
と
な
る
。
六
八
四
号
の
内
容
を
含
め
て
考
え
る
と
、
五
ケ

寺
と
の
揉
め
事
は
、
六
八
九
号
（
寛
文
四
年
十
月
二
日
付
）
に
記
載
さ
れ
る
、

龍
泰
寺
と
水
ヶ
江
屋
敷
の
近
く
に
所
在
す
る
円
蔵
院
と
の
争
い
が
関
係
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 

 

 

六
一
〇 

某
覚
書
案
（
竪
紙
） 

於
先
様
、
家
中
之
者
共
跡
式
之
儀
、
其
子
依
振
立
覚
悟
、
知
行
之
多
少
、
其
人
相
当

ニ
可
申
付
候
条
、
此
旨
、
家
中
之
者
へ
不
残
、
慥
ニ
可
申
渡
候
也
、 

 
 

寛
九 

 
 
 

二
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
里
与
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
岡
三
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 

  
【
解
説
】 

 
 
 

差
出
人
不
明
、
南
里
与
左
衛
門
尉
・
吉
岡
三
左
衛
門
尉
に
宛
て
た
覚
書
案
。

南
里
・
吉
岡
は
在
国
と
思
わ
れ
る
。
本
覚
書
の
年
次
は
、
差
出
人
が
多
久
茂
辰

の
場
合
、
寛
文
九
年
で
は
歿
後
と
な
る
の
で
、
寛
永
九
年
と
な
る
可
能
性
が
高
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い
。
ま
た
差
出
人
が
多
久
茂
矩
の
場
合
は
、
寛
文
九
年
と
な
る
。
南
里
・
吉
岡

両
家
は
、元
亀
元
年
多
久
長
信
が
多
久
入
城
す
る
以
前
か
ら
の
多
久
家
家
臣
で
、

茂
辰
の
代
の
は
じ
め
頃
ま
で
家
老
職
に
あ
っ
た
家
柄
で
あ
る
（『
水
江
臣
記
』
一

六
一
・
一
六
二
頁
）。 

  

六
一
一 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

一
昨
日
、
源
右
衛
門
ニ
而
之
書
状
之
点
合
、
何
角
候
而
不
申
候
、
今
度
加
賀
守

（
鍋
島
直
能
）

殿
御

通
り
一
巻
、
首
尾
能
段
ハ
不
能
申
候
、
内
々
賞
翫
申
度
候
処
、
鉄
炮
之
鴨
送
給
、
当

年
之
初
物
ニ
而
、
無
他
事
度
々
ニ
賞
翫
申
事
候
、
何
も
近
日
可
被
罷
帰
由
候
条
、
以

面
可
申
候
、
右
書
状
之
点
合
迄
ニ
、
如
此
候
、
以
上
、 

 
 

十
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作 

 

（
多
久
茂
辰
）

 
 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 

参 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
は
在
国
、
茂
矩
は
領
内
に

て
鉄
砲
猟
中
で
あ
る
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
矩
が
「
長
門
」
を
称
し
て
い
る
こ

と
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
茂
辰
歿
年
月
よ
り
寛
文
八
年
。 

 

 

六
一
二 

多
久
茂
辰
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
先
書
ニ
御
加
筆
之
通
、
兵
庫
・

（
多
久
安
胤
）

外
記
・

（
北
島
周
虎
）

将
監
・

（
多
久
安
英
）

蔵
人
へ

（
小
田
長
昌
）

も
申
聞
候
、
先

書
之
返
事
ニ
ハ
此
点
合
書
落
候
条
、
只
今
申
入
事
候
、
次
ニ
、 

公
儀
首
尾
能

御
礼
相
澄
候
御
到
来
、
早
々
承
度
候
、
万
吉
、
以
上
、 

一
筆
令
申
候
、
仍
其
方
儀
、
弥
機
嫌
能
、
海
陸
無
事
ニ
、
何
時
江
戸
被
罷
着
候
哉
、

扨
又
、
御
老
中
様
方
へ
も
被
罷
出
、 

公
儀
御
首
尾
能
候
段
早
々
承
度
御
吉
左
右
待

申
事
候
、
海
上
天
気
悪
敷
候
而
、
大
坂
着
、
案
之
外
、
可
為
遅
着
候
、
未
大
坂
着
之

到
来
を
も
不
承
、
無
心
元
存
事
ニ
候
、
定
而
海
道
も
急
被
申
、
可
為
苦
労
儀
、
令
察

候
、』
下
々
迄
無
障
候
つ
る
哉
、
夫
而
已
案
申
候
キ
、
随
而
、
於
此
地
、
無
相
替
儀
、

我
等
夫
婦
一
段
息
災
ニ
、
殊
徳
龍
今
程
別
而
機
嫌
能
、
身
も
つ
よ
く
見
え
、
少
ハ
成

人
申
た
る
由
申
候
、
可
御
心
安
候
、
猶
期
後
喜
、
不
能
詳
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作 

 
 

八
月
二

（
寛
文
四
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
辰

（
多
久
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
長
門

（
茂
矩
）

殿 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
は
在
国
。
茂
矩
は
在
江
戸
、

或
い
は
江
戸
に
向
け
て
移
動
中
で
あ
る
。
年
次
は
、
寛
文
四
年
、
光
茂
領
知
判

物
拝
領
御
礼
の
使
者
と
し
て
多
久
茂
矩
が
江
戸
に
遣
わ
さ
れ
て
お
り
、
本
状
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は
こ
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
水
江
事
略
」
に
よ
れ
ば
、
茂
矩
は
寛
文
四

年
七
月
佐
賀
を
出
発
し
、
八
月
上
旬
江
戸
に
着
き
、
十
五
日
登
城
、
九
月
帰
国

と
あ
る
。 

  

六
一
三 

多
久
茂
辰
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
か
ゝ
ゟ
も
同
前
ニ
被

（
天
性
院 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

申
候
、
次
ニ
、
将
監
ゟ
書
状
相
越
、
披
見
申
候
、

江
戸
御
発
足
前
、
御
先
ニ
罷
立
、
伊
勢
参
詣
仕
、
大
坂
ニ
而
可
奉
待
由
、
各
御

存
ニ
而
其
段
議
定
申
由
、
一
段
可
然
儀
ニ
候
、
此
段
別
紙
を
以
可
申
候
へ
共
、

同
前
ニ
申
入
候
、
御
心
得
可
被
仰
聞
候
、
次
ニ
、
靏
田
市
郎
兵
衛
も
二
月
廿
一

日
江
戸
罷
着
由
承
届
、
得
其
意
申
候
、
以
上
、 

二
月
廿
三
日
之
御
状
披
見
、
仍
御
首
尾
能
、 

御
暇
被
遣
、
如
例
御
拝
領
物
、
尤
長

崎
御
番
被 

仰
付
、
御
太
慶
被
遊
、
何
も
被
致
恐
悦
由
、
御
尤
ニ
存
候
、
於
此
地
、

右
御
到
来
折
角
奉
待
候
処
ニ
、
別
而
目
出
度
、
欣
躍
此
事
ニ
候
、
然
ハ
三
月
十
日
前

後
、
江
戸
可
為
御
発
足
由
候
、
定
而
四
月
上
中
旬
之
間
、
可
為
御
国
着
と
、
目
出
度

奉
待
御
事
候
、
御
迎
船
も
追
付
伊
万
里
出
船
申
由
候
、
其
方
乗
船
も
此
中
ゟ
伊
万
里

へ
指
廻
召
置
候
、
尤
同
前
ニ
出
船
申
付
事
候
、
随
而
其
方
別
而
息
災
ニ
御
坐
候
由
、

何
ゟ
目
出
度
、
安
堵
申
候
、
将
監
、
権
之
佐

（
多
久
安
英
）
（
多
久
安
輝
）

も
無
事
ニ
御
坐
候
段
、
珍
重
ニ
候
、
於

此
地
弥
無
替
儀
、
我
等
乍
夫
婦
、』
別
而
無
事
ニ
御
坐
候
条
、
可
御
心
安
候
、
其
外
弟

共
無
事
ニ
御
坐
候
、兵
庫
儀

（
多
久
安
胤
）

ハ
、今
度
内
裏
迄
、
御

（
豊
前
企
救
郡
）

迎
頭
人
千
葉
右
京

（
常
成
）

両
人
ニ
〆
り
、

日
限
相
考
、
当
地
発
足
可
申
覚
悟
ニ
候
、
早
々
可
有
御
面
談
と
珍
重
ニ
候
、
何
も
頓

而
以
御
面
、
万
可
申
承
候
、
目
出
度
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作 

 
 

三
月
八

（
寛
文
二
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂（
多

辰久
）

（
花
押
） 

 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 

 
 
 
 
 
 

御
返 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
は
在
国
。
茂
矩
は
鍋
島
光

茂
と
帰
国
途
中
。
上
限
は
茂
矩
が
長
門
と
称
す
る
明
暦
二
年
、
下
限
は
寛
文
四

年
閏
五
月
の
五
四
八
号
で
は
、
安
輝
の
呼
称
が
采
女
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
以
前
の
寛
文
三
年
と
な
る
。
こ
の
間
、
参
勤
に
茂
矩
が
同
行
し
て
い

る
の
は
、
寛
文
元
年
の
参
勤
が
該
当
す
る
。
寛
文
元
年
光
茂
の
参
勤
の
供
と
し

て
江
戸
に
行
き
、
翌
二
年
四
月
帰
国
し
て
い
る
こ
と
か
ら
年
次
は
寛
文
二
年

と
考
え
ら
れ
る
。 

  
六
一
四 

多
久
茂
辰
書
状
（
折
紙
） 

 
 

尚
々
、 

殿
様
御
機
嫌
も
能
、
其
方
御
前
首
尾
な
と
能
、
御
公
儀
も
能
相
調
候

哉
、
其
段
早
々
承
度
存
候
、
其
外
大
抵
相
替
儀
共
無
之
候
哉
、
返
事
ニ
可
承
候
、
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以
上
、 

態
用
飛
札
候
、
仍
去
廿
八
日
、
九
日
打
続
天
気
悪
敷
候
条
、
長
崎
御
着
も
可
為
御
延

引
哉
と
案
申
候
キ
、 

殿
様
御

（
鍋
島
光
茂
）

機
嫌
能
、
下
々
迄
無
別
条
、
長
崎
御
首
尾
能
御
仕
廻
被
為
成
候
哉
、
扨
又
其

方
儀
気
色
も
能
、
毎
事
被
相
勤
候
哉
、
承
度
、
為
御
迎
飛
脚
申
付
候
、
何
時
、
可
為 

御
帰
城
候
哉
、
是
又
承
度
存
候
、
将
又
我
等
気
色
も
弥
別
条
無
御
坐
候
、
此
大
雨

ニ
、』
指
而
痛
不
申
候
条
、
可
御
心
安
候
、
其
外
替
儀
も
無
御
坐
候
、
何
も
頓
而
懸
御

目
、
可
申
承
候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作 

 
 

五
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂（
多

辰久
）

（
花
押
） 

 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 

 
 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

 

【
解
説
】 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
は
在
国
、
茂
矩
は
在
長
崎
。

上
限
は
茂
矩
が
長
門
と
称
す
る
明
暦
二
年
、
下
限
は
茂
辰
の
歿
年
月
か
ら
寛

文
八
年
。
こ
の
間
で
、
光
茂
の
長
崎
警
備
見
廻
り
は
、
万
治
元
年
、
同
三
年
、

寛
文
二
年
、
同
四
年
、
同
六
年
が
該
当
す
る
。 

  

六
一
五 

於
保
胤
宗
軍
忠
状
（
竪
紙
） 

 
 

 
 

「

（
証
判
）

一
見
了
、
（
花
押
）

（
五
条
良
氏
）

」 

肥
前
国
於
保
弥
五
郎
胤
宗
申
軍
忠
事
、 

右
為 

朝
敵
誅
伐
、
去
八
月
廿
七
日
御
出
小
城
之

（
小
城
郡
）

城
仁
、
同
十
月
二
日
御
発
向
豊
州

日
田
城

（
日
田
郡
）

、
同
国
苻
中
之
時
、

（
府
）（
大
分
郡
） 

令
致
忠
節
候
了
、
即
豊
前
国
宇
佐
并

（
宇
佐
郡
）

城
井
於

（
仲
津
郡
）

所
々
、
令

致
宿
直
警
固
於
、
迄
于
同
博
多
津
、
令

（
筑
前
那
珂
郡
）

抽
忠
勤
候
了
、
然
早
下
賜
御
判
、
為
備
後
代

亀
鏡
、
粗
恐
々
言
上
如
件
、 

 
 

正
平
十
年
十
一
月 

 

日 

進
上 

 

御
奉
行
所 

 

【
解
説
】 

於
保
胤
宗
が
征
西
府
に
提
出
し
た
軍
忠
状
。
袖
に
五
条
良
氏
が
証
判
を
加
え

る
。
年
次
は
正
平
十
年
（
南
朝
年
号
、
北
朝
は
文
和
四
年
）。
こ
の
頃
九
州
で
は

南
朝
方
が
隆
盛
で
あ
り
、
同
年
八
月
に
は
九
州
探
題
一
色
直
氏
が
南
朝
軍
に
大

敗
し
て
中
国
地
方
へ
逃
れ
る
事
態
と
な
っ
て
い
た
。
深
堀
記
録
証
文
や
木
屋
文

書
等
に
本
号
と
同
時
期
の
軍
忠
状
が
見
え
（『
大
日
本
史
料
』
六
―
二
十
／
一
八

頁
）、そ
れ
ら
に
よ
る
と
九
州
南
朝
軍
は
同
年
十
月
に
豊
後
の
日
田
永
敏
を
攻
撃

し
た
後
十
一
月
に
か
け
て
豊
前
各
地
を
転
戦
し
て
博
多
に
至
っ
て
い
る
。
本
文

書
を
提
出
し
た
於
保
胤
宗
と
証
判
を
与
え
た
五
条
良
氏
も
、
共
に
博
多
在
津
中

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。 
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な
お
、
本
号
以
下
六
三
四
号
ま
で
、
於
保
氏
の
家
文
書
が
混
入
し
て
い
る
。

於
保
氏
は
肥
前
高
木
氏
庶
流
の
在
地
領
主
。
肥
前
国
の
執
行
職
を
保
持
し
て
い

た
。
鎌
倉
時
代
に
は
幕
府
の
地
頭
御
家
人
と
な
り
、
南
北
朝
期
に
は
そ
の
時
々

に
北
部
九
州
で
優
勢
だ
っ
た
勢
力
に
従
っ
て
軍
事
行
動
を
行
い
、
室
町
時
代
は

肥
前
千
葉
氏
、
戦
国
時
代
に
は
龍
造
寺
氏
に
属
し
た
。
於
保
氏
に
つ
い
て
は
、

石
井
進
一
九
七
〇
年
（
二
八
五
頁
）、
森
本
正
憲
一
九
八
四
年
（
一
一
一
頁
）、

宮
島
敬
一
一
九
九
九
年
（
一
〇
三
頁
）
等
を
参
照
。 

  

六
一
六 

足
利
直
冬
軍
勢
催
促
状
（
小
切
紙
） 

「（
端
裏
書
） 

 

□
□ 

 
 
 
 

高
氏
将
軍
御
判
」 

為
奉
息
両
殿
御
意
、

（
足
利
尊
氏
・
直
義
）

既
所
打
立
也
、
急
速
馳
参
、
可
致
忠
節
之
状
如
件
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
タ

（
異
筆
）

カ
ウ
チ
」 

 
 

貞
和
六
年
九
月
□
七

〔
十
カ
〕

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
） 

（
足
利
直
冬
）

 

 
 
 

於
保
五
郎
殿

（
宗
喜
）

 

「
高
氏
将

（
押
紙
）

軍
御
判
」 

 
 

 
 
 
 
 

【
解
説
】 

足
利
直
冬
よ
り
於
保
宗
喜
に
宛
て
た
軍
勢
催
促
状
。
端
裏
書
に
「
高
氏
将
軍

御
判
」
と
あ
り
、
差
出
書
に
異
筆
で
「
タ
カ
ウ
チ
」
の
注
記
が
あ
る
が
、
日
下

の
花
押
は
直
冬
の
も
の
で
あ
る
。
年
次
は
貞
和
六
年
（
南
朝
は
正
平
五
年
。
北

朝
は
貞
和
六
年
二
月
に
観
応
と
改
元
し
た
が
、
直
冬
は
独
自
に
貞
和
の
年
号
を

使
い
続
け
た
）。
本
文
に
見
え
る
「
両
殿
」
は
足
利
尊
氏
と
直
義
の
こ
と
で
、
当

時
直
冬
は
父
尊
氏
と
敵
対
し
て
い
た
が
、九
州
の
在
地
勢
力
を
動
員
す
る
た
め
、

尊
氏
・
直
義
の
意
を
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
僭
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
直
冬
・

宗
喜
共
に
在
九
州
か
。 

 

 

六
一
七 

大
友
義
鎮
書
状
（
切
紙
） 

対
蒲
池
近
江
守

（
鑑
盛
）

、
入
魂
之
趣
、
淵
底
令
存
候
、
毎
事
倍
、
其
堺
之
儀
、
可
然
様
調
儀

憑
存
候
、
於
時
宜
者
、
定
而
鑑
盛

（
蒲
池
）

可
申
談
之
条
、
不
能
巨
細
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

五
月
十
一

（
天
文
十
九
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

義
鎮
（

（
大
友
）

花
押
） 

 
 
 

於
保
右
衛
門
大
夫
殿 

 

【
解
説
】 

大
友
義
鎮
よ
り
於
保
右
衛
門
大
夫
に
宛
て
た
書
状
。
蒲
池
鑑
盛
と
協
力
し
て

筑
後
方
面
の
静
謐
を
は
か
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
年
次
は
天
文
十
九
年
。「
義

鎮
」
の
名
乗
り
は
元
服
し
た
天
文
九
年
か
ら
出
家
し
て
宗
麟
と
号
す
る
よ
う
に

な
る
永
禄
五
年
ま
で
見
ら
れ
る
が
、
本
書
状
は
そ
の
内
容
か
ら
、
義
鎮
が
二
階
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崩
れ
の
変
に
よ
っ
て
大
友
氏
の
家
督
を
継
い
だ
天
文
十
九
年
二
月
が
上
限
と
な

ろ
う
。
ま
た
蒲
池
鑑
盛
の
官
途
は
同
年
閏
五
月
二
十
九
日
以
前
に
「
近
江
守
」

か
ら
「
武
蔵
守
」
に
変
わ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
下
限
と
な
る
た
め
、
本
書

状
の
年
次
は
天
文
十
九
年
で
確
定
で
き
る
。
こ
の
年
三
月
に
は
大
友
氏
の
家
督

交
替
の
混
乱
に
乗
じ
て
肥
後
の
菊
池
義
武
（
義
鎮
の
叔
父
）
が
反
乱
を
起
こ
し

て
お
り
、
蒲
池
鑑
盛
は
大
友
方
と
し
て
鎮
圧
に
当
た
っ
た
。
こ
の
書
状
は
そ
の

よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
義
鎮
・
於
保
右

衛
門
大
夫
共
に
居
所
は
不
明
。 

 

 

六
一
八 

於
保
宗
喜
軍
忠
状
（
竪
紙
） 

凶
徒
等
為
退
治
、
去
正
月
十
三
日
、
豊
前
国
御
発
向
之
間
、
肥
前
国
於
保
五
郎
宗
喜
、

最
前
馳
参
致
忠
節
候
、
以
此
旨
、
可
有
御
披
露
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

貞
和
七
年
四
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
原
宗

（
於
保
）

喜 

進
上 

御
奉
行
所 

 
 

「

（
証
判
）

承
了
、
（
花
押
）

（
少
弐
頼
尚
）

」 

 
 

 

【
解
説
】 

於
保
宗
喜
が
足
利
直
冬
の
陣
営
に
提
出
し
た
軍
忠
状
。
奥
に
少
弐
頼
尚
が
証

判
を
加
え
る
。
年
次
は
貞
和
七
年
（
正
平
六
年
・
観
応
二
年
）。
こ
の
前
年
か
ら

頼
尚
は
直
冬
を
奉
じ
、
幕
府
が
派
遣
し
た
鎮
西
管
領
一
色
道
猷
・
直
氏
勢
力
と

抗
争
し
て
い
た
。
於
保
宗
喜
・
頼
尚
共
に
在
九
州
。 

 

 

六
一
九 

今
川
貞
世
書
下
（
竪
紙
） 

肥
前
国
在
庁
官
執
行
職
事
、譜
代
之
由
所
及
其
沙
汰
也
、然
者
早
留
守
所
未
補
之
間
、

且
令
存
知
、
任
先
例
、
可
相
従
国
役
之
状
如
件
、 

 
 

永
徳
二
年
十
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沙
弥
（

（
今
川
貞
世
）

花
押
） 

 
 
 

彦
蔵
丸

（
於
保
カ
）

所 

 
 

 

【
解
説
】 

九
州
探
題
今
川
貞
世
（
了
俊
）
が
彦
蔵
丸
に
肥
前
国
の
執
行
職
を
安
堵
し
た

書
下
。
年
次
は
永
徳
二
年
（
弘
和
二
年
）。
執
行
職
を
「
譜
代
」
と
言
っ
て
い
る

の
で
彦
蔵
丸
は
於
保
氏
の
一
族
と
考
え
ら
れ
る
が
実
名
は
不
詳
。
系
図
に
み
え

る
胤
宗
の
子
宗
家
あ
た
り
が
該
当
す
る
か
。
居
所
は
今
川
貞
世
・
彦
蔵
丸
共
に

在
九
州
。 

  

六
二
〇 
於
保
胤
宗
軍
忠
状
（
竪
紙
） 

「
千

（
押
紙
）

葉
胤
繁
判 
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興
常 

」 

「
一

（
証
判
）

見
了
（
花
押
）

（
五
条
良
氏
）

」 
肥
前
国
於
保
弥
五
郎
胤
宗
申
軍
忠
事
、 

右
去
年
十
月
、
馳
参
于
山
鹿
、

（
遠
賀
郡
）

御
共
仕
、
破
却
香
月
城

（
遠
賀
郡
）

郭
之
時
、
令
致
散
々
合
戦
、

同
坂
井
御

（
遠
賀
郡
）

共
仕
、
致
宿
直
警
固
、
令
付
御
着
到
候
畢
、
然
早
下
賜
御
判
、
為
備
後
代

亀
鏡
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

正
平
十
二
年
二
月 

 
日 

進
上 

 

御
奉
行
所 

 

【
解
説
】 

於
保
胤
宗
が
征
西
府
に
提
出
し
た
軍
忠
状
。
年
次
は
正
平
十
二
年
（
延
文
二

年
）。
袖
に
五
条
良
氏
が
証
判
を
加
え
る
。
九
州
南
朝
軍
は
正
平
十
年
に
九
州
探

題
一
色
道
猷
・
直
氏
父
子
を
長
門
に
追
い
、
そ
の
後
今
川
貞
世
が
九
州
探
題
と

し
て
下
向
す
る
ま
で
隆
盛
を
極
め
た
。
於
保
胤
宗
・
五
条
良
氏
共
に
在
九
州
。 

  

六
二
一 

常
見
家
長
施
行
状
（
折
紙
） 

佐
嘉
郡
於
保
之
地
頭
分
事
、
三
月
十
日
任
御
判
旨
、
相
違
不
可
有
状
如
件
、 

 
 

応
永
卅
二二

年
三
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

常
見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家
長
（
花
押
） 

 
 
 

於
保
因
幡
守
殿 

 
 

 

【
解
説
】 

常
見
家
長
が
於
保
因
幡
守
に
対
し
、
千
葉
胤
繁
に
よ
る
所
領
安
堵
（
六
三
〇

号
）
を
施
行
し
た
書
下
。
年
次
は
応
永
三
十
四
年
。
於
保
氏
の
当
主
は
系
図
に

よ
れ
ば
前
号
に
見
え
る
胤
宗
の
孫
に
あ
た
る
宗
氏
か
ら
宗
親
・
宗
繁
の
三
代
が

因
幡
守
を
称
す
る
が
、
本
号
宛
名
の
因
幡
守
が
誰
に
該
当
す
る
か
は
不
詳
。
常

見
家
長
・
因
幡
守
共
に
在
九
州
か
。 

  

六
二
二 

足
利
直
冬
感
状
（
竪
紙
） 

属
筑
後
孫
次
郎
資
尚
手
、
致
忠
節
之
条
、
尤
神
妙
也
、
弥
可
抽
戦
功
之
状
如
件
、 

 
 

観
応
三
年
壬
二
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
）

（
足
利
直
冬
）

 

 
 
 

於
保
五
郎
殿

（
宗
喜
）

 

 
 

 

【
解
説
】 

足
利
直
冬
が
於
保
宗
喜
に
与
え
た
感
状
。
年
次
は
観
応
三
年
（
正
平
七
年
）。

直
冬
・
宗
喜
共
に
在
九
州
か
。 
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六
二
三 

千
葉
胤
紹
知
行
安
堵
状
（
竪
紙
） 

 
 

早
可
令
領
知
、 

肥
前
国
佐
嘉
郡
之
内
、
本
領
当
知
行
事
、
守
先
例
、
拝
領
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、 

 
 

永
享
十
一
年
三
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
（
花
押
）

（
千
葉
胤
紹
）

 

 
 
 

於
保
因
幡
守
殿 

 
 

 

【
解
説
】 

千
葉
胤
紹
が
於
保
因
幡
守
に
与
え
た
知
行
安
堵
の
書
下
。
年
次
は
永
享
十
一

年
。
胤
紹
・
於
保
因
幡
守
の
居
所
は
在
九
州
か
、
不
詳
。
な
お
当
該
期
の
千
葉

氏
の
発
給
文
書
に
つ
い
て
は
、
大
塚
俊
司
二
〇
〇
九
年
（
六
八
頁
）
を
参
照
。 

  

六
二
四 

藤
原
家
定
請
文
（
竪
紙
） 

「
高
木
彦

（
端
裏
銘
）

六
家
定
請
文 

正
安
二
八
廿
八

」 

肥
前
国
御
家
人
於
保
四
郎
入
道

（
種
宗
）

代
宗
秀

（
於
保
）

申
、宇
佐
遷
宮
随
兵
役
事
、任
被
仰
下
候
旨
、

可
明
申
由
、
相
触
面
々
候
之
処
、
於
高
木
少
納
言
阿
闍
梨
・
於
保
左
衛
門
太
郎
・
平

野
三
郎
入

（
貞
宗
カ
）

道
・
笠
寺
三
郎
入
道
跡
者
、
請
文
如
此
候
、
至
北
村
恵
性
房
者
、
当
敵
方

候
之
間
、
不
相
触
候
、
冨
田
五
郎
入
道
跡
者
、
依
不
令
存
知
在
所
候
、
不
令
催
促
候
、

以
此
旨
可
有
御
披
露
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
文 

 
 

正
安
二
年
八
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
原
家
定

（
高
木
）

（
花
押
） 

 
 

 

【
解
説
】 

高
木
家
定
が
宇
佐
遷
宮
随
兵
役
に
関
す
る
訴
訟
当
事
者
の
状
況
を
報
告
す
る

た
め
に
提
出
し
た
請
文
。
提
出
先
は
当
時
肥
前
守
護
を
兼
帯
し
て
い
た
鎮
西
探

題
金
沢
実
政
も
し
く
は
そ
の
下
部
組
織
か
。
年
次
は
正
安
二
年
。
家
定
は
在
九

州
。 

  

六
二
五 

千
葉
胤
繁
書
状
（
折
紙
） 

本
領
の
事
ニ
候
へ
と
も
、
は
た
に
な
く
候
間
、
人
ニ
と
ら
せ
て
候
、
た
う
け
の
事
ハ
、

さ
し
お
か
れ
へ
く
候
、
し
た
■
■
れ
う
け
ん
を
申
す
へ
く
候
事
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

七
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

胤
繁
（

（
千
葉
）

花
押
） 

 
 
 

於
保
因
幡
守
殿 

 
 

 

【
解
説
】 

千
葉
胤
繁
よ
り
於
保
因
幡
守
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
未
詳
。
胤
繁
・
於
保

因
幡
守
の
居
所
は
在
九
州
か
、
不
詳
。 
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六
二
六 
懐
良
親
王
令
旨
（
竪
紙
） 

肥
前
国
河
上
社

（
佐
賀
郡
）

末
社
一
品
宮
本
司
増
勝
申
、
□
善

（
新
カ
）

光
寺
長
老
并
長
福
寺
明
億
房
・
悲

田
院
預
所
等
神
用
対
捍
事
、
重
申
状
三
通
如
此
、
彼
輩
背
度
々
催
促
、
無
沙
汰
云
々
、

早
相
尋
実
否
、
載
記
請
之
詞
、
可
注
申
之
状
、
依 

仰
執
達
如
件
、 

 
 

正
平
廿
二
年
九
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
少
将

（
池
尻
胤
房
）

（
花
押
） 

 
 
 

於
保
弥
五
郎

（
胤
宗
）

殿 

 

「
就

（
押
紙
）

河
上
社 

正
平
左
少
将
之
御
判
」 

 

【
解
説
】 

於
保
胤
宗
に
対
し
河
上
社
領
の
訴
訟
案
件
の
実
否
究
明
を
命
じ
た
懐
良
親
王

の
令
旨
。
池
尻
胤
房
が
奉
じ
る
。
年
次
は
正
平
二
十
二
年
（
貞
治
六
年
）。
懐
良
・

於
保
胤
宗
は
在
九
州
。 

  

六
二
七 

今
川
貞
臣
所
領
安
堵
状
（
竪
紙
） 

南
大
保
豊
前

（
於
保
カ
）

守
宗
家
申
本
領
事
、 

肥
前
国
安
冨
庄
内

（
佐
賀
郡
）

田
地
三
町
、
屋
敷
弐
ケ
所
、
車
之
村
車
之
村
内
、

（
久
留
間
、
佐
賀
郡
）

同
国
神
崎
郡
直

山
内
屋
敷
五
ケ
所
、
広
野
、
勲
功
賞
地
事
、 

不
可
有
領
掌
相
違
状
之

（
マ
ヽ
）

、
如
件
、 

 
 

応
永
二
年
潤
七
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
京
大
夫

（
今
川
貞
臣
）

（
花
押
） 

 
 
 

南
大
保
豊
前
守
殿 

 
 

 

【
解
説
】 

今
川
貞
臣
が
南
大
保
豊
前
守
宗
家
（
於
保
宗
家
か
）
の
所
領
を
安
堵
し
た
書

下
。
年
次
は
応
永
二
年
。
今
川
貞
臣
・
宗
家
共
に
在
九
州
。 

  

六
二
八 

於
保
胤
宗
申
状
・
足
利
直
冬
安
堵
裏
書
（
竪
紙
） 

「
た
か
う
ち

（
端
裏
書
）

し
や
う
く
ん
□
」 

肥
前
国
於
保
弥
五
郎
胤
宗
謹
言
上 

欲
早
預
御
吹
挙
、
賜
安
堵
御
下
文
、
全
当
知
行
、
山
田
東
郷

（
佐
賀
郡
）

内
富
田
屋
敷
本
宮
田

地
等
事 

右
所
領
者
、
胤
宗
帯
次
第
証
文
等
、
無
当
知
行
相
違
之
地
也
、
然
早
下
賜
安
堵
御
下

文
、
為
全
当
知
行
、
粗
言
上
如
件
、 

 
 

貞
和
六
年
十
一
月 

日 
（
以
下
裏
書
） 

「
高
氏
将

（
端
裏
書
）

軍
御
判
」 

任
此
状
、
可
令
領
掌
、
若
構
不
実
者
、
可
処
罪
科
之
状
如
件
、 
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貞
和
六
年
十
一
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
）

（
足
利
直
冬
）

 

   

【
解
説
】 

於
保
胤
宗
が
所
領
の
安
堵
を
求
め
た
申
状
に
、
足
利
直
冬
が
安
堵
の
裏
書
を

加
え
た
も
の
。『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
は
直
冬
の
裏
書
の
み
を
採
っ
て
い
る
が
、

本
史
料
集
で
は
胤
宗
の
申
状
を
補
っ
て
翻
刻
し
た
。
年
次
は
貞
和
六
年
（
正
平

五
年
・
観
応
元
年
）。
直
冬
・
胤
宗
共
に
在
九
州
。 

  

六
二
九 

千
葉
某
所
領
安
堵
状
（
竪
紙
） 

肥
前
国
佐
嘉
郡
之
内
、
於
保
司
幡

（
因
）

守
本
領
事
、
守
先
例
、
知
行
不
可
有
相
違
状
、
如

件
、 

 
 

永
享
二二

年
四
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
（
花
押
） 

 
 
 

於
保
司
幡

（
因
）

守
殿 

 
 

 

【
解
説
】 

千
葉
某
が
於
保
因
幡
守
の
本
領
を
安
堵
し
た
書
下
。
年
次
は
永
享
四
年
。
発

給
者
の
「
平
」
は
千
葉
氏
の
当
主
と
思
わ
れ
る
が
、
千
葉
胤
紹
（
六
二
三
号
・

永
享
十
一
年
）
と
は
花
押
が
一
致
し
な
い
た
め
同
一
人
物
と
断
定
し
難
い
。
受

発
給
者
と
も
に
在
九
州
か
。 

  

六
三
〇 

千
葉
胤
繁
所
領
安
堵
状
（
竪
紙
） 

肥
前
国
佐
嘉
郡
於
保
之
地
頭
分
之
事
、
任
先
例
、
知
行
相
違
不
可
有
状
、
如
件
、 

 
 

応
永
卅
二二

年
三
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
（
花
押
）

（
千
葉
胤
繁
）

 

 
 
 

於
保
因
幡
守
殿 

 
 

 

【
解
説
】 

千
葉
胤
繁
が
於
保
因
幡
守
の
所
領
を
安
堵
し
た
書
下
。
年
次
は
応
永
三
十
四

年
。
こ
の
文
書
は
同
日
付
で
常
見
家
長
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
て
い
る
（
六
二
一

号
）。
差
出
書
に
は
「
平
」
の
姓
の
み
記
す
が
、
六
二
五
号
の
「
胤
繁
」
と
記
名

の
あ
る
書
状
と
花
押
が
一
致
す
る
こ
と
に
よ
り
実
名
が
判
明
す
る
。
受
発
給
者

と
も
に
在
九
州
か
。 

  

六
三
一 
平
左
兵
衛
尉
某
書
下
（
竪
紙
） 

肥
前
国
法
浄
寺
弥
太
郎
尚
康
申
、
苅
田
事
、
重
訴
状
具
書
如
此
、
如
状
者
、
安
徳
判
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官
代
三
郎
入
道
、
背
両
度
催
促
、
不
及
散
状
云
々
、
早
尋
問
実
否
、
可
被
執
進
請
文
、

若
猶
不
叙
用
者
、
載
起
請
之
詞
、
可
被
注
申
候
也
、
仍
執
達
如
件
、 

 
 

正
和
元
年
十
二
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
兵

（
平
）

衛
尉
（
花
押
） 

 
 
 

於
保
八
郎

（
宗
秀
）

入
道
殿 

 
 
 

国
分
又
二
郎

（
長
季
）

入
道
殿 

 

【
解
説
】 

平
左
兵
衛
尉
が
於
保
宗
秀
と
国
分
長
季
に
訴
訟
の
論
人
の
召
文
違
背
に
つ
い

て
実
否
究
明
を
命
じ
た
書
下
。
年
次
は
正
和
元
年
。
平
左
兵
衛
尉
は
実
名
不
詳

で
あ
る
が
鎮
西
探
題
金
沢
実
顕
代
の
奉
行
人
で
あ
り
、
名
宛
人
の
両
名
は
訴
訟

処
理
の
過
程
で
鎮
西
探
題
の
命
令
を
執
行
す
る
た
め
に
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
使

節
。
受
発
給
者
共
に
在
九
州
か
。 

  

六
三
二 

於
保
種
宗
注
進
状
案
（
竪
紙
） 

注
進 就

去
年
八
月

（
文
永
十
年
）

三
日 

関
東
御
教
書
、
被
尋
仰
下
、
肥
前
国
御
家
人
於
保
四
郎
種
宗

所
領
於
保
村
地
頭
職
・
同
国
執
行
職
等
事
、 

 
 
 

合 

 

惣
領
本
田
数
参
拾
弐
町
弐
段
、 

一
於
保
村
仮
名
号

安

松 

、
代
々
令
勤
仕
御
家
人
役
地
也
、 

 

肆
町
陸
段
、 

平
野
三
郎
貞
宗
、
自
於
保
次
郎
宗
益
之
手
、
代
々
令
相
伝
領
知
之
間
、
於
関
東
御

公
事
者
、
相
随
惣
領
種
宗
、
所
勤
仕
也
、 

一
弐
町
伍
段
、 

種
宗
舎
弟
五
郎
左
衛
門
尉
□
光

（
種
カ
）

、
得
種
宗
祖
父
於
保
太
郎
宗
高
後
日
改
名

号

宗

長

譲
状
之
間
、

御
家
人
役
、
以
同
前
也
、 

一
宗
益
次
男
貞
益
人
道
法
名

覚
心

跡
、 

 

成
道
寺
庄
本
所
八
幡

弥

勒

寺

田
地
等
、 

（
後
欠
） 

 

【
解
説
】 

於
保
種
宗
が
於
保
氏
の
所
領
を
記
載
し
鎌
倉
幕
府
に
宛
て
て
提
出
し
た
注
進

状
。
年
次
は
文
永
十
一
年
。
本
文
中
に
見
え
る
「
去
年
八
月
三
日 

関
東
御
教

書
」
は
、
鎌
倉
幕
府
が
各
国
守
護
宛
に
御
家
人
の
所
領
の
保
有
状
況
を
調
べ
て

報
告
す
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
。
宗
像
神
社
文
書
等
の
類
例
か
ら
該
当
の
関
東

御
教
書
が
文
永
十
年
八
月
三
日
に
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
鎌
倉
遺
文
一
一

六
七
二
～
一
一
六
七
四
号
、『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
二
三
四
頁
）。
本
号

は
後
欠
だ
が
、
右
の
関
東
御
教
書
を
施
行
し
た
肥
前
守
護
武
藤
資
能
に
対
し
て

於
保
種
宗
が
差
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
石
井
進
一
九
七
〇
年
（
三
七
五
頁
）・
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森
本
正
憲
一
九
八
四
年
（
九
七
頁
）
参
照
。
受
発
給
者
と
も
に
在
九
州
か
。 

  

六
三
三 

足
利
直
冬
感
状
（
竪
紙
） 

「
高
氏
将

（
端
裏
書
）

軍
御
判
」 

馳
参
之
条
、
尤
神
妙
也
、
弥
可
抽
戦
功
之
状
、
如
件
、 

 
 

貞
和
七
年
三
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
）

（
足
利
直
冬
）

 

 
 
 

於
保
五
郎
殿

（
宗
喜
）

 

 
 

 

【
解
説
】 

足
利
直
冬
が
於
保
宗
喜
の
馳
参
を
賞
し
た
感
状
。
年
次
は
貞
和
七
年
（
正
平

六
・
観
応
二
年
）。
直
冬
・
宗
喜
共
に
在
九
州
。 

  

六
三
四 

懐
良
親
王
令
旨
（
竪
紙
） 

致
軍
忠
之
条
、
尤
神
妙
、
弥
可
抽
戦
功
者
、
依 

将
軍
宮

（
懐
良
）

御
気
色
、
執
達
如
件
、 

 
 

正
平
八
年
九
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修
理
権
大
夫

（
五
条
良
氏
）

（
花
押
） 

 
 
 

高
木
於
保
弥
五
郎

（
胤
宗
）

殿 

 
 

 

【
解
説
】 

於
保
胤
宗
の
軍
忠
を
賞
し
た
懐
良
親
王
の
令
旨
。
五
条
良
氏
が
奉
じ
る
。
年

次
は
正
平
八
年
（
文
和
二
年
）。
懐
良
・
胤
宗
共
に
在
九
州
。 

  

六
三
五 

多
久
茂
辰
書
状
（
折
紙
） 

 
 

爰
元
我
等
気
色
も
無
別
条
候
、
其
方
も
機
嫌
能
候
哉
と
申
事
候
、
昨
日
も
如
申

候
、
そ
ろ
〳
〵
と
ハ
た
ま
〳
〵
御
暇
被
申
次
而
ニ
候
条
、
遊
山
尤
ニ
候
、
以
上
、 

其
地
被
相
越
、
可
為
遊
山
処
、
く
せ
事
ニ
而
拍
子
相
違
、
残
多
次
第
ニ
候
、
乍
去
、

世
間
万
事
か
様
成
物
ニ
而
候
、
次
ニ
、
昨
日
兵
部
被
指
越
、
書
状
披
見
、
折
節
食
時

分
ニ
而
、
被
下
か
け
、
則
返
事
之
案
文
仕
、
書
出
し
候
を
待
罷
居
候
処
、
副
嶋
宇
右

衛
門
書
面
之
趣
も
書
候
而
、
存
な
か
ら
我
等
へ
不
申
聞
、
其
内
ニ
ふ
ら
〳
〵
と
致
居

眠
罷
居
候
時
分
、
ひ
く
〴
〵
と
こ
ハ
つ
く
ろ
ひ
な
と
仕
候
へ
共
、
我
等
答
不
申
ニ
付

而
、
別
用
所
を
相
仕
廻
、
暮
元
ニ
硯
相
副
、
判
形
可
申
由
申
候
ニ
付
而
、
誠
ニ
に
へ

あ
か
り
、
躍
あ
か
り
、
絶
言
語
、
腹
立
申
候
へ
共
、』
延
引
申
候
、
定
而
右
返
事
を
折

角
可
被
相
待
処
、
此
仕
合
、
兎
角
可
申
様
無
之
候
、
右
返
事
之
案
文
書
せ
申
候
時
分
、

兵
部
も
其
座
ニ
罷
居
、大
形
打
つ
れ
座
を
立
申
候
条
、ふ
ら
〳
〵
と
眠
申
候
内
ニ
も
、

定
而
判
形
な
し
ニ
、
飛
脚
ニ
而
差
越
候
か
と
、
心
澄
に
て
、
少
気
色
も
悪
敷
御
坐
候

故
、
枕
引
よ
せ
寝
申
候
、
其
後
聞
次
番
之
者
、
客
人
な
と
御
坐
候
由
申
聞
せ
、
又
使
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な
と
御
坐
候
時
も
、
お
そ
み
申
候
得
共
、
一
円
書
状
ノ
判
之
儀
不
被
申
聞
候
、
其
時

分
ハ
部
や
な
と
ニ
被
罷
居
候
と
相
聞
え
申
候
、
惣
別
並
ノ
人
な
ら
ハ
、
長
州
様
へ

（
多
久
茂
矩
）

之

御
返
書
出
来
申
候
段
、
眠
候
内
ニ
高
ら
か
に
被
申
候
ハ
ゝ
、
致
判
か
、
判
形
な
し
ニ

成
共
、
飛
脚
に
て
遣
候
様
ニ
と
申
筈
ニ
候
、
か
様
成
大
う
つ
け
成
』
仕
合
、
誠
ニ
絶

言
語
候
、
責
而
之
取
所
ニ
ハ
、
此
先
彼
う
つ
け
者
之
尺
を
存
候
条
、
此
方
よ
り
心
遣

可
仕
意
得
ニ
、
可
然
儀
と
存
事
候
、
将
又
右
近
殿
中
陰

（
鍋
島
直
守
）

、
来
ル
十
二
日
迄
有
之
由
候
、

其
方
ゟ
も
、
為
名
代
、
吉
左
衛
門
罷
越
、
香
典
之
儀
、
翁
介
殿
・

（
鍋
島
直
尭
）

豊
前
殿
へ

（
諫
早
茂
真
）

承
合
、

其
並
ニ
仕
候
様
ニ
と
申
付
候
、
多
分
壱
枚
か
壱
部
か
た
る
へ
き
と
存
候
、
我
等
ゟ
も

名
代
可
申
付
と
存
候
、
然
者
、
香
典
ハ
壱
部
た
る
へ
く
候
、
兵
庫
・
大
力
・
将
監
よ

（
多
久
安
胤
）（
北
島
周
虎
）（
多
久
安
英
）

り
も
、
使
を
以
、
十
帖
か
廿
帖
か
遣
候
様
ニ
申
付
候
、
寺
ハ
蓮
池
天
福
院
之
寺
之
由

候
、
左
様
ニ
可
有
御
心
得
候
、
其
元
之
儀
、
兵
部
に
て
如
申
候
、
御
暇
被
申
上
候
次

而
ニ
候
之
条
、
緩
々
と
休
息
可
被
申
候
、』
用
所
之
儀
、
別
紙
ニ
申
入
候
、
恐
々
謹
言
、 

か
様
ニ
書
載
申
候
へ
共
、
当
分
用
所
も
無
之
候
条
、
別
紙
ハ
相
扣
候
、
有
御
不
審

（

マ

ヽ

）

候
、
以
上
、 

 
 

霜
月
十
日

（
寛
文
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作
（
花

（
多
久
茂
辰
）

押
） 

 
 
 

長
門
殿 

 
 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
・
茂
矩
と
も
に
在
国
で
あ

り
、
茂
矩
は
遊
山
中
で
あ
る
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
矩
が
「
長
門
」
と
表
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
、
茂
辰
の
歿
年
月
日
か
ら
寛
文
八
年

で
あ
る
。
こ
の
間
、
寛
文
二
年
十
一
月
に
鍋
島
直
守
が
亡
く
な
っ
て
お
り
、
本

文
の
記
述
と
合
致
す
る
。
よ
っ
て
、
本
書
状
の
年
次
は
寛
文
二
年
。
な
お
、
六

五
六
号
に
は
、
直
守
の
死
去
前
後
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。 

  

六
三
六 

多
久
茂
辰
覚
書
（
折
紙
） 

 
 

口
上 

ゆ
り
之
儀
承
届
候
、
手
前
ニ
も
悪
敷
た
つ
を
、
兵
庫
を
初

（
多
久
安
胤
）

、
外
記
・

（
北
島
周
虎
）

修
理
・

（
多
久
安
英
）

采
女
へ

（
同
安
輝
）

十
七
八
本
遣
し
、
手
前
ニ
者
上
々
計
を
ゑ
り
ぬ
き
、
百
四
五
本
御
座
候
、
其
内
十
四

五
本
者
、
花
漸
ク
一
つ
持
可
申
か
と
存
候
、
ゆ
り
も
交
植
付
召
置
候
、
其
外
ニ
も
、

花
持
不
持
ノ
ゆ
り
ハ
五
本
も
十
本
も
可
有
之
と
存
候
、
然
者
、
本
花
壇
ニ
此
中
つ
ぐ

み
参
、
あ
せ
り
散
し
申
候
ニ
付
而
、
其
内
い
ま
た
出
不
申
ゆ
り
四
五
本
も
御
坐
候
、

右
之
内
ニ
、
花
数
卅
程
付
候
か
一
本
御
坐
候
、
十
一
二
付
候
か
二
三
本
御
坐
候
、
い

ま
た
と
れ
共
知
レ
不
申
候
条
、
十
二
三
付
申
候
内
一
本
、
又
三
つ
四
つ
付
可
申
を
二

本
、
都
合
三
本
程
、
何
様
進
入
可
申
候
、
只
今
者
漸
さ
し
出
申
時
分
ニ
候
条
、
じ
つ

と
［ 

 

］

〔

か

し

け

〕

』
候
へ
ハ
出
切
不
申
物
ニ
候
、
一
尺
も
の
ひ
上
り
候
而
ゟ
可
遣
候
、
其

時
分
者
、
土
を
も
持
せ
、
様
子
存
候
者
可
遣
候
条
、
御
植
さ
せ
有
へ
く
候
、
只
今
之

使
ニ
、
御
手
前
ノ
ハ
上
使
へ
被
遣
た
る
由
ニ
候
へ
共
、
御
失
念
と
相
聞
え
候
、
其
時
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分
、
御
手
前
ノ
を
可
被
遣
と
候
つ
れ
共
、
此
方
ゟ
三
本
可
遣
候
条
、
は
ち
を
御
作
せ

被
遣
候
様
ニ
と
申
、
花
五
つ
六
つ
付
候
を
壱
本
、
二
つ
三
つ
付
候
を
二
本
、
上
々
□
ゑ

〔
を
〕

り
候
而
三
本
、
植
付
進
入
申
候
儀
、
分
明
ニ
而
候
条
、
其
元
ノ
ハ
い
か
様
土
ノ
内
ニ

可
有
之
と
存
候
、
普
請
な
と
ノ
次
而
ニ
、
ふ
み
た
く
り
候
儀
者
不
存
事
候
、
さ
様
之

所
に
て
無
之
候
ハ
ゝ
、
元
ノ
所
能
御
見
せ
候
ハ
ゝ
、
土
深
ク
候
ハ
遅
ク
出
申
候
条
、

可
被
入
御
念
候
、
さ
候
而
猶
も
御
用
ニ
候
ハ
ゝ
、
外
記
・
修
理
・
采
女
へ
遣
候
内
、

大
キ
ニ
候
か
四
五
本
者
可
有
御
坐
と
存
候
条
、
是
も
御
取
有
へ
く
候
か
、
若
又
数
別

而
ノ
御
望
ニ
候
ハ
ゝ
、
当
花
過
』
候
而
ゟ
ハ
卅
本
も
可
遣
候
、
但
是
者
花
前
ニ
不
罷

成
候
、
当
分
な
ら
ハ
、
先
二
三
本
進
入
申
へ
く
候
、
為
御
心
得
候
、
以
上
、 

 
 

二
月
廿
七
日 

 

上
や
し
き

（
多
久
茂
矩
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
ケ
江

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 

ま
い
る 

 

【
解
説
】 

 
 

多
久
茂
辰
よ
り
「
上
や
し
き
」（
多
久
茂
矩
か
）
へ
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
の
居

所
は
国
許
の
水
ヶ
江
屋
敷
。
年
次
の
上
限
は
、
多
久
安
輝
が
寛
文
五
年
十
月
に

帰
国
し
て
以
降
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
寛
文
六
年
。
下
限
は
、
茂
辰
の
歿
年
月

日
か
ら
寛
文
八
年
。
な
お
、
欠
損
部
分
の
校
訂
は
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
に
拠

っ
た
。 

 

 

六
三
七 

多
久
茂
矩
書
状
（
折
紙
） 

 
 

已
上
、 

御
状
具
ニ
致
拝
見
候
、
爰
元
罷
登
候
翌
日
ハ
、
請
御
意
不
申
候
つ
れ
共
、
晴
気
山
狩

（
小
城
郡
）

申
候
、
鶉
居
不
申
候
而
、
然
々
取
せ
不
申
候
、
右
之
在
所
ゟ
外
、
鷂
仕
不
申
候
、
此

脇
狩
申
候
す
る
も
、
兼
而
被
差
免
候
在
所
ニ
而
、
鷹
仕
可
申
覚
悟
ニ
御
座
候
、
右
之

分
に
て
候
条
、
手
前
鷹
も
然
々
取
入
不
申
候
、』
又
別
府
廻

（
小
城
郡
）

ノ
穂
田
、
も
は
や
一
所
も

無
御
座
候
、
自
然
山
付
な
と
ニ
、
少
々
穂
田
有
之
分
ニ
御
座
候
、
其
外
多
久
原

（
小
城
郡
）

辺
ハ

見
不
申
候
、
定
而
可
為
同
前
と
存
事
ニ
候
、
将
又
、
差
下
候
鴈
も
二
放
ニ
二
つ
仕
候
、

是
も
如
御
意
、
此
後
ハ
仕
間
敷
候
、
尤
鴨
・
鷺
之
儀
ハ
、
罷
越
候
時
分
、
被
仰
聞
候

条
、
打
申
儀
者
不
及
申
、
ね
ら
ひ
候
て
も
見
不
申
候
、
随
而 

殿
様
』
十

（
鍋
島
勝
茂
）

二
三
之
比

も
可
被
成
御
帰
城
候
哉
、
さ
候
へ
者
、
御
隙
も
明
申
候
間
、
被
請 

御
意
、
当
地
御

越
可
被
成
由
、
御
尤
ニ
奉
存
候
、
其
時
分
、
御
慰
之
さ
わ
り
ニ
万
不
相
成
様
ニ
可
仕

候
、
昨
日
御
意
之
由
ニ
而
、
与
三
兵
衛
御
鷹
据
、
此
方
相
越
申
候
、
今
朝
鴨
一
つ
取

せ
差
上
申
候
、
次
ニ
花
祭
山

（
佐
賀
郡
）

に
て
昨
日
猪
狩
仕
、
取
申
候
猪
ノ
肢
壱
つ
、
是
又
差
上

申
候
、
何
も
御
面
』
之
刻
、
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
雲
守 

 
 

十
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
明
（
花

（
多
久
茂
矩
）

押
） 

 
 
 

作
州
様

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 

貴
報 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
矩
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
・
茂
辰
と
も
に
在
国
で
あ

り
、
茂
矩
は
多
久
周
辺
、
茂
辰
は
佐
賀
城
か
。
鍋
島
勝
茂
も
、
三
～
四
日
で
佐

賀
城
に
戻
れ
る
範
囲
に
居
る
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
矩
は
「
茂
明
」
と
表
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
寛
永
十
三
年
、
下
限
は
、
茂
矩
が
出
雲
守
で
あ
る
こ
と
か

ら
明
暦
元
年
。 

  

六
三
八 

某
覚
書
（
折
紙
） 

（
前
欠
）
を
し
下
し
候
様
之
つ
よ
き
薬
ハ
、
必
跡
後
悔
も
や
と
存
候
、
殊
胸
膈
ニ

ハ
つ
か
へ
指
而
見
え
不
申
候
、
下
脘
ノ
当
り
ノ
事
と
見
え
申
候
条
、
只
上
部
ノ
痰

火
ヲ
し
つ
め
、
あ
い
し
ら
い
候
薬
ナ
ト
、
可
然
様
ニ
存
候
、
尤
初
ハ
寒
気
ニ
当
ラ

レ
、
于
今
ハ
熱
ニ
変
し
候
か
ト
存
候
条
、
〆
り
、
当
分
ノ
痰
火
ヲ
を
さ
へ
、
気
ヲ

順
シ
申
薬
に
て
、
腹
中
も
く
つ
ろ
き
、
熱
気
な
と
も
引
申
候
ハ
ゝ
、
則
補
薬
ニ
而

補
立
候
気
味
ニ
す
き
申
候
、
兎
角
被
仰
候
様
ニ
、
一
方
ニ
貪
著
有
間
敷
事
ニ
候
、 

一
右
ニ
如
申
候
、
初
ハ
寒
ニ
感
し
、
痰
ノ
証
ハ
歴
然
ニ
候
、
其
寒
内
ニ
伏
し
候
而
、

次
第
ニ
気
力
ぬ
け
申
気
味
と
見
え
申
候
、
傷
寒
な
と
之
心
遣
も
油
断
有
間
敷
事
ニ

候
、
占
ニ
も
薬
あ
て
な
と
、
細
々
と
ハ
無
御
坐
候
条
、
右
大
抵
に
て
、
旁
相
談
之

外
』
有
間
敷
候
、
以
上
、 

 
 

極
月
廿
二
日 

 

【
解
説
】 

 
 

差
出
・
宛
名
と
も
に
不
明
の
覚
書
。
年
次
も
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
現
状
で

は
折
紙
一
紙
の
み
が
残
存
し
て
お
り
、
下
段
右
端
に
は
小
さ
く
「
二
」
と
墨
書

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は
計
二
枚
の
覚
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

  六
三
九 

鍋
島
貞
村
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 

多
作
州
様

（
多
久
茂
辰
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貞
村

（
鍋
島
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

其
後
者
不
致
御
見
廻
、
奉
背
本
意
候
、
随
而
皆
木
山
之
儀
ハ
、
此
中
御
談
合
仕
、
相

澄
申
候
、
古
賀
林
之
事
ハ
、
先
日
従
紀
州
拙
者

（
鍋
島
元
茂
）

へ
為
被
下
御
状
ヲ
、
懸
御
目
候
ニ
も

無
御
坐
候
処
、
古
賀
林
ニ
も
皆
木
山
同
前
ニ
制
札
立
申
候
由
、
天
道
ヲ
今
日
承
候
、

定
而
拙
者
も
細
々
と
為
存
申
儀
と
可
被
思
召
儀
、
何
と
も
迷
惑
至
極
ニ
奉
存
候
、
皆

木
山
・
古
賀
林
両
所
、
御
請
之
在
所
と
ハ
申
な
か
ら
、
先
日
御
談
合
不
仕
候
処
、
如

此
之
仕
合
、
無
是
非
奉
存
候
、
ケ
様
之
次
第
、
犬
三
郎

（
犬
塚
）

右
殿
ニ
而
、
彼
々
と
可
申
分

と
奉
存
候
へ
共
、
折
節
病
気
ニ
而
不
及
事
候
、
左
様
ニ
候
ヘ
ハ
、
余
り
延
引
ニ
罷
成

候
故
、
先
大
形
書
状
を
以
申
上
候
、
委
ハ
犬
三
郎
右
殿
ニ
而
可
申
述
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 

霜
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貞
村
（
花
押
） 
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【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
貞
村
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
書
状
。
貞
村
・
茂
辰
の
居
所
は
不
明
。

古
賀
林
・
皆
木
山
は
と
も
に
多
久
近
辺
で
あ
る
（『
日
本
歴
史
地
名
大
系 

佐
賀

県
』
の
「
別
府
村
」
の
項
目
）。 

年
次
の
上
限
は
、
鍋
島
元
茂
が
「
紀
州
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
元
和

五
年
。
下
限
は
、
貞
村
の
歿
年
月
日
か
ら
正
保
元
年
。
な
お
、
六
四
〇
号
は
、

鍋
島
貞
村
が
宛
所
と
な
っ
て
お
り
、皆
木
山
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

本
書
状
と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
本
書
状
の
年
次
は
、
六
四
〇

号
の
年
次
で
あ
る
寛
永
六
年
か
ら
正
保
元
年
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

付
言
し
て
お
く
と
、『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
は
本
書
状
を
某
書
状
と
す
る
が
、

寛
永
十
九
年
に
比
定
さ
れ
る
閏
九
月
二
十
三
日
付
の
堤
八
兵
衛
宛
鍋
島
貞
村
書

状
（
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
「
堤
家
文
書
」。
佐
古
一
六
／
二
五
九
頁
）
と
署
名
・

花
押
が
一
致
す
る
た
め
、
鍋
島
貞
村
の
書
状
で
あ
る
。 

  

六
四
〇 

某
書
状
（
竪
紙
） 

猶
々
、
皆
木
山
御
狩
場
ニ
罷
成
候
儀
ハ
、
則
在
所
之
者
共
へ
も
申
越
候
、
為
御

存
知
候
、
以
上
、 

従 

紀
州
様

（
鍋
島
元
茂
）

、
貴
様
へ
被
遣
候
御
書
、
具
致
拝
見
候
、
仍
皆
木
山
之
儀
、
元
来
如
何

様
之
子
細
共
、
拙
者
ハ
心
得
不
申
候
、
長
門
代

（
多
久
安
順
）

之
内
、
已
前
ハ
請
山
ニ
而
御
座
候
処
、

生
三
存
命

（
鍋
島
道
虎
）

之
時
分
、 

紀
州
様
へ
被
申
上
、
被
下
た
る
由
申
来
候
、
然
者
、
内
々
も

御
慰
ニ
御
狩
を
も
被
成
候
様
ニ
と
存
、手
寄
之
拙
者
山
共
、別
而
稠
敷
法
度
ニ
申
付
、

猪
を
た
て
召
置
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
勿
論
不
能
御
口
能
、
如
何
様
ニ
も
御
意
次
第
ニ
可
然

候
、
次
ニ
此
間
長
門
已
来
押
領
仕
不
罷
居
儀
ハ
、
幾
度
も
御
前
へ
申
分
度
存
事
候
、

此
段
ハ
其
御
心
得
尤
候
、
委
細
三
郎
右
衛

（
犬
塚
カ
）

門
尉
口
上
ニ
申
入
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

霜
月
十
二
日 

 
 
 

鍋
嶋
式
部
様

（
貞
村
）

 

 

【
解
説
】 

 
 

某
よ
り
鍋
島
貞
村
に
宛
て
た
書
状
。
貞
村
の
居
所
は
不
明
で
あ
る
。 

年
次
の
上
限
は
、
文
中
の
記
述
か
ら
鍋
島
道
虎
の
歿
後
の
も
の
と
判
断
で
き

る
た
め
、
道
虎
の
歿
年
月
日
か
ら
寛
永
六
年
。
下
限
は
、
貞
村
の
歿
年
月
日
か

ら
正
保
元
年
。
な
お
、
六
三
九
号
は
、
貞
村
が
差
出
と
な
っ
て
お
り
、
皆
木
山

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
状
と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の

場
合
、
本
書
状
の
差
出
は
、
六
三
九
号
の
宛
所
で
あ
る
多
久
茂
辰
の
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。 

形
式
・
筆
跡
を
見
る
限
り
、
本
書
状
は
原
本
と
思
わ
れ
る
が
、
貞
村
宛
の
も

の
が
多
久
家
文
書
に
伝
来
し
て
い
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
六
三
九
号
と
の
関

連
で
多
久
家
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 
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六
四
一
・
四
九
八 

多
久
茂
辰
覚
書
（
折
紙
） 

一
筆
申
候
、
其
元
被
相
越
鷹
之
仕
合
な
と
、
如
何
御
座
候
哉
、
其
外
何
様
之
遊
山
共

候
哉
と
、
承
度
存
候
、
仍
平
戸
熊
沢
八
郎
兵
・
甚
五
大

（
熊
沢
）

夫
両
人
方
ゟ
、
飛
脚
ニ
而
音

信
ニ
候
、其
方
へ
も
銘
々
進
物
な
と
有
之
由
候
、定
而
吉
左
衛
門
ゟ
様
子
可
申
越
候
、

さ
も
候
へ
は
、
八
郎
兵
方
ゟ
靏
田
方
へ
参
候
書
状
、
為
御
披
見
、
指
越
申
候
、
鷂
望

と
相
聞
え
候
、
然
者
、
其
方
へ
参
候
書
中
ニ
、
鷹
所
望
之
儀
な
と
見
え
候
へ
ハ
、
無

申
事
候
、
さ
な
く
候
ハ
ゝ
、
我
等
此
中
仕
立
可
申
と
、
留
置
候
鷹
を
、
可
遣
哉
と
存

候
、
但
、
其
方
ゟ
も
可
被
遣
哉
、』
若
其
方
ゟ
鷂
被
遣
儀
ニ
候
ハ
ゝ
無
申
事
候
、
次
ニ

我
等
鷹
も
昨
日
得
と
見
申
候
処
、
殊
外
形
を
見
を
と
り
申
候
、
修
理
手
前

（
多
久
安
英
）

ニ
鷂
一
つ

御
座
候
が
、
き
ハ
も
ち
と
増
申
た
る
由
候
条
、
是
ニ
も
可
仕
か
と
存
候
、
為
内
談
申

入
候
、
次
ニ
甚
五
大
夫
方
ゟ
も
、
靏
田
方
へ
之
書
状
ニ
、
鷂
所
望
と
ハ
無
之
候
へ
共
、

鷂
之
儀
な
と
書
載
被
申
候
条
、
是
も
ち
と
望
か
と
存
候
、
然
ハ
と
れ
と
な
し
ニ
御
両

人
之
方
へ
と
候
て
、
鷂
二
連
か
こ
鷹
に
て
被
遣
度
事
候
、
一
連
ハ
我
等
鷹
か
、
修
理

手
前
之
鷹
か
、
一
連
ハ
其
元
へ
御
切
か
ハ
せ
候
内
、
御
ゑ
り
候
て
も
、』
被
遣
哉
、
是

又
内
談
申
候
、
い
つ
れ
今
時
分
日
み
し
か
く
候
条
、
明
日
漸
返
事
、
又
鷹
之
誘
な
と

相
仕
廻
、
明
晩
返
事
渡
、
明
後
朝
罷
立
候
様
ニ
可
仕
と
存
候
、
次
ニ
彼
飛
脚
へ
取
せ

ら
れ
候
物
之
儀
も
、
銀
子
拾
匁
程
宛
も
可
然
哉
、
三
人
な
か
ら
夫
丸
通
之
者
之
様
ニ

承
候
、
若
高
下
も
候
ハ
ゝ
、
夫
ニ
応
、
少
之
差
別
も
可
有
之
か
、
御
校
量
之
通
、
吉

左
衛
門
迄
可
被
仰
越
候
、
以
上
、 

 
 

十
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 

参
』 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
で
は
、

六
四
一
号
と
四
九
八
号
を
別
々
の
文
書
と
し
て
い
る
が
、
筆
跡
・
内
容
・
紙
背

の
記
号
か
ら
見
て
、
六
四
一
号
、
四
九
八
号
の
順
に
繋
が
る
。
茂
辰
と
茂
矩
は

比
較
的
近
接
し
た
と
こ
ろ
に
お
り
、
鷹
狩
り
の
話
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
在
国

中
と
考
え
ら
れ
る
。
多
久
安
英
が
「
修
理
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

年
次
の
上
限
は
寛
文
五
年
で
あ
り
、
茂
辰
が
存
命
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
下
限

は
寛
文
八
年
で
あ
る
。 

  

六
四
二 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

今
度
か
ゝ
様
御
遠
行

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

之
儀
、
扨
も
〳
〵
老
少
不
定
愛
別
離
苦
と
ハ
申
な
か
ら
、
此
中

ハ
よ
所
之
様
ニ
承
候
、
今
身
ニ
取
而
初
而
顕
然
仕
、
扨
も
〳
〵
無
定
御
事
、
如
夢
幻

と
ハ
能
申
来
候
、
今
二
三
十
年
ハ
存
命
ニ
も
被
成
御
座
候
御
年
之
齢
之
処
ニ
、
は
か

な
き
御
病
ニ
御
囚
わ
れ
、
数
年
之
御
苦
も
可
有
御
座
ニ
、
万
御
勘
忍
被
成
、
今
か
様
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ニ
は
か
な
く
被
為
成
御
事
、
借
候

〔
惜
カ
〕

而
も
無
甲
斐
事
な
か
ら
、
御
残
多
御
事
、
臥
転
な

き
号
申
計
候
、
乍
然
、
数
年
之
御
念
願
、
又
脇
々
ゟ
も
念
願
仕
候
御
臨
終
御
正
敷
御

正
念
ニ
、
御
往
生
被
成
候
儀
、
歎
之
中
之
本
望
ニ
御
座
候
儀
、
御
同
前
ニ
候
、
く
り

返
〳
〵
、
彼
ニ
付
、
是
ニ
付
、
時
々
物
々
ニ
か
ゝ
様
御
な
つ
か
し
く
罷
成
、
草
臥
入

申
事
の
み
ニ
候
、
御
病
中
あ
せ
ぬ
く
い
申
候
手
巾
御
座
候
を
、
取
出
見
申
候
へ
ハ
、

洗
申
候
へ
共
、
何
所
哉
覧
ニ
御
病
中
之
御
匂
移
り
居
申
、
心
わ
ろ
く
も
有
御
座
、
又

御
な
つ
か
し
く
匂
ひ
候
て
ハ
、
ひ
つ
ひ
ら
み
、
匂
ひ
候
て
ハ
、
大
い
き
つ
き
、
ば
か

成
為
躰
ニ
候
、
某
儀
中
ニ
も
御
恩
深
く
、
殊
ニ
当
年
迄
廿
七
正
月
ハ
御
同
所
ニ
而
年

を
重
、
万
事
か
ゝ
様
御
預
ケ
ニ
徒
世
を
送
り
、
あ
ま
す
さ
へ
、
頃
、
太
分
ノ
御
地
行

迄
、
御
預
ケ
ニ
拝
領
仕
、
私
ハ
何
と
仕
候
て
、
御
重
恩
ヲ
報
た
て
ま
つ
る
へ
き
や
と
、

口
惜
、
案
煩
申
計
ニ
御
座
候
、
只
今
ハ
別
ニ
可
仕
様
無
御
座
、
責
而
之
事
と
て
、
御

経
書
写
之
間
〳
〵
ニ
光
明
真
言
を
と
な
へ
、
闇
然
と
仕
、
日
を
暮
申
迄
ニ
御
座
候
、

ケ
様
ニ
も
惣
躰
草
臥
、
腰
ひ
さ
痛
申
物
ニ
而
も
候
哉
と
、
此
方
兄
弟
中
へ
寄
合
、
い

な
事
と
申
儀
ニ
候
、
次
ニ
、
か
ゝ
様
つ
ほ
ね
儀
、
御
存
生
之
内
、
某
へ
も
お
み
つ
へ

（
多
久
茂
辰
女
充
）

も
被
仰
置
候
ハ
、
其
身
何
か
と
も
御
成
被
成
候
ハ
ゝ
、
家
屋
敷
な
と
を
被
下
、
御
扶

持
な
と
被
下
、
御
か
く
ま
い
被
成
候
儀
ハ
、
か
ゝ
様
御
跡
之
聞
え
た
め
、
又
ハ
貴
公
様

（
多
久
茂
矩
）

御
不
佐
汰

〔
沙
〕

被
成
所
之
聞
え
ニ
而
も
御
座
候
条
、
如
何
様
ニ
候
而
も
不
苦
候
、
被
召
仕

候
者
共
へ
、
さ
い
は
い
御
手
く
さ
并
惣
御
道
具
細
々
之
物
迄
え
、
か
も
い
少
ニ
而
も

御
跡
之
さ
い
は
い
を
誰
哉
覧
此
跡
何
（
後
欠
） 

 

【
解
説
】 

後
欠
の
た
め
、
差
出
と
宛
所
は
不
明
で
あ
る
が
、「
今
度
か
ゝ
様 (

多
久
茂
辰

室
鍋
島
氏
、
天
性
院
）
御
遠
行
之
儀
」「
当
年
迄
廿
七
正
月
ハ
御
同
所
ニ
而
年
を

重
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
性
院
（
寛
文
七
年
六
月
二
日
歿
）
の
歿
後
間
も
な

い
頃
に
、
多
久
安
英
か
ら
「
貴
公
様
（
多
久
茂
矩
）」
に
出
さ
れ
た
書
状
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
年
次
は
寛
文
七
年
。
安
英
・
茂
矩
は
在
国
。
ま
た
、
本
書

状
は
六
九
七
号
と
関
連
す
る
。 

  

六
四
三 

豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
（
北
政
所
）
侍
女
く
ろ
だ
消
息
（
竪
紙
） 

御
ほ
し
め
し
よ
り
候
て
、
い
ろ
〳
〵
も
く
ろ
く
の
こ
と
く
、
れ
う
し
か
ひ
う
ち
ま
き

御
し
ん
上
候
、
い
つ
も
〳
〵
、
御
こ
ま
〳
〵
と
御
心
い
れ
、
か
す
〳
〵
、
御
は
つ
か

し
な
か
ら
、
御
う
れ
し
く
御
ほ
し
め
し
候
、
御
う
へ
さ
ま
よ
り
、

（
豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
）

よ
く
〳
〵
こ
ゝ
ろ

へ
ま
い
ら
せ
候
て
、
申
せ
と
の
御
事
に
て
候
、
大
か
う
さ
ま

（
豊
臣
秀
吉
）

御
る
す
に
て
、
こ
ゝ
ほ

と
御
さ
ひ
〳
〵
の
御
事
に
て
御
入
候
ま
ゝ
、
ち
と
〳
〵
御
ま
い
り
候
へ
か
し
と
、
よ

く
〳
〵
申
せ
と
の
御
事
に
て
候
、
か
へ
す
〳
〵
、
さ
い
〳
〵
の
御
心
つ
か
い
、
御
は

つ
か
し
な
か
ら
、
御
う
れ
し
く
御
ほ
し
め
し
候
よ
し
、
よ
く
申
と
て
候
、
ち
と
〳
〵

な
ら
す
御
ほ
し
め
し
候
、
御
た
ち
ハ
、
こ
ゝ
ほ
と
、
御
さ
ひ
〳
〵
の
御
事
に
て
御
入

候
ま
ゝ
、
ま
ち
ま
い
ら
せ
候
、
返
々
、
さ
い
〳
〵
の
御
心
つ
か
い
、
か
す
〳
〵
御
う

れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
大
か
う
さ
ま
御
る
す
に
て
、
御
は
つ
か
し
き
人
も
御
入
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ニ
て
候
ま
ゝ
、
ち
と
〳
〵
御
ま
い
り
候
へ
く
候
、
ま
ち
入
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
、

か
し
く
、 

「（
墨
引
）

（
奥
切
封
上
書
）

 

 
 
 

九
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
こ
や

（
名
護
屋
）

よ
り 

 
 
 
 

け
い
き
ん
さ
ま
ま
い
る

（
龍
造
寺
周
家
室
龍
造
寺
氏
、
鍋
島
清
房
継
室
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

く
ろ
た 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申
給
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

【
解
説
】 

豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
（
北
政
所
）
侍
女
く
ろ
だ
よ
り
龍
造
寺
周
家
室
龍
造
寺

氏
（
鍋
島
清
房
継
室
、
慶
誾
尼
）
に
宛
て
た
消
息
。「
大
か
う
さ
ま
御
る
す
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
北
政
所
・
豊
臣
秀
吉
は
在
大
坂
か
。
侍
女
く
ろ
だ
は
在
名
護

屋
、
慶
誾
は
在
国
。
年
次
の
上
限
は
、
文
禄
の
役
の
始
ま
る
天
正
二
十
年
、
下

限
は
秀
吉
存
命
中
の
慶
長
二
年
。 

  

六
四
四 

豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
（
北
政
所
）
侍
女
ひ
が
し
消
息
（
竪
紙
） 

北
政
所
さ
ま

（
豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
）

へ
、
御
ふ
み
の
や
う
、
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
ま
こ
と
に
〳
〵
、
昨
よ

ひ
は
、
と
う
八
郎

（
龍
造
寺
高
房
）

殿
御
ま
い
り
の
御
事
に
て
、
一
た
ん
と
ま
へ
も
し
さ
ま
御
き
け
ん

よ
く
、
御
し
つ
け
、
よ
ろ
つ
、
御
ほ
め
な
さ
れ
候
御
事
に
て
御
入
候
、
か
た
し
け
な

か
り
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
よ
し
、
よ
く
〳
〵
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
、
さ
い
〳
〵
ま
い
ら

せ
お
ハ
し
ま
し
候
へ
と
の
御
事
に
て
御
入
候
、
た
こ
く
の
御
事
に
て
御
入
候
ま
ゝ
、

さ
い
〳
〵
御
ま
い
り
候
ほ
と
、
い
も
し
か
ら
せ
ら
れ
候
ハ
ん
ま
ゝ
、
御
せ
い
も
大
き

ニ
な
り
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
へ
ハ
、
な
ら
さ
る
御
事
に
て
御
入
候
ま
ゝ
、
お
さ
な
き
ま

へ
ハ
、
さ
い
〳
〵
入
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
ほ
と
、
い
も
し
さ
い
ろ
〳
〵
申
給
へ
、
め
て

た
く
、
か
し
く
、 

「（
墨
引
）

（
奥
切
封
上
書
）

 

 
 
 
 

な
へ
し
ま
か
ゝ
の
か

（
鍋
島
直
茂
）

□
（
み
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
か
も
し
へ

（
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
）

ま
い
る 

 
 
 
 

ひ
か
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申
給
へ 

 
 
 
 
 
 
 

」 

 

【
解
説
】 

豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
（
北
政
所
）
侍
女
ひ
が
し
よ
り
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
（
陽

泰
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
陽
泰
院
・
龍
造
寺
高
房
は
在
上
方
。
内
容
か
ら
六
四

六
号
と
一
連
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
年
次
の
上
限
は
文
禄
の
役
の
始
ま
る
天
正

二
十
（
文
禄
元
）
年
、
下
限
は
秀
吉
存
命
中
の
慶
長
三
年
。
な
お
、
北
政
所
の

居
所
に
つ
い
て
は
、『
織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集
成
』
に
よ
る
と
、
天
正
二
十
年

の
一
月
か
ら
四
月
ま
で
は
不
明
、
五
月
か
ら
十
二
月
ま
で
は
在
大
坂
、
文
禄
二

年
か
ら
四
年
ま
で
は
京
と
大
坂
を
行
き
来
し
て
い
る
。 
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六
四
五 

豊
臣
家
侍
女
五
消
息
（
竪
紙
） 

御
こ
ゝ
ろ
に
入
候
て
、
か
う
さ
う
す

（
孝
蔵
主
）

ま
て
、
文
・
御
い
ん
し
ん
、
か
す
〳
〵
、
御
う

れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
大
か
う
さ
ま

（
豊
臣
秀
吉
）

御
る
す
に
て
、
こ
ゝ
ほ
と
さ
ひ
〳
〵
、
御

す
も
し
候
へ
く
候
、
や
か
て
御
く
た
り
と
申
候
ま
ゝ
、
御
う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ

候
、
返
々
、
さ
い
〳
〵
の
御
お
と
つ
れ
、
御
う
れ
し
さ
に
て
候
、
な
を
、
か
う
も
し

よ
り
御
ほ
せ
事
候
へ
く
候
、
こ
の
こ
も
し
一
か
さ
ね
、
う
つ
く
し
く
も
候
ハ
て
、
御

は
も
し
な
か
ら
、
ま
い
ら
せ
候
、
な
を
こ
れ
よ
り
申
候
へ
く
候
、 

「（
墨
引
）

（
奥
切
封
上
書
）

 
 
 
 

な
こ
や

（
名
護
屋
）

よ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五 

 
 
 
 

け
い
き
ん
ま
い
る

（
龍
造
寺
周
家
室
龍
造
寺
氏
、
鍋
島
清
房
継
室
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
へ
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

【
解
説
】 

豊
臣
家
侍
女
五
よ
り
龍
造
寺
周
家
室
龍
造
寺
氏（
鍋
島
清
房
継
室
、慶
誾
尼
）

に
宛
て
た
消
息
。
侍
女
五
・
孝
蔵
主
は
在
名
護
屋
、
慶
誾
は
在
国
。
年
次
の
上

限
は
、
文
禄
の
役
の
始
ま
る
天
正
二
十
（
文
禄
元
）
年
、
下
限
は
秀
吉
存
命
中

の
慶
長
三
年
だ
が
、
こ
の
間
、
孝
蔵
主
が
在
名
護
屋
で
、
か
つ
秀
吉
が
留
守
中

な
の
は
、
天
正
二
十
（
文
禄
元
）
七
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
日
ま
で

の
間
（『
織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集
成
』）。。 

 

 

六
四
六 

豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
（
北
政
所
）
侍
女
ひ
が
し
消
息
（
竪
紙
） 

 
 

と
う
八
郎
殿

（
龍
造
寺
高
房
）

御
せ
い
し
ん
候
や
と
、御
う
は
さ
お
ほ
せ
ら
れ
候
、こ
の
御
ふ
く
、

か
め
山
の
ち
う
な
こ
ん

（
羽
柴
秀
勝
）

さ
ま
の
に
て
御
入
候
ま
ゝ
、
と
う
八
郎
殿
へ
ま
い
ら
せ

ら
れ
候
、
御
か
さ
ね
も
御
入
候
ハ
て
、
い
か
ゝ
と
お
ほ
せ
ら
れ
候
へ
と
も
、
く

る
し
く
も
御
入
候
ハ
ぬ
と
、
我
々
申
あ
け
ま
い
ら
せ
候
へ
は
、
ま
い
ら
せ
ら
れ

候
、
は
る
に
と
う
八
郎
殿
を
ち
と
〳
〵
こ
な
た
へ
御
し
ん
上
候
へ
く
候
よ
し
、

お
ほ
せ
ら
れ
候
、
又
我
身
わ
た
し
く
へ
も
、
し
ゝ
ら
大
ま
き
た
ま
ハ
り
候
、
御

う
れ
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
、
は
る
ニ
ハ
、
と
く
御
悦
申
う
け
給

候
へ
く
候
、
か
し
く
、 

北
政
所
さ
ま
へ

（
豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
）

、
う
つ
く
し
き
御
ふ
く
一
か
さ
ね
、
御
し
ん
上
候
、
ひ
ろ
う
申
ま
い

ら
せ
候
、
こ
と
し
ハ
御
ち
ん
か
た
〳
〵
、
御
こ
と
御
し
け
く
御
入
候
ハ
ん
す
る
に
、

御
心
に
入
候
て
御
し
ん
上
の
御
事
、
一
た
ん
と
よ
ろ
こ
ひ
御
ほ
し
め
し
候
、
よ
く
〳

〵
我
身
よ
り
心
へ
ま
い
ら
せ
候
て
、
申
と
の
御
事
に
て
御
入
候
、
か
し
く
、 

 
 

「（
墨
引
）

（
奥
切
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
さ
か 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
り 

 
 
 
 

な
へ
し
ま
殿

（
鍋
島
直
茂
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひ
か
し 

 
 
 
 
 
 

御
か
も
し
へ
ま
い
る

（
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申
給
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
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【
解
説
】 

豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
（
北
政
所
）
侍
女
ひ
が
し
よ
り
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
（
陽

泰
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
散
ら
し
書
き
で
書
か
れ
て
い
る
。
北
政
所
・
ひ
が
し

は
在
大
坂
、
陽
泰
院
・
龍
造
寺
高
房
は
在
京
都
。「
御
ち
ん
か
た
〳
〵
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
文
禄
の
役
の
始
ま
る
天
正
二
十
（
文
禄
元
）
年
、

下
限
は
秀
吉
存
命
中
の
慶
長
三
年
。「
か
め
山
の
ち
う
な
こ
ん
」
は
天
正
二
十
年

九
月
九
日
に
朝
鮮
で
歿
し
た
羽
柴
秀
勝
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
秀
勝
の
歿

後
、
遺
品
の
「
御
ふ
く
」
が
高
房
に
下
賜
さ
れ
た
か
。
六
四
四
号
と
関
連
す
る
。 

  

六
四
七 

鍋
島
常
貞
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 

杵
嶋
郡 

御
鷹
場
之
内
、
戸
川
一
職
、

（
砥
川
、
小
城
郡
）

南
ハ
柳
津
留
ゟ
小
田
へ

（
柳
鶴
、
小
城
郡
）（
杵
島
郡
）

参
候
大
道
ゟ
北
之
内

山
切
り
、
西
ハ
小
田
東
ノ
町
口
よ
り
花
祭
へ

（
杵
島
郡
）

参
候
道
切
、
右
在
所
、
多
久
美
作
守

（
茂
辰
）

殿
・

同
出
雲
守

（
茂
矩
）

殿
へ
、
鷂
御
遣
ひ
候
儀
、
被
差
免
候
条
、
可
被
得
其
意
候
、
已
上
、 

卯
ノ 

 
 

十
月
六
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
玄
番

（
常
貞
）

（
黒
印
） 

 
 
 

荒
木
伝
左
衛
門
殿 

 
 
 

同 

清
五
左
衛
門
殿 

 

【
解
説
】 

鍋
島
常
貞
よ
り
荒
木
伝
左
衛
門
・
同
清
五
左
衛
門
に
宛
て
た
覚
書
。
藩
主
の

鷹
場
に
お
い
て
鷂
を
使
う
こ
と
を
多
久
家
に
免
許
す
る
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。

「
卯
ノ
十
月
六
日
」
付
で
あ
る
こ
と
と
、
茂
矩
が
「
出
雲
」
と
称
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
年
次
は
寛
永
十
六
年
ま
た
は
慶
安
四
年
。
茂
辰
・
茂
矩
は
と
も
に
在

国
。 

  

六
四
八 

神
代
勝
利
書
状
（
竪
紙
） 

「
隆
信

（
押
紙
）

様
江 

勝
利
公
ゟ
之
御
状
一
」 

（
前
欠
）
江
武

（
江
上
）

種
被
仰
談
御
分
候
者
、
於
拙
者
、
可
目
出
度
候
、
鴨
打
新
左

（
胤
賢
）

衛
門
尉

方
、
種
々
被
申
事
、
御
推
察
之
前
候
、
一
昨
日
、
細
砕
、
納
冨
右
京
亮
殿
へ
申
述
候
、

定
而
可
有
御
披
露
候
、
御
納
得
、
可
為
大
慶
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

極
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
利

（
神
代
）

（
花
押
） 

 
 

隆
信

（
龍
造
寺
）

進
覧
［ 

 

］ 

  
【
解
説
】 

 
 
 

神
代
勝
利
よ
り
龍
造
寺
隆
信
に
宛
て
た
書
状
。
居
所
は
不
明
。
年
次
の
上
限

は
「
隆
信
」
の
表
記
か
ら
天
文
十
九
年
、
下
限
は
神
代
勝
利
の
歿
年
月
よ
り
永

禄
七
年
。 
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六
四
九 
毛
利
輝
元
書
状
（
切
紙
） 

 

「
政
家

（
押
紙
）

様
輝
元
公
ゟ
之
御
状
」 

其
面
之
儀
、
被
及
御
手
切
之
由
、
其
聞
候
、
実
正
之
趣
、
為
可
承
之
、
令
申
候
、
此

口
之
儀
、
香
春
岳
之
事
、
詰
寄
之
候
、
落
去
不
可
有
程
候
、
可
御
心
安
候
、
於
様
子

者
、
従
黒
官
・

（
黒
田
孝
高
）

隆
景
、

（
小
早
川
）

可
被
相
達
候
、
猶
入
江
与
三
兵

（
就
昌
）

衛
尉
任
口
上
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

十
一
月
廿

（
天
正
十
四
年
）

二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

輝
元

（
毛
利
）

（
花
押
） 

 
 
 

龍
造
寺
民
部

（
政
家
）

太
輔
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

 

【
解
説
】 

 
 
 

毛
利
輝
元
よ
り
龍
造
寺
政
家
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
は
、
本
文
の
「
香
春
岳

之
事
」
が
、
高
橋
元
種
が
守
る
香
春
岳
攻
め
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

天
正
十
四
年
。 

  

六
五
〇 

龍
造
寺
胤
栄
消
息
（
竪
紙
） 

 
 

な
お
〳
〵
、
わ
り
な
く
き
こ
し
め
し
［ 

 
 

］

〔

わ

け

ら

れ

〕

か
た
し
け
な
く
候
、
又
ち
う

せ
つ
も
、
ふ
ち
う
も
、
い
ら
さ
る
よ
し
候
、
ち
う
せ
つ
こ
そ
た
ち
申
へ
く
候
よ

し
、
そ
ん
し
候
へ
、
と
か
く
御
み
つ
か
ら
に
て
申
上
候
へ
く
候
、 

あ
き
か
ね

（
龍
造
寺
鑑
兼
）

御
身
体
事
、
か
う
忠
御

（
龍
造
寺
家
兼
）

す
ち
め
ゆ
へ
に
、
な
に
と
や
と
そ
ん
し
候
ま
ゝ
、

さ
ま
〳
〵
の
む
つ
か
し
き
御
事
、
申
ま
い
ら
せ
候
に
、
か
の
け
ち
の
ふ
ん
御
さ
り
候

よ
し
、
う
け
給
候
、
め
て
た
ふ
こ
と
候
へ
、
く
れ
〳
〵
、
か
う
忠
御
ゐ
や
し
き
を
、

い
ぬ
の
ふ
し
と
に
な
し
候
ハ
ゝ
、
わ
れ

く
共
見
［ 

 
 
 

］

〔

ま

い

ら

せ

候

す

る

〕

事
、
く
ち
お
し
く

候
ま
ゝ
の
事
に
て
こ
そ
候
へ
、
か
の
心
中
に
、
な
さ
け
の
こ
る
き
候
ハ
す
候
、
い
よ

〳
〵
し
か
る
へ
き
や
う
ニ
御
ふ
ん
へ
つ
あ
る
へ
く
候
、
な
お
〳
〵
、
こ
と
は
に
申
上

候
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
ね
栄
（

（
龍
造
寺
胤
栄
）

花
押
） 

 
 

「 
 

（

（
奥
切
封
上
書
）

墨
引
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ふ
せ
ん
の
か
ミ 

 
 
 
 

あ
ね
さ
ま
御
返

（
鍋
島
清
房
室
龍
造
寺
氏
）

事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
ね
栄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
申
給
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

龍
造
寺
胤
栄
よ
り
鍋
島
清
房
室
龍
造
寺
氏
（
慶
誾
）
に
宛
て
た
書
状
。
居
所

は
不
明
。
年
次
の
上
限
は
内
容
か
ら
龍
造
寺
家
兼
歿
後
の
天
文
十
五
年
、
下
限

は
胤
栄
の
歿
年
よ
り
天
文
十
七
年
。
な
お
、『
歴
代
鎮
西
志
』
に
は
、
天
文
十
七

年
に
龍
造
寺
鑑
兼
が「
同
姓
西
館
一
族
」と
の
不
和
の
仲
裁
を
胤
栄
に
依
頼
し
、

胤
栄
が
隆
信
の
母
慶
誾
に
紛
争
解
決
に
向
け
て
の
斡
旋
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と

が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
書
状
が
六
五
〇
・
六
五
一
号
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
鈴
木
（
宮
島
）
敦
子
二
〇
一
三
年
）
欠
損
部
分
の
校
訂
は
『
佐
賀
県
史
料
集

成
』
に
よ
っ
た
。 

  

六
五
一 

龍
造
寺
胤
栄
消
息
（
竪
紙
） 

昨
日
藤
兵
衛
尉

（
石
井
忠
房
）

へ
申
候
た
い
も
く
、
い
か
ゝ
御
分
へ
つ
候
や
、
と
て
も
あ
き
か
ね

（
龍
造
寺
鑑
兼
）

御

事
、
そ
た
て
ま
い
ら
せ
候
間
、
よ
き

（
余
儀
）

な
く
御
分
別
あ
る
へ
く
候
、
か
の
御
身
た
い
も
、

は
や

く
お
ち
つ
き
候
や
う
ニ
あ
り
度
候
、
此
儀
に
て
さ
ゝ
ゑ
へ
く
候
、
御
心
得
の

た
め
ニ
申
ま
い
ら
せ
候
、
た
ゝ
か
の
ち
か
ひ
の
事
ハ
さ
し
す
て
ら
れ
、
か
うふ

ち
う
え

た
い
し
、
お
ほ
し
め
し
よ
ら
る
へ
く
候
、
よ
く
〳
〵
き
の
ふ
申
ま
い
ら
せ
候
ま
ゝ
、

く
ハ
し
か
ら
す
候
、
か
し
く
、 

 
 

三
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
ね
栄
（

（
龍
造
寺
胤
栄
）

花
押
） 

 

「 
 

（

（
奥
切
封
上
書
）

墨
引
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

あ
ね
さ
ま
［ 

 
 
 

］
人
々

（
鍋
島
清
房
室
龍
造
寺
氏
）〔
ま
い
る
カ
〕

 
 
 
 
 
 
 
 

た
ね
栄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［ 
 

］

〔
給
へ
〕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

龍
造
寺
胤
栄
よ
り
鍋
島
清
房
室
龍
造
寺
氏
（
慶
誾
）
に
宛
て
た
書
状
。
居
所

は
不
明
。
年
次
の
上
限
は
龍
造
寺
家
兼
歿
後
の
天
文
十
五
年
、
下
限
は
胤
栄
の

歿
年
よ
り
天
文
十
七
年
。
六
五
〇
号
と
関
連
す
る
。 

  

六
五
二 

鍋
島
忠
直
書
状
（
折
紙
） 

六
月
廿
二
日
勘
解
由
・
玄
番
え
之
書
面
、
具
ニ
令
披
見
候
、
美
作
・

（
多
久
茂
辰
）

伊
勢
菊
輙

（
鍋
島
勝
茂
女
）

疱
瘡

被
仕
候
由
、
別
而
満
足
申
候
、
殊
ニ
陽
泰
院
様
御

（
鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
）

達
者
ニ
被
成
御
坐
候
、
其
外
何
も

無
事
ニ
候
由
、
大
慶
此
事
候
、
此
地
無
相
替
儀
、
か
ゝ
様
御
腫

（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
）

物
も
す
き
と
能
御
』

坐
候
条
、
心
安
可
被
存
候
、
尚
期
後
音
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

肥
前
守 

 
 

八
月
十

（
寛
永
四
年
）

四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠
直

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

多
久
長
門

（
安
順
）

守
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
嶋
忠
直
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
忠
直
は
在
江
戸
、
安
順
は
在
佐

賀
。
多
久
茂
辰
が
美
作
を
称
す
る
の
は
寛
永
二
年
か
ら
同
四
年
ま
で
の
う
ち
で

あ
り
、
こ
れ
が
年
次
の
上
限
幅
と
な
る
。
下
限
は
、
陽
泰
院
の
歿
年
（
寛
永
六

年
正
月
八
日
）
の
前
年
で
あ
る
寛
永
五
年
と
な
る
。
こ
の
間
で
、
茂
辰
・
伊
勢

菊
の
疱
瘡
罹
患
の
こ
と
や
陽
泰
院
の
健
康
の
こ
と
、
六
月
二
十
二
日
付
の
書
状

の
こ
と
な
ど
、
同
内
容
の
記
述
が
み
え
る
三
六
八
号
が
寛
永
四
年
に
比
定
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
本
書
状
も
同
年
に
比
定
さ
れ
る
。 
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六
五
三 
鍋
島
忠
茂
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

以
上
、 

一
書
申
入
候
、
昨
日
信
州
よ

（
鍋
島
勝
茂
）

り
生
三
御

（
鍋
島
道
虎
）

使
に
て
、
知
行
被
下
、
此
中
、
我
等
望
罷
居

候
者
共
、
手
之
者
ニ
可
召
遣
由
、
被
仰
聞
、
誠
以
、
外
聞
実
儀
、
忝
存
事
候
、
是
と

て
も
、
兼
々
御
取
合
故
た
る
へ
き
と
存
事
候
、
先
此
謂
可
申
上
と
、
一
書
此
式
候
、

悉
皆
期
貴
面
之
節
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

七
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠
茂
（
黒
印
） 

「 
 
 

（

（
奥
結
封
上
書
）

墨
引
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
和

（
鍋
島
）

泉
守 

 
 
 

多
長
州

（
多
久
安
順
）

様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠
茂 

 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
忠
茂
よ
り
多
久
安
順
に
宛
て
た
書
状
。
忠
茂
・
安
順
と
も
在
佐
賀
か
。

年
次
の
上
限
は
忠
茂
の
和
泉
守
叙
任
の
慶
長
七
年
に
な
る
が
、
徳
川
秀
忠
の
小

性
を
辞
し
肥
前
に
帰
国
し
た
同
十
三
年
以
降
か
。
下
限
は
同
人
歿
年
の
寛
永
元

年
と
な
る
。文
中
に
鍋
島
勝
茂
か
ら
忠
茂
に
知
行
が
宛
行
わ
れ
た
こ
と
が
み
え
、

こ
れ
が
藤
津
郡
内
二
万
石
分
与
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
慶
長
十
五
年
と
な
る
（「
寛

政
譜
」）。
但
し
、『
鹿
島
志
』
は
慶
長
十
四
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤

津
に
知
行
を
得
た
こ
と
を
鍋
島
道
虎
に
伝
え
た
忠
茂
書
状
（
佐
古
／
坊
所
五
八

三
・
五
八
四
）
に
つ
い
て
、『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
で
は
「
慶
長
十
四
年
カ
」
と

し
て
い
る
。 

  

六
五
四 

鍋
島
直
能
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ゟ 

多
長
門
様
参 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

賀
」 

 
 

猶
々
、
心
事
期
貴
面
之
時
、
不
能
詳
候
、
以
上
、 

先
月
者
芳
翰
、
其
節
在
郷
へ
参
候
時
分
ニ
て
、
不
能
則
報
候
キ
、
仍
此
一
軸
、
用
捨

ニ
存
候
へ
と
も
、
し
き
り
に
御
所
望
故
、
も
た
し
か
た
く
、
進
之
候
、
可
被
所
哥
悟

候
哉
、
多
罪
々
、
猶
々
期
面
話
之
時
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

霜
月
廿
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

直
能

（
鍋
島
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
直
能
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
直
能
・
茂
矩
と
も
に
在
国
。
年

次
は
、
茂
矩
が
長
門
守
を
称
す
る
明
暦
三
年
が
上
限
、
直
能
が
歿
す
る
延
宝
七

年
が
下
限
と
な
る
。 
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六
五
五 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

御
状
披
見
申
候
、
仍
か
ゝ
機
嫌
弥

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

能
候
段
、
目
出
度
存
候
、
然
ハ
此
中
之
病
証
、
今

少
引
残
申
由
候
、
宗
貞
薬
別
而
相
応
申
之
由
、
さ
候
ハ
ゝ
漸
々
ニ
可
為
本
復
と
、
太

慶
此
事
ニ
候
、
弥
其
元
機
分
ニ
合
候
様
ニ
慰
被
申
、
養
生
無
油
断
様
ニ
、
不
能
申
候
、

将
又
、
其
方
儀
、
五
三
日
中
ニ
、
先
以
可
有
御
帰
由
候
、
乍
去
、
か
ゝ
機
嫌
も
能
候

へ
は
、
我
等
見
廻
申
ニ
不
及
儀
ニ
候
、
爰
元
ニ
而
も
、
如
例
年
あ
つ
さ
ニ
痛
、
朝
と

く
存
立
候
ハ
ね
は
、
東
之
屋
敷
へ
も
参
得
不
申
、
は
だ
ニ
て
臥
り
居
申
事
候
条
、
其

地
相
越
候
儀
ハ
、
い
か
に
も
不
定
之
儀
ニ
候
、
水
ケ
江
表
御
番
之
儀
ハ
、
我
等
相
勤

申
事
候
条
、
か
様
之
次
而
ニ
、
其
方
儀
も
緩
々
と
其
地
御
休
息
、
尤
ニ
候
、
医
者
な

と
の
儀
者
、
宗
貞
手
前
ゟ
委
書
立
遣
候
ハ
ゝ
、
夫
ニ
而
も
澄
可
申
候
、
道
仙
儀
ハ
此

程
も
被
参
た
る
由
候
、
又
用
所
も
候
ハ
ゝ
、
被
相
越
候
様
ニ
も
可
然
候
、
我
等
其
地

見
廻
為
可
申
な
と
ニ
御
帰
り
ハ
、
曽
而
御
無
用
ニ
候
、
か
ゝ
気
色
、
然
々
無
之
時
ニ
、

其
方
・
兵
庫
間

（
多
久
安
胤
）

ニ
被
罷
帰
候
ハ
ゝ
、
我
等
見
廻
可
申
と
申
た
る
事
ニ
候
、
さ
様
ニ
可

有
御
心
得
候
、
兵
庫
へ
も
此
段
可
被
仰
聞
候
、
次
ニ
其
元
川
ニ
あ
ゆ
立
不
申
由
、
笑

止
成
事
ニ
□
、
古
賀
之
川
ニ
ハ
魚
少
々
見
え
申
由
候
へ
共
、
我
等
上
り
候
時
ノ
た
め

ニ
、
無
御
手
付
由
、
得
其
意
申
候
、
乍
去
、
其
元
俄
ニ
客
人
な
と
候
て
、
肴
な
と
入

用
之
時
ハ
、
な
け
あ
み
計
御
打
せ
、
御
取
候
て
可
然
候
、
為
御
存
候
、
次
ニ
瓜
御
用

ニ
候
ハ
ゝ
、
何
時
も
上
屋
敷
迄
差
紙
可
被
遣
候
、
爰
元
ニ
も
方
々
ゟ
も
ら
ハ
れ
候
瓜

も
、
如
例
年
、
一
度
ニ
多
ク
無
之
、
少
宛
落
申
候
、
御
用
之
時
分
ハ
、
明
日
ノ
御
用

ニ
候
ハ
ゝ
、
前
之
日
可
被
仰
遣
候
、
以
上
、 

 
 

六
月
廿
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 

  
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 

御
返
報 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
は
在
佐
賀
、
茂
矩
は
在
多

久
。
年
次
は
、
茂
矩
が
長
門
守
を
称
す
る
明
暦
三
年
が
上
限
、
茂
辰
室
鍋
島
氏

（
天
性
院
）
の
歿
年
（
寛
文
七
年
六
月
二
日
）
の
前
年
で
あ
る
寛
文
六
年
が
下

限
と
な
る
。
天
性
院
の
病
状
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
同
人
の
歿
年
に
近

い
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

  

六
五
六 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

兵
部
ニ

（
多
久
）

而
之
書
状
、
披
見
申
候
、
仍
曲
到
来
ニ
而
、
別
而
之
朦
気
た
る
へ
き
と
令
察

候
、
此
儀
ニ
付
而
、 

殿
様
へ
御

（
鍋
島
光
茂
）

詞
な
と
申
上
首
尾
ニ
而
無
之
由
、
求
馬
殿
内

（
相
良
及
真
）

証
之

通
、
勿
論
之
儀
ニ
存
候
、
尤
被
罷
下
、
誰
ニ
御
弔
可
申
方
も
無
之
事
候
、
為
名
代
、

兵
部
蓮
池
へ
被
指
越
候
者
、
夫
ニ
而
相
澄
申
事
候
、
被
罷
下
可
然
存
候
者
、
自
是
社
、

可
申
入
候
、
不
及
夫
儀
と
存
、
兎
角
不
申
越
候
、
弥
緩
々
と
廿
日
迄
ハ
逗
留
被
申
、

可
然
存
候
、
其
内
、
自
然
御
公
用
之
儀
候
ハ
ゝ
、
各
別
之
儀
ニ
候
、
然
者
、
其
方
其
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元
ニ
而
之
作
法
之
儀
、
案
し
申
候
処
、
聖
人
君
子
な
と
ハ
』
物
忌
之
躰
も
可
有
之
か
、

平
人
之
儀
と
申
、
適
之
儀
ニ
候
条
、
少
々
手
迦
ニ
、
大
鷹
な
と
一
寄
二
寄
合
さ
せ
見

被
申
候
儀
、
扨
又
、
近
所
ニ
鶉
之
は
ま
り
な
と
有
之
を
、
一
寄
二
寄
合
さ
せ
見
被
申

候
儀
ハ
、
目
ニ
も
立
不
申
、
沙
汰
も
有
之
間
敷
事
候
、
さ
う
み
ニ
而
隼
之
鳥
な
と
追

行
候
儀
、
二
三
日
ハ
如
何
ニ
存
候
、
尤
猪
狩
不
可
然
存
候
、
七
日
過
申
候
ハ
ゝ
、
猪

狩
な
と
も
や
う
〳
〵
苦
間
敷
と
存
候
、
尤
家
中
之
者
振
舞
之
儀
ハ
、
七
日
之
内
ニ
而

も
不
苦
存
候
、
乍
去
、
七
日
過
候
て
ゟ
ハ
、
一
段
可
然
事
候
、
此
段
為
心
得
、
飛
脚

ニ
而
申
入
候
、
委
者
兵
部
罷
帰
候
時
分
、
可
申
候
、
以
上
、 

 
 

霜
月
九
日

（
寛
文
二
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作
（
花
押

（
多
久
茂
辰
）

） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

御
返
事 

 
 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
は
在
佐
賀
（
水
ヶ
江
か
）。

茂
矩
は
在
多
久
。
茂
矩
が
長
門
と
称
し
、
茂
辰
が
在
世
中
な
の
で
明
暦
二
年
以

降
寛
文
八
年
以
前
で
あ
る
。
こ
の
間
、
寛
文
二
年
十
一
月
に
、
蓮
池
藩
主
鍋
島

直
澄
の
庶
長
子
の
鍋
島
直
守
が
歿
し
て
い
る
（『
蓮
池
藩
日
誌
』）。
茂
矩
の
承
応

三
年
に
歿
し
た
先
妻
は
直
澄
の
養
女
で
あ
っ
た
。
本
状
の
翌
日
に
作
成
さ
れ
た

茂
矩
宛
茂
辰
書
状
（
六
三
五
号
）
と
併
せ
て
検
討
す
る
と
、
多
久
に
滞
在
中
の

茂
矩
の
も
と
に
蓮
池
か
ら
の
訃
報
が
急
に
届
い
て
お
り
、
そ
れ
へ
の
対
応
を
水

ヶ
江
の
茂
辰
に
相
談
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
直
守
の
死
歿
の
前
後
の
状

況
と
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
状
は
、
寛
文
二
年
に
比
定
で
き
る
。 

  

六
五
七 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

追
而
、
面
ニ
荒
増
如
申
候
、
飯
米
を
乗
せ
候
船
差
廻
候
儀
、
市
佐
ゟ
杢
允
へ
相

（
多
久
茂
旨
カ
）

談
申
、

明
朝
出
船
申
由
候
、
上
乗
ハ
福
地
弥
左
衛
門
か
、
藤
崎
神
兵
衛
か
た
る
へ
く
候
、
右

之
船
者
、
深
堀
ニ
掛

（
彼
杵
郡
）

置
、
上
乗
之
者
計
御
番
所
迄
罷
越
、
吉
左
衛
門

（
福
地
カ
）

・
勘
兵
衛
ニ

（
鍋
島
房
利
カ
）

点

合
候
様
ニ
と
申
付
候
、
自
然
、
追
付
被
罷
帰
儀
ニ
候
者
、
供
之
内
ゟ
一
人
被
残
置
候

か
、
又
ハ
樋
口
八
郎
右
衛
門
な
と
へ
頼
置
候
か
、
又
ハ
存
之
町
人
な
と
、
其
地
へ

（
長
崎
）

居

申
候
ハ
ゝ
、
さ
様
之
者
ニ
仕
払
之
儀
頼
申
候
様
ニ
、
可
被
仰
付
候
、
自
然
、
其
元
案

外
米
難
払
儀
候
者
、
御
蔵
ゟ
定
而
御
米
な
と
段
々
可
参
候
条
、
帰
宅
之
後
、
爰
元
役

人
衆
へ
相
談
申
、
米
替
ニ
も
可
然
候
、
此
段
、
市
佐
ゟ
委
可
申
入
候
条
、
不
具
候
、

以
上
、 

 
 

三
月
十
一
日

（
寛
文
三
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作
（
花

（
多
久
茂
辰
）

押
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

参 

  

【
解
説
】 

 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
は
在
佐
賀
、
茂
矩
は
在
長
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崎
。
長
崎
に
い
る
茂
矩
へ
、
茂
辰
が
諸
事
の
取
り
計
ら
い
や
指
示
を
出
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、長
崎
番
役
に
関
わ
る
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。茂
矩
に
つ
い
て
は
、

「
水
江
事
略
」
で
は
、
寛
文
三
年
三
月
八
日
に
、
命
じ
ら
れ
て
長
崎
に
出
動
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

  

六
五
八 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

為
機
嫌
見
廻
、
人
を
給
、
御
念
入
之
儀
、
過
分
ニ
存
候
、
我
等
気
色
別
而
能
、
脈
躰

な
と
も
一
渥
つ
よ
り
候
由
、
林
庵
申
候
、
そ
れ
ニ
相
応
申
、
何
之
申
分
も
無
之
候
条
、

可
御
心
安
候
、
随
而
、
昨
朝
ハ
小
城
通
被
相
越
、
村
川
鷹
別
而
逸
物
申
、
鴨
五
つ
被

取
飼
之
由
、
一
段
之
仕
合
ニ
候
、
隼
ノ
逸
物
ハ
、
殊
外
、
慰
ニ
罷
成
物
ニ
候
、
定
而

気
も
晴
、
養
生
ニ
も
能
可
有
御
坐
と
、
目
出
度
存
候
、
鳥
も
数
見
え
候
由
、
珍
重
ニ

候
、
古
賀

（
多
久
）

ノ
川
ニ
而
も
、
仕
合
能
鴨
打
被
申
之
由
、
是
又
一
段
之
仕
合
ニ
存
候
、
鶉

な
と
も
定
而
居
可
申
候
、
旁
慰
之
儀
、
羨
布
存
事
候
、
采
女
初
而

（
多
久
安
輝
）

其
地
罷

（
多
久
）

登
、
さ
そ

面
白
か
り
候
ハ
ん
と
推
量
申
候
、
此
脇
ハ
、
山
狩
な
と
も
可
有
之
と
存
候
、
能
比
之

猪
取
申
候
ハ
ゝ
、
お
ろ
し
候
而
、
味
試
、
皮
厚
ク
や
ハ
ら
か
ニ
、
み
赤
ク
』
可
有
之

猪
之
四
五
尺
程
候
ハ
ん
を
、
一
丸
申
請
度
候
、
無
御
失
念
頼
申
候
、
次
ニ
猪
ノ
油
膏

薬
ニ
入
候
由
ニ
而
、
お
み
つ
ゟ
用
所

（
鍋
島
清
良
室
多
久
氏
）

之
由
申
来
候
条
、
是
又
御
取
せ
可
被
遣
候
、
是

ハ
何
時
に
て
も
可
然
候
、
無
御
失
念
、
可
被
仰
付
候
、
次
ニ
鷹
鳥
鴨
か
け
候
而
慰
被

申
由
、
尤
ニ
候
、
今
時
分
ハ
七
日
八
日
間
ニ
ハ
損
し
不
申
候
条
、
逗
留
中
御
集
、
扨

又
御
料
理
尤
ニ
候
、
此
方
ヘ
ハ
只
今
真
鳥
計
八
つ
所
持
申
候
、
五
日
十
日
ノ
間
ハ
用

所
無
御
坐
候
、
さ
様
ニ
可
有
御
心
得
候
、
御
帰
之
時
分
ハ
大
鷹
之
丸
さ
し
鳥
二
つ
三

つ
可
給
候
、
塩
鳥
ニ
仕
度
候
、
将
又
、
一
昨
日
ゟ
昨
日
ハ
、
花
畠
ニ
ゆ
り
な
と
植
直

し
、
風
ニ
も
当
り
候
へ
共
、
少
も
痛
不
申
候
、
然
ハ
ゆ
り
も
数
多
ク
罷
成
、
上
々
ノ

ゆ
り
先
百
本
、
扨
又
一
つ
葉
其
外
取
集
卅
八
本
、
又
ち
こ
ゆ
り
八
十
七
本
、
惣
合
弐

百
廿
五
本
植
立
、
満
足
申
事
候
、
猶
逗
留
中
互
ニ
可
申
承
候
、
以
上
、』 

 
 

霜
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

御
返
事 

  

【
解
説
】 

 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
は
在
佐
賀
。
茂
矩
は
在
多

久
。
年
次
は
、
人
質
と
し
て
江
戸
に
あ
っ
た
多
久
安
輝
が
帰
国
し
て
い
る
の
で

寛
文
五
年
以
降
。
茂
辰
の
在
世
中
な
の
で
寛
文
八
年
以
前
。
茂
矩
か
ら
の
多
久

で
の
狩
の
報
告
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
。 

  
六
五
九 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

 

「（
端
裏
上
書
） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
ヶ
江

（
多
久
茂
辰
） 

453



 

 

 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
寒
痛
み
候
哉
、
ち
と
ふ
る
付
候
て
、
漸
夜
中
か
ゝ
り
書
申
候
故
、
こ
ま
か
に
吟
味
ハ

不
申
候
、
大
抵
お
ど
し
事
ノ
や
う
ニ
候
て
ハ
、
き
け
申
間
敷
候
条
、
中
之
ケ
条
ハ
の

せ
申
候
、
御
不
落
着
之
儀
候
者
、
弥
平
兵
へ
可

（
関
カ
）

被
遣
候
、
面
ニ
可
申
候
、
い
つ
れ
て

ニ
申
た
る
事
ハ
き
け
不
申
候
条
、ち
と
本
ノ
事
ま
せ
り
候
ハ
て
ハ
と
、得
と
案
し
と
ゝ

け
候
事
ハ
、
気
色
不
快
候
故
、
難
成
、
あ
ら
〳
〵
案
文
申
候
、
此
上
ハ
能
可
有
御
吟

味
候
、
以
上
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
両
人
は
近
接
し
た
と
こ
ろ
に
い

る
と
思
わ
れ
る
。
と
も
に
在
佐
賀
と
す
れ
ば
、
茂
辰
は
水
ヶ
江
、
茂
矩
は
城
内

の
上
屋
敷
か
。
年
次
は
、
茂
矩
の
「
長
門
」
の
表
記
と
、
茂
辰
の
在
世
中
で
あ

る
こ
と
か
ら
明
暦
二
年
か
ら
寛
文
九
年
の
間
。
茂
辰
の
体
調
は
良
好
と
は
い
え

な
い
。 

  

六
六
〇 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

（
前
欠
）
万
可
御
心
安
候
、
幾
日
も
御
心
次
第
、
其
地

（
多
久
）

逗
留
、
御
養
生
肝
要
ニ
存
候
、

将
又
、
其
地
珍
敷
肴
送
給
、
内
々
好
物
と
申
、
何
様
料
理
可
申
候
、
次
ニ
見
祐
へ
鹿

肢
被
為
拝
領
、
別
而
忝
由
、
我
等
迄
申
事
候
、
右
旁
御
点
合
迄
ニ
、
用
手
紙
候
、
以

上
、 

 
 

霜
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愚
渓

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

参 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
は
水
ヶ
江
、
茂
矩
は
多
久

に
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
年
次
は
、
茂
辰
が
愚
渓
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

明
暦
三
年
以
降
、
在
世
中
な
の
で
寛
文
八
年
ま
で
の
範
囲
に
あ
る
。 

  

六
六
一 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
）

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作
」

（
多
久
茂
辰
） 

占
、
段
々
書
物
な
と
見
究
申
候
処
、
弥
当
分
別
条
有
間
敷
候
、
明
日
ハ
些
気
重
ク
候

共
、
明
後
日
明
々
後
日
ゟ
ハ
、
先
一
渥
能
可
有
御
坐
と
見
え
申
候
、
薬
も
き
ゝ
可
申

様
子
ニ
候
、
然
者
、
先
い
つ
も
の
天
神
と
ほ
た
け

（

火

焚

）

ニ
御
立
願
可
然
候
、
又
家
内
丑
寅

ノ
方
ニ
而
、
狐
ニ
膳
な
と
御
す
へ
有
へ
く
候
、
大
抵
ハ
時
例
ゟ
発
た
る
煩
ニ
候
、
又

手
足
腰
な
と
い
た
み
、
頭
な
と
重
ク
可
有
御
座
候
、
吐
乳
な
と
も
い
か
様
有
へ
き
証

ト
見
え
申
候
、
其
外
、
先
刻
申
候
ニ
替
事
無
之
候
、
但
、
先
程
ハ
占
も
六
借
様
ニ
申
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候
へ
共
、
悪
敷
星
皆
迦
レ
、
能
星
ニ
多
あ
た
り
申
候
、
御
気
遣
有
間
敷
候
、
来
正
月

ノ
末
、
二
月
ノ
比
、
又
々
煩
出
可
申
様
子
ニ
候
条
、
前
廉
ゟ
其
心
遣
有
へ
く
候
、
何

レ
一
両
年
之
間
ハ
、
す
き
と
ハ
御
座
有
間
敷
様
ニ
見
え
申
、
迷
惑
申
候
、
乍
去
、
指

而
別
条
ハ
有
間
敷
候
条
、
可
御
心
安
候
、
以
上
、 

 
 

極
月
廿
二
日 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
と
も
に
在
佐
賀
。
茂
矩
が
「
長

門
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
上
限
は
明
暦
二
年
、
茂
辰
存
生
で
あ
る
こ
と
か

ら
下
限
は
寛
文
八
年
と
な
る
。
あ
る
者
の
病
気
に
関
す
る
占
い
の
結
果
を
伝
え

た
も
の
で
あ
る
が
、「
吐
乳
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
乳
児
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、

茂
矩
の
子
ど
も
に
関
す
る
も
の
か
。
当
該
期
の
茂
矩
の
子
と
し
て
は
、
寛
文
八

年
二
月
六
日
に
亡
く
な
っ
た
俗
名
不
詳
の
女
児
、
寛
文
六
年
十
二
月
二
十
五
日

に
亡
く
な
っ
た
女
児
（
お
つ
き
）、
寛
文
八
年
七
月
二
十
日
に
亡
く
な
っ
た
男
児

（
彦
仁
王
か
）
が
あ
る
。
寛
文
四
年
に
比
定
さ
れ
る
五
〇
六
号
に
は
「
徳
龍
」

と
呼
ば
れ
る
乳
幼
児
が
現
れ
る
が
、
こ
れ
は
右
の
女
児
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

か
。
な
お
、「
ほ
た
け
（
火
焚
）」
と
は
竈
神
を
指
す
。 

  

六
六
二 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

先
刻
被
遣
候
詠
哥
共
、
遂
一
覧
、
い
つ
も
ノ
事
ニ
、
存
寄
を
む
さ
と
書
付
候
、
此
内

月
照
紅
葉
の
哥
、
悪
敷
と
ニ
ハ
あ
ら
す
候
、
我
等
も
不
落
着
ニ
候
条
、
稽
古
ノ
為
、

又
右
な
と
ニ
御
見
せ
可
有
御
吟
味
候
、
右
之
内
、
月
照
菊
の
一
首
、
神
祇
之
哥
、
此

二
首
ハ
、
誰
之
前
ニ
御
出
シ
候
而
も
苦
間
敷
と
存
候
、
以
上
、 

 
 

九
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愚
渓

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
）

参 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
あ
て
た
覚
書
。
と
も
に
在
佐
賀
。
茂
矩
が
「
長

門
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
上
限
は
明
暦
二
年
、
茂
辰
存
生
で
あ
る
こ
と
か

ら
下
限
は
寛
文
八
年
と
な
る
。 

 
 

 

六
六
三 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

此
程
者
返
事
計
ニ
而
、
終
ニ
以
一
人
も
見
廻
不
申
候
、
弥
機
嫌
別
条
無
御
坐
由
、
目

出
度
存
候
、
今
日
ハ
定
而
風
も
無
之
、
日
和
も
暖
ニ
候
条
、
機
嫌
も
能
、
鷂
な
と
御

仕
有
へ
き
と
察
申
候
、
但
隼
之
仕
合
者
、
今
朝
大
霜
ニ
而
候
条
、
川
鳥
な
ら
て
ハ
有

之
間
敷
と
存
候
、
旁
仕
合
之
儀
も
、
御
返
事
ニ
可
承
候
、
昨
晩
者
市
ノ
物
と
候
而
、

何
も
好
物
之
物
共
被
相
越
、
今
朝
随
分
料
理
、
め
し
な
と
も
沢
山
被
下
候
、
内
方
へ

も
結
構
ノ
物
被
下
、
何
も
料
理
、
忝
由
申
事
ニ
候
、
我
等
儀
、
気
色
弥
無
別
条
候
間
、
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御
心
遣
有
間
敷
候
、
昨
日
も
如
申
候
、
指
而
用
所
も
無
之
候
条
、
態
林
庵
御
帰
し
候

儀
ハ
弥
御
無
用
た
る
へ
く
候
、随
而
兼
而
好
物
か
と
覚
申
候
条
、こ
ち
三
進
入
申
候
、

是
式
な
か
ら
、
於
御
賞
翫
者
、
可
為
本
望
候
、
以
上
、 

 
 

十
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愚
渓

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
）

参 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
と
も
に
在
佐
賀
。
茂
矩
が
「
長

門
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
上
限
は
明
暦
二
年
、
茂
辰
存
生
で
あ
る
こ
と
か

ら
下
限
は
寛
文
八
年
と
な
る
。 

  

六
六
四 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

「
長
門
殿

 

（
端
裏
切
封
上
書
） 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愚
渓
」

（
多
久
茂
辰
） 

先
日
給
候
香
橘
丸
、
折
節
ニ
用
申
候
、
殊
外
気
色
一
方
之
助
ニ
罷
成
、
重
宝
之
薬
ニ

候
、
も
は
や
今
少
ニ
罷
成
候
条
、
五
百
粒
も
可
給
候
、
以
上
、 

 
 

霜
月
廿
一
日 

 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
と
も
に
在
佐
賀
。
茂
矩
が
「
長

門
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
上
限
は
明
暦
二
年
、
茂
辰
存
生
で
あ
る
こ
と
か

ら
下
限
は
寛
文
八
年
と
な
る
。
香
橘
丸
は
消
化
促
進
や
止
瀉
に
用
い
ら
れ
る
。 

  

六
六
五 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

昨
日
之
仕
合
、
委
細
披
見
、
見
る
様
ニ
候
而
、
一
入
羨
敷
存
事
候
、
今
日
者
天
山
狩

之
由
、
殊
相
源
・
大
木

（
相
浦
源
太
左
衛
門
）

正
左

（
知
清
）

・
中
野
又
兵

（
政
良
）

な
と
被
参
候
由
、
奇
特
成
儀
と
申
事
候
、

随
分
可
有
御
馳
走
候
、
我
等
気
色
弥
無
別
条
候
、
可
御
心
安
候
、
徳
龍
機
嫌
も
、
今

朝
渡
、
弥
無
別
条
由
申
候
、
是
又
可
御
心
安
候
、
委
細
重
而
可
申
候
、
以
上
、 

 
 

卯
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愚
渓

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

長
門
殿
参 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
と
も
に
在
国
で
、
茂
矩
は
本
文

か
ら
天
山
に
狩
り
に
出
か
け
た
こ
と
が
分
か
り
。
茂
辰
は
水
ケ
江
の
多
久
屋
敷

に
居
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
年
次
は
、
本
文
中
に
寛
文
四
年
に
比
定
さ
れ
る

五
〇
六
号
等
に
乳
幼
児
と
し
て
現
れ
る
「
徳
龍
」
に
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
上

限
は
寛
文
三
年
頃
、
茂
辰
存
生
で
あ
る
こ
と
か
ら
下
限
は
寛
文
八
年
と
な
る
。 
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六
六
六 

多
久
茂
辰
覚
書
（
折
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
切
封
上
書
）

 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

只
今
覚
左
衛
門
ニ
而
口
上
ニ
申
候
へ
共
、
不
申
達
儀
も
可
有
之
候
条
、
申
入
候
、
此

方
へ
も
、
今
日
登 
城
之
儀
申
来
候
、
一
昨
日
ゟ
一
き
わ
養
生
申
体
ニ
候
へ
共
、
夜

前
ゟ
ハ
咳
気
迄
加
り
、
今
朝
も
気
重
く
、
う
つ
か
と
仕
た
る
体
ニ
候
、
此
分
ニ
而
ハ
、

中
々
出
仕
罷
成
間
敷
と
存
候
、
殊
食
後
ニ
ハ
日
々
気
色
悪
敷
、
積
差
発
候
、
旁
難
成

儀
ニ
候
、
若
出
仕
可
罷
成
機
分
ニ
候
ハ
ゝ
、
遅
め
ニ
成
共
可
罷
出
候
、
内
々
左
様
ニ

御
意
得
、
御
傍
三
人
へ
も
可
被
相
達
候
、
就
夫
、
大
木
兵
部

（
知
昌
）

方
出
仕
前
ニ
此
方
被
参

候
様
ニ
と
申
遣
候
条
、
被
参
候
ハ
ゝ
、
拙
者
存
候
通
ハ
物
語
可
申
と
存
候
、
為
御
心

得
申
入
候
、
以
上
、 

 
 

七
月
廿
三
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
、
茂
矩
と
も
に
在
国
。
年

次
の
上
限
は
茂
矩
が
長
門
を
称
す
る
明
暦
二
年
（
七
月
は
在
国
）、
下
限
は
茂
辰

の
歿
年
か
ら
寛
文
八
年
。
た
だ
し
、
寛
文
四
年
は
茂
矩
が
七
月
七
日
に
江
戸
へ

向
け
て
佐
賀
を
発
っ
て
い
る
た
め
除
外
さ
れ
る
。 

  

六
六
七 

多
久
茂
辰
覚
書
（
折
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
切
封
上
書
）

 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

手
鑑
之
事
、
承
届
候
、
明
日
座
ニ
御
か
さ
り
可
有
由
、
一
段
可
然
候
、
年
内
も
可
遣

と
存
候
処
、
色
紙
手
鑑
を
し
な
を
し
申
候
所
御
座
候
へ
共
、
仕
切
不
申
、
于
今
延
引

申
候
、
然
者
、
今
夕
す
き
と
を
し
立
、
今
夜
中
か
、
明
朝
早
天
か
、
持
せ
可
進
之
候
、

切
手
鑑
ハ
も
と
よ
り
出
来
居
申
候
、
短
尺
手
鑑
者
、
四
五
枚
程
は
き
候
て
、
札
取
ニ
、

今
月
初
、
上
方
へ
上
せ
申
候
故
、
当
分
明
候
而
、
不
足
ニ
見
え
申
候
条
、
先
皆
之
衆

へ
御
見
せ
候
事
ハ
、
御
無
用
と
存
候
、
迚
之
事
ニ
、
す
き
と
成
就
候
て
、
日
記
も
相

揃
、
追
而
進
入
可
申
候
、
為
御
心
得
候
、
以
上
、 

 
 

正
月
廿
二
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
、
茂
矩
と
も
に
在
国
。
年

次
は
、
茂
矩
が
長
門
を
称
す
る
の
が
明
暦
二
年
二
月
頃
な
の
で
翌
三
年
以
降
だ

が
、
同
年
正
月
は
茂
辰
が
在
江
戸
な
の
で
、
上
限
は
正
月
に
両
者
と
も
在
国
で

あ
る
万
治
元
年
。
下
限
は
茂
辰
の
歿
年
か
ら
寛
文
八
年
。
た
だ
し
、
寛
文
二
年

は
正
月
に
茂
矩
が
在
江
戸
な
の
で
除
外
さ
れ
る
。 
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六
六
八 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

 
「（
墨
引
）

（
端
裏
切
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

従
長
崎
、
帰
帆
之
到
来
御
座
候
ハ
ゝ
、
追
付
、
可
為 

御
発
足
由
承
候
、
然
者
、
今

日
者
、
大
抵
出
行
ニ
用
申
日
ニ
而
候
へ
共
、
十
月
之
節
ニ
入
ニ
候
条
、
如
何
ニ
候
、

又
明
日
ハ
別
而
嫌
申
日
ニ
候
間
、
今
明
之 

御
発
足
ハ
ち
と
如
何
ニ
存
候
、
責
而
明

夜
、
鳥
鳴
候
て
よ
り
ハ
可
然
候
か
、
大
事
之
御
事
ニ
候
間
、
求
馬
殿

（
相
良
及
真
）

迄
、
従
其
方
、

内
意
可
被
仰
哉
、
為
御
心
得
、
申
入
候
、
以
上
、 

 
 

九
月
廿
三
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
、
茂
矩
と
も
に
在
国
。
年

次
の
上
限
は
茂
矩
が
長
門
を
称
す
る
明
暦
二
年
、
下
限
は
茂
辰
の
歿
年
よ
り
寛

文
八
年
。「
御
発
足
」
が
①
勝
茂
の
場
合
は
明
暦
二
年
、
②
光
茂
の
場
合
は
万
治

二
、
寛
文
元
、
三
、
五
、
七
年
に
絞
ら
れ
る
。
茂
矩
が
同
道
す
る
寛
文
元
年
の

可
能
性
が
あ
る
。 

  

六
六
九 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

 

「（
墨
引
）

（
端
裏
切
封
上
書
）

 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

昨
日
者
緩
々
と
咄
申
、
為
悦
之
至
ニ
候
、
後
ニ
案
し
候
へ
ハ
、
其
方
用
所
な
と
ハ
然
々

不
相
達
、
わ
き
事
計
申
た
る
か
と
存
事
候
、
重
而
吟
味
を
も
可
申
候
、
次
ニ
今
晩
、

依
体
、
誹
諧

〔
俳
〕

な
と
可
仕
と
存
候
、夜
な
か
れ
ニ
料
理
申
度
候
、若
鷹
鳥
有
合
申
候
ハ
ゝ
、

何
ニ
而
も
一
つ
も
ら
ひ
可
申
候
、
以
上
、 

 
 

極
月
十
六
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
、
茂
矩
と
も
に
在
国
。
年

次
は
茂
矩
が
長
門
を
称
す
る
明
暦
二
年
以
降
だ
が
、
同
年
十
二
月
は
茂
辰
が
在

江
戸
で
あ
る
た
め
、
上
限
は
十
二
月
に
両
者
と
も
在
国
で
あ
る
明
暦
三
年
。
下

限
は
茂
辰
の
歿
年
よ
り
寛
文
八
年
。
た
だ
し
、
寛
文
元
年
は
十
二
月
に
茂
矩
が

在
江
戸
な
の
で
除
外
さ
れ
る
。 

  

六
七
〇 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
切
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
ヶ
江

（
多
久
茂
辰
）

」 

昨
日
之
朝
之
鷹
鳥
、
先
以
珍
敷
鳥
ニ
候
、
五
位
鷺
・
よ
し
五
位
之
外
ニ
ハ
出
申
間
敷
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様
子
ニ
候
、
殊
毒
気
な
と
有
間
敷
物
体
故
、
今
晩
焼
せ
候
て
賞
翫
申
候
処
、
中
〳
〵

味
あ
さ
く
う
ま
く
、
不
断
た
へ
度
鳥
ニ
候
、
尤
我
等
も
賞
翫
申
、
靏
田
渓
隠
も
同
前

ニ
賞
翫
申
候
、
是
ハ
自
然
け
が
候
て
も
お
し
か
ら
ぬ
衆
に
て
候
故
、
如
此
候
、
一
大

事
ニ
存
候
、
其
方
参
り
候
て
も
大
事
ハ
有
間
敷
物
ニ
ハ
候
へ
共
、
其
段
ハ
曽
而
無
用

ニ
候
、
誰
そ
へ
御
く
ハ
せ
御
覧
候
様
ニ
と
、
た
べ
残
し
少
進
入
申
候
、
〆
り
、
関
東

ニ
有
之
よ
し
五
位
と
申
物
ニ
而
可
有
之
と
存
候
、殊
外
あ
さ
く
う
ま
き
物
之
由
、内
々

承
及
候 

上
ニ
も
上
り
申
物
之
由
候
、
必
左
様
之
物
ニ
而
可
有
之
か
と
存
候
、
則
図

を
も
写
、
進
之
候
、
い
か
様
名
相
知
可
申
候
か
、
御
手
前
ニ
被
召
置
、
可
被
相
糺
候
、

以
上
、 

 
 

三
月
廿
六
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
か
ら
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
は
在
国
し
て
お
り
、
茂
矩

の
居
所
は
不
明
。
年
次
の
上
限
は
茂
矩
が
長
門
を
称
す
る
明
暦
二
年
、
下
限
は

茂
辰
の
歿
年
よ
り
寛
文
八
年
。 

  

六
七
一 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

昨
日
之
御
返
事
披
見
申
候
、
然
者
、
先
二
三
日
中
ニ
可
有
帰
宅
か
と
被
思
召
之
由
、

そ
れ
も
一
段
可
然
候
、
惣
而
宿
ニ
ま
し
た
る
所
、
日
本
国
中
ニ
ハ
無
御
座
候
、
但
時
々

立
出
候
も
一
段
面
白
候
、
い
か
様
ニ
成
共
、
御
心
次
第
ニ
可
然
候
、
次
ニ
此
酒
、
此

中
大
坂
へ
申
越
、
昨
日
伊
万
里
ゟ
到
来
申
候
、
未
タ
す
ハ
り
不
申
候
故
、
酒
し
か
と

不
仕
候
へ
共
、
地
酒
ゟ
ハ
は
つ
き
と
仕
候
、
自
然
参
候
儀
も
御
座
候
哉
と
、
先
少
進

入
申
候
、
何
そ
相
副
度
候
へ
共
、
折
節
似
合
敷
物
無
御
座
、
不
能
其
儀
候
、
将
又
、

昨
日
給
候
王
余
魚
、
殊
外
味
能
魚
ニ
而
、
無
他
事
、
賞
翫
申
、
飯
を
も
た
へ
す
ま
し

申
候
、
御
志
と
存
候
、
我
等
気
色
、
弥
無
別
条
候
、
其
方
機
嫌
、
返
事
ニ
可
承
候
、

以
上
、 

 
 

霜
月
五
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
の
覚
書
で
、
宛
先
は
不
明
。
茂
辰
は
在
国
。
年
次
の
下
限
は
茂
辰

の
歿
年
よ
り
寛
文
八
年
で
あ
る
が
、
六
六
〇
号
（
霜
月
四
日
付
）
の
関
連
で
あ

れ
ば
上
限
は
茂
辰
が
愚
渓
を
称
す
る
明
暦
三
年
、
下
限
は
茂
辰
の
歿
年
よ
り
寛

文
八
年
。 

  

六
七
二 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
切
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
ヶ
江

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

御
返
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
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御
状
披
見
申
候
、
仍
聢
白
状
申
た
る
由
、
埒
明
可
然
儀
と
存
候
、
兎
角
段
々
不
審
成

者
ニ
而
候
処
、
天
道
之
理
ニ
而
、
其
理
端
々
顕
レ
候
事
、
奇
特
成
儀
と
存
候
、
悉
皆

ハ
此
脇
可
申
承
候
、
以
上
、 

 
 

七
月
十
一
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
か
ら
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
は
在
国
し
て
お
り
、
茂
矩

の
居
所
は
不
明
。
年
次
の
上
限
は
茂
矩
が
長
門
を
称
す
る
明
暦
二
年
、
下
限
は

茂
辰
の
歿
年
よ
り
寛
文
八
年
。 

  

六
七
三 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
切
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作
」

（
多
久
茂
辰
） 

自
然
、
為
御
使
、
誰
そ
に
て
も
此
方
被
参
儀
ニ
候
者
、
今
日
者
、
少
癪
指
発
、
何
と

哉
覧
、
気
色
不
快
ニ
而
、
御
使
へ
相
対
な
と
申
儀
、
難
成
存
候
条
、
若
左
様
之
首
尾

ニ
も
候
ハ
ゝ
、
其
方
ゟ
御
内
意
被
仰
、
明
日
之
儀
ニ
も
有
度
存
候
、
扨
又
、
何
時
ニ

而
も
、
自
然
、
求
馬
殿

（
相
良
及
真
）

被
参
儀
ニ
候
ハ
ゝ
、
能
次
而
ニ
候
条
、
不
取
敢
、
料
理
を
出

し
可
申
候
条
、
前
廉
御
聞
合
、
可
示
給
候
、
尤
其
方
儀
も
旁
ニ
御
出
候
様
ニ
と
存
候
、

為
御
心
得
、
申
入
候
、
以
上
、 

 
 

五
月
六
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
、
茂
矩
と
も
に
在
国
。
年

次
の
上
限
は
茂
矩
が
長
門
を
称
す
る
明
暦
二
年
、
下
限
は
茂
辰
の
歿
年
よ
り
寛

文
八
年
。 

  

六
七
四 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

昨
日
之
御
指
紙
披
見
申
候
、
先
以
機
嫌
能
、
鷹
野
被
申
由
、
目
出
度
存
候
、
我
等
気

色
も
弥
無
別
条
候
条
、
可
御
心
安
候
、
惣
而
志
久
・
北
方
ハ

（
杵
島
郡
） 

（
同
郡
）

、
隼
共
ち
と
い
や
か
り

申
在
所
ニ
候
、
殊
急
ニ
な
と
御
せ
り
候
ハ
ゝ
、
鷹
も
く
さ
り
可
申
と
存
候
、
鴨
丸
は

し
御
か
ハ
せ
、
そ
ろ
〳
〵
と
白
ニ
の
り
候
様
ニ
可
然
候
、
赤
毛
ハ
弥
以
可
被
入
御
念

候
、
次
ニ
上
瀧
せ
り

（
杵
島
郡
）

一
つ
と
送
給
、
則
賞
翫
申
事
候
、
鴨
之
儀
は
当
分
賞
翫
申
度
用

所
も
無
之
候
条
、
涯
分
御
集
、
御
帰
之
節
、
可
有
御
持
参
候
、
将
又
小
の
り
し
と
ゝ

数
仕
候
由
、
余
之
鷹
之
口
餌
ニ
如
何
程
も
御
と
ら
せ
可
然
候
、
鶉
之
儀
、
自
然
仕
合

も
候
ハ
ゝ
、
御
取
か
ひ
候
而
可
給
候
、
以
上
、 

 
 

霜
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

御
返
事 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
多
久
領
内
（
志
久
・
北
方
）
の

鷹
場
の
状
況
を
知
ら
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茂
矩
は
多
久
領
内
に
居
り
、
茂
辰

は
佐
賀
に
居
る
と
考
え
ら
れ
る
。
年
次
の
上
限
は
茂
矩
が
長
門
を
称
す
る
明
暦

二
年
、
下
限
は
茂
辰
の
歿
年
よ
り
寛
文
八
年
。 

  

六
七
五 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
切
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

寒
天
ニ
候
へ
共
、
指
而
痛
不
申
候
、
可
御
心
安
候
、
然
者
、
手
前
庭
篭
ニ
は
な
し
申

度
候
而
、
小
鳥
之
儀
、
此
中
多
久
へ
申
越
候
へ
共
、
一
切
も
と
を
り
不
申
候
、
其
方

逗
留
中
、
被
仰
付
、
御
取
せ
候
て
可
給
候
、
用
所
ハ
、
〽
ま
し
こ
、
二
三
、
〽
き
ほ

う
白
、
二
三
、
〽
か
し
ら
た
か
、
二
、
〽
ほ
う
け
ノ
、
二
、
よ
く
、
む
ね
ノ
毛
は
つ

き
と
御
座
候
、
此
内
ま
し
こ
ハ
と
り
に
く
ゝ
候
共
、
余
ノ
鳥
ハ
安
キ
事
候
、
〽
山
か

ら
、
二
、
な
と
も
可
然
候
、
其
外
ハ
と
れ
次
第
ニ
候
、
頼
申
候
、
以
上
、 

 
 

霜
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作 

 

【
解
説
】 

 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
居
所
は
茂
辰
は
佐
賀
、
茂
矩
は

多
久
。
年
次
の
上
限
は
「
長
門
」
の
表
記
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
茂
辰
の
歿

年
か
ら
寛
文
八
年
。 

  

六
七
六 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

「
長
門
殿

（
端
裏
切
封
上
書
）（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

御
傍
求
馬

（
相
良
）

方
を
始
、
段
々
ニ
御
着
、
祝
之
料
理
被
成
可
然
存
候
、
其
方
病
中
ニ
候
へ

共
、
相
伴
な
と
ハ
候
ハ
す
共
、
亭
主
ふ
り
ノ
申
付
様
も
可
有
之
儀
ニ
候
、
色
々
馳
走

ニ
而
無
之
候
共
、
ざ
ん
〳
〵
と
一
通
り
御
振
舞
、
可
然
存
候
、
存
寄
候
条
申
入
候
、

以
上
、 

 
 

六
月
廿
八
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
居
所
は
茂
辰
・
茂
矩
と
も
に
佐

賀
。
年
次
の
上
限
は
「
長
門
」
の
表
記
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
茂
辰
の
歿
年

か
ら
寛
文
八
年
。
本
文
中
に
「
祝
之
料
理
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
藩
主
の
江
戸
か

ら
の
帰
国
と
関
連
す
る
可
能
性
も
あ
る
。 
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六
七
七 
多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

 
 

「
長
州 

（
端
裏
封
上
書
）
（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
ヶ
江

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 
 
 
 

参 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

今
朝
渡
、
気
色
弥
快
様
ニ
候
、
可
御
心
安
候
、
仍
、
包
板
調
合
候
間
、
進
入
申
候
、

次
そ
て
つ
、
用
所
次
第
、
六
七
本
も
可
有
御
座
候
、
可
有
御
取
候
、
以
上
、 

 
 

二
月
十
六
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
居
所
は
茂
辰
・
茂
矩
と
も
に
佐

賀
。
年
次
の
上
限
は
「
長
州
」
の
表
記
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
茂
辰
の
歿
年

か
ら
寛
文
八
年
。 

  

六
七
八 

多
久
茂
辰
覚
書
（
切
紙
） 

只
今
、
宇
右
衛

（
副
島
カ
）

門
を
以
、
示
給
候
趣
、
承
届
、
得
其
意
申
候
、
則
宇
右
衛
門
ニ
而
点

合
可
申
候
処
、
彼
者
儀
ち
と
用
所
候
て
、
多
久
へ
申
付
候
、
其
故
、
指
紙
に
て
申
入

候
、
以
上
、 

 
 

五
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
） 

 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

参 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
居
所
は
茂
辰
・
茂
矩
と
も
に
佐

賀
か
。
年
次
の
上
限
は
「
長
門
」
の
表
記
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
茂
辰
の
歿

年
か
ら
寛
文
八
年
。 

  

六
七
九 

某
覚
書
（
竪
紙
） 

御
蔵
銀
之
鍵
、
我
等
へ
被
相
預
置
候
条
、
銀
子
出
入
之
節
ハ
、
時
々
承
届
、
差
出
候

様
、
御
直
ニ
被 

仰
聞
、
右
鍵
被
相
渡
置
候
事
、 

 
 

子
五
月 

  

【
解
説
】 

 
 
 

御
蔵
銀
の
鍵
に
関
す
る
覚
書
。
作
成
者
、
年
次
と
も
に
不
明
。
子
年
と
あ
る

た
め
、
作
成
者
が
多
久
茂
辰
で
あ
れ
ば
、
茂
辰
が
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
命
じ

ら
れ
る
寛
永
十
二
年
か
ら
正
保
三
年
の
間
で
あ
る
、
寛
永
十
四
年
。 
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六
八
〇 

鍋
島
直
澄
消
息
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引

 
 
 

（
端
裏
結
封
上
書
）

） 
 
 
 

あ
ね

（
多
久
茂

様辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 

か
い
の
守

（
鍋
島
直
澄
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
申
給
へ 

 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

な
を
〳
〵
、
わ
れ
ら
も
明
日
ゟ
西
目
へ
参
申
候
、
い
つ
れ
ま
か
り
か
へ
り
候
て

ゟ
、
御
め
ん
に
て
、
よ
ろ
つ
申
上
へ
く
候
、 

一
筆
申
ま
い
ら
せ
候
、
せ
ん
日
御
出
な
さ
れ
候
へ
と
も
、
い
つ
も
な
か
ら
一
入
ふ
ち

よ
う
は
う
ニ
候
て
、
い
ま
に
御
の
こ
り
お
ほ
く
そ
ん
し
候
、
し
か
れ
は
、
御
や
く
そ

く
申
上
候
あ
ぶ
ら
の
方
、
た
ゝ
い
ま
持
せ
上
候
、
わ
れ
ら
ひ
そ
う

（

秘

蔵

）

の
方
ニ
候
間
、
人

へ
御
お
そ

（

教

）

へ
有
ま
し
く
候
、
め
て
た
く
、
か
し
く
、 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
（
蓮
池
）
直
澄
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
へ
宛
て
た
消
息
。

直
澄
・
天
性
院
は
と
も
に
在
国
で
あ
る
。
直
澄
が
「
か
い
の
守
（
甲
斐
守
）」
を

称
す
る
の
は
寛
永
十
二
年
十
二
月
晦
日
日
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
は
在
江
戸
と

思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
年
次
の
上
限
は
寛
永
十
三
年
。「
西
目
」
が
蓮
池
支
藩
領

の
う
ち
塩
田
役
所
を
置
い
て
治
め
た
と
さ
れ
る
藤
津
・
杵
島
・
松
浦
郡
内
の
領

地
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
蓮
池
支
藩
成
立
の
寛
永
十
六
年
以
降
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
（『
塩
田
町
史
』
上
、
三
五
四
～
三
五
五
頁
）。
年
次
の
下
限
は
天
性
院

の
歿
年
よ
り
寛
文
七
年
。
ま
た
、
直
澄
は
『
蓮
池
藩
日
誌
』
に
よ
る
と
、
寛
文

五
年
に
隠
居
し
て
義
峰
と
称
し
た
と
さ
れ
る
の
で
、そ
れ
を
考
察
に
含
め
る
と
、

下
限
は
寛
文
五
年
と
な
る
。 

  

六
八
一 

鍋
島
直
澄
消
息
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 

（
墨
引
） 

 
 
 

あ
ね

（
多
久
茂

様辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 

か
い

（
鍋
島
直

の澄
）

守
」 

猶
申
候
、
か
ゝ
様
へ
の
金
子
、
さ
う
〳
〵
さ
し
上
ら
れ
、
御
こ
ゝ
ろ
さ
し
御
も

つ
と
も
ニ
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
め
て
た
く
〳
〵
、 

 
 

 

き
の
ふ
使
を
以
申
上
候
ニ
、
か
ゝ

（
鍋
島
勝

様茂
室

へ徳
川

御氏
）

こ
う
り
よ
く

（

合

力

）

の
き
、
そ
も
し
さ
ま
も
も
つ

と
も
ニ
お
ほ
し
め
し
候
よ
し
に
て
、
す
な
わ
ち
、
使
の
も
の
へ
小
は
ん
三
両
御
わ
た

し
な
さ
れ
、
た
し
か
に
う
け
取
申
候
、
わ
た
く
し
ゟ
の
金
子
同
前
ニ
さ
し
上
可
申
候

所
ニ
、
そ
れ
か
し
ひ
ま
し
た
い
、
御
め
し
下
さ
る
へ
き
よ
し
、
か
た
じ
け
な
く
存
候
、

今
ほ
と
い
ろ
〳
〵
隙
入
の
事
共
御
さ
候
間
、
此
わ
き
、
ひ
ま
あ
け
候
て
ゟ
し
こ
う

（

伺

候

）

い

た
し
御
め
し
下
さ
る
へ
く
、
め
て
た
く
〳
〵
、
か
し
く
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
直
澄
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
直
澄
・

天
性
院
と
も
に
在
国
で
あ
る
。
年
次
の
上
限
は
、「
か
い
の
守
（
甲
斐
守
）」
の

表
記
に
よ
り
寛
永
十
三
年
。
下
限
は
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
の
歿
年

よ
り
寛
文
元
年
。「
多
久
家
所
蔵
文
書
全
」
三
九
号
（
多
久
茂
辰
宛
、
高
源
院
消
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息
、
正
月
十
日
付
／
佐
古
一
〇
）
は
、
高
源
院
が
送
金
を
依
頼
し
、
勝
茂
に
貸

し
た
金
子
の
返
済
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
消
息
と
関
連
す
る
可
能
性
が

あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 

  

六
八
二 

多
久
茂
文
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
端
裏

（結
封

墨
引

上
書
）

） 
 
 
 
 

長
州

（
多
久
茂

様矩
） 

 
 
 
 

多
久
伊
豆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参
尊
報 

 
 
 
 
 
 

茂
文
」 

猶
以
、
明
晩
之
儀
ハ
、
多
久
へ
御
越
前
ニ
而
、
御
仕
舞
方
御
ふ
た
〳
〵
と
可
被

成
御
坐
奉
存
候
、
某
儀
も
、
は
し

（

箸

）

な
と
取
候
儀
、
殊
外
不
自
由
御
坐
候
間
、
明

晩
、
御
料
理
被
下
候
儀
者
被
相
延
、
重
而
ニ
も
可
被
遊
哉
、
其
段
ハ
御
勝
手
次

第
、
可
然
奉
存
候
、
次
ニ
、
私
爪
根
之
腫
、
無
御
心
許
被
思
召
上
候
由
、
少
も

別
条
御
坐
有
物
に
而
ハ
無
之
候
条
、
御
心
易
可
被
思
食
上
候
、
何
も
明
晩
、
貴

面
上
ニ
可
申
上
候
、
以
上
、 

尊
書
拝
見
仕
候
、
弥
明
後
日
ゟ
、
多
久
御
越
可
被
遊
と
被
思
召
上
候
、
左
候
へ
ハ
、

此
程
差
上
申
候
鷹
鳥
、
御
料
理
可
被
仰
付
候
、
明
日
ハ
御
越
前
ニ
而
、
押
詰
り
候
条
、

今
晩
罷
出
候
様
と
被
仰
下
候
、
何
様
参
上
可
仕
候
へ
共
、
今
日
御
城
参
会
之
儀
申
分

候
故
、
其
御
方
罷
出
候
儀
、
遠
慮
致
存
候
、
御
書
中
ニ
も
、
今
日
之
寄
合
申
分
候
故
、

今
晩
之
儀
ハ
被
相
延
候
様
ニ
と
奉
存
候
者
、
明
晩
之
儀
ニ
も
可
被
遊
由
、
被
仰
下
候

条
、
旁
今
晩
之
儀
ハ
被
差
延
可
被
下
候
、
明
晩
者
、
何
之
道
、
御
見
舞
申
上
覚
悟
御

座
候
条
、
伺
公
仕
、
旁
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

爪
根
痛
候
故
、
用
印
判
候
、 

 
 
 
 

霜
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
文
（
黒
印
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
文
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
茂
文
・
茂
矩
と
も
に
在
国
で
あ

る
。
年
次
の
上
限
は
、「
伊
豆
」
の
表
記
に
よ
り
延
宝
五
年
。
下
限
は
茂
矩
歿
年

月
よ
り
元
禄
二
年
で
あ
る
。
ま
た
、
茂
矩
の
隠
居
前
と
す
れ
ば
貞
享
二
年
と
な

る
が
、
同
年
と
天
和
元
年
は
茂
矩
在
江
戸
の
た
め
除
く
。
な
お
『
御
屋
形
日
記
』

天
和
二
年
十
一
月
九
日
条
に
、
茂
矩
多
久
入
部
の
記
事
が
あ
る
。
十
一
日
四
日

に
は
、
茂
矩
・
茂
文
と
も
に
多
久
入
り
の
知
ら
せ
が
多
久
屋
形
に
届
い
て
い
た

が
、
実
際
に
は
茂
矩
だ
け
が
多
久
入
り
し
て
お
り
、
本
文
の
状
況
と
合
致
し
て

い
る
。 

  

六
八
三 

多
久
茂
矩
覚
書
（
竪
紙
） 

 
 
 

覚 
一
其
方
為
を
存
、
傍
之
者
共
申
候
儀
、
何
様
気
ニ
逢
不
申
候
共
、
能
々
承
、
其
者
弥

重
而
も
存
寄
申
能
様
、
可
被
仕
候
事
、 

一
家
中
之
者
共
懇
ニ
被
仕
、
頭
立
候
者
共
弥
疎
略
ニ
不
被
仕
、
万
一
、
存
寄
抔
申
候
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儀
有
之
時
ハ
、
能
可
被 

承
立
候
事 

 
 
 
 

 
一
馬
乗
下
、
仕
習
可
被
申
候
事
、 

一
書
よ
み
仕
習
候
事
、
付
り
、
判
形
之
事
、 

一
朝
夕
之
膳
之
時
分
、
無
行
儀
ニ
無
之
様
ニ
、
可
被
相
嗜
事
、 

 
 
 
 

万
吉 

 
 

卯
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 

伊
豆

（
多
久
茂

殿文
） 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
矩
よ
り
多
久
茂
文
に
宛
て
た
書
状
。
年
次
の
上
限
は
、「
伊
豆
」
の
表

記
に
よ
り
延
宝
六
年
。
下
限
は
茂
矩
の
歿
年
月
よ
り
元
禄
二
年
。
茂
矩
は
貞
享

三
年
四
月
に
隠
居
で
あ
り
、
本
文
の
内
容
か
ら
は
そ
れ
以
前
と
考
え
る
の
が
妥

当
か
。
細
川
章
「「
多
久
聖
廟
」
の
創
設
者
多
久
茂
文
の
人
間
像
」（『
佐
賀
藩
多

久
領
古
文
書
に
見
る
地
域
の
人
々
』
所
収
）
に
延
宝
八
年
十
二
月
二
十
六
日
付

の
茂
矩
の
覚
書
（
木
下
平
五
左
衛
門
・
今
村
東
右
衛
門
宛
）
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
内
容
は
、
本
覚
書
と
同
様
に
、
茂
文
の
素
行
や
行
儀
、
日
常
生
活
の

注
意
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
茂
矩
の
居
所
は
不
明
。
茂
文
は
在
国
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
（「
水
江
事
略
」
に
よ
る
と
、
茂
矩
歿
年
ま
で
に
茂
文
が
出
国
す
る

の
は
、
元
禄
元
年
八
月
の
長
崎
行
き
の
み
で
あ
る
）。 

 

 

六
八
四 

多
久
茂
辰
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「 

（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
門
殿

（
多
久
茂
矩
）

参 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
作

（
多
久
茂
辰
）

」 

雨
ふ
り
と
を
り
候
へ
ハ
、
少
機
分
も
な
を
り
申
候
、
然
者
、
御
究
之
段
々
、
五
ケ
寺

之
衆
へ
、
前
か
と
被
為
聞
候
後
、
各
御
参
会
之
前
か
と
ニ
参
合
候
様
ニ
、
御
左
右
あ

る
へ
く
候
、
少
々
ハ
気
色
ヲ
を
さ
へ
候
て
も
可
罷
出
候
、
依
体
、
五
か
寺
ト
各
ト
ノ

間
ニ
、
我
等
入
用
之
事
も
可
有
之
か
と
存
候
、
不
及
夫
候
へ
ハ
、
尤
幸
之
儀
ニ
候
、

罷
出
候
事
、
ふ
つ
と
不
相
成
気
分
ニ
而
ハ
無
之
候
間
、
其
御
心
得
尤
ニ
候
、
か
し
く
、 

 
 

廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
茂
辰
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
茂
辰
・
茂
矩
と
も
に
在
国
で
あ

る
。
本
書
状
は
内
容
か
ら
、
六
〇
九
号
と
同
年
同
日
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
年
次
は
寛
文
三
年
ま
た
は
四
年
と
な
る
。
六
〇
九
号
の
解
説
参
照
。 

  
六
八
五 

某
覚
書
（
竪
紙
） 

円
蔵
院
へ
異
見
之
事
、
彼
方
□
内
証
之
儀
、
不
存
候
而
、
盆
前
と
申
入
候
、
然
ハ
、

盆
過
候
て
、
余
し
ほ
ぬ
け
候
ハ
ぬ
や
う
ニ
御
心
遣
尤
ニ
候
、
次
、
長
も
し

（
多
久
茂
矩
）

事
、
于
今
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も
表
裏
候
と
占
ニ
見
え
申
候
、
し
ま
り
、
彼
こ
と
ニ
き
ハ
ま
り
申
へ
く
候
、
別
ニ
少
々

占
ニ
出
申
候
ハ
、
刀
盗
ノ
事
と
ハ
見
え
不
申
候
、
為
御
心
得
候
、
以
上
、 

 

【
解
説
】 

差
出
、
宛
所
、
日
付
を
欠
く
が
、『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
で
は
多
久
茂
辰
書
状

と
し
て
い
る
。
茂
辰
は
在
国
。
上
限
は
茂
矩
が
長
門
と
称
す
る
明
暦
二
年
、
下

限
は
、
差
出
人
が
茂
辰
な
ら
ば
、
茂
辰
の
歿
年
か
ら
寛
文
九
年
。 

  

六
八
六 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
庫

（
多
久
安
胤
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

猶
々
、
願
正
寺
ゟ
昨
日
点
合
御
座
候
而
、
無
何
事
書
物
引
被
申
候
、
於
此
上
ハ
、

高
伝
寺
ゟ
も
別
条
御
座
有
間
敷
と
心
得
申
候
、
今
日
も
弥
書
物
ひ
か
れ
候
や
う

ニ
、
高
伝
寺
へ
可
申
遣
と
存
事
ニ
御
座
候
、
将
又
、
先
日
之
隠
元
軸
物
、
金
拾

一
両
ニ
ハ
放
可
申
物
ニ
御
座
候
、於
被
成
御
取
者
、急
度
金
子
被
遣
可
被
下
候
、

某
ノ
ニ
仕
、
留
置
申
候
故
、
商
人
よ
り
こ
ハ
れ
申
候
間
、
申
上
御
事
候
、
以
上
、 

昨
晩
者
阿
波
殿

（
鍋
島
茂
俊
）

へ
被
成
御
出
、
能
御
酒
を
被
為
上
候
、
今
朝
よ
り
之
御
機
嫌
如
何
と

申
上
御
事
候
、
某
事
ハ
長
座
仕
候
へ
共
、
指
而
気
色
ニ
も
崇
不
申
候
、
然
者
某
役
儀

ニ
付
而
御
断
申
上
候
儀
、
先
日
も
申
候
様
ニ
、
求
馬

（
相
良
）

方
へ
ハ
相
達
申
候
、
勘
左
衛
門

（
山
崎
）

・

織
部
へ
ハ
未
兎
角
も
不
申
候
間
、
乍
慮
外
、
従
貴
公
様
、
右
両
人
之
衆
へ
も
能
被 

仰

含
可
被
下
候
、
於
然
者
、
某
も
明
日
渡
も
罷
出
、
両
人
之
衆
へ
も
可
相
達
と
奉
存
候
、

何
も
晩
元
罷
出
、
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

十
二
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
胤
は
在
国
、
茂
矩
も
安
胤
か

ら
隠
元
の
軸
物
代
金
の
受
け
渡
し
に
つ
い
て
依
頼
を
受
け
て
い
る
の
で
近
い

と
こ
ろ
に
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
書
物
」
を
願
正
寺
、
高
伝
寺
が
「
引
」
と
い

っ
て
お
り
、
「
高
伝
寺
並
び
に
五
箇
寺
よ
り
書
物
指
上
」
ら
れ
た
六
八
九
号
よ

り
以
後
に
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
年
次
の
上
限
は
茂
矩
が
長
門
と

称
す
る
明
暦
二
年
、
下
限
は
相
良
求
馬
の
歿
年
か
ら
延
宝
六
年
、
ま
た
は
同
七

年
。 

  

六
八
七 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
） 

（
端
裏
結
封
上
書
）

長
州
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
庫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

尊
報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤

（
多
久
）

」 

尊
書
致
拝
見
候
、
仍
昨
夕
者
致
伺
公
、
奉
得
□
意

（
御
カ
）

、
本
望
ニ
奉
存
候
、
随
而
、
盆
ニ
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作
州
御

（
多
久
茂
辰
）

夫
婦
へ
兄
弟
中
ゟ
御
酒
肴
差
上
、
祝
上
可
申
と
、
昨
晩
御
相
談
申
上
候
、
左

様
ニ
候
へ
ハ
、
昨
晩
、
大
力
、
作

（
北
島
周
虎
）

州
御
方
へ
罷
出
候
処
ニ
、
来
十
五
日
晩
、
か
ゝ
様

を
大
力
・
将
監
・

（
多
久
安
英
）

蔵
人
・
某

（
小
田
長
昌
）

寄
合
、
御
振
舞
申
上
、
其
上
ニ
而
、
靏
田
ニ
琴
を
弾
せ
、

御
聞
被
成
候
様
ニ
仕
可
然
由
、
作
州
御
噂
之
由
、
従
大
力
申
遣
候
ニ
承
候
、
就
夫
、

弥
其
通
ニ
可
仕
と
申
合
儀
ニ
御
座
候
、
作
州
へ
も
様
子
次
第
、
軽
キ
御
酒
肴
を
差
上

可
申
哉
と
相
談
仕
事
候
、
但
右
ハ
議
定
不
仕
候
、
貴
公
様
ゟ
も
御
酒
肴
被
差
上
、
御

祝
被
成
候
て
も
可
然
哉
と
奉
存
候
、
其
段
ハ
御
校
量
之
外
御
座
有
間
敷
候
、
盆
過
申

て
ゟ
ハ
、
何
之
道
、
其
御
方
々
御
夫
婦
御
振
舞
被
成
た
る
脇
、
我
々
共
も
段
々
ニ
御

膳
を
上
可
申
と
奉
存
候
、
此
段
ハ
別
段
ニ
可
仕
候
、
左
様
御
心
得
被
成
へ
く
候
、
今

日
ハ
何
方
へ
罷
有
、
書
中
麁
有
之
体
ニ
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

七
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
昨
夕
会
っ
た
と
あ
り
、
安
胤
、

茂
矩
と
も
に
在
佐
賀
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
矩
が
長
門
と
称
す
る
明
暦
二
年
、

下
限
は
、
北
島
周
虎
が
寛
文
四
年
十
一
月
一
日
付
の
五
九
〇
号
で
は
外
記
と

呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
寛
文
四
年
以
前
と
な
り
、「
水
江
事
略
」
に
よ
れ
ば
、

寛
文
四
年
七
月
に
茂
矩
が
江
戸
に
行
く
こ
と
か
ら
寛
文
三
年
。 

  

六
八
八 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 

長
門
公
進
上

（
端
裏
結
封
上
書
）

公 

進
上 

 
 

兵
庫 安

胤

（
多
久
）

」 

 
 

猶
々
、
貴
公
様
御
事
、
今
日
渡
ハ
御
機
嫌
御
別
条
無
御
座
由
、
目
出
度
奉
存
候
、

某
気
分
、
昨
今
ハ
快
愈
之
議
ニ
御
座
候
、
可
貴
意
安
候
、
以
上
、 

唯
今
御
使
被
下
、
殊
為
被
為

（

マ

ヽ

）

御
念
、
御
篭
重
一
組
、
結
構
之
御
酒
一
徳
利
、
被
掛
貴

意
、
忝
奉
存
候
、
何
様
夫
婦
寄
合
、
無
他
事
賞
味
可
仕
候
、
御
礼
之
儀
ハ
、
明
日
、

以
拝
顔
、
可
申
上
候
条
、
書
中
疎
略
之
体
ニ
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

六
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤 

 

【
解
説
】 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
明
日
会
う
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

安
胤
、
茂
矩
と
も
に
在
国
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
矩
が
長
門
と
称
す
る
明
暦
二

年
、
下
限
は
、
安
胤
の
歿
年
月
か
ら
元
禄
元
年
。 

  
六
八
九 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
）

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
」 
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其
後
者
某
煩
ニ
取
紛
、
御
見
廻
を
も
不
仕
候
、
然
者
、
昨
夕
主
計
此
方
被
参
候
、
娘

縁
辺
ノ
儀
、
御
立
前
ニ
申
上
召
置
候
を
、
来
ル
六
日
天
赦
日
ニ
御
座
候
条
、
彼
方
へ
、

無
御
失
念
、
被
仰
入
被
下
候
様
ニ
有
度
由
、
某
へ
物
語
ニ
御
座
候
、
此
段
為
可
申
上
、

如
斯
ニ
御
座
候
、
次
ニ
龍
泰
寺
・
円
蔵
院
出
入
ニ
付
而
、
円
蔵
院
書
物
上
り
次
第
、

一
御
心
遣
被
成
、
可
被
成
御
覧
之
由
、
先
日
被
成
御
意
候
、
然
処
ニ
昨
日
従
高
伝
寺

并
五
箇
寺
、
以
連
判
、
書
物
被
指
上
候
、
右
辻
ハ
、
此
間
、
円
蔵
院
ゟ
被
指
上
候
書

物
ニ
、
五
箇
寺
拵
及
違
変
候
故
、
御
訴
訟
申
上
由
、
書
載
被
申
候
、
随
夫
、
違
変
無

之
子
細
其
外
、
円
蔵
院
被
申
分
、
段
々
非
分
ニ
候
由
ノ
書
物
ニ
御
座
候
、
委
細
ハ
事

長
ク
御
座
候
故
、
不
及
書
載
候
、
就
夫
、
手
前
ニ
延
引
仕
物
ニ
而
も
有
御
座
間
敷
候

故
、
今
日
、
以
付
衆
、
政
所
へ
指
出
儀
ニ
御
座
候
、
左
候
へ
共
、
此
書
物
出
候
て
ゟ

ハ
、
貴
公
様
御
拵
被
成
候
儀
も
、
跡
事
ニ
可
罷
成
と
存
、
円
蔵
院
書
物
早
々
被
指
出

候
様
ニ
と
、
昨
日
申
遣
候
得
共
、
何
方
へ
被
罷
出
、
于
今
手
前
ニ
参
不
申
候
、
此
段

ハ
御
心
得
ニ
可
罷
成
と
、
申
上
儀
ニ
御
座
候
、
惣
而
ハ
致
伺
公
、
申
上
度
存
候
へ
共
、

気
色
聢
共
無
御
座
故
、
荒
増
以
書
状
、
如
斯
ニ
御
座
候
、
乍
例
病
中
、
書
中
埒
明
申

間
敷
と
存
候
、
若
難
聞
儀
御
座
候
ハ
ゝ
、
誰
そ
被
仰
付
候
ハ
ゝ
、
其
者
ニ
而
可
申
上

候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

十
月
二

（
寛
文
四
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫

（
付
箋
）

」
安
胤

（
多
久
）

（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

多
久
安
胤
よ
り
兄
の
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
・
安
胤
は
共
に
在
佐

賀
。
年
次
は
寛
文
四
年
。
本
文
中
に
「
来
ル
六
日
天
赦
日
ニ
御
座
候
」
と
あ
り
、

冬
の
天
赦
日
（
甲
子
の
日
）
が
十
月
六
日
と
な
る
の
は
、
慶
長
二
年
の
後
は
寛

文
四
年
、
そ
の
後
は
享
保
十
九
年
で
あ
る
た
め
、
寛
文
四
年
に
決
ま
る
。
龍
泰

寺
と
円
蔵
院
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
五
七
九
号
・
六
〇
九
号
等
参
照
。 

 

 
 

 

六
九
〇 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
）

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

 
 
 
 
 
 
 
 

尊
報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
」 

猶
々
、
か
ゝ
様
御
機
嫌
も

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

弥
能
被
成
御
座
候
、
御
脈
ハ
今
朝
ハ
御
取
ら
せ
不
被

成
候
、
明
朝
者
宗
雲

（
松
永
）

此
方
ニ
而
可
有
御
座
候
条
、
御
脈
之
御
様
体
、
明
日
可
申

上
候
、
以
上
、 

尊
書
致
拝
見
候
、
今
晩
者
御
気
色
少
悪
敷
被
成
御
座
ニ
付
而
、
不
被
成
御
出
之
由
、

奉
得
御
意
候
、
御
用
之
儀
も
、
明
日
御
出
被
成
、
可
被
相
達
之
由
、
一
段
可
然
奉
存

候
、
夫
ゟ
ハ
作
州
兎
角

（
多
久
茂
辰
）

之
御
噂
も
無
御
座
候
、
明
日
者
昼
程
ゟ
、
勘
解
由
殿

（
有
田
孝
紀
）

・
監
物
殿

（
鍋
島
正
純
）

・

作
州
、
東
之
於
御
屋
敷
、
御
茶
湯
被
成
候
条
、
於
被
成
御
出
ハ
、
暮
申
候
而
ゟ
御
光

儀
被
成
、
可
然
奉
存
候
、
何
も
期
貴
面
之
時
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

三
月
廿
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫

（
付
箋
）

」 

安
胤

（
多
久
）

（
花
押
） 
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【
解
説
】 

多
久
安
胤
よ
り
兄
の
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
・
安
胤
は
共
に
在
佐

賀
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
矩
が
長
州
と
記
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
三
月
二
十
二
日

に
在
国
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
暦
三
年
、
下
限
は
天
性
院
（
多
久
茂
辰
室
鍋
島

氏
）
が
存
生
の
た
め
寛
文
七
年
。 

  
 

 

六
九
一 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
）

長
州
公

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
」 

今
日
者
主
水
殿

（
鍋
島
武
興
）

申
請
候
ニ
付
而
、
小
々
姓
之
儀
申
上
候
処
ニ
、
又
四
郎
・
又
七
被
遣
、

首
尾
能
相
閇
目
、
忝
奉
存
候
、
主
水
殿
も
五
ツ
時
分
迄
被
罷
居
、
座
も
殊
外
し
ミ
申

候
、
随
而
、
又
四
郎
儀
、
正
月
ゟ
初
而
参
候
ニ
付
而
、
主
水
殿
帰
之
以
後
、
盃
事
仕

候
、
夫
ニ
又
七
も
同
前
ニ
罷
有
、
盃
な
と
被
下
、
将
監
も

（
多
久
安
英
）

同
座
被
罷
居
候
□
、

〔
ニ
カ
〕

少
も

猥
儀
無
御
座
候
条
、
可
貴
意
安
候
、
又
四
郎
計
ニ
而
候
へ
ハ
、
所
申
上
無
御
座
候
へ

共
、
又
七
参
候
ニ
、
盃
な
と
被
下
候
儀
、
如
何
敷
存
、
一
筆
如
斯
ニ
御
座
候
、
何
も

明
日
罷
出
、
万
般
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

 

安
胤
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

多
久
安
胤
よ
り
兄
の
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
・
安
胤
は
共
に
在
佐

賀
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
矩
が
長
州
と
記
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
二
月
十
四
日
に

在
国
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
暦
三
年
、
下
限
は
安
胤
ら
の
弟
安
英
が
将
監
と
呼

ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
寛
文
五
年
。 

 

 

六
九
二 

多
久
安
胤
書
状
（
折
紙
） 

一
筆
啓
上
仕
候
、 

信
州
様

（
鍋
島
勝
茂
）

海
陸
御
機
嫌
能
、
先
月
廿
一
日
、
江
戸
被
遊
御
着
候
、

飛
脚
只
今
参
着
仕
候
、 

丹
州
様

（
鍋
島
光
茂
）

江
右
之
御
祝
儀
、
明
日
各
よ
り
被
仰
上
首
尾
御
座

候
、
貴
公
様
御
事
ハ
、
御
在
所
御
越
被
成
御
座
候
条
、
以
使
者
、
右
御
』
祝
儀
被
仰

上
、
相
澄
可
申
と
、
中
野
数
馬

（
政
利
）

へ
も
相
談
仕
候
、
右
付
而
、
貴
公
様
被
遊
御
帰
宅
、

御
祝
儀
被
仰
上
ニ
ハ
及
申
間
敷
由
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

 
 

十
一
月

（
明
暦
二
年
）

八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
（
花
押
） 

 
 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 

 
【
解
説
】 

多
久
安
胤
よ
り
兄
の
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
は
在
多
久
、
安
胤
は

在
佐
賀
。
参
勤
で
江
戸
に
向
か
っ
た
鍋
島
勝
茂
が
無
事
着
府
し
た
と
の
知
ら
せ
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を
受
け
、光
茂
へ
の
祝
儀
の
手
配
に
つ
い
て
茂
矩
に
連
絡
し
て
い
る
。年
次
は
、

茂
矩
が
長
州
と
記
さ
れ
る
た
め
明
暦
二
年
が
上
限
で
、
こ
れ
以
降
の
勝
茂
の
参

府
は
同
年
の
み
（
翌
三
年
江
戸
で
死
去
）
と
な
る
の
で
、
明
暦
二
年
に
決
ま
る
。 

  

六
九
三 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
庫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
」 

猶
々
、
先
刻
ハ
致
伺
公
候
へ
共
、
御
留
主
故
、
不
掛
御
目
候
、
今
夕
渡
も
致
参

上
度
奉
存
候
へ
共
、
今
日
方
々
仕
、
病
後
草
臥
、
不
克
其
儀
候
、
何
も
明
日
明

後
日
間
ニ
遂
参
上
、
万
々
可
申
上
候
、
以
上
、 

先
刻
者
掛
御
目
候
へ
共
、
早
々
之
体
ニ
而
残
念
ニ
奉
存
候
、
然
者
、
先
日
も
申
上
候

江
源
武
鑑
、
御
借
被
下
度
候
、
次
ニ
貴
公
様
御
上
前
屏
風
、
今
明
日
御
借
可
被
下
候
、

手
前
ニ
誘
申
本
ニ
仕
儀
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

五
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

 

安
胤
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

多
久
安
胤
よ
り
兄
の
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
茂
矩
・
安
胤
は
共
に
在
佐

賀
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
矩
が
長
州
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
明
暦
二
年
、
下
限

は
安
胤
の
歿
年
か
ら
元
禄
元
年
。 

  

六
九
四 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
」 

 
 

猶
々
、
此
方
我
々
罷
在
、
段
々
御
客
人
取
合
申
事
候
、
今
晩
も
罷
出
へ
く
候
へ

共
、
無
拠
指
合
之
上
、
気
色
な
と
も
聢
共
無
之
候
条
、
無
其
儀
候
、
以
上
、 

御
供
養
首
尾
能
相
澄
、
目
出
度
奉
存
候
、
然
者
、
性
空
院
御
堂
参
被

（
神
代
常
利
室
多
久
氏
）

成
候
ニ
、
従

左
京
殿
、

（
神
代
直
長
）

貴
公
様
へ
御
伝
言
被
成
候
、
今
日
可
被
成
御
堂
参
之
処
ニ
、
御
気
色
聢
共

無
之
候
故
、
其
儀
無
御
座
候
、
左
候
へ
ハ
、
明
朝
ハ
主
水
殿
御

（
鍋
島
武
興
）

振
舞
被
成
候
ニ
、
貴

公
様
も
被
成
御
出
候
様
ニ
と
被
仰
候
へ
共
、
御
不
定
之
御
口
振
ニ
候
、
別
ニ
誰
も
無

御
座
候
条
、
少
々
之
御
指
合
御
坐
候
共
、
被
成
御
出
候
へ
ハ
幸
ニ
被
思
召
候
、
此
段
、

先
程
途
中
ニ
而
御
面
談
被
成
候
ニ
可
被
仰
候
へ
共
、
途
中
ニ
候
故
、
不
被
仰
候
、
此

段
、
為
某
可
申
上
由
、
性
空
院
被
仰
候
、
何
も
明
晩
渡
罷
出
、
万
々
可
申
上
候
、
恐

惶
謹
言
、 

 
 

九
月
十
二

（
寛
文
七
年
カ
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

（
花
押
） 

  

【
解
説
】 
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多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
安
胤
・
茂
矩
は
と
も
に
在
国
。

神
代
直
長
は
寛
文
三
年
九
月
二
十
一
日
時
点
で
「
大
和
守
」
と
称
し
て
お
り
、

本
書
状
で
は
「
左
京
」
と
あ
る
た
め
、
年
次
の
上
限
は
寛
文
四
年
。
年
次
の
下

限
は
鍋
島
武
興
の
歿
年
月
日
か
ら
延
宝
三
年
。
こ
の
期
間
の
う
ち
、
多
久
家
関

係
者
で
歿
し
た
人
物
と
い
え
ば
、
寛
文
七
年
六
月
二
日
に
歿
し
た
多
久
茂
辰
室

鍋
島
氏
（
天
性
院
）
が
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
書
状
は
寛
文
七
年
の

も
の
と
推
測
し
て
お
く
。
な
お
、
天
性
院
の
葬
礼
に
つ
い
て
は
、
次
の
六
九
五

号
に
見
え
る
。 

  

六
九
五 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
庫

（
多
久
安
胤
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

 

猶
々
、
不
珍
物
ニ
候
へ
共
、
伺
御
機
嫌
申
御
詞
之
験
迄
ニ
、
重
物
二
段
致
進
上

候
、
次
ニ
、
一
字
一
石
字
数
を
積
候
処
ニ
、
某
書
申
分
、
凡
二
万
字
程
ニ
而
候
、

唯
今
漸
千
一
二
百
も
書
申
候
へ
ハ
、
中
〳
〵
右
之
石
之
分
共
ニ
而
ハ
、
近
日
な

と
、
出
来
申
儀
ニ
而
無
御
座
候
、
自
余
も
可
為
同
前
候
条
、
以
其
御
心
得
、
石

を
御
取
ら
せ
候
儀
、
役
者
へ
被
仰
付
可
然
奉
存
候
、
以
上
、 

其
後
者
御
物
遠
ニ
罷
過
候
、
今
日
渡
、
御
機
嫌
如
何
被
成
御
座
候
哉
、
承
度
奉
存
候
、

某
儀
者
、
此
間
持
病
差
発
、
其
後
ハ
持
病
ハ
能
御
座
候
へ
共
、
腹
中
散
々
之
体
ニ
而
、

今
日
渡
ハ
赤
白
痢
ニ
罷
成
、
何
共
草
臥
申
儀
ニ
御
座
候
、
先
々
久
円
様
御
葬
礼
日

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

限

も
、
来
ル
十
二
日
ニ
相
〆
申
候
由
、
一
段
之
儀
ニ
奉
存
候
、
天
気
も
其
時
分
ハ
能
可

有
御
座
と
奉
存
御
事
候
、
随
而
、
御
精
進
御
あ
け
候
や
う
ニ
と
候
て
、
今
晩
、
従

作
州
、
御

（
多
久
茂
辰
）

肴
被
進
た
る
由
候
、
某
へ
も
御
肴
被
下
筈
ニ
候
、
就
夫
、
貴
公
様
御
上
ケ

被
成
儀
ニ
御
座
候
条
、
某
も
同
前
ニ
上
可
申
と
致
存
儀
ニ
御
座
候
、
乍
然
、
如
御
存
、

今
程
一
字
一
石
書
申
候
儀
ニ
候
へ
共
、
朝
ハ
精
進
を
仕
、
晩
ニ
ハ
作
州
仰
之
様
ニ
上

リ
可
申
と
心
得
申
候
、
其
御
方
ニ
ハ
如
何
様
ニ
被
遊
候
哉
、
承
度
奉
存
候
、
次
ニ
、

か
ゝ
様
御
葬
礼

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

之
仕
組
も
、大
形
出
来
仕
之
由
候
、昨
晩
も
御
龕
な
と
ハ
参
見
申
候
、

如
何
ニ
も
結
構
ニ
出
来
立
申
儀
ニ
御
座
候
、
此
間
も
致
御
見
舞
、
御
機
嫌
を
承
度
奉

存
候
へ
と
も
、
か
や
う
ニ
も
、
ひ
さ
ふ
し
ハ
な
へ
申
物
ニ
候
や
は
と
、
一
円
気
色
い

な
物
ニ
而
、
御
無
音
而
已
ニ
罷
過
、
御
床
敷
奉
存
儀
ニ
御
座
候
、
如
何
、
御
悼
之
御

哥
な
と
ハ
無
御
座
候
哉
、
某
な
と
ハ
一
円
知
不
申
候
、
乍
去
、
口
か
ら
出
る
を
ま
ゝ

に
、
五
六
首
も
つ
ゝ
り
あ
つ
め
居
申
候
、
如
何
様
掛
御
目
、
御
褒
貶
を
可
承
候
、
猶

奉
期
向
顔
、
毫
端
不
具
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

六
月
八
日

（
寛
文
七
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
（

（
多
久
）

花
押
） 

  
【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
安
胤
・
茂
矩
は
と
も
に
在
国
。

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
葬
礼
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
性
院
の
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歿
年
月
日
か
ら
、
寛
文
七
年
に
比
定
で
き
る
。 

  

六
九
六 

多
久
安
胤
書
状
（
折
紙
） 

 
 

猶
々
、
外
記
事
も
首

（
北
島
周
虎
）

尾
能
江
戸
相
仕
廻
申
候
由
、
申
来
候
段
、
被
仰
聞
、
別
而

目
出
度
存
事
ニ
御
座
候
、
定
而
最
早
海
上
ニ
而
、
追
付
帰
国
可
仕
と
申
事
候
、

次
ニ
熟
瓜
一
篭
忝
、
請
取
申
候
、
以
上
、 

今
度 

殿
様
長
崎

（
鍋
島
光
茂
）

御
越
ニ
付
而
、
為
御
機
嫌
伺
、
金
持
市
介
被
差
越
、
預
貴
札
、
致

拝
見
候
、
仍
其
御
地
弥
無
相
易
儀
、
作
州
御
夫
婦
・
貴
公
様
・

（
多
久
茂
辰
・
同
室
鍋
島
氏
）
（
多
久
茂
矩
）

お
つ
き
殿
、

（
多
久
茂
矩
女
、
次
）

其
外
兄

弟
中
、
皆
以
御
勇
健
之
儀
ニ
御
座
候
由
、
目
出
度
奉
存
候
、
於
此
方
も
無
別
条
、 

殿

様
御
事
も
昨
三
日
朝
、
長
崎
御
着
被
遊
、
於
御
奉
行
所
も
御
首
尾
能
、
左
候
而
、

両
御
番
所
・

（
西
泊
・
戸
町
）

深
堀
へ
も
被
成
御
見
廻
、
御
機
嫌
能
被
成
』
御
座
、
目
出
度
奉
存
儀
ニ

御
座
候
、
殊
ニ
戸
町
ニ
而
ハ
又
々
緩
々
と
本
陣
へ
被
成
御
座
、
御
直
ニ
御
懇
之 

仰

渡
共
ニ
而
、
難
有
仕
合
、
某
太
慶
御
察
可
被
成
候
、
次
ニ
某
共
代
之
儀
、
頓
而
可
被

差
易
之
由
、
是
又
御
直
ニ
被
仰
聞
候
、
就
其
、
生
織
部
方
へ

（
生
野
孝
時
）

相
尋
候
処
ニ
、
隼
人
・

（
鍋
島
教
寛
カ
）

十
太
輔
ニ
相
澄
、
御
帰
城
被
遊
候
へ
ハ
、
追
付
被
差
立
之
由
候
而
、
悦
申
儀
ニ
御
座

候
、
万
般
市
介
ニ
申
含
候
条
、
不
能
審
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

 
 

七
月
四
日

（
寛
文
六
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
（
花
押
） 

 
 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

貴
報 

  

【
解
説
】 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
安
胤
は
、
長
崎
番
に
赴
い
て
い

る
鍋
島
光
茂
に
し
た
が
っ
て
お
り
、
長
崎
に
い
る
。
茂
矩
は
在
国
で
あ
る
。
年

次
の
上
限
は
、
北
島
周
虎
が
「
大
力
」
で
は
な
く
「
外
記
」
と
表
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
万
治
三
年
。
年
次
の
下
限
は
、
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）

が
存
命
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
六
年
。
こ
の
期
間
で
光
茂
が
長
崎
番
を
務

め
た
の
は
、
万
治
三
年
・
寛
文
二
年
・
同
四
年
・
同
六
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

う
ち
、
寛
文
六
年
に
は
、
周
虎
が
光
茂
着
国
の
使
者
と
し
て
参
府
し
て
お
り
（
佐

近
一
―
三
／
二
三
六
頁
）、
本
書
状
の
内
容
と
一
致
す
る
た
め
、
本
書
状
の
年
次

を
寛
文
六
年
と
推
測
し
て
お
く
。 

  

六
九
七 

多
久
安
胤
覚
書
（
折
紙
） 

昨
晩
、
作
州
へ

（
多
久
茂
辰
）

申
上
候
様
ニ
と
被
仰
聞
候
儀
、
今
昼
申
上
候
、 

一
林
庵
儀
、
被
仰
進
候
通
ニ
被
仰
付
、
可
然
被
思
召
候
事
、 

一
つ
ほ
ね
居
屋
敷
之
儀
、
長
永
屋
敷
・
嘉
慶
屋
敷
ハ
可
然
も
不
被
思
召
候
、
大
嶋
源

右
衛
門
儀
、
長
左
衛
門
屋
敷
之
様
ニ
御
移
被
成
候
条
、
此
屋
敷
、
可
然
被
思
召
候

事
、 
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一
つ
ほ
ね
娘
縁
辺
、
御
家
中
ニ
も
被
相
澄
、
以
来
つ
ほ
ね
か
た
め
ニ
も
と
被
思
召
候

段
申
上
候
、
一
段
可
然
、
被
思
召
候
、
御
校
量
ニ
左
様
ニ
被
仰
付
可
然
由
候
、 

一
御
傍
之
者
へ
御
加
増
・
御
加
勢
之
儀
ハ
、
此
脇
被
遊
為
可
被
遣
之
由
候
、 

一
助
市
身
上
之
儀
、
屋
敷
之
儀
、
貴
公
様

（
多
久
茂
矩
）

も
御
同
意
候
由
、
珍
重
ニ
被
思
召
候
、
屋

敷
明
の
き
候
儀
も
、
急
な
る
儀
ニ
而
ハ
無
御
座
由
ニ
候
、 

一
靏
田
作
事
之
儀
、
材
木
此
中
被
仰
付
被
召
置
候
条
、
指
渡
候
様
ニ
、
早
々
可
被
仰

付
由
、
被
仰
候
段
申
上
事
、 

一
笠
印
へ
御
加
勢
之
儀
ハ
、
此
脇
、
御
面
ニ
得
と
可
申
上
候
、
御
状
之
儀
ハ
内
記
ゟ

（
鍋
島
種
世
）

遣
可
然
由
候
、 

 
 

右
之
段
、
罷
出
可
申
上
を
、
些
腹
中
気
ニ
御
座
候
上
、
草
臥
入
罷
在
候
、
別
条

無
御
座
故
、
罷
出
不
申
上
候
、
次
ニ
各
々
御
用
之
儀
ニ
付
而
、
今
昼
散
々
御
し

か
□
ニ

〔
り
カ
〕

逢
申
候
、
某
も
如
形
向
座
ニ
な
を
り
申
候
へ
と
も
、
御
理
屈
ニ
ハ
不
罷

成
儀
、
御
察
可
被
成
候
、
此
上
ニ
ハ
、
如
何
様
ニ
も
貴
公
様
御
心
次
第
ニ
被
仰

付
、
首
尾
か
能
左
右
ニ
奉
存
候
、
以
上
、 

 
 

六
月
廿
三
日

（
寛
文
七
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
庫
（
花
押
）

（
多
久
安
胤
）

 

 
 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 

【
解
説
】 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
茂
辰
・
安
胤
・
茂
矩
は
在
国
。

年
次
の
上
限
は
「
長
州
」
の
表
記
よ
り
明
暦
二
年
、
下
限
は
安
胤
歿
年
の
元
禄

元
年
。
な
お
、
本
書
状
は
六
四
二
号
と
関
連
し
、「
つ
ほ
ね
」
は
天
性
院
付
き
の

女
房
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
は
寛
文
七
年
。 

  

六
九
八 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 

長
州
様

（
多
久
長
門
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

尊
報 

 
 
 
 
 
 
 

兵
庫

（
多
久
安
胤
）

」 

猶
々
、
貴
公
様
御
事
、
能
御
酒
な
と
を
も
被
為
上
候
、
今
朝
ゟ
之
御
機
嫌
如
何

と
奉
存
候
、
某
事
も
昨
晩
ハ
御
座
相
澄
迄
可
罷
居
之
処
ニ
、
夜
ル
ハ
せ
き
つ
よ

く
御
座
候
而
、
早
目
ニ
罷
帰
、
非
本
意
奉
存
候
、
今
朝
ゟ
ハ
気
分
無
別
条
候
間
、

可
貴
意
安
候
、
何
も
晩
元
尊
顔
を
以
、
万
々
可
申
上
候
、
唯
今
取
紛
、
御
返
事

大
形
ニ
御
座
候
、
以
上
、 

如
仰
、
昨
晩
者
、
被
下
候
甲
之
祝
迄
ニ
、
先
日
樽
肴
致
進
上
候
を
御
披
被
成
、
緩
々

と
御
祝
被
成
、
殊
ニ
御
機
嫌
能
、
御
酒
な
と
を
も
被
聞
召
上
、
手
前
太
慶
、
不
過
之

奉
存
候
、
右
之
御
礼
ニ
、
某
社
、
今
日
も
早
々
罷
出
可
申
上
候
処
ニ
、
市
正

（
鍋
島
）

殿
へ
連

歌
興
行
ニ
参
、
延
引
仕
候
、
何
も
後
刻
遂
参
上
、
万
々
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

二
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

安
胤
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 
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多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
胤
・
茂
矩
は
在
国
。
年
次
の

上
限
は
「
長
州
」
の
表
記
よ
り
明
暦
二
年
、
下
限
は
安
胤
歿
年
の
元
禄
元
年
。

「
市
正
」
が
倉
町
鍋
島
家
の
直
広
で
あ
れ
ば
、
直
広
の
歿
年
よ
り
下
限
は
万
治

三
年
、
そ
の
子
息
の
茂
村
で
あ
れ
ば
、
茂
村
の
歿
年
よ
り
下
限
は
寛
文
七
年
。 

  

六
九
九 

鍋
島
之
治
書
状
（
竪
紙
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
捻
封
上
書
）

長
門
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
帯
刀 

 
 
 
 
 
 
 

参
人
々
御
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

之
治
」 

 
 

猶
以
、
医
師
其
外
召
仕
候
者
と
も
へ
も
色
々
被
為
拝
領
、
重
畳
被
為
入
御
念
候

儀
、
忝
次
第
ニ
奉
存
候
、
已
上
、 

一
筆
致
啓
上
候
、
然
者
、
女
共
平
産
、
男
子
出
生
仕
候
御
祝
儀
と
御
座
候
而
、
福
地

甚
右
衛
門
方
被
仰
付
、
御
目
録
之
通
、
銘
々
色
々
被
為
拝
受
、
寔
以
、
幾
久
忝
奉
存

候
、
致
伺
公
、
御
礼
可
申
上
候
へ
と
も
、
先
甚
右
衛
門
方
ニ
而
如
斯
御
座
候
、
恐
惶

謹
言
、 

 
 

七
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

之
治
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

鍋
島
之
治
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
之
治
・
茂
辰
の
居
所
は
不
明
。

年
次
の
上
限
は
「
長
門
」
の
表
記
よ
り
明
暦
二
年
、
下
限
は
茂
矩
歿
年
よ
り
元

禄
二
年
。 

  

七
〇
〇 

神
代
常
利
室
鍋
島
氏
（
性
空
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
夜
中
ゆ
へ
、
何
事
も
大
か
た
ニ
申
上
候
、
か
し
く
、 

御
事
お
ほ
く
御
さ
候
ハ
ん
ニ
、
と
く
〳
〵
と
御
き
う
り
や
う
な
さ
れ
、
御
こ
ま
〳
〵

と
御
ふ
み
く
た
さ
れ
候
、
か
た
し
け
な
く
は
い
見
申
上
候
、
せ
ん
書
ニ
申
上
候
も
、

の
ほ
り
申
へ
き
か
、
の
ほ
り
申
ま
し
き
か
と
、
御
た
ん
か
う
申
上
る
ニ
て
ハ
御
さ
候

ハ
す
候
、
た
と
ひ
わ
つ
ら
ひ
御
さ
候
ハ
す
候
と
も
、
の
ほ
り
申
候
事
、
ま
か
り
な
ら

さ
る
ニ
、
ぎ
ち
や
う
い
た
し
ゐ
申
候
、
そ
の
ゆ
へ
、
御
き
け
ん
あ
し
く
御
さ
候
と
も
、

う
む
に
』
成
申
ま
し
く
候
、
し
か
れ
ハ
、
ね
か
わ
く
ハ
御
き
け
ん
ニ
も
さ
わ
り
候
ハ

す
、
き
こ
し
め
し
も
わ
け
ら
れ
候
や
う
の
御
返
事
、
御
き
う
り
や
う
被
成
下
さ
れ
候

や
う
ニ
と
こ
そ
申
上
候
ニ
、た
ゝ
い
ま
の
御
ふ
み
見
申
、一
ゑ
ん
お
ち
つ
き
不
申
候
、

と
か
く
ゆ
る
〳
〵
と
き
う
り
や
う
と
も
申
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 

さ
く
し

（
多
久
茂
辰
）

う
さ
ま 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
や
う
く
う
ゐ
ん

（
性
空
院
、
神
代
常
利
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
中 

  

【
解
説
】 

 
 
 

神
代
常
利
室
鍋
島
氏
（
性
空
院
）
よ
り
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
消
息
。
性
空
院
・
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茂
辰
と
も
に
在
佐
賀
か
。
年
次
は
、
常
利
室
鍋
島
氏
（
鍋
島
勝
茂
女
伊
勢
菊
）

が
性
空
院
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
常
利
歿
後
で
あ
り
、
同
人
歿
年
の
正
保

二
年
が
上
限
と
な
る
。
下
限
は
、
茂
辰
が
歿
す
る
寛
文
九
年
と
な
る
。
内
容
か

ら
見
て
、
明
暦
二
年
に
勝
茂
が
最
後
に
参
勤
す
る
直
前
の
状
況
を
指
す
可
能
性

も
あ
る
。 

  

七
〇
一 

某
書
状
（
竪
紙
） 

「（
端
裏
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

□
一
」 

 
 

猶
々
、
無
音
申
計
無
之
候
、
平
家
之
本
之
儀
、
さ
り
か
た
き
か
た
ゟ
御
申
候
条
、

さ
て
〳
〵
申
上
候
、 

其
以
来
、
不
申
承
候
、
少
々
は
な
し
申
度
候
へ
共
、
菟
角
打
紛
、
無
音
の
み
に
て
過

し
申
候
、
随
而
、
は
ん
の
平
家
之
本
、
さ
る
か
た
よ
り
御
所
望
候
、
貴
殿
御
手
前
ニ

無
御
座
候
者
、
□
□
□
之
御
宿
へ
、
此
人
を
御
を
し
へ
被
成
候
て
可
被
下
候
、
我
等

人
を
ハ
態
付
不
申
候
、
は
ん
の
す
り
き
□
無
御
座
候
□
□
被
仰
候
て
可
被
下
候
、
奉

頼
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

五
廿
一
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
一
（
黒
印
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

某
書
状
。「
平
家
之
本
」
の
所
在
を
照
会
し
た
内
容
で
あ
る
が
、
差
出
人
・
宛

所
と
も
不
詳
。
年
次
に
つ
い
て
も
不
詳
。 
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追

加

分

追
一 

某
詠
草
（
竪
紙
） 

（
二
三
五
八
）

末
広
き
家
の
さ
か
へ
に
あ
ふ
き
哉 

 
 

君
は
千
代
ま
せ
我
も
千
秋 

祝
き
の
今
日
そ
千
秋
楽
遊 

 
 

菊
を
か
さ
し
て
舞
お
と
る
庭 

類
葉
も
御
座
も
茂
る
と 

 
 

菊
の
酒 

露
の
め
く
み
の
か
ゝ
る
此
時 

 
 

萬
歳 

【
解
説
】 

和
歌
の
詠
草
。
作
者
未
詳
。
多
久
茂
辰
、
も
し
く
は
多
久
茂
矩
で
あ
ろ
う
か
。 

追
二 

多
久
茂
矩
消
息
（
竪
紙
） 

（
二
三
五
九
）

「（
端
裏
結
封
上
書
）

ゟ

（
墨
引
） 

か
ゝ
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

し
け
の
り

（
多
久
茂
矩
）

 

人
々
御
中 

」

返
す
〳
〵
、
御
前
さ
ま
御

（
鍋
島
光
茂
室
松
平
氏
）

こ
ゝ
ろ
や
す
め
に
て
、
わ
た
く
し
ひ
と
し
ほ
〳
〵
ま

ん
〳
〵
そ
く
此
上
御
さ
な
く
候
、
め
て
た
く
、
〳
〵
、 

左
京
と
の

（
神
代
直
長
）

よ
り
の
御
ふ
み
は
い
け
ん
申
上
候
、
内
々
御
こ
ゝ
ろ
に
か
け
ら
れ
候
事
ニ

而
御
さ
候
ニ
、
へ
つ
し
て
し
ゆ
ひ
よ
く
御
さ
候
て
、
わ
た
く
し
ま
て
こ
の
や
う
な
る

め
て
た
き
事
御
さ
な
く
候
て
、
ひ
と
り
ニ
て
よ
ろ
こ
ひ
申
ま
い
ら
せ
候
、
さ
き
ほ
と

も
い
ろ
〳
〵
御
さ
う
た
ん
申
候
事
も
入
候
は
す
、
か
た
〳
〵
御
ま
ん
そ
く
の
ほ
と
お

し
は
か
り
ま
い
ら
せ
候
、
い
つ
れ
も
御
め
に
か
ゝ
り
、
よ
ろ
つ
〳
〵
め
て
た
く
、
〳

〵
、
か
し
く
、 

 
 

極
月
一
日

（
寛
文
四
年
カ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩
（
花
押
） 

【
解
説
】 

 

多
久
茂
矩
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
天
性
院

は
在
国
か
。茂
矩
の
居
所
不
明
。神
代
直
長
か
ら
の
書
状
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

直
長
が
大
和
か
ら
左
京
の
表
記
に
か
わ
る
の
は
、
寛
文
三
年
九
月
二
十
一
日
か

ら
同
四
年
十
月
十
八
日
の
間
。
し
た
が
っ
て
本
書
状
は
、
少
な
く
と
も
寛
文
三

年
以
降
、
鍋
島
光
茂
室
松
平
氏
（
栄
正
院
、
寛
文
五
年
六
月
二
十
三
日
歿
）
の

生
前
な
の
で
、
寛
文
四
年
以
前
。
こ
の
間
で
、
直
長
と
栄
正
院
に
関
わ
る
案
件

と
し
て
は
、
光
茂
と
栄
正
院
の
間
の
男
直
利
（
寛
文
四
年
四
月
十
九
日
生
）
が
、

直
長
の
養
子
と
し
て
寛
文
六
年
八
月
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
（
佐
近

一
―
四
／
一
一
頁
）。
こ
の
件
と
関
わ
る
と
考
え
て
、
寛
文
四
年
の
も
の
と
推
測
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し
て
お
く
。 

  

追
三 

鍋
島
勝
茂
書
状
案
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
三
九
三
） 

  

※
三
三
九
号
の
案
文
に
つ
き
、
本
文
・
解
説
略
。 

  

追
四 

鍋
島
光
茂
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
一
八
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

多
久
出
雲

（
茂
矩
）

殿 
 
 
 
 
 
 
 

丹
後
守

（
鍋
島
光
茂
） 

ま
い
る 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

猶
々
、
茂
辰
へ

（
多
久
）

や
く
そ
く
の
哥
可
遣
と
存
内
ニ
、
神
そ
失
、
残
多
候
、
初
ニ
ハ

そ
と
あ
し
き
所
候
故
、
な
を
し
候
ハ
ん
た
め
、
と
り
か
や
し
候
而
よ
み
な
を
し

置
、
此
比
見
候
へ
ハ
、
う
せ
候
故
、
如
此
仕
合
候
、
此
由
其
方
ゟ
も
可
被
申
候
、

以
上
、 

此
前
其
元
へ
参
候
由
故
、
申
遣
候
、 

は
ま
た
千
兵
衛
尉
風
雅
道
に
心
さ
し
有
由
、

よ
し

及
聞
ぬ
、
ち
と
〳
〵
き
か
ま
ほ
し
、
貴

か
ら
す
し
て
高
徳
ニ
ま
し
ハ
る
な
ら
ひ
な
れ
ハ
、
早
々
可
■
々
々
、
謹
言
、
近
日
中
ニ
、 

 
 
 

神
無
月

（
承
応
元
年
カ
） 

七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

光
茂

（
鍋
島
）

（
花
押
） 

 
 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
光
茂
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
光
茂
と
茂
矩
は
近
接
し
た
と
こ

ろ
に
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
光
茂
が
丹
後
守
の
表
記
で
あ
る
の
で
慶
安
二
年
以

降
、
ま
た
茂
矩
が
出
雲
の
表
記
で
あ
る
の
で
明
暦
元
年
以
前
。
両
者
が
近
接
し

た
位
置
に
い
る
の
で
、
光
茂
が
初
入
国
し
た
承
応
元
年
（
四
月
二
十
一
日
着
佐

賀
、
十
月
十
一
日
発
佐
賀
）
の
可
能
性
が
あ
る
。 

  

追
五 

て
い
雪
消
息
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
一
九
） 

 

 

猶
々
、
め
て
た
く
、 

三
月
廿
九
日
の
日
付
ニ
て
ふ
み
給
候
、
め
て
た
く
見
申
候
、
た
ん
こ

（
鍋
島
光
茂
）

さ
か
ゆ

（

酒

湯

）

か
ゝ
り

候
て
、
ひ
と
し
ほ
き
け
ん
よ
く
候
よ
し
き
ゝ
候
て
、
我
身
ま
ん
そ
く
の
ほ
と
何
事
か

こ
れ
に
過
候
ハ
ん
と
存
候
、
そ
も
し
た
ち
は
し
め
候
て
、
か
ち
う
い
つ
れ
も
ま
ん
そ

く
の
ほ
と
す
い
り
や
う
申
ま
い
ら
せ
候
、そ
も
し
こ
と
上
の
せ
き
へ
御
こ
し
候
よ
し
、

き
ゝ
候
て
、
め
て
た
く
申
候
、
今
時
分
ハ
た
ん
こ
も
国
も
と
へ
下
り
、
さ
そ
や
に
き

〳
〵
し
く
候
ハ
ん
と
申
ま
い
ら
せ
候
、
な
を
か
さ
ね
て
め
て
た
く
、
か
し
く
、 

 
 

卯
月
十
四
日

（
承
応
元
年
）

』 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

多
久
い
つ
も

（
茂
矩
）

殿
へ 

 
 
 
 
 
 
 

雪（
て
い
雪
） 
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ま
い
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
返
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【
解
説
】 

 
 
 

て
い
雪
（
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
〈
高
源
院
〉
侍
女
）
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て

た
消
息
。高
源
院
の
意
を
て
い
雪
が
奉
じ
た
も
の
で
あ
り
、高
源
院
は
在
江
戸
。

鍋
島
光
茂
の
酒
湯
の
記
事
が
あ
る
の
で
、
承
応
元
年
、
光
茂
が
初
入
部
の
際
、

途
次
で
疱
瘡
に
か
か
り
、
上
関
で
療
養
し
、
四
月
二
十
一
日
に
着
国
し
た
時
の

も
の
（
佐
近
一
―
三
／
一
九
九
頁
）
と
分
か
る
。
茂
矩
は
、
光
茂
の
帰
国
に
従

っ
て
お
り
、
三
月
二
十
九
日
の
時
点
で
は
上
関
に
い
る
。 

  

追
六 

多
久
安
輝
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
二
〇
） 

態
一
書
致
啓
上
候
、
仍
而
当
夏
爰
許

（
江
戸
）

詰
ニ
罷
越
候
藤
崎
惣
右
衛
門
事
、
今
月
初
比
ゟ

相
煩
、
去
十
七
日
ニ
不
図
相
果
申
候
、
就
夫
、
右
代
人
之
儀
、
追
付
被
差
登
可
被
下

候
、
乍
然
、
此
方
詰
居
申
候
堤
源
七
事
、
ひ
た
い
髪
取
申
候
て
も
不
苦
年
は
へ
ニ
罷

成
候
条
、
彼
者
を
右
代
人
ニ
被
仰
付
度
致
存
候
、
さ
候
ハ
ゝ
、
靏
田
与
左
衛
門
』
子

三
四
郎
、
爰
元
へ
召
連
居
申
候
条
、
彼
者
を
源
七
代
り
ニ
も
可
仰
付
哉
、
御
推
量
次

第
、
作
州
様
へ

（
多
久
茂
辰
）

も
被
成
御
相
談
被
仰
付
可
被
下
候
、
猶
、
御
報
ニ
可
被
仰
聞
候
、
恐

惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
権
佐 

 

 
 
 

十
一
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
宗
（

（
安
輝
）

花
押
） 

 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 

参
人
々
御
中 

  

【
解
説
】 

 

多
久
安
輝
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。安
輝
は
在
江
戸
、茂
矩
は
在
国
。

茂
矩
は
明
暦
二
年
よ
り
長
州
の
表
記
、
安
輝
が
、
権
佐
よ
り
采
女
の
表
記
に
か

わ
る
の
は
、寛
文
元
年
五
月
か
ら
同
三
年
四
月
の
間
、し
た
が
っ
て
本
書
状
は
、

明
暦
二
年
か
ら
寛
文
二
年
の
間
に
比
定
で
き
る
。 

  

追
七 

多
久
安
輝
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
二
二
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
采
女 

 
 
 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
宗

（
安
輝
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

尊
報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

尊
札
忝
奉
拝
見
候
、
然
者
三
月
尽
、
今
日
候
条
、
御
一
興
可
被
相
催
之
旨
、
御
尤
ニ

奉
存
候
、
随
分
参
上
仕
、
連
御
坐
席
可
申
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

三
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
宗
（
花
押
） 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
輝
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
輝
と
茂
矩
は
近
接
し
た
と
こ

ろ
に
お
り
、
在
国
中
と
考
え
ら
れ
る
。
安
輝
が
江
戸
証
人
を
終
え
て
帰
国
す
る

寛
文
五
年
十
月
以
降
な
の
で
、
本
書
状
は
少
な
く
と
も
寛
文
六
年
以
降
に
比
定

で
き
る
。 

  

追
八 

多
久
安
輝
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
二
三
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
采
女 

 
 
 
 

（
墨
引
） 

 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

安
宗

（
安
輝
） 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 

」 

明
晩
者
弥
御
光
儀
可
被
遊
哉
、
か
ゝ
様
御
事
も

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

随
分
御
出
可
被
成
由
候
、
次
ニ
先
日

倉
町
新
左
衛
門

（
広
恒
）

方
へ
御
前
様
被
遊
候
、
陽
句

〔
揚
〕

之
対
被
仕
候
様
ニ
と
被
仰
候
、
就
夫
、

乍
悪
句
具
御
一
覧
之
由
ニ
て
、
昨
晩
被
遣
申
候
、
只
今
差
上
申
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 

応
鐘
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
宗
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
輝
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
輝
も
茂
矩
も
在
国
。
安
輝
の

在
国
中
な
の
で
寛
文
五
年
以
降
で
あ
る
。
ま
た
、
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性

院
）
が
在
世
中
な
の
で
寛
文
六
年
以
前
と
な
る
。
倉
町
は
、
寛
文
九
年
十
月
、

西
山
宗
因
を
多
久
屋
敷
に
迎
え
て
の
百
韻
興
行
に
、
多
久
安
胤
と
と
も
に
出
席

し
て
い
る
（
佐
賀
の
文
学
編
集
委
員
会
一
九
八
七
年
／
二
五
頁
）。 

  

追
九 

多
久
安
輝
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
二
六
） 

先
刻
者
御
使
被
仰
付
、
御
懇
之
御
言
葉
忝
奉
存
候
、
先
以
今
時
分
弥
御
機
嫌
能
被
遊

御
休
息
之
段
、
珍
重
之
至
ニ
奉
存
候
、
於
拙
宿
も
何
も
無
事
ニ
罷
有
候
条
、
乍
慮
外

貴
意
安
可
被
思
召
上
候
、
随
而
蓮
生
寺
方
へ
被
仰
聞
候
一
儀
、
今
日
多
久
市
佑
両
人

ニ
而
申
達
候
処
ニ
、
別
而
被
入
御
心
御
懇
之
御
意
之
段
、
重
畳
難
有
仕
』
合
可
申
上

様
無
御
座
由
、
我
々
共
迄
深
々
被
申
候
、
誠
以
殊
外
之
太
慶
ニ
而
安
堵
ニ
被
存
御
事

候
、
右
委
細
之
儀
ハ
此
方
被
遊
御
帰
舘
候
て
ゟ
掛
御
目
可
申
上
候
、
已
上
、 

 
 

十
一
月
十
六
日 

「（
墨
引
）

（
奥
切
封
上
書
）

 

 
 
 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
勘
助

（
安
輝
）

」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
輝
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
と
も
に
在
佐
賀
か
。
蓮
生

寺
は
、
佐
賀
岸
川
町
の
一
向
宗
寺
院
を
指
す
か
。
安
輝
が
勘
助
と
表
記
さ
れ
る

時
期
は
未
詳
だ
が
、
佐
賀
に
戻
っ
て
い
る
の
で
、
寛
文
五
年
以
降
と
比
定
で
き

る
。 
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追
一
〇 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
二
七
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

 
 
 

（
墨
引
） 

 
 
 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 

安
胤 

尊
報 

 
 
 
 
 
 
 
 

」 

猶
々
、
屋
形
へ
御
出
、
可
罷
出
候
共
噂
仕
間
敷
候
由
、
奉
得
其
意
候
、
貴
公
様

御
通
被
成
時
分
、
乍
御
六
借
御
使
者
被
下
候
ハ
ゝ
、
夫
次
第
ニ
可
罷
出
候
、
何

も
期
尊
顔
之
時
候
、
以
上
、 

尊
墨
致
拝
見
候
、
如
仰
今
日
者
日
和
荒
、
貴
公
様
御
気
色
如
何
と
奉
存
候
、
某
事
も

指
而
気
色
別
条
無
御
座
候
条
、
可
貴
意
安
候
、
然
者
、
御
直
ニ
御
用
之
儀
御
座
候
条
、

晩
元
か
ゝ
様
御
方

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

へ
罷
出
儀
可
相
成
哉
之
由
被
仰
聞
候
、
一
時
之
儀
ニ
而
可
有
御
座

候
者
、
随
分
罷
出
可
奉
得
貴
意
候
、
何
事
も
以
貴
面
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

十
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
と
も
に
在
佐
賀
。
茂
矩
が

長
州
の
表
記
で
あ
り
、
ま
た
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
が
在
世
中
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
明
暦
二
年
以
降
、
寛
文
六
年
以
前
に
比
定
で
き
る
。 

  

追
一
一 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
三
〇
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

（
墨
引
） 

 
 
 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

進
上 

 
 
 

安
胤
」 

猶
々
、
か
ゝ
様
御
気
色
、
大
抵
今
日
共
ハ
□
起
立
之
時
之
様
ニ
有
御
座
由
、
御

噂
ニ
候
、
左
候
而
、
今
晩
も
未
御
食
な
と
も
上
り
不
申
、
如
何
様
ニ
共
被
成
可

然
候
ハ
ん
哉
と
、
夫
耳
申
計
候
、
随
而
甲
州
御
出
之
時
分
、
作
州
も
御

（
多
久
茂
辰
）

出
合
被

成
、
か
ゝ
様
御
気
色
、
御
養
生
之
儀
、
其
外
御
疑
な
と
有
之
次
第
、
得
々
と
被

仰
談
候
、
一
段
能
首
尾
と
奉
存
御
事
ニ
御
座
候
、
次
ニ
、
今
日
者
中
射
■
せ
り

合
有
御
座
由
承
候
、
如
何
様
ニ
相
〆
り
候
哉
、
中
射
乍
御
六
借
御
写
御
越
被
下

度
候
、
以
上
、 

昨
日
者
私
宅
被
成
御
光
儀
、
忝
奉
存
候
、
暫
々
ニ
遂
拝
顔
、
御
用
等
略
奉
得
貴
意
、

本
望
ニ
奉
存
候
、
仍
か
ゝ
様
御
機
嫌

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

、
今
日
者
し
か
〳
〵
も
無
御
座
候
、
今
夕
甲
州
被

（
鍋
島
直
澄
）

成
御
出
、
色
々
被
仰
候
へ
共
、
一
円
御
聞
分
不
被
成
、
一
円
や
く
た
い
無
御
座
、
結

句
御
む
つ
か
し
か
り
被
成
候
、
何
共
〳
〵
手
々
つ
き
申
た
る
儀
を
迷
惑
か
り
申
計
ニ

候
、
某
事
も
気
色
未
し
か
〳
〵
も
無
御
座
候
へ
共
、
不
罷
出
候
へ
ハ
、
か
ゝ
様
御
不

審
御
立
被
成
由
承
候
条
、
甲
州
御
出
之
時
分
、
一
時
罷
出
、
掛
御
目
申
候
、
大
抵
様

子
之
儀
ハ
、
凡
夫
之
御
使
ニ
可
被
聞
召
上
候
条
、
不
及
委
細
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 

五
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
（
花
押
） 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
と
も
に
在
佐
賀
。
茂
矩
の

長
州
と
の
表
記
よ
り
明
暦
二
年
以
降
。
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
が
存

世
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
寛
文
七
年
以
前
。 

  

追
一
二 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
三
一
） 

 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

（
墨
引
） 

 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

進
上 

 
 
 
 
 
 

安
胤
」 

態
致
啓
上
候
、
作
州
御
機

（
多
久
茂
辰
）

嫌
も
相
続
能
被
成
御
座
、
先
以
悦
申
候
事
候
、
御
気
色
如

何
様
ニ
被
成
御
座
候
哉
、
承
度
奉
存
候
、
随
而
、
内
々
明
日
渡
某
儀
御
連
之
由
可
被

遣
之
由
、
先
日
御
噂
被
成
候
、
就
夫
、
兎
角
養
生
仕
儀
ニ
御
座
候
、
乍
去
、
昨
日
ゟ

風
引
か
へ
し
、
夜
も
得
々
と
□
余
り
か
ね
申
躰
ニ
而
、
何
と
も
迷
惑
仕
儀
ニ
候
、
少
々

之
気
色
ニ
候
ハ
ゝ
、
先
ニ
成
候
而
罷
成
間
敷
候
条
、
明
日
参
申
候
て
み
申
へ
く
候
と

致
存
候
、
於
其
儀
者
明
朝
食
脇
其
御
方
迄
可
致
参
上
候
、
若
不
罷
成
儀
ニ
候
者
、

大
力
を

（
北
島
周
虎
）

可
被
仰
付
哉
、
又
二
三
日
者
遅
な
を
り
申
候
て
も
某
気
色
次
第
参
申
物
ニ
而

御
座
有
へ
く
候
、
兎
角
御
意
次
第
可
仕
候
、
右
之
御
相
談
致
延
引
、
甲
州
も
御

（
鍋
島
直
澄
）

不
審

ニ
被
思
召
儀
も
■
■
申
御
事
候
、
猶
、
奉
期
貴
面
上
之
時
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 

八
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
両
者
と
も
に
在
佐
賀
。
茂
矩
の

長
州
と
い
う
表
記
と
、
茂
辰
の
在
世
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
暦
二
年
以
降
寛

文
八
年
以
前
。 

  

追
一
三 

多
久
安
輝
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
三
四
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
勘
助 

（
墨
引
） 

 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 

安
輝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

今
朝
渡
者
別
而
寒
申
候
而
御
機
嫌
如
何
と
奉
存
候
、
然
者
、
昨
日
申
上
候
左
近
殿
存

（
鍋
島
直
朗
）

入
之
儀
、
昨
晩
求
馬
殿
へ

（
相
良
及
真
）

重
松
善
左
衛
門
・
宮
田
千
右
衛
門
を
以
、
主
水
殿
ゟ

（
鍋
島
武
興
）

相
談

ニ
て
候
処
ニ
、
今
日
、
貴
公
様
□
御
相
談
仕
、
其
上
ニ
而
主
水
殿
へ
直
談
可
仕
由
之

返
事
ニ
候
、
元
来 

殿
様
仰
出

（
鍋
島
光
茂
）

之
筋
、
求
馬
殿
能
存
之
前
ニ
候
故
、
先
以
主
水
殿
ゟ

も
求
馬
殿
計
ニ
相
談
候
由
候
、
昨
晩
妙
芳
院
ゟ
之
御

（
鍋
島
茂
宗
室
多
久
氏
）

文
、
扨
又
只
今
蓮
生
寺
よ
り
手

紙
得
申
候
、
為
御
心
得
懸
御
目
候
、
右
を
見
申
候
へ
者
、
左
近
殿
存
入
ハ
尤
至
極
之

儀
ニ
候
へ
共
、 

殿
様
御
上
国
前
年
内
ニ
お
は
つ
殿
御
祝
言

（
鍋
島
直
朗
室
鍋
島
氏
）

相
澄
候
様
ニ
と
被
仰
出

候
儀
と
申
、
廿
日
之
日
限
、
右
差
合
故
延
申
た
る
儀
ニ
候
へ
ハ
、
加
州
も

（
鍋
島
直
能
）

深
思
召
■

入
、

悪
敷
ハ
有
御
座
間
布
か
と
、
乍
憚
致
存
候
、
求
馬
殿
へ
御
相
談
被
成
、
為
御
内
意
、
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如
此
御
座
候
、
主
水
殿
ハ
成
次
第
と
存
候
て
と
相
見
え
申
候
へ
共
、
妙
芳
院
老
後
之

儀
ニ
候
へ
ハ
、
明
後
年
ニ
相
延
候
得
者
、
御
存
生
ニ
可
有
之
儀
も
不
相
知
、
何
と
そ

年
内
ニ
相
澄
申
候
様
ニ
と
深
々
之
事
ニ
候
、
家
中
之
者
共
も
、
与
中
之
者
も
、
年
内

ニ
と
深
々
存
候
と
□
□
□
、
此
段
も
罷
出
可
申
上
候
得
共
、
昨
晩
妙
芳
院
へ
気
色
を

押
参
申
候
故
、
今
朝
渡
も
頭
痛
、
散
々
躰
御
座
候
条
、
不
罷
出
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

極
月
廿
四

（
延
宝
元
年
カ
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
輝
（
花
押
） 

猶
々
、
西
ノ
丸
年
寄
中
之
心
入
、
蓮
生
寺
、
自
分
之
様
ニ
被
■
■
之
様
ニ
と
、

只
今
申
遣
候
事
候
、
以
上
、 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
輝
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
と
も
に
在
佐
賀
。
鍋
島
主

水
家
に
小
城
藩
主
鍋
島
直
能
の
弟
直
朗
が
養
子
入
り
す
る
件
に
つ
い
て
の
話
題

で
あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
前
代
の
主
水
家
当
主
鍋
島
武
興
の
歿
す
る
延
宝
四

年
七
月
よ
り
前
。
ま
た
、
光
茂
女
初
と
直
朗
と
の
祝
言
の
日
程
が
近
い
こ
と
に

も
触
れ
て
い
る
。「
大
宰
少
弐
及
鍋
島
系
図
」
に
よ
る
と
、
こ
の
祝
言
は
、
延
宝

元
年
十
二
月
二
十
九
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
状
の
年
次
は
、
延
宝

元
年
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。 

  

追
一
四 

北
島
周
虎
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
三
五
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

喜
多
嶋
外
記 

（
墨
引
） 

 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

進
上 

 
 
 
 
 

周
虎
」 

お
つ
た
と
の
御
機
嫌
今
朝
ゟ
ハ
弥
能
被
成
御
座
候
通
承
、
誠
以
目
出
度
儀
可
申
上
様

無
御
座
候
、
不
及
申
上
儀
ニ
御
座
候
へ
共
、
あ
か
り
候
物
、
御
ち
■
い
な
と
の
儀
、

医
者
共
並
御
傍
之
者
共
へ
も
弥
念
を
入
候
様
ニ
被
仰
付
可
然
奉
存
候
、
某
儀
も
昨
晩

渡
り
ハ
振
付
、
頭
痛
な
と
御
座
候
而
、
気
色
散
々
ニ
御
座
候
故
、
不
罷
出
候
、
今
日

者
気
色
ハ
別
条
無
御
座
候
得
共
、
夜
中
ゟ
腫
物
殊
外
痛
み
差
出
、
歩
行
弥
不
自
由
ニ

御
座
候
故
、
罷
出
候
て
も
御
機
嫌
不
承
候
、
随
而
、
此
中
御
相
談
仕
、
召
置
候
大
膳

判
形
之
儀
ニ
付
而
、
市
正
殿
ゟ

（
鍋
島
茂
村
カ
）

附
衆
を
以
、
貴
公
様
へ
御
内
談
申
上
度
由
、
一
昨
日

か
某
迄
被
申
候
得
共
、
御
差
合
之
儀
申
相
延
候
て
召
置
候
、
如
何
、
一
両
日
中
ニ
も

被
罷
出
候
様
ニ
と
可
申
遣
哉
、
御
尋
申
上
儀
ニ
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

八
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

周
虎
（
花
押
） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

【
解
説
】 

 
 
 

北
島
周
虎
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
と
も
に
在
佐
賀
。
周
虎
が

外
記
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
万
治
三
年
以
後
、
周
虎
の
歿
す
る
延
宝
二
年
以

前
。 

  

追
一
五 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
三
八
） 
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「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修
理 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 

安
英

（
多
久
）

」 

今
日
渡
雨
天
ニ
御
座
候
、
御
機
嫌
如
何
、
被
成
御
出
候
哉
承
度
計
候
、
次
慶
法
師
儀
、

当
夏
ふ
ら
〳
〵
と
煩
罷
有
、
此
二
三
日
ハ
機
色
少
重
め
に
御
座
候
而
、
し
け
ニ
て
御

座
候
哉
、
虫
ニ
而
も
御
さ
候
哉
、
腹
中
せ
き
申
候
、
就
夫
か
ゝ
様
殊
外

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

御
心
遣
被
成
、

夏
中
御
不
食
ニ
な
と
被
成
御
坐
候
か
、
就
中
五
三
日
中
御
め
し
不
被
聞
召
、
漸
朝
晩

ニ
常
之
者
ノ
一
口
よ
り
も
少
ク
被
聞
召
、
昨
朝
な
と
ハ
は
か
り
め
ニ
仕
候
ハ
ゝ
五
匁

も
被
聞
召
、
夕
部
ハ
慶
法
師
殊
外
機
色
悪
敷
腹
せ
き
申
、
気
な
と
も
取
失
申
左
右
ニ

有
御
座
た
る
儀
候
、
其
故
ニ
昨
晩
之
御
食
終
ニ
上
り
不
申
、
尤
一
両
夜
ハ
い
よ
〳
〵

御
ね
い
り
不
被
成
、
殊
外
ノ
事
ニ
而
候
、
見
上
申
而
も
う
か
〳
〵
と
何
と
哉
覧
御
目

ノ
様
子
な
と
も
い
な
物
ニ
而
笑
止
ニ
致
存
候
、
某
ハ
ち
と
昨
日
ハ
機
色
悪
敷
、
昨
晩

気
一
時
罷
出
候
、
兵
庫
殿
・

（
多
久
安
胤
）

外
記
殿

（
北
島
周
虎
）

ハ
御
城
ゟ
直
ニ
あ
な
た
へ
御
出
、
終
日
御
さ
候

条
、
定
而
被
及
御
覧
、
御
前
へ
も
被
仰
上
ニ
而
ハ
可
有
御
座
と
奉
存
候
、
唯
今
之
様

ニ
ふ
か
く
御
心
遣
被
成
候
ハ
ゝ
、御
煩
な
と
差
出
申
、左
右
ニ
致
存
一
入
心
遣
之
儀
、

御
同
前
ニ
奉
存
候
、右
之
様
ニ
煩
罷
有
候
ヲ
、外
記
殿
所
之
様
ニ
な
と
被
遣
候
ハ
ゝ
、

猶
御
心
遣
ま
さ
り
可
申
と
致
存
候
へ
ハ
、
唯
今
ハ
御
薬
ニ
而
之
御
養
生
肝
要
ニ
奉
存

候
、
然
ハ
、
御
薬
之
御
吟
味
な
と
も
入
可
申
と
奉
存
、
定
而
御
両
人
被
及
御
覧
被
仰

上
ニ
而
ハ
可
有
之
候
へ
と
も
、
某
見
及
又
傍
之
者
共
へ
も
得
と
尋
、
承
、
心
遣
之
余

り
、
此
段
申
上
御
事
候
、
何
も
明
日
罷
出
、
万
々
御
相
談
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 

七
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
英
（
花
押
） 

 
 

猶
々
、
慶
法
師
只
今
何
方
へ
被
遣
候
迚
も
御
心
遣
之
か
ろ
み
申
ニ
而
ハ
有
御
座

間
敷
候
へ
と
も
、
若
又
御
遠
さ
か
り
被
成
候
ハ
ゝ
、
能
物
ニ
而
か
可
有
御
座
候

段
、
是
ハ
な
ら
ぬ
御
事
ニ
而
御
さ
候
、
乍
去
、
外
記
殿
心
遣
な
と
入
申
所
に
て

か
可
有
御
座
と
、
乍
無
用
ニ
致
存
迄
ニ
候
、
夫
を
申
候
而
も
慶
法
師
何
方
へ
参

り
候
而
居
申
間
敷
候
、
笑
止
成
事
ニ
而
、
先
様
何
と
御
さ
候
す
る
や
と
案
ら
れ

申
御
事
候
、
兎
角
只
今
ハ
、
御
薬
ゟ
外
御
養
生
之
手
立
有
御
座
間
敷
と
致
存
、

先
申
上
御
事
候
、兵
庫
殿
な
と
昨
日
も
被
及
御
覧
、御
相
談
を
も
可
被
成
な
と
ゝ

被
思
召
儀
も
御
さ
あ
る
へ
き
所
ニ
、
私
ゟ
か
や
う
ニ
致
御
相
談
候
所
、
何
と
哉

覧
御
さ
候
へ
共
、
心
遣
ニ
意
得
申
候
へ
ハ
、
先
為
御
意
得
申
上
事
候
、
就
是
御

面
ニ
御
話
な
と
可
申
上
と
奉
存
儀
共
御
さ
候
、
今
日
ハ
聞
■
申
候
条
、
明
日
罷

出
万
々
可
申
上
候
、
以
上
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
両
者
と
も
に
在
佐
賀
。
年
次
の

上
限
は
、
安
英
が
修
理
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
五
年
。
年
次
の
下
限

は
、
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
が
在
世
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
六

年
。
な
お
、
寛
文
六
年
も
し
く
は
同
七
年
の
四
月
二
十
七
日
と
比
定
さ
れ
て
い

る
茂
矩
宛
安
英
書
状
（
四
九
〇
号
）
に
は
、
本
書
状
と
同
様
に
「
慶
法
師
兄
弟
」

や
天
性
院
に
関
わ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。 
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追
一
六 
多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
四
〇
） 

 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

修
理 

（
墨
引
）  

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 

安
英

（
多
久
）

」 

か
ゝ
様
御
機
嫌

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

、
昨
日
者
能
分
ニ
被
成
御
座
候
、
然
処
ニ
、
昨
昼
、
常
之
湯
ニ
麦
ヲ

加
申
た
る
御
湯
ヲ
私
ニ
御
作
ら
せ
、被
聞
召
上
、加
減
も
悪
敷
御
座
候
と
見
え
申
候
、

又
麦
ニ
而
此
程
御
食
傷
之
様
ニ
被
成
候
故
ニ
而
、と
か
め
申
た
る
儀
ニ
而
御
座
候
哉
、

今
朝
ハ
御
痰
心
ニ
御
座
候
而
、
御
む
つ
き
之
心
被
成
御
座
候
、
余
り
之
儀
ニ
而
ハ
無

御
座
、
御
食
も
、
な
め
し
三
十
匁
御
湯
ヲ
打
入
レ

〱
仕
候
ヲ
、
三
度
上
り
申
候
、

御
脈
も
今
朝
ハ
昨
昼
之
こ
と
く
数
御
座
候
而
、
打
切
レ
な
と
も
少
ハ
有
御
座
由
候
、

就
夫
、
弥
御
養
生
御
薬
之
吟
味
可
有
御
座
事
ニ
致
存
候
、
林
庵
も
本
ゟ
同
前
ニ
奉
存

儀
候
、
然
ハ
晩
元
医
者
共
御
集
メ
被
成
、
御
前
ニ
而
一
御
吟
味
仕
候
ヲ
、
被
聞
召
上

候
様
ニ
可
然
奉
存
候
、
目
庵
儀
も
今
昼
之
御
脈
見
申
候
様
ニ
仕
事
候
条
、
彼
者
も
被

召
寄
間
、
私
・
居
盛
四
人
ニ
而
、
銘
々
存
寄
被
聞
召
上
、
御
薬
な
と
も
相
ト
メ
申
度

由
、
林
庵
も
申
事
御
座
候
、
兵
庫
殿

（
多
久
安
胤
）

・
外
記
殿

（
北
島
周
虎
）

医
者
心
有
御
座
御
事
候
条
、
御
集
り

候
様
ニ
被
成
ニ
而
も
可
有
御
座
哉
、
兎
角
さ
様
ニ
も
可
然
被
思
召
上
儀
候
ハ
ゝ
、
昼

之
間
ハ
か
ゝ
様
御
機
嫌
伺
申
た
め
、
扨
又
御
用
も
御
座
候
、
晩
御
休
被
成
候
而
ゟ
五

つ
時
分
、
林
庵
も
被
召
寄
候
ハ
ゝ
、
罷
出
ニ
而
可
有
御
座
候
、
此
段
林
庵
も
か
様
ニ

か
な
と
申
上
、
私
共
も
同
意
ニ
奉
存
候
故
、
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 

五
月
四
日 

 
 

 

（
花
押
） 

 
 

追
而
、
右
少
御
む
つ
き
御
座
候
由
、
貴
公
様
へ
も
申
上
候
ハ
ぬ
様
ニ
、
御
見
舞

い
な
と
被
成
候
へ
ハ
、
結
句
御
六
借
御
座
候
と
被
仰
候
条
、
今
日
之
御
見
舞
ハ

御
無
用
ニ
可
被
遊
候
、
我
ら
へ
も
昼
之
間
な
と
ハ
参
候
ハ
ぬ
や
う
ニ
と
被
仰
事

候
、是
ハ
一
昨
日
兵
庫
殿
内
方
終
日
不
遠
慮
ニ
御
傍
付
副
御
座
候
ニ
、御
こ
り
、

又
さ
や
う
ニ
な
と
候
て
ハ
と
、我
々
ま
て
も
御
留
被
成
■
と
見
え
申
候
、以
上
、 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
英
・
茂
矩
と
も
に
在
国
で
、

安
英
が
母
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
容
体
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
安
英
は
水
ケ
江
の
多
久
家
屋
敷
、
茂
矩
は
佐
賀
城
二
ノ
丸
の
多
久

家
屋
敷
に
居
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
年
次
の
上
限
は
、
安
英
が
「
修
理
」
を
称

し
て
い
る
こ
と
か
ら
寛
文
五
年
、
下
限
は
天
性
院
存
命
中
（
寛
文
七
年
六
月
二

日
歿
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
寛
文
七
年
と
な
る
が
、
天
性
院
の
容
体
が
思
わ
し
く

な
い
様
子
か
ら
、
寛
文
七
年
の
死
歿
の
直
前
の
可
能
性
も
あ
る
。 

  

追
一
七 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
四
二
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

修
理 

（
墨
引
）  

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 

安
英

（
多
久
）

」 

 
 

猶
以
、
求
馬
方
も
被
召
寄
、
御
し
か
り
被
成
候
、
脇
ニ
御
居
へ
可
被
召
置
由
、
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是
以
御
傍
年
寄
と
申
、
先
キ
以
之
為
、
旁
如
何
ニ
も
能
可
有
御
坐
候
、
孫
右
衛

門
儀
与
頭
之
儀
候
へ
ハ
、
是
又
可
然
思
召
候
、
弥
御
し
か
り
被
成
候
時
分
、
か

ろ

〱
敷
無
御
坐
候
様
ニ
と
、
返
ス

〱
被
仰
候
、
事
長
ク
申
上
、
殊
之
外
草

臥
申
、
殊
今
晩
作
州
へ

（
多
久
茂
辰
）

罷
出
候
へ
ハ
、
書
中
急
ニ
相
調
申
、
旁
不
気
力
之
時
分

ニ
候
へ
ハ
、
御
落
着
難
被
成
儀
共
可
有
御
坐
、
可
為
書
中
と
奉
存
候
へ
共
、
先

以
荒
増
成
共
為
可
申
上
、
如
此
ニ
御
座
候
、
兎
角
其
御
方
ゟ
被
仰
上
候
、
迚
之

様
ニ
御
し
か
り
被
成
ニ
相
〆
り
申
候
、 

左
京
殿

（
神
代
直
長
）

御
事
、
今
日
ハ
被
入
御
隙
候
付
而
、
今
夕
暮
方
罷
出
、
漸
只
今
被
仰
遣
候
一

儀
相
達
申
候
、
左
京
殿
ゟ
之
御
返
事
ニ
ハ
、
只
今
某
を
以
被
仰
進
候
様
子
細
々
被
聞

召
届
候
、
然
ハ
、
内
々
ハ
、
三
郎
兵
衛
儀
、
御
国
為
御
仕
置
、
少
々
ハ
重
ク
被
仰
付

様
も
可
有
御
坐
と
、
被
思
召
候
、
乍
然
、
此
間
ゟ
貴
公
様
内
々
被
思
召
候
様
子
も
御

坐
候
、
其
上
求
馬
方

（
相
良
及
真
）

ゟ
打
侘
被
申
様
子
相
応
仕
、
御
同
意
ニ
被
思
召
候
、
一
々
御
尤

ニ
思
召
候
、
今
ニ
成
、
さ
様
ニ
御
堪
忍
難
被
成
可
有
御
座
候
所
ニ
、
御
家
御
為
被
思

召
、
右
之
通
り
御
し
か
り
可
被
成
由
、
乍
御
案
中
御
尤
至
極
、
あ
な
た
へ
も
如
何
も

御
同
意
ニ
思
召
候
、
若
又
脇
々
ゟ
や
わ
ら
か
ニ
な
と
申
成
人
御
座
候
而
、
御
不
気
味

ニ
な
と
被
思
召
候
儀
出
来
仕
候
へ
ハ
、
夫
ハ
又
、
三
郎
兵
衛
な
と
ニ
御
く
ら
へ
被
成

儀
ニ
而
も
無
御
座
候
、
惣
而
ハ
盗
等
口
事
佐
汰

〔
沙
〕

な
と
ゝ
ハ
相
違
、
三
郎
兵
衛
儀
ハ
殊

外
ニ
不
届
ニ
被
思
召
候
へ
共
、
右
之
段
々
ヲ
被
聞
召
候
へ
は
、
深
キ
御
心
入
と
、
此

上
別
ニ
有
御
座
間
敷
、
し
か
と
御
同
意
被
成
候
条
、
早
々
年
内
ニ
も
稠
敷
御
し
か
り

被
成
可
然
、
被
思
召
候
、
さ
候
而
、
三
郎
兵
衛
請
付
か
ろ

〱
敷
な
と
無
御
坐
候
、

御
し
か
り
被
成
候
脇
、
か
ろ

〱
敷
世
間
打
廻
候
ハ
ぬ
様
ニ
、
御
老
中
様
ゟ
御
し
か

り
ニ
而
、 

殿
様
御

（
鍋
島
光
茂
）

同
前
之
様
成
物
ニ
候
条
、
其
段
ハ
求
馬
な
と
へ
も
兵
庫
殿

（
多
久
安
胤
）

・
我
々

ゟ
も
耳
を
吹
、
兵
庫
殿
な
と
も
さ
様
ニ
被
存
可
然
由
、
某
申
達
□
様
ニ
と
御
座
候
、

扨
又
利
左
衛
門
・
正
左
衛
門
も
御
し
か
り
被
成
儀
も
申
上
候
、
其
段
も
可
然
と
は
か

り
ニ
而
ふ
か

〱
と
御
点
合
ハ
無
御
座
候
、
其
外
先
キ
以
之
儀
共
も
申
上
候
、
如
何

ニ
も
御
尤
ニ
被
思
召
候
、
さ
様
之
儀
事
新
敷
ニ
及
不
申
儀
ニ
候
へ
共
、
弥
其
身
之
御

使
ニ
而
も
是
以
御
尤
候
儀
、
先
日
も
被
仰
遣
、
只
今
も
被
聞
召
届
由
ニ
候
、
其
外
御

物
語
共
も
御
座
候
へ
共
、
太
抵
別
条
無
御
座
、
右
之
辻
ニ
候
、
先
此
段
申
上
候
、
明

日
昼
過
時
分
罷
出
万
々
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 

師
走
廿
七
日 

 
 

安
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
で
あ
る
が
、
本
文

中
よ
り
藩
主
の
鍋
島
光
茂
は
在
国
で
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
安
英
が
「
修
理
」

を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
限
は
寛
文
五
年
、
下
限
は
多
久
茂
辰
存
生
に
よ

り
同
八
年
と
な
る
。
そ
の
う
ち
十
二
月
時
点
で
光
茂
が
在
国
で
な
い
の
は
寛
文

五
年
・
同
七
年
で
あ
る
。 

  

追
一
八 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
四
三
） 
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「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 

東
古
賀
修
理 

（
墨
引
）  

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 

安
英

（
多
久
）

」 

 
 

猶
々
、
寒
申
候
程
彼
ノ
御
仕
合
ハ
可
有
御
坐
候
へ
共
、
如
何
ニ
御
坐
候
而
も
、

雪
風
初
寒
難
絶
様
子
ニ
御
坐
候
へ
ハ
、
路
次
も
悪
敷
、
旁
此
方
ゟ
御
光
儀
被
遊

様
ニ
と
ハ
申
兼
候
、
御
心
次
第
於
被
成
御
来
光
ハ
、
幸
至
極
奉
存
候
、
尤
不
被

成
御
出
と
て
も
、
何
之
用
意
も
不
仕
候
条
、
其
段
ハ
迷
惑
仕
事
ニ
而
も
無
御
坐

候
、今
日
雪
降
申
候
ハ
ゝ
、明
日
ハ
多
分
雪
と
か
し
降
可
申
か
と
何
も
申
事
候
、

天
気
能
御
吟
味
被
遊
、
御
出
行
御
尤
ニ
奉
存
候
、
已
上
、 

扨
々
、
此
間
ゟ
侘
之
屋
を
掛
御
目
候
御
縁
無
御
坐
、
私
如
何
様
之
心
当
も
や
違
申
候

哉
と
、
身
を
恨
申
御
事
ニ
御
坐
候
、
今
日
者
随
分
と
奉
存
候
処
、
空
打
曇
、
雪
気
之

気
色
ニ
而
、
最
早
首
を
な
け
、
明
日
と
申
候
て
も
、
天
気
相
替
申
間
敷
候
へ
ハ
、
十

五
日
ゟ
前
ニ
掛
御
目
候
事
、
罷
成
間
敷
候
、
然
ハ
、
た
ゝ
み
も
ふ
る
く
、
其
外
住
あ

ら
し
申
た
る
草
之
庵
、
何
も
興
も
無
御
坐
御
事
ニ
而
可
有
御
坐
処
、
昨
晩
も
寝
ら
れ

不
申
、
案
明
申
候
、
乍
然
、
今
日
之
天
気
爰
許
ニ
而
吟
味
仕
候
へ
ハ
、
多
分
終
日
自

然

〱
雪
ニ
而
可
有
御
坐
物
ニ
候
、
彼
所
へ
は
今
朝
ゟ
沖
ハ
風
吹
申
候
故
、
木
の
下

之
畠
ニ
而
そ
ろ

〱
は
み
仕
、
右
之
左
右
之
木
ニ
い
つ
か
ふ
せ

〱
付
キ
申
事
ニ
御

坐
候
条
、
雪
風
ニ
而
副
御
坐
候
ハ
ゝ
、
御
仕
合
ハ
弥
増
り
可
申
と
奉
存
候
、
乍
然
、

如
何
ニ
御
坐
候
而
も
程
遠
ク
、
別
而
寒
し
申
、
万
一
右
之
御
遊
山
も
存
候
侭
ニ
無
之

時
ハ
、
御
苦
労
と
申
、
残
念
不
大
形
候
、
此
上
ハ
御
心
次
第
御
光
儀
奉
待
候
、
為
其

如
此
ニ
御
坐
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 

極
月
九
日 

 
 
 

 
 

安
英
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
。
茂
矩
の
表
記
が

「
長
州
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
明
暦
二
年
、
下
限
は
安

英
（
貞
享
元
年
九
月
十
六
日
歿
）
の
存
世
に
よ
り
天
和
三
年
と
な
る
。 

  

追
一
九 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
四
六
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

修
理 

（
墨
引
）  

茂
矩
公

（
多
久
）

進
上 

 

安
英

（
多
久
）

」 

昨
今
渡
御
機
嫌
弥
御
別
条
無
御
座
候
哉
、
承
度
奉
存
候
、
返
々
昨
日
者
御
残
多
奉
存

候
、
作
州
ゟ

（
多
久
茂
辰
）

も
被
聞
召
付
、
一
段
之
御
客
を
請
申
候
由
ニ
而
、
種
々
被
掛
御
意
候
得

共
、
徒
ニ
成
申
た
る
儀
共
候
、
昨
日
者
左
京
殿

（
神
代
直
長
）

此
辺
被
成
御
出
、
此
方
へ
御
出
被
成

儀
も
や
と
意
得
申
候
へ
共
、
無
其
儀
御
帰
被
成
候
、
御
目
ニ
も
掛
り
不
申
候
、
御
鷹

之
御
仕
合
大
形
之
由
、
先
剋
承
候
、
次
ニ
昨
今
両
朝
鹿
江
扨
又

（
佐
賀
郡
）

此
辺
方
々
走
廻
り
申

候
へ
共
、
鴨
一
円
見
え
不
申
、
気
之
毒
之
儀
候
、
太
右
衛
門
仕
之
御
鷹
、
扨
々
い
れ

物
ニ
而
御
坐
候
、
右
鷹
初
入
ニ
今
取
飼
不
申
、
笑
止
ニ
意
得
申
候
、
只
今
申
様
ニ
御

坐
候
ハ
ゝ
、
気
前
も
な
く
れ
可
申
候
哉
と
、
あ
た
ら
御
鷹
ニ
候
へ
ハ
、
笑
止
意
得
申

候
、
太
右
衛
門
共
も
如
何
様
ニ
意
得
申
候
哉
、
内
々
ハ
何
方
へ
参
り
候
て
成
共
、
取
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入
せ
度
可
存
奉
存
候
、
然
ハ
、
貴
公
様
御
事
、
年
内
ニ
別
苻
・

（
小
城
郡
）

志
久
間

（
杵
島
郡
）

ニ
御
越
被
成

候
儀
も
難
成
被
思
召
上
候
由
、
昨
日
之
御
返
事
ニ
被
仰
聞
候
、
さ
候
て
、
別
苻
へ
被

遣
、
一
両
朝
も
取
飼
、
御
鷹
共
へ
取
立
せ
申
候
ハ
ゝ
、
年
内
先
つ
一
切
り
志
久
へ
被

遣
、
仕
入
召
置
候
て
、
来
春
御
越
被
成
候
節
も
、
御
鷹
共
し
み

〱
と
御
坐
候
而
、

御
慰
ニ
も
可
相
成
と
奉
存
候
、
不
図
御
越
被
成
候
ハ
ゝ
、
只
今
之
御
鷹
ニ
而
被
思
召

上
候
様
ニ
、
御
慰
も
御
坐
有
間
敷
左
右
ニ
意
得
申
候
、
若
さ
様
ニ
而
可
然
も
被
思
召

上
候
ハ
ゝ
、
此
方
へ
被
成
御
出
候
儀
、、
十
一
二
之
比
ニ
被
遊
、
明
後
六
日
ニ
罷
越
、

七
日
ゟ
十
日
一
日
比
迄
四
五
朝
仕
申
、
さ
候
而
、
十
五
六
之
比
ゟ
四
五
日
志
久
へ
被

指
越
候
而
ハ
如
何
可
有
御
坐
哉
、於
然
ハ
某
も
同
前
ニ
罷
越
、見
物
仕
度
意
得
申
候
、

年
内
御
鷹
仕
申
、
春
ノ
鳥
数
之
差
合
ニ
ハ
相
成
間
敷
と
奉
存
候
、
但
、
太
右
衛
門
共

如
何
意
得
申
候
哉
、
申
分
も
被
聞
召
上
、
若
御
鷹
共
被
遣
、
某
も
参
候
様
ニ
と
被
思

召
上
候
へ
ハ
、
一
入
太
慶
ニ
奉
存
候
、
右
旁
為
可
申
上
如
此
ニ
御
坐
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 

師
走
四
日  

 
 

 

安
英
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
。
安
英
が
「
修
理
」

を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
寛
文
五
年
、
下
限
は
多
久
茂
辰
存

命
に
よ
り
同
八
年
と
な
る
。 

  

追
二
〇 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
四
七
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

将
監 

（
墨
引
）  

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 

安
明
」

（
多
久
安
英
） 

二
三
日
者
不
能
貴
面
上
、
其
方
御
見
廻
ニ
も
不
致
伺
公
、
御
無
音
ニ
罷
過
御
事
御
坐

候
、
貴
公
様
も
何
と
哉
覧
御
機
色
御
不
快
由
承
、
無
心
元
奉
存
御
事
候
、
先
以
兵
庫

（
多
久
安

殿胤
）

首
尾
能
被
相
仕
舞
、御
着
目
出
度
致
存
候
、定
而
御
悦
ニ
可
被
思
召
上
と
奉
存
候
、

某
儀
も
昨
日
渡
漸
か
け
ん
仕
直
シ
申
候
処
ニ
、昨
晩
兵
庫
殿
着
ニ
あ
ち
こ
ち
仕
候
故
、

今
朝
ゟ
ハ
又
少
悪
敷
罷
成
、
致
迷
惑
候
、
併
、
今
晩
者
少
能
分
ニ
御
座
候
条
、
可
貴

意
安
候
、
次
ニ
、
求
馬
被

（
相
良
及
真
）

仰
談
候
一
慰
之
儀
、
何
日
ニ
相
澄
申
候
哉
、
如
何
様
之
次

第
共
ニ
御
仕
廻
被
成
候
哉
、
不
及
な
か
ら
も
案
申
事
候
、
将
亦
、
善
左
衛
門
へ
被
仰

付
候
儀
、
如
何
、
善
左
衛
門
も
知
人
ニ
成
、
習
掛
り
申
候
や
、
お
そ
く
候
ハ
ゝ
、
出

来
合
申
間
敷
候
、
是
又
案
申
事
候
、
某
も
今
晩
之
様
子
ニ
候
ハ
ゝ
、
明
日
渡
致
伺
公

御
咄
可
申
承
候
、
御
機
嫌
承
、
旁
可
申
上
た
め
如
此
ニ
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 

六
月
六
日

（
承
応
三
年
カ
） 

  
 

 
 

安
明
（
花
押
） 

 
 

猶
々
、
昨
晩
作
州
御

（
多
久
茂
辰
）

前
へ
罷
出
申
候
へ
ハ
、
其
方
へ
ハ
お
と
り
御
座
候
由
、
被

聞
召
候
、
如
何
様
之
儀
候
や
と
、
御
尋
被
成
候
儀
、
誰
か
申
上
候
や
と
、
不
審

ニ
意
得
申
事
候
、
某
も
さ
様
之
儀
ハ
此
程
ハ
不
承
候
、
小
う
た
な
と
ハ
取
拵
御

座
候
、
定
而
さ
様
之
儀
も
可
有
御
座
候
と
、
御
取
合
仕
、
召
置
候
、
か
様
之
儀
、

な
ら
し
も
無
御
座
ニ
、
余
り
は
や
く
し
れ
申
候
事
、
ふ
し
ん
ニ
致
存
候
、

〱
、

以
上
、 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
。
安
英
が
「
将
監
」

を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
下
限
は
寛
文
五
年
と
な
る
が
、
本
文
中
「
兵

庫
殿
首
尾
能
被
相
仕
舞
、
御
着
」
が
、
多
久
安
胤
が
江
戸
証
人
の
役
目
を
終
え

て
帰
国
し
た
こ
と
を
指
す
と
す
る
と
、
年
次
は
承
応
三
年
と
な
る
。 

  

追
二
一 

多
久
安
英
覚
書
（
切
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
五
一
） 

 
 

「（
墨
引
）

（
端
裏
切
封
上
書
）

 
 

 
 
 
 

将
監 

 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

尊
報 

 
 

 
安
明
」

（
多
久
安
英
） 

尊
書
奉
拝
見
候
、
一
昨
晩
か
ゝ
さ
ま
被

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

仰
た
る
儀
ニ
付
而
、
た
か
を
存
し
分
御

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
侍
女
）

座
候

由
、
被
聞
召
上
、
笑
止
被
思
召
上
候
通
り
、
御
尤
ニ
奉
存
候
、
某
へ
ハ
昨
朝
面
ニ
段
々

申
、
此
段
貴
公
様
へ
も
お
つ
ほ
ね
を
以
可
申
上
と
存
候
由
、
涙
を
た
ら
し
一
々
申
候

通
り
承
、
尤
至
極
ニ
而
、
御
返
事
な
き
め
に
相
申
候
、
就
夫
、
先
以
爰
元
へ
被
成
御

出
候
而
ゟ
ハ
、
御
相
談
も
仕
か
た
き
事
共
も
有
之
左
右
ニ
致
存
、
食
脇
可
罷
出
と
致

存
時
分
、
預
貴
札
候
、
一
昨
晩
之
様
子
、
其
方
罷
出
さ
ま
ニ
兵
庫
殿

（
多
久
安
胤
）

へ
参
、
咄
申
上

候
而
、
貴
宿
可
致
伺
公
儀
候
、
何
も
拝
面
ニ
而
御
相
談
可
申
上
候
条
、
大
形
申
上
候
、

以
上
、 

 
 

十
月
十
七
日 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
覚
書
。
と
も
に
在
国
。
茂
矩
の
表
記
が

「
長
州
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
明
暦
二
年
、
安
英
が
「
将

監
」
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
下
限
は
寛
文
五
年
と
な
る
。 

  

追
二
二 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
五
二
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

将
監 

（
墨
引
）  

茂
矩
公

（
多
久
）

進
上 

 

安
明
」

（
多
久
安
英
） 

 
 

猶
々
、
昨
晩
兵
庫
殿

（
多
久
安
胤
）

へ
、
究
者
之
儀
ニ
付
而
、
御
得
意

（
マ
ヽ
）

被
成
候
へ
共
、
昨
晩
者
、

兵
庫
殿
休
み
被
申
、
今
朝
ゟ
も
作
州
御
前

（
多
久
茂
辰
）

へ
居
申
、
面
談
不
仕
候
故
、
未
申
達

候
、
さ
様
御
心
得
可
被
成
候
、
以
上
、 

今
朝
、
与
賀
・

（
佐
賀
郡
）

川
副
近

（
佐
賀
郡
）

辺
ニ
も
某
者
ニ
鴨
居
申
候
哉
、
見
せ
申
候
処
ニ
、
三
立
候
て

四
立
候
て
見
え
申
候
由
申
事
候
、
然
者
、
御
鷹
隼
共
、
戸
川
へ
然

（
砥
川
、
小
城
郡
）

々
尽
鳥
見
え
不
申

候
ハ
ゝ
、
此
方
参
候
様
ニ
被
仰
付
物
に
て
ハ
有
御
座
間
敷
候
哉
、
乍
去
、
今
朝
与
賀

之
方
ニ
ハ
飛
騨
殿

（
鍋
島
直
能
）

被
成
御
出
た
る
由
候
、
川
副
ニ
ハ
隼
人
殿

（
鍋
島
茂
貞
）

被
罷
出
た
る
由
候
条
、

明
朝
も
右
之
通
り
ニ
居
可
申
哉
ハ
心
得
不
申
候
、
今
朝
居
申
候
由
申
候
故
、
為
御
心

得
申
上
御
事
ニ
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

師
走
廿
五
日 

 
 

 
 

安
明
（
花
押
） 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
。
多
久
安
胤
が
江

戸
証
人
を
終
え
て
帰
国
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
承
応
三
年
、
安

英
が
「
将
監
」
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
下
限
は
寛
文
五
年
と
な
る
。 

  

追
二
三 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
五
三
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

将
監 

（
墨
引
）  

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 

安
明
」

（
多
久
安
英
） 

昨
日
よ
り
者
罷
出
、
不
奉
伺
御
機
嫌
、
毎
日
御
城
被
成
御
詰
、
御
草
臥
、
扨
又
御
気

色
如
何
と
奉
存
候
、
次
ニ
、
内
々
今
晩
渡
御
見
舞
可
仕
と
致
存
候
、
乍
然
、
今
時
分

者
陸
ニ
而
者
難
成
、
馬
ハ
今
日
迄
ハ
何
も
差
合
申
、
人
な
と
無
御
座
、
不
成
其
儀
候
、

今
晩
御
気
色
能
被
成
御
座
、
御
不
楽
も
被
成
御
坐
候
ハ
ゝ
、
馬
か
人
か
勘
兵
衛
共
手

前
ゟ
申
付
候
ハ
ゝ
、
何
様
可
得
貴
意
候
、
兎
角
明
朝
罷
出
、
万
々
可
申
上
候
、
今
夕

之
儀
、
御
報
次
第
可
仕
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

八
月
十
七
日 

 
 

 
 

安
明
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
。
茂
矩
の
表
記
が

「
長
州
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
明
暦
二
年
、
安
英
が
「
将

監
」
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
限
は
寛
文
五
年
。 

  

追
二
四 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
五
四
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

将
監 

（
墨
引
）  

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 

安
明
」

（
多
久
安
英
） 

昨
日
ゟ
者
御
見
舞
と
も
不
申
上
、
御
機
嫌
如
何
被
成
御
座
候
哉
、
承
度
奉
存
候
、
某

儀
、
一
昨
晩
ゟ
咳
気
心
ニ
御
座
候
故
、
終
日
も
御
見
舞
不
申
上
候
、
昨
晩
ゟ
ハ
能
御

座
候
条
、
乍
恐
可
貴
意
安
候
、
次
ニ
、
求
馬
へ

（
相
良
及
真
）

之
御
進
物
之
通
り
、
又
佐
内
衛
門
尉

之
儀
、
神
右
衛
門

（
福
地
カ
）

へ
申
置
候
、
如
何
被
聞
召
上
候
哉
と
申
上
事
候
、
随
而
、
求
馬
祝

言
ニ
弥
右
衛
門
・
久
大
夫
ハ
勝
手
ニ
参
居
申
、
可
然
左
右
ニ
被
思
召
之
由
、
作
州
被

（
多
久
茂
辰
）

仰
候
、
此
段
貴
公
様
ゟ
被
仰
付
候
様
ニ
と
有
儀
候
条
申
上
候
ハ
、
内
々
さ
様
ニ
も
可

然
か
と
被
思
召
候
か
、
久
太
夫
ニ
其
段
此
程
被
仰
聞
候
得
共
、
願
ハ
我
々
通
り
参
候

儀
、迷
惑
ニ
致
存
候
由
申
上
候
段
、御
暇
仕
候
へ
ハ
、御
前
ゟ
御
意
之
段
申
聞
候
ハ
ゝ
、

い
な
と
ハ
申
上
間
敷
と
被
思
召
候
と
被
仰
候
、
さ
候
へ
ハ
、
被
仰
付
ニ
而
可
有
之
候

哉
、
昨
日
ゟ
致
失
念
申
上
す
候
、
某
儀
も
今
日
求
馬
へ
見
舞
可
申
と
致
存
候
、
晩
元

兵（
多

庫
殿

久
安
胤
）

ゟ
作
州
御
夫
婦
御
振
舞
ニ
而
御
座
候
条
、
明
日
渡
罷
出
、
万
々
可
申
上
候
、

恐
惶
謹
言
、 

 
 
 

極
月
七
日

（
万
治
三
年
カ
）

 
 

 
 

 

安
明
（
花
押
） 
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【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
と
も
に
在
国
。
茂
矩
の
表
記
が

「
長
州
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
明
暦
二
年
、
安
英
が
「
将

監
」
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
限
は
寛
文
五
年
で
あ
る
が
、
本
文
中
に
相

良
及
真
の
祝
言
に
つ
い
て
言
及
が
あ
り
、
こ
れ
が
鍋
島
直
朝
養
女
と
の
婚
姻
を

指
す
と
す
る
と
、
年
次
は
万
治
三
年
と
な
る
（
佐
近
八
―
一
／
二
四
三
頁
）。 

  

追
二
五 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
五
五
） 

 
 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

将
監 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

尊
報 

 
 

安
明
」

（
多
久
安
英
） 

尊
書
奉
拝
見
候
、
如
来
意
寒
気
ニ
候
得
共
、
作
州
御

（
多
久
茂
辰
）

機
嫌
無
御
別
条
、
一
両
日
ハ
如

何
ニ
も
一
渥
能
分
ニ
被
成
御
座
、
弥
御
同
前
ニ
奉
存
候
、
然
者
、
御
用
事
共
十
七
日

迄
ハ
、
中
務
・

（
鍋
島
茂
貞
）

求
馬
雁

（
相
良
及
真
）

入
之
由
被
申
候
、
就
夫
、
其
間
二
三
日
西
目
ニ
雁
打
、
扨
又

鷂
共
羽
振
被
成
御
覧
、
御
越
被
成
度
思
召
上
ら
れ
候
由
、
御
尤
ニ
奉
存
候
、
一
両
日

之
儀
ニ
候
へ
ハ
、
作
州
御
機
色
之
別
条
有
之
儀
ニ
而
ハ
無
之
候
条
、
必
御
越
被
成
、

江
戸
以
来
之
御
気
を
被
延
可
然
奉
存
候
、
拙
者
儀
、
今
日
鹿
江
大
膳
へ
作
州
ゟ
御
使

へ
被
仰
付
、
参
居
申
候
、
殊
外
之
迫
月

（
マ
ヽ
）

ニ
而
隙
入
申
候
条
、
少
ハ
延
引
可
仕
と
致
存

候
、
相
仕
舞
御
返
事
申
上
、
相
仕
舞
候
ハ
ゝ
、
罷
出
、
得
々
と
御
相
談
可
申
上
候
、

又
御
書
中
之
儀
、作
州
へ
随
分
御
咄
申
上
、其
あ
た
り
も
御
相
談
可
申
上
と
奉
存
候
、

些
よ
ひ
気
嫌
ニ
而
御
座
候
故
、
書
中
大
形
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 

極
月
十
四
日

（
寛
文
四
年
カ
）

 
 

 

（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
英
・
茂
矩
と
も
に
在
国
で
、

安
英
が
父
茂
辰
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
英
は
水
ケ
江
の
多
久
家

屋
敷
、
茂
矩
は
二
ノ
丸
の
多
久
家
屋
敷
に
居
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
年
次
の
上

限
は
茂
矩
の
「
長
州
」
の
表
記
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
安
英
の
「
将
監
」
の

表
記
か
ら
寛
文
五
年
と
な
る
。
ま
た
「
江
戸
以
来
之
御
気
を
被
延
可
然
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
茂
矩
は
江
戸
へ
の
参
府
か
ら
帰
国
し
て
。
そ
れ
ほ
ど
時
が
経
っ

て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
明
暦
二
年
か
ら
寛
文
四
年
ま
で
の
間
に
茂
矩
が
江

戸
に
参
府
し
た
の
は
、
明
暦
二
年
・
寛
文
元
年
・
寛
文
四
年
の
三
回
で
あ
る
が
、

明
暦
二
年
の
参
府
は
四
月
下
旬
に
佐
賀
着
、
寛
文
元
年
の
参
府
は
翌
二
年
四
月

十
五
日
に
佐
賀
着
、
寛
文
四
年
の
参
府
は
九
月
下
旬
に
佐
賀
着
で
あ
る
の
で

（「
水
江
事
略
」）、
寛
文
四
年
の
可
能
性
が
最
も
高
い
か
。 

  

追
二
六 
多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
五
六
） 

 
 

猶
々
、
か
ゝ
様
御
事
も

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

、
昨
日
渡
ハ
殊
外
か
様
ニ
能
被
成
御
座
候
由
、
何
も
申

490



 

 

事
候
、
昨
夜
緩
々
と
御
休
被
成
た
る
由
候
、
先
以
可
貴
意
安
候
、
以
上
、 

昨
日
者
夜
前
迄
近
日
之
遊
山
仕
た
る
と
申
御
事
ニ
候
、
随
而
、
貴
公
様
へ
者
、
能
御

弓
御
求
被
成
、
一
段
之
御
事
ニ
奉
存
候
、
然
者
、
次
郎
右
衛
門
ゟ
御
取
被
成
候
御
弓
、

今
日
仕
候
而
見
申
度
候
、
是
非
此
者
ニ
而
御
借
可
被
下
候
、
為
其
如
此
御
座
候
、
何

も
貴
面
上
ニ
而
万
々
可
申
述
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

五
月
十
三
日 

 
 

 
 

安
明
（

（
多
久
安
英
）

花
押
） 

「（
奥
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

将
監 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

進
上 

 

安
明
」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
英
・
茂
矩
と
も
に
在
国
で
、

安
英
は
水
ケ
江
の
多
久
家
屋
敷
、
茂
矩
は
二
ノ
丸
の
多
久
家
屋
敷
に
居
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
年
次
の
上
限
は
茂
矩
の
「
長
州
」
の
表
記
か
ら
明
暦
二
年
、
下

限
は
安
英
が
「
将
監
」
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
寛
文
五
年
と
な
る
。 

  

追
二
七 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
五
七
） 

 
 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 

 
 
 

将
監 

（
墨
引
）  

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

尊
報 

 

安
明
」

（
多
久
安
英
） 

尊
書
致
拝
見
候
、
如
来
意
、
昨
晩
者
殊
外
御
咄
入
申
た
る
由
、
今
朝
鶴
田
咄
ニ
承
候
、

扨
々
承
付
候
ハ
ゝ
、
可
致
伺
公
物
を
と
申
計
候
、
か
ゝ
様
御
機
嫌

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

、
今
朝
ゟ
ハ
別
而

能
御
座
候
、
昨
夕
之
御
食
者
、
何
も
し
さ
い
と
有
儀
も
無
之
ニ
、
被
聞
召
■
■
ぬ
■

由
ニ
而
、
不
被
為
上
候
、
次
ニ
十
七
日
之
儀
、
奉
得
貴
意
候
て
、
鬮
儀
、
蔵
人
へ
存

（
小
田
長
昌
カ
）

分
一
筋

〱
ニ
候
、
今
日
之
儀
、
余
仕
か
ゝ
り
居
申
候
条
不
罷
出
候
、
明
日
罷
出
、

万
々
可
申
述
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 

五
月
十
四
日  

 
 

 

安
明
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
に
宛
て
た
書
状
。
安
英
・
茂
矩
と
も
に
在
国
で
、

安
英
が
母
天
性
院
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
英
は
水
ケ
江
の
多
久

家
屋
敷
、
茂
矩
は
二
ノ
丸
の
多
久
家
屋
敷
に
居
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
年
次
の

上
限
は
茂
矩
の
「
長
州
」
の
表
記
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
安
英
が
「
将
監
」

を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
寛
文
五
年
と
な
る
。 

  

追
二
八 

某
詠
草
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
九
〇
） 

「
玄
山
様
」

（
付
箋
、
後
筆
）（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 

文
月
の
中
の
五
日
、
玉
祭
と
て
過
に
し
事
と
も
思
ひ
つ
ゝ
け
る
ハ
、 

し
る
人
そ
思
ひ
し
る
ら
ん
文
月
の 

中
の
五
日
の
夕
暮
の
そ
ら 

491



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

玉
祭
比
と
有
へ
き
や
、
相
談
申
候
、 

 
 
 

狂
句
取
あ
へ
す 

な
け
て
こ
そ
雲
に
も
月
の
丸
つ
ぶ
て 

  

【
解
説
】 

 
 
 

某
詠
草
。
付
箋
に
後
筆
で
「
玄
山
様
」
と
あ
り
、
多
久
茂
矩
に
関
連
す
る
も

の
か
。
国
許
で
の
詠
草
と
思
わ
れ
る
。 

  

追
二
九 

某
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
九
二
） 

「
玄
山
様
」

（
付
箋
、
後
筆
）
（
多
久
茂
矩
） 

為
見
廻
次
左
衛
門
被
指
越
、
御
念
入
之
儀
ニ
存
候
、 

一
我
等
気
色
弥
無
別
条
、
如
何
ニ
も
気
力
つ
よ
く
御
坐
候
、
ち
と
痰
多
候
迄
ニ
而
御

座
候
、
是
も
皆
切
レ
出
候
へ
ハ
、
跡
者
無
別
条
候
、 

一
其
方
気
色
も
積
疝
気
な
と
御
座
候
而
、
腹
中
痛
な
と
少
々
有
之
ニ
付
而
、
薬
を
被

用
之
由
尤
ニ
候
、
自
然
鷂
な
と
つ
か
ハ
れ
候
晩
、
執
気
な
と
出
、
少
や
み
候
事
共

可
有
之
か
、
我
等
此
中
左
様
之
儀
、
連
々
御
座
候
、
其
時
ハ
何
ゟ
香
葛
湯
相
応
申

候
、
為
心
得
申
入
候
、 

一
昨
日
日
和
能
、
多
久
原
鷂
野
仕
、
別
而
仕
合
能
鳥
数
』
仕
、
慰
被
申
之
由
、
目
出

度
存
候
、
鶉
も
数
居
申
、
狩
之
次
第
細
々
被
仰
越
、
書
中
披
見
申
慰
申
候
、
次
ニ

去
年
進
入
申
候
鷹
、
手
き
わ
能
取
申
候
由
、
一
段
満
足
申
候
、
弥
可
有
御
秘
蔵
候
、 

一
覚
兵
衛
儀
昨
日
罷
立
、
目
出
度
存
候
、
彼
者
へ
も
直
ニ
様
子
細
ニ
申
聞
、
扨
又
平

原
へ
も
書
状
な
と
遣
、
委
頼
申
候
条
、
弥
首
尾
能
候
ハ
ん
と
存
候
、
然
者
、

対
馬
殿
奥
方
へ

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）

其
方
よ
り
結
構
之
音
信
、
別
而
可
然
儀
と
、
我
等
も
満
足
申
候
、

次
ニ
覚
兵
衛
儀
、
最
前
ゟ
飛
脚
ニ
候
て
可
指
登
由
、
申
談
候
へ
共
、
書
状
を
書
候

て
見
申
候
へ
ハ
、
右
為
御
礼
飛
脚
差
上
申
候
と
、
書
載
申
候
者
、
書
面
ち
と
疎
早

ニ
聞
え
申
候
故
（
後
欠
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

後
欠
に
よ
り
差
出
・
宛
所
を
欠
く
が
、
付
箋
に
後
筆
で
「
玄
山
様
」
と
あ
り
、

多
久
茂
矩
が
差
出
、
ま
た
は
宛
所
で
あ
る
か
。
差
出
・
宛
所
と
も
に
在
国
と
考

え
ら
れ
る
。
茂
矩
が
差
出
で
あ
れ
ば
、
宛
所
は
茂
矩
の
弟
で
あ
る
多
久
安
胤
・

北
島
周
虎
・
多
久
安
英
・
多
久
安
輝
の
い
ず
れ
か
か
。
ま
た
茂
矩
が
宛
所
で
あ

れ
ば
、
差
出
は
茂
辰
か
。
本
文
中
「
対
馬
殿
奥
方
へ
其
方
よ
り
結
構
之
音
信
」

が
、
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
の
出
産
（
万
治
三
年
十
二
月
九
日
）
へ

の
祝
儀
で
あ
る
な
ら
ば
、
寛
文
元
年
春
頃
の
書
状
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

  

追
三
〇 
某
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
九
五
） 

 
 

出
行
吉
日 
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廿
日
丙
戌 

「
玄
山
様
」

（
付
箋
、
後
筆
）
（
多
久
茂
矩
） 

 

此
日
、
太
公
遇
文
王
之
日
也
、
卯
ノ
時
出
行
大
吉
ト
ア
リ
、 

 
 

又
、
周
公
出
行
八
天
ノ
日
取
ニ
、 

 

廿
日
、
主
見
貴
人
、
万
事
大
吉
、 

戌
ノ
日
、
吉
慶
星
、
天
慶
星
、
天
解
、
天
医
、
益
後
、 

 

其
外
、
多
ク
吉
日
ニ
当
ル
、
其
上
、
寅
・
午
・
戌
ト
テ
三
合
吉
日
ニ
而
候
、 

丙
ハ
、
歳
徳
、
金
貴
、
儀
蔵
な
と
ニ
も
当
リ
、
万
悪
日
ニ
当
リ
不
申
候
、 

宿
も
廿
日
ハ
星
宿
ニ
テ
病
療
治
な
と
ニ
吉
ト
御
座
候
、 

時
、
虎
・
卯
・
辰
・
巳
・
午
・
未
迄
吉
、 

 

第
一
明
日
迄
ノ
大
つ
ち
ニ
而
、
さ
め
て
一
両
日
ハ
気
色
ニ
も
当
リ
申
物
ニ
候
条
、

得
と
気
色
を
被
繕
御
越
之
事
、
可
然
存
候
、
為
御
心
得
申
入
候
、
明
日
も
能
日
ニ

而
ハ
候
へ
と
も
、
些
心
ニ
懸
り
申
事
御
坐
候
、
若
中
段
な
と
お
も
ハ
し
か
ら
す
候

へ
ハ
、
猶
い
や
ニ
存
候
へ
共
、』
中
段
能
候
ニ
付
而
、
不
苦
存
候
、
願
者
、
廿
日
ニ

可
有
御
議
定
歟
、 

 
 
 

十
月
十
六
日

（
寛
文
八
年
）

 

  
 

【
解
説
】 

 
 
 
 

付
箋
に
後
筆
で
「
玄
山
様
」
と
あ
り
、
多
久
茂
矩
が
差
出
も
し
く
は
宛
所

の
覚
書
と
考
え
ら
れ
る
。
某
人
の
「
出
行
」（
出
向
く
こ
と
、
も
し
く
は
旅
に

出
る
こ
と
）
に
あ
た
っ
て
吉
日
を
調
べ
て
伝
え
た
も
の
の
控
え
か
。
茂
矩
に

関
係
す
る
覚
書
と
す
れ
ば
、
茂
矩
存
生
中
の
寛
永
七
年
か
ら
元
禄
二
年
の
間

で
、
十
月
二
十
日
が
「
丙
戌
」
に
当
た
る
年
は
、
寛
永
十
九
年
と
寛
文
八
年

が
あ
る
が
、
寛
文
八
年
の
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

  

追
三
一 

某
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
四
九
八
） 

「
玄
山
様
」

（
付
箋
、
後
筆
）（
多
久
茂
矩
） 

夕
部
之
占
如
形
見
考
候
へ
共
、
一
円
大
抵
合
点
ニ
不
参
候
、
徳
龍
煩
ニ
付

（
多
久
茂
矩
女
）

而
占
仕
候

時
よ
り
右
之
者
煩
卦
躰
ニ
見
え
申
候
、
如
何
様
血
之
道
之
煩
ニ
而
瘡
腫
物
之
類
か
之

様
ニ
見
え
、
又
ハ
驚
候
心
ニ
而
、
血
上
り
火
動
候
煩
ニ
候
、
一
月
計
ハ
煩
可
申
か
、

夫
も
過
候
ハ
ゝ
、
重
キ
煩
出
可
申
物
ニ
候
、
徳
龍
威
光
つ
よ
く
候
故
、
彼
者
煩
も
軽

ク
御
坐
候
、
さ
な
く
候
ハ
ゝ
、
つ
よ
く
煩
可
申
候
、
ま
だ
も
彼
者
母
な
と
立
候
立
願

之
た
ゝ
り
も
御
座
候
、
又
傍
輩
間
を
ち
と
の
ろ
ひ
候
が
、
却
而
今
ハ
の
ろ
ハ
れ
候
心

見
え
申
候
、
尤
狐
や
ら
何
や
ら
か
や
ら
色
々
之
事
と
見
え
申
候
、
畢
竟
一
円
難
及
筆

候
、
若
又
此
中
月
水
な
と
留
り
居
申
候
が
下
り
残
多
存
機
分
ニ
而
、
血
気
』
動
候
様

ニ
も
見
え
申
候
、
煩
ハ
い
か
に
も
軽
き
煩
と
大
事
之
煩
と
半
分
宛
見
え
申
候
、
万
一

ハ
疱
瘡
疹
な
と
未
仕
候
ハ
ゝ
、左
様
之
序
ニ
而
も
可
有
之
候
、さ
様
ニ
無
之
候
ハ
ゝ
、

瘡
腫
物
之
類
如
何
様
可
有
御
座
候
、
其
外
直
り
日
色
々
細
ニ
見
分
申
事
候
へ
共
、
左

様
ニ
ハ
六
ヶ
敷
候
而
、
見
分
不
申
候
、
弥
祈
祷
精
誠
可
然
候
、
殊
更
宿
へ
御
帰
し
候

様
ニ
承
一
段
之
儀
ニ
候
、
大
抵
彼
者
な
と
煩
ハ
其
方
為
ニ
可
然
躰
ニ
見
え
申
候
、
委
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ハ
御
面
ニ
而
可
申
候
、
以
上
、 

 
 

六
月
十
二
日 

 

【
解
説
】 

 
 

某
覚
書
。
付
箋
に
よ
れ
ば
、
差
出
も
し
く
は
宛
所
は
多
久
茂
矩
か
。
茂
矩
の

女
で
あ
る
徳
龍
が
本
文
に
見
え
、「
彼
者
」
が
徳
龍
の
母
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ

れ
を
茂
矩
が
「
彼
者
」
と
書
く
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
差
出
は
茂
矩
以
外
の
人

物
（
多
久
茂
辰
か
）
と
な
り
、
宛
所
は
茂
矩
と
な
ろ
う
か
。 

差
出
と
宛
所
の
人
物
の
居
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
見
て
、
互
い
に

近
距
離
の
場
所
に
い
る
。
寛
文
四
年
に
比
定
さ
れ
る
八
月
二
日
付
多
久
茂
矩
宛

多
久
茂
辰
書
状
（
六
一
二
号
）
に
「
徳
龍
今
程
別
而
機
嫌
能
、
身
も
つ
よ
く
見

へ
、
少
ハ
成
人
申
た
る
由
申
候
」
と
あ
り
、
徳
龍
の
生
年
は
不
明
で
あ
る
も
の

の
、
寛
文
四
年
時
点
で
生
ま
れ
て
間
も
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
徳

龍
の
名
が
見
え
る
本
書
状
の
年
次
の
上
限
は
、
寛
文
四
年
頃
と
い
え
よ
う
。
年

次
の
下
限
は
、
茂
矩
に
関
係
す
る
書
状
と
す
れ
ば
、
茂
矩
の
歿
年
月
日
か
ら
元

禄
二
年
と
な
る
。
な
お
、
上
述
の
通
り
、
仮
に
差
出
が
茂
辰
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

下
限
は
茂
辰
の
歿
年
か
ら
寛
文
八
年
と
な
ろ
う
。 

  

追
三
二 

某
覚
書
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
五
〇
一
） 

「
玄
山
様
」

（
付
箋
、
後
筆
）（
多
久
茂
矩
） 

一
祈
祷
ノ
日
、
色
々
指
合
か
ま
し
く
候
而
、
今
月
中
ニ
ハ
吉
日
見
え
不
申
候
、
ち
と

差
合
所
も
候
へ
共
、
今
日
者
星
吉
慶
星
ニ
而
候
条
、
先
お
八
幡
へ
機
嫌
早
々
能
御

座
候
様
ニ
と
か
る
〳
〵
と
立
願
な
と
御
立
可
然
哉
と
存
候
、 

 
 

時
ハ
未
・
申
・
酉
、
吉
、 

一
人
置
之
事
、
廿
七
日
丙
寅
可
然
か
と
存
候
、 

一
祈
祷
坊
主
之
事
、
口
上
ニ
も
如
申
候
、
御
八
幡
ニ
而
御
鬮
作
取
せ
、
夫
次
第
ニ
御

議
定
有
へ
く
候
、
そ
れ
も
今
日
な
と
ハ
い
か
ゝ
ニ
候
、
黒
日
ニ
而
候
へ
と
も
、
所

求
必
得
日
ニ
候
条
、
明
日
な
と
ハ
御
鬮
御
取
せ
可
然
候
、
さ
候
而
被
仰
入
候
、
日

ハ
ま
た
吉
日
次
第
た
る
へ
く
候
、
其
内
ニ
も
祈
祷
を
と
』
思
召
候
ハ
ゝ
、
先
此
中

ゟ
被
仕
付
候
衆
ニ
先
様
之
儀
と
な
し
ニ
御
あ
つ
ら
へ
可
然
候
、
以
上
、 

 
 
 

正
月
廿
二
日

（
寛
文
八
年
カ
）

 

  

【
解
説
】 

 
 
 

某
覚
書
。
付
箋
に
よ
れ
ば
、
差
出
も
し
く
は
宛
所
は
多
久
茂
矩
か
。
差
出

お
よ
び
宛
所
の
居
所
は
不
明
だ
が
、
近
距
離
に
い
る
。
年
次
の
上
限
は
決
め

が
た
く
、
下
限
は
茂
矩
に
関
す
る
覚
書
と
す
れ
ば
、
茂
矩
の
歿
年
月
日
か
ら

元
禄
二
年
。
元
禄
二
年
以
前
に
限
っ
た
場
合
、
本
文
中
に
あ
る
よ
う
に
正
月

二
十
七
日
が
丙
寅
と
な
る
の
は
、
慶
長
六
年
と
寛
文
八
年
の
み
で
あ
り
、
付

箋
を
手
が
か
り
と
す
れ
ば
、
寛
文
八
年
の
可
能
性
が
高
い
。 
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追
三
三 
鍋
島
茂
村
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
五
〇
四
） 

「（
墨
引
）

（
端
裏
結
封
上
書
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鍋
嶋
市
正 

 
 
 
 
 
 
 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
）

■
■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
村
」 

「
茂
村
公

（
付
箋
、
後
筆
）

 

 
 

錦
山
様
」 

猶
々
、
三
原
右
衛
門
御
伝
書
之
通
申
聞
、
別
而
忝
由
申
上
ル
御
事
ニ
御
座
候
、

自
是
早
々
可
申
上
之
処
ニ
、
御
報
ニ
相
成
迷
惑
仕
候
、
何
も
明
日
可
明
日
尊
意

候
、
以
上
、 

尊
札
忝
拝
見
仕
候
、
如
仰
今
日
者
御
来
儀
被
遊
、
緩
々
と
被
成
御
座
、
本
望
ニ
奉
存

候
、
為
御
礼
被
示
下
、
御
い
ん
き
ん
之
至
ニ
御
座
候
、
何
も
明
日
致
伺
公
御
礼
可
申

上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

二
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
村
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

鍋
島
茂
村
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
茂
村
・
茂
矩
は
と
も
に
近
距
離

に
お
り
、
在
国
と
見
て
よ
い
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
矩
が
「
長
州
」
と
表
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
茂
村
（
寛
文
七
年
十
二
月
歿
）
が
存

命
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
七
年
。
な
お
、
付
箋
の
「
錦
山
様
」
と
は
六
代

邑
主
の
茂
村
の
こ
と
で
あ
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。 

  

追
三
四 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 

（
二
五
一
五
） 

 
 

な
を
〳
〵
、
わ
た
く
し
も
も
ら
い
候
て
、
ま
つ
な
か
へ

（

長

柄

）

の
も
の
と
を
り
ニ
い
た

し
、
二
三
ね
ん
も
つ
か
ひ
候
て
見
申
、
心
た
て
さ
へ
よ
く
御
さ
候
ハ
ゝ
、
ね
ん

〳
〵
に
ハ
そ
は
ち
か
く
ニ
も
心
や
す
く
つ
か
い
申
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
ま
い
ら
せ

候
、
こ
か
う

（
小
督
）

も
わ
た
し
く
と
お
な
し
心
に
申
候
ま
ゝ
、
う
れ
し
く
御
さ
候
、
ま

事
ニ
ち
か
〳
〵
ニ
う
ね
め
殿
お
は
し
ま
し
候
て
、
何
か
の
や
う
を
も
申
て
う
れ

し
く
御
さ
候
、さ
く
し
う
様

（
多
久
茂
辰
）

ニ
も
文
上
候
ハ
ん
か
、此
文
い
そ
き
か
き
申
候
ま
ゝ
、

ま
つ
御
ひ
と
つ
ニ
申
上
候
、
な
か
と
様
よ
り
の
文
ニ
か
す
〳
〵
の
御
事
つ
て
か

た
し
け
な
さ
、
お
す
も
し
の
こ
と
く
久
し
く
文
下
さ
れ
候
は
て
、
御
ゆ
か
し
さ

も
一
入
候
て
、
御
う
ら
み
ニ
そ
ん
し
候
事
か
す
〳
〵
申
候
、』
さ
り
な
か
ら
御
き

け
ん
よ
く
御
さ
候
事
さ
へ
承
候
へ
ハ
、
め
て
た
く
そ
ん
し
上
候
よ
し
仰
ら
れ
下

さ
れ
候
へ
く
候
、
ひ
や
う
こ
様

（
多
久
安
胤
）

・
外
記
様
・

（
北
島
周
虎
）

し
や
う
け
ん
殿

（
多
久
安
英
）

・
お
み
つ
殿
に

（
鍋
島
清
良
室
多
久
氏
）

も

よ
く
〳
〵
御
事
つ
て
と
仰
ら
れ
下
さ
れ
候
へ
く
候
、
く
れ
〳
〵
い
ま
ほ
と
み
な

〳
〵
様
御
き
け
ん
よ
く
御
さ
候
事
め
て
た
く
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、
こ
ゝ
も
と

に
て
も
わ
た
く
し
と
も
三
人
な
か
ら
そ
く
さ
い
ニ
い
申
候
、め
て
た
く
か
し
く
、 

一
筆
申
上
ま
い
ら
せ
候
、
長
門
さ
ま

（
多
久
茂
矩
）

よ
り
文
被
下
候
に
、
御
こ
ま
〳
〵
の
御
事
つ
て

く
わ
し
く
承
申
候
、
そ
こ
も
と
に
て
御
ふ
た
り
さ
ま
は
し
め
み
な
〳
〵
さ
ま
御
機
け
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ん
よ
く
御
さ
候
よ
し
、
数
〳
〵
御
め
て
度
存
候
、
な
か
と
さ
ま
御
事
も
、
道
中
舟
中

何
事
な
く
は
や
〳
〵
そ
こ
も
と
へ
御
く
た
り
つ
き
の
よ
し
、何
よ
り
め
て
た
く
□
■
』

御
ま
へ
さ
ま
か
た
御
ま
ん
そ
く
の
御
事
と
お
し
は
か
り
上
申
候
、
御
ひ
か
し
も
さ
そ

〳
〵
御
成
人
に
て
、
と
ゝ
様
ま
ち
う
け
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
ハ
ん
と
見
ま
い
ら
せ
た
く

そ
ん
し
候
、
こ
ゝ
も
と
に
て
も
う
ね
め
殿

（
多
久
安
輝
）

一
た
ん
と
御
無
事
ニ
御
さ
候
、
さ
や
う
ニ

御
さ
候
へ
ハ
、
長
門
さ
ま
よ
り
の
文
の
う
ち
に
御
事
つ
て
の
事
く
わ
し
く
承
と
ゝ
け

申
候
、
な
い
〳
〵
の
女
の
事
さ
し
あ
い
御
さ
候
ま
ゝ
、
こ
ゝ
も
と
に
て
う
ね
め
殿
か

た
の
下
女
見
申
候
て
、
き
に
入
候
ハ
ゝ
も
ら
い
ま
い
ら
せ
候
へ
の
よ
し
』
仰
下
さ
れ

か
た
し
け
な
く
そ
ん
し
上
候
、
す
な
は
ち
そ
の
文
、
う
ね
め
殿
お
ち
よ
ひ
ま
い
ら
せ

候
て
見
せ
、
う
ね
め
殿
に
も
と
く
と
た
ん
か
う
い
た
し
候
へ
ハ
、
さ
し
て
や
く
ニ
た

ち
候
ハ
ん
と
は
そ
ん
し
候
は
ね
共
、
そ
こ
も
と
ゟ
さ
や
う
ニ
仰
ら
れ
候
う
へ
、
い
か

や
う
に
も
と
り
候
て
つ
か
い
申
候
や
う
ニ
と
心
よ
く
申
さ
れ
候
、
お
ち
も
そ
の
女
つ

れ
候
て
ま
い
り
候
ま
ゝ
、
わ
た
く
し
も
物
か
け
よ
り
見
申
候
か
、
い
か
に
も
き
た
な

け
な
き
女
に
て
御
さ
候
ま
ゝ
、
も
ら
い
候
ハ
ん
と
そ
ん
し
候
、
う
ね
め
殿
か
た
へ
』

は
そ
こ
も
と
ゟ
下
女
御
の
ほ
せ
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
へ
く
候
、
も
ら
い
申
候
さ
へ
御
さ

候
ま
ゝ
、
ま
つ
そ
こ
も
と
よ
り
女
御
の
ほ
せ
な
さ
れ
候
よ
し
よ
り
、
わ
た
く
し
は
と

り
申
へ
き
と
の
た
ん
か
う
ニ
す
め
候
事
候
、
め
し
を
き
候
ま
ゝ
私
ニ
く
た
さ
れ
候
と

お
ほ
し
め
し
、う
ね
め
殿
か
た
へ
は
や
〳
〵
一
人
御
の
ほ
せ
つ
か
わ
さ
れ
候
へ
く
候
、

め
て
た
く
か
し
く
、 

 
 

十
月
十
一

（
寛
文
四
年
）

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 

ま
い
る 

お
ば
さ
ま

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
ん

（
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
々
御
申 

 

【
解
説
】 

 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
よ
り
実
母
で
あ
る
多
久
茂
辰
室
鍋

島
氏
（
天
性
院
）
に
宛
て
た
消
息
。
真
常
院
は
在
江
戸
、
天
性
院
は
在
国
で
あ

る
。
北
島
周
虎
の
表
記
は
少
な
く
と
も
万
治
三
年
正
月
ま
で
は
「
大
力
」
で
あ

り
、
本
消
息
で
は
「
外
記
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
次
の
上
限
は
万
治

三
年
。
多
久
安
胤
の
表
記
が
「
ひ
や
う
こ
」
で
あ
る
た
め
、
年
次
の
下
限
は
寛

文
五
年
。
文
中
に
見
え
る
「
な
い
〳
〵
の
女
の
事
」
は
、
寛
文
四
年
に
比
定
さ

れ
る
閏
五
月
十
五
日
付
の
多
久
安
英
宛
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
消
息（
五
四
八
号
）

に
見
え
る
。
ま
た
、
本
文
か
ら
多
久
茂
矩
が
江
戸
か
ら
国
許
へ
下
っ
て
い
る
様

子
が
見
て
取
れ
、
寛
文
四
年
に
は
八
月
下
旬
に
江
戸
を
出
発
し
、
九
月
下
旬
に

着
国
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
書
状
の
状
況
に
合
致
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら

本
書
状
は
、
寛
文
四
年
に
比
定
で
き
る
。 

  
追
三
五 

実
相
院
（
カ
）
消
息
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
五
二
六
） 

 
 

な
を
〳
〵
、い
ま
ほ
と
御
そ
く
才
の
よ
し
、め
て
た
く
そ
ん
し
上
ま
い
ら
せ
候
、

何
か
と
候
て
、
折
〳
〵
も
申
上
候
ハ
て
御
ふ
さ
た
申
上
事
候
、
此
よ
し
よ
く
そ
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御
申
上
た
ま
ハ
る
へ
く
候
、
め
て
た
く
、
〳
〵
、 

其
後
者
、
御
文
し
て
も
御
左
右
う
け
た
ま
ハ
り
候
ハ
す
、
御
ふ
さ
た
の
御
事
、
い
ま

ほ
と
御
う
へ
さ
ま
御

（
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
）

き
け
ん
よ
く
御
さ
候
よ
し
ハ
、
た
ひ
〳
〵
う
け
た
ま
ハ
り
、
一

入
の
御
事
ニ
そ
ん
し
候
、
此
方
に
て
も
無
事
ニ
罷
あ
る
事
、
そ
れ
か
し
く
わ
ん
ゐ
と

し
ゆ
へ
、
つ
か
へ
申
、
何
と
も
め
い
わ
く
ニ
候
、
さ
り
な
か
ら
、
上
之
御
事
ニ
候
へ

者
、
可
仕
や
う
［ 

 
 

］
候
、』
そ
れ
ニ
付
、
此
方
と
う
り
う
い
た
し
、
時
分
を
以
、

才
か
く
い
た
し
候
て
見
申
度
そ
ん
し
、
お
い
と
ま
の
事
申
上
候
処
ニ
、
し
ゆ
ひ
よ
く

仰
い
た
さ
れ
、
か
た
し
け
な
き
御
事
候
、
さ
候
へ
者
、
少
ハ
と
う
り
う
仕
候
而
見
可

申
と
存
候
、
そ
れ
ニ
付
、
さ
い
し
や
う
事
か
く
も
ん

（

学

問

）

の
た
め
、
此
方
よ
ひ
申
候
、
此

よ
し
御
つ
い
て
の
折
、
仰
上
ら
れ
た
ま
ハ
る
へ
く
候
、
そ
の
た
め
申
入
候
、
め
て
た

く
〳
〵
、
か
し
く
、 

 
 

三
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
つ
さ
う
ゐ
ん 

 

た
か
を
と
の 

 
 
 
 
 

ま
い
る 

 

【
解
説
】 

 
 

「
し
つ
さ
う
ゐ
ん
」（
実
相
院
か
）
よ
り
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の

侍
女
で
あ
る
「
た
か
を
」
へ
宛
て
た
消
息
。「
し
つ
さ
う
ゐ
ん
」
の
居
所
は
京
都

か
。「
た
か
を
」
は
在
佐
賀
で
あ
ろ
う
。
多
久
家
文
書
に
お
け
る
「
た
か
を
」
の

初
見
は
明
暦
元
年
十
二
月
で
あ
り
（
五
九
八
号
）、
本
消
息
の
年
次
は
、
少
な
く

と
も
明
暦
二
年
に
ま
で
遡
る
。
年
次
の
下
限
は
、
天
性
院
が
存
命
中
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
寛
文
七
年
。 

  

追
三
六 

某
詠
草
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
五
七
二
） 

い
く
は
る
も
か
は
ら
ぬ
い
ろ
の
桜
花
君
か
な
か
め
の
千
代
に
ひ
か
れ
て 

久
か
た
の
雲
か
霞
か
さ
く
ら
花
さ
か
ゆ
く
い
ろ
ハ
万
代
の
春 

み
わ
た
せ
は
花
ハ
さ
く
ら
の
八
重
一
重
け
ふ
九
重
の
み
や
こ
と
そ
お
も
ふ 

千
代
の
み
や
猶
も
さ
か
へ
ん
君
か
代
に
あ
へ
る
桜
の
の
と
か
な
る
陰 

い
そ
の
か
み
ふ
る
き
や
し
ろ
の
さ
く
ら
花
妙
な
る
色
ハ
神
御
慮 

み
よ
し
の
を
う
つ
し
て
そ
見
る
花
そ
の
ゝ
桜
も
君
か
ひ
か
り
な
ら
す
や 

な
に
し
お
ふ
よ
し
の
ゝ
花
を
い
ま
爰
に
う
つ
す
も
君
か
心
な
り
け
り 

あ
ま
の
は
ら
も
色
に
そ
み
香
に
う
つ
ろ
ふ
と
お
も
ふ
心
ハ
な
に
か
ひ
さ
く
ら 

よ
ろ
つ
よ
も
か
ハ
ら
ぬ
色
の
桜
こ
そ
君
か
よ
わ
い
そ
と
も
に
さ
か
へ
ん 

の
と
か
な
る
春
の
日
く
ら
し
な
か
む
れ
ハ
な
を
お
も
ひ
そ
ふ
花
の
下
陰

ナ

ヲ

ス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

色
哉 

池
水
に
汀
の
さ
く
ら
う
つ
り
き
て
浪
さ
へ
花
の
さ
か
り
也
け
り 

 
【
解
説
】 

 
 

某
詠
草
。
差
出
や
年
次
は
不
明
。
奥
が
一
部
欠
損
し
て
お
り
、
元
々
は
、
そ
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こ
に
作
成
者
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
か
。 

  

追
三
七 

多
久
安
英
書
状
（
折
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
六
〇
九
） 

 
 

※
四
九
一
号
よ
り
繋
が
る
。
四
九
一
号
を
参
照
の
こ
と
。 

  

追
三
八 

多
久
安
英
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
六
六
六
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将
監 

 
 
 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
明

（
多
久
安
英
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

猶
々
、
早
々
可
罷
出
と
意
得
、
今
朝
も
右
衛
門
報
ニ
而
申
上
候
、
右
之
首
尾
候

て
、
不
罷
出
候
故
、
其
段
為
可
申
上
如
此
候
、
右
先
報
ニ
而
申
上
候
儀
被
聞
召

上
儀
と
申
御
事
候
、
何
も
後
刻
早
々
相
仕
舞
候
ハ
ゝ
罷
出
、
万
々
可
申
上
候
、 

今
晩
者
、
兵
庫
殿
申

（
多
久
安
胤
）

合
可
致
伺
公
致
と
致
存
候
処
ニ
、
作
州
御
相

（
多
久
茂
辰
）

伴
仕
候
様
ニ
と
御

座
候
ニ
付
而
、
無
其
儀
候
、
兵
庫
殿
者
多
分
今
夕
無
御
心
物
ニ
而
可
有
御
座
と
致
存

候
、
御
用
之
儀
、
作
州
御
物
語
得
と
承
届
罷
有
儀
ニ
候
、
明
日
も
兵
庫
殿
気
分
次
第

罷
出
、
得
と
可
承
候
、
某
儀
者
今
晩
参
、
早
々
相
仕
舞
候
ハ
ゝ
、
別
ニ
御
用
共
も
■

■
御
座
候
条
、
可
罷
出
儀
も
可
有
御
座
、
今
夕
不
罷
出
候
ハ
ゝ
、
同
晩
旁
致
伺
公
可

奉
得
尊
意
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

神
無
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
明
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
英
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
安
英
と
茂
矩
は
と
も
に
在
国
で

あ
り
、
近
い
距
離
に
い
る
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
矩
が
「
長
門
」
と
表
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
安
英
が
「
将
監
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
寛
文
五
年
。 

  

追
三
九 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
六
六
七
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
庫 

 
 
 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤

（
多
久
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

二
三
日
者
御
無
音
ニ
罷
過
候
、
内
々
今
晩
者
罷
出
御
機
嫌
可
承
と
存
候
処
ニ
、
妙
法

院
作
州
御
方

（
多
久
茂
辰
）

へ
被
成
御
出
候
ニ
隙
入
、
其
後
ハ
御
咄
と
も
御
座
候
故
、
今
夕
之
儀
不

罷
出
候
、
今
晩
渡
之
御
気
色
如
何
被
成
御
座
候
哉
、
御
返
事
ニ
被
仰
下
度
候
、
何
も

明
日
者
可
罷
出
候
条
、
貴
面
上
ニ
而
万
般
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

卯
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

498



 

 

 
 
 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
安
英
と
茂
矩
は
と
も
に
在
国
で

あ
り
、
近
い
距
離
に
い
る
。
年
次
の
上
限
は
、
茂
矩
が
「
長
州
」
と
表
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
明
暦
二
年
、
下
限
は
多
久
茂
辰
が
存
命
で
あ
る
こ
と
か
ら
寛

文
八
年
。 

  

追
四
〇 

某
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
六
六
八
） 

「（
端
裏
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゟ 

 
 
 

（
墨
引
） 

美
作
守
殿

（
多
久
茂
辰
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■
□ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貴
報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

唯
今
当
地
珍
敷
雪
魚
三
尺
一
折
為
御
音
信
送
給
候
、
御
懇
志
頓
而
賞
翫
可
仕
候
、
先

以
市
左
衛
門
尉
口
上
之
趣
承
届
候
、
一
入
本
望
■
■
■
候
、
明
日
者
■
■
■
御
差
返

城
州
御
方

（
鍋
島
直
弘
カ
）

罷
出
、
被
仰
せ
知
候
様
子
御
■
■
者
自
是
可
申
遣
候
、
不
及
御
返
候
、
恐
々

謹
言
、 

 
 

三
月
卅
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■
■
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

某
よ
り
多
久
茂
辰
へ
宛
て
た
書
状
。
差
出
・
宛
所
と
も
に
居
所
は
不
明
で
あ

る
が
、
近
距
離
に
い
る
。
年
次
の
下
限
は
、
茂
辰
の
歿
年
月
日
よ
り
寛
文
八
年
。

「
城
州
」
が
鍋
島
直
弘
と
す
れ
ば
、
そ
の
歿
年
月
日
か
ら
寛
文
元
年
が
下
限
と

な
る
。
な
お
、
花
押
は
違
う
も
の
の
、
追
四
四
・
追
四
五
号
と
差
出
は
同
じ
と

思
わ
れ
る
。 

  

追
四
一 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
六
六
九
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

 
 
 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

猶
々
、
今
日
渡
御
姫
御
機
嫌
如
何
御
座
候
哉
、
是
又
御
返
事
ニ
被
仰
聞
度
候
、

已
上
、 

明
日
者
弥
多
布
施

（
佐
賀
郡
）

へ
御
出
被
成
儀
ニ
御
座
候
哉
、
承
度
奉
存
候
、
然
者
、
豊
州
其
外

（
諫
早
茂
真
カ
）

付
衆
中
ゟ
一
色
宛
持
参
物
有
之
由
、
唯
今
去
方
ゟ
承
付
候
、
貴
公
様
も
何
そ
御
持
参

被
遊
儀
ニ
御
座
候
哉
、
御
返
事
ニ
被
仰
聞
度
候
、
従
某
者
是
式
一
種
用
意
可
仕
と
心

得
申
候
、
右
為
可
承
合
如
斯
ニ
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

三
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

 

安
胤
（
花
押
） 

  
【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
安
胤
・
茂
矩
と
も
に
在
国
。
年

次
の
上
限
は
、
安
胤
の
帰
国
以
降
な
の
で
、
明
暦
元
年
。
下
限
は
、
安
胤
の
歿

年
月
日
か
ら
、
元
禄
元
年
。
文
中
の
「
豊
州
」
が
諫
早
茂
真
と
す
れ
ば
、
茂
真
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の
歿
年
月
日
か
ら
、
下
限
は
寛
文
十
二
年
と
な
る
。 

  

追
四
二 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
六
七
一
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

 
 
 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

猶
々
、
求
馬
方
へ
ハ
被
相
延
度
御
口
能
之
段
、
得
其
意
申
候
、
其
段
別
而
長
門

へ
可
申
聞
候
、
此
通
ニ
返
事
仕
候
条
、
其
御
方
ゟ
聢
々
御
点
合
被
成
可
然
と
存

候
、
以
上
、 

只
今
求
馬
方
よ

（
相
良
及
真
）

り
書
状
参
申
候
、
為
御
一
覧
指
上
申
候
、
次
ニ
、
二
三
日
者
御
咳
気

心
ニ
被
成
御
座
候
由
承
候
、
今
日
渡
之
御
機
嫌
如
何
被
成
御
座
候
哉
、
御
返
事
ニ
被

仰
聞
度
候
、
某
事
も
昨
晩
ゟ
少
痛
か
し
申
候
故
、
今
日
渡
可
遂
御
見
廻
候
、
恐
惶
謹

言
、 

 
 

八
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

 

安
胤
（
花
押
） 

 

【
解
説
】 

 
 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
安
胤
・
茂
矩
と
も
に
在
国
。
年

次
の
上
限
は
、
安
胤
の
帰
国
以
降
な
の
で
、
承
応
三
年
。
下
限
は
、
相
良
求
馬

の
歿
年
月
日
か
ら
、
延
宝
七
年
。 

 

 

追
四
三 

多
久
安
胤
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
六
七
四
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
久
兵
庫 

 
 
 

（
墨
引
） 

長
州
様

（
多
久
茂
矩
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
胤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

尊
報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 

猶
々
、
求
馬
殿
腫
物
も
漸
々
和
キ
申
由
ニ
ハ
候
へ
共
、
未
聢
ハ
無
之
由
内
々
ニ

申
候
、
以
上
、 

尊
書
致
拝
見
候
、
先
程
求
馬
殿
へ

（
相
良
及
真
）

参
候
所
ニ
、
未
腫
物
然
々
も
無
之
、
臥
り
罷
有
候

故
、
面
談
不
仕
由
ニ
付
而
、
逢
不
申
候
、
用
所
之
儀
ハ
不
急
儀
ニ
候
、
兎
角
御
立
前

ニ
い
つ
に
て
可
相
澄
由
ニ
御
座
候
、
就
之
如
何
様
之
用
所
ニ
候
哉
も
不
相
知
候
、
尤

貴
公
様
ゟ
之
御
伝
言
も
不
申
達
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

九
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
兵
庫
」

（
付
箋
）

 

安
胤
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 

 
 
 

多
久
安
胤
よ
り
多
久
茂
矩
へ
宛
て
た
書
状
。
安
胤
・
茂
矩
と
も
に
在
国
。

年
次
の
上
限
は
、
安
胤
の
帰
国
以
降
な
の
で
、
承
応
三
年
。
下
限
は
、
相
良
求

馬
の
歿
年
月
日
か
ら
、
延
宝
七
年
。 
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追
四
四 

某
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
六
七
六
） 

猶
々
、
四
郎
兵
■
へ
も
可
仰
聞
候
一
儀
、
御
夫
婦
さ
ま
へ
申
入
、
御
念
御
申
可

被
成
候
、
其
上
之
儀
ハ
憑
所
へ
被
仰
進
事
、
弓
矢
八
幡
御
■
あ
る
ま
し
く
候
、

〳
〵
、
か
し
く
、 

御
延
引
候
由
、
不
及
御
申
候
、
〳
〵
、
為
御
存
候
、
か
し
く
、 

 
 

返
々
、
工
藤
権
左
衛
門
尉
・
太
郎
右
衛
門
尉
へ
も
御
し
ら
せ
ら
れ
、
先
ハ
蔵
方

之
人
江
相
副
申
候
由
候
、
太
郎
右
衛
門
尉
事
可
被
仰
聞
候
、
以
上
、 

以
前
申
入
候
様
ニ
長
州
御
夫
婦
さ
ま
御
意
計
ニ
候
、
書
物
之
事
も
御
申
可
然
候
、
わ

ら
ひ
候
事
、
か
や
う
に
御
申
あ
る
ま
し
く
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

八
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■
■
（
花
押
） 

「（
奥
捻
封
上
書
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ゟ 

 
 
 

（
墨
引
） 

主
膳
殿

（
多
久
茂
順
カ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

■
■ 

 
 
 
 
 
 
 
 

采
女
殿
人
々
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

  

【
解
説
】 

 
 
 

某
よ
り
主
膳
・
采
女
に
宛
て
た
書
状
。
差
出
は
追
四
〇
・
追
四
五
号
と
同
じ

と
思
わ
れ
る
。
主
膳
は
多
久
茂
順
か
。 

内
容
を
見
る
限
り
、「
長
州
御
夫
婦
」
は
存
命
中
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
を
多

久
安
順
夫
婦
と
解
釈
す
る
か
、
多
久
茂
矩
夫
婦
と
解
釈
す
る
か
が
判
断
し
が
た

い
。
前
者
と
解
釈
し
た
場
合
、
本
書
状
は
安
順
の
歿
年
月
日
か
ら
寛
永
十
八
年

以
前
の
も
の
と
な
り
、
こ
の
場
合
、
采
女
は
他
の
多
久
家
文
書
に
多
く
見
え
る

多
久
安
輝
（
正
保
二
年
生
）
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
同
名
の
別
人
を
想
定

す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、
後
者
と
解
釈
し
た
場
合
、
茂
矩
室
鍋
島
氏
は
承
応

二
年
正
月
に
茂
矩
と
婚
姻
し
た
の
ち
、
翌
年
四
月
に
歿
す
る
た
め
（「
水
江
事

略
」）、
一
見
す
れ
ば
本
書
状
は
承
応
二
年
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
正

妻
の
死
後
に
「
御
夫
婦
」
と
他
者
か
ら
見
な
さ
れ
う
る
妾
等
が
い
た
可
能
性
は

否
定
で
き
ず
、俄
か
に
承
応
二
年
と
す
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。 

  

追
四
五 

某
書
状
（
竪
紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
六
七
七
） 

「（
端
裏
結
封
上
書
） 

 

■
■
左
衛
門
尉
殿 

 
 
 
 
 
  

 

■
■
左
衛
門
尉
殿 

ま
い
る 

 
 
 

■
■
」 

昨
日
之
書
物
四
郎
兵
衛
手
前
ニ
可
被
召
置
候
、さ
や
う
ニ
無
之
候
ヘ
ハ
、又
主
膳
殿
・

（
多
久
茂
順
カ
）

采
女
殿
同
前
ニ
両
人
も
下
り
候
ハ
て
ハ
不
叶
候
、
一
刻
も
早
々
主
膳
殿
下
り
被
成
候

様
ニ
可
被
申
候
、
又
書
物
ハ
両
人
使
衆
書
加
へ
申
候
、
四
郎
兵
■
■
わ
た
し
■
■
■

事
候
条
、
九
郎
左
衛
門
尉
へ
も
し
ら
せ
可
被
召
置
候
、
一
向
不
念
ニ
而
候
、
〳
〵
、

恐
々
謹
言
、 

 
 

八
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■
■
（
花
押
） 

  

【
解
説
】 
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某
書
状
。
宛
所
は
判
読
で
き
な
い
。
差
出
は
判
読
で
き
な
い
も
の
の
、
追
四

〇
・
追
四
四
号
と
同
じ
人
物
と
思
わ
れ
る
。 

内
容
か
ら
見
て
追
四
四
号
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
、
年
次
も
同
じ
年
と
な
ろ

う
。
追
四
四
号
の
解
説
参
照
。 
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✜
解
題
・
論
説
編
✜ 

 
 
 

 





解

題

小

宮

木
代
良 

本
報
告
書
の
対
象
と
す
る
多
久
家
文
書
巻
子
本
に
つ
い
て 

 

本
報
告
書
は
、
佐
賀
県
重
要
文
化
財
の
多
久
家
資
料
（
『
佐
賀
県
重
要
文
化
財 

多
久
家
資
料
及
び
後
藤
家
文
書
目
録
』
多
久
市
郷
土
資
料
館
、
二
〇
〇
三
年
参
照
）

の
う
ち
、
巻
子
一
〇
〇
本
分
に
収
め
ら
れ
て
い
る
七
四
六
通
の
文
書
（
『
佐
賀
県
重

要
文
化
財 

多
久
家
資
料
及
び
後
藤
家
文
書
目
録
』
〈
多
久
市
郷
土
資
料
館
、
二
〇

〇
三
年
〉
の
う
ち
、
多
久
家
文
書
一
〇
書
状
の
部
分
）
を
対
象
と
し
て
い
る
。
以
下
、

こ
れ
を
巻
子
本
と
呼
ぶ
。
一
九
五
八
年
に
、
多
久
龍
三
郎
氏
よ
り
多
久
市
立
図
書
館

に
寄
贈
さ
れ
た
多
久
家
資
料
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
巻
子
本
は
、
当
初
は
九
冊
の
折

帖
に
収
め
ら
れ
て
い
た
が
、
の
ち
に
元
の
折
帖
九
冊
を
さ
ら
に
細
か
く
分
け
た
現

在
の
巻
子
一
〇
〇
本
に
仕
立
て
直
さ
れ
て
い
る
。
ま
だ
折
帖
九
冊
の
状
態
で
あ
っ

た
一
九
六
四
年
か
ら
一
九
六
九
年
に
か
け
て
、
佐
賀
県
立
図
書
館
編
の
『
佐
賀
県
史

料
集
成
』
第
八
巻
・
第
九
巻
・
第
一
〇
巻
に
翻
刻
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
の

刊
行
文
書
数
は
七
〇
一
通
で
あ
り
、
四
五
点
は
刊
行
分
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
。
今

回
、
こ
の
分
に
つ
い
て
も
、
翻
刻
の
上
、
報
告
書
に
加
え
る
こ
と
と
し
た
。 

多
久
家
は
、
佐
賀
鍋
島
藩
の
重
臣
の
家
で
あ
る
。
今
回
報
告
分
の
対
象
と
し
た
巻

子
本
収
載
文
書
七
四
六
通
の
う
ち
、
六
割
を
超
え
る
四
六
二
通
が
、
佐
賀
藩
初
代
藩

主
鍋
島
勝
茂
（
一
五
八
〇
年
生
～
一
六
五
七
年
歿
）
発
給
の
も
の
で
あ
り
、
多
く

は
、
同
時
期
の
多
久
家
当
主
の
多
久
安
順
（
一
五
六
三
年
生
～
一
六
四
一
年
歿
）
、

お
よ
び
そ
の
後
を
継
い
だ
多
久
茂
辰
（
一
六
〇
八
年
生
～
一
六
六
九
年
歿
）
に
あ
て

た
も
の
で
あ
る
の
は
、
多
久
家
が
、
こ
の
時
期
、
佐
賀
藩
政
の
中
枢
に
い
た
こ
と
を

反
映
し
て
い
る
。
次
に
多
い
の
は
、
多
久
茂
辰
発
給
文
書
（
五
五
通
）
、
茂
辰
室
天

性
院
（
一
六
〇
八
年
生
～
一
六
六
七
年
歿
）
発
給
文
書
（
三
四
通
）
、
お
よ
び
茂
辰

と
天
性
院
の
子
女
た
ち
の
発
給
文
書
（
一
〇
〇
通
余
）
で
あ
る
。
茂
辰
発
給
分
以
下

の
ほ
と
ん
ど
は
家
族
宛
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
お
も
に
一
七
世
紀
中
頃
を
中

心
と
し
た
多
久
家
の
家
族
関
係
を
う
か
が
え
る
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
中
世
の
在
地
（
佐
賀
郡
）
の
武
士
で
あ
る
於
保
家
に
関
わ
る
史
料
群
等
も

こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。 

近
世
前
期
に
お
け
る
佐
賀
藩
大
身
家
臣
多
久
家
に
つ
い
て 

多
久
家
は
、
元
亀
元
（
一
五
七
〇
）
年
の
梶
峰
城
へ
の
入
部
以
来
、
幕
末
に
い
た
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る
ま
で
小
城
郡
多
久
地
域
の
領
主
で
あ
っ
た
。
龍
造
寺
隆
信
（
一
五
二
九
年
生
～
一

五
八
四
年
歿
）
の
弟
長
信
（
一
五
三
八
年
生
～
一
六
一
三
年
歿
）
を
初
代
と
し
、
中

世
の
領
主
多
久
氏
（
前
多
久
氏
）
の
支
配
の
あ
と
に
入
部
し
た
の
で
、
後
多
久
氏
と

も
呼
ぶ
。
近
世
の
佐
賀
藩
領
は
、
戦
国
大
名
龍
造
寺
隆
信
に
よ
っ
て
拡
大
し
て
い
っ

た
北
部
九
州
の
領
国
の
う
ち
、
本
拠
地
の
肥
前
東
部
一
帯
を
中
心
と
す
る
が
、
天
正

十
二
（
一
五
八
四
）
年
の
隆
信
の
戦
死
後
、
肥
前
東
部
の
支
配
領
域
と
家
臣
団
結
合

の
維
持
、
お
よ
び
公
儀
権
力
と
の
交
渉
に
力
を
発
揮
し
た
鍋
島
直
茂
に
実
権
が
移

動
し
た
。
直
茂
は
、
隆
信
の
家
臣
で
あ
り
、
縁
戚
で
も
あ
っ
た
。
豊
臣
政
権
や
徳
川

政
権
に
も
こ
の
領
国
に
お
け
る
政
治
的
実
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
慶
長

十
二
（
一
六
〇
七
）
年
の
龍
造
寺
当
主
家
の
実
質
的
な
断
絶
以
降
は
、
直
茂
の
嫡
子

勝
茂
を
初
代
藩
主
と
す
る
体
制
が
確
定
し
た
。
一
方
で
、
長
信
の
嫡
子
で
、
そ
の
家

督
を
天
正
十
八
（
一
五
九
〇
）
年
に
引
き
継
い
で
い
た
安
順
は
、
他
の
多
く
の
龍
造

寺
一
族
同
様
に
、
直
茂
お
よ
び
そ
の
嫡
子
鍋
島
勝
茂
に
よ
る
藩
政
運
営
に
協
力
的

な
姿
勢
を
取
り
、
そ
の
後
の
鍋
島
氏
中
心
の
佐
賀
藩
の
体
制
を
支
え
て
い
く
役
割

を
率
先
し
て
果
た
し
た
。
慶
長
十
二
年
の
龍
造
寺
家
当
主
急
死
後
、
左
に
述
べ
る
よ

う
に
、
安
順
は
、
そ
れ
ま
で
の
龍
造
寺
を
あ
ら
た
め
、
多
久
氏
を
名
乗
る
よ
う
に
な

る
。 

 

巻
子
本
中
、
勝
茂
か
ら
安
順
に
宛
て
た
文
書
は
、
勝
茂
発
給
文
書
四
六
二
通
の
う

ち
、
連
名
の
宛
名
分
も
含
め
、
慶
長
期
か
ら
寛
永
前
半
に
か
け
て
の
一
一
〇
通
で
あ

る
。
安
順
は
、
初
名
六
郎
次
郎
、
そ
の
後
、
龍
造
寺
与
兵
衛
と
称
し
て
お
り
、
初
め

の
諱
は
家
久
で
あ
っ
た
。
慶
長
十
二
年
九
月
六
日
の
龍
造
寺
高
房
歿
直
後
と
推
測

さ
れ
る
「
廿
五
日
」
付
の
鍋
島
道
虎
宛
鍋
島
直
茂
書
状
（
坊
所
鍋
島
家
文
書
五
〇

号
）
で
は
、
「
与
兵
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
慶
長
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
付
書
状

（
願
正
寺
文
書
一
七
号
）
で
は
、
「
長
門
守
家
久
」
と
署
名
し
て
い
る
の
で
、
こ
の

間
に
与
兵
衛
か
ら
長
門
守
へ
の
呼
称
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
龍
造

寺
か
ら
多
久
へ
の
変
更
も
同
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

茂
辰
は
、
安
順
の
家
督
を
寛
永
十
三
（
一
六
三
六
）
年
に
継
い
で
い
る
（
多
久
家

文
書
四
八
号
）
が
、
そ
の
し
ば
ら
く
前
よ
り
、
勝
茂
の
指
示
に
よ
り
、
藩
政
に
関
係

し
は
じ
め
て
お
り
、
寛
永
十
二
年
六
月
二
十
三
日
に
は
、
「
於
国
許
、
諸
事
仕
配
之

儀
、
多
久
美
作
守
へ
弥
申
付
」
旨
の
覚
書
が
勝
茂
か
ら
出
さ
れ
（
多
久
家
書
物
什
物

方
指
出
五
号
）
、
さ
ら
に
寛
永
十
四
年
二
月
に
は
、
「
家
中
惣
仕
配
」
を
命
ず
る
勝

茂
か
ら
の
「
申
渡
条
々
」
が
渡
さ
れ
て
い
る
（
多
久
家
文
書
三
二
三
号
）
。
そ
の
後
、

茂
辰
は
、
正
保
三
（
一
六
四
六
）
年
九
月
二
日
、
多
大
な
私
借
銀
を
作
っ
た
こ
と
を

勝
茂
に
申
し
出
て
、
同
年
十
一
月
十
七
日
に
罷
免
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
十
数
年

間
、
藩
政
の
中
心
に
あ
っ
て
、
初
の
「
請
役
」
家
老
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
い

た
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
勝
茂
か
ら
茂
辰
に
宛
て
ら
れ
た
文
書
は
、
右
の
期
間

を
中
心
と
し
て
、
巻
子
本
分
中
の
勝
茂
発
給
文
書
四
六
二
通
の
う
ち
、
連
名
の
宛
名

分
も
含
め
二
八
二
通
を
占
め
る
。
茂
辰
は
、
（
寛
永
二
年
）
四
月
十
一
日
付
の
勝
茂

書
状
（
一
八
九
号
）
に
お
い
て
伊
平
太
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
（
寛
永
四
年
）
八
月
十

九
日
付
け
の
勝
茂
書
状
（
三
六
八
号
）
で
は
美
作
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
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茂
辰
の
呼
称
は
、
こ
の
間
に
伊
平
太
か
ら
美
作
へ
と
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
後
、
勝
茂
歿
直
後
の
明
暦
三
年
に
、
隠
居
し
て
剃
髪
し
、
愚
渓
と
称
す
る
よ
う
に

な
る
。 

 

な
お
、
当
初
、
安
順
は
、
武
雄
の
後
藤
晴
明
の
子
で
あ
る
茂
富
（
一
五
八
五
年
生

～
一
六
五
九
年
歿
）
を
養
子
と
し
て
い
た
。
巻
子
本
中
に
も
、
勝
茂
か
ら
茂
富
に
宛

て
ら
れ
た
慶
長
か
ら
寛
永
期
の
文
書
が
一
六
通
あ
る
が
、
寛
永
五
年
に
茂
富
は
安

順
の
勘
気
を
蒙
り
、
勘
当
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
茂
富
の
実
子
で
あ
る
茂
辰
が
、

安
順
の
養
子
と
さ
れ
て
い
る
。 

茂
辰
の
室
天
性
院
は
、
勝
茂
の
次
女
で
あ
り
、
茂
辰
と
の
間
に
多
く
の
子
女
が
生

ま
れ
た
。
天
性
院
発
給
の
消
息
草
案
等
が
三
四
通
伝
来
し
て
い
る
。
天
性
院
の
長
男

で
あ
る
茂
矩
（
一
六
三
〇
年
生
～
一
六
八
九
年
歿
）
は
、
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年

に
家
督
を
継
ぎ
、
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
に
隠
居
し
た
。
巻
子
本
分
に
は
、
一
四

通
の
茂
矩
文
書
が
あ
り
、
ま
た
勝
茂
か
ら
茂
矩
に
宛
て
ら
れ
た
文
書
も
連
名
の
宛

名
分
も
含
め
て
二
七
通
あ
る
。
長
女
の
自
性
院
（
一
六
二
八
年
生
～
一
六
五
四
年

歿
）
は
、
佐
賀
藩
重
臣
の
横
岳
鍋
島
家
の
鍋
島
武
興
に
嫁
し
た
。
次
女
の
南
祥
院

（
一
六
三
一
年
生
～
一
六
五
七
年
歿
）
は
、
勝
茂
の
養
女
と
な
り
、
天
性
院
の
異
母

兄
で
小
城
藩
主
元
茂
の
長
子
で
あ
る
鍋
島
直
能
に
嫁
し
て
い
る
。
二
男
安
胤
（
一
六

三
三
年
生
～
一
六
八
八
年
歿
）
は
、
正
保
元
年
か
ら
承
応
三
年
ま
で
の
間
、
幕
府
へ

の
証
人
と
し
て
江
戸
に
お
り
、
巻
子
本
分
に
は
、
帰
国
後
に
茂
矩
等
宛
に
書
か
れ
た

二
四
通
の
書
状
が
あ
る
。
三
男
周
虎
（
一
六
三
六
年
生
～
一
六
七
四
年
歿
）
は
、
佐

賀
藩
士
の
北
島
家
に
養
子
に
入
っ
て
お
り
、
四
通
の
書
状
を
残
し
て
い
る
。
三
女
真

常
院
（
寛
永
十
四
年
生
）
は
、
鍋
島
元
茂
の
養
女
と
な
り
、
幕
府
旗
本
の
岡
部
与
貞

に
嫁
し
て
い
る
。
巻
子
本
分
に
は
、
天
性
院
に
宛
て
た
一
九
通
の
消
息
が
あ
る
。
四

男
安
英
（
一
六
三
九
年
生
～
一
六
八
四
年
歿
）
に
は
、
二
八
通
の
書
状
が
残
さ
れ
て

い
る
。
四
女
円
融
院
（
一
六
四
〇
年
生
～
一
六
六
九
年
歿
）
は
、
佐
賀
藩
重
臣
家
の

坊
所
鍋
島
家
の
鍋
島
清
良
に
嫁
し
、
二
通
（
一
通
は
茂
辰
宛
）
の
消
息
を
残
し
て
い

る
。
五
男
乙
千
代
は
夭
逝
し
て
い
る
。
六
男
安
輝
（
一
六
四
五
年
生
～
一
七
一
三
年

歿
）
は
、
承
応
三
（
一
六
五
四
）
年
か
ら
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
に
か
け
て
安
胤

と
交
替
で
幕
府
の
証
人
と
な
り
、
江
戸
に
あ
っ
た
。
九
通
の
書
状
を
残
し
て
い
る
。 

 

多
久
家
は
、
こ
の
あ
と
、
さ
ら
に
茂
矩
の
家
督
を
、
藩
主
家
か
ら
茂
文
（
佐
賀
藩

主
鍋
島
光
茂
の
四
男
、
一
六
六
九
年
生
～
一
七
一
一
年
歿
）
が
嗣
ぎ
、
以
後
、
幕
末

ま
で
多
久
の
領
主
と
し
て
続
い
て
い
く
。
今
回
、
研
究
の
対
象
と
し
た
巻
子
本
に
登

場
す
る
最
後
の
多
久
家
当
主
は
、
こ
の
茂
文
で
あ
り
、
茂
矩
よ
り
茂
文
へ
の
訓
戒
状

（
六
八
三
号
）
等
が
あ
る
。 

 

巻
子
本
多
久
家
文
書
の
成
立
に
つ
い
て 

 
巻
子
本
の
前
段
階
で
あ
る
折
帖
は
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
の
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
の
相
田
二
郎
に
よ
る
調
査
の
際
に
は
十
冊
仕
立
て
で
あ
り
、
九
冊
以
外
に

一
冊
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
一
冊
は
、
「
多
久
家
所
蔵
文
書
全
」
と
名
付
け
ら
れ

た
鍋
島
文
庫
本
の
写
本
収
載
の
資
料
一
〇
六
点
と
一
致
す
る
こ
と
が
、『
佐
賀
県
史
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料
集
成
』
の
解
説
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
「
多
久
家
所
蔵
文
書
全
」
は
、
『
佐
賀
県

史
料
集
成
』
巻
一
〇
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
れ
を
遡
る
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）

年
、
修
史
館
の
久
米
邦
武
に
よ
る
史
料
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
時
の
史
料
蒐
集
目
録

で
は
、
「
多
久
」
の
「
多
久
家
蔵
」
と
さ
れ
る
「
多
久
文
書
写
」
は
小
城
郡
の
部
に

「
十
五
冊
・
八
百
十
四
通
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
久
米
の
「
鎮
西
文
書

採
訪
日
記
」
に
よ
る
と
、
多
久
に
赴
い
て
の
原
本
の
史
料
調
査
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
佐
賀
の
鍋
島
邸
事
務
所
で
、
後
述
の
「
多
久
家
有
之
御
書
類
写
」
十
五
冊
を
見

せ
ら
れ
た
時
の
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
昭
和
九
年
調
査
時
に
お
い
て
は
、
折
帖
十
冊
分
の
文
書
以
外
に
、
「
国
分

寺
分 

一
巻
分
古
文
書
写
」
と
題
さ
れ
た
一
巻
に
収
め
ら
れ
た
文
書
の
写
九
点
、
さ

ら
に
個
別
の
十
二
点
の
史
料
（
勝
茂
条
書
類
七
通
や
朝
鮮
国
王
書
等
）
が
提
示
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
う
ち
、
勝
茂
条
書
の
五
通
は
、
未
成
巻
分
で
「
佐
賀

県
史
料
集
成
」
に
、
七
一
一
号
・
七
一
三
号
・
七
一
四
号
・
七
一
七
号
・
七
一
八
号

と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
未
成
巻
の
近
世
初
期
の
文
書
自
体
は
、
現

在
、
数
十
通
あ
る
が
、
昭
和
九
年
時
点
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
未
成
巻
文
書
が
あ
っ

た
可
能
性
も
推
測
さ
せ
る
。 

 

現
時
点
に
お
い
て
、
以
上
の
デ
ー
タ
か
ら
だ
け
で
は
、
昭
和
九
年
時
点
で
の
折
帖

が
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
遡
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。 

折
帖
十
冊
の
ま
と
ま
り
が
、
い
つ
の
時
点
に
、
だ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
経

緯
で
形
成
さ
れ
て
い
た
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
今
後
の
さ
ら
な
る
調
査
と
検
討

が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
若
干
の
見
通
し
の
み
を
述
べ
て
お
く
。
本
文
史
料

編
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
多
久
家
の
佐
賀
藩
内
に
お
け
る
居
所
は
、
領
地
の
中
心

の
多
久
に
あ
る
屋
形
と
、
佐
賀
城
内
の
上
屋
敷
（
二
丸
屋
敷
）
お
よ
び
佐
賀
城
南
堀

の
南
側
の
水
ヶ
江
屋
敷
の
二
ヶ
所
で
あ
り
、
こ
の
三
箇
所
の
間
で
、
当
主
や
隠
居
し

た
当
主
、
そ
の
一
族
が
活
動
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
文
書
が
現
用
の
も
の
と
し

て
身
近
な
場
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
状
態
の
第
一
段
階
か
ら
、
現
用
価
値
を
失
い
、

処
分
さ
れ
る
も
の
と
、
保
存
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
選
別
さ
れ
て
い
る
第
二
段
階
に

い
た
る
過
程
を
想
定
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
移
動
は
、
こ
の
三
箇
所
の
間
で
進
ん
で

い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
第
二
段
階
に
入
る
に
際
し
て
、
長
信
以
降
、

多
久
家
の
家
格
と
歴
史
を
根
拠
付
け
る
も
の
が
、
特
別
に
扱
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
数
は
少
な
い
が
、
龍
造
寺
長
信
に
宛
て
た
同
隆
信
の
書
状

（
六
〇
四
号
・
六
〇
五
号
）
を
始
め
と
し
て
、
歴
代
の
佐
賀
領
主
か
ら
そ
の
後
の
多

久
家
歴
代
に
宛
て
ら
れ
た
書
状
が
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
こ
の
巻
子
本
分
の
特
色
と
し
て
は
、
茂
辰
・
天
性
院
夫
妻
を
中
心
と
し

た
子
供
達
と
の
や
り
と
り
が
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
茂
辰
隠
居
後
の
や
り
と

り
や
、
天
性
院
か
ら
諸
方
に
あ
て
た
消
息
の
案
文
等
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
第
一

段
階
で
は
、
水
ヶ
江
屋
敷
で
蓄
積
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
家
を
嗣
ぎ
城
内
上
屋
敷
に
入
っ
た
茂
矩
へ
の
家
族
た
ち
か
ら
の
書
状
も
ま
た

多
い
の
で
、
上
屋
敷
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
も
相
当
数
含
ま
れ
て
い
る
。
茂
辰
・
天
性
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院
、
お
よ
び
、
他
の
兄
弟
姉
妹
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
別
家
を
立
て
、
あ
る

い
は
婚
家
の
人
と
し
て
一
生
を
終
え
て
い
る
。
茂
矩
の
あ
と
を
嗣
い
だ
の
は
、
藩
主

家
か
ら
養
子
と
し
て
入
っ
た
茂
文
で
あ
り
、
当
主
と
し
て
は
、
そ
の
後
の
血
縁
と
は

途
切
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
家
族
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
文
書
群
が
、
保

存
す
べ
き
史
料
と
し
て
認
識
さ
れ
、
第
二
段
階
に
入
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
茂
矩
か

ら
茂
文
へ
の
当
主
の
交
替
の
あ
る
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
前
後
の
時
期
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
茂
文
単
独
宛
の
文
書
は
、
茂
矩
か
ら
の
訓
戒
状
の
み
で
あ

り
、
そ
れ
も
茂
矩
の
も
と
で
作
成
し
た
案
文
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、

こ
の
ま
と
ま
り
の
保
管
を
は
か
っ
た
の
は
、
家
督
を
引
き
継
い
だ
の
ち
の
茂
文
で

は
な
く
、
水
ヶ
江
屋
敷
に
隠
居
中
の
茂
矩
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。 

整
理
の
さ
れ
方
を
見
て
み
る
と
、
折
帖
の
第
一
冊
か
ら
第
六
冊
ま
で
は
、
勝
茂
の

文
書
が
集
中
的
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
第
七
冊
と
第
八
冊
は
茂
辰
・
天
性
院
を
中
心

と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
九
冊
は
、
於
保
文
書
や
毛
利
輝
元
文
書

等
、
一
見
、
多
久
家
と
の
直
接
関
係
の
な
い
も
の
も
含
め
て
、
も
っ
と
も
バ
ラ
エ
テ

ィ
に
富
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
「
多
久
家
所
蔵
文
書
全
」
の
部
分
は
、
も
っ
と
も
多

久
家
に
と
っ
て
古
い
時
代
の
龍
造
寺
家
当
主
や
多
久
家
の
祖
と
し
て
の
長
信
、
直

茂
の
文
書
を
多
く
含
む
。
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
、
整
理
の
順
序
と
し
て
は
、
過
半
を

占
め
る
勝
茂
文
書
を
第
一
冊
か
ら
第
六
冊
ま
で
に
集
め
た
の
ち
、
ひ
と
つ
に
は
現

在
の
茂
矩
の
家
族
に
関
わ
る
も
の
（
第
七
冊
・
第
八
冊
）
、
多
久
家
の
淵
源
に
関
わ

る
も
の
（
「
多
久
家
所
蔵
文
書
全
」
）
を
そ
れ
ぞ
れ
集
約
し
よ
う
と
し
た
が
、
な
か

な
か
完
璧
を
期
す
こ
と
は
で
き
ず
、
最
後
に
は
残
っ
た
雑
多
な
も
の
が
、
於
保
文
書

等
も
含
め
て
第
九
冊
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
も
可
能

で
あ
る
。
全
体
的
に
、
勝
茂
文
書
を
年
次
順
に
整
理
し
よ
う
と
し
た
形
跡
も
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
き
ち
ん
と
一
通
ず
つ
考
察
し
な
が
ら
ま
と
め

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
の
印
象
が
強
い
。 

 

多
久
家
史
料
の
整
理
と
写
本
作
成
・
引
用
の
歴
史 

 

い
っ
ぽ
う
、
右
に
見
た
も
の
を
さ
ら
に
上
回
り
、
多
久
家
に
は
、
江
戸
時
代
を
通

じ
て
、
安
順
・
茂
辰
期
の
彼
ら
の
職
務
に
関
わ
る
文
書
が
、
大
量
に
伝
存
し
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
巻
子
本
の
中
に
確
認
で
き
る
も
の
と
も
少
な
か
ら
ず
重
な

る
が
、
そ
れ
以
上
の
大
量
の
藩
政
に
関
わ
る
覚
書
類
・
書
状
類
か
ら
な
り
、
お
そ
ら

く
現
用
文
書
段
階
で
は
、
城
内
の
上
屋
敷
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
片
倉
日
龍
雄
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
茂
矩
歿
の

翌
々
年
の
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
末
こ
ろ
か
ら
、
多
久
の
多
久
屋
形
で
は
、
「
御

家
記
録
役
」
が
家
老
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
「
御
屋
形
日
記
」
に
記
さ
れ

て
い
る
（
多
久
古
文
書
学
校
編
『
多
久
古
文
書
の
村
史
料
叢
書 

第
一
冊 

小
城
鍋

島
家
肥
陽
旧
章
録 

第
一
集
』
〈
以
下
、
『
古
文
書
学
校
編 

肥
陽
旧
章
録
』
〉
解

題
、
二
六
頁
～
二
七
頁
）
。
こ
の
時
、
同
時
に
佐
賀
屋
敷
に
お
け
る
下
役
も
命
じ
ら

れ
て
い
る
。
史
料
群
が
、
多
久
の
屋
形
お
よ
び
佐
賀
の
上
屋
敷
・
水
ヶ
江
屋
敷
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
保
管
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
即
断
し
が
た
い
が
、
整
理
作
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業
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
多
久
の
屋
形
の
役
所
が
統
括
し
よ
う
と
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

多
久
家
に
お
け
る
史
料
の
整
理
は
、
そ
の
後
、
多
久
家
の
家
史
で
あ
る
「
水
江
事

略
」
の
編
纂
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
述
の
「
肥
陽
旧
章

録
」
に
つ
な
が
る
「
多
久
日
記
」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
な
編
纂
物
も
、
こ
の
よ
う
な
多

久
家
内
で
の
整
理
事
業
か
ら
生
ま
れ
て
い
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
巻
子
本
中
の
文

書
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
文
書
も
、
こ
れ
ら
の
多
久
家
に
よ
る
編
纂
物
に
引
用

さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
佐
賀
本
藩
に
お
い
て
も
、
多
久
に
あ
る
藩
政
初
期
の
文
書
群
へ
の
関
心

が
高
ま
っ
て
い
る
。
当
時
、
数
種
類
の
多
久
家
文
書
の
写
が
本
藩
に
お
い
て
も
作
成

さ
れ
た
。
以
下
に
鍋
島
文
庫
本
中
の
関
連
史
料
に
記
さ
れ
た
識
語
を
示
す
。 

① 

鍋
島
文
庫
本
「
多
久
家
書
物 

御
什
物
方
指
出
」
上
・
下
（
鍋
〇
一
五
／
一
） 

「
多
久

（
表
紙
）

家
有
之
候
御
書
類 

写
」 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
三
番 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
什
物
方
御
記
録
写 

多
久
美
作
家
有
之
候
古
キ
御
書
類
・
書
附
類
、
差
出
候
を
写
置
之 

 

」 

「
明
和
九
辰
年
御
改
正
御
仕
組
之
節
、
多
久
美
作
家
有
之
候
古
キ
御
書
類
書
・
書
付

類
差
出
候
を
写
置
之
、
」 

② 

鍋
島
文
庫
本
「
多
久
家
書
物
写
」
全
十
九
冊
（
鍋
〇
一
五
／
一
） 

一
冊
目 

「
多
久
家
書
物 

一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共
十
九
冊 

小
城
邑
主
直
堯
之
所
蔵
多
久
氏
蔵
秘
書
、
有
故
在
小
城
、
余
遊
小
城
見
之
、
密
借
写

焉
、 

此
書
、
在
彼
、
称
多
久
日
記
、
最
秘
之
、
曩
者
借
多
久
氏
之
所
蔵
而
、
雖
写
之
、
与

此
書
大
同
小
異
、
以
或
漏
彼
、
加
此
者
故
、
今
復
写
之
、
使
彼
此
相
補
焉
、
余
又
勧

官
所
御
什
物
方
、
使
写
之
、
深
玩
其
所
記
、
則
寝
足
以
識 

国
家
創
基
之
微
意
而
中
有
記
機
事
者
、
故
濫
不
許
他
人
見
云
、 

 
 

天
保
癸
卯
夏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
茂
真
識
之
、 

 
 
 
 
 
 

」 
 
 

「
三
冊
目 

小
城
侯
直
堯
之
所
蔵
多
久
氏
書
、
密
写
之
焉
、
此
書
、
在
彼
、
称
多
久
日
記
、
侯
之

最
所
秘
、
曩
者
借
多
久
氏
之
所
蔵
而
雖
写
之
、
与
此
書
大
同
小
異
、
以
或
漏
彼
、
加

此
者
故
、
今
復
写
之
、
使
彼
此
相
補
焉
、
深
玩
其
所
記
、
則
寝
足
以
識 

国
家
創
基
之
微
意
而
中
有
記
機
事
者
、
故
濫
不
許
他
人
見
云
、 

藤
原
茂
真
識
、 

 
 

天
保
癸
卯
夏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

③ 
 

鍋
島
文
庫
本
「
多
久
家
有
之
御
書
類
写
」
全
十
五
冊
（
鍋
〇
一
五
／
二
） 

「 
 
 
 
 
 

十
三
番 

 
嘉
永
六
癸
丑
年 

 

多
久
家
書
十
五
冊 

 

御
什
物
方
有
之
候
を
内
々
写 

 
 

」 
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④ 
鍋
島
文
庫
本
「
多
久
家
有
之
御
書
物
写
」
全
二
十
三
冊
（
鍋
〇
一
五
／
一
〇
） 

 
 

識
語
等
は
特
に
な
い
。 

 

右
の
①
の
識
語
で
は
、
明
和
九
年
に
、
多
久
家
か
ら
什
物
方
に
差
し
出
さ
れ
た
古

い
書
類
・
書
付
類
の
写
本
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
什
物
方
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。 

②
の
識
語
で
は
、
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
年
夏
に
、
鍋
島
茂
真
（
佐
賀
藩
当
役

家
老
）
が
、
そ
れ
以
前
、
多
久
家
よ
り
「
多
久
氏
蔵
秘
書
」
を
借
り
出
し
て
作
っ
て

い
た
写
と
、
最
近
小
城
藩
主
か
ら
借
写
し
た
同
本
の
写
を
対
校
し
て
、
こ
の
十
九
冊

本
を
作
り
、
さ
ら
に
藩
の
什
物
方
に
も
写
を
作
ら
せ
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目

さ
れ
る
の
は
、
本
来
多
久
に
あ
っ
た
「
多
久
氏
蔵
秘
書
」
が
、
天
保
十
四
年
の
時
点

で
は
、
「
有
故
在
小
城
」
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

③
は
、
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
に
什
物
方
に
あ
っ
た
も
の
を
写
し
た
と
す
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
写
は
、
冊
数
と
点
数
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
、
明
治
十
七

年
九
月
十
六
日
に
、
佐
賀
の
鍋
島
邸
事
務
所
に
お
い
て
、
修
史
館
の
久
米
邦
武
等
に

示
さ
れ
た
「
多
久
文
書
写
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
、
識
語
の
な
い
④
を
含
め
て
い
ず
れ
も
大
部
の
も
の
で
あ
る
。
試
み
に
③

と
、
現
在
の
巻
子
本
を
比
較
す
る
と
、
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
翻
刻
分
の
折
帖
第
一

冊
目
か
ら
第
六
冊
目
ま
で
の
一
部
と
一
致
す
る
も
の
が
多
い
が
、
折
帖
七
冊
目
か

ら
九
冊
目
の
分
と
は
、
あ
ま
り
重
な
ら
な
い
。
前
者
は
勝
茂
書
状
が
中
心
で
あ
り
、

後
者
は
、
茂
辰
と
そ
の
家
族
と
の
間
の
私
的
な
文
書
が
中
心
で
あ
る
。 

 

前
出
の
『
古
文
書
学
校
編 

肥
陽
旧
章
録
』
の
解
説
の
う
ち
二
一
頁
～
二
五
頁
で

は
、
各
冊
の
構
成
を
精
緻
に
分
析
さ
れ
、
右
の
①
～
④
は
、
い
ず
れ
も
鍋
島
茂
真
が

関
係
し
て
お
り
、
と
く
に
②
と
④
は
、
小
城
に
あ
っ
た
「
多
久
日
記
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
文
書
群
か
ら
写
さ
れ
、
さ
ら
に
②
と
④
の
収
録
文
書
に
通
し
番
号
（
一
～
八
一

四
）
を
つ
け
て
再
編
集
し
た
の
が
③
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
た
（
以
上
、
片
倉
日

龍
雄
氏
の
執
筆
部
分
）
。
現
在
、
鍋
島
文
庫
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
写
本
類
の

す
べ
て
が
、
鍋
島
茂
真
を
中
心
と
し
た
活
動
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

天
保
以
降
に
お
け
る
鍋
島
茂
真
の
史
料
調
査
活
動
を
あ
ら
た
め
て
明
確
に
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
①
に
関
し
て
は
、
明
和
九
年
に
お
い
て
多
久
家
か
ら
「
多
久
美
作

家
有
之
候
古
キ
御
書
類
書
書
附
」
が
本
藩
へ
差
し
出
さ
れ
、
そ
れ
を
写
し
置
い
た
こ

と
が
識
語
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
美
作

は
、
明
和
九
年
当
時
の
多
久
家
当
主
で
あ
っ
た
多
久
茂
孝
に
あ
た
る
。
②
の
識
語

で
、
「
曩
者
（
さ
き
に
は
）
」
「
多
久
氏
之
所
蔵
」
を
借
り
、
こ
れ
を
写
し
た
、
と

茂
真
が
述
べ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
明
和
九
年
の
出
来
事
に
当
た
る
可
能
性
が
高

い
。
前
述
の
よ
う
に
、
多
久
家
内
で
の
「
御
家
記
録
役
」
の
職
務
の
中
で
、
多
久
家

に
伝
来
し
た
文
書
群
を
整
理
し
て
作
成
し
た
編
纂
物
、
あ
る
い
は
そ
の
整
理
さ
れ

た
原
本
そ
の
も
の
等
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
鍋
島
治
茂
襲
封
直

後
、
藩
政
改
革
開
始
の
時
期
で
あ
る
明
和
九
年
に
、
藩
政
成
立
期
の
前
例
を
求
め
る

た
め
に
多
久
家
の
史
料
を
調
査
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。 
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そ
の
後
、
多
久
家
に
あ
っ
た
「
多
久
氏
蔵
秘
書
」
は
、
天
保
十
四
年
ま
で
の
あ
い

だ
に
、
何
ら
か
の
事
情
（
※
）
に
よ
り
、
小
城
藩
に
移
動
し
て
い
る
。
こ
の
「
多
久

氏
蔵
秘
書
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、
小
城
藩
で
「
多
久
日
記
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
文
書
の
原
本
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
お
そ

ら
く
片
倉
氏
が
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
「
御
家
記
録
役
」
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
の
方
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
片
倉
氏
も
引
用
さ
れ
て
い
る
細
川
章
氏
の
研
究
（
「
多
久

家
文
書
の
中
の
金
ヶ
江
三
兵
衛
」『
佐
賀
藩
領
多
久
家
文
書
に
み
る
地
域
の
人
々
』
、

文
献
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
安
政
六
年
の
「
御
屋
形
日
記
」
に
、
多
久

家
が
、
小
城
藩
に
あ
る
「
肥
陽
旧
章
録
」
を
密
か
に
借
り
だ
し
て
写
を
作
成
し
て
い

る
と
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
時
も
、
小
城
に
あ
る
史
料
は
、
「
多
久
日
記
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
と
あ
る
。
前
述
の
片
倉
氏
の
研
究
で
も
、
鍋
島
文
庫
本
の
②
・
④
等
と
、

「
肥
陽
旧
章
録
」
の
相
関
関
係
が
高
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
御
家
記
録

役
」
に
お
け
る
成
果
が
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
多
久
家
か
ら
、
小
城
藩
や
本
藩
に

も
移
動
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。 

 

天
保
十
四
年
冬
に
完
成
し
た
「
鍋
島
勝
茂
公
譜
考
補
」
の
記
事
に
は
、
約
二
十
箇

所
の
「
多
久
家
書
」「
多
久
差
出
」
と
さ
れ
る
典
拠
史
料
の
注
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
多
久
家
書
」
が
、
そ
れ
以
前
に
提
出
さ
れ
て
い
た
（
例
え
ば
明
和
九

年
の
多
久
家
か
ら
の
差
出
、
あ
る
い
は
天
保
期
の
茂
真
の
活
動
に
よ
る
か
）
多
久
家

伝
来
の
史
料
群
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
様
に
幕
末
に
本
藩
に
お
い
て
注
目

さ
れ
て
き
た
坊
所
鍋
島
家
（
『
坊
所
鍋
島
家
文
書
未
刊
分
―
鍋
島
道
虎
関
係
―
』
解

題
参
照
）
か
ら
の
差
出
史
料
と
並
ん
で
、
依
然
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
多
久
家
文
書

が
「
鍋
島
勝
茂
公
譜
考
補
」
の
典
拠
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時
、
す
で
に
、
佐
賀
鍋

島
家
成
立
期
を
理
解
す
る
た
め
の
核
心
、
茂
真
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
国
家
創
基
之

微
意
」
が
、
多
久
家
文
書
の
中
か
ら
読
み
取
れ
る
と
の
認
識
が
強
く
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
。 

 

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
、
多
久
家
文
書
の
原
本
群
自
体
の
多
久
家
内
に
お
け
る
伝

来
状
況
に
つ
い
て
考
え
る
。
近
代
以
降
、
明
治
十
七
年
の
修
史
館
に
よ
る
九
州
採
訪

に
あ
た
っ
て
の
久
米
の
「
鎮
西
文
書
採
訪
記
録
」
で
は
、
九
月
二
十
三
日
に
「
使
ヲ

多
久
ニ
馳
セ
テ
古
社
寺
旧
家
ニ
文
書
ノ
有
無
ヲ
報
道
セ
シ
ム
」
と
あ
る
が
、
翌
日

「
多
久
ヨ
リ
報
書
至
リ
、
文
書
ナ
キ
ヲ
以
テ
巡
回
ヲ
略
ス
」
と
し
、
翌
日
は
、
小
城

を
出
発
し
た
の
ち
、
多
久
領
を
素
通
り
し
て
松
浦
郡
へ
入
っ
て
い
る
。
写
本
で
あ
る

先
述
の
鍋
島
文
庫
本
③
を
九
月
十
六
日
に
佐
賀
の
鍋
島
邸
で
確
認
し
た
の
ち
に

は
、
原
本
へ
の
関
心
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
昭
和
九
年
の
場

合
は
、
折
帖
十
一
冊
以
外
に
も
、
系
図
類
、
「
水
江
事
略
」
・
「
肥
陽
旧
章
録
」
（
安

政
六
年
に
小
城
藩
か
ら
借
写
し
た
も
の
）
・
「
丹
邱
邑
誌
」
等
が
多
久
邸
に
お
い
て

提
示
さ
れ
、
二
日
間
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
近
世
期
に
お
い
て
は
、
多
久
茂
矩

の
歿
後
こ
ろ
か
ら
「
御
家
記
録
役
」
に
お
い
て
、
原
本
の
調
査
・
整
理
が
行
わ
れ
、

「
多
久
日
記
」
あ
る
い
は
「
肥
陽
旧
章
録
」
に
つ
な
が
る
よ
う
な
写
本
作
成
等
に
よ

る
成
果
物
が
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
経
過
は
、
成
果
物
の

方
に
関
心
が
移
り
、
幕
末
か
ら
明
治
前
半
に
か
け
て
は
、
文
書
原
本
へ
の
関
心
は
そ
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れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
昭
和
九
年
の
相
田
に
よ
る
調
査
は
、

そ
の
間
の
古
文
書
原
本
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
反
映
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
近

世
前
期
の
も
の
に
つ
い
て
、
様
々
な
成
果
物
中
の
写
し
が
多
い
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
原
本
と
し
て
の
伝
来
の
確
認
で
き
る
も
の
は
、
折
帖
や
巻
子
に
仕
立
て
ら
れ
た

も
の
以
外
に
は
少
な
い
と
感
ず
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。 

本
報
告
書
の
対
象
で
あ
る
巻
子
本
の
う
ち
、
と
く
に
後
半
部
分
は
、
茂
矩
期
に
、

茂
矩
の
父
茂
辰
を
中
心
と
す
る
家
族
の
記
憶
を
残
す
た
め
の
史
料
集
と
し
て
構
成

さ
れ
た
印
象
が
強
い
。
こ
れ
は
、
「
御
家
記
録
役
」
に
お
け
る
文
書
選
定
の
基
準
と

は
明
ら
か
に
方
向
性
が
異
な
る
。
依
然
と
し
て
、
巻
子
本
の
前
身
と
な
っ
た
折
帖
の

成
立
事
情
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
折
帖
は
、
茂
矩

晩
年
の
こ
ろ
に
、
多
久
家
の
当
事
者
と
し
て
の
茂
矩
自
身
の
手
に
よ
っ
て
、
水
ヶ
江

龍
造
寺
家
に
つ
な
が
る
多
久
家
の
そ
れ
ま
で
の
歴
史
を
再
確
認
す
る
も
の
と
し
て

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
茂
矩
の
私
的
な
家
族
関
係
に
よ
る
バ
イ
ア
ス

も
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
結
局
全
体
と
し
て

佐
賀
藩
成
立
期
の
政
治
主
体
の
中
心
で
あ
る
藩
主
書
状
を
多
く
含
む
も
の
と
し

て
、
の
ち
に
は
佐
賀
藩
全
体
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
史
料
群
と
な
っ
た
。
ま
た
、
逆
に

い
え
ば
、
佐
賀
藩
成
立
期
の
重
要
な
史
料
で
あ
り
な
が
ら
、
右
の
茂
矩
の
基
準
か
ら

外
れ
て
折
帖
に
入
ら
な
か
っ
た
史
料
が
多
数
残
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
「
御
家
記
録

役
」
に
お
い
て
き
ち
ん
と
拾
わ
れ
て
い
き
、
「
肥
陽
旧
章
録
」
等
に
反
映
さ
れ
て
い

っ
た
と
も
い
え
る
。 

※
「
多
久
氏
蔵
秘
書
」
が
小
城
藩
に
移
動
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
は
明

確
な
理
由
を
確
認
で
き
な
い
。
こ
れ
に
先
立
つ
天
保
七
年
、
多
久
家
の
十
代
当

主
茂
澄
が
牢
人
を
命
じ
ら
れ
領
地
を
没
収
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
、
申

し
渡
し
の
翌
日
に
、
子
の
四
歳
の
茂
族
に
改
め
て
領
地
を
与
え
る
と
い
う
こ

と
で
落
着
し
た
が
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
、
多
久
家
当
主
は
幼
主
の
ま
ま
と
な
っ

た
。
小
城
藩
主
鍋
島
直
堯
の
室
は
、
茂
澄
の
姉
で
あ
り
、
小
城
藩
が
多
久
家
の

危
機
に
際
し
て
い
ろ
い
ろ
と
関
与
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
多
久
氏

蔵
秘
書
」
が
移
動
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

文
書
中
の
注
目
さ
れ
る
記
述 

 

勝
茂
の
書
状
が
多
い
た
め
、
勝
茂
の
居
所
に
関
わ
る
記
述
が
多
い
。
そ
れ
は
、
参

勤
や
上
洛
の
み
な
ら
ず
、
公
儀
普
請
、
長
崎
番
役
等
に
伴
う
異
動
等
、
佐
賀
藩
の
公

儀
軍
役
負
担
と
も
関
わ
り
、
か
つ
、
居
所
移
動
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
伴
う
安
順

や
茂
辰
へ
の
指
示
の
具
体
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
上
洛
は
、
関
ヶ
原
戦
前
後
の

伏
見
等
へ
の
も
の
に
始
ま
り
、
寛
永
十
一
（
一
六
三
四
）
年
の
家
光
の
上
洛
に
い
た

る
ま
で
確
認
で
き
る
。
公
儀
普
請
は
、
江
戸
城
・
名
古
屋
城
・
大
坂
城
に
関
わ
る
も

の
が
多
い
。
寛
永
十
九
年
に
始
ま
る
長
崎
警
備
の
番
役
の
た
め
の
出
動
に
関
わ
る

記
述
は
、
そ
の
後
正
保
期
を
ピ
ー
ク
と
し
て
詳
細
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
勝
茂
と
、
安
順
お
よ
び
茂
辰
と
の
間
の
藩
内
の
支
配
向
き
に
関
わ
る
や
り

と
り
は
、
こ
の
史
料
群
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
茂
辰
へ
の
、
寛
永
後
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半
か
ら
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
か
け
て
の
勝
茂
書
状
に
は
そ
う
し
た
記
述
の
密

度
が
高
い
。 

 

一
方
、
こ
れ
ら
の
、
勝
茂
発
給
文
書
を
中
心
と
し
た
直
接
に
政
治
向
き
の
史
料
と

は
別
に
、
茂
辰
や
天
性
院
、
お
よ
び
茂
矩
や
そ
の
兄
弟
姉
妹
た
ち
を
中
心
と
し
た
、

お
も
に
正
保
期
こ
ろ
よ
り
も
あ
と
と
推
測
さ
れ
る
書
状
類
に
は
、
一
見
し
て
家
族

間
の
機
微
に
関
わ
る
記
述
が
多
い
。
こ
れ
も
、
本
文
書
群
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

天
性
院
が
、
藩
主
勝
茂
と
そ
の
室
高
源
院
の
次
女
と
し
て
、
勝
茂
の
晩
年
や
死
歿
以

降
も
国
許
に
あ
っ
た
（
寛
永
元
年
に
上
杉
家
に
嫁
い
で
い
た
勝
茂
の
長
女
の
市
は
、

寛
永
十
二
年
に
死
歿
）
と
い
う
こ
と
は
、
天
性
院
の
他
の
兄
弟
た
ち
が
三
支
藩
主
等

を
初
め
と
し
て
藩
内
の
政
治
的
に
重
要
な
位
置
に
つ
い
て
い
く
中
で
、
多
久
家
の

政
治
的
位
置
に
も
大
き
な
意
味
を
与
え
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
天
性
院
の
兄
弟

た
ち
へ
の
複
数
の
消
息
草
案
に
は
、
そ
れ
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
他
家
に
嫁
い

だ
娘
た
ち
や
母
親
の
高
源
院
と
の
間
の
消
息
、
夫
の
茂
辰
か
ら
天
性
院
に
宛
て
ら

れ
た
消
息
、
茂
矩
へ
兄
弟
た
ち
か
ら
出
さ
れ
た
書
状
に
は
、
家
族
間
の
心
の
動
き
が

赤
裸
々
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

今
回
の
「
読
み
な
お
し
」
の
目
的
と
経
過 

 

一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
に
よ
る
多
久
家
文
書
折
帖
分
等

の
刊
行
は
、
佐
賀
藩
成
立
期
の
重
要
な
政
治
史
史
料
と
し
て
の
多
久
家
文
書
の
研

究
へ
の
利
用
を
格
段
に
進
め
た
。
そ
れ
以
前
の
研
究
に
お
い
て
は
、
「
勝
茂
公
譜
考

補
」
等
の
編
纂
さ
れ
た
家
史
類
が
中
心
で
あ
っ
た
。
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
に
先
行

し
て
な
さ
れ
た
城
島
正
祥
氏
の
研
究
は
、
文
書
中
心
の
「
肥
陽
旧
章
録
」
収
載
の
文

書
類
を
核
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
段
階
で
も
革
新
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
の
登
場
、
さ
ら
に
は
、
坊
所
鍋
島
家
文
書
の
『
佐
賀

県
史
料
集
成
』
に
よ
る
刊
行
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
い
範
囲
の
人
々
に
と
っ
て
、
一
次

史
料
で
あ
る
文
書
一
点
一
点
か
ら
の
研
究
環
境
が
改
善
さ
れ
た
。
城
島
氏
が
「
肥
陽

旧
章
録
」
で
引
用
し
て
い
た
文
書
を
、
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
の
整
理
番
号
に
置
き

換
え
て
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
個
々
人
に
と
っ
て
の
研
究
の
出
発
点
と
な
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
は
、
編
纂
者
三
好
不
二
雄
氏
の

個
人
的
な
献
身
に
負
う
部
分
も
多
く
、
時
間
的
制
約
か
ら
も
、
年
次
比
定
や
人
物
比

定
等
に
つ
い
て
の
情
報
が
不
足
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
多
久
家
に
残
さ
れ
て
い
た
近
世
初
期
の
文
書
史
料

を
、
後
世
の
人
々
が
、
整
理
し
、
分
析
し
て
い
く
と
い
う
営
為
は
、
世
代
を
こ
え
て

息
長
く
続
い
て
き
た
。
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
の
刊
行
は
、
そ
の
過
程
の
中
の
大
き

な
一
歩
で
あ
る
。
さ
ら
な
る
一
歩
は
、
次
の
世
代
に
よ
っ
て
踏
み
出
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
世
代
を
越
え
た
営
為
を
単
純
な
繰
り
返
し
と
し
な
い
た
め
に
は
、
先
人
の
作

業
の
成
果
を
足
場
と
し
つ
つ
、
さ
ら
に
将
来
に
つ
な
げ
て
い
く
工
夫
が
必
要
と
な

る
。
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
に
限
ら
ず
、
近
世
に
成
立
し
た
「
肥
陽
旧
章
録
」
等
に

欠
け
て
い
た
の
は
、
文
書
一
点
毎
の
メ
タ
デ
ー
タ
の
不
足
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
無
年
号
文
書
の
年
次
比
定
、
差
出
・
宛
名
を
初
め
と
す
る
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登
場
人
物
の
人
名
比
定
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
居
所
の
推
定
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
検
討

の
過
程
に
お
い
て
、
互
い
に
複
合
的
に
関
連
し
あ
い
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
間
で

も
重
層
的
な
関
連
が
生
ず
る
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
ら
を
改
め
て
検
討
し
、
あ
ら
た
な

成
果
を
メ
タ
デ
ー
タ
と
し
て
文
書
に
付
す
た
め
の
共
同
作
業
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
、
こ
れ
を
「
読
み
な
お
し
」
と
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
多

久
家
文
書
研
究
会
を
立
ち
上
げ
た
。
開
始
に
先
立
っ
て
、
多
久
市
郷
土
資
料
館
に
お

い
て
同
館
所
蔵
の
巻
子
本
等
を
高
精
細
画
像
の
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
そ

の
デ
ー
タ
を
研
究
会
参
加
者
で
共
有
し
た
。
メ
ン
バ
ー
お
よ
び
日
程
、
具
体
的
な
研

究
進
行
の
手
順
と
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。 

☆
メ
ン
バ
ー 

・
二
〇
一
四
年
度
の
開
始
時
に
お
け
る
メ
ン
バ
ー
は
、
以
下
の
十
名
で
あ
る
。 

〇
小
宮
木
代
良
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
） 

〇
佐
藤
孝
之
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
） 

〇
及
川
亘
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
） 

〇
大
園
隆
二
郎
（
多
久
古
文
書
村
村
長
、
二
〇
一
五
年
度
ま
で
の
参
加
） 

〇
西
村
隆
司
（
多
久
市
郷
土
資
料
館
、
こ
の
年
度
の
み
の
参
加
） 

〇
本
多
美
穂
（
佐
賀
県
立
図
書
館
） 

〇
松
田
和
子
（
佐
賀
県
立
図
書
館
） 

〇
清
水
雅
代
（
佐
賀
県
立
図
書
館
） 

〇
藤
井
祐
介
（
佐
賀
県
立
博
物
館
） 

〇
野
口
朋
隆
（
昭
和
女
子
大
学
、
二
〇
一
五
年
度
ま
で
の
参
加
） 

・
二
年
目
（
二
〇
一
五
年
度
）
に
、
左
記
の
メ
ン
バ
ー
の
新
規
の
参
加
が
あ
っ
た
。 

〇
志
佐
喜
栄
（
多
久
市
郷
土
資
料
館
、
前
年
度
の
西
村
隆
司
氏
と
交
替
） 

〇
大
平
直
子
（
佐
賀
市
文
化
財
課
） 

・
三
年
目
（
二
〇
一
六
年
度
）
に
は
、
左
記
の
メ
ン
バ
ー
の
新
規
の
参
加
が
あ
っ
た
。 

〇
田
久
保
佳
寛
（
小
城
市
教
育
委
員
会
文
化
課
） 

〇
佐
藤
紘
一
（
鳥
取
県
立
図
書
館
、
こ
の
年
度
の
み
の
参
加
） 

・
四
年
目
（
二
〇
一
七
年
度
）
に
は
、
左
記
の
メ
ン
バ
ー
の
新
規
の
参
加
が
あ
っ
た
。 

〇
石
津
裕
之
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
） 

☆
研
究
会
の
開
催 

第
一
回 

二
〇
一
四
年
九
月
五
日
～
同
七
日
（
於
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
） 

第
二
回 

同
年
十
二
月
十
二
日
～
同
十
四
日
（
於
多
久
市
郷
土
資
料
館
） 

第
三
回 

二
〇
一
五
年
七
月
二
十
四
日
～
同
二
十
六
日
（
於
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
） 

第
四
回 

同
年
十
一
月
十
三
日
～
同
十
五
日
（
於
多
久
市
郷
土
資
料
館
、
十
一
月
十

五
日
午
後
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
） 

第
五
回 

二
〇
一
六
年
六
月
二
十
四
日
～
同
二
十
六
日
（
於
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
） 

第
六
回 
同
年
十
二
月
九
日
～
同
十
一
日
（
於
多
久
市
郷
土
資
料
館
） 

第
七
回 

二
〇
一
七
年
七
月
十
一
日
～
同
十
三
日
（
於
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
） 
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第
八
回 

同
年
十
一
月
二
十
五
日
～
同
二
十
七
日
（
於
多
久
市
郷
土
資
料
館
、
一
一

月
二
十
六
日
午
後
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
） 

第
九
回 
二
〇
一
八
年
六
月
三
十
日
～
七
月
二
日
（
於
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
） 

第
十
回 

同
年
十
月
五
日
か
ら
同
七
日
（
於
多
久
市
郷
土
資
料
館
） 

第
十
一
回 

二
〇
一
九
年
六
月
十
四
日
～
同
十
六
日
（
於
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
） 

第
十
二
回 

同
年
十
一
月
八
日
～
同
十
日
（
於
多
久
市
郷
土
資
料
館
） 

第
十
三
回 

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
六
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
十
四
回 

同
年
十
一
月
二
十
一
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
十
五
回 

同
年
十
二
月
五
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
十
六
回 

同
年
十
二
月
十
八
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
十
七
回 

二
〇
二
一
年
一
月
二
十
二
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
十
八
回 

同
年
三
月
十
九
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

 

以
上
の
十
八
回
で
、
巻
子
本
分
七
〇
一
点
の
検
討
の
一
度
目
を
終
え
た
が
、
報
告

書
作
成
を
念
頭
に
、
以
下
、
再
度
確
認
の
た
め
の
研
究
会
を
継
続
す
る
こ
と
と
し

た
。 

第
十
九
回 

二
〇
二
一
年
六
月
十
二
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
二
十
回 

同
年
七
月
三
十
一
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
二
十
一
回 

同
年
九
月
十
八
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
二
十
二
回 

同
年
十
月
十
六
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
二
十
三
回 

同
年
十
一
月
二
十
七
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
二
十
四
回 

二
〇
二
二
年
一
月
八
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
二
十
五
回 

同
年
二
月
十
二
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
二
十
六
回 

同
年
四
月
九
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
二
十
七
回 

同
年
五
月
十
五
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
二
十
八
回 

同
年
六
月
十
一
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
二
十
九
回 

同
年
七
月
九
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
三
十
回 

 

同
年
八
月
三
日
（Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
） 

第
三
十
一
回 

同
年
八
月
二
十
日
～
二
十
一
日
（
於
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
） 

 

右
の
う
ち
、
第
十
三
回
か
ら
三
十
回
ま
で
のZoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
研
究
会

開
催
は
、
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
へ
の
対
応
で
あ
る
。 

☆
読
み
直
し
の
具
体
的
な
手
順 

ま
ず
、
メ
ン
バ
ー
の
分
担
分
を
定
め
、
高
精
細
史
料
画
像
を
も
と
に
し
た
史
料
翻

字
分
の
確
認
、
人
名
比
定
、
人
物
の
居
所
比
定
、
年
次
比
定
等
を
行
っ
た
。
そ
の
成

果
は
、
デ
ー
タ
化
し
、
共
有
フ
ォ
ル
ダ
に
あ
げ
て
お
き
、
共
同
で
の
読
み
合
わ
せ
を

行
う
前
の
一
定
期
間
中
に
、
共
有
フ
ォ
ル
ダ
（teamfile

を
使
用
）
に
あ
げ
ら
れ

た
分
を
、
全
員
で
校
閲
、
要
修
正
点
等
を
書
き
込
ん
で
お
く
こ
と
と
し
た
。Word

を

用
い
て
行
う
段
階
で
は
、
そ
の
校
閲
機
能
を
用
い
て
、
相
互
の
質
問
の
や
り
と
り
も

書
き
込
ん
で
お
い
た
。
読
み
合
わ
せ
の
場
で
は
、
原
本
史
料
等
も
見
な
が
ら
校
閲
内

容
の
最
終
確
認
を
行
っ
た
。
以
上
の
手
順
は
、
最
初
か
ら
確
立
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
も
含
め
て
様
々
な
道
具
立
て
等
を
試
す
中
か
ら
最
終
的
に
決
ま
っ

516



 

 

て
い
っ
た
。 

☆
こ
れ
ま
で
の
成
果 

 

二
〇
一
七
年
度
開
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
「
多
久
家
文
書
を
読
み
な
お
す
２ 

近

世
前
期
に
お
け
る
公
儀
軍
役
負
担
と
佐
賀
藩
」
二
〇
一
七
年
十
一
月
二
十
六
日
、
於

多
久
市
東
原
庠
舎
、
八
〇
名
参
加
）
に
お
け
る
四
報
告
を
論
文
と
し
て
ま
と
め
、

『
近
世
前
期
の
公
儀
軍
役
負
担
と
大
名
家
』
（
小
宮
木
代
良
編
、
岩
田
書
院
、
二
〇

一
九
年
三
月
）
を
刊
行
し
た
。
同
書
に
は
、
二
〇
一
五
年
度
開
催
の
多
久
家
文
書
共

同
研
究
成
果
報
告
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
『
多
久
家
文
書
を
読
み
な
お
す
』
二
〇
一
五
年

十
一
月
十
五
日
、
於
多
久
市
東
原
庠
舎
、
九
〇
名
参
加
）
か
ら
も
四
報
告
を
論
文
化

し
て
掲
載
し
た
。 

 

今
回
の
「
読
み
な
お
し
」
か
ら
「
分
か
っ
た
」
こ
と 

 

今
回
の
「
読
み
な
お
し
」
に
お
い
て
「
分
か
っ
た
」
こ
と
の
第
一
は
、
「
読
み
合

わ
せ
」
と
い
う
作
業
の
重
要
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
世
に
お
け
る
営
為
と
も
つ
な

が
る
。
複
数
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
「
読
み
合
わ
せ
」
に
よ
り
、
史
料
群
の
中
の
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
文
書
が
、
互
い
に
重
層
的
か
つ
複
合
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
く
過
程

を
経
験
し
た
。
一
人
で
史
料
に
向
か
い
続
け
て
も
、
「
読
み
合
わ
せ
」
に
お
け
る
ほ

ど
の
発
見
は
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
に
共
同
研
究
と
い
う

も
の
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
ま
た
、
か
つ
て
多
久
家
や
佐
賀

藩
に
よ
る
多
久
家
文
書
へ
の
コ
ン
タ
ク
ト
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
う

し
た
「
読
み
合
わ
せ
」
が
何
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像

さ
せ
る
。 

過
去
に
お
け
る
「
読
み
合
わ
せ
」
の
成
果
を
、
次
の
「
読
み
な
お
し
」
の
た
め
に

引
き
継
い
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
結
論
の
み
の
継
承
で

は
な
く
、
考
証
過
程
の
継
承
を
と
も
な
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
近
世
以
来
の
史
料

考
証
に
お
け
る
「
按
文
」
の
技
法
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
生
ま
れ
た
。
現
在
に

お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
介
在
さ
せ
た
「
読
み
合
わ
せ
」
を
行
う
場
合
も
、
考

証
過
程
も
含
め
た
情
報
を
メ
タ
デ
ー
タ
と
し
て
付
加
し
、
次
の
「
読
み
な
お
し
」
に

そ
な
え
る
必
要
が
あ
る
。 

な
お
、
多
久
家
文
書
の
「
読
み
な
お
し
」
か
ら
「
分
か
っ
た
」
こ
と
の
二
つ
目
は
、

近
世
成
立
期
に
お
け
る
大
名
発
給
文
書
が
大
量
に
含
ま
れ
る
大
名
家
臣
家
史
料
の

発
掘
、
あ
る
い
は
「
読
み
な
お
し
」
の
必
要
性
で
あ
る
。
今
回
の
メ
ン
バ
ー
と
と
も

に
、
佐
賀
藩
家
臣
坊
所
鍋
島
家
文
書
を
次
の
「
読
み
な
お
し
」
の
対
象
と
す
る
準
備

を
、
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
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鍋
島
光
茂
の
「
初
御
目
見
」
の
時
期
を
め
ぐ
っ
て

本

多

美

穂

は
じ
め
に 

 

本
稿
で
は
、
佐
賀
藩
の
二
代
藩
主
と
な
っ
た
鍋
島
光
茂
（
幼
名
翁
介
）
の
「
初
御

目
見
」（
将
軍
拝
謁
）
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
論
ず
る
。 

 

光
茂
が
祖
父
・
初
代
藩
主
勝
茂
の
後
継
に
決
ま
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

光
茂
の
公
式
な
年
譜
で
あ
る
「
寛
元
事
記
」
に
拠
っ
て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
し
か
し
、
多
久
家
文
書
の
関
係
史
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
年
次
は

修
正
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
史
料
集
の
付
論
と
し
て
、
多

久
家
文
書
を
「
読
み
な
お
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
判
明
し
た
事
実
の
一
端
を
紹

介
す
る
も
の
で
あ
る
。 

鍋
島
忠
直
の
逝
去
と
後
継
問
題 

 

寛
永
十
二
年
一
月
二
十
八
日
、
佐
賀
藩
初
代
藩
主
鍋
島
勝
茂
の
嗣
子
忠
直
が
疱
瘡

に
よ
り
急
逝
し
た
。
二
代
藩
主
と
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
忠
直
の
享
年
は
数

え
で
二
十
三
歳
、
あ
ま
り
に
も
早
す
ぎ
る
死
だ
っ
た
。 

忠
直
に
は
、
後
に
小
城
鍋
島
藩
の
初
代
藩
主
と
な
る
異
母
兄
元
茂
が
い
た
。
元
茂

は
、
勝
茂
が
側
室
岩
と
の
間
に
設
け
た
長
男
で
あ
る
。
し
か
し
、
勝
茂
が
徳
川
家
康

の
養
女
菊
姫
（
高
源
院
、
実
父
は
岡
部
長
盛
）
を
後
室
に
迎
え
た
こ
と
に
よ
り
、
二

人
の
間
に
生
ま
れ
た
忠
直
が
嫡
子
と
な
っ
た
。 

 

そ
の
忠
直
の
死
に
よ
り
、
再
び
勝
茂
の
後
継
問
題
が
生
じ
た
。
忠
直
の
遺
児
翁
介

（
光
茂
）
は
数
え
で
四
歳
、
満
年
齢
で
は
わ
ず
か
二
歳
八
か
月
の
幼
児
で
あ
る
。
勝

茂
と
高
源
院
の
間
に
は
忠
直
の
弟
千
熊（
後
の
初
代
蓮
池
藩
主
鍋
島
直
澄
）も
お
り
、

忠
直
の
逝
去
時
に
は
二
十
一
歳
に
な
っ
て
い
た
。
勝
茂
と
高
源
院
が
、
直
澄
を
次
の

藩
主
に
と
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。 

 

結
果
的
に
は
周
知
の
と
お
り
光
茂
が
二
代
藩
主
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、
後
継
が

決
ま
る
過
程
は
な
か
な
か
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
、
元
茂
の
信
念

と
、
光
茂
の
乳
母
小
倉
女
の
献
身
を
軸
と
す
る
物
語
と
し
て
、「
寛
元
事
記
」
や
「
元

茂
公
御
年
譜
」
等
、
藩
主
の
年
譜
類
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
元
と
な
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
「
葉
隠
聞
書
」
第
五
に
載
せ
ら
れ
た
左
の
記
事

で
あ
ろ
う
。 
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一
、
忠
直
公
御
卒
去
の
時
、
翁
介
様
は
四
才
に
被
レ

為
レ

成
候
。
御
幼
少
に
候
へ
ば
、

勝
茂
公
「
御
家
督 

甲
州
様
え
可
レ

被
レ

進
」
と
御
夫
婦
様
御
相
談
に
て
、
先
恵

照
院
様
を
甲
州
様
に
御
婚
礼
被
レ

成
候
。
其
時
上
臈
小
倉
殿
〈
元
来
下
総
守
殿
一

門
也
〉
欝
憤
に
て
御
供
不
レ

仕
候
。
翁
介
様
御
養
育
に
夜
白
心
を
尽
し
、
片
時
も

離
不
レ

申
候
。
御
食
事
は
干
物
の
御
汁
、
花
鰹
の
外
に
は
何
に
て
も
上
不
レ

申
、

一
人
に
て
守
立
被
レ

申
候
。
然
所
に
甲
州
様
御
取
立
の
義
、
御
家
中
上
下
と
も
に

合
点
不
レ

仕
候
様
に
詮
義
候
に
付
て
、
美
作
殿
態
江
戸
被
二

罷
越
一

、「
翁
介
様
を

差
置
、
甲
州
様
御
取
立
の
義
、
御
家
中
合
点
不
レ

仕
」
通
被
二

申
上
一

候
。 

勝
茂

公
被
二

聞
召
一

、「
尤
の
義
に
候
へ
ど
も
我
等
無
二

余
命
一

候
へ
ば
、
幼
少
の
嫡
子

に
て
は
、
長
崎
番
相
澄
間
敷
候
」
よ
し
被
レ

仰
候
。
美
作
殿
被
レ

申
候
は
、「
夫
は

翁
介
様
物
立
不
レ

被
レ

成
節
、
甲
州
え
御
譲
り
可
レ

被
レ

成
候
。
御
家
中
請
合
不
レ

申
儀
は
何
分
に
被
二

思
召
一

候
て
も
不
二

相
叶
一

」
通
被
二

申
上
一

候
に
付
て
、
御
納

と
く
被
レ

成
候
。
然
共
御
前
様
思
召
共
に
て
、
御
老
中
御
招
請
被
レ

成
候
。
其
日

紀
州
御
出
、
小
倉
殿
被
二

召
出
一

、「
翁
介
殿
御
為
に
て
候
間
、
明
日
御
座
え
不
図

翁
介
ど
の
を
抱
候
て
、
罷
出
可
レ

申
哉
、
定
而
御
立
腹
に
て
科
を
も
可
レ

被
二

仰

付
一

」
と
被
二

仰
聞
一

候
へ
ば
、「
本
よ
り
一
命
を
捨
罷
在
候
」
由
受
合
申
候
。
翌

日
、
酒
井
讃
岐
守
殿
初
御

一
説
土
井
大
炊
頭
殿

老
中
御
出
、
御
夫
婦
様
御
盃
事
相
済
、
讃
州
盃
御
控

の
時
分
、
甲
州
様
御
呼
出
可
レ

被
レ

成
と
被
二

仰
談
置
一

候
処
、
紀
州
相
図
被
レ

成

候
に
付
て
、
小
倉
殿
御
座
え
罷
出
、
翁
介
様
を
被
レ

懸
二

御
目
一

候
。
紀
州
差
図
、

「
肥
前
守
忘
形
見
に
て
候
。
懸
二

御
目
一

置
候
間
、
御
盃
被
レ

下
候
様
に
」
と
御

申
候
に
付
て
、
御
老
中
方
御
悦
び
、「
ケ
様
の
御
子
御
ざ
候
こ
と
、
終
に
不
レ

承
、

扨
々
め
で
た
き
御
事
、
能
御
世
継
に
て
候
」
と
被
レ

仰
、
御
盃
事
相
澄
申
候
。
此

上
は
御
夫
婦
様
可
レ

被
レ

成
様
も
無
レ

之
、
御
議
定
被
レ

成
候
、 

（
後
略
） 

 
 
 
 
 
 

（
日
本
思
想
大
系
『
三
河
物
語 

葉
隠
』
三
七
八
～
三
七
九
頁
） 

  

右
の
記
事
に
は
人
物
や
時
間
的
な
前
後
関
係
に
錯
誤
が
あ
っ
て
所
々
矛
盾
も
生
じ

て
い
る
の
だ
が
、
大
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

① 

忠
直
逝
去
後
、
忠
直
の
子
光
茂
が
ま
だ
幼
少
だ
っ
た
た
め
、
勝
茂
夫
妻
は
忠
直

の
同
腹
弟
の
直
澄
を
次
の
藩
主
に
と
考
え
、
忠
直
室
恵
照
院
を
直
澄
に
再
嫁
さ

せ
る
こ
と
に
し
た
。 

② 

し
か
し
元
茂
や
光
茂
の
乳
母
小
倉
女
、
鍋
島
家
の
家
臣
た
ち
は
、
光
茂
を
差
し

置
い
て
直
澄
が
次
期
藩
主
と
な
る
こ
と
に
納
得
せ
ず
、
多
久
茂
辰
（
安
順
の
誤

り
と
思
わ
れ
る
）
が
江
戸
に
上
っ
て
、
光
茂
を
継
嗣
と
す
る
よ
う
勝
茂
ら
を
説

得
し
た
。 

③ 

そ
れ
に
よ
り
勝
茂
夫
妻
も
光
茂
を
後
継
と
す
る
こ
と
を
一
度
は
認
め
た
が
、
や

は
り
直
澄
を
と
の
思
い
が
強
く
、
老
中
を
招
い
て
盃
事
の
際
に
直
澄
と
対
面
さ

せ
、
直
澄
の
家
督
継
承
を
既
定
の
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
。 

④ 

そ
の
こ
と
を
察
知
し
た
元
茂
は
一
計
を
案
じ
、
小
倉
女
に
命
じ
て
、
光
茂
を
抱

い
て
老
中
た
ち
の
盃
事
の
席
に
連
れ
て
こ
さ
せ
、
光
茂
を
「
忠
直
の
忘
れ
形
見
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で
あ
る
」
と
紹
介
し
て
、
世
継
と
認
め
る
老
中
ら
の
言
質
を
取
り
、
光
茂
が
次

代
藩
主
と
な
る
道
筋
を
つ
け
た
。 

  

右
の
記
事
に
は
明
記
さ
れ
な
い
が
「
葉
隠
聞
書
」
第
五
―
一
二
七
（
前
掲
書
三
八

四
頁
）
で
は
こ
の
時
の
老
中
招
請
を
「
寛
永
十
三
年
」
と
し
て
い
る
。
藩
主
の
年
譜

類
は
い
ず
れ
も
こ
れ
に
倣
い
、「
寛
元
事
記
」
も
寛
永
十
三
年
条
に
「
土
井
大
炊
頭
殿

へ
御
面
談 

付
リ
、小
倉
女
之
事
」の
項
目
を
設
け
て
当
該
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
載
せ
、

翌
寛
永
十
四
年
条
に
は
「
初
テ
御
目
見
」
と
し
て
、
光
茂
が
外
祖
父
松
平
忠
明
の
願

い
に
よ
っ
て
将
軍
徳
川
家
光
に
拝
謁
し
た
様
子
を
次
の
よ
う
に
詳
述
す
る
。 

 

一
寛
永
十
四
年
丁
丑
御
歳
六 

 
 

初
テ
御
目
見 

一
松
平
下
総
守
忠
明
御
願
ニ
依
テ
、
家
光
公
へ
光
茂
公
初
テ
御
目
見
被
成
候
、
御

幼
年
ニ
御
座
被
成
候
故
、
御
乳
人
高
山
卯
兵
衛

女
房 

 
 

并
小
倉
、
家
光
公
御
目
通
迄
奉

付
、
納
冨
九
郎
兵
衛
ハ
御
次
迄
罷
出
、
御
前
ニ
ハ
忠
明
御
同
道
被
成
候
処
ニ
、

是
ヘ
〳
〵
ト
上
意
ニ
付
テ
御
膝
元
迄
御
出
被
成
候
、
此
時
御
熨
計
御

（
斗
）

拝
領
、
何

ソ
ア
イ
ラ
シ
キ
物
ヲ
ト
上
意
ニ
テ
犬
ハ
リ
コ
御
拝
領
、
于
時
聞
及
タ
ル
ヨ
リ
利

発
ナ
ル
生
付
ト
上
意
被
成
候
、
其
節
御
熨
計
ト

（
斗
）

ハ
リ
コ
ト
両
ノ
御
手
ニ
御
持
、

御
退
出
被
成
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
佐
近
一─

三
／
四
～
五
頁
） 

 

 

同
様
の
記
事
は
「
勝
茂
公
御
年
譜
」
に
も
見
え
る
（
佐
近
一─

二
／
六
九
頁
）。
と

こ
ろ
が
、「
勝
茂
公
譜
考
補
」
は
、「
翁
助
様
御
目
見
」
を
寛
永
十
四
年
と
記
し
た
う

え
で
、「
旧
記
ニ
ハ
、
十
二
年
十
一
月
、
翁
助
様
御
歳
四
歳
ニ
テ
、
初
テ
御
内
方
ヨ
リ

将
軍
家
光
公
へ
、
御
目
見
ノ
事
ヲ
載
タ
リ
、
如
何
」
と
い
う
異
説
を
載
せ
て
い
る
（
佐

近
一─

二
／
四
〇
六
頁
）。
ま
た
「
光
茂
公
譜
考
補
地
取
」
に
は
、「
寛
元
事
記
」
と

ほ
ぼ
同
じ
記
事
の
後
に
、「
按
ニ
、
公
初
テ
御
目
見
ノ
儀
、
書
抜
・
葉
隠
扨
又
旧
記
ノ

内
ニ
、寛
永
十
二
年
霜
月
御
年
四
歳
ノ
時
ト
有
テ
、十
四
年
ノ
説
一
向
見
ル
所
ナ
シ
、

猶
可
考
」
と
の
按
文
が
あ
る
（
佐
近
一─

三
／
一
八
九
頁
）。
こ
の
按
文
は
、
朱
字
で

「
不
及
」
と
あ
っ
て
全
体
が
抹
消
さ
れ
て
お
り
結
局
不
採
用
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
が
、「
勝
茂
公
譜
考
補
」
や
「
光
茂
公
譜
考
補
地
取
」
が
編
纂
さ
れ
た
天
保
年
間

（
天
保
十
二
～
十
五
年
頃
）
に
は
光
茂
の
「
初
御
目
見
」
を
寛
永
十
二
年
と
す
る
説

も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
再
度
「
葉
隠
聞
書
」
を
検
索
す
る
と
、
寛

永
九
年
の
光
茂
誕
生
か
ら
明
暦
三
年
ま
で
の
出
来
事
を
略
述
す
る
「
光
茂
公 

〈
金
丸

氏
よ
り
写
〉
」
と
題
す
る
記
事
に
は
確
か
に
「
同
（
寛
永
）
十
二
年
乙
亥
、
初
て
御
内
方

よ
り
家
光
様
に
御
目
見
」
と
あ
り
、
光
茂
の
「
初
御
目
見
」
を
寛
永
十
二
年
と
す
る

記
述
が
み
つ
か
る
（
聞
書
第
五─

九
六
、
前
掲
書
三
七
一
頁
）。
つ
ま
り
は
「
葉
隠
聞

書
」
の
中
で
も
年
次
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
成
立
期
の
佐
賀
藩
に
お
い
て
、
勝
茂
の
次
代
の
藩
主
を
誰
に
す
る
か
は
非
常
に
大

き
な
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
や
勝
茂
の
嫡
子
忠
直
が
急
逝
し
た
寛
永

十
二
年
は
、
龍
造
寺
高
房
の
遺
児
伯
庵
が
龍
造
寺
家
再
興
を
幕
府
に
訴
え
て
い
た
時
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期
で
あ
り
、
そ
の
行
方
に
よ
っ
て
は
藩
の
存
続
自
体
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
下
に
あ
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
葉
隠
聞
書
」
で
も
光
茂
が
継
嗣
に
決
ま
っ
た
経
緯
を
詳
し
く
取

り
上
げ
た
の
だ
ろ
う
し
、
そ
の
立
役
者
と
な
っ
た
元
茂
の
年
譜
に
も
詳
細
に
記
さ
れ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
一
連
の
出
来
事
が
い
つ
の
こ
と
だ
っ

た
の
か─

─

光
茂
が
初
め
て
将
軍
家
光
に
拝
謁
し
て
勝
茂
の
後
継
と
正
式
に
認
め
ら

れ
た
の
が
い
つ
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
年
譜
類
や
史
書
に
よ
っ
て

寛
永
十
二
年
か
ら
十
四
年
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
定
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

多
久
家
文
書
に
見
え
る
「
翁
介
」
の
「
御
目
見
」 

 

こ
の
問
題
の
解
決
に
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
今
回
読
み
な
お
し
を
お

こ
な
っ
た
多
久
家
文
書
の
二
月
十
四
日
付
鍋
島
勝
茂
書
状
（
三
〇
四
号
、
多
久
茂
辰

宛
）
で
あ
る
。
史
料
編
に
も
掲
載
し
て
い
る
が
、
再
度
引
用
し
よ
う
。 

 

正
月
十
三
日
之
書
状
参
着
、
令
披
見
候
、
仍
、
翁
介
．
．
旧
冬
仕
合
能

．
．
．
．
． 

御
目
見
申
候

．
．
．
．
．

為
祝
儀

．
．
．
、
遠
路
態
使
者
被
差
越
、
令
祝
着
候
、
殊
翁
介
所
ヘ
、
右
為
祝
儀
、
太
刀

馬
代
金
子
壱
部
被
相
越
、
念
入
候
段
、
幾
久
と
目
出
度
存
候
、
何
も
期
後
音
、
不

具
候
、
恐
〻
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
濃
守 

 
 

二
月
十
四
日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
茂
（
花
押
） 

 
 
 

美
作
殿 

 
 
 
 
 

進
之
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

本
文
か
ら
、「
翁
介
」
が
前
年
の
冬
（
十
～
十
二
月
）
に
首
尾
よ
く
将
軍
に
拝
謁
し

た
こ
と
、
そ
の
祝
儀
の
使
者
が
佐
賀
の
多
久
茂
辰
の
も
と
か
ら
正
月
十
三
日
付
の
書

状
と
共
に
江
戸
の
勝
茂
の
も
と
へ
到
着
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
右
に
引
用
し
た
勝

茂
書
状
は
、
こ
の
茂
辰
の
祝
儀
に
対
し
て
、
二
月
十
四
日
付
で
出
さ
れ
た
勝
茂
の
礼

状
で
あ
る
。 

 

こ
の
文
書
に
つ
い
て
、『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
は
、
年
次
を
「（
慶
安
二
年
ヵ
）」
と

し
て
い
る
。
本
文
に
「
翁
介
旧
冬
仕
合
能 

御
目
見
申
候
」
と
あ
る
の
を
、
光
茂
元

服
時
の
将
軍
拝
謁
（
慶
安
元
年
十
二
月
二
十
二
日
、
佐
近
一─

三
／
七
頁
）
に
係
る

も
の
と
推
定
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、本
文
書
の
差
出
書
の
勝
茂
の
花
押
は
、

寛
永
四
年
八
月
頃
か
ら
寛
永
十
四
年
八
月
頃
ま
で
使
用
が
確
認
で
き
る
も
の
（
三
六

八
号
・
四
六
五
号
等
）
と
同
型
で
あ
り
、
寛
永
十
五
年
以
降
は
使
用
さ
れ
た
形
跡
が

な
い
（
寛
永
十
五
年
六
月
以
降
は
明
ら
か
に
形
が
変
わ
る
。
三
五
二
号
他
）。
ま
た
勝

茂
は
光
茂
元
服
時
の
将
軍
拝
謁
の
様
子
を
慶
安
二
年
一
月
十
八
日
頃
に
国
許
で
聞
い

て
お
り
、
同
年
二
月
も
引
続
き
在
国
中
で
あ
る
（
佐
古
／
有
田
家
三
三
号
・
三
六
号
）

こ
と
か
ら
も
、『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
の
比
定
に
は
従
う
べ
き
で
な
い
。 

 
そ
れ
で
は
、
こ
の
書
状
は
い
つ
出
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
年
次
を
検
討
し
て
み

よ
う
。 

 

右
の
と
お
り
、差
出
書
の
勝
茂
の
花
押
型
か
ら
、三
〇
四
号
文
書
の
発
給
時
期
を
、

ひ
と
ま
ず
寛
永
四
年
か
ら
寛
永
十
五
年
ま
で
の
間
に
置
く
こ
と
と
す
る
。 
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「
翁
介
」
は
光
茂
の
父
忠
直
も
用
い
た
幼
名
で
あ
る
が
、
忠
直
は
元
和
八
年
に
高

源
院
ら
と
共
に
参
府
し
（
佐
古
十
二
・
十
三
／
坊
所
七
二
三
・
九
七
六
号
）、
同
年
十

二
月
二
十
六
日
に
肥
前
守
に
叙
任
、
将
軍
秀
忠
の
偏
諱
を
得
て
忠
直
と
名
乗
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
で
（
佐
古
十
八
／
坊
所
補
遺
一
・
二
号
）、
寛
永
四
年
以
降
に
「
翁

介
」
と
よ
ば
れ
る
の
は
、
忠
直
で
は
な
く
光
茂
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
文

書
は
ま
さ
に
光
茂
の
「
初
御
目
見
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ

れ
る
。 

 

光
茂
は
寛
永
九
年
五
月
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
三
〇
四
号
文
書
の
発
給
時
期
の

上
限
は
寛
永
十
年
と
な
る
。
た
だ
し
、
勝
茂
嫡
子
忠
直
の
存
生
中
に
、
乳
児
の
光
茂

が
将
軍
に
拝
謁
す
る
事
態
は
考
え
難
い
た
め
、「
旧
冬
」
の
拝
謁
は
早
く
と
も
忠
直
が

歿
し
た
寛
永
十
二
年
以
降
で
あ
ろ
う
。
以
上
に
よ
り
、
光
茂
の
「
初
御
目
見
」
は
寛

永
十
二
年
か
ら
十
四
年
の
間
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
推
定
で
き
、
本
文
書
の
発
給
時
期

は
寛
永
十
三
年
か
ら
十
五
年
の
三
か
年
に
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

先
述
の
よ
う
に
、「
寛
元
事
記
」
等
の
藩
主
の
年
譜
類
は
、
光
茂
が
初
め
て
家
光
に

拝
謁
し
た
年
を
寛
永
十
四
年
と
す
る
（
佐
近
一─

三
／
四
・
一
八
九
頁
、
同
一─
二

／
四
〇
六
頁
、
同
二─

一
／
一
七
九
頁
）。
寛
永
十
四
年
冬
に
拝
謁
し
た
の
で
あ
れ
ば

本
文
書
の
年
次
は
翌
寛
永
十
五
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
寛
永
十
五
年
二
月
と
い
え
ば
、
前
年
十
月
に
起
こ
っ
た
天
草
・

島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
の
攻
防
が
熾
烈
を
極
め
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
寛
永
十
四

年
十
一
月
十
四
日
に
幕
府
は
九
州
諸
藩
の
大
名
に
対
し
て
子
息
か
舎
弟
を
派
遣
す
る

よ
う
命
じ
て
お
り
（『
江
戸
幕
府
日
記
』
同
日
条
）、
佐
賀
藩
で
は
勝
茂
の
子
元
茂
と

直
澄
が
相
次
い
で
九
州
に
下
り
（
佐
近
一─

二
／
八
五
頁
）、
勝
茂
自
身
も
翌
寛
永
十

五
年
一
月
十
二
日
に
江
戸
を
発
し
同
月
末
に
有
馬
に
到
着
し
て
い
る
（
佐
近
一─

二

／
一
二
七
・
一
三
〇
頁
）。 

 

そ
の
後
二
月
二
十
八
日
の
総
攻
撃
で
原
城
が
陥
落
し
戦
い
が
終
結
す
る
が
、
勝
茂

は
下
向
後
元
茂
・
直
澄
ら
と
と
も
に
終
始
在
陣
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
二
月
十
四
日

時
点
で
江
戸
か
ら
国
許
に
礼
状
を
出
し
て
い
る
本
文
書
と
は
状
況
が
ま
っ
た
く
合
致

し
な
い
。
従
っ
て
、
本
文
書
の
年
次
は
寛
永
十
五
年
で
は
あ
り
え
ず
、
年
譜
類
の
「
寛

永
十
四
年
初
御
目
見
」
説
は
否
定
さ
れ
る
。 

 

そ
れ
で
は
「
寛
永
十
三
年
」
説
は
ど
う
か
。
寛
永
十
三
年
に
元
茂
と
小
倉
女
に
よ

る
老
中
へ
の
対
面
が
あ
り
、
同
年
冬
に
光
茂
の
将
軍
拝
謁
が
叶
っ
た
と
す
る
と
、
こ

の
文
書
の
年
次
は
寛
永
十
四
年
と
な
る
。 

 

こ
の
前
後
の
勝
茂
の
動
き
を
確
認
す
る
と
、
寛
永
十
三
年
六
月
二
日
に
江
戸
を
発

し
十
日
に
四
日
市
に
到
着
（
一
二
四
号
）、
二
十
五
日
佐
賀
に
帰
着
し
て
い
る
（
三
二

〇
号
解
説
参
照
。
七
月
二
日
付
鍋
島
勝
茂
宛
細
川
忠
利
書
状
、『
細
』
二
〇
／
忠
利
三

一
一
七
号
）。
同
年
九
月
九
日
に
発
し
た
覚
書
（
二
七
五
号
）
に
は
「
来
春
、
郡
々
手

分
候
て
相
改
め
、
我
等
上
国
前

．
．
．
．
．
、
二
月
中
ニ

．
．
．
．
、
様
子
可
承
候
」
と
あ
っ
て
、
翌
寛
永

十
四
年
三
月
以
降
の
「
上
国
」（
国
許
か
ら
江
戸
に
上
る
こ
と
）
を
示
唆
し
て
い
る
。

同
十
四
年
三
月
二
十
日
に
は
ま
だ
国
許
に
い
て
諸
算
用
の
確
認
を
し
て
い
る
が
出
立

間
近
と
思
わ
れ
（
三
二
一
号
）、
そ
の
後
国
許
を
発
ち
閏
三
月
五
・
六
日
に
は
京
都
に
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滞
在
（
一
一
七
・
二
四
〇
号
）、
閏
三
月
十
八
日
に
江
戸
に
到
着
し
て
い
る
（
三
三
〇

号
）。
す
な
わ
ち
、
寛
永
十
四
年
二
月
十
四
日
に
は
勝
茂
は
在
国
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま

た
江
戸
か
ら
国
許
に
礼
状
を
出
し
て
い
る
三
〇
四
号
文
書
と
は
状
況
が
合
致
し
な
い
。

従
っ
て
、
本
文
書
の
年
次
は
寛
永
十
四
年
で
も
な
い
た
め
、
寛
永
十
三
年
冬
に
「
初

御
目
見
」
が
叶
っ
た
と
は
認
め
難
い
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
三
〇
四
号
文
書
の
発
給
年
次
は
寛
永
十
五
年
で
も
十
四
年
で
も

な
い
。
と
す
る
と
、
三
〇
四
号
文
書
は
寛
永
十
三
年
発
給
の
可
能
性
を
残
す
の
み
と

な
り
、「
旧
記
」
が
伝
え
て
い
た
、
そ
し
て
「
光
茂
公
譜
考
補
地
取
」
の
編
纂
者
か
ら

は
否
定
さ
れ
た
「
寛
永
十
二
年
十
一
月
」
の
「
御
目
見
」
の
可
能
性
が
俄
然
真
実
味

を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

念
の
た
め
、
寛
永
十
二
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
の
勝
茂
の
動
き
に
つ
い
て
も
確

認
し
て
お
こ
う
。 

 

「
葉
隠
聞
書
」
に
よ
れ
ば
、
勝
茂
は
寛
永
十
二
年
一
月
二
十
八
日
の
忠
直
の
訃
報

を
石
薬
師
（
現
・
三
重
県
鈴
鹿
市
）
で
聞
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
書
三
四
六
頁
、
聞

書
第
四
―
六
九
。
な
お
「
葉
隠
聞
書
」
は
「
勝
茂
公
御
下
国
に
石
薬
師
宿
御
泊
」
と

記
し
た
上
で
「
此
義
相
違
。
今
年
、
勝
茂
公
御
着
府
也
」
と
注
記
す
る
）。
そ
の
後
勝

茂
は
江
戸
に
上
り
、
同
年
五
月
七
日
に
は
多
久
安
順
と
と
も
に
江
戸
に
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
（
二
二
一
号
）。 

 

勝
茂
は
そ
の
ま
ま
翌
寛
永
十
三
年
六
月
初
め
ま
で
江
戸
に
滞
在
し
（
二
八
五
・
四

〇
・
一
〇
七
・
四
二
一
号
等
）、
前
述
の
と
お
り
六
月
二
日
に
江
戸
を
発
し
て
帰
国
の

途
に
つ
く
（
一
二
四
号
）。
つ
ま
り
前
掲
三
〇
四
号
の
勝
茂
書
状
が
発
出
さ
れ
た
二
月

十
四
日
は
、
寛
永
十
三
年
で
あ
れ
ば
勝
茂
が
江
戸
に
い
る
た
め
状
況
に
矛
盾
は
生
じ

な
い
の
で
あ
る
。 

 

従
っ
て
、本
文
書
は
寛
永
十
三
年
二
月
十
四
日
に
発
出
さ
れ
た
こ
と
が
確
定
で
き
、

前
年
冬
に
実
現
し
た
光
茂
の
「
御
目
見
」
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
光
茂
の
「
初
御
目
見
」
は
、
寛
永
十
二
年
の
冬
、
同
年
一
月
に

勝
茂
嫡
子
忠
直
が
疱
瘡
で
急
逝
し
た
そ
の
年
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

ち
な
み
に
、
多
久
家
文
書
の
一
八
六
号
と
二
一
二
号
は
い
ず
れ
も
三
〇
四
号
と
同

じ
二
月
十
四
日
付
の
鍋
島
勝
茂
覚
書
で
、
光
茂
に
祝
儀
を
送
っ
た
家
中
の
名
を
書
き

上
げ
た
も
の
で
あ
り
、こ
れ
ら
も
三
〇
四
号
と
同
じ
寛
永
十
三
年
に
比
定
で
き
よ
う
。 

 

結
び
に
か
え
て 

 

多
久
家
文
書
三
〇
四
号
鍋
島
勝
茂
書
状
の
年
次
比
定
を
手
掛
か
り
に
、光
茂
の「
初

御
目
見
」
の
時
期
が
、「
寛
元
事
記
」
等
の
年
譜
類
が
記
す
寛
永
十
四
年
で
は
な
く
、

忠
直
が
逝
去
し
た
寛
永
十
二
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
時
光
茂
は
満
三
歳

六
か
月
前
後
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
改
め
て
「
寛
元
事
記
」
の
「
初
テ
御
目
見
」
の

記
事
を
見
返
す
と
、
家
光
か
ら
下
賜
さ
れ
た
熨
斗
と
犬
張
子
を
両
手
に
持
っ
て
退
出

す
る
幼
い
光
茂
の
姿
が
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
お
こ
な
っ
て
き
た
多
久
家
文
書
の
「
読
み
な

お
し
」
で
得
ら
れ
た
成
果
の
一
端
で
あ
る
。
実
に
さ
さ
や
か
な
成
果
で
は
あ
る
が
、
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こ
の
よ
う
な
事
実
の
確
定
・
蓄
積
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
叙
述
は

よ
り
確
か
な
、
よ
り
豊
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
思
う
。
こ
れ
か
ら
始
ま
る
坊
所

鍋
島
家
文
書
の
共
同
研
究
に
お
い
て
も
、
引
続
き
新
た
な
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

524



鍋
島
勝
茂
の
居
所
と
行
動
に
つ
い
て 

及

川

亘

本
稿
は
佐
賀
藩
初
代
鍋
島
勝
茂
の
出
生
か
ら
死
歿
ま
で
の
居
所
と
行
動
に
つ
い

て
ま
と
め
る
も
の
で
あ
る
。
前
稿
「
『
坊
所
鍋
島
家
文
書
』
に
見
る
鍋
島
勝
茂
等
の

慶
長
・
元
和
期
の
居
所
と
行
動
に
つ
い
て
」
（
石
津
・
及
川
・
小
宮
・
佐
藤
編
『
坊

所
鍋
島
家
文
書
未
刊
分
―
鍋
島
道
虎
関
係
―
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果

報
告
二
〇
二
〇
―
五
、
二
〇
二
一
年
）
で
は
、
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
（
佐
賀
県
立

図
書
館
所
蔵
）
を
用
い
て
同
文
書
の
残
存
状
況
の
良
い
慶
長
・
元
和
期
に
つ
い
て
鍋

島
直
茂
・
勝
茂
・
忠
茂
・
元
茂
・
忠
直
等
の
居
所
と
行
動
を
ま
と
め
た
が
、
本
稿
で

は
そ
の
際
の
誤
り
を
訂
正
し
つ
つ
、
本
書
史
料
編
の
成
果
を
活
用
し
て
、
勝
茂
の
天

正
八
年
の
出
生
か
ら
明
暦
三
年
の
死
歿
ま
で
を
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
。 

勝
茂
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
藩
政
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
「
勝
茂
公
御
年
譜
」
（
享

保
年
間
、
以
下
「
年
譜
」
）
・
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
（
天
保
年
間
、
以
下
「
考
補
」
）

が
あ
り
、
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
（
以
下
『
佐
近
』
）
第
一
編
第
二
巻
と
し
て
刊
行

さ
れ
、
広
く
研
究
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
成
立
に
つ
い
て
は
『
佐
近
』
の

解
題
に
詳
し
い
が
、
特
徴
の
一
つ
と
し
て
は
家
中
か
ら
広
く
徴
し
た
書
状
・
覚
書
等

の
一
次
史
料
も
典
拠
と
し
て
引
用
し
て
お
り
、
前
近
代
の
編
纂
と
し
て
は
高
い
実

証
水
準
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

多
久
家
文
書
研
究
会
で
も
文
書
の
年
次
比
定
や
勝
茂
等
主
要
人
物
の
居
所
を
確

定
す
る
た
め
に
、
先
ず
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
を
参
照
し
た
が
、
寛
永
期
前
半
以
前

は
詳
し
い
記
事
を
欠
く
年
も
多
く
、
ま
た
研
究
会
に
お
い
て
「
多
久
家
文
書
」
を
読

み
進
め
て
ゆ
く
に
従
っ
て
、
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
の
誤
り
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
出
来
る
限
り
「
多
久
家
文
書
」
・
「
坊
所
鍋
島
家
文

書
」
等
の
一
次
史
料
（
書
状
・
覚
書
等
の
文
書
類
）
に
基
づ
い
て
記
述
す
る
こ
と
を

目
指
し
、
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
等
の
編
纂
物
の
記
事
に
つ
い
て
は
な
る
べ
く
一
次

史
料
に
よ
る
裏
付
け
を
と
る
こ
と
を
心
掛
け
た
。 

引
用
史
料
の
内
、
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
を
用
い
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

に
前
稿
で
の
記
述
を
踏
襲
し
た
。
前
稿
で
誤
っ
て
い
た
個
所
に
つ
い
て
は
特
に
断

っ
て
は
い
な
い
が
訂
正
し
た
。
「
多
久
家
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
に
年
次
比

定
や
勝
茂
の
居
所
に
つ
い
て
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
が
、
本
書
史
料
編
の
解
説
に

よ
っ
た
（
筆
者
の
理
解
不
足
に
よ
る
誤
り
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
全
て

筆
者
の
責
任
に
帰
す
る
）
。
従
っ
て
、
特
に
寛
永
期
以
降
の
「
多
久
家
文
書
」
を
典
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拠
と
し
て
記
述
し
た
部
分
は
多
久
家
文
書
研
究
会
で
の
成
果
に
全
面
的
に
依
拠
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
ま
た
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
方
々
に
は

全
般
に
亘
っ
て
種
々
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
お
礼
申
し

上
げ
る
。 

 

附
記 

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
「
近
世
統
一
政
権
の

成
立
と
天
下
普
請
の
展
開
―
中
近
世
移
行
期
史
料
の
研
究
資
源
化
を
通
じ
て

―
」
（
課
題
番
号
一
七
Ｈ
〇
二
三
八
二
、
研
究
代
表
者
及
川
亘
、
二
〇
一
七
～

二
〇
二
一
年
度
）
お
よ
び
同
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
「
徳
川
政
権
の
公
儀
の
確
立
と

城
郭
建
設
―
無
年
号
文
書
か
ら
公
儀
普
請
を
読
み
解
く
―
」（
課
題
番
号
二
二

Ｋ
〇
〇
八
七
二
、
研
究
代
表
者
及
川
亘
、
二
〇
二
二
年
度
～
）
の
研
究
成
果
の

一
部
で
も
あ
る
。 

 《
凡
例
》 

本
稿
で
は
典
拠
等
の
注
記
は
本
文
中
の
【 

】
内
に
示
す
。
省
略
記
号
等
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。 

・
典
拠
と
す
る
書
状
・
覚
書
類
は
「
何
月
何
日
付
誰
某
書
状
」
等
と
日
付
と
差
出

を
記
す
が
、
勝
茂
の
書
状
に
つ
い
て
は
日
付
の
み
示
す
。 

・
「
多
久
家
文
書
」
は
本
書
史
料
編
の
文
書
番
号
に
よ
り
【
多
～
号
】
と
示
す
。 

・
『
佐
賀
県
史
料
集
成 

古
文
書
編
』
は
「
佐
古
」
と
し
て
「
巻
数
／
文
書
群
名
・

文
書
番
号
」
を
示
す
が
、
第
一
一
～
一
四
巻
所
収
の
「
坊
所
鍋
島
文
書
」
に
つ

い
て
は
、
単
に
刊
本
の
文
書
番
号
を
漢
数
字
で
【
坊
～
号
】
と
示
し
、
同
一
八
・

二
一
巻
所
収
の
補
遺
分
に
つ
い
て
は
【
坊
一
八
補
～
号
】
等
と
示
す
。
同
様
に

『
佐
賀
県
史
料
集
成 

古
文
書
編
』
第
一
四
巻
所
収
の
「
有
田
家
文
書
」
に
つ

い
て
は
【
有
～
号
】
と
示
す
。 

・
『
坊
所
鍋
島
家
文
書
未
刊
分
―
鍋
島
道
虎
関
係
―
』
所
収
の
「
坊
所
鍋
島
家
文

書
」
に
つ
い
て
は
【
坊
未
～
号
】
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
と
示
す
。 

・
「
勝
茂
公
御
年
譜
」
は
「
年
譜
」
、
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
は
「
考
補
」
と
し
、

『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
の
編
冊
頁
を
【
佐
近
一
―
二
／
～
頁
】
と
示
す
。
他
の

『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
所
収
史
料
に
つ
い
て
も
、
編
冊
頁
を
同
様
に
記
す
。 

・
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
八
編
第
三
冊
所
収
（
二
四
一
～
三
九
九
頁
）
「
石
田

私
史
」
は
【
「
石
田
」
】
と
す
る
。 

・
『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
は
【
『
十
二
編
』
～
日
条
】
と
す
る
。 

・
『
大
日
本
近
世
史
料 

細
川
家
史
料
』
は
【
『
細
』
～
／
忠
利
～
号
】
等
と
冊

次
と
文
書
番
号
を
記
す
。 

・
『
福
岡
県
史
』
近
世
史
料
編
細
川
小
倉
藩
㈠
～
㈢
所
収
の
小
倉
藩
細
川
家
の

「
日
帳
」
は
【
細
川
「
日
帳
」
一
／
～
頁
】
等
と
冊
頁
を
示
す
。 

・
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
は
【
「
寛
政
譜
」
巻
～
】
と
示
す
。 

・
家
康
の
居
所
に
つ
い
て
は
《
参
考
文
献
》
に
挙
げ
る
［
藤
井
二
〇
二
〇
］
も
参

照
し
た
。 

・
秀
忠
等
の
居
所
に
つ
い
て
は
《
参
考
文
献
》
に
挙
げ
る
［
藤
井
編
一
九
九
四
］
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も
参
照
し
、
【
『
居
』
秀
忠
】
等
と
示
し
た
。 

 

《
参
考
文
献
》 

・
石
津
裕
之
・
及
川
亘
・
小
宮
木
代
良
・
佐
藤
孝
之
編
『
坊
所
鍋
島
家
文
書
未
刊

分
―
鍋
島
道
虎
関
係
―
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
二
〇

―
五
） 

二
〇
二
一
年 

・
及
川
亘
「
現
場
監
督
す
る
大
名
―
多
久
家
文
書
に
み
る
公
儀
普
請
―
」
（
小
宮

木
代
良
編
『
近
世
前
期
の
公
儀
軍
役
負
担
と
大
名
家
』
岩
田
書
院
） 

二
〇
一

九
年 

・
及
川
亘
「
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
に
見
る
公
儀
普
請
」
（
『
近
世
統
一
政
権
の

成
立
と
天
下
普
請
の
展
開
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
二

一
―
一
八
） 

二
〇
二
二
年 

・
大
平
直
子
「
竜
造
寺
高
房
の
叙
任
と
江
戸
詰
め
に
つ
い
て
」
（
『
佐
賀
大
学
地

域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
九
号
） 

二
〇
一
五
年 

・
大
平
直
子
「
多
久
家
文
書
に
み
る
大
坂
冬
の
陣
後
の
城
割
普
請
」
（
小
宮
木
代

良
編
『
近
世
前
期
の
公
儀
軍
役
負
担
と
大
名
家
』
岩
田
書
院
） 

二
〇
一
九
年 

・
北
島
万
次
編
『
豊
臣
秀
吉
朝
鮮
侵
略
関
係
史
料
集
成
』
１
～
３
（
平
凡
社
） 

二

〇
一
七
年 

・
佐
藤
孝
之
「
元
和
九
年
秀
忠
上
洛
の
江
戸
出
立
日
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
十
七
世

紀
前
半
西
南
諸
藩
に
お
け
る
大
規
模
軍
事
動
員
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研

究
成
果
報
告
二
〇
一
二
―
六
） 

二
〇
一
三
年 

・
白
峰
旬
「
豊
臣
七
将
襲
撃
事
件
（
慶
長
４
年
閏
３
月
）
は
「
武
装
襲
撃
事
件
」

で
は
な
く
単
な
る
「
訴
訟
騒
動
」
で
あ
る
―
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
豊
臣
七

将
襲
撃
事
件
―
」
（
『
史
学
論
叢
』
第
四
八
号
） 

二
〇
一
八
年 

・
白
峰
旬
「
関
ヶ
原
の
戦
い
関
連
の
鍋
島
家
関
係
文
書
に
つ
い
て
の
考
察
」（
『
史

学
論
叢
』
第
四
九
号
） 

二
〇
一
九
年 

・
藤
井
譲
治
『
徳
川
家
康
』
（
吉
川
弘
文
館
人
物
叢
書
） 

二
〇
二
〇
年 

・
藤
井
譲
治
編
『
近
世
前
期
政
治
的
主
要
人
物
の
居
所
と
行
動
』
（
京
都
大
学
人

文
科
学
研
究
所
調
査
報
告
第
三
七
号
） 

一
九
九
四
年 

・
本
多
美
穂
「
鍋
島
光
茂
の
「
初
御
目
見
」
の
時
期
を
め
ぐ
っ
て
」
（
本
書
所
収
） 

二
〇
二
二
年 

・
松
田
和
子
「
め
で
た
き
春
―
寛
永
十
六
年
正
月
勝
茂
親
子
の
将
軍
御
目
見
え
」

（
小
宮
木
代
良
編
『
近
世
前
期
の
公
儀
軍
役
負
担
と
大
名
家
』
岩
田
書
院
） 

二
〇
一
九
年 

・
松
本
長
一
郎
「
慶
長
期
の
駿
府
城
修
築
」（
『
地
方
史
静
岡
』
第
一
一
号
） 

一

九
八
三
年 

・
水
野
伍
貴
『
関
ヶ
原
へ
の
道
―
豊
臣
秀
吉
死
後
の
権
力
闘
争
』（
東
京
堂
出
版
） 

二
〇
二
一
年 

 
＊ 

 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 
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天
正
八
年 

 

勝
茂
は
天
正
八
年
十
月
十
一
日
、
直
茂
と
石
井
忠
常
女
と
の
間
に
龍
造
寺
城

（
後
の
佐
賀
城
）
の
石
井
義
元
の
屋
敷
で
生
ま
れ
た
【
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
佐

近
一
―
二
／
一
・
一
七
八
頁
】
。
幼
名
伊
勢
松
。 

 

天
正
十
七
年 

 

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
龍
造
寺
隆
信
の
母
慶
誾
尼(

鍋
島
清
房
後

室
龍
造
寺
氏
）
の
計
ら
い
で
、
隆
信
次
男
江
上
家
種
の
養
子
と
な
り
、
蓮
池
小
曲

に
館
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
四
・
一
八
三
頁
】
。 

 

天
正
十
八
年 

 

秀
吉
よ
り
三
根
・
藤
津
両
郡
の
内
九
千
石
を
与
え
ら
れ
た
。
八
月
に
人
質
と
し

て
実
母
石
井
氏
等
と
と
も
に
大
坂
に
上
り
、
伊
平
太
と
名
を
改
め
た
【
「
年

譜
」
・
「
考
補
」
佐
近
一
―
二
／
六
～
七
・
一
八
五
頁
】
。 

 

天
正
十
九
年 

 

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
母
等
と
と
も
に
大
坂
に
詰
め
た
【
佐
近
一

―
二
／
七
・
一
八
六
頁
】
。 

 

天
正
二
十
年
／
文
禄
元
年 

 

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
四
月
下
旬
に
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
従
っ
て
肥

前
名
護
屋
に
下
着
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
七
・
一
八
六
頁
】
。 

 

文
禄
三
年 

 

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
二
月
に
秀
吉
の
吉
野
山
花
見
に
供
奉
し
た

【
佐
近
一
―
二
／
七
・
一
八
七
頁
】
。 

 

文
禄
四
年 

 

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
父
直
茂
と
と
も
に
伏
見
に
詰
め
た
。
二
月

十
四
日
、
秀
吉
よ
り
戸
田
勝
豊
女
（
秀
吉
養
女
）
と
の
婚
姻
を
命
ぜ
ら
れ
、
従
五

位
下
信
濃
守
に
叙
任
、
豊
臣
姓
を
賜
っ
た
【
佐
近
一
―
二
／
八
・
一
八
九
頁
】
。 

 

文
禄
五
年
／
慶
長
元
年 

 

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
前
半
は
父
直
茂
と
と
も
に
伏
見
に
詰
め
、
二

月
上
旬
、
伏
見
に
お
い
て
戸
田
勝
豊
女
と
婚
姻
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
八
・
一
九
〇

頁
】
。
六
月
十
八
日
付
書
状
【
多
一
八
〇
号
】
は
朝
鮮
出
兵
か
ら
国
許
に
戻
っ
た
多

久
安
順
に
宛
て
た
も
の
で
、
勝
茂
が
伏
見
か
ら
発
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
秀
吉
は
明
と
の
和
議
が
破
れ
た
こ
と
に
よ
り
再
度
朝
鮮
へ
の
出
兵
を
決
意
す
る

が
、
今
回
は
勝
茂
も
従
軍
す
る
こ
と
に
な
り
、
直
茂
に
先
立
っ
て
十
月
二
十
日
も
し

く
は
十
二
月
に
伊
万
里
よ
り
渡
海
し
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
八
・
一
九
〇
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頁
】
。 

 

慶
長
二
年 

 

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
朝
鮮
に
渡
海
し
た
勝
茂
は
正
月
に
は
竹
島
（
金

海
）
に
在
番
し
た
。
巨
済
唐
島
で
の
加
藤
嘉
明
等
と
李
舜
臣
等
の
海
戦
に
参
陣
し
、

初
手
柄
を
挙
げ
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
八
～
一
〇
・
一
九
四
～
一
九
五
頁
】
。

こ
れ
は
四
月
ま
た
は
七
月
の
こ
と
と
さ
れ
、
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
七
月
十
四
日

か
ら
同
十
六
日
に
か
け
て
戦
わ
れ
た
巨
済
島
漆
川
で
の
海
戦
【
北
島
二
〇
一
七
／

３
―
五
六
〇
頁
】
を
指
す
か
。
八
月
に
は
毛
利
秀
元
に
従
っ
て
黒
田
長
政
等
と
と
も

に
全
羅
道
南
原
を
攻
略
す
る
が
、
そ
の
際
勝
茂
は
直
茂
と
と
も
に
「
加
耶
山
」
の
城

を
攻
め
落
と
し
た
。
そ
の
後
、
八
月
二
十
二
日
に
は
慶
尚
道
・
忠
清
道
の
境
の
「
金

溝
・
金
堤
」
ま
で
攻
め
、
二
十
日
余
り
「
康
津
」
に
在
陣
し
て
竹
島
に
戻
っ
た
【
佐

近
一
―
二
／
一
一
～
一
三
・
一
九
五
～
二
〇
一
頁
】
。
そ
の
後
は
竹
島
に
在
番
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

慶
長
三
年 

 

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
直
茂
と
と
も
に
朝
鮮
で
越
年
し
、
竹
島
に
在

番
し
た
。
正
月
、
直
茂
と
と
も
に
加
藤
清
正
等
が
籠
城
す
る
蔚
山
城
の
救
援
に
赴
い

た
。
八
月
に
秀
吉
が
死
去
し
、
九
月
に
は
小
西
行
長
が
西
方
の
最
前
線
の
順
天
城
か

ら
撤
退
す
る
。
そ
の
際
、
立
花
宗
茂
と
寺
沢
広
高
が
後
詰
を
し
た
が
、
鍋
島
勢
は
加

勢
せ
ず
、
勝
茂
は
直
茂
の
指
示
に
よ
り
、
後
学
の
た
め
に
戦
況
を
観
察
し
に
赴
い
た

と
さ
れ
る
。
十
二
月
上
旬
に
は
帰
朝
、
博
多
か
ら
佐
賀
に
は
寄
ら
ず
に
伏
見
に
参
府

し
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
一
四
・
二
〇
二
～
二
〇
三
頁
】
。 

 

慶
長
四
年 

 

「
年
譜
」
・
「
考
譜
」
に
よ
る
と
父
直
茂
と
と
も
に
正
月
を
伏
見
で
迎
え
た
と
さ

れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
一
五
・
二
〇
七
頁
】
。
慶
長
四
年
正
月
二
十
七
日
付
覚
書
【
坊

一
二
九
号
】
で
は
、
鉄
炮
二
〇
〇
挺
等
を
国
許
よ
り
指
上
す
よ
う
指
示
し
て
お
り
、

在
上
方
（
伏
見
ヵ
）
で
あ
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
前
年
八
月
の
秀
吉
の
死
後
、

政
権
は
徳
川
家
康
と
石
田
三
成
を
そ
れ
ぞ
れ
の
中
心
と
し
て
分
裂
し
、
特
に
年
明

け
に
は
家
康
と
伊
達
政
宗
の
私
婚
問
題
を
め
ぐ
っ
て
他
の
五
大
老
も
巻
き
込
ん
で

軍
事
的
な
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
【
水
野
二
〇
二
一
】
。 

二
月
後
半
に
は
家
康
と
前
田
利
家
が
和
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
と
り
あ
え
ず
は

軍
事
的
な
衝
突
は
避
け
ら
れ
た
と
み
え
、
直
茂
・
勝
茂
は
三
月
五
日
付
書
状
【
佐
古

七
／
鶴
田
六
七
号
】
で
、
「
京
都
無
相
易
儀
候
、
（
中
略
）
内
府
公
・
大
納
言
殿
御

間
、
今
程
一
段
よ
く
御
成
候
様
子
」
と
国
許
に
報
じ
て
い
る
。
し
か
し
同
書
状
に
は

「
我
等
下
向
之
儀
、
今
少
見
合
候
て
御
暇
申
上
、
可
罷
下
と
存
候
」
と
も
あ
り
、
直

茂
・
勝
茂
の
帰
国
は
も
う
少
し
状
況
を
見
定
め
て
か
ら
と
、
予
断
を
許
さ
な
い
状
況

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

勝
茂
は
閏
三
月
一
日
付
書
状
【
坊
一
三
九
号
】
で
は
「
此
方
別
条
無
替
儀
」
と
し
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て
い
る
が
、
三
月
末
の
伏
見
・
大
坂
は
、「
一
昨
日
ヨ
リ
大
坂
ニ
雑
説
有
云
々
」【
「
言

経
卿
記
」
慶
長
四
年
三
月
二
十
九
日
条
】
、
「
今
夜
伏
見
一
段
さ
ハ
き
申
」
【
「
北

野
社
家
日
記
」
慶
長
四
年
三
月
二
十
九
日
条
】
等
と
い
う
不
穏
な
状
況
で
あ
っ
た
。 

前
田
利
家
が
、
閏
三
月
三
日
に
病
死
す
る
と
、
諸
大
名
に
よ
る
石
田
三
成
糾
弾
の

動
き
が
急
速
に
高
ま
っ
た
【
白
峰
二
〇
一
八
・
水
野
二
〇
二
一
】
。
同
七
日
付
書
状

【
坊
一
四
〇
号
】
で
は
、
利
家
の
死
去
を
報
ず
る
と
と
も
に
、
上
方
の
様
子
は
そ
れ

ま
で
は
「
相
易
儀
無
之
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
「
石
治
少
今
す
こ
し
被
仰
事
共
候
け

に
候
」
と
、
三
成
を
め
ぐ
っ
て
相
論
が
続
き
、
そ
れ
は
や
が
て
「
御
無
事
」
に
な
る

だ
ろ
う
が
、
「
た
ゝ
今
も
弓
鑓
取
あ
わ
せ
騒
動
之
儀
、
大
坂
ふ
し
み
共
ニ
や
み
不
申

候
躰
候
」
と
い
う
情
勢
で
あ
り
、
国
許
で
も
油
断
し
な
い
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

ま
た
同
九
日
付
書
状
【
坊
一
四
一
号
】
で
は
、
昨
八
日
に
三
成
の
処
遇
が
決
ま
り
、

当
面
「
御
静
謐
」
と
な
る
見
込
み
な
の
で
、
戦
争
に
備
え
て
先
に
指
示
し
た
鉄
炮
の

者
の
上
洛
は
控
え
る
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
勝
茂
は
三
成
が
失
脚
し
て
佐
和
山

に
蟄
居
す
る
ま
で
の
状
況
を
伏
見
に
あ
っ
て
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。 国

許
の
鍋
島
道
虎
に
宛
て
た
閏
三
月
二
十
六
日
付
書
状
【
坊
一
四
二
号
】
で
は
、

上
方
の
情
勢
は
い
よ
い
よ
静
ま
っ
て
き
た
の
で
、
直
茂
に
は
帰
国
の
暇
が
出
、
一
両

日
中
に
大
坂
よ
り
出
船
す
る
予
定
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
勝
茂
は
伏
見
に
残
り
、
卯

月
六
日
付
有
田
茂
成
宛
書
状
【
有
五
号
】
・
六
月
五
日
付
多
久
安
順
宛
書
状
【
多
一

七
八
号
】
等
に
よ
り
、
在
上
方
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 

九
月
二
十
八
日
に
は
家
康
が
大
坂
城
西
ノ
丸
入
城
す
る
が
【
藤
井
二
〇
二
〇
】
、

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
家
康
を
見
舞
う
た
め
に
伏
見
か
ら
大
坂

に
早
駆
け
し
た
が
、
家
康
に
は
面
会
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
伏
見
に
戻
っ
た
と
さ
れ
る

【
佐
近
一
―
二
／
一
五
・
二
〇
七
～
二
〇
八
頁
】
。
い
っ
た
ん
国
許
に
戻
っ
た
直
茂

は
十
月
に
再
び
上
洛
し
た
【
同
上
】
。
そ
の
後
は
両
者
と
も
に
上
方
に
居
る
と
考
え

ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
本
年
は
勝
茂
正
室
が
初
め
て
男

子
を
生
ん
だ
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
一
五
～
一
六
・
二
〇
八
頁
】
。
お
そ
ら
く

こ
の
記
事
に
よ
り
、
勝
茂
男
子
の
誕
生
に
言
及
の
あ
る
三
月
二
十
六
日
付
鍋
島
道

虎
宛
鍋
島
直
茂
書
状
【
坊
四
号
】
の
年
次
は
『
佐
古
』
で
は
「
慶
長
四
年
カ
」
と
さ

れ
て
い
る
が
、
慶
長
六
年
の
項
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
文
書
は
慶
長
六
年
の
も

の
で
あ
る
。
勝
茂
は
慶
長
三
年
の
少
な
く
と
も
秋
ま
で
は
朝
鮮
に
在
陣
し
て
い
る

の
で
、
慶
長
四
年
初
め
に
男
子
誕
生
は
不
自
然
で
あ
り
、
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
の

誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。 

な
お
、
本
年
の
四
五
月
頃
に
勝
茂
は
実
名
を
「
清
茂
」
か
ら
「
勝
茂
」
に
改
名
し

た
【
本
書
人
名
一
覧
、
鍋
島
勝
茂
の
項
】
。 

 
慶
長
五
年 

 

「
考
補
」
に
よ
る
と
、
正
月
に
は
直
茂
・
龍
造
寺
高
房
と
と
も
に
大
坂
玉
造
の
屋

敷
に
居
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
二
〇
八
頁
】
。
三
月
に
は
慶
誾
尼
の
訃
報
を
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上
方
で
受
け
る
。
こ
の
時
は
多
久
安
順
も
在
上
方
か
【
多
一
九
四
号
、
三
月
十
七
日

付
書
状
】
。
そ
の
後
家
康
は
上
杉
景
勝
攻
め
の
た
め
に
大
坂
を
進
発
し
、
直
茂
は
家

康
の
命
に
よ
り
帰
国
し
た
が
、
勝
茂
は
家
康
に
従
っ
て
関
東
に
下
向
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。 

七
月
初
旬
に
龍
造
寺
高
房
と
と
も
に
多
久
安
順
・
須
古
信
明
等
を
従
え
て
大
坂

を
出
陣
し
、
近
江
愛
知
川
ま
で
進
軍
し
た
と
こ
ろ
で
、
石
田
三
成
方
の
関
所
に
止
め

ら
れ
、
八
日
市
近
辺
に
滞
留
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
二
一
〇
頁
】
。
七
月
下
旬
に
大

坂
に
引
き
返
し
た
勝
茂
は
、
結
局
西
軍
に
参
陣
す
る
こ
と
と
な
っ
た
【
佐
近
一
―
二

／
二
一
一
頁
】
。
後
欠
で
月
日
・
宛
所
を
欠
く
が
慶
長
五
年
に
比
定
さ
れ
る
鍋
島
直

茂
室
陽
泰
院
の
消
息
【
坊
五
一
二
号
】
は
、
勝
茂
が
毛
利
吉
政
と
と
も
に
大
坂
城
で

秀
頼
に
謁
見
し
、
秀
頼
よ
り
は
腰
物
を
拝
領
し
馬
廻
衆
を
附
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、

毛
利
輝
元
よ
り
は
安
国
寺
恵
瓊
を
介
し
て
知
行
の
加
増
が
約
束
さ
れ
た
こ
と
を
報

じ
て
い
る
。
こ
れ
は
佐
賀
藩
が
西
軍
に
取
り
込
ま
れ
る
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て

興
味
深
い
。 

 

「
考
補
」
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
八
月
一
日
に
は
西
軍
の
諸
将
と
と
も
に
伏
見
城
を

攻
め
落
と
し
、
伊
勢
に
転
戦
し
て
八
月
二
十
二
日
に
安
濃
津
城
を
抜
い
て
、
北
伊
勢

能
代
に
在
陣
し
、
東
軍
方
の
長
島
城
と
対
峙
し
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
二
一

三
～
二
二
一
頁
】
。
し
か
し
、
在
大
坂
の
陽
泰
院
が
勝
茂
に
従
っ
て
在
陣
中
の
龍
造

寺
清
兵
衛
に
宛
て
た
八
月
二
十
三
日
付
消
息
に
は
、
「
お
と
ゝ
い
、
ま
つ

〱
く
さ

つ
ま
て
御
ち
ん
か
へ
の
よ
し
」
と
あ
り
、
八
月
二
十
一
日
の
時
点
で
近
江
草
津
に
在

陣
中
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
【
佐
古
七
／
田
尻
二
五
四
号
、
白
峰
二
〇
一
九
】
、
伊

勢
へ
の
進
軍
は
八
月
下
旬
以
降
か
。
そ
の
後
、
九
月
十
四
日
に
は
大
垣
城
を
攻
め
て

い
た
宇
喜
多
秀
家
等
か
ら
合
流
を
求
め
ら
れ
る
が
、
長
島
城
へ
の
対
応
を
理
由
に

伊
勢
に
留
ま
り
、
九
月
十
五
日
の
関
ヶ
原
で
の
決
戦
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
【
佐
近
一
―
二
／
二
二
一
～
二
二
四
頁
】
。 

 

家
士
の
久
納
茂
俊
等
に
関
ケ
原
を
偵
察
さ
せ
て
西
軍
の
敗
北
を
知
っ
た
勝
茂

は
、
能
代
の
陣
を
引
き
払
い
、
九
月
十
八
日
に
は
大
坂
玉
造
の
屋
敷
に
入
っ
た
。
九

月
二
十
五
日
に
は
伏
見
城
で
家
康
に
謁
見
し
、
立
花
宗
茂
の
筑
後
柳
川
城
を
攻
め

る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
【
佐
近
一
―
二
／
二
二
五
～
二
三
二
頁
】
。 

九
月
二
十
九
日
付
書
状
【
佐
近
一
―
二
／
二
三
三
頁
】
に
よ
る
と
、
翌
日
す
な
わ

ち
九
月
晦
日
（
慶
長
五
年
九
月
は
大
の
月
）
に
は
大
坂
を
出
船
す
る
予
定
で
あ
っ

た
。
十
月
十
四
日
に
は
直
茂
と
と
も
に
佐
賀
を
進
発
し
、
同
二
十
日
に
柳
川
で
立
花

勢
と
戦
い
、
こ
れ
を
破
っ
た
【
佐
近
一
―
二
／
二
三
四
～
二
三
五
頁
】
。
柳
川
で
の

戦
い
の
前
日
に
は
直
茂
等
と
と
も
に
連
署
で
陣
中
の
法
度
を
定
め
て
い
る
【
佐
古

二
六
／
有
馬
雑
記
余
事
所
収
、
白
峰
二
〇
一
九
】
。
次
い
で
十
一
月
に
は
島
津
攻
め

に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
和
睦
に
よ
り
帰
陣
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
二
三
四
～

二
三
五
頁
】
。 

な
お
、
十
一
月
二
十
六
日
付
鍋
島
茂
里
宛
閑
室
元
佶
書
状
【
佐
古
二
六
／
有
馬
雑

記
余
事
所
収
、
白
峰
二
〇
一
九
】
で
は
、
直
茂
は
家
康
よ
り
伏
見
へ
の
参
府
を
求
め

ら
れ
て
お
り
、
程
な
く
出
国
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
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慶
長
六
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
る
。
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
春
に
直
茂
に
肥
前

三
十
五
万
七
千
石
余
り
が
安
堵
さ
れ
、
早
々
に
直
茂
・
勝
茂
父
子
は
参
府
し
た
と
さ

れ
る
が
【
佐
近
一
―
二
／
三
一
・
二
四
一
頁
】
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
勝
茂
参
府

は
誤
り
で
あ
る
。 

二
月
五
日
付
鍋
島
直
茂
書
状
【
坊
四
一
六
号
】
は
、
「
島
津
御
成
敗
之
儀
、
相
の

ひ
可
申
由
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
慶
長
六
年
に
比
定
で
き
る
が
、
直
茂
は
上
方
で
の
逗

留
の
た
め
に
借
銀
を
し
た
の
で
、
島
津
氏
征
伐
の
兵
粮
と
し
て
取
り
置
い
た
米
を

早
々
に
上
方
に
運
送
す
る
よ
う
に
国
許
に
指
示
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
直
茂
は

上
方
に
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
「
信
州
い
つ
に
て
も
か
ハ
り
次
第
ニ
可
罷
下
之

由
承
候
へ
共
、
秋
冬
時
分
ま
て
ハ
、
定
而
其
元
に
て
気
相
可
養
生
と
存
」
と
あ
り
、

勝
茂
が
参
勤
す
れ
ば
直
茂
が
交
替
し
て
国
許
に
帰
る
こ
と
に
な
る
が
、
勝
茂
は
病

気
の
た
め
に
国
許
で
養
生
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
直
茂
は
秋
頃
ま
で
は
上
方

に
逗
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
直
茂
が
帰
国
し
た
時
期
は
不
詳
で
あ
る
。 

ま
た
三
月
二
十
六
日
付
鍋
島
直
茂
書
状
【
坊
四
号
】
は
、
「
内
府
様
（
家
康
）
去

廿
三
、
ふ
し
み
御
う
つ
り
被
成
候
、
（
中
略
）
同
廿
五
、
致
御
目
見
、
一
段
と
忝
被

成
御
諚
候
間
、
可
心
安
候
」
と
、
直
茂
の
伏
見
で
の
参
勤
の
様
子
を
伝
え
る
。
こ
の

書
状
は
『
佐
古
』
は
「
慶
長
四
年
カ
」
と
し
て
い
る
が
、
三
月
二
十
三
日
に
家
康
が

伏
見
に
入
る
の
は
慶
長
六
年
で
あ
る
【
藤
井
二
〇
二
〇
】
。
ま
た
国
許
で
の
検
地
に

つ
い
て
、
も
し
打
出
（
増
分
）
が
出
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
使
者
を
も
っ
て
勝
茂
に
伝

え
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
こ
の
書
状
か
ら
は
勝
茂
に
男
子
が
生
ま
れ
た
こ
と

が
分
か
る
。
元
茂
は
慶
長
七
年
生
で
あ
る
か
ら
、
別
の
早
世
の
男
子
（
伊
勢
松
ヵ
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

ま
た
こ
の
年
直
茂
は
、
小
川
市
左
衛
門
と
い
う
者
の
家
督
を
継
ぎ
、
小
川
半
介
直

房
と
名
乗
っ
て
い
た
次
男
忠
茂
を
江
戸
へ
証
人
と
し
て
遣
わ
し
た
。
二
月
五
日
付

鍋
島
直
茂
書
状
【
坊
四
一
六
号
】
で
す
で
に
、
「
信
州
弟
居
候
由
□
聞
候
間
、
彼
者

召
よ
せ
如
何
由
」
と
あ
り
、
勝
茂
弟
を
証
人
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
が
打
診
さ
れ
て

い
た
と
分
か
る
。
直
茂
は
慶
長
六
年
五
月
十
五
日
付
の
覚
書
で
忠
茂
に
江
戸
詰
の

心
掛
け
を
説
い
て
い
る
の
で
【
「
考
補
」
佐
近
一
―
二
／
二
四
一
頁
】
、
五
月
に
は

忠
茂
の
江
戸
詰
め
が
決
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
勝
茂
に
対
し
て
も
慶

長
六
年
六
月
二
十
五
日
付
の
覚
書
を
遣
わ
し
、
普
段
の
心
掛
け
を
説
い
て
い
る

【
「
考
補
」
佐
近
一
―
二
／
二
四
二
頁
】
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
口
上
を
用
い
て
両
人

に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
覚
書
が
も
た
ら
さ
れ
た
時
点
で
は
、
勝
茂
・
忠
茂
の
二
人
と

も
国
許
に
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。 

そ
の
後
は
、
当
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
八
月
十
二
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
【
坊
未

149
号
】
で
は
、
勝
茂
の
病
気
は
八
月
の
時
点
で
お
お
む
ね
快
気
し
た
こ
と
も
述
べ

ら
れ
る
。
し
か
し
勝
茂
は
参
勤
せ
ず
、
閏
十
一
月
末
の
時
点
で
も
在
国
で
あ
り
【
坊

一
一
四
八
号
、
閏
十
一
月
二
十
八
日
付
閑
室
元
佶
書
状
】
、
年
末
も
在
国
で
あ
る

【
坊
未
69
号
、
十
二
月
二
十
八
日
付
田
中
吉
政
書
状
】
。 
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な
お
、
「
考
補
」
に
は
こ
の
年
の
こ
と
と
し
て
、
勝
茂
が
参
勤
の
途
次
に
桑
名
に

立
ち
寄
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
【
佐
近
一
―
二
／
二
四
四
頁
】
、
引
用
史
料
は
慶

長
十
五
年
の
も
の
で
あ
り
、
慶
長
六
年
に
江
戸
に
参
勤
し
た
と
い
う
徴
証
は
な
い
。 

 
 慶

長
七
年 

 

勝
茂
は
正
月
を
国
許
で
迎
え
、
早
々
に
参
勤
す
る
。
正
月
二
十
日
付
書
状
【
坊
一

八
九
号
】
に
よ
る
と
、
参
勤
の
途
次
、
こ
の
日
に
下
関
に
着
い
た
こ
と
を
国
許
に
報

じ
、
「
内
府
様
」
（
家
康
）
上
洛
の
沙
汰
は
な
い
が
、
大
坂
に
着
け
ば
分
か
る
だ
ろ

う
と
し
て
い
る
。
家
康
が
将
軍
に
な
る
前
で
正
月
に
上
洛
す
る
の
は
慶
長
七
年
で

あ
る
【
藤
井
二
〇
二
〇
】
。
勝
茂
は
遅
く
と
も
二
月
初
め
に
は
伏
見
に
着
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。 

そ
の
後
、
六
月
二
日
付
書
状
【
坊
一
七
六
号
】
で
は
、
「
昨
日
朔
日
ゟ
御
普
請
ニ

相
部
候
」
と
あ
る
。
六
月
一
日
に
本
工
事
が
着
工
す
る
の
は
、
慶
長
七
年
の
伏
見
城

の
公
儀
普
請
で
あ
る
【
「
当
代
記
」
】
。
こ
の
書
状
が
慶
長
七
年
に
決
ま
る
と
、
そ

れ
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
四
月
二
日
付
書
状
【
坊
一
七
二
号
】
・
五
月
二
十
七

日
付
書
状
【
坊
一
七
五
号
】
・
六
月
一
九
日
付
書
状
【
坊
一
七
七
号
】
・
六
月
二
十

一
日
付
書
状
【
坊
一
七
八
号
】
が
慶
長
七
年
の
も
の
と
な
り
、
勝
茂
は
二
月
に
上
洛

し
て
以
来
一
貫
し
て
伏
見
に
詰
め
て
、
家
中
の
普
請
衆
の
指
揮
を
と
っ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。 

ま
た
、
坊
一
七
八
号
か
ら
は
直
茂
が
在
国
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
「
爰

元
御
普
請
墓
行
候
は
、
各
御
暇
可
被
下
由
候
、
御
普
請
八
月
十
日
比
は
可
相
澄
積

候
、
其
節
は
藤
八
郎
殿
も
御
暇
出
可
申
と
存
候
」
と
あ
っ
て
、
普
請
が
八
月
十
日
頃

に
は
終
わ
り
そ
う
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
際
に
は
在
洛
で
あ
っ
た
「
藤
八
郎
」
（
龍
造

寺
高
房
）
へ
の
賜
暇
も
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
国
許
に
報
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
考

補
」
の
「
九
月
廿
八
日
、
藤
八
郎
殿
御
下
着
、
今
度
初
テ
御
暇
出
ル
」
【
佐
近
一
―

二
／
二
四
五
頁
】
と
い
う
記
述
と
も
合
う
。 

ま
た
、
在
国
の
多
久
安
順
に
宛
て
た
八
月
十
六
日
付
の
書
状
【
多
二
四
六
号
】
は
、

「
御
普
請
」
が
八
月
十
六
日
の
時
点
で
「
御
普
請
」
が
済
ん
で
い
る
こ
と
と
と
も

に
、
在
伏
見
の
家
康
生
母
大
（
伝
通
院
、
慶
長
七
年
八
月
二
十
八
日
歿
）
の
病
気
の

た
め
に
賜
暇
が
遅
れ
そ
う
で
あ
る
と
い
う
内
容
か
ら
慶
長
七
年
の
も
の
と
分
か
る

が
、
こ
の
書
状
で
は
、
こ
の
後
国
許
に
戻
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。 

な
お
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
・
「
元
茂
公
御
年
譜
」
で
諸
説
あ
る
が
、
こ
の
年
の

十
月
ま
た
は
十
一
月
に
蓮
池
城
に
お
い
て
勝
茂
男
元
茂
が
誕
生
し
た
と
さ
れ
る

【
佐
近
一
―
二
／
三
二
・
二
四
五
頁
、
佐
近
二
―
一
／
七
頁
】
。 

 

慶
長
八
年 

 
慶
長
八
年
は
二
月
に
家
康
が
征
夷
大
将
軍
と
な
る
。
勝
茂
も
伏
見
に
詰
め
て
家

康
に
供
奉
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
正
月
頃
の
動
向
は
不
詳
で
あ
る
。
し
か
し
将
軍
と

な
っ
た
家
康
の
命
に
よ
り
長
崎
奉
行
と
し
て
下
向
す
る
こ
と
に
な
っ
た
小
笠
原
一

庵
と
面
会
し
て
い
る
【
坊
七
六
九
号
、
年
月
日
欠
書
状
（
後
欠
）
】
。
小
笠
原
一
庵
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が
長
崎
奉
行
と
な
る
の
は
慶
長
八
年
の
四
月
の
こ
と
な
の
で
【
『
十
二
編
』
慶
長
八

年
四
月
是
月
条
】
、
勝
茂
は
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
在
伏
見
で
あ
る
。 

 

五
月
頃
に
は
七
月
に
秀
頼
の
祝
言
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
、
直
茂
の
上
洛

も
取
り
沙
汰
さ
れ
る
【
坊
二
一
〇
号
、
五
月
十
二
日
付
覚
書
】
。
そ
の
後
勝
茂
は
、

七
月
二
十
一
日
・
七
月
二
十
七
日
・
八
月
七
日
・
八
月
十
一
日
・
八
月
十
二
日
と
、

上
方
か
ら
頻
繁
に
国
許
の
道
虎
に
書
状
を
書
き
送
っ
て
い
る
【
坊
二
一
三
号
～
二

一
七
号
】
。
こ
れ
ら
の
書
状
か
ら
は
、
閑
室
元
佶
等
の
取
り
成
し
に
よ
り
直
茂
の
参

勤
が
免
除
さ
れ
た
こ
と
、
昨
年
入
部
し
た
龍
造
寺
高
房
が
在
国
で
あ
る
こ
と
、
七
月

二
十
八
日
に
秀
頼
の
祝
言
が
執
り
行
わ
れ
、
家
康
の
江
戸
下
向
ま
で
は
上
方
に
留

ま
る
予
定
で
あ
る
が
、
八
月
中
旬
頃
に
は
下
国
で
き
そ
う
な
の
で
迎
え
の
船
の
用

意
を
さ
せ
た
こ
と
な
ど
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
家
康
の
江
戸
下
向
は
遅

れ
、
十
月
十
八
日
に
伏
見
を
出
発
し
【
藤
井
二
〇
二
〇
】
、
勝
茂
は
同
二
十
日
頃
に

大
坂
を
発
つ
こ
と
と
な
っ
た
【
坊
二
二
一
号
、
十
月
三
日
付
書
状
】
。
こ
の
間
、
七

月
に
は
勝
茂
室
戸
田
氏
が
国
許
で
亡
く
な
り
【
坊
五
六
七
号
、
九
月
一
日
付
鍋
島
忠

茂
書
状
、
「
年
譜
」
佐
近
一
―
二
／
三
二
～
三
三
頁
、
「
考
補
」
佐
近
一
―
二
／
二

四
七
頁
】
、
勝
茂
も
九
月
か
ら
上
方
で
病
に
臥
せ
っ
た
【
坊
二
一
九
号
、
九
月
十
四

日
付
書
状
、
お
よ
び
坊
二
二
一
号
】
。 

勝
茂
は
十
月
末
か
十
一
月
初
に
は
佐
賀
に
着
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
花
押
型
か

ら
慶
長
八
年
の
も
の
と
比
定
で
き
る
十
一
月
十
四
日
付
書
状
【
多
八
六
号
】
に
よ
る

と
、
帰
国
後
も
病
気
は
快
然
し
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
勝
茂
は
帰
国
後
、

佐
賀
城
二
の
丸
に
入
り
、
本
丸
に
は
名
目
上
の
国
主
で
あ
る
龍
造
寺
高
房
が
居
住

し
た
と
考
え
ら
れ
る
【
坊
二
一
九
号
等
】
。 

 

慶
長
九
年 

 

佐
賀
で
正
月
を
迎
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
三
月
に
は
家
康
の
上
洛
に
合
わ
せ
て

伏
見
に
参
勤
し
た
。
家
康
は
三
月
晦
日
に
伏
見
に
着
い
た
が
、
勝
茂
は
近
江
石
部
に

出
向
い
て
家
康
を
迎
え
て
い
る
【
坊
二
二
七
号
、
四
月
十
三
日
付
書
状
】
。
当
年
に

比
定
さ
れ
る
三
月
五
日
付
書
状
【
多
一
五
号
】
で
は
三
月
七
日
ま
た
は
八
日
に
佐
賀

を
出
発
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

五
月
に
は
直
茂
・
高
房
（
藤
八
郎
）
の
上
洛
も
取
り
ざ
た
さ
れ
る
が
【
坊
二
二
九

号
、
五
月
十
八
日
付
書
状
】
、
直
茂
は
四
五
月
頃
病
気
を
煩
っ
て
い
た
【
坊
二
二
七

号
・
坊
二
二
九
号
】
。
高
房
は
六
月
二
十
六
日
に
出
国
し
【
多
一
四
九
号
、
七
月
八

日
付
書
状
】
、
八
月
十
一
日
に
伏
見
で
家
康
に
謁
見
す
る
が
【
坊
二
三
九
号
、
八
月

十
二
日
付
書
状
】
、
高
房
も
一
時
体
調
を
崩
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
直
茂
も
出

国
す
る
が
、
閏
八
月
七
日
の
時
点
で
も
ま
だ
伏
見
に
到
着
し
て
い
な
か
っ
た
【
坊
二

四
二
号
、
八
月
二
十
八
日
付
書
状
、
お
よ
び
坊
一
〇
九
五
号
、
閏
八
月
七
日
付
田
中

吉
政
書
状
】
。 

閏
八
月
十
四
日
付
鍋
島
直
茂
書
状
【
坊
三
七
号
】
で
は
、
直
茂
が
伏
見
に
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
、
十
三
日
に
「
藤
八
郎
」
（
高
房
）
が
「
諸
太
夫
ニ
被
仰
出
」
さ
れ

た
こ
と
、
家
康
は
十
四
日
に
江
戸
に
向
け
て
伏
見
を
発
っ
た
こ
と
、
直
茂
自
身
は
そ
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の
日
の
う
ち
に
大
坂
に
移
動
し
て
、
翌
日
秀
頼
に
謁
見
し
た
後
、
十
六
日
か
十
七
日

に
は
大
坂
か
ら
出
船
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
国
許
に
報
じ
て
い
る
。
閏
八
月
二

十
三
日
に
直
茂
・
勝
茂
父
子
と
「
駿
河
守
」
に
任
官
し
た
高
房
は
揃
っ
て
佐
賀
に
着

い
た
【
佐
古
一
〇
／
多
久
家
所
蔵
文
書
全
六
八
号
、
閏
八
月
廿
五
日
付
鍋
島
直
茂
書

状
、
お
よ
び
多
二
七
号
、
閏
八
月
二
十
五
日
付
書
状
、
大
平
二
〇
一
五
】
。
坊
三
七

号
・
坊
一
〇
九
五
号
・
多
久
家
所
蔵
文
書
全
六
八
号
・
多
二
七
号
は
閏
月
に
よ
り
慶

長
九
年
と
決
ま
る
が
、
そ
れ
と
状
況
の
合
う
坊
二
二
七
号
・
坊
二
二
九
号
・
坊
二
三

九
号
・
坊
二
四
二
号
も
同
年
に
比
定
で
き
る
。 

閏
八
月
二
十
五
日
付
書
状
【
多
二
七
号
】
で
は
、
勝
茂
は
九
月
中
に
は
高
房
に
随

伴
し
て
江
戸
に
参
勤
す
る
予
定
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
十
月
六
日
付
書

状
【
坊
二
四
四
号
】
で
は
前
日
に
長
門
下
関
に
着
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

十
月
二
十
七
日
付
書
状
【
坊
二
四
七
号
】
は
、
「
将
軍
様
（
家
康
）
御
上
洛
之
儀
、

年
中
相
延
、
正
月
三
日
江
戸
御
動
座
之
由
」
と
あ
り
、
将
軍
と
な
っ
た
家
康
が
正
月

に
上
洛
す
る
の
は
慶
長
十
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
慶
長
九
年
に
比
定
で
き
る
が
、

こ
れ
に
よ
る
と
「
駿
河
守
」
（
高
房
）
は
当
二
十
七
日
に
京
都
か
ら
江
戸
に
向
け
て

出
発
し
、
勝
茂
も
随
行
し
た
【
坊
二
四
六
号
、
十
月
二
十
六
日
付
書
状
、
坊
二
四
七

号
、
お
よ
び
一
一
五
二
号
、
十
月
二
十
五
日
付
閑
室
元
佶
書
状
】
。
両
名
は
十
一
月

十
日
に
江
戸
に
着
き
、
十
四
日
に
秀
忠
に
謁
見
、
十
五
日
に
家
康
に
謁
見
し
た
【
坊

二
四
八
号
、
十
一
月
十
六
日
付
書
状
】
。
そ
の
後
は
江
戸
で
越
年
し
た
と
思
わ
れ

る
。 

 

慶
長
十
年 

 

慶
長
十
年
は
四
月
に
秀
忠
が
将
軍
職
を
襲
う
。
家
康
は
正
月
九
日
に
江
戸
を
発

ち
【
藤
井
二
〇
二
〇
】
、
秀
忠
は
遅
れ
て
二
月
二
十
四
日
に
江
戸
を
発
つ
【
『
居
』

秀
忠
】
。
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
家
康
・
秀
忠
に
供
奉
し
て
、

伏
見
に
詰
め
、
五
月
十
八
日
に
伏
見
に
お
い
て
岡
部
長
盛
女
（
家
康
養
女
）
と
再

婚
、
六
月
に
夫
婦
と
も
ど
も
賜
暇
、
帰
国
し
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
三
三
～

三
四
・
二
四
九
～
二
五
二
頁
】
。
当
年
に
比
定
さ
れ
る
二
月
十
六
日
付
書
状
【
多
一

二
号
】
で
は
、
す
で
に
伏
見
に
詰
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
年
は
所
見
に
乏

し
い
が
、
江
戸
か
ら
国
許
に
送
ら
れ
た
十
一
月
五
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
【
坊
五
七
三

号
】
で
は
、
十
一
月
に
は
勝
茂
在
国
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
こ
の
書
状

で
は
、
十
月
二
十
八
日
に
家
康
が
江
戸
に
帰
還
し
た
こ
と
、
高
房
夫
妻
が
江
戸
で
息

災
で
あ
る
こ
と
、
翌
年
三
月
一
日
か
ら
江
戸
城
の
普
請
が
始
ま
る
こ
と
等
が
報
じ

ら
れ
る
。
こ
の
書
状
は
家
康
の
江
戸
到
着
の
日
付
か
ら
慶
長
十
年
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
【
藤
井
二
〇
二
〇
】
。 

 

慶
長
十
一
年 

 
正
月
を
国
許
で
迎
え
た
勝
茂
は
、
三
月
の
江
戸
城
普
請
に
合
わ
せ
て
参
勤
し
た
。

慶
長
十
一
年
正
月
二
十
日
付
覚
書
【
坊
二
五
九
号
】
は
大
坂
で
作
成
さ
れ
て
お
り
、

正
月
十
七
日
に
大
坂
に
着
い
た
と
す
る
正
月
十
八
日
付
書
状
【
坊
二
五
八
号
】
と
状
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況
が
合
う
。
数
日
を
大
坂
・
伏
見
で
過
ご
し
、
そ
の
後
二
月
五
日
に
遠
江
金
屋
着

【
坊
二
六
一
号
、
二
月
六
日
付
書
状
】
、
二
月
十
一
日
に
江
戸
参
着
、
翌
十
二
日
に

家
康
・
秀
忠
に
謁
見
し
た
【
坊
二
六
二
号
、
二
月
二
十
日
付
書
状
、
お
よ
び
坊
五
〇

九
号
、
二
月
十
九
日
付
龍
造
寺
高
房
書
状
】
。
坊
五
〇
九
号
は
在
江
戸
の
高
房
が
江

戸
城
の
公
儀
普
請
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
慶
長
十
一
年
に
比
定
で
き
る
の

で
、
こ
れ
と
状
況
の
合
う
坊
二
六
一
号
・
坊
二
六
二
号
も
同
年
に
比
定
で
き
る
。 

 

こ
の
年
の
江
戸
城
の
普
請
は
五
月
頃
に
終
わ
る
が
【
『
十
二
編
』
慶
長
十
一
年
五

月
是
月
条
】
、
江
戸
か
ら
国
許
に
送
ら
れ
た
五
月
五
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
【
坊
五
七

五
号
】
で
は
、
鍋
島
家
へ
の
割
り
当
て
も
五
月
中
旬
頃
に
完
工
す
る
だ
ろ
う
と
さ
れ

て
い
る
。 

七
月
二
十
八
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
【
坊
五
七
六
号
】
で
は
、
公
儀
普
請
が
終
わ
っ

た
の
で
勝
茂
の
屋
敷
の
普
請
を
行
う
と
し
て
い
る
が
、
鍋
島
家
が
出
役
し
た
江
戸

城
の
普
請
で
七
月
以
前
に
終
了
し
た
の
は
こ
の
年
だ
け
な
の
で
、
こ
の
書
状
も
や

は
り
慶
長
十
一
年
に
比
定
で
き
る
。
こ
の
書
状
か
ら
は
七
月
時
点
で
は
勝
茂
が
直

茂
と
と
も
に
在
国
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 

そ
の
後
は
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
所
見
は
な
く
、
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
・
「
多

久
家
文
書
」
に
も
該
当
す
る
文
書
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。 

 

慶
長
十
二
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
か
国
許
で
迎
え
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
二
月
二

十
七
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
【
坊
五
七
七
号
】
に
は
、
在
江
戸
の
高
房
が
正
月
頃
よ
り

腹
中
を
煩
い
、
治
療
の
効
果
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
急
に
病
状
が
悪
化
し
た

と
あ
り
、
ま
た
「
精
ハ
加
州
へ
申
上
候
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
月
末
に
は
勝

茂
は
忠
茂
と
と
も
に
在
江
戸
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
慶
長
十
一
年
に
比
定
さ
れ

る
二
月
十
九
日
付
龍
造
寺
高
房
書
状
【
坊
五
〇
九
号
】
で
は
高
房
本
人
が
病
気
に
つ

い
て
は
特
に
記
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
五
七
七
号
は
慶
長
十
二
年
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
高
房
の
父
龍
造
寺
政
家
の
三
月
十
七
日
付
書
状
【
「
考
補
」
佐

近
一
―
二
／
二
五
六
頁
】
に
も
、
高
房
の
病
状
に
つ
い
て
勝
茂
か
ら
の
二
月
二
十
八

日
付
の
書
状
が
届
い
た
と
あ
り
、
勝
茂
の
在
江
戸
が
確
認
で
き
る
。 

 

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
高
房
は
三
月
三
日
に
内
室
（
直
茂
養
女
）
を

殺
害
し
自
身
も
自
害
し
よ
う
と
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
三
五
・
二
五
五
～
二
五
六

頁
】
。
公
式
に
は
「
狂
疾
」
と
さ
れ
、
本
復
す
る
こ
と
な
く
九
月
六
日
に
死
去
し
た
。

そ
れ
か
ら
程
な
く
父
政
家
も
十
月
二
日
に
死
去
し
た
。
勝
茂
が
国
許
の
直
茂
に
宛

て
た
三
月
二
十
日
付
覚
書
【
坊
二
六
八
号
】
か
ら
は
、
そ
れ
へ
の
勝
茂
の
江
戸
で
の

対
応
の
様
子
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
有
田
茂
成
宛
の
閏
四
月
十
三
日
付
書
状
【
有
一

一
号
】
は
帰
国
途
中
で
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
四
月
下
旬
に
は
国
許
に
着

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

「
考
補
」
に
よ
る
と
、
幕
府
は
龍
造
寺
一
門
の
諫
早
道
安
・
多
久
安
順
・
須
古
信

明
の
三
名
を
召
喚
し
て
高
房
亡
き
後
の
家
督
に
つ
い
て
意
見
を
徴
し
、
家
督
を
勝

茂
に
与
え
る
こ
と
を
決
め
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
二
六
二
頁
】
。
勝
茂
が
国
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許
か
ら
伏
見
に
出
張
中
の
有
田
茂
成
に
宛
て
た
六
月
十
四
日
付
書
状
【
有
六
号
】
で

は
、
「
今
度
之
御
礼
」
と
し
て
の
勝
茂
の
江
戸
参
勤
が
話
題
と
な
っ
て
お
り
、
諫
早

道
安
以
下
三
名
が
、
国
許
を
離
れ
て
間
も
な
く
帰
国
予
定
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
両

者
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
書
状
の
「
今
度
之
御
礼
」
と
は
勝
茂
の
家
督
継
承
へ
の

御
礼
で
あ
り
、
幕
府
が
勝
茂
へ
の
家
督
継
承
を
決
め
た
の
は
五
月
頃
で
あ
る
と
判

明
す
る
。 

そ
の
後
、
九
月
十
五
日
付
本
多
正
信
書
状
【
「
考
補
」
佐
近
一
―
二
／
二
六
一
頁
】

は
、
高
房
「
狂
疾
」
に
よ
り
代
り
の
証
人
と
し
て
江
戸
に
遣
わ
さ
れ
た
政
家
男
村
田

八
介
の
無
事
と
高
房
の
死
去
を
伝
え
る
が
、
こ
の
書
状
の
宛
所
は
直
茂
と
勝
茂
に

な
っ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
勝
茂
の
在
国
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
本
年
の
も
の
と
推

定
さ
れ
る
十
一
月
十
四
日
付
某
書
状
【
坊
未
115
号
】
や
極
月
十
七
日
付
書
状
【
有

一
六
号
】
で
も
勝
茂
の
在
国
が
確
認
で
き
、
勝
茂
は
国
許
で
越
年
し
た
。 

 

な
お
、
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
九
月
二
日
に
勝
茂
女
市
（
後
に
上
杉

定
勝
室
）
が
誕
生
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
三
五
・
二
六
三
頁
】
。 

 

慶
長
十
三
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
駿
府
城
普
請
の
た
め
に
多
久
安
順
を
派
遣
す
る
が
、
正

月
二
日
付
書
状
【
多
二
五
七
号
】
に
よ
る
と
、
安
順
は
元
日
に
佐
賀
を
発
ち
、
勝
茂

も
駿
府
城
普
請
の
た
め
に
や
が
て
佐
賀
を
発
つ
予
定
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
二

月
二
十
七
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
【
坊
五
八
〇
号
】
に
よ
る
と
、
二
月
十
日
頃
に
は
病

気
療
養
の
た
め
に
江
戸
よ
り
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
弟
忠
茂
と
伏
見
で
面
会
し

た
こ
と
が
分
か
る
。
実
は
慶
長
十
二
・
十
三
年
の
駿
府
城
普
請
で
は
駿
府
へ
の
大
名

本
人
の
出
役
が
停
止
さ
れ
て
お
り
【
松
本
一
九
八
三
】
、
こ
の
時
駿
府
に
詰
め
た
と

さ
れ
る
福
地
六
郎
右
衛
門
に
三
月
二
十
三
日
付
で
出
し
た
書
状
【
「
考
補
」
佐
近
一

―
二
／
二
五
三
頁
】
か
ら
、
少
な
く
と
も
勝
茂
は
駿
府
に
は
参
勤
し
な
か
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
こ
の
年
は
家
康
・
秀
忠
の
上
洛
も
な
く
、
勝
茂
が
こ
の
ま
ま
伏
見
に
留

ま
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
そ
の
後
江
戸
へ
参
勤
し
た
の
か
、
国
許
に
戻
っ
た

の
か
両
方
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
同
書
状
に
は
同
時
に
福
地
に
海
月
を
送
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
点
で
勝
茂
は
国
許
に
戻
っ
て
い
た
可
能
性
の

方
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
「
考
補
」
で
は
駿
府
城
普
請
へ
の
出
役
を
慶
長
十
二

年
の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
書
状
も
慶
長
十
二
年
の
も
の
と
し
て
い
る
が
、
佐
賀
藩
が

出
役
し
た
の
は
慶
長
十
三
年
の
三
ノ
丸
の
普
請
で
あ
る
。 

 

な
お
、
こ
の
年
は
十
月
十
一
日
に
勝
茂
女
鶴
（
後
に
多
久
茂
辰
室
）
が
誕
生
し
た

【
「
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」
佐
近
一
―
六
付
録
】
。 

 
 慶

長
十
四
年 

本
年
前
半
の
勝
茂
の
動
向
に
つ
い
て
は
所
見
が
な
い
。
当
年
に
比
定
さ
れ
る
七

月
二
十
三
日
付
書
状
【
多
二
五
号
】
は
国
許
で
出
さ
れ
て
い
る
。
「
考
補
」
に
よ
る

と
、
「
黒
船
」
が
入
津
し
た
時
に
は
勝
茂
は
在
江
戸
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
【
佐
近

一
―
二
／
二
六
七
頁
】
。
「
黒
船
」
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
）
が
長
崎
に
入
津
す
る
の
は
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七
月
頃
な
の
で
【
『
十
二
編
』
慶
長
十
四
年
七
月
二
十
四
日
条
】
、
「
考
補
」
の
記

述
は
や
や
不
審
で
あ
る
。
そ
の
後
、
十
一
月
一
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
【
坊
五
八
二

号
】
・
十
一
月
十
日
付
同
時
書
状
【
坊
五
八
三
号
】
で
も
直
茂
と
と
も
に
在
国
が
確

認
で
き
る
。 

 慶
長
十
五
年 

 

正
月
九
日
付
書
状
【
坊
二
七
七
号
】
は
日
付
の
月
の
部
分
に
虫
損
が
あ
る
が
、

「
今
年
尾
州
御
普
請
」
と
名
古
屋
城
普
請
の
予
定
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
こ
と
と

虫
損
部
分
の
残
画
か
ら
慶
長
十
五
年
正
月
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
ま
た
参
勤

途
中
の
伏
見
か
伏
見
を
出
て
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
【
及
川
二
〇
二
二
】
、
勝
茂
は
前
年
末
に
国
許
を
出
発
し
、
正
月
下
旬
に
は

江
戸
に
着
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
月
二
十
五
日
付
書
状
【
坊
二
七
八
号
】
に
よ
る
と
、
こ
の
時
点
で
在
江
戸
で
あ

り
、
駿
府
を
訪
れ
た
秀
忠
に
供
奉
す
る
必
要
が
あ
る
か
本
多
正
純
に
問
い
合
わ
せ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
秀
忠
は
同
二
十
日
に
江
戸
を
発
ち
同
二
十
四
日
に
駿
府

に
着
い
て
い
る
【
『
十
二
編
』
慶
長
十
五
年
二
月
二
十
四
日
条
】
。
こ
の
秀
忠
駿
府

滞
在
中
に
名
古
屋
城
の
普
請
が
正
式
に
発
令
さ
れ
、
駿
府
に
供
奉
し
た
助
役
の
諸

大
名
は
直
ち
に
名
古
屋
に
赴
い
た
【
『
十
二
編
』
慶
長
十
五
年
二
月
是
月
条
】
。
勝

茂
自
身
も
名
古
屋
に
赴
き
、
自
身
の
担
当
し
た
丁
場
（
工
事
個
所
）
の
竣
工
間
際
ま

で
現
地
に
詰
め
た
。
勝
茂
が
現
地
で
多
久
茂
富
に
指
示
を
与
え
た
書
状
が
「
多
久
家

文
書
」
に
残
さ
れ
て
い
る
【
多
二
七
二
号
・
多
二
八
三
号
等
】
。 

そ
の
後
、
九
月
に
は
工
事
が
ほ
ぼ
終
わ
り
、
助
役
の
諸
大
名
も
帰
国
も
し
く
は
江

戸
参
勤
の
途
に
就
い
た
が
【
及
川
二
〇
一
九
】
、
勝
茂
は
や
や
遅
れ
て
名
古
屋
を
発

っ
た
。
九
月
十
九
日
付
書
状
【
坊
二
八
六
号
】
で
は
、
「
爰
元
御
普
請
」
が
大
方
完

了
し
た
の
で
、
来
る
二
十
七
日
か
二
十
八
日
に
出
発
し
、
伏
見
に
五
日
間
逗
留
し
て

か
ら
下
国
す
る
と
し
て
お
り
、
「
爰
元
」
は
名
古
屋
を
指
す
【
及
川
二
〇
一
九
】
。

国
許
に
着
い
た
の
は
十
月
二
十
日
頃
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
は
、
十
二
月
十
二
日
付
閑

室
元
佶
書
状
【
坊
一
一
九
四
号
】
で
年
末
も
在
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 

勝
茂
が
名
古
屋
に
滞
在
し
て
い
る
間
に
、
国
許
で
は
勝
茂
男
彦
太
郎
が
六
月
十

日
に
、
同
じ
時
期
に
重
臣
の
鍋
島
茂
俊
、
八
月
八
日
に
重
臣
の
鍋
島
茂
里
が
死
去

し
、
勝
茂
は
こ
れ
ら
の
訃
報
を
現
地
で
受
け
取
っ
た
【
坊
二
八
三
号
、
七
月
七
日
付

書
状
、
坊
一
一
八
一
号
、
七
月
二
十
二
日
付
閑
室
元
佶
書
状
、
お
よ
び
坊
未
166
号
、

八
月
十
日
付
鍋
島
道
虎
書
状
案
】
。 

 

慶
長
十
六
年 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
と
思
わ
れ
る
。
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
こ
の

年
は
国
許
で
は
、
正
月
に
藩
財
政
強
化
の
た
め
の
「
三
部
上
地
」
と
家
中
へ
の
知
行

判
物
発
給
が
あ
り
、
三
月
に
は
上
洛
す
る
家
康
に
供
奉
す
る
た
め
に
自
ら
も
上
洛

し
、
六
月
に
は
竣
工
な
っ
た
佐
賀
城
本
丸
へ
移
徙
し
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／

二
七
一
～
二
七
二
頁
】
。 
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「
本
丸
土
手
普
請
」
に
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
本
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
正

月
十
二
日
付
書
状
【
坊
二
九
二
号
】
で
は
、
領
内
に
は
居
る
も
の
の
鷹
狩
か
何
か
に

出
か
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

ま
た
、
三
月
十
二
日
付
閑
室
元
佶
書
状
【
坊
一
一
八
七
号
】
に
は
、
勝
茂
が
無
事

に
京
都
に
着
き
、
前
日
の
十
一
日
に
は
自
亭
に
て
振
舞
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
は

「
御
所
様
（
家
康
）
御
上
着
之
儀
も
近
々
由
」
と
あ
り
、
三
月
中
旬
頃
に
家
康
が
京

都
に
到
着
す
る
の
は
慶
長
十
六
年
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
【
藤
井
二
〇
二
〇
】
、

こ
の
書
状
は
慶
長
十
六
年
に
比
定
で
き
、
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
の
記
事
が
裏
付
け

ら
れ
る
。
坊
一
一
八
七
号
の
続
報
と
考
え
ら
れ
る
三
月
晦
日
付
閑
室
元
佶
書
状
【
坊

一
一
八
八
号
】
も
慶
長
十
六
年
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
坊
一
一
八
八
号
で
は

勝
茂
は
近
々
江
戸
に
下
向
す
る
予
定
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

 

家
康
の
上
洛
は
後
陽
成
天
皇
の
譲
位
と
後
水
尾
天
皇
の
即
位
に
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
。
三
月
十
七
日
に
入
京
し
、
二
十
八
日
に
秀
頼
を
二
条
城
に
迎
え
て
会
見
、
四
月

十
二
日
に
後
水
尾
天
皇
の
即
位
が
あ
り
、
翌
日
参
内
し
て
こ
れ
を
祝
賀
し
、
同
十
八

日
に
は
京
都
を
発
っ
た
【
藤
井
二
〇
二
〇
】
。
勝
茂
の
上
洛
・
参
府
も
こ
の
家
康
の

動
き
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。 

四
月
二
十
八
日
付
書
状
【
坊
二
八
〇
号
】
、
同
日
付
閑
室
元
佶
書
状
【
坊
一
一
六

一
号
】
、
五
月
四
日
付
書
状
【
坊
二
九
五
号
】
の
三
通
は
、
上
洛
後
の
勝
茂
の
動
向

が
把
握
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
慶
長
十
六
年
に
比
定
で

き
る
。
坊
二
八
〇
号
に
は
「
我
等
儀
、
本
佐
（
本
多
正
信
）
・
同
上
（
本
多
正
純
）

御
さ
し
つ
候
間
、
円
光
（
閑
室
元
佶
）
御
供
申
、
今
度
江
戸
罷
下
候
」
と
あ
り
、
本

多
正
信
・
正
純
父
子
の
指
示
に
よ
り
閑
室
元
佶
と
と
も
に
江
戸
に
下
向
す
る
予
定
と

な
っ
て
い
る
。
坊
一
一
六
二
号
に
も
勝
茂
と
元
佶
が
同
道
し
て
江
戸
に
向
か
う
こ
と

が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
同
便
で
国
許
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
坊
二

九
五
号
は
よ
り
具
体
的
で
、
「
我
等
事
、
江
戸
罷
下
、
将
軍
様
（
秀
忠
）
致
御
目
見

え
、
可
然
之
由
、
本
佐
・
同
上
州
御
指
南
ニ
候
条
、
円
光
寺
御
供
申
、
中
山
道
罷
下
、

江
戸
隙
明
候
ハ
ヽ
、
東
海
道
罷
上
、
於
駿
府
、
又
々
大
御
所
様
（
家
康
）
御
目
見
え

申
、
可
罷
上
之
由
、
右
御
両
人
御
指
南
ニ
候
、
早
々
打
立
申
度
候
へ
と
も
、
円
光
寺

寺
社
家
ニ
付
而
、
于
今
被
入
御
隙
儀
候
間
、
来
ル
九
日
十
日
間
ニ
、
伏
見
可
罷
立
候
、

其
元
へ
下
着
は
七
月
末
た
る
へ
く
候
き
（
儀
）
と
校
量
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
勝
茂
は
元
佶
と
同
道
し
て
中
山
道
経
由
で
ま
ず
江
戸
に
参
府
し
、
秀
忠
に
謁
見

し
た
後
、
東
海
道
を
上
っ
て
駿
府
に
参
府
し
て
家
康
に
謁
見
す
る
予
定
で
、
元
佶
の

京
都
で
の
所
用
が
済
む
の
を
待
っ
て
五
月
九
日
・
十
日
頃
に
伏
見
を
発
ち
、
国
許
に

は
七
月
末
に
は
着
く
見
込
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
秀
忠
の
将
軍
襲

職
の
慶
長
十
年
四
月
か
ら
元
佶
の
寂
す
る
慶
長
十
七
年
五
月
の
間
で
、
慶
長
十
～
十

三
・
十
五
・
十
七
年
は
本
稿
で
述
べ
る
勝
茂
の
動
向
と
合
わ
な
い
。
慶
長
十
四
年
は
、

元
佶
が
四
月
に
駿
府
で
開
催
さ
れ
る
論
議
に
聴
衆
と
し
て
参
加
す
る
た
め
に
四
月
十

三
日
頃
に
京
都
を
発
つ
の
で
【
『
十
二
編
』
慶
長
十
四
年
三
月
是
月
条
】
、
や
は
り

三
通
の
書
状
と
状
況
が
合
わ
な
い
。可
能
性
が
残
る
の
は
慶
長
十
六
年
の
み
で
あ
る
。

な
お
、
五
月
十
一
日
付
閑
室
元
佶
書
状
【
坊
一
一
六
二
号
】
に
は
、
「
信
州
、
御
意
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に
て
御
在
京
候
間
、
外
聞
実
儀
可
然
候
条
、
可
為
御
満
足
候
」
と
あ
り
、
こ
の
在
京

中
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
実
際
に
は
五
月
十
一
日
時
点
で
勝
茂
・

元
佶
は
ま
だ
京
都
を
発
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

「
考
補
」
に
は
勝
茂
は
六
月
に
佐
賀
城
本
丸
に
移
徙
し
た
と
あ
る
が
【
佐
近
一
―

二
／
二
七
四
頁
】
、
江
戸
・
駿
府
へ
の
参
府
後
の
帰
国
時
期
に
つ
い
て
は
、
や
は
り

慶
長
十
六
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
七
月
七
日
付
閑
室
元
佶
書
状【
坊
一
一
九
〇
号
】

で
は
、
「
今
度
信
州
御
下
向
候
而
、
御
両
殿
（
家
康
・
秀
忠
）
へ
被
成
御
目
見
、
御

仕
合
能
御
帰
国
候
」
と
あ
り
、
勝
茂
は
遅
く
と
も
七
月
七
日
の
時
点
で
は
駿
府
を
離

れ
下
国
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
六
月
中
に
佐
賀
に
着
き
、
佐
賀
城
本
丸
に
入
っ

た
可
能
性
も
あ
る
。 

そ
の
後
、
八
月
十
八
日
付
の
閑
室
元
佶
宛
書
状
【
佐
近
一
―
二
／
二
七
五
～
二
七

六
頁
】
に
は
、
「
来
春
拙
者
儀
、
為
御
目
見
罷
上
儀
候
ハ
ゝ
」
と
あ
り
、
勝
茂
は
年

内
は
在
国
の
予
定
で
あ
っ
た
。
勝
茂
宛
の
霜
月
三
日
付
閑
室
元
佶
書
状
【
佐
近
一
―

二
／
二
七
六
頁
】
で
も
勝
茂
の
在
国
が
確
認
で
き
る
。 

 慶
長
十
七
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
こ
の
年
は
佐
賀
藩
に
と
っ
て
重
大
な
出
来
事
と
し
て

岡
本
大
八
事
件
が
起
こ
る
。
本
多
正
純
の
与
力
岡
本
大
八
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
を
爆

沈
さ
せ
た
有
馬
晴
信
か
ら
恩
賞
斡
旋
に
か
こ
つ
け
て
多
額
の
金
品
を
詐
取
し
た
事

件
で
あ
る
が
【
『
日
本
史
大
事
典
』
岡
本
大
八
事
件
の
項
目
】
、
そ
の
恩
賞
の
対
象

と
さ
れ
た
場
所
が
当
時
佐
賀
藩
領
で
あ
っ
た
の
で
、
佐
賀
藩
も
事
件
に
巻
き
込
ま

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

閑
室
元
佶
が
こ
の
事
件
に
関
す
る
駿
府
で
の
情
勢
を
報
じ
た
勝
茂
宛
の
正
月
十

一
日
付
書
状
、
直
茂
・
勝
茂
宛
の
正
月
二
十
三
日
付
書
状
、
正
月
二
十
五
日
付
の
多

久
安
順
・
鍋
島
道
虎
宛
書
状
【
佐
近
一
―
二
／
二
八
一
～
二
八
二
頁
】
等
か
ら
、
勝

茂
が
正
月
に
在
国
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

前
年
の
段
階
で
は
、
勝
茂
が
当
春
に
参
勤
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
佐
賀
藩
で
は

ま
ず
多
久
安
順
（
当
時
家
久
）
を
駿
府
に
派
遣
し
て
事
件
へ
の
対
応
に
当
た
ら
せ

た
。
在
駿
府
の
閑
室
元
佶
に
宛
て
た
二
月
十
九
日
付
多
久
安
順
・
鍋
島
道
虎
書
状
案

【
坊
未
163
号
】
で
は
、
安
順
は
間
も
な
く
出
発
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
二

月
二
十
六
日
付
道
虎
宛
安
順
書
状
【
坊
八
二
三
号
】
か
ら
、
道
虎
の
見
送
り
を
受
け

た
安
順
が
こ
の
日
国
許
を
発
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
安
順
は
三
月
十
二
日

付
の
閑
室
元
佶
宛
書
状
【
佐
古
一
四
／
三
岳
寺
二
三
号
】
で
、
一
両
日
中
に
大
坂
に

着
津
す
る
が
、
こ
の
ま
ま
駿
府
に
向
か
っ
て
問
題
な
い
か
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
上

方
に
詰
め
る
勝
屋
采
女
佑
の
三
月
十
八
日
付
書
状
【
坊
八
九
六
号
】
か
ら
は
、
安
順

が
三
月
十
三
日
に
伏
見
に
着
き
、
翌
十
四
日
に
伏
見
を
発
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
安

順
は
駿
府
に
は
四
月
一
日
に
着
き
、
翌
日
家
康
に
謁
見
、
家
康
の
名
を
憚
っ
て
、
名

を
「
家
久
」
か
ら
「
安
順
」
に
改
め
た
と
さ
れ
る
【
「
水
江
事
略
」
】
。 

岡
本
大
八
事
件
に
お
け
る
佐
賀
藩
の
無
事
を
受
け
て
勝
茂
の
参
勤
も
懸
案
と
な

る
が
、
閑
室
元
佶
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
三
月
十
二
日
付
直
茂
・
勝
茂
連
署
書
状
【
佐
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古
一
四
／
三
岳
寺
一
一
号
】
で
は
、
元
佶
よ
り
は
当
初
指
示
さ
れ
た
秋
の
参
勤
を
五

六
月
に
早
め
る
よ
う
示
唆
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
同
日
付
の
元
佶
宛
直
茂
・

勝
茂
連
署
書
状
【
佐
古
一
四
／
三
岳
寺
一
二
号
】
で
は
、
秀
忠
の
駿
府
行
き
の
報
に

対
し
て
勝
茂
は
い
つ
で
も
参
勤
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（
秀
忠
の

駿
府
行
き
の
時
期
か
ら
、
こ
の
書
状
の
年
次
も
慶
長
十
七
年
で
あ
る
【
『
居
』
秀

忠
】
）
。
一
方
で
卯
月
十
日
付
の
直
茂
・
勝
茂
宛
元
佶
書
状
【
佐
近
一
―
二
／
二
九

九
頁
】
で
は
、
「
当
年
信
濃
殿
参
府
ハ
、
一
円
ニ
御
無
用
」
と
、
勝
茂
の
参
府
は
不

要
で
あ
る
と
の
家
康
の
意
志
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
後
、
閑
室
元
佶
は
五
月
二
十
日
に
駿
府
で
死
去
す
る
が
、
そ
れ
と
関
連
す
る

六
月
四
日
付
勝
茂
宛
直
茂
書
状
【
佐
近
一
―
二
／
二
九
一
～
二
九
二
頁
】
、
七
月
十

六
日
付
直
茂
・
勝
茂
宛
本
多
正
信
書
状
【
佐
近
一
―
二
／
二
九
二
頁
】
で
勝
茂
が
在

国
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 慶
長
十
八
年 

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
六
月
二
日
に
佐
賀
城
二
の
丸
に
お
い
て
嫡
男

忠
直
（
翁
介
）
が
誕
生
、
八
月
に
唐
津
城
主
寺
澤
正
成
（
広
高
）
を
饗
応
し
、
十
月

に
参
勤
し
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
、
四
五
～
四
六
頁
、
二
九
七
頁
】
が
、
本
年

は
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
・
「
多
久
家
文
書
」
等
に
所
見
が
な
い
。 

 

慶
長
十
九
年 

「
考
補
」
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
江
戸
で
正
月
を
迎
え
、
江
戸
城
普
請
に
従
事
し
た
。

ま
た
国
許
で
は
白
石
で
の
作
事
が
予
定
さ
れ
て
い
る
【
佐
近
一
―
二
／
三
〇
一

頁
】
。
勝
茂
が
江
戸
城
普
請
の
た
め
に
正
月
に
在
江
戸
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
年
末

に
江
戸
に
着
い
た
細
川
忠
興
が
国
許
に
送
っ
た
正
月
九
日
付
書
状
【
『
細
』
一
／
忠

興
五
九
号
】
に
、
「
鍋
島
（
勝
茂
）
・
山
内
土
佐
守
（
忠
義
）
・
堀
尾
帯
刀
孫
（
忠

晴
）
な
と
我
々
と
一
度
ニ
此
地
ニ
被
参
候
、
定
而
此
衆
な
と
ハ
此
地
ニ
打
詰
テ
御
普

請
中
有
度
候
由
、
御
年
寄
衆
迄
可
被
申
と
推
量
申
候
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
確
認
で

き
る
。 

慶
長
十
九
年
の
江
戸
城
普
請
は
四
月
八
日
に
根
石
が
据
え
ら
れ
る
【
『
十
二
編
』

慶
長
十
九
年
四
月
八
日
条
】
。
三
月
二
十
八
日
付
書
状
【
坊
三
五
七
号
】
で
は
来
月

四
五
日
頃
に
根
石
を
据
え
る
予
定
と
し
て
お
り
、
状
況
が
合
う
の
で
こ
の
書
状
は

慶
長
十
九
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
九
月
頃
ま
で
は
普
請
が
続
く
だ
ろ
う

と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
公
儀
普
請
が
四
月
頃
に
始
ま
り
九
月
頃
ま
で
は
続

く
だ
ろ
う
と
の
江
戸
で
の
状
況
と
国
許
で
の
白
石
作
事
の
件
に
合
致
す
る
勝
茂
書

状
、
二
月
六
日
付
【
坊
三
五
四
号
】
・
二
月
十
二
日
付
【
坊
三
五
五
号
】
・
三
月
十

二
日
付
【
坊
三
五
六
号
】
・
五
月
二
十
六
日
付
【
坊
三
五
九
号
】
・
五
月
二
十
七
日

付
【
坊
三
六
〇
号
】
・
七
月
六
日
付
【
坊
三
六
五
号
】
・
七
月
二
十
二
日
付
【
坊
三

六
八
号
】
の
年
次
は
全
て
慶
長
十
九
年
と
な
る
。
勝
茂
は
一
貫
し
て
在
江
戸
で
あ

る
。 公

儀
普
請
は
八
月
に
は
完
了
し
、
暇
が
出
れ
ば
帰
国
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
【
坊
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三
六
八
号
】
、
十
月
に
大
坂
に
家
康
・
秀
忠
が
出
馬
す
る
こ
と
に
な
り
、
暇
が
出
た

大
名
は
一
旦
帰
国
し
、
改
め
て
参
陣
せ
よ
と
の
命
令
で
あ
っ
た
が
、
勝
茂
は
結
局
そ

の
ま
ま
江
戸
か
ら
大
坂
に
参
陣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
考
譜
」
に
は
そ
の
顛
末
が

記
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
三
〇
五
～
三
〇
六
頁
】
。
年
末
の
十
二
月
二
十
一
日
付

書
状
【
坊
三
六
九
号
】
等
は
、
大
坂
の
陣
が
落
着
し
、
二
十
四
日
に
家
康
が
上
洛
、

秀
忠
も
伏
見
に
入
っ
た
こ
と
、
自
身
も
大
坂
城
の
城
割
普
請
を
命
ぜ
ら
れ
そ
う
で

は
あ
る
が
、
正
月
二
十
日
頃
に
は
国
許
に
着
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。 

 慶
長
二
十
年
／
元
和
元
年 

勝
茂
は
大
坂
在
陣
中
に
新
年
を
迎
え
る
。
鍋
島
道
虎
宛
の
正
月
十
五
日
付
書
状

【
坊
三
七
〇
号
】
に
は
、
「
爰
元
御
普
請
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
大
坂
城
の
城
割
を
指
し
て
お
り
【
大
平
二
〇
一
九
】
、
年
次
は
慶
長
二
十
年
に
決

ま
る
。
秀
忠
が
来
る
十
七
日
に
大
坂
か
ら
上
洛
す
る
こ
と
や
、
自
身
も
四
五
日
後
に

は
割
り
当
て
ら
れ
た
普
請
を
完
了
し
、
暇
が
出
次
第
帰
国
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と

が
報
じ
ら
れ
る
。
勝
茂
は
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
書
状
を
多
久
安
順
に
も
出
し
て

い
る
【
多
二
五
三
号
、
正
月
十
五
日
付
書
状
】
。 

そ
の
後
勝
茂
が
い
つ
頃
帰
国
し
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
一
旦
帰
国
し
、
大
坂
夏

の
陣
に
参
陣
す
る
。
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
で
は
、
五
月
一
日
、
狩
り
に
出
て
い
た

勝
茂
が
出
先
で
幕
府
の
出
陣
命
令
に
接
し
、
直
ち
に
帰
城
、
大
坂
へ
と
出
立
し
た
と

あ
る
が
【
佐
近
一
―
二
／
四
九
・
三
一
九
頁
】
、
同
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
四
月

二
十
九
日
付
書
状
【
坊
三
七
五
号
】
で
は
、
同
日
筑
前
秋
月
ま
で
来
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
「
田
筑
（
田
中
忠
政
）
其
外
之
衆
も
、
無
人
之
躰
に
て
、
追
付
可
被
罷
上

之
由
承
候
間
、
船
中
も
急
候
て
可
罷
上
と
存
候
」
と
あ
り
、
勝
茂
本
人
も
急
ぎ
参
着

す
る
こ
と
を
優
先
し
て
先
ず
は
必
要
最
低
限
の
軍
勢
で
参
陣
し
た
と
思
わ
れ
る
。

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
秀
頼
が
自
害
し
た
五
月
八
日
、
勝
茂
は
よ
う
や

く
西
宮
に
着
き
、
多
久
安
順
等
が
率
い
る
主
力
軍
は
五
月
十
九
日
頃
に
室
津
ま
で

進
出
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
四
九
～
五
〇
・
三
一
九
～
三
二
〇
頁
】
。 

 

大
坂
落
着
の
後
、
勝
茂
は
京
都
も
し
く
は
伏
見
に
詰
め
る
。
六
月
十
三
日
付
書
状

【
坊
四
五
一
号
】
で
は
、
秀
忠
が
翌
月
初
め
に
は
「
被
入
御
馬
」
、
家
康
も
駿
府
に

「
還
御
」
と
の
風
聞
に
よ
り
、
勝
茂
自
身
の
帰
国
も
近
い
こ
と
を
期
待
し
て
い
る

が
、
閏
六
月
朔
日
付
書
状
【
坊
三
七
六
号
】
で
は
、
家
康
・
秀
忠
は
八
九
月
頃
ま
で

は
上
方
逗
留
の
見
込
み
で
、
諸
大
名
に
対
す
る
賜
暇
も
決
ま
っ
た
こ
と
は
な
い
と

報
じ
て
い
る
。
七
月
三
日
付
書
状
【
坊
三
八
三
号
】
で
は
、
一
日
に
二
条
城
で
家
康

主
催
の
能
楽
が
張
行
さ
れ
秀
忠
に
相
伴
し
て
見
物
し
た
こ
と
、
ま
た
七
夕
に
は
伏

見
城
で
能
楽
が
張
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
際
に
暇
が
出
る
と
の
風
聞
が
あ

る
こ
と
、
家
康
・
秀
忠
の
駿
府
・
江
戸
帰
還
に
つ
い
て
は
、
盆
前
は
な
く
、
い
つ
頃

に
な
る
か
分
か
ら
な
い
こ
と
が
報
じ
ら
れ
る
。
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
で
は
七
月
十

五
日
に
暇
が
出
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、
七
月
七
日
は
伏
見
城
で
諸
大
名
を
集
め
て

「
武
家
諸
法
度
」
が
発
布
さ
れ
た
の
で
【
『
十
二
編
』
元
和
元
年
七
月
七
日
条
】
、

そ
の
後
順
次
諸
大
名
に
暇
が
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
暇
の
後
、
勝
茂
が
帰
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国
し
た
か
江
戸
に
下
向
し
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
閏
六
月
末
の

時
点
で
は
勝
茂
は
国
許
に
帰
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
【
坊
三
八
二
号
、
閏
六
月
二
十
五

日
付
書
状
】
。 

そ
の
他
、
今
回
の
上
洛
中
の
勝
茂
書
状
と
し
て
は
、
六
月
二
十
四
日
付
【
坊
三
八

五
号
】
、
も
う
一
通
の
閏
六
月
朔
日
【
坊
三
七
七
号
】
、
六
月
五
日
付
【
坊
三
七
八

号
】
、
六
月
十
二
日
付
二
通
【
坊
三
七
九
号
・
坊
三
八
〇
号
】
、
六
月
二
十
日
付
【
坊

三
八
一
号
】
、
六
月
二
十
五
日
付
【
坊
三
八
二
号
】
の
鍋
島
道
虎
に
宛
て
た
書
状
が

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
一
国
一
城
令
の
発
布
に
よ
り
蓮
池
城
を
破
却
す
べ
き
こ
と
、
上
方

滞
在
が
長
引
き
そ
う
な
の
で
、
贈
答
用
の
海
月
を
送
る
べ
き
こ
と
、
逗
留
中
に
医
師

中
庵
と
契
約
し
た
こ
と
等
が
国
許
に
伝
え
ら
れ
、
国
許
で
は
直
茂
夫
妻
の
無
事
、
勝

茂
女
市
が
腹
を
ひ
ど
く
煩
っ
た
が
本
復
し
た
こ
と
、
忠
直
も
煩
っ
た
が
本
復
し
た

こ
と
な
ど
が
分
か
る
。 

「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
七
月
十
五
日
に
暇
が
出
た
と
さ
れ
る
【
佐
近

一
―
二
／
五
一
・
三
二
六
頁
】
。
そ
の
後
、
下
国
し
て
参
勤
し
た
か
、
直
接
江
戸
に

下
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
年
末
に
は
在
江
戸
で
あ
っ
た
。
十
二
月
二
十
八
日
付

書
状
【
坊
三
九
三
号
】
は
江
戸
か
ら
出
さ
れ
た
書
状
で
あ
る
が
、
国
許
の
直
茂
が

少
々
煩
い
、
勝
茂
女
鶴
が
軽
い
疱
瘡
を
煩
っ
た
と
あ
る
。
夏
に
契
約
し
た
医
師
の
中

庵
が
国
許
で
診
察
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
ま
た
元
和
二
年
の
書
状
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
十
二
月
十
三
日
付
書
状
【
坊
三
九
二
号
】
と
は
状
況
が
合
わ
な
い
こ
と
か

ら
、
こ
の
書
状
は
元
和
元
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

な
お
、
「
年
譜
」
に
よ
る
と
十
一
月
十
二
日
に
勝
茂
男
直
澄
（
千
熊
、
甲
斐
守
）

が
誕
生
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
五
一
頁
】
。 

 元
和
二
年 

 

勝
茂
は
前
年
内
に
参
勤
し
、
正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
が
、
三
月
十
日
付
勝
屋
茂
為

書
状
【
坊
八
八
七
号
】
、
三
月
十
七
日
付
書
状
【
坊
三
八
七
号
】
、
三
月
二
十
八
日

付
書
状
【
坊
三
八
八
号
】
か
ら
、
三
月
に
は
駿
府
で
病
床
の
家
康
に
供
奉
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
四
月
二
十
二
日
付
書
状
【
坊
三
八
九
号
】
に
「
将
軍
様

二
三
日
中
ニ
還
御
之
由
」
と
、
四
月
二
十
六
日
付
書
状
【
坊
三
九
〇
号
】
に
「
将
軍

様
明
廿
七
日
被
成
還
御
之
由
」
と
あ
る
が
、
秀
忠
は
四
月
十
七
日
の
家
康
薨
去
の
後
、

四
月
二
十
七
日
に
江
戸
に
帰
着
し
て
お
り
【
『
居
』
秀
忠
】
、
こ
れ
ら
の
書
状
は
元

和
二
年
に
比
定
で
き
る
。
勝
茂
自
身
の
移
動
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
こ
と
か
ら
、

勝
茂
は
駿
府
滞
在
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
か
。
本
多
正
信
・
正
純
父
子
と
相
談
し
て
五
月

の
節
句
時
分
に
は
「
爰
元
」
を
出
発
し
た
い
と
し
て
い
る
。 

そ
の
後
、
五
月
十
五
日
付
書
状
【
坊
三
九
一
号
】
に
は
、
「
平
右
衛
門
・
彦
兵
衛
、

元
和
元
年
之
算
用
相
澄
罷
上
候
間
、
啓
一
書
候
」
と
あ
り
、
こ
の
時
勝
茂
は
上
方
に

逗
留
中
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
予
定
通
り
五
月
の
上
旬
に
駿
府
を
出
発
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
家
康
百
箇
日
供
養
に
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
元
和
二
年

に
比
定
で
き
る
六
月
三
日
付
玄
純
覚
書
【
坊
一
一
三
二
号
】
に
は
、
「
昨
日
御
父
子

様
（
直
茂
・
勝
茂
）
被
仰
聞
候
様
子
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
勝
茂
は
六
月
に
は
在
国
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で
あ
る
。
六
月
四
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
【
坊
六
一
五
号
】
で
も
、
「
信
州
も
定
而
今

時
分
は
可
為
御
着
国
と
存
候
」
と
し
て
い
る
。 

 

勝
茂
は
八
月
ま
で
国
許
で
過
ご
し
、
八
月
二
十
七
日
に
在
江
戸
の
元
茂
と
の
婚
姻

が
決
ま
っ
た
仁
王
（
鍋
島
茂
里
女
）
を
伴
っ
て
佐
賀
を
発
つ
【
「
元
茂
公
御
年
譜
」

佐
近
二
―
一
／
三
七
頁
】
。
九
月
一
日
に
下
関
着
【
坊
八
七
〇
号
、
九
月
一
日
付
鍋

島
茂
泰
書
状
】
、
九
月
十
四
日
大
坂
天
満
着
【
坊
三
九
四
号
、
九
月
十
四
日
付
書
状
、

お
よ
び
坊
一
八
補
三
四
号
、
十
月
五
日
付
広
木
外
記
書
状
】
、
翌
十
五
日
に
京
に
上

り
、
し
ば
ら
く
逗
留
し
た
後
【
坊
八
七
一
号
、
九
月
十
六
日
付
鍋
島
茂
泰
書
状
】
、

江
戸
に
は
十
月
五
日
着
、
翌
六
日
に
秀
忠
に
謁
見
し
た
【
坊
三
九
五
号
、
十
月
十
日

付
書
状
】
。
仁
王
は
や
や
後
れ
て
十
月
十
六
日
に
江
戸
に
着
き
【
坊
三
九
六
号
、
十

月
十
八
日
付
書
状
】
、
翌
十
七
日
に
元
茂
と
祝
言
を
挙
げ
た
【
「
元
茂
公
御
年
譜
」

佐
近
二
―
一
／
三
八
頁
】
。 

 

十
二
月
六
日
付
の
持
永
茂
成
書
状
【
坊
九
〇
三
号
】
、
相
良
貞
次
書
状
【
坊
九
一

七
号
】
、
犬
塚
惣
兵
衛
書
状
【
坊
九
一
八
号
】
の
三
通
に
よ
る
と
、
勝
茂
と
元
茂
夫

妻
が
江
戸
で
息
災
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
特
に
坊
九
〇
三
号
は
、
こ
の
間
在
江

戸
で
あ
っ
た
元
茂
に
も
帰
国
の
許
可
が
幕
府
か
ら
下
り
る
見
込
み
で
あ
り
、
正
式
に

暇
が
出
る
の
を
待
つ
状
況
で
あ
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。 

 

元
和
三
年 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
元
茂
が
江
戸
参
府
後
初
め
て
帰
国
し
、
そ
れ
を
見
送
っ

た
勝
茂
に
も
帰
国
賜
暇
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
が
【
坊
一
八
補
三
三
号
、
正
月
二
十
五

日
付
下
村
茂
充
書
状
、
お
よ
び
坊
八
五
七
号
、
二
月
二
十
二
日
付
鍋
島
茂
泰
書
状
】
、

結
局
は
江
戸
に
逗
留
し
、六
月
の
将
軍
秀
忠
の
上
洛
に
供
奉
す
る
こ
と
に
決
ま
る【
坊

九
〇
二
号
、
三
月
九
日
付
茂
斎
書
状
、
お
よ
び
坊
八
五
〇
号
、
三
月
二
十
五
日
付
鍋

島
茂
泰
書
状
等
】
。
そ
の
間
、
正
月
二
十
四
日
に
は
江
戸
城
に
登
城
し
、
秀
忠
が
鷹

狩
で
獲
た
鶴
の
料
理
を
相
伴
し
、
雁
二
羽
を
拝
領
し
た
【
坊
四
〇
二
号
、
正
月
二
十

六
日
付
書
状
】
。
二
月
十
九
日
に
は
幕
府
年
寄
衆
を
自
亭
に
招
い
た
が
、
一
昨
年
の

火
事
に
よ
り
罹
災
し
た
他
家
の
屋
敷
よ
り
も
見
苦
し
い
た
め
、
先
ず
は
書
院
数
寄
屋

を
作
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
【
坊
四
〇
三
号
、
二
月
二
十
二
日
付
書
状
】
。
四
月
は

久
能
山
か
ら
日
光
に
遷
座
し
た
東
照
宮
へ
秀
忠
が
参
拝
し
た
の
に
続
き
、
二
十
二
日

に
勝
茂
も
参
拝
の
た
め
に
江
戸
を
発
っ
た
【
坊
八
五
一
号
、
四
月
四
日
付
鍋
島
茂
泰

書
状
お
よ
び
坊
八
五
二
号
、
四
月
二
十
四
日
付
鍋
島
茂
泰
書
状
】
。
こ
の
間
、
国
許

で
は
四
月
六
日
に
勝
茂
女
亀
が
誕
生
し
て
い
る
【
「
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」
佐

近
一
―
六
付
録
】
。 

六
月
に
は
秀
忠
が
上
洛
す
る
。
鍋
島
家
で
も
四
月
頃
か
ら
上
洛
の
具
体
的
な
日
程

に
つ
い
て
情
報
を
得
る
よ
う
努
め
た
【
坊
九
三
六
号
、
四
月
十
八
日
付
石
尾
右
馬
助

書
状
、
坊
九
三
〇
号
、
五
月
六
日
付
岩
村
小
右
衛
門
書
状
、
坊
一
八
補
三
一
号
、
五

月
六
日
付
相
良
五
兵
衛
書
状
、
お
よ
び
坊
八
五
三
号
、
五
月
十
一
日
付
鍋
島
茂
泰
書

状
】
。
勝
茂
は
五
月
十
六
日
に
江
戸
を
発
つ
計
画
も
あ
っ
た
が
【
坊
八
五
三
号
】
、

結
局
六
月
八
日
に
江
戸
発
、
同
二
十
一
日
に
京
着
、
相
国
寺
に
入
っ
た
【
坊
四
〇
六
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号
、
六
月
二
十
二
日
付
書
状
、
坊
八
六
七
号
、
六
月
二
十
一
日
付
鍋
島
茂
泰
書
状
、

坊
六
二
二
号
、
六
月
二
十
三
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
、
坊
未
122
号
】
。 

鍋
島
家
で
は
今
回
の
勝
茂
の
上
洛
供
奉
に
合
わ
せ
て
嫡
男
の
翁
介
（
忠
直
）
を
秀

忠
に
初
目
見
得
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
土
井
利
勝
の
内
諾
を
取
り
付
け
、
七
月
二
十

日
頃
に
は
国
許
を
出
発
し
八
月
一
日
頃
に
は
京
都
に
着
く
よ
う
国
許
に
指
示
し
た

【
坊
四
〇
六
号
／
坊
四
〇
八
号
、
七
月
一
日
付
書
状
】
。
忠
直
は
七
月
十
九
日
に
国

許
を
発
ち
【
坊
四
一
一
号
、
八
月
四
日
付
書
状
】
、
八
月
十
二
日
に
伏
見
城
で
秀
忠

に
初
目
見
得
、
そ
の
ま
ま
暇
を
賜
り
、
勝
茂
に
も
八
月
二
十
九
日
に
暇
が
出
た
【
坊

六
二
四
号
、
九
月
十
二
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
】
。
忠
直
の
初
目
見
得
に
つ
い
て
、
「
考

補
」
が
三
月
二
十
八
日
に
伏
見
に
お
い
て
と
す
る
の
と
、
「
元
茂
公
御
年
譜
」
が
七

月
十
九
日
に
佐
賀
発
、
江
戸
に
お
い
て
と
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
半
分
は
正
し
く
半

分
は
誤
り
で
あ
る
。
勝
茂
・
忠
直
父
子
は
賜
暇
の
後
は
国
許
に
下
り
、
勝
茂
は
八
月

十
五
日
に
佐
賀
に
着
い
た
【
坊
六
二
五
号
、
十
月
三
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
、
九
月
二

十
三
日
付
鍋
島
直
茂
書
状
、
佐
近
二
―
一
／
五
四
頁
】
。
忠
直
の
佐
賀
下
着
の
日
は

明
ら
か
で
な
い
。
勝
茂
・
忠
直
父
子
は
そ
の
ま
ま
国
許
で
越
年
し
た
。
な
お
、
九
月

六
日
付
で
秀
忠
か
ら
領
地
判
物
を
受
領
し
て
い
る
【
「
考
補
」
佐
近
二
―
一
／
三
三

三
頁
、
坊
六
八
二
号
、
十
一
月
二
十
二
日
付
鍋
島
元
茂
書
状
】
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
年
は
勝
茂
の
男
子
と
思
わ
れ
る
「
松
法
師
」
（
「
寛
政
重
修
諸

家
譜
」
に
い
う
松
吉
か
）
が
麻
疹
に
罹
っ
た
。
坊
四
〇
二
号
で
勝
茂
は
松
法
師
を
道

虎
の
元
で
養
生
さ
せ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
が
、
二
月
二
十
二
日
付
鍋
島
茂
泰
書
状

【
坊
八
四
九
号
】
に
は
「
松
師
殿
御
煩
無
御
快
気
、
不
及
是
非
仕
合
、
可
申
上
様
無

是
候
」
と
あ
り
、
亡
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 元
和
四
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
数
年
来
の
直
茂
の
病
状
は
一
進
一
退
で
、
本
多
正
純
か

ら
は
「
緩
々
と
被
成
御
在
国
、
御
養
生
御
申
候
様
」
【
坊
六
八
八
号
、
閏
三
月
十
三

日
付
鍋
島
元
茂
書
状
、
お
よ
び
坊
未
29
号
、
四
月
十
日
付
持
永
茂
成
書
状
】
に
と
伝

え
ら
れ
た
。
六
月
に
は
三
日
に
父
直
茂
が
亡
く
な
っ
た
が
、
十
九
日
に
男
子
直
弘
が

生
ま
れ
た
【
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
佐
近
一
―
二
／
五
一
・
三
三
四
～
三
三
五
頁
】
。 

 

そ
の
後
、
八
月
中
旬
に
国
許
を
発
ち
、
八
月
二
十
一
日
に
は
下
関
に
居
た
【
坊
四

三
〇
号
、
八
月
二
十
一
日
付
書
状
】
。
九
月
九
日
に
は
在
京
し
【
坊
四
三
一
号
、
九

月
九
日
付
書
状
、
坊
四
三
五
号
、
九
月
九
日
付
書
状
】
、
中
山
道
を
経
由
し
て
九
月

二
十
一
日
に
は
信
濃
佐
久
郡
望
月
ま
で
到
達
し
た
【
坊
未
97
号
、
九
月
二
十
一
日
付

石
井
茂
清
等
書
状
】
。
江
戸
に
は
九
月
二
十
五
日
に
着
き
、
同
二
十
七
日
に
秀
忠
に

謁
見
、
十
月
二
日
よ
り
日
光
に
参
詣
し
た
【
坊
六
三
六
号
、
十
月
六
日
付
書
状
、
坊

八
一
一
号
、
十
月
二
日
付
勝
屋
茂
為
等
書
状
、
お
よ
び
坊
未
62
号
、
十
月
十
一
日
付

三
位
局
消
息
】
。
十
月
に
は
諸
大
名
衆
に
賜
暇
の
風
聞
が
あ
っ
た
が
、
結
局
賜
暇
は

な
か
っ
た
。勝
茂
は
仮
に
暇
が
出
た
と
し
て
も
江
戸
で
越
年
す
る
覚
悟
で
あ
っ
た【
坊

四
三
二
号
、
十
月
十
七
日
付
書
状
、
お
よ
び
坊
一
八
補
三
五
号
、
小
川
四
郎
兵
衛
書

状
】
。 
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元
和
五
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
勝
茂
は
正
月
二
日
に
登
城
し
秀
忠
に
謁
見
、
元
茂
は
翌

三
日
に
登
城
し
秀
忠
に
謁
見
、
五
日
に
勝
茂
・
元
茂
・
正
茂
（
忠
茂
男
）
が
家
光
に

謁
見
し
た
。 

 

五
月
に
秀
忠
の
上
洛
が
あ
り
、
勝
茂
も
供
奉
し
た
。
勝
茂
は
四
十
九
日
に
暇
を
賜

り
、
同
二
十
二
日
に
江
戸
発
、
五
月
上
旬
に
京
着
し
た
【
坊
四
六
七
号
、
六
月
十
八

日
付
書
状
】
。
な
お
こ
の
坊
四
六
七
号
は
折
紙
二
紙
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
一

紙
目
と
二
紙
目
の
接
続
が
誤
っ
て
お
り
、
前
半
と
後
半
は
別
々
の
文
書
で
あ
る
。
と

も
に
勝
茂
書
状
で
あ
る
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
。
前
半
は
在
江
戸
の
元
茂
（
元
和
五

年
十
二
月
に
従
五
位
下
紀
伊
守
）
を
「
三
平
」
と
し
、
ま
た
先
に
見
た
元
和
三
年
の

上
洛
と
は
日
程
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
追
而
書
に
元
和
五
年
の
鍋
島
茂
綱

と
忠
茂
女
菊
の
婚
姻
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
次
は
元
和
五
年
で
あ

り
、
五
月
十
日
頃
の
書
状
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
文
中
に
秀
忠
の
上
洛
に
つ

い
て
「
今
月
八
日
」
も
し
く
は
「
十
五
日
」
と
し
て
お
り
、
実
際
に
秀
忠
は
元
和
五

年
の
上
洛
で
は
五
月
八
日
に
江
戸
を
発
つ
【
『
十
二
編
』
元
和
五
年
五
月
八
日
条
】
。

後
半
は
文
中
に
「
八
月
両
月
」
と
あ
り
、
閏
八
月
が
あ
る
こ
と
か
ら
元
和
九
年
で
あ

る
。
『
佐
古
』
が
元
和
九
年
に
比
定
し
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
に
よ
る
。 

 

在
京
中
の
勝
茂
は
、
五
月
十
二
日
付
【
坊
四
四
一
号
】
・
七
月
十
六
日
【
坊
四
四

二
号
】
・
七
月
二
十
二
日
付
【
坊
四
四
三
号
】
の
各
書
状
で
、
秀
忠
の
参
内
（
七
月

二
十
五
日
参
内
）
、
秀
忠
女
和
子
の
入
内
の
風
聞
（
実
際
に
は
元
和
六
年
入
内
）
、

翌
年
の
公
儀
普
請
（
大
坂
城
普
請
）
の
実
否
、
直
茂
一
回
忌
と
そ
れ
に
伴
う
高
伝
寺

作
事
に
関
す
る
指
示
等
に
つ
い
て
国
許
に
伝
え
て
い
る
。
秀
忠
は
参
内
後
間
も
な

く
江
戸
に
下
向
す
る
だ
ろ
う
と
の
見
通
し
も
あ
っ
た
が
【
坊
四
四
三
号
】
、
実
際
に

は
大
坂
・
尼
崎
・
郡
山
・
奈
良
と
巡
見
し
、
伏
見
を
発
っ
た
の
は
九
月
十
八
日
で
あ

る
【
『
居
』
秀
忠
】
。 

勝
茂
へ
の
賜
暇
の
時
期
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
八
月
上
旬
は
ま
だ
在
伏
見

で
あ
る
。
八
月
六
日
付
石
井
茂
清
書
状
【
坊
八
八
二
号
】
に
は
、
八
月
四
日
・
五
日

両
日
に
伏
見
に
お
い
て
能
が
あ
り
、
勝
茂
も
出
仕
し
見
物
し
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
伏

見
城
で
の
能
の
日
程
か
ら
元
和
五
年
と
決
ま
る
の
で
【
『
十
二
編
』
元
和
五
年
八
月

四
日
条
】
、
八
月
六
日
時
点
で
は
勝
茂
は
伏
見
に
逗
留
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
秀
忠
の
江
戸
下
向
が
九
月
二
十
日
頃
に
な
る
だ
ろ
う
と
し
て
、
進
物
用
の
肴

を
伏
見
に
送
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
し
ば
ら
く
は
暇
が
出
な
い
こ

と
を
見
込
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

一
方
で
、
九
月
五
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
【
坊
六
四
一
号
】
は
在
江
戸
の
忠
茂
か
ら

飛
脚
を
使
っ
て
上
洛
供
奉
後
の
勝
茂
着
国
を
見
舞
う
も
の
で
あ
る
。
文
中
に
忠
茂

女
が
在
国
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
忠
茂
女
菊
が
鍋
島
茂
綱

と
婚
姻
す
る
た
め
に
江
戸
か
ら
国
許
に
向
か
う
の
は
元
和
五
年
正
月
の
こ
と
で
あ

り
、
忠
茂
は
寛
永
元
年
八
月
に
歿
す
る
こ
と
か
ら
【
「
年
譜
」
佐
近
一
―
二
／
六
十

頁
等
】
、
こ
の
書
状
は
元
和
五
年
か
同
九
年
の
勝
茂
の
上
洛
供
奉
の
際
の
も
の
で
あ
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る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
元
和
九
年
と
確
定
で
き
る
八
月
二
十
七
日
付
小

少
将
消
息
【
坊
五
三
九
号
】
で
は
、
上
洛
中
の
勝
茂
へ
の
賜
暇
の
情
報
が
ま
だ
江
戸

に
届
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
忠
茂
書
状
は
元
和
五
年
の
可
能
性
が

高
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
勝
茂
は
遅
く
と
も
九
月
上
旬
頃
に
は
国
許
に
着
い
て
い
た
こ

と
に
な
る
。 

 

そ
の
後
、
十
一
月
に
は
勝
茂
は
在
国
で
あ
っ
た
。
十
一
月
十
九
日
付
岡
部
長
盛
書

状
【
坊
九
四
八
号
】
は
、
勝
茂
の
在
国
・
「
三
丸
様
」
（
直
茂
室
）
・
「
本
丸
」
（
勝

茂
室
）
が
揃
っ
て
在
国
（
勝
茂
室
は
元
和
八
年
に
江
戸
移
住
）
で
、
「
来
春
大
坂
御

普
請
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
坂
城
普
請
は
元
和
六
年
の
普
請
を
指
し
、
こ
の
書
状

の
年
次
は
元
和
五
年
に
確
定
で
き
る
。 

 

元
和
六
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
大
坂
城
普
請
に
関
す
る
記
述
か
ら
本
年
に
比
定
で
き

る
二
月
二
十
六
日
付
岡
部
長
盛
書
状
【
坊
九
四
九
号
】
に
よ
り
、
在
国
が
確
認
で
き

る
。 こ

の
年
は
大
坂
城
の
公
儀
普
請
が
あ
り
、
佐
賀
藩
も
出
役
し
た
。
当
主
で
あ
る
勝

茂
や
元
茂
が
大
坂
に
詰
め
る
こ
と
は
な
く
、
多
久
安
順
・
鍋
島
茂
綱
等
を
現
地
に
派

遣
し
た
【
坊
九
四
九
号
】
。
坊
所
鍋
島
家
を
継
い
だ
道
虎
男
茂
泰
も
前
年
末
頃
か
ら

上
方
に
上
り
【
坊
八
九
八
号
、
十
二
月
五
日
（
元
和
五
年
）
付
勝
屋
采
女
佑
書
状
】
、

年
末
近
く
ま
で
現
地
に
詰
め
た
【
坊
一
八
補
二
五
号
、
十
二
月
七
日
付
宮
部
善
右
衛

門
尉
書
状
】
。 

八
月
七
日
に
は
筑
後
柳
川
城
主
田
中
忠
政
が
嗣
子
な
く
死
去
し
、
田
中
家
が
改

易
さ
れ
た
【
『
十
二
編
』
元
和
六
年
八
月
七
日
条
】
。
勝
茂
の
舅
で
あ
る
岡
部
長
盛

も
柳
川
城
接
収
に
加
番
し
【
坊
九
五
〇
号
、
九
月
二
十
四
日
付
岡
部
長
盛
書
状
】
、

佐
賀
藩
ら
も
陣
中
見
舞
い
の
品
等
を
贈
っ
た
【
坊
八
四
六
号
、
九
月
二
十
四
日
付
鍋

島
道
虎
注
文
、
お
よ
び
坊
未
170
号
、
十
二
月
二
十
三
日
付
鍋
島
道
虎
覚
書
等
】
。 

勝
茂
は
十
一
月
に
参
勤
す
る
。
国
許
を
出
た
日
は
分
か
ら
な
い
が
、
大
坂
に
は
十

一
月
十
八
日
に
着
き
、
二
十
日
に
大
坂
城
の
自
家
の
普
請
丁
場
を
巡
視
し
【
坊
九
五

八
号
、
十
二
月
七
日
付
岡
部
長
盛
書
状
、
八
三
二
号
、
十
二
月
七
日
付
諫
早
直
孝
書

状
、
お
よ
び
有
二
三
号
、
十
一
月
二
十
三
日
付
書
状
】
、
伏
見
を
経
由
し
て
江
戸
に

は
十
二
月
十
七
日
に
着
き
、
同
十
九
日
に
秀
忠
に
謁
見
し
、
翌
二
十
日
に
秀
忠
が
鷹

狩
で
獲
た
鶴
を
拝
領
し
た
【
坊
四
五
九
号
、
十
二
月
二
十
八
日
付
書
状
、
坊
一
八
補

一
四
号
、
十
二
月
二
十
六
日
付
神
代
民
部
少
輔
書
状
、
お
よ
び
坊
八
七
九
号
、
十
二

月
二
十
八
日
付
石
井
茂
清
書
状
】
。 

な
お
、
国
許
で
は
八
月
三
日
に
女
子
伊
勢
菊
が
誕
生
し
た
【
坊
九
八
四
号
、
八
月

十
七
日
付
岡
部
長
盛
書
状
、
お
よ
び
坊
七
一
一
号
、
八
月
二
十
九
日
付
鍋
島
元
茂
書

状
】
。
ま
た
翁
助
（
忠
直
）
は
十
一
月
に
疱
瘡
を
煩
っ
た
が
快
気
を
得
た
【
坊
九
五

六
号
、
十
一
月
二
十
七
日
付
岡
部
長
盛
書
状
等
】
。 

 
 元

和
七
年 
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正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
正
月
二
十
三
日
夜
の
徳
川
義
直
の
上
屋
敷
の
火
事
に

よ
り
、
佐
賀
藩
の
上
屋
敷
も
類
焼
し
【
坊
六
四
六
号
、
正
月
二
十
五
日
付
鍋
島
忠
茂

書
状
、
坊
七
一
五
号
、
二
月
一
日
付
鍋
島
元
茂
書
状
、
坊
七
一
六
号
、
二
月
二
日
付

鍋
島
元
茂
書
状
、
お
よ
び
坊
九
七
〇
号
、
二
月
九
日
付
岡
部
長
盛
書
状
】
、
勝
茂
・

忠
茂
・
元
茂
は
み
な
下
屋
敷
に
移
っ
た
【
坊
六
四
九
号
、
三
月
六
日
付
鍋
島
忠
茂
書

状
】
。 

 

旧
冬
参
勤
し
た
ば
か
り
の
勝
茂
で
あ
っ
た
が
、
二
月
十
九
日
に
は
暇
が
出
た
【
坊

四
六
一
号
、
三
月
四
日
付
書
状
、
お
よ
び
坊
六
四
八
号
、
二
月
二
十
二
日
付
鍋
島
忠

茂
書
状
】
。
す
ぐ
に
は
江
戸
を
発
た
ず
、
三
月
十
日
頃
に
江
戸
出
立
の
予
定
で
あ
っ

た
【
坊
四
六
一
号
】
。
実
際
に
い
つ
頃
江
戸
を
発
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
五
月

に
は
国
許
に
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
【
坊
九
七
三
号
、
五
月
十
九
日
付
岡
部
長
盛

書
状
】
。
そ
の
後
は
在
国
で
あ
る
。 

 

元
和
八
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
正
月
二
十
二
日
に
は
伊
勢
仁
王
（
直
朝
）
が
誕
生
し
た

【
坊
七
二
一
号
、
二
月
十
九
日
付
鍋
島
元
茂
書
状
、
坊
六
五
九
号
、
二
月
二
十
一
日

付
鍋
島
忠
茂
書
状
お
よ
び
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
佐
近
一
―
二
、
五
二
・
三
四
一
頁
】
。 

 

こ
の
年
の
江
戸
参
府
は
室
岡
部
氏
や
嫡
男
翁
介
（
忠
直
）
等
を
連
れ
た
旅
と
な
っ

た
。
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
は
三
月
二
十
七
日
佐
賀
を
発
っ
た
と
す
る
が
、
二
月
十

九
日
付
鍋
島
元
茂
書
状
【
坊
七
二
一
号
】
に
、
土
井
利
勝
の
内
意
と
し
て
三
月
末
の

出
国
で
よ
い
と
す
る
の
と
符
合
す
る
。
そ
の
後
、
五
月
二
十
六
日
付
岡
部
長
盛
書
状

【
坊
九
七
六
号
】
に
よ
る
と
、
五
月
三
日
に
大
坂
着
、
同
七
日
伏
見
着
、
在
京
中
の

岡
部
長
盛
と
面
会
し
、
同
二
十
五
日
伏
見
発
、
妻
子
た
ち
は
翌
二
十
六
日
に
伏
見
を

発
っ
た
。
こ
の
長
盛
書
状
か
ら
、
勝
茂
が
江
戸
に
連
れ
て
行
っ
た
の
は
室
岡
部
氏
・

翁
介
（
忠
直
）
・
市
・
亀
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
江
戸
に
着
い
た
日
付
は
分
か

ら
な
い
が
、
五
月
二
十
一
日
付
鍋
島
元
茂
書
状
【
坊
七
二
四
号
】
に
よ
る
と
、
六
月

十
日
頃
に
到
着
の
見
込
み
と
な
っ
て
い
る
。
江
戸
着
後
は
六
月
二
十
日
に
父
子
揃

っ
て
秀
忠
に
謁
見
し
た
【
坊
八
九
〇
号
、
六
月
二
十
八
日
付
勝
屋
茂
為
書
状
】
。
な

お
こ
の
参
勤
に
は
多
久
安
順
が
随
行
し
て
お
り
、
安
順
は
十
一
月
の
段
階
で
も
在

江
戸
で
あ
る
【
坊
八
二
四
号
、
十
一
月
十
六
日
付
多
久
安
順
書
状
、
「
水
江
事
略
」

等
】
。 

 

そ
の
後
は
在
江
戸
で
、
年
末
の
十
二
月
二
十
六
日
に
翁
介
は
秀
忠
の
命
に
よ
り

元
服
し
、
従
五
位
下
肥
前
守
に
叙
任
さ
れ
、
忠
直
と
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
【
『
十

二
編
』
元
和
八
年
十
二
月
二
十
六
日
条
】
。
忠
直
が
在
江
戸
で
「
翁
介
」
と
呼
ば
れ

る
の
は
、
こ
の
元
和
八
年
だ
け
で
あ
る
。 

 

元
和
九
年 

 
正
月
二
日
、
勝
茂
・
忠
直
・
元
茂
は
揃
っ
て
登
城
し
、
秀
忠
に
謁
見
し
た
【
坊
九

一
〇
号
、
正
月
八
日
付
持
永
茂
成
書
状
】
。 

 

勝
茂
は
二
月
二
日
に
女
子
長
（
後
に
松
平
忠
房
室
）
が
誕
生
す
る
。
前
年
末
の
忠
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直
の
叙
任
、
元
茂
男
直
能
の
誕
生
、
そ
し
て
長
の
誕
生
と
慶
事
が
続
き
、
「
坊
所
鍋

島
家
文
書
」
に
は
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
正
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
江
戸
か
ら
届
い

た
書
状
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
長
は
鍋
島
茂
泰
の
養
女
と
な
る
こ
と
が
決
ま
っ

た
が
【
坊
未
82
号
、
三
月
八
日
付
し
ん
よ
消
息
等
】
、
本
年
は
方
角
が
悪
い
と
の

勝
茂
室
の
意
向
に
よ
り
、
下
国
は
翌
春
ま
で
延
び
た
か
【
坊
八
九
三
号
、
三
月
十
四

日
付
勝
屋
茂
為
書
状
】
。 

 

こ
の
年
は
五
月
に
秀
忠
が
、
六
月
に
家
光
が
上
洛
し
、
七
月
二
十
七
日
に
家
光
が

将
軍
職
を
襲
う
が
、
勝
茂
も
こ
れ
に
供
奉
し
た
。
将
軍
父
子
上
洛
の
風
聞
は
早
く
か

ら
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
正
月
に
は
鍋
島
家
で
も
三
月
初
め
頃
上
洛
と
の
情
報
を
得

て
い
た
【
坊
八
九
一
号
、
正
月
十
六
日
付
勝
屋
茂
為
書
状
】
。
二
月
に
松
平
忠
直
（
家

康
孫
、
室
は
秀
忠
女
）
が
隠
居
さ
せ
ら
れ
る
事
件
【
『
十
二
編
』
元
和
九
年
二
月
十

日
条
】
が
起
こ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
秀
忠
の
上
洛
は
延
引
し
、
五
月
二
十
日
に
江
戸

を
出
立
し
た
。
五
月
二
十
一
日
付
鍋
島
元
茂
書
状
【
坊
七
三
一
号
】
等
に
よ
り
秀
忠

出
立
の
正
確
な
日
付
が
分
か
る
【
佐
藤
二
〇
一
三
】
。
勝
茂
が
江
戸
を
発
っ
た
の
は

五
月
十
三
日
で
あ
っ
た
【
坊
七
三
一
号
／
坊
五
三
八
号
、
年
月
日
欠
小
少
将
消
息

（
前
欠
）
】
。
勝
茂
の
京
都
着
の
日
付
は
分
か
ら
な
い
が
、
六
月
八
日
の
秀
忠
入
京

を
京
都
で
迎
え
た
【
坊
四
六
六
号
、
六
月
九
日
付
書
状
】
。
勝
茂
へ
の
京
都
で
の
賜

暇
の
時
期
も
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
六
月
中
の
も
の
と
思
わ
れ
る
勝
茂
書
状
【
坊
四

六
八
号
】
で
は
、
勝
茂
は
八
月
に
下
国
と
見
込
ん
で
い
る
。
そ
の
後
、
七
月
二
十
八

日
付
書
状
【
多
二
五
四
号
】
で
は
「
其
地
（
佐
賀
）
へ
可
罷
下
も
、
又
江
戸
ヘ
参
上

可
申
儀
も
、
聢
不
相
究
候
」
と
、
賜
暇
後
の
行
き
先
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
閏

八
月
十
日
頃
の
賜
暇
を
見
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
閏
八
月
二
十
七
日
付
小
少
将
消

息
【
坊
五
三
九
号
】
に
は
「
し
な
の
殿
も
い
ま
た
こ
の
ち
（
江
戸
）
御
下
と
も
、
又

そ
こ
も
と
（
佐
賀
）
へ
御
下
と
も
あ
ひ
し
れ
候
ハ
す
候
」
と
あ
り
、
八
月
二
十
七
日

の
段
に
な
っ
て
も
、
勝
茂
へ
の
賜
暇
の
日
程
は
も
と
よ
り
、
勝
茂
が
賜
暇
の
後
江
戸

参
府
す
る
の
か
帰
国
す
る
の
か
と
い
っ
た
情
報
も
江
戸
に
届
い
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
結
局
は
一
旦
国
許
に
戻
り
、
年
末
に
参
勤
す
る
【
坊
未
105
号
、
二

月
六
日
付
山
崎
勘
解
由
佑
書
状
】
。 

 

な
お
、
こ
の
年
は
勝
茂
女
市
と
出
羽
米
沢
城
主
上
杉
定
勝
と
の
婚
姻
が
決
ま
る
。

市
の
婚
姻
相
手
に
つ
い
て
は
秀
忠
継
室
浅
井
氏
が
中
心
と
な
っ
て
検
討
さ
れ
た
。

春
に
は
決
ま
る
か
と
思
わ
れ
た
が
【
坊
九
一
一
号
、
三
月
二
十
日
付
持
永
茂
成
書

状
】
、
よ
う
や
く
五
月
初
め
頃
に
上
杉
定
勝
と
決
ま
っ
た
【
坊
五
三
八
号
、
年
月
日

闕
小
少
将
消
息
】
。
こ
の
小
少
将
消
息
は
年
月
日
欠
で
あ
る
が
、
勝
茂
の
江
戸
出
立

の
五
月
十
三
日
と
秀
忠
の
江
戸
出
立
の
五
月
二
十
日
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
勝
茂
在
京
中
も
秀
忠
の
婚
姻
許
可
が
出
る
よ
う
土
井
利
勝
や
酒
井
忠
世
と
図

っ
た
【
坊
四
六
八
号
】
。
土
井
利
勝
か
ら
は
祝
言
の
時
期
は
十
一
月
頃
と
の
内
々
の

沙
汰
も
あ
り
【
坊
五
三
二
号
、
年
月
日
欠
高
源
院
（
勝
茂
室
徳
川
氏
）
消
息
（
後

欠
）
】
、
勝
茂
室
徳
川
氏
は
、
上
洛
中
の
勝
茂
が
江
戸
に
下
り
、
市
の
祝
言
を
済
ま

せ
て
年
末
に
下
国
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
が
【
坊
五
三
九
号
】
、
年
内
の
祝
言

と
は
な
ら
ず
、
勝
茂
は
下
国
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
坊
五
三
二
号
は
後
欠
で
差
出
が
な
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く
、
『
佐
古
』
で
は
「
高
源
院
消
息
」
と
し
て
い
る
。
一
方
、
坊
五
三
九
号
の
差
出

で
あ
る
小
少
将
は
勝
茂
室
付
の
女
房
で
こ
の
消
息
も
勝
茂
室
の
意
思
を
記
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
紙
目
を
欠
く
が
、
内
容
的
に
坊
五
三
二
号
に
接
続
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
坊
五
三
二
号
も
差
出
に
合
わ
せ
て
「
小
少
将
消
息
」
と
し
て
お
く
の
が

適
当
と
思
わ
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
『
佐
古
』
に
従
っ
て
お
く
。 

 

元
和
十
年
／
寛
永
元
年 

 

勝
茂
は
前
年
末
に
国
許
を
発
ち
、
正
月
十
五
日
に
江
戸
に
着
い
た
【
坊
未
105
号
、

二
月
六
日
付
山
崎
勘
解
由
佑
書
状
、
お
よ
び
正
月
二
十
四
日
（
寛
永
元
年
）
付
柴
田

覚
右
衛
門
等
書
状
（
「
山
内
家
文
書
」
長
帳
甲
六
所
収
）
】
。
正
月
二
十
一
日
、
市

は
上
杉
定
勝
と
華
燭
の
典
を
挙
げ
た
【
坊
五
三
三
号
、
年
月
日
欠
高
源
院
消
息
（
前

後
欠
）
、
坊
六
六
一
号
、
正
月
二
十
九
日
付
鍋
島
忠
茂
書
状
、
お
よ
び
坊
七
三
四
号
、

二
月
五
日
付
鍋
島
元
茂
書
状
等
】
。
三
月
二
十
五
日
に
は
定
勝
夫
妻
等
を
自
亭
に
招

き
、
宴
を
催
し
た
【
坊
八
九
九
号
、
四
月
十
二
日
付
関
清
長
書
状
】
。 

 

こ
の
年
は
大
坂
城
普
請
が
あ
り
佐
賀
藩
も
出
役
し
た
。
二
月
一
日
に
根
石
置
き

が
な
さ
れ
本
工
事
が
始
ま
っ
た
が
、
佐
賀
藩
で
は
総
責
任
者
と
し
て
諫
早
直
孝
を

派
遣
し
、
勝
茂
・
元
茂
は
在
江
戸
の
ま
ま
で
あ
っ
た
【
坊
八
四
一
号
、
二
月
九
日
付

諫
早
直
孝
書
状
】
。
六
月
頃
に
は
ほ
ぼ
工
事
が
完
了
し
、
諫
早
直
孝
も
六
月
十
日
頃

に
帰
国
の
途
に
就
い
た
と
見
ら
れ
る
【
坊
一
八
補
三
二
号
、
五
月
二
十
五
日
付
川
副

太
兵
衛
尉
書
状
】
。 

 

八
月
二
十
八
日
付
書
状
【
坊
四
八
六
号
】
で
勝
茂
は
、
翌
月
に
秀
忠
が
江
戸
城
西

丸
へ
、
家
光
が
本
丸
へ
移
徙
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
後
暇
が
出
る
で
あ
ろ
う
と
国

許
に
報
じ
て
い
る
。
前
年
将
軍
職
を
家
光
に
譲
っ
た
秀
忠
は
寛
永
元
年
九
月
二
十

二
日
に
西
丸
に
移
徙
す
る
が
、
家
光
の
本
丸
移
徙
は
同
十
一
月
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
の
で
【
『
東
京
市
史
稿
』
皇
城
篇
第
一
】
、
坊
四
八
六
号
も
寛
永
元
年
に
比
定
し

て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
年
月
日
欠
の
勝
茂
室
高
源
院
消
息
【
坊
五
三
〇
号
】
で
は
、
多
久
茂
辰
と

結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
勝
茂
女
鶴
の
祝
言
を
正
月
に
す
べ
き
こ
と
を
勝
茂
か
ら

国
許
に
指
示
し
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
「
こ
と
し
ハ
、
む
す
め
ふ
た
り
を
ゑ
ん
ニ
つ

け
、
む
す
こ
ま
て
も
も
う
け
候
て
、
わ
れ

〱
そ
ん
し
の
ま
ゝ
成
御
事
に
て
候
」
と

も
あ
っ
て
、
勝
茂
室
は
慶
事
の
重
な
っ
た
一
年
を
喜
ん
で
い
る
。
こ
の
娘
の
う
ち
一

人
は
鶴
の
こ
と
で
あ
る
が
、
も
う
一
人
は
正
月
に
江
戸
で
上
杉
定
勝
と
祝
言
を
挙
げ

た
市
の
こ
と
を
指
す
。
息
子
も
出
産
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

に
「
卿
公
」
と
現
れ
る
男
子
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
消
息
を
寛
永
元
年
冬
の
も

の
と
考
え
る
と
、
「
水
江
事
略
」
が
多
久
茂
辰
と
鶴
の
婚
姻
は
寛
永
二
年
正
月
二
十

八
日
の
こ
と
と
す
る
の
と
状
況
が
合
う
。
『
佐
古
』
は
生
ま
れ
た
男
子
を
元
和
八
年

正
月
二
十
二
日
生
の
直
朝
に
当
て
る
の
か
、
こ
の
消
息
を
「
元
和
八
年
カ
」
と
す
る

が
、
文
中
に
忠
直
が
「
肥
前
守
」
と
し
て
現
れ
る
。
忠
直
が
肥
前
守
に
任
ぜ
ら
れ
る

の
は
同
年
の
十
二
月
二
十
六
日
の
こ
と
で
あ
り
、可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

縁
付
い
た
と
す
る
も
う
一
人
の
娘
が
誰
に
も
該
当
し
な
く
な
る
の
で
、
や
は
り
こ
の
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消
息
は
寛
永
元
年
に
比
定
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。 

 

坊
五
三
〇
号
が
寛
永
元
年
に
決
ま
る
と
、
鶴
の
多
久
茂
辰
と
の
婚
姻
は
寛
永
二
年

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
同
じ
く
鶴
の
翌
正
月
の
祝
言
に
触
れ
て
い
る
十
一
月
二
十
八

日
付
鍋
島
元
茂
書
状
【
坊
七
三
二
号
】
も
寛
永
元
年
の
も
の
と
な
る
が
、
こ
の
書
状

で
元
茂
は
江
戸
で
勝
茂
が
息
災
に
し
て
い
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
勝
茂
は
少
な
く

と
も
十
一
月
末
ま
で
は
在
江
戸
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

寛
永
二
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
月
二
十
八
日
、
国
許
で
は
勝
茂
女
鶴

と
多
久
茂
辰
が
婚
姻
し
た
【
寛
永
元
年
の
項
、
お
よ
び
多
一
八
九
号
、
卯
月
十
一
日

付
書
状
】
。
多
一
八
九
号
は
江
戸
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
五
月
に
は
帰
国
の

暇
が
出
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
前
年
に
勝
茂
の
女
婿
と
な
っ
た
上
杉
定
勝
の

年
譜
に
よ
る
と
、
実
際
に
五
月
十
三
日
に
勝
茂
が
江
戸
を
発
し
た
こ
と
が
分
か
り

【
「
定
勝
公
御
年
譜
」
巻
二
、
寛
永
二
年
五
月
十
二
日
条
】
、
状
況
が
合
う
。 

「
考
補
」
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
鍋
島
茂
賢
を
江
戸
に
呼
ん
で
茂
賢
所
持
の
鎧
を
献

上
さ
せ
、
こ
の
鎧
を
も
っ
て
六
月
一
日
に
嫡
男
忠
直
の
鎧
初
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
が

【
佐
近
一
―
二
／
三
五
七
～
三
五
八
頁
】
、
上
述
の
状
況
と
合
わ
ず
、
不
審
で
あ
る
。

鎧
初
の
年
月
日
が
誤
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
勝
茂
不
在
で
行
わ
れ
た
か
。 

ま
た
同
じ
く
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
多
久
安
順
は
八
月
二
十
日
よ
り
三
日
間
江
戸

に
参
府
し
て
、
藩
財
政
の
こ
と
に
つ
い
て
勝
茂
に
諫
言
し
、
そ
の
時
に
出
さ
れ
た
の

が
寛
永
二
年
八
月
二
十
一
日
付
覚
書
【
多
三
六
九
号
】
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
【
佐
近

一
―
二
／
三
五
九
頁
】
、
や
は
り
江
戸
で
出
さ
れ
た
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。 

 寛
永
三
年 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
と
思
わ
れ
る
。
「
元
茂
公
御
年
譜
」
に
は
、
勝
茂
は
正
月

十
六
日
に
江
戸
に
向
け
て
参
勤
し
た
と
あ
る
【
佐
近
二
―
一
／
一
〇
二
頁
】
。 

 

本
年
は
大
御
所
秀
忠
・
将
軍
家
光
の
上
洛
が
あ
り
、
六
月
二
十
八
日
付
書
状
【
多

三
五
六
号
】
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
先
立
っ
て
上
洛
し
、
六
月
二
十
日
に
入
京
し
た
秀

忠
を
近
江
追
分
に
迎
え
た
こ
と
、
元
茂
も
六
月
上
旬
に
は
上
京
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
「
元
茂
公
御
年
譜
」
に
従
う
と
、
勝
茂
は
い
っ
た
ん
江
戸
に
参
府
し
、
元
茂

と
前
後
し
て
上
洛
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
で
、
豊
前
小
倉
の
細
川
忠
利
は
五
月

十
三
日
に
国
許
（
小
倉
）
を
出
船
し
【
細
川
「
日
帳
」
一
／
一
二
二
頁
】
、
五
月
十

九
日
に
海
路
大
坂
に
着
い
て
い
る
【
『
細
』
九
／
忠
利
二
〇
八
号
】
。
忠
利
は
小
倉

出
立
前
の
五
月
八
日
に
勝
茂
に
対
し
て
飛
脚
を
送
り
、
そ
の
飛
脚
が
三
日
後
の
十
一

日
に
帰
着
し
て
い
る
【
細
川
「
日
帳
」
一
／
一
一
七
・
一
二
〇
頁
】
こ
と
か
ら
、
こ

れ
が
佐
賀
に
居
る
勝
茂
と
の
参
勤
に
関
す
る
情
報
交
換
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と

す
る
と
、
勝
茂
は
こ
の
時
在
国
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
忠
利
同
様
に
こ
の
時
期
に

国
許
か
ら
直
接
上
洛
し
た
可
能
性
の
方
が
高
い
こ
と
に
な
る
。 

な
お
、
上
洛
中
の
八
月
二
十
七
日
に
従
四
位
下
侍
従
に
昇
叙
し
た
【
「
寛
政
譜
」
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巻
八
百
二
十
三
、
佐
近
一
―
二
／
三
六
二
頁
】
。
今
回
の
上
洛
で
の
勝
茂
へ
の
賜
暇

の
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
家
光
は
九
月
二
十
五
日
に
京
都
を
発
し
【
『
居
』

家
光
】
、
秀
忠
は
十
月
六
日
に
京
都
を
発
し
て
い
る
の
で
【
『
居
』
秀
忠
】
、
そ
の

前
後
ま
で
は
京
都
に
詰
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
九
月
二
十
二
日
付
書
状
【
有
二
六

号
】
は
京
都
か
ら
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

細
川
忠
利
に
は
家
光
よ
り
九
月
二
十
六
日
に
暇
が
与
え
ら
れ
、
十
月
十
七
日
に
小

倉
に
着
い
て
い
る
の
で
【
「
綿
考
輯
録
」
巻
三
十
】
、
勝
茂
に
も
同
じ
頃
に
暇
が
与

え
ら
れ
た
か
。
そ
の
後
、
勝
茂
が
江
戸
に
参
府
し
た
か
帰
国
し
た
か
は
定
か
で
な
い
。 

 

寛
永
四
年 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
か
国
許
で
迎
え
た
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
「
考
補
」
で

は
勝
茂
は
二
月
二
十
一
日
に
江
戸
を
発
足
し
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
三
六
三

頁
】
。
こ
れ
に
従
う
と
、
江
戸
で
越
年
し
て
、
三
月
下
旬
に
は
在
国
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
八
月
十
九
日
付
書
状
【
多
三
六
八
号
】
は
江
戸
か
ら
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
国
許
か
ら
の
六
月
二
十
二
日
付
の
書
状
を
請
取
っ

た
と
あ
る
の
で
、
六
月
頃
に
は
在
江
戸
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
月
の
帰

国
が
正
し
い
と
す
る
と
、
立
ち
戻
り
江
戸
に
参
勤
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

九
月
十
六
日
に
は
江
戸
城
西
の
丸
で
の
秀
忠
の
茶
会
に
臨
席
し
た
【
「
東
武
実
録
」

寛
永
四
年
九
月
十
六
日
条
、
お
よ
び
多
三
七
四
号
、
九
月
十
九
日
付
書
状
等
】
。
十

月
十
二
日
付
で
姉
の
多
久
安
順
室
が
勝
茂
に
書
き
送
っ
た
消
息
【
多
四
三
〇
号
】
か

ら
十
月
も
在
江
戸
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

寛
永
五
年 

 

小
倉
藩
細
川
家
の
「
日
帳
」
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
旧
臘
江
戸
を
出
立
し
、
元
旦
は

下
関
で
迎
え
た
【
細
川
「
日
帳
」
一
／
三
三
八
頁
】
。
数
日
後
に
は
国
許
に
着
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。 

本
年
は
大
坂
城
の
公
儀
普
請
に
出
役
す
る
が
、
勝
茂
本
人
は
現
地
に
赴
か
な
か
っ

た
。
小
倉
藩
の
「
日
帳
」
に
よ
る
と
、
七
月
二
十
四
日
に
細
川
忠
利
か
ら
勝
茂
に
遣

わ
さ
れ
た
飛
脚
が
同
二
十
七
日
に
戻
り
、
そ
の
時
期
に
勝
茂
が
領
内
で
鷹
狩
り
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
【
細
川
「
日
帳
」
二
／
六
五
・
六
八
頁
】
。
七
月
二
十
七

日
付
で
大
坂
に
詰
め
て
い
る
鍋
島
長
昭
に
宛
て
た
書
状
【
佐
近
一
―
二
／
三
六
七
～

三
六
八
頁
】
も
、
佐
賀
か
ら
出
さ
れ
た
。 

「
考
補
」
は
本
年
江
戸
参
勤
と
す
る
【
佐
近
一
―
二
／
三
六
五
頁
】
。
翌
正
月
は

在
江
戸
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、八
月
以
降
に
参
勤
し
た
こ
と
自
体
は
確
か
で
あ
る
が
、

時
期
は
定
か
で
は
な
い
。 

 

寛
永
六
年 

正
月
八
日
に
母
の
陽
泰
院
（
石
井
氏
）
が
死
去
す
る
が
、
正
月
二
十
七
日
付
覚
書

【
佐
近
一
―
二
／
三
七
一
～
三
七
三
頁
】
で
、
侍
女
等
の
処
遇
に
関
す
る
指
示
に
つ

い
て
、
勝
茂
本
人
の
帰
国
を
待
つ
よ
う
に
述
べ
て
い
る
箇
所
も
あ
り
、
正
月
を
江
戸
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で
迎
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
後
、
当
年
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
五
月
十
日
付
覚
書
【
多
二
六
五
号
】
、
八

月
十
八
日
付
書
状
【
多
四
六
〇
号
】
は
、
と
も
に
江
戸
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

寛
永
七
年 

「
元
茂
公
御
年
譜
」
に
よ
る
と
、
七
月
一
日
に
勝
茂
と
元
茂
が
連
れ
立
っ
て
江
戸

城
に
登
城
し
、
家
光
に
謁
見
し
た
と
さ
れ
る
が
【
佐
近
二
―
一
／
一
二
六
頁
】
、
そ

れ
以
外
に
は
勝
茂
の
居
所
を
確
定
さ
せ
る
所
見
に
欠
く
。 

 

寛
永
八
年 

「
考
補
」
に
よ
る
と
、
正
月
二
十
一
日
に
江
戸
城
に
登
城
し
家
光
の
茶
会
に
臨
席

し
た
と
さ
れ
【
佐
近
一
―
二
／
三
七
七
頁
】
、
五
月
晦
日
に
は
「
巣
鶏
〔
鷂
ヵ
〕
」

を
家
光
よ
り
拝
領
し
、
謝
礼
の
た
め
に
登
城
し
た
と
さ
れ
る
【
同
上
】
。
ま
た
そ
の

間
の
五
月
十
日
付
覚
書
【
多
三
一
一
号
】
も
江
戸
で
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

五
月
の
在
江
戸
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
後
、
江
戸
で
は
七
月
二
十
九
日
に
嫡
男
忠
直

が
松
平
忠
明
息
女
と
婚
姻
す
る
が
、
【
佐
近
一
―
二
／
三
七
六
頁
】
、
八
月
九
日
付

書
状
【
多
三
六
四
号
】
は
こ
の
婚
姻
の
祝
儀
に
関
す
る
も
の
で
、
江
戸
か
ら
出
さ
れ

て
い
る
。 

一
方
で
、
寛
永
八
年
九
月
二
十
五
日
付
覚
書
【
多
二
八
一
号
】
は
、
江
戸
で
出
さ

れ
た
も
の
か
国
許
で
出
さ
れ
た
も
の
か
定
か
で
な
く
、
八
・
九
月
頃
帰
国
の
可
能
性

も
残
る
。
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
所
見
が
な
い
。 

 寛
永
九
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
元
茂
公
御
年
譜
」
に
よ
る
と
、
勝
茂

は
三
月
末
に
帰
国
し
た
と
さ
れ
【
佐
近
二
―
一
／
一
三
四
頁
】
、
元
茂
が
勝
茂
側
近

の
勝
屋
茂
為
に
宛
て
た
申
五
月
十
日
付
覚
書
【
同
上
】
に
書
き
込
ま
れ
た
勝
茂
自
筆

の
返
答
に
「
当
暮
参
上
之
刻
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
覚
書
を
受
取
っ
た
時
点
で

勝
茂
は
在
国
で
あ
り
、
年
末
に
は
参
勤
の
予
定
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

六
月
一
日
に
肥
後
熊
本
城
藩
主
藤
忠
広
が
改
易
さ
れ
る
が
、
そ
の
城
地
請
取
に

は
佐
賀
藩
も
出
役
し
た
。
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
勝
茂
本
人
も
七
月
十
八
日
に
多
久

安
順
・
諫
早
直
孝
等
を
率
い
て
佐
賀
を
出
馬
し
た
が
、
幕
府
上
使
の
命
に
よ
り
領
内

の
千
栗
よ
り
帰
城
し
、
肥
後
へ
は
安
順
等
を
派
遣
し
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／

三
八
一
・
三
八
四
頁
】
。
江
戸
城
で
諸
大
名
に
通
達
さ
れ
た
際
に
勝
茂
も
そ
の
場
に

居
た
と
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
【
佐
近
一
―
二
／
三
八
〇
頁
】
、「
元
茂
公
御
年
譜
」

に
記
さ
れ
る
状
況
と
合
う
。
忠
明
の
改
易
を
伝
え
る
六
月
三
日
付
の
勝
茂
宛
の
老

中
連
署
奉
書
【
同
上
】
も
国
許
で
受
取
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

そ
の
後
、
時
期
は
分
か
ら
な
い
が
、
予
定
通
り
年
内
に
参
勤
し
た
。
極
月
七
日
付

書
状
【
多
一
八
七
号
】
で
は
、
翌
年
の
幕
府
国
廻
上
使
へ
の
対
応
を
江
戸
か
ら
国
許

に
指
示
し
て
い
る
。 
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寛
永
十
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
当
年
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
卯
月
十
九
日
付
書
状
【
多

二
二
九
号
】
は
江
戸
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
江
戸
で
の
無
事
と
八
・
九
月
頃

の
西
国
衆
へ
の
賜
暇
の
風
聞
を
伝
え
て
い
る
。 

七
月
十
九
日
に
勝
茂
女
長
が
江
戸
で
松
平
忠
房
と
婚
姻
し
た
。
そ
の
こ
と
を
国

許
に
伝
え
る
八
月
朔
日
付
書
状
【
多
一
五
九
号
】
は
江
戸
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。 そ

の
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
所
見
が
な
い
。 

 

寛
永
十
一
年 

 

「
元
茂
公
御
年
譜
」
に
よ
る
と
、
正
月
十
三
日
に
箱
根
に
到
達
し
、
同
十
五
日
に

江
戸
に
着
く
予
定
で
あ
っ
た
【
佐
近
二
―
一
／
一
五
一
頁
】
。
こ
れ
が
正
し
い
と
す

る
と
前
年
末
に
は
佐
賀
を
出
立
し
た
こ
と
に
な
る
。 

 

本
年
は
七
月
に
将
軍
家
光
の
上
洛
・
参
内
が
あ
り
、
勝
茂
・
忠
直
・
元
茂
も
先
立

っ
て
上
洛
し
た
。
「
考
補
」
・
「
元
茂
公
御
年
譜
」
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
五
月
十
一

日
に
忠
直
を
伴
っ
て
江
戸
を
出
立
、
京
都
七
条
の
新
屋
敷
に
入
り
【
佐
近
一
―
二
／

三
八
六
・
三
八
七
頁
】
、
元
茂
も
七
月
十
一
日
の
家
光
入
京
に
先
立
っ
て
京
都
八
条

唐
橋
の
屋
敷
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
二
―
一
／
一
五
二
頁
】
。 

上
洛
後
の
賜
暇
に
つ
い
て
は
、
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
・
「
元
茂
公
御
年
譜
」
は
、

勝
茂
は
八
月
二
日
に
忠
直
を
伴
っ
て
中
仙
道
経
由
で
江
戸
に
下
向
、
元
茂
は
東
海

道
経
由
で
江
戸
に
下
向
し
た
と
す
る
が
【
佐
近
一
―
二
／
六
五
・
三
八
七
頁
、
佐
近

二
―
一
／
一
五
六
頁
】
、
家
光
の
江
戸
帰
還
に
関
す
る
記
述
と
勝
茂
・
忠
直
・
元
茂

が
同
じ
場
所
に
い
る
こ
と
が
分
か
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
年
の
上
洛
時
の

も
の
と
考
え
ら
れ
る
七
月
二
十
六
日
付
鍋
島
隼
人
（
茂
貞
）
等
宛
書
状
【
有
二
八

号
】
で
は
、
勝
茂
は
八
月
に
は
帰
国
の
見
込
み
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
小
城
家
中
の

水
町
貞
弘
が
国
許
の
鍋
島
貞
村
に
宛
て
た
閏
七
月
十
九
日
付
書
状
【
佐
近
二
―
一

／
一
五
五
・
一
五
六
頁
】
に
よ
る
と
、
勝
茂
に
は
言
及
が
な
く
、
忠
直
と
元
茂
は
江

戸
に
戻
り
、
帰
国
は
し
な
い
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
勝
茂
は
寛
永

十
二
年
正
月
を
国
許
で
迎
え
る
の
で
、
本
年
末
は
在
国
で
あ
り
、
上
洛
後
は
帰
国
し

た
と
す
る
と
状
況
が
合
う
。
勝
茂
は
京
都
か
ら
帰
国
し
九
月
以
降
在
国
、
忠
直
と
元

茂
は
江
戸
に
戻
っ
て
越
年
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

寛
永
十
二
年 

 

「
考
補
」
や
「
葉
隠
聞
書
」
に
よ
る
と
、
正
月
二
十
八
日
に
江
戸
で
嫡
男
の
忠
直

が
疱
瘡
で
死
去
し
、
勝
茂
は
そ
の
報
を
伊
勢
石
薬
師
宿
で
受
け
た
と
さ
れ
る
【
佐
近

一
―
二
／
三
九
二
頁
、
「
葉
隠
聞
書
」
三
四
六
頁
】
。
「
考
補
」
と
「
葉
隠
聞
書
」

の
本
文
は
訃
報
を
「
御
下
国
」
の
途
中
で
受
け
取
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
従

う
と
勝
茂
は
正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
「
葉
隠
聞
書
」
の
当
該

箇
所
の
注
記
で
は
「
御
着
府
」
と
あ
り
、
こ
ち
ら
に
従
う
と
勝
茂
は
参
勤
途
中
で
、

正
月
は
国
許
で
迎
え
た
こ
と
に
な
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
五
月
に
は
在
江
戸
で
あ
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る
の
で
後
者
が
正
し
く
、
勝
茂
は
正
月
を
国
許
で
迎
え
、
正
月
中
旬
頃
ま
で
に
は
参

勤
の
た
め
佐
賀
を
発
し
、
二
月
中
旬
頃
に
は
江
戸
に
着
府
し
た
と
考
え
ら
れ
る
【
本

多
二
〇
二
二
】
。 

 

五
月
七
日
付
書
状
【
多
二
〇
六
号
】
で
は
、
翌
年
の
江
戸
城
普
請
に
つ
い
て
重
要

な
升
形
の
一
つ
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
国
許
に
伝
え
て
お
り
、
在
江
戸
が
確
認
で

き
る
。
そ
の
後
も
在
江
戸
で
、
八
月
十
四
日
付
書
状
【
多
一
九
八
号
】
で
は
、
江
戸

城
普
請
に
備
え
て
鍋
島
茂
綱
を
十
一
月
頃
ま
で
に
は
江
戸
に
参
府
さ
せ
る
よ
う

に
、
ま
た
四
組
頭
な
ら
び
に
普
請
衆
は
十
二
月
上
旬
に
江
戸
に
着
く
よ
う
国
許
に

指
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
九
月
二
十
日
付
書
状
お
よ
び
九
月
二
十
七
日
付
書
状
【
多

一
四
四
号
、
多
一
二
三
号
】
で
は
、
同
年
に
幕
府
の
命
令
に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門

改
を
十
一
月
一
日
よ
り
十
二
月
十
五
日
ま
で
一
斉
に
実
施
す
る
よ
う
国
許
に
指
示

し
て
い
る
。
そ
の
後
、
十
月
晦
日
付
書
状
【
多
二
九
五
号
】
、
極
月
五
日
付
書
状
【
多

二
〇
三
号
】
で
も
勝
茂
の
在
江
戸
が
確
認
で
き
、
勝
茂
は
江
戸
で
越
年
し
た
。 

 

な
お
、
こ
の
年
は
嫡
子
忠
直
の
他
に
、
六
月
三
日
に
は
出
羽
米
沢
藩
主
上
杉
定
勝

に
嫁
し
た
女
長
が
死
去
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
三
九
五
頁
】
。
ま
た
、
忠
直
が
死
去

し
た
そ
の
年
の
う
ち
に
嫡
孫
光
茂
が
将
軍
家
光
に
初
目
見
得
を
遂
げ
た
【
本
多
二

〇
二
二
】
。 

 

寛
永
十
三
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
二
月
二
日
付
覚
書
【
多
二
二
六
号
】
・
五
月
十
日
付
書

状
【
多
四
二
一
号
】
等
に
よ
り
在
江
戸
が
確
認
で
き
る
。 

 

そ
の
後
、
六
月
十
日
付
書
状
【
多
一
二
四
号
】
に
よ
る
と
、
五
月
十
一
日
に
帰
国

賜
暇
、
六
月
二
日
に
江
戸
を
発
し
、
同
十
日
に
は
伊
勢
四
日
市
ま
で
到
達
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。同
書
状
で
は
六
月
十
六
日
に
は
大
坂
出
船
の
予
定
と
な
っ
て
お
り
、

同
二
十
五
日
に
佐
賀
に
着
い
た
【
七
月
二
日
付
鍋
島
勝
茂
宛
細
川
忠
利
書
状
、『
細
』

二
〇
／
忠
利
三
一
一
七
号
】。
国
許
に
着
く
と
間
も
な
く
、
男
直
弘
や
鍋
島
茂
道
・
諸

岡
茂
之
等
の
家
士
へ
の
知
行
加
増
を
行
っ
た
【
多
三
二
〇
号
、
寛
永
十
三
年
七
月
六

日
付
覚
書
】。
そ
の
後
は
在
国
で
あ
る
。 

 

寛
永
十
四
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
、
寛
永
十
四
年
三
月
二
十
日
付
覚
書
【
多
三
二
一
号
】
は

国
許
で
諸
算
用
の
確
認
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
間
も
な
く
参
勤
の
た
め
に
佐

賀
を
発
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
閏
三
月
六
日
付
書
状
【
多
二
四
〇
号
】
よ
り
、

閏
三
月
四
日
に
大
坂
天
満
に
、
同
五
日
に
京
都
西
七
条
に
着
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

出
発
時
に
は
腹
中
を
煩
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
快
方
に
向
か
い
、
同
七
日
朝
に

は
京
都
を
発
つ
予
定
と
な
っ
て
い
る
【
多
一
一
七
号
、
閏
三
月
六
日
付
書
状
】
。 

そ
の
後
、
閏
三
月
二
十
一
日
付
書
状
【
多
三
三
〇
号
】
よ
り
閏
三
月
十
八
日
に
江

戸
に
着
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
勝
茂
は
江
戸
着
府
を
国
許
に
報
じ
る
と
と
も
に
、
家

光
の
病
気
に
よ
り
、
こ
の
時
期
に
参
勤
し
た
西
国
大
名
の
謁
見
は
い
つ
に
な
る
か

分
か
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
五
月
五
日
に
登
城
す
る
が
、
家
光
の
病
気
に
よ
り
謁
見
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は
な
く
、
老
中
が
応
対
し
た
【
多
一
二
八
号
、
五
月
十
四
日
付
書
状
】
。 

十
月
に
は
天
草
島
原
一
揆
が
蜂
起
す
る
が
、
佐
賀
藩
で
は
軍
勢
を
出
し
て
防
備

を
固
め
る
と
と
も
に
、
江
戸
の
勝
茂
に
情
勢
を
注
進
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
四
一
九

～
四
二
八
頁
】
。
幕
府
は
一
揆
鎮
圧
の
た
め
に
佐
賀
藩
・
唐
津
藩
に
親
族
の
派
遣
を

命
じ
、
勝
茂
は
元
茂
と
直
澄
を
下
向
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
軍
令
を
定
め
、
軍
監
の
割

当
を
決
め
た
【
佐
近
一
―
二
／
九
〇
頁
、
多
二
七
六
号
、
十
一
月
十
二
日
付
検
見
割

付
覚
書
、
お
よ
び
多
四
六
八
号
、
同
日
付
覚
書
】
。
十
一
月
十
四
日
に
直
澄
が
、
翌

十
五
日
に
は
元
茂
が
江
戸
を
出
発
し
、
勝
茂
は
江
戸
に
留
ま
っ
た
【
佐
近
一
―
二
／

八
五
・
四
五
五
頁
、
佐
近
二
―
一
／
二
〇
七
頁
】
。
直
澄
に
は
勝
茂
の
名
代
と
し
て

の
役
割
を
果
た
す
よ
う
求
め
、
万
事
多
久
安
順
と
相
談
す
る
よ
う
指
示
し
た
【
多
一

六
号
、
十
一
月
吉
日
付
書
状
、
佐
近
一
―
二
／
八
五
・
四
五
五
頁
】
。 

な
お
、
六
月
に
は
勝
茂
か
ら
見
て
孫
に
あ
た
る
多
久
茂
辰
女
ま
ん
（
後
に
岡
部
与

貞
室
）
が
誕
生
し
た
【
多
一
八
八
号
、
六
月
十
九
日
付
書
状
】
。 

 寛
永
十
五
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
「
考
補
」
お
よ
び
「
元
茂
公
御
年
譜
」
に
よ
る
と
、
一

揆
鎮
圧
の
た
め
に
正
月
十
二
日
に
勝
茂
等
九
州
大
名
に
暇
が
出
さ
れ
、
勝
茂
は
即

日
江
戸
を
出
立
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
五
七
七
頁
、
佐
近
二
―
一
／
二
四
八
・
二
四

九
頁
】
。
勝
茂
は
二
月
八
日
付
で
家
中
に
対
し
、
直
茂
死
後
初
め
て
の
軍
陣
で
あ
る

の
で
忠
節
に
励
む
よ
う
、
ま
た
元
茂
・
直
澄
の
下
知
に
従
う
よ
う
求
め
て
お
り
、

【
佐
近
一
―
二
／
五
九
六
頁
等
】
、
勝
茂
も
そ
の
頃
に
は
国
許
に
戻
り
、
有
馬
原
城

攻
囲
の
陣
中
に
加
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

幕
府
軍
は
二
月
二
十
八
日
早
朝
の
総
攻
撃
を
決
し
、
即
日
原
城
は
落
城
し
た
。
勝

茂
は
三
月
三
日
に
は
有
馬
の
軍
陣
を
払
い
、
神
代
に
至
り
、
同
五
日
ま
で
滞
在
、
同

六
日
に
佐
賀
城
に
帰
城
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
六
四
三
頁
】
。
原
城
落
城
に
際
し
て

佐
賀
藩
の
軍
勢
は
一
番
乗
り
を
遂
げ
る
が
、
こ
れ
が
後
に
抜
け
駆
け
の
軍
規
違
反

に
問
わ
れ
る
。
三
月
十
日
付
勝
茂
宛
老
中
奉
書
【
佐
近
一
―
二
／
六
四
七
頁
】
・
三

月
十
六
日
付
勝
茂
宛
土
井
利
勝
書
状
【
佐
近
一
―
二
／
六
四
五
頁
】
等
で
は
佐
賀
藩

勢
の
原
城
突
入
が
二
月
二
十
七
日
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
勝
茂
か
ら
の
注
進
に

も
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
そ
の
時
点
で
は
特
に
問
題
に
な
っ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

そ
の
後
、
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
六
月
四
日
に
勝
茂
を
江
戸
に
召
喚

す
る
五
月
二
十
五
日
付
の
老
中
奉
書
が
届
き
、
翌
五
日
朝
に
佐
賀
を
出
立
、
途
中
姫

路
で
嫡
男
忠
直
の
舅
で
あ
る
松
平
忠
明
（
大
和
郡
山
城
主
、
寛
永
十
六
年
に
姫
路
に

転
封
）
と
面
談
し
、
六
月
二
十
三
日
に
江
戸
に
到
着
、
同
二
十
六
日
に
評
定
所
に
出

頭
、
数
度
の
事
情
聴
取
を
経
て
同
二
十
九
日
に
閉
門
処
分
が
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ

る
【
佐
近
一
―
二
／
一
五
七
・
六
五
六
～
六
六
一
頁
】
。
な
お
、
六
月
八
日
付
書
状

【
多
三
五
二
号
】
に
よ
る
と
、
こ
の
道
中
、
六
月
七
日
に
は
豊
前
内
裏
か
ら
長
門
下

関
に
渡
海
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

閉
門
処
分
は
す
ぐ
に
は
解
か
れ
ず
、
七
月
二
十
三
日
付
書
状
【
多
三
五
八
号
】
、
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十
月
二
十
七
日
付
書
状
【
多
一
五
三
号
】
、
霜
月
十
三
日
付
書
状
【
多
二
二
〇
号
】
、

極
月
五
日
付
書
状
【
多
四
一
一
号
】
、
極
月
二
十
日
付
書
状
【
多
一
六
六
号
】
、
極

月
二
十
七
日
付
書
状
【
多
一
七
〇
号
】
、
十
二
月
二
十
七
日
付
書
状
【
多
四
〇
六
号
】

等
に
よ
り
、
勝
茂
が
江
戸
亭
で
逼
塞
中
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
漸
く
閉
門
処
分
が

解
か
れ
た
の
は
歳
も
押
し
詰
ま
っ
た
十
二
月
三
十
日
で
あ
っ
た
【
松
田
二
〇
一

九
】
。
勝
茂
は
そ
の
日
の
夕
方
に
な
っ
て
大
老
酒
井
忠
勝
に
呼
び
出
さ
れ
、
処
分
の

解
除
を
伝
え
ら
れ
た
【
多
五
〇
九
号
、
正
月
十
五
日
（
寛
永
十
六
年
）
付
ゆ
き
消

息
】
。 

 

寛
永
十
六
年 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
閉
門
処
分
を
解
か
れ
た
勝
茂
は
、
正
月
十
五
日
、
家
光

に
謁
見
す
る
た
め
に
元
茂
・
直
澄
・
直
朝
と
と
も
に
登
城
し
た
【
多
四
四
七
号
、
正

月
十
五
日
付
書
状
、
お
よ
び
多
五
〇
九
号
】
。
当
日
は
家
光
の
体
調
不
良
に
よ
り
、

謁
見
は
延
期
と
な
っ
た
が
【
多
四
四
七
号
】
、
正
月
二
十
八
日
に
親
子
四
人
謁
見
を

遂
げ
た
【
多
三
八
号
、
正
月
二
十
八
日
付
書
状
】
。 

そ
の
後
は
一
貫
し
て
在
江
戸
で
、
二
月
九
日
付
書
状
【
多
一
五
一
号
】
、
同
書
状

【
多
四
一
〇
号
】
、
二
月
十
九
日
付
書
状
【
多
一
一
五
号
】
、
三
月
十
日
付
書
状
【
多

三
二
七
号
】
、
卯
月
十
一
日
付
書
状
【
多
一
二
五
号
】
、
卯
月
二
十
五
日
付
書
状
【
多

三
四
一
号
】
、
五
月
十
五
日
付
書
状
【
多
二
五
一
号
】
、
六
月
九
日
付
書
状
【
多
三

五
三
号
】
、
六
月
十
二
日
付
書
状
【
多
二
四
八
号
】
、
六
月
晦
日
付
書
状
【
多
二
五

〇
号
】
、
七
月
五
日
付
書
状
【
多
二
五
五
号
】
、
七
月
十
三
日
付
書
状
【
多
四
六
六

号
】
、
七
月
二
十
七
日
付
書
状
【
多
三
五
九
号
】
、
八
月
九
日
付
書
状
【
多
二
四
三

号
】
、
九
月
九
日
付
書
状
【
多
二
一
六
号
】
、
同
書
状
【
多
二
四
一
号
】
、
九
月
二

十
七
日
付
書
状
【
多
三
五
九
号
】
、
霜
月
二
日
付
書
状
【
多
三
八
九
号
】
、
閏
霜
月

十
九
日
付
書
状
【
多
三
九
五
号
】
、
閏
霜
月
二
十
七
日
付
書
状
【
多
二
三
六
号
】
等

で
確
認
で
き
る
。
十
一
月
十
二
日
に
は
家
光
の
茶
会
に
参
会
し
た
【
多
一
六
二
号
、

極
月
二
日
付
書
状
】
。 

帰
国
に
つ
い
て
は
五
月
頃
に
は
話
題
に
な
っ
て
お
り
【
多
二
五
一
号
】
、
七
月
に

は
翌
年
夏
に
な
る
だ
ろ
う
と
の
見
込
み
で
あ
っ
た
【
多
四
六
六
号
】
。 

 

寛
永
十
七
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
【
多
一
七
五
号
、
正
月
晦
日
付
書
状
】
。 

 

六
月
十
一
日
付
書
状
【
多
四
一
二
号
】
に
よ
る
と
、
五
月
頃
に
は
帰
国
の
暇
を
賜

り
、
六
月
一
日
に
江
戸
を
出
立
、
同
十
一
日
に
大
坂
に
着
い
た
。
下
旬
に
は
佐
賀
に

着
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

十
二
月
に
は
忠
直
の
後
室
が
甲
斐
守
直
澄
へ
再
嫁
す
る
こ
と
が
決
ま
る
が
、
多

久
茂
辰
が
勝
茂
の
名
代
と
し
て
江
戸
に
使
わ
さ
れ
る
の
で
、
勝
茂
自
身
は
年
末
も

在
国
で
あ
る
【
「
水
江
事
略
」
】
。
茂
辰
は
翌
正
月
五
日
に
江
戸
に
着
い
た
【
多
四

一
号
、
二
月
二
日
（
寛
永
十
八
年
）
付
書
状
】
。 
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寛
永
十
八
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
江
戸
在
府
中
の
多
久
茂
辰
に
宛
て
た
二
月
七
日
付
書

状
【
多
二
〇
二
号
】
で
は
、
肥
後
の
細
川
忠
利
が
三
月
二
十
日
に
国
許
を
発
つ
と
の

情
報
か
ら
、
自
身
も
そ
れ
に
後
れ
な
い
よ
う
に
出
国
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
し
て

お
り
、
茂
辰
に
は
急
ぎ
帰
国
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
実
際
に
は
細
川
忠
利
は
病

気
の
た
め
に
三
月
十
七
日
に
国
許
で
死
去
す
る
が
、
勝
茂
は
予
定
通
り
三
月
二
十

日
頃
に
は
出
国
し
た
ら
し
い
。
三
月
二
十
八
日
付
書
状
【
多
三
三
五
号
】
に
よ
る

と
、
三
月
二
十
六
日
に
は
室
津
へ
到
着
、
二
十
七
日
朝
に
は
姫
路
の
松
平
忠
明
を
訪

問
、
二
十
八
日
朝
に
は
明
石
の
大
久
保
忠
職
を
訪
問
し
て
い
る
。
松
平
忠
明
と
大
久

保
忠
職
は
と
も
に
寛
永
十
六
年
に
播
磨
へ
転
封
と
な
っ
て
い
た
。
二
十
八
日
の
晩

に
は
大
坂
天
満
に
到
着
の
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
四
月
十
日
前
後
に
は
江
戸
に
着

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

五
月
十
五
日
付
書
状
【
多
二
四
九
号
】
に
よ
る
と
、
四
月
二
十
九
日
に
男
直
澄
が

江
戸
で
松
平
忠
明
女
と
婚
姻
、
五
月
十
日
に
は
江
戸
城
に
登
城
し
能
を
陪
観
、
五
月

十
二
日
に
元
茂
・
直
澄
に
帰
国
の
賜
暇
が
あ
り
、
両
人
は
同
十
九
日
江
戸
出
立
の
予

定
と
な
っ
て
い
る
。
元
茂
等
は
六
月
中
旬
に
国
許
に
着
い
た
【
多
一
八
一
号
、
六
月

十
一
日
付
書
状
、
お
よ
び
「
元
茂
公
御
年
譜
」
佐
近
二
―
一
／
三
五
〇
頁
】
。 

八
月
も
在
江
戸
で
、
八
月
二
十
二
日
付
書
状
【
多
三
七
〇
号
】
で
は
、
八
月
三
日

に
家
光
に
男
子
（
家
綱
）
が
生
ま
れ
、
九
月
上
旬
に
予
定
さ
れ
て
い
る
祝
賀
能
を
陪

観
す
る
と
し
て
い
る
。 

そ
の
後
、
十
月
二
十
六
日
に
長
ら
く
勝
茂
に
仕
え
た
多
久
安
順
が
病
死
し
た
が
、

勝
茂
は
そ
の
訃
報
を
江
戸
で
受
け
た
【
多
一
一
四
号
、
霜
月
二
十
九
日
付
書
状
】
。 

 

寛
永
十
九
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
前
年
の
黒
田
家
に
続
き
当
年
の
長
崎
警
備
を
拝
命
し
、

三
月
二
十
六
日
に
賜
暇
、
四
月
一
日
に
は
在
江
戸
で
、
同
四
日
に
出
発
の
予
定
と
な

っ
て
い
た
【
多
二
三
七
号
、
三
月
二
十
八
日
付
書
状
、
お
よ
び
多
一
四
六
号
、
卯
月

朔
日
宛
書
状
】
。
卯
月
四
日
付
書
状
【
多
一
九
一
号
】
に
よ
る
と
、
勝
茂
は
実
際
に

四
日
に
出
発
、
十
六
日
に
は
大
坂
に
着
く
見
込
み
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
四
月

末
に
は
国
許
に
着
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

六
月
に
は
父
直
茂
の
二
十
五
年
忌
を
国
許
で
執
り
行
っ
た
【
佐
近
一
―
二
／
一

六
三
・
六
九
四
頁
】
。
九
月
に
は
領
内
に
鷹
野
に
赴
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

【
多
一
四
二
号
、
閏
九
月
十
一
日
付
書
状
】
。 

 

寛
永
二
十
年 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。「
年
譜
」・「
考
補
」
は
四
月
参
勤
と
す
る
が
【
佐
近
一

―
二
／
一
六
五
・
六
〇
八
頁
】、
三
月
二
十
四
日
付
、
卯
月
二
日
付
の
多
久
茂
辰
等

宛
書
状
【
多
三
三
一
号
、
多
三
三
六
号
】
に
よ
る
と
、
三
月
二
十
四
日
に
室
津
に
到

着
、
四
月
二
日
に
は
中
山
道
経
由
で
近
江
醒
ヶ
井
に
達
し
た
。
三
月
中
旬
に
佐
賀
を

発
ち
、
四
月
中
旬
に
は
江
戸
に
着
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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五
月
に
福
岡
藩
領
内
筑
前
大
島
で
潜
入
伴
天
連
が
捕
縛
さ
れ
た
。
佐
賀
藩
に
は

五
月
二
十
九
日
付
で
勝
茂
に
宛
て
、
老
中
阿
部
重
次
・
阿
部
忠
秋
・
松
平
信
綱
の
連

名
で
、
領
内
海
上
を
油
断
な
く
監
視
す
べ
き
旨
の
達
が
あ
り
【
佐
近
一
―
二
／
七
〇

一
頁
】、
勝
茂
は
国
許
に
対
応
を
指
示
す
る
と
と
も
に
【
多
一
三
七
号
、
六
月
二
日
付

書
状
】、
元
茂
・
直
澄
を
帰
国
さ
せ
た
。「
元
茂
公
御
年
譜
」
に
よ
る
と
、
元
茂
は
五

月
二
十
一
日
江
戸
発
で
あ
る(
佐
近
二
―
一
／
三
七
一
・
三
七
二
頁)

。 

九
月
は
在
江
戸
、
後
光
明
天
皇
の
即
位
と
酒
井
忠
勝
等
の
上
洛
に
つ
い
て
国
許
に

報
じ
る
【
多
一
九
五
号
、
九
月
六
日
付
書
状
】。 

こ
の
他
、五
月
四
日
付
書
状【
多
二
九
四
号
】、六
月
晦
日
付
書
状【
多
三
五
七
号
】、

八
月
六
日
付
書
状
【
多
二
九
三
号
】、
極
月
十
五
日
付
書
状
【
多
四
〇
四
号
】
で
も
勝

茂
の
在
江
戸
が
確
認
で
き
る
。 

 

正
保
元
年 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
正
月
二
十
四
日
に
増
上
寺
に
お
い
て
執
行
さ
れ
た
秀

忠
の
十
三
回
忌
法
要
に
勝
茂
も
参
会
し
、
家
光
に
謁
見
し
た
【
多
三
五
号
、
正
月
二

十
五
日
付
書
状
】
。 

当
年
は
長
崎
警
備
の
番
に
当
た
っ
て
お
り
、
三
月
九
日
付
書
状
【
多
三
二
六
号
】

で
は
、
三
月
八
日
に
帰
国
の
暇
が
出
、
同
十
五
日
に
江
戸
を
出
発
す
る
予
定
と
し
て

い
る
。
ま
た
勝
茂
と
入
れ
替
わ
り
に
、
直
澄
が
同
八
日
の
晩
に
江
戸
に
着
き
、
元
茂

と
直
朝
も
同
十
日
に
江
戸
着
の
見
込
み
と
な
っ
て
い
た
。 

長
崎
警
備
に
関
す
る
卯
月
十
四
日
付
覚
書
【
多
二
七
八
号
】
は
国
許
で
出
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
勝
茂
は
ほ
ぼ
予
定
通
り
江
戸
を
出
発
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
帰
国
後
の
動
静
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
に
し
な
い
。 

 

正
保
二
年 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
卯
月
四
日
付
勝
茂
書
状
【
多
一
七
三
号
】
に
よ
る
と
、

勝
茂
は
二
月
末
か
三
月
初
め
に
佐
賀
を
発
っ
た
も
の
と
見
え
、
三
月
十
日
に
大
坂

着
、
翌
朝
に
は
大
坂
を
後
に
し
た
が
、
同
十
二
日
に
近
江
水
口
で
発
熱
し
、
漸
く
三

月
二
十
九
日
に
江
戸
に
着
い
た
。
「
考
補
」
は
四
月
半
ば
江
戸
着
府
と
す
る
が
誤
り

と
考
え
ら
れ
る
。 

五
月
十
二
日
付
書
状
【
多
一
〇
九
号
】
で
は
、
勝
茂
は
、
参
勤
途
中
で
発
症
し
た

病
気
は
本
復
し
、
四
月
二
十
三
日
に
登
城
し
て
家
綱
の
大
納
言
任
官
を
祝
賀
し
た

と
し
て
い
る
。 

ま
た
同
書
状
に
は
諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏
（
勝
茂
女
亀
）
の
病
状
を
心
配
す
る
記
述

が
あ
る
が
、
茂
敬
室
は
十
月
十
八
日
に
死
去
す
る
【
多
一
二
〇
号
、
霜
月
十
七
日
付

書
状
】
。
そ
の
間
、
五
月
十
五
日
付
書
状
【
多
二
四
五
号
】
閏
五
月
七
日
付
書
状
【
多

一
一
八
号
】
、
六
月
二
十
日
付
書
状
【
多
二
三
五
号
】
、
同
日
付
書
状
【
多
二
三
四

号
】
、
八
月
十
五
日
付
書
状
【
多
三
六
六
号
】
、
八
月
二
十
一
日
付
書
状
【
多
四
〇

九
号
】
、
十
月
二
日
付
書
状
【
多
三
七
九
号
】
、
十
月
二
十
五
日
付
書
状
【
多
二
三

九
号
】
で
、
国
許
に
茂
敬
室
の
病
状
を
問
う
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
書
状
は
江
戸
か
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ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
八
月
頃
か
ら
十
月
頃
に
か
け
て
は
勝
茂
自
身
も
江
戸

で
体
調
を
崩
し
た
よ
う
で
、
医
師
作
安
を
国
許
か
ら
江
戸
へ
呼
び
寄
せ
る
こ
と
も
検

討
し
た
が
、
結
局
は
茂
敬
室
の
看
病
に
当
た
ら
せ
た
。 

 

本
年
は
佐
賀
藩
に
と
っ
て
は
長
崎
警
備
の
非
番
年
で
あ
る
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
来

航
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
等
、
翌
年
の
長
崎
警
備
へ
の
準
備
に
も
忙
し
く
、
勝
茂

は
江
戸
よ
り
国
許
に
井
楼
船
・
大
船
の
建
造
や
領
内
の
深
堀
で
の
勤
番
等
の
指
示
を

送
っ
て
い
る
【
清
水
二
〇
一
九
、
お
よ
び
多
一
三
六
号
、
八
月
二
十
一
日
付
書
状
等
】
。 

 

そ
の
他
、
本
年
は
全
国
的
に
天
候
不
順
で
、
領
内
・
近
国
で
の
災
害
に
関
す
る
報

告
を
厳
命
し
【
多
四
一
三
号
、
閏
五
月
二
日
付
書
状
】
、
特
に
佐
賀
藩
領
内
に
大
き

な
被
害
を
も
た
ら
し
た
七
月
二
十
七
日
の
大
風
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
へ
の
対
応
の
指

示
を
国
許
に
送
っ
て
い
る
【
多
一
三
六
号
、
お
よ
び
多
三
七
八
号
、
九
月
二
日
付
書

状
】
。 

 

正
保
三
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
正
月
十
四
日
に
は
将
軍
家
光
の
孫
綱
吉
の
誕
生
を
祝

賀
す
る
た
め
に
登
城
し
、
同
十
五
日
に
も
登
城
し
て
家
綱
に
謁
見
し
た
【
多
三
四

号
、
正
月
十
六
日
付
書
状
】
。 

こ
の
年
は
長
崎
警
備
の
年
に
当
た
る
。
大
老
の
酒
井
忠
勝
の
病
気
な
ど
に
よ
り

帰
国
の
賜
暇
が
遅
れ
【
多
三
二
九
号
、
三
月
十
四
日
付
書
状
】
、
四
月
十
四
日
に
直

澄
・
直
能
と
も
ど
も
暇
が
出
た
【
多
二
五
六
号
、
四
月
十
六
日
付
書
状
、
「
考
補
」

佐
近
一
―
二
／
七
二
四
頁
】
が
、
江
戸
で
の
所
要
や
家
綱
病
気
見
舞
い
の
登
城
等
に

よ
り
帰
国
が
遅
れ
た
。
四
月
二
十
二
日
付
書
状
【
多
一
三
九
号
】
で
は
、
国
許
に
対

し
て
長
崎
警
備
に
関
す
る
指
示
を
出
す
と
と
も
に
、
本
来
当
二
十
二
日
に
江
戸
を

発
足
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
用
が
で
き
た
の
で
一
両
日
は
出
発
を
延
期
す
る
と

報
じ
て
い
る
。
直
澄
に
は
自
身
に
先
立
っ
て
直
に
長
崎
に
赴
く
よ
う
指
示
し
【
多
二

三
八
号
、
卯
月
二
十
八
日
付
書
状
】
、
直
澄
は
五
月
九
日
に
国
許
に
つ
い
た
【
「
考

補
」
佐
近
一
―
二
／
七
二
四
頁
、
「
石
田
」
】
。
そ
の
後
、
多
久
茂
辰
等
に
宛
て
た

二
通
の
五
月
三
日
付
書
状
【
多
一
四
一
号
・
多
三
四
五
号
】
に
よ
る
と
、
家
綱
の
病

気
も
快
然
し
た
の
で
公
家
衆
は
上
洛
、
自
身
も
や
が
て
下
国
す
る
予
定
と
し
て
い

る
。
五
月
三
日
に
二
通
の
書
状
を
出
し
た
時
点
で
は
、
勝
茂
は
あ
と
数
日
江
戸
に
留

ま
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
勝
茂
の
江
戸
滞
留
が
家
綱
の
上
聞
に
達
し
、
す
ぐ
に
下

国
す
る
よ
う
に
と
の
命
令
を
受
け
、
勝
茂
は
五
月
三
日
の
晩
に
慌
て
て
江
戸
を
出

立
し
、
同
五
日
朝
に
は
鴻
巣
ま
で
到
達
し
た
【
多
四
二
二
号
、
五
月
五
日
付
書
状
】
。

同
十
八
日
頃
に
は
大
坂
か
ら
出
船
す
る
予
定
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
勝
茂
は
五
月

二
十
七
日
に
国
許
に
着
い
た
【
「
石
田
」
】
。 

 

帰
国
し
た
勝
茂
は
、
五
月
二
十
九
日
に
は
佐
賀
を
出
て
長
崎
に
赴
き
、
六
月
七
日

に
佐
賀
に
帰
城
し
た
【
「
石
田
」
】
。
こ
の
時
期
、
肥
前
は
大
雨
・
洪
水
に
見
舞
わ

れ
た
【
「
石
田
」
】
。 

そ
の
後
の
長
崎
警
備
は
、
七
月
一
日
に
出
発
、
同
九
日
に
帰
城
、
八
月
十
五
日
に

今
津
よ
り
乗
船
、
同
二
十
二
日
に
は
長
崎
を
出
て
太
良
に
至
り
、
同
二
十
四
日
に
帰
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城
、
九
月
十
六
日
に
今
津
よ
り
乗
船
、
同
二
十
三
日
に
帰
城
し
た
【
「
石
田
」
】
。 

十
月
～
十
二
月
は
一
貫
し
て
在
国
で
、
十
月
二
十
一
日
～
同
二
十
五
日
、
十
一
月

四
日
～
同
十
一
日
、
十
一
月
十
八
日
～
同
十
九
日
、
十
二
月
六
日
～
同
二
十
六
日
に

白
石
に
赴
く
【
「
石
田
」
】
等
、
放
鷹
し
て
過
ご
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
長
崎
警
備

に
つ
い
て
は
、
長
崎
に
出
張
中
の
多
久
茂
辰
に
対
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
取
締
り
の
上

使
と
し
て
日
根
野
吉
明
が
江
戸
を
出
発
し
た
と
の
情
報
を
受
け
、
自
身
も
長
崎
に

赴
く
べ
き
か
長
崎
奉
行
馬
場
利
重
に
問
い
合
わ
せ
中
で
あ
り
、
吉
明
が
実
際
に
長

崎
に
赴
い
た
場
合
は
、
そ
の
間
茂
辰
も
長
崎
に
詰
め
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
【
多
一

一
六
号
、
十
月
二
十
六
日
付
書
状
】
。
十
一
月
初
に
は
本
年
の
長
崎
警
備
が
終
了

し
、
多
久
茂
辰
等
に
帰
還
の
指
示
【
多
三
九
一
号
、
十
一
月
八
日
付
書
状
】
。 

な
お
こ
の
時
期
、
勝
茂
は
淋
病
を
煩
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
【
「
石
田
」
、

多
三
八
〇
号
、
十
月
五
日
付
書
状
】
。 

冬
、
国
許
で
鷹
の
鶴
拝
領
、
江
戸
で
も
鷹
の
雲
雀
拝
領
【
佐
近
一
―
二
／
七
四
九

頁
】
。 

な
お
、
こ
の
年
は
「
国
元
諸
事
仕
配
」
を
任
せ
て
い
た
多
久
茂
辰
と
諸
岡
茂
之
を

更
迭
し
て
い
る
。 

 正
保
四
年 

 

勝
茂
は
正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
正
月
五
日
～
同
七
日
、
正
月
二
十
八
日
～
二
月

三
日
、
三
月
九
日
～
同
十
四
日
に
は
白
石
に
渡
野
し
た
。
【
「
石
田
」
】
。 

四
月
三
日
に
は
上
使
の
日
根
野
吉
明
を
諫
早
に
迎
え
る
た
め
に
佐
賀
を
発
ち
、

同
十
日
に
帰
城
し
た
。
四
月
二
十
九
日
に
参
勤
の
た
め
出
国
【
「
石
田
」
、
「
考
補
」

佐
近
一
―
二
、
七
三
五
頁
】
、
五
月
二
日
に
内
裏
着
【
多
一
六
八
号
、
五
月
二
日
付

書
状
、
三
〇
三
号
、
同
日
付
書
状
】
、
五
月
二
十
三
日
に
江
戸
に
着
い
た
【
「
考
補
」

佐
近
一
―
二
／
七
三
五
・
七
四
九
頁
】
。 

九
月
頃
に
は
江
戸
で
煩
っ
て
い
た
が
重
陽
節
句
の
登
城
等
は
欠
か
さ
ず
、
や
が

て
本
復
し
た
【
多
一
四
八
号
、
十
月
二
日
付
書
状
】
。 

 

正
保
五
年
／
慶
安
元
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
本
年
は
勝
茂
発
給
の
文
書
に
乏
し
く
、
「
石
田
私
史
」

【
佐
近
八
―
三
／
二
五
六
～
二
六
六
頁
】
に
よ
り
勝
茂
の
主
な
行
動
を
跡
付
け
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

本
年
は
長
崎
警
備
が
当
た
っ
て
お
り
、
二
月
に
暇
が
出
、
二
月
十
日
に
江
戸
発
、

同
二
十
二
日
に
大
坂
か
ら
乗
船
、
三
月
二
日
に
内
裏
着
、
同
三
日
に
猪
膝
着
、
同
四

日
に
轟
木
着
、
同
五
日
に
佐
賀
に
つ
い
た
。 

三
月
七
日
に
は
長
崎
警
備
の
た
め
に
佐
賀
を
発
ち
、
同
十
二
日
に
佐
賀
に
帰
城

し
た
。
そ
の
後
、
三
月
二
十
五
日
に
長
崎
に
赴
き
、
四
月
一
日
に
は
深
堀
で
長
崎
奉

行
馬
場
利
重
等
を
迎
接
、
同
三
日
に
帰
城
し
た
。
五
月
は
二
十
一
日
に
長
崎
に
赴

き
、
同
二
十
三
日
に
佐
賀
藩
の
番
所
に
到
着
、
同
二
十
四
日
に
深
堀
に
逗
留
し
、
同

二
十
六
日
に
帰
城
、
六
月
は
二
十
二
日
に
長
崎
に
赴
き
、
同
二
十
七
日
に
帰
城
、
七
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月
は
二
十
五
日
に
長
崎
に
赴
き
、
同
二
十
九
日
に
帰
城
、
八
月
は
二
十
日
に
長
崎
に

赴
き
、
翌
二
十
一
日
に
長
崎
で
長
崎
奉
行
山
崎
正
信
を
饗
応
し
、
同
二
十
三
日
に
諫

早
着
、
同
二
十
四
日
に
帰
城
、
九
月
は
佐
賀
に
と
ど
ま
り
、
十
月
は
四
日
に
長
崎
に

赴
き
、
十
四
日
に
帰
城
し
た
。 

そ
の
後
は
十
一
月
四
日
～
同
十
六
日
、
同
十
八
日
～
十
二
月
二
日
、
同
六
日
～
同

十
二
日
、
同
二
十
五
日
～
同
二
十
七
日
に
白
石
を
中
心
に
放
鷹
し
て
回
っ
た
他
は

佐
賀
に
在
城
し
た
【
「
石
田
」
】
。 

な
お
、
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
本
年
は
嫡
孫
の
翁
助
が
十
二
月
二
十
二
日
（
「
石

田
」
で
は
二
十
一
日
）
に
江
戸
に
お
い
て
元
服
し
、
従
四
位
下
丹
後
守
に
叙
任
し
、

松
平
の
称
号
を
賜
っ
て
、
光
茂
を
名
乗
っ
た
【
佐
近
一
―
二
／
七
五
〇
頁
】
。 

 

慶
安
二
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
本
年
も
勝
茂
発
給
の
文
書
に
乏
し
い
。
江
戸
で
は
前
年

末
に
光
茂
の
元
服
が
あ
り
、
本
年
四
月
十
九
日
に
は
光
茂
と
上
杉
定
勝
女
が
婚
姻

す
る
が
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
国
許
か
ら
も
役
人
が
江
戸
に
派
遣
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以

外
に
は
特
に
大
き
な
動
き
は
な
く
、
勝
茂
自
身
も
正
月
十
五
日
～
同
十
六
日
、
同
二

十
五
日
か
ら
の
数
日
間
白
石
に
渡
野
し
た
他
は
、
十
月
の
参
勤
ま
で
佐
賀
近
辺
に

留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
十
月
十
三
日
に
参
勤
の
た
め
に
佐
賀
を
発
ち
、
十
一
月

十
一
日
に
江
戸
に
着
き
、
江
戸
で
越
年
し
た
【
「
石
田
」
】
。 

 

慶
安
三
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
本
年
も
勝
茂
発
給
の
文
書
を
欠
く
。
長
崎
警
備
の
年
に

当
た
っ
て
い
る
。
「
石
田
私
史
」
に
よ
っ
て
勝
茂
の
主
な
行
動
を
跡
付
け
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
【
佐
近
八
―
三
／
二
七
八
～
二
九
〇
頁
】
。 

 

帰
国
賜
暇
前
は
三
月
に
日
光
参
詣
し
、
六
日
に
江
戸
に
帰
着
し
た
。
三
月
十
六
日

に
賜
暇
、
同
十
九
日
に
江
戸
発
、
東
海
道
経
由
で
同
晦
日
に
伏
見
着
、
四
月
一
日
に

大
坂
着
、
翌
日
発
船
、
同
十
一
日
に
内
裏
着
、
同
十
三
日
に
佐
賀
に
着
い
た
。
な
お

「
考
補
」
は
二
月
賜
暇
、
三
月
十
九
日
江
戸
発
、
四
月
十
二
日
佐
賀
着
と
す
る
。 

 

本
年
の
長
崎
警
備
は
、
四
月
十
五
日
に
長
崎
に
赴
き
、
十
八
日
に
帰
城
、
五
月
は

二
十
日
に
佐
賀
を
出
立
、
同
二
十
二
日
に
長
崎
に
着
き
、
深
堀
を
回
っ
て
同
二
十
三

日
に
諫
早
に
至
り
、
同
二
十
五
日
に
帰
城
。
六
月
は
二
十
五
日
に
佐
賀
を
出
立
、
同

二
十
六
日
に
長
崎
に
着
き
、
病
中
の
山
崎
正
信
を
見
舞
う
等
し
て
深
堀
に
至
り
、
同

二
十
七
日
に
諫
早
に
至
り
、
同
二
十
八
日
に
帰
城
し
た
が
、
幕
府
が
熊
本
藩
主
細
川

光
尚
の
死
後
の
措
置
の
た
め
に
肥
後
に
派
遣
し
た
上
使
朽
木
稙
綱
等
が
長
崎
に
立

ち
寄
る
の
に
合
わ
せ
て
、
同
晦
日
に
は
再
び
佐
賀
を
出
立
、
七
月
一
日
に
長
崎
に
着

き
、
八
日
に
上
使
よ
り
長
崎
警
備
慰
労
の
上
意
を
伝
え
ら
れ
、
九
日
に
は
帰
城
し

た
。
八
月
は
二
十
二
日
に
佐
賀
を
出
立
し
、
同
二
十
五
日
に
長
崎
着
、
同
二
十
九
日

に
帰
城
、
九
月
は
十
九
日
に
佐
賀
を
出
立
し
、
同
二
十
二
日
に
長
崎
着
、
同
二
十
三

日
に
長
崎
を
発
し
て
諫
早
に
至
り
、
同
二
十
七
日
に
帰
城
し
た
。 

 

十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
は
、
閏
十
月
二
十
五
日
～
同
二
十
六
日
、
十
一
月
四
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日
～
同
五
日
、
同
十
四
日
～
同
二
十
二
日
、
十
一
月
二
十
八
日
～
十
二
月
二
日
、
十

二
月
九
日
～
同
十
二
日
、
同
十
八
日
～
二
十
三
日
に
白
石
等
に
鷹
狩
に
出
か
け
た

他
は
佐
賀
近
辺
に
留
ま
っ
た
。 

 

慶
安
四
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
る
。
本
年
も
勝
茂
発
給
の
文
書
を
欠
く
。
本
年
は
四
月
二
十

日
に
病
中
の
将
軍
家
光
が
薨
去
し
、
八
月
十
八
日
に
家
綱
が
将
軍
宣
下
を
受
け
る
。

家
光
不
例
の
情
報
は
逐
一
国
許
に
も
届
い
て
お
り
、
勝
茂
は
四
月
二
十
日
に
は
参

勤
の
伺
い
の
た
め
の
飛
脚
も
出
す
が
、
結
局
九
月
い
っ
ぱ
い
は
国
許
に
留
ま
り
、
十

月
二
日
に
佐
賀
を
出
立
、
十
一
月
十
日
に
江
戸
に
着
い
た
【
「
石
田
」
】
。 

な
お
、
こ
の
年
は
勝
茂
の
体
調
も
思
わ
し
く
な
く
、
「
石
田
私
史
」
に
は
四
月
か

ら
六
月
に
か
け
て
服
薬
の
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
か
勝
茂
は
三
月
四

日
～
同
七
日
に
志
久
に
渡
野
し
た
他
は
参
勤
ま
で
佐
賀
を
離
れ
て
い
な
い
【
「
石

田
」
】
。 

 

慶
安
五
年
／
承
応
元
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
前
年
十
一
月
に
申
請
し
た
江
戸
証
人
の
鍋
島
茂
明
・
鍋

島
英
径
の
交
替
が
認
め
ら
れ
た
【
多
一
五
二
号
、
正
月
二
十
四
日
付
書
状
】
。
「
考

補
」
に
よ
る
と
、
正
月
に
勝
茂
は
老
病
を
理
由
に
幕
府
に
自
身
の
隠
居
と
嫡
孫
光
茂

へ
の
家
督
継
承
の
願
い
を
届
け
出
た
【
佐
近
一
―
二
／
七
七
四
頁
】
。
す
ぐ
に
隠
居

は
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
の
見
込
み
で
は
あ
る
が
、
光
茂
の
初
帰
国
が
認
め
ら

れ
た
の
は
、
隠
居
願
い
の
届
け
出
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。 

 

本
年
は
長
崎
警
備
の
年
に
当
た
り
、
「
年
譜
」
・
「
考
補
」
に
よ
る
と
二
月
六
日

賜
暇
、
同
十
三
日
に
は
嫡
孫
光
茂
に
も
賜
暇
、
同
二
十
二
日
に
光
茂
と
と
も
に
江
戸

を
発
し
、
三
月
四
日
に
大
坂
着
、
途
中
三
月
十
二
日
よ
り
光
茂
が
疱
瘡
に
罹
り
、
周

防
上
関
で
療
養
し
た
と
さ
れ
る
【
佐
近
一
―
二
／
一
六
八
・
七
七
一
頁
】
。
三
月
二

十
日
付
書
状
【
多
一
六
五
号
】
で
は
、
光
茂
の
疱
瘡
は
快
方
に
向
か
い
、
も
は
や
心

配
な
い
旨
を
国
許
へ
伝
え
て
い
る
。
こ
の
書
状
は
一
昨
日
に
国
許
か
ら
発
せ
ら
れ

た
書
状
を
受
け
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
上
関
か
ら
出
さ
れ
た
と
考
え
て
無
理

は
な
い
。
な
お
本
書
状
よ
り
は
勝
茂
が
三
月
三
日
に
は
近
江
大
津
ま
で
至
っ
て
い

た
こ
と
が
分
か
り
、
「
考
補
」
の
記
述
の
裏
付
け
と
な
る
。
「
考
補
」
に
よ
る
と
、

そ
の
後
、
勝
茂
は
三
月
二
十
九
日
に
光
茂
が
酒
湯
を
掛
っ
た
の
を
見
届
け
て
出
船

し
、
四
月
二
日
に
内
裏
着
、
同
五
日
に
佐
賀
に
着
い
た
。
光
茂
は
四
月
九
日
に
出
船

し
て
、
同
二
十
一
日
に
初
め
て
佐
賀
に
入
部
し
た
【
佐
近
一
―
二
／
七
七
一
頁
】
。 

 

本
年
は
「
石
田
私
史
」
の
記
事
を
欠
い
て
お
り
、
「
考
補
」
に
よ
り
長
崎
警
備
の

状
況
を
確
認
す
る
と
、
四
月
九
日
に
長
崎
に
赴
き
、
同
十
日
に
長
崎
奉
行
黒
川
正
直

の
饗
応
を
受
け
、
そ
の
ま
ま
深
堀
に
向
か
い
、
同
十
一
日
は
深
堀
に
逗
留
、
同
十
三

日
に
帰
城
、
七
月
に
は
五
日
に
佐
賀
を
発
ち
、
同
六
日
に
長
崎
に
着
き
、
七
日
に
深

堀
に
回
っ
て
、
九
日
に
諫
早
よ
り
陸
路
佐
賀
に
帰
城
、
九
月
に
は
光
茂
を
伴
っ
て
長

崎
に
赴
い
た
【
佐
近
一
―
二
／
七
七
三
頁
】
。
九
月
の
長
崎
出
張
は
「
考
補
」
で
は
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詳
し
い
日
程
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
九
月
二
十
三
日
付
多
久
茂
辰
宛
書
状
で
は

二
十
六
日
頃
の
帰
城
予
定
と
な
っ
て
い
る
【
多
三
七
六
号
】
。 

 

そ
の
後
、
光
茂
は
十
月
に
参
勤
（
十
月
十
三
日
佐
賀
発
、
十
一
月
十
二
日
江
戸

着
）
し
、
勝
茂
は
国
許
で
越
年
し
た
【
「
考
補
」
佐
近
一
―
二
／
七
七
五
頁
】
。 

 

な
お
、
五
月
五
日
に
勝
茂
か
ら
見
て
曾
孫
に
あ
た
る
光
茂
の
嫡
男
（
綱
茂
）
が
江

戸
で
誕
生
し
た
【
同
上
】
。 

 

承
応
二
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
勝
茂
の
居
所
や
行
動
が
窺
え
る
文
書
は
乏
し
く
、
「
石

田
私
史
」
も
八
月
ま
で
の
記
事
を
欠
き
、
勝
茂
の
動
静
を
追
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 

本
年
の
参
勤
は
九
月
二
十
二
日
に
佐
賀
を
出
発
、
同
二
十
六
日
に
内
裏
着
、
同
二

十
八
日
に
下
関
着
、
十
月
五
日
下
関
発
、
同
十
九
日
に
大
坂
着
、
東
海
道
経
由
で
同

二
十
六
日
に
熱
田
着
、
江
戸
に
は
十
一
月
六
日
に
着
い
た
【
「
石
田
」
】
。
病
気
を

押
し
て
の
参
勤
で
、
約
一
月
半
か
か
っ
て
い
る
。
途
中
、
九
月
二
十
六
日
付
の
二
通

の
書
状
【
多
一
五
五
号
・
多
三
七
七
号
】
で
は
、
同
日
に
内
裏
に
着
い
た
こ
と
が
裏

付
け
ら
れ
る
。
十
二
月
二
日
付
の
二
通
の
書
状
【
多
一
四
七
号
・
多
三
九
九
号
】
で

は
、
病
気
は
快
方
に
向
か
い
つ
つ
あ
り
、
い
ま
だ
江
戸
城
へ
の
登
城
、
将
軍
へ
の
拝

謁
を
済
ま
せ
て
い
な
い
が
、
十
二
月
十
日
頃
に
登
城
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
報
じ

て
い
る
。
結
局
、
家
綱
の
風
邪
に
よ
り
、
登
城
は
延
期
さ
れ
た
【
「
石
田
」
】
。 

 

承
応
三
年 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
正
月
十
二
日
、
年
頭
礼
と
し
て
登
城
し
た
【
「
石
田
」
】
。

「
考
補
」
に
よ
る
と
、
日
光
参
詣
を
企
図
す
る
が
、
病
気
の
た
め
果
た
せ
ず
、
直
澄

を
代
参
さ
せ
た
【
佐
近
一
―
二
／
七
八
五
頁
】
。
ま
た
正
月
二
十
九
日
に
は
家
綱
が

鷹
狩
で
獲
た
鶴
を
拝
領
し
た
【
「
石
田
」
、
「
考
補
」
佐
近
一
―
二
／
七
八
五
頁
】
。

二
月
十
一
日
付
書
状
【
多
四
七
号
】
で
は
、
自
身
の
病
状
は
歩
行
に
支
障
が
あ
る
も

の
の
元
気
を
得
た
こ
と
、
来
る
二
月
十
九
日
に
拝
領
し
た
鶴
の
お
披
露
目
を
上
使
で

あ
っ
た
石
川
貴
成
等
を
招
い
て
行
う
予
定
で
あ
る
こ
と
、
賜
暇
は
三
月
初
め
と
予
想

し
て
い
る
こ
と
等
を
報
じ
て
い
る
。
三
月
十
一
日
付
の
多
久
茂
辰
宛
書
状
で
は
、
江

戸
証
人
の
多
久
安
胤
等
の
交
替
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
【
多
三
二
八

号
】
。 

本
年
は
長
崎
警
備
の
年
に
当
た
っ
て
お
り
、
「
考
補
」
・
「
石
田
私
史
」
に
よ
る

と
、
三
月
十
日
に
賜
暇
、
同
十
五
日
に
は
光
茂
に
も
賜
暇
が
あ
り
、
三
月
二
十
六
日

に
江
戸
発
、
東
海
道
経
由
で
四
月
九
日
に
伏
見
、
次
い
で
大
坂
に
着
き
、
同
十
三
日

に
大
坂
出
船
、
同
十
五
日
に
は
悪
天
の
た
め
に
明
石
に
立
ち
寄
り
、
明
石
藩
主
松
平

忠
国
と
対
面
し
、
陸
路
で
室
津
に
向
か
い
、
同
十
六
日
室
津
着
、
同
二
十
六
日
に
内

裏
着
、
秋
月
経
由
で
同
二
十
九
日
に
佐
賀
に
着
い
た
【
佐
近
一
―
二
／
七
八
四
頁
、

佐
近
八
―
三
／
三
二
九
・
三
三
〇
頁
】
。 

老
病
の
た
め
長
崎
に
は
光
茂
を
遣
わ
し
、
自
身
は
佐
賀
に
留
ま
っ
た
が
、
十
月
二

十
六
日
～
同
二
十
八
日
、
十
一
月
二
十
二
日
～
同
二
十
七
日
、
十
二
月
二
十
一
日
か
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ら
数
日
間
、
白
石
に
鷹
狩
に
赴
く
等
し
て
保
養
に
努
め
た
【
「
石
田
」
】
。
光
茂
は

参
勤
の
た
め
に
十
月
二
十
三
日
に
佐
賀
を
発
ち
、
十
一
月
十
八
日
に
江
戸
に
着
い
た

【
佐
近
一
―
二
／
七
八
九
頁
等
】
。 

な
お
、
十
一
月
十
一
日
に
長
男
元
茂
が
江
戸
で
病
死
し
た
。 

 承
応
四
年
／
明
暦
元
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
本
年
も
勝
茂
の
動
静
を
伝
え
る
文
書
史
料
に
乏
し
く
、

国
許
で
四
月
十
四
日
の
上
杉
綱
勝
の
婚
姻
の
報
を
受
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
程
度

で
あ
る
【
多
一
一
〇
、
五
月
二
日
付
書
状
】
。 

 

「
考
補
」
に
よ
る
と
、
膈
病
（
胃
癌
）
の
た
め
参
勤
の
延
期
を
幕
府
に
願
い
出
た

と
こ
ろ
、
九
月
二
十
七
日
に
当
年
の
参
勤
を
免
除
す
る
旨
の
老
中
奉
書
（
九
月
十
五

日
付
）
が
届
き
、
国
許
で
越
年
す
る
こ
と
と
な
っ
た
【
佐
近
一
―
二
／
七
九
一
頁
】
。

十
二
月
九
日
～
同
十
六
日
と
同
二
十
五
日
～
二
十
七
日
に
白
石
に
鷹
狩
に
出
か
け

る
が
、
そ
れ
以
外
は
佐
賀
を
離
れ
て
お
ら
ず
【
「
石
田
」
】
、
老
病
が
進
行
し
て
い

る
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

明
暦
二
年 

 

正
月
を
国
許
で
迎
え
た
。
本
年
は
長
崎
警
備
の
年
に
当
た
っ
て
い
る
。
勝
茂
の
病

気
は
小
康
を
得
、
三
月
に
長
崎
警
備
に
赴
く
。
三
月
十
四
日
付
書
状
【
多
一
六
〇

号
】
で
は
、
同
日
に
長
崎
に
着
き
、
長
崎
奉
行
黒
川
正
直
の
饗
応
を
受
け
、
深
堀
ま

で
見
回
り
、
同
十
六
日
に
帰
路
に
就
く
予
定
と
し
て
い
る
。
同
十
七
日
に
深
堀
を
発

ち
、
同
十
八
日
に
帰
城
し
た
【
「
考
補
」
佐
近
一
―
二
／
八
〇
〇
頁
】
。
そ
の
後
は

自
身
が
長
崎
に
赴
く
こ
と
は
な
く
、
七
月
に
は
八
男
直
弘
等
を
名
代
と
し
て
派
遣

し
た
【
「
石
田
」
】
。 

九
月
の
参
勤
前
は
三
月
の
長
崎
出
張
の
他
は
佐
賀
に
留
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
【
「
石
田
」
】
。
勝
茂
最
後
の
病
気
を
押
し
て
の
参
勤
は
多
久
茂
辰
を
伴
い
、
九

月
二
十
五
日
に
佐
賀
発
【
「
石
田
」
】
、
九
月
二
十
八
日
に
内
裏
を
出
船
【
多
一
二

九
号
、
九
月
二
十
八
日
付
書
状
】
、
途
中
室
津
辺
り
で
風
邪
を
ひ
い
た
が
、
十
月
十

五
日
に
は
無
事
大
坂
天
満
に
着
、
同
十
六
日
は
大
坂
に
留
ま
り
、
同
十
七
日
に
大
坂

を
出
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
【
多
一
一
一
、
十
月
十
六
日
付
書
状
】
。
十
一
月
八
日

付
多
久
茂
矩
宛
多
久
安
胤
書
状
は
勝
茂
の
江
戸
到
着
を
十
月
二
十
一
日
と
し
て
い

る
が
、
十
月
二
十
八
日
の
書
き
誤
り
か
【
多
六
九
二
号
、
十
一
月
八
日
付
多
久
安
胤

書
状
】
。
な
お
、
「
考
補
」
は
勝
茂
の
江
戸
到
着
を
十
一
月
十
日
と
す
る
が
【
佐
近

一
―
二
／
七
九
八
頁
】
、
右
の
多
久
安
胤
書
状
の
年
次
は
明
暦
二
年
以
外
に
あ
り
え

な
い
の
で
、
こ
ち
ら
も
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
後
、
十
一
月
二
十
一
日
に
上
使
と
し
て
老
中
阿
部
忠
秋
の
訪
問
を
受
け
、

緩
々
と
病
気
を
養
生
す
る
よ
う
に
と
の
将
軍
家
綱
の
上
意
を
伝
え
ら
れ
る
【
多
三

九
七
号
、
十
一
月
二
十
三
日
付
書
状
】
。
極
月
二
十
一
日
付
書
状
【
多
一
〇
五
号
】

で
は
、
勝
茂
・
多
久
茂
辰
の
江
戸
で
の
無
事
を
伝
え
て
い
る
。 
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明
暦
三
年 

 

正
月
を
江
戸
で
迎
え
た
。
病
気
の
た
め
正
月
の
登
城
は
名
代
と
し
て
鍋
島
茂
泰

を
遣
わ
し
た
。
「
考
補
」
に
よ
る
と
、
二
月
十
六
日
よ
り
病
状
は
重
篤
と
な
り
、
保

科
正
之
・
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
の
見
舞
い
を
受
け
た
【
佐
近
一
―
二
／
八
〇
七

頁
】
。
二
月
二
十
一
日
付
書
状
【
多
五
〇
号
】
で
は
、
二
月
十
九
日
に
兼
ね
て
幕
府

に
願
い
出
て
い
た
自
身
の
隠
居
と
光
茂
へ
の
家
督
相
続
が
漸
く
認
め
ら
れ
た
こ

と
、
ま
た
そ
の
前
日
に
は
阿
部
忠
秋
の
訪
問
を
受
け
、
と
く
と
養
生
す
べ
き
と
の
上

意
を
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。 

 

そ
の
後
、
勝
茂
は
本
復
す
る
こ
と
は
な
く
、
三
月
二
十
四
日
に
江
戸
に
お
い
て
逝

去
し
た
。 
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✜
附
録
✜ 

 
 

 

          





人

名

一

覧

例

言

一
こ
の
人
名
一
覧
は
、
前
掲
の
「
史
料
編
」
に
登
場
す
る
人
名
を
一
覧
に
し
た
も

の
で
あ
る
。 

一
「
１ 

多
久
邑
主
家
お
よ
び
佐
賀
藩
主
家
当
主
」
と
「
２ 

そ
の
他
」
の
二
つ

に
大
別
し
た
。
「
２ 

そ
の
他
」
に
つ
い
て
は
、
五
十
音
で
配
列
し
た
。 

一
人
名
の
下
に
当
該
人
物
が
見
え
る
「
史
料
編
」
の
文
書
番
号
を
記
し
た
。
た
だ

し
、
多
久
邑
主
家
お
よ
び
佐
賀
藩
主
家
当
主
に
つ
い
て
は
、
頻
出
す
る
た
め
、

文
書
番
号
を
記
さ
な
か
っ
た
。 

一
人
名
は
、
原
則
、
当
該
人
物
の
最
終
的
な
実
名
で
立
項
し
て
い
る
が
、
一
部
例

外
も
あ
る
。
な
お
、
適
宜
、
参
照
項
目
を
立
て
た
。 

一
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
は
「
佐
古
」
と
し
、
巻
数
、
文
書
群
名
・
文
書
番
号
を
記

し
た
。 

一
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
は
「
佐
近
」
と
し
、
編
・
巻
、
頁
数
を
記
し
た
。 

一
鍋
島
家
文
庫
所
蔵
史
料
は
、
請
求
記
号
を
「
鍋
…
」
と
い
う
書
式
で
付
し
た
。 

一
「
付
録
・
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」Ⅰ

は
佐
近
一
―
六
、
「
付
録
・
佐
賀
藩
三

家
系
図
」
は
佐
近
一
―
七
、
「
付
録
・
佐
賀
藩
御
親
類
系
図
」Ⅰ

は
佐
近
一
―
八
、

「
付
録
・
佐
賀
藩
御
親
類
系
図
」Ⅱ

は
佐
近
一
―
九
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。 
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１ 
多
久
邑
主
家
お
よ
び
佐
賀
藩
主
家
当
主 

 

龍
造
寺
長
信 

多
久
邑
祖
。
龍
造
寺
周
家
二
男
。
同
隆
信
弟
。
天
文
七
年
十
月
二
十
八
日
生
。

幼
名
慶
法
師
。
の
ち
采
女
正
。
諱
は
、
初
め
家
信
、
の
ち
長
信
。
永
禄
五
年
多

久
宗
利
の
梶
峰
城
を
攻
め
落
と
し
城
主
と
な
る
。
同
十
一
年
隆
信
と
和
睦
し
た

小
田
鎮
光
に
梶
峰
城
を
渡
し
、
蓮
池
城
に
移
る
。
元
亀
元
年
今
山
の
合
戦
に
て

豊
後
大
友
の
軍
勢
を
破
り
、
直
後
に
大
友
方
と
な
っ
て
い
た
小
田
鎮
光
の
梶
峰

城
を
攻
め
落
と
し
、
再
び
梶
峰
城
主
と
な
る
。
天
正
十
八
年
隠
居
、
天
理
と
称

し
、
男
家
久
（
安
順
）
に
相
続
せ
し
む
。
慶
長
十
八
年
十
月
二
十
六
日
歿
。
七

十
六
歳
。（「
水
江
事
略
」、『
多
久
市
史
』） 

 

多
久
安
順 

初
代
多
久
邑
主
。
龍
造
寺
長
信
長
男
。
永
禄
六
年
生
。
幼
名
彦
仁
王
。
六
郎
次

郎
。
与
兵
衛
。
長
門
守
。
諱
は
賢
康
、
家
久
、
安
順
。
六
郎
次
郎
か
ら
与
兵
衛

へ
の
変
化
は
、
慶
長
五
年
三
月
二
十
七
日
以
前
と
推
定
さ
れ
る
（
一
九
四
号
）。

与
兵
衛
か
ら
長
門
守
へ
の
変
化
は
、
慶
長
十
二
年
九
月
二
十
五
日
以
降
十
二
月

二
十
七
日
の
間
と
推
定
さ
れ
る（
慶
長
十
二
年
九
月
六
日
の
高
房
歿
直
後
で
は
、

〈
慶
長
十
二
年
九
月
〉
廿
五
日
付
勝
茂
書
状
〈
坊
所
五
〇
号
〉
中
に
、「
与
兵
」

と
あ
り
、
同
年
末
慶
長
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
付
安
順
達
書
〈
佐
古
一
六
／

願
正
寺
文
書
一
七
号
〉
の
差
出
書
で
は
、「
長
門
守
家
久
（
花
押
）」
と
あ
る
）。

「
水
江
事
略
」
で
は
、
翌
十
三
年
に
龍
造
寺
氏
か
ら
多
久
氏
と
変
え
た
と
さ
れ

る
。
諱
の
家
久
か
ら
安
順
へ
の
変
化
は
、
慶
長
十
七
年
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、

多
久
茂
富
を
養
子
と
す
る
も
、
寛
永
五
年
に
離
縁
し
、
茂
富
の
男
茂
辰
を
あ
ら

た
に
養
子
と
す
る
。同
十
三
年
に
茂
辰
に
家
督
を
譲
る（
四
八
号
・「
水
江
事
略
」）。

同
十
八
年
十
月
二
十
六
日
歿
。
七
十
九
歳
。（「
水
江
事
略
」、『
多
久
市
史
』） 

 

多
久
茂
辰 

二
代
多
久
邑
主
。
多
久
茂
富
長
男
。
慶
長
十
三
年
五
月
十
九
日
生
。
幼
名
彦
仁

王
。
伊
平
太
。
美
作
守
。
伊
平
太
か
ら
美
作
へ
の
呼
称
の
変
化
は
、
寛
永
二
年

四
月
十
一
日
以
降
同
四
年
八
月
十
九
日
ま
で
の
間
と
考
え
ら
れ
る（
一
八
九
号
・

三
六
八
号
）。寛
永
五
年
多
久
安
順
の
養
子
と
な
る
。同
十
二
年
六
月
二
十
三
日
、

「
於
国
元
、
諸
事
仕
配
」
を
勝
茂
に
命
じ
ら
れ
る
（
佐
古
一
〇
／
多
久
家
書
物

御
什
物
方
指
出
五
号
）。
同
十
三
年
二
月
、
安
順
か
ら
家
督
を
相
続
す
る
（
四
八

号
）。
同
十
四
年
二
月
一
日
、「
惣
家
中
仕
配
之
儀
、
万
事
」
を
茂
辰
に
「
打
任
」

る
旨
が
勝
茂
よ
り
伝
え
ら
れ
る
（
三
二
三
号
）。
正
保
三
年
十
一
月
、
請
役
を
罷

免
さ
れ
る
。
明
暦
三
年
三
月
二
十
四
日
の
勝
茂
歿
後
に
隠
居
し
て
茂
矩
へ
家
督

を
譲
り
、
出
家
し
て
愚
渓
を
名
乗
っ
た
（「
水
江
事
略
」）。
そ
の
後
、
愚
渓
の
名

で
書
状
中
に
現
れ
る
こ
と
は
多
く
は
な
く
（
四
二
六
号
・
五
九
〇
号
・
六
一
三
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号
・
多
久
家
所
蔵
文
書
全
八
九
号
）、
家
族
か
ら
も
概
ね
美
作
と
呼
ば
れ
続
け
て

い
る
。
寛
文
九
年
一
月
六
日
歿
。
六
十
二
歳
。（「
水
江
事
略
」、『
多
久
市
史
』） 

 

多
久
茂
矩 

三
代
多
久
邑
主
。
茂
辰
嫡
男
。
寛
永
七
年
十
月
十
五
日
生
、
母
は
勝
茂
女
鶴
（
高

源
院
腹
、
天
性
院
）、
室
は
蓮
池
藩
主
直
澄
養
女
於
菊
（
浄
閑
院
）。
初
め
出
雲
。

長
門
。
諱
は
、
茂
明
、
茂
景
、
茂
矩
。「
水
江
事
略
」
で
は
、
明
暦
元
年
勝
茂
が

病
気
で
参
勤
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
多
久
茂
矩
が
同
二
年
三
月
に
参
府
、
そ
の

際
出
雲
か
ら
長
門
に
改
名
し
た
と
伝
え
る
。
文
書
上
で
は
、
明
暦
元
年
五
月
二

日
（
一
一
〇
号
）
に
は
出
雲
、
同
二
年
十
月
十
六
日
に
は
長
門
（
一
一
一
号
）

と
な
っ
て
い
る
。
明
暦
二
年
夏
秋
頃
か
ら
見
習
い
と
し
て
国
務
に
携
わ
る
（「
水

江
事
略
」）。
明
暦
三
年
家
督
。
寛
文
四
年
八
月
に
は
寛
文
印
知
の
御
礼
の
使
者

と
し
て
江
戸
参
府
（
七
月
七
日
佐
賀
発
九
月
中
旬
佐
賀
着
）。
貞
享
三
年
四
月
隠

居
、
玄
山
と
称
す
る
。
元
禄
二
年
十
二
月
十
日
歿
。
六
十
歳
。（「
水
江
事
略
」、

『
多
久
市
史
』） 

 

多
久
茂
文 

四
代
多
久
邑
主
。
鍋
島
光
茂
三
男
。
寛
文
九
年
十
一
月
二
十
六
日
生
。
熊
法
師

丸
。
出
雲
。
延
宝
三
年
、
諱
茂
文
。
同
五
年
伊
豆
。
多
久
茂
矩
の
養
嗣
子
と
な

る
。
延
宝
八
年
茂
矩
と
と
も
に
多
久
に
入
部
。
貞
享
三
年
家
督
。
正
徳
元
年
八

月
二
十
九
日
歿
。
四
十
二
歳
。（『
多
久
市
史
』） 

 

鍋
島
直
茂 

佐
賀
藩
祖
。
鍋
島
清
房
二
男
。
幼
名
彦
法
師
。
孫
四
郎
。
飛
騨
守
。
天
正
十
七

年
任
加
賀
守
。
諱
は
信
安
、
信
真
、
信
昌
、
信
生
、
直
茂
。
元
和
四
年
六
月
三

日
歿
。
八
十
一
歳
。（「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
百
二
十
三
、
佐
近
一
―
一

／
一
三
三
・
五
六
三
頁
） 

 

鍋
島
勝
茂 

初
代
佐
賀
藩
主
。
鍋
島
直
茂
嫡
男
。
天
正
八
年
十
月
十
一
日
生
、
母
は
石
井
忠

常
女
陽
泰
院
、
幼
名
伊
勢
松
。
そ
の
後
伊
平
太
。
文
禄
四
年
二
月
十
四
日
信
濃

守
に
任
ぜ
ら
る
。
諱
は
、
信
茂
、
清
茂
、
勝
茂
。
清
茂
か
ら
勝
茂
へ
の
変
化
は
、

慶
長
四
年
四
月
六
日
か
ら
五
月
二
十
二
日
の
間
（
佐
古
一
四
／
有
田
家
五
号
、

佐
古
一
一
／
坊
所
一
四
四
号
）。
慶
長
十
二
年
龍
造
寺
高
房
の
封
を
嗣
ぎ
、
肥
前

藩
主
と
な
る
。
明
暦
三
年
二
月
十
九
日
隠
居
。
同
年
三
月
二
十
四
日
歿
。
七
十

八
歳
。（「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
百
二
十
三
） 

 
鍋
島
光
茂 

二
代
佐
賀
藩
主
。
鍋
島
忠
直
長
男
。
寛
永
九
年
五
月
二
十
三
日
生
。
幼
名
翁
介
。

寛
永
十
二
年
一
月
に
父
忠
直
が
疱
瘡
で
急
逝
、
同
年
冬
将
軍
家
光
に
初
め
て
拝
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謁
し
次
代
藩
主
と
認
め
ら
れ
る
（
三
〇
四
号
）。
慶
安
元
年
十
二
月
二
十
二
日
任

丹
後
守
。
明
暦
三
年
二
月
十
九
日
、
祖
父
勝
茂
の
家
督
を
相
続
す
。
元
禄
十
三

年
五
月
十
六
日
歿
。（「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
百
二
十
三
、「
寛
元
事
記
」） 

 

２ 

そ
の
他 

  
 
 
 
 

ア 

 

相
浦
市
右
衛
門
尉 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

相
浦
善
左
衛
門
尉 

二
一
〇 

 
 

多
久
家
中
。
（
佐
古
二
四
／
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
一
／
四
二
号
） 

 

相
浦
弾
右
衛
門
尉 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

愛
野
五
郎
右
衛
門
尉 

一
一
九 

 
 

鍋
島
家
中
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
で
は
知
行
一
四
一
石
（
『
佐
賀
藩
着
到
帳

集
成
』
）
。 

 

浅
井
権
右
衛
門
尉 

四
六
八 

 
 

鍋
島
家
中
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
で
は
知
行
一
四
一
石
（
『
佐
賀
藩
着
到
帳

集
成
』
）
。 

 

朝
倉
光
泰 

一
〇
九
・
一
九
九 

 
 

鍋
島
家
中
。
光
定
男
。
南
十
郎
、
忠
右
衛
門
、
久
左
衛
門
。
生
国
は
甲
斐
国
飯

富
庄
、
徳
川
家
家
臣
で
あ
っ
た
光
定
が
、
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
入

輿
の
時
来
佐
、
鍋
島
家
家
臣
と
な
る
。
慶
安
三
年
九
月
十
七
日
江
戸
で
歿
。

（
「
系
図
ア
の
部
」
鍋
二
一
一
―
一
四
、
佐
近
八
―
一
／
四
九
九
頁
） 

 

浅
野
光
晟 

三
五
七 

浅
野
長
晟
二
男
。
元
和
三
年
生
。
岩
松
。
寛
永
四
年
八
月
二
十
六
日
よ
り
安
芸

守
。
同
九
年
遺
領
を
継
ぐ
。
元
禄
六
年
四
月
二
十
三
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸

家
譜
」
巻
第
三
百
九
） 

 

浅
野
幸
長 

二
四
七 

 
 

天
正
四
年
生
。
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
る
。
天
正
十
七
年
四
月
従
五
位
下
左
京
大

夫
。
慶
長
五
年
上
杉
攻
め
で
は
徳
川
家
康
に
従
い
、
十
月
、
紀
伊
和
歌
山
三
七

万
六
五
六
〇
石
余
を
与
え
ら
れ
る
。
慶
長
六
年
従
四
位
下
紀
伊
守
。
慶
長
十
八
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年
八
月
二
十
五
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
三
百
九
） 

 

朝
比
奈
良
明 
二
四
二 

 
 

勘
右
衛
門
。
左
近
。
慶
長
十
年
徳
川
家
康
に
拝
謁
し
、
小
姓
を
務
め
る
。
寛
永

五
年
十
二
月
布
衣
を
許
さ
れ
た
。
延
宝
元
年
五
月
二
十
二
日
歿
。
（
「
寛
政
重

修
諸
家
譜
」
巻
七
百
五
十
四
） 

 

朝
日
源
兵
衛 

四
一
八 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

足
利
尊
氏
（
高
氏
） 

六
一
六
・
六
二
八 

 

室
町
幕
府
の
初
代
将
軍
。
父
は
足
利
貞
氏
。
嘉
元
三
年
生
。
鎌
倉
幕
府
の
有
力

な
御
家
人
で
北
条
得
宗
家
と
も
近
い
関
係
に
あ
っ
た
が
、
元
弘
三
年
四
月
末
、

後
醍
醐
天
皇
と
通
じ
て
反
幕
府
の
兵
を
挙
げ
、
五
月
七
日
に
六
波
羅
探
題
を

攻
め
落
と
し
、
同
月
に
関
東
で
挙
兵
し
た
新
田
義
貞
が
鎌
倉
を
、
九
州
で
挙
兵

し
た
少
弐
・
大
友
・
島
津
氏
ら
が
鎮
西
探
題
を
攻
め
滅
ぼ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

鎌
倉
幕
府
を
滅
亡
さ
せ
た
。
後
に
後
醍
醐
天
皇
と
も
不
和
と
な
り
、
南
北
朝
内

乱
の
時
代
を
招
い
た
。
延
文
三
年
（
正
平
十
三
年
）
四
月
三
十
日
歿
。 

 

足
利
直
冬 

六
一
六
・
六
二
二
・
六
二
八
・
六
三
三 

 

足
利
尊
氏
の
庶
子
で
、
尊
氏
弟
直
義
の
養
子
。
嘉
暦
二
年
生
か
。
貞
和
五
年
（
正

平
四
年
）
四
月
従
四
位
下
左
兵
衛
佐
に
任
じ
、
同
月
長
門
探
題
と
な
り
出
京
。

養
父
直
義
と
高
師
直
の
内
紛
か
ら
父
尊
氏
と
敵
対
す
る
こ
と
と
な
り
同
年
九

月
九
州
に
下
向
。
九
州
で
は
在
地
の
勢
力
を
糾
合
し
て
一
時
隆
盛
と
な
り
、
北

朝
・
尊
氏
派
の
九
州
探
題
（
鎮
西
管
領
）
及
び
南
朝
の
征
西
将
軍
宮
の
勢
力
と

激
し
く
争
い
、
北
朝
が
年
号
を
貞
和
か
ら
観
応
に
改
元
し
た
後
も
独
自
に
一

年
余
り
貞
和
の
年
号
を
使
い
続
け
た
。
観
応
擾
乱
の
収
拾
過
程
で
貞
和
七
年

（
正
平
六
年
・
観
応
二
年
）
三
月
に
鎮
西
探
題
に
補
任
さ
れ
る
が
同
年
九
月
に

は
尊
氏
か
ら
誅
伐
対
象
と
さ
れ
、
文
和
元
年
（
正
平
七
年
）
末
頃
長
門
に
転
進
、

九
州
を
離
れ
た
。
応
永
七
年
歿
か
。 

 

足
利
直
義 

六
一
六 

 

足
利
尊
氏
の
同
母
弟
。
足
利
直
冬
の
養
父
。
徳
治
二
年
生
。
兄
尊
氏
に
従
っ
て

鎌
倉
幕
府
を
倒
し
、
建
武
新
政
府
・
草
創
期
の
室
町
幕
府
に
お
い
て
は
政
権
の

一
翼
を
担
っ
た
が
、
執
事
高
師
直
と
対
立
し
た
こ
と
に
よ
り
尊
氏
と
も
不
和

と
な
り
抗
争
（
観
応
擾
乱
）
、
観
応
三
年
二
月
鎌
倉
で
死
去
。 

 
阿
部
重
次 

三
八
・
四
二
・
四
六
・
二
三
七
・
二
五
五
・
二
五
六
・
三
二
九
・
三
四

五
・
三
八
八
・
四
四
七
・
五
〇
九 

 
 

幕
府
老
中
（
寛
永
十
五
年
〜
慶
安
四
年
）
。
慶
長
三
年
生
。
元
和
五
年
従
五
位
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下
山
城
守
、
寛
永
十
年
対
馬
守
、
同
十
六
年
従
四
位
下
。
慶
安
四
年
四
月
二
十

日
、
徳
川
家
光
に
殉
死
。 

 

阿
部
忠
秋 

四
一
・
四
六
・
五
〇
・
一
五
七
・
一
六
三
・
一
七
三
・
二
四
八
・
三
二

六
・
三
二
九
・
三
七
八
・
三
八
八
・
三
九
七
・
四
〇
四
・
四
二
一 

 
 

幕
府
老
中
（
寛
永
十
年
〜
寛
文
六
年
）
。
慶
長
七
年
生
。
元
和
九
年
従
五
位
下

豊
後
守
、
同
十
一
年
従
四
位
下
、
寛
文
十
一
年
致
仕
。
延
宝
三
年
五
月
三
日
歿
。 

 

綾
部
幸
久 

二
三
〇
・
三
四
〇 

鍋
島
家
中
。
三
左
衛
門
尉
。
備
横
目
。
（
佐
近
八
―
一
／
六
一
三
頁
） 

 

有
田
孝
紀 

一
四
七
・
一
六
〇
・
一
六
五
・
一
八
二
・
一
九
五
・
三
二
八
・
三
三
二
・

三
九
六
・
三
九
九
・
四
七
五
・
六
九
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
須
古
信
明
の
弟
龍
造
寺
八
右
衛
門
（
茂
成
）
が
松
浦
姓
を
継
承

し
、
の
ち
有
田
姓
に
改
め
た
。
孝
紀
は
そ
の
嫡
男
。
杢
佑
。
左
馬
佐
。
勘
解
由
。

「
系
図
ア
の
部
」
（
鍋
二
一
一
―
一
四
）
で
は
諱
は
「
紀
」
と
記
さ
れ
る
。
延

宝
六
年
六
月
二
十
三
日
歿
（
佐
近
八
―
一
／
三
七
一
・
三
七
二
頁
、
有
田
家
文

書
「
有
田
系
図
」
）
。
寛
永
五
年
の
惣
着
到
で
は
「
有
田
杢
允
」
、
寛
永
十
九

年
は
「
有
田
左
馬
助
」
で
所
見
。
「
石
田
私
史
」
に
よ
る
と
、
「
勘
解
由
」
の

前
は
「
大
膳
」
で
あ
り
、
承
応
二
年
十
二
月
十
九
日
条
に
「
有
田
大
膳
改
名
勘

解
由
」
と
あ
る
（
佐
近
八
―
三
／
三
二
六
頁
）
。 

 

有
馬
豊
氏 

二
四
三 

 
 

永
禄
十
二
年
生
。
万
助
。
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
る
。
文
禄
三
年
六
月
従
五
位
下
玄

蕃
頭
。
慶
長
五
年
上
杉
攻
め
で
は
徳
川
家
康
に
従
う
。
元
和
六
年
閏
十
二
月
筑

後
久
留
米
二
一
万
石
を
与
え
ら
れ
る
。
寛
永
十
九
年
閏
九
月
晦
日
歿
。
（
「
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
四
百
六
十
九
） 

 

安
藤
重
長 

二
八
四 

慶
長
五
年
生
。
安
藤
重
信
養
子
。
勝
蔵
。
式
部
。
伊
勢
守
。
右
京
進
。
元
和
元

年
閏
六
月
十
九
日
伊
勢
守
。
後
右
京
進
に
改
め
る
。
元
和
七
年
遺
領
を
継
ぐ
。

寛
永
二
年
書
院
番
頭
。
同
十
二
年
寺
社
奉
行
。
同
十
四
年
奏
者
番
。
明
暦
三
年

九
月
十
九
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
千
百
十
四
） 

 

安
徳
判
官
代
三
郎
入
道 

六
三
一 

 

安
徳
氏
は
肥
前
国
の
御
家
人
。
嘉
禄
二
年
に
佐
嘉
御
領
内
の
小
地
頭
と
し
て

「
豊
益
安
徳
二
郎
大
夫
政
定
」
の
名
が
見
え
る
（
佐
古
三
／
龍
造
寺
家
文
書
一

号
）
。
永
仁
六
年
に
は
法
浄
寺
氏
と
於
保
氏
の
相
論
に
際
し
、
安
徳
弥
二
郎
入

道
が
勝
訴
し
た
法
浄
寺
氏
へ
の
田
地
・
作
毛
の
沙
汰
付
を
命
じ
ら
れ
て
い
る

（
佐
古
二
／
高
城
寺
文
書
一
九
号
）
。 
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安
了 
二
二
四 

 

医
師
。
在
堺
。 

  
 
 
 
 

イ 

 

井
伊
直
孝 

一
四
〇
・
二
一
三
・
二
九
四
・
三
二
九
・
三
三
〇
・
三
四
一 

 
 

天
正
十
八
年
生
。
慶
長
十
年
四
月
従
五
位
下
掃
部
助
。
慶
長
十
五
年
掃
部
頭
。

元
和
元
年
近
江
一
二
万
石
を
領
す
。
寛
永
三
年
八
月
少
将
。
寛
永
九
年
よ
り
徳

川
秀
忠
の
遺
命
で
幕
政
に
参
与
。
正
保
二
年
四
月
正
四
位
上
中
将
。
万
治
二
年

六
月
二
十
八
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
七
百
六
十
） 

 

飯
田
源
右
衛
門
尉 

二
三
五 

長
崎
奉
行
山
崎
正
信
の
家
中
。 

 

い
か
の
守 

五
一
六 

 
 

鍋
島
直
孝
ま
た
は
鍋
島
直
條
。
両
者
と
も
鹿
島
藩
三
代
藩
主
鍋
島
直
朝
子
で
、

幼
名
は
伊
賀
と
さ
れ
る
。 

 

生
野
孝
時 

六
九
六 

 
 

鍋
島
家
中
。
織
部
。
貞
享
二
年
四
月
九
日
歿
。
（
佐
近
八
―
一
／
二
七
六
頁
） 

 

生
駒
高
俊 

二
一
三 

 
 

讃
岐
高
松
藩
主
。
生
駒
正
俊
男
。
小
法
師
、
壱
岐
守
。
慶
長
十
六
年
生
。
元
和

七
年
七
月
家
督
。
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
従
四
位
下
壱
岐
守
、
同
十
七
年
出
羽

由
利
郡
に
配
流
、
万
治
二
年
六
月
十
六
日
歿
。 

 

生
島
作
庵
（
安
） 

一
〇
九
・
一
一
八
・
一
二
〇
・
一
四
八
・
二
三
四
・
二
三
五
・

二
三
九
・
二
四
五
・
三
六
六
・
二
九
九
・
三
七
九
・
三
八
〇
・

四
〇
九 

 
 

医
師
。
勝
茂
の
代
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
。
法
名
は
真
誉
徴
心
。
（
佐
近
八
―
一

／
五
二
九
頁
） 

 

池
内
貞
右
衛
門
尉 

二
一
九 

 
 

鍋
島
家
中
か
。
鷹
匠
。 

 

池
尻
胤
房 

六
二
六 

 

南
北
朝
期
、
征
西
府
の
構
成
員
。
懐
良
親
王
令
旨
の
奉
者
と
し
て
見
え
る
。
左

少
将
。 
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池
田
輝
政 

二
四
七 

 
 

永
禄
七
年
生
。
三
左
衛
門
。
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、
天
正
十
五
年
羽
柴
、
同
十
六

年
豊
臣
の
姓
を
与
え
ら
れ
、
従
四
位
下
侍
従
。
慶
長
五
年
上
杉
攻
め
で
は
徳
川

家
康
に
従
い
、
十
月
播
磨
国
を
与
え
ら
れ
、
姫
路
に
住
す
。
慶
長
十
七
年
参
議

正
四
位
下
。
松
平
の
称
号
を
与
え
ら
れ
る
。
慶
長
十
八
年
正
月
二
十
五
日
歿
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
二
百
六
十
三
） 

 

池
田
光
政 

二
一
三
・
二
五
〇
・
四
五
八 

 
 

備
前
岡
山
藩
主
。
池
田
利
隆
男
。
慶
長
十
四
年
四
月
四
日
生
。
初
め
幸
隆
、
新

太
郎
。
元
和
二
年
家
督
。
同
三
年
因
幡
鳥
取
に
転
封
。
元
和
九
年
従
四
位
下
侍

従
、
寛
永
九
年
備
前
岡
山
に
復
帰
、
天
和
二
年
五
月
二
十
二
日
歿
、
七
十
四
歳
。

室
は
本
多
忠
刻
女
。 

 

池
野
三
郎
右
衛
門
尉 

二
三
九
・
二
四
一 

 
 

鍋
島
家
中
。
（
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
）
。 

 

諫
早
左
衛
門
尉 

二
三
九 

 

諫
早
茂
真
カ
。
→
諫
早
茂
真 

 

諫
早
茂
敬 

三
四
・
三
五
・
三
七
・
三
八
・
一
〇
七
・
一
一
八
・
一
二
七
・
一
三

〇
・
一
三
四
・
一
三
六
・
一
三
七
・
一
四
〇
・
一
四
一
・
一
五
二
・

一
五
七
・
一
六
二
・
一
六
三
・
一
六
六
・
一
七
三
・
一
九
一
・
二
〇

一
・
二
〇
七
・
二
〇
八
・
二
一
三
・
二
一
六
・
二
二
一
・
二
二
三
・

二
二
八
・
二
三
四
・
二
三
五
・
二
三
七
・
二
三
八
・
二
三
九
・
二
四

〇
・
二
四
三
・
二
四
四
・
二
四
八
・
二
四
九
・
二
五
〇
・
二
五
五
・

二
五
六
・
二
六
八
・
二
七
一
・
二
七
六
・
二
七
八
・
二
九
二
・
二
九

三
・
二
九
四
・
三
〇
二
・
三
〇
五
・
三
〇
九
・
三
二
六
・
三
二
七
・

三
二
九
・
三
三
一
・
三
三
四
・
三
三
五
・
三
三
六
・
三
三
七
・
三
三

八
・
三
四
〇
・
三
四
一
・
三
五
〇
・
三
五
四
・
三
五
七
・
三
六
一
・

三
六
二
・
三
六
六
・
三
六
七
・
三
七
二
・
三
七
八
・
三
八
二
・
三
九

二
・
三
九
四
・
四
〇
四
・
四
〇
六
・
四
一
〇
・
四
一
一
・
四
一
九
・

四
四
七
・
四
四
八
・
四
四
九
・
四
五
八
・
四
六
四
・
四
六
七
・
四
七

〇
・
五
七
六
・（
追
四
一
） 

鍋
島
家
重
臣
。
諫
早
直
孝
男
。
母
は
直
茂
女
彦
菊
（
長
寿
院
）
、
室
は
勝
茂
女

亀
（
宝
乗
院
）
。
慶
長
十
四
年
生
。
幼
名
彦
吉
、
仮
名
等
は
左
兵
衛
太
夫
、
豊

前
。
寛
永
十
二
年
家
督
、
慶
安
五
年
五
月
十
五
日
歿
。
法
名
は
正
応
寺
大
無
道

徹
山
主
。 

 

諫
早
茂
敬
室
鍋
島
氏 

四
三
・
一
〇
九
・
一
一
八
・
一
二
〇
・
一
二
八
・
一
三
〇
・

二
三
四
・
二
三
五
・
二
三
九
・
二
四
五
・
三
三
九
・
三
七
九
・

574



 

 

三
八
七
・
四
〇
九 

 
 

鍋
島
勝
茂
女
亀
。
母
は
徳
川
氏
（
高
源
院
）
。
元
和
三
年
四
月
六
日
生
。
寛
永

六
年
八
月
二
十
八
日
茂
敬
に
嫁
す
。
正
保
二
年
十
月
十
八
日
歿
。
法
名
は
宝
乗

院
殿
三
鼎
妙
器
大
姉
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」Ⅰ

） 

 

諫
早
茂
敬
女 

二
一
・
五
二
一
・
五
七
六 

 
 

諫
早
茂
敬
女
。
母
は
鍋
島
勝
茂
女
亀
（
宝
乗
院
）
。
ひ
こ
い
ち
（
彦
市
）
。
元

禄
五
年
六
月
四
日
歿
（
五
十
歳
）
。
法
名
は
自
得
院
長
安
妙
遊
（
「
諫
早
家
系

図
」
鍋
一
四
一
―
五
、
「
諸
家
家
系
」
鍋
一
一
〇
―
六
）
。 

 

諫
早
茂
真  

五
〇
・
一
〇
五
・
一
一
一
・
一
三
二
・
三
二
八
・
三
九
七
・
三
九
八
・ 

六
三
五 

鍋
島
家
重
臣
。
諫
早
領
主
。
寛
永
十
三
年
生
、
承
応
元
年
家
督
、
寛
文
十
二
年

八
月
六
日
歿
。
父
は
諫
早
茂
敬
、
母
は
勝
茂
女
亀
（
高
源
院
腹
、
宝
乗
院
）
ヵ
、

室
は
鍋
島
山
城
直
弘
女
伊
勢
菊
。
彦
甫
子
（
彦
法
師
）
、
茂
真
（
茂
清
）
、
主

馬
、
豊
前
。
海
岸
勇
性
。 

 

諫
早
直
孝 

三
・
四
・
七
・
二
五
・
四
五
・
五
八
・
八
三
・
一
八
七
・
二
〇
六
・
二

二
一
・
二
五
二
・
二
六
一
・
二
六
三
・
二
七
〇
・
二
七
四
・
二
八
〇
・

二
七
七
・
三
二
二
・
三
四
六
・
三
五
〇
・
三
六
五
・
三
七
四
・
四
一
五
・

四
一
七
・
四
五
五
・
四
六
〇
・
四
六
二 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
龍
造
寺
家
晴
嫡
男
、
初
め
て
諫
早
氏
を
称
す
。
天
正
二
年
生
。

初
め
諫
早
氏
を
称
す
。
万
歳
、
直
友
、
直
孝
、
作
十
郎
、
孫
九
郎
、
右
近
允
、

石
見
守
。
右
近
よ
り
石
見
守
へ
の
呼
称
の
変
化
は
、
少
な
く
と
も
元
和
六
年
十

一
月
二
十
六
日
よ
り
寛
永
三
年
五
月
七
日
の
間
（
右
近
を
最
後
に
確
認
で
き

る
の
は
、
元
和
六
年
十
一
月
二
十
六
日
付
の
二
七
〇
号
で
あ
り
、
石
見
守
を
最

初
に
確
認
で
き
る
の
は
、
寛
永
二
年
も
し
く
は
同
三
年
に
比
定
で
き
る
五
月

七
日
付
の
七
号
）
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
寛
永
十
二
年
六
月
晦
日
歿
。
室

は
龍
造
寺
政
家
女
、
継
室
は
鍋
島
直
茂
女
彦
菊
。 

 

諫
早
直
孝
室
鍋
島
氏 

五
〇
・
一
〇
七
・
一
一
一
・
二
〇
三
・
二
三
九
・
二
四
〇
・

四
一
二 

 
 

鍋
島
直
茂
女
彦
菊
。
母
は
石
井
氏
（
陽
泰
院
）
。
天
正
七
年
生
。
納
富
六
郎
に

嫁
し
、
の
ち
倉
町
家
秀
に
嫁
す
。
離
別
し
て
直
孝
に
嫁
す
。
寛
文
元
年
七
月
十

七
日
歿
。
法
名
は
長
寿
院
梅
室
妙
香
大
姉
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略

系
図
」Ⅰ

） 

 
諫
早
豊
前 

四
七
七
・
五
七
〇 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
諫
早
茂
敬
も
し
く
は
諫
早
茂
真
。 
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石
井
九
郎
右
衛
門
尉 

二
二
二
・
二
二
五 

 
 

多
久
家
中
。 

 

石
井
源
左
衛
門
尉 
一
八
九 

 

 
 

鍋
島
家
中
か
。 

 

石
井
次
右
衛
門 

二
六
九 

鍋
島
家
中
。
寛
永
五
年
惣
着
到
で
は
一
一
二
石
。 

 

石
井
二
ゑ
も
ん 

五
九
三 

 

未
詳
。 

 

石
井
次
郎
右
衛
門
尉 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

石
井
右
衛
門
佐 

三
二
・
一
五
八
・
一
五
九
・
一
九
二
・
二
一
五
・
二
四
二
・
二
五

一
・
三
七
九
・
三
九
五 

鍋
島
家
中
。
承
応
年
間
に
国
許
で
公
儀
料
銀
蔵
の
管
理
を
担
当
（
城
島
正
祥
『
佐

藩
の
制
度
と
財
政
』
文
献
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
三
〇
五
・
三
〇
九
頁
）。 

 

石
井
久
右
衛
門 

二
二
三
・
二
二
六 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

石
井
実
之 

一
三
一 

 
 

鍋
島
家
中
。
安
左
衛
門
尉
。 

 

石
井
茂
清  

六
四
・
九
八
・
二
六
九 

石
井
茂
利
（
二
男
家
、
壱
岐
守
）
の
男
。
生
年
未
詳
。
遅
く
と
も
慶
長
六
年
末

に
は
蔵
入
関
係
の
業
務
に
携
わ
り
、
慶
長
十
五
年
十
一
月
十
六
日
に
は
杵
島

郡
白
石
の
代
官
に
な
っ
て
い
る
（
佐
古
一
九
／
石
井
家
文
書
一
三
・
六
四
号
）
。

元
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
歿
（
「
石
井
系
図
」
（
鍋
二
一
一
―
三
）
、
栗
原

荒
野
編
著
『
校
註
葉
隠
』
（
青
潮
社
、
一
九
七
五
年
、
復
刻
版
、
七
三
〇
～
七

三
二
頁
）
）
。
仮
名
は
清
五
左
衛
門
、
後
に
縫
殿
助
。 

 

石
井
茂
成 

四
五
・
一
八
七
・
二
四
二
・
二
六
一
・
二
六
五
・
三
一
一
・
三
一
五
・

四
一
五
・
四
六
〇
・
四
六
二 

鍋
島
家
中
。
石
井
常
延
の
孫
で
、
鍋
島
直
茂
室
陽
泰
院
の
甥
、
勝
茂
の
従
兄
弟

に
あ
た
る
。
初
名
又
左
衛
門
、
の
ち
修
理
亮
。
大
与
頭
。「
寛
永
五
年
総
着
到
」

で
は
知
行
一
二
五
〇
石
。
寛
永
六
年
五
月
頃
は
須
古
信
明
と
共
に
在
江
戸
（
二

六
五
号
）。
寛
永
十
年
十
二
月
十
六
日
歿
（「
石
井
系
譜
」
鍋
二
一
一
―
三
）。 
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石
井
伝
右
衛
門
尉 

四
六
八 

 

鍋
島
家
中
。
石
井
生
札
の
子
（
城
島
正
祥
『
佐
藩
の
制
度
と
財
政
』
文
献
出
版
、

一
九
八
〇
年
、
三
九
頁
）。 

 

石
井
長
悦 

三
九
〇
・
四
〇
〇 

鍋
島
家
中
。
三
九
〇
号
に
、
供
養
に
つ
き
「
牢
人
差
免
」
さ
れ
た
者
と
し
て
所

見
あ
り
。 

 

石
井
兵
部 

二
六
九 

鍋
島
家
中
。 

 

石
井
正
純 

二
〇
九
・
二
六
六 

 

鍋
島
家
中
。石
井
九
郎
右
衛
門
茂
忠
の
子
で
、石
井
忠
義
四
男
忠
本
の
四
代
孫
。

初
名
孫
左
衛
門
、
の
ち
久
左
衛
門
尉
。
寛
永
十
七
年
四
月
十
五
日
歿
（「
石
井
系

譜
」
三
（
鍋
二
一
一
―
三
）
一
一
一
頁
）。
寛
永
四
年
四
月
は
納
戸
方
か
（
二
六

六
号
）。
な
お
「
茂
宅
聞
書
」
で
は
「
石
井
名
字
之
惣
領
」
と
記
さ
れ
る
（
佐
近

八
―
二
／
三
二
五
頁
）。 

 

石
井
正
之 

二
八
二 

鍋
島
家
中
。
林
貞
生
（
政
）
実
子
。
石
井
茂
清
養
子
。
弥
七
左
衛
門
。
寛
永
十

五
年
物
成
一
五
〇
石
。
万
治
三
年
四
月
十
日
歿
。（
佐
近
八
―
一
／
二
九
五
頁
） 

 

石
井
又
左
衛
門
尉 

二
五
四 

 

石
井
茂
成
か
。 

 

石
井
茂
左
衛
門
室 

五
五
六 

こ
少
将
次
女
。 

 

石
井
忠
俊 

四
七
九 

 
 

鍋
島
家
中
。
如
自
。
父
は
石
井
久
左
衛
門
正
純
。
三
九
郎
。
又
右
衛
門
。
光
茂

公
御
歌
書
役
（
佐
近
八
―
一
／
二
五
八
頁
）
。
元
禄
十
四
年
十
二
月
廿
四
日
歿

（
「
石
井
系
譜
」
三
（
鍋
二
一
一
―
三
）
一
一
二
頁
）
。 

 

石
井
忠
房 

六
五
一 

 
 

戦
国
期
の
龍
造
寺
家
家
臣
。
石
井
五
男
家
祖
。
藤
兵
衛
。
兼
清
。
尾
張
守
。
法

謚
江
月
道
清
。
永
禄
元
年
十
月
十
六
日
川
上
に
於
て
戦
死
。
（
「
石
井
系
譜
」

四
（
鍋
二
一
一
―
三
）
二
頁
） 

 

石
井
六
郎
左
衛
門 

二
三
〇 
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鍋
島
家
中
。
備
横
目
。 

 

石
尾
孝
房 
一
二
一
・
三
八
四
・
四
〇
五 

 
 

鍋
島
家
中
。
石
川
右
馬
丞
男
。
又
兵
衛
。
安
兵
衛
。
孝
房
の
時
石
尾
に
改
姓
。

物
成
一
七
五
石
。
明
暦
三
年
鍋
島
勝
茂
に
追
腹
。（
佐
近
八
―
一
／
六
一
四
頁
） 

 

石
川
貴
成 

四
七
・
三
八
二 

 
 

幕
臣
。
小
刑
部
。
弥
左
衛
門
。
寛
永
十
年
六
月
よ
り
使
番
。
万
治
三
年
四
月
務

を
辞
す
。
寛
文
二
年
十
一
月
致
仕
。
歿
年
未
詳
。 

 

池
内
貞
右
衛
門
尉 

二
一
九 

 
 

鍋
島
家
中
か
。
鷹
匠
。 

 

石
田
泰
貞 

二
三
〇
・
三
七
五 

鍋
島
家
中
。
藤
七
兵
衛
。
寛
永
五
年
着
到
七
十
六
石
。 

 

石
部
源
蔵 

五
二
七 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

伊
豆
又
左
衛
門
尉 

三
六
五 

鍋
島
家
中
。
生
歿
年
未
詳
。 

 

板
倉
勝
重 

二
六
九 

天
文
十
四
年
生
。
慶
長
六
年
よ
り
京
都
所
司
代
。
元
和
六
年
致
仕
。
寛
永
元
年

歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
十
一
） 

 

板
倉
重
昌 

二
四
二 

 
 

天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
時
の
幕
府
の
上
使
。
天
正
十
六
年
生
。
宇
右

衛
門
。
主
水
。
内
膳
正
。
慶
長
十
年
従
五
位
下
内
膳
正
。
寛
永
十
五
年
一
月
一

日
原
城
に
て
討
死
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
十
二
） 

 

板
倉
重
宗 

三
九 

 
 

京
都
所
司
代
（
元
和
六
年
～
承
応
三
年
）
。
天
正
十
四
年
生
。
慶
長
十
年
従
五

位
下
周
防
守
、
元
和
九
年
従
四
位
下
、
正
保
二
年
従
四
位
上
、
明
暦
二
年
十
二

月
朔
日
歿
。 

 

市 

一
二
八
・
一
四
二 

未
詳
。 

 

市
正 

追
一
四 
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鍋
島
茂
村
か
。
→
鍋
島
茂
村 

 

市
介 

四
九
六
・
二
四
二
六 

 
 

未
詳
。
多
久
家
中
か
。
「
御
屋
形
日
記
」
に
は
「
市
佑
」
の
表
記
で
多
久
家
家

老
多
久
市
佑
成
明
（
茂
富
の
弟
、
安
明
の
嫡
孫
。
元
禄
二
年
十
一
月
七
日
歿
。

父
は
十
左
衛
門
順
明
、
裕
岩
）
の
名
が
あ
る
。 

 

市
の
す
け 

五
二
二 

 
 

未
詳
。
多
久
家
中
か
。 

 

市
佐 

六
五
七 

未
詳
。
多
久
家
中
か
。 

 

市
左
衛
門 

五
〇
一
・
追
四
〇 

 
 

未
詳
。
多
久
家
中
か
。 

 

伊
藤
小
左
衛
門
尉 

二
三
四
・
三
六
六 

博
多
の
商
人
。
寛
文
七
年
刑
死
。 

 

伊
藤
五
兵
衛
尉 

二
四
九 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
中
か
。 

 

稲
葉
正
則  

四
七
二 

 

幕
府
老
中
（
明
暦
三
年
九
月
二
十
八
日
～
延
宝
八
年
一
月
十
二
日
）
。
小
田
原

藩
主
。
元
和
九
年
六
月
二
日
生
。
父
は
稲
葉
正
勝
、
祖
母
は
春
日
局
。
美
濃
守
。

元
禄
九
年
六
月
六
日
歿
。 

 

犬
塚
家
重 

七
四
・
一
〇
二 

 
 

鍋
島
家
中
。
龍
造
寺
政
家
男
。
高
房
弟
。
勝
兵
衛
。
正
兵
衛
。
重
房
。
犬
塚
與

三
左
衛
門
信
久
養
子
。
寛
永
十
六
年
十
月
十
三
日
歿
。
（
「
鍋
島
始
龍
造
寺
略

御
系
図
」
鍋
一
一
二
―
一
〇
ほ
か
） 

 

犬
塚
家
続 

七
四
・
一
四
九 

鍋
島
家
中
。
惣
兵
衛
。
龍
造
寺
高
房
御
側
頭
。
元
和
八
年
九
月
十
日
歿
。
法

名
了
正
（
佐
近
八
―
一
／
三
三
〇
頁
）
。 

 

犬
塚
宅
長  

一
三
九
・
二
三
〇
・
二
五
六
・
三
八
三
・
四
〇
三
・
四
四
九
・
四
六
八 

鍋
島
家
中
。
惣
兵
衛
。
龍
造
寺
高
房
の
御
側
頭
を
務
め
た
犬
塚
惣
兵
衛
家
続
の

子
、
物
成
三
六
五
石
（
佐
近
八
―
一
／
三
三
〇
頁
）。 
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犬
塚
九
郎
左
衛
門
尉 

二
一
〇
・
四
六
一 

 
 

多
久
家
中
。 

 

犬
塚
三
郎
右
衛
門 
四
九
九
・
六
三
九 

 

鍋
島
家
中
。
生
年
未
詳
。
明
暦
元
年
の
小
城
鍋
島
直
能
の
家
臣
と
し
て
名
前
が

見
え
る
（
佐
近
二
―
一
／
五
五
六
頁
）
。
歿
年
未
詳
。 

 

井
上
政
重 

一
三
七
・
一
三
九
・
一
四
六 
・
二
三
五
・
二
三
七
・
二
三
九
・
三
二

六
・
三
四
四
・
三
七
〇
・
三
七
一
・
三
七
八
・
四
四
九 

幕
府
重
臣
。
天
正
十
三
年
生
。
筑
後
守
。
筑
後
。
寛
永
九
年
十
二
月
十
七
日
に

大
目
付
と
な
る
。
幕
府
の
禁
教
政
策
の
中
心
人
物
で
寛
永
十
六
年
以
降
宗
門

奉
行
を
兼
務
。
長
崎
に
も
度
々
出
張
し
幕
府
の
外
交
顧
問
的
な
役
割
も
果
た

す
。
万
治
四
年
二
月
二
十
七
日
歿
。 

 

今
泉
吉
左
衛
門
尉 

三
一
四 

 
 

鍋
島
家
中
。
「
直
茂
公
譜
考
補
」
の
慶
長
十
五
年
の
鍋
島
直
茂
隠
居
の
項
目
に

勝
茂
長
男
元
茂
へ
譲
る
家
士
と
し
て
名
前
が
見
え
（
佐
近
一
―
一
／
八
二
一

頁
）
、
元
和
三
年
に
元
茂
へ
小
城
領
が
分
知
さ
れ
た
後
の
小
城
家
中
に
も
名
前

が
見
え
る
（
藤
野
保
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
、

二
五
三
頁
）
。 

 

今
川
貞
臣 

六
二
七 

 

南
北
朝
期
の
九
州
探
題
今
川
貞
世
（
了
俊
）
の
子
。
初
め
義
範
。
治
部
少
輔
、

陸
奥
守
、
左
京
大
夫
。 

 

今
川
貞
世 

六
一
九 

 

南
北
朝
時
代
の
武
将
。
法
名
了
俊
。
嘉
暦
元
年
生
。
応
安
三
年
に
九
州
探
題
に

任
じ
翌
四
年
末
門
司
に
上
陸
、
同
五
年
八
月
に
九
州
南
朝
方
の
拠
点
と
な
っ

て
い
た
大
宰
府
征
西
府
を
攻
略
。
永
徳
元
年
に
は
後
征
西
将
軍
宮
良
成
親
王

の
居
所
を
陥
落
さ
せ
、
南
朝
勢
力
の
衰
勢
を
決
定
づ
け
た
。
南
北
朝
合
一
後
の

応
永
二
年
に
二
十
五
年
間
在
任
し
た
九
州
探
題
の
職
を
解
か
れ
帰
東
。
歿
年

未
詳
。 

 

今
大
路
親
清 

六
八 

 
 

医
師
。
初
親
順
。
兵
部
大
輔
。
剃
髪
後
道
三
。
文
禄
元
年
従
五
位
下
典
薬
助
。

慶
長
四
年
法
眼
。
慶
長
十
三
年
法
印
。
寛
永
三
年
九
月
十
九
日
歿
。 

 
今
村
藤
右
衛
門
尉 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 
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伊
与
掾 

三
六
八 

 
 

刀
工
か
。
肥
前
刀
鍛
冶
に
伊
予
掾
宗
次
の
名
あ
り
。
寛
永
九
年
頃
歿
（
『
肥
前

の
刀
と
鐔
』
上
／
一
九
一
～
一
九
六
頁
）
。 

 

入
江
就
昌 

六
四
九 

 
 

戦
国
時
代
か
ら
安
土
桃
山
時
代
に
か
け
て
の
武
将
。
長
門
国
の
国
人
。
毛
利
氏

家
臣
。
次
郎
。
与
三
兵
衛
尉
。
余
三
兵
衛
尉
。
天
正
十
七
年
七
月
二
十
八
日
歿

（
『
萩
藩
閥
閲
録
』
第
二
巻
三
四
六
頁
「
巻
五
十
四 

入
江
七
郎
左
衛
門
」
） 

 

岩
村
常
定 

一
三
四
・
二
〇
七
・
四
一
一 

鍋
島
家
中
。
忠
兵
衛
、
新
右
衛
門
。
後
年
光
茂
家
督
の
時
勝
茂
か
ら
進
ぜ
ら
れ

た
御
付
の
一
人
（
系
図
（
イ
の
部
）
（
鍋
二
一
一
―
一
二
）
一
一
七
頁
）
。
天

草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
で
褒
美
を
受
け
る
（
佐
近
一
―
二
／
六
五
一
頁
）
。

「
明
暦
弐
年
着
到
ニ
岩
村
郡
右
衛
門
物
成
百
石
一
同
岩
村
忠
兵
衛
」
（
（
佐
近

八
―
一
／
三
三
三
頁
）
。 

 

ウ 

 

上
杉
定
勝 

一
七
二
・
二
五
四
・
四
四
九 

 
 

出
羽
米
沢
藩
主
。
景
勝
嫡
男
。
慶
長
九
年
生
。
元
和
九
年
二
月
従
四
位
下
侍
従

に
叙
任
、
弾
正
少
弼
を
兼
ね
る
。
五
月
十
六
日
家
督
。
正
保
二
年
九
月
十
日
歿

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
七
百
四
十
九
）
。
寛
永
元
年
正
月
、
鍋
島
勝
茂

女
市
と
婚
姻
（
『
上
杉
家
御
年
譜
』
第
四
巻
／
七
一
頁
）
。 

 

上
杉
定
勝
室
鍋
島
氏 

一
七
二
・
二
五
四 

 
 

鍋
島
勝
茂
女
市
、
母
は
徳
川
氏
（
高
源
院
）
。
慶
長
十
二
年
九
月
二
日
生
。
寛

永
元
年
正
月
上
杉
定
勝
と
婚
姻
。
寛
永
十
二
年
六
月
三
日
歿
。
法
名
は
伝
光
院

殿
洞
胤
栄
仙
大
姉
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」Ⅰ

、
『
上
杉
家

御
年
譜
』
四
巻
／
七
一
頁
） 

 

上
杉
綱
勝 

一
一
〇 

 
 

出
羽
米
沢
藩
主
。
定
勝
嫡
男
。
寛
永
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日
生
。
初
め
実

勝
、
喜
平
次
。
正
保
二
年
家
督
。
承
応
二
年
十
二
月
十
一
日
従
四
位
下
播
磨
守
、

侍
従
。
寛
文
四
年
閏
五
月
七
日
歿
。
室
は
保
科
正
之
女
。 

 

宇
右
衛
門 

六
七
八 

 
 

未
詳
。
多
久
家
家
臣
か
。
副
島
宇
右
衛
門
か
。
→
副
島
宇
右
衛
門 

 

右
衛
門 
五
九
三 

 
 

鍋
島
直
澄
男
之
治
か
。 

581



 

 

 
右
京 
四
一
一 

 
 

鍋
島
家
中
。
二
二
二
号
に
「
多
久
美
作
守
家
中
」
と
し
て
「
右
京
亮
」
と
あ
る
。 

 

牛
島
与
三
右
衛
門
尉 
二
八
二 

鍋
島
家
中
。
生
歿
年
未
詳
。 

 

う
た
の
介 

五
一
三 

 
 

木
下
雅
楽
助
か
。
→
木
下
雅
楽
助 

 

内
田
玄
勝  

一
〇
五
・
一
四
七
・
三
九
七 

・
三
九
九  

幕
府
の
医
師
。
小
早
川
秀
秋
・
徳
川
家
光
に
仕
え
た
医
師
内
田
元
庵
宗
春
（
ま

た
は
元
安
正
俊
）
の
子
。
実
名
は
千
里
。
大
蔵
卿
、
薬
樹
院
、
法
眼
、
法
印
。

寛
永
元
年
十
二
月
か
ら
徳
川
秀
忠
の
子
（
家
光
弟
）
忠
長
に
仕
え
法
眼
と
な
る

が
、
忠
長
の
処
分
に
伴
い
蟄
居
。
の
ち
赦
免
、
慶
安
四
年
毛
利
秀
就
所
労
の
た

め
萩
に
派
遣
さ
れ
る
。
寛
文
三
年
十
二
月
廩
米
五
百
俵
、
同
五
年
法
印
、
延
宝

五
年
致
仕
。
天
和
元
年
九
月
二
十
九
日
没
（
九
十
歳
）
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家

譜
」
巻
第
十
六
）
。 

 

内
田
弥
右
衛
門
尉 

四
七
八 

 
 

未
詳
。 

 

采
女 

追
四
四
・
追
四
五 

未
詳
。
多
久
家
中
か
。 

 

鵜
野
八
兵
衛 

二
四
四
・
三
五
八 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
中
か
。 

 

卜
部
兼
好  

五
三
六  

鎌
倉
末
～
南
北
朝
期
の
歌
人
。
『
徒
然
草
』
の
作
者
。 

 

嬉
野
織
部 

二
五
四 

 
 

鍋
島
家
中
。
寛
永
元
年
大
坂
城
普
請
で
は
物
頭
。「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
に
「
嬉

野
織
部
佑
」
が
あ
り
、
知
行
八
一
八
石
で
あ
る
（
佐
近
八
―
一
／
五
一
二
頁
、

『
佐
賀
藩
着
到
帳
集
成
』
三
頁
）
。
鍋
島
政
道
の
項
参
照
。 

 

嬉
野
源
賀 

四 

 
 

鍋
島
家
中
。
元
可
。
玄
可
。 

 

嬉
野
通
治 

二
〇
八
・
四
〇
三
・
四
五
〇
・
四
六
八 
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鍋
島
家
中
。
白
石
通
益
男
。
与
右
衛
門
尉
。
父
通
益
は
龍
造
寺
隆
信
臣
、
嬉
野

に
改
姓
（「
諸
家
系
図
」
鍋
九
八
六
・
七
―
二
）。 

 

嬉
野
宗
佐 

四 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

嬉
野
与
三
兵
衛 

四
五
五 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

エ 

 

影
庵 

→
須
古
信
明 

 

江
上
武
種 

六
四
八 

 
 

戦
国
期
の
肥
前
の
武
将
。
父
は
江
上
常
種
孫
元
種
。
勢
福
寺
城
（
肥
前
国
神
埼

郡
）
を
拠
点
と
す
る
。
龍
造
寺
隆
信
二
男
家
種
を
養
子
と
し
て
、
日
吉
城
に
隠

居
す
る
。
（
佐
近
八
―
一
／
五
六
〇
頁
） 

 

江
口
蔵
人 

三
九
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
三
九
〇
号
に
、
供
養
に
つ
き
「
牢
人
差
免
」
さ
れ
た
者
と
し
て
出

る
。 

 

江
嶋
喜
右
衛
門
尉 

四
〇
〇 

鍋
島
家
中
。 

 

ゑ
そ
い
太
郎
ゑ
も
ん 

五
四
一 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
中
か
。
江
副
太
郎
右
衛
門
為
豊
（
佐
近
八
―
一
／
四
六
二
頁
）

か
。 

 

江
里
口
四
郎
左
衛
門
尉 

 

三
九
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
三
九
〇
号
で
は
、
供
養
に
つ
き
「
牢
人
差
免
」
さ
れ
た
者
と
し
て

見
え
る
。 

 

円
蔵
院 

五
一
一
・
五
七
九 

曹
洞
宗
。
（
佐
近
一
〇
―
二
／
一
六
一
頁
） 

 

オ 

 

大
賀
信
貞 
二
三
四
・
三
六
六 

博
多
の
商
人
。
大
賀
宗
九
三
男
。
慶
長
十
五
年
生
。
惣
右
衛
門
。
寛
文
五
年
歿
。 
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大
木
知
清 

一
三
五
・
二
一
三
・
二
八
八
・
三
八
二
・
六
六
五 

 
 

鍋
島
家
中
。
大
木
統
清
二
男
。
正
（
庄
）
左
衛
門
。
寛
永
十
七
年
新
地
六
五
石
。

後
一
三
五
石
。
天
和
三
年
八
月
三
日
歿
。
（
佐
近
八
―
一
／
二
五
四
頁
） 

 

大
木
知
照 

四
〇
五 

 
 

鍋
島
家
中
。
弥
右
衛
門
。
法
名
江
月
宗
波
。
父
は
大
木
統
清
、
弟
は
大
木
知
清
。

寛
永
十
九
年
七
月
三
十
日
歿
（
佐
近
八
―
一
／
四
七
二
頁
）
。 

 

大
木
知
昌 

六
六
六 

 
 

鍋
島
家
中
。
兵
部
。
祖
父
は
大
木
統
清
、
父
は
大
木
知
照
。
元
禄
三
年
三
月

十
日
歿
。
（
佐
近
八
―
一
／
二
四
四
～
二
四
五
頁
） 

 

大
木
統
清 

四
五
・
一
三
三
・
一
三
五
・
一
三
六
・
一
七
三
・
一
八
六
・
二
一
二
・

二
一
三
・
二
四
一
・
二
六
八
・
三
〇
二
・
三
一
五
・
三
四
五
・
四
〇
五
・

四
一
二
・
四
六
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
兵
部
（
佐
近
八
―
一
／
二
五
四
頁
）
。
慶
安
四
年
歿
（
栗
原
荒
野

編
著
『
校
註
葉
隠
』
青
潮
社
、
一
九
七
五
年
、
復
刻
版
、
六
四
九
頁
）
。 

 

大
木
弥
右
衛
門
尉 

一
三
五 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
中
か
。 

 

大
金
右
衛
門 

九
二 

 
 

鍋
島
家
中
。
大
野
金
右
衛
門
か
。
鷹
や
鶴
な
ど
の
飼
育
に
関
わ
る
人
物
か
（
佐

古
一
一
／
坊
所
四
二
七
・
四
七
三
号
）
。 

 

大
久
保
教
隆 

四
一
・
二
〇
二 

 
 

幕
臣
。
大
久
保
忠
隣
三
男
。
天
正
十
四
年
生
。
慶
長
十
年
従
五
位
下
右
京
亮
。

寛
永
二
十
年
十
月
十
五
日
歿
、
五
十
八
歳
。 

 

大
久
保
正
信 

三
五
八 

幕
臣
。
文
禄
二
年
生
。
大
久
保
忠
為
男
。
弥
五
郎
。
権
右
衛
門
。
寛
永
十
年
八

月
小
姓
組
番
士
。
同
十
五
年
五
月
八
日
、
能
勢
頼
重
と
と
も
に
命
じ
ら
れ
て
豊

後
府
内
に
赴
く
。
同
十
九
年
十
月
二
十
六
日
使
番
。
万
治
三
年
十
二
月
十
日
致

仕
。
寛
文
二
年
五
月
七
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
七
百
十
一
） 

 

大
隈
主
馬 

四
六
八 

 
鍋
島
家
中
。 

 

大
隈
安
兵
衛
尉 
二
八
二 
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鍋
島
家
中
。
寛
永
五
年
惣
着
到
で
は
、
三
〇
二
石
。
生
歿
年
未
詳
。 

 

大
河
内
久
綱 
三
二
九 

 
 

幕
臣
。
松
平
信
綱
の
実
父
。
正
保
三
年
四
月
三
日
歿
。 

 

大
河
内
正
勝 

一
一
五 

 
 

幕
臣
。
長
崎
奉
行
（
寛
永
十
五
年
～
同
十
七
年
）
。 

 

太
田
資
宗 

二
一
六
・
二
四
三
・
二
五
〇
・
二
五
五
・
三
四
一 

 
 

慶
長
五
年
生
。
新
六
郎
。
采
女
正
。
元
和
元
年
正
月
従
五
位
下
摂
津
守
。
寛
永

九
年
十
二
月
備
中
守
。
寛
永
十
年
三
月
よ
り
六
人
衆
の
一
。
寛
永
十
五
年
四
月

奏
者
番
。
三
河
西
尾
三
万
五
〇
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
る
。
正
保
元
年
遠
江
浜
松

に
移
封
。
延
宝
八
年
正
月
二
十
二
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
二
百

五
十
三
） 

 

大
塚
外
記 

五
七
一
・
五
七
三 

 
 

鍋
島
家
中
。
『
古
老
雑
談
聞
書
』
所
収
「
元
和
五
年
御
着
到
」
朝
倉
久
左
衛
門

組
に
「
犬
塚
外
記
」
と
あ
り
「
治
部
右
衛
門
」
の
朱
書
傍
注
が
あ
る
（
佐
近
八

―
三
／
七
二
七
頁
、
「
犬
」
「
大
」
の
混
用
あ
り
か
）
。
『
葉
隠
聞
書
校
補
』

に
、
高
源
院
入
輿
の
時
供
で
あ
っ
た
大
塚
治
部
右
衛
門
義
親
、
そ
の
子
治
部
右

衛
門
元
了
の
記
述
あ
り
（
佐
近
八
―
一
／
五
二
八
・
五
二
九
頁
）
。 

 

大
塚
宗
利 

二
六
六
・
二
八
二
・
四
六
〇 

鍋
島
家
中
。
内
蔵
允
。
大
塚
勝
右
衛
門
茂
利
の
子
、
寛
永
二
十
年
牢
人
。（
佐
近

八
―
一
／
六
〇
四
〜
六
〇
五
頁
） 

 

大
友
義
鎮 

六
一
七
・
五
三
〇 

豊
後
を
本
拠
と
す
る
戦
国
大
名
。
大
友
義
鑑
の
子
。
享
禄
三
年
生
。
幼
名
塩
法

師
丸
。
天
文
九
年
二
月
三
日
元
服
、
足
利
義
晴
の
一
字
を
拝
領
し
義
鎮
と
名
乗

る
。
同
十
九
年
家
督
、
同
二
十
三
年
八
月
肥
前
守
護
補
任
、
後
に
は
北
部
九
州

六
カ
国
を
領
し
、
永
禄
二
年
九
州
探
題
に
補
任
。
永
禄
五
年
出
家
し
て
宗
麟
と

号
す
。
天
正
十
五
年
歿
。 

 

 

大
野
吉
兵
衛
（
橘
兵
衛
） 

一
六
七
・
四
〇
五 

 
 

未
詳
。
大
野
吉
兵
衛
尉
か
。
→
大
野
吉
兵
衛
尉
。 

 

大
野
吉
兵
衛
尉 

一
二
一 

 
鍋
島
家
中
。
大
野
金
右
衛
門
子
。
勝
茂
追
腹
。
法
名
心
譽
宗
善
。（
佐
近
一
―
二

／
八
一
三
頁
） 
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大
野
孫
右
衛
門
尉 

一
三
五 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
中
か
。 

 

大
村
四
兵
衛 
四
〇
一 

嬉
野
不
動
山
に
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
。
家
内
に
大
村
俵
坂
の
バ
テ
レ
ン
四
郎
右

衛
門
を
抱
え
置
い
た
罪
に
よ
り
、
寛
永
十
一
年
に
検
挙
さ
れ
、
係
累
と
と
も
に

火
炙
り
と
な
っ
た
。
（
佐
近
一
―
二
／
六
六
頁
） 

 

岡
部
与
賢 

五
〇
・
四
八
〇
・
五
〇
二
・
五
四
二
・
五
四
四
・
五
四
七
・
五
四
八
・

五
四
九
・
五
五
〇
・
五
五
五
・
五
五
九
・
五
六
三
・
五
八
五 

 
 

幕
臣
。
右
衛
門
。
は
じ
め
興
賢
、
の
ち
長
賢
。
岡
部
長
盛
の
二
男
。
元
和
七
年

十
二
月
従
五
位
下
大
和
守
に
叙
任
。
の
ち
丹
波
守
。
貞
享
三
年
一
月
八
日
歿
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
百
七
十
三
） 

 

岡
部
与
貞 

四
八
〇
・
五
四
二
・
五
四
五
・
五
四
七
・
五
四
八
・
五
五
〇
・
五
五
五
・

五
六
一
・
五
六
四
・
五
六
七
・
五
六
八 

 
 

幕
臣
。
岡
部
与
賢
嫡
男
。
左
近
。
監
物
。
万
治
二
年
十
二
月
二
十
七
日
従
五
位

下
対
馬
守
。
室
は
鍋
島
元
茂
養
女
、
多
久
茂
辰
女
ま
ん
（
真
常
院
）
。
寛
文
九

年
十
一
月
七
日
歿
。
な
お
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
は
諱
を
「
興
貞
」
と
記
す
が
、

五
六
八
号
に
「
と
も
さ
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
与
貞
」
と
す
る
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
百
七
十
三
、
五
六
八
号
） 

 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏 

一
一
三
・
一
八
八
・
四
八
〇
・
五
三
七
・
五
三
九
・
五
四
〇
・

五
四
一
・
五
四
二
・
五
四
三
・
五
四
四
・
五
四
五
・
五
四
六
・

五
四
七
・
五
四
八
・
五
四
九
・
五
五
〇
・
五
五
一
・
五
五
二
・

五
五
三
・
五
五
四
・
五
五
五
・
五
五
八
・
五
五
九
・
五
六
一
・

五
六
三
・
五
六
五
・
五
六
六
・
五
七
八
・
五
八
五
・
五
八
七
・

追
二
九
・
追
三
四 

多
久
茂
辰
娘
ま
ん
。
寛
永
十
四
年
生
（
「
水
江
事
略
」
）
。
鍋
島
元
茂
の
養
女

と
な
り
、
承
応
三
年
六
月
岡
部
与
貞
に
嫁
す
（
佐
近
二
―
一
／
五
四
八
頁
）
。

寛
文
九
年
十
一
月
七
日
に
与
貞
が
歿
す
る
と
剃
髪
し
、
真
常
院
と
称
し
た
。
元

禄
十
四
年
十
月
一
日
歿
。
（
佐
近
二
―
一
／
六
三
五
頁
） 

 

岡
部
与
貞
男
某 

四
八
〇
・
五
〇
二
・
五
三
八
・
五
四
一
・
五
四
二
・
五
四
三
・
五

四
四
・
五
四
六
・
五
四
七
・
五
四
八
・
五
五
一
・
五
五
二
・
五
五

五
・
五
五
九
・
五
六
一
・
五
六
三
・
五
六
四
・
五
六
七 

岡
部
与
貞
（
万
治
二
年
よ
り
対
馬
守
）
男
。
万
治
三
年
十
二
月
九
日
生
。
茂
辰

女
お
ま
ん
の
子
。
右
衛
門
。
寛
文
七
年
閏
二
月
十
二
日
に
家
綱
へ
初
見
。
四
八

〇
号
（
三
月
八
日
付
、
寛
文
元
年
）
に
も
、
お
ま
ん
平
産
の
記
事
と
右
衛
門
へ

の
目
見
の
記
事
あ
り
。
五
四
七
号
に
も
お
ま
ん
男
子
出
生
の
こ
と
あ
り
。
寛
文
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四
年
に
比
定
さ
れ
る
消
息
（
五
四
四
号
）
で
は
「
日
に
ま
し
ち
ゑ
〳
〵
し
く
成

人
申
候
」
と
あ
る
。
寛
文
七
年
十
一
月
四
日
死
去
。 

 

岡
部
長
盛 

五
〇
・
二
六
九 

永
禄
十
一
年
生
。
天
正
十
六
年
四
月
従
五
位
下
・
内
膳
正
。
慶
長
十
四
年
亀
山

城
主
。
元
和
七
年
福
知
山
城
主
。
寛
永
元
年
大
垣
城
主
。
同
九
年
十
一
月
二
日

歿
。
女
が
徳
川
家
康
の
養
女
と
な
り
、
勝
茂
の
継
室
と
な
る
。
（
「
寛
政
重
修

諸
家
譜
」
巻
第
八
七
一
） 

 

岡
村
市
郎
兵
衛
尉 

 

三
九
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
三
九
〇
号
に
、
供
養
に
つ
き
「
牢
人
差
免
」
さ
れ
た
者
と
し
て
出

る
。 

 

岡
本
玄
琳 

三
三
七 

 
 

幕
府
の
医
官
。
岡
本
介
球
。
主
膳
。
啓
迪
院
。
致
仕
後
肖
軒
。
寛
永
十
六
年
十

二
月
晦
日
法
眼
に
叙
し
、
十
七
年
よ
り
奥
の
御
番
を
つ
と
む
。
貞
享
元
年
九
月

二
十
二
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
五
百
九
十
三
） 

 

小
川
俊
方 

五
〇
七 

 
 

鍋
島
家
中
。
利
清
嫡
男
。
百
助
。
采
女
。
舎
人
助
。
貞
享
元
年
十
月
牢
人
。
正

徳
元
年
七
月
帰
参
、
物
成
二
〇
〇
石
。
同
四
年
六
月
年
寄
役
、
同
五
年
一
〇
〇

石
加
増
。
享
保
元
年
若
殿
様
御
年
寄
役
大
物
頭
。
同
六
年
致
仕
。
著
作
「
俊
方

の
書
」
に
よ
る
と
、
享
保
元
年
に
七
十
一
歳
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
法
名
は

不
関
実
無
。
（
「
諸
家
家
系
」
鍋
一
一
〇
―
六
、
佐
近
八
―
一
／
四
五
〇
・
四

五
一
頁
、
佐
近
八
―
三
／
五
三
二
頁
） 

 

小
川
利
清 

二
九
・
二
一
三
・
三
二
〇
・
三
八
一
・
四
八
六
・
五
八
六 

 
 

鍋
島
家
中
。
市
左
衛
門
。
舎
人
助
。
父
は
千
布
政
利
。
寛
永
十
二
年
小
川
氏
の

名
跡
を
継
承
。
寛
文
十
一
年
十
月
八
日
歿
。
嫡
男
は
舎
人
助
俊
方
。
（
佐
近
八

―
一
／
四
五
〇
頁
） 

 

小
川
利
清
室 

三
二
〇 

生
歿
年
未
詳
。 

 

奥
野 

五
五
七
・
五
六
二
・
五
七
七
・
五
八
一 

鍋
島
清
良
室
多
久
氏
（
円
融
院
、
み
つ
）
の
侍
女
。 

 
小
栗
政
信 

二
六
九 

幕
臣
。
元
亀
三
年
生
。
又
市
。
元
和
二
年
二
〇
〇
〇
石
。
寛
永
二
年
徒
頭
。
同

九
年
先
弓
頭
。
明
暦
元
年
致
仕
。
万
治
元
年
一
月
十
九
日
歿
。 
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小
田
長
昌 

四
九
九
・
六
一
二
・
六
八
七 

多
久
茂
富
の
子
。
生
年
未
詳
。
蔵
人
。
万
治
三
年
に
茂
富
の
家
督
相
続
、
早
世

し
、
跡
は
茂
辰
末
子
民
部
安
輝
が
相
続
す
る
。
歿
年
未
詳
。
（
「
同
格
系
図
」
、

佐
近
八
―
一
／
二
八
四
頁
、
佐
近
八
―
二
／
一
六
〇
～
一
六
六
頁
、
六
一
二

号
・
六
八
七
号
等
参
照
） 

 

お
ち 

追
三
四 

 
 

未
詳
。
追
三
四
号
に
よ
れ
ば
、
多
久
安
輝
に
仕
え
る
女
中
か
。 

 

お
ち
よ 

五
七
七 

 
 

未
詳
。 

 

於
保
因
幡
守 

六
二
一
・
六
二
三
・
六
二
五
・
六
二
九
・
六
三
〇 

 

室
町
時
代
前
期
頃
の
肥
前
の
在
地
領
主
。
生
没
年
未
詳
。
「
肥
陽
諸
系
図
」
三

（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
よ
れ
ば
、
当
該
期
に
於
保
宗
氏
・

宗
親
・
宗
繁
の
三
代
が
因
幡
守
を
称
し
て
い
る
。
多
久
家
文
書
の
五
通
に
見
え

る
因
幡
守
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
人
物
に
該
当
す
る
か
は
未
詳
。 

 

於
保
右
衛
門
大
夫 

六
一
七 

 

戦
国
期
の
肥
前
の
在
地
領
主
。
生
没
年
及
び
実
名
未
詳
。
「
肥
陽
諸
系
図
」
三

（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
で
は
「
伯
耆
守
胤
宗
」
が
「
龍
造

寺
右
衛
門
太
輔
ト
モ
」（
実
ハ
龍
造
寺
隠
岐
守
家
和
ノ
為
子
）
と
記
さ
れ
る
が
、

天
文
十
四
年
没
と
あ
っ
て
、
天
文
十
九
年
に
比
定
さ
れ
る
六
一
七
号
と
は
時

期
が
合
わ
な
い
。 

 

於
保
左
衛
門
太
郎 

六
二
四 

 

於
保
氏
の
一
族
。
未
詳
。 

 

於
保
貞
益 

六
三
二 

 

鎌
倉
時
代
の
肥
前
国
御
家
人
於
保
氏
の
一
族
。
生
没
年
未
詳
。「
肥
陽
諸
系
図
」

三
（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
よ
れ
ば
益
田
家
継
の
子
で
於

保
宗
益
の
弟
に
「
成
道
寺
貞
益
」
が
見
え
る
。
た
だ
し
六
三
二
号
で
は
「
宗
益

二
男
貞
益
入
道
」
と
あ
っ
て
、
実
際
は
宗
益
の
子
（
宗
高
の
兄
弟
）
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。 

 

於
保
種
光 

六
三
二 

 
鎌
倉
時
代
の
肥
前
国
御
家
人
於
保
氏
の
一
族
。
生
没
年
未
詳
。「
肥
陽
諸
系
図
」

三
（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
よ
れ
ば
於
保
種
宗
の
弟
に
「
種

光
」
（
字
は
五
郎
）
が
見
え
る
。
六
三
二
号
で
は
「
種
宗
舎
弟
五
郎
左
衛
門
尉
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□
光
」
と
あ
っ
て
系
図
の
記
述
を
裏
付
け
る
。 

 

於
保
種
宗 
六
二
四
・
六
二
八
・
六
三
二 

 

鎌
倉
時
代
の
肥
前
国
御
家
人
於
保
氏
の
惣
領
。
生
没
年
未
詳
。「
肥
陽
諸
系
図
」

三
（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
「
四
郎
／
弘
安
六
年
ノ
比
肥

前
国
執
行
／
法
城
寺
」
と
記
さ
れ
る
。
同
系
図
で
は
於
保
太
郎
宗
高
の
子
と
さ

れ
る
が
、
六
三
二
号
（
文
永
十
一
年
）
に
よ
る
と
宗
高
の
孫
と
す
る
の
が
正
し

い
。
肥
前
国
於
保
村
の
地
頭
職
と
肥
前
国
執
行
職
、
成
道
寺
庄
田
地
等
を
有
し

て
い
る
（
六
三
二
号
）
。
永
仁
六
年
に
は
既
に
出
家
し
て
お
り
「
於
保
四
郎
入

道
心
教
」
と
称
し
て
い
る
（
佐
古
二
／
高
城
寺
文
書
一
九
号
）
。 

 

於
保
胤
宗 

六
一
五
・
六
二
〇
・
六
二
六
・
六
二
八
・
六
三
四 

 

南
北
朝
期
の
肥
前
の
在
地
領
主
。
生
歿
年
未
詳
。
「
肥
陽
諸
系
図
」
三
（
鍋
二

一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
よ
れ
ば
父
は
於
保
五
郎
宗
喜
。
法
名
良

弼
。
貞
和
六
年
（
正
平
五
年
・
観
応
元
年
）
十
一
月
に
は
足
利
直
冬
の
陣
営
に

属
し
（
六
二
八
号
）
、
正
平
十
年
（
文
和
四
年
）
八
月
頃
か
ら
十
一
月
に
か
け

て
は
九
州
南
朝
軍
に
従
い
北
部
九
州
を
転
戦
（
六
一
五
号
）
。
字
は
弥
五
郎
。 

 

於
保
宗
家 

六
二
六 

 

室
町
時
代
前
期
頃
の
肥
前
の
在
地
領
主
。
生
歿
年
未
詳
。
「
肥
陽
諸
系
図
」
三

（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
よ
れ
ば
父
は
於
保
胤
宗
。 

 

於
保
宗
高 

六
三
二 

 
 

鎌
倉
時
代
の
肥
前
国
御
家
人
於
保
氏
の
惣
領
。
生
没
年
未
詳
。
「
肥
陽
諸
系

図
」
三
（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
よ
れ
ば
於
保
宗
益
の
子

で
、
「
太
郎
／
京
都
大
番
役
少
弐
資
能
ノ
状
有
／
法
名
宗
長
」
と
記
さ
れ
る
。

六
三
二
号
で
は
「
於
保
太
郎
宗
高
／
後
日
改
名
号
宗
長
」
と
あ
っ
て
系
図
の
記

述
を
裏
付
け
る
。 

 

於
保
宗
秀 

六
二
四
・
六
三
一 

 
 

鎌
倉
時
代
の
肥
前
国
御
家
人
。
「
肥
陽
諸
系
図
」
三
（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所

収
「
於
保
之
系
」
で
は
種
宗
の
子
と
し
て
宗
秀
が
記
さ
れ
、
「
八
郎
／
法
名
行

恵
」
と
注
さ
れ
る
。 

 

於
保
宗
将  

一
二
三
・
一
四
四
・
二
一
五
・
二
二
六
・
二
四
二 

鍋
島
家
中
。
於
保
賢
守
の
子
。
生
年
未
詳
。
作
右
衛
門
尉
。
勝
茂
代
の
目
付
、

六
十
五
石
、
寛
永
十
七
年
十
石
加
増
。
承
応
二
年
四
月
歿
。
（
佐
近
八
―
一
／

六
〇
一
・
九
一
六
頁
） 

 

於
保
宗
益 

六
三
二 

589



 

 

 
 

鎌
倉
時
代
の
肥
前
国
御
家
人
於
保
氏
の
初
代
。
生
没
年
未
詳
。
「
肥
陽
諸
系

図
」
三
（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
よ
れ
ば
益
田
家
継
の
子

で
「
次
郎
／
太
夫
」
と
記
さ
れ
る
。
同
系
図
で
益
田
家
継
は
鎌
倉
初
期
の
肥
前

国
の
有
力
な
在
庁
官
人
高
木
宗
家
の
弟
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

於
保
宗
喜 

六
一
六
・
六
一
八
・
六
二
二
・
六
三
三 

 

鎌
倉
～
南
北
朝
期
の
肥
前
の
在
地
領
主
。
生
没
年
未
詳
。
「
肥
陽
諸
系
図
」
三

（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
よ
れ
ば
父
は
於
保
八
郎
宗
秀
。

同
系
図
に
は
「
肥
前
国
執
行
／
元
弘
二
年(
マ
マ)

五
月
廿
五
日
英
時
討
誅
ノ

時
被
疵
／
法
名
良
教
」
と
記
さ
れ
る
。
貞
和
六
年
（
正
平
五
年
・
観
応
元
年
）

九
月
に
は
足
利
直
冬
の
軍
勢
催
促
を
受
け
る
（
六
一
六
号
）
。
字
は
五
郎
（
六

一
八
号
）
。 

 

織
部 

六
八
六 

 
 

鍋
島
家
中
か
。 

  
 
 
 
 

カ 

 

か
う
さ
う
す 

六
四
五 

孝
蔵
主
。
川
副
伊
賀
守
勝
重
長
女
。
生
年
未
詳
。
寛
永
三
年
三
月
歿
。
天
正

十
年
代
か
ら
慶
長
三
年
八
月
頃
ま
で
は
豊
臣
秀
吉
付
き
で
大
坂
城
の
奥
向
き

を
仕
切
り
、
秀
吉
歿
後
は
高
台
院
に
仕
え
る
。
慶
長
十
八
年
十
月
、
請
わ
れ

て
江
戸
へ
下
向
（
藤
井
讓
治
編
『
織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集
成
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
七
年
）
。 

 

甲
斐
治
重 

二
六
九 

鍋
島
家
中
。
生
歿
年
未
詳
。
弥
左
衛
門
。
文
禄
二
年
に
は
神
埼
郡
代
官
。
（
佐

近
八
―
一
／
二
一
六
頁
） 

 

甲
斐
庄
正
述 

四
七 

 
 

幕
臣
。
伝
八
郎
。
喜
右
衛
門
。
承
応
元
年
正
月
よ
り
長
崎
奉
行
。
万
治
三
年
六

月
五
日
歿
。 

 

笠
寺
三
郎
入
道
跡 

六
二
四 

 
 

未
詳
。
「
肥
陽
諸
系
図
」
三
（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
よ

れ
ば
、
於
保
氏
か
ら
富
田
・
成
道
寺
・
笠
寺
・
尻
河
の
庶
家
が
分
出
し
て
い
る
。 

 
覚
左
衛
門 

四
九
五
・
六
六
六 

 
 

未
詳
。
多
久
家
中
か
。 
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覚
兵
衛 

追
二
九 

 
 

未
詳
。 

 

勘
解
由 

四
一
一
・
五
二
七 

 
 

山
崎
勘
解
由
か
。
山
崎
勘
解
由
は
鍋
島
家
中
で
あ
り
、
寛
永
十
三
年
に
江
戸
留

主
居
を
務
め
る
（
四
二
一
号
）
。 

 

勝
屋
茂
為 

一
三
・
一
八
・
二
五
・
四
〇
・
四
三
・
七
三
・
一
二
三
・
一
五
九
・
一

八
七
・
二
二
六
・
二
二
七
・
二
四
二
・
二
六
九
・
二
九
五
・
三
六
四
・

三
六
八
・
三
九
四
・
四
〇
八 

 
 

鍋
島
家
中
。
勘
右
衛
門
尉
。
勝
茂
代
初
め
頃
江
戸
留
守
居
。『
葉
隠
聞
書
校
補
』 

 
 

は
寛
永
十
二
年
三
月
二
十
二
日
歿
と
す
る
が
（
佐
近
八
―
一
／
三
四
五
頁
）
、

四
〇
号
・
二
二
六
号
に
よ
り
、
寛
永
十
三
年
二
月
ま
で
存
命
が
確
認
で
き
る
。 

 

加
藤
明
友 

二
九
四 

 
 

明
成
嫡
男
。
元
和
七
年
生
。
寛
永
十
六
年
十
二
月
従
五
位
下
、
内
蔵
助
と
称

す
。
寛
永
二
十
年
五
月
父
明
成
が
改
易
と
な
り
、
明
友
に
は
石
見
吉
永
一
万
石

を
与
え
ら
れ
る
。
天
和
二
年
六
月
一
万
石
加
増
、
近
江
水
口
藩
主
。
天
和
三
年

十
二
月
月
七
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
七
百
七
十
三
） 

 

加
藤
明
成 

二
九
四 

 
 

陸
奥
会
津
藩
主
。
嘉
明
嫡
男
。
文
禄
元
年
生
。
慶
長
八
年
三
月
従
五
位
下
式
部

少
輔
。
寛
永
八
年
十
月
家
督
。
寛
永
二
十
年
五
月
会
津
領
を
返
上
す
る
。
寛
文

元
年
正
月
二
十
一
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
七
百
七
十
三
） 

 

加
藤
清
正 

二
六
七 

 
 

安
土
桃
山
・
江
戸
時
代
前
期
の
武
将
。
幼
名
夜
叉
丸
。
元
服
後
虎
之
介
清
正
。

肥
後
守
。
永
禄
五
年
生
。
幼
少
よ
り
秀
吉
に
仕
え
る
。
慶
長
五
年
の
関
ケ
原
の

戦
で
は
、
東
軍
に
参
陣
し
、
戦
後
肥
後
一
国
、
五
十
四
万
石
の
領
主
と
な
る
。

慶
長
十
六
年
六
月
二
十
四
日
歿
。 

 

加
藤
嘉
明 

二
九
四 

 
 

永
禄
六
年
生
。
左
馬
助
。
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
る
。
慶
長
五
年
上
杉
攻
め
で
は
徳

川
家
康
に
従
い
、
伊
予
松
山
二
〇
万
石
を
与
え
ら
れ
る
。
寛
永
三
年
八
月
侍

従
。
同
四
年
陸
奥
会
津
に
転
封
、
四
〇
万
石
を
領
す
。
寛
永
八
年
九
月
十
二
日

歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
七
百
七
十
三
） 

 
金
持
市
介 

六
九
六 

 
 

多
久
家
中
か
。
「
御
屋
形
日
記
」
元
禄
元
年
十
一
月
十
二
日
条
に
名
前
が
見
え

る
。 
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金
森
可
重 

二
八
三 

永
禄
元
年
生
。
金
森
長
近
男
。
天
正
十
三
年
出
雲
守
。
慶
長
十
二
年
遺
領
を
継

ぎ
飛
騨
国
を
領
す
。
元
和
元
年
閏
六
月
三
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻

第
三
百
六
十
二
） 

 

兼
松
正
直 

二
四
三
・
三
七
三 

 
 

幕
臣
。
弥
五
左
衛
門
尉
。
寛
永
十
年
四
月
目
付
。
正
保
四
年
七
月
大
目
付
。
慶

安
四
年
八
月
従
五
位
下
下
総
守
。
寛
文
六
年
致
仕
、
同
年
七
月
十
三
日
歿
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
九
百
十
七
） 

 

懐
良 

（
六
二
六
） 

 

後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
。
南
北
朝
時
代
初
期
、
征
西
将
軍
宮
と
し
て
九
州
に
下

向
、
興
国
二
年
（
暦
応
四
年
）
に
薩
摩
に
上
陸
。
正
平
十
四
年
（
延
文
四
年
）

筑
後
川
の
戦
い
で
幕
府
方
に
転
じ
た
少
弐
頼
尚
ら
の
軍
を
破
り
、
正
平
十
六

年
（
康
安
元
年
）
に
は
大
宰
府
を
落
と
し
て
征
西
府
の
隆
盛
期
を
迎
え
た
。 

 

鹿
江
大
膳 

追
二
五 

 
 

鍋
島
家
中
。
鹿
江
太
郎
右
衛
門
の
嫡
男
大
膳
種
利
、
ま
た
は
そ
の
嫡
男
大
膳
。

種
利
は
寛
永
十
九
年
、
鍋
島
直
弘
に
附
属
さ
せ
ら
れ
る
。
物
成
四
二
五
石
。
そ

の
嫡
男
の
大
膳
は
三
〇
〇
石
を
相
続
す
る
が
、
後
に
牢
人
と
な
る
。
（
佐
近
一

―
二
／
六
九
七
頁
、
佐
近
八
―
一
／
一
二
八
頁
・
三
八
八
頁
） 

 

鹿
江
茂
左
衛
門
尉 

一
〇
四
・
一
二
三
・
一
四
五
・
一
五
九
・
一
八
七
・
二
〇
三
・

二
二
一
・
二
二
七
・
二
四
二
・
二
四
四
・
二
九
五
・
三
一
三
・

三
五
一
・
三
五
五
・
三
七
四
・
三
九
四
・
四
一
四
・
四
一
五 

鍋
島
家
中
。
寛
永
五
年
惣
着
到
で
知
行
四
〇
〇
石
。
実
名
は
種
利
か
。
（
佐
近

八
―
一
／
三
八
八
頁
） 

 蒲
池
鑑
盛 

六
一
七 

 

豊
後
大
友
氏
幕
下
で
筑
後
南
部
の
柳
川
を
拠
点
と
し
た
戦
国
武
将
。
父
は
蒲

池
鑑
久
。
永
正
十
七
年
生
。
実
名
の
鑑
は
大
友
義
鑑
の
偏
諱
。
受
領
名
は
近
江

守
（
天
文
十
六
年
三
月
初
見
）
、
天
文
十
九
年
四
月
七
日
以
降
閏
五
月
二
十
九

日
ま
で
の
間
に
武
蔵
守
。
天
正
六
年
十
一
月
日
向
耳
川
合
戦
で
戦
死
。
法
名
宗

雪
。
（
『
柳
川
の
歴
史
２ 

蒲
池
氏
と
田
尻
氏
』
八
一
頁
） 

 

鴨
打
胤
賢 

六
四
八 

 
 

戦
国
期
の
肥
前
の
武
将
。
新
左
衛
門
尉
。
父
は
鴨
打
胤
宗
。
弟
で
家
を
継
い
だ

胤
忠
と
不
和
。
龍
造
寺
隆
信
に
背
く
。
永
禄
十
二
年
生
害
。
（
『
松
浦
党
関
係

諸
家
系
図 
第
二
集
』
一
七
八
頁
） 
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蒲
原
孝
以 

一
五
五
・
三
七
七 

 
 

鍋
島
家
中
。
善
左
衛
門
尉
。
寛
永
五
年
惣
着
到
二
〇
一
石
。
明
暦
三
年
三
月
晦

日
賢
崇
寺
に
て
追
腹
（
佐
近
八
―
一
／
五
四
〇
頁
）
。 

 

亀
川
勝
右
衛
門
尉 

二
四
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

亀
河
弥
右
衛
門
尉 

一
七
九 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

川
井
権
之
允 

四
九 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

川
口
宗
重 

二
三
九 

 
 

幕
臣
。
茂
右
衛
門
尉
。
寛
永
九
年
八
月
、
御
使
番
。
正
保
四
年
正
月
、
先
鉄
炮

の
頭
に
移
る
。
慶
安
二
年
五
月
、
職
を
辞
し
、
承
応
三
年
六
月
十
七
日
歿
。
六

十
八
歳
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
五
百
七
十
五
） 

 

川
口
宗
次 

二
三
三 

幕
臣
。
天
正
二
〇
年
生
。
久
介
。
慶
長
十
九
年
、
遺
跡
を
継
ぐ
。
元
和
七
年
、

書
院
番
士
。
寛
永
九
年
、
小
姓
組
番
士
。
同
十
六
年
同
組
頭
。
承
応
元
年
八
月

十
三
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
五
百
七
十
四
） 

 

河
浪
勘
左
衛
門
尉 

四
五
・
二
〇
八
・
二
六
一
・
二
八
〇
・
三
二
七
・
四
一
七 

鍋
島
家
中
。
河
浪
家
は
菅
家
後
裔
と
伝
え
る
。
河
浪
勘
左
衛
門
尉
は
「
肥
陽
諸

系
図
」
三
（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
に
見
え
る
が
、
実
名
未
詳
。 

 

河
浪
権
兵
衛
尉 

一
四
一 

聞
番
（
「
有
馬
記
拾
落
」
）
。 

 

神
尾
元
勝 

四
七
・
五
〇
・
三
九
七
・
四
〇
七 

 
 

幕
臣
。
岡
田
元
次
二
男
。
阿
茶
局
養
子
。
母
は
岡
部
丹
波
女
。
天
正
十
二
年
生
。

内
記
。
寛
永
十
五
年
十
二
月
従
五
位
下
・
備
前
守
。
同
十
一
年
五
月
よ
り
長
崎

奉
行
。
同
十
五
年
五
月
よ
り
町
奉
行
。
寛
文
元
年
三
月
職
を
辞
す
。
同
二
年
十

二
月
致
仕
。
同
七
年
四
月
二
十
五
日
歿
。
七
十
九
歳
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

巻
第
千
四
十
四
） 

 

閑
室
元
佶 
五
二
・
二
四
七
・
三
四
六
・
四
二
三 

 
 

臨
済
僧
。
足
利
学
校
第
九
代
庠
主
。
佶
長
老
。
三
要
。
天
文
十
七
年
肥
前
小
城
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郡
晴
気
で
生
。
徳
川
家
康
の
信
任
が
厚
く
、
伏
見
円
光
寺
の
開
山
と
な
り
、
駿

府
円
光
寺
を
居
所
と
し
た
。
肥
前
小
城
三
岳
寺
の
開
山
。
慶
長
十
七
年
五
月
二

十
日
遷
。 

 

観
世
重
成 

三
七
〇 

 

観
世
座
十
世
宗
家
。
左
近
。
慶
長
六
年
生
、
万
治
元
年
歿
。
五
十
八
歳
。 

 勘
兵
衛 

四
九
〇
・
追
二
三 

 
 

多
久
家
中
。 

 

勘
兵
衛 

六
五
七 

未
詳
。
鍋
島
房
利
か
。
鍋
島
茂
實
男
。
寛
永
元
年
生
。
（
佐
近
八
―
一
／
二
七

一
頁
） 

  
 
 
 
 

キ 

 

北
島
周
虎 

四
七
七
・
四
八
七
・
四
九
〇
・
四
九
九
・
五
四
〇
・
五
四
四
・
五
四
五
・

五
四
八
・
五
五
一
・
五
五
三
・
五
五
九
・
五
九
〇
・
五
九
八
・
五
九
九
・

六
〇
〇
・
六
一
二
・
六
八
七
・
六
三
五
・
六
三
六
・
六
九
六
・
二
四
三

一
・
二
四
三
五
・
二
四
三
八
・
追
一
六
・
追
三
四 

多
久
茂
辰
三
男
。
北
島
智
虎
の
養
子
と
な
る
（
佐
近
八
―
一
／
一
六
〇
頁
）
。

寛
永
十
三
年
生
。
は
じ
め
大
力
。
の
ち
外
記
。
大
力
と
名
乗
っ
て
い
る
の
は
、

少
な
く
と
も
万
治
三
年
正
月
二
十
三
日
ま
で
確
認
で
き
る
（
五
九
九
号
）
。
延

宝
二
年
九
月
二
十
三
日
歿
。 

 

北
島
智
虎 

二
四
一
・
四
六
六 

 
 

茂
辰
三
男
周
虎
（
寛
永
十
三
年
生
）
の
養
父
（
佐
近
八
―
一
／
一
六
〇
頁
）
。 

 

北
島
則
虎 

 

五
二
七 

 
 

北
島
周
虎
長
子
。
北
島
家
を
継
ぐ
。 

 

北
村
恵
性
房 

六
二
四 

 
 

未
詳
。
な
お
、
文
保
二
年
八
月
十
日
付
鎮
西
下
知
状
（
佐
古
一
／
河
上
神
社
文

書
一
四
五
号
）
に
、
山
田
東
郷
の
神
用
物
を
対
捍
し
て
河
上
宮
雑
掌
禅
勝
か
ら

訴
え
ら
れ
て
い
る
北
村
寺
院
主
了
恵
と
い
う
人
物
が
み
え
る
。 

 

橘
右
衛
門
尉 

四
〇
五 

 
未
詳
。
四
〇
五
号
に
よ
れ
ば
、
鷹
師
。 

 

吉
左
衛
門 

四
九
八
・
六
四
一
・
六
五
七 
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鍋
島
家
中
か
。 

 

木
下
雅
楽
助 
二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

木
下
昌
直 

一
八
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
四
郎
兵
。 

 

久
大
夫 

追
二
四 

 
 

未
詳
。
多
久
家
中
か
。 

 

久
ゑ
も
ん 

五
四
二 

ま
ん
（
真
常
院
、
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）
の
従
者
か
。 

 

京
極
高
広 

二
四
〇
・
三
七
四 

 
 

丹
後
宮
津
藩
主
。
采
女
正
。
慶
長
四
年
生
。
元
和
二
年
十
二
月
従
五
位
下
・
侍

従
に
叙
任
、
寛
永
二
年
丹
後
守
に
改
め
る
。
同
三
年
八
月
従
四
位
下
に
昇
る
。

延
宝
五
年
四
月
二
十
二
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
四
百
二
十
） 

 

京
極
忠
高 

二
二
七 

京
極
高
次
長
男
。
文
禄
二
年
生
。
熊
麿
。
慶
長
十
一
年
三
月
三
日
若
狭
守
。
同

十
四
年
遺
領
若
狭
国
一
国
を
継
ぐ
。
寛
永
十
一
年
閏
七
月
六
日
、
領
地
を
転
じ

て
出
雲
・
隠
岐
領
国
を
拝
領
す
。
寛
永
十
四
年
六
月
十
二
日
歿
。
（
「
寛
政
重

修
諸
家
譜
」
巻
第
四
百
十
九
） 

 

吉
良
義
弥 

二
四
二 

 
 

幕
臣
。
民
部
。
左
兵
衛
督
。
上
野
介
。
侍
従
従
五
位
下
。
正
五
位
下
。
従
四
位

下
。
左
少
将
。
慶
長
二
年
は
じ
め
て
徳
川
秀
忠
に
拝
謁
し
、
同
十
三
年
従
五
位

下
侍
従
、
左
兵
衛
督
に
あ
ら
た
め
る
。
同
十
六
年
正
五
位
下
。
従
四
位
下
。
元

和
九
年
少
将
。
寛
永
二
十
年
十
月
二
十
四
日
歿
。 

 

ク 

 

く
ろ
た 

六
四
三 

豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
（
北
政
所
）
侍
女
。 

 

日
下
部
宗
好 

二
六
九 

幕
臣
。
天
正
二
年
生
。
五
郎
八
。
大
隅
守
。
目
付
、
普
請
奉
行
、
留
守
居
番
を

務
む
。
寛
永
十
年
致
仕
。
同
年
七
月
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
六
百

七
十
） 
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朽
木
稙
綱 

 

三
九
一 

 
 

弥
五
郎
、
民
部
少
輔
。
慶
長
十
年
生
。
元
和
四
年
九
月
徳
川
家
光
に
仕
え
る
。

元
和
九
年
八
月
四
日
従
五
位
下
民
部
少
輔
。
萬
治
三
年
十
二
月
十
三
日
歿
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
四
百
十
七
） 

 

工
藤
権
左
衛
門
尉 

追
四
四 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
中
か
。 

 

神
代
喜
右
衛
門
尉 

五
二
四 

 
 

鍋
島
家
中
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
に
「
神
代
喜
右
衛
門
尉
」
と
あ
り
、
知
行

九
〇
石
で
あ
る
（
『
佐
賀
藩
着
到
帳
集
成
』
四
頁
）
。 

 

神
代
家
良 

一
〇 

 
 

龍
造
寺
家
・
鍋
島
家
重
臣
。
小
川
信
俊
男
、
神
代
長
良
養
子
。
大
炊
助
、
六
兵

衛
尉
。
慶
長
十
七
年
十
一
月
七
日
歿
、
四
十
歳
。
（
佐
近
八
―
一
／
一
三
一
・

一
三
四
頁
） 

 

神
代
勝
利 

六
四
八 

 

 
 

戦
国
期
肥
前
の
武
将
。
山
内
（
さ
ん
な
い
）
地
域
を
治
め
る
。
三
瀬
城
主
。
新

次
郎
。
刑
部
少
輔
。
大
和
守
。
法
名
覚
誉
賢
利
。
永
正
八
年
生
。
永
禄
八
年
二

月
十
五
日
歿
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
御
親
類
系
図
」Ⅰ

） 

 

神
代
常
親 

七
・
三
八
・
四
五
・
一
三
五
・
一
四
〇
・
一
四
五
・
一
六
二
・
一
六
六
・

一
八
六
・
二
〇
一
・
二
〇
六
・
二
〇
七
・
二
〇
九
・
二
一
二
・
二
一
三
・

二
一
九
・
二
二
一
・
二
二
三
・
二
二
八
・
二
四
〇
・
二
四
二
・
二
四
四
・

二
七
六
・
二
八
一
・
二
八
八
・
三
一
五
・
三
二
三
・
三
三
八
・
三
四
五
・

三
七
二
・
四
〇
三
・
四
〇
八
・
四
一
一
・
四
一
五
・
四
四
七
・
四
六
〇
・

四
六
八 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
神
代
家
良
の
男
、
神
代
（
川
久
保
）
家
当
主
。
慶
長
四
年
生
。

伊
勢
法
師
丸
。
孫
太
郎
。
茂
良
。
常
氏
。
民
部
少
輔
。
対
馬
守
。
伯
耆
守
。
慶

安
四
年
八
月
十
九
日
歿
。 

 

神
代
常
利 

一
三
五
・
二
四
〇
・
二
七
六
・
二
八
八
・
四
四
八 

鍋
島
家
中
。
采
女
。
常
親
子
。
正
保
二
年
歿
。
（
佐
近
八
―
一
／
一
三
五
頁
） 

 

神
代
常
利
室
多
久
氏 

一
二
五
・
一
七
二
・
一
七
七
・
三
六
八
・
六
五
二
・
六
九
四
・

七
〇
〇 

 
 

鍋
島
勝
茂
女
伊
勢
菊
。
母
は
徳
川
氏
（
高
源
院
）
。
元
和
六
年
四
月
三
日
生
。

多
久
安
順
養
女
。
延
宝
八
年
四
月
十
二
日
歿
。
法
名
は
性
空
院
殿
松
陰
道
零
大
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姉
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」Ⅰ

） 

 

神
代
常
宜 
一
二
五
・
四
二
七 

神
代
常
利
嫡
男
。
母
は
神
代
常
利
室
多
久
氏
（
伊
勢
菊
）
。
寛
永
十
六
年
生
。

明
暦
元
年
正
月
十
五
日
歿
（
「
同
格
系
図
」
鍋
一
四
一
―
二
一
）
。 

 

神
代
直
長 

五
〇
・
一
一
九
・
一
七
三
・
一
九
七
・
二
三
〇
・
二
五
六
・
三
〇
九
・

三
八
三
・
五
一
七
・
五
一
八
・
五
七
八
・
六
〇
九
・
六
九
四
・
二
三
五

九
・
追
一
七
・
追
一
九 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
鍋
島
勝
茂
男
。
寛
永
五
年
三
月
二
十
一
日
生
。
右
兵
衛
。
左
近
。

大
和
守
。
大
和
。
左
京
。
初
め
関
清
長
の
養
子
。
の
ち
神
代
常
宜
の
跡
式
を
継

ぎ
明
暦
元
年
三
月
二
十
一
日
家
督
。
常
利
室
は
多
久
氏
（
勝
茂
女
伊
勢
菊
、
多

久
安
順
養
女
、
性
空
院
）
。
大
和
か
ら
左
京
へ
表
記
が
変
わ
る
の
は
、
寛
文
三

年
九
月
（
佐
古
二
四
／
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
一
／
二
一
号
、
九
月
二
十
一
日

付
）
か
ら
、
寛
文
四
年
十
月
（
佐
古
一
四
／
蓮
池
鍋
島
家
四
二
号
、
十
月
十
八

日
付
）
の
間
か
。
元
禄
六
年
四
月
十
一
日
歿
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
御
親
類
系

図
」Ⅰ

） 

 

神
代
久
長 

二
三
〇
・
五
一
一 

鍋
島
家
中
。
喜
右
衛
門
。
役
人
頭
。
寛
永
五
年
惣
着
到
で
は
九
〇
石
。
（
佐
近

八
―
一
／
一
三
九
頁
） 

 

熊
沢
甚
五
大
夫 

六
四
一 

 
 

平
戸
藩
松
浦
家
中
。 

 

熊
沢
八
郎
兵 

六
四
一 

 
 

平
戸
藩
松
浦
家
中
。 

 

倉
町
広
恒 

追
八 

 
 

新
左
衛
門
。
鍋
島
家
中
。
（
佐
賀
の
文
学
編
集
委
員
会
『
佐
賀
の
文
学
』
新
郷

土
刊
行
協
会
、
一
九
八
七
年
、
二
五
頁
） 

 

久
留
三
太
夫 

二
一
九 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

九
郎
左
衛
門
尉 

追
四
四 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
中
か
。 

 

蔵
人 
追
二
七 

 
 

小
田
長
昌
か
。
→
小
田
長
昌 
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黒
川
正
直 

一
六
〇 

幕
臣
。
与
兵
衛
。
山
崎
正
信
の
死
去
に
伴
い
、
慶
安
三
年
十
一
月
か
ら
長
崎
奉 

 

行
。
長
崎
到
着
は
慶
安
四
年
六
月
（
佐
近
八
―
二
／
四
八
〇
頁
）
。 

 

黒
田
孝
高 

六
四
九 

 
 

安
土
桃
山
・
江
戸
時
代
前
期
の
武
将
。
筑
前
福
岡
藩
祖
。
孝
隆
。
萬
吉
。
官
兵

衛
。
勘
解
由
次
官
。
従
五
位
下
。
致
仕
後
政
成
。
入
道
号
如
水
。
天
文
十
五
年

生
。
天
正
十
七
年
致
仕
。
慶
長
九
年
三
月
二
十
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

巻
第
四
百
二
十
五
） 

 

黒
田
忠
之 

一
三
六
・
一
三
七
・
一
三
九
・
二
一
三
・
二
一
四
・
二
三
四
・
二
三
五
・

二
三
八
・
二
四
三
・
二
五
六
・
二
六
六
・
二
六
八
・
三
〇
二
・
三
三
一
・

三
四
四
・
三
六
六 

 
 

筑
前
福
岡
藩
主
。
長
政
嫡
男
。
慶
長
七
年
生
。
忠
長
。
忠
政
。
慶
長
十
七
年
十

二
月
元
服
。
右
衛
門
佐
と
称
す
。
寛
永
三
年
八
月
従
四
位
下
侍
従
。
正
保
四
年

三
月
筑
前
守
。
承
応
三
年
二
月
十
二
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
四

百
二
十
五
） 

 

黒
田
長
政 

二
八
六 

 
 

筑
前
福
岡
藩
主
。
永
禄
十
一
年
生
。
松
寿
。
吉
兵
衛
。
天
正
十
七
年
六
月
従
五

位
下
甲
斐
守
。
慶
長
八
年
三
月
従
四
位
下
筑
前
守
元
和
九
年
八
月
四
日
歿
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
四
百
二
十
五
） 

 

ケ 

 

慶
法
師 

四
九
〇
・
追
一
五 

 
 

北
島
周
虎
養
子
か
。 

 

元
悦 

三
〇 

 
 

医
者
。 

 

源
右
衛
門 

 

六
一
一 

 
 

小
城
家
中
か
。 

 

元
湖 

三
二
〇 

鍋
島
家
中
。
生
歿
年
未
詳
。 

 

玄
純 

二
〇
九
・
二
二
三
・
二
九
〇
・
三
一
一 
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千
栗
社
の
一
宮
訴
訟
担
当
者
。
東
福
院
院
主
（
妙
覚
院
と
も
）。
天
海
和
尚
の
支

援
を
受
け
て
係
争
。
姓
は
執
行
氏
。
寛
永
二
年
僧
正
。 

 

玄
盛 

一
七
八 

 
 

未
詳
。 

 

源
兵
衛 

五
九
三 

未
詳
。 

 

コ 

 

小
出
吉
親 

四
五 

 
 

丹
波
園
部
初
代
藩
主
。
吉
政
二
男
。
天
正
十
八
年
生
。
助
九
郎
。
慶
長
三
年
加

賀
守
。
同
八
年
信
濃
守
。
同
十
八
年
丹
但
馬
国
出
石
城
主
。
元
和
五
年
丹
波
国

園
部
に
移
る
。
寛
永
三
年
対
馬
守
。
同
十
年
の
国
廻
上
使
。
同
十
九
年
伊
勢
守
。 

 
 

寛
文
七
年
六
月
九
日
致
仕
。
同
八
年
三
月
十
一
日
歿
。（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

巻
第
九
百
二
十
七
） 

 

高
力
忠
房 

四
六
・
一
四
一
・
二
三
四
・
二
三
五
・
二
四
三
・
二
五
六
・
三
二
六
・

三
七
八
・
三
八
五
・
三
八
九
・
四
一
九 

 
 

肥
前
島
原
藩
主
。
天
正
十
二
年
生
。
忠
長
。
左
近
。
慶
長
十
年
左
近
大
夫
。
の

ち
摂
津
守
。
寛
永
十
五
年
四
月
よ
り
島
原
藩
主
。
明
暦
元
年
十
二
月
十
一
日

歿
、
七
十
二
歳
。 

 

五
か
い
坊 

一
七
八 

 
 

未
詳
。 

 

小
督 

五
三
八
・
五
四
二
・
五
四
七
・
五
四
八
・
五
四
九
・
五
五
〇
・
五
六
一 

ま
ん
（
真
常
院
、
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）
付
き
の
女
房
。
ま
ん
が
鍋
島
元
茂
の

養
女
に
な
っ
た
寛
永
十
六
年
当
時
か
ら
付
い
て
い
た
古
参
の
女
房
で
、
岡
部

与
貞
に
入
輿
し
た
際
も
つ
ぼ
ね
（
局
、
寛
文
四
年
三
月
歿
）
と
と
も
に
ま
ん
に

随
い
岡
部
家
に
入
っ
た
（
佐
近
二
―
一
／
四
四
五
頁
）
。 

 

国
分
長
季 

六
三
一 

 
 

国
分
氏
は
肥
前
国
の
国
分
寺
・
朽
井
村
地
頭
職
を
有
し
た
鎌
倉
幕
府
御
家
人
。

正
安
二
年
十
月
二
十
六
日
付
鎮
西
御
教
書
案
（
佐
古
一
／
河
上
神
社
文
書
一

八
七
号
）
に
「
国
分
又
次
郎
長
季
」
の
名
が
見
え
、
徳
治
二
年
十
月
二
十
四
日

付
鎮
西
御
教
書
写
に
は
「
国
分
又
次
郎
入
道
浄
光
」
と
あ
る
（
佐
古
二
／
河
上

宮
古
文
書
写
五
）
。
長
季
の
祖
父
国
分
忠
俊
（
尊
光
）
は
高
城
寺
の
開
基
。 
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小
島
九
郎
兵
衛
尉 

一
〇
九 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

こ
少
将 

五
一
二
・
五
五
六 

鍋
島
直
茂
室
石
井
氏
（
陽
泰
院
）
に
養
育
さ
れ
、
某
氏
と
婚
姻
す
る
も
、
夫
が

切
腹
と
な
り
、
そ
の
後
、
陽
泰
院
の
侍
女
と
し
て
奉
公
す
る
。
亡
夫
と
の
間
の

娘
二
人
の
う
ち
、
姉
は
槙
九
兵
衛
女
房
と
な
り
、
妹
は
石
井
茂
左
衛
門
と
婚

姻
。
石
井
茂
左
衛
門
に
は
五
〇
石
が
与
え
ら
れ
、
こ
少
将
の
跡
と
な
る
。（
「
葉

隠
」
聞
書
六
） 

 

こ
少
将
男 

五
五
六 

未
詳
。 

 

五
条
良
氏 

六
一
五
・
六
二
〇 

五
条
頼
元
の
子
。
生
年
未
詳
。
征
西
将
軍
宮
懐
良
親
王
の
九
州
下
向
に
随
従
し

頼
元
や
弟
の
良
遠
等
と
共
に
征
西
府
を
支
え
た
。
筑
後
守
、
正
平
五
年
（
観
応

元
年
）
修
理
権
大
夫
。
懐
良
の
令
旨
の
奉
者
と
し
て
見
え
る
。
正
平
十
三
年
（
延

文
三
年
）
歿
。 

 

小
早
川
隆
景 

六
四
九 

 
 

戦
国
・
安
土
桃
山
時
代
の
武
将
。
毛
利
元
就
の
第
三
子
。
天
文
二
年
生
。
徳
寿

丸
。
又
四
郎
。
豊
臣
秀
吉
の
九
州
征
伐
の
際
、
天
正
十
四
年
八
月
先
鋒
と
し
て

豊
前
攻
略
。
天
正
十
五
年
功
に
よ
り
伊
予
を
転
じ
て
筑
前
一
国
と
筑
後
・
肥
前

各
二
軍
を
与
え
ら
れ
、
筑
前
名
島
に
新
城
を
築
く
。
慶
長
二
年
六
月
十
二
日

歿
。
法
名
泰
雲
紹
閑
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
六
百
十
八
） 

 

駒
木
根
政
次 

二
一
六
・
二
四
八 

 

幕
臣
。
寛
永
十
六
年
六
月
一
日
に
豊
後
府
内
目
付
と
な
る
（
「
徳
川
実
紀
」
同

日
条
）
。 

 

小
柳
四
郎
兵
衛 

三
五 

伯
庵
事
件
に
関
わ
っ
て
出
奔
し
、
寛
永
十
三
年
二
月
七
日
に
大
坂
で
捕
え
ら

れ
た
（
佐
近
一
―
二
／
六
七
～
六
八
・
四
〇
〇
～
四
〇
二
頁
） 

 

小
山
茂
成 

九
三 

 
 

鍋
島
家
中
。
慶
長
十
三
年
駿
府
城
普
請
に
派
遣
さ
れ
る
（
佐
近
八
―
一
／
六
七

七
頁
）
。
元
和
二
年
歿
（
佐
近
八
―
一
／
五
八
〇
頁
）
。 

 

金
剛
院 
三
七
一 

未
詳
。
三
七
一
号
に
は
「
座
頭
」
と
あ
る
。 
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後
陽
成
院 

二
二
三 

元
亀
二
年
生
。
天
正
十
四
年
十
一
月
即
位
、
慶
長
十
六
年
三
月
譲
位
。
元
和
三

年
崩
御
。 

  
 
 
 
 

サ 

 

佐 

八
九 

 
 

未
詳
。
本
多
正
信
の
可
能
性
が
あ
る
。 

 

さ
い 

一
三
〇 

 
 

未
詳
。 

 

さ
い
し
や
う 

追
三
五 

 
 

未
詳
。 

 

斉
藤
長
賢  

一
五
二
・
三
九
八
・
四
八
〇 

鍋
島
家
中
。
作
左
衛
門
。
諸
岡
彦
右
衛
門
茂
之
の
子
か
。
承
応
三
年
従
弟
の
諸

岡
伝
左
衛
門
ら
生
害
に
よ
り
名
字
を
変
更
。
長
賢
の
子
で
茂
之
孫
の
嘉
右
衛

門
長
時
が
元
禄
二
年
に
本
姓
に
復
す
と
あ
る
（
佐
近
八
―
一
／
六
二
九
頁
）
。 

 

酒
井
忠
勝 

四
一
・
五
〇
・
一
四
四
・
一
四
七
・
一
五
四
・
一
九
五
・
二
一
三
・
二

二
六
・
二
四
八
・
二
五
六
・
二
八
四
・
二
九
四
・
三
二
七
・
三
二
九
・

三
三
〇
・
三
四
五
・
四
二
一
・
五
〇
九 

 
 

幕
府
年
寄
・
老
中
（
寛
永
元
年
～
同
十
五
年
）
・
大
老
（
寛
永
十
五
年
～
明
暦

二
年
）
。
天
正
十
五
年
生
。
慶
長
十
四
年
従
五
位
下
讃
岐
守
、
寛
永
九
年
従
四

位
下
侍
従
、
同
二
十
年
従
四
位
上
左
近
衛
権
少
将
、
明
暦
二
年
致
仕
。
寛
文
二

年
七
月
十
二
日
歿
。 

 

酒
井
忠
清 

二
三
九 

 
 

幕
府
老
中
・
大
老
。
寛
永
元
年
生
。
同
十
五
年
十
二
月
従
五
位
下
・
河
内
守
に

叙
任
、
同
十
八
年
九
月
従
四
位
下
に
昇
り
、
同
二
十
年
七
月
侍
従
に
進
む
。
慶

安
四
年
十
月
少
将
に
任
じ
ら
れ
、
雅
樂
頭
に
改
め
る
。
承
応
二
年
閏
六
月
老
中

（
筆
頭
老
中
）
、
寛
文
六
年
三
月
大
老
に
就
任
、
延
宝
八
年
十
二
月
辞
職
。
翌

天
和
元
年
五
月
十
九
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
五
十
九
） 

 

酒
井
忠
世 

二
九
〇 

 
 

元
亀
三
年
生
。
は
じ
め
徳
川
家
康
に
つ
か
え
、
天
正
十
六
年
従
五
位
下
。
同
十

八
年
徳
川
秀
忠
に
仕
え
る
。
寛
永
三
年
従
四
位
下
。
寛
永
十
三
年
三
月
十
九
日

歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
五
十
九
） 

601



 

 

 
酒
井
忠
吉 

三
五
七 

幕
臣
。
天
正
十
六
年
生
。
寛
永
六
年
正
月
五
日
和
泉
守
。
同
十
一
年
二
月
留
守

の
事
を
司
り
、
関
所
お
よ
び
諸
家
の
人
質
を
奉
行
す
。
寛
文
三
年
五
月
六
日

歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
六
十
四
） 

 

相
良
及
真 

四
八
六
・
五
〇
七
・
五
一
八
・
五
二
二
・
五
八
二
・
五
八
九
・
六
〇
八
・

六
五
六
・
六
六
八
・
六
七
三
・
六
七
六
・
六
八
六
・
追
一
三
・
追
一
七
・

追
二
〇
・
追
二
四
・
追
二
五
・
追
四
二
・
追
四
三 

 
 

鍋
島
家
中
。
求
馬
。
鶴
源
兵
衛
男
。
相
良
貞
行
（
慶
安
三
年
歿
）
の
遺
跡
を
継

ぐ
。
鍋
島
光
茂
の
時
に
年
寄
役
。
延
宝
八
年
七
月
二
十
一
日
五
十
一
歳
で
歿 

 
 

（
佐
近
八
―
一
／
二
四
三
・
二
四
四
頁
）
。
「
家
系
（
サ
の
部
）
」
（
鍋
二
一

一
―
四
）
所
収
の
「
相
良
系
図
」
は
、
延
宝
七
年
七
月
二
十
一
日
歿
（
五
十
一

歳
）
と
す
る
。 

 

相
良
定
玄 

五
八
九 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

榊
原
職
直 

二
一
一
・
二
九
一
・
三
四
八 

 
 

幕
臣
。
寛
永
九
年
十
二
月
従
五
位
下
飛
騨
守
に
叙
任
。
同
十
二
年
五
月
に
長
崎

奉
行
と
な
る
。
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
で
の
軍
令
違
反
違
反
に
よ
っ

て
閉
門
さ
せ
ら
れ
、
同
十
七
年
五
月
に
許
さ
れ
る
。
慶
安
元
年
九
月
一
日
歿
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
百
十
九
） 

 

さ
き 

五
四
三
・
五
四
四
・
五
四
六
・
五
四
九
・
五
五
三
・
五
五
八
・
五
六
五
・
五

八
七 

 
 

鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
侍
女
。
高
源
院
歿
後
、
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏

（
真
常
院
）
よ
り
侍
女
に
望
ま
れ
る
も
断
る
。
出
家
し
て
因
貞
尼
と
称
す
。
小

城
家
中
安
住
喜
兵
衛
母
。
（
佐
近
二
―
一
／
八
〇
七
頁
・
佐
近
八
―
二
／
四
二

一
頁
） 

 

さ
京 

五
一
八 

 
 

神
代
直
長
ま
た
は
鍋
島
茂
和
。 

 

作
右
衛
門
尉 

二
三
二 

鍋
島
家
中
。
於
保
作
右
衛
門
尉
（
宗
将
）
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
未
詳
。 

 
さ
く
ひ
や
う
へ 

五
四
二 

ま
ん
（
真
常
院
、
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）
の
従
者
か
。 
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佐
久
間
政
実 

二
九
七 

 
 

生
年
未
詳
。
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
る
。
慶
長
二
年
九
月
従
五
位
下
河
内
守
に
叙

任
。
慶
長
五
年
上
杉
攻
め
で
は
徳
川
家
康
に
従
う
。
元
和
二
年
十
一
月
七
日

歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
五
百
三
十
一
） 

 

佐
竹
義
隆 

三
七
四 

 
 

出
羽
秋
田
藩
主
。
慶
長
十
四
年
生
。
寛
永
元
年
十
二
月
従
五
位
下
・
修
理
大
夫

に
叙
任
、
同
三
年
八
月
従
四
位
下
・
侍
従
に
叙
任
。
寛
文
六
年
十
二
月
少
将
に

進
む
。
同
十
一
年
十
二
月
五
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
百
三
十
九
） 

 

佐
藤
堅
忠 

二
九
七 

 
 

生
年
未
詳
。
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、
従
五
位
下
駿
河
守
に
叙
任
。
慶
長
五
年
上
杉

攻
め
で
徳
川
家
康
に
従
う
。
慶
長
十
七
年
十
二
月
二
十
三
日
歿
。
（
「
寛
政
重

修
諸
家
譜
」
巻
第
八
百
三
十
四
） 

 

佐
内
衛
門
尉 

追
二
四 

 
 

未
詳
。 

 

三
郎
右
衛
門 

六
四
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
犬
塚
三
郎
右
衛
門
か
。
→
犬
塚
三
郎
右
衛
門 

 

三
郎
兵
衛 

追
一
七 

 
 

未
詳
。 

 

左
平
次 

五
九
三 

 

未
詳
。 

 

佐
野
右
衛
門
助 

一
八
六 

 
 

鍋
島
家
中
。
寛
永
五
年
惣
着
到
八
二
八
石
。 

 

沢
部
源
左
衛
門
尉 

二
一
六
・
二
五
五 

鍋
島
家
中
。
沢
部
親
常
か
。
（
佐
近
八
―
一
／
五
五
八
頁
・
六
五
八
頁
） 

 

三
さ
へ
も
ん 

五
四
二 

ま
ん
（
真
常
院
、
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
）
の
従
者
か
。 

  
 
 
 
 

シ 

 

次
左
衛
門 
追
二
九 

 
 

未
詳
。 
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志
田
良
則 

一
三
六
・
二
一
四
・
三
〇
二
・
三
三
七
・
三
七
八 

 
 

鍋
島
家
中
。
九
郎
兵
衛
。
慶
春
。
父
は
石
田
九
郎
兵
衛
。
親
族
志
田
良
正
の
養

子
。
正
保
二
年
、
平
田
助
左
衛
門
と
と
も
に
長
崎
に
派
遣
さ
れ
、
福
岡
藩
警
備

体
制
の
調
査
に
当
た
っ
た
。
寛
文
六
年
六
月
歿
。
（
佐
近
八
―
一
／
二
六
〇
・

二
六
一
・
六
一
三
頁
、
一
三
六
号
・
七
一
六
号
） 

 

七
之
介 

五
二
七 

多
久
家
中
か
。 

 

し
つ
さ
う
ゐ
ん 

二
五
二
六 

 
 

未
詳
。
実
相
院
か
。 

 

嶋
七
右
衛
門
尉 

一
三
一 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

島
津
家
久
（
忠
恒
） 

一
三
二
・
二
二
七
・
三
四
三
・
三
六
〇 

薩
摩
藩
主
。
島
津
義
弘
三
男
。
又
八
郎
、
陸
奥
守
、
薩
摩
守
、
大
隅
守
、
侍
従
。

天
正
四
年
十
一
月
七
日
生
。
慶
長
四
年
正
月
九
日
正
四
位
下
少
将
、
元
和
三
年

七
月
十
八
日
参
議
、
中
将
、
同
年
九
月
一
日
薩
摩
守
、
松
平
の
称
号
を
賜
わ
る
、

寛
永
三
年
八
月
十
九
日
従
三
位
中
納
言
、
同
八
年
四
月
一
日
大
隅
守
。
寛
永
十

五
年
二
月
二
十
三
日
歿
、
六
十
三
歳
。
室
は
島
津
義
久
女
、
継
室
は
島
津
忠
清

女
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
百
八
） 

 

島
津
久
元 

三
四
三 

 
 

島
津
家
重
臣
。
島
津
（
宮
之
城
）
忠
長
男
。
天
正
九
年
四
月
二
十
二
日
生
。
慶

長
十
四
年
下
野
守
、
元
和
四
年
家
久
の
家
老
と
な
る
。
寛
永
二
十
年
六
月
十
三

日
歿
、
六
十
三
歳
（
『
鹿
児
島
県
史
料
集
』
一
三
、
「
本
藩
人
物
誌
」
）
。 

 

島
津
久
慶 

三
四
三 

 
 

島
津
家
重
臣
。
島
津
（
日
置
）
常
久
男
。
慶
長
十
年
生
。
寛
永
九
年
弾
正
大
弼
、

同
十
一
年
家
久
の
家
老
と
な
る
。
慶
安
四
年
八
月
十
八
日
歿
、
四
十
三
歳
（
『
鹿

児
島
県
史
料
集
』
一
三
、
「
本
藩
人
物
誌
」
）
。 

 

志
摩
殿 

四
八
五 

 
 

鍋
島
家
中
。
鍋
島
茂
里
も
し
く
は
同
茂
春
か
。 

 
嶋
村
一
庵 

五
四
一
・
五
四
七 

 
 

医
師
。
六
月
十
九
日
（
寛
文
五
年
）
付
鍋
島
直
能
書
状
（
佐
近
二
―
一
／
六
一

九
頁
）
等
。 
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清
水
政
吉 

二
六
九 

幕
臣
。
天
正
七
年
生
。
権
之
助
。
使
番
。
寛
永
五
年
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家

譜
」
巻
第
九
百
六
十
二
） 

 

下
村
茂
充 

八 

 
 

鍋
島
家
中
。
天
正
元
年
生
。
下
村
生
運
嫡
男
。
治
左
衛
門
尉
、
次
左
衛
門
尉
、

元
和
三
年
正
月
に
は
左
馬
助
（
佐
古
一
八
／
二
一
二
頁
）
。
慶
長
六
年
、
生
運

知
行
の
内
二
〇
〇
石
相
続
、
後
勝
茂
側
役
と
し
て
七
〇
〇
石
、
寛
永
六
年
六
月

四
日
歿
、
五
七
歳
（
佐
近
八
―
一
／
四
八
五
頁
）
。 

 

下
村
利
充 

三
九
・
一
九
二
・
二
九
一
・
二
四
〇
・
三
七
三 

鍋
島
家
中
。
下
村
生
運
三
男
。
八
郎
右
衛
門
。
島
生
琳
の
女
婿
と
な
り
、
そ
の

家
督
を
継
ぎ
、
島
八
郎
右
衛
門
と
称
す
。
物
成
一
五
〇
石
。
寛
永
の
頃
大
坂
留

守
居
。
後
島
名
字
を
実
姓
に
改
め
、
下
村
と
号
す
。
（
佐
近
八
―
一
／
四
八
六

頁
） 

 

下
村
利
由 
 

五
三
〇 

 
 

七
右
衛
門
。
寛
文
十
年
歿
（
佐
近
八
―
一
／
四
八
六
頁
）
。
江
戸
留
守
居
役

（
『
日
本
思
想
大
系 

三
河
物
語 

葉
隠
』
岩
波
書
店
／
四
〇
七
頁
） 

 

下
村
頼
宣 

四
〇
・
一
九
二
・
三
一
八 

 
 

鍋
島
家
中
。
下
村
生
運
四
男
。
与
四
右
衛
門
尉
。
初
め
父
の
隠
居
分
の
内
二
〇

石
五
斗
を
領
す
。
寛
永
四
年
三
〇
石
、
同
十
七
年
四
三
石
五
斗
に
加
増
（
佐
近

八
―
一
／
四
八
九
頁
）
。 

 

下
村
良
意 

六
八 

 
 

鍋
島
家
中
。
下
村
生
運
二
男
。
医
師
。
物
成
五
〇
石
五
斗
。
忠
直
公
御
側
、
其

の
後
牢
人
、
寛
永
十
二
年
五
〇
石
に
て
帰
参
。
（
佐
近
八
―
一
／
四
八
八
頁
） 

 

し
や
う
よ 

五
六
〇 

 
 

鍋
島
武
興
室
多
久
氏
（
多
久
茂
辰
女
千
）
の
侍
女
か
。 

 

十
太
輔 

六
九
六 

 
 

未
詳
。
鍋
島
十
太
輔
か
。 

 

主
計 

六
九
〇 

 

鍋
島
家
中
か
。
未
詳
。 

 

主
膳 

五
二
七
・
追
四
四
・
追
四
五 
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多
久
茂
順
か
。
茂
順
は
多
久
安
順
男
。
権
之
介
、
采
女
、
主
膳
正
。
生
歿
年
未

詳
。
（
「
同
格
系
図
」
鍋
一
四
一
―
二
一
） 

 

増
勝 

 

六
二
六 

 

六
二
六
号
に
よ
れ
ば
、
河
上
社
末
社
一
品
宮
本
司
。 

 

尚
快 

三
九
八 

脊
振
山
修
学
院
の
住
持
、
中
興
第
三
世
。
「
脊
振
山
修
学
院
御
建
立
由
緒
書
」

に
は
、
養
寿
院
久
室
妙
長
（
直
茂
女
千
光
）
子
で
直
茂
と
陽
泰
院
の
養
子
、
明

暦
元
年
に
権
僧
正
に
任
じ
寛
文
九
年
に
正
僧
正
に
転
任
と
あ
る
（
天
台
宗
由

緒
、
佐
近
一
〇
―
一
／
四
六
頁
）
。 

 

庄
久
右
衛
門 

五
四
七 

 
 

鍋
島
家
中
。
岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
真
常
院
）
附
。 

 

常
光
坊 

四
九
九 

 
 

未
詳
。 

 

正
左
衛
門 

追
一
七 

 
 

未
詳
。
多
久
家
中
か
。 

 

城
須
賀 

五
三
五 

未
詳
。
城
氏
の
一
族
の
女
性
か
。 

 

城
信
茂 

四
五 

 
 

生
年
未
詳
。
昌
茂
嫡
男
。
甚
太
郎
。
織
部
佑
。
大
坂
陣
で
徳
川
秀
忠
に
供
奉
。

寛
永
十
年
小
出
吉
親
と
と
も
に
西
国
を
巡
見
す
る
。
下
総
国
香
取
郡
、
甲
斐
国

八
代
群
に
采
地
二
〇
〇
〇
石
。
寛
永
十
六
年
四
月
十
四
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修

諸
家
譜
」
巻
第
五
百
十
三
） 

 

少
弐
頼
尚 

六
一
八 

南
北
朝
期
の
武
将
。
少
弐
貞
経
の
子
。
永
仁
二
年
生
。
元
弘
三
年
五
月
父
貞
経

と
共
に
鎮
西
探
題
北
条
英
時
を
襲
撃
し
て
滅
亡
さ
せ
、
そ
の
後
は
足
利
尊
氏

に
従
い
一
時
筑
前
・
豊
前
・
肥
後
・
対
馬
の
守
護
に
任
じ
た
。
観
応
擾
乱
期
に

は
足
利
直
冬
を
奉
じ
て
幕
府
方
と
敵
対
。
直
冬
が
去
る
と
再
び
幕
府
方
と
し

て
南
朝
軍
と
戦
う
が
筑
後
川
の
合
戦
で
大
敗
し
て
勢
力
を
失
っ
た
。
応
安
四

年
（
建
徳
二
年
）
十
二
月
二
十
四
日
歿
。
法
名
梅
渓
本
通
。 

 

四
郎
兵
衛 
追
四
四
・
追
四
五 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
中
か
。 
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二
郎
右 

九
八
・
二
五
八 

 
 

葉
茂
長
か
。
茂
長
は
鍋
島
家
中
。 

 次
郎
右
衛
門 

追
二
六 

 
 

未
詳
。 

 

二
郎
兵
へ 

三
一
二 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

志
波
内
蔵
助 

 

三
九
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
三
九
〇
号
に
、
供
養
に
つ
き
「
牢
人
差
免
」
さ
れ
た
者
と
し
て
出

る
。 

 

神
右
衛
門  

五
三
四 

・
追
二
四 

未
詳
。
多
久
家
家
中
で
あ
れ
ば
、
福
地
神
右
衛
門
か
。
二
二
二
号
勝
茂
書
状
の

「
多
久
美
作
守
家
中
」
の
中
に
「
福
地
神
右
衛
門
尉
」
、
五
〇
一
号
茂
辰
書
状

の
宛
名
に
「
福
地
神
右
衛
門
」
と
あ
り
。
ま
た
「
水
江
臣
記
」
に
、
三
ヶ
嶋
平

次
兵
衛
を
祖
父
と
し
、
有
馬
陣
で
の
働
き
を
多
久
安
順
に
認
め
ら
れ
取
り
立

て
ら
れ
た
と
い
う
福
地
新
右
衛
門
の
記
事
が
あ
る
（
『
九
州
史
料
落
穂
集
』
五

／
四
〇
頁
）
。
た
だ
し
同
時
期
に
本
藩
家
臣
と
し
て
山
本
神
右
衛
門
重
澄
も
お

り
、
確
定
で
き
な
い
。
→
福
地
神
右
衛
門 

 

新
郷
伊
兵
衛 

三
六
八 

 
 

多
久
家
中
。
父
は
多
久
長
信
の
家
臣
七
右
衛
門
。
多
久
安
順
の
朝
鮮
出
兵
に
供

奉
。
寛
永
十
八
年
安
順
に
追
腹
（
『
九
州
史
料
落
穂
集
』
第
五
冊
所
収
「
水
江

臣
記
」
／
六
三
頁
）
。 

 

新
見
正
信 

一
二
七 

幕
臣
。
慶
長
九
年
生
。
七
右
衛
門
。
但
馬
守
。
備
中
守
。
大
番
・
目
付
等
を
務

め
る
。
元
禄
五
年
歿
。
八
十
九
歳
。 

 

真
了
坊 

一
七
〇
・
四
〇
六 

 
 

未
詳
。
一
七
〇
号
に
よ
れ
ば
、
英
彦
山
座
主
坊
の
使
僧
。 

 

ス 

 
瑞
巖
慶
順 

四
七
八
・
五
二
五 

 
 

順
長
老
。
小
城
円
通
寺
五
十
六
世
。
佐
賀
郡
国
分
村
に
生
。
多
久
通
玄
院
開

山
。
明
暦
三
年
十
一
月
二
十
五
日
遷
。
（
佐
近
一
〇
―
二
／
四
九
四
・
五
一
二
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頁
、
栗
原
荒
野
編
著
『
校
註
葉
隠
』
（
青
潮
社
、
一
九
七
五
年
、
復
刻
版
、
三

〇
七
頁
）
） 

 

末
次
茂
房 

二
三
九
・
四
四
九 

長
崎
代
官
。
平
蔵
。
寛
永
二
十
年
就
任
、
慶
安
三
年
引
退
。
寛
文
九
年
閏
十
月

二
日
歿
。
（
本
島
貞
夫
「
長
崎
代
官
末
次
平
蔵
四
代
の
系
譜
」
『
長
崎
学
』
創

刊
号
） 

 

杉
浦
正
友 

三
五
七 

幕
臣
。
天
正
五
年
生
。
市
右
衛
門
。
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
越
後
守
。
の
ち
内

藏
允
に
あ
ら
た
め
る
。
同
十
二
年
十
一
月
九
日
留
守
居
。
同
十
六
年
諸
賄
穿
鑿

を
命
じ
ら
る
。
同
十
九
年
勘
定
頭
。
慶
安
四
年
七
月
二
十
二
日
勘
定
頭
よ
り
留

守
居
に
復
す
。
万
治
元
年
六
月
十
四
日
致
仕
。
寛
文
二
年
九
月
九
日
歿
。（
「
寛

政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
五
百
二
十
七
） 

 

助
太
郎 

四 
 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

須
古
信
澄 

三
二
八 

 
 

鍋
島
（
須
古
）
茂
周
男
。
宮
内
。
江
戸
証
人
。
延
宝
五
年
七
月
二
十
三
日
歿
。

（
「
同
格
系
図
」
鍋
一
四
一
―
二
一
） 

 

須
古
信
明 

三
・
四
・
七
・
二
五
・
三
八
・
六
三
・
七
一
・
七
三
・
一
四
〇
・
一
六

二
・
一
六
六
・
一
八
六
・
二
〇
一
・
二
〇
七
・
二
一
三
・
二
二
三
・
二

二
八
・
二
四
〇
・
二
六
三
・
二
六
五
・
二
七
四
・
二
八
〇
・
三
一
一
・

三
二
二
・
三
二
三
・
三
三
八
・
三
四
六
・
三
五
六
・
三
六
五
・
三
七
二
・

三
八
七
・
四
一
一
・
四
一
五
・
四
一
六
・
四
一
七
・
四
四
七
・
四
五
五
・

四
六
〇
・
四
六
二 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
龍
造
寺
信
周
二
男
。
永
禄
九
年
十
月
生
。
松
浦
盛
の
女
婿
と
な

る
が
兄
家
誠
の
早
世
に
よ
り
家
督
を
継
ぎ
、
は
じ
め
て
須
古
と
称
す
。
信
正
。

信
明
。
新
太
郎
。
松
浦
市
兵
衛
、
下
総
守
。
元
和
九
年
出
家
し
て
影
庵
。
寛
永

三
年
隠
居
。
寛
永
六
年
五
月
頃
は
石
井
茂
成
と
共
に
在
江
戸
（
二
六
五
号
）
。

寛
永
十
九
年
閏
九
月
二
十
七
日
歿
。 

 

須
古
正
純 

二
三
〇 

鍋
島
家
中
。
須
古
信
周
六
男
。
八
兵
衛
。
備
横
目
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
で

は
二
四
〇
石
。
寛
文
八
年
歿
。 

 

セ 
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関
清
武 

一
一
九
・
六
五
九 

 
 

鍋
島
家
中
。
清
長
実
子
。
一
一
九
号
に
よ
る
と
幼
名
彦
松
。
平
兵
衛
。
物
成
一

〇
〇
石
余
（
佐
近
八
―
一
／
三
四
六
頁
）
。 

 

関
清
長 

四
〇
・
一
〇
四
・
一
一
九
・
一
二
三
・
一
四
五
・
一
五
九
・
一
八
七
・
一

九
二
・
二
〇
三
・
二
二
一
・
二
二
六
・
二
二
七
・
二
七
六
・
二
九
五
・
三

二
〇
・
三
五
一
・
三
六
八
・
三
八
三
・
三
九
四
・
四
〇
三
・
四
一
四 

鍋
島
家
中
。
生
年
未
詳
。
勝
茂
に
取
り
立
て
ら
れ
た
武
将
で
物
成
六
〇
〇
石
の

大
組
頭
。
後
に
神
代
家
の
当
主
と
な
る
直
長
（
鍋
島
勝
茂
子
）
は
、
は
じ
め
関

清
長
の
養
子
だ
っ
た
。
林
斎
、
平
兵
衛
、
将
監
、
浄
真
。
寛
永
十
五
年
九
月
二

十
日
歿
。
（
佐
近
八
―
一
／
一
三
二
、
三
四
六
頁
） 

 

関
次
左
衛
門
尉 

二
一
九
・
三
九
六
・
四
〇
五 

 
 

鍋
島
家
中
。
四
〇
五
号
に
よ
れ
ば
、
雇
の
鷹
師
か
。 

 

関
千
左
衛
門
尉 

三
二
・
一
五
八
・
一
五
九
・
一
九
二
・
二
一
五
・
二
一
七
・
二
四

二
・
三
八
三 

 
 

鍋
島
家
中
。
関
尚
氏
か
。
尚
氏
は
関
茂
直
嫡
男
。
関
清
長
の
兄
（
佐
近
八
―
一

／
三
四
六
頁
）
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
で
は
一
一
八
石
。 

 

瀬
田
八
郎
兵
衛
尉 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 善
左
衛
門 

追
二
〇 

 
 

未
詳
。 

ソ 

 

総
州 

六
〇
三 

 
 

未
詳
。
龍
造
寺
康
房
（
下
総
守
）
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
不
明
。 

 

宗
貞 

六
五
五 

 
 

医
者
。 

 

副
島
宇
右
衛
門 

六
三
五 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

副
島
右
衛
門
佐 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

副
嶋
五
左
衛
門 
四
一
一 
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鍋
島
家
中
。
物
成
一
八
三
石
（
佐
近
八
―
一
／
三
九
〇
頁
）
。 

 

副
島
四
郎
兵
衛
尉 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

副
嶋
太
郎
左
衛
門
尉 

三
一
一
・
三
七
二 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
中
か
。 

 
 曽

我
古
祐 

四
六 

 
 

幕
臣
。
曽
我
尚
祐
子
。
天
正
一
四
年
生
。
忠
三
郎
。
又
左
衛
門
。
寛
永
十
一
年

七
月
よ
り
万
治
元
年
三
月
ま
で
大
坂
町
奉
行
。
寛
永
十
五
年
十
二
月
丹
波
守
。

万
治
元
年
四
月
歿
。 

 

尊
純 

二
〇
九
・
二
九
六 

 

実
相
院
院
主
。
河
上
社
の
一
宮
訴
訟
担
当
者
。
仁
和
寺
・
吉
田
家
の
支
援
を
受

け
て
係
争
。 

 

尊
琳 

一
三
一 

 
 

徳
善
院
。
寛
永
十
四
年
八
月
吉
日
の
英
彦
山
銅
鳥
居
銘
に
「
祈
願
師 

徳
善
院

法
印
権
大
僧
都
尊
琳
」
と
あ
る
（
佐
近
一
―
二
／
六
七
四
頁
）
。 

 

曽
■ 

三
八
四 

 
 

未
詳
。
二
三
五
号
「
曽
雪
」
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 

曽
雪 

二
三
五 

 
 

未
詳
。 

  
 
 
 
 

タ 

 

大
し
や
う
院 

五
七
一
・
五
七
三 

 
 

山
伏
。 

 

大
膳 

追
一
四 

 
 

未
詳
。 

 

大
正
左 

一
二 

 
 

未
詳
。 

 

平
左
兵
衛
尉 

六
三
一 

 

鎮
西
探
題
金
沢
実
顕
代
の
鎮
西
奉
行
人
。
正
和
三
年
七
月
十
二
日
付
で
鎮
西
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御
教
書
を
施
行
し
て
い
る
「
左
兵
衛
尉
平
」
（
佐
古
五
／
正
法
寺
文
書
二
号
）

と
同
一
人
。 

 

太
右
衛
門 

追
一
九 

 
 

未
詳
。 

 

た
か
お
（
た
か
を
） 

五
六
〇
・
五
七
八
・
五
九
六
・
五
九
八
・
六
〇
〇
・
追
二
一
・

追
三
五 

 
 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
侍
女
。 

 

高
木
家
定 

六
二
四 

 

鎌
倉
時
代
の
肥
前
国
御
家
人
。
高
木
氏
は
肥
前
国
府
南
郊
高
木
村
よ
り
出
た

在
庁
官
人
で
、
源
平
争
乱
期
に
高
木
宗
家
が
源
氏
方
に
つ
い
て
地
頭
職
を
得
、

鎌
倉
幕
府
御
家
人
と
な
っ
た
。
河
上
社
の
大
宮
司
を
務
め
た
家
で
も
あ
り
、
高

木
家
朝─

経
貞─

家
直
と
い
う
大
宮
司
職
の
継
承
が
見
ら
れ
る
。
於
保
氏
や

龍
造
寺
氏
も
高
木
氏
の
一
族
（
森
本
正
憲
「
肥
前
高
木
氏
に
つ
い
て
」
『
九
州

中
世
社
会
の
基
礎
的
研
究
』
文
献
出
版
、
一
九
八
四
年
）
。
な
お
弘
安
七
～
八

年
頃
と
さ
れ
る
関
東
評
定
事
書
（
鎌
倉
遺
文
二
〇
巻
一
五
三
六
五
号
、
近
衛
家

本
追
加
）
に
肥
前
国
河
上
社
の
段
米
の
徴
納
に
係
っ
て
い
る
「
高
木
伯
耆
彦
六

家
定
代
」
が
み
え
る
。 

 

高
木
少
納
言
阿
闍
梨 

六
二
四 

 

肥
前
高
木
氏
の
一
族
。
未
詳
。 

 

高
木
弥
左
衛
門
尉 

一
三
五 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

高
原
市
左
衛
門
尉 

四
四
・
二
二
六
・
二
二
八 

 
 

生
没
年
未
詳
。
「
公
儀
御
細
工
」
人
で
あ
り
、
勝
茂
と
も
「
懇
志
の
仁
」
で
あ

っ
た
。
そ
の
も
と
に
は
平
戸
・
博
多
・
京
・
有
田
な
ど
技
工
習
学
の
者
が
集
ま

っ
て
い
た
。
肥
前
陶
磁
の
創
業
期
の
歴
史
に
お
け
る
伝
説
の
人
高
原
五
郎
七

と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
（
中
島
浩
気
『
肥
前
陶
磁
史
考
』
肥
前
陶
磁
史
考
刊

行
会
、
『
陶
器
辞
典
』
志
摩
書
房
、
『
有
田
町
史
』
陶
業
編Ⅰ

・
通
史
編
・
陶

芸
編
、
大
園
隆
二
郎
「
多
久
家
文
書
に
み
る
高
原
市
左
衛
門
尉
」
『
多
久
古
文

書
の
村 

村
だ
よ
り
』
一
〇
号
、
『
伊
万
里
市
史
』
近
世
・
近
代
編
） 

 

た
き 

五
七
八 

 
 

未
詳
。 

 瀧
川
忠
征 

二
九
七 
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生
年
未
詳
。
瀧
川
一
益
に
仕
え
る
。
慶
長
二
年
九
月
従
五
位
下
豊
前
守
に
叙

任
。
慶
長
五
年
関
ヶ
原
の
ち
徳
川
家
康
に
仕
え
る
。
寛
永
十
二
年
二
月
二
日
歿

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
六
百
四
十
九
）
。 

 

多
久
安
順
室
鍋
島
氏 
四
七
・
五
〇
・
一
一
一
・
一
一
四
・
一
二
九
・
一
四
二
・
一

六
〇
・
一
七
二
・
二
四
〇
・
二
八
六
・
三
〇
一
・
三
〇
三
・

四
一
二
・
四
三
〇
・
四
九
五
・
五
一
一
・
五
一
三
・
五
一
四
・

五
一
七
・
五
二
〇
・
五
二
二
・
五
三
三
・
五
三
九
・
五
四
七
・

五
五
七
・
五
七
〇
・
五
七
三
・
五
八
一
・
五
八
五
・
五
九
一 

 
 

鍋
島
直
茂
女
。
元
亀
三
年
生
。
千
鶴
。
徳
寿
院
。
天
正
十
五
年
九
月
（
「
水
江

事
略
」
で
は
八
月
）
多
久
安
順
と
婚
す
。
万
治
三
年
十
月
十
四
日
歿
。 

 

多
久
安
順
養
女
鍋
島
氏
（
伊
勢
菊
）
→
神
代
常
利
室
多
久
氏 

 

多
久
右
京
亮 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
右
馬
助 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
右
衛
門 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
内
蔵
允 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
蔵
人 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
外
記 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
左
馬
尉 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏 

三
三
・
一
一
二
・
一
一
三
・
一
二
八
・
一
二
九
・
一
四
二
・

一
六
四
・
一
六
五
・
一
六
九
・
一
七
五
・
一
八
八
・
一
八
九
・

二
四
〇
・
二
九
九
・
三
〇
〇
・
三
〇
一
・
三
〇
六
・
三
六
八
・

四
三
二
・
四
七
三
・
四
八
三
・
四
八
八
・
四
九
〇
・
五
〇
五
・

五
〇
六
・
五
〇
八
・
五
一
一
・
五
一
二
・
五
一
四
・
五
一
六
・
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五
一
七
・
五
一
八
・
五
一
九
・
五
二
〇
・
五
二
一
・
五
二
二
・

五
二
三
・
五
三
九
・
五
四
〇
・
五
四
一
・
五
四
二
・
五
四
三
・

五
四
四
・
五
四
五
・
五
四
六
・
五
四
七
・
五
四
八
・
五
五
一
・

五
五
二
・
五
五
三
・
五
五
四
・
五
五
五
・
五
五
六
・
五
五
八
・

五
五
九
・
五
六
一
・
五
六
三
・
五
六
四
・
五
六
五
・
五
六
七
・

五
六
八
・
五
六
九
・
五
七
〇
・
五
七
一
・
五
七
三
・
五
七
六
・

五
七
七
・
五
七
九
・
五
八
〇
・
五
八
一
・
五
八
二
・
五
八
四
・

五
八
五
・
五
九
〇
・
五
九
二
・
五
九
四
・
五
九
五
・
五
九
七
・

五
九
九
・
六
一
三
・
六
五
五
・
六
八
〇
・
六
八
一
・
六
九
五
・

六
九
六
・
追
二
・
追
八
・
追
一
〇
・
追
一
一
・
追
一
五
・
追

一
六
・
追
二
一
・
追
二
六
・
追
二
七
・
追
三
四
・
追
三
五 

 
 

鍋
島
勝
茂
女
鶴
。
母
は
徳
川
氏
（
高
源
院
）
。
慶
長
十
三
年
十
月
十
一
日
生
。

寛
永
二
年
一
月
二
十
八
日
茂
辰
と
婚
礼
（
「
水
江
事
略
」
、
一
八
九
号
）
。
寛

文
七
年
六
月
二
日
歿
。
法
名
は
天
性
院
殿
久
円
妙
長
大
姉
。
（
「
付
録
・
佐
賀

藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」Ⅰ

） 

 

多
久
茂
辰
女 

→
鍋
島
清
良
室
多
久
氏 

 

多
久
茂
富 

一
〇
・
二
七
・
六
五
・
九
五
・
一
九
六
・
二
〇
四
・
二
三
一
・
二
五
一
・

二
五
三
・
二
七
二
・
二
八
三
・
二
八
六
・
三
〇
八
・
三
一
〇
・
三
一
二
・

三
一
六
・
四
三
三
・
四
三
四
・
四
三
五
・
四
三
六
・
四
三
七
・
四
三
八
・

四
三
九
・
四
四
〇
・
四
四
一
・
四
四
二 

多
久
安
順
の
養
子
。
実
父
は
後
藤
家
均
（
家
忠
）、
母
は
多
久
長
信
女
の
心
光

院
。
天
正
十
三
年
生
。
慶
法
師
、
孫
四
郎
、
孫
四
。
図
書
。
多
久
安
順
の
養
子

と
な
る
が
寛
永
五
年
二
月
に
養
父
安
順
の
勘
気
を
蒙
る
（
多
久
家
の
家
督
は
茂

富
の
子
茂
辰
が
安
順
の
養
子
と
な
っ
て
継
承
）。
万
治
二
年
六
月
廿
六
日
歿
。
室

は
太
田
茂
達
女
（
梅
室
妙
林
）。 

 

多
久
茂
富
室
太
田
氏 

二
〇
四
・
二
八
六 

 

多
久
茂
矩
室
鍋
島
氏 

追
四
四 

 
 

鍋
島
直
澄
養
女
。
神
代
常
利
女
。
承
応
三
年
四
月
十
七
日
歿
。
法
名
は
浄
閑
院

亨
岩
妙
貞
。
（
「
同
格
系
図
」
鍋
一
四
一
―
二
一
） 

 

多
久
茂
矩
女 

四
八
二
・
六
〇
七
・
六
九
六 

 
 

茂
矩
次
女
。
次
（
つ
き
）
。
寛
文
六
年
十
二
月
二
十
五
日
歿
。
法
名
は
幻
清
。

（
「
同
格
系
図
」
鍋
一
四
一
―
二
一
） 

 

多
久
茂
旨 
六
五
七 

多
久
家
中
。
杢
允
。 
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多
久
十
左
衛
門 

四
八
一
・
五
九
一 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
十
左
衛
門
尉 
二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
長
六 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
兵
部
少
輔 

二
二
二
・
六
三
五
・
六
五
六 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
正
俊 

一
七
二
・
三
六
八 

 
 

多
久
安
順
男
。
助
之
進
。
喜
介
（
助
）
。
左
馬
允
。
江
戸
証
人
、
寛
永
七
年
帰

国
。
（
「
同
格
系
図
」
鍋
一
四
一
―
二
一
、
佐
近
八
―
一
／
五
〇
五
頁
、
「
水

江
事
略
」
） 

 

多
久
又
八
郎 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

多
久
安
胤 

一
四
七
・
三
二
八
・
四
五
二
・
四
八
三
・
四
八
四
・
四
八
五
・
四
八
六
・

四
九
九
・
五
二
一
・
五
二
七
・
五
二
九
・
五
三
八
・
五
三
九
・
五
四

〇
・
五
四
四
・
五
四
五
・
五
四
六
・
五
五
一
・
五
五
二
・
五
五
四
・

五
七
〇
・
五
七
四
・
五
七
八
・
五
八
二
・
五
八
八
・
五
八
九
・
五
九

〇
・
五
九
四
・
五
九
九
・
六
〇
〇
・
六
〇
七
・
六
一
二
・
六
一
三
・

六
三
五
・
六
三
六
・
六
五
五
・
六
八
六
・
六
八
七
・
六
八
八
・
六
八

九
・
六
九
〇
・
六
九
一
・
六
九
二
・
六
九
三
・
六
九
四
・
六
九
五
・

六
九
六
・
追
一
〇
・
追
一
一
・
追
一
二
・
追
一
五
・
追
一
六
・
追
一

七
・
追
二
〇
・
追
二
一
・
追
二
二
・
追
二
四
・
追
三
四
・
追
三
八
・

追
三
九
・
追
四
一
・
追
四
二
・
追
四
三 

 
 

多
久
茂
辰
二
男
。
寛
永
十
年
六
月
十
二
日
生
。
虎
之
助
。
兵
庫
助
。
兵
庫
。
正

保
元
年
に
江
戸
証
人
と
な
り
承
応
三
年
六
月
ま
で
在
江
戸
、
同
年
に
弟
安
輝

（
彦
仁
王
）
と
交
替
し
て
帰
国
。
元
禄
元
年
十
月
二
十
四
日
歿
。
法
名
は
如
々

軒
玉
岑
道
瓊
。
（
三
二
八
号
・
「
水
江
事
略
」
・
「
同
格
系
図
」
鍋
一
四
一
―

二
一
） 

 
多
久
安
輝 

三
二
八
・
四
三
二
・
四
八
〇
・
四
八
一
・
四
八
二
・
五
二
七
・
五
二
八
・

五
三
八
・
五
三
九
・
五
四
〇
・
五
四
二
・
五
四
三
・
五
四
四
・
五
四
五
・

五
四
六
・
五
四
七
・
五
四
八
・
五
四
九
・
五
五
〇
・
五
五
一
・
五
五
二
・
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五
五
五
・
五
五
九
・
五
六
一
・
五
七
〇
・
五
七
八
・
五
八
五
・
六
〇
七
・

六
一
三
・
六
三
六
・
追
六
・
追
七
・
追
八
・
追
九
・
追
三
四 

多
久
茂
辰
五
男
。
正
保
二
年
九
月
生
。
彦
仁
王
、
左
衛
門
（
佐
近
八
―
三
／
三

三
一
頁
）
、
権
之
介
、
采
女
、
勘
助
、
民
部
。
安
宗
と
も
。
正
徳
三
年
五
月
十

四
日
歿
。
法
名
は
如
是
軒
碧
潭
道
昶
。
寛
文
元
年
に
比
定
さ
れ
る
五
月
六
日
付

の
消
息
（
五
四
六
号
）
に
は
「
こ
ん
の
介
」
、
寛
文
三
年
四
月
に
比
定
さ
れ
る

消
息
（
五
五
〇
号
）
に
は
「
う
ね
め
」
と
あ
り
、
権
之
介
か
ら
采
女
へ
表
記
が

変
わ
る
の
は
こ
の
期
間
の
間
で
あ
る
。
ま
た
、
寛
文
六
年
に
比
定
さ
れ
る
正
月

二
十
五
日
付
の
書
状
に
は
「
采
女
安
宗
」
と
あ
る
。
（
「
同
格
系
図
」
鍋
一
四

一
―
二
一
） 

 

多
久
安
英 

一
八
二
・
四
七
七
・
四
八
五
・
四
八
八
・
四
八
九
・
四
九
〇
・
四
九
一
・

五
〇
八
・
五
二
一
・
五
二
九
・
五
四
〇
・
五
四
四
・
五
四
五
・
五
四
八
・

五
七
四
・
五
八
八
・
五
八
九
・
五
九
〇
・
五
九
二
・
五
九
七
・
五
九
九
・

六
〇
〇
・
六
一
二
・
六
一
三
・
六
三
五
・
六
三
六
・
六
四
一
・
六
八
七
・

六
九
一
・
追
一
六
・
追
一
七
・
追
一
八
・
追
一
九
・
追
二
〇
・
追
二
一
・

追
二
二
・
追
二
三
・
追
二
四
・
追
二
五
・
追
二
六
・
追
二
七
・
追
三
四
・

追
三
八 

 
 

多
久
茂
辰
四
男
。
寛
永
十
六
年
生
。
安
明
、
伊
平
太
、
将
監
、
修
理
、
縫
殿
。

承
応
三
年
十
二
月
十
三
日
付
の
覚
書
（
五
九
七
号
）
に
は
「
鍋
島
伊
平
太
」
と

あ
る
。
多
久
家
文
書
に
お
け
る
「
将
監
」
の
初
見
は
万
治
三
年
一
月
二
十
三
日

付
の
覚
書
（
六
〇
〇
号
）
で
あ
り
、
最
も
遅
い
も
の
は
寛
文
五
年
に
比
定
さ
れ

る
二
月
三
日
付
の
消
息
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
将
監
か
ら
修
理
へ
表
記
が
変
わ
る

の
は
、
少
な
く
と
も
寛
文
五
年
二
月
四
日
以
降
で
あ
る
。
さ
ら
に
修
理
か
ら
縫

殿
に
変
化
す
る
の
は
、
同
じ
く
縫
殿
と
表
記
さ
れ
る
鍋
島
茂
泰
が
歿
す
る
寛
文

八
年
八
月
九
日
以
降
と
推
測
さ
れ
る
。
貞
享
元
年
九
月
十
六
日
歿
。
（
「
同
格

系
図
」
鍋
一
四
一
―
二
一
） 

 

多
久
与
兵
衛
尉 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

武
田
晴
信 

四
二
四 

 
 

甲
斐
・
信
濃
他
の
戦
国
大
名
。
武
田
信
虎
男
。
大
永
元
年
十
一
月
三
日
生
。
大

膳
大
夫
、
信
濃
守
。
永
禄
二
年
に
出
家
し
信
玄
を
称
す
。
天
正
元
年
四
月
十
二

日
歿
。 

 

武
□
右
衛
門
尉 

九
二 

 
 

鍋
島
家
中
。
武
富
か
。 

 

田
崎
外
記 

三
二
・
二
六
六
・
三
四
三
・
三
九
六
・
四
〇
三 
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鍋
島
家
中
。
勝
茂
の
側
近
。
天
草
・
島
原
一
揆
後
勝
茂
が
幕
府
の
評
定
所
に
呼

び
出
さ
れ
た
時
の
供
侍
の
う
ち
の
一
人
（
佐
近
一
―
二
／
一
五
七
頁
）
。
「
葉

隠
聞
書
」
に
は
、
小
々
姓
目
付
在
任
中
に
讒
訴
さ
れ
、
寛
永
末
年
に
切
腹
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
る
（
栗
原
荒
野
編
著
『
校
註
葉
隠
』
（
青
潮
社
、
一
九
七
五
年
、

復
刻
版
、
七
六
一
〜
七
六
二
頁
）
。 

 

田
沢
長
明 

 

二
五
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
助
左
衛
門
。
御
船
奉
行
。
明
暦
二
年
六
月
二
十
八
日
牢
人(

佐

近
八
ー
一
／
五
七
〇
頁
）
。 

 

田
島
藤
右
衛
門
尉 

一
〇
八 

 
 

小
城
家
中
か
。 

 

田
代
市
左
衛
門
尉 

一
八
三
・
二
一
〇
・
三
〇
一 

 
 

多
久
家
中
。
（
佐
古
二
四
／
「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
一
」
四
二
号
） 

 

田
代
猪
之
助 

二
九
四 

深
堀
猪
之
助
賢
保
か
。
鍋
島
茂
賢
家
老
（
佐
近
八
―
一
／
二
八
三
頁
）
。 

 

田
代
兵
右
衛
門
尉 

二
一
〇
・
四
八
一 

 
 

多
久
家
中
。
（
佐
古
二
四
／
「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
一
」
四
二
号
） 

 

忠
広 

三
六
八 

 
 

刀
工
。
肥
前
刀
鍛
冶
初
代
橋
本
忠
吉
か
。
武
蔵
大
掾
忠
広
の
銘
あ
り
。
寛
永
九

年
八
月
歿
。
（
『
肥
前
の
刀
と
鐔
』
上
、
六
九
～
八
八
頁
） 

 

立
花
忠
茂 

二
四
〇
・
四
一
三 

 
 

左
近
。
初
貞
之
。
忠
貞
。
忠
之
。
千
熊
丸
。
大
助
。
左
近
将
監
。
飛
騨
守
。
致

仕
号
好
雪
。
慶
長
七
年
七
月
七
日
生
、
立
花
宗
茂
養
嗣
子
と
な
る
。
実
父
立
花

直
次
。
元
和
八
年
十
二
月
二
十
七
日
従
五
位
下
左
近
将
監
、
忠
茂
と
名
乗
る
。

寛
永
十
四
年
四
月
三
日
襲
封
。
寛
永
十
八
年
正
月
従
四
位
下
。
明
暦
三
年
十
二

月
二
十
七
日
侍
従
。
万
治
二
年
二
月
二
十
八
日
飛
騨
守
。
寛
文
四
年
閏
五
月
七

日
致
仕
。
延
宝
三
年
九
月
十
九
日
歿
。
忠
巌
好
雪
別
峯
院
と
号
す
。
（
「
寛
政

重
修
諸
家
譜
」
巻
第
百
十
二
） 

 

立
花
宗
茂 

二
四
三 

 

 
 

高
橋
紹
運
男
。
永
禄
十
二
年
生
。
統
虎
・
正
成
・
親
成
・
尚
政
な
ど
。
天
正
十

五
年
六
月
豊
臣
秀
吉
よ
り
筑
後
国
柳
川
一
三
万
二
〇
〇
〇
石
余
を
与
え
ら
れ

る
。
同
年
七
月
従
四
位
下
侍
従
、
左
近
将
監
と
称
す
。
関
ヶ
原
で
西
軍
に
属
し
、

所
領
没
収
と
な
る
。
慶
長
八
年
陸
奥
国
棚
倉
一
万
石
、
同
十
五
年
七
月
陸
奥
・
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上
総
に
二
万
石
加
増
。
元
和
六
年
筑
後
国
柳
川
一
〇
万
九
六
〇
〇
石
余
、
旧
領

に
復
帰
。
元
和
八
年
十
二
月
飛
騨
守
。
寛
永
十
四
年
四
月
致
仕
。
寛
永
十
五
年

十
月
剃
髪
、
立
斎
と
号
す
。
寛
永
十
九
年
十
一
月
二
十
五
日
歿
。
（
「
寛
政
重

修
諸
家
譜
」
巻
第
百
十
二
） 

 

伊
達
忠
宗 

二
九
四 

 
 

陸
奥
仙
台
藩
主
。
政
宗
男
。
慶
長
四
年
十
二
月
八
日
生
。
慶
長
十
六
年
従
五
位

下
美
作
守
に
叙
任
、
忠
宗
と
称
す
る
。
寛
永
元
年
六
月
越
前
守
に
改
め
る
。
同

三
年
八
月
従
四
位
下
少
将
。
同
十
三
年
家
督
。
同
十
六
年
陸
奥
守
に
改
め
る
。

万
治
元
年
七
月
十
二
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
七
百
六
十
二
） 

 

伊
達
秀
宗 

三
七
四 

 
 

伊
予
宇
和
島
藩
主
。
天
正
十
九
年
生
。
慶
長
元
年
四
月
従
五
位
下
・
侍
従
に
叙

任
、
元
和
八
年
遠
江
守
と
称
す
。
寛
永
三
年
八
月
従
四
位
下
に
昇
る
。
万
治
元

年
六
月
八
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
七
百
六
十
三
） 

 

田
中
橘
左
衛
門
尉 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 
 
 
 
 
 

田
中
茂
俊 

一
五
二
・
三
二
八
・
三
九
八 

 
 

鍋
島
家
中
。
九
左
衛
門
。
寛
永
十
二
年
新
地
物
成
七
〇
石
拝
領
。
江
戸
留
守
居

役
。
光
茂
の
代
に
物
成
三
〇
〇
石
、
御
年
寄
役
。
寛
文
二
年
四
月
歿
。
（
佐
近

八
―
一
／
五
九
〇
頁
） 

 

田
中
善
兵
衛
尉 

二
三
〇
・
三
一
九 

鍋
島
家
中
。
備
横
目
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
で
は
二
六
〇
石
。 

 

田
中
六
左
衛
門
尉 

二
三
〇 

鍋
島
家
中
。
備
横
目
。 

 

谷
口
坊 

四
八
三 

 
 

未
詳
。 

 

田
原
彦
右
衛
門
尉 

二
四
六 

 
 

未
詳
。 

 

太
郎
衛
門
尉 

追
四
四 

 
 

鍋
島
家
中
。
未
詳
。 

 

丹
宗
覚
右
衛
門
尉 

二
三
六 
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鍋
島
家
中
か
。
未
詳
。 

  
 
 
 
 

チ 

 

ち
く
う 

五
七
一 

 
 

占
方
を
す
る
人
物
か
。 

 
 
 

筑
後
資
尚 

六
二
二 

未
詳
。
武
藤
氏
の
一
族
か
。
観
応
三
年
閏
二
月
に
は
足
利
直
冬
に
属
し
て
活
動

（
六
二
二
号
）
。 

 

千
坂
高
信 

二
五
四 

 
 

上
杉
家
家
老
。
慶
長
十
一
年
四
月
家
督
、
伊
豆
と
名
乗
る
。
元
和
三
年
八
月
二

日
伊
豆
守
、
寛
永
元
年
十
月
三
日
安
芸
守
に
改
め
る
。
同
九
年
五
月
十
九
日
退

役
。
同
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日
歿
。
（
『
上
杉
家
御
年
譜
』
第
二
三
巻
） 

 

千
葉
右
京 

 

六
一
三 

 
 

千
葉
常
成
、
初
右
京
又
大
学
。
元
禄
十
年
十
月
二
十
六
日
死
。
（
佐
近
八
―
一

／
三
七
八
頁
） 

 

千
葉
胤
繁 

六
二
五
・
六
三
〇 

 

戦
国
時
代
の
肥
前
千
葉
氏
の
一
族
。
「
諸
家
系
図
」
（
鍋
九
八
六
・
七
―
二
）

所
収
「
平
朝
臣
徳
島
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
千
葉
胤
資
の
子
、
尼
日
光
養
子
、
千

葉
介
、
永
正
八
年
九
月
二
十
五
日
歿
（
十
八
歳
）
。 

 

千
葉
胤
紹 

六
二
三 

 

室
町
時
代
の
肥
前
千
葉
氏
の
一
族
。
「
諸
家
系
図
」
（
鍋
九
八
六
・
七
―
二
）

所
収
「
平
朝
臣
徳
島
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
千
葉
胤
基
の
子
、
弥
次
郎
、
右
京
大

夫
、
法
名
日
紹
。
兄
胤
鎮
と
の
合
戦
に
よ
り
文
安
二
年
八
月
十
七
日
討
死
（
三

十
八
歳
）
。 

 

千
葉
胤
信 

一
二 

 
 

肥
前
西
千
葉
氏
、
胤
連
嫡
男
。
胤
連
は
鍋
島
清
房
男
彦
法
師
（
後
の
鍋
島
直

茂
）
を
養
子
と
し
て
い
た
が
、
胤
信
誕
生
に
よ
り
彦
法
師
は
後
に
復
姓
し
た
。

龍
造
寺
作
兵
衛
、
ま
た
忠
右
衛
門
、
鍋
島
右
馬
允
と
称
し
た
。（
野
口
朋
隆
「
佐

賀
藩
政
下
に
お
け
る
千
葉
氏
」〔
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

『
中
世
小
城
の
歴
史
・
文
化
と
肥
前
千
葉
氏
』
所
収
〕
、
「
諸
家
系
図
」
鍋
二

一
一
―
四
二
） 

 

千
布
六
兵
衛 
三
六
一 
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鍋
島
家
中
。
生
歿
年
未
詳
。
慶
安
二
年
七
月
に
千
布
六
兵
衛
跡
式
に
つ
い
て
の

話
題
が
出
て
い
る
（
佐
近
八
―
三
／
二
七
四
頁
）
。 

 

長
大
蔵 

一
二 

 
 

未
詳
。 

 

ツ 

 

柘
植
正
時 

二
三
七 

幕
臣
。
天
正
十
二
年
生
。
三
四
郎
。
平
右
衛
門
。
寛
永
十
七
年
六
月
十
二
日
長

崎
奉
行
。
同
十
九
年
十
二
月
九
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
四
百
二

十
七
） 

 

つ
じ
（
つ
ち
） 

五
七
一
・
五
七
三 

 
 

鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
の
侍
女
。 

 

辻
五
右
衛
門 

 

二
二
三
・
四
六
八 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

つ
た 

追
一
四 

 
 

未
詳
。 

 

津
田
正
重 

二
一
六
・
二
四
八 

 

幕
臣
。
寛
永
十
六
年
六
月
一
日
に
豊
後
府
内
目
付
と
な
る
（「
徳
川
実
紀
」
同
日

条
）。 

 

土
山
五
郎
兵
衛 

一
五
七
・
二
〇
二
・
二
一
一
・
三
三
一
・
三
四
三
・
四
〇
四 

 
 

鍋
島
家
中
。
寛
永
十
四
年
聞
番
（
佐
近
八
―
二
／
五
〇
頁
）
。
同
年
十
二
月
江

戸
留
守
居
（
佐
近
一
―
二
／
一
一
五
頁
）
。 

 

堤
織
部
佑 

二
一
〇 

 
 

多
久
家
中
。
（
佐
古
二
四
／
『
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
一
』
四
二
） 

 

堤
源
右
衛
門
尉 

四
六
八 

鍋
島
家
中
。 

 

堤
源
七 

二
四
二
〇 

 
 

未
詳
。 

 

堤
清
右
衛
門
尉 
一
〇
八 
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鍋
島
家
中
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
「
属
与
分
」
に
、
鍋
島
伊
豆
守
与
・
鍋
島

生
三
与
と
し
て
堤
清
右
衛
門
尉
の
記
載
あ
り
（
『
佐
賀
藩
着
到
帳
集
成
』
）
。 

 

堤
孫
右
衛
門
尉 
三
二
〇 

鍋
島
家
中
。 

 

常
見
家
長 

六
二
一 

 

千
葉
胤
繁
の
代
官
も
し
く
は
奉
行
人
か
、
未
詳
。
六
二
一
号
で
千
葉
胤
繁
の
所

領
安
堵
状
を
施
行
し
て
い
る
ほ
か
、
応
永
三
十
三
年
九
月
六
日
付
で
安
富
庄

千
布
村
内
の
田
畠
三
町
を
河
上
大
明
神
宝
殿
に
寄
進
し
て
い
る
事
績
が
知
ら

れ
る
（
佐
古
一
五
／
実
相
院
文
書
続
編
二
二
）
。 

 

つ
ほ
ね
（
局
） 

四
六
一
・
四
八
八
・
五
〇
八
・
五
一
八
・
五
六
一
・
五
六
七
・
五

七
四
・
五
七
五
・
五
八
二
・
五
九
〇
・
六
四
二
・
六
九
七 

多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
侍
女
。 

 

つ
ほ
ね
（
局
） 

五
四
二
・
五
四
三
・
五
四
四
・
五
四
七
・
五
四
八
・
五
四
九
・
五

五
〇
・
五
五
三
・
五
六
一 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
の
侍
女
。
五
四
八
号
に
よ
れ
ば
、
寛

文
三
年
歿
。 

 

靏
田
市
郎
兵
衛 

六
一
三 

多
久
家
中
。 

 

靏
田
某 

五
三
五
・
六
四
一
・
六
八
七 

未
詳
。
多
久
家
の
儒
臣
に
松
浦
党
の
鶴
田
氏
を
祖
と
す
る
鶴
田
氏
あ
り
。 

 

靏
田
渓
隠 

六
七
〇 

 
 

多
久
家
中
か
。 

 

靍
田
三
大
夫 

二
一
〇 

 
 

多
久
家
中
か
。 

 

つ
る
た
て
ん
え
も
ん 

五
一
九 

 
 

未
詳
。
多
久
家
中
か
。 

 

鶴
田
三
四
郎 

追
六 

 
 

鶴
田
与
左
衛
門
男
。 

 

鶴
田
藤
左
衛
門 
一
九
二
・
二
二
九 
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鍋
島
家
中
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
に
「
靍
田
藤
左
衛
門
尉
、
百
五
十
四
石
」

の
記
載
あ
り
（
『
佐
賀
藩
着
到
帳
集
成
』
）
。 

 

鶴
田
与
左
衛
門 
追
六 

 
 

多
久
家
中
。 

 

テ 

 

て
い
雪 

五
六
七
・
五
七
八
・
二
四
一
九 

 
 

鍋
島
勝
茂
後
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
侍
女
。 

 

貞
雪
正
圓 

五
九
四 

未
詳
。 

 

手
つ
か
五
兵
衛 

二
二 

 
 

鍋
島
家
中
。
代
官
か
。 

 

寺
沢
堅
高 

四
四
・
二
四
〇 

 
 

肥
前
唐
津
藩
主
。
広
高
男
。
慶
長
十
四
年
生
。
寛
永
元
年
従
五
位
下
兵
庫
頭
。

同
十
年
家
督
。
寛
永
十
四
年
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
が
勃
発
。
寺
沢

氏
は
天
草
を
領
有
し
て
い
た
た
め
、
鎮
圧
後
一
揆
勃
発
の
責
任
を
問
わ
れ
、
天

草
領
は
没
収
と
な
っ
た
。
正
保
四
年
十
一
月
十
八
日
自
殺
。
（
「
寛
政
重
修
諸

家
譜
」
巻
第
六
百
五
十
二
） 

 

伝
右
衛
門
尉 

五
〇
二 

未
詳
。
岡
部
与
貞
家
中
か
。 

 

天
海 

二
〇
一
・
二
二
三
・
二
八
〇
・
四
一
七 

天
台
宗
の
僧
侶
。
大
僧
正
。
徳
川
幕
府
初
期
の
宗
教
政
策
を
担
い
、
幕
政
に
参

画
。
寛
永
寺
開
山
。
南
光
房
、
慈
眼
大
師
。
寛
永
二
十
年
十
月
二
日
歿
。 

 

天
林 

二
四
〇 

 
 

伊
勢
龍
か
。
伊
勢
龍
は
直
茂
女
。
元
亀
二
年
生
。
寛
永
二
十
年
七
月
二
十
三
日

歿
。
法
号
月
窓
院
天
林
妙
清
大
姉
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」

Ⅰ

） 

 

ト 

 

土
井
利
勝 
一
四
四
・
二
一
三
・
二
二
六
・
二
五
四
・
二
八
四
・
二
九
〇
・
二
九
四
・

三
二
七
・
三
三
〇
・
三
六
八
・
三
七
四
・
四
二
一 
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幕
府
重
臣
。
元
亀
四
年
三
月
十
八
日
生
。
慶
長
十
年
従
五
位
下
大
炊
頭
。
同
十

五
年
老
中
、
寛
永
十
五
年
大
老
。
正
保
元
年
七
月
十
日
歿
。 

 

土
井
利
重  

四
七
六 

下
総
古
河
藩
主
。
父
は
土
井
利
隆
、
祖
父
は
土
井
利
勝
。
正
保
四
年
十
月
二
十

七
日
生
、
万
治
元
年
九
月
七
日
襲
封
、
同
閏
十
二
月
二
十
七
日
従
五
位
下
大
炊

頭
。
延
宝
元
年
十
月
十
七
日
没
（
二
十
七
歳
）
。
室
は
鍋
島
光
茂
女
せ
ん
。 

 

土
井
利
重
室
鍋
島
氏 

四
七
六  

鍋
島
光
茂
女
せ
ん
（
千
・
仙
、
柳
線
院
腹
）
。
慶
安
三
年
九
月
十
七
日
生
。
綱

茂
・
吉
茂
の
姉
。
寛
文
三
年
に
土
井
利
重
と
縁
組
、
翌
四
年
に
祝
言
（
佐
近
一

―
三
／
二
五
・
五
三
八
頁
）
。
四
七
六
号
に
よ
れ
ば
祝
言
の
日
は
寛
文
四
年
二

月
七
日
か
。
寛
文
十
二
年
閏
六
月
廿
五
日
歿
（
二
十
三
歳
）
、
緑
樹
院
殿
良
岳

寿
辰
大
姉
。 

 

東
条
（
條
）
長
頼 

三
六
八 

 
 

幕
臣
。
伊
豆
守
・
紀
伊
守
。
従
五
位
下
。
寛
永
三
年
十
一
月
豊
後
目
付
と
し
て

着
任
。
寛
永
八
年
六
月
五
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
巻
」
第
百
六
十
八
、

『
福
岡
県
史
』
近
世
史
料
編
細
川
小
倉
藩
（
一
）
所
収
「
日
帳
」
） 

 

道
仙 

三
〇
・
六
五
五 

 
 

医
者
。 

 

土
肥
喜
右
衛
門
尉 

一
五
八
・
二
五
一
・
三
九
五 

鍋
島
家
中
。
承
応
年
間
に
国
許
で
公
儀
料
銀
蔵
の
管
理
を
担
当
（
城
島
正
祥
『
佐

賀
藩
の
制
度
と
財
政
』
三
〇
五
・
三
〇
九
頁
）。 

 

藤
堂
高
次 

三
七
四 

 
 

伊
勢
津
藩
主
。
大
学
助
。
慶
長
六
年
生
。
元
和
二
年
正
月
従
五
位
下
に
叙
し
、

寛
永
十
一
年
従
四
位
下
・
侍
従
に
叙
任
し
、
大
学
頭
に
改
め
る
。
寛
文
九
年
九

月
少
将
に
進
む
。
延
宝
四
年
十
一
月
十
六
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻

第
九
百
） 

 

藤
堂
高
虎 

八
七
・
二
六
九 

弘
治
二
年
生
。
佐
渡
守
。
慶
長
十
一
年
和
泉
守
。
慶
長
十
三
年
伊
勢
国
津
城
主
。

寛
永
七
年
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
九
百
） 

 
東
福
院
僧
正 

一
三
八 

未
詳
。 
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徳
川
家
綱 

三
四
・
一
〇
九
・
一
四
一
・
二
五
六
・
二
九
九
・
三
四
五
・
三
七
〇 

 
 

江
戸
幕
府
第
四
代
将
軍
（
慶
安
四
年
～
延
宝
八
年
）
。
法
号
厳
有
院
。
徳
川
家

光
長
男
。
寛
永
十
八
年
八
月
三
日
生
。
延
宝
八
年
五
月
八
日
歿
。 

 

徳
川
家
光 

三
八
・
一
二
八
・
一
四
〇
・
一
八
八
・
二
一
三
・
二
三
三
・
二
四
九
・

二
九
三
・
二
九
九
・
三
三
〇
・
三
二
六
・
三
七
〇
・
三
九
八 

 
 

江
戸
幕
府
第
三
代
将
軍
（
元
和
九
年
～
慶
安
四
年
）
。
法
号
大
猷
院
。
二
代
将

軍
秀
忠
二
男
。
慶
長
九
年
七
月
十
七
日
生
。
慶
安
四
年
四
月
二
十
日
歿
。
七
回

忌
の
法
会
が
明
暦
三
年
四
月
二
十
日
に
上
野
寛
永
寺
で
行
わ
れ
た
。 

 

徳
川
綱
吉 

三
四 

江
戸
幕
府
第
五
代
将
軍
（
延
宝
八
年
～
宝
永
六
年
）
。
法
号
常
憲
院
。
徳
川
家

光
四
男
。
正
保
三
年
一
月
八
日
生
。
宝
永
六
年
一
月
十
日
歿
。 

 

徳
川
秀
忠 

二
二
三
・
二
四
七
・
二
五
三
・
三
五
六 

 
 

江
戸
幕
府
第
二
代
将
軍
（
慶
長
十
年
～
元
和
九
年
）
。
法
号
は
台
徳
院
殿
。
徳

川
家
康
の
三
男
。
天
正
七
年
四
月
七
日
生
。
寛
永
九
年
正
月
二
十
四
日
歿
。 

 

徳
川
義
直 

三
四
一 

 
 

尾
張
藩
主
。
徳
川
家
康
九
男
。
慶
長
五
年
十
一
月
二
十
八
日
生
。
同
八
年
正
月

二
十
八
日
甲
斐
二
十
五
万
石
、
同
十
一
年
八
月
十
一
日
従
四
位
下
侍
従
、
同
十

二
年
四
月
二
十
六
日
、
尾
張
他
六
十
一
万
石
余
、
同
十
六
年
三
月
二
十
日
従
三

位
参
議
左
近
衛
権
中
将
、
同
十
八
年
八
月
十
九
日
宰
相
、
元
和
二
年
九
月
十
九

日
正
三
位
権
中
納
言
、
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
従
二
位
権
大
納
言
。
慶
安
三
年

五
月
七
日
歿
、
五
十
一
歳
。
（
「
徳
川
幕
府
家
譜
」
乾
） 

 

徳
川
頼
宣 

三
四
一 

 
 

紀
伊
藩
主
。
徳
川
家
康
十
男
。
慶
長
七
年
三
月
七
日
生
。
同
八
年
常
陸
二
十
五

万
石
、
同
十
一
年
八
月
十
一
日
従
四
位
下
侍
従
常
陸
介
、
同
十
四
年
十
二
月
駿

河
遠
江
五
十
万
石
、
同
十
六
年
三
月
二
十
日
従
三
位
参
議
左
近
衛
中
将
、
同
十

八
年
八
月
十
五
日
宰
相
、
元
和
三
年
七
月
十
九
日
正
三
位
権
中
納
言
、
同
五
年

七
月
十
九
日
紀
伊
他
五
十
五
万
五
千
石
、
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
従
二
位
権

大
納
言
。
寛
文
十
一
年
正
月
十
日
歿
、
七
十
歳
。
（
「
徳
川
幕
府
家
譜
」
乾
） 

 

徳
川
頼
房 

三
四
一 

 
 

水
戸
藩
主
。
徳
川
家
康
十
一
男
。
慶
長
八
年
八
月
十
日
生
。
同
十
四
年
十
二
月

二
十
二
日
常
陸
二
十
五
万
石
、
従
四
位
下
侍
従
左
衛
門
督
、
同
十
六
年
三
月
二

十
日
正
四
位
左
近
衛
権
少
将
、
元
和
六
年
八
月
二
十
二
日
参
議
、
寛
永
三
年
八

月
十
九
日
従
三
位
権
中
納
言
、
同
四
年
正
月
七
日
正
三
位
。
寛
文
元
年
七
月
二

十
九
日
歿
、
五
十
九
歳
。
（
「
徳
川
幕
府
家
譜
」
乾
） 
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徳
善
院 

一
三
一
・
一
七
〇
・
三
三
二
・
三
四
二
・
四
〇
六 

「
徳
善
院
法
院
権
大
僧
都
尊
琳
」
か
。
（
佐
近
一
〇
―
一
／
二
八
九
頁
） 

 

徳
永
六
兵
衛
尉 

二
一
〇 

 

多
久
家
中
。
（
佐
古
二
四
／
『
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
一
』
四
二
） 

 

徳
山
重
政 

三
八
二 

 
 

幕
臣
。
権
十
郎
。
五
兵
衛
。
寛
永
十
一
年
五
月
家
督
。
正
保
二
年
十
月
豊
後
目

付
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
貞
享
三
年
十
二
月
致
仕
。
元
禄
二
年
六
月
二
十
九
日
歿
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
三
百
八
） 

 

徳
龍 

五
〇
五
・
五
〇
六
・
五
〇
八
・
五
一
九
・
五
三
五
・
（
五
三
八
）
・
五
四
三
・

五
五
一
・
六
一
二
・
六
六
五
・
追
三
一 

多
久
茂
矩
女
。
生
年
未
詳
。
七
月
一
九
日
（
寛
文
四
年
）
付
茂
矩
宛
茂
辰
書
状

（
多
久
家
所
蔵
文
書
全
八
七
号
）
で
は
、
「
徳
龍
機
嫌
之
儀
、
林
庵
よ
り
委
申

上
候
様
ニ
申
付
」
と
あ
り
、
こ
の
年
の
他
の
書
状
に
も
頻
出
す
る
。
五
三
八
号

の
「
な
か
と
さ
ま
五
も
し
さ
ま
」
も
同
人
と
思
わ
れ
る
。
「
同
格
系
図
」
に
は

寛
文
八
年
二
月
十
日
に
早
世
す
る
長
女
と
、
寛
文
六
年
十
二
月
二
十
五
日
に

早
世
す
る
次
女
が
確
認
で
き
る
が
、
徳
龍
と
の
関
係
は
未
詳
。 

 

冨
田
五
郎
入
道
跡 

六
二
四 

 

未
詳
。
「
肥
陽
諸
系
図
」
三
（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
よ

れ
ば
於
保
氏
か
ら
富
田
・
成
道
寺
・
笠
寺
・
尻
河
の
庶
家
が
分
出
し
て
い
る
。 

 

豊
臣
秀
吉 

三
四
六 

 
 

関
白
、
太
政
大
臣
、
太
閤
。
天
文
六
年
二
月
六
日
生
。
天
正
三
年
七
月
三
日
筑

前
守
、
同
十
二
年
十
月
十
五
日
従
五
位
下
左
近
衛
少
将
、
同
年
十
一
月
二
十
一

日
従
三
位
権
大
納
言
、
同
十
三
年
三
月
十
日
正
二
位
内
大
臣
、
同
年
七
月
十
一

日
関
白
、
同
十
四
年
九
月
九
日
豊
臣
賜
姓
、
同
年
十
二
月
二
十
五
日
太
政
大

臣
。
慶
長
三
年
八
月
十
八
日
歿
。 

  
 
 
 
 

ナ 

 

内
記 

三
二
八 

 
 

諫
早
茂
敬
二
男
茂
孝
か
。
（
「
諫
早
家
系
図
」
鍋
一
四
一
―
五
） 

 
直
江
兼
続
室
直
江
氏 

一
七
二 

 
 

弘
治
三
年
生
。
船
。
元
和
五
年
直
江
兼
続
歿
後
、
出
家
し
て
貞
心
尼
と
称
す
。

上
杉
定
勝
を
幼
少
時
よ
り
養
育
す
。
寛
永
十
四
年
歿
。 
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永
井
尚
政 

三
七
四 

幕
府
年
寄
。
天
正
十
五
年
生
。
慶
長
十
年
四
月
従
五
位
下
・
信
濃
守
に
叙
任
。

元
和
八
年
年
寄
に
就
任
、
寛
永
元
年
十
一
月
西
丸
年
寄
に
転
じ
、
同
十
年
三
月

辞
職
。
正
保
元
年
十
一
月
従
四
位
下
に
昇
る
。
寛
文
八
年
九
月
十
一
日
歿
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
六
百
十
九
） 

 

長
大
蔵 

一
二 

 
 

未
詳
。 

 

中
務 

五
二
二 

 
 

鍋
島
嵩
就
か
。
鍋
島
家
重
臣
。
神
代
鍋
島
家
。
茂
貞
（
孝
顕
）
の
嫡
男
。
寛
永

元
年
十
一
月
二
十
一
日
生
。
中
務
。
弥
平
左
衛
門
。
一
雲
と
号
す
。
元
禄
十
四

年
七
月
二
十
四
日
歿
。
（
「
御
家
老
系
図
」
鍋
一
四
一
―
八
） 

 

中
西
孫
兵
衛
尉 

二
一
〇 

 
 

多
久
家
中
。
（
佐
古
二
四
／
「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
一
」
四
二
） 

 

中
野
茂
利 

五
・
二
二
・
一
三
六
・
一
四
九
・
一
七
三
・
一
八
六
・
一
九
二
・
一
九

八
・
二
一
二
・
二
一
三
・
二
二
七
・
二
四
一
・
二
六
〇
・
二
六
八
・
二

七
二
・
三
四
五
・
三
七
八
・
三
八
一
・
四
五
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
内
匠
助
。
忠
兵
衛
。
慶
安
三
年
四
月
十
三
日
歿
。
（
佐
近
八
―
一

／
一
八
二
頁
） 

 

中
野
主
馬 

二
五
八 

 
 

未
詳
。 

 中
野
七
郎
左
衛
門
尉 

三
九
六 

 
 

未
詳
。 

 中
野
と
う
へ
も
ん 

五
九
三 

 
 

未
詳
。 

 

中
野
秀
利 

二
二 

 
 

鍋
島
家
中
。
忠
兵
衛
。 

 

中
野
政
利 

九
・
二
六
・
三
二
・
三
八
・
一
〇
三
・
一
〇
九
・
一
一
三
・
一
一
九
・

一
二
四
・
一
二
六
・
一
二
七
・
一
三
〇
・
一
三
四
・
一
三
六
・
一
三
八
・

一
五
一
・
一
六
三
・
一
九
三
・
一
九
八
・
一
九
九
・
二
〇
四
・
二
一
六
・

二
一
八
・
二
二
〇
・
二
三
四
・
二
三
五
・
二
四
一
・
二
四
四
・
二
四
五
・
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二
五
〇
・
二
五
五
・
二
六
六
・
二
七
一
・
二
七
三
・
二
七
八
・
二
九
九
・

三
〇
二
・
三
二
〇
・
三
二
三
・
三
二
七
・
三
三
八
・
三
四
二
・
三
五
九
・

三
七
〇
・
三
七
一
・
三
八
三
・
三
八
四
・
三
九
二
・
四
〇
九
・
四
一
二
・

四
一
九
・
四
四
四
・
四
六
五
・
六
九
二 

 
 

鍋
島
家
中
。
中
野
清
明
嫡
男
家
。
内
匠
茂
利
の
子
。
勝
茂
代
の
年
寄
、
加
判
家

老
。
室
は
鍋
島
生
三
養
女
。
兵
右
衛
門
尉
。
数
馬
。
数
馬
佐
。
寛
文
四
年
四
月

廿
三
日
歿
（
佐
近
八
―
一
／
一
八
二
頁
、
佐
近
八
―
二
／
七
四
六
頁
）
。
数
馬

の
表
記
は
、
寛
永
十
七
年
二
月
十
三
日
付
定
書
案
（
「
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
」

二
、
佐
古
二
四
／
一
〇
一
号
）
の
署
名
に
確
認
で
き
る
。 

 

中
野
正
守 

二
六
・
二
四
一
・
二
四
四
・
三
三
七
・
三
七
〇 

鍋
島
家
中
。
中
野
清
明
二
男
。
兄
中
野
茂
利
よ
り
分
知
し
一
家
を
興
す
。
知
行

五
〇
〇
石
、
大
物
頭
。
又
右
衛
門
尉
。
将
監
。
万
治
元
年
九
月
十
五
日
歿
（
佐

近
八
―
一
／
一
八
七
頁
、
佐
近
八─

二
／
七
四
二
頁
）
。 

 

中
野
政
良 

六
六
五 

 
 

鍋
島
家
中
。
中
野
清
明
七
男
。
慶
長
十
九
年
生
。
弓
術
に
通
じ
、
藩
の
師
範
と

な
る
。
元
禄
八
年
歿
、
八
十
二
歳
（
佐
近
八
―
一
／
一
八
四
頁
、
佐
近
八
―
二

二
六
二
頁
）
。 

 

中
野
良
純 

四
七
・
一
四
七
・
一
六
〇
・
一
六
五
・
三
一
七
・
三
二
八
・
三
三
二
・

三
九
九
・
四
四
三
・
四
五
四 

 
 

鍋
島
家
中
。
杢
兵
衛
。
杢
助
。
明
暦
三
年
三
月
、
江
戸
に
お
い
て
勝
茂
に
殉
死

す
。
（
佐
近
八
―
一
／
三
四
九
頁
） 

 

永
山
貞
興 

一
五
三 

 
 

鍋
島
家
中
。
九
右
衛
門
尉
。
代
々
佐
賀
郡
川
上
の
大
工
で
あ
っ
た
が
、
元
和
九

年
に
家
士
に
取
り
立
て
ら
れ
る
（
佐
近
八
―
一
／
四
三
一
頁
）
。 

 

鍋
島
伊
織 

二
一
二 

 
 

鍋
島
家
中
。
鍋
島
市
佑
の
嫡
子
。 

 

鍋
島
伊
織 

四
七
七 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
重
臣
鍋
島
茂
綱
三
男
茂
明
の
子
に
鍋
島
伊
織
倫
重
が
い
る
が
、

同
一
人
物
か
は
不
明
。 

 

鍋
島
市
正 

三
四
五
・
四
九
六
・
五
〇
七
・
六
九
八
・
二
四
三
五 

 

 
 

鍋
島
直
広
ま
た
は
鍋
島
茂
村
。
→
鍋
島
直
広 

→
鍋
島
茂
村 

 

鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏 

一
〇
五
・
一
二
四
・
一
七
五
・
二
九
六
・
四
七
一
・
五
一
〇
・
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五
一
一
・
五
一
二
・
五
三
九
・
五
四
二
・
五
四
四
・
五
四
六
・

五
四
七
・
五
五
三
・
五
五
四
・
五
五
五
・
五
五
九
・
五
六
三
・

五
六
七
・
五
六
九
・
五
七
一
・
五
七
三
・
五
七
八
・
五
八
〇
・

五
八
三
・
五
八
五
・
六
八
一 

鍋
島
勝
茂
継
室
。
天
正
十
六
年
生
。
実
父
は
岡
部
長
盛
、
実
母
は
松
平
清
宗
の

娘
。
徳
川
家
康
養
女
。
菊
姫
、
高
源
院
。
慶
長
十
年
五
月
十
八
日
、
伏
見
に
お

い
て
勝
茂
と
婚
姻
、
佐
賀
に
下
る
（
佐
近
一
―
二
／
三
三
・
三
四
頁
、
二
四
九

～
二
五
二
頁
）
。
元
和
八
年
に
世
子
忠
直
と
共
に
江
戸
に
移
住
（
佐
古
一
三
／

坊
所
八
九
〇
号
）
。
寛
文
元
年
九
月
六
日
歿
。 

 

鍋
島
清
房
後
室
龍
造
寺
氏 

一
九
四
・
六
四
三
・
六
四
五
・
六
五
〇
・
六
五
一 

 
 

龍
造
寺
胤
和
女
。
龍
造
寺
周
家
に
嫁
す
。
龍
造
寺
隆
信
・
長
信
の
生
母
。
後
鍋

島
清
房
に
嫁
す
。
慶
長
五
年
三
月
一
日
歿
。
法
名
は
慶
誾
妙
意
大
姉
。
（
「
付

録
・
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」Ⅰ

、
「
水
江
事
略
」
、
服
部
政
昭
「
多
久
家

草
創
期
の
石
塔
」
（
九
州
史
料
落
穂
集
第
五
冊
『
水
江
臣
記
』
所
収
）
） 

 

鍋
島
清
長 

 

四
六
一
・
五
二
七 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
鍋
島
清
良
子
。
彦
仁
王
、
図
書
。
明
暦
元
年
生
。(

佐
近
八
―

一
／
三
四
七
頁
） 

 

鍋
島
清
良 

四
六
一
・
五
五
七
・
五
六
二
・
五
七
七
・
五
八
一 

鍋
島
家
重
臣
。
鍋
島
茂
泰
男
。
寛
永
二
年
五
月
十
一
日
生
。
寛
文
四
年
十
二
月

家
督
。
延
宝
八
年
十
一
月
隠
居
。
元
禄
五
年
七
月
八
日
歿
。
主
税
。
（
「
御
家

老
系
図
」
鍋
一
四
一
―
八
） 

 

鍋
島
清
良
室
多
久
氏 

 

五
三
七
・
五
三
八
・
五
三
九
・
五
四
〇
・
五
四
四
・
五
四

五
・
五
四
六
・
五
四
八
・
五
四
九
・
五
五
〇
・
五
五
一
・

五
五
二
・
五
六
二
・
五
七
二
・
六
四
二
・
六
五
八
・
追
三

四 

 

多
久
茂
辰
女
。
茂
矩
の
妹
み
つ
（
充
）
。
寛
永
十
七
年
生
、
寛
文
九
年
閏
十
月

十
七
日
歿
。
円
融
院
。
法
名
円
融
院
華
岳
貞
春
。
（
「
同
格
系
図
」
鍋
一
四
一

―
二
一
） 

 

鍋
島
貞
村 

三
八
・
一
〇
六
・
一
一
三
・
一
六
六
・
一
八
六
・
一
八
八
・
二
〇
七
・

二
一
二
・
二
一
三
・
二
七
六
・
三
九
四
・
三
九
六
・
四
一
一
・
四
四
七
・

六
三
九
・
六
四
〇 

鍋
島
家
重
臣
。
倉
町
家
秀
男
、
倉
町
鍋
島
（
志
摩
）
家
当
主
。
母
は
鍋
島
直
茂

女
彦
菊
。
慶
長
元
年
生
。
式
部
少
輔
。
鍋
島
姓
を
賜
う
。
元
和
四
年
に
鍋
島
元

茂
の
後
見
と
な
る
。
正
保
二
年
二
月
五
日
歿
。
室
は
多
久
茂
順
女
（
安
順
の
孫

だ
が
養
女
と
な
り
倉
町
家
に
嫁
す
）。（
佐
近
八
―
一
／
三
五
二
～
三
五
三
頁
） 

627



 

 

 
鍋
島
茂
明 

一
五
二 

 
 

鍋
島
家
中
。
鍋
島
茂
綱
男
。
寛
永
二
年
生
。
民
部
。
武
雄
佐
平
太
浚
明
祖
。
茂

綱
証
人
と
し
て
江
戸
詰
。
貞
享
二
年
十
月
歿
、
六
十
一
歳
。
（
佐
近
八
―
一
／

一
五
三
・
五
五
四
頁
） 

 

鍋
島
茂
和 

五
〇
・
一
一
一
・
一
四
〇
・
二
一
三
・
二
二
一
・
三
〇
五
・
三
〇
七
・

三
九
七
・
三
九
八
・
四
四
八 

鍋
島
家
重
臣
。
鍋
島
茂
綱
男
、
武
雄
領
主
。
慶
長
十
年
五
月
十
四
日
生
。
小
平

太
、
茂
和
、
主
計
、
左
京
、
石
見
、
能
登
、
相
模
、
笠
叟
高
天
。
承
応
二
年
家

督
、
寛
文
四
年
五
月
八
日
歿
。
母
は
直
茂
養
女
（
光
明
院
）
、
室
は
諫
早
直
孝

女
彦
竜
（
徳
厳
院
）
。 

 

鍋
島
茂
貞 

一
〇
七
・
一
四
〇
・
一
八
六
・
二
〇
三
・
二
一
二
・
二
一
三
・
三
二
六 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
太
田
鍋
島
家
。
慶
長
十
八
年
生
。
帯
刀
。
寛
永
十
五
年
正
月
元

日
、
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
に
お
け
る
原
城
総
攻
撃
で
戦
死
。
継
室

は
諫
早
氏
（
直
孝
女
彦
宮
）
。
（
「
御
家
老
系
図
」
鍋
一
四
一
―
八
） 

 

鍋
島
茂
貞 

一
四
〇
・
二
一
二
・
二
五
六
・
二
六
八
・
二
七
六
・
三
二
〇
・
三
九
四
・

四
七
八
・
追
二
二
・
追
二
五 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
鍋
島
長
昭
男
、
鍋
島
茂
昌
の
養
子
と
な
り
、
神
代
（
こ
う
じ
ろ
）

鍋
島
家
を
継
ぐ
。
隼
人
佐
、
中
務
少
輔
。
寛
文
十
二
年
四
月
二
十
七
日
歿
、
七

十
七
歳
。
室
は
龍
造
寺
政
家
女
。
（
佐
近
八
―
一
／
一
七
九
頁
） 

 

鍋
島
茂
貞
室
諫
早
氏 

一
〇
七
・
二
〇
三 

 
 

諫
早
直
孝
女
彦
宮
。
母
は
鍋
島
氏
（
直
茂
女
彦
菊
・
長
寿
院
）
。
の
ち
鍋
島
玄

番
（
蕃
）
に
嫁
す
。
（
「
諫
早
家
系
図
」
鍋
一
四
一
―
五
、
「
御
家
老
系
図
」

鍋
一
四
一
―
八
） 

 

 
 
 
 
 
 

鍋
島
茂
里 

一
三
六
・
二
一
二
・
二
五
六
・
二
七
六
・
三
〇
二
・
三
七
九
・
三
八
四
・

三
九
一
・
五
三
〇 

 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
深
堀
鍋
島
家
。
茂
賢
嫡
男
。
慶
長
六
年
三
月
二
十
日
生
。
帯
刀
。

七
左
衛
門
。
志
摩
。
正
保
二
年
四
月
家
督
。
寛
文
元
年
七
月
十
三
日
歿
。
室
は

鍋
島
（
須
古
）
氏
（
信
明
女
）
。
継
室
は
諫
早
氏
（
直
孝
女
）
。
（
「
御
家
老

系
図
」
鍋
一
四
一
―
八
） 

 

鍋
島
茂
教 

九
三
・
一
七
一
・
一
八
六
・
一
八
七
・
二
一
二
・
二
一
三
・
二
二
一
・

二
二
九
・
二
六
七
・
二
八
〇
・
二
八
一
・
三
三
六
・
三
五
六
・
四
一
七 

鍋
島
家
中
。
実
父
は
後
藤
家
信
。
伝
兵
衛
。
伊
万
里
家
の
名
跡
を
継
い
だ
茂
成

（
神
代
信
房
三
男
）
が
早
世
し
た
た
め
、
茂
成
の
娘
と
婚
姻
し
伊
万
里
家
当
主
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と
な
る
（
佐
近
八
―
一
／
一
七
八
、
五
五
〇
頁
）。
慶
安
元
年
七
月
十
三
日
歿
、

六
一
歳
。（「
鍋
島
隼
人
家
系
」
鍋
二
一
一
―
四
四
）。 

 
 鍋

島
茂
里 

二
五 
七
八
・
九
二
・
二
六
七
・
四
一
四 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
横
岳
家
鍋
島
家
。
平
五
郎
。
主
水
。
永
禄
十
二
年
生
。
石
井
信

忠
男
。
鍋
島
直
茂
の
養
子
。
後
横
岳
頼
続
の
名
跡
を
継
ぐ
。
継
室
は
鍋
島
直
茂

女
伊
勢
龍
。
慶
長
十
五
年
八
月
八
日
歿
。
（
「
御
家
老
系
図
」
鍋
一
四
一
―
八
） 

 

鍋
島
茂
周 

三
八
・
一
四
〇
・
一
六
二
・
一
六
六
・
一
八
六
・
一
九
五
・
二
〇
七
・

二
一
二
・
二
五
六
・
二
七
六
・
三
二
三
・
三
三
八
・
三
四
五
・
三
五
七
・

三
七
二
・
三
七
八
・
三
九
四
・
四
一
一
・
四
四
七 

鍋
島
家
重
臣
。
須
古
信
明
男
、
須
古
領
主
。
天
正
十
八
年
二
月
五
日
生
。
周
吉
、

俊
清
、
茂
周
、
内
蔵
助
、
内
匠
、
中
務
、
鍋
島
因
幡
。
寛
永
三
年
四
月
十
二
日

家
督
。
慶
安
元
年
隠
居
。
慶
安
五
年
六
月
二
十
日
歿
。
室
は
鍋
島
勝
茂
養
女
。 

 

鍋
島
茂
綱 

三
・
四
・
二
五
・
三
四
・
三
五
・
三
七
・
三
八
・
四
五
・
四
八
・
五
八
・

六
六
・
七
一
・
七
三
・
八
四
・
九
八
・
一
二
七
・
一
三
四
・
一
三
六
・

一
三
七
・
一
四
〇
・
一
四
一
・
一
五
七
・
一
六
二
・
一
六
三
・
一
六
六
・

一
七
三
・
一
八
七
・
一
九
一
・
一
九
五
・
一
九
八
・
二
〇
三
・
二
〇
六
・

二
〇
七
・
二
〇
八
・
二
一
三
・
二
一
五
・
二
一
六
・
二
二
一
・
二
三
四
・

二
三
五
・
二
三
七
・
二
四
〇
・
二
四
三
・
二
四
四
・
二
四
八
・
二
四
九
・

二
五
〇
・
二
五
二
・
二
五
五
・
二
五
六
・
二
六
一
・
二
六
三
・
二
六
六
・

二
六
八
・
二
六
九
・
二
七
〇
・
二
七
一
・
二
七
三
・
二
七
四
・
二
七
六
・

二
七
七
・
二
七
八
・
二
八
〇
・
二
八
四
・
二
九
二
・
二
九
三
・
二
九
四
・

三
〇
二
・
三
〇
九
・
三
二
二
・
三
二
三
・
三
二
六
・
三
二
七
・
三
二
九
・

三
三
一
・
三
三
四
・
三
三
五
・
三
三
六
・
三
三
七
・
三
三
八
・
三
四
一
・

三
四
六
・
三
四
七
・
三
五
〇
・
三
五
三
・
三
五
四
・
三
五
七
・
三
六
一
・

三
六
二
・
三
六
五
・
三
六
七
・
三
七
二
・
三
七
四
・
三
七
八
・
三
八
二
・

三
九
二
・
四
〇
三
・
四
〇
四
・
四
〇
六
・
四
一
〇
・
四
一
一
・
四
一
五
・

四
一
七
・
四
一
九
・
四
二
一
・
四
四
七
・
四
四
八
・
四
四
九
・
四
五
五
・

四
五
八
・
四
六
〇
・
四
六
二
・
四
六
四
・
五
七
〇
・
五
七
五
・
五
八
六 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
後
藤
家
信
嫡
男
。
天
正
十
年
九
月
十
七
日
生
。
慶
長
三
年
家

督
。
初
め
後
藤
氏
、
一
時
龍
造
寺
氏
及
び
武
雄
氏
を
称
し
、
寛
永
十
一
年
六
月

に
初
め
て
鍋
島
氏
を
称
す
。
初
竜
、
喜
清
次
、
左
衛
門
大
夫
、
主
殿
介
。
若
狭

守
。
茂
英
。
承
応
三
年
十
二
月
四
日
歿
。
（
「
同
格
系
図
」
鍋
一
四
一
―
二
一
、

『
武
雄
市
史
』
上
巻
） 

 
鍋
島
茂
俊 

三
二
八
・
六
八
六 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
須
古
鍋
島
家
。
正
辰
嫡
男
。
寛
永
二
十
年
五
月
二
十
七
日
生
。

内
匠
。
八
右
衛
門
尉
。
阿
波
。
明
暦
二
年
家
督
。
元
禄
五
年
九
月
十
九
日
歿
。
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（
「
同
格
系
図
」
鍋
一
四
一
―
二
一
） 

 

鍋
島
茂
利 
一
〇
四
・
一
七
三
・
一
八
六
・
二
一
二
・
二
二
三
・
二
五
六
・
三
四
二
・

三
四
五
・
三
五
六
・
四
〇
二
・
四
五
一 

 
 

鍋
島
家
家
臣
。
舎
人
。
寛
永
五
年
惣
着
到
一
〇
〇
〇
石
。 

 

鍋
島
茂
歳
室
後
藤
氏 

二
〇
三 

 

鍋
島
茂
貞
母
信
菊
。 

 

鍋
島
茂
治 

九
三 

 

鍋
島
家
重
臣
。
鍋
島
信
房
の
二
男
。
慶
長
十
八
年
十
月
十
三
日
切
腹
。 

 

鍋
島
茂
晴 

三
二
〇
・
四
四
八 

 
 

鍋
島
家
家
臣
。
鍋
島
茂
道
弟
。
主
膳
。
慶
安
元
年
五
月
隠
居
。
（
『
佐
賀
藩
の

総
合
研
究
』
五
六
六
頁
） 

 

鍋
島
茂
賢 

三
一
・
三
五
・
三
八
・
五
四
・
七
八
・
八
二
・
一
三
七
・
一
四
〇
・
一

五
七
・
一
六
二
・
一
六
三
・
一
六
六
・
一
八
六
・
二
〇
一
・
二
〇
七
・

二
一
二
・
二
一
三
・
二
二
三
・
二
二
八
・
二
三
三
・
二
三
七
・
二
四
〇
・

二
六
八
・
二
七
一
・
二
七
六
・
二
七
八
・
二
八
四
・
二
九
二
・
二
九
四
・

三
二
三
・
三
二
六
・
三
三
一
・
三
三
四
・
三
三
五
・
三
三
八
・
三
四
七
・

三
六
一
・
三
六
二
・
三
七
〇
・
三
七
一
・
三
七
二
・
三
九
四
・
四
〇
三
・

四
〇
四
・
四
〇
五
・
四
一
一
・
四
一
五
・
四
三
七
・
四
四
五
・
四
四
七
・

四
四
八
・
四
六
〇
・
四
六
二
・
四
六
七
・
四
七
八 

佐
賀
藩
重
臣
。
石
井
信
忠
の
男
。
母
大
宝
院
が
深
堀
純
賢
に
再
嫁
し
深
堀
家
を

継
ぐ
。
元
亀
二
年
生
。
実
名
は
他
に
茂
忠
、
仮
名
等
は
孫
六
郎
、
頼
母
、
七
左

衛
門
、
伊
豆
守
、
安
芸
守
。
慶
長
三
年
家
督
、
正
保
二
年
二
月
十
一
日
歿
。
法

名
は
恭
法
院
浄
信
日
正
大
神
儀
。
一
八
六
号
（
寛
永
十
四
年
二
月
カ
）
で
は
「
伊

豆
」
、
寛
永
十
四
年
十
二
月
の
「
軍
団
編
成
」
で
は
「
安
芸
守
」
。 

 

鍋
島
茂
道 

三
二
・
三
七
・
三
八
・
四
〇
・
四
三
・
四
八
・
一
〇
三
・
一
〇
九
・
一

一
九
・
一
二
〇
・
一
二
六
・
一
三
四
・
一
三
六
・
一
四
〇
・
一
四
七
・

一
四
八
・
一
五
一
・
一
六
三
・
一
九
三
・
二
〇
四
・
二
一
六
・
二
一
八
・

二
二
〇
・
二
二
六
・
二
三
四
・
二
三
五
・
二
四
一
・
二
四
五
・
二
五
〇
・

二
五
五
・
二
九
九
・
三
〇
二
・
三
二
〇
・
三
二
三
・
三
二
七
・
三
二
八
・

三
四
五
・
三
五
九
・
三
七
〇
・
三
七
一
・
三
七
六
・
三
七
九
・
三
八
三
・

三
八
四
・
三
九
二
・
三
九
九
・
四
〇
八
・
四
一
二
・
四
一
九
・
四
四
三
・

四
四
四
・
四
四
九
・
四
五
四
・
四
六
五 

 
 

鍋
島
家
家
臣
。
太
田
茂
歳
二
男
。
慶
長
十
九
年
生
。
平
四
郎
。
茂
道
。
貞
恒
。

出
雲
監
物
。
式
部
少
輔
。
初
め
永
田
家
、
次
に
出
雲
家
の
養
子
と
な
る
。
後
に
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実
家
に
帰
り
、
鍋
島
監
物
と
改
め
る
。
慶
安
四
年
十
一
月
十
八
日
に
監
物
か
ら

式
部
に
改
め
る
（
「
石
田
私
史
」
佐
近
八
―
三
／
三
一
九
頁
）
。
寛
文
元
年
六

月
十
七
日
歿
。 

 

鍋
島
茂
宗 

一
八
六
・
二
一
二
・
二
六
八
・
二
七
六
・
四
七
〇 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
横
岳
鍋
島
家
。
鍋
島
茂
里
嫡
男
（
月
窓
院
腹
）
。
淡
路
守
。
右

馬
助
。
孫
四
郎
。
彦
土
丸
。
茂
旨
。
室
は
多
久
茂
富
女
。
正
保
二
年
四
月
五
日

歿
。
（
佐
近
八
―
一
／
一
七
五
頁
） 

 

鍋
島
茂
宗
室
多
久
氏 

追
一
三 

 
 

多
久
茂
富
女
。
慶
長
十
年
生
。
延
宝
五
年
五
月
三
日
歿
。
妙
芳
院
。 

 

鍋
島
茂
村 

二
五
〇
四 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
鍋
島
（
倉
町
）
直
広
男
。
市
正
。
正
保
三
年
生
。
寛
文
七
年
十

二
月
二
十
九
日
歿
。
（
「
御
家
老
系
図
」
鍋
一
四
一
―
八
） 

 

鍋
島
茂
春 

五
三
〇 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
深
堀
鍋
島
家
。
茂
里
嫡
男
。
宝
永
七
年
正
月
十
六
日
歿
。
十
一

才
。
（
佐
近
八
―
一
／
二
九
九
頁
、
三
七
七
頁
） 

 

鍋
島
茂
晴 

三
二
〇 

鍋
島
家
中
。
鍋
島
茂
歳
三
男
。
元
和
二
年
年
生
。
小
平
太
。
主
膳
。
主
米
。
寛

永
十
五
年
、
兄
茂
貞
戦
死
の
後
、
家
督
を
相
続
す
る
。
慶
安
元
年
十
一
月
二
十

二
日
歿
。
（
「
御
家
老
系
図
」
鍋
一
四
一
―
八
） 

 

鍋
島
茂
泰 

一
二
七
・
一
三
六
・
一
八
六
・
二
五
六
・
二
七
六
・
三
〇
二
・
三
四
五
・

三
九
一
・
四
一
三
・
五
八
一 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
姉
川
（
坊
所
）
鍋
島
家
。
道
虎
嫡
男
。
慶
長
元
年
生
。
監
物
。

右
近
。
勘
解
由
。
縫
殿
助
。
鍋
島
忠
直
の
年
寄
役
。
寛
文
四
年
隠
居
。
寛
文
八

年
八
月
九
日
歿
。
室
は
鍋
島
（
深
堀
）
茂
賢
女
。
（
「
御
家
老
系
図
」
鍋
一
四

一
―
八
） 

 

鍋
島
茂
泰
室
鍋
島
氏 

五
八
一 

 
 

鍋
島
茂
賢
女
。
松
千
代
。
延
宝
四
年
正
月
二
十
五
日
歿
。
（
「
御
家
老
系
図
」

鍋
一
四
一
―
八
）
。 

 

鍋
島
武
興 

一
〇
五
・
一
一
一
・
二
六
八
・
三
九
七
・
三
九
八
・
五
三
七
・
五
四
八
・

五
六
〇
・
六
〇
七
・
六
〇
九
・
六
九
四
・
六
九
一
・
追
一
三 

鍋
島
家
重
臣
。
主
水
茂
里
を
祖
と
す
る
家
老
横
岳
家
当
主
。
寛
永
二
年
八
月
三

日
生
、
正
保
二
年
家
督
、
延
宝
四
年
七
月
十
三
日
歿
。
父
は
茂
宗
、
母
は
多
久
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茂
富
女
妙
芳
院
、
室
は
多
久
茂
辰
女
千
（
自
性
院
）
で
、
茂
矩
や
安
胤
ら
の
義

兄
に
当
た
る
。
伊
平
太
、
主
水
、
洞
外
睡
雲
。
寛
文
四
年
、
寛
文
印
知
に
伴
う

御
判
物
改
で
、
大
木
知
昌
・
石
田
惟
之
と
共
に
江
戸
に
上
る
。
（
佐
近
八
―
一

／
四
三
二
頁
） 

 

鍋
島
武
興
室
多
久
氏 

五
一
一 

 
 

多
久
茂
辰
女
。
千
。 

 

鍋
島
忠
茂 

九
三
・
三
四
六
・
六
五
三 

 
 

幕
臣
。
直
茂
二
男
。
小
川
半
介
。
和
泉
守
。
天
正
十
二
年
生
。
初
め
小
川
信
俊

の
養
子
と
な
る
。
慶
長
六
年
鍋
島
に
復
し
、
人
質
と
し
て
江
戸
に
上
っ
た
。
将

軍
秀
忠
の
近
習
と
な
り
、
同
七
年
従
五
位
下
和
泉
守
に
叙
任
さ
れ
、
忠
茂
と
改

め
、
下
総
矢
作
五
〇
〇
〇
石
を
領
し
た
。
慶
長
十
三
年
中
風
を
患
っ
て
江
戸
か

ら
蓮
池
に
戻
り
、
翌
年
勝
茂
よ
り
鹿
島
の
領
地
を
下
さ
れ
た
。
慶
長
十
九
年
に

再
び
江
戸
詰
め
。
寛
永
元
年
に
矢
作
で
歿
す
る
。 

 

鍋
島
忠
直 

三
一
八
・
三
六
四 

 
 

佐
賀
藩
初
代
藩
主
鍋
島
勝
茂
嫡
子
。
翁
助
。
肥
前
守
。
慶
長
十
八
年
生
。
元
和

八
年
従
五
位
下
肥
前
守
、
忠
直
と
名
の
る
。
寛
永
十
二
年
正
月
二
十
八
日
歿
。 

 
 

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
百
二
十
三
） 

 

鍋
島
忠
直
室
松
平
氏 

三
六
四 

松
平
忠
明
女
。
鍋
島
忠
直
に
嫁
す
。
後
鍋
島
直
澄
に
嫁
す
。
元
和
三
年
十
一

月
十
五
日
生
。
正
保
二
年
正
月
二
十
七
日
歿
。
法
名
は
恵
昭
院
殿
心
月
妙
泉

大
姉
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」Ⅰ

） 

 

鍋
島
種
世 

六
〇
九 

 
 

鍋
島
家
中
。
茂
利
嫡
男
。
元
和
四
年
三
月
十
日
生
。
六
左
衛
門
。
内
記
。
明
暦

元
年
家
督
。
神
埼
・
佐
賀
両
郡
の
山
内
代
官
。
鍋
島
・
本
庄
の
代
官
。
寛
文
三

年
六
月
十
一
日
の
「
神
代
茂
範
起
請
文
前
書
案
」
に
「
鍋
島
六
左
衛
門
」
（
佐

古
二
四
／
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
一
、
二
〇
号
）
、
寛
文
三
ま
た
は
四
年
と
推

定
さ
れ
る
六
〇
九
号
に
「
内
記
」
と
あ
る
の
で
、
「
六
左
衛
門
」
か
ら
「
内
記
」

と
表
記
が
変
わ
る
の
は
、
寛
文
三
年
六
月
十
二
日
以
降
、
六
〇
九
号
作
成
年
月

日
ま
で
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。
延
宝
七
年
隠
居
。
普
周
と
号
し
た
。
元
禄
九
年

五
月
二
十
九
日
歿
。
（
「
系
図
」
鍋
二
一
一
―
九
、
佐
近
八
―
一
／
二
四
九
・

二
五
〇
頁
、
六
〇
九
号
） 

 
鍋
島
綱
茂 

四
八
一 

 
 

佐
賀
藩
三
代
藩
主
。
左
衛
門
。
信
濃
守
。
承
応
元
年
生
。
寛
文
七
年
十
二
月
二

十
五
日
元
服
、
従
四
位
下
信
濃
守
、
綱
茂
と
名
乗
る
。
元
禄
八
年
十
一
月
二
十
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九
日
襲
封
。
十
二
月
十
八
日
侍
従
。
宝
永
三
年
十
二
月
二
日
歿
。
（
「
寛
政
重

修
諸
家
譜
」
巻
第
八
百
二
十
三
） 

 

鍋
島
常
貞  

五
〇
・
一
〇
六
・
一
一
一
・
一
四
〇
・
三
九
六
・
三
九
七
・
三
九
八 

鍋
島
家
重
臣
。
千
葉
家
当
主
。
勝
茂
代
加
判
家
老
。
鹿
江
忠
兵
衛
茂
次
二
男
、

千
葉
胤
信
（
龍
造
寺
作
兵
衛
・
鍋
島
忠
右
衛
門
）
の
家
督
を
継
ぐ
。
本
知
物
成

七
八
〇
石
、
寛
永
二
十
一
年
以
降
加
増
さ
れ
、
都
合
高
三
〇
〇
〇
石
。
後
隠
居

入
道
、
寛
文
六
年
五
月
二
十
三
日
歿
、
六
十
六
歳
。
玄
蕃
允
、
法
名
高
岩
宗
石
。

（
佐
近
八
―
一
／
三
四
〇
頁
） 

 

鍋
島
直
茂
室
石
井
氏 

一
二
・
一
五
・
二
五
四
・
三
六
八
・
四
二
九
・
五
一
五
・
六

五
二 

 
 

石
井
常
延
女
。
納
富
信
貞
に
嫁
す
。
後
鍋
島
直
茂
に
嫁
す
。
寛
永
六
年
正
月
八

日
歿
。
法
名
は
陽
泰
院
殿
芳
林
妙
春
大
姉
。
（
佐
近
八
―
一
／
三
二
一
・
三
二

二
頁
、
「
付
録
・
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」Ⅰ

） 

 

鍋
島
直
朗 

追
一
三 

 
 

鍋
島
元
茂
二
男
。
慶
安
二
年
生
。
鍋
島
武
興
の
養
子
と
な
り
横
武
鍋
島
家
を
嗣

ぐ
。
貞
享
三
年
歿
。
三
十
八
歳
。
（
栗
原
荒
野
編
著
『
校
註
葉
隠
』
（
青
潮
社
、

一
九
七
五
年
、
復
刻
版
、
四
六
三
頁
） 

 

鍋
島
直
朗
室
鍋
島
氏 

追
一
三 

 
 

鍋
島
光
茂
女
。
初
。
万
治
二
年
十
月
六
日
生
。
延
宝
元
年
十
二
月
二
十
九
日
嫁

鍋
島
直
郎
。
寛
保
四
年
二
月
二
十
六
日
歿
。 

 

鍋
島
直
澄 

一
六
・
三
八
・
五
〇
・
一
一
九
・
一
三
七
・
一
四
一
・
一
五
九
・
一
七

三
・
一
八
一
・
二
〇
四
・
二
三
〇
・
二
三
八
・
二
四
五
・
二
四
九
・
二

五
六
・
二
七
八
・
二
八
四
・
二
九
二
・
二
九
三
・
三
〇
九
・
三
二
六
・

三
四
五
・
三
六
二
・
三
七
〇
・
三
八
七
・
四
二
〇
・
四
四
七
・
五
一
一
・

五
二
三
・
五
三
九
・
五
四
四
・
五
五
三
・
五
五
八
・
五
五
九
・
五
六
五
・

五
七
四
・
五
七
八
・
五
八
〇
・
五
八
四
・
五
八
七
・
六
八
〇
・
六
八
一
・

追
一
一
・
追
一
二 

 
 

蓮
池
支
藩
初
代
。
鍋
島
勝
茂
三
男
。
元
和
元
年
十
一
月
十
二
日
生
。
千
熊
丸
。

加
賀
守
。
寛
永
十
二
年
十
二
月
晦
日
従
五
位
下
甲
斐
守
に
叙
任
。
寛
文
六
年
二

月
二
十
八
日
隠
居
（
『
蓮
池
藩
日
誌
』
は
隠
居
を
寛
文
五
年
と
す
る
）
。
義
峰

と
号
す
。
寛
文
九
年
三
月
五
日
肥
前
国
に
お
い
て
歿
。
室
は
松
平
氏
（
忠
明
女

ム
リ
、
鍋
島
光
茂
の
生
母
）
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
三
家
系
図
」
） 

 

鍋
島
直
尭 
六
三
五 

 
 

鍋
島
直
弘
男
。
左
京
、
大
和
、
山
城
、
翁
介
。
元
文
元
年
七
月
十
八
日
歿
。
享
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年
九
十
。
（
佐
近
八
―
一
／
一
二
九
頁
）
。 

 

鍋
島
直
朝 
三
八
・
五
〇
・
二
四
五
・
二
七
六
・
二
七
八
・
二
九
二
・
二
九
三
・
三

二
六
・
三
五
九
・
三
六
二
・
四
〇
七
・
四
一
八
・
四
四
七
・
五
〇
七
・

五
一
六
・
五
五
九
・
五
七
八
・
五
八
〇 

 
 

鹿
島
支
藩
主
。
鍋
島
勝
茂
九
男
（
高
源
院
腹
）。
初
仁
王
、
茂
嗣
、
直
朝
、
刑
部

大
輔
、
和
泉
守
。
元
和
八
年
一
月
二
十
一
日
生
。
鹿
島
藩
主
鍋
島
正
茂
養
子
。

寛
永
十
七
年
十
二
月
二
十
九
日
、
従
五
位
下
刑
部
大
輔
に
叙
任
（「
寛
永
諸
家
系

図
」・「
別
本
武
家
補
任
」
等
）。
承
応
三
年
五
月
一
日
か
ら
明
暦
元
年
四
月
二
十

九
日
の
間
に
、「
刑
部
大
輔
」
か
ら
「
和
泉
守
」
に
あ
ら
た
め
る
（「
石
田
私
史
」）。

宝
永
六
年
十
一
月
十
九
日
歿
。 

 

 

鍋
島
直
弘 

二
九
・
三
八
・
五
〇
・
一
三
四
・
一
四
〇
・
一
六
六
・
一
七
三
・
一
九

七
・
二
〇
七
・
二
一
九
・
二
二
〇
・
二
三
九
・
二
四
四
・
二
四
八
・
二

四
九
・
二
五
一
・
二
五
六
・
二
五
九
・
二
七
六
・
三
二
〇
・
三
三
八
・

三
五
九
・
三
六
二
・
三
七
〇
・
三
七
七
・
三
九
二
・
四
〇
七
・
四
一
一
・

四
四
七
・
四
六
七
・
五
一
一
・
五
二
四
・
五
六
七
・
五
八
〇 

鍋
島
家
重
臣
。
鍋
島
勝
茂
四
男
（
高
源
院
腹
）。
山
城
守
。
元
和
四
年
六
月
十
九

日
生
。
成
富
茂
安
の
養
子
に
な
る
が
、
寛
永
十
九
年
八
月
に
本
姓
に
復
す
。
鍋

島
山
城
家
（
白
石
）
の
祖
。
寛
文
元
年
七
月
七
日
歿
。
室
は
武
雄
の
鍋
島
茂
綱

女
彦
市
（
万
、
正
貞
院
）。 

 

鍋
島
直
広 

三
四
五 

 
 

小
城
鍋
島
家
重
臣
。
鍋
島
（
倉
町
）
貞
村
男
。
市
正
。
承
応
頃
知
行
合
わ
せ
て

二
〇
〇
〇
石
余
り
。
室
は
鍋
島
元
茂
養
女
（
実
は
鍋
島
勝
茂
女
）。
万
治
三
年
二

月
二
十
三
日
歿
。（
佐
近
一
―
二
／
三
五
八
頁
、
佐
近
二
―
一
／
五
八
二
頁
、
佐

近
八
―
一
／
三
五
二
頁
、「
御
家
老
系
図
」） 

 

鍋
島
直
守 

六
三
五 

 
 

蓮
池
藩
主
鍋
島
直
澄
男
。
右
近
（
佐
近
八
―
一
／
一
二
一
頁
）
。
寛
文
二
年

十
一
月
歿
（
『
蓮
池
藩
日
誌
』
）
。 

 

鍋
島
直
能 

五
〇
・
二
五
六
・
三
四
五
・
三
七
〇
・
四
〇
七
・
四
二
二
・
四
二
七
・

四
三
二
・
四
七
八
・
四
九
二
・
五
一
一
・
五
二
一
・
五
三
八
・
五
三
九
・

五
四
三
・
五
四
四
・
五
四
五
・
五
四
六
・
五
四
七
・
五
四
八
・
五
五
一
・

五
五
三
・
五
五
八
・
五
五
九
・
五
六
一
・
五
六
三
・
五
六
四
・
五
七
四
・

五
七
六
・
五
八
二
・
六
一
一
・
追
一
三
・
追
二
二 

 
 

小
城
支
藩
二
代
。
鍋
島
元
茂
嫡
男
。
元
和
八
年
十
二
月
十
七
日
生
。
飛
騨
。
飛

騨
守
直
宗
。
慶
安
四
年
十
二
月
二
十
八
日
従
五
位
下
加
賀
守
。
承
応
三
年
十
一

月
家
督
。
延
宝
七
年
十
二
月
二
十
九
日
（
二
十
八
日
と
も
）
隠
居
。
元
禄
二
年
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八
月
二
十
六
日
歿
。
室
は
鍋
島
勝
茂
養
女
鶴
（
南
祥
院
、
実
は
多
久
茂
辰
女
、

明
暦
三
年
九
月
歿
）
。
継
室
は
小
川
坊
城
大
納
言
俊
完
女
伊
賀
。
（
「
付
録
・

佐
賀
藩
三
家
系
図
」
） 

 

鍋
島
直
能
室
鍋
島
氏 
五
一
一
・
五
一
二
・
五
五
二 

多
久
茂
辰
女
。
勝
茂
養
女
。
母
は
勝
茂
女
つ
る
（
天
性
院
）
。
寛
永
八
年
十
月

八
日
生
。
つ
る
。
南
祥
院
。
正
保
三
年
六
月
、
直
能
と
婚
姻
す
（
佐
近
二
―
一

／
五
〇
七
頁
）
。
明
暦
三
年
九
月
二
十
七
日
歿
。
（
「
水
江
事
略
」
・
「
同
格

系
図
」
鍋
一
四
一
―
二
一
） 

 

鍋
島
直
能
女 

→
三
浦
直
次
室
鍋
島
氏 

 

 

鍋
島
直
之 

五
二
一
・
五
五
三
・
五
八
一
・
五
七
四
・
五
七
六
・
五
九
三 

 
 

蓮
池
支
藩
二
代
。
鍋
島
直
澄
二
男
。
寛
永
二
十
年
正
月
十
八
日
生
。
千
熊
丸
。

万
治
三
年
十
二
月
二
十
八
日
従
五
位
下
摂
津
守
。
寛
文
六
年
二
月
二
十
八
日

家
督
。
宝
永
五
年
二
月
九
日
隠
居
。
了
関
と
号
す
。
享
保
十
年
四
月
二
十
八
日

歿
。
諫
早
茂
敬
女
彦
市
と
離
別
の
の
ち
、
鍋
島
光
茂
養
女
瑠
璃
（
留
里
と
も
、

実
榊
原
越
中
守
女
）
を
妻
と
す
る
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
三
家
系
図
」
） 

 

鍋
島
長
昭 

一
七
三
・
一
八
七
・
一
九
八
・
二
〇
六
・
二
一
三
・
二
六
一
・
二
六
八
・

二
七
六
・
二
八
四
・
二
九
二
・
二
九
五
・
三
一
一
・
三
二
三
・
三
四
五
・

三
九
二
・
四
二
一
・
四
六
〇 

鍋
島
家
重
臣
。
龍
造
寺
信
周
の
男
。
千
三
郎
、
又
次
郎
、
長
周
、
市
佑
。
納
富

家
景
の
女
婿
と
な
り
家
督
を
継
ぐ
。承
応
三
年
六
月
二
十
九
日
歿（
七
十
七
才
）。 

 

鍋
島
英
径 

一
五
二 

 
 

鍋
島
家
中
。
鍋
島
茂
綱
男
。
八
兵
衛
（
佐
近
八
―
一
／
一
五
四
頁
）
。 

 

鍋
島
平
右
衛
門 

二
二
四 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

鍋
島
正
茂 

二
〇
三
・
二
二
七
・
三
五
六 

鍋
島
忠
茂
男
。
慶
長
十
一
年
生
。
孫
平
太
。
寛
永
元
年
鹿
島
及
び
矢
作
の
遺
領

相
続
。
同
十
三
年
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
で
は
同
十
年
）
、
鍋
島
直
朝
を
養

子
と
す
る
も
、
そ
の
後
、
自
子
の
正
恭
を
嗣
子
に
し
よ
う
と
し
て
果
た
さ
ず
、

同
十
九
年
、
鍋
島
勝
茂
と
義
絶
し
、
鹿
島
領
を
直
朝
に
譲
り
、
矢
作
領
に
移
る
。

貞
享
三
年
歿
。
（
『
佐
賀
県
人
名
辞
典
』
） 

 

鍋
島
正
純 
三
〇
二
・
六
九
〇 

 

鍋
島
家
重
臣
。
納
富
鍋
島
家
当
主
。
鍋
島
長
昭
（
須
古
信
周
子
・
納
富
家
輔
養
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子
）
の
子
、
監
物
、
延
宝
元
年
正
月
十
一
日
歿
、
法
名
天
三
道
圓
。
（
佐
近
八

─
一
／
五
〇
二
頁
） 

 

鍋
島
正
辰 

一
二
七
・
一
三
六
・
一
五
二
・
二
一
二
・
三
〇
二
・
三
二
八
・
三
四
五
・

三
六
七
・
三
七
八
・
三
九
一
・
四
一
三
・
四
四
八 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
須
古
鍋
島
家
。
茂
周
嫡
男
。
慶
長
十
二
年
生
。
主
税
。
内
蔵
助
。

伯
耆
。
慶
安
元
年
家
督
。
明
暦
二
年
五
月
十
八
日
歿
。
（
「
同
格
系
図
」
鍋
一

四
一
―
二
一
） 

 

鍋
島
方
教 

一
四
〇
・
二
二
九
・
四
〇
二 

鍋
島
家
中
。
勝
右
衛
門
。 

 

鍋
島
政
道 

四
四
・
二
〇
一 

 
 

鍋
島
家
中
。
織
部
佐
。
寛
永
十
五
年
牢
人
、
万
治
三
年
八
月
十
日
歿
（
佐
近
八

―
一
／
五
五
三
・
五
五
四
頁
）
。
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
寛
永
十
四
年
十
二
月
三

日
の
記
事
に
、
「
鍋
島
織
部
此
時
号
嬉
野
」
と
あ
り
、
嬉
野
織
部
と
同
一
の
可

能
性
が
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
（
佐
近
一
―
二
／
五
〇
〇
頁
）
。 

 

鍋
島
正
之 

一
一
三
・
一
三
〇
・
一
七
六
・
二
六
六
・
三
四
二
・
三
四
九
・
四
五
〇 

鍋
島
家
中
。
勝
茂
の
小
姓
か
ら
勇
知
を
以
て
取
り
立
て
ら
れ
大
物
頭
と
な
り
、

多
久
安
順
の
養
子
分
と
し
て
鍋
島
大
膳
（
天
正
七
年
龍
造
寺
隆
信
の
肥
後
和
仁

城
攻
め
で
奮
戦
、
討
死
）
の
名
跡
を
継
い
だ
。
寛
永
十
四
年
頃
は
江
戸
に
お
り
、

天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
の
時
に
は
江
戸
留
守
心
遣
を
命
じ
ら
れ
た
が
、

主
命
に
背
き
従
軍
。
原
城
本
丸
一
番
乗
り
や
天
草
四
郎
陣
中
旗
奪
取
等
の
戦
功

を
立
て
、
勝
茂
の
江
戸
喚
問
の
際
に
も
守
護
の
た
め
密
か
に
江
戸
に
上
る
な
ど

し
た
が
、
主
命
に
背
い
た
と
し
て
流
謫
、
配
所
山
代
郷
脇
野
で
寛
永
十
五
年
十

二
月
二
十
八
日
歿
。（
栗
原
荒
野
編
著
『
校
註
葉
隠
』（
青
潮
社
、
一
九
七
五
年
、

復
刻
版
、
五
〇
八
〜
五
一
一
頁
）、
佐
近
八─

一
／
四
九
〇
〜
四
九
二
頁
） 

 

鍋
島
又
兵
衛 

四
六
八 

 

未
詳
。
貞
恒
か
。 

 

鍋
島
光
茂
室
松
平
氏 

追
二 

 
 

松
平
光
通
養
女
。
寛
文
五
年
六
月
二
十
三
日
歿
。 

 

鍋
島
光
茂
女 

→
土
井
利
茂
室
鍋
島
氏 

 
鍋
島
道
虎 

三
・
八
・
六
四
・
六
四
〇
・
六
五
三 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
鍋
島
清
虎
三
男
。
天
文
二
十
二
年
生
。
初
め
出
家
す
る
も
、
直

茂
の
命
に
よ
り
、
法
体
の
ま
ま
、
直
茂
お
よ
び
勝
茂
に
仕
え
る
。
姉
川
（
坊
所
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鍋
島
）
家
を
継
ぐ
。
仮
名
等
は
伊
賀
守
、
生
三
。
寛
永
六
年
六
月
四
日
歿
。（
『
坊

所
鍋
島
家
文
書
未
刊
分
―
鍋
島
道
虎
関
係
―
』
所
収
「
解
題
」
） 

 

鍋
島
元
茂 

三
八
・
四
一
・
一
〇
八
・
一
一
一
・
一
一
三
・
一
二
七
・
一
三
七
・
一

七
三
・
一
八
一
・
一
八
八
・
二
〇
二
・
二
〇
四
・
二
二
七
・
二
三
〇
・

二
四
五
・
二
四
九
・
二
七
六
・
二
七
八
・
二
八
四
・
二
九
二
・
二
九
三
・

三
〇
九
・
三
二
六
・
三
五
三
・
三
五
六
・
三
六
二
・
三
七
〇
・
三
九
四
・

四
二
九
・
四
四
四
・
四
四
七
・
五
八
六
・
六
三
九
・
六
四
〇 

 
 

小
城
支
藩
初
代
。
勝
茂
長
男
。
慶
長
七
年
十
一
月
六
日
生
。
三
平
。
直
元
。
元

和
五
年
十
二
月
晦
日
従
五
位
下
紀
伊
守
に
叙
任
。
承
応
三
年
十
一
月
十
一
日

江
戸
に
お
い
て
歿
。
室
は
鍋
島
（
横
岳
）
茂
里
女
仁
王
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩

三
家
系
図
」
） 

 

鍋
島
之
治 

六
九
九 

 
 

鍋
島
直
澄
男
。
右
衛
門
。
帯
刀
。
之
矩
。
鍋
島
直
之
兄
直
守
の
養
子
と
な
る
。

（
「
付
録
・
佐
賀
藩
三
家
系
図
」
） 

 

成
富
蔵
人 

二
四
四 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

成
富
茂
陛 

一
二
八
・
三
二
八 

 
 

鍋
島
家
中
。
諫
早
茂
敬
男
。
成
富
長
利
養
子
。
十
右
衛
門
。
宝
永
六
年
十
一
月

十
八
日
歿
。
（
「
諫
早
家
系
図
」
鍋
一
四
一
―
五
、
「
系
図
ナ
の
部
」
鍋
二
一

一
―
一
〇
） 

 

成
富
茂
安 

七
八
・
九
八
・
二
六
一
・
二
六
九
・
三
一
一
・
四
一
五
・
四
六
〇 

成
富
信
種
の
男
。
永
禄
三
年
生
。
龍
造
寺
隆
信
つ
い
で
鍋
島
直
茂
・
勝
茂
に
仕

え
て
各
地
で
軍
功
を
立
て
、
後
年
は
公
儀
普
請
や
領
内
の
水
利
工
事
等
に
尽

力
し
た
。
幼
名
千
代
法
師
丸
、
名
乗
り
は
天
正
四
年
か
ら
新
九
郎
信
安
、
天
正

七
年
か
ら
十
右
衛
門
賢
種
。
兵
庫
助
、
茂
種
と
も
。
寛
永
十
一
年
九
月
十
八
日

歿
。
（
金
子
信
二
翻
刻
『
大
蔵
姓
成
富
家
譜
』
・
『
成
富
兵
庫
茂
安
関
係
資
料

集
』
〕 

 

成
富
俊
貞 

二
二
二
・
五
九
六 

 

多
久
家
家
臣
。
馬
乗
通
。
権
右
衛
門
尉
。
延
宝
九
年
二
月
十
八
日
歿
。
（
多
久

家
資
料
一
〇
〇
「
多
久
諸
家
系
図
巻
二
」
） 

 
成
富
長
利 

一
四
〇
・
二
三
〇
・
二
五
九
・
二
七
六 

鍋
島
家
中
。
太
田
茂
連
二
男
、
成
富
茂
安
の
養
子
と
な
る
。
左
兵
衛
、
十
右 

衛
門
尉
。
慶
安
三
年
五
月
二
十
四
日
歿
。
（
佐
近
八
―
一
／
二
七
三
頁
・
五
〇
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四
頁
）
。 

 成
富
十
右
衛
門 

八
七
・
五
二
四 

未
詳
。
八
七
号
は
、
成
富
茂
安
か
同
長
利
、
五
二
四
号
は
、
成
富
長
利
か
同
茂

陛
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

成
富
正
左
衛
門
尉 

二
三
五 

鍋
島
家
中
。 

 

成
富
勝
兵
衛
尉 

二
八
二 

鍋
島
家
中
。
生
歿
年
未
詳
。 

 

成
富
清
兵
衛 

三
九
六 

 
 

未
詳
。 

 

成
富
安
利 

二
六
九
・
三
一
八
・
四
六
八 

鍋
島
家
中
。
天
正
十
五
年
生
。
成
富
茂
安
養
子
。
初
五
郎
兵
衛
。
の
ち
蔵
人
。

寛
永
五
年
三
〇
五
石
。
同
十
年
、
父
茂
安
隠
居
。
同
十
六
年
九
月
歿
。
（
佐
近

八
―
一
／
二
七
四
頁
・
三
四
六
頁
） 

 

成
松
新
右
衛
門
尉 

二
二
六
・
二
八
五 

鍋
島
家
中
。
寛
永
九
年
頃
、
鉄
炮
物
頭
（
佐
近
八
―
一
／
七
二
三
頁
）
。
同
年

目
付
（
佐
近
八
―
二
／
七
二
二
頁
）
。 

 

南
里
三
郎
左
衛
門
尉 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

南
里
三
郎
兵
衛 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

南
里
与
左
衛
門
尉 

六
一
〇 

 
 

多
久
家
中
。
南
里
家
は
元
亀
元
年
多
久
長
信
多
久
入
城
以
前
か
ら
の
家
臣
で
、

茂
辰
代
は
じ
め
ま
で
家
老
職
に
あ
っ
た
（
『
水
江
臣
記
』
解
題
一
六
一
・
一
六

二
頁
）
。
文
禄
・
慶
長
の
役
の
多
久
手
勢
に
「
南
里
与
左
衛
門
」
あ
り
（
『
多

久
市
史
』
第
一
巻
、
八
八
八
頁
）
。 

  
 
 
 
 

ニ 

 

西
三
郎
兵
衛 

五
三
八 

小
城
鍋
島
家
中
。
「
焼
残
反
故
」
に
、
鍋
島
直
茂
が
隠
居
に
際
し
元
茂
に
譲
っ

638



 

 

た
八
十
三
士
の
中
に
「
中
国
浪
人
」
と
し
て
み
え
る
（
佐
近
八
―
三
／
六
〇
六

頁
）
。
「
直
能
公
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
寛
文
四
年
に
直
能
の
御
暇
帰
国
の
在
着

使
者
と
し
て
参
府
、
六
月
二
十
五
日
付
の
老
中
奉
書
を
受
領
し
て
い
る
（
佐
近

二
―
一
／
六
一
三
頁
）
。 

 

西
道
全 

二
五
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
五
太
夫
。
御
船
奉
行
。
延
宝
五
年
七
月
十
一
日
歿
。(

佐
近
八
―

一
／
四
三
六
頁
） 

 

西
牟
田
家
英 

二
三
九
・
二
六
六
・
三
四
〇
・
四
四
九 

鍋
島
家
中
。
清
兵
衛
。
西
牟
田
孫
左
衛
門
家
親
の
男
。
兄
房
次
の
早
世
に
よ
り

家
職
を
継
ぎ
、
兄
の
子
が
成
長
す
る
と
致
仕
し
た
が
、
勝
茂
に
取
り
立
て
ら
れ

百
四
十
五
石
を
分
賜
さ
れ
た
。
寛
永
十
四
年
頃
は
江
戸
に
お
り
、
天
草
・
島
原

一
揆
の
後
寛
永
十
五
年
六
月
に
勝
茂
が
評
定
所
の
僉
議
を
受
け
た
際
に
は
供
侍

の
一
人
と
し
て
随
行
。
寛
文
十
二
年
六
月
二
十
六
日
歿
。（「
諸
家
系
図
」（
鍋
九

八
六･

七
―
二
）、
佐
近
八
―
二
／
九
三
〜
九
四
、
八
四
頁
、
佐
近
八
―
一
／
六

一
一
～
六
一
二
頁
）。 

 

西
村
長
右
衛
門
尉 

 

三
九
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
三
九
〇
号
に
、
供
養
に
つ
き
「
牢
人
差
免
」
さ
れ
た
者
と
し
て
出

る
。 

 

西
村
戸
右
衛
門
尉 

二
四
八 

 

鍋
島
家
中
。
寛
永
五
年
の
総
着
到
に
「
弓
鉄
炮
副
之
鑓
、
鍋
島
伊
豆
守
（
深
堀
・

鍋
島
茂
賢
）
与
」
と
あ
る
（『
佐
賀
藩
着
到
帳
集
成
』
二
六
頁
）。 

 

丹
羽
喜
左
衛
門
尉 

二
三
〇 

鍋
島
家
中
。
備
横
目
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
で
は
七
一
石
。 

 

ノ 

 

納
次
兵 

一
九
四 

 
 

未
詳
。
納
富
か
。 

 

納
富
右
京
亮 

六
四
八 

 
 

未
詳
。
戦
国
期
の
龍
造
寺
氏
家
臣
。 

 
納
富
賢
忠 

六
〇
三 

 
 

未
詳
。
三
郎
左
衛
門
尉
。
戦
国
期
の
龍
造
寺
氏
家
臣
。 
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野
口
常
俊 

三
一 

鍋
島
家
中
。
二
郎
兵
衛
。
寛
永
十
一
年
二
月
一
日
歿
（
「
小
城
家
中
系
図
」
）
。 

 

能
勢
頼
重 

三
五
八 

幕
臣
。
天
正
十
五
年
生
。
新
十
郎
。
次
左
衛
門
。
慶
長
七
年
書
院
番
士
。
寛
永

十
五
年
五
月
八
日
、
命
じ
ら
れ
て
豊
後
府
内
に
赴
く
。
慶
安
三
年
三
月
二
日

歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
二
百
七
十
二
） 

 

能
勢
頼
隆 

四
五 

 
 

幕
臣
。
生
年
未
詳
。
小
十
郎
。
摂
津
国
能
勢
郡
に
采
地
一
五
〇
〇
百
石
余
。
寛

永
十
年
小
出
吉
親
と
と
も
に
西
国
を
巡
見
す
る
。
明
暦
三
年
正
月
二
十
三
日

歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
二
百
七
十
三
） 

 

野
田
市
之
介 

二
一
〇
・
五
七
五 

 
 

多
久
家
中
。
『
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
一
』
四
二
（
佐
古
二
四
）
に
「
野
田
市

佐
」
と
あ
り
。 

 

野
田
順
盛 

五
九
六 

多
久
家
家
臣
。
馬
乗
通
。
市
佐
。
延
宝
八
年
六
月
十
五
日
歿
。
（
多
久
家
資
料

一
〇
〇
六
「
多
久
諸
家
系
図
巻
二
」
） 

 

野
田
孫
左
衛
門 

四
八
〇 

 
 

戦
国
末
期
か
ら
の
水
ケ
江
龍
造
寺
氏
家
臣
。
寛
文
九
年
十
一
月
二
十
五
日
多

久
茂
文
（
鍋
島
光
茂
三
男
（
寛
文
八
年
生
〕
、
多
久
茂
矩
の
養
嗣
子
）
の
多
久

家
へ
の
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
た
際
に
茂
文
の
家
臣
と
な
る
。
の
ち
に
市
佑
と

改
め
る
。
（
細
川
章
『
佐
嘉
藩
多
久
領
古
文
書
に
見
る
地
域
の
人
々
』
文
献
出

版
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
・
二
一
頁
） 

 

野
間
成
岑 

一
二
八 

医
師
。
天
正
十
八
年
生
。
玄
琢
。
寿
昌
院
。
正
保
二
年
歿
。
五
十
六
歳
。
（
「
寛

政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
百
三
十
五
） 

  
 
 
 
 

ハ 

 

柏
庵 

三
五
六 

三
八
七 

 
 

医
者
。
生
年
未
詳
。
慶
長
か
ら
寛
永
に
か
け
て
の
時
期
に
お
い
て
、
多
久
家
文

書
の
二
点
以
外
に
、
年
未
詳
正
月
十
日
付
鍋
島
道
虎
等
宛
鍋
島
勝
茂
書
状
（
佐

古
／
坊
所
二
五
七
号
）
・
慶
長
十
六
年
五
月
四
日
付
道
虎
宛
勝
茂
書
状
（
佐
古

／
坊
所
二
九
五
号
）
・
寛
永
元
年
二
月
二
十
九
日
付
道
虎
宛
柏
庵
書
状
（
坊
所

鍋
島
未
刊
七
七
号
）
で
の
「
柏
庵
」
が
確
認
で
き
る
。
宝
永
年
間
前
後
の
「
鹿
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島
藩
日
記
」
に
、
鹿
島
藩
江
戸
屋
敷
に
出
入
り
す
る
医
師
「
曽
谷
伯
安
老
」
の

名
前
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
三
八
七
号
文
書
で
は
、
鍋
島
直
澄
と
同
道
し
て
、

佐
賀
か
ら
江
戸
に
向
か
う
医
者
と
し
て
の
「
柏
庵
」
の
記
述
が
あ
る
。
幕
府
医

官
で
も
あ
る
曽
谷
家
の
代
々
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
）
が
、
鹿
島
鍋
島
家
を

中
心
と
し
て
佐
賀
藩
と
関
係
が
続
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
曽
谷
宗
祐
（
伯
安
、

永
禄
十
二
年
～
寛
永
七
年
）
も
し
く
は
、
曽
谷
慶
伝
（
伯
安
、
慶
長
三
年
～
承

応
元
年
）
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。 

 

巴
行 

五
三
六 

未
詳
。
多
久
茂
矩
の
側
近
か
。 

 

長
谷
川
藤
広 

五
・
二
三 

 
 

長
崎
奉
行
。
永
禄
十
年
生
。
左
兵
衛
。
元
和
三
年
十
月
歿
。 

 

八
右 

二
五
八 

 
 

有
田
茂
成
か
。
茂
成
は
須
古
信
周
三
男
。
龍
造
寺
伝
蔵
。
八
右
衛
門
。
寛
永
二

年
七
月
七
日
歿
。
（
佐
近
八
―
一
／
四
九
四
頁
） 

 蜂
須
賀
忠
英 

二
一
三 

 
 

阿
波
徳
島
藩
主
。
蜂
須
賀
至
鎮
男
。
千
松
、
阿
波
守
。
慶
長
十
六
年
四
月
生
。

元
和
六
年
家
督
、
元
和
九
年
従
四
位
下
阿
波
守
、
松
平
の
称
号
を
許
さ
れ
る
。

慶
安
五
年
四
月
四
日
歿
。
室
は
小
笠
原
忠
脩
女
。 

 

八
谷
孫
左
衛
門
尉 

二
一
三
・
二
四
一 

 
 

鍋
島
家
中
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
五
〇
石
。 

 

八
谷
六
右
衛
門
尉 

二
四
一 

八
谷
孫
左
衛
門
尉
男
。 

 

馬
場
利
重 

四
六
・
一
一
五
・
一
一
六
・
一
三
七
・
一
三
九
・
一
六
九
・
一
八
三
・

一
九
一
・
二
一
一
・
二
三
四
・
二
三
五
・
二
三
九
・
二
九
一
・
二
九
三
・

三
〇
二
・
三
二
六
・
三
四
八
・
三
七
八
・
三
八
〇
・
三
八
四
・
三
九
一
・

四
四
九 

 
 

幕
臣
。
三
郎
左
衛
門
尉
。
寛
永
十
三
年
よ
り
承
応
元
年
正
月
ま
で
長
崎
奉
行
。

明
暦
三
年
九
月
歿
。 

 

は
ま 

五
一
九 

 
 

つ
る
た
て
ん
え
も
ん
の
妻
。
→
つ
る
た
て
ん
え
も
ん 

 

林
勝
正 

二
六
六 
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幕
臣
。
寛
永
十
四
年
閏
三
月
二
十
四
日
豊
後
府
内
目
付
任
命
。（「
徳
川
実
紀
」

同
日
条
） 

 

林
貞
政 

三
五
六 

鍋
島
家
中
。
理
兵
衞
。
利
兵
衛
。
寛
永
五
年
惣
着
到
で
は
二
二
〇
石
。
三
男
は

石
井
茂
清
の
養
子
と
な
り
、
石
井
正
之
を
名
乗
る
（
佐
古
二
九
／
佐
賀
藩
諸
家

差
出
戦
功
書
／
一
一
二
頁
）
。 

 

隼
人 

六
九
六 

 
 

未
詳
。
鍋
島
教
寛
か
。
万
治
二
年
四
月
十
一
日
付
多
久
茂
辰
等
連
署
起
請
文
（
佐

古
二
四
／
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
二
―
八
二
号
）
に
「
鍋
島
隼
人
教
寛
」
と
あ

る
。 

 

葉
山
朝
湖 

二
六
六
・
三
三
八 

 

龍
造
寺
信
親
二
男
。
家
氏
。
葉
山
二
介
。
絵
師
。
手
明
鑓
。
寛
永
五
年
着
到
鍋

島
生
三
組
。
寛
永
十
四
年
四
月
四
日
生
害
を
命
じ
ら
れ
る
（「
朝
鮮
御
陣
御
屏
風

調
ヘ
ヨ
リ
抜
書
他
」鍋
市
〇
三
四
／
鍋
島
市
佑
家
資
料（
佐
賀
県
立
図
書
館
蔵
））。

福
井
尚
寿
「
佐
賀
藩
初
期
の
絵
師
」（『
佐
賀
県
立
博
物
館
・
美
術
館
報
』
九
一

号
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。 

 

原
弥
太
右
衛
門
尉 

四
一
八 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

は
る
長 

五
六
九 

 

未
詳
。 

 

半
兵
衛 

九
七 

 

倉
町
師
純
か
。 

 

 
 
 
 
 

ヒ 

 

ひ
が
し 

五
一
五
・
六
四
四
・
六
四
六 

 
 

豊
臣
秀
吉
室
浅
野
氏
（
ね
ね
、
北
政
所
、
高
台
院
）
侍
女
。 

 

樋
口
八
郎
左
衛
門 

六
五
七 

 
 

深
堀
鍋
島
家
臣
（
佐
近
一
―
二
／
四
三
七
頁
）
。 

 
彦
右
衛
門
尉 

一
二 

 
 

未
詳
。 
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彦
仁
王 

四
九
七 

 
 

多
久
茂
矩
男
。
姉
は
長
・
次
。
寛
文
八
年
七
月
二
十
日
歿
。
法
名
朝
雲
。
（
「
同

格
系
図
」
鍋
一
四
一
―
二
一
） 

 

久 

五
九
三 

 
 

未
詳
。 

 

久
冨
重
明 

一
〇
六 

鍋
島
家
中
。
三
太
夫
。
勝
茂
歿
後
の
明
暦
三
年
四
月
七
日
に
追
腹
。
法
名
雲
譽

圓
海
（
佐
近
一
―
二
／
八
一
四
頁
）
。 

 久
納
茂
俊 

二
八
六 

鍋
島
家
中
。
市
右
衛
門
。
物
成
一
五
三
〇
石
。
慶
長
十
五
年
六
月
十
六
日
歿
。

（
佐
近
八
―
一
／
三
三
三
頁
） 

 

久
松
俊
勝
室
水
野
氏
（
伝
通
院
、
於
大
の
方
） 

二
四
六 

 
 

水
野
忠
政
女
。
徳
川
家
康
生
母
。
享
禄
元
年
生
。
松
平
広
忠
に
嫁
す
。
天
文
十

二
年
家
康
の
妹
誕
生
後
に
離
縁
、
後
に
久
松
俊
勝
に
嫁
す
。
慶
長
七
年
八
月
二

十
八
日
伏
見
城
中
で
歿
。
（
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
、
『
史
料
纂
集
』
「
舜
旧
記
」
） 

 

秀
半
右
衛
門
尉 

五 
 

鍋
島
家
中
。
慶
長
十
六
年
末
に
直
茂
の
命
に
よ
り
成
敗
さ
れ
る
（
小
宮
木
代 

良
「
肥
前
杵
島
郡
白
石
地
域
と
鍋
島
勝
茂
」
（
同
編
『
近
世
前
期
の
公
儀
軍

役
負
担
と
大
名
家
』
二
〇
一
九
年
）
。 

 

秀
島
け
ん
ゑ
も
ん 

五
八
六 

 
 

鍋
島
家
中
。
多
久
茂
辰
室
鍋
島
氏
（
天
性
院
）
の
乳
兄
弟
。 

 

秀
嶋
四
郎
左
衛
門
尉 

二
八
二 

鍋
島
家
中
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
で
は
六
〇
〇
石
。
生
歿
年
未
詳
。 

 

日
根
野
吉
明 

一
一
六 

 
 

豊
後
府
内
藩
主
。
天
正
十
五
年
生
。
織
部
。
明
暦
二
年
三
月
二
十
六
日
歿
。 

 

百
武
宣
兼 

一
九
二
・
二
二
六
・
三
二
〇 

鍋
島
家
中
。
善
左
衛
門
。
寛
永
五
年
惣
着
到
で
は
、
二
四
〇
石
。
寛
永
十
八
年

に
伊
平
太
組
を
預
け
ら
る
。
（
佐
近
八
―
一
／
一
三
八
頁
） 

 

平
井
七
太
夫 

六
九
・
八
七 

 
 

鍋
島
家
中
。
駿
府
・
京
で
活
動
。
（
佐
古
一
四
／
坊
所
一
一
八
三
、
佐
古
一
四
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／
三
岳
寺
一
一
、
佐
古
一
九
／
石
井
家
二
六
） 

 

平
尾
伝
左
衛
門
尉 

 

三
九
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
三
九
〇
号
に
、
供
養
に
つ
き
「
牢
人
差
免
」
さ
れ
た
者
と
し
て
出

る
。 

 

平
田
助
左
衛
門
尉 

一
三
六
・
二
一
四
・
三
〇
二
・
三
三
七
・
三
七
八 

 
 

鍋
島
家
中
。
諸
岡
彦
右
衛
門
手
明
鑓
。
寛
永
十
九
年
頃
侍
と
な
り
、
物
成
十
一

石
（
佐
近
八
―
一
／
三
二
六
頁
）
。
正
保
二
年
、
志
田
良
則
と
と
も
に
長
崎
に

派
遣
さ
れ
、
福
岡
藩
警
備
体
制
の
調
査
に
当
た
っ
た
（
一
三
六
・
七
一
六
号
）
。 

 

平
野
貞
宗 

六
三
二 

 

鎌
倉
時
代
の
肥
前
国
御
家
人
於
保
氏
の
一
族
。
生
没
年
未
詳
。「
肥
陽
諸
系
図
」

三
（
鍋
二
一
一
―
四
〇
）
所
収
「
於
保
之
系
」
に
よ
れ
ば
於
保
氏
か
ら
富
田
・

成
道
寺
・
笠
寺
・
尻
河
の
庶
家
が
分
出
し
て
お
り
、
尻
河
家
初
代
宗
康
の
子
が

平
野
定
秀
（
次
郎
）
と
記
さ
れ
、
定
秀
子
定
宗
に
「
三
郎
」
の
注
記
が
あ
る
。

あ
る
い
は
六
二
四
号
の
平
野
三
郎
入
道
と
同
一
人
か
。 

 

広
田
内
記 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

フ 

 

深
江
昌
武  

 

三
九
五
・
四
六
八
・
五
三
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
深
江
吉
右
衛
門
（
佐
近
八
―
一
／
四
四
二
頁
） 

 

福
地
家
俊 

一
三
・
二
七
六 

 
 

鍋
島
家
中
。
福
地
信
重
男
。
三
左
衛
門
尉
。
寛
永
十
五
年
原
城
攻
め
で
討
死

（
佐
近
八
―
一
／
四
六
四
頁
・
六
〇
九
頁
）
。 

 

福
地
家
定 

一
三
・
二
七
六 

 
 

鍋
島
家
中
。
福
地
信
重
男
。
六
郎
右
衛
門
尉
。
正
保
二
年
六
月
二
十
七
日
歿
。

（
佐
近
八
―
一
／
六
〇
九
頁
） 

 

福
地
貞
長 

一
〇
六
・
二
一
一
・
三
四
九
・
三
九
一
・
三
九
八 

 
 

鍋
島
家
中
。
吉
左
衛
門
尉
（
橘
左
衛
門
尉
）
。
寛
永
の
頃
、
物
成
一
七
五
石
（
佐

近
八
―
一
／
三
五
六
頁
）
。
寛
文
三
年
十
二
月
二
十
一
日
歿
。
（
栗
原
荒
野
編

著
『
校
註
葉
隠
』
青
潮
社
、
一
九
七
五
年
、
復
刻
版
、
三
〇
五
頁
）
。 

 

福
地
権
之
助 
二
一
〇 
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多
久
家
中
。
（
佐
古
二
四
／
『
五
番
御
掛
硯
誓
詞
書
写
一
』
四
二
） 

 

福
地
神
右
衛
門
尉 

二
二
二
・
五
〇
一 

 
 

多
久
家
中
。 

 

福
地
弥
左
衛
門 

六
五
七 

多
久
家
中
か
。 

 

藤
崎
七
郎
右
衛
門
尉 

一
三
一 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

藤
崎
神
兵
衛 

六
五
七 

多
久
家
中
か
。 

 

藤
瀬
半
左
衛
門
尉 

 

三
九
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
三
九
〇
号
に
、
供
養
に
つ
き
「
牢
人
差
免
」
さ
れ
た
者
と
し
て
出

る
。 

 

藤
原
右
京 

 

三
九
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。
三
九
〇
号
に
、
供
養
に
つ
き
「
牢
人
差
免
」
さ
れ
た
者
と
し
て
出

る
。 

 

ヘ 

 

平
右
衛
門 

 

四
二
九 

 
 

未
詳
。
陽
泰
院
が
鍋
島
元
茂
に
佐
賀
郡
与
賀
郷
飯
盛
村
の
地
を
譲
る
こ
と
を

認
め
る
旨
の
使
い
を
務
め
る
。 

 

平
二
郎 

九
六 

田
尻
春
種
か
。
田
尻
春
種
は
鍋
島
家
中
。
元
和
年
中
に
鍋
島
元
茂
付
、
知
行
六

八
〇
石
。
（
佐
近
八
―
一
／
六
三
四
頁
） 

 

平
兵
へ 

一
九
六 

 
 

鍋
島
家
中
。
勝
茂
の
使
い
で
多
久
茂
富
の
も
と
に
い
き
、
茂
富
か
ら
託
さ
れ
た

青
磁
の
鉢
を
勝
茂
に
届
け
る
。 

 

ホ 

 

豊
州 

追
四
一 

 
 

諫
早
茂
真
か
。
→
諫
早
茂
真 
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法
浄
寺
尚
康 

六
三
一 

 
法
浄
寺
氏
は
肥
前
国
の
御
家
人
。
永
仁
六
年
に
は
法
浄
寺
氏
が
於
保
氏
か
ら
買

得
し
伝
領
し
て
い
た
田
地
に
つ
い
て
於
保
氏
と
相
論
に
な
り
勝
訴
し
て
い
る

（
佐
古
二
／
高
城
寺
文
書
一
九
号
）。 

 

細
川
忠
興 

九
九
・
三
八
二 

永
禄
六
年
生
。
越
中
守
。
慶
長
五
年
に
豊
前
中
津
城
主
と
な
り
、
同
七
年
、
同

国
小
倉
城
に
移
る
。
元
和
六
年
、
同
忠
利
に
封
を
譲
り
、
剃
髪
し
て
三
斎
宗
立

と
号
し
、
中
津
城
へ
隠
居
す
る
。
寛
永
九
年
、
加
藤
忠
広
の
改
易
後
に
、
忠
利

と
と
も
に
肥
後
に
移
り
、
同
国
八
代
城
に
居
る
。
正
保
二
年
十
二
月
二
日
歿
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
百
五
） 

 

細
川
忠
利 

二
〇
二
・
二
一
三
・
二
一
六
・
二
二
七
・
二
四
〇
・
二
四
三
・
二
四
八
・

二
八
五
・
三
三
〇
・
三
八
九
・
四
四
五 

熊
本
藩
主
。
細
川
忠
興
・
玉
子
（
ガ
ラ
シ
ャ
）
の
子
。
越
中
守
。
寛
永
九
年
加

藤
忠
広
の
改
易
後
に
、
豊
前
小
倉
か
ら
熊
本
に
移
封
。
同
十
八
年
三
月
十
七
日

歿
。 

 

細
川
綱
利 

 

五
三
〇 

 
 

六
丸
。
寛
永
二
〇
生
。
正
保
二
年
徳
川
家
光
に
拝
謁
。
承
応
二
年
一
二
月
越
中

守
従
四
位
下
。
正
徳
四
年
歿
。 

 

細
川
光
尚 

四
九
・
一
二
一
・
一
六
七
・
四
一
三 

細
川
忠
利
男
。
元
和
五
年
生
。
寛
永
十
二
年
七
月
二
十
三
日
、
元
服
し
肥
後
守

と
称
す
。
同
十
八
年
五
月
五
日
、
遺
領
を
継
ぎ
肥
後
熊
本
城
主
と
な
る
。
慶
安

二
年
十
二
月
二
十
六
日
歿
。
三
十
一
歳
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
百
五
） 

 

細
権
兵
衛 

六
六 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
中
か
。 

 

堀
田
正
盛 

二
九
四
・
四
二
一 

 
 

幕
府
年
寄
。
慶
長
十
三
年
生
。
三
四
郎
。
出
羽
守
。
加
賀
守
。
元
和
六
年
十
二

月
徳
川
家
光
に
拝
謁
し
、
側
近
と
し
て
仕
え
る
。
元
和
九
年
従
五
位
下
出
羽

守
、
の
ち
加
賀
守
。
寛
永
十
年
三
月
六
人
衆
の
一
員
と
な
り
、
同
年
五
月
松
平

信
綱
と
同
じ
く
宿
老
並
と
な
っ
た
。
寛
永
十
一
年
七
月
従
四
位
下
。
同
十
七
年

十
二
月
侍
従
。
慶
安
四
年
四
月
二
十
日
家
光
に
殉
死
。（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

巻
第
六
百
四
十
四
） 

 

本
作
左
衛
門
尉 
一
二 
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未
詳
。 

 

本
多
正
純 
二
四
七
・
二
五
二 

 
 

幕
府
年
寄
。
本
多
正
信
男
。
永
禄
八
年
生
。
弥
八
郎
。
徳
川
家
康
・
秀
忠
の
側

近
。
慶
長
六
年
五
月
従
五
位
下
上
野
介
。
寛
永
元
年
出
羽
国
横
手
に
配
流
。
寛

永
十
四
年
三
月
十
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
六
百
九
十
三
） 

 

本
多
正
信  

五
二
・
六
二
・
八
一
・
八
三
・
二
四
七
・
二
五
二
・
三
四
六  

幕
府
年
寄
。
天
文
七
年
生
。
天
正
十
四
年
従
五
位
下
佐
渡
守
。
徳
川
家
康
・
秀

忠
に
側
近
と
し
て
仕
え
る
。
元
和
二
年
四
月
隠
居
、
同
年
六
月
七
日
歿
。（
「
寛

政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
六
百
九
十
三
） 

  
 
 
 
 

マ 

 

前
田
利
常 

二
一
三
・
二
七
二 

加
賀
藩
二
代
藩
主
。
文
禄
二
年
生
。
慶
長
十
年
五
月
松
平
姓
を
与
え
ら
れ
、
従

四
位
下
侍
従
に
叙
任
、
筑
前
守
を
称
す
。
慶
長
十
九
年
九
月
少
将
。
寛
永
三
年

八
月
従
三
位
中
納
言
に
叙
任
。
寛
永
六
年
四
月
肥
前
守
を
称
す
。
万
治
元
年

歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
千
百
三
十
一
） 

 
 
 

槙
九
兵
衛
室 

五
五
六 

こ
少
将
長
女
。 

 

槙
貞
清 

四
〇
・
四
一
・
四
二
・
一
三
七
・
二
〇
二
・
三
三
一 

 
 

鍋
島
家
中
。
九
兵
衛
尉
。
妻
は
小
少
将
尼
正
誉
の
女
（
佐
近
八
―
一
／
三
〇
九

頁
）
。
主
に
江
戸
詰
で
、
寛
永
元
年
頃
か
ら
幕
閣
や
国
許
へ
の
勝
茂
の
使
者
と

し
て
名
が
見
え
る
（
近
一
―
二
／
一
六
二
・
三
五
九
・
七
〇
二
頁
等
）
。 

 

槙
忠
良 

三
二
〇 

鍋
島
家
中
。
医
師
。
槙
親
良
男
。
玄
悦
。
親
良
は
、
曲
直
瀬
道
三
の
門
人
。
嫡

男
忠
良
は
切
米
三
〇
石
を
拝
領
す
る
も
、
病
身
に
よ
り
、
弟
生
庵
へ
家
業
を
継

が
し
む
。
（
佐
近
八
―
一
／
五
一
九
頁
） 

 

牧
長
勝 

二
九
七 

 
 

生
年
未
詳
。
助
右
衛
門
。
徳
川
家
康
に
仕
え
る
。
元
和
八
年
十
二
月
十
三
日

歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
五
百
九
十
二
） 

 
牧
野
成
純 

二
六
六 

 
幕
臣
。
寛
永
十
四
年
閏
三
月
二
十
四
日
、
豊
後
府
内
目
付
に
任
命
さ
れ
る
（「
徳

川
実
紀
」
同
日
条
）。 
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牧
野
信
成 

二
五
六
・
二
九
三
・
三
二
六
・
三
五
七 

幕
臣
。
天
正
六
年
生
。
九
右
衛
門
。
豊
前
守
。
寛
永
三
年
十
月
留
守
居
。
の
ち

内
匠
頭
。
同
十
八
年
八
月
、
徳
川
家
綱
の
誕
生
に
よ
り
、
そ
の
傅
と
な
る
。
慶

安
三
年
四
月
十
一
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
三
百
六
十
七
） 

 

孫
右
衛
門 

追
一
七 

 
 

未
詳
。
多
久
家
中
か
。 

 

ま
さ
き 

五
四
五 

 
 

岡
部
与
貞
室
鍋
島
氏
（
ま
ん
、
真
常
院
）
に
付
け
ら
れ
た
局
。
小
城
鍋
島
家
か

ら
派
遣
さ
れ
た
。 

 

又
右 

六
〇
七 

 
 

未
詳
。
又
右
衛
門
か
。
多
久
家
中
か
。 

 

又
左
衛
門  

 

四
二
九 

 
 

未
詳
。
陽
泰
院
が
鍋
島
元
茂
に
佐
賀
郡
与
賀
郷
飯
盛
村
の
地
を
譲
る
こ
と
を

認
め
る
旨
の
使
い
を
つ
と
め
る
。 

 

又
七 

六
九
一 
 

多
久
茂
矩
の
小
々
姓
。 

 

又
四
郎 

六
九
一 

 

多
久
茂
矩
の
小
々
姓
。 

 

ま
つ 

四
九
二 

 
 

未
詳
。 

 

松
井
興
長 

四
九
・
一
六
七 

肥
後
熊
本
藩
細
川
家
重
臣
。
天
正
十
年
生
。
式
部
少
輔
。
佐
渡
守
。
寛
文
元
年

歿
。
長
岡
佐
渡
。 

 

松
崎
二
郎
右
衛
門 

五
七
一
・
五
七
三 

 
 

鍋
島
家
中
。
鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
入
輿
の
時
、
朝
倉
久
左
衛
門
を

頼
り
召
し
抱
え
ら
れ
た
松
崎
六
左
衛
門
の
子
か
。
『
葉
隠
聞
書
校
補
』
は
鍋
島

直
澄
御
附
人
と
記
す
（
佐
近
八
―
一
／
五
二
八
頁
）
。
『
古
老
雑
談
聞
書
』
所

収
「
元
和
五
年
御
着
到
」
朝
倉
久
左
衛
門
組
に
「
松
崎
次
郎
右
衛
門
」
の
記
載

あ
り
（
佐
近
八
―
三
／
七
二
七
頁
）
。 
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松
平
定
行 

二
三
四
・
二
三
五
・
三
三
七 

松
平
定
勝
男
。
天
正
十
五
年
生
。
河
内
守
。
寛
永
三
年
八
月
十
九
日
、
隠
岐
守
。

同
十
二
年
七
月
よ
り
伊
予
松
山
城
主
。
正
保
五
年
正
月
十
八
日
、
南
蛮
の
船
の

長
崎
来
航
時
に
は
、
長
崎
に
赴
き
、
指
揮
す
べ
き
旨
を
家
光
よ
り
命
じ
ら
れ

る
。
万
治
元
年
二
月
二
十
八
日
、
致
仕
。
寛
文
八
年
十
月
十
九
日
歿
。
（
「
寛

政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
五
十
四
） 

 

松
平
忠
明 

一
三
四
・
一
四
〇
・
一
九
一
・
二
一
三
・
二
九
二
・
三
七
二 

 
 

天
正
十
一
年
生
。
同
十
六
年
徳
川
家
康
の
養
子
と
な
っ
て
松
平
姓
を
名
乗
り
、

文
禄
元
年
に
徳
川
秀
忠
の
一
字
を
与
え
ら
れ
松
平
忠
明
と
名
乗
る
。
慶
長
五

年
従
五
位
下
下
総
守
、
寛
永
三
年
従
四
位
下
侍
従
。
正
保
元
年
歿
。 

 

松
平
忠
晴 

二
八
四 

慶
長
三
年
生
。
与
吉
郎
。
慶
長
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日
伊
賀
守
。
元
和
元
年

小
姓
組
番
頭
。
寛
永
九
年
四
月
七
日
書
院
番
頭
。
同
年
十
一
月
十
五
日
奏
者
番

を
兼
ね
る
。
同
十
二
年
十
一
月
十
日
大
番
頭
、
奏
者
番
を
兼
ね
る
。
同
十
九
年

大
番
頭
を
赦
さ
れ
、
駿
河
田
中
城
主
と
な
る
。
正
保
元
年
掛
川
城
主
。
慶
安
元

年
亀
山
城
主
。
寛
文
七
年
閏
二
月
九
日
致
仕
。
寛
文
九
年
三
月
二
十
三
日
歿
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
） 

 

松
平
忠
房 

二
四
二
・
五
〇
七
・
五
六
九
・
五
七
三
・
五
七
八
・
五
八
〇 

 
 

松
平
忠
利
嫡
男
。
元
和
五
年
三
河
吉
田
に
生
。
五
郎
八
。
寛
永
九
年
八
月
家

督
。
三
河
刈
屋
に
移
封
。
十
二
月
晦
日
従
五
位
下
主
殿
守
。
寛
永
十
年
七
月
鍋

島
勝
茂
女
長
（
永
春
院
）
と
婚
姻
。
慶
安
二
年
二
月
丹
波
福
知
山
に
移
封
。
寛

文
九
年
六
月
肥
前
島
原
に
移
封
。
元
禄
十
一
年
四
月
十
八
日
致
仕
。
大
炊
頭
に

改
め
る
。
同
十
三
年
十
月
朔
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
二
十
九
、

「
付
録
・
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」Ⅰ

）   

      

松
平
忠
房
室
鍋
島
氏 

一
五
九
・
二
四
二
・
五
〇
七
・
五
四
七
・
五
六
九
・
五
七
一
・

五
七
三
・
五
七
八
・
五
八
〇 

鍋
島
勝
茂
女
長
。
母
は
徳
川
氏
（
高
源
院
）
。
元
和
九
年
二
月
二
日
生
。
寛
永

十
年
七
月
松
平
忠
房
に
嫁
す
。
貞
享
三
年
八
月
五
日
歿
。
法
名
は
永
春
院
殿
昌

寿
賢
貞
大
姉
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
歴
代
藩
主
略
系
図
」Ⅰ

） 

 

松
平
忠
昌 

二
一
三 

 
 

越
前
福
井
藩
主
。
結
城
秀
康
男
。
慶
長
二
年
十
二
月
十
四
日
生
。
虎
松
、
け
い

元
和
元
年
正
月
十
一
日
従
五
位
下
侍
従
、
伊
予
守
、
同
二
十
七
日
従
四
位
下
、

寛
永
三
年
八
月
十
九
日
正
四
位
下
参
議
、
正
保
二
年
八
月
一
日
歿
、
四
十
九

歳
。 

 

649



 

 

松
平
信
綱 

四
一
・
四
六
・
一
五
四
・
一
九
五
・
二
〇
二
・
二
二
六
・
二
三
三
・
二

三
九
・
二
四
三
・
二
四
八
・
二
九
四
・
三
二
九
・
三
四
五
・
三
八
八
・

四
〇
七 

 
 

幕
府
老
中
（
寛
永
十
年
～
寛
文
二
年
）
。
慶
長
元
年
生
。
元
和
九
年
従
五
位
下

伊
豆
守
、
寛
永
十
一
年
従
四
位
下
、
寛
文
二
年
三
月
十
六
日
歿
。 

 

松
永
宗
雲 

六
九
〇 

 

鍋
島
家
中
の
医
師
。
京
都
生
ま
れ
、
松
村
柏
庵
の
子
。
勝
茂
代
に
召
し
抱
え
ら

れ
、
明
暦
頃
に
は
物
成
百
五
十
石
、
光
茂
代
に
法
橋
。
元
禄
元
年
歿
。
（
佐
近

八
―
一
／
四
二
五
頁
） 

 

松
村
長
計  

 

三
九
〇 

 
 

鍋
島
山
城
家
中
。
三
九
〇
号
に
、
供
養
に
つ
き
「
牢
人
差
免
」
さ
れ
た
者
と
し

て
出
る
。 

 

松
村
副
右
衛
門
尉 

 

三
九
〇 

 
 

鍋
島
山
城
家
中
。
三
九
〇
号
に
、
供
養
に
つ
き
「
牢
人
差
免
」
さ
れ
た
者
と
し

て
出
る
。 

 

馬
渡
七
大
夫 

四
九
・
八
一 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

馬
渡
弥
七
左
衛
門 

八
七
・
一
四
九 

鍋
島
家
中
。
馬
渡
茂
清
か
（
佐
近
一
―
一
／
一
四
〇
頁
）
。 

  
 
 
 
 

ミ 

 

三
浦
員
久 

四
二
四 

今
川
家
中
、
の
ち
武
田
家
中
。
生
歿
年
未
詳
。
駿
遠
豆
で
の
活
動
が
知
ら
れ
る
。 

 

三
浦
賢
純 

九
九
・
四
四
一 

鍋
島
家
中
。
元
和
三
年
よ
り
鍋
島
元
茂
家
臣
。
四
郎
右
衛
門
尉
。
室
は
鍋
島
直

茂
女
養
寿
院
。
（
佐
近
一
―
一
／
四
〇
五
頁
、
佐
近
二
―
一
／
七
七
六
頁
、
佐

近
八
―
一
／
四
一
八
頁
） 

 

三
浦
賢
純
室
鍋
島
氏 

五
〇
・
二
四
〇
・
四
四
四 

 
 

久
室
。
養
寿
院
。
鍋
島
直
茂
女
。
勝
茂
姉
。 

 

三
浦
土
左
衛
門
尉 

四
一
九 

 
 

高
力
家
重
臣
。 
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三
浦
直
次
室
鍋
島
氏 

五
二
一
・
五
四
〇
・
五
四
六
・
五
五
〇
・
五
五
一
・
五
五
二
・

五
七
四
・
五
七
六
・
五
八
二 

鍋
島
直
能
女
。
光
茂
養
女
。
母
は
多
久
茂
辰
女
つ
る
（
南
祥
院
、
勝
茂
養
女
）
。

せ
ん
つ
る
。
喜
良
。
明
暦
三
年
九
月
八
日
生
。
延
宝
六
年
正
月
二
十
九
日
三
浦

直
次
と
婚
姻
す
。
同
八
年
十
月
九
日
歿
。
（
「
公
儀
被
差
出
候
三
家
系
図
」
鍋

一
一
一
―
二
一
） 

 

三
浦
杢
之
助 

四
四
四 

 
 

未
詳
。
鍋
島
家
中
か
。 

 

三
上
新
介
（
助
）
一
一
九
・
三
八
三 

 
 

龍
造
寺
家
俊
の
二
男
新
助
広
雅
か
（
佐
近
八
―
一
／
三
九
二
頁
）
。
「
寛
永
五

年
惣
着
到
」
で
は
知
行
二
〇
〇
石
。
（
『
佐
賀
藩
着
到
帳
集
成
』
九
頁
） 

 

三
上
甚
兵
衛
尉 

二
三
〇 

鍋
島
家
中
。
普
請
奉
行
。 

 

三
四
郎 

四
四
一 

三
浦
賢
純
か
。
→
三
浦
賢
純 

 

水
町
舎
人 

三
〇
九
・
三
九
六 

 
 

小
城
家
家
老
。 

 

満
野
三
右
衛
門
尉 

二
三
〇
・
二
四
四
・
三
八
三
・
四
六
八 

鍋
島
家
中
。
備
横
目
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
で
は
六
六
六
石
。 

 

宮
崎
政
安 

五
八
六 

 
 

鍋
島
家
中
。
利
兵
衛
。
勝
茂
室
徳
川
氏
入
輿
に
際
し
て
佐
賀
移
住
。
寛
永
十
二

年
新
知
二
五
〇
石
。
正
保
四
年
閏
正
月
歿
。 

 

宮
地
五
左
衛
門 

五
八
六 

 
 

小
城
家
中
。 

 

宮
部
六
右
衛
門
尉 

三
七
三 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 
明
億
房 

六
二
六 

 

未
詳
。 
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妙
法
院 

二
六
六
七 

 
 

未
詳
。 

 
ム 

 

向
相
右
衛
門
尉 

四
一
八 

 
 

鍋
島
家
中
。
未
詳
。
他
に
佐
古
一
一
「
坊
所
鍋
島
家
文
書
」
三
九
六
号
に
見
え

る
。 

 

牟
田
助
左
衛
門
尉 

二
六
六 

 

鍋
島
家
中
。
天
草
・
島
原
一
揆
（
島
原
の
乱
）
の
行
賞
で
白
銀
十
五
枚
受
領
（
佐

近
一
―
二
／
一
五
六
頁
）。
明
暦
二
年
八
月
に
は
銀
蔵
役
（
佐
近
八
―
三
／
三
六

一
頁
）。 

 

牟
田
六
郎
兵
衛 

 
 

四
六
〇 

 
 

鍋
島
家
中
。 

 

村
上
茂
親 

二
八
二 

鍋
島
家
中
。
龍
造
寺
家
俊
三
男
。
初
名
龍
造
寺
有
親
。
の
ち
村
上
源
太
夫
。
天

正
元
年
生
。
寛
永
末
頃
一
〇
三
石
。
寛
文
四
年
十
月
十
五
日
歿
。
（
佐
近
八
―

一
／
五
五
九
頁
） 

 

村
川
貞
政 

五
七
四
・
五
八
二 

鍋
島
家
中
。
中
野
清
明
四
男
。
伝
右
衛
門
。
村
川
重
次
の
養
子
と
な
る
。
鍋
島

元
茂
家
老
。
文
禄
四
年
生
。
延
宝
二
年
二
月
歿
。（
佐
近
八
―
一
／
一
八
三
頁
・

五
九
三
頁
） 

 

村
田
安
良 

五
二
・
三
四
六 

 
 

鍋
島
家
重
臣
。
龍
造
寺
政
家
二
男
。
天
正
十
五
年
生
。
八
助
。
政
家
の
隠
居
領

久
保
田
（
佐
賀
郡
）
を
継
承
し
、
村
田
を
称
す
。
寛
永
九
年
八
月
十
日
、
江
戸

に
お
い
て
歿
。
（
「
付
録
・
佐
賀
藩
御
親
類
系
図
」Ⅱ

） 

 

村
山
戸
兵
衛
尉 

二
三
〇
・
三
九
五 

鍋
島
家
中
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
で
は
四
五
石
。
普
請
奉
行
。 

 

モ 

 
毛
利
輝
元 

六
四
九 

 
 

安
土
桃
山
時
代
の
大
名
。
父
は
毛
利
隆
元
。
幸
鶴
丸
。
少
輔
太
郎
。
右
衛
門
督
。

右
馬
頭
。
侍
従
従
四
位
下
。
入
道
号
宗
瑞
幻
菴
。
天
文
二
十
二
年
生
。
天
正
十
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九
年
安
芸
、
周
防
、
長
門
、
石
見
、
備
中
、
備
後
、
出
雲
、
隠
岐
、
伯
耆
九
国

百
十
二
万
石
を
領
す
べ
き
朱
印
を
与
え
ら
れ
る
。
文
禄
四
年
従
三
位
中
納
言
。

慶
長
三
年
太
閤
他
界
後
五
大
老
と
し
て
秀
頼
を
補
佐
。
慶
長
四
年
剃
髪
。
寛
永

二
年
四
月
二
十
七
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
六
百
十
六
） 

 

毛
利
秀
就 

二
一
三 

長
門
萩
藩
主
。
毛
利
輝
元
男
。
文
禄
四
年
生
。
松
寿
丸
、
藤
七
郎
、
長
門
守
、

右
少
将
。
慶
長
四
年
十
月
十
一
日
従
五
位
下
侍
従
、
同
十
二
月
八
日
従
四
位

下
、
慶
長
十
三
年
九
月
十
三
日
松
平
長
門
守
、
慶
安
四
年
正
月
五
日
歿
。
室
は

結
城
秀
康
女
。 

 

持
永
茂
成 

七
四
・
八
七
・
二
六
九
・
二
八
九 

 
 

鍋
島
家
中
。
小
城
家
家
臣
。
助
左
衛
門
。 

 

森
長
継 

二
一
三 

 
 

備
中
津
山
藩
主
。
森
忠
政
養
子
、
実
は
関
成
二
男
。
兵
助
、
内
記
。
慶
長
十
五

年
生
。
元
禄
十
一
年
七
月
十
一
日
歿
。 

 

森
河
与
兵
衛 

二
三
〇
・
三
三
四
・
三
三
五 

鍋
島
家
中
。
備
横
目
。 

 

森
口
屋
庄
左
衛
門
尉 

二
一
一
・
二
九
一
・
三
四
八
・
三
六
三 

長
崎
の
佐
賀
藩
用
達
町
人
。
（
藤
野
保
『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
』
四
〇
九
頁
） 

 

諸
岡
茂
之 

三
〇
・
三
六
・
三
七
・
三
八
・
三
九
・
四
〇
・
四
二
・
一
〇
三
・
一
〇

六
・
一
〇
八
・
一
一
八
・
一
一
九
・
一
二
一
・
一
三
〇
・
一
三
一
・
一

三
六
・
一
三
八
・
一
三
九
・
一
四
〇
・
一
五
三
・
一
五
八
・
一
六
三
・

一
六
六
・
一
七
一
・
一
七
三
・
一
七
九
・
一
八
六
・
一
九
一
・
一
九
二
・

一
九
八
・
二
〇
六
・
二
〇
七
・
二
一
一
・
二
一
三
・
二
一
五
・
二
一
八
・

二
一
九
・
二
二
〇
・
二
二
三
・
二
二
七
・
二
三
四
・
二
三
五
・
二
三
六
・

二
三
七
・
二
三
八
・
二
四
〇
・
二
四
一
・
二
四
四
・
二
四
八
・
二
四
九
・

二
五
六
・
二
五
九
・
二
六
〇
・
二
六
四
・
二
七
一
・
二
七
三
・
二
八
二
・

二
八
四
・
二
九
一
・
三
〇
二
・
三
〇
七
・
三
一
一
・
三
二
〇
・
三
二
四
・

三
二
六
・
三
三
三
・
三
三
五
・
三
三
九
・
三
四
四
・
三
四
五
・
三
四
八
・

三
四
九
・
三
五
一
・
三
五
三
・
三
五
五
・
三
五
八
・
三
五
九
・
三
六
六
・

三
七
〇
・
三
七
八
・
三
八
一
・
三
八
二
・
三
八
三
・
三
九
五
・
三
九
六
・

四
〇
二
・
四
〇
三
・
四
〇
五
・
四
〇
七
・
四
〇
八
・
四
〇
九
・
四
一
三
・

四
一
四
・
四
一
六
・
四
二
〇
・
四
二
二
・
四
四
四
・
四
四
七
・
四
四
八
・

四
五
一
・
四
五
三
・
四
五
七 

 
 

鍋
島
家
中
。
諸
岡
兵
庫
助
二
男
。
彦
右
衛
門
尉
。
初
め
四
六
石
八
斗
。
元
和
九
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年
二
六
石
四
斗
、
寛
永
五
年
七
七
石
、
同
十
二
年
三
五
〇
加
増
、
合
五
〇
〇
石

余
、
大
与
頭
。
雑
務
方
の
責
任
者
。
寛
永
十
二
年
か
ら
御
蔵
方
頭
人
役
と
し
て

多
久
茂
辰
と
と
も
に
国
許
に
て
藩
政
全
般
を
任
さ
れ
る
が
、
正
保
三
年
十
月

更
迭
。
同
四
年
正
月
牢
人
、
鹿
島
へ
預
け
置
き
と
な
る
。
（
佐
近
八
―
一
／
二

六
五
頁
、
佐
古
一
〇
／
多
久
家
書
物
御
什
物
方
指
出
五
号
） 

 

諸
岡
正
兵
衛 

二
二
一 

 
 

未
詳
。 

 

諸
岡
惣
左
衛
門
尉 

二
五
七 

 
 

未
詳
。 

  
 
 
 
 

ヤ 

 

弥
右
衛
門 

追
二
四 

 
 

未
詳
。
多
久
家
中
か
。 

 

八
戸
左
馬
允 

三
〇
二 

鍋
島
家
中
。
「
石
田
私
史
」
慶
安
三
年
閏
十
月
十
四
日
条
に
「
八
戸
左
馬
允 

使
于
江
戸
」
と
あ
る
。 

 弥
七
左 

二
五
八 

 

石
井
弥
七
左
衛
門
正
之
か
。 

 

矢
島
玄
智 

一
一
八
・
一
二
〇
・
二
三
五
・
三
六
六 

 
 

医
師
。
勝
茂
代
京
都
よ
り
召
し
抱
え
ら
れ
る
。
父
は
矢
島
大
蔵
。
母
は
京
都
医

師
真
瀬
玄
与
の
女
（
佐
近
八
―
一
／
四
〇
〇
・
五
三
二
頁
）
。 

 

弥
兵
衛 

六
五
九 

未
詳
。
関
弥
兵
衛
か
。 

 

山
崎
勘
解
由 

一
九
二
・
三
二
〇
・
四
〇
八
・
四
一
一
・
四
二
一 

鍋
島
家
中
。
「
寛
永
五
年
惣
着
到
」
で
は
一
〇
〇
〇
石
。 

 

山
崎
正
信 

四
六
・
一
三
七
・
二
三
八
・
一
三
九
・
二
三
四
・
二
三
五
・
二
三
九
・

二
五
六
・
二
六
八
・
二
九
三
・
二
九
四
・
三
〇
二
・
三
二
六
・
三
三
七
・

三
七
八
・
三
八
〇
・
四
四
九
・
四
六
四 

幕
臣
。
権
八
郎
。
寛
永
十
九
年
十
月
よ
り
長
崎
奉
行
。
慶
安
三
年
十
月
、
長
崎

に
て
歿
。 
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山
崎
政
良 

四
九
〇
・
五
八
九
・
六
八
六 

 
 

鍋
島
家
中
。
山
崎
重
政
二
男
。
三
郎
兵
衛
、
勘
左
衛
門
、
勘
解
由
、
蔵
人
。
天

和
二
年
合
わ
せ
て
六
〇
〇
石
。
大
組
頭
。
元
禄
四
年
八
月
歿
。
（
佐
近
八
―
一

／
二
五
六
頁
） 

 

山
階
弥
右
衛
門 

五
三
五 

観
世
流
の
能
楽
師
。
寛
文
四
年
、
茂
矩
と
佐
賀
か
ら
京
都
ま
で
同
道
し
た
模

様
。 

 

山
城
忠
久 

二
九
七 

 
 

慶
長
十
二
・
三
年
の
駿
府
城
普
請
の
奉
行
の
一
人
（
小
和
田
哲
男
『
家
康
と
駿

府
城
』
五
八
頁
、
二
九
七
号
）
。 

 

山
田
有
栄 

三
四
三 

 
 

島
津
家
重
臣
。
山
田
有
信
男
。
民
部
。
天
正
六
年
七
月
三
日
生
。
寛
永
十
三
年

三
月
、
島
津
家
久
（
忠
恒
）
の
家
老
と
な
る
。
寛
文
八
年
九
月
二
日
歿
、
九
十

一
歳
。
（
『
鹿
児
島
県
史
料
集
』
一
三
「
本
藩
人
物
誌
」
） 

 

山
本
重
澄 

一
〇
三
・
二
六
四
・
三
〇
二
・
四
〇
二 

鍋
島
家
中
。
中
野
清
明
三
男
。
山
本
宗
春
の
養
子
と
な
る
。
千
松
。
久
太
郎
。

権
之
允
。
伝
左
エ
門
。
甚
右
衛
門
。
神
右
衛
門
。
天
正
十
八
年
生
。
元
和
八
年

楠
久
・
伊
万
里
・
有
田
牧
奉
行
。
寛
永
十
七
年
皿
屋
代
官
。
正
保
四
年
有
田
皿

山
代
官
。
寛
文
九
年
十
月
一
三
日
歿
。
（
佐
近
八
―
一
／
一
八
九
頁
・
「
佐
賀

県
人
名
辞
典
」
） 

 

山
本
重
成 

二
九
七 

 
 

生
年
未
詳
。
新
五
左
衛
門
。
徳
川
家
康
に
仕
え
る
。
元
和
二
年
十
二
月
二
十
六

日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
百
三
十
五
） 

 

山
本
清
五
左
衛
門
尉 

一
三
五
・
四
四
四 

 
 

鍋
島
家
中
。
鷹
を
育
成
し
管
理
す
る
担
当
者
の
ひ
と
り
。 

  
 
 
 
 

ユ 

 

有
清 

一
七
〇
・
四
〇
六 

英
彦
山
座
主
。 

 
ゆ
き 
五
〇
九 

 
 

鍋
島
勝
茂
室
徳
川
氏
（
高
源
院
）
侍
女
。 
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ゆ
き
ゑ
（
靱
負
） 

五
九
三 

 
 

未
詳
。 

 
ヨ 

 

葉
理
（
利
）
左
衛
門(

尉) 
二
四
四
・
三
四
〇
・
三
八
二
・
四
六
八 

鍋
島
家
中
。
「
勘
定
方
違
却
」
に
関
す
る
罪
に
よ
り
、
「
浪
人
」
と
な
る
（
岩

波
文
庫
本
『
葉
隠
』
下
、
四
二
～
四
三
頁
）
。
『
葉
隠
聞
書
校
補
』
に
は
「
寛

永
之
始
、
物
成
三
百
六
拾
五
石
、
同
末
頃
壱
石
五
斗
高
上
ケ
、
（
中
略
）
正
保

二
年
二
月
九
日
本
文
之
仕
合
ニ
付
牢
人
、
鍋
島
若
狭
守
江
御
預
、
断
絶
」
（
佐

近
八
―
一
／
六
〇
一
頁
）
と
あ
る
。
た
だ
し
、
「
石
田
私
史
」
に
よ
れ
ば
、
「
牢

人
」
と
な
っ
た
の
は
正
保
四
年
二
月
九
日
（
佐
近
八
―
三
／
二
五
四
頁
）
で
あ

る
。 

 

よ
さ
へ
も
ん 

五
六
七 

 
 

未
詳
。
六
一
〇
号
に
多
久
家
中
の
人
物
と
し
て
南
里
与
左
衛
門
が
登
場
す
る
。 

 

与
左
衛
門 

四
八
〇 

 
 

未
詳
。 

 

吉
井
佐
五
右
衛
門
尉 

二
三
五 

長
崎
奉
行
山
崎
正
信
の
家
中
。 

 

吉
岡
三
左
衛
門
尉 

六
一
〇 

 
 

多
久
家
中
。
吉
岡
家
は
元
亀
元
年
多
久
長
信
多
久
入
城
以
前
か
ら
の
家
臣
で
、

茂
辰
代
は
じ
め
ま
で
家
老
職
に
あ
っ
た
（
九
州
史
料
落
穂
集
第
五
巻
『
水
江
臣

記
』
解
題
一
六
一
・
一
六
二
頁
）
。
ま
た
、
文
禄
・
慶
長
の
役
に
「
吉
岡
平
左

衛
門
・
三
左
衛
門
父
子
」
出
陣
の
記
事
あ
り
（
同
一
九
頁
）
。 

 

吉
岡
式
部
左
衛
門
尉 

二
二
二 

 
 

多
久
家
中
。 

 

吉
島
五
郎
左
衛
門 

三
・
五
八
・
三
四
三
・
三
六
〇
・
四
六
八 

鍋
島
家
中
。
物
成
一
〇
〇
石
（
佐
近
八
―
一
／
六
三
〇
頁
）
。
勝
茂
よ
り
白
石

作
事
を
命
ぜ
ら
れ
る
（
佐
古
一
一
／
坊
所
三
六
五
号
）
。 

 

吉
田
浄
元 

三
八
二 

 
 

幕
府
医
師
。
浄
珍
嫡
男
。
宮
内
卿
。
盛
方
院
。
元
和
七
年
十
二
月
家
督
。
寛
永

元
年
法
眼
、
の
ち
法
印
。
寛
文
九
年
三
月
十
七
日
歿
。
（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

巻
第
二
百
九
十
九) 
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与
州 
一
八
〇 

未
詳
。
木
下
覚
順
か
。 

 

米
津
親
勝 

八
一
・
八
三 

 

幕
臣
。
清
右
衛
門
。
慶
長
五
年
、
堺
政
所
と
な
る
。
慶
長
十
八
年
、
配
流
。（
『
朝

日
日
本
歴
史
人
物
事
典
』
） 

 

与
兵
へ 

五
一
一 

 
 

未
詳
。 

  
 
 
 
 

リ 

 

利
左
衛
門 

追
一
七 

 
 

多
久
家
中
。 

 

龍
清
太
郎 

一
二 

 
 

未
詳
。 

 

龍
造
寺
鑑
兼 

六
五
〇
・
六
五
一 

 
 

龍
造
寺
家
門
二
男
。
家
兼
孫
。
孫
九
郎
。
左
衛
門
佐
。
元
亀
元
年
十
一
月
歿
。 

 
 

法
号
心
応
宗
観
。
（
「
龍
造
寺
・
鍋
島
系
図
」
鍋
一
一
一
―
一
二
） 

 

龍
造
寺
家
兼 

六
五
〇
・
六
五
一 

 
 

龍
造
寺
康
家
四
男
。
山
城
守
。
左
衛
門
佐
。
兵
庫
頭
。
剛
忠
入
道
。
享
徳
三
年

生
。
康
家
公
御
隠
居
領
水
ヶ
江
龍
造
寺
相
続
。
天
文
七
年
隠
居
。
天
文
十
五
年

三
月
十
日
歿
。
（
「
龍
造
寺
・
鍋
島
系
図
」
鍋
一
一
一
―
一
二
） 

 

龍
造
寺
家
晴 

五
五 

 
 

龍
造
寺
鑑
兼
嫡
男
。
諫
早
家
の
祖
。
孫
九
郎
。
七
郎
左
衛
門
。
信
重
。
上
総
介
。

道
安
と
号
す
。
弘
治
元
年
生
。
慶
長
十
八
年
十
月
晦
日
歿
。
（
「
同
格
系
図
」

鍋
一
四
一
―
二
一
） 

 

龍
造
寺
左
衛
門
尉 

五
五 

 
 

未
詳
。
後
の
鍋
島
茂
綱
か
。
『
葉
隠
聞
書
校
補
』
（
佐
近
八
―
一
／
一
五
二
頁
）

に
は
「
左
衛
門
大
夫
」
の
表
記
あ
り
。 

 
龍
造
寺
主
膳 

二
五
六
・
四
六
四 

龍
造
寺
政
家
五
男
。
松
尾
山
出
家
。
久
玄
（
「
勝
茂
公
譜
考
補
」
、
な
お
「
龍

造
寺
御
血
筋
聞
書
」
〔
鍋
一
一
二
／
二
三
、
永
松
亨
『
肥
前
佐
賀
藩
太
俣
郷
資
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料
集
』
七
一
頁
〕
に
は
「
教
源
」
と
あ
る
）
。
還
俗
し
て
龍
造
寺
伯
庵
の
訴
訟

に
加
担
す
る
も
お
構
い
な
し
。
甥
の
村
田
氏
久
（
伊
平
太
）
に
は
鍋
島
勝
茂
か

ら
主
膳
と
の
「
不
通
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
正
保
二
年
に
江
戸
の
伊

平
太
屋
敷
へ
主
膳
が
入
り
込
み
、
伊
平
太
へ
の
扶
持
米
千
俵
を
拝
領
す
べ
く

幕
府
へ
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
し
か
し
、
翌
年
に
大
和
郡
山
藩
（
本
多
家
）
へ
お

預
け
と
な
っ
た
。 

 

龍
造
寺
隆
信 

六
〇
四
・
六
〇
五
・
六
四
八 

 
 

龍
造
寺
周
家
男
。
山
城
守
。
長
法
師
。
胤
信
。
隆
胤
。
太
郎
四
郎
。
民
部
太
輔
。

享
禄
二
年
生
。
宝
輪
院
出
家
。
中
将
。
円
月
。
天
文
十
四
年
還
俗
。
天
文
十
七

年
龍
造
寺
宗
家
を
相
続
。
天
正
八
年
隠
居
。
天
正
十
二
年
三
月
二
十
四
日
島
原

に
て
戦
死
。
（
「
龍
造
寺
・
鍋
島
系
図
」
鍋
一
一
一
―
一
二
、
鈴
木
（
宮
島
）

敦
子
「
龍
造
寺
隆
信
の
龍
造
寺
家
督
継
承
問
題
」
（
『
佐
賀
大
学
経
済
論
集
』

四
五
―
六
、
二
〇
一
三
年
）
） 

 

龍
造
寺
高
房 

二
七
・
七
五
・
一
四
九
・
五
一
五
・
六
四
四
・
六
四
六 

 
 

龍
造
寺
政
家
嫡
男
。
長
法
師
丸
。
藤
八
郎
。
天
正
十
四
年
生
。
慶
長
九
年
閏
八

月
十
三
日
従
五
位
下
駿
河
守
。「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
八
百
二
十
三
、「
龍

造
寺
・
鍋
島
系
図
」
（
鍋
一
一
一
―
一
二
）
、
「
勝
茂
公
御
年
譜
」
で
は
高
房

の
叙
任
を
慶
長
八
年
と
す
る
が
、
（
慶
長
九
年
）
閏
八
月
十
四
日
付
「
鍋
島
直

茂
書
状
」
（
坊
所
三
七
号
）
に
「
昨
日
十
三
、
藤
八
殿
位
之
儀
、
諸
太
夫
ニ
被

仰
出
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
慶
長
九
年
で
あ
る
（
大
平
直
子
「
竜
造
寺
高
房
の

叙
任
と
江
戸
詰
め
に
つ
い
て
」『
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

研
究
紀
要
』
第
九
号
、
二
〇
一
五
年
）
。
慶
長
十
二
年
九
月
六
日
歿
。 

 

龍
造
寺
胤
栄 

六
五
〇
・
六
五
一 

 
 

龍
造
寺
胤
久
男
。
新
次
郎
胤
光
。
宮
内
大
輔
。
従
五
位
下
豊
前
守
。
天
文
十
六

年
三
月
肥
前
国
守
護
代
。
天
文
十
七
年
三
月
二
十
二
日
歿
。
法
名
賢
誉
道
徳
。

（
「
鍋
島
始
龍
造
寺
略
系
図
」
鍋
一
一
二
―
一
〇
） 

 

龍
造
寺
政
家 

五
二
・
六
四
九 

 
 

龍
造
寺
隆
信
嫡
男
。
太
郎
四
郎
。
鎮
賢
。
久
家
。
民
部
大
輔
。
天
正
十
六
年 

 
 

侍
従
、
肥
前
守
。
同
十
七
年
隠
居
。
慶
長
十
二
年
十
月
二
日
歿
。
（
佐
近
八
― 

 
 

一
／
一
一
〇
頁
） 

 

林
庵 

五
〇
四
・
追
一
六 

医
者
か
。
生
年
未
詳
。
寛
文
四
年
七
月
十
九
日
付
茂
矩
宛
茂
辰
書
状
（
多
久
家

所
蔵
文
書
全
八
七
号
）
で
は
、
「
徳
龍
機
嫌
之
儀
、
林
庵
よ
り
委
申
上
候
様
ニ

申
付
」
と
あ
る
。
歿
年
未
詳
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辺
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二
六
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臣
。
永
禄
五
年
生
。
慶
長
十
年
筑
後
守
。
千
姫
附
。
寛
永
三
年
六
月
七
日
歿
。

（
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
四
百
八
十
三
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ゑ 

 

ゑ
ん
し
や
う
院 

五
六
六 

未
詳
。
圓
正
院
（
「
寺
社
差
出
」
當
山
派
山
伏
由
緒
下
／
九
九
頁
）
住
持
か
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鍋島勝茂花押一覧 

例言 

・この鍋島勝茂花押一覧は、史料編に収録した鍋島勝茂発給文書のうち、発給年次が確

定あるいは推定できた文書の花押部分の画像を編年して掲載したものである。 

・画像の上部には、文書番号、西暦、和暦の年月日を記載した。文書番号等は、本文で

は漢数字を用いているが、ここではアラビア数字で表記した。

・和暦年は、確定あるいは推定できた年次を記した。原本は多くが無年号であり、一部

付年号等があるが、原本記載の有無を（ ）等で区別することは行わなかった。
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通番 年 月日 史料名 形態 解説

追43 9月17日 多久安胤書状 竪紙 石津

追44 8月17日 某書状 竪紙 石津

追45 8月12日 某書状 竪紙 石津
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通番 年 月日 史料名 形態 解説

追1 ― 某詠草 竪紙 小宮

追2 （寛文4カ） 12月1日 多久茂矩消息 竪紙 小宮

追3 4月14日 鍋島勝茂書状案 折紙 小宮

追4 （承応元カ） 10月7日 鍋島光茂書状 竪紙 小宮

追5 （承応元） 4月14日 てい雪消息 折紙 小宮

追6 11月20日 多久安輝書状 折紙 小宮

追7 3月29日 多久安輝書状 竪紙 小宮

追8 （寛文5 or 寛文6） 10月4日 多久安輝書状 竪紙 小宮

追9 11月16日 多久安輝書状 折紙 小宮

追10 10月17日 多久安胤書状 竪紙 小宮

追11 5月21日 多久安胤書状 竪紙 小宮

追12 8月26日 多久安胤書状 竪紙 小宮

追13 （延宝元カ） 12月24日 多久安輝書状 竪紙 小宮

追14 8月26日 北島周虎書状 竪紙 小宮

追15 （寛文5 or 寛文6） 7月27日 多久安英書状 竪紙 小宮

追16 5月4日 多久安英書状 竪紙 及川

追17 12月27日 多久安英書状 竪紙 及川

追18 12月9日 多久安英書状 竪紙 及川

追19 12月4日 多久安英書状 竪紙 及川

追20 （承応3カ） 6月6日 多久安英書状 竪紙 及川

追21 10月17日 多久安英覚書 切紙 及川

追22 12月25日 多久安英書状 竪紙 及川

追23 8月17日 多久安英書状 竪紙 及川

追24 （万治3カ） 12月7日 多久安英書状 竪紙 及川

追25 （寛文4カ） 12月14日 多久安英書状 竪紙 及川

追26 5月13日 多久安英書状 竪紙 及川

追27 5月14日 多久安英書状 竪紙 及川

追28 ― 某詠草 竪紙 及川

追29 ― 某書状 折紙 及川

追30 （寛文8） 10月16日 某覚書 折紙 及川

追31 6月12日 某覚書 折紙 石津

追32 （寛文8カ） 1月22日 某覚書 折紙 石津

追33 2月13日 鍋島茂村書状 竪紙 石津

追34 （寛文4） 10月11日 岡部与貞室鍋島氏（真常院）消息 折紙 石津

追35 3月5日 実相院（カ）消息 折紙 石津

追36 ― 某詠草 竪紙 石津

追37 11月11日 多久安英書状（491より接続） 折紙 石津

追38 10月8日 多久安英書状 竪紙 石津

追39 4月29日 多久安胤書状 竪紙 石津

追40 3月30日 某書状 竪紙 石津

追41 3月17日 多久安胤書状 竪紙 石津

追42 8月3日 多久安胤書状 竪紙 石津

追加分
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
656 （寛⽂2） 11⽉9⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 ⼩宮
657 （寛⽂3カ） 3⽉11⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 ⼩宮
658 11⽉11⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 ⼩宮
659 ― 多久茂⾠覚書 切紙 ⼩宮
660 11⽉4⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 ⼩宮
661 12⽉22⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 及川
662 9⽉25⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 及川
663 10⽉25⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 及川
664 11⽉21⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 及川
665 4⽉5⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 及川
666 7⽉23⽇ 多久茂⾠覚書 折紙 藤井
667 1⽉22⽇ 多久茂⾠覚書 折紙 藤井
668 9⽉23⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 藤井
669 12⽉16⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 藤井
670 3⽉26⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 志佐
671 11⽉5⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 志佐
672 7⽉11⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 志佐
673 5⽉6⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 志佐
674 11⽉29⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 志佐
675 11⽉13⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 松⽥
676 6⽉28⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 松⽥
677 2⽉16⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 松⽥
678 5⽉17⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 松⽥
679 5⽉ 某覚書 竪紙 松⽥
680 ― 鍋島直澄消息 竪紙 清⽔
681 ― 鍋島直澄消息 竪紙 清⽔
682 11⽉7⽇ 多久茂⽂書状 竪紙 清⽔
683 4⽉20⽇ 多久茂矩覚書 竪紙 志佐/清⽔

684 （寛⽂3 or 寛⽂4） 23⽇ 多久茂⾠書状 竪紙 清⽔
685 ― 某覚書 竪紙 ⽥久保
686 12⽉17⽇ 多久安胤書状 竪紙 ⽥久保
687 7⽉13⽇ 多久安胤書状 竪紙 ⽥久保
688 6⽉11⽇ 多久安胤書状 竪紙 ⽥久保
689 （寛⽂4） 10⽉2⽇ 多久安胤書状 竪紙 本多
690 3⽉22⽇ 多久安胤書状 竪紙 本多
691 2⽉14⽇ 多久安胤書状 竪紙 本多
692 （明暦2） 11⽉8⽇ 多久安胤書状 折紙 本多
693 5⽉1⽇ 多久安胤書状 竪紙 本多
694 （寛⽂7カ） 9⽉12⽇ 多久安胤書状 竪紙 ⽯津
695 （寛⽂7） 6⽉8⽇ 多久安胤書状 竪紙 ⽯津
696 （寛⽂6カ） 7⽉4⽇ 多久安胤書状 折紙 ⽯津
697 6⽉23⽇ 多久安胤覚書 折紙 ⼤平
698 2⽉12⽇ 多久安胤書状 竪紙 ⼤平
699 7⽉11⽇ 鍋島之治書状 竪紙 ⼤平
700 ― 神代常利室鍋島⽒（性空院）消息 折紙 佐藤孝之

701 5⽉21⽇ 某書状 竪紙 佐藤孝之

付記：佐藤紘⼀の担当分については、佐藤による報告レジュメを元に⼩宮⽊代良が解説を執筆した。
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
609 （寛⽂3 or 寛⽂4） 6⽉23⽇ 多久茂⾠書状 竪紙 清⽔
610 （寛永9 or 寛⽂9） 2⽉1⽇ 某覚書案 竪紙 清⽔
611 10⽉21⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 ⽥久保
612 （寛⽂4） 8⽉2⽇ 多久茂⾠書状 折紙 ⽥久保
613 （寛⽂2） 3⽉8⽇ 多久茂⾠書状 折紙 ⽥久保
614 5⽉1⽇ 多久茂⾠書状 折紙 ⽥久保
615  正平10 11⽉ 於保胤宗軍忠状 竪紙 本多
616  貞和6 9⽉17⽇ ⾜利直冬軍勢催促状 ⼩切紙 本多
617 （天⽂19） 5⽉11⽇ ⼤友義鎮書状 切紙 本多
618  貞和7 4⽉21⽇ 於保宗喜軍忠状 竪紙 本多
619  永徳2 10⽉20⽇ 今川貞世書下 竪紙 本多
620  正平12 2⽉ 於保胤宗軍忠状 竪紙 本多
621  応永34 3⽉10⽇ 常⾒家⻑施⾏状 折紙 本多
622  観応3 閏2⽉3⽇ ⾜利直冬感状 竪紙 本多
623  永享11 3⽉27⽇ 千葉胤紹知⾏安堵状 竪紙 本多
624  正安2 8⽉25⽇ 藤原家定請⽂ 竪紙 本多
625 7⽉25⽇ 千葉胤繁書状 折紙 本多
626  正平22 9⽉3⽇ 懐良親王令旨 竪紙 本多
627  応永2 閏7⽉25⽇ 今川貞⾂所領安堵状 竪紙 本多
628  貞和6 11⽉28⽇ 於保胤宗軍忠状・⾜利直冬安堵裏書 竪紙 本多
629  永享4 4⽉20⽇ 千葉某所領安堵状 竪紙 本多
630  応永34 3⽉10⽇ 千葉胤繁所領安堵状 竪紙 本多
631  正和元 12⽉8⽇ 平左兵衛尉某書下 竪紙 本多
632 （⽂永11） ― 於保種宗注進状案 竪紙 本多
633  貞和7 3⽉28⽇ ⾜利直冬感状 竪紙 本多
634  正平8 9⽉18⽇ 懐良親王令旨 竪紙 本多
635 （寛⽂2カ） 11⽉10⽇ 多久茂⾠書状 折紙 ⽯津
636 （寛⽂6 or 寛⽂7 or 寛⽂8） 2⽉27⽇ 多久茂⾠書状 折紙 ⽯津
637 10⽉9⽇ 多久茂矩書状 折紙 ⽯津
638 12⽉22⽇ 某覚書 折紙 ⽯津
639 11⽉23⽇ 鍋島貞村書状 竪紙 ⽯津
640 11⽉12⽇ 某書状 竪紙 ⽯津
641 ― 多久茂⾠覚書（498に接続） 折紙 ⽯津
642 （寛⽂7） ― 多久安英書状 竪紙 ⼤平
643 9⽉21⽇ 豊⾂秀吉室北政所侍⼥くろだ消息 竪紙 ⼤平
644 ― 豊⾂秀吉室北政所侍⼥ひがし消息 竪紙 ⼤平
645 （天正20） ― 豊⾂家侍⼥五消息 竪紙 ⼤平
646 ― 豊⾂秀吉室北政所侍⼥ひがし消息 竪紙 ⼤平
647 （寛永16 or 慶安4） 10⽉6⽇ 鍋島常貞覚書 竪紙 ⼤平
648 12⽉18⽇ 神代勝利書状 竪紙 松⽥
649 （天正14） 11⽉22⽇ ⽑利輝元書状 切紙 松⽥
650 （天⽂15 or 天⽂16 or 天⽂17） ― ⿓造寺胤栄消息 竪紙 松⽥
651 （天⽂15 or 天正16 or 天⽂17） 3⽉12⽇ ⿓造寺胤栄消息 竪紙 松⽥
652 （寛永4） 8⽉14⽇ 鍋島忠直書状 折紙 佐藤孝之

653 7⽉12⽇ 鍋島忠茂書状 竪紙 佐藤孝之

654 11⽉24⽇ 鍋島直能書状 竪紙 佐藤孝之

655 6⽉20⽇ 多久茂⾠覚書 切紙 佐藤孝之
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
562 ― 鍋島清良室多久⽒（円融院）消息 竪紙 志佐
563 （寛⽂元） 4⽉4⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 志佐
564 （寛⽂元） 3⽉2⽇ 岡部与貞消息 折紙 志佐
565 （寛⽂4） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息案 竪紙 志佐
566 （寛永14） 7⽉晦⽇ ゑんしやう院消息 折紙 志佐
567 （寛⽂元） 3⽉5⽇ てい雪消息 折紙 志佐
568 （寛⽂元） 4⽉3⽇ 岡部与貞消息 折紙 清⽔
569 ― 松平忠房室鍋島⽒（永春院）消息 折紙 清⽔
570 （承応元カ） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息案 折紙 清⽔
571 （慶安2） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）覚書 折紙 清⽔
572 ― 鍋島清良室多久⽒（円融院）消息 竪紙 清⽔
573 （慶安2） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）覚書案 竪紙 清⽔
574 （寛⽂5 or 寛⽂6 or 寛⽂7） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）侍⼥局消息案 竪紙 ⽥久保
575 （正保4） 7⽉9⽇ 千栗⼭僧正某消息 折紙 ⽥久保
576 （寛⽂4） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息案 折紙 松⽥
577 ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 切紙 松⽥
578 11⽉7⽇ てい雪消息 折紙 松⽥
579 ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息案 竪紙 ⼩宮
580 （万治3） 7⽉16⽇ 松平忠房室鍋島⽒（永春院）消息 折紙 ⼩宮
581 ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息案 折紙 ⼩宮
582 （寛⽂5 or 寛⽂6 or 寛⽂7） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）侍⼥局消息案 竪紙 ⼩宮
583 （慶安2カ） ― 某覚書 折紙 ⼩宮
584 （寛⽂元） 閏8⽉1⽇ 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）覚書案 竪紙 ⼩宮
585 （明暦3） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息草案 竪紙 及川
586 （正保2） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息草案 竪紙 及川
587 （寛⽂4カ） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息草案 竪紙 及川
588 6⽉19⽇ 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 竪紙 及川
589 11⽉23⽇ 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）⼝上書案 竪紙 及川
590  寛⽂4 11⽉1⽇ 多久茂⾠消息 竪紙 及川
591 ― 多久茂⾠覚書 折紙 藤井
592 5⽉7⽇ 多久茂⾠書状 折紙 藤井
593 （寛⽂4 or 寛⽂7） ― 多久茂⾠覚書案 折紙 藤井
594 （寛⽂7） 5⽉29⽇ 多久茂矩・多久安胤連署覚書 折紙 藤井
595 （明暦3） 9⽉8⽇ 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）覚書 折紙 藤井
596  明暦2 8⽉28⽇ 成富権右衛⾨・野⽥市佐連署覚書 切紙 志佐
597  承応3 12⽉13⽇ 多久安英覚書 切紙 志佐
598  明暦元 12⽉2⽇ 北島周⻁覚書 切紙 志佐
599  万治3 1⽉23⽇ 北島周⻁覚書 切紙 志佐
600  万治3 1⽉23⽇ 多久安胤・多久安英連署証⽂ 切紙 志佐
601 ― 多久茂⾠詠草 折紙 志佐
602 ― 多久茂⾠詠草 竪紙 志佐
603 3⽉12⽇ 納富賢忠書状 折紙 松⽥
604 8⽉29⽇ ⿓造寺隆信書状 折紙 松⽥
605 ― ⿓造寺隆信書状 竪紙 松⽥
606 7⽉4⽇ 多久茂⾠書状 竪紙 清⽔
607 （寛⽂6） 2⽉25⽇ 多久茂⾠書状 竪紙 清⽔
608 ― 多久茂⾠書状 竪紙 清⽔
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
515 ― 豊⾂秀吉室浅野⽒（北政所）侍⼥ひがし消息 竪紙 志佐
516 ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 竪紙 志佐
517 21⽇ 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 折紙 志佐
518 ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 竪紙 志佐
519 ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 竪紙 志佐
520 （万治元 or 万治3） 8⽉15⽇ 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 折紙 清⽔
521 （寛⽂4カ） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 竪紙 清⽔
522 （万治3カ） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 折紙 清⽔
523 ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 竪紙 清⽔
524 11⽉5⽇ 多久茂矩書状 折紙 清⽔
525 7⽉19⽇ 多久茂矩書状 竪紙 清⽔
526 12⽉15⽇ 多久茂矩書状 折紙 清⽔
527 （貞享2カ） 10⽉27⽇ 多久茂矩書状 折紙 ⽥久保
528 10⽉24⽇ 多久茂矩書状 折紙 ⽥久保
529 ― 多久茂矩書状 竪紙 ⽥久保
530   万治3年 6⽉4⽇ 多久茂矩書状案 折紙 ⽥久保
531 9⽉13⽇ 多久茂矩書状 竪紙 ⽥久保
532 4⽉10⽇ 某覚書 折紙 ⽥久保
533 11⽉24⽇ 某覚書 折紙 本多
534 4⽉14⽇ 多久茂矩書状 竪紙 本多
535 （寛⽂4） 7⽉ 多久茂⾠書状 折紙 本多
536 11⽉12⽇ 多久茂矩書状 竪紙 本多
537 （寛⽂4） 閏5⽉27⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 本多
538 （寛⽂4） ― 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 本多
539 （万治3） 7⽉30⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 松⽥
540 7⽉3⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 松⽥
541 （寛⽂7カ） 9⽉15⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 松⽥
542 （寛⽂元） 3⽉ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 藤井
543 （寛⽂4） 10⽉9⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 藤井
544 （寛⽂4） ― 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 ⽯津
545 （寛⽂5） 2⽉3⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 ⽯津
546 （寛⽂元） 5⽉6⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 及川
547 （万治3） ― 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 及川
548 （寛⽂4） 閏5⽉15⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 及川
549 （寛⽂4） 9⽉8⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 ⼤平
550 （寛⽂3） ― 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 ⼤平
551 （寛⽂4） 11⽉7⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 ⼩宮
552 （寛⽂1 or 寛⽂2 or 寛⽂3） 9⽉晦⽇ 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）消息 折紙 ⼩宮
553 （寛⽂4） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息草案 折紙 ⼩宮
554 ― 多久安輝消息 折紙 ⼩宮
555 （寛⽂元） 3⽉28⽇ 岡部与賢消息 折紙 ⼩宮
556 ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息草案 竪紙 ⼩宮
557 ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息案 竪紙 佐藤孝之

558 （寛⽂4） ― 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息案 竪紙 佐藤孝之

559 （万治3） 7⽉21⽇ 鍋島勝茂室徳川⽒⽒（⾼源院）消息 折紙 佐藤孝之

560 ― しやうよ消息 竪紙 佐藤孝之

561 （寛⽂3） ― 岡部与貞室鍋島⽒（真常院）侍⼥⼩督・局消息 折紙 佐藤孝之
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
468 （寛永14） 11⽉12⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 藤井
469 1⽉27⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
470 （寛永20カ） 5⽉10⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
471 （寛永5） 5⽉25⽇ 鍋島忠直書状 折紙 本多
472 2⽉28⽇ 鍋島光茂書状 折紙 本多
473 （寛永5カ） 3⽉10⽇ 鍋島忠直書状 折紙 本多
474 3⽉11⽇ 鍋島忠直書状 折紙 本多
475 12⽉29⽇ 鍋島光茂書状 折紙 本多
476 （寛⽂4） 2⽉14⽇ 鍋島光茂書状 折紙 本多
477 3⽉21⽇ 鍋島光茂書状 折紙 松⽥
478 （承応元 or 承応3） 6⽉19⽇ 鍋島光茂書状 竪紙 松⽥
479 ― 多久茂⾠ヵ詠草 竪紙 松⽥
480 （寛⽂元） 3⽉8⽇ 多久安輝書状 折紙 松⽥
481 5⽉9⽇ 多久安輝書状 折紙 松⽥
482 （寛⽂6） 1⽉25⽇ 多久安輝書状 竪紙 ⽯津
483 4⽉7⽇ 多久安胤書状 竪紙 ⽯津
484 1⽉13⽇ 多久安胤書状 竪紙 ⽯津
485 1⽉8⽇ 多久安英書状 竪紙 ⽯津
486 12⽉11⽇ 多久安英覚書 切紙 ⽯津
487 11⽉22⽇ 北島周⻁書状 竪紙 ⽯津
488 （寛⽂7カ） 6⽉8⽇ 多久安英書状 竪紙 及川
489 （寛⽂6 or 寛⽂8） 3⽉2⽇ 多久安英書状 竪紙 及川
490 （寛⽂6 or 寛⽂7） 4⽉21⽇ 多久安英書状 竪紙 及川
491 （寛⽂6 or 寛⽂8） 11⽉21⽇ 多久安英書状（追37に接続） 折紙 及川
492 11⽉7⽇ 多久安英書状 竪紙 ⼤平
493 12⽉17⽇ 多久安英書状 折紙 ⼤平
494 3⽉4⽇ 多久安英書状 竪紙 ⼤平
495 （明暦3 or 万治元 or 万治2） 11⽉1⽇ 多久安英書状 折紙 ⼤平
496 3⽉14⽇ 多久茂⾠覚書 折紙 ⼤平
497 1⽉9⽇ 多久茂⾠書状 竪紙 ⼤平
498 10⽉13⽇ 多久茂⾠覚書（641より接続） 折紙 ⼩宮
499 3⽉27⽇ 多久茂⾠書状 折紙 ⼩宮
500 8⽉7⽇ 多久茂⾠覚書 折紙 ⼩宮
501 3⽉10⽇ 多久茂⾠書状 折紙 ⼩宮
502 ― 多久茂⾠覚書 折紙 ⼩宮
503 1⽉11⽇ 多久茂⾠詠草 折紙 ⼩宮
504 （寛⽂6 or 寛⽂7） 8⽉23⽇ 多久茂⾠覚書 折紙 ⼩宮
505 （寛⽂4） 7⽉19⽇ 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 折紙 ⼩宮
506 （寛⽂4） 8⽉9⽇ 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 折紙 ⼩宮
507 2⽉15⽇ 松平忠房室鍋島⽒（永春院）消息 折紙 佐藤孝之

508 （寛⽂4） 7⽉9⽇ 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 折紙 佐藤孝之

509 （寛永16） 1⽉15⽇ ゆき消息 折紙 松⽥
510 3⽉13⽇ 鍋島勝茂室徳川⽒（⾼源院）消息 折紙 佐藤孝之

511 9⽉30⽇ 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 折紙 佐藤孝之

512 10⽉10⽇ 多久茂⾠室鍋島⽒（天性院）消息 折紙 佐藤孝之

513 7⽉21⽇ 多久安順室鍋島⽒（徳寿院）消息 折紙 志佐
514 ― 多久安順室鍋島⽒（徳寿院）消息 折紙 志佐
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
421 （寛永13） 5⽉10⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
422 （正保3） 5⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
423 （慶⻑14） 10⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
424  元⻲3 5⽉20⽇ 武⽥晴信判物 竪紙 及川
425 ― ゆき消息 竪紙 及川
426  寛⽂6 2⽉9⽇ 多久茂⾠懐紙 折紙 ⼤平
427 ― 鍋島光茂等和歌懐紙 折紙 ⼤平
428  慶安元 10⽉2⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 ⼤平
429  寛永4 1⽉14⽇ 鍋島直茂室⽯井⽒（陽泰院）消息案 竪紙 ⽥久保
430 （寛永4） 10⽉12⽇ 多久安順室鍋島⽒（徳寿院）消息 折紙 ⼤平
431 6⽉25⽇ 丹後書状 切紙 ⼤平
432 （寛⽂3） 5⽉5⽇ 鍋島直能消息案 折紙 ⼩宮
433 （慶⻑15） ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
434 （慶⻑15） ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
435 ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
436 4⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
437 4⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
438 28⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
439 （慶⻑14） ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
440 （慶⻑15カ） 4⽉24⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 佐藤孝之

441 （慶⻑13 or 慶⻑14 or 慶⻑15） 27⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 佐藤孝之

442 13⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 佐藤孝之

443 （承応元 or 承応3） 1⽉26⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

444 （寛永18 or 寛永20 or 正保2） 6⽉7⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

445 3⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

446 2⽉1⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
447 （寛永16） 1⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
448 6⽉7⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
449 （正保2） 9⽉26⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
450 （寛永12 or 寛永14） 7⽉10⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
451 （寛永15） 6⽉8⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
452 2⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
453 （寛永13カ） 9⽉8⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
454 （承応元 or 承応3） 1⽉22⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
455 （元和5） 5⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
456 11⽉26⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
457 （寛永12 or 寛永14） 8⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
458 8⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
459 1⽉21⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
460 （寛永6カ） 8⽉18⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
461 （明暦元） 12⽉14⽇ 鍋島勝茂消息 折紙 ⽥久保
462 （寛永6カ） 5⽉10⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
463 （慶安元） 閏1⽉23⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
464 （正保2） 12⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
465 （寛永14カ） 8⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
466 （寛永16） 7⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
467 2⽉23⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
374 （寛永4） 9⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

375 9⽉21⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
376 （承応元カ） 9⽉23⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
377 （承応2） 9⽉26⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
378 （正保2） 9⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
379 （正保2） 10⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
380 （正保3） 10⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
381 （寛永12カ） 10⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
382 （正保2） 10⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
383 （寛永15） 10⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
384 （正保3） 10⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
385 （寛永16カ） 10⽉18⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
386 10⽉22⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
387 （寛永8 or 寛永9 or 寛永12） 11⽉1⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
388  寛永20 12⽉2⽇ 幕府⽼中連署達書案 竪紙 ⽥久保
389 （寛永16） 11⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
390 11⽉7⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 ⽥久保
391 （正保3） 11⽉8⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
392 （寛永15） 11⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
393 11⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
394 （寛永12 or 寛永14） 11⽉17⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
395 （寛永16） 閏11⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
396 11⽉21⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
397 （明暦2） 11⽉23⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
398 （明暦2） 11⽉23⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
399 （承応2） 12⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
400 12⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
401 （寛永12） 12⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
402 （寛永20 or 正保2） 12⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
403 （寛永13カ） 12⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
404 （寛永20） 12⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
405 （寛永16 or 寛永18） 12⽉17⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
406 （寛永15） 12⽉27⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
407 （寛永16 or 寛永17 or 寛永20） 12⽉27⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
408 （寛永12カ） 12⽉29⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
409 （正保2） 8⽉21⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
410 （寛永16） 2⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
411 （寛永15） 12⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽯津
412 （寛永17） 6⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽯津
413 （正保2） 閏5⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
414 （寛永13） 12⽉10⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽯津
415 （寛永6 or 寛永8 or 寛永9） 12⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽯津
416 （寛永17カ） 1⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽯津
417 （寛永10） 2⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽯津
418 4⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
419 2⽉3⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
420 （寛永17カ） 8⽉22⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
327 （寛永16） 3⽉10⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
328 （承応3） 3⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
329 （正保3） 3⽉14⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
330 （寛永14） 閏3⽉21⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
331 （寛永20） 3⽉24⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
332 （承応元） 3⽉24⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
333 （正保2カ） 3⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
334 （寛永18） 3⽉28⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 藤井
335 （寛永18） 3⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
336 （寛永20） 4⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
337 （正保2カ） 4⽉10⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
338 （寛永14） 4⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
339 4⽉14⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽯津
340 4⽉20⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽯津
341 （寛永16） 4⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
342 （寛永14カ） 4⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
343 （寛永14） 4⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
344 （正保3） 4⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

345 （正保3） 5⽉3⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
346 （慶⻑14） 5⽉7⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
347 （寛永3 or 寛永4 or 寛永7） 5⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
348 （寛永14） 5⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
349 （寛永12 or 寛永14） 5⽉25⽇ 鍋島勝茂書状案 折紙 ⼤平
350 5⽉28⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 ⼤平
351 （寛永12 or 寛永14） 6⽉1⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
352 （寛永15） 6⽉8⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
353 （寛永16） 6⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
354 （寛永16カ） 6⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
355 （寛永16カ） 6⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
356 （寛永3） 6⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
357 （寛永20） 6⽉晦⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 野⼝
358 （寛永15） 7⽉23⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
359 （寛永16） 7⽉27⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
360 （寛永14） 8⽉1⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
361 8⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
362 （寛永13カ） 8⽉6⽇ 鍋島勝茂書状案 折紙 藤井
363 （寛永18 or 寛永20 or 正保2） 8⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
364 （寛永8） 8⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
365 8⽉14⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
366 （正保2） 8⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
367 （正保2） 8⽉15⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 藤井
368 （寛永4） 8⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
369  寛永2 8⽉21⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 佐藤孝之

370 （寛永18） 8⽉22⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

371 （寛永18カ） 8⽉23⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

372 （寛永14） 9⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

373 （寛永16） 9⽉17⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
280 （寛永10） 2⽉9⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 本多
281  寛永8 9⽉25⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼤平
282  寛永19 6⽉6⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼩宮
283 （慶⻑15） 25⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
284 （寛永15） 6⽉4⽇ 鍋島勝茂覚書並多久茂⾠等連署請状案 竪紙 ⼩宮
285  寛永12 12⽉22⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼩宮
286 （慶⻑13 or 慶⻑14 or 慶⻑15） 17⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 佐藤孝之

287 8⽉4⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 佐藤孝之

288 10⽉26⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 佐藤孝之

289 （慶⻑元） 閏7⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

290 （元和9） 6⽉17⽇ 鍋島勝茂書状案 折紙 志佐
291 （寛永14） 8⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
292 （寛永17カ） 1⽉16⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
293 （寛永20） 8⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
294 （寛永20） 5⽉4⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
295 （寛永12） 10⽉晦⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
296 7⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤紘⼀

297 （慶⻑13） 1⽉2⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 清⽔
298 12⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
299 （寛永20 or 正保2 or 正保4） 9⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
300 12⽉1⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
301 （承応元） 9⽉20⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
302 （正保2） 8⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
303 （正保4） 5⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
304 （寛永13） 2⽉14⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
305 （寛永15カ） 12⽉26⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
306 12⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
307 2⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
308 9⽉8⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
309 （寛永18） 5⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
310 （慶⻑15） ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
311 （寛永8） 5⽉10⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 松⽥
312 （慶⻑15） ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 佐藤孝之

313 12⽉5⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼩宮
314 ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 及川
315  寛永9 8⽉4⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 及川
316 （慶⻑15） ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 及川
317 （慶安2 or 慶安4 or 承応2） 9⽉18⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼤平
318  寛永11 5⽉9⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼤平
319  寛永15 6⽉4⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼤平
320  寛永13 7⽉6⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼩宮
321  寛永14 3⽉20⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼩宮
322  元和2 6⽉13⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 本多
323  寛永14 2⽉1⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼩宮
324 （寛永20 or 正保2） 6⽉晦⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

325  寛永18 3⽉5⽇ 鍋島勝茂印章覚書 折紙 佐藤孝之

326 （正保元） 3⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
233 11⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
234 （正保2） 6⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
235 （正保2） 6⽉20⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤紘⼀

236 （寛永16） 閏11⽉27⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤紘⼀

237 （寛永19） 3⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤紘⼀

238 （正保3） 4⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

239 （正保2） 10⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

240 （寛永14） 閏3⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

241 （寛永16） 9⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
242 （寛永12カ） 9⽉20⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
243 （寛永16） 8⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
244 （寛永15カ） 7⽉23⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 佐藤孝之

245 （正保2） 5⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤紘⼀

246 （慶⻑7） 8⽉16⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
247 （慶⻑13） 7⽉12⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
248 （寛永16） 6⽉12⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
249 （寛永18） 5⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
250 （寛永16） 6⽉晦⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
251 （寛永16） 5⽉15⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 本多
252 （慶⻑19） 12⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
253 （慶⻑20） 1⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
254 （元和9） 7⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
255 （寛永16） 7⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
256 （正保3） 4⽉16⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
257 （慶⻑13） 1⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
258 1⽉4⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 藤井
259  寛永18 3⽉15⽇ 鍋島勝茂覚書案 竪紙 藤井
260  寛永13 9⽉9⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 清⽔
261 （寛永4） 9⽉19⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼩宮
262 （慶⻑15） ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 本多
263  元和2 6⽉13⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 本多
264 8⽉6⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 本多
265 （寛永6カ） 5⽉10⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 本多
266 （寛永14） 4⽉13⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 本多
267 （慶⻑14カ） ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
268  寛永20 3⽉7⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 松⽥
269 （元和6） 7⽉20⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼩宮
270  元和6 11⽉26⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 松⽥
271  寛永21 6⽉1⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 松⽥
272 （慶⻑15） ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 志佐
273 7⽉10⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 松⽥
274  元和2 8⽉10⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 及川
275  寛永13 9⽉9⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 清⽔
276 （寛永14） 11⽉12⽇ 鍋島勝茂検⾒割付覚書 竪紙 及川
277 4⽉13⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 及川
278 （正保元） 4⽉14⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼤平
279  寛永14 2⽉20⽇ 鍋島勝茂覚書 竪紙 ⼤平
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
186 （寛永13カ） 2⽉14⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
187 （寛永9） 12⽉7⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
188 （寛永14） 6⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
189 （寛永2） 4⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
190 10⽉27⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
191 （寛永19） 4⽉4⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
192 （寛永13カ or 寛永14カ） 4⽉16⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
193 （寛永17カ） 4⽉10⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
194 （慶⻑5） 3⽉17⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
195 （寛永20） 9⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
196 8⽉17⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⽥久保
197 2⽉16⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
198 （寛永12） 8⽉14⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
199 9⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⽥久保
200 （寛永12） ― 鍋島勝茂書状案（223に接続） 折紙 ⽥久保
201 （寛永13） 2⽉9⽇ 鍋島勝茂書状（209より接続） 折紙 藤井
202 （寛永18） 2⽉7⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
203 （寛永12カ） 12⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
204 （寛永18） 11⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
205 7⽉10⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
206 （寛永12） 5⽉7⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 本多
207 （寛永15カ） 12⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
208 （寛永15） 10⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
209 （寛永13） ― 鍋島勝茂書状（201に接続） 折紙 本多
210 6⽉4⽇ 鍋島勝茂書状（222に接続） 折紙 松⽥
211 （寛永13） 6⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
212 （寛永13） 2⽉14⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
213 （寛永13） 2⽉12⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
214 （正保2カ） 4⽉4⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
215 （寛永12） 8⽉7⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
216 （寛永16） 9⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
217 9⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
218 （寛永17 or 寛永19 or 正保3） 2⽉21⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
219 （寛永16 or 寛永17 or 寛永18） 8⽉12⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
220 （寛永15） 11⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
221 （寛永12） 5⽉7⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
222 ― 鍋島勝茂書状（210より接続） 折紙 及川
223 （寛永12） 10⽉17⽇ 鍋島勝茂書状（200より接続） 折紙 ⽥久保
224 （慶⻑20） 1⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
225 （寛永13） 4⽉16⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
226 （寛永13） 2⽉2⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 ⼤平
227 （寛永12） 8⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 野⼝
228 （寛永13） 2⽉22⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
229 （寛永10カ） 4⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
230 5⽉27⽇ 鍋島勝茂覚書 折紙 ⼩宮
231 ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
232 （寛永12） 7⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
139 （正保3） 4⽉22⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 野⼝
140 （寛永14） 9⽉21⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 野⼝
141 （正保3） 5⽉3⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
142 （寛永19） 閏9⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
143 7⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
144 （寛永12） 9⽉20⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
145 （寛永13） 11⽉12⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
146 （寛永19） 4⽉1⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
147 （承応2） 12⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
148 （正保4カ） 10⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
149 （慶⻑9） 7⽉8⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
150 10⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
151 （寛永16） 2⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
152 （承応元） 1⽉24⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
153 （寛永15） 10⽉27⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
154 （承応元 or 承応3） 12⽉1⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
155 （承応2） 9⽉26⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
156 1⽉26⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
157 （正保元年カ） 2⽉22⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
158 （寛永15） 12⽉27⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
159 （寛永10） 8⽉1⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
160 （明暦2） 3⽉14⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
161 11⽉8⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
162 （寛永16） 12⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
163 （寛永18 or 寛永20） 5⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

164 1⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
165 （承応元） 3⽉20⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
166 （寛永15） 12⽉20⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
167 （寛永19 or 正保元 or 正保3） 1⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
168 （正保4） 5⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
169 （寛永19 or 正保元） 5⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
170 （寛永15） 12⽉27⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
171 2⽉18⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
172 （寛永元） 7⽉18⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

173 （正保2） 4⽉4⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤紘⼀

174 10⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤紘⼀

175 （寛永17） 1⽉晦⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤紘⼀

176 （寛永12 or 寛永14） 7⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤紘⼀

177 12⽉4⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤紘⼀

178 （慶⻑4カ） 6⽉5⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

179 4⽉23⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

180 （慶⻑元） 6⽉18⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

181 （寛永18） 6⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

182 （明暦元カ） 12⽉10⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

183 （寛永19 or 正保元） 9⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

184 1⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

185 2⽉14⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
92  慶⻑10 1⽉2⽇ 鍋島勝茂⾃筆覚書 竪紙 清⽔
93 （慶⻑14カ） 11⽉27⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 志佐
94 ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 志佐
95 （慶⻑12カ） 12⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 佐藤孝之

96 （慶⻑16カ） ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 佐藤孝之

97 26⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 佐藤孝之

98 2⽉14⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 佐藤孝之

99 1⽉6⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
100 12⽉18⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
101 10⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
102 ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
103 （寛永13カ） 3⽉16⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
104 （寛永10カ） 11⽉15⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
105 （明暦2） 12⽉21⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
106 9⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
107 （寛永13） 2⽉20⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
108 （寛永14 or 寛永18） 8⽉22⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
109 （正保2） 5⽉12⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
110 （明暦元） 5⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
111 （明暦2） 10⽉16⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
112 12⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
113 （寛永14） 6⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
114 （寛永18） 11⽉29⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
115 （寛永16） 2⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
116 （正保3） 10⽉26⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
117 （寛永14） 閏3⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
118 （正保2） 閏5⽉7⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
119 7⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
120 （正保2） 11⽉17⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
121 8⽉22⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
122 11⽉26⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
123 （寛永12） 9⽉27⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
124 （寛永13） 6⽉10⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
125 （寛永16） 4⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤平
126 9⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
127 （正保2） 6⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
128 （寛永14） 5⽉14⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
129 （明暦2） 9⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
130 4⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

131 5⽉11⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

132 （明暦2） 10⽉16⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
133 1⽉19⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

134 （寛永15） 12⽉20⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
135 10⽉26⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 志佐
136 （正保2） 8⽉21⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
137 （寛永20） 6⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 清⽔
138 10⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 野⼝
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
45 （寛永10） 2⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
46 （正保2） 2⽉12⽇ 幕府⽼中連署状案 折紙 ⼩宮
47 （承応3） 2⽉12⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
48 （寛永13） 2⽉14⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼩宮
49 （寛永19カ） 2⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

50 （明暦3） 2⽉21⽇ 鍋島勝茂書状案 折紙 佐藤孝之

51 19⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 清⽔
52 （慶⻑12） ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 清⽔
53 11⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 清⽔
54 2⽉7⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 清⽔
55 ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 清⽔
56 15⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 野⼝
57 11⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 野⼝
58 11⽉18⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 野⼝
59 ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 野⼝
60 27⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 野⼝
61 4⽉9⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 本多
62 10⽉23⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 本多
63 ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 本多
64 25⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 本多
65 ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 本多
66 9⽉23⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
67 （慶⻑17） 閏10⽉8⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
68 5⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
69 4⽉2⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
70 21⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
71 10⽉30⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
72 24⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
73 26⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
74 16⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
75 4⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 松⽥
76 10⽉29⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 本多
77 11⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 本多
78 1⽉2⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 本多
79 3⽉28⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 本多
80 8⽉7⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 本多
81 8⽉9⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 藤井
82 7⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 藤井
83 3⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 藤井
84 5⽉22⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 藤井
85 6⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 野⼝
86 11⽉14⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 野⼝
87 27⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 野⼝
88 16⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 野⼝
89 9⽉21⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 清⽔
90 23⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 清⽔
91 11⽉29⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 清⽔
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通番 年 ⽉⽇ 史料名 形態 解説
1 17⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
2 3⽉13⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
3 2⽉22⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
4 3⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
5 （慶⻑16 or 慶⻑17） 3⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
6 29⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼩宮
7 （寛永2 or 寛永3） 5⽉7⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 及川
8 7⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 及川
9 （寛永14） 4⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
10 （慶⻑9 or 慶⻑10 or 慶⻑13） 2⽉28⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 及川
11 （慶⻑13カ or 慶⻑14カ） 1⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼤園
12 （慶⻑10） 2⽉16⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
13 7⽉27⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 ⼤園
14 （慶⻑17カ） 閏10⽉5⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 ⼤園
15 （慶⻑9カ） 3⽉5⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 ⼤園
16 （寛永14） 11⽉ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 ⼤園
17 4⽉16⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 佐藤孝之

18 （慶⻑13 or 慶⻑14） 11⽉29⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 佐藤孝之

19 ― 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 佐藤孝之

20 3⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 佐藤孝之

21 （慶⻑13 or 慶⻑14） 20⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 佐藤孝之

22 （慶⻑13 or 慶⻑14） 11⽉7⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 佐藤孝之

23 9⽉ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 清⽔
24 9⽉2⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 清⽔
25 （慶⻑14） 7⽉23⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 清⽔
26 （寛永14） 7⽉5⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 清⽔
27 （慶⻑9） 閏8⽉25⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 野⼝
28 5⽉19⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 野⼝
29 ― 鍋島勝茂覚書 折紙 野⼝
30 3⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 折紙 野⼝
31 11⽉18⽇ 鍋島勝茂⾃筆書状 竪紙 野⼝
32 （寛永13） 1⽉7⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
33 （慶安2 or 慶安4 or 承応2） 1⽉13⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
34 （正保3） 1⽉16⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 藤井
35  正保元 1⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
36 （寛永16） 1⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 本多
37 1⽉25⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
38 （寛永16） 1⽉28⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
39 2⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 松⽥
40 （寛永13） 2⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
41 （寛永18） 2⽉2⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
42 （寛永19カ） 2⽉4⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 及川
43 （寛永9 or 寛永10 or 寛永13） 2⽉6⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園
44 （寛永13） 2⽉9⽇ 鍋島勝茂書状 折紙 ⼤園

既刊分

2



収録史料一覧 

例言 

・この収録史料一覧は、史料編に収録した史料の一覧である。既刊分、追加分の順に掲

げた。

・年の欄には、年次が一つに確定ないし推定できたもの、および、年次候補が３つ以内

に限定できるものを示し、年次候補が４つ以上あるものや、上限・下限のみ判明する

ものは示していない。
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